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【届出の対象とした募集金額】 クレディ・アグリコル・エス・エー第１回円貨社債（2013）

　　50億円（予定）

クレディ・アグリコル・エス・エー第２回円貨社債（2013）

　　50億円（予定）

クレディ・アグリコル・エス・エー第３回円貨社債（2013）

　　50億円（予定）

クレディ・アグリコル・エス・エー第４回円貨社債（2013）

　　50億円（予定）

クレディ・アグリコル・エス・エー第１回変動利付円貨社債

（2013）

　　50億円（予定）

クレディ・アグリコル・エス・エー第２回変動利付円貨社債

（2013）

　　50億円（予定）

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

(注1)　別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」、「€」または「EUR」は欧州経済通貨同盟に参加している欧州連合の加盟国
の統一通貨を、「米ドル」はアメリカ合衆国の法定通貨を、「円」または「日本円」は日本国の法定通貨を指すものとする。本書に
おいて、別段の記載がある場合を除き、便宜上記載されている日本円への換算は、１ユーロ＝128.31円の為替レート（2013年４月19
日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場仲値）により計算されている。

(注2)　本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「当行」、「クレディ・アグリコル・エス・エー」および
「CASA」は、クレディ・アグリコル・エス・エーを、「クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ」はクレディ・アグリコル
・エス・エーおよびその連結子会社を指す。また、「クレディ・アグリコル・グループ」および「クレディ・アグリコル・ネット
ワーク」は、フランス通貨金融法典第R.512-18条に従い、クレディ・アグリコル・エス・エー、地域金庫および地方金庫を指す。
「当行グループ」は、文脈により、「クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ」または「クレディ・アグリコル・グルー
プ」もしくは「クレディ・アグリコル・ネットワーク」のいずれかを指す。

(注3)　本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

(注4)　将来予測に関する記述
本書に含まれる記載は、将来予測に関する記述を含んでいる。「信じている」、「意図している」、「予想している」、「考えてい
る」、「見積もっている」、「予測している」、「～の可能性がある」、「計画している」、「～であろう」、「企図している」、「期
待している」、「目的としている」、「将来」および「～に違いない」といった用語ならびにこれらに類似する表現は、将来予測に
関する記述であることを明確にすることを意図している。これらの将来予測に関する記述は、将来の事象に関する本書の日付現在
の当行の予想および仮定に基づくものである。
かかる将来予測に関する記述は、リスク、不確実性その他実際の結果と将来予測に関する記述において明示または黙示される記述
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との相違を生じさせる要因による影響を受ける。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

本「第１ 募集要項」には、６本の異なる種類の社債についての記載がなされている。一定の記載事項につい

て、クレディ・アグリコル・エス・エー第１回円貨社債（2013）（以下「第１回円貨社債」という。）、クレディ

・アグリコル・エス・エー第２回円貨社債（2013）（以下「第２回円貨社債」という。）、クレディ・アグリコ

ル・エス・エー第３回円貨社債（2013）（以下「第３回円貨社債」という。）、クレディ・アグリコル・エス・

エー第４回円貨社債（2013）（以下「第４回円貨社債」という。）、クレディ・アグリコル・エス・エー第１回

変動利付円貨社債（2013）（以下「第１回変動利付円貨社債」という。）およびクレディ・アグリコル・エス・

エー第２回変動利付円貨社債（2013）（以下「第２回変動利付円貨社債」という。）ごとに異なる取扱いがなさ

れる場合、またはそれぞれの社債ごとに別々に記載した方が分かりやすいと思われる場合にはそれぞれの社債ご

とに記載内容を分けて記載している。その場合、＜第１回円貨社債＞、＜第２回円貨社債＞、＜第３回円貨社債＞、

＜第４回円貨社債＞、＜第１回変動利付円貨社債＞および＜第２回変動利付円貨社債＞の見出しの下に記載され

た「本社債」、「社債の要項」、「共同主幹事会社」および「財務代理人」という用語は、それぞれ第１回円貨社

債、第２回円貨社債、第３回円貨社債、第４回円貨社債、第１回変動利付円貨社債および第２回変動利付円貨社債

に係る用語を指し、いずれかの種類の社債に関する記述において他の箇所の記載内容に言及する場合は当該種類

の社債に関する関係見出しの下に記載される内容を指す。それぞれの社債の記載内容に差異がない場合または一

定事項を除き差異がない場合は、それぞれの社債に関する記載内容は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項が

あればこれを示して記載している。まとめて記載した場合、これら６本の社債、それぞれの社債の社債権者および

それぞれの社債の要項は単に、それぞれ「本社債」、「本社債権者」および「社債の要項」と総称する。ただし、

かかる表示は、それぞれの社債が同一種類の社債を構成することを意味するものではないことに留意されたい。

社債の債権者は、かかる債権者が保有するそれぞれの社債に従った当該社債に基づく権利を有する。

１ 【社債（短期社債を除く。）の募集】

＜第１回円貨社債＞

銘　　柄 クレディ・アグリコル・エス・エー第１回円貨社債（2013）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格
各社債の金額100円につき

100円
利　　率（％）

（未定）

（年（未定）％～（未定）％

を仮条件とする。）(注３)

利払日

毎年６月27日および

12月27日

（ただし、最終の利払日は2015

年６月26日）(注４)

償還期限 2015年６月26日(注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月20日(注６) 払込期日 2013年６月27日(注７)
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申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

(注１)　本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）

（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項について

は、振替法および振替機関（下記「振替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務

規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総称する。）に従って取り扱われる。

(注２)　上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘

案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記

載される振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３)　利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月中

旬頃に決定される予定である。

(注４)　各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５)　償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６)　申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７)　払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

＜第２回円貨社債＞

銘　　柄 クレディ・アグリコル・エス・エー第２回円貨社債（2013）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格
各社債の金額100円につき

100円
利　　率（％）

（未定）

（年（未定）％～（未定）％

を仮条件とする。）(注３)

利払日
毎年６月27日および

12月27日(注４)
償還期限 2016年６月27日(注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月20日(注６) 払込期日 2013年６月27日(注７)

申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

(注１)　本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）

（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項について

は、振替法および振替機関（下記「振替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務

規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総称する。）に従って取り扱われる。

(注２)　上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘

案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記

載される振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３)　利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月中

旬頃に決定される予定である。

(注４)　各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５)　償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

   4/1332



(注６)　申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７)　払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

＜第３回円貨社債＞

銘　　柄 クレディ・アグリコル・エス・エー第３回円貨社債（2013）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格
各社債の金額100円につき

100円
利　　率（％）

（未定）

（年（未定）％～（未定）％

を仮条件とする。）(注３)

利払日
毎年６月27日および

12月27日(注４)
償還期限 2018年６月27日(注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月20日(注６) 払込期日 2013年６月27日(注７)

申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

(注１)　本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）

（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項について

は、振替法および振替機関（下記「振替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務

規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総称する。）に従って取り扱われる。

(注２)　上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘

案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記

載される振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３)　利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月中

旬頃に決定される予定である。

(注４)　各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５)　償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６)　申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７)　払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

＜第４回円貨社債＞

銘　　柄 クレディ・アグリコル・エス・エー第４回円貨社債（2013）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格
各社債の金額100円につき

100円
利　　率（％）

（未定）

（年（未定）％～（未定）％

を仮条件とする。）(注３)
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利払日
毎年６月27日および

12月27日(注４)
償還期限 2023年６月27日(注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月20日(注６) 払込期日 2013年６月27日(注７)

申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

(注１)　本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）

（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項について

は、振替法および振替機関（下記「振替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務

規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総称する。）に従って取り扱われる。

(注２)　上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘

案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記

載される振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３)　利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月中

旬頃に決定される予定である。

(注４)　各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５)　償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６)　申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７)　払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

＜第１回変動利付円貨社債＞

銘　　柄 クレディ・アグリコル・エス・エー第１回変動利付円貨社債（2013）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格
各社債の金額100円につき

100円
利　　率（％）

（未定）（ロイターLIBOR01

頁（下記「利息支払の方法」

に定義する。）に表示されて

いるロンドン銀行間市場にお

ける日本円の３か月預金のオ

ファード・レートに年率（未

定）％～（未定）％を加えた

利率を仮条件とする。）(注

３)

利払日

毎年３月27日、

６月27日、９月27日

および12月27日(注４)

償還期限 2016年６月27日(注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し
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申込期間 2013年６月20日(注６) 払込期日 2013年６月27日(注７)

申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

(注１)　本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）

（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項について

は、振替法および振替機関（下記「振替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務

規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総称する。）に従って取り扱われる。

(注２)　上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘

案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記

載される振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３)　利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月中

旬頃に決定される予定である。

(注４)　各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５)　償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６)　申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７)　払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

＜第２回変動利付円貨社債＞

銘　　柄 クレディ・アグリコル・エス・エー第２回変動利付円貨社債（2013）(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格
各社債の金額100円につき

100円
利　　率（％）

（未定）（ロイターLIBOR01

頁（下記「利息支払の方法」

に定義する。）に表示されて

いるロンドン銀行間市場にお

ける日本円の３か月預金のオ

ファード・レートに年率（未

定）％～（未定）％を加えた

利率を仮条件とする。）(注

３)

利払日

毎年３月27日、

６月27日、９月27日

および12月27日(注４)

償還期限 2018年６月27日(注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月20日(注６) 払込期日 2013年６月27日(注７)

申込取扱場所 別項記載の各引受人の日本国内における本店および各支店

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

   7/1332



(注１)　本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）

（以下「振替法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項について

は、振替法および振替機関（下記「振替機関」に定義する。）が随時定める社債等の振替に関する業務

規程その他の規則等（以下「振替機関業務規程等」と総称する。）に従って取り扱われる。

(注２)　上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本社債の需要状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘

案したうえで、本社債の条件決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記

載される振替社債の総額および発行価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３)　利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月中

旬頃に決定される予定である。

(注４)　各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５)　償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６)　申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７)　払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所

株式会社証券保管振替機構

（以下「振替機関」という。）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　振替機関には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。

公告の方法

　本社債に関する一切の公告は、日本国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行

される時事に関する事項を掲載する日本語の日刊新聞紙上に各１回これを行う。本社債権者の各々に対する直接

の通知はこれを要しない。発行会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合、発行会社の費用負担に

より、発行会社に代わって財務代理人（下記「財務代理人とその職務」に定義する。）がこれを行う。

引　受　人

＜第１回円貨社債＞

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受けの条件

会　社　名 住　　所
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クレディ・アグリコル証券会社　

東京支店

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

野村證券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都港区東新橋

一丁目９番２号

東京都千代田区丸の内

二丁目５番２号

東京都中央区日本橋

一丁目９番１号

東京都千代田区丸の内

三丁目３番１号

共同主幹事会社

が連帯して本社

債の発行総額を

引受けるので、

個々の共同主幹

事会社の引受金

額はない。

本社債の発行総

額は、発行会社と

共同主幹事会社

との間で2013年

６月20日（予

定）に調印され

る元引受契約に

従い、共同主幹事

会社により連帯

して買取引受け

され、一般に募集

される。左記以外

の元引受けの条

件は、未定である

が、本社債の条件

決定日に、発行条

件の決定ととも

に決定される予

定である。

合　計 5,000（予定）

＜第２回円貨社債＞

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受けの条件

会　社　名 住　　所

クレディ・アグリコル証券会社　

東京支店

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

野村證券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都港区東新橋

一丁目９番２号

東京都千代田区丸の内

二丁目５番２号

東京都中央区日本橋

一丁目９番１号

東京都千代田区丸の内

三丁目３番１号

共同主幹事会社

が連帯して本社

債の発行総額を

引受けるので、

個々の共同主幹

事会社の引受金

額はない。

本社債の発行総

額は、発行会社と

共同主幹事会社

との間で2013年

６月20日（予

定）に調印され

る元引受契約に

従い、共同主幹事

会社により連帯

して買取引受け

され、一般に募集

される。左記以外

の元引受けの条

件は、未定である

が、本社債の条件

決定日に、発行条

件の決定ととも

に決定される予

定である。

合　計 5,000（予定）
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＜第３回円貨社債＞

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受けの条件

会　社　名 住　　所

クレディ・アグリコル証券会社　

東京支店

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

野村證券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都港区東新橋

一丁目９番２号

東京都千代田区丸の内

二丁目５番２号

東京都中央区日本橋

一丁目９番１号

東京都千代田区丸の内

三丁目３番１号

共同主幹事会社

が連帯して本社

債の発行総額を

引受けるので、

個々の共同主幹

事会社の引受金

額はない。

本社債の発行総

額は、発行会社と

共同主幹事会社

との間で2013年

６月20日（予

定）に調印され

る元引受契約に

従い、共同主幹事

会社により連帯

して買取引受け

され、一般に募集

される。左記以外

の元引受けの条

件は、未定である

が、本社債の条件

決定日に、発行条

件の決定ととも

に決定される予

定である。

合　計 5,000（予定）

＜第４回円貨社債＞

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受けの条件

会　社　名 住　　所
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クレディ・アグリコル証券会社　

東京支店

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

野村證券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都港区東新橋

一丁目９番２号

東京都千代田区丸の内

二丁目５番２号

東京都中央区日本橋

一丁目９番１号

東京都千代田区丸の内

三丁目３番１号

共同主幹事会社

が連帯して本社

債の発行総額を

引受けるので、

個々の共同主幹

事会社の引受金

額はない。

本社債の発行総

額は、発行会社と

共同主幹事会社

との間で2013年

６月20日（予

定）に調印され

る元引受契約に

従い、共同主幹事

会社により連帯

して買取引受け

され、一般に募集

される。左記以外

の元引受けの条

件は、未定である

が、本社債の条件

決定日に、発行条

件の決定ととも

に決定される予

定である。

合　計 5,000（予定）

＜第１回変動利付円貨社債＞

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受けの条件

会　社　名 住　　所

クレディ・アグリコル証券会社　

東京支店

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

野村證券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都港区東新橋

一丁目９番２号

東京都千代田区丸の内

二丁目５番２号

東京都中央区日本橋

一丁目９番１号

東京都千代田区丸の内

三丁目３番１号

共同主幹事会社

が連帯して本社

債の発行総額を

引受けるので、

個々の共同主幹

事会社の引受金

額はない。

本社債の発行総

額は、発行会社と

共同主幹事会社

との間で2013年

６月20日（予

定）に調印され

る元引受契約に

従い、共同主幹事

会社により連帯

して買取引受け

され、一般に募集

される。左記以外

の元引受けの条

件は、未定である

が、本社債の条件

決定日に、発行条

件の決定ととも

に決定される予

定である。

合　計 5,000（予定）
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＜第２回変動利付円貨社債＞

元引受契約を締結する金融商品取引業者

（以下「共同主幹事会社」と総称する。）
引受金額

（百万円）
元引受けの条件

会　社　名 住　　所

クレディ・アグリコル証券会社　

東京支店

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

野村證券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都港区東新橋

一丁目９番２号

東京都千代田区丸の内

二丁目５番２号

東京都中央区日本橋

一丁目９番１号

東京都千代田区丸の内

三丁目３番１号

共同主幹事会社

が連帯して本社

債の発行総額を

引受けるので、

個々の共同主幹

事会社の引受金

額はない。

本社債の発行総

額は、発行会社と

共同主幹事会社

との間で2013年

６月20日（予

定）に調印され

る元引受契約に

従い、共同主幹事

会社により連帯

して買取引受け

され、一般に募集

される。左記以外

の元引受けの条

件は、未定である

が、本社債の条件

決定日に、発行条

件の決定ととも

に決定される予

定である。

合　計 5,000（予定）

財務代理人とその職務

＜第１回円貨社債＞

＜第２回円貨社債＞

＜第３回円貨社債＞

＜第４回円貨社債＞

　本社債について社債の管理会社は設置されない。

財務代理人・発行代理人兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

　本社債に関する発行会社の財務代理人・発行代理人兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に

解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社

みずほコーポレート銀行とする。財務代理人は、社債の要項、発行会社と財務代理人との間の2013年６月20日付

（予定）の財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）ならびに振替機関業務規程等

に定める義務を履行し職務を行う。財務代理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対してい

かなる義務も負わず、また、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代

理契約の写しは、本社債の償還期日後１年を経過するまで、財務代理人の本店に備置され、財務代理人の通常の営

業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する
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者の負担とする。

　発行会社は、財務代理人を随時変更することができる。ただし、財務代理人は、後任の財務代理人・発行代理人兼

支払代理人が有効に選任されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人が振替機関業

務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、在職す

る。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事前に本社債権者に対して公告する。

　後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人は、かかる選任が有効とされる日をもって、あたかも社債の要項お

よび財務代理契約において財務代理人として記載されていたのと同様に、前任の財務代理人の地位を承継し、前

任の財務代理人と代替し、社債の要項、財務代理契約および振替機関業務規程等に定める財務代理人の義務を履

行し職務を行う。

　振替機関が発行会社に対して財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取り消す旨の通知をな

した場合、発行会社は、遅滞なく後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人を選任し（ただし、かかる後任の財

務代理人・発行代理人兼支払代理人が振替機関業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為す

る資格を有していることを条件とする。）、その旨を本社債権者に対して公告する。

＜第１回変動利付円貨社債＞

＜第２回変動利付円貨社債＞

本社債について社債の管理会社は設置されない。

財務代理人・発行代理人兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

　本社債に関する発行会社の財務代理人・発行代理人兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に

解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社

みずほコーポレート銀行とする。財務代理人は、社債の要項、発行会社と財務代理人との間の2013年６月20日付

（予定）の財務・発行・支払代理および利率確認事務取扱契約証書（以下「財務代理契約」という。）ならびに

振替機関業務規程等に定める義務を履行し職務を行う。財務代理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、本

社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項

が添付された財務代理契約の写しは、本社債の償還期日後１年を経過するまで、財務代理人の本店に備置され、財

務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費

用は、これを請求する者の負担とする。

　発行会社は、財務代理人を随時変更することができる。ただし、財務代理人は、後任の財務代理人・発行代理人兼

支払代理人が有効に選任されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人が振替機関業

務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、在職す

る。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事前に本社債権者に対して公告する。

　後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人は、かかる選任が有効とされる日をもって、あたかも社債の要項お

よび財務代理契約において財務代理人として記載されていたのと同様に、前任の財務代理人の地位を承継し、前

任の財務代理人と代替し、社債の要項、財務代理契約および振替機関業務規程等に定める財務代理人の義務を履

行し職務を行う。

　振替機関が発行会社に対して財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取り消す旨の通知をな

した場合、発行会社は、遅滞なく後任の財務代理人・発行代理人兼支払代理人を選任し（ただし、かかる後任の財

務代理人・発行代理人兼支払代理人が振替機関業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為す

る資格を有していることを条件とする。）、その旨を本社債権者に対して公告する。
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利息支払の方法

＜第１回円貨社債＞

　本社債の利息は2013年６月28日（その日を含む。）から2015年６月26日（その日を含む。）までこれを付し（た

だし、本「利息支払の方法」の第４段落の規定に従う。）、毎年６月27日および12月27日の２回、各々その日（そ

の日を含む。）までの６か月分を日本円で後払いする。ただし、2014年12月28日（その日を含む。）から2015年６

月26日（その日を含む。）までの期間に係る利息は2015年６月26日に支払う。本「利息支払の方法」において定

められる各利払いの日を、以下「利払日」という。

　６か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われる。

　各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

　本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要

項に従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日（そ

の日を含まない。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数につ

き、１年365日の日割計算により、上記に定める利率による経過利息を支払う。ただし、その期間は、（振替機関業

務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人が、その受領した本社債全額の償還のために

必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者（以下「機構加入

者」という。）に配分した日を超えない。ただし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により可能

でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要－(3) 支払い」の第３段落に従って最後の公告を行った日から

14日を超えない。

＜第２回円貨社債＞

本社債の利息は2013年６月28日（その日を含む。）から2016年６月27日（その日を含む。）までこれを付し

（ただし、本「利息支払の方法」の第４段落の規定に従う。）、毎年６月27日および12月27日の２回、各々その日

（その日を含む。）までの６か月分を日本円で後払いする。本「利息支払の方法」において定められる各利払い

の日を、以下「利払日」という。

６か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われ

る。

各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の

要項に従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日

（その日を含まない。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数

につき、１年365日の日割計算により、上記に定める利率による経過利息を支払う。ただし、その期間は、（振替機

関業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人が、その受領した本社債全額の償還のた

めに必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者（以下「機構

加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により

可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要－(3) 支払い」の第３段落に従って最後の公告を行った日

から14日を超えない。

＜第３回円貨社債＞

本社債の利息は2013年６月28日（その日を含む。）から2018年６月27日（その日を含む。）までこれを付し

（ただし、本「利息支払の方法」の第４段落の規定に従う。）、毎年６月27日および12月27日の２回、各々その日

（その日を含む。）までの６か月分を日本円で後払いする。本「利息支払の方法」において定められる各利払い

の日を、以下「利払日」という。
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６か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われ

る。

各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の

要項に従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日

（その日を含まない。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数

につき、１年365日の日割計算により、上記に定める利率による経過利息を支払う。ただし、その期間は、（振替機

関業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人が、その受領した本社債全額の償還のた

めに必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者（以下「機構

加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により

可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要－(3) 支払い」の第３段落に従って最後の公告を行った日

から14日を超えない。

＜第４回円貨社債＞

本社債の利息は2013年６月28日（その日を含む。）から2023年６月27日（その日を含む。）までこれを付し

（ただし、本「利息支払の方法」の第４段落の規定に従う。）、毎年６月27日および12月27日の２回、各々その日

（その日を含む。）までの６か月分を日本円で後払いする。本「利息支払の方法」において定められる各利払い

の日を、以下「利払日」という。

６か月以外の期間についての利息は、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われ

る。

各本社債権者に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の

要項に従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日

（その日を含まない。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数

につき、１年365日の日割計算により、上記に定める利率による経過利息を支払う。ただし、その期間は、（振替機

関業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人が、その受領した本社債全額の償還のた

めに必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者（以下「機構

加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関業務規程等により

可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要－(3) 支払い」の第３段落に従って最後の公告を行った日

から14日を超えない。

＜第１回変動利付円貨社債＞

(1)(a)　本社債の利息は2013年６月27日（その日を含む。）から2016年６月27日（その日を含まない。）までこれ

を付し、2013年９月27日を初回として、毎年３月27日、６月27日、９月27日および12月27日の年４回、各々

その日（その日を含まない。）までの利息期間（以下に定義する。）についての利息を日本円で後払いす

る。ただし、かかる日のいずれかが東京営業日（以下に定義する。）でない場合には、利息の当該支払期日

を翌東京営業日に繰下げるものとし（これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この

場合支払期日は直前の東京営業日に繰上げられるものとする。）、利息は、本ただし書により修正された

支払期日（その日を含まない。）までの利息期間について支払われるものとする。いずれかの利息期間ま

たはその一部について支払われるべき利息については、当該利息期間または当該部分の実日数について、

１年360日の日割計算により支払われる。上記の各利払いの日を、以下「利払日」という。

　社債の要項において、
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(i)　「東京営業日」とは、銀行が東京において営業（外国為替および外貨預金取引を含む。）を行ってい

る日をいう。

(ii) 「利息期間」とは、2013年６月27日（その日を含む。）から第１回目の利払日（その日を含まな

い。）までの期間およびその後の各利払日（その日を含む。）からその次の利払日（その日を含ま

ない。）までの期間をいう。

(b)　本社債には、下記の規定によりその時々に決定される利率（年率）（以下「適用利率」という。）によ

り本社債の金額に対して利息が付される。ただし、かかる適用利率は0％を下回らないものとする。

(i)　利率基準日（以下に定義する。）の翌東京営業日（以下「利率決定日」という。）の午前10時（東京

時間）までに、発行会社は、当該利息期間に関して、その利息期間の初日から２ロンドン営業日（以

下に定義する。）前の日（最初の利息期間については、2013年６月25日）（それぞれの日を、以下

「利率基準日」という。）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁（以下に定義す

る。）に表示されているロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートを

確認する。当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した上記オファード・レートに年率（未

定）％を加算した率とする。

　社債の要項において、

(x)　「ロンドン営業日」とは、銀行がロンドンにおいて営業（外国為替および外貨預金取引を含

む。）を行っている日をいう。

(y)　「ロイターLIBOR01頁」とは、日本円預金の英国銀行協会利息決済レートを表示するロイター

（もしくはその承継サービス）のLIBOR01頁として指定された頁もしくは当該サービスの

LIBOR01頁に代わる他の頁または日本円預金の英国銀行協会利息決済レートに相当する率を

表示するための情報源として発行会社により合理的に指定された他のサービスの提供する他

の頁をいう。発行会社は、財務代理人に対し、かかる代替を速やかに書面で通知する。

(ii)　いずれかの利率基準日の午前11時（ロンドン時間）に、上記オファード・レートがロイター

LIBOR01頁に表示されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には、発行会社

は、利率決定日に、各利率照会銀行（以下に定義する。）の東京の主たる店舗（もしあれば）に対

し、それらのロンドンの主たる店舗が当該利率基準日の午前11時（ロンドン時間）頃にロンドン

銀行間市場において主要銀行に対し提示した当該利率基準日の２ロンドン営業日後に始まる日本

円の３か月預金のオファード・レート（年率で表示する。）を発行会社に提示するよう要請する。

この場合、

(x)　当該利率決定日に６行以上の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提示した

場合には、当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した当該オファード・レート（そのう

ち２つの最低値と２つの最高値を除く。）の算術平均値（必要な場合は、小数第６位以下を四

捨五入して小数第５位まで求める。）に年率（未定）％を加算した率とする。

(y)　当該利率決定日に２行以上５行以下の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に

提示した場合には、当該利息期間の適用利率は、これを提示した利率照会銀行の当該オファー

ド・レートの算術平均値（必要な場合は、小数第６位以下を四捨五入して小数第５位まで求

める。）に年率（未定）％を加算した率とする。

(z)　当該利率決定日に、発行会社に対し、利率照会銀行のうち１行のみが当該オファード・レート

を提示した場合、またはいずれの利率照会銀行もオファード・レートを提示しなかった場合

には、発行会社は、当該利率基準日に先立つ直近のロンドン営業日（当該日にロイター

LIBOR01頁にロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートが表示

されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示がなされた直近
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のロンドン営業日）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロ

ンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートを確認する。当該利息

期間の適用利率は、発行会社が確認した上記オファード・レートに年率（未定）％を加算し

た率とする。ただし、当該ロンドン営業日がその直前の利率基準日（もしあれば）以前である

場合には、適用利率は直前の利息期間に有効であった適用利率とする。

　社債の要項において、「利率照会銀行」とは、当該利率決定日に関する利率基準日に先立つ直近のロン

ドン営業日（当該日にロイターLIBOR01頁にロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオ

ファード・レートが表示されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示が

なされた直近のロンドン営業日）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示された

ロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートを算出するために用いられた自

行のオファード・レートを提示した銀行をいう。

(c)　発行会社は、各利率決定日の午前10時（東京時間）頃に、本社債に関して振替機関業務規程等の目的上

当該利息期間に係る一通貨あたりの利子額（以下「一通貨あたりの利子額」という。）を算出する。各利

息期間の一通貨あたりの利子額は、振替機関業務規程等に従い、適用利率に当該利息期間の実日数を分子

とし、360を分母とする分数を乗じて算出される。いずれかの利息期間の一部に係る一通貨あたりの利子

額の計算は、１年360日の日割計算により、当該部分の実日数について行われるものとする。各本社債権者

に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

(d)　各利息期間の適用利率が決定された後実務上可能な限り速やかに、かつ各利息期間開始後５東京営業日

以内に、発行会社は、財務代理人に対し、当該適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額およ

び利払日を書面で通知する。ただし、いかなる利息期間についてもこれらの事項の公告を行うことを要し

ない。財務代理人は、かかる通知を受けた後実務上可能な限り速やかに、これらの事項をその本店におい

て、通常の営業時間に本社債権者に対し閲覧に供する。

(e)　上記（d）に従って適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額および利払日の通知を行った

後にこれに関する利息期間が延長されまたは短縮された場合には、発行会社はどのような調整が適切か

を速やかに決定する。かかる調整が決定された後実務上可能な限り速やかに、発行会社は、財務代理人に

対し、かかる調整に従って改定された一通貨あたりの利子額および利払日を書面により通知する。ただ

し、かかる改定に関する公告は、これを行うことを要しない。財務代理人は、かかる通知を受けた後実務上

可能な限り速やかに、これらの事項をその本店において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲覧に供す

る。

(f)　本「利息支払の方法－(1)」の規定に従って決定された適用利率、一通貨あたりの利子額または利払日

は、明らかな誤りのある場合を除き、最終的なものであり、本社債権者を含む全当事者に対し拘束力を有

する。

(g)　株式会社みずほコーポレート銀行は、日本国東京都の本店において、本社債に係る発行会社の利率確認

事務取扱者（以下「利率確認事務取扱者」という。）として職務を行う。財務代理契約に基づき、発行会

社は、利率確認事務取扱者に対し、オファード・レートまたは利率（適用利率および一通貨あたりの利子

額を含むがこれに限定されない。）の確認、算出および決定に関する本「利息支払の方法－(1)」に基づ

く発行会社の一切の義務（公告を行う義務を除く。）の履行を委任する。利率確認事務取扱者は、発行会

社のためにのみその職務を行うものとし、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また本社債権者と

の間で代理または信託の関係を有しない。本「利息支払の方法－(1)」に基づき発行会社が財務代理人に

対して行うべき通知は、財務代理人が利率確認事務取扱者と同一の銀行である限りは、これを行うことを

要しない。発行会社は、随時、利率確認事務取扱者を変更することができる。ただし、利率確認事務取扱者

は、後任の利率確認事務取扱者が有効に任命されるまで、在職するものとする。この場合、発行会社は事前
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にその旨を公告する。

(2)　本社債の利息は、償還期日（その日を含む。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要

項に従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日

（その日を含む。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含まない。）までの期間中の実日

数につき、利払日が当該償還期日後も継続して到来するものとみなして上記「利息支払の方法－(1)」を準用

して決定される利率による経過利息（１年360日の日割計算による。）を支払う。ただし、その期間は、（振替

機関業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人が、その受領した本社債全額の償

還のために必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者

（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関

業務規程等により可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要－(3) 支払い」の第２段落に従って

最後の公告を行った日から14日を超えない。発行会社は、財務代理人に対し、上記により決定された各利率を

上記「利息支払の方法－(1)－(d)」の規定に従って書面で通知する。かかる通知を受けた財務代理人は、関連

する支払期日後５東京営業日以内に、かかる利率をその本店において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲

覧に供する。かかる利率に関する公告は、これを行うことを要しない。

＜第２回変動利付円貨社債＞

(1)(a)　本社債の利息は2013年６月27日（その日を含む。）から2018年６月27日（その日を含まない。）までこれ

を付し、2013年９月27日を初回として、毎年３月27日、６月27日、９月27日および12月27日の年４回、各々

その日（その日を含まない。）までの利息期間（以下に定義する。）についての利息を日本円で後払いす

る。ただし、かかる日のいずれかが東京営業日（以下に定義する。）でない場合には、利息の当該支払期日

を翌東京営業日に繰下げるものとし（これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この

場合支払期日は直前の東京営業日に繰上げられるものとする。）、利息は、本ただし書により修正された

支払期日（その日を含まない。）までの利息期間について支払われるものとする。いずれかの利息期間ま

たはその一部について支払われるべき利息については、当該利息期間または当該部分の実日数について、

１年360日の日割計算により支払われる。上記の各利払いの日を、以下「利払日」という。

　社債の要項において、

(i)　「東京営業日」とは、銀行が東京において営業（外国為替および外貨預金取引を含む。）を行ってい

る日をいう。

(ii) 「利息期間」とは、2013年６月27日（その日を含む。）から第１回目の利払日（その日を含まな

い。）までの期間およびその後の各利払日（その日を含む。）からその次の利払日（その日を含ま

ない。）までの期間をいう。

(b)　本社債には、下記の規定によりその時々に決定される利率（年率）（以下「適用利率」という。）によ

り本社債の金額に対して利息が付される。ただし、かかる適用利率は0％を下回らないものとする。

(i)　利率基準日（以下に定義する。）の翌東京営業日（以下「利率決定日」という。）の午前10時（東京

時間）までに、発行会社は、当該利息期間に関して、その利息期間の初日から２ロンドン営業日（以

下に定義する。）前の日（最初の利息期間については、2013年６月25日）（それぞれの日を、以下

「利率基準日」という。）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁（以下に定義す

る。）に表示されているロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートを

確認する。当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した上記オファード・レートに年率（未

定）％を加算した率とする。

　社債の要項において、

(x)　「ロンドン営業日」とは、銀行がロンドンにおいて営業（外国為替および外貨預金取引を含
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む。）を行っている日をいう。

(y)　「ロイターLIBOR01頁」とは、日本円預金の英国銀行協会利息決済レートを表示するロイター

（もしくはその承継サービス）のLIBOR01頁として指定された頁もしくは当該サービスの

LIBOR01頁に代わる他の頁または日本円預金の英国銀行協会利息決済レートに相当する率を

表示するための情報源として発行会社により合理的に指定された他のサービスの提供する他

の頁をいう。発行会社は、財務代理人に対し、かかる代替を速やかに書面で通知する。

(ii)　いずれかの利率基準日の午前11時（ロンドン時間）に、上記オファード・レートがロイター

LIBOR01頁に表示されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には、発行会社

は、利率決定日に、各利率照会銀行（以下に定義する。）の東京の主たる店舗（もしあれば）に対

し、それらのロンドンの主たる店舗が当該利率基準日の午前11時（ロンドン時間）頃にロンドン

銀行間市場において主要銀行に対し提示した当該利率基準日の２ロンドン営業日後に始まる日本

円の３か月預金のオファード・レート（年率で表示する。）を発行会社に提示するよう要請する。

この場合、

(x)　当該利率決定日に６行以上の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提示した

場合には、当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した当該オファード・レート（そのう

ち２つの最低値と２つの最高値を除く。）の算術平均値（必要な場合は、小数第６位以下を四

捨五入して小数第５位まで求める。）に年率（未定）％を加算した率とする。

(y)　当該利率決定日に２行以上５行以下の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に

提示した場合には、当該利息期間の適用利率は、これを提示した利率照会銀行の当該オファー

ド・レートの算術平均値（必要な場合は、小数第６位以下を四捨五入して小数第５位まで求

める。）に年率（未定）％を加算した率とする。

(z)　当該利率決定日に、発行会社に対し、利率照会銀行のうち１行のみが当該オファード・レート

を提示した場合、またはいずれの利率照会銀行もオファード・レートを提示しなかった場合

には、発行会社は、当該利率基準日に先立つ直近のロンドン営業日（当該日にロイター

LIBOR01頁にロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートが表示

されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示がなされた直近

のロンドン営業日）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロ

ンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートを確認する。当該利息

期間の適用利率は、発行会社が確認した上記オファード・レートに年率（未定）％を加算し

た率とする。ただし、当該ロンドン営業日がその直前の利率基準日（もしあれば）以前である

場合には、適用利率は直前の利息期間に有効であった適用利率とする。

　社債の要項において、「利率照会銀行」とは、当該利率決定日に関する利率基準日に先立つ直近のロン

ドン営業日（当該日にロイターLIBOR01頁にロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオ

ファード・レートが表示されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示が

なされた直近のロンドン営業日）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示された

ロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートを算出するために用いられた自

行のオファード・レートを提示した銀行をいう。

(c)　発行会社は、各利率決定日の午前10時（東京時間）頃に、本社債に関して振替機関業務規程等の目的上

当該利息期間に係る一通貨あたりの利子額（以下「一通貨あたりの利子額」という。）を算出する。各利

息期間の一通貨あたりの利子額は、振替機関業務規程等に従い、適用利率に当該利息期間の実日数を分子

とし、360を分母とする分数を乗じて算出される。いずれかの利息期間の一部に係る一通貨あたりの利子

額の計算は、１年360日の日割計算により、当該部分の実日数について行われるものとする。各本社債権者
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に対して支払われる利息の総額は、振替機関業務規程等に従って計算される。

(d)　各利息期間の適用利率が決定された後実務上可能な限り速やかに、かつ各利息期間開始後５東京営業日

以内に、発行会社は、財務代理人に対し、当該適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額およ

び利払日を書面で通知する。ただし、いかなる利息期間についてもこれらの事項の公告を行うことを要し

ない。財務代理人は、かかる通知を受けた後実務上可能な限り速やかに、これらの事項をその本店におい

て、通常の営業時間に本社債権者に対し閲覧に供する。

(e)　上記（d）に従って適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額および利払日の通知を行った

後にこれに関する利息期間が延長されまたは短縮された場合には、発行会社はどのような調整が適切か

を速やかに決定する。かかる調整が決定された後実務上可能な限り速やかに、発行会社は、財務代理人に

対し、かかる調整に従って改定された一通貨あたりの利子額および利払日を書面により通知する。ただ

し、かかる改定に関する公告は、これを行うことを要しない。財務代理人は、かかる通知を受けた後実務上

可能な限り速やかに、これらの事項をその本店において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲覧に供す

る。

(f)　本「利息支払の方法－(1)」の規定に従って決定された適用利率、一通貨あたりの利子額または利払日

は、明らかな誤りのある場合を除き、最終的なものであり、本社債権者を含む全当事者に対し拘束力を有

する。

(g)　株式会社みずほコーポレート銀行は、日本国東京都の本店において、本社債に係る発行会社の利率確認

事務取扱者（以下「利率確認事務取扱者」という。）として職務を行う。財務代理契約に基づき、発行会

社は、利率確認事務取扱者に対し、オファード・レートまたは利率（適用利率および一通貨あたりの利子

額を含むがこれに限定されない。）の確認、算出および決定に関する本「利息支払の方法－(1)」に基づ

く発行会社の一切の義務（公告を行う義務を除く。）の履行を委任する。利率確認事務取扱者は、発行会

社のためにのみその職務を行うものとし、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また本社債権者と

の間で代理または信託の関係を有しない。本「利息支払の方法－(1)」に基づき発行会社が財務代理人に

対して行うべき通知は、財務代理人が利率確認事務取扱者と同一の銀行である限りは、これを行うことを

要しない。発行会社は、随時、利率確認事務取扱者を変更することができる。ただし、利率確認事務取扱者

は、後任の利率確認事務取扱者が有効に任命されるまで、在職するものとする。この場合、発行会社は事前

にその旨を公告する。

(2)　本社債の利息は、償還期日（その日を含む。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要

項に従った本社債の償還を怠ったときは、発行会社はその時点で未償還の本社債の元金額について償還期日

（その日を含む。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含まない。）までの期間中の実日

数につき、利払日が当該償還期日後も継続して到来するものとみなして上記「利息支払の方法－(1)」を準用

して決定される利率による経過利息（１年360日の日割計算による。）を支払う。ただし、その期間は、（振替

機関業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人が、その受領した本社債全額の償

還のために必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設している関連する機構加入者

（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、かかる支払期限経過後の配分が振替機関

業務規程等により可能でない場合、当該期間は財務代理人が下記「摘要－(3) 支払い」の第２段落に従って

最後の公告を行った日から14日を超えない。発行会社は、財務代理人に対し、上記により決定された各利率を

上記「利息支払の方法－(1)－(d)」の規定に従って書面で通知する。かかる通知を受けた財務代理人は、関連

する支払期日後５東京営業日以内に、かかる利率をその本店において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲

覧に供する。かかる利率に関する公告は、これを行うことを要しない。

償還の方法
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＜第１回円貨社債＞

(1)　満期償還

本社債は、本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」または「償還の方法－(3) 買入消却」に従っ

て、それまでに償還されまたは買入消却されていない限り、2015年６月26日に本社債の金額の100％で償還さ

れる。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することはできない。

(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を

理由として、発行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」の第

１段落に定義する。）を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合

理的手段によって当該追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債

の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還す

ることができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息の支

払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。

発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」に基づきかかる追加額の支払義務を負

うこととなり、発行会社が利用可能な合理的手段（かかる手段が存在する場合、発行会社はこれを利用しなけ

ればならない。）によって当該追加額の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランス法によって発行会

社が当該追加額の全部の支払いを禁じられることとなる場合、発行会社は、本社債について支払義務を負う金

額の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合（発行

会社が最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも30日前までに、本段落の２段落後に

定めるように証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。）は実務上可能な限

り速やかに（ただし、かかるフランス法に従って）、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不可）を本社

債の金額の100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還する。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に

対して、発行会社の適式に授権された役員１名が署名し、(i)発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由によ

る追加の支払い」の第１段落に基づき追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、(ii)発行

会社が本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償還

義務を負っている旨、(iii)かかる償還期日および(iv)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2) 税

務上の理由による償還」に基づき発行会社が償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨を記載した

証明書を、上記(i)および(iv)に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問の意見書とともに交付する。

かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理

人は発行会社のために償還予定期日の少なくとも14日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償

還予定期日は営業日（下記「摘要－(3) 支払い」の第２段落に定義する。）とし、かかる財務代理人に対する

交付および本社債権者に対する公告は取り消すことができない。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付された

かかる証明書および意見書は、(i)財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代

理人の本店に備置され、(ii)財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供され

る。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」のかかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する者

の負担とし、その他の本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」の手続に要する一切の費用は、発行会

社の負担とする。
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(3)　買入消却

発行会社は、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を随時買い入れるこ

とができる。買い入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を

除き、これを保有し、または直ちに転売もしくは消却することができる。

＜第２回円貨社債＞

(1)　満期償還

本社債は、本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」または「償還の方法－(3) 買入消却」に従っ

て、それまでに償還されまたは買入消却されていない限り、2016年６月27日に本社債の金額の100％で償還さ

れる。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することはできない。

(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を

理由として、発行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」の第

１段落に定義する。）を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合

理的手段によって当該追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債

の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還す

ることができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息の支

払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。

発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」に基づきかかる追加額の支払義務を負う

こととなり、発行会社が利用可能な合理的手段（かかる手段が存在する場合、発行会社はこれを利用しなけれ

ばならない。）によって当該追加額の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランス法によって発行会社

が当該追加額の全部の支払いを禁じられることとなる場合、発行会社は、本社債について支払義務を負う金額

の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合（発行会

社が最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも30日前までに、本段落の２段落後に定

めるように証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。）は実務上可能な限り

速やかに（ただし、かかるフランス法に従って）、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不可）を本社債

の金額の100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還する。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に

対して、発行会社の適式に授権された役員１名が署名し、(i)発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由によ

る追加の支払い」の第１段落に基づき追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、(ii)発行

会社が本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償還

義務を負っている旨、(iii)かかる償還期日および(iv)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2) 税

務上の理由による償還」に基づき発行会社が償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨を記載した

証明書を、上記(i)および(iv)に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問の意見書とともに交付する。

かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理人

は発行会社のために償還予定期日の少なくとも14日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還

予定期日は営業日（下記「摘要－(3) 支払い」の第２段落に定義する。）とし、かかる財務代理人に対する交

付および本社債権者に対する公告は取り消すことができない。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたか

かる証明書および意見書は、(i)財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代理

人の本店に備置され、(ii)財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供され

る。
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本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」のかかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する者

の負担とし、その他の本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」の手続に要する一切の費用は、発行会

社の負担とする。

(3)　買入消却

発行会社は、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を随時買い入れるこ

とができる。買い入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を

除き、これを保有し、または直ちに転売もしくは消却することができる。

＜第３回円貨社債＞

(1)　満期償還

本社債は、本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」または「償還の方法－(3) 買入消却」に従っ

て、それまでに償還されまたは買入消却されていない限り、2018年６月27日に本社債の金額の100％で償還さ

れる。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することはできない。

(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を

理由として、発行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」の第

１段落に定義する。）を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合

理的手段によって当該追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債

の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還す

ることができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息の支

払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。

発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」に基づきかかる追加額の支払義務を負う

こととなり、発行会社が利用可能な合理的手段（かかる手段が存在する場合、発行会社はこれを利用しなけれ

ばならない。）によって当該追加額の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランス法によって発行会社

が当該追加額の全部の支払いを禁じられることとなる場合、発行会社は、本社債について支払義務を負う金額

の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合（発行会

社が最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも30日前までに、本段落の２段落後に定

めるように証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。）は実務上可能な限り

速やかに（ただし、かかるフランス法に従って）、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不可）を本社債

の金額の100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還する。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に

対して、発行会社の適式に授権された役員１名が署名し、(i)発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由によ

る追加の支払い」の第１段落に基づき追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、(ii)発行

会社が本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償還

義務を負っている旨、(iii)かかる償還期日および(iv)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2) 税

務上の理由による償還」に基づき発行会社が償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨を記載した

証明書を、上記(i)および(iv)に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問の意見書とともに交付する。

かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理人

は発行会社のために償還予定期日の少なくとも14日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還

予定期日は営業日（下記「摘要－(3) 支払い」の第２段落に定義する。）とし、かかる財務代理人に対する交

付および本社債権者に対する公告は取り消すことができない。
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本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたか

かる証明書および意見書は、(i)財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代理

人の本店に備置され、(ii)財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供され

る。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」のかかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する者

の負担とし、その他の本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」の手続に要する一切の費用は、発行会

社の負担とする。

(3)　買入消却

発行会社は、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を随時買い入れるこ

とができる。買い入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を

除き、これを保有し、または直ちに転売もしくは消却することができる。

＜第４回円貨社債＞

(1)　満期償還

本社債は、本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」または「償還の方法－(3) 買入消却」に従っ

て、それまでに償還されまたは買入消却されていない限り、2023年６月27日に本社債の金額の100％で償還さ

れる。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することはできない。

(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を

理由として、発行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」の第

１段落に定義する。）を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合

理的手段によって当該追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債

の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還す

ることができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息の支

払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。

発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」に基づきかかる追加額の支払義務を負う

こととなり、発行会社が利用可能な合理的手段（かかる手段が存在する場合、発行会社はこれを利用しなけれ

ばならない。）によって当該追加額の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランス法によって発行会社

が当該追加額の全部の支払いを禁じられることとなる場合、発行会社は、本社債について支払義務を負う金額

の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合（発行会

社が最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも30日前までに、本段落の２段落後に定

めるように証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。）は実務上可能な限り

速やかに（ただし、かかるフランス法に従って）、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不可）を本社債

の金額の100％で償還期日（その日を含む。）までの経過利息を付して償還する。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に

対して、発行会社の適式に授権された役員１名が署名し、(i)発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由によ

る追加の支払い」の第１段落に基づき追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、(ii)発行

会社が本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償還

義務を負っている旨、(iii)かかる償還期日および(iv)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2) 税

務上の理由による償還」に基づき発行会社が償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨を記載した

証明書を、上記(i)および(iv)に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問の意見書とともに交付する。
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かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理人

は発行会社のために償還予定期日の少なくとも14日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還

予定期日は営業日（下記「摘要－(3) 支払い」の第２段落に定義する。）とし、かかる財務代理人に対する交

付および本社債権者に対する公告は取り消すことができない。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたか

かる証明書および意見書は、(i)財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代理

人の本店に備置され、(ii)財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供され

る。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」のかかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する者

の負担とし、その他の本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」の手続に要する一切の費用は、発行会

社の負担とする。

(3)　買入消却

発行会社は、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を随時買い入れるこ

とができる。買い入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を

除き、これを保有し、または直ちに転売もしくは消却することができる。

＜第１回変動利付円貨社債＞

(1)　満期償還

本社債は、本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」または「償還の方法－(3) 買入消却」に従っ

て、それまでに償還されまたは買入消却されていない限り、2016年６月27日に本社債の金額の100％で償還さ

れる。ただし、かかる日が東京営業日でない場合には、本社債の償還期日を翌東京営業日に繰下げるものとす

る（ただし、これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この場合償還期日は直前の東京営業

日に繰上げられるものとする。）。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することはできない。

(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を

理由として、発行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」の第

１段落に定義する。）を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合

理的手段によって当該追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債

の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で償還期日（その日を含まない。）までの経過利息を付して償

還することができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息

の支払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。

発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」に基づきかかる追加額の支払義務を負う

こととなり、発行会社が利用可能な合理的手段（かかる手段が存在する場合、発行会社はこれを利用しなけれ

ばならない。）によって当該追加額の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランス法によって発行会社

が当該追加額の全部の支払いを禁じられることとなる場合、発行会社は、本社債について支払義務を負う金額

の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合（発行会

社が最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも30日前までに、本段落の２段落後に定

めるように証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。）は実務上可能な限り

速やかに（ただし、かかるフランス法に従って）、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不可）を本社債

の金額の100％で償還期日（その日を含まない。）までの経過利息を付して償還する。
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本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に

対して、発行会社の適式に授権された役員１名が署名し、(i)発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由によ

る追加の支払い」の第１段落に基づき追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、(ii)発行

会社が本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償還

義務を負っている旨、(iii)かかる償還期日および(iv)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2) 税

務上の理由による償還」に基づき発行会社が償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨を記載した

証明書を、上記(i)および(iv)に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問の意見書とともに交付する。

かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理人

は発行会社のために償還予定期日の少なくとも14日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還

予定期日は東京営業日とし、かかる財務代理人に対する交付および本社債権者に対する公告は取り消すこと

ができない。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたか

かる証明書および意見書は、(i)財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代理

人の本店に備置され、(ii)財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供され

る。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」のかかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する者

の負担とし、その他の本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」の手続に要する一切の費用は、発行会

社の負担とする。

(3)　買入消却

発行会社は、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を随時買い入れるこ

とができる。買い入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を

除き、これを保有し、または直ちに転売もしくは消却することができる。

＜第２回変動利付円貨社債＞

(1)　満期償還

本社債は、本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」または「償還の方法－(3) 買入消却」に従っ

て、それまでに償還されまたは買入消却されていない限り、2018年６月27日に本社債の金額の100％で償還さ

れる。ただし、かかる日が東京営業日でない場合には、本社債の償還期日を翌東京営業日に繰下げるものとす

る（ただし、これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この場合償還期日は直前の東京営業

日に繰上げられるものとする。）。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することはできない。

(2)　税務上の理由による償還

本社債の発行日後に有効となった、フランス法の変更または当該法の公的適用もしくは公的解釈の変更を

理由として、発行会社が次回の利払日に追加額（下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」の第

１段落に定義する。）を支払うことなく利息の支払いができない場合であって、かつ発行会社が利用可能な合

理的手段によって当該追加額の支払義務を回避できない場合、発行会社は、その選択によりいつでも、本社債

の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で償還期日（その日を含まない。）までの経過利息を付して償

還することができる。ただし、償還期日は、フランスにおける税金の源泉徴収を行うことなく発行会社が利息

の支払いができる実務上可能な限り最も遅い日よりも前にはしないものとする。

発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」に基づきかかる追加額の支払義務を負う

こととなり、発行会社が利用可能な合理的手段（かかる手段が存在する場合、発行会社はこれを利用しなけれ

ばならない。）によって当該追加額の支払義務を回避できないにもかかわらず、フランス法によって発行会社
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が当該追加額の全部の支払いを禁じられることとなる場合、発行会社は、本社債について支払義務を負う金額

の全部の支払いができる実務上可能な限り最も遅い利払日に、または、かかる日が経過している場合（発行会

社が最善の努力を尽くしたにもかかわらず、上記の利払日の少なくとも30日前までに、本段落の２段落後に定

めるように証明書および意見書を財務代理人に交付することができない場合を含む。）は実務上可能な限り

速やかに（ただし、かかるフランス法に従って）、その時点で未償還の本社債の全部（一部は不可）を本社債

の金額の100％で償還期日（その日を含まない。）までの経過利息を付して償還する。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づく償還がなされる場合、発行会社は財務代理人に

対して、発行会社の適式に授権された役員１名が署名し、(i)発行会社が下記「摘要－(4) 税制上の理由によ

る追加の支払い」の第１段落に基づき追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなる旨、(ii)発行

会社が本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき本社債の償還を選択するかまたはその償還

義務を負っている旨、(iii)かかる償還期日および(iv)関連する事実の詳細とともに本「償還の方法－(2) 税

務上の理由による償還」に基づき発行会社が償還を行う権利または義務の前提条件が成就した旨を記載した

証明書を、上記(i)および(iv)に記載の事項を確認する定評ある独立の法律顧問の意見書とともに交付する。

かかる証明書および意見書は、償還予定期日の少なくとも30日前までに財務代理人に交付され、財務代理人

は発行会社のために償還予定期日の少なくとも14日前までに本社債権者に関連事項を公告する。かかる償還

予定期日は東京営業日とし、かかる財務代理人に対する交付および本社債権者に対する公告は取り消すこと

ができない。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」に基づき発行会社より財務代理人に対して交付されたか

かる証明書および意見書は、(i)財務代理人が受領後速やかに、また償還期日後１年が経過するまで財務代理

人の本店に備置され、(ii)財務代理人の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供され

る。

本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」のかかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する者

の負担とし、その他の本「償還の方法－(2) 税務上の理由による償還」の手続に要する一切の費用は、発行会

社の負担とする。

(3)　買入消却

発行会社は、適用法令に従って、公開市場その他においていかなる価格ででも本社債を随時買い入れるこ

とができる。買い入れた当該本社債は、適用法令および振替機関業務規程等において別段の定めがある場合を

除き、これを保有し、または直ちに転売もしくは消却することができる。

担　　　保

　本社債はいかなる担保あるいは保証も付されていない。

本社債の地位

　本社債は、発行会社の直接、無条件、(下記「財務上の特約－(1) 担保提供制限」に従う)無担保かつ非劣後の債

務であり、本社債相互間で優先することなくいかなるときも同順位であり、また、適用法令に規定される例外およ

び下記「財務上の特約－(1) 担保提供制限」に基づく例外を除き、現在および将来の発行会社のその他すべての

無担保かつ非劣後の債務および金銭債務と少なくとも同順位である。

財務上の特約

(1)　担保提供制限

本社債のいずれかが未償還である限り、発行会社は、発行会社が発行または保証する関連債務（以下に定

義する。）を担保するために、発行会社の現在または将来の権利または資産に対して、抵当権、先取特権、質権

またはその他の負担（以下「担保権」と総称する。）を設定しない。ただし、本社債に当該関連債務に設定さ
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れるのと同一または同等の担保が同時に設定される場合を除く。

本「財務上の特約－(1) 担保提供制限」において、「関連債務」とは、社債、ノート、債務証書またはその

他の有価証券に表章される債務をいう。

本「財務上の特約－(1) 担保提供制限」に基づき担保権が本社債に対して付される場合、発行会社は、本

「財務上の特約－(1) 担保提供制限」および適用法令に従い、かかる担保権を本社債に対して付与するため

に必要な一切の手続（かかる担保権の設定および対抗要件具備を含むが、これらに限定されない。）を行う

か、または行わせしめる。かかる担保権の有効な設定および対抗要件具備を含む（ただし、これらに限定され

ない。）かかる手続が完了した場合、発行会社は、かかる担保権が本「財務上の特約－(1) 担保提供制限」お

よび適用法令に従って適法かつ有効に設定されかつ、対抗要件が具備された旨を本社債権者に対して公告す

る。かかる担保権の設定、対抗要件具備、維持および実行に関して発生する一切の費用は、発行会社の負担とす

る。

(2)　その他の事項

該当事項なし

社債権者集会

(1)　(i)本社債の未償還総額の10分の１以上にあたる本社債を保有する本社債権者が共同または単独で書面によ

り社債権者集会の開催を発行会社を代理する財務代理人に対し財務代理人の本店において請求した場合（か

かる本社債権者は財務代理人に対し保有証明書（下記「摘要－(2) 債務不履行事由」に定義する。）を提示

するものとする。）または(ii)発行会社が社債権者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集

会の開催予定日より少なくとも35日前までに書面による通知をした場合、発行会社は本社債権者の利害に関

連する事項を議題とする社債権者集会の招集を行う。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社のために当該社債権者集会の招集公告を当該集会

の開催日の少なくとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は、財務代理人に発行会社のた

めに、社債権者集会の招集および議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発

行会社に代わって財務代理人が定めるところに従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法による議決権

の行使を許可する場合は）電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会において

は、各本社債権者は当該本社債権者の保有する（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権を有す

る。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７日前までに保有証明書を財務代理人に対しその

本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社または財務代理人に対し保有証明

書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、当該保有証明書を振替機関または当該本社債権者の

関連する口座管理機関（下記「摘要－(3) 支払い」の第１段落に定義する。）に返還するまでは、本社債の振

替の申請または抹消の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集会に出席させ、当該集会

においてその意見を表明させることができる。

(3)　当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権

者（以下「議決権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもってこれをなす。ただし、下記の

事項については特別決議（以下に定義する。）を要する。

(a)　すべての本社債に関してなされる支払いの猶予、債務不履行によって生じた責任の免除または和解

（下記（b）に記載の事項を除く。）

(b)　すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関する

すべての行為
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(c)　社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権さ

れる本社債権者の１名もしくは複数名の代表者（ただし、いずれも（その時点で未償還の）本社債の

総額の1,000分の１以上を保有する者でなければならない。）（以下「代表社債権者」という。）また

は社債権者集会の決議により指名および授権されることのある社債権者集会の決議を執行する者

（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上記の者に委託した事項の変更

「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債の未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数

の５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって

採択される決議を意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電

磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに

出席しまた議決権を行使したものとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って行われた決議は、すべての本社債権者に対して、当該社債権者集会に出席した

か否かを問わず、適用ある日本法の許容する範囲内で拘束力を有し、その執行は代表社債権者または決議執行

者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社が保有する本社債は除外され、未償還でないもの

とみなす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

準拠法および管轄裁判所

　発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当

事者の一切の権利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

　社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

　東京地方裁判所は、本社債もしくは本要項から生ずるかまたはこれらに関して生ずる一切の紛争を解決する非

専属的裁判管轄を有するものとし、本社債もしくは本要項から生ずるかまたはこれらに関して生ずる一切の訴訟

または法的手続は、東京地方裁判所に対して提起することができる。

　発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起される

ことのある一切の訴訟その他の裁判手続につき、発行会社の権限ある訴状その他の裁判上の書類の受取人として

クレディ・アグリコル銀行東京支店をここに指名し、訴状その他の裁判上の書類を受領する場所として現在日本

国〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目９番２号汐留住友ビル15階に所在のクレディ・アグリコル銀行東京支店

のその時々の住所をここに指定する。発行会社は、本社債の未償還残高が存する限りいつでも、かかる指名および

指定が完全な効力を有しそれを継続するのに必要な一切の行為（あらゆる書類および証書の作成および提出を

含む。）をなすことにここに合意する。かかる受取人が何らかの理由により発行会社のかかる権限ある受取人と

して行為することが不可能な場合、発行会社は直ちに日本国東京都に所在のある後任の権限あるかかる受取人を

指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な一切の行為をなすことをここに約束する。発行会社は、財務代

理人に対して、かかる後任の受取人を指名したことを速やかに通知し、その旨を速やかに公告する。

　本「準拠法および管轄裁判所」に記載される事項は、本社債権者が、発行会社に対して、適用ある法律に基づき

管轄権を有する裁判所に訴訟その他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で

訴状その他の裁判上の書類の送達を行う権利に影響を与えるものではない。

摘　　要

(1)　信用格付

(a)　信用格付業者から付与された信用格付
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発行会社は、本社債に関して、発行会社の依頼により、日本国の金融商品取引法（昭和23年法律第25

号。その後の改正を含む。）第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」と

いう。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）は取得していない。

(b)　無登録格付業者から付与された信用格付

発行会社は、本社債に関して、格付の付与を、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシ

ズ（以下「S&P」という。）、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）およびムー

ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）(これらはすべて信

用格付業者として登録されていない（これら３格付業者を、以下「無登録格付業者」という。）。)に依

頼しており、本社債の条件決定後にかかる格付を取得できる予定である。

発行会社は、2012年１月23日にS&PからAの長期発行体格付を、2011年12月14日にフィッチからA+の長

期発行体格付を、2012年６月21日にムーディーズからA2の長期発行体格付をそれぞれ付与されており、

本書提出日（2013年６月４日）現在、かかる長期発行体格付に変更はない。

（注）　無登録格付業者は、金融庁の監督または信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けて

おらず、金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第313条第３項

第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

S&P、フィッチおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者とし

て、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格

付）第５号）、フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格

付）第７号）およびムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２

号）を有しており、S&P、フィッチおよびムーディーズは、上記信用格付業者それぞれの特定関係

法人（金商業等府令第116条の３第２項に定義される。）である。S&P、フィッチおよびムー

ディーズそれぞれの信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている

(ⅰ)スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ

（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情

報」（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されている「格付けの前提

・意義・限界」、（ⅱ）フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ

（http://www.fitchratings.co.jp）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セ

クションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」お

よび（ⅲ）ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームペー

ジ（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）

にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付

の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

(2)　債務不履行事由

以下のいずれかの事由（以下「債務不履行事由」という。）が発生し継続している場合、本社債権者は、発

行会社を代理する財務代理人に対して、財務代理人の本店において、当該本社債権者が保有する本社債が直ち

に期限の利益を喪失する旨書面により通知することができ（当該本社債権者は、かかる通知をなす時に、財務

代理人の本店において、振替機関または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する

証明書（以下「保有証明書」という。）を提示しなければならない。）、かかる場合、財務代理人によるかかる

通知の受領に先立って当該債務不履行事由が治癒されていない限り、当該本社債は直ちに本社債の金額の

100％で経過利息を付して支払われる。
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(a)　不払い

本社債の支払期日の到来した利息の支払いについて30日を超えて懈怠した場合。

(b)　その他の義務の不履行

本社債に関する発行会社の義務（本社債上の支払義務を除く。）が、本社債権者が財務代理人に対し

てかかる義務の不履行の治癒を求める書面による通知（当該本社債権者は、かかる通知をなす時に、

財務代理人の本店において、保有証明書を提示しなければならない。）をなした日から60日間のうち

に履行されない場合。

(c)　支払不能

(i)破産法、倒産法もしくは債権者の権利に一般的に影響を与えるその他の同様の法律に基づき、発

行会社が破産、倒産もしくはその他の救済の判決を求める手続を申し立て、または発行会社について

かかる手続が開始された場合、(ii)発行会社の裁判上の清算（liquidation judiciaire）を命じる

判決があった場合、または(iii)発行会社について同様の手続が開始された場合。ただし、発行会社の

資産の全部または実質的に全部が、発行会社の事業の継続をその主な目的とし、かつ、実際にその事

業を継続するフランス法人（同時に本社債を含む発行会社の負債および債務の全部を承継するもの

とする。）に移転される処分、合併もしくはその他の再編の場合を除く。

(i)上記(b)および(c)に掲げる債務不履行事由のいずれかが発生した場合、または(ii)時の経過、通知の付

与もしくはその双方により(b)および(c)に掲げる当該債務不履行事由のいずれかが発生する事態が生じた場

合、発行会社は直ちに（ただし、上記(ii)の場合は発行会社がかかる事態を知ることとなったときに直ち

に）、かかる事由または事態を財務代理人に書面により通知し、財務代理人は発行会社のためにその旨を本社

債権者に対して公告する。ただし、上記(b)に規定された事由が発生している場合には、当該60日間の猶予期間

中は公告を要しないものとする。また、上記(a)に掲げる債務不履行事由が発生した場合または時の経過によ

りかかる債務不履行事由が発生する事態にある場合、発行会社は直ちにかかる事由または事態を財務代理人

に書面により通知し、財務代理人は発行会社のためにその旨を本社債権者に対して公告する。

本「債務不履行事由」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

(3)　支払い

＜第１回円貨社債＞

＜第２回円貨社債＞

＜第３回円貨社債＞

＜第４回円貨社債＞

本社債の元金および利息の支払いは、（振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為す

る）財務代理人により、本社債権者に対して振替法および振替機関業務規程等に従って、(i)本社債権者が機

構加入者の場合には直接に、(ii)その他の場合には本社債権者が本社債の記録を行わせるために口座を開設

している関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）を通じて行われる。上記にかかわらず、

（振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人が、発行会社から受領した

本社債の元金または利息の支払いに必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設してい

る関連する機構加入者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務から免責される。

本社債の元金または利息の支払期日が日本国東京都における銀行営業日（以下「営業日」という。）では

ない場合、本社債権者はその翌営業日まで当該支払期日に支払われるべき金額の支払いを受けることができ

ず、またかかる支払いの繰延べに関して追加利息その他の追加支払いを受ける権利を有しない。
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支払期日に支払われるべき本社債の元金または利息の全額を（振替機関業務規程等における支払代理人

の資格において行為する）財務代理人がかかる支払期日後に受領した場合、財務代理人は発行会社のために、

かかる金額の受領後実務上可能な限り速やかに、ただし（振替機関業務規程等における支払代理人の資格に

おいて行為する）財務代理人がかかる金額を受領した後遅くとも14日以内に、本社債権者に対してその旨お

よび支払方法ならびに支払日を公告する。かかる金額の受領時点で支払方法もしくは支払日のいずれかまた

はその両方を決定することができない場合、財務代理人は、かかる金額の受領ならびに決定している範囲での

支払方法および/または支払日を本社債権者に対して公告し、後日、かかる支払方法および/または支払日の決

定後速やかに、本社債権者に対して公告する。当該公告に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

＜第１回変動利付円貨社債＞

＜第２回変動利付円貨社債＞

本社債の元金および利息の支払いは、（振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為す

る）財務代理人により、本社債権者に対して振替法および振替機関業務規程等に従って、(i)本社債権者が機

構加入者の場合には直接に、(ii)その他の場合には本社債権者が本社債の記録を行わせるために口座を開設

している関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）を通じて行われる。上記にかかわらず、

（振替機関業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人が、発行会社から受領した

本社債の元金または利息の支払いに必要な資金を、本社債の振替を行うための口座を振替機関に開設してい

る関連する機構加入者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務から免責される。

支払期日に支払われるべき本社債の元金または利息の全額を（振替機関業務規程等における支払代理人

の資格において行為する）財務代理人がかかる支払期日後に受領した場合、財務代理人は発行会社のために、

かかる金額の受領後実務上可能な限り速やかに、ただし（振替機関業務規程等における支払代理人の資格に

おいて行為する）財務代理人がかかる金額を受領した後遅くとも14日以内に、本社債権者に対してその旨お

よび支払方法ならびに支払日を公告する。かかる金額の受領時点で支払方法もしくは支払日のいずれかまた

はその両方を決定することができない場合、財務代理人は、かかる金額の受領ならびに決定している範囲での

支払方法および/または支払日を本社債権者に対して公告し、後日、かかる支払方法および/または支払日の決

定後速やかに、本社債権者に対して公告する。当該公告に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

(4)　税制上の理由による追加の支払い

発行会社によるまたは発行会社のための本社債に関する元金および利息の一切の支払いは、フランス共和

国または課税の権限を有するフランス共和国域内の当局もしくはフランス共和国の当局により、またはその

ために、課されまたは賦課される現在または将来の税金、賦課金その他の公租公課のためのまたはそれらを理

由とする源泉徴収または控除を行うことなくなされる。ただし、法律により、かかる税金の源泉徴収または控

除が要求される場合は、この限りでない。かかる場合、発行会社は、かかる源泉徴収または控除がなされなけれ

ば本社債権者が受領していたであろう金額を本社債権者が受領できるように追加額（以下「追加額」とい

う。）を支払う。ただし、単に当該本社債を保有すること以外にフランス共和国と関連を有することを理由と

して、当該本社債に関してかかる税金、賦課金その他の公租公課を負担する本社債権者に対するまたは当該本

社債権者のための第三者に対する当該本社債に関する追加額は支払われない。

本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集」において、元金または利息には、本「摘要－(4) 税制上の理由

による追加の支払い」に従い元金または利息に関しそれぞれ支払われるべき追加額を含むものとみなす。本

「摘要－(4) 税制上の理由による追加の支払い」の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

(5)　本社債券の不発行
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本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定され

た例外的な場合を除き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札

付無記名式に限るものとし、本社債権者は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求するこ

とはできない。

本社債券が発行された場合、本社債の元金および利息の計算および支払いの方法、本社債権者による本社

債に基づく権利の行使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他すべての事項は、その時点で適用

ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行に従う。社債の要項の規定とその時点で適用

ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行との間に齟齬がある場合、かかる日本国の法

令および日本国の市場慣行が優先する。発行会社は、実務上可能な限り、上記の事項を遅滞なく本社債権者に

対して公告するものとする。

本社債券の発行に要する一切の費用は、発行会社の負担とする。

(6)　時　　効

本社債の消滅時効は、元金については10年、利息については５年とする。

(7)　社債原簿

本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、その本店に備え置く。

(8)　通貨の補償

本社債の元金、利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払いを命ずる判決または命令がい

ずれかの裁判所によりなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている

場合、かかる判決または命令に関して本社債権者がかかる通貨により受領または回収したいかなる金額も、日

本円建てで受領または回収した金額の範囲でのみ発行会社を免責するものであり、発行会社は、かかる本社債

権者に対して、(i)かかる判決または命令のために、日本円で表示されている金額がかかる日本円以外の通貨

に換算されたまたは換算されたものとみなされた日と(ii)かかる判決または命令（またはその一部）の履行

がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填するために必要な金額を支払うことを約

束する。適用ある法律の許容する範囲内で、上記の約束は、発行会社の他の債務から別個、独立の債務を構成

し、発行会社に対する別個、独立の請求原因となり、その時々の本社債権者が猶予したか否かを問わず適用さ

れ、いかなる判決または命令にもかかわらず継続して完全な効力を有する。

(9) 日本における課税

日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本社債の利息および本社債の償還により支払いを受け

る金額が本社債の発行価額を超える場合の差額（以下「発行差益」という。）は、日本国の租税に関する現行

法令の定めるところにより一般的に課税対象となる。本社債の譲渡により生ずる所得については、譲渡人が法

人である場合は益金となるが、個人である場合には一定の場合を除いて日本国の租税は課されない。上記にか

かわらず、日本国の居住者が2016年１月１日以降に支払いを受ける本社債の利息、2016年１月１日以降に生ず

る発行差益および2016年１月１日以降の本社債の譲渡により生ずる所得は、申告分離課税の対象となる。

日本国の非居住者および日本国内に恒久的施設を有しない外国法人が支払いを受ける本社債の利息およ

び発行差益には、原則として日本国の租税は課されない。日本国の非居住者および外国法人が本社債を日本国

内において譲渡したことにより生ずる所得については、譲渡人が日本国内に恒久的施設を有する外国法人で

ある場合を除いて、原則として日本国の租税は課されない。ただし、かかる日本国の非居住者または外国法人

の納税義務は、適用される租税条約の規定により、さらに限定されまたは免除されることがある。
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本社債への投資を検討する者は、いずれの場合においても、本社債に関する課税上の取扱いについて、自ら

の税務顧問に相談すべきである。

(10) フランスにおける課税

「第二部　企業情報－第１　本国における法制等の概要－３　課税上の取扱い　(2)フランスの租税制度」を

参照のこと。

本社債への投資を検討する者は、いずれの場合においても、本社債に関する課税上の取扱いについて、自ら

の税務顧問に相談すべきである。

２ 【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額

300億円（予定）(注１) （未定）(注２) （未定）(注２)

(注１)　第１回円貨社債、第２回円貨社債、第３回円貨社債、第４回円貨社債、第１回変動利付円貨社債および第２

回変動利付円貨社債の合計金額である。当該金額は、2013年６月中旬頃に決定される予定である。

(注２)　未定事項は、2013年６月中旬頃に決定される予定である。

（２）【手取金の使途】

　本社債の発行による正味手取金は発行会社の貸付、信用供与、投資その他銀行業務にいずれも2013年度中

に随時使用される。

第２ 【売出要項】

該当事項なし

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

第４ 【その他の記載事項】

本社債の募集に関する社債発行届出目論見書の表紙に発行会社の名称およびロゴ、本社債の名称、ならびに共

同主幹事会社の名称が記載される。

　下記の文言が社債発行届出目論見書の表紙裏に記載される。

「本社債について、社債の管理会社は設置されておりません。このため、発行会社が本社債に基づく義務を履行

しない場合など必要な場合には、本社債の元利金の支払いを受け取り自らの権利を保全するための一切の行

為を、各々の本社債の社債権者（以下「本社債権者」といいます。）が自ら行わなければなりません。財務代

理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務も負いませんし、また、本

社債権者との間で代理または信託関係を有するものでもありません。

　発行会社の原文（仏語）の年次財務書類は本社債発行届出目論見書には記載されていませんが、有価証券届

出書には記載されています。

　本社債は、アメリカ合衆国1933年証券法（その後の改正を含み、以下「証券法」といいます。）に基づく登録

がなされておらず、今後も登録されることはなく、証券法上登録義務を免除されている一定の取引を除いて、

アメリカ合衆国内においてまたはアメリカ合衆国人に対しもしくはその計算においてもしくはその利益の
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ために募集または売付けを行うことはできません。本段落で使用された用語は、証券法に基づくレギュレー

ションＳに規定される意味を有します。」
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第二部 【企業情報】

第１ 【本国における法制等の概要】

１ 【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

クレディ・アグリコル・エス・エーは株式会社（Société Anonyme (SA)）の形態をとるフランスの有限

責任会社である。

フランスの株式会社として、クレディ・アグリコル・エス・エーはフランス商法（Code de commerce）第2

編の第L.225-1条以下に従う（下記（Ａ）を参照。）。金融機関として、クレディ・アグリコル・エス・エーは

フランス通貨金融法典の第L.511-1条以下および第L.531-1条以下に従う（下記（Ｄ）を参照。）。

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびクレディ・アグリコル・グループ全体には、フランス通貨金融法

典（Code monétaire et financier）第4編の特定の規定（第L.511-30条および第L.511-31条、第L.512-1条な

いし第L.512-54条ならびに第R.512-2条ないし第R.512-18条。下記（Ｃ）を参照。）および農事法典（Code

rural）旧第5編の廃止されていない規定ならびに「ケス・ナショナル・ドゥ・クレディ・アグリコルの相互

化」に関する1988年1月18日の法律第88-50号も適用される。

（Ａ）以下の記載は、当行を含む上場株式会社に適用されるフランス商法の主要な規定の概略である。

定款は株式会社の準拠する根本規則を定めた文書である。定款には特に株式会社の商号、存続期間、登録事務

所の所在地、目的、資本金の額および株式の譲渡性についての一切の制限を定めることを要する。

ａ）資本金

2009年4月1日以降（2009年1月22日付指令番号2009-80に従い）株式会社の最低資本金は37,000ユーロで、1

株当たりの額面金額について法律上の制約はない。株式には、普通株式と優先株式のような異なる種類を設け

ることができる。優先株式とは、議決権の有無にかかわらず、優先的配当または清算に関する権利等、普通株式

に対する優先的な権利を持つすべての株式をいう。フランス法上、議決権のない優先株式（actions de préf

érence sans droit de vote）に関して、株式会社の資本金全体に占める割合は50パーセント（上場企業の場

合は25パーセント）を超えることができない。

ｂ）株式の様式、所有および譲渡

従来の意味における無記名式株式の概念、すなわち会社がその無記名式株式の株券を発行し、かかる株券の

所有者は株券を引き渡すことにより第三者に当該株式を譲渡することができ、またかかる株券を発行会社に呈

示することにより株券に表章された権利を会社に対して行使することができるという概念は、フランスではも

はや存在しない。記名式であれ無記名式であれ株式の所有は、もはや株券によってではなく、会社の株主名簿へ

の登録（記名式株式（titres en nominatif pur）の場合）によって、または承認仲介機関の実質株主の個々

の口座への記帳（無記名式株式（titres au porteur）もしくは管理登録株式（titres en nominatif

administré）の場合）によって表章される。所有権またはその譲渡は、会社（記名式株式の場合）または承認

仲介機関（管理登録株式および無記名式株式の場合）が発行する証明書により証明される。

当行の定款には、株式譲渡を制限する条項はない。

ｃ）株式取得

上場会社は、株主による事前の授権を条件として、その資本金の10％を上限として自己株式を取得すること

ができる。フランス商法は次のような株式の会社間の相互保有を制限している。すなわち、もしある会社が他の

会社を10パーセント以上直接所有している場合、当該他の会社は前者の会社の株式を所有することができな

い。さらに、会社が直接的にもしくはその子会社またはその支配する会社を通じて間接的に自己株式を支配し

ている場合、それらの株式については、当該会社の株主総会において議決権の行使が認められない。

ｄ）株主の責任は所有株式の額面金額を限度とする。
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ｅ）資本金の変更

増資

フランス商法の規定に基づき、当行の資本金は、取締役会からの提案を受けた臨時株主総会における株主の

承認を得たうえでのみ増加させることができる。増資は、以下の方法により実施することができる。

・株式の追加発行

・発行済株式の額面金額の増加

・新たな種類の持分証券の設定

有価証券の追加発行による増資は、以下の一つまたは複数の方法により実施することができる。

－現金を対価とする方法

－現物出資資産を対価とする方法

－エクスチェンジ・オファーによる方法

－発行済債券の転換、交換もしくは償還による方法

－利益、準備金もしくは資本剰余金の資本組入れによる方法

－様々な条件に従い、当行が負う債務を弁済するために行う方法

準備金、利益および／または資本剰余金の資本組入れによる増資を決定するには、通常株主総会に適用され

る定足数および多数決要件に従い開催された臨時株主総会における承認が必要である。株式の額面金額の増加

により実施される増資は、準備金、利益または資本剰余金の資本組入れにより実施される場合を除き、株主の全

員一致による承認が必要である。その他のすべての増資は、通常の定足数および多数決要件に従い開催された

臨時株主総会における承認が必要である。

当該増資が株主により承認された場合、株主は、当該増資を実施する権限を取締役会に委託することができ

る。取締役会は、かかる権限をさらに最高経営責任者に委託することができる。

減資

フランス商法に基づき、当行の資本金を減少するには、臨時株主総会において議決権を行使する資格を有す

る株主による承認が必要である。資本金は、発行済株式の額面金額の減少または発行済株式数の減少のいずれ

かにより減少させることができる。発行済株式数は、株式の交換または株式の買戻しおよび消却により減少さ

せることができる。各種類の株式の株主は、影響を受ける各株主が別途合意しない限り、同等に扱われなければ

ならない。

当該減資が株主により承認された場合、株主は、当該減資を実施する権限を取締役会に委託することができ

る。

優先的新株引受権

フランス商法に基づき、当行が資本金に影響を及ぼす（発行時であるかその後であるかを問わない。）株式

または有価証券を発行する場合、現在の普通株式の株主は、比例計算による、かかる有価証券の優先的引受権を

有する。かかる優先的新株引受権により、当行は、現在の普通株式の株主を優先的に扱うことが求められる。か

かる権利により、これを有する個人または団体は、当行の資本金を増加することのできる有価証券が発行され

る場合に、これを現金により引き受けることができる。優先的新株引受権は、特定の募集に係る申込期間中に譲

渡することができる。かかる権利は上場することも可能である。

特定の募集に係る優先的新株引受権は、臨時株主総会における議決権のある株式の3分の2の多数票を有する

株主の決議により、放棄することができる。取締役会およびその独立法定監査人は、フランス法により、優先的

新株引受権を放棄する提案を明確に示した報告書を提出する必要がある。放棄を行う場合、有価証券の発行は

法律で定められた期間内に完了しなければならない。

普通株式の株主はまた、その選択により、特定の募集に関する自身の優先的新株引受権を放棄したい旨当行

に通知することができる。

普通株式の株主は、限定された期間において、普通株式の既存株主に対して、新規の有価証券を引き受けるた

めの譲渡不能な優先権を与えることを臨時株主総会で決定することができる。

ｆ）株式払込請求および株式の失権

株式払込請求

フランス法上、株式会社（Société Anonyme (SA)）として組織された会社は、以下の条件に従い、引受け時

に全額の払込が行われない株式を発行することができる。
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・当該会社の設立時に現金により引き受けられた株式は、その額面価額の少なくとも50％が払い込まれなけ

ればならない。

・増資により現金で支払われた株式は、その額面価額の少なくとも4分の1が払い込まれなければならない。

いずれの場合にも、残高は、会社の登記または増資から5年以内に一括または分割で支払われなければならな

い。

定款により明示的に認められていない場合、当該会社は、その授権機関により決定された分割払いの事前支

払を株主より受け入れることを要しない。

また、配当受領権は、株主がその引き受けた株式の支払金を当該会社の授権機関が定めた期間内に支払わな

かった場合にのみ停止される。

株式が額面金額を超えた価格で発行されるときは、かかるプレミアムは発行時に全額払い込まれることを要

する。

株式の失権

フランス法上、株主が取締役会の要求する方法および日時による分割払いを行わなかった場合、以下の結果

が生じる。

・取締役会が定めた当該分割払いの支払日以降、未払いの金額に対して、適用ある法定金利による利息が付

される。

・会社が損失を被った場合、当該株主は損害賠償の責任を負う可能性がある。

・当該株主に対して正式な通知が送付されてから30日が経過した後においても当該分割払い金が支払われ

ていない場合、当該分割払い金が支払われていない株式による、株主総会への出席権および議決権の付与

が停止される。かかる株式に付随する議決権は、株主総会における定足数および多数決に参入されないも

のとする。

このような株式に付随する配当受領権および優先的新株引受権は、一時的に停止される。元本および利息の

全額支払の後、当該株主は、未受領の配当がある場合にはその支払を要求することができる。しかしながら、当

該株主は、申込期間の終了後に当該優先的新株引受権を行使することはできない。

ｇ）株式保有の変更の通知

法定の株式保有基準を超えた場合の通知

株主または協調行動をとる株主の集団が、株式保有について、規制市場におけるいずれかの上場会社の資本

金または議決権（議決権の数が株式の数と異なる場合）の1/20（5パーセント）、1/10（10パーセント）、3/20

（15パーセント）、1/5（20パーセント）、1/4（25パーセント）、3/10（30パーセント）、1/3（33.33パーセン

ト）、1/2（50パーセント）、2/3（66.66パーセント）、18/20（90パーセント）または19/20（95パーセント）

の水準を上回り、または下回る変更を行う場合には、会社および金融市場庁（AMF）にその旨を通知しなければ

ならない。かかる通知には、(ⅰ)発行される株式およびそれに付随する議決権を取得することができる有価証

券（ワラント、転換社債および新株式もしくは既存株式への転換または新株式もしくは既存株式との交換が可

能な債券など）の数ならびに(ⅱ)契約または金融証書に基づき報告者が取得する権利がある株式についての

記載も含まれなければならない。

かかる通知を怠った場合、当該水準を超える株式については議決権を2年間行使することができない。定款の

規定により、0.5パーセントから5パーセントの間の株式保有についても別途通知義務を課すことができる。

法定外の株式保有基準を超えた場合の通知

また、上場会社の定款において、さらなる株式保有基準を超えた場合の通知が定められていることがある。下

記（２）の当行定款第9条を参照。

ｈ）経営

フランス法上、株式会社の株主は2種類の経営制度について選択権が与えられている。すなわち、最高経営責

任者を伴う取締役会の制度、または業務執行役員会と監督委員会の制度である。

(ⅰ) 取締役会および最高経営責任者

取締役会（conseil d'administration）は3名以上18名以内の取締役からなる。また、吸収合併または新設

合併の場合、取締役の数を暫定的に最高24名まで増加することができる。取締役はフランス人もしくは外国

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

  38/1332



人または法人でもよいが、取締役として選任された法人の場合はその常任代表者として自然人を指名しなけ

ればならない。

2009年1月1日以降、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会構成員が会社株式を1株以上保有しなけ

ればならないとする要件はない。

2011年1月27日以降、法律により、上場会社の取締役会における女性の構成員の最低人数が定められてい

る。この法律に従い、取締役会には、2014年1月27日までに少なくとも20％、2017年1月27日までに少なくとも

40％の女性を含めなければならない。2014年1月27日までは、取締役会には少なくとも女性が1人含まれなけ

ればならない。

取締役会構成員は最長任期6年で株主により選任され、定款に別段の定めがない限り、（定款に定めがある

場合はその年齢制限の範囲内で）何度でも再任されることができる。取締役は、株主により事前の通知、理由

または補償なしに解任され得る。

取締役会は会社の活動の方向性を決定し、その実行を確保する。取締役会は、株主総会に明示的に与えられ

た権限に従い、また会社の目的の範囲内で会社の適切な運営に関する一切の問題を取り扱い、会社に関する

事項を協議によって決定する。取締役会はその任務の遂行に必要なすべての文書および情報を与えられる。

審議を有効とするためには、少なくとも半数の取締役が実際に審議の場に出席する必要がある。取締役会

の決議は、出席取締役または委任状により代理された取締役の多数決により決せられる。可否同数の場合は、

定款に別段の定めがない限り、取締役会会長（Président du Conseil d'Administration - PCA）が決定権

限を有する。

取締役会会長は取締役会の構成員の中から同構成員によって選任される。取締役会会長は取締役会の業務

を調整および監督し、株主総会にこれを報告する。取締役会会長は会社の企業組織が正常に機能しているこ

とを確認し、特に他の取締役会構成員がそれぞれの任務を遂行できることを確保する。

取締役会は、会社の経営管理を組織化する方法を決定する。会社の経営管理は、取締役会会長が、または取

締役会に選任された最高経営責任者（directeur général）の肩書を有する者が、自らの責任で担当する

ことができる。

最高経営責任者は、すべての状況において会社を代表して行為をする幅広い権限を与えられている。最高

経営責任者は、会社の目的の範囲内で、また、法が明示的に株主総会または取締役会に与えた権限に従って、

その権限を行使する。

最高経営責任者は、第三者との関係で会社を代表する。会社は、第三者が当該行為が会社の目的の範囲外で

あることを知っていたこと、または定款の公表だけではかかる証明をするのに十分でないと思われる場合は

知っていたはずであることが証明されない限り、会社の目的の範囲外の最高経営責任者の行為によっても拘

束される。

取締役会は最高経営責任者の権限を制限することができるが、この制限は第三者に対しては効力を有しな

い。

最高経営責任者は、取締役会により選任され、取締役会によりいつでも解任され得る。

取締役会は、最高経営責任者の提案により、最高経営責任者代理（directeur général délégué）の

肩書で最高経営責任者を補佐する責任を負う者を5名まで選任することができる。取締役会は、最高経営責任

者の提案により、いずれの最高経営責任者代理も解任することができる。

取締役会は、最高経営責任者の同意を得て、最高経営責任者代理に与えられる権限の範囲および期間を決

定する。ただし、最高経営責任者代理は、第三者との関係においては、最高経営責任者と同一の権限を有する

ものとする。

(ⅱ) 業務執行役員会および監督委員会

本制度の下で会社は監督委員会（conseil de surveillance）の監督下にある業務執行役員会（

directoire）により経営される。
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監督委員会は3名以上18名以内の監事から構成され、監事にはフランス人もしくは外国人または法人がな

ることができ、最長任期6年で株主により選任される。ただし、何度でも再任されることができる。監事は通常

株主総会で理由を示されることなく解任され得る。法人が監事になっている場合は、その法人は自然人をそ

の常任代表者として定めなければならない。各監事は、定款に定めがある場合に限り、会社の株式を一定数保

有しなければならない。監督委員会に関係する規定の大部分は、取締役会に適用されるものと同様であるが、

監督委員会は業務執行役員会を単に監督するのに対して取締役会は経営機能を有する点が異なる。

業務執行役員会は、2名以上5名以内（上場会社の場合は7名以内）の構成員からなり、その構成員は自然人

であることを要し、監督委員会により選任されるが、構成員は、定款に別段の定めのある場合を除き、株主で

ある必要はない。資本金が150,000ユーロ未満の株式会社の業務執行役員会は1名の構成員を有するだけでよ

い。この場合、当該構成員は単独最高経営責任者（directeur général unique）と呼ばれる。業務執行役員

会の構成員の任期は、定款に定めがなければ4年、定めがあるときは最低2年で、かつ最長6年である。業務執行

役員会の権限は広範で、会社の目的ならびに監督委員会および株主総会に法律上留保された決定による制約

を受けるのみである。業務執行役員会の権限に加えられた制限は会社内部では拘束力を有するが、第三者に

対してその制限をもって対抗することはできない。業務執行役員会によりなされる経営上の決定に関する規

則は定款に定められる。業務執行役員会は合議制の経営機関である。業務執行役員会の構成員1名は監督委員

会により会社を代表すべきことを定められる。このように選定された者は業務執行役員会会長の肩書を有す

る。

2012年1月27日以降、取締役会の構成に適用される女性構成員に関する規則と同様の規則が監督委員会に

適用される。

業務執行役員会は、四半期ごとの営業報告書を監督委員会に提出する。業務執行役員会の構成員は監事を

兼ねることができない。業務執行役員会の構成員は、通常株主総会および定款で定められている場合におい

て監督委員会により解任される。業務執行役員会の構成員が正当な理由なく解任された場合、当該構成員に

は損害賠償の請求を行う権利が認められている。

取締役の契約上の利益

フランス法に基づき、取締役は、自身または自身と関係のある事業体と当行との間で直接または間接的に

締結される契約を認識した場合、直ちに取締役会に報告しなければならない。かかる契約は、通常の業務にお

いて締結された通常の条件での取引を除き、関連当事者間取引（conventions réglementées）と呼ばれ、

取締役会による事前の同意および次の株主総会における事後承認を得なければならない。利害関係のある取

締役は、かかる取引の事前または事後の承認（場合による。）のために取締役会または年次株主総会に提示

された議題について議決権を行使することができない。当該利害関係者は、フランスの裁判所の最終的な管

理の下で、関連当事者間取引が通常の条件でかつ通常の業務において締結されたか否かを決定する責任を有

する。

フランス法上、通常の業務において締結された通常の条件でない関連当事者間取引は、最終的に、かかる取

引に関する法定監査人の特別報告書が提供された後の年次株主総会（またはこれに関して開催されたその

他の通常株主総会）に出席し、またはこれに代理出席した株主の過半数票により承認されなければならな

い。利害関係者はかかる投票に参加することができず、その有する株式は、当該投票に係る定足数および多数

決の計算において算入されない。ただし、フランス法に基づき、かかる関連当事者間取引は、取締役会の承認

を得た場合には有効となる。かかる取締役会の事前承認がない場合、次の株主総会において承認されない限

り、当行にとって不利益ないかなる契約も無効であると宣言することができる。利害関係者はまた、民事責任

を負う。一度取締役会により正式に承認されると、（不正行為として失効させられない限り）関連当事者間

取引は有効で、次回の株主総会において承認されなかったとしても、第三者に対する効力を有し続ける。関連

当事者および（必要な場合には）その他の取締役は、この場合、かかる取引の結果当行が被った損失に対し
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て責任を負う。

フランス法上、取締役は、自身の取締役としての選任および職務の終了に関して株主総会に提示された議

題について、議決権を行使することができ、また定足数に含めることができる。

フランス法に基づき、取締役は、通常の条件での通常の商慣習による取引を除き、当行によって提供された

融資、融資類似の取引、保証またはその他の信用供与から直接または間接的に個人的な利益を得ることを禁

止されている。

かかる規則は業務執行役員会および監督委員会にも準用され、関連当事者間取引は事前承認を得るために

監督委員会に提示される。

ⅰ）株式に付与された権利

(ⅰ) 株主総会

株主は、総会を通じて会社に対する支配権を行使する。（2010年12月9日付指令番号2010-1511に従い）

2011年1月1日から、上場企業の株主は、配偶者またはその他の個人もしくは法人に対して委任状を与えるこ

とができる。

総会には通常・臨時の2種類がある。

通常株主総会

通常株主総会は、少なくとも毎年1回、財務書類を承認するために事業年度末から6ヶ月以内（銀行につい

ては5ヶ月以内）に開催されなければならない。その他の通常株主総会は、定款を変更する場合を除き、あら

ゆる事項について必要とされる場合に開催することができる。以下の事項は通常株主総会による決議を必要

とする。

・取締役の選任、変更または解任

・独立法定監査人の選任

・年次決算の承認

・配当の言明または株式による配当支払の承認

・当行、その取締役、執行役員（すなわち、最高経営責任者および最高経営責任者代理）または大株主を当

事者とする一定の取引の承認

通常株主総会の第1回招集の場合の定足数は、資本の5分の1を有する株主が出席し、または代理出席するこ

とにより充足される。第2回招集については定足数の要件はない。承認のためには過半数の賛成投票（代理投

票を含む。）を要する。

臨時株主総会

臨時株主総会のみが定款を変更する権限を有する。利益準備金、準備金または資本剰余金の資本組入れは、

臨時株主総会で承認されるが、その定足数および多数決要件は通常株主総会の場合と同じである。その他の

すべての決議については、定足数は第1回招集で資本の4分の1または第2回招集で5分の1を有する株主が出席

し、または代理出席することにより充足される。承認のためには3分の2の多数の賛成投票（代理投票を含

む。）を要する。定款により数種の株式が定められている場合は、全株主に適法に通知された臨時株主総会の

承認がなければこれら数種の株式の権利内容に変更を加えることができない。さらに、関係する種類の株式

の株主の特別総会により当該決議が承認されなければならない。

(ⅱ) 議決権

一般に、1株当たりの株式の議決権の数は、保有する資本金の割合に比例するが、これは定款の特定の規定

により変更することができる。原則として、1株は少なくとも1個の議決権を有する。株主1名当たりの議決権

の数を制限することは可能であるが、かかる制限は同一の種類の全株式に適用されなければならない。さら
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に、同一の株主が最低2年間全額払込済の記名式株式を所有する場合に限り、定款に定めることにより、かか

る株式に2倍の議決権を与えることができる。

(ⅲ) 配当および準備金

配当および利益処分は株主により承認されなければならない。定款に別段の記載がある場合を除き配当金

の支払について制限はないが、配当は分配可能利益を上回ることはできない。さらに、各年、純利益の最低5

パーセントは、発行済株式の資本金の10パーセントに達するまで法定準備金に組み入れることを要する。定

款により第1順位配当を設けることができる。法定監査人が意見を述べた最終または中間貸借対照表により、

利益が減価償却、準備金および適用ある場合は繰越損失による調整後の中間配当の額以上であることが示さ

れる場合には、会社は中間配当を支払うこともできる。取締役会（または業務執行役員会）は、中間配当の支

払、その金額および支払日について決定する。

(ⅳ) 法定監査人

会社の財務書類は、非常に広い調査権限を有する1名または複数名の法定監査人により監査される。かかる

法定監査人は通常株主総会において株主より選任され、任期は6年とする。法定監査人は当該会社と共通の利

益を有してはならない。

(ⅴ) 清算

会社の清算の場合は、全負債および清算費用支払後の残余金は、株主（議決権証券保有者を除く。）の間で

分配される。

（Ｂ）フランスの上場会社に適用される主要な定期的および継続的開示義務

定期報告

フランスの有価証券に関する法律に基づき、当行は、事業年度の終了後4ヶ月以内に、年次財務報告書を開示

しなければならない。かかる年次財務報告書には、(ⅰ)連結財務書類（連結および単体の会計）、(ⅱ)経営陣に

よる当行の業績および財政状態の検討および分析、(ⅲ)最高経営責任者の責任報告書および(ⅳ)財務書類に関

する監査報告書が含まれなければならない。フランス法により明示的に認められているとおり、当行は、年次登

録書類の金融市場庁への提出および開示を行っており、それには年次財務報告書等が含まれている。

当行はまた、半期の終了後2ヶ月以内に、中間財務報告書を開示しなければならない。かかる中間財務報告書

には、(ⅰ)IAS第34号「中間財務報告」に従って作成された要約連結財務書類、(ⅱ)経営陣による当行の業績お

よび財政状態の検討および分析、(ⅲ)最高経営責任者の責任報告書および(ⅳ)当行の監査人による財務書類に

ついての限定的な検討報告書が含まれなければならない。

当行は、事業年度の第1四半期および第3四半期の終了後45日以内に、四半期財務情報を開示しなければなら

ない。かかる四半期財務情報には、少なくとも、(ⅰ)過去3ヶ月間に発生した重要な事象および取引の説明およ

びそれらがクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの財政状態に与えた影響、(ⅱ)過去3ヶ月間のクレ

ディ・アグリコル・エス・エー・グループの財政状態および業績の概要および(ⅲ)事業部門ごとの純収益の

内訳が含まれなければならない。

継続開示義務

NYSEユーロネクスト・パリの上場会社として、当行は、価格に影響を与える重要な非公開の情報について、す

べての市場参加者に対して同等に迅速かつ正確な開示を確実に行わなければならない。これは、有価証券の一

つもしくは複数の発行体または一つもしくは複数の有価証券に直接または間接的に関連する正確な非公開情

報であり、公開された場合に当該有価証券またはこれに関連する有価証券の市場価格が重大な影響を受ける可

能性があるものに対して適用される。

（Ｃ）以下の記載は、協同組合銀行および相互銀行全般に適用されるフランス通貨金融法典（Code monétaire

et financier）の特定の規定の概略である。

地域金庫、地方金庫およびクレディ・アグリコル・ネットワークの中央機関としてのクレディ・アグリコル

・エス・エーは、銀行規制当局（金融健全性規制監督機構（Autorité de contrôle prudentiel）（旧与信

機関・投資サービス会社委員会（Comité des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement）））より付与された認可に基づく相互銀行（banques mutualistes）である。従って、クレ
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ディ・アグリコル・エス・エー、地域金庫および地方金庫は、フランス商法（Code de commerce）の規定およ

びフランス通貨金融法典の一般規定に加えて、相互銀行に関するフランス通貨金融法典の特定の条項の適用を

受ける。

地域金庫はクレディ・アグリコル・エス・エー（中央機関としての役割を担う。）より貸付を受け、その監

督の下で事業を行っている。地方金庫は地域金庫の株式資本の大部分および議決権の100％を所有しており、ク

レディ・アグリコル・ネットワークの中央機関としてのクレディ・アグリコル・エス・エーの監督下にある。

ａ）中央機関の役割および責任に関する記載

中央機関は、フランス銀行（Banque de France）および金融健全性規制監督機構（Autorité de Contrôle

Prudentiel）との関連において、その関連組織である金融機関を代表している。中央機関は、そのネットワーク

内の結束力を確保し、中央機関の関連組織である機関が適正に機能するよう取り計らうことに責任を負ってい

る。この目的のために、中央機関は、前述の各機関およびネットワーク全体の流動性および支払能力を確保する

ために必要なすべての措置をとることとなっている。中央機関はまた、その関連組織である金融機関または投

資会社の株主に対する配当の分配または株式報酬の支払を禁止または制限することを決定することがある。

中央機関は、前述の機関を特に対象とする法令の適用を監督し、当該組織およびその経営を管理面、技術面お

よび財務面で統制している。中央機関による現場検査は、中央機関の直接子会社または間接子会社に加えて、中

央機関の関連組織である機関の直接子会社または間接子会社にも及ぶことがある。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス通貨金融法典の規定（第L.511-31条および第L.511-32条）

に従い、クレディ・アグリコル・ネットワークの中央機関として、クレディ・アグリコル・エス・エーの関連

組織である機関について、結束したネットワーク（フランス通貨金融法典第R.512-18条に定義される。）を維

持し、かかる機関の適切な機能およびかかる機関による適用されるすべての法令の遵守を確保するため、管理

上、技術上および財務上の監督を行う責任を負う。したがって、クレディ・アグリコル・エス・エーは、とりわ

け、ネットワーク全体およびネットワークに属する各機関の両方の流動性およびソルベンシーを保証するため

に必要なすべての措置を講じることができる。

ｂ）中央機関としてのクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会に関する特定の規定

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会には、フランス商法に従って株主総会により選任されるメン

バーに加えて、フランス国務院（Conseil d'Etat）への諮問後出される命令において定められるところに従い

選任される農業専門組織の代表者が含まれる。

取締役会は、地域金庫の取締役であることを要する会長を選任し、会社の経営について責任を負うジェネラ

ル・マネージャー（directeur général）を選任する。

ｃ）中央機関としてのクレディ・アグリコル・エス・エーの株式保有に関する特定の規定

地域金庫に帰属するクレディ・アグリコル・エス・エーの資本に係る株式保有は、共通会社であるSASリュ

・ラ・ボエスィに集約されている。

地域金庫が保有するクレディ・アグリコル・エス・エーの株式に付されている議決権の3分の1は、地域金庫

間に均等に割り当てられており、残りの3分の2は、各地域金庫が保有する株式数に比例して割り当てられてい

る。

（Ｄ）フランスにおける政府による銀行の監督および規制

フランスの銀行システム

すべてのフランスの金融機関は、とりわけ公的機関に対して金融機関、支払機関および投資会社を代表し、助

言を与え、情報を普及させ、銀行および金融サービス活動に関する問題を検討し、それらに関する提言を行うフ

ランス金融機関投資会社協会（Association française des établissements de crédit et des

entreprises d'investissement）に加盟する専門機関または中央機関に属さなければならない。クレディ・ア

グリコル・エス・エーを含むほとんどの登録された銀行は、フランス銀行協会（Fédération bancaire fran

çaise）に属している。

フランスの銀行規制監督機関

フランス通貨金融法典（Code monétaire et financier）には、銀行を含む金融機関が事業を行うことので

きる条件が定められている。フランス通貨金融法典により、一定の行政機関に対して関連する監督および規制
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の権限が与えられている。

金融部門協議委員会（Comité consultatif du secteur financier）は、金融機関、投資会社、保険会社およ

び保険仲介業者の代表者ならびに顧客の代表者により構成される。かかる委員会は、金融機関、投資会社および

保険会社とそれら各々の顧客との間の関係を調査し、かかる分野における適切な方策を提案する協議機関であ

る。

金融法令協議委員会（Comité consultatif de la législation et de la réglementation financiè

res）は、フランス経済大臣からの求めにより、フランス金融市場機関（AMF）により発表される規制案以外の、

保険、銀行および投資サービス業界に関連する法案または規制案および欧州規則案について検討する。

金融健全性規制監督機構（Autorité de contrôle prudentiel（ACP））は、金融機関および保険会社を監

督し、また、消費者保護および金融システム安定化の確保を担当する。ACPは、銀行委員会（Commission

bancaire）、金融機関投資会社委員会（Comité des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement）、保険年金管理機構（Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles）およ

び保険会社委員会（Comité des entreprises d'assurance）の統合により、2010年1月に設立され、これらの

機関により従前行われていた職務を引き継いだ。ACPは、フランス銀行の総裁が議長を務める。銀行部門に関し

て、ACPは、個別の決定、銀行および投資会社への免許付与ならびに適用ある銀行規則により定められた特定の

免除の付与を行う。ACPは、銀行およびその他の金融機関ならびに投資会社に適用される法令の施行を監督し、

それらの財政状態を管理する。

銀行は、その活動の主要な分野に関してACPに定期的（月ごとまたは四半期ごと）に会計報告を提出する必

要がある。ACPに提出される主要な報告および情報には、総称して規制上の定期報告（états périodiques r

églementaires）と呼ばれる定期的な規制上の報告が含まれる。かかる報告には、とりわけ、通常四半期ごとに

提出される当該機関の会計および健全性（規制資本）に関する報告書ならびに年に1度提出される内部監査報

告書、年に2度のレビューにより当該機関の経営陣により検討される事業および経営ならびに内部監査結果に

関するすべての書類、ならびに当該金融機関のリスクの分析および監視に関する主要な情報が含まれる。ACPは

また、必要と考えられる追加情報を要求し、現地での調査（国際協力協定がある場合、銀行の在外子会社および

外国支店に関するものを含む。）を行うことができる。これらの報告および管理により、各銀行の状態を詳細に

監視することができ、すべての銀行の預金合計およびその使途を把握することも容易になる。

ACPは、金融機関に対して、適用ある規則の遵守および顧客の利益に悪影響を及ぼす可能性のある活動の中止

を命じることができる。ACPはまた、金融機関に対して、財政状態の強化もしくは回復のための措置の実施、経営

方法の改善および／または発展目標に沿った組織および活動の調整を求めることができる。ACPは、金融機関の

ソルベンシーもしくは流動性またはその顧客の利益が脅かされているまたは脅かされる可能性がある場合、当

該金融機関を特別監視下に置くことならびに一定の活動（預金受入れを含む。）、一定の支払いの実施、資産の

処分および／または株主への配当を制限するまたは禁止することを含む、一定の暫定措置を講じることができ

る。

ACPは、規則違反があった場合、行政裁判所として行為し、警告、罰金、支配人の職務停止または解任および銀

行の登録抹消（結果として解散に至る。）を含む制裁を課すことができる。ACPはまた、不適切に経営されてい

ると考えられる銀行を一時的に管理するための臨時管理者を任命する権限を有する。ACPの決定について、フラ

ンス行政最高裁判所（Conseil d'État）に不服として申し立てることができる。銀行もしくはその他の金融

機関または投資会社の破産手続は、ACPとの正式な協議を経た上でのみ開始することができる。

2012年6月6日にEU委員会により発表された、金融機関および投資会社の再生および解散に関する欧州連合全

体にわたる枠組みの設定を定めた欧州連合指令（以下「RRD」という。）案では、ACPのような監督当局は、破綻

した機関の一定の債権者が有する債権を評価減、償却または株式転換する（「ベイルイン」手法として知られ

ている。）権限を有するものとされる。現在検討されているRRDの改定案では、かかる評価減または償却を行う

権限の適用は、本社債のような優先債務証券を含まない規制資本として扱われる証券に限定される。しかしな

がら、RRDは未だ草案段階であり、欧州議会および理事会により採択されるまでに変更される可能性がある。し

たがって、ベイルイン手法は、採択された場合、資本証券だけでなくその他の債務証券（優先債務証券を含みう

る。）にも適用される可能性がある。

関連するフランス法令案では、該当する機関の財政状態により必要であれば、一定の劣後証券（優先証券で

なく）を評価減もしくは償却または株式転換することができる旨規定されている。

銀行規則
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フランスにおいて、クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランスの金融機関の信用力および流動性の確

保を目的として経済大臣が定めた財務管理に関する規範に従わなければならない。かかる銀行規則は、主とし

て欧州連合指令から派生している。フランス法の下で実施される新たな指令（金融機関業務への参入ならびに

金融機関および投資会社の健全性監督に関する欧州議会および理事会の指令。仮の最終版が欧州議会で採択さ

れ、2013年4月16日に発表された。以下「CRDⅣ指令」という。）およびフランスを含むすべての欧州連合加盟国

に直接適用される規則（金融機関および投資会社の健全性要件に関する欧州議会および理事会の規則。仮の最

終版が欧州議会で採択され、2013年4月16日に発表された。以下「CRDⅣ規則」といい、CRDⅣ指令と併せて「CRD

Ⅳ」という。）を通して、欧州連合でバーゼル3の改革が実施される見込みである。CRDⅣは、2014年1月1日付で

効力が発生する見込みである。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、最低資本比率要件に従わなければならない。かかる要件に加え、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーのような金融機関には、主に、リスク分散および流動性、金融政策、株式投資に

関する制限ならびに報告義務に関する規則が適用される。本書の日付現在、クレディ・アグリコル・エス・

エーが事業を行う様々な国において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、関連する監督当局により定めら

れた手続に従い、個別の規制上の比率要件を遵守している。

フランスの金融機関は、信用、市場、取引相手先および事業に関するリスクに備えた最低資本を維持すること

が求められている。現在およびCRDⅣの実施まで、フランスの金融機関は、8％の最低資本比率（当該機関の適格

規制資本をリスク加重資産で除した数値）を満たさなければならない。クレディ・アグリコル・エス・エーは

また、他の3行のフランスの銀行と同様に、当座の資本緩衝を保つことを求められ、その結果、2012年6月30日以

降、9％の最低コアTier1比率の対象となっている。CRDⅣにより、金融機関が保有すべき規制資本が大きく変更

される。これらの新たな規則により、金融機関は、8％の最低合計資本比率、6％のTier1資本比率および4.5％の

普通自己資本比率（いずれも、当該機関の関連する適格規制資本をリスク加重資産で除した数値）の維持を求

められることになる。さらに、当該機関は、すべての機関に適用される2.5％の資本維持緩衝ならびに景気対策

リスクおよびシステムリスクに備えたその他の普通株式に関するTier1緩衝を含む、一定の普通株式に関する

Tier1緩衝要件を遵守しなければならない。これらの措置は、2019年までに漸次実施される。

フランスの各金融機関は、毎月末に、短期負債の加重合計に対する一定の短期および流動資産の加重合計の

比率を算出しなければならない。かかる流動性比率（coefficient de liquidité）は、常に100％を超えるこ

とが求められている。フランスの金融機関は、ACPに要求した場合、一定の条件の下で流動性リスクに対する

「先進的」手法を選ぶことができる。かかる先進的手法において、金融機関は、内部の方法を用いて流動性リス

クを決定し、その債務を支払うために十分な流動性を常に確保することができる。バーゼル3の改革ではまた、

金融機関の流動性リスクの監視が変更される見込みである。しかしながら、新たな規則は未だ最終決定されて

いない。

フランスの金融機関は、連結ベースで、リスクの集中に関する一定の規則（ratio de contrôle des grands

risques）を遵守しなければならない。フランスの金融機関の単一の顧客（および関連する事業体）に対する

貸出金および一定のその他のエクスポージャー（risques）の一部の合計は、フランスの資本比率要件により

定められる金融機関の規制資本の25％を超えてはならない。金融機関の規制資本の10％（場合によっては

5％）を超える個別のエクスポージャーは、個別の規制要件に従わなければならない。

フランスの金融機関は、必要な様々な種類および短期預金の一定の割合をフランス銀行に預金していなけれ

ばならない。満期が2年超の預金は、預金する必要がある金額の計算に含まれない。かかる必須の預金には、中央

銀行の欧州システムの主なリファイナンス業務の積立期間に係る平均利率に相当する水準の利息が付される。

クレディ・アグリコル・エス・エーのフランスにおける商業銀行事業はまた、欧州中央銀行がフランス銀行

と協調して随時定める金融政策の影響を大きく受ける。商業銀行事業はまた、とりわけ短期利率の決定におい

て、実際面では、フランス銀行がフランスの国内銀行間市場に介入する利率の影響を受ける。

フランスの金融機関は、株式投資に関する制限に従わなければならず、また、一定の短期投資ならびに金融機

関および保険会社への投資における様々な個別の免除を条件として、金融機関が保有する「適格株式保有」

は、次の要件を満たす必要がある。(a)「適格株式保有」が当該金融機関の規制資本の15％を超えてはならず、

(b)かかる「適格株式保有」の合計額が当該金融機関の規制資本の60％を超えてはならない。かかる定めにお

いて、株式投資は、(ⅰ)投資先の会社の株式または議決権の10％を超える場合、または(ⅱ)かかる会社に「重大

な影響」（influence notable）（当該金融機関が議決権の20％以上を支配するときが想定されている。）を

及ぼすまたは及ぼすことを目的として株式取得する場合、「適格株式保有」に該当する。

フランスの規則では、免許を受けた金融機関のみが常時の銀行業務に従事することを許可されている。同様

に、銀行の免許を受けた機関は、常時、銀行、銀行関連業務およびフランス経済大臣により公布された規則に基
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づき定められた限られた数の非銀行業務以外の業務に従事してはならない。1986年11月に公布された規則およ

びその随時の改正では、かかる非銀行業務の完全な一覧が定められており、かかる業務からの収益は合計で純

収益合計の10％を上限とすることが求められている。

検査

大規模預金銀行による適用ある規則の遵守を確実にするためにACPが用いる主な方法は、詳細にわたる定期

的な（月ごとまたは四半期ごとの）財務書類（états périodiques réglementaires）およびかかる銀行が

ACPに提出する必要のあるその他の書類を検査することである。検査により銀行の財政状態の重大な悪化が明

らかになった場合、調査が行われ、その後査察が行われることがある。ACPはまた、予告なしに銀行を査察（国際

協力協定がある場合、銀行の在外子会社および外国支店に関するものを含む。）することがある。

預金保証

フランスで事業を行うすべての金融機関は、欧州経済領域に属する銀行の支店で自国の保証システムの対象

となっているものを除き、預金保証基金（Fonds de Garantie des Dépôts）に参加することが法律により定

められている。国内顧客は、顧客一人当たり、また金融機関ごとに、ユーロ建ておよび欧州経済領域の通貨建て

の預金は100,000ユーロまで、また、有価証券は合計価額70,000ユーロまで保証される。各金融機関の拠出は、か

かる金融機関が保有する預金合計および顧客貸出金合計の3分の1ならびにかかる金融機関のリスク・エクス

ポージャーを基に算出される。

追加の資本拠出

フランス銀行の総裁は、ACPの議長として、財政難に陥っている金融機関の株主に対して、かかる金融機関へ

の当初の資本拠出を超え得る金額の出資を要請することができる。しかしながら、金融機関の株主はこれにつ

いて法的義務を負わず、実際には、かかる要請は当該機関の資本金の大部分の所有者に対して行われる可能性

が高い。

内部統制手続

フランスの金融機関は、リスク管理および適切な監査証跡の形成に関するものを含む、適切な内部統制シス

テムを定めなければならない。フランスの金融機関は、信用、市場、国際金利、仲介、流動性および事業リスクに

関するエクスポージャーを評価するため、リスクの分析および測定のためのシステムを保有しなければならな

い。かかるシステムでは、内部統制手続により明らかになった事象の重大さを識別するための基準および閾値

を定めなければならない。不正行為により合計でTier1資本の0.5％を超える利益または損失が発生し、かかる

金額が10,000ユーロを超える場合、かかる不正行為は重大とみなされる。

信用リスクに関して、各金融機関は、とりわけ、当該機関のオンバランスシートおよびオフバランスシートの

エクスポージャーの集中ならびに質的および量的データを用いた異なる種類のリスクの測定が可能な、信用リ

スク選別手段および信用リスク測定システムを保有しなければならない。市場リスクに関して、各金融機関は、

外国為替取引および売買目的勘定における取引を最低でも日次で記録し、取引持高により発生するリスクを資

本適正要件に従って最低でも日次で測定することが可能な、とりわけ自己勘定取引を監視するためのシステム

を保有しなければならない。当該機関は、その内部手続ならびにそのエクスポージャーの測定および監視に関

する年次報告書を作成し、当該報告書は当該機関の取締役会およびACPにより精査されなければならない。

補償方針

フランスの金融機関および投資会社は、それらの補償方針が健全なリスク管理方針と適合していることを確

実にしなければならない。従業員の職務が当該機関のリスク・エクスポージャーに多大な影響を及ぼす可能性

がある場合、かかる従業員の報酬の大部分は実績に基づくものでなければならず、かかる実績に基づく報酬の

大部分は現金以外とし繰り延べられなければならない。CRDⅣにおいては、上記の従業員の変動報酬の総額は、

その固定賃金の総額を超えてはならない（ただし、株主総会における決定により、かかる従業員の固定賃金の2

倍の額を上限とすることができる。）。最後に記載したこの規則は、2015年に支払われる2014事業年度に係る変

動報酬から適用が開始される。

マネーロンダリング
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フランスの金融機関は、フランス経済大臣の管轄下に設置されている特別政府機関（TRACFIN）に、当該金融

機関が計上した、麻薬取引もしくは組織的犯罪または一定の金額を超える通常でない取引により発生したこと

が疑われるすべての金額ならびに最低で1年以上の懲役の判決が下され得る犯罪により発生したと疑われる、

またはテロ組織への資金供与に関与し得る、すべての金額および取引を報告しなければならない。

フランスの金融機関はまた、いかなる取引における顧客（およびその実質所有者）も特定することができる

「顧客熟知」手段を定め、関連する顧客および取引に付随する様々なリスク水準に応じて、マネーロンダリン

グおよびテロ組織への資金供与に関するリスクを査定および管理するための整ったシステムを保有しなけれ

ばならない。

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

以下の記載は、フランス法の一定の条項における2013年6月4日現在までの当行の定款の規定の要約である。

かかる当行の要約された情報に関する記載は完全なものでなく、そのすべてにつき当行の定款を参照すること

が必要である。定款は2012年7月1日に最終更新された。

当行の企業目的

当行の企業目的は、地域金庫およびクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの活動および発展を促進

および助成することである。かかる目的を進めるために、以下のことが行われる。

1．クレディ・アグリコル・エス・エーは、中央金融機関として機能し、クレディ・アグリコル・グループが

第三者との取引において資金の財務管理の最適化およびこれにより回収した財源の分配を目的とする単一

の金融機関として行為することを確保する。クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫の余剰預貯金、

およびかかる金庫が当行に代わって回収した預金について、回収および管理を行う。クレディ・アグリコル

・エス・エーは、地域金庫に対して貸付金を供与し、主にそれらの中長期の貸出金の提供を支えている。当

行、その子会社および地域金庫に係る組織変更リスクに確実に対処する。また、地域金庫による取引について

保証する制度を導入する。クレディ・アグリコル・エス・エーは、自己の名義で、クレディ・アグリコル・グ

ループの会社に代わって、クレディ・アグリコル・グループの信用に影響を及ぼす可能性のある国内契約お

よび海外契約の交渉を行い、これを締結する。政府とのすべての国家規模の契約を履行する。

2．フランス国内および国外において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫の権限を侵害するこ

となく、自己の勘定であるかまたは他人の勘定であるかを問わず、フランス通貨金融法典に基づくあらゆる

種類の銀行取引、金融取引、信用取引、投資取引または証券取引および関連業務、保証、裁定取引、仲介取引な

らびに委託取引を行う。

3．フランス通貨金融法典の規定に従い、特に構成機関による銀行取引の円滑化および保証を目的とするク

レディ・アグリコル・ミューチュエルの中央機関として、クレディ・アグリコル・エス・エーは、クレディ

・アグリコル・ミューチュエルのネットワークの結束、その一部を構成する金融機関の適切な運営およびか

かる機関による適用される法令の遵守を、その管理上、技術上および財務上の監督を行うことにより確保す

る。また、ネットワーク全体およびそのすべての提携機関の流動性および支払能力を保証する。また、一般的

な事項として、クレディ・アグリコル・エス・エーは、あらゆる種類の商業、金融、個人および不動産に関す

る取引に関与し、そこから派生する限り、企業目的に直接にまたは間接的に関連するあらゆるサービスを提

供する。

株式

（ａ）資本金（定款第6条）

　当行の資本金は7,494,061,611ユーロとし、1株当たり額面金額3ユーロの当行の普通株式（以下「普通株

式」という。）2,498,020,537株からなり、そのすべてが全額払込済みである。

　適用される法令に基づき、定款においてその権利が定義づけられている無議決権優先株式（以下「優先株

式」という。）をフランス商法第L.228-11条に従って設定し、発行することができる。

（ｂ）株式の様式（定款第8条）

　普通株式および優先株式（以下「株式」と総称する。）は、適用される法令に従い、株主の選択により、記名

式または無記名式のいずれかにより保有される。

　当行の株式は、法律により定められる条件に従い株主口座に登録される。当行の株式は、口座間で振り替える

ことができる。
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（ｃ）株式保有基準に達した場合の通知および株主の識別（定款第9条）

（ⅰ）株式保有基準に達した場合の通知

　法定の株式保有基準を超えた場合の通知（（１）（Ａ）ｇ）「株式保有の変更の通知」参照。）に加えて、

当行の定款は次のことを規定する。単独または共同で、直接または間接的に当行の資本金または議決権の1％

に相当する数の普通株式を保有することとなった個人または法人は、上記基準に達し、またはこれを超えた数

の株式が登録された日から5日以内に、配達証明付書留郵便により当行の本社宛に、保有する普通株式の数お

よび議決権の数に加えて、将来当行の新株引受権が付与される可能性がある有価証券の数、当該有価証券に付

された議決権および保有する優先株式の数を通知しなければならない。

　上記の通知は、株式数または議決権数が（株式の購入または売却により）株式総数または議決権総数の1％

の整数倍に達する度に、上記のとおり行われるものとする。

　株主が上記に定める通知義務を履行しなかった場合、法律に定められるとおり、通知すべき基準を超えた数

の普通株式については、株主総会において株式または議決権の2％以上を保有する1名以上の普通株式の株主

による請求があった場合、その議決権を行使することができない。

（ⅱ）株主の識別

　当行は、株主の身元情報を要求する権利を有するものとする。株主が、法律上要求される期間内に要求される

情報を開示することができなかった場合、または不完全もしくは不正確な情報を開示した場合、当該株式また

は有価証券に付される議決権は、完全な情報が提供されるまでは株主総会および特別株主総会において行使

することができない。配当の支払もその日までは停止される。

（ｄ）株式の不可分性（定款第10条）

　当行の株式はこれを分割することができない。

　普通株式に付された議決権は、通常株主総会（通常業務に関する決議を行うために招集される通常株主の総

会をいう。以下同じ。）においては実質所有者が行使するものとし、臨時株主総会（特別業務に関する決議を

行うために招集される一般株主の株主総会をいう。以下同じ。）においては法律上の所有者が行使するものと

する。

　優先株式に付された議決権は、優先株式の当該種類の所持人の特別株主総会（特定の種類の優先株式の株主

の特別株主総会をいう。以下同じ。）において、法律上の所有者が行使するものとする。

　分割できない株式の共同保有者は、かかる共同保有者のうちの1名または代理人1名のみをもって株主総会

（優先株式の株主が出席することのできる一般株主の株主総会をいう。以下同じ。）または特別株主総会（場

合により）に出席することができる。共同保有者間で意見が一致しない場合、本件について最初に裁判所に申

立をした共同保有者の請求により、裁判所が代理人を指名する。

　準備金、利益または資本剰余金の資本組入れに伴う新株引受権は、実質所有者の権利に従うことを条件とし

て、法律上の所有者が有する。

（ｅ）株式に付された権利および義務（定款第10条）

　各普通株式の所有者には、当行の資産および利益に対する同一の権利が与えられる。

　各普通株式の所有者には、法律および定款の条項に基づき、株主総会に出席する権利および株主総会におい

て投票する権利が与えられる。各普通株式につき、その所有者には株主総会における議決権1票が与えられる。

普通株式の所有者には、特別株主総会に出席する権利または特別株主総会において投票する権利は与えられ

ないものとする。

　同一の種類の各優先株式の所有者は、当行の資産および利益に対する同一の権利が与えられる。

　優先株式の所有者には、株主総会における議決権は与えられないものとする。

　特定の種類の各優先株式の所有者には、法律および定款の条項に基づき、株主総会に出席する権利および当

該種類の優先株式の株主の特別株主総会に出席し、投票する権利が与えられる。特定の種類の優先株式の所有

者には、他の種類の優先株式の株主の特別株主総会に出席する権利またはその特別株主総会において投票す

る権利は与えられないものとする。

　株式の交換、併合もしくは割当、資本金の増加もしくは減少（累計損失によるものか否かを問わない。）また

は合併もしくはその他の企業間取引による場合等において、特定の権利を行使するために複数の株式の所有

が必要となる場合、単一の株式の所有者または必要数の株式を所有しない所有者は、自ら株式を併合し、また

は必要ある場合は必要数の株式または株式の端数部分を購入し、もしくはこれを売却したときに限り、かかる
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権利を行使することができる。

経営

（ａ）取締役会（定款第11条）

（ⅰ）当行は、3名から21名の構成員からなる取締役会により管理される。構成員の内訳は以下のとおりであ

る。

・フランス商法第L.225-18条の規定に従い株主総会により選任される3名以上18名以下の取締役

・フランス通貨金融法典第L.512-49条の規定に従い農業専門組織を代表して選任される取締役1名

・フランス商法第L.225-27条ないし第L.225-34条に従い従業員により選任される取締役2名

　以下の者もまた、アドバイザリーの立場で取締役会に出席することができる。

・本定款第12条に従い選任される議決権を有しない取締役会の構成員1名以上（censeurs）

・ワークス・カウンセルにより選任されるワークス・カウンセルの構成員1名

　従業員により選任された取締役または農業専門組織を代表する取締役に欠員が生じた場合、株主総会により

選任された取締役会の構成員が取締役会を有効に開催することができる。

　取締役の年齢制限は65歳とする。65歳に達した取締役は、次の通常株主総会の終結時に辞任したものとみな

される。

（ⅱ）株主総会により選任される取締役

　株主総会により選任される取締役は、自然人または法人とする。

　取締役の任期は3年間とする。ただし、任期が満了していない他の取締役の後任として選任された取締役は、

当該前任者の任期の残りの期間においてのみその職に就くものとする。

　自然人である取締役の連続任期は4期を超えないものとする。ただし、任期が終了していない退任予定の取締

役の後任として取締役が選任された場合、前任者の任期の残りの任期に限り選任された取締役は、連続任期が

4期を超えない期間について5期目の選任を求めることができる。かかる取締役は、最初の選任から12年が経過

した日の到来後に開催される初回の通常株主総会の終結時に辞任したものとみなされる。

　取締役の任務は、前事業年度の財務書類の審議のために招集され、当該取締役の任期が満了する年に開催さ

れる通常株主総会の終結時に終了する。

　従業員により選任された取締役および農業専門組織を代表する取締役を除き、すべての議席を3年ごとに入

れ替えるため、株主総会により選任される取締役の3分の1（整数とし、最終グループは必要に応じて調整す

る。）は毎年通常株主総会において入れ替わるものとする。

　選任される取締役の数が増加した場合、再選の順序を決定するために抽選を行う（必要に応じて、当該取締

役の任期開始後に開催される初回の通常株主総会よりも前に行われる。）ものとする。抽選により決定された

取締役の残りの任期は、4期制限の適用の有無を決定する際には考慮しないものとする。

（ⅲ）農業専門組織を代表する取締役

　農業専門組織を代表する取締役の任期は3年間である。当該取締役は選任者により随時再任または解任され

ることがある。

（ⅳ）従業員により選任される取締役

　従業員により選任される取締役の地位および選任手続はフランス商法第L.225-27条以下に定められ、以下の

とおりである。

　従業員により選任される2名の取締役の任期は3年間である。取締役の任務は、選任された日から3年が経過し

た日に終了するものとし、当行は、当該取締役の任期満了の3ヶ月前までに、新たな選任を行うために必要なす

べての措置を講じるものとする。

　上記の取締役の連続任期は4期を超えないものとする。

　取締役のうち1名は管理職レベルのスタッフにより選任され、他の1名は、当行のその他の従業員により選任

される。

　死亡、辞任、解任または雇用契約の終了によって従業員により選出された取締役に欠員が生じた場合、その後

任者は速やかに就任するものとする。取締役の職務を遂行できる後任者がいない場合、新たな選任が3ヶ月以

内に行われるものとする。

　従業員により選任される取締役の第1回の投票は、以下の手続に従って行われるものとする。

　最高経営責任者は、投票権者の氏名、生年月日、出生地および住所が記載されたリストを準備し、投票日の少

なくとも5週間前までに掲示するものとする。2つのグループについてそれぞれ投票権者のリストが1つ作成さ
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れる。リストの掲示から15日以内に、すべての投票権者は、リストに含まれなかった者の登録または誤って登

録された者のリストからの削除を最高経営責任者に請求することができる。かかる期間中、リストに含まれな

かった者も登録の請求を行うことができる。

　候補者は、支持票を求める投票権者と同じグループに属していなければならない。

　各投票者グループにおける各候補者の告示については、候補者の氏名だけではなく、その後任者の氏名も明

示するものとする。

　最高経営責任者は、投票日の少なくとも3週間前までに候補者リストを締め切り、掲示するものとする。

　特定のグループについて候補者がいない場合、当該グループを代表する取締役の職については、その任期の

全期間中は欠員のままとする。

　投票の結果は議事録に記録し、投票の締切から3日以内に掲示するものとする。当行は、記録としてその議事

録の写しを保管するものとする。

　投票の運営およびその要件は最高経営責任者が決定するものとし、投票日から少なくとも5週間前までにそ

の内容を掲示するものとする。

　投票の手続はフランス商法第L.225-28条以下に定められている。すべての投票権者は、投票のために用意さ

れた場所において直接投票を行い、または郵便により投票を行うことができる。

　特定のグループの候補者全員が第1回の投票で過半数を得ることができなかった場合、15日以内に第2回の投

票が行われるものとする。

取締役会の審議

　取締役会は、当行の利益のために必要とされる頻度で、会長、取締役会により権限を付与された者、または前

回の取締役会が2ヶ月以上前に開催された場合には、3分の1以上の取締役の通知により、特定の議題を検討す

るために招集される。

　取締役会における審議が有効となるためには、取締役の半数以上が現実に出席していなければならない。議

案を可決するためは、本人または代理で出席した取締役の過半数の議決権を要する。各取締役は1票の議決権

を有しており、2人以上の取締役を代理する権限を有しない。

　投票結果が可否同数であった場合、会長が決定投票権を有する。

（ｂ）会長および最高経営責任者（定款第16条および第17条）

（ⅰ）会長

　フランス通貨金融法典第L.512-49条の規定に従って、取締役会は、地域金庫の取締役である構成員の中から

会長を選任し、その取締役としての任期を超えない範囲で在職期間を決定する。

　取締役会は1名以上の副会長を選任するものとし、取締役会はその在職期間を決定するが、かかる在職期間は

その取締役としての任期を超えないものとする。

　取締役会会長は取締役会を代表する。会長は、取締役会の業務の調整および監督を行い、かかる業務について

株主総会に報告する。

　会長は、当行の機関の正常な運営について責任を負う。特に、会長は、取締役がそれぞれの任務を遂行できる

ように努めるものとする。

　年齢制限に関する規定の例外として、取締役会会長の在職年齢制限は67歳とする。かかる年齢制限に従い、任

期に関する規定の例外として、現職の会長は5期目の任期に就くことができる。

（ⅱ）執行役員

A. 最高経営責任者

　フランス通貨金融法典第L.512-49条に従い、取締役会は、当行の最高経営責任者を選任するものとし、解任す

ることもできる。

　最高経営責任者は、あらゆる場合に当行を代表して行為を行う最も広範な権限を有するものとする。最高経

営責任者は、当行の目的の範囲内において、また、株主総会および取締役会に明示的に付与された権限に従う

ことを条件として、かかる権限を行使することができる。

　最高経営責任者は、第三者との関係において、当行を代表するものとする。

　最高経営責任者の行為がその権限を超えるものであった場合、第三者がかかる行動がその権限を超えるもの

であることを知っていたとき、またはかかる行動が権限を超えるものであったことについて状況に照らして

当然に知っていたであろうことを当行が証明したときを除き、当行はかかる行動に拘束される。定款が公表さ

れていることでは、その証明とはならない。

　最高経営責任者の権限を制限する定款の条項および取締役会による決定は、第三者を拘束しない。
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　最高経営責任者は取締役会に出席するものとする。

　最高経営責任者はすべての従業員を選任し、その報酬も決定する。

　最高経営責任者は、その権限の一部を自ら適切と判断する複数の者に付与することができ、その人数に上限

はないものとする。

B. 最高経営責任者代理

　最高経営責任者の提案により、取締役会は、1名以上の者を最高経営責任者の補助を担当する最高経営責任者

代理（Directeur général délégué）として選任することができる。

　最高経営責任者代理は最高5名までとする。

　最高経営責任者の同意の下、取締役会は、最高経営責任者代理に付与された権限の範囲および存続期間を決

定する。

　最高経営責任者代理は、第三者との関係において、最高経営責任者と同等の権限を有する。

　最高経営責任者が職務を放棄し、またはこれを遂行できない場合は、取締役会による別段の定めがない限り、

最高経営責任者代理は、新たな最高経営責任者が選任されるまでの間、それぞれの職務を遂行するものとす

る。

（ｃ）無議決権取締役（定款第12条）

　会長の提案により、取締役会は、1名以上の無議決権取締役を選任することができる。

　無議決権取締役は3年間の任期で任命される。取締役会は、いつでも無議決権取締役を解任することができ

る。

　無議決権取締役は取締役会に招集され、アドバイザリーの立場で参加する。

　無議決権取締役は、その職務の対価として、取締役会が決定する報酬を受けることができる。

株主総会

（ａ）株主総会（定款第21条）

　当行の集団的意思決定は、株主総会（審議される議題の内容により、通常株主総会または臨時株主総会）に

より承認される。

　優先株式の株主は、株主総会に出席することができるが、議決権は有しない。

　ある1つの種類の全株主は、当該種類に付される権利の変更について投票を行うために特別株主総会を開催

するものとする。

（ｂ）株主総会の通知および開催地（定款第22条）

　株主総会は、適用される法令に従って招集され、審議が行われるものとする。

　株主総会は、本社または招集通知において指定されるその他の場所で開催される。

（ｃ）代理出席（定款第24条）

（ⅰ）総会への出席－代理出席

　すべての株主は、保有する株式の数にかかわらず、法律および定款で定められた条件に従い、総会の3営業日

前の深夜12時（パリ時間）までに株式が自己の名義または株主を代理するとして登録された仲介機関の名義

で当該株式が登録されていることを条件として、その身分および有価証券の所有を証明することにより、本人

または代理人により株主総会に出席する権利を有する。

・記名式株式の保有者は、その保有する株式を当行の株主名簿により管理される記名式株式口座に登録し

なければならない。

・無記名式株式の保有者は、その保有する株式を承認仲介機関の無記名式株式口座に預託するものとする。

かかる登録または申請は、承認仲介機関が作成する株式保有証明書により証明される。かかる証明書は電

子形式で提供することができる。

　普通株式の株主が本人または代理人により株主総会に出席できない場合、当該株主は、適用される法令に従

い、以下の2つの方法のいずれかにより参加することができる。

・遠隔投票による方法

・当行宛に代理人の記載のない委任状を郵送する方法

（ⅱ）特別株主総会への出席－代理出席
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　特定の種類の優先株式の株主は、保有する優先株式の数にかかわらず、法律および定款に定められた条件に

従い、特別株主総会の3営業日前の深夜12時（パリ時間）までに自己の名義または株主を代理するとして登録

された仲介機関の名義で当該株式が登録されていることを条件として、その身分および有価証券の所有を証

明することにより、本人または代理人により特別株主総会に出席する権利を有する。

・記名式優先株式の保有者は、その保有する株式を当行の名簿により管理される記名式株式口座に登録し

なければならない。

・無記名式株式の保有者は、その保有する株式を承認仲介機関の無記名式株式口座に預託するものとする。

かかる登録または申請は仲介機関が作成する株式保有証明書により証明される。かかる証明書は電子形

式で提供することができる。

　優先株式の株主が本人または代理人により特別株主総会に出席できない場合、当該株主は、適用される法令

に従い、以下の2つの方法のいずれかにより出席することができる。

・遠隔投票による方法

・当行宛に代理人の記載のない委任状を郵送する方法

（ⅲ）すべての総会に適用される条項

　株主が入場許可証もしくは株式所有証明書を請求した場合または遠隔投票を行い、もしくは委任状を郵送し

た場合、当該株主は、他の方法により総会に出席することはできない。ただし、当該株主は、所有する株式の一

部または全部をいつでも売却することができる。

　株式の売却が総会の3営業日前の深夜12時（中央ヨーロッパ標準時）までに行われた場合、当行は、必要に応

じて、遠隔投票、委任状、入場許可証または株式所有証明書を無効とし、またはこれに適切な修正を行わなけれ

ばならない。口座名義人である承認仲介機関は、かかる売却について当行またはその代理人に通知し、また必

要な情報を提供するものとする。

　承認仲介機関は、総会の3営業日前の深夜12時（中央ヨーロッパ標準時）を過ぎてから行われた売却または

取引に係る通知は行わないものとし、当行もかかる売却または取引については考慮しないものとする。

　フランス居住者ではない当行の株主は、株主を代理するとして登録され、株式を管理する一般的な権限を与

えられている仲介機関によって口座に登録し、総会においてはかかる仲介機関が株主を代表することができ

る。ただし、口座を開設した場合、仲介機関は適用される法令に従い、第三者を代表して株式を保有する仲介機

関としての資格を当行または口座名義人である金融仲介機関に届け出なければならない。

　総会の通知および株主に対する招集通知に掲載される取締役会の決定に基づき、株主は、適用される法令に

従い、ビデオ会議またはインターネットを含むその他の電気通信または遠隔通信手段により総会に参加する

ことができる。総会への参加条件および投票の条件については、使用する手続および技術が、総会が継続的か

つ同時に中継され、投票を正確に記録するために必要な技術的基準を満たしていることを検証して、取締役会

が決定する。

　総会手続の管理機関が開設したウェブサイト上で電子投票を行った株主は、設定された期限を遵守すること

を条件として、本人または代理人により総会に出席しているものとみなされる。電子投票フォームは、取締役

会により承認され、フランス民法第1316-4条第2項第1文が定める要件に従った、ログインIDおよびパスワード

を組み合わせること等の手続を用いることにより、オンライン上で記入し、署名することができる。

　上記の電子手段を通じて株主総会の前に発行された委任状または投じられた票およびその後に行われる受

領の確認は撤回することができない文書とみなし、これはあらゆる関連当事者に対して法的強制力を有する。

総会の3営業日前の深夜12時（中央ヨーロッパ標準時）までに株式が売却された場合、当行は、必要に応じて、

その日時までに発行された委任状または投票を無効とし、またはこれに適切な修正を行うものとする。

（ｄ）定足数および投票（定款第26条）

　株主総会の定足数は普通株式総数に基づき算定され、特別株主総会の定足数は当該種類の優先株式総数に基

づき算定され、法律および定款の規定に従い、それぞれ議決権を行使することができない株式を差し引いたも

のとする。

　遠隔投票の場合、適用される法令により定められた期間内に、当該法令により定められた条件に基づいて株

主総会の開催前に当行が受領した票のみが算入される。

　代理人を指名しない代理投票の場合、議長は、取締役会により提案または承認された決議については賛成票

を投じ、それ以外のすべての決議については反対票を投じるものとする。

　法律に定められる特別な場合を除き、各株主は、株主総会において、保有する全額払込済みの普通株式数と同

数の票を投じることができ、特定の種類の特別株主総会において、当該種類の株主は、保有する全額払込済み
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の優先株式数と同数の票を投じることができる。

　当行は、フランス居住者ではない株主を代理して登録され、株式の管理について一般的な権限が与えられて

いる仲介機関に対して、当該仲介機関が代理し、その議決権が行使される株主のリストを要求することができ

る。

　適用される法令または定款に従ってその権限において行為を行うことを届け出ていない仲介機関または有

価証券の所持人の身元を開示していない仲介機関による投票または代理投票は、算入されないものとする。

利益の決定、割当および分配（定款第31条）

（ａ）損失累計額を控除した事業年度の利益の5％は、資本金の10分の1に達するまで、法定準備金として計上

される。

（ｂ）利益剰余金により増加した残高がもしあれば、分配可能利益として、通常株主総会において、以下のと

おり処理される。

（ⅰ）1つまたは複数の通常または臨時の任意の準備金口座（特定の目的あり／なし）に配分される。

（ⅱ）配当金として、普通株式の株主および優先株式の株主に分配される。

　通常株主総会は、また、株主により分配可能な準備金から配当を行うことを決定することができる。

　分配（下記（ｄ）に定義される。）は、下記（ｃ）から（ｌ）記載の条件に従って行われる。

（ｃ）事業年度末において、所有する株式がその名義で少なくとも2年間登録されており、かつ当該事業年度

の配当が支払われる日現在もその名義で登録されていることを証明する資料を提出した普通株式の株主

および優先株式の株主は、上記の方法で登録されている普通株式および優先株式に対する増配を受ける

資格を有する。かかる増配はその他の株式に対して支払われる配当の10％を超えず、新たな普通株式また

は優先株式として支払われる配当もこの場合に含まれる。増配においては、必要に応じて、セント未満が

切り捨てられる。

　増配の対象となる株式数は、株主1人につき、当該事業年度末時点の資本金の0.5％を超えてはならない。

　配当が株式で支払われる場合、配当の支払として割り当てられた株式は、配当が支払われた株式と同じ

種類であるものとし、これらの株式がすべて増配のためにそれまでに普通株式の株主または優先株式の

株主によって保有されていた株式として扱われることが定められる。

　しかし、配当が株式で支払われ、端株が割り当てられる場合には、法律上の条件を満たしている普通株式

の株主または優先株式の株主は、差額分を現金で支払うことにより追加の株式を1株取得することができ

る。

　上記は、2013年12月31日に終了する事業年度の配当の支払（2014年に開催される通常株主総会で決定さ

れる。）において、初めて適用される。

（ｄ）通常株主総会（中間配当の場合、取締役会）は、特に当行の金融健全性規制を満たすために、特定の会

計期間に関し、普通株式の株主に対する配当および優先株式の株主に対する優先配当（下記に定義され

る。）を支払うか否かを決定することができる。

　優先株式の株主に優先配当を支払うためには、通常株主総会において、その金額にかかわらず、普通株式

の株主に対する分配を行うことも決定されていなければならないことを、ここに明記する。ただし、優先

株式の株主は、下記（ｅ）記載の条件に基づく優先権を有する。

　本（ｄ）項において、株式の買戻しに基づく普通株式の株主に対する支払は普通株式の株主に対する分

配とみなされる。そのため、（普通株式の株主に対する配当が支払われなくても）優先株式の株主に対す

る満額の優先配当を支払うことが必要となる。ただし、（ⅰ）フランス商法第L.225-209条以下（または

当該取引日現在において適用される同等の規制）に規定される条件に基づいて実行された株式の買戻し

計画に基づく株式の取得（ただし、かかる取得が公募による買付により実行された場合を除く。）、およ

び（ⅱ）すべての普通株式の株主および優先株式の株主に対してその資本金に対する保有割合に応じて

提供された公募による買付の方法による場合には、普通株式の株主に対する分配とはみなされないこと

を明記する。株式の買戻しが分配とみなされる場合、優先配当は、関連する事由の生じた日に支払われる

こととし、その日を下記（ｌ）に定義される「支払日」とみなすこととする。

　当行に影響を与える健全性に関する事象が生じた場合（上記段落に記載される場合を含む。）には、優

先株式の株主に対して優先配当は支払われず、普通株式の株主に対しても配当（中間配当による場合も

含む。）は支払われない。

　上記段落の目的において、「健全性に関する事象」とは、以下の2つの状況のうちのいずれかをいう。

（ⅰ）当行の連結ベースの自己資本比率が、適用される銀行規則により要求される最低比率を下回ってい
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る場合

（ⅱ）当行の財務状態では、近い将来、その自己資本比率が上記（ⅰ）記載の最低比率を下回る旨の書面に

よる通知を、当行がフランス銀行委員会の事務局長（Secrétariat général de la Commission

bancaire）（SGCB）から受領した場合

（ｅ）通常株主総会または臨時株主総会（中間配当の場合には取締役会）で承認された分配（形式を問わな

い。）で株主持分勘定（利益（中間配当の場合においては中間貸借対照表に基づく利益を含む。）、利益

剰余金、準備金、資本剰余金またはその他の勘定）を減少させるもの（以下「分配」という。）は、以下の

とおり割り当てられる。

（ⅰ）まず、優先株式の株主に優先配当の額まで（下記（ｇ）に定義される。）割り当てられる。

（ⅱ）残金は普通株式の株主に割り当てられる。

　したがって、優先株式の株主に支払うべき優先配当が分配され、満額支払われない年度においては、普

通株式の株主に対する分配は行われない。

　分配は、中間配当の場合を除き、分配が行われる会計期間に対し割り当てられる。「n」年の財務書類の

承認のために招集される株主総会の前に支払われる中間配当は、「n＋1」年に対し割り当てられる。分

配の割当に関するこれらの定めは、普通株式の株主に対する支払か優先配当として支払われる優先株式

の株主に対する支払かを問わず、すべての分配に適用される。

（ｆ）ある特定の年度において優先配当が支払われない場合、優先配当の分配されなかった金額は翌年に繰

り越されないものとし、当行はかかる金額について優先株式の株主に配当を行う義務を負わない。

（ｇ）上記（ｄ）および（ｅ）記載の条件に従って行われる分配の場合、配当が行われる各事業年度におけ

る、ある特定の種類の各優先株式に対して支払われるべき配当（以下「優先配当」という。）の額は、

（ⅰ）当該種類に適用される配当率に、

（ⅱ）当該種類の残高（下記（ｉ）に定義される。）を、配当を行うことを決定した日における当該種類の

発行済優先株式数で除すことにより算出される比率

を乗ずることにより計算される（優先配当が優先株式の株主に支払われる最初の年を除く。最初の年の

額は、下記（ｈ）に記載の条件に基づき決定される。）。

　かかる計算の目的において、残高は、優先配当が支払われるべき年度の直前の年度における純損失また

は利益（下記（ｉ）に定義される。）からそれぞれ生じる残高の減少または残高の復活を勘案して、決定

される。

　優先配当が、残高の減少または残高の復活の日より前に支払われる場合、優先配当は、暫定的な基準（利

用可能な直近の監査済年次連結財務書類に基づいて計算された残高に基づく基準）により決定されたも

のであるとみなされることをここに明記する。優先配当は、残高の減少または残高の復活が完了した後直

ちに再計算される。このように再計算された優先配当がすでに支払われた配当より高額である場合、普通

株式の株主に対して分配が行われた日の翌日に、優先株式の株主に対して追加配当が支払われることと

する。反対に、このように再計算された優先配当がすでに支払われた配当より低額である場合、相反する

法令または規制の条項にかかわらず、優先株式の株主は、いかなる金額も返金する義務を負わないことと

する。

（ｈ）第一回総会において、優先配当を行うことを決定した場合、その結果生じる優先株式1株当たりの支払

うべき優先配当は、上記（ｇ）に定義する（ⅰ）に（ⅱ）を乗じた額に、（A）発行日（同日を含む。）か

ら支払日（同日を含まない。）までの間に経過した日を（B）365で除して算出される割合を乗じて計算

される。

　「第一回総会」とは、優先株式が発行された事業年度の終了後に開催される最初の株主総会であり、普

通株式の株主への分配の承認および／または優先株式が発行された事業年度に係る当行の財務書類の承

認を行うために招集されるものをいう。

　上記（ｈ）の第1段落の例外として、第一回総会前に、普通株式の株主に対する1回または複数回の中間

配当が行われる場合、普通株式の株主に対して最初の中間配当が支払われる日に、上記（ｇ）に定義する

（ⅰ）に（ⅱ）を乗じた額と等しい金額が、優先株式の株主に支払われるものとする。この金額が第一回

総会の日に計算された上記（ｈ）に規定する額より少ない場合であって、かつ第一回総会が、優先株式が

発行された事業年度に係る当行の財務書類を承認するために招集され、優先株式の株主および普通株式

の株主に対する1回または複数回の中間配当の支払に正式に言及するものである場合、上記（ｈ）に規定

する優先株式の株主に支払われる金額と、普通株式の株主にすでに支払われた最初の中間配当の金額と

の差額（正の数である場合に限る。）に等しい追加金額が、優先株式の株主に支払われるものとする。か
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かる追加金額は、第一回総会の日以降に支払われるものとする。

（ｉ）「残高」とは、ある種類の発行済優先株式数に、当該種類の調整後発行価額を乗じて算出された額か

ら、当該種類の優先株式の発行日以降、（ⅰ）当該種類の残高の減少（以下に定義される。）額を控除し、

（ⅱ）当該種類の残高の復活（以下に定義される。）額を加えた額をいう。

　「調整後発行価額」とは、ある特定の種類の優先株式について、発行価額から、損失に起因しない減資の

後に各発行済優先株式について支払われる金額または取締役会が選任した専門家により（またはかかる

選任が行われない場合は、フランス民法第1843-4条に従い、略式手続によるパリ商事裁判所の裁判長の命

令により）決定されるあらゆる財産の価額を控除した金額をいう。

　控除額を考慮した場合に当行の監査済年次連結財務書類記載の連結純利益－当行グループの持分がマ

イナス（以下「損失」という。）となる場合（以下「純損失」という。）、かかる種類の優先株式の残高

は、（ⅰ）純損失と、（ⅱ）かかる損失が記載されている監査済連結財務書類の公表日に決定される、当

該種類の優先株式が名目自己資本に占める割合（以下に定義される。）を乗ずることにより算出される

金額の分だけ減少する（以下「残高の減少」という。）。残高の減少は、かかる損失が記載されている監

査済連結財務書類の公表日に生じたものとみなされる。

　「控除額」とは、（ⅰ）当行の監査済年次連結財務書類に記載される、優先株式に優先する当行の連結

の資本性商品を除いた、連結の株主持分－当行グループの持分と、（ⅱ）当行の監査済年次連結財務書類

記載の名目自己資本の額との差額をいう。

　残高の減少が生じた後に、当行の監査済年次連結財務書類に記載されるプラスの連結当期純利益－当行

グループの持分（以下「利益」という。）が認められる場合、ある種類の優先株式の残高は、（ⅰ）利益

と、（ⅱ）かかる利益が記載されている監査済連結財務書類の公表日に決定される、当該種類の優先株式

が名目自己資本に占める割合を乗ずることにより算出される金額の分だけ増加する（以下「残高の復

活」という。）。

　残高の復活は、かかる利益が記載されている監査済連結財務書類の公表日に、残高の減少の後に生じた

ものとみなされる。

　上記にかかわらず、ある事業年度において支払われるべき優先配当を計算する目的において、SGCBによ

る事前の承認がなければ、残高の復活は上記のように勘案されない（ただし、優先配当が（その金額にか

かわらず）過去2事業年度にわたり配当されている場合を除く。）。

　いかなる場合においても、ある種類の優先株式の残高は、当該種類の発行済優先株式数に、当該種類の調

整後発行価額を乗じた額を超過することはない。

　「優先株式が名目自己資本に占める割合」とは、ある種類の優先株式において、当該種類の優先株式の

名目自己資本を、名目自己資本で除することで算出される割合をいう。

　ここで：

　「名目自己資本」とは、ある特定の日の当行の会計に基づき、普通株式および優先株式で構成される資

本金に、資本剰余金および法定準備金を加算した金額をいう。

　「優先株式の名目自己資本」とは、ある特定日における特定の種類の優先株式につき、以下の金額をい

う。

（ⅰ）当該種類の当初発行の優先株式数に、当該発行価額を乗じた額に、

（ⅱ）新たに発行された同一種類の各優先株式またはかかる発行による優先株式の額面金額の増加につき、

資本金の額面価額の増加およびこれに対応する資本剰余金（その種類を問わない。）の増加額を加

え（なお、優先株式の発行または優先株式の額面金額の増加（資本剰余金の資本組入れおよび／ま

たは法定準備金の資本組入れによるものに限る。）は、これによる資本金の増加額が資本剰余金（そ

の種類を問わない。）の減少および／または法定準備金の減少額と相殺されるため、優先株式の名目

自己資本に影響を及ぼさないことを明記する。）、

（ⅲ）法定準備金が増加する直前に決定される当該種類の優先株式が名目自己資本に占める割合に応じて、

優先株式の発行により影響を受けた法定準備金の増加持分を加え、

（ⅳ）当該種類の優先株式の発行による、当該種類の優先株式に割り当てられる名目自己資本の減少額の合

計（すなわち、以下の金額の合計である。）を控除する。

（A）当該種類の優先株式に割り当てられる、損失に起因する減資持分と等しい金額

（B）（x）損失、または損失の割当に起因する減資の影響を受けたことによる資本剰余金および／ま

たは法定準備金の減少額と、（y）損失に起因する当該減資または当該損失の割当の直前に決定

される、当該種類の優先株式が名目自己資本に占める割合の積と等しい金額
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（C）損失以外の理由による減資の場合、以下の金額に等しい金額

（x）当該種類の優先株式の株主に帰属し、また、資本金、資本剰余金および／または法定準備金

に計上される払込金額および／または取締役会が選任した専門家により（またはかかる選

任が行われない場合は、フランス民法第1843-4条の規定に従い、略式手続によるパリ商事裁

判所の裁判長の命令により）決定される財産の価額、ならびに

（y）その消却に際して優先株式の株主に対するいかなる支払または財産の分配も生じさせない

優先株式を消却する場合（とりわけ自己保有に係る優先株式の消却の場合）における、当

該種類の消却した優先株式の数に消却日現在の調整後発行価額を乗じた額

（ｊ）優先株式については、その発行された事業年度の初日に配当を受ける権利が生じる。翌年に普通株式の

株主に対して中間配当が行われる場合を除き、かかる年度中においては優先配当は支払われない。

（ｋ）優先配当は、配当が行われる日または（上記（ｄ）第2段落に従い）普通株式の株主に対し分配が行わ

れるものとみなされる日（以下「支払日」という。）に支払われる。

（ｌ）通常株主総会は、各普通株式の株主または各優先株式の株主に対し、総会で決議された制限の範囲内

で、総会で決議された条件に基づき、優先配当または中間配当を含む配当金の支払の全部または一部につ

き、現金で受け取るか、または会社が発行する株式で受け取るかの選択肢を与えることができる。この場

合に付与される株式は、配当の対象となった株式と同一の種類の株式、つまり普通株式または同一の種類

の優先株式が分配される。

解散―清算（定款第34条）

（ａ）当行は、理由を問わず、その解散の時から清算に入るものとする。当行の法人格は、かかる清算の目的の

ために、清算が完了するまで存続する。

　株式は、清算が完了するまで取引される。

　当行の解散は、解散の通知が商業・会社登記簿（registre du commerce et des sociétés）において

公表された日以降に限り、第三者に対して効力を有する。

　当行の存続期間の終了時において（延長されない場合）、またはこれに先立って臨時株主総会で当行が

解散した場合は、かかる総会において清算に関する規則が定められる。かかる臨時株主総会は、通常株主

総会に適用される定足数および過半数の決議要件に従って決議を行い、1名または複数名の清算人を選任

する。かかる清算人の権限は当該臨時株主総会が決定し、清算人は法律に従いその責任を果たすものとす

る。清算人の選任をもって、取締役、会長、最高経営責任者および最高経営責任者代理の職務は終了するも

のとする。

　清算の期間中、株主総会および特別株主総会は、当行の存続期間中に行使した権限と同一の権限を行使

するものとする。

（ｂ）清算人は当行を代表する。清算人には、正式になされるものでなくとも、当行の資産を処分する広範な

権限が与えられる。清算人は、債権者に対して支払を行い、残余財産の分配を行う権限を有する。

　株主総会は、清算の目的のために、清算人に対し、現在の事業を継続し、または新規事業を行う権限を付

与することができる。

（ｃ）当行が清算する場合、優先株式は、優先株式相互において、また、以下に定めるとおり普通株式との間に

おいて、同等に扱われる。

　当行の債務が完済された後、優先株式および普通株式は、各種類の株式の名目自己資本に占める割合に

比例して、また、各種類の優先株式に関しては、その調整後発行価額に至るまで、純資産に等しい権利を有

する。

　普通株式および優先株式の額面金額は、上記の段落に記載の原則が遵守されている場合、優先株式に関

しては調整後発行価格の範囲内において、当行の資本金に対する持分に応じて払い戻され、清算配当が行

われるものとする。

２ 【外国為替管理制度】

(1) 株式の所有

本書の日付現在、フランス通貨金融法典第L.151-1条に従い、フランスおよび外国との間の外国為替取引は

原則として自由である。しかしながら、フランスの政府機関は、フランス通貨金融法典第L.151-2条に従い、特

に国益の防衛を確保するため、また、経済大臣の報告を受けて制定された命令により、通知および事前の許可

を与え、またはフランスにおける対内投資の設立および清算を管理する。
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1996年2月14日付フランス法（フランス通貨金融法典第L.151-3条において成文化された。）に従い、欧州

連合（以下「EU」という。）の非居住者が、フランス企業の支配的持分を取得する際、事前の許可を得る必要

はない。ただし、2005年12月30日付指令番号2005-1739（2005年12月31日付官報）およびその修正（2006年1

月4日付官報）に規定された慎重を要する一部の業界および戦略分野については、この限りではない（下記

参照）。

当行に対する対内投資は、2005年12月30日付指令番号2005-1739の範囲に該当しないため、事前の許可を得

る必要はなくなった。しかしながら、フランス通貨金融法典第R.151-1条および第R.152-5条において、フラン

スの非居住者またはフランス国外の法人格を有する法人組織は、とりわけ、フランスの非居住者である自然

人、またはフランス国外の法人格を有する法人組織が保有するフランス企業の資本金または議決権の割合が

33.33パーセントを超える投資に関し、フランス当局に対する届出（déclaration administrative）を行わ

なければならないことが規定されている。また、フランス企業の資本金または議決権を33.33パーセントを超

えて保有している外国企業が、EU域外の居住者および／またはEU域外の法人格を有する法人組織である場

合、支配的持分を移転する際にも届出が必要となる。フランス通貨金融法典第R.152-5条には、かかる届出義

務に関する8つの例外項目が規定されている。

フランス通貨金融法典第L.151-2条以降に規定される承認制度の実行ならびに慎重を要する業界および戦

略分野への対内投資に係る申請の目的において、「投資」という用語は、2005年12月30日付の指令（フラン

ス通貨金融法典第R.153-1条に定められている。）によれば、3つの種類の投資を指す。

(a) EU域内の法人またはEU域外の法人によるフランスに登記上の本店を有する企業における支配的持分の

買収

(b) EU域内の法人またはEU域外の法人によるフランスに登記上の本店を有する企業に係る「事業活動の拠

店」の直接買収または間接買収

(c) EU域外の法人がフランスに登記上の本店を有する企業の資本金もしくは議決権の直接保有または間接

保有を33.33パーセント超に増加させること

本指令に基づき、フランスと「管理支援協定」を締結している欧州経済地域の加盟国に居住する投資家に

よる投資は、以下のとおりEU域内の法人による投資と同一の制度に服することに留意すべきである。

すなわち、2005年12月30日付指令番号2005-1739（2005年12月31日付官報）およびその修正（2006年1月4

日付官報）（2009年3月4日付指令番号2009-254による修正を含む。）に従い、以下の投資については経済大

臣による事前の許可が必要である。

(ⅰ) フランス通貨金融法典第R.153-2条に定める一覧表に記載の11ヶ所の特定地域におけるEU域外の法

人（すなわちEU域外の居住者であるフランスの自然人を含むEU域外の居住者である自然人およびEU

域外に設立された法人）による（上記(a)、(b)および(c)の意味における）投資

(ⅱ) EU域内の法人（すなわちEU域内の居住者であるフランスの自然人を含むEU域内の居住者である自然

人およびEU域内の国に設立された法人）による投資

(a) フランス通貨金融法典第R.153-2条第8号から第11号に定める一覧表に記載の4ヶ所の特定地域にお

ける、フランス通貨金融法典第R.153-3条第1号および第2号（上記(a)および(b)）の意味における

投資

(b) フランス通貨金融法典第R.153-5条に定める一覧表に記載の7ヶ所の特定地域における、フランス通

貨金融法典第R.153-3条第2号（上記(b)）の意味における投資

上記指令は、外国投資家に対し、この制度の範囲に該当するか否かについて経済大臣からコンフォート・

レターを請求する権利を付与している。同大臣は、かかる請求に2ヶ月以内に応じなければならないが、同大

臣の回答がないことは、投資家による必要な承認要請書の提出を免除するものではないと解釈されている

（フランス通貨金融法典第R.153-7条）。

(2) 外国為替管理

現行のフランスの為替管理規則の下では、当行が非居住者に対して送金できる現金支払額に関する制限は
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ない。

2009年7月15日付フランス指令番号2009-866および2013年1月28日付フランス法番号2013-100により修正

された現行の規則（フランス通貨金融法典第L.152-1条を含む。）に従い、自然人によるフランスから他のEU

域内の国へまたは他のEU域内の国からフランスへの金銭の支払または有価証券の譲渡（フランス通貨金融

法典第L.518-1条（2010年4月27日付フランス指令番号2010-420による修正を含む。）に記載の公認金融機関

または決済機関、組織もしくはサービスが取り扱ったものを除く。）については、当該指令に定める条件に基

づきフランス当局に対して届出を行わなければならない。ただし、送金される金額が10,000ユーロより低い

場合を除く。

2005年10月26日付欧州規則第1889/2005号は、自然人によるEU域内の国から外国に対する送金または外国

からEU域内の国に対する送金に関し、10,000ユーロを超える額の金銭の支払または有価証券の譲渡がなされ

る場合にも、届出が必要であることを定めている。

３ 【課税上の取扱い】

(1) EU貯蓄課税指令

利払いの形式による貯蓄収益に対する課税に関する理事会指令第2003/48/EC号（以下「貯蓄課税指令」と

いう。）に従い、各EU加盟国は、その管轄内で設立された支払代理人により、他の加盟国内に居住する個人もし

くはそこで設立された一定の限られた種類の事業体に対して支払われた（またはかかる個人もしくは事業体

のためにかかる支払代理人により保証された）、貯蓄課税指令の範囲内における利払い（利息、プレミアムお

よびその他の類似収益を含む。）の詳細等を、かかる他の加盟国の税務当局に提供しなければならない。

しかしながら、移行期間の間、一定の加盟国（ルクセンブルクおよびオーストリア）は、上記の代わりに支

払利息に関する源泉徴収システムを適用することになる（ただし、別途選択した期間の間を除く。）。支払利

息の受益権保有者は、一定の条件を満たす場合、税金の源泉徴収を行わないよう要求し、代わりに情報交換手

続を選択することができる。源泉徴収率は35％である。移行期間は、一定の非EU加盟国による利息およびその

他の類似する収益に関する情報交換手続を行うための契約の締結後の最初の事業年度の終了時に満了する。

現在のルクセンブルク政府は、2015年1月1日から、源泉徴収システムのうち情報の自動交換を選択する意図を

発表している。

多数の第三の国々および領土は、貯蓄課税指令と類似の措置を採用している。

EU委員会は、貯蓄課税指令の一部改定を提案している。かかる改定が実施された場合、上記の要件の範囲が

変更または拡大される可能性がある。投資家は、貯蓄課税指令が改定された場合、それが自身の投資に与える

影響について情報収集し、適当な場合は助言を求めるべきである。

(2) フランスの租税制度

以下の記載は、(ⅰ) フランスの税務上、フランスの非居住者であり、(ⅱ)恒久的施設または固定的拠点とし

てフランスで行われている事業または職業に関連して本社債を保有しておらず、かつ(ⅲ)当行の株式を同時

に保有していない本社債の所持人に関連し得る、一定の源泉徴収税の効果についての基礎的概要である。本概

要は、現在有効でありかつフランスの税務当局が適用するフランスの税法および規則に基づいており、いずれ

も今後変更または異なる解釈がなされることがある。本概要は、一般的な情報のみを目的としており、特定の

保有者の特殊な状況に照らして関連し得るフランスの税務上のすべての考慮事項に言及するものではない。

自身の税務上の状況について疑義のある者は、専門の税務アドバイザーに相談すべきである。

フランス一般租税法典（Code général des impôts）第242-3条に従い、貯蓄課税指令はフランスの法律

に組み込まれた。これにより、フランスを基盤とする支払代理人は、他の加盟国に居住する受益権保有者に対

して支払われた利息に関する一定の情報（とりわけ、受益権保有者の身元および住所ならびにかかる受益権

保有者に支払われる様々な種類の利息の詳細なリスト）をフランスの税務当局に報告する義務が課される。

フランス一般租税法典第125AⅢ条に基づき、利息および本社債に関して発行者に生じたその他の収益の支

払は、当該支払がフランス一般租税法典第238-0A条の意義の範囲に含まれるフランス国外の非協力的国家ま

たは非協力的地域（以下「非協力国」という。）においてなされる場合を除き、源泉課税の対象にはならな

い。当該本社債に基づく当該支払が非協力国においてなされた場合は、75％の源泉課税が適用される（ただ

し、一定の例外（その一部は下記に記載する。）および適用ある二重課税条約のより有利な規定に従う。）。
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75％の源泉課税は、本社債の所持人の納税地に関係なく適用される。非協力国の一覧は政府の行政命令により

公開され、毎年更新される。

さらに、フランス一般租税法典第238A条に従い、利息およびその他の収益は、それが非協力国において居住

し、もしくは設立された者に対して支払われ、もしくは発生した場合、または当該非協力国に所在する金融機

関に開設された銀行口座に支払われた場合は、発行者の課税所得から控除することはできない。一定の条件の

下では、控除できない利息およびその他の収益はフランス一般租税法典第109条以下に従って、みなし配当と

位置付けられることがある。その場合、かかる控除できない利息およびその他の収益は、適用ある二重課税条

約のより有利な規定に従い、30％または75％の税率で、同法典第119の2条に規定する源泉課税の対象となるこ

とがある。

上記にかかわらず、フランス一般租税法典第125AⅢ条に規定する75％の源泉課税、利息およびその他の収益

の課税所得控除の不適用ならびにかかる課税所得控除の不適用の結果課される可能性のある第119の2条に規

定する源泉課税のいずれも、該当する利息または収益が真正な取引に関連するものであり、異常なまたは過大

な金額でない限り、社債の発行の主たる目的および趣旨が非協力国における利息またはその他の収益の支払

を許容するものでないことを発行者が証明することができる場合は、社債の特定の発行に関して適用されな

い旨規定している（以下本項において「本免除」という。）。

また、2012年9月12日付のフランスの租税に関する行政指導指針（Bulletin Officiel des Finances

Publiques-Impôts BOI-INT-DG-20-50-20120912）の規定に従って、以下のいずれかに該当する場合は、発行

者が社債の発行の主たる目的および趣旨を立証する証拠を提出しなくても、社債の発行には本免除が適用さ

れる。

（ⅰ）社債がフランス通貨金融法典（Code monétaire et financier）第L.411-1条の意義の範囲内にお

ける公募により、または非協力国以外の国家における同等の募集に従って募集される場合。ここでいう「同

等の募集」とは、外国証券市場当局による、または外国証券市場当局への募集書類の届出または提出を必要

とする募集を意味する。

（ⅱ）社債が規制市場またはフランスもしくは外国の多国間証券取引システムでの取引を承認されている

場合。ただし、当該市場またはシステムは非協力国に所在せず、また、当該市場の運営は市場運営者もしくは

投資サービス提供者またはその他類似の外国事業体によりに行われているものとする。さらに、当該市場運

営者、投資サービス提供者または事業体は非協力国には所在しないものとする。

（ⅲ）社債が、発行時に、フランス通貨金融法典（Code monétaire et financier）第L.561-2条の意義の

範囲内にある振替決済制度もしくは証券決済・引渡・支払制度の運営者の業務または1つもしくは複数の

類似の外国の振替機関もしくは運営者の業務に承認されている場合。ただし、当該振替機関または運営者は

非協力国には所在しないものとする。

本社債は公募に相当する募集方法により募集されるため、本社債に関して発行者によりまたは発行者に代

わり支払われる利息またはその他の収益は、フランス一般租税法典第125AⅢ条に規定される源泉課税の対象

にならない。

(3) 日本の租税制度

日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本社債の利息および本社債の償還により支払いを受ける

金額が本社債の発行価額を超える場合の差額（以下「発行差益」という。）は、日本国の租税に関する現行法

令の定めるところにより一般的に課税対象となる。本社債の譲渡により生ずる所得については、譲渡人が法人

である場合は益金となるが、個人である場合には一定の場合を除いて日本国の租税は課されない。上記にかか

わらず、日本国の居住者が2016年1月1日以降に支払いを受ける本社債の利息、2016年1月1日以降に生ずる発行

差益および2016年1月1日以降の本社債の譲渡により生ずる所得は、申告分離課税の対象となる。

日本国の非居住者および日本国内に恒久的施設を有しない外国法人が支払いを受ける本社債の利息および

発行差益には、原則として日本国の租税は課されない。日本国の非居住者および外国法人が本社債を日本国内

において譲渡したことにより生ずる所得については、譲渡人が日本国内に恒久的施設を有する外国法人であ

る場合を除いて、原則として日本国の租税は課されない。ただし、かかる日本国の非居住者または外国法人の

納税義務は、適用される租税条約の規定により、さらに限定されまたは免除されることがある。

４ 【法律意見】

当行のフランスにおける法律顧問であるクリアリー・ゴットリーブ・スティーン・アンド・ハミルトン
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LLPより、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。

(ⅰ) 当行は、フランス共和国法に基づき、公開会社として有効に存在しており、有価証券届出書に記載されて

いる事業を行い、財産を所有し、運用する完全な権限を有している。

(ⅱ) 当行は、関東財務局長に有価証券届出書を提出する権限を有している。

(ⅲ) 有価証券届出書に記載されている本公募は、必要とされる当行のすべての会社手続により適法に授権さ

れており、フランス共和国法または公表されている規則に違反し、または抵触しない。

(ⅳ)本有価証券届出書の「第1―1　会社制度等の概要」、「第1―2　外国為替管理制度」および「第1―3　課税

上の取扱い―(2)　フランスの租税制度」に記載されているフランス共和国の法律に関する記述は、当該記

載が各箇所で説明されるフランス共和国の法令の特定の規定を要約した記載である限りにおいて、すべて

の重要な点において真実かつ正確である。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　以下の表には、表示期間／日における当行の事業運営に関する主要な指標の一定の推移が記載されている。

　クレディ・アグリコル・エス・エーの2012年12月31日現在および2012年12月31日に終了した事業年度に係る

連結財務書類には、特定の複合デリバティブの評価に関する誤りが含まれている。かかる誤りを訂正すると、ク

レディ・アグリコル・エス・エーの2012年度における連結の収益、営業総利益および当期純損失－当行グルー

プの持分は、それぞれ、当初公表された16,315百万ユーロ、4,278百万ユーロおよびマイナス6,471百万ユーロに

対して、16,440百万ユーロ、4,403百万ユーロおよびマイナス6,389百万ユーロとなった。クレディ・アグリコル

・エス・エーの株主持分－当行グループの持分は、当初公表された39,727百万ユーロに対して、39,557百万

ユーロとなった。本書に記載された2012年度の財務情報は修正再表示されていない。

(1) 最近3連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

利益の推移

要約損益計算書

（百万ユーロ）
2010年

2011年

（プロフォーマ)
(1) 2012年

(1)

収益 20,129 19,385 16,315

営業総利益 6,942 6,992 4,278

当期純利益（損失） 1,752 (1,198) (6,513)

当期純利益（損失）－当行グループの持分 1,263 (1,470) (6,471)

(注1)　非継続事業または売却目的保有事業（エンポリキ、シュヴルー、CLSA）に関連する修正再表示

事業活動

（十億ユーロ）

2010年

12月31日

2011年

12月31日

2012年

12月31日

総資産 1,593.5 1,723.6 1,842.4

貸出金総額 499.6 521.0 460.9
(2)

顧客預金 671.7 674.0 634.0
(2)

運用資産(資産運用、保険およびプライベート・バ

ンキングにおけるもの)
(1)

854.6 808.5 865.4

(注1)　二重計算を除く。2009年12月31日以降は、運用資産はアムンディの連結範囲に関するものである。

(注2)　非継続事業または売却目的保有事業（エンポリキ、シュヴルー、CLSA）を除く。

事業部門別利益

当期純利益（損失）－当行グループの持分への寄与

（百万ユーロ）
2010年

2011年

（プロフォーマ)
(1)

2012年

地域金庫 957 1,008 824

LCL 671 675 663

国際リテール・バンキング (928) (2,458) (4,880)

専門金融サービス 536 91 (1,613)

貯蓄管理 1,509 951 1,720

法人営業および投資銀行業務 975 (147) (880)

コーポレート・センター (2,457) (1,590) (2,305)

(注1)　非継続事業または売却目的保有事業（エンポリキ、シュヴルー、CLSA）に関連する修正再表示

(2) 最近3会計年度に係る提出会社の主要な経営指標等の推移

3年間の要約財務情報
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2010年 2011年 2012年

期末現在の株主持分(ユーロ) 7,204,980,8737,494,061,6117,494,061,611

発行済株式数 2,401,660,2912,498,020,5372,498,020,537

業務純利益および当期純利益(百万ユーロ)

総収益 16,436 17,854 21,646

税金、従業員利益分配、減価償却、償却および引当金

費用控除前利益
312 1,171 692

従業員利益分配制度 1 1 2

法人所得税 (1,136) (1,201) (767)

税金、従業員利益分配、減価償却、償却および引当金

費用控除後利益
(552) (3,656) (4,235)

株主総会日現在の配当可能利益 1,081

1株当たり利益(ユーロ)

税金および従業員利益分配控除後、原価償却、償却お

よび引当金費用控除前利益
0.600 0.949 0.583

(1)

税金、従業員利益分配、減価償却、償却および引当金

費用控除後利益（損失）
(0.230) (1.464) (1.695)

(1)

1株当たり配当 0.45 － －

従業員

平均従業員数
(2) 3,316 3,295 2,757

当期の給与合計(百万ユーロ) 243 239 203

当期中に支払われた給付費用(費用および社会保障

給付)(百万ユーロ)
162 117 106

(注1)　2013年5月23日の株主総会の時点で発行済みであった株式数、すなわち2,498,020,537株に基づき計算されている。

(注2)　本部職員を指す。

２ 【沿革】

1885年ポリニー（ジュラ）に最初の地方金庫が設立される。

1894年法律により、最初のソシエテ・ドゥ・クレディ・アグリコル（後にケス・ロカール・ドゥ・

クレディ・アグリコル・ミューチュエル（クレディ・アグリコル・ミューチュエルの地方

金庫）と呼ばれる。）の設立が認められる。

1899年法律により、地方金庫がクレディ・アグリコル地域金庫の系列とされる。

1920年オフィス・ナショナル・デュ・クレディ・アグリコルが設立され、1926年にケス・ナショナ

ル・ドゥ・クレディ・アグリコル（以下「CNCA」という。）となる。

1945年クレディ・アグリコル全国連合（以下「FNCA」という。）が設立される。

1986年当行グループの生命保険会社であるプレディカが設立される。

1988年法律によりCNCAは再編される。CNCAは株式会社となり、その後、フランス政府から地域金庫お

よび当行グループの従業員に売却される。

1990年クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの損害保険子会社であるパシフィカが設立

される。

1996年インドスエズ銀行を買収する。

1999年ソフィンコを買収し、クレディ・リヨネ銀行に対する最初の出資を行う。

2001年CNCAがクレディ・アグリコル・エス・エーとして再法人化され、2001年12月14日に証券取引

所への上場を行う。

2003年フィナレフおよびクレディ・リヨネ銀行を買収する。

2006年ギリシャのエンポリキ・バンクを買収し、イタリアのカリパルマ、フリューラドリアおよび

バンカ・インテーザの202の支店の買収を発表し、国際リテール・バンキングは著しい発展

を遂げる。

2007年LCL競争力強化プラン（2005年以降のクレディ・リヨネ銀行の新ブランド）が発表される。

カリパルマ・フリューラドリアおよびエンポリキ発展プランが発表される。

2008年法人営業および投資銀行業務の戦略的な業務再編および発展プランが発表される。
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2009年エンポリキ・バンクの業務再編および発展プランが発表される。

クレディ・アグリコル・アセット・マネジメントおよびソシエテ・ジェネラル・アセット

・マネジメントの合併により、欧州の資産運用におけるリーダーであるアムンディが設立さ

れる。

2010年ソフィンコおよびフィナレフの合併により、消費者金融においてフランスおよび欧州におけ

る新たなリーダーとなるクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスが設立さ

れる。

クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ユーロファクターが再編され、クレディ・ア

グリコル・リーシング・アンド・ファクタリングとなる。

エンポリキの2009年度－2013年度の業務再編および発展プランが更新される。

2011年インテーザ・サンパオロ・エスピーエーから172支店を買収し、イタリアにおける拡大戦略

が継続される。

当行グループを総合リテール・バンキングのベンチマークとすることを目標に作成された

戦略的プラン「2014年度コミットメント（Engagement 2014）」が発表される。

クレディ・アグリコル・グループの適応プランが発表される。

2012年エンポリキのアルファ・バンクへの売却が合意される。

CLSAおよびシュヴルーのブローカーの売却が合意される。

クレディ・アグリコル・グループの適応プランが成功する。

上記のほか、「第1　本国における法制等の概要―1　会社制度等の概要―(1) 提出会社の属する国・州等におけ

る会社制度」を参照。

３ 【事業の内容】

　クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランスで最大の銀行グループでありかつ株主資本の点において世界

最大級であるクレディ・アグリコル・グループを率いる銀行である。2012年12月31日現在、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーの連結資産合計額は1,842.5十億ユーロ
*
、株主資本（少数株主持分を除く。）は39.6十億ユーロ

*

、顧客預金（買戻し条件付契約および保険勘定を除く。）は460.5十億ユーロ、運用資産は865十億ユーロである。

　以前はCNCAとして知られていたクレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス政府に代わり、ケス・レジオナ

ル（Caisses Régionales）ないし「地域金庫」と呼ばれる地方の相互金庫の集団に対する融資およびこれらの

監督を行うこと目的として、1920年に政令に基づいて設立された。1988年、フランス政府は、CNCAの持分の大部分

を地域金庫に移転し、CNCAを相互会社化によって民営化した。2001年、クレディ・アグリコル・エス・エーはユー

ロネクスト・パリに上場した。上場時に、クレディ・アグリコル・エス・エーは、コルシカ地域金庫を除くすべて

の地域金庫の持分の25％を取得した（クレディ・アグリコル・エス・エーは、2008年にコルシカ地域金庫の持分

の100％を取得した。）。2012年12月31日現在、コルシカ地域金庫（クレディ・アグリコル・エス・エーにより完

全所有されている。）を含む39の地域金庫が存在し、クレディ・アグリコル・エス・エーは38の各地域金庫につ

いてその持分の約25％を所有していた。

　クレディ・アグリコル・エス・エーは、クレディ・アグリコル・グループのトップの銀行として、またクレディ

・アグリコル・ネットワークの中核として行為をし、販売戦略およびマーケティング戦略の調整、クレディ・ア

グリコル・ネットワーク（地域金庫、それらの子会社およびクレディ・アグリコル・CIBが含まれる。）内の各事

業体の流動性およびソルベンシーの確保、ならびに専門子会社を通じた、主に地域金庫およびLCL（旧クレディ・

リヨネ）により販売される金融商品の設計および管理を行う。同時に、地域金庫はクレディ・アグリコル・エス

・エーが第三者に対して負う債務を補償する連帯一般保証を与えている。これらの相互支援メカニズムにより、

クレディ・アグリコル・エス・エーの債権者が負うリスクの水準と地域金庫の債権者が負うリスクの水準は同

一になっている。その結果、格付されている地域金庫とクレディ・アグリコル・エス・エーの信用格付は同一で

ある。地域金庫が与えている保証メカニズムの詳細については、「第3　事業の状況―5　経営上の重要な契約等」

を参照。

　クレディ・アグリコル・エス・エーは、2つのフランス国内のリテール・バンキング・ネットワークを展開して

いる。1つ目は地域金庫により構成され、このうち38金庫はクレディ・アグリコル・エス・エーが（持分法の適用

および無議決権株式を通じて）持分の約25％を所有し、1金庫は完全連結されたコルシカ地域金庫である。2つ目

は、完全連結されているLCLのリテール・バンキング・ネットワークにより構成される。これらの2つのネット

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

  63/1332



ワークは、リテール・バンキング・サービスに加え、生命保険、損害保険、資産運用、消費者金融、リース、決済およ

びファクタリングのサービスを行うクレディ・アグリコル・エス・エーの全部連結子会社により供給される商

品を提供する。

　クレディ・アグリコル・エス・エーの専門金融サービス部門には、消費者金融ならびにファクタリングおよび

リース・ファイナンスの形態による法人向け専門融資が含まれる。クレディ・アグリコル・エス・エー・グルー

プの法人営業および投資銀行業務のセグメントでは、ファイナンス業務ならびにキャピタル・マーケッツおよび

投資銀行業務の両方を行う。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、資産運用、保険およびプライベー

ト・バンキングの各部門（クレディ・アグリコル・エス・エーが73.6％（クレディ・アグリコル・グループだ

と75％）を、またソシエテ・ジェネラルが25％を所有する資産運用会社であるアムンディを含む。）を通して、フ

ランスにおける主導的なミューチュアル・ファンド・マネージャーかつ保険業者であり、すべての主要な欧州の

金融センター、アジア、中東および南米においてプライベート・バンキングのサービスを提供している。クレディ

・アグリコル・エス・エー・グループの国際リテール・バンキング部門は、欧州および地中海沿岸地域（特にイ

タリア、セルビア、ウクライナ、ポーランド、モロッコおよびエジプト）における買収を通じた国際的な発展を反

映している。

*
　訂正済み。「第６　経理の状況」を参照。

規制資本比率

　2012年12月31日現在のクレディ・アグリコル・グループの連結国際ソルベンシー比率（バーゼル2.5基準に基

づく。フロアなし。）は、Tier 1比率12.9％およびコアTier 1比率11.4％を含む、14.0％であった。同日におけるク

レディ・アグリコル・エス・エーの連結国際ソルベンシー比率は、Tier 1比率11.7％およびコアTier 1比率

9.2％を含む、13.2％であった。

クレディ・アグリコル・グループおよびクレディ・アグリコル・エス・エーの組織
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(注1)　地方金庫は地域金庫の資本金の約75％および議決権割合の100％を保有している。地域金庫の資本金の残りの約

25％はクレディ・アグリコル・エス・エーが保有している。

(注2)　クレディ・アグリコル全国連合（FNCA)は、地域金庫のための協議機関および代表機関として機能し、また、地域金

庫の会議を開催する。

(注3)　コルシカ地域金庫を除く。各地域金庫について保有する正確な持分比率は、「第6　経理の状況―1　財務書類―(1)

2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A. 連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注

記」の注記12に記載されている。

(注4)　2013年2月1日に売却されたエンポリキならびに売却目的で保有されるCLSAおよびCAシュヴルーを除く。

クレディ・アグリコル・エス・エーの事業部門

6つの事業部門

＜フランス国内リテール・バンキング－クレディ・アグリコル地域金庫
(1)
＞

持分法適用会社の当期純利益の持分
(1)
：0.8十億ユーロ

個人顧客、農家、小規模企業、中小企業および地方自治体向けの地域密着型銀行サービス。
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クレディ・アグリコル地域金庫は、様々な銀行および金融商品ならびにサービスを提供している。具体的に

は、貯蓄商品（短期金融商品、債券、有価証券）、生命保険投資商品、融資（すなわち住宅ローンおよび消費者金

融、企業、小規模企業および農家向け貸出し）、決済手段、個人向けサービス、銀行関連サービス、および資産管理

等である。また地域金庫は、非常に広範囲にわたる損害保険ならびに死亡および身体障害保険商品を販売してい

る。

■　個人顧客21百万人

■　7,013支店および6,667店舗内カウンター

■　以下の分野の市場シェアで首位（出典：フランス銀行、2012年9月）

■　個人預金高：23.4％

■　個人信用供与：20.6％

■　農家向け融資：78.5％（出典：RICA、2010年）

浸透率：

個人顧客：28.8％（出典：オペルバック（Operbac）、2012年）

農家：88％（出典：アデクアシオン 、2011年）

小規模企業：33％（出典：ペピートCSA、2011年）

中小企業：34％（出典:TNSソフル、2011年）

組合：24％（出典：CSA、2012年－金融および保険に関する組合の動向を監視する機関）

(注1)　クレディ・アグリコル・エス・エーは、持分法によって地域金庫（コルシカ地域金庫を除く。）の会計報告を行ってい

る（約25％）。

＜フランス国内リテール・バンキング－LCL＞

収益：3.9十億ユーロ

LCLは、都市部において確固たる地位を確立したフランス国内リテール・バンキング・ネットワークである。

個人顧客向けリテール・バンキング、小規模企業向けリテール・バンキング、プライベート・バンキングおよび

企業金融の4つの事業部門に分類される。すべての市場にまたがるフロー銀行部門もある。

LCLは、あらゆる銀行、資産運用、保険商品およびサービス、ならびに資産管理サービスを提供する。これらの

サービスは、法人顧客またはプライベート・バンキング専門の窓口を有する支店ネットワーク、ウェブサイト

（個人顧客、法人顧客および小規模企業専用）ならびに電話等、様々な手段によって販売される。

■　個人顧客6百万人、小規模企業325,000社、企業27,300社

■　以下のものを含む2,077の販売拠点

■　企業および機関投資家専門の88店舗

■　プライベート・バンキング専門の70店舗および窓口

■　資産管理の3店舗（パリ、リヨンおよびボルドー）

＜国際リテール・バンキング＞

収益：2.5十億ユーロ

クレディ・アグリコル・エス・エーは、主として欧州、およびクレディ・アグリコル・エス・エーがもともと

所在していた地中海沿岸地域の国々において、引き続き総合リテール・バンキングを国際的に展開している。ク

レディ・アグリコル・グループは、イタリアに942の販売拠点、1.7百万人を超える顧客を有しており、イタリアの

最も裕福な地域を中心に、確固たる地位を築いている（グルッポ・カリパルマ・クレディ・アグリコル）。

中欧および東欧において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、ポーランド、ウクライナ、セルビア、アルバ

ニア、ブルガリアおよびルーマニアにおいて、クレディ・アグリコル・ブランドで取引を行っている。

ウクライナにおいては、クレディ・アグリコル・バンク・PJSCとクレディ・アグリコル・CIB・ウクライナと
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の合併が、2012年11月19日付で完了し、現在はすべての顧客セグメントにサービスを提供できるようになった。

ポーランドにおいては、総合リテール・バンキングの展開が順調に進んでいる。2012年度には中規模企業向け

業務を開始し、発表済みのクレディ・アグリコル・バンク・ポルスカとクレディ・アグリコル・CIB・ポーラン

ドとの合併、ならびに農業および食品加工市場への拡大も行う。

ギリシャにおいては、2012年度、当行グループが最も満足できるような撤退法を模索した。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、地中海沿岸地域においても、クレディ・デュ・マロックの持分77.4％

を保有しているモロッコ、およびクレディ・アグリコル・エジプトの持分60.4％を保有しているエジプトにおい

て、長い間業務を行っている。

またクレディ・アグリコル・エス・エーは、他の欧州企業についても持分を保有している。ポルトガルにおい

ては、総資産がポルトガル第3位の銀行、バンコ・エスピリト・サントの持分20.2％を直接保有しており、地域金

庫を通じては3行の持分を保有している（クレディ・アグリコル・ベルギー：22.1％、バスク地方のバンコア：

28.7％、クレディ・アグリコル・フィナンスモン・スイス：35.9％）。

＜専門金融サービス＞

収益：3.4十億ユーロ

コンシューマー・ファイナンス：クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、23ヶ国（欧州

の20ヶ国ならびにサウジアラビア、モロッコおよび中国）において業務を行う、消費者金融の大手である。クレ

ディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、直接販売、リテール販路（自動車、住宅設備および住宅リ

フォーム等）、電子商取引、パートナーシップおよびブローカレッジ業務等、すべての販売経路において重要な地

位を有している。

またクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、ドイツにおける機関および個人顧客をター

ゲットにした貯蓄商品を開発中であり、債務者保険、携帯および技術商品の保険ならびに死亡および身体障害保

険の販売にシフトしている。

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、総額73.2十億ユーロの消費者金融残高を運用し

ている。

クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリングは、リース・ファイナンスおよびファクタリ

ングの革新的商品を開発し、企業、小規模企業、農家および公共部門を支援している。

2012年度末現在の運用残高は23.2十億ユーロであった。

リース・ファイナンス：

■　フランス：不動産および設備リース・ファイナンスにおいては第4位（出典：ASF、2013年3月）であり、持続

可能な開発および公共部門における主要な金融会社であった。

■　欧州：リース・ファイナンス第7位（出典：欧州リース協会連合、2012年6月）、ポーランドにおけるリース・

ファイナンス第1位（出典：ポーランド・リース協会、2012年）

リース・ファイナンス残高：18.6十億ユーロ

ファクタリング：

■　フランス：ファクタリング第1位（出典：ASF、2013年3月）

■　欧州：ファクタリング第5位（出典：当行）、ドイツにおいては第4位（出典:ドイツ・ファクタリング連盟、

2012 年6月）

売掛債権は56.3十億ユーロであった。

＜貯蓄管理＞

収益：5.2十億ユーロ
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資産運用：アムンディ・グループが行う資産運用事業には、リテール、法人および機関投資家向けの投資信託

の運用、ならびに法人および機関投資家向けの裁量権付委託サービスが含まれる。

アムンディの運用資産は727.4十億ユーロで、欧州第2位、世界第9位の資産運用会社である。

保険：保険事業は、主としてクレディ・アグリコル・アシュランス・グループが行っている。2011年度末現

在、フランスにおいて個人保険は第2位、損害保険は第7位（出典：アルギュス・ドゥ・ラスュランス、2012年12月

14日）であるクレディ・アグリコル・アシュランスは、個人保険、損害保険および債務返済保険といった、国内外

の顧客のあらゆるニーズをカバーしている。国内事業は、地域金庫およびLCLに依存している。国外においては、提

携銀行および金融機関ネットワークを通じて、商品を販売している。現在、15ヶ国において保険事業が行われてい

る。

2012年度、クレディ・アグリコル・アシュランス・グループの保険料収入は、23.2十億ユーロであった。

プライベート・バンキング：クレディ・アグリコル・グループは、プライベート・バンキングの大手である。

国内においては、主として以下の3つのブランドで営業する、富裕層向けサービスの大手である。

■　クレディ・アグリコル・バンク・プリヴェ：地域金庫が富裕顧客向けに導入したブランド

■　インドスエズ・プライベート・バンキング（クレディ・アグリコル・プライベート・バンキングが保

有。）：富裕セグメントおよびプライベート・マネジメント（CAインドスエズ・ジェスティオン）に特化

し、地域金庫と緊密に協力し、顧客とも直接取引する子会社

■　LCLバンク・プリヴェ：LCLネットワークにおいて統合された専門資産運用部門

国外においては、当行グループは、とりわけスイス、ルクセンブルク、モナコおよび急成長市場（アジア、南ア

メリカおよび中東）において営業しており、この部門の大手である。

運用資産は132.3十億ユーロ
(1)
であった。

(注1)　LCLバンク・プリヴェの資産（38.3十億ユーロ）を含み、地域金庫および国際リテール・バンキング事業部門のプライ

ベート・バンキング業務が保有する資産は含まない。

＜法人営業および投資銀行業務＞

収益：3.2十億ユーロ

クレディ・アグリコル・CIBは、顧客に対して、キャピタル・マーケッツ事業、投資銀行事業および商業銀行事

業における商品およびサービスを提供している。クレディ・アグリコル・CIBの業務は、以下の5つの事業部門に

分類される。

企業および国際ネットワークの商業監督は、フランス国内外の大企業、地域企業およびフランス国内の地方自

治体の商業監督を行う。また、国際商業の業務および金融ニーズにも応えている。

投資銀行は、主として、大企業の企業金融ニーズに関する助言を行っており、その内容はM&A、エクイティ・

キャピタル・マーケッツ、ストラテジック・エクイティおよびストラクチャード・フィナンシャル・ソリュー

ションズ事業分野に関する助言、ならびに電気通信のストラクチャード・ファイナンスを含む部門専門チーム等

である。

債務の最適化および販売は、企業および金融機関に対して中長期シンジケートローンおよび相対ローンのオ

リジネーション、ストラクチャリングならびにアレンジを行う。また、シンジケートローンの引受けならびに募集

および売出しも行う。

企業金融は、大規模な輸出および投資業務（航空および鉄道、海運、不動産およびホテル産業等、資産を担保と

していることが多い。）ならびに複合およびストラクチャード・ローンのオリジネーション、ストラクチャリン

グおよびファイナンシングを行う。

キャピタル・マーケッツ事業は、企業、金融機関および大口発行者向けの金利および為替市場商品の取引およ

び販売における、すべての営業活動を行う。また、金融機関の商業監督も行う。すべての商品構成は、専門の調査業

務に依拠している。
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フランス国内リテール・バンキング－クレディ・アグリコル地域金庫

＜事業および組織＞

クレディ・アグリコル地域金庫は、フランスのリテール・バンキング市場のほとんどすべての分野において

主導的地位を有する協同事業体および本格的銀行である。個人顧客（出典：オペルバック、2012年）、小規模企業

（出典：CSA、2011年）および農家向け（出典：アデクアシオン、2011年）は第1位、中小企業向け（出典：TNSソ

フル、2011年）および公共部門向け（出典：CSA、2012年）は第2位である。

地域金庫は個人の銀行預金市場の23.4％を占め、個人顧客は21百万人に達した（出典：フランス銀行、2012年

9月）。

7,013の支店ネットワーク、および小規模小売店には6,667の店舗内カウンターを有し、クレディ・アグリコル

・グループの顧客に対して基本的な銀行サービスを提供している。また、顧客に対して様々な遠隔銀行サービス

（双方向音声応答、インターネット、携帯電話）も提供している。

地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社と緊密に協力して、様々な金融商品および

サービスを提供し、商品およびサービスの幅を常に広げている。

販売する商品およびサービスは、預金、貯蓄ならびに株式・債券投資および投資信託が含まれている。また地

域金庫は、消費者、中小企業および小規模企業向けの住宅ローンおよび消費者金融等の貸出し、ならびに決済手段

および保険商品（損害保険、生命、死亡および身体障害、退職）の販売も行っている。

クレディ・アグリコル・グループは、88％の農家（出典：アデクアシオン、2011年）が利用する小規模な事業

向け銀行であり、フランスの農業部門において78.5％の市場シェアを有する金融会社のトップである（出典：

RICA、2010年）。投資においては、オンバランスシートの顧客資産および有価証券の浸透率は、70％を超えた（出

典：アデクアシオン、2011年）。

また、クレディ・アグリコル・グループは、小規模企業市場においても、3社中1社超の小規模企業が地域金庫

の顧客であり（出典：CSAペピート、2011年）、首位を占めている。地域金庫は、非常に小さな企業（VSB）に対す

る資金提供者としては、22.6％の市場シェア（出典：フランス銀行、2012年6月）を有する最大手である。電子決

済においても同様に、小規模小売店の22.2％が、フロー管理を地域金庫に委託している（出典：2011年小規模小

売店調査）。顧客の期待および関心事に最大限応えるため、常に3,000人を超えるビジネス・アドバイザーが、ビ

ジネス・テクニックおよび知識の訓練を受けている。

中小企業については、720人の顧客担当者が、事業関係の主力として地域金庫の90,000の顧客に対応している。

これらの担当者は、商業銀行事業から法人向け銀行事業まで、国内銀行業務から国際銀行業務まで、ならびに経営

者の金融工学および資産運用等、クレディ・アグリコル・グループのあらゆる商品、サービスおよび知識を顧客

に提供する。フランスの中小企業の3分の1超が、地域金庫の顧客である（出典：TNSソフル、2011年）。

最後に、地域金庫は、地方自治体、より広範には地方公共部門および社会経済のサポートに努めている。地域金

庫は、200前後の専門ビジネス・マネージャーを通じて、地方自治体だけでなく社会住宅団体および組合に対して

も、銀行サービス（貸出、貯蓄、フロー管理および保険）を提供している。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、すべての地域金庫について資本金の25％程度を保有している（100％

保有しているコルシカ地域金庫を除く。）。

＜2012年度の出来事＞

地域金庫の市場浸透率は歴史的な高さであり、金融市場シェアは貸出金が17.5％、貯蓄が15.5％と、国内トッ

プの貸出額および預金獲得額となった（出典：当行の財務コミュニケーション、2012年9月）。

個人顧客市場においては、地域金庫は、顧客が必要に応じて選んだ基本サービスおよびモジュールを中核とす

る、日常銀行サービスのモジュール提供「コント・ア・コンポゼ（Compte á composer）」の展開を継続した。
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「コント・ア・コンポゼ」は、透明性およびモジュール性を重視するクレディ・アグリコル・グループの姿勢だ

けでなく、強みであるイノベーション能力も表している。この点から2012年度は、個人または組合のプロジェクト

の実現を募金によって促進するオンライン貯金箱「ペリカム」、相互預金口座における貯蓄から生まれ、地域金

庫の担当区域における組合の支援を目的とした「トゥケッツ」「社会統一マネー」、ならびにクレディ・アグリ

コル・グループが顧客と共同でウェブおよびモバイル・バンキング・アプリケーションを制作できるようにす

るデジタル会社の協同組合、CAストアを導入した。CAストアは、顧客関係賞を受賞し、現在は約15のアプリケー

ションを有している。貯蓄においては、とりわけ定期預金が大幅に増加し、規制通帳口座に対するインフローに勢

いがあったことで、クレディ・アグリコル・グループは首位を維持した。現在は7百万人の顧客が通帳式貯蓄口座

（Livret A）を有しており、貯蓄総額は30十億ユーロを超える。住宅金融市場においては、クレディ・アグリコル

・グループは、2012年9月末現在22.3％の市場シェアを有して市場トップである（出典：フランス銀行）。市場

トップが揺るぎないことを示すもう一つの証拠は、「無金利エコローン」である（2012年6月末現在の市場シェ

アは27％、出典：SGFGAS－Société de Gestion du Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la

propriété）。保険においては、2012年12月初旬から新規住宅商品を販売している。顧客の種類（所有者、賃借

人、非占有所有者、学生）に応じて最大担保範囲については2つの利点を有しており（あらゆる世代向けの商品を

新商品と交換する「統合」オプション）、とりわけ「初期」オプションについては魅力的な価格設定となってい

る。医療保険においては、2012年6月1日、介護を受ける人と行う人の両方を対象に、資金提供、専用情報ウェブサイ

トおよびサポート・サービスの3種類からなる新たな長期医療保険「自立へ向けて」を発売し、売れ行きは好調

である。

富裕顧客の間では、2012年度、地域金庫の商業市場シェアは16％に達し（出典： Baromètre Clientèle

Patrimoniale IPSOS）、地域金庫に150,000ユーロ超の金融資産を預け、または100,000ユーロ超のフローを有す

る富裕顧客は1百万世帯を超えるなど、主導的地位を強化した。地域金庫は、専門家チームを強化し、現在は2,900

人の従業員が、プライベート・バンキングのスペースまたは支店のネットワークで働いている。これに伴い、価値

観に近い位置付けであり、顧客およびその家族の希望を重視した、新たな通信区域を設けた。顧客関係の専門家を

育成するため、2012年度は、専門の研修コース「キュルクス・パトリモニアル（Curcus patrimonial）」を導入

した。

クレディ・アグリコル・グループは、フランスの農家の提携銀行としては、世界の浸透率が88％（出典：アデ

クアシオン、2011年）と引き続き圧倒的首位に立っている。地域金庫は、若い農業経営者の4人中3人に立ち上げ資

金を提供している。農業機器の融資における市場シェアはアジロールの68％を含む84％となった（出典：アデク

アシオン、2011年）。銀行金融に加えて、抵当および保証メカニズムを導入したことで、地域金庫は2012年度、新た

な養豚基準の実施支援に大きく関わった。純インフローとなったのは、主としてオンバランスシート顧客資産

（2011年12月比7.2％増）、5ヶ年株式貯蓄口座（CEA）の導入成功、および農家の業務を保護するために革新的

サービスを提供する一方で、地域金庫を利用してくれる農家に報いたためである。また地域金庫は、食品加工業界

においても、39％の市場シェア（出典：フランス銀行、2012年9月）を有する最大手である。この分野における目

標（食品加工を中核分野とすること）を達成するため、クレディ・アグリコル・グループは、国レベルでは食品

加工部門を設置し、地域ではその部門の専門知識を有するアドバイザリー・バンカーの役職を設置するなど、新

しい組織作りを行った。農業保険の浸透率は26.6％（内部資料）で、クレディ・アグリコル・グループの存在は

強化された。最後に、ウェブサイトpleinchamp.comには月平均2.5百万を超えるアクセスがあり、依然としてフラ

ンス国内のトップ農業情報サイトである。このウェブサイトは、地域金庫の農家顧客255,000人に対して、「メテ

オ・ロカール（Météo Locale）」を含む専門家サービスも提供している。

地域金庫は、およそ900,000社の顧客を有し、職業上のニーズおよび個人的ニーズ（個人銀行の浸透率が28％、

出典：ペピートCSA、2011年）に応える小規模企業の提携銀行として選ばれている。また地域金庫は、小規模企業

顧客の銀行保険会社として、18％の浸透率を有する最大手である（出典：ペピートCSA、2011年）。困難な環境で
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あったにもかかわらず、地域金庫は引き続き、地元の企業家に積極的な支援を行い、2012年度には110,000件を超

える貸出しを行った。「コント・ア・コンポゼ・プロ（Compte á composer Pro）」および「リブレ・エクセダ

ン・プロ（Livret Excédent Pro）」の導入により、地域金庫のイノベーション能力が改めて証明された。後者

は、単純、安全で利用可能な投資に対するニーズに応えることを目的としており、2012年1月の導入以来、大きな成

功となっている。また地域金庫は、顧客の発展をオンラインで支援したいとの思いから、地元サービスを探すウェ

ブの閲覧者を小規模企業に紹介するツール「スクエア・コネクション（Square Connexion）」を開発した。より

一般的には、2012年度は、クレディ・アグリコル・グループにとって、顧客との距離が近いことの価値および信頼

性を強化し、会計士のような地元の経済発展に貢献するプレーヤーとの関係を築く好機であった。

地域金庫の中小企業ネットワークは、2012年度も引き続き、顧客の成長計画の支援で多忙であった。中小企業

の業務および投資ニーズに対して中長期にわたって資金を提供するために導入した新しいローンは、7.3十億

ユーロとなった。また地域金庫は、地域の事業銀行構造を通じて、引き続き中小企業の成長を積極的に支援してい

る（運用残高は約400百万ユーロ）。貸借対照表上のインフローでは、定期預金残高が大幅に増加したことで、地

域金庫のサービスの反応性および質の高さが示された。支払フローおよび商品においては、単一ユーロ決済圏

（SEPA）の実施に関して、中小企業が規制の変化に適応するための支援を続けた。最後に、当行グループの専門事

業部門の支援を得て、地域金庫は、新たに公開の地域集会の開催を始め、約4,500人の起業家顧客が法務や税務の

問題を議論する場を提供した。

公共部門の市場においては、地域金庫は、引き続き顧客の投資計画を支援した。このため、地方自治体および組

合に対する貸出金残高は着実に増加し、2012年12月末現在、前年度比4.1％増の43十億ユーロ超となった。とりわ

け2012年度は、当行グループも地方自治体に向けた新たなサービスを開始した。これは、固定金利ローンに関する

もので、借換の80％をCAアシュランスに対する生命保険インフローから、20％を地域金庫の銀行資産から行うと

いうものであった。クレディ・アグリコル・グループは同時に、とりわけ規制ローン（プレ・ロカティフ・ソシ

アル（Prêt Locatif Social）（PLS）、プレ・ロカティフ・アンテルメディエール（Prêt Locatif Intermé

diaire）（PLI）およびプレ・ソシアル・ロカシオン・アクセシオン（Prêt Social Location Accession）

（PSLA））の販売、ならびに「Compte sur Livret Habitat Social」等、新たな専門投資商品の販売により、社会

住宅団体と平行してその存在を拡大した。構造的に流動性余剰資金を有する組合の市場において、クレディ・ア

グリコル・グループにおいては現在117,000件を超える通帳式貯蓄口座（Livret A）が開設されている。

最後に、2012年度は、地域金庫にとって、顧客関係に変化をもたらす好機であった。これまで以上に顧客を最大

の関心事とすることで、客観的な助言（ある商品ではなく別の商品を提案するためのインセンティブを持たな

い。）、顧客との関係および方針転換を促す場合の透明性（購入した商品の特徴および撤回条件の好み等をまと

めた簡単な参考書類として顧客メモを利用。）等、とりわけ具体的にコミットメントを示した。また地域金庫は、

基本方針として、顧客との関係における主要な時期（開始、関係の維持および発展）に、当行グループのプロジェ

クトの価値を反映した関係実務を実施することを決定した。このような実務を行う目的は、顧客の満足度を上げ、

従業員のやる気を引き出し、販売実績を向上させることである。

フランス国内リテール・バンキング－LCL

2005年8月以降、独自のブランド名で営業するLCLは、フランス国内で個人顧客、小規模企業および中小企業の

ためのリテール・バンキングを専門に行う唯一の国内ネットワーク銀行である。

＜事業および組織＞

LCLの業務は、戦略目標に沿い、特に会社全体を顧客サービスに動員することで顧客を最優先にした構造と

なっている。組織は4つの柱、すなわち個人顧客向けリテール・バンキング、小規模企業向けリテール・バンキン

グ、プライベート・バンキングおよび企業金融の4つの市場に分類される。支払事業は、4つの事業にわたって横断

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

  71/1332



的に機能する。

LCLは、6百万人の個人顧客に対して様々な革新的商品およびサービスを提供している。貯蓄、投資、信用、決済

手段の管理、保険および助言サービスに関するあらゆる業務を取り扱う。LCLは、フランス全国に2,077の直営店お

よび6,100を超えるATMのネットワークを有する。直営店では、大規模な自動化および改装計画が進行中である。

325,000社の小規模企業顧客－商人、小規模小売業者、専門家、農家および小規模企業は、全国の支店の約1,090

人の専門アドバイザーのネットワークからサービスを受けている。これらのアドバイザーは、唯一の窓口として、

顧客が日常業務をこなし、事業および個人的な課題を解決する手助けをする。

「LCLバンク・プリヴェ」は、70の特別受付オフィスにおいて、150,000人の顧客に世界的サービス（富裕層向

け銀行業務、日常銀行業務および融資）を提供している。専用の受付オフィスは、守秘義務が徹底された理想的な

環境であり、顧客は分析、相談および意思決定を落ち着いて快適に行うことができる。顧客の資産の整理および評

価を支援する存在として、LCLバンク・プリヴェのアドバイザーは、一般的な銀行取引も担当し、あらゆる融資取

引（不動産ローン、資産担保ローン、ストック・オプションの資金提供等）を取り扱う。

中小企業向けバンキングは、全国88の事業センターおよび中小企業向け支店ネットワーク、ならびにパリおよ

び地方におけるあらゆる専門知識（中小企業の買収および譲渡計画、市場活動、国際的売買ならびにフローに関

する企業金融）を活用し、27,300人の顧客のニーズに応えている。

ミッドキャップ・セグメントの主導者として、企業金融部門は、中小企業および大企業向けの市場における地

位、ならびに会社役員の資産運用計画を支援したいという希望を確認している。このため、2011年度第4四半期に

は企業金融部門に資産運用チームが加わり、株主マネージャー向けの包括的アプローチを一層強化した。

支払部門は独立した部門である。4つの市場に革新的かつ競争力のあるオファーを有し、あらゆる決済手段を

網羅し、顧客が「単一ユーロ決済圏」へ移行する際に積極的に支援している。また、とりわけペーパーレス化およ

び新技術によって、プロセスの自動化および合理化を推し進めている。LCLは、当行グループの支払システム子会

社、クレディ・アグリコル・カーズ＆ペイメンツ（旧セディカム）に割り当てられたグループ共通支払プラット

フォームの構築に、非常に積極的に関与している。この大規模な複数年プロジェクトは、クレディ・アグリコル・

グループの国内外のすべての事業が競争力の高い原価を実現できるよう、取引プロセスの産業化を進めることを

目的としている。

LCLは、商業支店ネットワークに加えて、電話およびインターネットを通じた総合的かつ体系的な遠隔銀行

サービスを提供している。電話サービスは、「LCLア・レクート（LCL à l'Écoute）」、「LCLアヴェルティ（

LCL Avertis）」および携帯電話向けの「LCLシュール・モビル（LCL sur mobile）」によって、顧客が1年365

日、残高照会および取引実行ができるようにするものである。

インターネット・オファー・サービスは、すべての個人顧客、小規模企業および企業を対象としている。商品

およびサービスを販売するためのオンラインサイト、ならびに照会および口座管理および有価証券ポートフォリ

オのためのサイトである。顧客は、電子署名プロセスを用いた安全な環境で、様々な取引をオンラインで行うこと

ができる。またLCLは、顧客の銀行取引明細書を書面から電子に切り替えるサービスを実施し、持続可能な発展ア

プローチに貢献している。

LCLは、完全なオンライン銀行であるe.LCLも提供している。70,000人を超える顧客の賛同を得ているこのコン

セプトは、当行の全商品およびサービスを提供するものであり、顧客は電子メール、電話またはファクシミリで

LCLアドバイザーとやり取りすることができる。

＜2012年度の出来事＞

LCLは2012年度、「サントリシテ・クリアン（Centricité clients）」事業計画に基づく発展を継続した。

この計画の課題である顧客満足度は、引き続き事業方針の要である。このため、「コントラ・ドゥ・ルコネサ

ンス（Contrat de reconnaissance）」顧客ロイヤルティ・プログラムは、顧客がLCLを随時評価できる満足度質
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問票、およびクレームの即時対処へのコミットメント等のサービス・パッケージ「SAVバンケール（SAV 

Bancaire）」によって、より充実した。「LCLア・ラ・カルト（LCL à la carte）」パッケージには、顧客および

そのアドバイザーが、自己の計画に沿って銀行の提案をカスタマイズできる具体的なツールがある。最後に、LCL

は、応対の質を重視して店頭または電話で「ビアンヴニュ（Bienvenue）」プログラムを実施し、顧客に対するア

プローチの質を向上させた。またLCLは、2012年度、都市部の資産パターンの調査を専門とする「LCLアン・ヴィル

（LCL en ville）」モニタリング・プログラムを開始し、都市部における認知度を向上させた。

当年度のインフロー残高は、貯蓄および生命保険の両方が伸びて3.9％増となった。LCLは個人および中小企業

向けの融資を積極的に行い、貸出金残高は1.6％の増加となった（不動産ローンの増加は3.0％）。

困難な経済環境に適応するため、LCLは、費用をより厳しく管理・統制し、顧客サービスの質向上計画を優先す

るためのプログラムを導入した。最後に、2012年度、ヴィルジュイフ（ヴァル－ド－マルヌ）所在の業務本部の現

場へのチームの移動は終了した。

LCLは2013年度も、顧客の意見に耳を傾け、顧客のニーズ、発展および満足度に配慮することで、成長を続けて

いく。

国際リテール・バンキング

クレディ・アグリコル・エス・エーは、主として欧州、およびクレディ・アグリコル・エス・エーが当初所在

していた地中海沿岸地域の国々において、引き続き総合リテール・バンキングを国際的に展開している。クレ

ディ・アグリコル・グループの国際総合リテール・バンキングは、10ヶ国（イタリア、ポーランド、ウクライナ、

セルビア、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、モロッコ、エジプト、マダガスカル）に展開する2,200近い支店

ネットワークを通じて、23,200人を超える従業員が5.6百万人の顧客に応対している（2012年度末現在。2012年12

月31日付でアルファ・バンクに売却され、2013年2月1日付で売却が完了したエンポリキを除く。）。

＜事業および組織＞

「国際リテール・バンキング」部門の主たる目的は、リテール・バンキングおよびその他の事業部門におけ

るクレディ・アグリコル・グループの専門知識を現地市場に展開することで、国際リテール・バンキング事業の

成長を管理し、支援することである。この部門は、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わって、子会社の円滑

な運営およびその業績に、業務上の責任を負う。この部門は、地域金庫が欧州（ベルギー、スペイン、スイス）に保

有する地方金庫の発展において、地域金庫の支援も行う。

イタリアにおいて、クレディ・アグリコル・エス・エーは、カリパルマ・クレディ・アグリコル・グループに

対して75％の支配持分を有しており、残りは地域金庫（SACAMアンテルナシオナルを通じて10％を保有）および

カリパルマ・ファウンデーション（15％）が有している。フリューラドリアは、その80.2％をカリパルマが、

19.8％を個人株主が保有し、カリスペツィアは、その80％をカリパルマが、20％をカリスペツィア・ファウンデー

ションが保有している。2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・グループのイタリアにおけるネットワー

クは、1.7百万人を超える顧客を有し、支店数（942の販売拠点）においてイタリア第7位のネットワークとなっ

た。イタリアにおける業務は10の地域および45の州にわたり、合わせてイタリアの人口の71％、イタリアのGDPの

76％に相当する。

中欧および東欧において、クレディ・アグリコル・グループは現在、ポーランド（クレディ・アグリコル・バ

ンク・ポルスカ、旧ルカス・バンク）（2001年以降）、ウクライナ（クレディ・アグリコル、旧インデックス・バ

ンク）およびセルビア（クレディ・アグリコル・スルビジャ）において、また2012年6月にエンポリキ・バンク

の子会社を直接買収して以降は、アルバニア（クレディ・アグリコル・アルバニア）、ブルガリア（クレディ・

アグリコル・ブルガリア・EAD）およびルーマニア（クレディ・アグリコル・ルーマニア）において、自己ブラ

ンドで業務を行っている。
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2012年10月16日、クレディ・アグリコル・エス・エーは、ギリシャにおけるエンポリキの資本の100％をアル

ファ・バンクに売却することに同意した。この売却は、2013年2月1日付で完了した。

地中海沿岸地域において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、クレディ・デュ・マロックおよびクレディ

・アグリコル・エジプトを通じて業務を行っている。クレディ・アグリコル・エス・エーが77％を保有するクレ

ディ・デュ・マロックは、343の支店を有し、個人および法人顧客に対して包括的なサービスを提供している。ク

レディ・アグリコル・エジプトは、その60.4％をクレディ・アグリコル・エス・エーが保有している。

またクレディ・アグリコル・エス・エーは、他の欧州企業についても持分を保有している。ポルトガルにおい

ては、総資産がポルトガル第3位の銀行、バンコ・エスピリト・サントの持分20.2％を直接保有しており、地域金

庫を通じては3行の持分を保有している（クレディ・アグリコル・ベルギー：22.1％、バスク地方のバンコア：

28.7％、クレディ・アグリコル・フィナンスモン・スイス：35.9％）。

＜2012年度の出来事＞

成長率が依然プラスであったポーランドおよびウクライナを例外として、クレディ・アグリコル・グループ

が総合リテール・バンキングを国際的に展開している国々の政治的および経済的背景、ならびにバーゼル3の実

施計画は、主要な経済活動および銀行業務に打撃を与えた。

このような状況で、2012年度にクレディ・アグリコル・エス・エーが行った国際リテール銀行ネットワーク

の再編は、総合リテール・バンキング・モデルを展開し、2011年度後半に発表されたリストラクチャリング計画

を実施する戦略により、本業の成長（ウクライナおよびポーランドにおける現地のクレディ・アグリコル・CIB

構造との合併等）および安全な成長（アルバニア、ブルガリアおよびルーマニアにおけるエンポリキ・バンクの

子会社の買収、キプロスにおけるエンポリキ・バンクおよびその子会社の売却等）を重視した結果である。さら

に、クレディ・アグリコル・エス・エーが国外に有するすべての子会社は、当行グループの管理方針（インフ

ロー／貸出業務のバランスを取ること、リスク統制手段の強化および費用管理の重視）および顧客アプローチ方

針（中核的農業／食品加工分野における発展、当行グループの顧客重視の姿勢を業務に取り込むこと等）の両方

を遵守している。

イタリアにおいては、財政赤字の削減および経済枠組みの改革のために講じた措置の影響が色濃く残る中、グ

ルッポ・カリパルマ・クレディ・アグリコルは、2011年度にカリスペツィアおよびインテーザ・サンパオロから

取得した新支店を統合したことを受け、現在はイタリア第7位の銀行グループである。不況およびリスクの増加に

よって影響を受けた市場において、依然として最も業績のよい企業の一つである。グルッポ・カリパルマ・クレ

ディ・アグリコルのネットワークは、この状況下で純インフローを達成し、継続的成長が確実となった。またグ

ルッポ・カリパルマ・クレディ・アグリコルは、1年を通じて「オペラ」事業計画の実施を継続した。この計画

は、小口顧客に対するサービス能力を最大化し（顧客サービスの新モデルを投入）、企業および農業／食品加工

部門の顧客を含めるべく拡大する一方で、リスクおよび費用管理を強く重視することを目的としている。

ポーランドにおいては、2012年度、クレディ・アグリコル・ブランドによる総合リテール・バンキングの成長

が続き、ルカス・ブランドの消費者金融事業においては、当行グループが首位を保った。銀行の個人顧客に対する

サービスとして、クレディ・アグリコル・バンク・ポルスカは、商品およびサービスの幅を広げ（新しい口座、

カード、保険契約、投資等の導入）、フランス国内のリテール銀行（LCLおよび地域金庫）と専門知識を共有する

ことで、顧客の応対の仕方および助言ならびにスタッフの研修を重視した支店の刷新を続け、当行グループのノ

ウハウを活用できる中規模企業および農家向けの業務を開始した。また2012年度には、大企業との関係を深める

ため、クレディ・アグリコル・CIBとの合併が発表された。一方、クレディ・アグリコル・バンク・ポルスカは、と

りわけ長期のチャネル・パートナーシップ契約を更新することで、消費者金融事業の好調を維持した（14,000の

店舗／事業者）。
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ウクライナにおいては、主として現地のほとんどの自動車メーカーと自動車ローンの販売について締結した

パートナーシップ契約、および企業（INGバンク、ロレアル、PWC等）とその従業員について締結した契約により、

クレディ・アグリコル・グループの個人顧客数は大幅に増加した。2012年11月、クレディ・アグリコル・CIB・ウ

クライナとの合併とともに、非常に大きな現地および国際企業も買収するなど、総合リテール・バンキングの展

開は続いた。最後に、農業／食品加工部門における戦略的オプションを強化したことで、クレディ・アグリコル・

ウクライナは2012年秋、インベスト・ガゼタより同部門トップの銀行と認められた。

また食品業界は、セルビアのクレディ・アグリコル・スルビジャの最重要分野であり、同行は現地の大手企業

とパートナーシップを結ぶことで、この部門において拡大中である。同行は、商業および業務実績を改善するため

に再編を続け、クレディ・アグリコル・グループによる買収後1年目に、依然競争の激しい市場において損益分岐

点に達した。商業については、クレディ・アグリコル・スルビジャは、インフロー／貸出のバランスを向上させる

ため、リテール商品（特に貯蓄）の幅を広げた。

ギリシャにおいては、2012年度を通して非常に緊張した経済および政治情勢の中で、エンポリキ・バンクの業

務および商業管理の改善努力を続けたことで、クレディ・アグリコル・グループは、エンポリキ・バンクのアル

ファ・バンクに対する売却について合意に至る条件を見つけることができた（この売却は2013年2月1日付で完

了した。）。

顧客活動を確実に行うため、2012年6月にクレディ・アグリコル・エス・エーがエンポリキ・バンクから買い

取った、アルバニア、ブルガリアおよびルーマニアにおける子会社銀行は、クレディ・アグリコル・ブランドを導

入し、費用およびリスクの統制に多大な努力を行った。

地中海沿岸地域においては、当行グループの銀行2行が、経済および政治情勢の影響を受けた。

クレディ・デュ・マロックは、現在危機の影響を受けている国において業務を続け、主としてネットワークを

拡大し（10の新支店を開設）、顧客との距離の近さおよび助言を重視した新しい販売組織を展開し、また法人顧

客を農業／食品加工部門の中小企業および企業にシフトしたことで、リテール市場において成長した。経済情勢

の悪化によってすべての銀行のリスクが増加したにもかかわらず、クレディ・デュ・マロックは、好調な業績を

維持する一方、十分な費用対利益率を維持した。

エジプトにおいては、2011年1月の革命およびその結果により、経済の好調部門（観光、建設等）は引き続き影

響を受けた。それにもかかわらず、クレディ・アグリコル・エジプトは、国内第4位の民間銀行であること、企業向

けポートフォリオの質、および個人顧客をターゲットにしたことの成功により、業務を維持し、優秀な売上を達成

した。過去2年間に行った転換プロセス（富裕顧客重視への転換、商品の幅の拡大、的を絞った支店刷新等）が功

を奏し、クレディ・アグリコル・エジプトがリテール市場において行った初の「顧客向けの推奨」は、クレディ

・アグリコル・エジプトを国内の大手銀行に位置付けることとなった。

またクレディ・アグリコル・エス・エーは、スペインにおけるバンクインテルに対する投資の段階的売却、バ

ンコ・エスピリト・サント（ポルトガルにおける事業が経済危機により低迷している。）との長期パートナー

シップの見直し、地域金庫のベルギー、スペインおよびスイスに対する国境を越えた拡大の支援強化等、欧州にお

ける銀行投資の見直しを進めている。

専門金融サービス

＜消費者金融－クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス＞

事業および組織

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、フランスにおいて、また、欧州を中心として国際

的に（欧州における20ヶ国を含め、合計23ヶ国）業務を行っている。

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、顧客およびパートナーに対して、個人向け貸出

し、リボルビング・クレジットおよびリース等、あらゆる消費者金融商品を提供している。これらの商品には、
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カード、延長保証、支援、ロイヤルティ・プログラム等の保険およびサービス商品も含まれる。またCAコンシュー

マー・ファイナンスは、ドイツにおいて貯蓄商品シリーズを開発中である。

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、以下の5つの販売経路を通じて商品の販売を行っ

ている。

■　フランスにおいては、ソフィンコ・ブランドによる直接販売、および急成長しつつあるインターネット販売

■　提携ビジネスイントロデューサーを利用した、リテール販売拠点

■　主として自動車、リテールおよび機関（銀行および保険）部門において、関連会社および非関連会社との主要

なパートナーシップ

■　オランダにおけるインテルバンクおよびリバンク・ブランド、ならびにフランスにおけるクレディリフト・

クールタージュ・ブランドによる、ブローカー・ネットワークとの連携

■　クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、フランスおよび国外のクレディ・アグリコル銀

行ネットワークのために、消費者金融の全部または一部（リボルビング・ローンおよび個人向け貸出し）の

管理を行う。

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、14ヶ国に子会社を有する。ドイツ（クレディトプ

ラス）、サウジアラビア（ソフィンコ・サウジ・フランシ）、デンマーク（ダン－アクティブ）、ギリシャ（クレ

ディコム・コンシューマー・ファイナンス）、ハンガリー（クレディジェン・バンク）、イタリア（アゴス・

デュカート）、オランダ（CAコンシューマー・ファイナンス・ネーデルラントBV）、ポルトガル（クレディボ

ム）、チェコ共和国およびスロバキア（クレディアムおよびクレディアム・スロバキア）、スウェーデン／フィ

ンランド／ノルウェー（フィナレフ・ノルディック）およびモロッコ（ワファサラフ）である。

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、国際的な自動車ローンの大手である。2006年度か

らフィアット（FGAキャピタル）と、2008年度からはフォード（フォルソ・ノルディック）と提携している。より

最近では、中国第6位の自動車メーカー、広州汽車集団（GAC）と提携した。クレディ・アグリコル・コンシュー

マー・ファイナンスは、FGAキャピタルの50％、フォルソ・ノルディックの50％、GAC - ソフィンコ・オート・

ファイナンス・カンパニー・リミテッドの50％の持分を保有している。

2012年度の出来事

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、リテール銀行（フランスにおいてはLCLおよび地

域金庫、イタリアにおいてはカリパルマおよびフリューラドリアのネットワーク、モロッコにおいてはクレディ

・デュ・マロック）に対して消費者金融の専門知識を提供し、クレディ・アグリコル・グループの保険業務の発

展のために自己の販売ネットワークの利用を認めるなど、欧州トップの総合リテール・バンキングとしてのクレ

ディ・アグリコル・グループの成長を積極的に支えた。

経済および金融情勢の悪化が深刻化する中、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは、成長

の鈍化、一部の国々における消費者金融市場の成熟、規制の変化、新しい健全性規則（銀行に対し、自己株式の結

集を義務づけるもの）の適用および変わりゆく消費習慣等、環境の変化に対応してみせた。

2011年度末、CAコンシューマー・ファイナンスの資金調達需要を2012年度末までに8十億ユーロ削減するリス

トラクチャリング計画が発表された。以下の3つの分野で行われた措置により、この目標は達成された。

■　収益性が最も小さいまたはリスクが最も大きい業務およびパートナーシップを縮小し、貸出条件を厳格化し

た結果、残高が3.5十億ユーロ減少するなど、本業の縮小

■　主としてフランスおよびイタリアにおける貸倒懸念債権1.1十億ユーロの売却

■　資金調達源の多様化、フランスおよびドイツにおける債券発行および証券化取引件数の分散、ならびにドイツ

における貯蓄商品の発売（7十億ユーロを調達可能）。一方、短期融資は約8十億ユーロ減少した。
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リストラクチャリング計画の一環として、CAコンシューマー・ファイナンスは、顧客のニーズをより忠実に反

映し、長期的な競争力を取り戻すため、フランスにおける事業モデルおよび組織の再編を決定した。再編は、フラ

ンス国内の消費者金融事業が抱える課題に対処するものであり、イノベーション（Innovation）、顧客満足度

（Customer Satisfaction）および効率的業務（Efficient Operation）の3つの分野を軸としているため、この

プロジェクト名はISEOである。

フランス国内においては、顧客の満足度により、ソフィンコ支店が「2013年最優秀顧客サービス」に選ばれ

た。また、フリーとパートナーシップ契約を締結したことも、新規顧客の大幅な増加につながった。

CAコンシューマー・ファイナンスは、新しいブローカレッジ・サービス、ならびに顧客関係をペーパーレス化

する新しいプロセスおよびツール（e-ステートメント、および店舗におけるiPad金融アプリケーション等）を導

入するなど、イノベーション能力を証明した。

＜クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング＞

事業および組織

クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング（CAL&F）は、フランスにおける専門金融の大

手である。また欧州においても、主導的地位を誇っている。

CAL&Fは、中小企業、小規模企業、農家および地方自治体に対して革新的専門金融サービスを提供し、顧客およ

び当行グループのリテール銀行により的確に対応するため、2つの事業間の相乗効果を引き出している。

このようにCAL&Fは、以下のとおり様々な専門金融サービスを提供することができる。

■　リース・ファイナンス：設備ファイナンス・リース、情報システム・リース、不動産ファイナンス・リース、

持続可能開発プロジェクトに対する融資および地方自治体に対する融資

■　ファクタリング：事業の融資需要および顧客勘定の運用ニーズに応える。事業のニーズに合わせ、市場で最も

広範なサービスと組み合わせることができる。

CAL&Fは、クレディ・アグリコル・グループの銀行ネットワーク（フランスにおいてはクレディ・アグリコル

地域金庫およびLCL、国際リテール銀行）およびノンバンク・パートナー（メーカー、設備販売業者、ブローカー

および信用保険会社）と協力している。

CAL&Fは、欧州および北アフリカの11ヶ国において業務を行っており、フランス国外においてリテールまたは

法人営業および投資銀行業務を行うクレディ・アグリコル・グループの事業と緊密に協力している。各事業部門

のいずれの地域においてもアプローチが統一されていることで、クロスセリングおよびクロスボーダー事業の発

展が容易になり、促進される。

リース・ファイナンス

CAL&Fは、一般的な銀行貸出を補完するものとして、様々なリース・ファイナンス商品およびサービスを販売

している。またクレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング（CAL&F）は、フランス国内におけ

る持続可能な開発プロジェクトおよび公共部門の資金提供に大きく寄与している。

これらのサービスにより、顧客は、プロジェクトの全額の融資を受け、借入能力を維持し、必要であれば課税優

遇措置を受けることができる。このほかに、各種保険サービス（個人保険、損害保険、財務損失保険、総合保険）お

よび金融資産の運用も行っている。

国外においては、CAL&Fは、6ヶ国においてリース・ファイナンスを行っており、企業の成長を支えている。

CAL&Fは、欧州第7位のリース・ファイナンス会社である（出典：欧州リース協会連合、2011年）。

ポーランドにおいては、EFLは、リース・ファイナンスにおいて市場トップである（出典：ポーランド・リー

ス協会、2012年）。

またCAL&Fは、欧州の他のリース・ファイナンス会社6社が集まるユニコ・リース・ネットワークに加盟して
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いる。

ファクタリング

クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング（CAL&F）は、国外7ヶ国に事業を有し、フラン

ス国内外において、欧州全土におけるサービスを特に重視し、子会社ユーロファクターを通じてあらゆる規模の

事業拡張をサポートしている。

CAL&Fは、ドイツ、ベネルクス、スペイン、フランス、イタリアおよびポルトガルに業務を有する、欧州ネット

ワークである。

CAL&Fの顧客は、様々な国の経済、文化および法律の特異性を熟知する専門家と、緊密な関係を結ぶことができ

る。CAL&Fは、50を超える国々における約160のパートナーからなるIFG（インターナショナル・ファクターズ・グ

ループ）および70近い国々における250超のファクタリング会社からなるFCI（ファクターズ・チェーン・イン

ターナショナル）に加盟している。

CAL&Fは、クレディ・アグリコル地域金庫と共同で、Cré@ncesサービスを販売している。これは、短期資金を必

要とする非常に小さな事業の需要に、革新的な方法で応える独自のサービスである。またCAL&Fは、従業員が10人

未満の会社が、200,000ユーロ以下の顧客債権の返済資金を調達できるよう、OSEOと協力している。最後に、CAL&F

は、テオティス・ブランド、および「プール・コント（pour compte）」債権回収サービスを含む専門家チームと

ともに、債権管理範囲を拡張している。

2012年度の出来事

2012年度末現在、CAL&Fの運用資産残高は総額23.2十億ユーロ（前年度比6％減）と、フランスおよび欧州にお

けるリース・ファイナンスおよびファクタリングの大手であり、企業、小規模企業および地方自治体といった実

体経済にも資金を供給している。2011年度末現在、CAL&Fは、中長期の資金調達需要を経済および規制環境に適応

させることを目的とした、クレディ・アグリコル・グループのリストラクチャリング計画を実施した。このため

CAL&Fは、残高を管理し、当行グループのリテール・バンキング顧客との成長を促進する行動計画を策定した。

2012年度、CAL&Fは、販売組織の明確化、当行グループの銀行との近さを生かし、サービスの質を向上させるた

め、フランス国内におけるリーシングとファクタリングのそれぞれの専門販売チームを合併する計画を開始し

た。この販売再編は2013年1月1日付で行われ、小規模で構造化された5つの多機能地域管理組織および1つの改良

型調整ネットワークを基本としている。

このような状況において、フランス国内における2012年度のリース・ファイナンス残高は、2011年度比8.2％

減の14.6十億ユーロ、プロダクションは2011年度比37％減の2.8十億ユーロとなった。リストラクチャリング計画

の一環として、残高を管理する目的で、1件の債権ポートフォリオが約300百万ユーロで売却された。

国外のリース・ファイナンス残高は2011年度比1％減の4十億ユーロ、プロダクションは34％減の0.9十億ユー

ロとなった。

当行グループのリテール銀行とともに獲得したリーシングのプロダクション・シェアは、2012年度末現在

83％であった（2011年度は75％）。

国内において、CAL&Fは、ファクタリングにおける主導的地位を確認した。2012年度のリーシング残高は、2011

年度比5.5％減の3十億ユーロで、買い取った債権は4.3％減の37.3十億ユーロとなった。新規販売プロダクション

は5％増の6.6十億ユーロで、うち81％は当行グループのリテール銀行において獲得した（出典：当行）。

国外のファクタリング残高は2011年度比2.4％増の1.6十億ユーロ、販売プロダクションは49％増の3十億ユー

ロとなった。

世界規模でみると、ファクタリング収益は6％減の56.3十億ユーロとなった。

2012年度、CAL&Fは、支出を削減し、リスク費用を37％削減するなど十分なリスク管理を実現した。
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貯蓄管理

＜資産運用、有価証券および投資家サービス＞

資産運用

資産運用は、アムンディ・グループおよびその子会社の領域である。75％をクレディ・アグリコル・グループ

が、25％をソシエテ・ジェネラルが保有するこの事業部門は、銀行ネットワーク・パートナーのリテール顧客お

よび機関投資家に合わせた投資サービスを提供する。

事業および組織

アムンディの運用資産は727.4十億ユーロで、欧州の資産運用業界では第2位、世界では第9位である（出典：

「IPE欧州市場の資産運用会社上位400社」、2012年6月発表。データは2011年12月現在のもの。ランキングは、2011

年12月31日現在のすべての運用資産（オープンエンド型ファンド、特別投資家基金、マンデート）について、運用

会社が記入した質問票に基づいている。運用資産の重複については修正表示済み。）。

アムンディは、30ヶ国近くの主要な投資プールに業務を有し、あらゆる資産クラスおよび主要通貨をカバーし

た様々な商品を提供している。

アムンディは、世界中の100百万人を超えるリテール顧客のニーズに合わせて、投資サービスを開発している。

機関投資家向けには、顧客の事業およびリスク特性に合わせて、革新的で高いパフォーマンスの商品を開発する。

アムンディは、欧州の資産運用会社として、以下の点が評価されている。

■　商品の質、財務成績および透明性

■　顧客、パートナー・ネットワークおよび機関投資家との関係の緊密さ

■　スタッフ個人およびチーム全体の能力による、組織の効率性

■　持続可能な発展および（財務基準だけでなく）社会的効用基準を投資政策に組み込む姿勢

2012年度の出来事

競争圧力が厳しく、オンバランスシートの顧客資産を重視する銀行ネットワークからのアウトフローが減速

しつつも継続するという困難な状況が続く中で、資産運用業界は展開している。

このような状況において、アムンディは、国際的に認知された地位および組織の健全性を生かして、機関顧客、

販売会社および企業から多額の投資フローを記録した。アムンディは、絶えず顧客のニーズに合わせた商品展開

を続け、新商品（ETF、アムンディ・マネー・マーケット・ファンド、グローバル債等）には多額のインフローを

記録した。また2012年度には、パフォーマンスが高く安全な商品のおかげでトレジャリー商品において欧州トッ

プの資産運用会社に選ばれ（出典：リッパーFMI、2012年11月）、フランス国内の従業員貯蓄においては市場シェ

アを40％超に伸ばした（出典：AFG、2012年6月）。

アムンディは、費用管理政策を継続している。費用対利益率は、引き続き市場トップである。

有価証券および投資家サービス：CACEIS

事業および組織

CACEISは、3,200人の従業員を擁する国際銀行グループで、機関投資家および大企業の資産運用を専門に行う。

CACEISは、主として欧州において、保護預かり業務、資金管理、経営管理サービス、デリバティブ決済、外国為替、株

式貸借、資金分配のサポートおよび発行サービス等、あらゆる商品およびサービスを提供する。CACEISの保管資産

は約2,500十億ユーロ、管理資産は1,250十億ユーロで、資産運用における世界的な大手である。欧州においては、

最大の保管銀行であり資金管理会社である（出典：当行）。

CACEISは、その85％をクレディ・アグリコル・エス・エー・グループが、15％をBPCEグループが保有してい

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

  79/1332



る。

2012年度の出来事

2012年度、CACEISは、フランスおよび海外子会社において、既存の顧客に提供するサービスの幅を広げ、フェデ

ラル・ファイナンス、ペテルカム、バークレイズ・ウェルス・マネジャーズ、グルパマAMおよびSIFスイス・イン

ベストメント・ファンズ・エス・エー等、新規顧客を獲得するなど、事業を大幅に拡大した。具体的には、評価お

よび保護預かりの完全な外注についての大型契約を、それまでこれらの業務を内部で行っていた運用会社から落

札した。株式貸借、為替および担保管理についても、かなりの規模の契約を獲得した。

CACEISは、引き続き業務、経営管理、株式貸借および資金管理プラットフォームに投資を行っており、業務を行

うすべての市場において、サービスの技術的質およびこれらの商品の競争力を強化した。

最後に、収益の増加および費用の管理によって、費用対利益率は2011年度より改善された。

＜保険＞

事業および組織

クレディ・アグリコル・アシュランス・グループを構成する会社は、プレディカが個人保険、パシフィカが損

害保険、CACIが債務返済保険等、包括的な保険商品を提供している。クレディ・アグリコル・アシュランスは、こ

れらすべての事業部門について、国外で業務を行っている。

当行グループは、保険料収入額において、フランス最大の銀行保険会社であり（出典：アルギュス・ドゥ・ラ

スュランス、2012年5月18日。データは2011年度末のもの）、欧州第9位の保険会社である（出典：アルギュス・

ドゥ・ラスュランス、2012年12月）。

フランス国内の生命保険

プレディカは、1986年に設立され、現在ではクレディ・アグリコル・アシュランス・グループ最大の生命保険

子会社であり、フランス第2位の個人保険会社である（出典：アルギュス・ドゥ・ラスュランス、2012年12月14

日）。

プレディカの商品は、個人顧客、富裕顧客、農家、小規模企業および企業の様々なニーズに応えるようデザイン

されている。プレディカは、一般退職貯蓄制度（2011年のデータに基づくFFSA2012年調査）ならびに死亡、身体障

害および葬儀費用をカバーする保険（2011年のデータに基づくFFSA2012年調査）の市場における最大手である。

クレディ・アグリコル・アシュランス・グループは、クレディ・アグリコル地域金庫およびLCLを通じて、商

品を販売している。

また、以下のとおり、代替ネットワークにも拡張を進めている。

■　医療保険の分野で小規模企業を顧客とする保険ブローカーのネットワークを有する子会社ラ・メディカルを

通じたもの

■　UAFパトリモワン・ブランドおよび保険会社スピリカによる独立資産運用アドバイザーのネットワーク

■　ドルシア・ヴィーを通じてビフォーバンクオンライン銀行によるもの

フランス国内の損害保険

1990年に設立されたクレディ・アグリコル・アシュランスの子会社であるパシフィカは、フランス第7位の損

害保険会社であり（出典：アルギュス・ドゥ・ラスュランス、2012年12月14日）、フランス第2位の農業保険会社

である。クレディ・アグリコル・グループを、顧客が長期的に愛用する損害保険会社にすることが目標である。

当行グループの顧客をリスクから保護し、その日常生活を支援するため、パシフィカは個人顧客に対して、自

動車、住宅、医療、法的保護および傷害保障、ならびに家庭の携帯電話に関するグローバル保障等、あらゆる損害保
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険を提供している。パシフィカは、農家および小規模企業（職人、小規模小売業者および専門家）に対して専用商

品を提供する際は、クレディ・アグリコル・グループの専門知識および認知度を利用している。パシフィカは、ほ

かにも個人向けサービスの提案を行っている。

パシフィカは、クレディ・アグリコル地域金庫およびLCLの顧客に対しても商品を販売している。

債務返済保険

CACIは、2008年に設立され、債務返済保険を専門に行う当行グループ子会社である。現在は11ヶ国に28のパー

トナーを有し、フランスおよび欧州において主導的地位にある。

従来のパートナー（消費者金融機関）との成功を足がかりに、CACIは、専門知識をリテール銀行まで広げ、欧

州全土のパートナーシップを形成した。現在は、債務返済保険を補完する金融保護商品に力を入れている。このプ

ロセスは、実績ある業務上の専門知識により支えられている。

CACIは、リールにフランスの債務返済保険業務を処理する業界管理プラットフォームを、ダブリンに欧州連合

諸国における請求を管理する多言語プラットフォームを有している。

国際保険子会社（債務返済保険を除く）

クレディ・アグリコル・アシュランスは、個人保険および損害保険の両方において、銀行保険のノウハウを国

外に輸出し、適応させている。海外に拡張する際は、主としてクレディ・アグリコル・グループの事業体と、また

は外部のパートナーと行っている。

保険事業は、クレディ・アグリコル・グループの拠点と並行して、欧州を中心に7ヶ国で業務を行っている。と

りわけ、2012年度、ほとんどすべての拠点において事業が大きく回復し、イタリアおよびポーランドにおける当行

グループの銀行（貯蓄およびプロテクション）との協力が強化された。日本におけるパートナーシップも、死亡

および身体障害保険において拡大した。

2012年度の出来事

2011年度に続き2012年度前半も、ソブリン債務危機が特徴であった。クレディ・アグリコル・アシュランス

は、保有するギリシャのソブリン債をすべて売却し、周縁国のソブリン債に対するエクスポージャーを大幅に削

減することで、ポートフォリオを保護した。2012年度末現在、これは投資ポートフォリオの3.7％に過ぎなかった

（ユニットリンクを除く。）。

フランス国内においては、富裕税改革に関する不安から、2012年9月末まで生命保険のインフローが減少した。

この点については、税制上の優遇措置を継続するとの発表を預金者が歓迎し、インフローは素早く回復した。この

状況において、クレディ・アグリコル・アシュランス・グループの生命保険会社は、2012年度、市場と同調して前

年度比11％減となる16.2十億ユーロの保険料収入を計上した（出典：FFSA、2012年12月）。

国外の生命保険会社（第2四半期にBESに売却されたBESヴィーダを除く。）の保険料収入は、2012年度、回復を

確認し、7％増加した。イタリアのクレディ・アグリコル・ヴィータの保険料収入は、2012年11月末現在、イタリア

市場が9％減少する中、1％の増加となった。同様に、ルクセンブルクのCALIEにおいても、保険料収入が1年間で

20％近く増加した。

クレディ・アグリコル・アシュランス・グループの生命保険事業体においては、2012年度、累積純インフロー

が1.9十億ユーロとプラスになり、残高は引き続き4％近く増加して224.8十億ユーロに達した。

国内の損害保険においては、パシフィカが、地域金庫ネットワークにおいては9百万件、LCLにおいては1百万件

の契約件数を突破し、引き続き拡大した。2012年度、パシフィカの保険料収入は7％増の2.5十億ユーロ超となり、

4％の増加であった部門全体より依然好調であった（出典：FFSA、2012年12月）。さらに、国外の損害保険事業体

は、ポルトガル、イタリアおよびギリシャにおいて拡大を続けた。2012年度、これらの事業体の世界の保険料収入
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は6％増加した。

CACIを通じた債務者業務においては、2012年度、保険料収入が6％減の1十億ユーロとなった。国内の事業は、特

にLCLとのパートナーシップによって前年度比17％増となった住宅ローンによって支えられたが、国際事業は、消

費者金融の減速によって影響を受けた。

＜プライベート・バンキング＞

事業および組織

クレディ・アグリコル・プライベート・バンキングには、フランス国内外におけるクレディ・アグリコル・グ

ループの専門子会社の、すべてのプライベート・バンキング業務が含まれる。2011年11月以降は持株会社で、16ヶ

国に2,800人を超える従業員を擁し、94十億ユーロの運用金融資産を有している。

■　フランスにおいて、クレディ・アグリコル・プライベート・バンキングは、地域金庫と連携して特定の商品お

よびサービスを提供することで資産管理業務を展開するインドスエズ・プライベート・バンキングおよび

その専門子会社インドスエズ・ジェスティオンを通じて、業務を行っている。さらに、インドスエズ・プライ

ベート・バンキングは、あらゆる投資および資産顧問サービスを提供する顧客基盤を拡大中である。

■　国際的には、クレディ・アグリコル・プライベート・バンキングは、欧州の主要な金融センターにおいて業務

を行う業界大手であり、スイス、ルクセンブルクおよびモナコ（CFMモナコ・ブランドによる。）においては

業界トップである。またクレディ・アグリコル・プライベート・バンキングは、アジア、中東および南アメリ

カの成長市場において、重要な地位を築いている。

LCLバンク・プリヴェも、プライベート・バンキング事業を行っている。

2012年度の出来事

2012年度の特徴は、欧州債務危機であった。この状況においても、プライベート・バンキングの運用資産は増

加し、モデルの強靱性が示された。

例外項目を除くと、当期純利益－当行グループの持分は、2011年度比12％増となった。

2011年11月に設立されたクレディ・アグリコル・プライベート・バンキングの持株会社は、インドスエズ・

プライベート・バンキングおよびスペインにおけるプライベート・バンキング事業を連結対象とすることで、

2012年度も引き続き組織の強化を行った。同時に、商品およびサービスの横断性を高め、これまで以上に要求が厳

しく国際的になっている顧客の期待に応えられるよう、2012年度は必要な投資を行った。

アジア、南アメリカおよび中東のような高成長地域へのシフトは続き、これらの地域の顧客から預かった資産

は、現在、海外総資産の40％超を占める。

フランスにおいては、インドスエズ・プライベート・バンキングが、富裕顧客セグメントにおける地域金庫と

のパートナーシップを再確認し、資産運用専門の当行グループ子会社として存続した。

さらに、LCLバンク・プリヴェの運用資産は、2012年度末現在、38.3十億ユーロであった。

法人営業および投資銀行業務

＜事業および組織＞

2011年12月14日付で発表されたクレディ・アグリコル・CIBのリストラクチャリング計画は、流動性、リスク

加重資産および株式の規制上の制約に対処するもので、これによってクレディ・アグリコル・CIBは、戦略的顧客

（大企業および金融機関）のためのポートフォリオの中核分野、およびグローバルGDPの85％を占める主要な金

融センターの見直しを行った。株式デリバティブおよびコモディティの業務を中止し、株式ブローカレッジ業務

を売却することが決定された。このため、クレディ・アグリコル・CIBは2012年度、CLSAのCITICSに対する売却を

完了し、シュヴルーのケプラーに対する売却に署名した。取引は規制当局から通常の承認を得た後、2013年度中に
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完了する予定である。最後に、2012年12月、クレディ・アグリコル・CIBおよびソシエテ・ジェネラルは、ニュー

エッジの再編を発表した。2013年度中に、実行業務と決済業務の分離が行われる予定である。

2012年度、オリジネートのための販売の新モデルが導入された。これは、ストラクチャード・ファイナンスお

よび企業金融ならびに信用シンジケーション・チームの世界的専門知識だけでなく、債券およびクレジット・ス

トラクチャリング分野における資本市場活動にも依拠している。新しいモデルを導入するため、クレディ・アグ

リコル・CIBは、組織を改編し、新たな事業部門、債務の最適化および販売（DOD）を設置した。パートナーシップ

を拡張するため、金融機関の商業監督が強化された。商業銀行業務は、営業循環の融資のためのグローバル・サー

ビスを顧客に提供するため、輸出ファイナンスおよび国際商業と一緒に再編された。

クレディ・アグリコル・CIBは、合計5つの事業部門を有する（債務の最適化および販売を含む。）。企業の商

業監督および国際ネットワーク事業は、フランス国内外の大企業、地域企業およびフランス国内の地方自治体の

商業監督を行う。投資銀行事業は、主として株式融資において大企業に助言を行う。企業金融事業は、大規模な輸

出および投資業務（航空および鉄道、海運、不動産およびホテル産業等、資産を担保としていることが多い。）な

らびに複合およびストラクチャリング・ローンのオリジネーション、ストラクチャリングおよびファイナンシン

グを行う。キャピタル・マーケッツ事業は、企業、金融機関および大口発行者向けの金利および為替市場商品の販

売における、すべての営業活動を行う。

＜2012年度の出来事＞

2012年度は、移行および適応に成功した1年であった。クレディ・アグリコル・CIBは、規制の制約が増しても

顧客にサービスを提供し続けるため、戦略および組織の見直しを迫られた。クレディ・アグリコル・CIBは、新し

い環境に適応するために事業モデル全体を見直し、リストラクチャリング計画が設定した目標を達成し、目立っ

た成功を収めたことで、新しいモデルの妥当性を証明してみせた。

マクロ経済環境がさらに悪化し、流動性および株式の制約がひどくなったにもかかわらず、クレディ・アグリ

コル・CIBの中核分野の一つである企業金融は、2012年度も主導的地位を維持した。当行は、航空部門（グローバ

ル・トランスポテーション・ファイナンスによるエアポート・ハウス・オブ・ザ・イヤー、LATAMエアラインズ

・グループのためのエアクラフト・デット・ディール・オブ・ザ・イヤー、WESTウィリス・エンジン・セキュリ

タイゼーションのためのエンジン・ディール・オブ・ザ・イヤー）、鉄道部門（グローバル・トランスポテー

ション・ファイナンスによるレイル・ハウス・オブ・ザ・イヤー）、およびプロジェクト・ファイナンス部門

（2012年PFIアワーズによるグローバル・アドバイザー・オブ・ザ・イヤー）において重要な賞を受賞し、これ

らの分野においてクレディ・アグリコル・CIBが世界トップクラスであることを確認した。

新しい事業部門、債務の最適化および販売は、新たな「オリジネートするための販売」モデルの中核となるも

ので、設置から1年もたたないうちに効率性を証明した。このため、複数の地域（特に欧州およびアジア）をカ

バーし、複数の資産クラス（企業、不動産、インフラ）に関する数々のパートナーシップが、機関投資家と締結さ

れた。さらに、プライマリー・シンジケーション、とりわけストラクチャード・ファイナンス（プロジェクトおよ

び不動産ローン）において、ノンバンク投資家の参加が大幅に増加した。最後に、欧州・中東・アフリカ（EMEA）

において主導的地位にあることは、主要な発行市場の顧客を継続的にサポートすることの大事さを表している。

クレディ・アグリコル・CIBは、EMEAにおいては第3位（出典：トムソン・ロイター）のブックランナーで、フラ

ンス国内のシンジケートローンにおいては第1位（出典：トムソン・ロイター）である。

投資銀行事業においては、合併買収チームが、クリスタル・ユニオンによるヴェールマンドワーズ・ドゥ・

スュクレルの買収、および豊田通商株式会社によるCFAOの買収等、数々の大型顧問マンデートを獲得し、2012年度

のフランス市場において、株式公開買付を扱う機関の第1位としてのクレディ・アグリコル・CIBの地位を強化し

た（出典：トムソン）。エクイティ・キャピタル・マーケッツにおいては、クレディ・アグリコル・CIBは増資

（アルストム）または転換債券発行（フォルシアおよびユニボール）、ならびに従業員貯蓄業務を完了し、フラ

ンス国内における従業員貯蓄制度でトップの地位を確認した。
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2012年度の困難な環境において、キャピタル・マーケッツ事業は、すべての業務、特に発行市場を中心とした

債券業務およびローンにおいて、好調な業績を残した。当年度末、クレディ・アグリコル・CIBは、ユーロ建て国際

債券市場におけるブックランナーとしては第4位（出典：トムソン・ファイナンシャル）、ユーロ建てのソブリ

ン、スーパーナショナルおよびエージェンシー市場におけるブックランナーとしては第2位（出典：ディーロ

ジック）であった。またクレディ・アグリコル・CIBは、2012年9月、ユーロウィーク紙の「ザ・カバー・アワー

ズ」授賞式において、カバード・ボンドを扱う銀行の第2位および成長が最も著しい銀行に選ばれた。日本市場向

けの債券においては、クレディ・アグリコル・CIBは、2012年度ベスト・ウリダシ・ハウスに選ばれた（出典：

キャピタル・マーケット・デイリー）。

クレディ・アグリコル・CIBは、社会的責任債券市場においても、欧州の先導者となった。2012年度は、社会的

責任のある4件の債券発行をアレンジすることで、クレディ・アグリコル・CIBは新たな分野を開拓した。これに

は、2012年3月にイル・ド・フランス地域において行われ、50％を環境プロジェクトに50％を社会プロジェクトに

充てたもの（環境金融誌「当年度環境債発行」）、および2012年10月に在宅医療部門の買収借換専門のエール・

リキッドに行われたもの（ユーロ圏初および企業初の基準となる持続可能債務）が含まれている。

コーポレート・センター

＜CACIF－クレディ・アグリコル・キャピタル・アンヴェスティスモン・エ・フィナンス＞

クレディ・アグリコル・エス・エーの100％子会社であるCACIF（クレディ・アグリコル・キャピタル・アン

ヴェスティスモン・エ・フィナンス）は、以下のものを通じて、未上場会社に対する株式投資を行っている。

■　クレディ・アグリコル・アグロアリモンテール：食品業界の持続可能なサポートのため。

■　クレディ・アグリコル・アグリキュルチュール：農産業、農家および関連部門（ワイン醸造所、森林および土

地保護団体）に長期的支援を行う。

■　様々な資金：エネルギー部門、公共－民間パートナーシップおよび業界に長期的支援を行う。

投資の監督は、子会社のソディカに委託している。

ソディカは、投資運用および企業融資業務を専門とする会社である。CACIF資金の運用（食品加工および農産

業等）を専門とする運用部門ソディカ・キャピタル・アンヴェスティスモンと、200百万ユーロ以下の金融取引

についての助言サービスを専門とするミッドキャップ助言部門ソディカ・コーポレート・ファイナンスの2部門

に分かれている。

ソディカ・コーポレート・ファイナンスは、国内もしくは国際的な買収または売却における成長計画につい

て、ミッドキャップ市場の株主マネージャーを指導する。金融および市場工学、ならびにストラクチャリング（所

有権および業務の再構築）において、知識を提供する。ソディカは、オルターネクストにおける、クレディ・アグ

リコル・グループの上場スポンサーである。

＜オムネス・キャピタル（旧クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ）＞

オムネス・キャピタル（旧クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ）は、小規模企業向け融資に

重点を置くプライベート・エクイティの大手である。レバレッジド・バイアウト（LBO）・アンド・グロース・

キャピタル、ベンチャー・キャピタル、メザニン・キャピタル、コインベストメント、リニューアブル・エナジー

ズおよびセカンダリーのファンズ・オブ・ファンズ等、様々な分野の専門知識を通じて、企業の成長に必要な資

本を提供する。

2012年3月29日、クレディ・アグリコル・エス・エーは、クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ

の資本金の全部、およびクレディ・アグリコル・プライベート・エクイティが運用しクレディ・アグリコル・

キャピタル・アンヴェスティスモン・エ・フィナンスが保有する資産ポートフォリオを、プライベート・エクイ

ティの流通市場における世界的大手のコラー・キャピタルに売却した。管理会社はオムネス・キャピタルと改称
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され、2012年度末に独立した。

オムネス・キャピタルは、クレディ・アグリコル・グループとの特権的つながりは維持し、顧客の株式融資に

おいて引き続き選ばれている。

＜クレディ・アグリコル・イモビリエ＞

クレディ・アグリコル・グループの不動産専門会社、クレディ・アグリコル・イモビリエは、不動産開発、不

動産管理、設備管理、および不動産投資顧問サービスの、4つの事業を行っている。クレディ・アグリコル・イモビ

リエは、あらゆる不動産市場において、個人、企業および地方自治体のために、すべての当行グループ事業体、子会

社および地域金庫と協力して、グローバル・プレイヤーとして業務を行っている。

都市部の住宅開発会社として、クレディ・アグリコル・イモビリエは2012年度、1,544戸の住宅を販売したが、

一部はスクエア・アビタの支店ネットワークを通じて行った。業務の資金はクレディ・アグリコル・CIBおよび

地域金庫から調達し、地域金庫と協力して、個人の住宅購入者にふさわしい資金供給を行っている。

2012年度は、モンペリエから7キロメートルに位置するグラベルにおいて、ラングドック地方の地域金庫と共

同で開発したパヴィヨン・ヴェール団地等、2,375件の不動産を引き渡した。

サービス部門の不動産については、クレディ・アグリコル・イモビリエは、ユーロメッド・センター用地の始

動、マルセイユにおける70,000平方メートルの事業センター、パリ第11区における1930年代の建物のリノベー

ション、およびトゥレーヌ・ポワトゥー地域金庫の本店ビルの建設等、290,000平方メートルのオフィスを建設中

である。

クレディ・アグリコル・イモビリエは、モントルージュにおけるクレディ・アグリコル・エス・エーのキャ

ンパス「エバーグリーン」の開発を続けている。2012年度は、ルーメン・ビルの建設、設備の設置およびクレディ

・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリングの従業員の配属を完了した。庭園を確保する作業も無事終

了し、エオル・ビルの建設が始まった。一方、クレディ・アグリコル・イモビリエは、HQE®開発認証を取得し、

キャンパスの人々に代わって建物および不動産サービスの運営を管理している。

不動産投資顧問業務の一環として、クレディ・アグリコル・イモビリエは、パリ第7区のHQE®開発認証オフィ

ス・ビル（全面改修済み。）およびリヨンにおけるトゥール・オクシジャン（BREEAMの認証「非常に良い」を取

得。）等、プレディカに代わって数件の買収を完了した。現在の運用資産は2.4十億ユーロである。

＜ユニ-エディシオン＞

クレディ・アグリコル・エス・エーの出版子会社であるユニ－エディシオンは、フランスの雑誌出版社の上

位10社に入り、この分野で最も収益性の高い会社の1社であり（出典： プレセプタおよびゼルフィ調査、2011年9

月）、出版業界の危機的状況にもかかわらず、2012年度もこの地位を維持した。115人の従業員と89百万ユーロの

収益の下、当行は、毎月または隔月で7種の雑誌を発行しており、いずれも実用性と専門知識を備え、顧客のニーズ

に応えている点で共通している。各誌に共通するもう一つの特徴は、発行部数の多さである。

長年発行している雑誌ドシエ・ファミリアル誌は、1,075,000人の購読者がいる（出典：オフィス・ドゥ・

ジュスティフィカシオン・ドゥ・ラ・ディフュジオン（OJD）、2013年1月）フランス最大の月刊誌であり、これ

に姉妹誌イ・コム・アンフォ誌の購読者261,000人が加わる場合もある。デタント・ジャルダン誌およびメゾン

・クレアティヴ誌は、それぞれの購読者数が296,000人および298,000人と、国内では群を抜いてトップの住宅お

よびガーデン雑誌である。発行部数180,000部のレガル誌は、代表的な食雑誌である。サンテ・マガジン誌は、発行

部数が306,000部と、ユニ－エディシオンによる買収以降初めて300,000部を超え、4百万人近い読者を有し、最も

広く読まれている女性月刊誌である。デトゥール・アン・フランス誌は、発行部数が116,000部を超え、フランス

の出版物の中では3番目に大きな増加となった（出典：OJD、2013年1月）。

＜クレディ・アグリコル・カーズ＆ペイメンツ（旧セディカム）＞
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当初、クレディ・アグリコル・グループの銀行の支払を処理するために経済利益グループの形で設立された

セディカムは、2012年3月に証券会社（SNC）に転換され、クレディ・アグリコル・カーズ＆ペイメンツとなった。

クレディ・アグリコル・カーズ＆ペイメンツは、当行グループのフローおよび支払管理子会社である。以下の

3つの分野を中心に業務を行っている。

■　主として電子マネー（当行グループの電子マネー・インフラの設計および運用、不正の防止、カードのカスタ

マイズおよび関連サービス）およびフロー処理（当行グループのインフラ管理、ならびにすべてのフローに

ついて両替、決済および清算システムへのアクセス提供）におけるサービスの運用

■　戦略プロジェクト、入札プロジェクト、規制プロジェクト等、各種プロジェクトの実施および実行

■　銀行間および国際機関、とりわけ規範および基準の設定ならびに支払セキュリティに関する当行グループの

専門知識および外部説明

クレディ・アグリコル・カーズ＆ペイメンツは、現在、単一ユーロ決済圏（SEPA）に基づいて、欧州支払処理の

業界プラットフォームの構築を終えつつある。国境を越えた複数機関によるプラットフォーム・サービスは、外

部の顧客および業界パートナーも利用可能となる。2012年度、クレディ・アグリコル・カーズ＆ペイメンツは、最

初の申込を受け、電子マネー取引の処理およびHSBCフランスの清算システムとの国内決済交換を行った。

　上記のほか、「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度

―A. 連結財務書類―(1) 一般的枠組み」および「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および

2011年12月31日に終了した会計年度―A. 連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」の注記5を参照。

４ 【関係会社の状況】

(1) 親会社

2012年12月31日現在

親会社の名称 設立地および営業地 資本金 主要事業

親会社が保有する当行

の議決権比率

（％）

SASリュ・ラ・ボエスィ フランス・パリ 2,480,628,138ユーロ株式保有 56.42

(2) 子会社および関連会社
(ⅰ) 子会社
　以下の会社の表には、当行が重要であると考える当行の子会社（その会社またはその会社の業績が当行の連
結損益計算書および連結貸借対照表に直接的な影響を与える子会社を意味する。）が記載されている。

2012年12月31日現在

子会社の名称 設立地および営業地 資本金 主要事業

当行が保有する子会社

の議決権比率

（％）

LCL フランス・パリ 1,847,860,375ユーロ
フランス国内リテール

・バンキング
95.1

カリパルマ イタリア・パルマ 876,761,620ユーロ
国際リテール・バンキ

ング
75.0

エンポリキ・バンク・オブ

・グリース
(1) ギリシャ・アテネ 512,228,885ユーロ

国際リテール・バンキ

ング
100.0

クレディ・アグリコル・コ

ンシューマー・ファイナン

ス

フランス・パリ 346,546,434ユーロ専門金融サービス 100.0

アムンディ・グループ フランス・パリ 416,979,200ユーロ

資産運用、保険およびプ

ライベート・バンキン

グ

73.6

クレディ・アグリコル・ア

シュランス（CAA）
フランス・パリ 1,162,542,980ユーロ

資産運用、保険およびプ

ライベート・バンキン

グ

100.0
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クレディ・アグリコル・

CIB

フランス・パリ－ラ－

デファンス（クールブ

ヴォワ）

6,775,271,784ユーロ
法人営業および投資銀

行業務
97.8

(注1)　クレディ・アグリコル・エス・エーは、2012年10月16日、エンポリキの全株式をアルファ・バンクに売却することに合

意した。かかる売却が2013年2月1日に完了したことで、エンポリキはクレディ・アグリコル・エス・エーの子会社で

なくなった。

　発行者は、上表に記載された会社のほかに、重要でないと考える352社の子会社を有している。

(ⅱ) 関連会社

　以下の表には、単一の会社であるかのように全体として捉えた場合にのみ（当行の連結損益計算書および連

結貸借対照表に与える影響の点において）重要であると考えられる、クレディ・アグリコル・ミューチュエル

の38行の地域金庫（完全保有するコルシカ地域金庫を除く。）すべてが記載されている。疑義を避けるため付

言すると、地域金庫を個々に捉えて重要であると考えているわけではない。

2012年12月31日現在

関連会社の名称 設立地および営業地 資本金 主要事業

当行が保有する関連会

社の議決権比率

（％）

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・アルプ・プ

ロヴァンス地域金庫

フランス・エクス－アン

－プロヴァンス
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
25.2

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・アルザス・

ヴォージュ地域金庫

フランス・ストラスブー

ル
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・アキテーヌ

地域金庫

フランス・ボルドー 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
29.3

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・アトラン

ティーク・ヴァンデ地域金庫

フランス・ナント 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.6

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ブリ・ピカ

ルディー地域金庫

フランス・アミアン 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
27.2

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・サントル・

エスト地域金庫

フランス・シャンパー

ニュ－オ－モン－ドール
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・サントル・

フランス地域金庫

フランス・クレルモン－

フェラン
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・サントル・

ロワール地域金庫

フランス・ブールジュ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
27.7

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・サントル・

ウエスト地域金庫

フランス・リモージュ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・シャンパー

ニュ・ブルゴーニュ地域金庫

フランス・トロワ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・シャラント

－マリティーム - ドゥ－

セーヴル地域金庫

フランス・サント 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・シャラント

－ペリゴール地域金庫

フランス・ソワイヨー 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

  87/1332



クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・コート・ダ

ルモール地域金庫

フランス・プルフラガン 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・アンジュー

・エ・メーヌ地域金庫

フランス・ル－マン 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・サヴォワ地

域金庫

フランス・アヌシー－ル

－ヴュー
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・フィニス

テール地域金庫

フランス・カンペール 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・フランシュ

・コンテ地域金庫

フランス・ブザンソン 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・グアドルー

プ地域金庫

フランス（グアドルー

プ）・アビーム
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
27.2

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・イル－エ－

ヴィレーヌ地域金庫

フランス・レンヌ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
26.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ラングドッ

ク地域金庫

フランス・ラット 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.7

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ロワール・

オート－ロワール地域金庫

フランス・サント－エチ

エンヌ
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
25.4

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ロレーヌ地

域金庫

フランス・メッツ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・マルティ

ニーク地域金庫

フランス（マルティニー

ク）・ラマンタン
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
28.2

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・モルビアン

地域金庫

フランス、ヴァンヌ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
27.5

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ノール・

ドゥ・フランス地域金庫

フランス・リール 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ノール・ミ

ディ－ピレネー地域金庫

フランス・アルビ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ノール－エ

スト地域金庫

フランス・ランス 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
26.4

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ノルマン

ディー地域金庫

フランス・カーン 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ノルマン

ディー・セーヌ地域金庫

フランス・ボワ－ギヨー

ム
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
25.6

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・パリ・エ・

イル－ドゥ－フランス地域金

庫

フランス・パリ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.5
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クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・プロヴァン

ス・コート・ダジュール地域

金庫

フランス・ドラギニャン 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ピレネー・

ガスコーニュ地域金庫

フランス・タルブ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・レユニオン

地域金庫

フランス（ラ・レユニオ

ン）・サン－ドニ
流動資本

フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・シュド・メ

ディテラネー地域金庫

フランス・ペルピニャン 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・シュド・

ローヌ－アルプ地域金庫

フランス・グルノーブル 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.8

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・トゥールー

ズ31地域金庫

フランス・トゥールーズ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
26.5

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・トゥレーヌ

・エ・ポワトゥ地域金庫

フランス・ポワティエ 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
26.2

クレディ・アグリコル・

ミューチュエル・ヴァル・

ドゥ・フランス地域金庫

フランス・シャルトル 流動資本
フランス国内リテール

・バンキング
25.0

　発行者には、上表に記載された会社のほかに、重要でないと考える関連会社はない。

５ 【従業員の状況】

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの状況

2012年12月31日現在

事業部門 従業員数

フランス国内リテール・バンキング 20,441

国際リテール・バンキング 22,962

専門金融サービス 11,994

貯蓄管理 11,126

法人営業および投資銀行業務 9,439

コーポレート・センター 4,120

合計 87,451

　2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは6,175名の非常勤従業員を有していた。

(2) クレディ・アグリコル・エス・エーの状況

　以下の情報は、クレディ・アグリコル・エス・エーのEconomic and Social Unit (ESU)に言及するものであ
る。

2012年12月31日現在

従業員数 平均従業員年齢 従業員の平均勤続年数
平均従業員年給

（賞与を含む。）

3,245名 45.1歳 16.7年 74,904ユーロ

　2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーは347名の非常勤従業員を有していた。
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

下記「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照。

２ 【生産、受注及び販売の状況】

該当事項なし。

３ 【対処すべき課題】

リスク要因

以下の記述は、当行グループがさらされるリスクのタイプ、その程度およびそれらを管理するために使用する

システムについて記載したものである。

金融機関の開示に関するIFRS第7号に基づく情報は、以下のリスクタイプを網羅している
(1)
。

■　信用リスク（カントリー・リスクを含む。）：取引相手先の債務不履行により、当該取引相手先が当行グルー

プに対するコミットメントを履行できなくなることで発生する損失のリスク

■　市場リスク：市場パラメータ（金利、為替レート、価格、信用スプレッド）の変動によって発生する損失のリ

スク

■　金融危機に起因する特定のリスク

■　構造的資産／負債管理リスク：金利の変動によって発生する損失のリスク（グローバル金利リスク）および

為替レートの変動によって発生する損失のリスク（外国為替リスク）、ならびに保険部門のリスクを含めコ

ミットメントを履行するために必要な資金を有しないリスク（流動性リスク）

銀行業務に固有のすべてのリスクを網羅するため、以下の事項に関する追加情報も提供する。

■　業務リスク：主としてプロセスもしくはシステムの不適当もしくは障害、または取引処理担当者の不適任も

しくは失敗によって発生する損失のリスク

■　法的リスク：当行グループに対して民事上のまたは刑事上の法的手続が提起されることにより発生するリス

ク

■　法令違反リスク：当行グループの銀行および金融業務が準拠する法令の不遵守に関するリスク

(注1)　これらの開示は、2012年12月31日に終了した1年間の連結財務書類の不可欠な一部であり、監査報告書にも含まれてい

る。

リスク管理組織

銀行業務に固有のリスク管理は、当行グループの内部統制システムの中核である。すべての関係者は、取引開

始から最終満期まで、このシステムの中で役割を果たす。

リスクの測定および監督には、専門のリスク管理および恒常的統制部門（DRG－グループ・リスク管理の部

門）が責任を負う。DRGは、当行グループの機能とは独立した、業務執行陣直属の機関である。

リスク管理については、業務の成長を監督する各事業部門が主として責任を負う一方、DRGの任務は、当行グ

ループがさらされているリスクが、各事業部門が定めたリスク戦略と（全体および個別の制限ならびに選択基準

に照らして）一致すること、ならびに当行グループの成長および利益目標と矛盾しないことを確実にすることで

ある。

DRGは、リスク管理および恒常的統制担当役員のネットワークを通じて、連結グループ規模でリスクを監督す

る。かかる担当役員は、組織上はリスク管理および恒常的統制の責任者に、機能的には自らの事業体または事業部

門の執行機関に、それぞれ直属する。
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当行グループ内のリスクを一貫して管理するため、DRGは、以下の任務を負う。

■　信用、市場および業務リスクを分析、測定および監督する方法および手続きを定め、および／または認証する。

■　各事業部門の商業発展戦略について、これらの戦略のリスクの影響を重視した重要な分析に関与する。

■　各事業部門の状況（信用取引、市場リスク制限の設定）から発生する、またはそのリスク戦略から予想される

リスク・エクスポージャーについて、業務執行陣に独自の意見を述べる。

■　当行グループ各事業体のリスクを一覧にして分析する（リスク情報システムのデータ収集源となる。）。

グループ財務部門（FIG）の財務管理ユニットは、借換政策および所要資本の監視に従い、構造的資産／負債

リスク（金利、為替レートおよび流動性）を管理する。

業務執行陣は、ALM（資産負債管理部門）委員会の会議を通じてこれらのリスクを監督し、DRGもこれに関与す

る。

統制

DRGは、四半期ごとのリスク委員会の会議において、主要な信用リスクおよび市場リスク問題に関する定期的

検討を行う。かかる会議においては、リスク・テーキング政策、ポートフォリオ分析、リスク費用の分析、市場制限

および集中制限について取り組む。これらのリスク委員会は、クレディ・アグリコル・グループのすべてのリス

ク（地域金庫のものを含む。）を網羅し、クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者が委員長を務め

る。

DRGは、クレディ・アグリコル・エス・エーの監査委員会に対して定期的に、リスク・エクスポージャーおよ

びその測定方法について情報提供し、取締役会が定める方針に基づきリスク・エクスポージャー管理に関する提

言を行う。

信用リスク

信用リスクは、取引相手先が債務を履行することができなくなった場合で、当行の勘定におけるかかる債務の

帳簿価額がプラスであるときに発生する。取引相手先は、銀行、工業会社もしくは商事会社、政府および政府が管

理する様々な組織、投資ファンド、または個人のいずれもあり得る。

管理に用いる債務不履行の定義は、自己資本の計算に用いるものと同じであり、当行グループの各事業体にお

ける現在の健全性要件に適合している。

すなわち債務者は、以下の条件の1つ以上が満たされた場合に債務不履行とみなされる。

■　支払が期限より90日を超えて遅滞している場合。ただし、かかる遅滞が債務者のコントロールできない理由に

よることを示す特殊な事情があるときは、この限りではない。

■　債務者が債務を返済する見込みがないと当該事業体が判断した場合。ただし、債務者が担保を供するなど何ら

かの措置を講じているときは、この限りではない。

エクスポージャーは、貸付、債務証券、財産証書、履行交換契約、履行保証または未使用の確約コミットメント

のいずれの可能性もある。またこのリスクには、整備された決済システム外で現金または現物の交換を伴う取引

に固有の、決済リスクが含まれる。

＜Ⅰ．目的および方針＞

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社が負うリスクは、クレディ・アグリコル・エス・エー

の業務執行委員会の下位委員会であり最高経営責任者が委員長を務めるグループ・リスク管理委員会が承認し

たリスク戦略に適合していなければならない。リスク戦略は、各事業部門およびその発展プランに応じて調整さ

れている。リスク戦略は、全体的制限、介入基準（適格取引相手先のタイプ、適格商品の内容および満期、ならびに

必要担保）および意思決定権の委任に関する取決めを定める。これらのリスク戦略は、各事業部門、事業体、事業

分野または国の必要に応じて調整される。事業部門は、これらのリスク戦略を遵守する責任を負い、かかる遵守
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は、リスク管理および恒常的統制担当役員が監督する。

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社は、特に特定の業種または国に影響を与える危機が発

生した場合のカウンターパーティー・リスク・エクスポージャーを制限するため、リスクの分散を図っている。

このため、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社は定期的に、取引相手先、売買目的ポートフォリ

オ、事業分野および国別に、総エクスポージャーを監督している（エクスポージャーのタイプに応じて内部計算

方法を考慮する。）。

当行グループの法人営業および投資銀行部門であるクレディ・アグリコル・CIBも、クレディ・アグリコル・

エス・エー・グループが負う主要な集中リスクを削減するため、積極的にポートフォリオ管理を行っている。当

行グループは、カウンターパーティー・リスクを削減および多様化し、資本利用を最適化する、クレジット・デリ

バティブまたは証券化メカニズム等の金融商品を活用している。同様に、潜在的なリスク集中は、外部の銀行との

シンジケートローンおよびリスク・ヘッジ手段である商品（信用保険、デリバティブ、オセオ・ガランティとの

リスク分担）の利用によって、軽減される。

リスクが認識されると、個別にまたはポートフォリオ・ベースで減損政策が実行される。

＜Ⅱ．信用リスク管理＞

1．リスク・テーキングの一般原則

すべての信用取引には、顧客の債務返済能力および最も効率のよい取引構造（特に担保および満期）につい

て、徹底的な分析が必要である。この分析は、当該事業部門のリスク戦略、ならびに個別および全体のすべての制

限に従って行わなければならない。融資の最終的な決断は、内部格付に基づくものとし、コミットメント・ユニッ

トまたは信用委員会が、リスク管理および恒常的統制グループ部門の代表者が所定の承認システムの一環として

述べた独自の意見に基づいて行う。グループ・リスク管理委員会およびその委員長は、当行グループの最終的な

意思決定機関である。

融資を決断する際には、期待収益率に関連して負うリスクの分析を行わなければならない。法人営業および投

資銀行業務においては、取引の期待収益率について（リスク調整後資本利益率（RAROC）に基づき）事前に計算

を行う。

さらに、企業、銀行、金融機関、公共部門または第三セクターの別を問わず、すべての種類の取引相手先に対し

て、個別リスク制限の原則が適用される。

2．リスク測定方法およびシステム

2.1　内部格付システムおよび信用リスク連結システム

内部格付システムは、信用リスクの評価、債務者の格付、および債務者の債務不履行時の損失予測に用いるす

べての手法、手続きおよび制限を網羅する。内部格付システムの管理は、当行グループのリスク管理および恒常的

統制部門責任者が委員長を務める標準方法委員会（CNM）に依拠しており、CNMの任務は、クレディ・アグリコル

・グループ内のリスクの測定および統制に関する基準および手法を認証し、これを広めることである。具体的に

は、標準方法委員会は次の事項を検討する。

■　リスクの特定および測定に関する規定：具体的には、取引相手先を格付評価し、バーゼル2のリスク・パラ

メータ（PD、CCF、LGD）を判断する際に使用する方法、ならびに関連する組織的手続

■　格付およびリスク評価方法の実績（バック・テスト結果の定期的な見直しによる。）

■　格付の使用（共通のシンタックス、用語集およびベンチマークの検証）

個人（具体的には、住宅ローンおよび消費者金融）および小規模企業に対する貸出金を含む小口顧客につい

ては、各事業体は、クレディ・アグリコル・エス・エーが定めたグループ基準に従って、格付システムを規定、実

施および実証する責任を負う。LCLおよび消費者金融子会社（クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイ

ナンス）は、独自の格付システムを有している。地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーのレベルで管理
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される共通リスク評価モデルを有している。すべての事業体において、自己資本規制要件の計算に使用するパラ

メータのバック・テスト手続きが規定され、利用可能である。当行グループが利用する内部モデルは、行動の説明

変数（例：当座勘定の平均残高）および変数の特定（例：事業セクター）に関して確立された統計モデルに基

づいている。使用するアプローチは、顧客（個人、農家、小規模企業）主体でも、商品主体でもよい。格付の根拠と

なる1年目の推定デフォルト率は、年1回見直される。

大口法人顧客については、「景気循環の一周期」における債務不履行リスクについて統一見解を示すため、リ

スク区分に基づいて15等級の単一格付スケールが確立されている。このスケールは、債務不履行でない取引相手

先に対する13等級（A+からE-）（クレジット・ウォッチに指定された取引相手先に対する2等級を含む。）およ

び債務不履行の取引相手先に対する2等級（FおよびZ）からなる。

グループ内格付と格付機関との比較

クレディ・アグリコ

ル・グループによる

格付

A+ A B+ B C+ C C- D+ D D- E+ E E-

ムーディーズ

格付指標
Aaa Aa1/Aa2Aa3/A1A2/A3Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1/B2B3 Caa/Ca/C

スタンダード＆

プアーズ格付指標
AAA AA+/AAAA-/A+A/A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+/B B- CCC/CC/C

1年目のデフォルト率0.001％0.01％0.02％0.06％0.16％0.30％0.60％0.75％1.25％1.90％5.0％12.0％20.00％

クレディ・アグリコル・グループにおいて、大口法人顧客カテゴリは、主として、ソブリンおよび中央銀行、企

業、専門金融会社ならびに銀行、保険会社およびその他の金融機関からなる。内部格付手法は、財務および定性的

基準に基づき個別の各リスク特性に適応しており、各種大口顧客に適用される。法人顧客については、クレディ・

アグリコル・グループの各事業体は共通の内部格付方法を有している。格付は、取引相手先との関係が最初に始

まった時点で行われ、信用限度額の設定が依頼されたときまたはリスクの質に影響を与え得る出来事が起こった

ときに更新される。格付は、フロント・オフィスから独立した部署から承認を受けなければならない。格付は、少

なくとも年1回見直される。各取引相手先が、クレディ・アグリコル・グループ内において必ず1つの、唯一の格付

を有するよう、当行グループの単一の事業体が格付を行う。

大口法人顧客であると小口顧客であるとにかかわらず、格付方法は以下のとおり標準方法委員会の承認を受

けなければならない。

■　リスクの特定および測定に関する規定（具体的には取引相手先を格付評価し、デフォルト率（PD）および債

務不履行時の損失（LGD）を判断する際に使用する方法、ならびに関連する組織的手続）の検証

■　バック・テストの結果の定期的な見直しによる、格付およびリスク評価方法の実績の監視

■　共通のシンタックス、用語集およびベンチマークの検証

格付プロセス全体を通じてクレディ・アグリコル・エス・エー、その子会社および地域金庫が行う格付監視シ

ステムは、以下の事項の確保を目標としている。

■　リスクの特定および測定に関する規定：具体的には使用する方法

■　債務不履行事由の取扱いにおける、連結ベースでの統一性

■　内部格付方法の適切な使用

■　内部格付の根拠となるデータの信頼性

さらに、クレディ・アグリコル・エス・エー、その子会社および地域金庫は、以下の目的において、引き続きリ

スク追跡システムの改善に重点的に取り組んでいる。

■　単一の顧客およびグループのリスク管理：格付の独自性を確保し、バーゼル・ポートフォリオに一貫してエ

クスポージャーを割り当てるために極めて重要な、当該事業体内にリスクを有する取引相手先の正確な特
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定、ならびに単一の顧客およびグループの部門間リスク情報管理の改善を目指すもの

■　ソルベンシー比率の計算プロセスの質を保証するための決算プロセス

フランスの金融健全性規制監督機構（ACP）は、クレディ・アグリコル・グループが、グループの大半のリ

テールおよび法人向けローン・ポートフォリオについて、信用リスクの自己資本規制要件を計算する際に内部格

付システムを使用することを承認した。

グループ全体に内部格付システムを展開することで、当行グループは、現行の健全性規制型リスク指標（CRD

－自己資本指令）に基づきカウンターパーティー・リスクの管理を行うことができる。大口法人顧客に対して

は、現在まで数年間利用してきた単一の格付システム（同一のツールおよび方法、データの共有）によって、とり

わけ当行グループの複数の事業体と取引を行う相手先について、カウンターパーティーの監視を強化している。

また、このシステムによって、基準および手続、統制ツール、警告手続ならびにリスク引当政策の元になる共通参

照体系を利用することが可能となる。

最後に、法人営業および投資銀行業務においては、融資の承認決定、リスク戦略の策定およびリスク制限の設

定プロセスにおいて、見積損失、経済資本およびリスク調整後利益率の測定が使用される。

2.2　信用リスクの測定

信用リスク・エクスポージャーの測定には、実行済融資枠および未使用の確約融資枠の両方が含まれる。

キャピタル・マーケッツ取引におけるカウンターパーティー・リスクを測定するため、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーおよびその子会社は、スワップおよび仕組商品等のデリバティブ商品の現在および潜在的リスク

の見積りに、異なるタイプのアプローチを利用している。

クレディ・アグリコル・CIBは、各顧客について純ポートフォリオ・アプローチを用い、かかるデリバティブ

商品に関する変動のリスクを推定するために、特殊な内部手法を利用している。

■　当期のリスクは、瞬間的債務不履行において取引相手先が負う金額に相当する。

■　変動リスクは、任意の信頼区間における、残存期間の推定最大エクスポージャーに相当する。

使用する方法は、モンテカルロ法によるシミュレーションに基づいており、潜在的市場パラメータの変動の統

計計算に基づいて変動リスクを評価することができる。また、このモデルにより、取引実行前に契約書類が作成さ

れる際に取引相手先と交渉した相殺契約および担保契約の使用に関連して、異なるリスク削減要素を検討するこ

とができる（下記4．「信用リスク軽減メカニズム」参照。）。この方法を用いて計算された変動リスクは、推定

ポジティブ・エクスポージャー（グローバル・ポートフォリオ・アプローチによる平均リスク特性に相当）の

決定により、カウンターパーティー信用リスクを管理する際、およびバーゼル2の第2の柱の経済資本を計算する

際に利用される。

当行グループのその他の事業体において、リスクの根拠は、商品のプラスの市場価額と、額面価額に適用され

るアドオン係数との合計である。このアドオン係数は、残存期間中、デリバティブ商品の市場価額の変動によって

信用リスクが発生する可能性を表す。これは、対象証券の変動の統計的観測に基づき、当該証券の種類および残存

期間を用いて計算される。取引相手先との相殺契約および担保契約が認める場合、適格担保を除くポートフォリ

オについて、カウンターパーティー・リスクが測定される。この方法は、カウンターパーティー・リスクの内部管

理のために用いられているが、これは以下のものとは異なる。

■　欧州および国際ソルベンシー比率の測定要件を満たすため、または主要なリスクの報告に用いる、規制アプ

ローチ

■　連結財務書類の作成に用いる会計方針および原則

3．コミットメントの監督システム

ポートフォリオの過剰な集中を防ぐため、コミットメントに関する個別プロセスに加えて、リスク・エクス

ポージャーの分割および制限規則が用いられている。
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3.1　取引相手先または関係取引相手先グループ別の集中監督プロセス

クレディ・アグリコル・グループのすべての事業体の連結コミットメントは、取引相手先およびグループ関

係取引相手先別に監督されている。関係取引相手先グループとは、フランスまたは外国の法人で、資格および経済

活動に関係なく、これらの法人の1社または複数社のエクスポージャーに基づいてグループ全体のエクスポー

ジャーを測定できるようなつながりを有するものをいう。取引相手先または関係取引相手先グループに対するコ

ミットメントには、当行グループが行ったすべての融資、ならびにコーポレート・ファイナンス取引、債券ポート

フォリオ、融資コミットメントおよびキャピタル・マーケッツ取引に関するカウンターパーティー・リスクが含

まれる。取引相手先および関係取引相手先グループのエクスポージャー限度は、各子会社または事業部門の内部

情報システムにおいて記録される。複数の子会社が共通の取引相手先を有する場合、内部格付に応じたコミット

メント承認限度に基づき、グループレベルの限度総額が設定される。

各営業事業体は、グループ・リスク管理および恒常的統制部門に対し、月1回または四半期に1回、リスク・カ

テゴリ別のコミットメント額を報告する。主要なノンバンクの取引相手先、すなわちクレディ・アグリコル・グ

ループのコミットメント総額が相殺決済後300百万ユーロを超える相手方に対するエクスポージャーについて

は、グループ・リスク管理委員会に対して個別に報告する。

2012年度末現在、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社が非ソブリン、ノンバンクの10大顧客

に対して有する貸出コミットメントは、ノンバンク・ポートフォリオ全体の6.4％であった（2011年12月31日現

在は6％弱であった。）。個々のポートフォリオの集中はわずかに上昇したが、依然として十分に分散されていた。

さらに、地域金庫およびLCLについては、食品加工部門に対する主要なカウンターパーティー・リスクは、フォ

ンカリスの子会社を通じても監視されている。2012年12月31日現在、フォンカリスは、これらの事業体の主要な取

引相手先に対する未履行ポートフォリオ8.2十億ユーロ（2011年12月31日現在は8.7十億ユーロ）のうち、50％を

保証していた。

3.2　ポートフォリオ・レビューおよび部門監督プロセス

事業体または事業部門が定期的に行うポートフォリオ・レビューは、信用の質が悪化している取引相手先の

特定、取引相手先の格付のアップデート、リスク戦略の監督、および事業部門別等の集中率の変動チェックに利用

される。さらに、法人営業および投資銀行業務は、ストレス・シナリオにおいてポートフォリオがいかに持ちこた

えるかをテストする際に用いるポートフォリオ・モデリング・ツールを有している。

3.3　債務不履行およびクレジット・ウォッチの取引相手先の監督プロセス

債務不履行に陥った、またはクレジット・ウォッチに指定された取引相手先は、リスク管理および恒常的統制

担当役員と共同で、事業部門別に厳重に監視される。また、当該事業体のセンシティブ・エクスポージャー委員会

による正式な監督、ならびにグループ・リスク管理委員会および監査委員会が四半期ごとに行う連結ベースの監

督の対象でもある。

3.4　連結リスク監督プロセス

グループ・リスク管理委員会は、四半期に1度、グループ・リスク管理および恒常的統制部門が提出したリス

ク・レポートを検討する。同委員会は、このレポートにより、すべての事業部門にわたる当行グループのリスクの

状況を、連結ベースで詳細に検討することができる。さらに、グループ・リスク管理委員会の会議において、銀行

業務リスク、カントリー・リスクおよび主要なノンバンク・リスクについての詳細な定期レビューも行われる。

経済情勢の不振を受けて、クレディ・アグリコル・エス・エーは、業務執行陣が委員長を務めるリスク監督委

員会の継続を決定した。この委員会は月2回会議を開き、グループ・リスク管理および恒常的統制部門が内部警告

手続きに則って集約したすべてのリスク警告について検討する。
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3.5　カントリー・リスク監督および管理システム

カントリー・リスクは、国外の経済、金融、政治または社会状況が、当行グループの経済的利害に影響を与える

リスクである。このリスクは、本質的には「基本」リスク（信用、市場および業務リスク）と変わりないが、特定

の政治、マクロ経済および金融環境に対する脆弱性によるリスクの集合体である。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにおけるカントリー・リスクの評価および監督システムは、

当行グループ独自の格付方法に基づいている。国別の内部格付は、経済の構造的な確実性、支払能力、ガバナンス

および政治的安定に関する基準に基づいている。この手続きにおいて定められた基準より格付が下回った国につ

いては、毎年限度およびリスク戦略の見直しを行う。

定期的な報告および検討を導入することで、定量的ツールの使用により、ポートフォリオ全体のカントリー・

リスクを詳細に監視することが可能になる。このアプローチを補足するものとして、マクロ経済および金融の不

利な仮定による影響をテストするためのシナリオ分析を行う。当行グループはこれらのテストにより、緊張が極

度に達した状況でクレディ・アグリコル・エス・エー・グループがさらされる可能性のあるリスクについて、総

合的に検討することができる。

当行グループは、以下の原則に従ってカントリー・リスクを管理し、統制している。

■　カントリー・リスクにさらされた業務は、分析的カントリー・リスク管理ツールの開発および監督によって、

確定し、特定される。

■　カントリー・リスクに対するポートフォリオの脆弱性に応じて、国別戦略を毎年見直すことで、容認可能なカ

ントリー・リスク・エクスポージャー限度が決定される。脆弱性の程度は、取引の種類および構造、取引相手

先の質ならびにコミットメントの条件によって決定される。これらのエクスポージャー限度は、国の状況に

応じてより頻繁に見直すことができる。これらの戦略および限度は、クレディ・アグリコル・CIBの戦略およ

びポートフォリオ委員会（CSP）またはカントリー・リスク委員会（CRP）ならびにクレディ・アグリコル

・エス・エーのグループ・リスク管理委員会（CRG）によって認証される。

■　法人営業および投資銀行業務は、当行グループが事業を行う各国について、定期的にカントリー・リスクを評

価し、四半期に1度かかるカントリー・リスクの格付をアップデートするためのシステムを有している。この

格付は、様々な基準（構造的確実性、ガバナンス、政治的安定、支払能力および支払意志）に基づく国別の内

部格付モデルを用いて決定される。四半期ごとの見直しを行う前に、特定の出来事によって格付が調整され

ることもある。

■　クレディ・アグリコル・CIBのカントリー・リスクおよびポートフォリオ・リスク部門は、カントリー・リス

クの規模、成熟度および程度がポートフォリオの質に影響を及ぼす可能性のある取引を検証する。

カントリー・リスク・エクスポージャーについては、リスクのある国に対するすべてのエクスポージャーに

ついて定期的に具体的な報告を行うことで、量（エクスポージャーの金額および期間）および質（ポートフォリ

オの脆弱性）の両方の観点から監督および統制を行っている。

カントリー・リスクの監督対象となる内部格付を有するユーロ圏の国々は、個別に特別監督処置を受ける。

3.6　ストレス・シナリオの影響

経済および金融環境が急激に悪化した場合の損失リスクおよび結果的な規制上の所要資本の変化を評価する

ため、内部の要件に基づき、またはフランスの金融健全性規制監督機構（ACP）の要請に従い、事業部門と共同で

定期的に信用ストレス・シナリオが適用される。これらのストレス・テストの結果は、グループ・リスク管理委

員会または業務執行委員会が、特に年間予算プロセスの一環として精査する。

4．信用リスク軽減メカニズム

4.1　受領した担保および保証

保証または担保財産は、信用リスクの全部または一部に対してプロテクションを提供しようとするものであ
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る。

担保として受領した担保財産および保証の適格性、利用および管理についての原則は、ソルベンシー比率計算

のためのCRDシステムに従って、クレディ・アグリコル・グループの標準方法委員会（CNM）が決定する。この共

通枠組みにより、当行グループの様々な事業体について、一貫したアプローチを取ることができる。この枠組み

は、使用される様々な信用リスク軽減テクニックのすべて、すなわち物的担保（とりわけ不動産、航空機、船舶等

の資産に対する融資のためのもの）、保証、国の輸出信用保険、民間の信用保険、金融保証保険、クレジット・デリ

バティブ、および現金担保の健全性認識の条件、評価および再評価手法等について定めている。各事業体は、この

枠組みの実施について、業務レベル（管理、評価の監督、実施）で責任を負う。

受領した保証コミットメントの詳細は、連結財務書類に対する注記3.1および注記8（「第6　経理の状況―1　

財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書

類に対する注記」）に記載されている。

保証または信用強化措置の実行によって取得した金融資産について、当行グループは、これらの手段によって

取得した資産をできるだけ早く売却することを方針としている。

4.2　相殺契約の使用

取引相手先と「包括」契約を締結した場合、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社は、当該取

引相手先に対するエクスポージャーを相殺する。またクレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社は、

リスク・ポジションを削減するため、担保テクニック（現金または有価証券の供託）も利用している。

4.3　クレジット・デリバティブの使用

銀行勘定の管理において、当行グループの法人営業および投資銀行業務は、クレジット・デリバティブおよび

証券化を含む様々なリスク移転手段を利用している。目的は、企業の信用エクスポージャーの集中を軽減し、ポー

トフォリオを多様化し、損失レベルを下げることである。

かかる取引から発生するリスクは、当行の自己勘定においてプロテクションを売買するすべての現金取引に

関するバリュー・アット・リスク（VaR）等の指標を用いて監視される。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBがユニット・クレジット・デリバティブの形で購入したプ

ロテクションの名目価格は、10.8十億ユーロであった（2011年12月31日現在は11.4十億ユーロ）。クレディ・ア

グリコル・CIBが販売したプロテクションの名目価格は、867百万ユーロ（2011年12月31日現在は965百万ユー

ロ）であった。

＜Ⅲ．エクスポージャー＞

1．最大エクスポージャー

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、未認

識相殺契約および担保の効果を調整する前の金融資産（貸出金および債権、債務証券およびデリバティブ商品）

の正味帳簿価額である。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの信用およびカウンターパーティー・リスクに対する最大エク

スポージャー

（百万ユーロ）
2012年12月31日2011年12月31日

継続事業

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(持分証券およびユニット・

リンク契約を除く。)
573,567 432,721

ヘッジ手段のデリバティブ 41,850 33,560

売却可能資産(持分証券を除く。) 237,601 206,353
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金融機関に対する貸出金および債権(内部取引を除く。) 118,333 104,610

顧客に対する貸出金および債権 329,756 399,381

満期保有金融資産 14,602 15,343

貸借対照表上のコミットメントへのエクスポージャー(減損損失控除後) 1,315,709 1,191,968

付与した融資コミットメント(内部業務を除く。)
(1) 149,217 160,160

付与した金融保証コミットメント(内部業務を除く。) 93,435 98,898

引当金－融資コミットメント (309) (219)

貸借対照表外の融資コミットメントへのエクスポージャー(引当金控除後) 242,343 258,839

信用リスクへの最大エクスポージャー
(2) 1,558,052 1,450,807

(注1)　2011年12月31日現在、取引日付で認識された買戻し条件付売却有価証券は、債務者の諸口勘定に対応するものとして、

名目価格（2十億ユーロ）で計上されている。2012年12月31日現在、これらの業務は22十億ユーロで、取引日から決済

日までの間は「受領した融資コミットメント」に計上された（注記8の「融資および保証コミットメントならびに

その他の保証」を参照。）。

(注2)　2012年度に売買目的業務に再分類された事業体の、2011年12月31日現在の寄与は、34,005百万ユーロであった。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社の信用およびカウンターパー

ティー・リスクに対する最大エクスポージャーは、7.4％増の1,558十億ユーロであった（2011年12月31日現在は

1,450.8十億ユーロ）。

2．集中

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内部の取引および買戻契約の一環として差し入れられた担保

を除き、商業貸出コミットメント（金融機関に対する貸出金および債権、顧客に対する貸出金および債権、融資コ

ミットメントならびに保証コミットメント705十億ユーロ）に対する信用リスクの分析は、以下に示すとおりで

ある。分析の範囲には、非継続事業または売買目的事業において認識された、業務に対するエクスポージャーが含

まれている。具体的には、主としてバリュー・アット・リスクで監督されるデリバティブ商品（「市場リスク」

の項を参照。）および保険会社が保有する金融資産（176十億ユーロ－「保険部門のリスク」の項を参照。）は含

まれていない。

2.1　ポートフォリオの地域別分散

商業貸出ポートフォリオ（当行グループ外の銀行取引相手先を含む。）の地域別内訳は、2011年12月31日現在

は685.1十億ユーロ、2012年12月31日現在は675.8十億ユーロのポートフォリオに関するものである。この内訳は、

商業貸出リスクが主として発生する国で表示している。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの商業貸出の地域別内訳－2012年12月31日現在

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの商業貸出の地域別内訳－2011年12月31日現在
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フランスで発生する商業コミットメントは、全体のコミットメントに対して48％であった2011年度からわず

かに増加して、2012年度は49％となった。当行グループにおいて2番目に大きな市場であるイタリアにおいては、

コミットメントに対して12％で変化はなかった。

財務書類に対する注記3.1（「第6　経理の状況　―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に

終了した会計年度―　A.　連結財務書類　―(3)　連結財務書類に対する注記」）は、顧客および金融機関に対する

貸出金および債権ならびにコミットメントについて、会計情報に基づく地域別内訳を表示している。

2.2　ポートフォリオの産業部門別分散

商業貸出ポートフォリオ（当行グループ外の銀行取引相手先を含む。）の産業部門別内訳は、2011年12月31日

現在は639.4十億ユーロ、2012 年12月31日現在は630.6十億ユーロのポートフォリオに関するものである。この内

訳は、顧客に対する商業貸出リスクが主として発生する産業部門で表示している。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの商業貸出の産業部門別内訳－2012年12月31日現在

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの商業貸出の産業部門別内訳－2011年12月31日現在
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商業貸出ポートフォリオの産業部門別内訳は、2012年度も引き続きよく分散されており、安定している。2011

年度末の11％から2012年度末は16％に相対的シェアを伸ばした「非商業／公共部門／地方自治体」、および2011

年度末の32％から2012年度末は30％に相対的シェアを減らしたリテール・バンキングの顧客を除き、年間1％を

超えて変化した部門はなかった。

2.3　貸出金および債権の顧客の種類別内訳

金融機関および顧客に対して行った貸出金および債権ならびにコミットメントの顧客の種類別集中について

は、連結財務書類に対する注記3.1（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31

日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

経過利息を含む貸出金および債権の残高総額は、2011年12月31日現在の521十億ユーロから11.5％減少して、

2012年12月31日現在は461十億ユーロとなった。これは、主として大企業と小口顧客との2つに分類することがで

きる（2011年12月31日現在はそれぞれ32.2％および31.8％であったのに対して、31.4％および32.8％）。銀行お

よび金融機関を除く機関投資家の割合は、残高に対して2011年12月31日現在は30.2％であったのに対して、2012

年12月31日現在は29.2％とわずかに減少した。

2.4　カントリー・リスクに対するエクスポージャー

2011年度は、北アフリカおよび中東における社会政治的危機、日本における原子力災害、ならびに欧州の多く

の国におけるソブリン債務に対する緊張の高まりがあり、2012年度も暗い状況が続いた。世界経済では引き続き

構造的成長が少なくなった。社会環境は悪化し、先進国および新興国の一部においては失業率が上昇し、「闇」経

済の急成長を助長した。これは将来にとって好ましいことではない。先進国の政府にとっては、今後数ヶ月間、財

政赤字および経常赤字が引き続き最大の関心事となるだろう。この結果、回復および国際協力の足かせとなる保

護貿易主義のリスクが増加するおそれがある。概して国内需要の根強さから危機に対して弾力性を見せていた新

興国においては、政治リスクが高まり、これが経済の弱体化につながった。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの顧客に対する商業貸出（オンバランスシートおよびオフバ

ランスシート）のうち、新興国におけるリスクにさらされているものは、主としてクレディ・アグリコル・CIB、
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ユニオン・ドゥ・バンク・アラブ・エ・フランセーズ（UBAF）（クレディ・アグリコル・CIBが47.01％所有）

および国際リテール・バンキングによるものである。これらのエクスポージャーには、受け取った保証のうち控

除されたもの（輸出信用保険、現金預託、質権設定等）が含まれている。

2012年12月31日現在、商業貸出（銀行の取引相手先に対するものを含む。）は、45.9十億ユーロ（2011年12月

31日現在は50.7十億ユーロ）であった。

新興国に対するエクスポージャーの集中は、2012年度はわずかに増加した。上位20ヶ国がポートフォリオに対

して占める割合は、2011年度末の84.5％に対して2012年度末は88.3％であった。

重要な地域は、中東／北アフリカ、東欧およびアジアの3つであった。これらに南アメリカおよびサハラ以南の

アフリカが続いた。

中東および北アフリカ

中東および北アフリカは、新興国の主たるエクスポージャー地域であり、2011年12月31日現在は35.7％（18.1

十億ユーロ）であったのに対し、2012年12月31日現在は34.4％（15.8十億ユーロ）であった。エクスポージャー

は、モロッコ、エジプト、アラブ首長国連邦、サウジアラビアおよびアルジェリアに集中している（中東および北

アフリカのエクスポージャーの80％）。2012年度に減少したのは、アルジェリアにおけるエクスポージャーの増

加が、アラブ首長国連邦、カタール、エジプトおよびサウジアラビアにおけるエクスポージャーの大幅な減少に

よって相殺された結果である。

東欧

この地域のエクスポージャーは13.6十億ユーロで、当行グループの新興国リスクの29.6％を占めた。エクス

ポージャーは、引き続き5ヶ国（ポーランド、ロシア、ウクライナ、セルビアおよびハンガリーにエクスポージャー

全体の89％）に集中している。2011年12月31日現在、この地域のエクスポージャーは13十億ユーロで、新興国リス

クの25.7％を占めていた。

アジア

アジアのエクスポージャーは、新興国の中で3番目に大きく、2012年度末現在のエクスポージャーの23.9％す

なわち11十億ユーロ（2011年12月31日現在は22.8％、すなわち11.6十億ユーロ）であった。活動は引き続きこの

地域の主要国（中国、インドおよびインドネシア）に集中していた。

南アメリカ

2012年度末現在、この地域は新興国のエクスポージャーの8.7％を占め、4十億ユーロのエクスポージャーは

4ヶ国（メキシコ、ブラジル、キューバおよびペルー）に集中していた（2011年度末現在は10.4％、すなわち5.3十

億ユーロ）。

サハラ以南のアフリカ

2012年度末現在、この地域のエクスポージャーは、南アフリカにおける32.1％を含め、1.6十億ユーロ（新興国

カントリー・リスクの3.4％）であった（2011年度末現在は、南アフリカにおける37.6％を含め、2.7十億ユーロ

であった。）。この地域の絶対値は、クレディ・アグリコル・CIBが南アフリカにおける事業を廃止中であること

で、減少した。

3．信用の質

3.1　貸出金および債権のカテゴリ別分析

下表は、金融機関および顧客に対する貸出金および債権の内訳である。
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貸出金および債権

（百万ユーロ）
2012年12月31日2011年12月31日

遅滞も減損もしていないもの 436,542 489,090

遅滞しているが減損していないもの 7,011 7,146

減損したもの 17,349 24,759

合計 460,902 520,995

2012年12月31日現在、貸出金および債権ポートフォリオの94.7％は、支払期限を途過しておらず、減損もして

いなかった（2011年12月31日現在は94.0％）。

IFRS第7号に基づき、契約上の支払期限までに取引相手先が返済できない場合、金融資産は遅滞の状態になる。

当行グループにおいて支払期限の経過後90日に満たない貸出金および債権は、支払期限を途過しているものの減

損はしていない貸出金の89％を占めるが、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループはこれらに対して信用

リスクを認識していない。

支払期限を経過し、または減損した金融資産についての詳細は、連結財務書類に対する注記3.1（「第6　経理

の状況―1　財務書類―(1)2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　

連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

3.2　残高の内部格付別分析

クレディ・アグリコル・グループの内部格付政策は、当行グループの顧客ポートフォリオ全体、すなわち小口

顧客、法人顧客、銀行および金融機関、政府機関および地方自治体を網羅することを目的としている。

小口顧客（2011年12月31日現在の500.8十億ユーロに対して、2012年12月31日現在は503.7十億ユーロ）を除

く正常先に対する商業貸出ポートフォリオのうち、格付を有する債務者は全体の75％を占めた（2011年度末は

74％）（2011年12月31日現在の373.2十億ユーロに対して、2012年12月31日現在は375.8十億ユーロ）。このポー

トフォリオの内訳は、当行グループの内部格付と同等に対応するスタンダード＆プアーズの格付によって表示さ

れている。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのノンバンク、リテール以外の顧客の正常先商業貸出ポートフォ

リオの内部格付別推移（同等に対応するスタンダード＆プアーズ格付指標により表示）
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この内訳は、信用ポートフォリオの質が高いことを反映しており、2011年度から2012年度の間、リスク特性は

一定であった。2012年12月31日現在、エクスポージャーの88％（2011年12月31日現在は88％）は投資適格債務者

（格付がBBB以上）に関するもので、クレジット・ウォッチに指定された債務者に関するものは1％であった。

3.3　減損およびリスク担保

3.3.1　減損およびリスク担保政策

貸出金の損失リスクに関するヘッジ政策は、以下の2種類の減損引当金に基づいている。

■　減損した債権について推定される損失をカバーするための、個別の減損引当金

■　信用リスク・ポートフォリオにおける均一のサブグループにおいて、客観的な減損の兆候が一または複数確

認された場合に計上される、IAS第39号に基づく集合的減損引当金。これらの減損引当金は、特定の国、事業部

門または取引相手先に対するエクスポージャーのリスク特性が、不履行ではなく格下げが原因で悪化した場

合に、これをカバーするためのものである。リテール・バンキングにおいても、減損損失はポートフォリオ・

ベースで認識している。集合的減損引当金は、一般的に、バーゼル・デフォルト率（PD）および債務不履行時

の損失（LGD）の基準を用いて、取引の満期日が到来するまでに想定される損失金額に基づく統計的基礎に

よって計算される。

3.3.2　減損金融資産

金融機関および顧客に対する減損した貸出金および債権の、顧客の種類および地域別の内訳は、財務書類に対

する注記3.1（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度

―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

2012年12月31日現在の減損した貸出金および債権の総額は、17.3十億ユーロであった（2011年12月31日現在

は24.8十億ユーロ）。この減少は、主にエンポリキ・バンクが非継続事業に再分類されたことによる（IFRS第5

号）。これらは、不良貸出金およびコミットメントのうち、当行グループが回収の見込みがないと判断したもので

ある。減損した資産は、2012年12月31日現在の当行グループの残高総額の3.8％（2011年12月31日現在は4.8％）

であった。これらは、リース・ファイナンス取引を含むが集合的減損引当金を含まない9.9十億ユーロ（2011年12

月31日現在は13.5十億ユーロ）の個別減損引当金によってカバーされた。

正常先に対する貸出金および債権のうち再交渉されたものは、2012年12月31日現在、2.4十億ユーロであった

（2011年12月31日現在3十億ユーロ）。

4．リスク費用

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社の全体のリスク費用は、3.7十億

ユーロ（2011年度の4.3十億ユーロ（売買目的の業務について修正表示済み。）から約12％減）となった。2011年

度は、ギリシャの経済状況が悪化したこと、ならびに銀行および保険子会社において、ギリシャ・ソブリン債の元

本を満期に応じて70％から75％引き下げる必要があったことを反映している。専門金融サービス（コンシュー

マー・ファイナンス、リースおよびファクタリング）においては、主としてギリシャおよびイタリアにおけるリ

スク担保を強化しなければならず、リスク費用が大幅に増加した。アゴス・デュカートのリスク費用が引き続き

増加したため、この傾向は、2012年度もフランス国外を中心に続いた。この悪化は、債権回収実績が十分でなかっ

たこと、ならびに訴訟費用ポートフォリオの売却調整および方法の修正について非経常引当金を計上したことに

よるものである。

リスク費用に影響を与えた出来事についての詳細は、連結財務書類に対する注記4.8（「第6　経理の状況―1　

財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書

類に対する注記」）に記載されている。事業部門別の内訳は、連結財務書類に対する注記5.1（「第6　経理の状況
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―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財

務書類に対する注記」）に記載されている。

5．デリバティブ商品のカウンターパーティー・リスク

デリバティブ商品のカウンターパーティー・リスクは、規制基準に従って計算し加重された市場価格および

潜在的信用リスクに基づいて決定される。2012年12月31日現在のデリバティブ商品のカウンターパーティー・リ

スクに対するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループのエクスポージャーは、連結財務書類に対する注記

3.1（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連

結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

市場リスク

市場リスクは、市場パラメータが変化して金融商品の価値が下がった場合に、損益計算書または貸借対照表に

マイナスの影響が生ずるリスクである。詳細は以下のとおりである。

■　金利：金利リスクは、金利の変動によって、金融商品の公正価値または金融商品からの将来のキャッシュ・フ

ローが変動するリスクである。

■　為替レート：外国為替リスクは、為替レートの変動によって、金融商品の公正価値が変動するリスクである。

■　価格：株式およびコモディティの価格が変化し、または株式バスケットもしくは株式市場指数が変動するリ

スクである。このリスクに対するエクスポージャーが最も大きい商品は、持分証券、エクイティ・デリバティ

ブおよびコモディティ・デリバティブである。

■　信用スプレッド：指標または発行者の信用スプレッドの変動によって、金融商品の公正価値が変動するリス

クである。より複雑な信用商品には、発行者の債務不履行によるコリレーションの変更から、公正価値が変動

するリスクもある。

＜Ⅰ．目的および方針＞

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、業務組織とは独立した組織、リスクの特定および測定の手

法、監督および連結手続きを有する、専門の市場リスク管理システムを有している。

このシステムは、トレーディング部門が行う売買ポジションおよび値付け等のキャピタル・マーケッツ活動

から発生するすべての市場リスクをカバーする。ファイナンス部門の投資ポートフォリオは、個別に監督される。

2012年度、当行グループは、引き続き慎重な市場リスク管理政策を取った。さらに、子会社クレディ・アグリコ

ル・CIBは、コリレーション・ポートフォリオの市場リスクを売却し、非戦略的とみなされたその他の業務を売却

するなど、引き続きリストラクチャリング計画を実施した。

＜Ⅱ．リスク管理＞

1．地方および中央組織

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、明確に区別され、かつ、互いに補完する2段階の市場リスク

管理機能を有する。

■　中央レベルにおいては、グループ・リスク管理および恒常的統制部門が、グループ規模のすべての市場リスク

の監督および統制問題を調整する。連結リスクの管理および統制における一貫性を確保するため、データお

よびデータ処理を一元化する。業務執行機関（クレディ・アグリコル・エス・エーの業務執行陣）および管

理機関（取締役会、監査委員会）に対して、市場リスクの状況を報告する。

■　地方レベルにおいては、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの各事業体について、リスク管理およ

び恒常的統制担当役員が、各事業体の事業から発生する市場リスクを監督および統制する。クレディ・アグ

リコル・CIBの子会社については、リスク管理および恒常的統制部門は、一般に国外に拠点を有するリスク管
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理者の分権チームに依拠している。これらの管理機能は、以下の異なるチームによって実行されている。

a)　世界のすべての商品ラインについて、市場リスクの監督および統制を確実に行うリスク管理チーム：市

場リスク委員会が承認し、その遵守、制限超過の分析、および市場リスク委員会に報告する結果におけ

る重大な変化を監督する、制限の提案

b)　事業活動監督チーム：結果およびリスク指標の作成に使用される市場パラメータの管理および認証、市

場リスク制限がカバーするすべての活動についての管理結果およびリスク指標の作成、管理データと

会計データの調整

c)　機能横断チーム：定量的リサーチ、内部バリュー・アット・リスク・モデル、市場データ管理

中央レベルと地方レベルとの業務契約により、各事業体がクレディ・アグリコル・エス・エー（グループ・

リスク管理および恒常的統制）に提出すべき報告書の記入事項、書式および報告の頻度が決定される。

2. 意思決定およびリスク監督委員会

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ・レベルの市場リスク管理は、3つのガバナンス機構が担当し

ている。

■　グループ・リスク管理委員会（委員長はクレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者）は、リスク

戦略を発表し、リスク抑制について主要な決定を行う際に、各事業体の市場リスクに対する総合的制限を承

認する。この委員会は、特に制限の使用ならびに制限の重大な違反およびインシデントに関して、四半期ごと

に、市況および発生リスクを調査する。

■　リスク監督委員会（委員長はクレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者）は、月2回、市場リスク

の主要な指標をレビューする。

■　標準方法委員会（委員長はグループ・リスク管理および恒常的統制部門責任者）は、定期的に会議を開く。こ

の委員会は、市場リスクの監督および恒常的統制に関して、基準および方法の承認および発表も行う。

さらに、各事業体は、独自のリスク委員会を有している。これらのうち最も重要であるクレディ・アグリコル

・CIBの市場リスク管理委員会（CRM）は、月に2回会議を開き、リスク担当の当該委員会業務執行委員が委員長を

務める。委員は、クレディ・アグリコル・CIBの市場リスク管理責任者、および特定の活動を担当するリスク担当

役員で構成される。この委員会は、クレディ・アグリコル・CIBのポジションおよびクレディ・アグリコル・CIB

のキャピタル・マーケッツ活動の結果をレビューし、各活動に課された制限が遵守されているかどうかを検証す

る。この委員会は、制限の一時的な引上要求について、決定権を有する。

＜Ⅲ．市場リスクの測定および管理方法＞

1．指標

市場リスクの測定および監督システムは、複数の指標の組み合わせに基づいており、その大部分は、全体また

は個別の制限を受ける。このシステムは、主としてバリュー・アット・リスク、ストレス・シナリオおよび補助的

指標（リスク要因の感応度、定質的および定量的指標の組合せ）を利用する。さらに、市場リスクの規制上の所要

資本の測定に関する規制が改正されたことで、クレディ・アグリコル・CIBは、CRDⅢ指令に関する指標（ストレ

ス・バリュー・アット・リスク、インクリメンタル・リスク・チャージ、包括的リスク測定）を取り入れた。

指標の測定システムは、市場リスクにさらされた各部門のポジションの評価プロセスに依拠している。恒常的

統制プロセスには、モデルの認証手続きおよびモデルのバック・テスト構造化手続きが含まれている。

1.1　VaR（バリュー・アット・リスク）

市場リスク測定システムの中心は、バリュー・アット・リスク（VaR）である。バリュー・アット・リスクは、

所定の期間および所定の信頼度において、市場パラメータが悪化した場合に、ポートフォリオに発生すると推定

される理論上の最大損失と定義されている。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、信頼度を99％、期

間を1日とし、1年分の実績データを利用している。このように、数々のリスク要因（金利、為替、資産価格等）を検

討し、100件中99件の損失の推定最大レベルを定量化することで、当行グループのトレーディング活動において発
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生する市場リスクを毎日監視することができる。最大損失額は、かかる要因間の相互関係によって影響を受ける。

相殺数値は、バリュー・アット・リスク総額とリスク要因別バリュー・アット・リスクの合計額との差額と

定義されている。これは、複数のリスク要因について同時に保有するポジションの相殺効果を表す。方法の妥当性

については、バック・テストとして知られる手順（各日の結果を前日の推定バリュー・アット・リスクと比較す

る。）によって確認している。

バリュー・アット・リスクの測定に使用する主な手法は、ヒストリカル法である。モンテカルロ法は、クレ

ディ・アグリコル・CIBのコモディティ関連活動の一部についてのみ使用される。

クレディ・アグリコル・CIBの内部バリュー・アット・リスク・モデルは、クレディ・アグリコル・エス・

エー・グループのバリュー・アット・リスクの主要な要因であり、規制当局の承認を受けている。

所定の日付Dにおけるリスク・ポジションのヒストリカル法によるバリュー・アット・リスクは、以下の原則

に基づいて測定される。

■　クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの事業体が保有するポジションに対するリスク要因の過去の

データベース（金利、株価、為替レート、コモディティ価格、変動率、信用スプレッド、コリレーション等）

■　最近1年間について観察された、リスク要因の1日の変化に相当する261のシナリオの決定

■　261のシナリオに従った日付Dに対応するパラメータの調整

■　261のシナリオに基づく当該日のポジションの再測定

261のシナリオに基づく99％のバリュー・アット・リスクは、観察されたリスクのうち2番目に悪いものと3番

目に悪いものとの平均である。

バリュー・アット・リスクの計算方法は、リスク要因に対するポジションの感応度の変化、および新たな市況

に対する手法の妥当性等を考慮して、常に改善され、調整される。たとえば、新たなリスク要因を盛り込み、既存の

リスク要因の精度を上げるなどの努力を行っている。2012年度、担保費用を認識したことで、CSA（担保サービス

契約）が裏付けるポジションの時価測定が向上した。

ヒストリカル法によるバリュー・アット・リスク計算の限界

バリュー・アット・リスクモデルの方法の主な限界は、以下のとおりである。

■　日々のショックの使用は、すべてのポジションを1日で清算または担保し得ると仮定したものであるが、特定

の商品および特定の危機的状況については必ずしもそうではない。

■　99％の信頼区間を用いることで、かかる区間外で発生し得る損失は度外視される。したがって、バリュー・

アット・リスクは、通常の市況におけるリスク指標であり、例外的規模の変動については考慮していない。

■　バリュー・アット・リスクは、（99％の信頼区間外の）例外的損失の金額については情報を提供しない。

バック・テスト

キャピタル・マーケッツ活動を行うクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの各事業体について、バ

リュー・アット・リスク・モデルの妥当性をチェックするため、バック・テスト・プロセスを採用している。こ

のプロセスにより、例外の数（実際の損失が推定バリュー・アット・リスクを超過した日数）が99％の信頼区間

内であるか否かを事後検証することができる（1日の損失は、年に2回から3回のみ推定バリュー・アット・リス

クを超過することを想定している。）。クレディ・アグリコル・CIBの場合、市場リスクの規制上の所要資本の測

定は、最近1年間に観察された例外の数に左右されるが、2012年度は規制バリュー・アット・リスクの水準におい

て1回しか例外は観察されなかった。

1.2　ストレス・シナリオ

バリュー・アット・リスクは極端な市況の影響を捕捉できないため、ストレス・シナリオでこれを補ってい

る。ストレス・シナリオは、極端な市況をシミュレートする当行グループの原則に従って計算され、これは複数の
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補助的アプローチの結果である。

■　過去に観察された重大な危機を再現した場合に現在のポートフォリオが受けるであろう影響を表す歴史的シ

ナリオ。歴史的ストレス・シナリオに使用された過去の危機は、1987年の株価大暴落、1994年の債券市場危

機、1998年の信用市場危機、株価の下落、金利の急騰および新興国通貨の下落、ならびに2008年のリーマン・

ブラザーズの破綻（破綻後の市場の動きによる影響の測定には2つのストレス・シナリオ）である。

■　経済学者と共同で開発した、起こりうるショックを予測する仮定シナリオ。使用された仮定シナリオは、景気

回復（株式およびコモディティ市場の上昇、イールドカーブの平坦化、米ドルの上昇および信用スプレッド

の縮小）、流動性不足（イールドカーブの平坦化、信用スプレッドの拡大および株式市場の下落）、および国

際的緊張（イールドカーブの平坦化、株式市場の下落および乱高下、米ドルの下落、信用スプレッドの拡大な

らびにコモディティ市場の変動の増大）である。

ストレス・シナリオの計算は、週1回行われる。

2012年度末現在、歴史的および仮定のストレス・シナリオを用いて測定したクレディ・アグリコル・エス・

エー・グループ（クレディ・アグリコル・CIBのランオフ中の事業については個別に監視中であるため除く。）

のリスクレベルは、以下のとおりであった。

ストレス・シナリオに関する推定損失

さらに、その他のストレス・テストも行われた。

■　事業体レベルでは、市場の大規模かつ不利な変化がランオフ中の事業を含むすべての事業部門に対して有す

る影響を評価するための、不利なストレス・テスト

■　クレディ・アグリコル・CIBレベルでは、異なる事業部門間の相殺による影響を考慮することなく、より深刻

な市場のショックによる影響を測定するため、2010年度初めから計算している極限ストレス・テスト

1.3　補助的指標

その他の補助的指標も考案されており、リスク抑制システムの一環として制限対象となる場合がある。これら

には、様々なリスク要因に対する感応度の指標、損失警告、ストップ・ロス指標、額面価額、残高、残存期間等が含

まれる。これらの指標は、異なる市場リスク要因に対するエクスポージャーをきめ細かく測定し、不規則な取引を

確認し、バリュー・アット・リスクおよびグローバル・ストレス・シナリオによって把握したリスクについて、

その不足分を補うものである。
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1.4　CRDⅢ指令に関する指標

ストレス・バリュー・アット・リスク

「ストレス」バリュー・アット・リスクは、2010年6月に実施された。これは、99％の信頼区間における1日の

ヒストリカル法によるバリュー・アット・リスクと一致する。この方法の特色は、2007年度半ば以降最も損害の

大きい1年とされたショックの歴史にある。2012年度末現在、ストレス・バリュー・アット・リスクには、2008年

度末（リーマン・ブラザーズの破綻）が含まれていた。

インクリメンタル・リスク・チャージ

インクリメンタル・リスク・チャージは、ポートフォリオの信用の質の変動に関連したインクリメンタル損

失を計算する。

包括的リスク測定

2011年12月31日にCRDⅢを採用した後、クレディ・アグリコル・CIBはCRM（包括的リスク測定）を導入した。

この指標は、コリレーション・ポートフォリオに関するものである。コリレーション・ポートフォリオの市場リ

スクが外部の取引相手先に移転されていたことから、2012年12月31日現在のCRMはゼロであった。

1.5　規制の変化に応じた指標

金融機関に適用される規制上の所要資本に関する規制が変更されたことに伴い、クレディ・アグリコル・CIB

は、「CVA」（信用評価調整）として知られるバリュー・アット・リスクを導入した。これは、取引相手先の信用

格付が悪化したときに発生する可能性のある損失を測定するものである。

2．クレジット・デリバティブの使用

キャピタル・マーケッツ活動の一環として、クレディ・アグリコル・CIBは、クレジット・デリバティブの使

用を伴う信用商品の取引を行っている（トレーディング、ストラクチャリングおよび販売）。現在売買している

商品は、信用スプレッドが主要なリスク要因である単純なクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）である。

2012年度前半、クレディ・アグリコル・CIBは、コリレーション・ポートフォリオに付帯する市場リスクを移転し

た。

これらのポジションはすべて、不確定なモデルおよびパラメータについては推測し、公正価値で測定されてい

る。

これらの活動は、市場リスク指標のシステムおよびすべてのリスク要因をカバーするための制限を通じて管

理されている。これらの指標は以下のとおりである。

■　バリュー・アット・リスク（ヒストリカル法、99％、日次。信用スプレッド・リスクおよびコリレーション・

リスクを含む。）

■　信用感応度

■　コリレーションに対する感応度

■　金利に対する感応度

ポジションの評価、リスク指標の計算、制限の設定およびモデルの認証については、独立したチームが担当す

る。

＜Ⅳ．キャピタル・マーケッツにおけるエクスポージャー（バリュー・アット・リスク）＞

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのバリュー・アット・リスクは、当行グループの複数の事業

体間の分散効果をまとめて計算される。

クレディ・アグリコル・CIBのキャピタル・マーケッツ活動は、規制バリュー・アット・リスク（ACPの承認

を受けた内部モデルを使用して測定。）の測定範囲とみなされる。
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下記の表は、2011年12月31日から2012年12月31日までの期間における、クレディ・アグリコル・エス・エー・

グループのキャピタル・マーケッツ活動のバリュー・アット・リスクの推移について、主要なリスク要因別に内

訳を示したものである。

バリュー・アット・リスクの内訳（99％、日次）

（百万ユーロ）
2012年

12月31日
最小 最大 平均

2011年

12月31日

固定利付 7 5 17 10 8

信用 4 3 16 6 13

外国為替 2 1 7 3 4

株式 3 1 6 2 3

コモディティ 0 0 5 2 5

相殺 (7) (10) (13)

クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループのバリュー・アット・リスク
9 7 25 13 20

参照：すべての事業体のバリュー・アッ

ト・リスク合計
11 9 27 15 21

当行グループのバリュー・アット・リスクは、2012年12月31日現在、9百万ユーロであった。相殺数値（マイナ

ス7百万ユーロ）は、バリュー・アット・リスク総額とリスク要因別バリュー・アット・リスクの合計との差額

と定義されている。たとえば、複数の事業体間の分散効果を度外視すると、バリュー・アット・リスク総額は11百

万ユーロとなる（このうちクレディ・アグリコル・CIB分は9百万ユーロ）。

現金および金利デリバティブ活動全体について計算される「固定利付」バリュー・アット・リスクは、低金

利により、2012年12月31日現在、7百万ユーロ（2011年12月31日現在は8百万ユーロ）に減少した。2012年12月31日

現在、当行グループのキャピタル・マーケッツ活動における主要なリスク要因は、金利であった。

信用市場活動について計算される「信用」バリュー・アット・リスクは、大幅に減少して4百万ユーロとなっ

た。この減少は、2012年度前半、クレディ・アグリコル・CIBのコリレーション・ポートフォリオに付帯する市場

リスクを移転したことによる。

「株式」および「為替レート」のバリュー・アット・リスク寄与率はよりわずかであり、2012年12月31日現

在、それぞれ3百万ユーロおよび2百万ユーロとなった。クレディ・アグリコル・CIBのコモディティ活動は売却さ

れた。

下記のグラフは、2012年度のバリュー・アット・リスクの推移であり、市場が非常に不安定な期間に慎重な戦

略を維持したことを反映している。

2012年1月1日から2012年12月31日までのクレディ・アグリコル・エス・エー・グループのバリュー・アット・

リスク
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＜Ⅴ．株式リスク＞

株式リスクは、持分証券の売買および裁定取引、ならびに投資ポートフォリオに保有されている株式および自

己株式に発生する。

1．売買および裁定取引活動による株式リスク

売買および裁定取引活動による株式リスクは、現金またはデリバティブ市場において、株式および株価指数の

ポジション（エキゾチック・エクイティ・デリバティブのポジションはランオフ・モードで管理されており、こ

の種の新規取引は行われなかった。）から発生する。主要なリスク要因は、株価および株価指数、これらの価格の

変動、ならびにこれらの変動性のスマイル・パラメータ
(1)
である。

(注1)　スマイルは、行使価格に応じたオプションの間接的変動性の推移を反映したパラメータである。

株式リスクの測定および抑制については、上記第Ⅲのプロセスに関する記述に記載されている。

このリスクは、バリュー・アット・リスクを用いて監督されている。2012年度の株式バリュー・アット・リス

クは、上記第Ⅳの表に示されている。株式バリュー・アット・リスクは、2012年12月31日現在、3百万ユーロ（2011

年度末から横ばい）であった。

2．その他の活動による株式リスク

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの多くの事業体が、対象株式の価格およびエクイティ指数に

よって市場価額が左右される株式および仕組証券に一部投資される売却可能金融資産のポートフォリオを保有

している。2012年12月31日現在、これらのポートフォリオを通じて株式リスクにさらされている残高は、主として

売却可能金融資産22十億ユーロ（18.6十億ユーロの保険会社ポートフォリオを含む。）および保険会社が保有す

る、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産7.6十億ユーロからなる。

財務書類に対する注記6.4（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に

終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）には、発行済株式に関する数値、なら

びに「売却可能金融資産」における未実現損益が記載されている。保険会社が保有するポートフォリオにおける

市場リスク（株式リスクを含む。）については、後記「保険部門のリスク」に記載されている。

3．自己株式

フランス商法第L.225-209条以下および2003年12月22日付の欧州委員会規則第2273/2003号に従い、通常株主

総会兼臨時株主総会は、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会に対して、自己株式を取引する権限を与
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えることができる。クレディ・アグリコル・エス・エーは、主としてストック・オプションに基づく従業員に対

するコミットメントの資金を調達するため、または株式流動性契約によって市場を活性化させるために、かかる

承認を使用する。

自己株式取得プログラムに基づく2012年度の自己株式取引の詳細は、2012年度登録書類第3章「当行による自

己株式の購入（ACQUISITION PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS）」に記載されている。

2012年12月31日現在、自己株式の保有率は、資本金の0.29％（2011年12月31日現在は0.28％）であった（クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの財務書類に対する注記8（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1)2012年12月31

日および2011年12月31日に終了した会計年度―B.　クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類―(2) クレディ

・アグリコル・エス・エー財務書類に対する注記」）および連結財務書類に対する注記6.19（「第6　経理の状

況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3) 連結

財務書類に対する注記」）を参照。）。

2012年度自己株式取得プログラムの詳細は、2012年度登録書類第8章「株式資本に関する情報

（Renseignements concernant le capital）」に記載されている。

金融安定理事会の推奨に基づく感応度エクスポージャー

以下のエクスポージャーは、金融安定理事会の推奨と合致している。この情報は、クレディ・アグリコル・エ

ス・エー・グループの2012年12月31日付連結財務書類の不可分の一部を構成する。このため、年次会計情報にお

ける法定監査人の報告書においても取り扱われている。

＜Ⅰ．エクスポージャーの要約一覧＞

（百万ユーロ）

貸出金および債権に計上される資産 公正価値で測定する資産

総エク

スポー

ジャー

割引

集合的

減損引

当金

純エク

スポー

ジャー

会計

項目

総エク

スポー

ジャー

割引

純エク

スポー

ジャー

会計

項目

住宅ローン担保証券 620 (132)(87) 401 155 (103) 52

商業用不動産担保証券 115 (4) (18) 93 (1) 10 (2) 8

非ヘッジ・スーパーシニア債務

担保証券
2,071(1,086)(241)744 1,155(1,137)18

非ヘッジ・メザニン債務担保証

券
585 (585) 0

非ヘッジ・ローン担保証券 2,135 (31) (11)2,093 (2) 649 (21) 628 (3)

モノラインから取得したプロテ

クション
141 (106) 35

クレジット・デリバティブ商品

会社から取得したプロテクショ

ン

137 (48) 89 (4)

(注1)　金融機関および顧客に対する貸出金および債権－活発な市場に上場していない有価証券（連結財務書類に対する注記

6.5（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財

務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）を参照。）

(注2)　顧客に対する貸出金および債権－活発な市場に上場していない有価証券（連結財務書類に対する注記6.5（「第6　経

理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3) 

連結財務書類に対する注記」）を参照。）

(注3)　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産－債券およびその他の固定利付証券ならびにデリバティブ（連結財務書

類に対する注記6.2（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計

年度―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）を参照。）

(注4)　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産－デリバティブ（連結財務書類に対する注記6.2（「第6　経理の状況―1

　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類

に対する注記」）を参照。）

＜Ⅱ．モーゲージ資産担保証券（ABS）＞
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（百万ユーロ） 米国 英国 スペイン

住宅ローン担保証券
2012年

12月31日

2011年

12月31日

2012年

12月31日

2011年

12月31日

2012年

12月31日

2011年

12月31日

貸出金および債権に計上

総エクスポージャー 339 430 181 197 100 172

割引
(1) (161) (132) (32) (68) (26) (47)

純エクスポージャー(百万ユーロ) 178 298 149 129 74 125

公正価値で測定する資産に計上

総エクスポージャー 109 214 40 66 6 31

割引 (97) (185) (5) (7) (1) (5)

純エクスポージャー(百万ユーロ) 12 29 35 59 5 26

純エクスポージャーの原サブプライム

の割合
95％ 98％

総エクスポージャーの格付の内訳

AAA 5％ 5％ 7％ 34％

AA 4％ 2％ 34％ 19％

A 3％ 7％ 79％ 41％ 58％ 19％

BBB 5％ 3％ 13％

BB 3％ 1％ 21％ 18％ 3％

B 5％ 4％ 7％ 25％

CCC 3％ 21％

CC 3％ 9％

C 43％ 28％

格付なし 26％ 20％ 22％

（百万ユーロ） 米国 英国 その他

商業用不動産担保証券
2012年

12月31日

2011年

12月31日

2012年

12月31日

2011年

12月31日

2012年

12月31日

2011年

12月31日

貸出金および債権に計上

純エクスポージャー
(1) 25 63 68 97

公正価値で測定する資産に計上

純エクスポージャー 5 5 3 4

(注1)　2012年12月31日現在の集合減損引当金106百万ユーロを含む（2011年12月31日現在は93百万ユーロ）。

公正価値で測定される住宅ローン担保証券および商業用不動産担保証券に対して購入したプロテクション

は、以下のとおりである。

■　2012年12月31日現在：額面＝93百万ユーロ、公正価値＝79百万ユーロ

■　2011年12月31日現在：額面＝320百万ユーロ、公正価値＝87百万ユーロ

モーゲージ資産担保証券は、外部から得た情報に基づき、公正価値で測定される。

＜Ⅲ．米国住宅ローン債権を原証券とするスーパーシニア債務担保証券（CDO）トランシェの測定方法＞

1．公正価値で測定されるスーパーシニアCDO

スーパーシニアCDOは、各CDOを構成する資産担保証券の原証券（主として住宅ローン債権）に信用シナリオ

を適用することで測定される。

ローンの期日現在の最終的な損失率は、

■　各住宅ローンの質および組成日に基づいて決定され、

■　名目価格に対する割合で表されている。とりわけ、このアプローチによって、当行の財政状態計算書に存在す

るリスクに基づく想定損失の評価が可能になる。

決算日
各年度中に発行されたサブプライムの損失率

2005年 2006年 2007年

2011年12月31日 50％ 60％ 60％
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2012年12月31日 50％ 60％ 60％

将来取得するキャッシュ・フローについては、その時々の市場の流動性を考慮したレートでディスカウント

される。

2．償却原価で測定されるスーパーシニアCDO

2012年度第4四半期以降、減損は、公正価値で測定されるスーパーシニアCDOと同じ方法で計算されているが、

将来取得するキャッシュ・フローについては、再分類の日付現在の実効金利でディスカウントされる。

＜Ⅳ．米国住宅ローン債権を原証券とするヘッジのないスーパーシニアCDO＞

2012年12月31日現在、ヘッジのないスーパーシニアCDOに対するクレディ・アグリコル・CIBの純エクスポー

ジャー（集合的引当金241百万ユーロの積立後）は、762十億ユーロであった。

1．スーパーシニアCDOの内訳

（百万ユーロ）
公正価値で

測定する資産

貸出金および債権

に計上される資産

額面 1,155 2,071

割引 (1,137) (1,086)

集合的減損引当金 (241)

正味価額 18 744

2011年12月31日現在の正味価額 975 1,290

割引率
(1) 98％ 64％

原資産

2006年より前に発行された原サブプライム資産の割合 24％ 27％

2006年および2007年に発行された原サブプライム資産の割合 29％ 3％

オルトA原資産の割合 1％ 21％

ジャンボ原資産の割合 0％ 10％

(注1)　評価損を全額計上済みのトランシェを含む。

2．2012年12月31日現在のその他のエクスポージャー

（百万ユーロ） 額面 割引
集合的

減損引当金
純額

公正価値で測定する非ヘッジ・ローン担保証券 649 (21) 628

貸出金および債権に計上される非ヘッジ・

ローン担保証券
2,135 (31) (11) 2,093

非ヘッジ・メザニン債務担保証券 585 (585) 0

＜Ⅴ．プロテクション＞

1．2012年12月31日現在のモノラインから購入したプロテクション

1.1　モノライン・カウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャー

（百万ユーロ）

モノラインの対象 モノラインから

取得したプロテ

クション合計

米国住宅債務担

保証券

企業債務

担保証券

ローン担保

証券

その他の

原資産

購入済プロテクションの想定元本総額 93 2,611 276 335 3,315 

ヘッジ対象の想定元本総額 93 2,611 276 335 3,315

ヘッジ対象の公正価値 88 2,609 258 219 3,174

プロテクションの価値調整前およびヘッ

ジ前の公正価値
5 2 18 116 141
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プロテクションに計上される価値調整 (1) (1) (16) (88) (106)

モノラインに係るカウンターパーティー

・リスクに対する残存エクスポージャー
4 1 2 28 35

1.2　モノラインに対する純エクスポージャーの内訳

2．CDPC（クレジット・デリバティブ商品会社）から購入したプロテクション

2012年12月31日現在、CDPCに対する純エクスポージャーは、48百万ユーロの評価減（2011年12月31日現在は

160百万ユーロ）を考慮すると、89百万ユーロとなった（2011年12月31日現在は985百万ユーロ）。

資産／負債管理

＜Ⅰ．資産／負債管理－構造的財務リスク＞

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務管理部門は、財務管理の原則を策定し、かかる原則がクレディ・ア

グリコル・エス・エー・グループ内において一貫して適用されるよう徹底している。この部門は、資金の流れの

計画、借換規則の策定および実施、資産／負債管理の実行および健全性比率の管理について、責任を負う。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の財務の流れの最適化は、継続的な目標である。余剰資金を

プールし、関連リスクを組織的にヘッジできるようにしていることも、この目標達成の一助となっている。

このように、当行グループの資産負債管理部門のアプローチの原則により、特に地域金庫における顧客資金の

過不足は、クレディ・アグリコル・エス・エーの勘定で中央管理される。この資金プールは、必要に応じて当行グ

ループのその他の事業体（クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリングおよびクレディ・ア

グリコル・コンシューマー・ファイナンスを含む。）が借換えを行うのに役立っている。

クレディ・アグリコル・エス・エーの流動性の中央集中管理システムは、特に部分的金利マッチングを伴う

ことから、現金管理の統制および最適化につながっている。

この結果、当行グループは、財務リスク特に流動性リスクの拡散が少なく、財務的な結束が強い。ただし、当行

グループの様々な事業体は、それぞれに課された制限の中でそれぞれのレベルに残るリスクを管理する責任を負

う。

制限は、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会が承認したグループ・リスク管理委員会の枠組みの

中で、クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者の命令によって決定され、クレディ・アグリコル・

エス・エー・グループ全体に適用される。

■　資産／負債リスクを有する子会社は、クレディ・アグリコル・エス・エーのグループ・リスク管理委員会が

設定する制限を遵守する。

■　当行グループの資産および負債の測定、分析および管理手法は、クレディ・アグリコル・エス・エーが決定す

る。とりわけリテール・バンキングの貸借対照表に関しては、地域金庫、LCLおよび在外子会社に対して、一貫

したコンベンション・システムおよびランオフ・プランニングが採用されている。
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■　クレディ・アグリコル・エス・エーは、各子会社が測定する資産／負債リスクを連結している。これらの測定

の結果は、クレディ・アグリコル・エス・エーのトレジャリー部門および資産負債管理委員会が監督する。

■　クレディ・アグリコル・エス・エーの財務管理部門ならびにリスク管理および恒常的統制部門は、主要な子

会社の資産負債管理委員会の会議に参加する。

＜Ⅱ．グローバル金利リスク＞

1．目的および方針

グローバル金利リスクの管理目的は、当行グループの各事業体の純資産価額を保護し、長期にわたってその利

鞘を最大化し、安定させることである。

純資産価額および利鞘は、オンバランスシートまたはオフバランスシートで保有する金融商品のキャッシュ

・フローの、金利の変動に対する純現在価値の感応度よって変化する。この感応度は、資産および負債の金利の見

直し日が一致しない場合に発生する。

当行グループのグローバル金利リスクに対するエクスポージャーの大部分は、リテール・バンキングに関す

るものである。

これらには、以下のものが含まれる。

■　フランスにおいては、地域金庫（当行グループの財務中央集中ルールに従い、リスクの大部分をカバーするた

めにクレディ・アグリコル・エス・エーが組織的に支援する。）およびLCL。LCLについては、2007年度に導入

された、グローバル金利リスクの管理をクレディ・アグリコル・エス・エーに委任するシステムが、2012年

度に大幅に変更され、貯蓄マッチングがLCLの貸借対照表に再統合された。

■　国際的には、とりわけカリパルマ

事業の性質を考慮すると、クレディ・アグリコル・CIB、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナ

ンス、クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング、クレディ・アグリコル・バンク・ポルス

カおよびEFL等のその他の子会社も、グローバル金利リスクを負っている。

新規の買収を行う際、クレディ・アグリコル・エス・エーは、対象事業体にグローバル金利リスク管理基準お

よび手法を採用させ、当該事業体に係る制限について校正報告書を作成する。この報告書は、グループ・リスク管

理委員会に提出され、その決裁に委ねられる。

2．リスク管理

各事業体は、当行グループの制限および基準に従い、それぞれの資産負債管理委員会の監督の下、エクスポー

ジャーを管理する。

グローバル金利リスクに対する当行グループのエクスポージャーは、クレディ・アグリコル・エス・エーの

トレジャリー部門および資産負債管理委員会に対して、定期的に報告される。

この委員会は、クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者が委員長を務め、業務執行委員会の委員

複数名とリスク管理および恒常的統制部門の代表者が含まれ、

■　各四半期の終了時における、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその主要な子会社の単独のポジショ

ンならびに連結ポジションを調査し、

■　クレディ・アグリコル・エス・エー・グループおよび各事業体に対して承認されたグローバル金利リスク制

限の遵守を調査し、

■　財務管理部門が管理するクレディ・アグリコル・エス・エーのグローバル金利リスク・ガイドラインを認証

する。

財務管理部門ならびにリスク管理および恒常的統制部門は、主要な子会社の資産負債管理委員会に代表を派

遣する。これらの部門は、当行グループ内で一貫した手法および実務が取られていることを確認し、各子会社の事

業体に課された制限の遵守状況を監督する。
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グローバル金利リスクに関する各地域金庫の状況については、地域金庫のリスク管理委員会が、四半期に1回

レビューする。

3．手法

金利リスクは、一般に、金利ギャップまたは行き詰まりの計算に基づいて測定される。この方法では、認識され

た金利による将来の残高、および契約の特徴（満期日、償却の概要）に応じた物価連動残高を予測する。ただし、

一部の残高については、以下の場合に将来の行動モデルを検討しなくてはならない。

■　満期の概要が不明である場合（要求払い預金、通帳口座または資本等、契約上の満期がない商品）

■　顧客に売却された黙示のオプションが含まれる場合（債務の繰上返済、住宅購入貯蓄契約等）

現在、これらのモデルは、基本的に顧客の過去の行動パターンを統計的に分析しており、補助的に専門家の評

価を仰ぐこともある。これらのモデルは、標準方法委員会が承認したモデル原則に従い、当該事業体の資産負債管

理委員会の承認を受け、年1回妥当性評価の監督を受けなければならない。

参考ギャップは、報告期間の終了時に観察されるギャップである。これは、「固定」ギャップである。ギャップ

の予測には、ローン発生予測が用いられる。

ギャップは、四半期に1回、グループレベルで連結される。管理上必要な場合は、いくつかの事業体、特に大規模

な事業体は、より頻繁にギャップの測定を行う。

フランスにおいて、当行グループのリテール・バンキング事業が獲得した預金の一部（規制商品およびその

他）にとってベンチマークであるLivret A金利に適用される規則に基づき、金利の一部は過去12ヶ月間のインフ

レに連動する。この結果、当行グループは、これらのバランスシート項目に関連するリスクを、インフレ率を裏付

けとする商品（オンバランスシートまたはオフバランスシート）を用いてヘッジしている。

オプション・リスクは、残りのポジションのデルタ同等基準を用いたギャップに含まれる。ただし、これらの

リスクの大部分は、別のオプションに基づく商品を用いてヘッジされている。これらの様々な測定は、当行グルー

プの主要な事業体について、金利設定条件が資産および負債の両方に対して一貫していない変動利付取引に関す

るリスクを測定することで、補足される。

当行グループは、主としてユーロ圏の金利（インフレを反映した実質レートおよび名目レート）の変動にさ

らされている。また当行グループは、主として米ドル、ポーランド・ズウォティおよびスイス・フラン等、他の通

貨圏に関する金利ポジションも管理している。

グループおよび事業体レベルで設定された制限により、金利ショック時における、今後30年間の最大ディスカ

ウント損失および今後15年間の最大年間損失の規模が制限される。制限の設定規則は、グローバル金利リスクに

関するバーゼル2の第2の柱に従って当行グループの純資産価額を確保すること、および特定の満期時における大

規模なリスクの集中を避けることで、長期間の受取利息純額の変動を制限することを目的としている。これらの

制限は、当行グループのリスク委員会の認証に加えて、各事業体の意思決定機関による承認を受けなければなら

ない。

各事業体（クレディ・アグリコル・エス・エーを含む。）は、かかる財務組織のこの手法に伴う金利リスク

を、金融商品（オンバランスシートおよびオフバランスシート、確定または任意）を用いて当該事業体レベルで

ヘッジしている。たとえば、固定金利ギャップの監督の結果、公正価値ヘッジが導入された。

4．エクスポージャー

当行グループの金利ギャップは、様々な通貨建てのリスクタイプ（名目レート／実質レート）によって分類

される。これらは、固定金利資金源の過不足を測定する。慣例により、プラス（マイナス）の数値は、当該年度の金

利に対するダウンサイド（アップサイド）リスクを表す。この数値は、金利の変動に対する経済的感応度を示し

ている。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ全体のこれらの測定結果は、以下のとお
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りである。

ユーロ建てギャップ（2012年12月31日現在）

（十億ユーロ） 2013年
2014年から

2018年まで

2019年から

2023年まで
2023年以降

ユーロにおけるギャップ (1.1) (3.9) (2.6) (0.9)

初年度（2013年度）の収益の感応度の観点から、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、ユーロ圏

の金利（イオニア金利）の上昇に対するエクスポージャーを有しており、収益の感応度を0.07％とすると、持続

的に100ベーシス・ポイント上昇した場合は10.8百万ユーロの損失となる可能性がある（参考収益：16.31十億

ユーロ）。

2011年12月31日現在、初年度（2012年度）の収益の感応度の観点から、クレディ・アグリコル・エス・エー・

グループは、ユーロ圏の金利（イオニア金利）の下落に対するエクスポージャーを有しており、収益の感応度を

0.11％とすると、持続的に100ベーシス・ポイント下落した場合は22.4百万ユーロの損失となる可能性があった

（参考収益：20.78十億ユーロ）。

これらの感応度数値に基づき、ユーロ圏のイールドカーブが200ベーシス・ポイント上方に移動した場合に今

後30年間に負担する損失の純現在価値は、株式投資控除後のクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ規制

資本（Tier 1およびTier 2）の2％に満たない。

その他の通貨建てギャップ（2012年12月31日現在）

（十億ユーロ） 2013年
2014年から

2018年まで

2019年から

2023年まで
2023年以降

その他の通貨におけるギャップ
(1) 4.6 0.5 0.3 0.1

(注1)　すべての通貨建てのすべてのギャップの合計は、絶対値（単位：十億ユーロ）である。

2013年度、すべての通貨の金利変動（主として上昇）に対する収益の感応度は、クレディ・アグリコル・エス

・エー・グループの参考収益（2012年度）の0.28％である。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループがエ

クスポージャーを有していた主要な外貨は、米ドル、ポーランド・ズウォティおよびスイス・フランである。

2011年12月31日現在、初年度のすべての通貨の金利変動（主として上昇）に対する収益の感応度は、参考収益

の0.26％であった。

次へ
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＜Ⅲ．外国為替リスク＞

外国為替リスクについては、通貨ポジションが構造的である場合と業務上のものである場合とで、異なる扱い

をする。

1．構造的外国為替リスク

当行グループの構造的外国為替リスクは、当行グループにおける基準通貨をユーロとし、当行グループが外貨

建ての資産（外国で営業を行う会社の株式で、買収、本社からの資金移動、または現地の利益の資本組入れによる

とを問わない。）に対して長期投資を行った場合に発生する。

2012年12月31日現在、当行グループの主要な構造的外貨ポジション（ヘッジ前の総額ベース）は、米ドルおよ

び香港ドル等のドル固定の通貨、ポンド・スターリング、スイス・フラン、ポーランド・ズウォティおよび円建て

である。

外国為替リスクは、主としてクレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社に発生する。地域金庫は、

残余リスクのみを有する。ポジションは、財務書類に基づいて決定される。

当行グループはほとんどの場合、資産に外国為替リスクに対する免疫力を与えるため、投資を行う通貨で借入

れを行っている。

当行グループの構造的外国為替ポジションに関する政策は、以下の2つの目的を有する。

■　第一に、当行グループのソルベンシー比率を通貨の変動に対して免疫化すること。ヘッジのない構造的外国為

替ポジションは、かかる免疫化を取得できる規模とする。

■　第二に、外国為替レートの変動による資産の減損リスクをヘッジすること

当行グループの外国為替ポジションは、1年に5回、トレジャリー部門および、最高経営責任者が委員長を務め

る資産負債管理委員会に報告される。ポジションの管理方法についての一般的な決定は、これらの会議において

行われる。この場合、当行グループは、外貨建ての投資ヘッジ純額を文書に記録する。

2．業務上の外国為替リスク

業務上の外国為替リスクは、主として、引当金、在外子会社および支店で発生した純利益ならびに外貨建て配

当等、ユーロ以外の通貨建てのあらゆる収益および費用から発生する。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、自己の勘定における外貨建て収益および費用によって影響を受ける

ポジションについて、重要なリスクを有する当行グループの各事業体と同様の管理を行っている。在外子会社の

トレジャリー部門は、業務上の外国為替リスクを現地通貨で管理している。

当行グループは、業務上の通貨ポジションは制限するが、未実現収益については、損失の実現可能性が高く減

損リスクが高い場合を除いてヘッジしないこととしている。

外国為替リスク監督および管理手続きに従い、業務上の通貨エクスポージャー・ポジションは、毎月（外国為

替トレーディング業務については毎日）更新される。

＜Ⅳ．流動性およびファイナンス・リスク＞

他のすべての金融機関と同様、当行グループは、コミットメントを履行するだけの十分な資金を準備できない

リスクにさらされている。このリスクは、巨額の顧客預金の引出し、信頼の危機、または市場全般の流動性不足

（銀行間および短期金融商品の利用が制限されたとき）等に際して発生する。

1．目的および方針

流動性管理における当行グループの主たる目的は、深刻な長期流動性危機に際して、需要を満たすために十分

な資金を確保することである。

当行グループは、流動性リスクの評価および監督について、流動性準備金の維持、短期借換えを制限し、長期借
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換えの期限を適切化し、借換え資金源を多様化するための借換えの整理、および貸出金と預金との均衡を図った

発展の確保に基づくシステムを利用している。

このシステムは、数々の制限、指標および手続きによって支えられている。

これはクレディ・アグリコル・グループ全体に一貫して適用されるため、流動性リスクは連結ベースで評価

および管理される。

このシステムは、2010年2月、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会によって承認された。クレディ・

アグリコル・グループの資金調達構造（金額、構成、満期）を、当行グループが自ら設定した流動性リスク許容上

限に一致させることで、かかる資金調達を整理することが目的である。これらの許容上限は、異なるストレスに対

する当行グループの抵抗期間によって表れている。流動性リスクに対する制限は、短期債券に関して3つ、中長期

債券に関して1つの制限がある。

この内部アプローチは、2009年5月5日付の、流動性リスクの特定、測定、監督および管理に関する省令によって

定められた流動性比率に準拠している。この省令は、当行グループのすべての金融機関に対して適用される。

2．リスク管理

クレディ・アグリコル・エス・エーは、クレディ・アグリコル・グループ全体のリスク管理システムの展開

および連結について、責任を負う。

クレディ・アグリコル・エス・エーにおいて、この責務は、財務管理部門（業務レベルの借換えを管理し、準

備金を監督し、トレジャリー部門を調整する。）およびリスク管理部門（リスク管理体制を認証し、制限およびそ

の他の規則が遵守されていることを確認する。）が担当する。

短期借換えの管理には、以下の事項が含まれる。

■　様々なプログラム（主として譲渡性預金証書）によって調達した短期資金に対するスプレッドの設定

■　中央銀行による借換えの対象である当行グループ各事業体の資産の中央管理、および入札の枠組みにおける

使用条件の策定

■　現金持ち高の監督および予測

長期借換えの管理には、以下の事項が含まれる。

■　長期資金の需要および想定されるトレードオフの調査

■　これらの需要を満たすための借換プログラムの計画

■　1年にわたるこれらのプログラムの実行および監督

■　当行グループ各事業体において調達された資金の再分配

■　グループ内フローにおける流動性の価格設定

長期借換プログラムには様々な商品が含まれている。主要なものについては下記3．に詳述する。

業務レベルでこれらの責務を担当する組織は、当行グループのトレジャリー部門および流動性委員会で、これ

らは1日以内から中長期まで、流動性問題に関するすべての問題をレビューする。またこの委員会は、クレディ・

アグリコル・エス・エーのトレジャリー部門とクレディ・アグリコル・CIBのトレジャリー部門（当行グループ

内で最も活発な2つのトレジャリー部門）との連絡係を務める。また、当行グループの資産負債管理および資本流

動性委員会に対して政策の方向性を提言する。

クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者（当行グループの流動性ポジションについて報告を受

ける。）が委員長を務める資産負債管理および資本流動性委員会は、資金調達プログラムの管理、新たなプログラ

ムの開始、資金調達予算の承認、および貸出金と預金とのバランスの管理に関する一切の主要な決定に責任を負

う。

クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者が委員長を務めるグループ・リスク管理委員会は、流

動性制限総額の承認に責任を負う。
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資金調達市場が逼迫した場合、業務執行陣、グループ・リスク管理および恒常的統制部門ならびにグループ・

ファイナンス部門は、当行グループの流動性の状況を厳重に監視するため、委員会を設置する。この委員会は、

2011年6月にソブリン債務危機が新たな局面に入ったのを受けて設置され、その後の調達環境は改善しつつある

ものの、2012年度を通じて会議を継続した。

3．2012年度の資金調達状況

2011年度後半および2012年度前半にECBが講じた緊急措置によって、第1四半期は資金調達が促進された。第2

四半期には、ギリシャおよびフランスの選挙を控え、資金調達市場は再び緊張度を増した。ECBの7月の発表によっ

て、下半期の事業は上向きとなり、調達費用の引締めは2013年度まで続いた。

このような状況において、クレディ・アグリコル・グループは、引き続き慎重な流動性管理政策を取った。こ

の慎重さは、現在進行中の負債削減計画、および資金需要の50十億ユーロ削減を目指すリストラクチャリング計

画に現れている。この目標は、新バーゼル規制に従って、有価証券による準備金を増やす戦略を取ったことで、

2012年度第3四半期に達成された。

これらの政策により、当行グループは、資金調達市場に対する依存を減らし、主として顧客資産および非流動

資産を安定した構造的負債（顧客預金、株式および中長期債務）でヘッジすることで、かかる市場が利用できな

くなった場合の抵抗力を高めることができた。

2012年度、クレディ・アグリコル・エス・エーは、中長期市場発行プログラム（当年度は12十億ユーロ）につ

いて157％を実現した。したがって、発行額は当初計画の6.8十億ユーロを超過した。

当行グループは、引き続き、様々な債券市場において多様化政策を取っている。主としてクレディ・アグリコ

ル・パブリック・セクターSCFの設置により、輸出信用機関が保証する貸出金の資金を有利な条件で調達するこ

とができるようになった。

債券の発行および担保付貸出金によって保証される業務の借換えは、9十億ユーロとなり、平均9年の満期を有

していた。これには以下ものが含まれている。

■　クレディ・アグリコル・ホーム・ローンSFH（クレディ・アグリコル・カバード・ボンド等）：4.5十億ユー

ロ

■　クレディ・アグリコル・パブリック・セクターSCF：1十億ユーロ

■　CRH（ケス・ドゥ・ルフィナンスモン・ドゥ・ラビタ）：2.4十億ユーロ

■　超国家組織（連邦開発公社、欧州投資銀行、CEDB）：1.1十億ユーロ

またクレディ・アグリコル・エス・エーは、合計9.8十億ユーロおよび平均満期3.8年で、無担保優先社債

（ユーロ中期債（EMTN）、米国中期債（USMTN）、ユーロ建ての通貨募集および私募）を発行した。

さらに、コアTier1資本を拡大するため、クレディ・アグリコル・エス・エーは2012年1月26日、8種類の劣後債

シリーズについて買戻しの募集を開始した。

この結果、下記の買戻しを行った。

■　2007年5月31日付で発行された永久劣後債の名目価額610百万米ドル

■　ユーロ、ポンド・スターリングおよびカナダドル建ての7つの有価証券シリーズ（永久劣後債6シリーズおよ

び永久劣後債務1シリーズ）の名目価額1,633百万ユーロの買戻し

この買戻しに関する利益は、税引後552百万ユーロとなった。

当行グループは同時に、リテール・ネットワークおよび専門の子会社を通じて、追加の資金調達手段を開発中

である。

■　2012年度、地域金庫ネットワークにおけるクレディ・アグリコル・エス・エーの債券発行額は3.7十億ユーロ

で、平均満期は9.5年であった。

■　LCLおよびカリパルマが自己のネットワークにおいて行った発行は、2012年度、4.9十億ユーロに上った。

■　クレディ・アグリコル・CIBは、主として国際顧客に対する仕組私募によって、7.6十億ユーロを発行した。
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■　クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスは2012年度、4.4十億ユーロを調達した。

4．方法

クレディ・アグリコル・グループにおける流動性リスクの管理および統制システムは、以下の4つの指標を軸

としている。

■　主として危機シナリオのシミュレーションから得た短期指標。この指標の目的は、流動性準備金、商業事業か

らのキャッシュ・フローおよび長期借入金の返済に応じて、短期借換えの満期および取引高を調整すること

である。

■　当行グループの資金需要を予測できるよう、クレディ・アグリコルの発行スプレッドの上昇を評価し、長期債

務の満期を調整するための長期指標

■　資金調達源の集中を制限するための分散指標

■　当行グループの発行スプレッドにおける短期的・長期的傾向を測定し、流動性費用がより高いまたは低い場

合の影響を評価するための費用指標

これらの指標の定義および管理方法は、当行グループの様々な組織が検討および認証した一連の基準に含ま

れている。

クレディ・アグリコル・グループは、引き続き以下の措置を行う。

■　流動性リスクの管理に関する規制当局の業務について、欧州の組織がその分野で行う協議にフランスおよび

欧州の専門団体を通じて参加することで、これを監視する。当行グループは、流動性準備金の規制上の定義の

修正に関するバーゼル・グループによる発表に注目している。

■　今後採用される2つのバーゼル流動性比率、1ヶ月間の流動性を定める流動性カバレッジ比率（LCR）および安

定調達比率（NSFR）を分析し、定期的シミュレーションを行う。

規制の大幅な変更および2011年度の危機の教訓を受け、当行グループは、クレディ・アグリコル・グループの

流動性管理および監督システムの見直しを行った。第1四半期の終わりに徹底的な見直しが開始され、流動性報告

（現金貸借対照表の作成）という概念およびこれに関連する販売原則を導入するなどし、現在も継続中である。

5．エクスポージャー

フランスの金融機関は、2009年5月5日付の省令で発表され、2010年6月に導入された「標準」流動性比率に準

拠している。この流動性比率は、短期債務に対する現金およびその他の短期資産の比率である。月に1回、会社ベー

スで計算され、最低数値を100％とする。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの流動性比率は150％であった（2011年12月31日現

在は122％）。

＜Ⅴ．ヘッジ政策＞

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにおいては、主として以下の3つの目的でデリバティブ商品を

使用している。

■　当行グループの顧客からの需要を満たすこと

■　当行グループの財務リスクを管理すること

■　特定のトレーディング活動の一環として当行グループの自己勘定におけるポジションを取ること

ヘッジ目的で保有されていないデリバティブ（IAS第39号の定義による。）は、売買目的ポートフォリオに認

識される。したがって、これらのデリバティブは、市場リスクだけでなく、場合によってはカウンターパーティー

・リスクについても監督されている。一部のデリバティブ商品は、財務リスクの経済的ヘッジ目的でも、IAS第39

号（エクイティ・ヘッジの禁止等）の基準に抵触することなく保有することができる。かかるデリバティブは、

この理由から、同様に売買目的ポートフォリオに認識される。
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あらゆる場合において、ヘッジの意図は開始時に文書化され、四半期に1回、適切なテスト（将来に関するもの

および過去に関するもの）によって検証される。

当行グループの各事業体は、クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者が委員長を務めるグルー

プ・リスク管理委員会が設定した制限内で、財務リスクを管理している。

連結財務書類に対する注記3.4（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31

日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）の表には、ヘッジ手段のデリバ

ティブ商品の市場価額および名目価格が表示されている。

1．公正価値ヘッジおよびキャッシュ・フロー・ヘッジ

グローバル金利リスク管理は、以下の2つのアプローチを調整することを目的としている。

■　当行グループの純資産価額の確保。このため、金利の変動に対して敏感なバランスシートおよびオフバランス

シート項目（すなわち固定利付項目）を、同じく固定利付の商品とマッチングし、金利の変動時における公

正価値の変化を無効化する必要がある。このマッチングをデリバティブ商品（主として固定利付スワップ、

インフレ・スワップおよびマーケットでのキャップ取引）によって行う場合で、ヘッジ対象（固定利付資産

およびインフレ：顧客に対する貸出金および債権：固定利付負債およびインフレ：要求払預金および貯蓄

預金）と特定されたかかるデリバティブ（ミクロ公正価値ヘッジ）またはその集合体（マクロ公正価値

ヘッジ）がIAS第39号に基づき適格であるとき、デリバティブは、公正価値ヘッジに分類される。上記のとお

り、これらのデリバティブは、リスクの経済的ヘッジであっても、当初から売買目的ポートフォリオに認識さ

れる。

ヘッジの適合性をチェックするため、ヘッジ手段である商品およびヘッジ対象は、契約の特徴に応じて、また

は一部のバランスシート・ライン項目（特に預金）については商品の金融的特徴および歴史的実績に基づ

く仮定を用いて、満期別に分類される。2つの残存期間（ヘッジおよびヘッジ対象）を比較することで、将来

のヘッジを満期別に文書化することができる。

■　利鞘の確保。このため、変動する金利指数に連動しているか、または将来の一時点までに市場価格で借り換え

られることから、金利見直しによって影響を受ける商品または関連バランスシート項目について、将来の

キャッシュ・フローの変化を無効化する必要がある。この無効化をデリバティブ商品（主として金利スワッ

プ）によって行う場合、かかるデリバティブ商品は、キャッシュ・フロー・ヘッジ（CFH）に分類される。ま

たこの無効化は、バランスシート項目、または個別に認識される商品（ミクロ・キャッシュ・フロー・ヘッ

ジ）、またはライン項目もしくは商品のポートフォリオ（マクロ・キャッシュ・フロー・ヘッジ）について

も行うことができる。

下記の表は、主要な子会社について、キャッシュ・フロー・ヘッジの対象となったキャッシュ・フローの金額

を、予測満期日別に表示したものである。

（百万ユーロ）

満期までの残余期間

2012年12月31日現在

1年未満 1年から5年 5年超 合計

ヘッジされたキャッシュ・フロー 25 230 1,456 1,711

2．外貨建ての純投資ヘッジ

第三のヘッジ・カテゴリは、為替レートの変動、およびその結果として当行グループの基準通貨（ユーロ）以

外の通貨で保有する資産または負債の価値の変動から、当行グループの純資産価額を保護することである。この

リスクの管理に用いる手段は、純投資ヘッジに分類される。

保険部門のリスク

クレディ・アグリコル・アシュランス・グループは、フランス国内および在外子会社において、貯蓄保険、死
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亡および身体障害保険、損害保険ならびに債務返済保険を販売している。

クレディ・アグリコル・アシュランスの各事業体は、以下の4種類のリスクを監督および管理している。

■　主として資産負債管理関連の市場リスク：金利、株式、外国為替、流動性または償還リスク。これらのリスク

は、顧客に対して提供した保証（最低利益保証、下限金利等）に基づいて測定される。

■　ポートフォリオの資産（発行者の信用の質）および再保険会社に対するカウンターパーティー・リスク

■　保険事業に関連する技術的リスク（保険金および保険料のレベルに応じて異なる。）。これらは、主として価

格、マーケティングおよび医療スクリーニングに応じて異なる。これらのリスクの一部は、再保険会社に対し

て保険料を支払うことで、再保険に付することができる。

■　特にプロセス実行における業務リスク。これらのリスクは保険固有である場合もあるが、クレディ・アグリコ

ル・エス・エー・グループの基準および手続きに従って監督および管理される。

クレディ・アグリコル・アシュランス（CAA）のリスクは、現行の規制体系において、事業体レベルおよび連

結レベルで適用されるソルベンシー要件（ソルベンシーⅠ）の遵守を監督されている。クレディ・アグリコル・

アシュランス・グループは、適用あるすべてのソルベンシー要件を満たしている。

連結財務書類に基づいて計算された調整後ソルベンシー比率は、年1回、フランスの金融健全性規制監督機構

（ACP）に報告される。

クレディ・アグリコル・アシュランス・グループは同時に、「ソルベンシーⅡ」への準備を行っている。同グ

ループは、新たな規定を実行し、指令の全面遵守に向けて円滑に進捗しているかどうかを監督するため、子会社お

よび当行グループ・レベルのプロジェクトを計画および実施している。クレディ・アグリコル・アシュランスの

すべての事業体は、欧州保険・年金監督者会議（CEIOPS）の後援で実施された2009年12月31日の財務書類につい

ての欧州第5回定量的影響度調査（QIS5）に参加した。この調査は、当行グループの事業体間の分散効果を考慮し

た連結財務書類に基づき、クレディ・アグリコル・アシュランス・グループが必要とするソルベンシー・マージ

ンを評価するものである。

2010年12月31日および2011年12月31日付の財務書類に適用されたシミュレーションによると、移行規則に基

づく適格資本は、ソルベンシーⅡの定義による規制上の所要資本を満たしている。さらに、2011年度に欧州保険・

年金監督機構（EIOPA）が行った追加のストレス・テストによって、様々なシナリオにおいて資本のレベルが十

分であることが確認された。

＜Ⅰ．リスクの監督および管理＞

1．リスク戦略

クレディ・アグリコル・アシュランスのリスクは、クレディ・アグリコル・エス・エーの保険事業における

共通・統一のリスク戦略の一部として管理されている。フランスおよび外国の各事業体は、主要なリスク・エク

スポージャー（それぞれの事業に固有の市場、技術、取引相手先および業務に係るリスク）のマッピング図およ

びその評価に基づき、リスク戦略を策定するために、この戦略を活用している。

クレディ・アグリコル・アシュランス（CAA）の各持株会社のリスク管理および恒常的統制部門の責任者レ

ベルで調整されるこれらのリスク戦略は、各事業体が自己の生命保険リスクを管理するために使用する様々な政

策（財務、引受け、価格設定、引当金積立て、再保険、保険金管理等に関する政策）を正式に表示するものである。

これらのリスク・エクスポージャーについては（資産配分、取引相手先制限、ヘッジ・ルール等の）グローバル

制限を設け、管理および監督手続きを規定する。これらは、各事業体において、CAAのリスク管理および恒常的統制

（RCPR）責任者と連携したプロセスの中で、クレディ・アグリコル・エス・エーのグループ・リスク管理部門

（DRG）に報告される。その後は、クレディ・アグリコル・エス・エーのCEOが委員長を務めるグループ・リスク

管理委員会に提示され、認証を受ける。

2．業務リスク管理
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各社が定めるリスク管理政策は、少なくとも年1回は見直され、取締役会の承認を受ける。

各事業体の業務に固有のリスクの業務管理は、定期的な委員会（財務または投資委員会、生命保険の資産負債

管理委員会、技術委員会、損害保険の再保険委員会等）を基本としている。これらの委員会は、特定の事業部門の

報告システム（投資、数理計算項目、資産負債管理報告書等）に基づいてリスク状況を監督し、リスク管理プロセ

スをサポートするため分析を提示する。必要であれば行動の提案を行い、取締役会に提出する。

またクレディ・アグリコル・アシュランスの持株会社は、各子会社において適用する在外子会社向けの基準

も策定した。これらは、意思決定の分権範囲に制限を設け、意思決定プロセスの規則を策定するものである。

3．リスク監督

各事業体におけるリスク監督手続きは、クレディ・アグリコル・エス・エーの指令を、保険事業に適用する場

合と同様に実施する。これらは、内部統制またはリスク管理および恒常的統制委員会の会議において、恒常的およ

び定期的統制報告書に照らして検査される。同じ委員会において、各リスクタイプの指標を報告し、制限の遵守状

態を監督するリスク・スコアボードも検査される。リスク管理および恒常的統制部門責任者は、各委員会に対し

て、リスク戦略が定めるグローバル制限に加えて業務制限および警告基準を提示することができる。これらのグ

ローバル制限を変更する場合は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのリスク管理および恒常的統制

部門に再提起し、承認を仰がなければならない。

財務管理の実行が投資サービス・プロバイダに委託された場合は必ず、リスクの管理および統制手続きなら

びに監督方法（制限の監督、リスク戦略目標の監督等）を詳細に明記した委託契約を締結する。

クレディ・アグリコル・アシュランスの持株会社は、グループ規模のリスク管理および恒常的統制委員会を

設置し、保険事業におけるリスクの管理および恒常的統制、ならびに連結レベルのリスクの監督を行っている。ク

レディ・アグリコル・アシュランスの持株会社は、四半期ベースでグループ・リスク・スコアカードを作成して

おり、各事業体の管理指標に基づいてこれをアップデートし、当行グループ全体のリスクを連結ベースで俯瞰す

る。

防止、評価および継続の能力を高めるため、2012年度にはリスク監督委員会が設置され、月2回、共通のRCPR

フォーラムが開催されている。この委員会は、リスクの発生および変化を臨時に分析し、クレディ・アグリコル・

アシュランスの執行委員会に対して要約報告書を提出する。さらに、リスクの大きな分野を取り扱う会社におけ

るリスク管理および恒常的統制委員会の責任者は、自身の専門分野のリスク専門家として機能横断的に責務を果

たす。

最後に、連結監督プロセスの一環として、クレディ・アグリコル・エス・エーは、RCPRがクレディ・アグリコ

ル・エス・エーリスク管理部門（DRG）に提出する報告書に基づき、クレディ・アグリコル・アシュランス・グ

ループの各事業体の四半期リスク・レビューを行う。DRGが組織した委員会は、年に数回、各子会社と会議を開く。

かかる会議には、現地のCEO、現地のRCPRおよびクレディ・アグリコル・アシュランスの持株会社のRCPRが出席

し、リスクの管理および統制プロセス、ならびに現在各事業体に影響を有するリスク問題を調査する。RCPRは、DRG

に対し、グローバル制限の違反を警告する。その後、かかる違反を是正する行動計画が策定される。

4．貯蓄および退職事業のためのリスク測定ツール

貯蓄および退職事業のリスク測定は、経済的手法に基づいて資産・負債マッチングをシミュレートすること

で、事業体のリスクを評価するモデリングに依拠している。このモデリングは、ソルベンシーⅡに基づく、MCEV

（市場整合的エンベディッド・バリュー）および規制上の所要資本の計算に使用される。このモデリング・ツー

ルは、フランス国外で貯蓄ならびに死亡および身体障害保険を扱う主要な事業体（イタリア、ギリシャおよび日

本）において使用されている。

このツールは、様々な市場環境における保険会社の方針選択（資産配分、契約の評価見直し、請求手数料等）

および保険契約者の動向（生命表、構造的および周期的償還パターンのシミュレーション等）を再現するもので
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ある。また、規制上の制約（保険契約者の最低利益配当、技術的引当金、資産のクラス制限等）も考慮する。この

ツールを用いてシミュレーションを行うことで、商業（商品、支払金利）、財務（資産配分、ヘッジ等）または引

受け（再保険）に関して各社が行う重要な決定が明らかになり、ガバナンス問題に関する議論についても情報を

得ることができる。

＜Ⅱ．市場リスク＞

クレディ・アグリコル・アシュランスの各事業体において、金融市場取引は、各事業体の資産ポートフォリオ

に合った政策、および負債のマッチング（資産負債管理）によって管理されている。これらは、規制上の制限、内

部制限（各事業体が定めたリスク戦略または業務制限に基づき承認されたもの）、様々な推定経済シナリオにお

ける市場の見通しに基づく財務分析、およびストレス・シナリオを考慮する。

クレディ・アグリコル・アシュランスは、常に、財務リスクを管理する必要性を認識している。あらゆるクラ

スの資産（債券、株式、代替投資、不動産）にわたって配分を分散させる戦略により、投資ポートフォリオの価値

の全体的な変動率を統制することができる。ポートフォリオの大きさ、利益目標およびリスク特性に応じて、一部

の種類の投資が禁止されたり、集団投資ビークル等、特定の状況下でのみ承認されたりする場合がある。

クレディ・アグリコル・アシュランスの貯蓄、年金ならびに死亡および身体障害事業は、保険契約者債務をカ

バーするために保有する金融資産が非常に大量であることから、特に市場リスクの影響を強く受ける。市場リス

クについては、ストレス・シナリオによって、主要なリスク要因の変化が収益性（会社の利益または損失に対す

る保険契約者の利益参加）およびソルベンシーに与える影響を調べている。かかるリスク要因とは、株式の下落、

金利の上昇、新たなインフローに及ぼす影響、償還（内部モデリング・ツールに適用される法令に基づく。）等で

ある。

1．金利リスク

金利リスクは、金利水準によって固定利付ポートフォリオの価値が変動するリスクである。変動利付投資の場

合、当行グループは将来のキャッシュ・フローの変動にさらされ、固定利付投資の場合、当行グループはポート

フォリオ投資の公正価値の変動にさらされる。

金利が下落すると、ポートフォリオの収益性が減少し、結果として最低利益保証額を支払えないという問題が

発生する可能性がある。金利が上昇すると、クレディ・アグリコル・アシュランスの貯蓄保険の競争力が低下し、

一斉に償還されるリスクが発生する可能性がある（この場合、固定利付ポートフォリオの一部を不利な市場条件

でかつ損失を与える形で売却せざるを得なくなるおそれがある。）。

2012年12月31日現在の債券ポートフォリオ（クレディ・アグリコル・エス・エーが発行したユニットおよび

有価証券を除く。）は、2011年度の162十億ユーロに対して176十億ユーロとなった。

このリスクに対処するため、クレディ・アグリコル・アシュランスは、以下のヘッジおよび管理規則を策定し

た。

■　ゼロを上回る最低利益保証を有する負債がある場合の、金利下落リスク：このリスクは、債券の最低配分、な

らびに固定利付債券およびヘッジ手段である商品（スワップ、スワップション、フロアー）の最低持分の設

定によって、管理されている。

■　フランスにおいては、保険会社が保証利益に基づき保険契約者に対して有する負債を履行するのに総資産利

益率が十分でない場合、「金融上の危険の引当金」を認識するよう定められている。2012年12月31日現在お

よび2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・アシュランスは、かかる引当金を認識していない。

■　長期利回りが急激かつ持続的に上昇し、保険契約者が保険を償還することで、貯蓄保険が他の貯蓄商品に対す

る競争力を失うリスクから事業体を保護するための、金利上昇リスク：このリスクは、金利上昇の上限を設

定（2012年度末現在、固定利付ポートフォリオに基づく運用資産の3分の1超をカバー）し、ポートフォリオ

の25％を移動の容易な資産（資本リスクの低い流動資産）に投資することで、管理されている。
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下記の表は、金利の上昇または下降を100ベーシス・ポイントと仮定した場合の、クレディ・アグリコル・ア

シュランスの固定利付ポートフォリオ（ユニット・リンク契約の資産を除く。）の金利リスクに対する感応度を

表している（保険契約者の繰延剰余金に対する影響および税金を除く。）。

（百万ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

純利益への

影響

株式への

影響

純利益への

影響

株式への

影響

無リスク金利の100ベーシス・ポイントの上昇 (18) (720) (21) (578)

無リスク金利の100ベーシス・ポイントの下落 18 704 16 576

売却可能金融資産として保有される有価証券に対する影響は、株式に認識される。売買目的で保有される有価

証券に対する影響は、損益計算書に認識される。

当行グループの技術的負債は、以下の理由から、金利リスクに対して概ね不感応である。

■　貯蓄準備金（ユニット・リンク契約を除く責任準備金の90％超）：これらは、いずれの契約についても不変

の価格設定レートに基づいている。この結果、金利の変動は、これらのコミットメントの価値に対して何ら影

響を有しない。

■　損害保険引当金：これらの責任準備金は、現在の価値にディスカウントされることはないため、金利の変動

は、これらのコミットメントの価値に対して何ら影響を有しない。

■　数理計算上の給付準備金（人身傷害、身体障害）：これらの準備金の計算に使用されるディスカウント・

レートは、計算日現在の金利に基づいている。したがって、これらのコミットメントの金額は、金利によって

異なる。ただし、これらの技術的コミットメントが少額であることを考慮すると、クレディ・アグリコル・ア

シュランスに対するリスクは重要ではない。

クレディ・アグリコル・アシュランスがアレンジした借入れに対しては、固定金利が支払われる。したがっ

て、金利は金利変動に対して不感応である。

2．株式リスク

株式市場リスクは、株式市場指数の下落によって株式投資の価値が減少するリスクである。

株式資産価値の減少は、複数の影響を有し得る。すなわち、将来の収益性、最低利益保証引当金および引出しの

可能性から、価値が大幅に減損すると、利益に対してマイナスの影響が発生する。

定期的に行われる資産配分調査によって、当行グループは、株式市場の変動予測に基づいて資産の分散比率に

上限を設けている。最適な長期配分についても、同様に予測している。

またクレディ・アグリコル・アシュランスは、分散資産の評価に関するリスクのヘッジおよび管理について

も規則を定め、株式市場の下落のリスクについても部分的にヘッジするオプションを行使することができる。

株式（ミューチュアル・ファンドを含み、ユニット・リンク契約の資産を除く。）に対する投資は、2011年12

月31日現在が24十億ユーロであったのに対し、2012年12月31日現在は26十億ユーロとなった。

下記の表は、株式市場の上昇または下降を10％と仮定した場合の、クレディ・アグリコル・アシュランスの株

式リスクに対する感応度を表している（保険契約者の繰延剰余金に対する影響および税金を除く。）。

（百万ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

純利益への

影響

株式への

影響

純利益への

影響

株式への

影響

株式市場の10％の上昇 60 95 60 109

株式市場の10％の下落 (65) (93) (70) (108)

これらの感応度測定には、公正価値で測定される資産、最低利益保証引当金およびユニット・リンク契約の解

約引当金、ならびに株式市場の下落によって必要となる追加減損引当金に対する、ベンチマーク株式指数の変動
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の影響が含まれている。

売却可能金融資産の公正価値の変動は、未実現損益については引当金に認識され、その他の項目はすべて、損

益計算書に認識される。

3．外国為替リスク

外国為替リスクは、為替レートの変動によって金融商品の公正価値が変動するリスクである。

クレディ・アグリコル・アシュランスの持株会社は、外貨建てで業務を行う子会社1社、クレディ・アグリコ

ル・ライフ・インシュアランス・ジャパンを有している。この投資の一部は、円建ての貸出金によってヘッジさ

れている。

この投資の外国為替リスクに対する残余エクスポージャーは、わずかであった。

さらに、国際金融市場（株式、債券）に投資を分散させた場合、自動的に外国為替リスク・エクスポージャー

が発生する。専用投資信託を通じて保有するドル、円およびポンド・スターリング建ての資産の最低カバー比率

は、各通貨について設定されている。固定利付投資信託は、外国為替リスクに対して構造的にヘッジされており、

有価証券（債券、株式）に対する直接投資は、当然ユーロ建てである。

2012年度末現在、上記以外の外国為替エクスポージャーはわずかであった。

4．流動性リスク

流動性リスクは、資金需要と当行グループの利用可能資金とのミスマッチにより、期日までに負債を履行でき

ないリスクである。これは主として、貯蓄ならびに死亡および身体障害保険を扱う各事業に関係する問題である。

流動性リスクは、以下の事象から発生し得る。

■　非流動投資：このリスクに対処するため、クレディ・アグリコル・アシュランスの各事業体は、投資を選択す

る際、流動性に特に注意を払っている。大部分は、流動性が高い規制市場に上場している有価証券である。そ

の他の資産クラス－プライベート・エクイティ、店頭デリバティブ等－の評価は、業務を委託された投資マ

ネージャーが監督している。

■　投資（資産）の残存期間と保険契約（負債）の残存期間とのミスマッチ：クレディ・アグリコル・アシュラ

ンスの各事業体は、資産負債管理政策の一環として流動性を管理する健全性維持体系を確立した。

さらに、当該事業体が価値の減損なく短期流動性を提供できることを反映するものとして、生命保険事業体は

「反応度」比率を定義した。この指標は、2年未満に満期日が到来する資産の、ポートフォリオ全体に対する比率

として計算される。2年未満に満期日が到来する流動性資産には、現金、短期金融商品投資信託、感応度が統制され

た固定利付投資信託、変動利付およびインフレ連動債券、ならびに2年から5年のCMS指数および残存期間が2年未

満の固定利付債券に対するヘッジが含まれる。また、支払能力テストによって、各子会社が多額のアウトフロー

（過去最高の償還額の3倍）を履行できるか否かが分析される。

事業および純インフローが大幅に不安定になった場合、非常に短い期間（数週間および数ヶ月）だけ保有さ

れる流動性の金額の目標を設定することで、流動性の管理を行うことがある。

損害保険事業においては、負債に対するショック（保険金の増加）および／または資産に対するショック

（金融市場の悪化）による流動性リスクを定量化するため、内部シミュレーションも行っている。

＜Ⅲ．信用またはカウンターパーティー・リスク＞

財務リスクの抑制政策の2つめの側面は、カウンターパーティー・リスクの抑制である。カウンターパー

ティー・リスクとは、投資ポートフォリオに保有されている商品の一または複数の発行者が、支払いを履行しな

いリスクである。再保険会社のカウンターパーティー・リスクは、再保険についての記述において取り扱う（次

節参照。）。

クレディ・アグリコル・アシュランスの各事業体は、市場リスクと同様、債券ポートフォリオ全体に対するリ
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スクおよび個別のリスクの両方をカバーし、自己のポートフォリオ特性に合わせた、信用リスクまたはカウン

ターパーティー・リスクの統制政策を有している。

したがって、カウンターパーティー・リスクは、第一に、発行者の信用格付（S&P、ムーディーズおよびフィッ

チの3つの格付のうち2番目に高いものに相当する、ソルベンシーⅡ格付）に基づく総合的制限によって、格付レ

ベルに応じて配分を決定することで、抑制される。

クレディ・アグリコル・アシュランスの規則は、格付がBBBを下回る有価証券の直接保有を認めていない。た

だし、取得後に格下げされた場合、および当該発行者の返済能力が損なわれていない場合は、この限りではない。

高利回り有価証券に対するスペシャリスト・ファンドによる間接投資は、投資規則によって認められた場合、厳

格な比重抑制の規制を受ける。

2012年12月31日現在、直接または間接的に保有する非投資適格債券は、クレディ・アグリコル・アシュランス

のポートフォリオ全体に対して3％を占めていた（2011年度末現在は6％）。

さらに当年度は、いくつかの子会社が、1つ以上の格付機関による格付を受けていない発行体（地方自治体お

よびミッドキャップ）でも、最低要件としてクレディ・アグリコル・エス・エー内部の投資適格格付を有してい

れば、債券投資の対象とし始めた。これらの投資は、2012年度は少なかった（2.7十億ユーロ）が、個別のリスク政

策によって管理されている。

現地の規制当局が定める集中率に加えて、各事業体も、自己の信用の質の範囲内で、ポートフォリオのエクス

ポージャーに対して調整した、リスク制限を定めている。

債券ポートフォリオ（ユニット・リンク契約を除く。）の信用格付別の内訳は、以下のとおりである。

追加の分散化規則を課すことができる（部門、銀行預金等）。

2012年度は、弱体化したソブリンを大量に売却したことでエクスポージャーが半分になるなど、2011年度と同

様、ユーロ圏のソブリン債に対するエクスポージャーが減少した。ギリシャ国債の持ち高については、2012年3月

12日付で交換に出された。これにより、新たに受け取った有価証券（ギリシャ国債およびEFSF）の価値と2011年

度末現在の実行価額との差額について、クレディ・アグリコル・アシュランスに追加の損失が発生した。ただし、

交換により取得した新しいギリシャ国債は、2012年度末までに全額払込済みであり、クレディ・アグリコル・ア

シュランスは現在ギリシャに対するエクスポージャーを有していない。これらの国々に対して企業または財務の

信用を与える際には、厳選したアプローチを取った（回避したケースもあった。）。

弱体化したユーロ圏の国々のソブリン債務に対する残りのエクスポージャーについては、連結財務書類に対
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する注記6.8（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度

―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

＜Ⅳ．技術的リスク＞

引受リスクは、保険の性質、生命保険であるか損害保険であるかに応じて、異なる形態を取る。

再保険に関するリスクについては、次節で個別に取り扱う。

1．個人保険からの技術的リスク

生命保険事業における引受リスクは、人の寿命および契約締結時の生命の危険に関するリスクについて、価格

設定を行うことから発生する。また、多数の死者が出た場合（パンデミック等）にも発生する。

関連する主要な事業は、貯蓄保険、死亡および身体障害保険、ならびに債務返済保険の死亡給付金条項である。

引受リスクは、給付金の価格設定の裏付けとなる仮定、および保険契約者が行使できる財務オプションから発

生する。

これらの主な内訳は以下のとおりである。

■　4つのバイオメトリック・リスク：

■　死亡リスク（死亡時に支払われる給付金）

■　高齢化リスク（終身年金または終身保険等、生存時に支払われる給付金）

■　罹患リスク（身体障害が残った場合または長期介護が必要となった場合に支払われる給付金）

■　休業リスク（就業できない場合に支払われる給付金）

■　予測より早い保険の償還（または休止、裁定および解約等）に伴う行動リスク

■　繰入額の上乗せが、営業費用および販売会社に支払った手数料をカバーするのに十分ではないリスク

引受リスクは、これらの要因において観察される、契約締結時の価格設定要素と契約ポートフォリオの実際の

年間実績とのギャップに基づいて測定される。

■　バイオメトリック・リスクについては、国内的統計、国際的統計または保険ポートフォリオの統計から、統計

表を作成する（経験表）。

■　償還リスクについては、構造的償還に関してはポートフォリオの観察に基づいて、また、統計観察に適さない

周期的償還に関しては主に「専門家の意見」に基づいて、確率基準が設定される。

■　付加料金リスクに関連するギャップは、実際に請求された費用と、保険会社が支払った費用との差額である。

行動リスクを制限するため、保険補償戦略は、将来の市況予測を考慮している（一部は自由裁量である。）。支

払戦略は、市況または損失実績に対する感応度テストに依拠している。定期的に行うストレス・テストによって、

利益、準備金およびソルベンシーに対する影響の分析に基づき、今後5年間における様々な報酬比率政策を評価す

ることができる。

同様に、資産の期間と負債の期間とを定期的に調整し、償還の予想外偏差のリスクを制限するため、保険契約

者の行動モデリングおよび実際の行動の遡及的分析を行っている。

各ポートフォリオの比重および一般的特徴（大衆リスク、平均資本）を考慮すると、個人または団体の死亡ま

たは消滅および身体障害保険の実績に大きな影響を有するのは、大災害リスクのみである。フランスの生命保険

子会社のポートフォリオは、当行グループの死亡給付金（保険付きローン）ならびに個人の死亡および身体障害

給付金（オープン・グループ）に対するBCAC（Bureau Commun des Assurances Collectives）カバー、ならびに

身体障害リスクの追加カバーからも、恩恵を受ける。

ユニット・リンク契約に基づき支払われる利益に最低保証がない場合、裏付けとなる資産の価値変動は保険

契約者の負担となる。保険契約者が死亡した場合、保険金受取人はこの保証により、死亡日現在のユニット・リン

ク契約の価値にかかわらず、少なくとも保険契約者が投資した金額は受け取る権利を有する。このため保険会社

は、(i) 保険契約者が死亡する確率および(ii) ユニット・リンク契約の価値に対する財務リスクによって決定
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される、複合リスクにさらされている。最低保証については、責任準備金が認識される。これは、2つの要素を組み

合わせた経済モデルを用いて測定される。

ユニット・リンク・ファンドの業績は、公開市場において調達可能な資金の獲得競争の比較、およびフォー

ミュラ・ベースの資金の充当方法によって、定期的に監督される。

再保険については、フランス国内において、また国際的に貯蓄保険、死亡保険、および身体障害保険を扱うクレ

ディ・アグリコル・エス・エーの事業体は、再保険をほとんど利用していない。その理由は、以下のとおりであ

る。

■　当該事業体の業務の大部分が個人の貯蓄商品であること

■　当該事業体が販売する死亡および身体障害リスク保険が、長期介護保険を除き、多数の小さなリスクをまとめ

て取り扱っていること

■　当該事業体が、堅固な財務状態および健全な管理により、規制上の最低ソルベンシー比率を大きく上回ること

ができること

2．損害保険および債務返済保険からの技術的リスク

これは主として、損害保険事業、および債務返済保険に含まれる損害給付金に関するものである。

損害保険および債務返済保険の主たるリスクは、以下のとおりである。

■　リスクの選択の幅が狭いことおよび保険料が低すぎること

■　保険金管理

■　集中リスクおよび大災害リスク

技術的リスクは、以下政策によって管理される。

■　各市場または契約タイプに固有のもので、組合員が保険販売時に遵守しなければならない規則を定めた引受

政策

■　各事業体の発展戦略に準拠し、かかる戦略の一部として価格設定規則および手続きを正式にまとめた価格設

定政策

■　各事業体の財務の平衡および長期ソルベンシーを管理するためのリスク戦略の一環である商業政策

■　管理契約に準拠する組合員補償政策

■　保険金管理担当者が遵守する手続マニュアルおよび統制に依存する保険金管理政策

■　再保険政策

損害保険事業の技術的業績は、主に、保険金比率（当該事業について獲得した保険料に対する支払保険金の割

合）を用いて測定される。

保険金比率は、毎月、商品ライン別に計算される。アクチュアリーは、ある四半期から次の四半期までの変化、

および当初の目標の達成度について、これらを分析し、関連する管理委員会に報告する。

保険金比率を監視することで、構造的に収益性が低く、引受実績向上のための措置（新たな料金表、ターゲッ

ト顧客または引受規則の再定義、給付金の制限等）が必要な商品を特定することができ、また、たとえば商品の売

上高が十分でないときなど、どの商品に価格設定努力を行わなければならないかを特定することができる。

引受リスクの監督は、一定期間における生産性（保険契約者の特性等）、保険金の内訳（頻度、平均費用等）、

および発生年別の保険金の推移の観点から、ポートフォリオを分析することにより補完されている。

損害保険における集中リスクは、単一の請求から発生する負債の集合となる集中リスクに関するものである。

集中リスクについては、以下の2つのタイプを区別しなければならない。

■　引受集中リスク：当行グループの一または複数の事業体が同一のリスクについて保険を引き受けるリスク

■　請求集中リスク：当行グループの一または複数の事業体が異なるリスクについて保険を引き受ける場合で、

単一の保証事由または同一の主要な原因に基づいて保険金の支払義務が発生するリスク
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このリスクタイプは、第一に単一地域における引受リスクを分散させる契約によって、第二に重大事象（嵐、

自然災害、民事賠償請求、連続リスク、失業等）の財務的影響を制限するための再保険によって、ヘッジされてい

る。したがって再保険は、系統的および／または例外的事由に対する高度なプロテクションを達成し、それによっ

て（保有額、および各リスクタイプを担保する個別の再保険契約におけるオーバーランの一般的ヘッジにより）

純利益の変動率を削減し資本の保護を図る。

3．再保険リスク

再保険リスクには、以下の3つのタイプがある。

■　不適切な再保険（担保が不十分であること、または反対に保険料の支払過多により、技術的利鞘および競争力

の損失につながること）

■　再保険会社が債務不履行に陥り、負担すべき保険金の全額を支払えないリスク

■　特定の業務または保証に対する再保険が存在せず、またはほとんど存在しないこと

リスク抑制措置は、以下の4つの方針に従って実施される。

■　被保険者に対するコミットメントに関する再保険担保の妥当性の監視

■　再保険会社の信用格付の監視

■　再保険会社間におけるリスクの分散の監視

■　各再保険契約の実績の監視

再保険契約は、十分な「担保／価格」比率によってプロテクションの最適化を図る。

再保険の条件（保険料率、担保の内容、制限のタイプ等）については、毎年、再保険契約の更新時に大部分が見

直される。

再保険プランについては、毎年、子会社レベルの取締役会が見直しを行う。

各事業体は、再保険会社が不履行に陥った場合の負債を負担しなければならないため、再保険会社を選択する

際には、財務状態が堅固であることが最も重要な基準となる。同様に、各再保険会社が全体で、また各契約に基づ

いて引き受けるリスクに対する負担制限も、可能な限り、債務不履行の影響を軽減するものとなっている。

2012年12月31日現在、再保険に出された純額（出再準備金および再保険会社に対する当座勘定から、受領した

預託金を差し引いた金額）は、2011年度末と同じ0.4十億ユーロとなった。下のグラフは、格付別の内訳である。

＜Ⅴ．業務リスクおよび法令違反リスク＞
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業務リスクは、内部手続きの欠陥もしくは不履行、人的ミス、情報システムまたは外部の事由によって損失が

発生するリスクである。これには、法的リスクは含まれるが、戦略リスクや評判リスクは含まれない。

法令違反リスクは、財務活動および銀行業務について規定する法令を遵守しない可能性に関連する。この場合

の法令とは、法律、規則、職業もしくは倫理基準、命令、専門家行動規範、またはマネー・ローンダリング、贈収賄も

しくはテロ組織への資金供与に対する取組み等である。

クレディ・アグリコル・アシュランスの各事業体は、業務および法令遵守に関するリスク管理に、クレディ・

アグリコル・エス・エー・グループの指令を適用している。

業務リスク管理システムは、次の要素により構成される。

■　認識された、または想定される各リスク事由について、定性的および定量的評価（費用）を含む、関連業務リ

スクおよびプロセスの特定。すでに導入を終えた事業体については、このマッピングは年1回更新される。

■　業務リスクの発生による損失の棚卸し、および重要な事象を報告するための早期警告システム。この情報収集

システムは、まだすべての事業体には導入されていない。

リスク管理および恒常的統制部門、より具体的には業務リスク責任者は、RCPR（リスク管理および恒常的統制

責任者）の責任において、業務責任者と連携してこのシステムを調整し、決定した行動計画の進捗を監視するこ

とで想定外のリスクの影響を軽減、経常的リスクの頻度を下げる。業務リスク管理のためのクレディ・アグリコ

ル・エス・エーのツールを利用することもある。

このシステムの結果は要約され、内部統制またはリスク管理および恒常的統制委員会において、経営陣に提出

される。

法令違反リスクは、事業体内の業務リスク・マッピングの不可分の一部を構成している。各事業体において、

法令遵守責任者は、専門の監督システムに責任を負う。これは、これらのリスクが統制されていること、および財

務損失、または法的制裁、行政もしくは懲戒処分の影響が最小限に抑えられていることを保証するものである。共

通の目的は、当行グループの評判を維持することである。この点において、すべての事業体にある新事業および新

商品の委員会（NAP）は、あらゆる新事業および新商品の承認を請け負う。

業務リスクおよび法令違反リスクの監督は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのために策定さ

れた規則に基づいており、保険事業に固有の特徴は有しない（後出の業務リスクの項を参照。）。

＜Ⅵ．法的リスク＞

クレディ・アグリコル・アシュランスが認識している範囲では、最近12ヶ月間に、当行および／または当行グ

ループの財務ポジションまたは収益性に対して重大な影響を及ぼした、またはその可能性のあった行政手続、訴

訟手続または仲裁手続はない。

業務リスク

業務リスクは、内部手続きの欠陥もしくは不履行、人的ミス、情報システムまたは外部の事由によって損失が

発生するリスクである。これには、法的リスクは含まれるが、戦略リスクや評判リスクは含まれない。

＜Ⅰ．目的および方針＞

業務リスク・システムは、当行グループの各事業体に合わせて調整されており、当行グループ全体に共通の以

下の要素で構成される。

■　業務リスク管理機能のガバナンス：業務執行陣による（業務リスク委員会またはグループ・リスク管理委員

会の業務リスク・ユニットおよび内部統制委員会を通じた）システムの監督、（クレディ・アグリコル・エ

ス・エーおよび各事業体の）リスク管理および恒常的統制部門責任者によるシステムの監視および調整、業

務リスク・マネージャーのネットワークを通じたリスク統制における各事業体の責任

■　リスク・マッピングによる定性的リスク評価の特定、および感応度の最も高いプロセスを監督するための指
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標の使用

■　重大インシデントを報告するための業務上の損失データの収集および早期警告システム（リスク費用の測定

および監督に使用するデータベースにおいて連結される。）

■　連結レベルおよび事業体レベルの業務リスクに関する、年1回の規制資本の計算（大規模な損失、組織の変更

等、重要な事由は除く。）および配分

■　事業体レベルの業務リスク・スコアカードおよびグループ総括の定期的な作成

＜Ⅱ．リスク管理：組織および監督システム＞

業務リスクの管理組織は、当行グループ全体のリスク管理および恒常的統制部門の機能の一部を構成する。業

務リスク責任者は、そのほとんどが現在は恒常的リスク監督を担当しており、各事業体のリスク管理および恒常

的統制部門責任者に直属する。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、主要な事業部門をカバーする業務リスク・スコアカード

を利用する。このスコアカードは、事業部門に影響を与える主要なリスク要因、ならびに子会社および事業部門別

のエクスポージャー特性を表す。かかるエクスポージャー特性とは、主として、リテール・バンキングの支払機械

に関連する外部の不正行為、株式市場における資産管理ミス、投資家サービス、企業および投資銀行ならびにファ

クタリング（外部の不正行為）のリスク（法的リスクおよびキャピタル・マーケッツ）増加から、経常的に発生

するリスクである。

また業務リスクの変動は、ハイ・ユニット・ロスが発生した場合に（情報システムおよび統制を強化するこ

とで）想定外のリスクの影響を軽減し、経常的リスク（電子バンキングの不正行為、および消費者金融事業にお

ける外部の不正行為の監督強化）の頻度を下げるために策定された行動計画の効果を反映している。

2007年度、内部の不正行為、特にキャピタル・マーケッツ活動およびクレディ・アグリコル・CIBにおける不

正行為に対応するために講じられた措置は、そのリスクをより強い統制の下に置くためのシステムの実施を通じ

て強化された。具体的には、承認手続きの見直し、早期警告システムの強化、および法令遵守機能部門における不

正防止ユニットの設置等である。2011年度、キャピタル・マーケッツ事業における業務リスク管理に関する欧州

銀行監督者委員会（CEBS）の提言を受け、当行グループ全体をカバーする行動計画が策定された。行動計画の進

捗は、定期的に報告される。2012年度、この措置は地域金庫にも拡大された。

リスクの特定および定性的評価に関して、例年同様、リスク・マッピング・キャンペーンを行った。これらの

リスク・マッピングの結果については、第1四半期中に各事業体が分析し、業務上のリスク管理委員会に報告す

る。

業務リスク・ツールをさらに改良し、リスク管理および恒常的統制部門全体を通じた一貫性を高めるため、現

在は四半期に1回、業務リスク・コンピュータ・システムが当行グループの会計連結ツール「アルページュ（Arp

ège）」に情報を提供している。CRD Ⅳ（COREPについての改正）による規制の変化に応じて、2012年度は専門の

ITプロジェクトが実施された。

RCPプラットフォームは、現在、既存ツールのうち3つの重要な要素（損失データの収集、リスク・マッピング

および恒常的統制）で構成されており、同じ枠組みを共有し、リスク・マッピングとリスク管理（恒常的統制、行

動計画等）との関連性における手法の選択肢を確認することができる。

最後に、規制資本の計算および配分については、2011年度、適用チェーンが確保され、自動化された。業務リス

ク・コンピュータ・システムのアップグレード計画は、資本計算ツールのバージョンアップ（デジタル性能の向

上）およびバックテスト・システムの自動化等、2012年度も継続された。

先進的計測アプローチ（AMA）モデルについては、当該モデルのバック・テストを年2回行う委員会が設置さ

れ、各事業体のリスク特性の変化に対する感応度を分析している。この委員会は毎年、改善が可能な分野を確認

し、それぞれに対応した行動計画を策定する。
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＜Ⅲ．方法＞

クレディ・アグリコル・グループの主要な事業体、すなわちクレディ・アグリコル・CIB、アムンディ・グ

ループ、LCL、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス、アゴスおよびすべての地域金庫は、先進的

計測アプローチを利用している。これらの事業における先進的計測アプローチの利用は、2007年度、フランスの金

融健全性規制監督機構（ACP）によって認証され、アムンディ、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイ

ナンスおよびアゴスについては（法的資格の変更に伴い）2010年度に再確認された。これは、業務リスクに対す

る規制上の所要資本全体の72％に相当する。

2012年度、イタリアの規制当局から派遣された担当者の監督の下、カリパルマおよびフリューラドリアのAMA

への統合作業が行われた。

標準的アプローチ（TSA）を利用する事業体にとって、規制上の所要資本の計算に用いる重み係数は、バーゼ

ル委員会が推奨するものである（事業部門の収益に対する割合）。

先進的計測アプローチによる規制上の所要資本の計算

業務リスクの規制上の所要資本の計算に用いる先進的計測アプローチの手法には、以下の目的がある。

■　業務リスク費用に対する統制を強め、当行グループの各事業体における想定外のリスクを予防すること

■　測定したリスクに必要な資本レベルを決定すること（標準的アプローチを用いて計算したものより低い場合

がある。）

■　行動計画の監督により、恒常的統制の精度を上げること

当行グループにおいて実施されているシステムは、すべての定性的基準（リスク測定を日常管理の不可欠な

作業にすること、リスク機能の独立、業務リスク・エクスポージャーの定期的開示等）およびバーゼル2の定量的

基準（1年間の信頼区間を99.9％とすること、内部データ、外部データおよびシナリオ分析および業務環境を反映

した要素の統合、統計的分布に影響を与えるリスク要因の統合等）を満たすことを目的としている。

規制上の所要資本の計算に用いる先進的計測アプローチ・モデルは、当行グループ特有の、「損失分布手法」

と呼ばれる数理計算モデルに基づいている。大規模な事業体は、中央で策定した原則に基づいて自己の資本配分

を行っている。

内的要因（当該事業体のリスク特性の変更）は、以下の事項に従って検討される。

■　当該事業体内の組織変更

■　リスク・マッピングの変化

■　内部損失実績およびリスク管理システム（特に恒常的統制機能におけるもの）の質についての分析

外的要因に関しては、世界中の約50の銀行（クレディ・アグリコル・エス・エーを含む。）における損失を分

類するORXコンソーシアム・データベースの分析を通じて、その他の機関で観察されたインシデントを戦略的に

監視している。この分析結果に応じて、当行グループの各事業体において行ったストレス・テストがレビューさ

れる。このシステムを拡大するため、第2の外部データベースが統合される予定である。

このモデルは、以下の原則に従って設計され、開発された。

■　リスク政策の不可欠な一部を構成しなければならない。

■　実用主義でなくてはならない。すなわち、実際の業務条件に適用できる手法でなくてはならない。

■　上級役員および事業部門が承認するには、教育的価値がなければならない。

■　堅実でなければならない。すなわち、現実的で年々安定した予測を行うことができなければならない。

すべての業務リスク方法は、2011年12月、標準方法委員会に報告され、2012年度には当行グループの進展およ

び改善分野を評価するフランス金融健全性規制監督機構（ACP）による監査を受けた。

＜Ⅳ．エクスポージャー＞

業務損失（価値）のバーゼル・リスク・カテゴリ別内訳（2010年度-2012年度）
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業務リスクのエクスポージャー特性は、概して、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにおける主要

な活動を反映している。

■　すべての活動につきものの処理ミスによる、売買執行リスク・カテゴリに対するいまだ圧倒的なエクスポー

ジャー

■　とりわけリテール・バンキング業務（特に消費者金融）の重要性を反映した信用限度の業務リスクに関す

る、外部の不正行為に対するいまだ重大なエクスポージャー

■　最後に、法的リスク（商事紛争）に対するエクスポージャー（前年度比変化なし。）

＜Ⅴ．業務リスクの保険および担保範囲＞

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、資産および利益を保護するため、業務リスクに対して保険

の担保を取得している。危険度の高いリスクについては、クレディ・アグリコル・エス・エーは、当行グループ全

体として大手保険会社の保険に加入している。これらの保険は、人的リスクと物的リスクの移転を調和させ、各事

業部門について民事責任および不正行為に対する専門的な保険プログラムを設置するものである。さらに、事業

部門の子会社は、危険度の低いリスクについて、各自で管理する責任を有する。

フランスにおいて、営業資産（不動産およびIT設備）の保険には、このリスクに対するエクスポージャーが最

も大きな建物の第三者賠償責任補償が含まれる。この保険は、業務に関する民事責任の特別補償によって補足さ

れる。

業務リスク、不正行為および有価証券のリスク、当行グループの専門民事責任、ならびに業務執行役員の民事

責任に対する保険は、2012年度に更新された。

バーゼル2適格保険は、業務リスクに対して保有すべき資本金額（承認された制限の20％以内）の削減に寄与

している。

財務的に十分な保険をかけられない一部のプログラムにおける高頻度および低危険度のリスクは、免責条項

とされるか、または究極的には専属再保険子会社（クレディ・アグリコル・レアシュランスCARE）を通じて、ク

レディ・アグリコル・エス・エー・グループ内にプールされる（当行グループの保険プログラム全体の約

6％）。

法的リスク

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその完全連結子会社における主要な法的手続きおよび税務手続き

については、2011年度の経営報告書に記載されている。下記の訴訟は、フランス金融市場庁（AMF）に対する登録

書類第D.12-0160号の提出日である2012年3月15日以降に提起されたものである。

2012年12月31日現在、当行グループの純資産にマイナスの影響を与えるおそれのある法的リスクは、業務執行
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陣が知り得る情報に基づき、（業務執行陣の予測に応じた）適切な引当金によって担保されている。

現在まで、クレディ・アグリコル・エス・エーの認知する限り、最近12ヶ月間に、当行および／または当行グ

ループの財務状況または収益性に重大な影響を有するおそれがあり、またはかかる影響を有した、その他の行政、

司法、または仲裁手続き（または当行が認知する中断中の手続きもしくは提起されるおそれのある手続き）はな

い。

＜訴訟および例外的事由＞

IFIダプタ・マランジュー・グループ

2005年5月30日、政策実行委員会（Commissaire à L'exécution du plan）（債務超過専門）は、IFIダプタ

・マランジュー・グループの会社の代理人として、ティエール商事裁判所において、CDRおよびクレディ・リヨネ

に対する共同訴訟手続きを開始した。この訴訟は、CDRおよびクレディ・リヨネが、IFIグループによるピノー・グ

ループの家具事業（旧CIA）の買収のアレンジおよび資金調達において、違反を犯したと主張するものである。リ

オン控訴裁判所は、2006年7月12日付の命令において、本件をパリ商事裁判所に移送した。

2007年9月24日、パリ商事裁判所は、以下のとおり判断した。

■　CDRに対し、不当利得2.9百万ユーロの支払いを命じる。

■　不適切な資金援助について、クレディ・リヨネに対し5百万ユーロの支払いを命じる。

■　フランス民事訴訟法第700条に基づき、クレディ・リヨネおよびCDRに対し、50,000ユーロの支払いを命じる。

この判決は、直ちには執行されなかった。

政策実行委員会はこの決定に対して控訴し、パリ控訴裁判所は、2010年12月10日、以下の命令を下した。

■　当該グループの13社が被ったと主張する損害に対する賠償請求をすべて棄却する。

■　政策実行委員会に対し、主張する損害の金額を会社別に明示するよう求める。

■　当該買収時点における当該グループの各社の財務状況について、専門家による徹底的な評価を受けるよう命

じる。

専門家による報告書は2012年9月に提出された。控訴裁判所における審問は、2013年6月半ばに行われる予定で

ある。

ストラウス／ウルフ／フォーデム

2001年から2004年にかけてイスラエルでハマスが行ったとされるテロ攻撃の犠牲になった米国国民およびそ

の家族が、ニューヨーク裁判所において、ナショナル・ウエストミンスター銀行およびクレディ・リヨネに対し

て訴訟手続きを提起した。

原告は、これら2行がそれぞれ、パレスチナ人を援助する慈善団体が（クレディ・リヨネの場合は1990年に）

開設した口座を有していたことから、これらの銀行がテロリストを支援していたと主張している。原告は、この口

座がハマスへの資金供与で訴追されたパレスチナの団体に送金する目的で使用されていたと主張している。原告

は、受けた損害の正確な金額を明示しておらず、「負傷、苦悶および精神的苦痛」に対する賠償を求めている。

当該訴訟の現状として、原告は、当該慈善団体がテロリストとのつながりを有することを示す証拠も、および

（仮に上記事実が証明された場合）クレディ・リヨネが自行の顧客がテロ組織への資金供与に関与していた可

能性があると認識していたことを示す証拠も提出していない、とクレディ・リヨネは主張している。原告が勝訴

するためには、かかる証拠を提出しなければならない。

LCLは、原告の主張を強く否認している。

ディスカバリーの段階は終了し、裁判所は、原告の要求についての調査を陪審裁判においても継続して行うと

の結論に達した。LCLは、本件訴訟が2013年度中に行われると予測している。

CIE（小切手画像処理）事件
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2008年3月、LCLおよびクレディ・アグリコル・エス・エーおよびその他10の銀行は、競争評議会（Conseil de

la concurrence。現在の競争監視機関（Autorité de la concurrence））の代表者から、苦情申立書を受理し

た。

これらの銀行は、小切手画像処理システムへの移行以降、すなわち2002年から2007年にかけて、共謀して小切

手の現金化に交換手数料を課したとして訴えられている。競争監視機関は、かかる手数料は、欧州共同体条約第81

条第1項およびフランス商法第L.420-1条の定義における非競争価格協定を構成し、経済に損害を与えたとしてい

る。

これらの銀行は、答弁書において手数料の反競争性について反論し、手続きの正当性を争った。

競争監視機関は、2010年9月20日付の決定により、小切手画像処理システム（CEIC）はその目的自体が反競争

的であり、送金銀行が負担する費用を作為的に増加し、結果的に銀行サービスの価格を引き上げたと結論付けた。

関連サービスの手数料の一つである誤決済取引（AOCT）の取消手数料について、競争監視機関は、これらの銀行

に対し、かかる決定の通知から6ヶ月以内に当該金額を改定するよう求めた。

訴えられた銀行は、合計384.92百万ユーロの制裁金を課された。

LCLおよびクレディ・アグリコルは、それぞれ、CEICについて20.7百万ユーロおよび82.1百万ユーロ、AOCTにつ

いて0.2百万ユーロおよび0.8百万ユーロの支払いを命じられた。

これらの銀行はすべて、この決定に対してパリ控訴裁判所に不服を申し立てた。同裁判所は、2012年2月23日付

の判決により、競争監視機関は競争制限の存在を証明しておらず、かかる協定が競争抑止目的を有することを立

証していないとして、原判決を覆した。

フランスの競争当局は、2012年3月23日、最高裁判所に上告した。フランス最高裁判所は、いまだ判決を下して

いない。

ニューヨーク州検事総長（NYAG）

2010年5月、ニューヨーク州検事総長がニューヨークのクレディ・アグリコル・CIBの子会社に宛てた、クレ

ディ・アグリコル・CIBの信用格付機関との関係に関する情報の提出を求める召喚状について、同職がその後の

連絡をしないことから、当時適切に履行した以上、この情報要求について今後年次報告書に記載しないことが決

定された。

外国資産管理室（OFAC）

米国の法令により、外国資産管理室（OFAC）が特定の外国、外国人および外国の団体に対して導入する経済制

裁を遵守しなければならない。ニューヨーク郡地方検事局およびその他の米国政府当局は、特定の金融機関が、制

裁対象の国、個人または団体に関してどのくらいの額の米ドル建て支払いを行ったのか、情報を求めている。

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびクレディ・アグリコル・CIBは、現在、かかる制裁下にある可能性

のある国、個人または団体に関する米ドル建て支払いについて、内部調査を行っているところであり、かかる要求

の一環として米国当局に協力している。

これらの内部調査および要求の結果、ならびに結論が出る日付は、現時点では不明である。

クレディ・アグリコル・CIBに対するインテーザ・サンパオロの提訴

2012年4月9日、インテーザ・サンパオロ・エス・ピー・エー（「インテーザ」）は、クレディ・アグリコル・

CIBが組成したCDO「2006年第1ピクシス資産担保証券・債務担保証券（Pyxis ABS CDO 2006-1）」に関して、ク

レディ・アグリコル・CIB、クレディ・アグリコル・セキュリティーズ（USA）、ならびにマグネター・グループ

の多数の会社およびパットナム・アドバイザリー・カンパニーLLCに対してニューヨーク連邦裁判所において訴

訟を起こした。
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インテーザは、スーパーシニアCDOトランシェについて、クレディ・アグリコル・CIBと額面価額180百万米ド

ルのクレジット・デフォルト・スワップを行うことにつき同意していたにもかかわらず、当該CDOの組成によっ

て損害を受けたとして、180百万米ドルの損害賠償および当該金額に対する利息、補償的損害賠償および懲罰的損

害賠償、ならびに手数料の返還を請求している（金額は未計算）。

ユーリボー／ライボー

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社クレディ・アグリコル・CIBは、多くの銀行間金利に寄

与する者として、複数の当局より情報の提出を求められている。これは、ⅰ)多くの通貨におけるライボー（ロン

ドン銀行間取引金利）、ユーリボー（欧州銀行間取引金利）およびその他特定の市場指数の計算、ならびにⅱ)こ

れらの金利および指標に関連する取引についての、調査の一環である。これらの請求は、2005年度から現在までの

期間にわたっている。

これらの当局に対する協力として、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社クレディ・アグリ

コル・CIBは、これらの様々な当局に請求された情報を収集するための調査を行った。この作業は、2013年度まで

続く見込みである。この作業の結果、または終了時期を予測することは不可能である。

ベル・グループ

クレディ・アグリコル・エス・エー、LCLおよびCACIBを含む約20の銀行連合（銀行連合）に対して債務を有

するベル・グループの会社の清算人は、1995年、銀行連合に対する担保としていたベル・グループの資産を売却

した利益から銀行連合に支払った金額について、異議を申し立てる訴訟手続を起こした。

2012年8月17日付で下された判決において、西オーストラリア州の最高裁判所の控訴裁判所は、銀行連合に、

2012年10月、ベル・グループの会社の清算人に対してすべての銀行連合の見積もり合計約2.6十億豪ドル（約2.1

十億ユーロ）を支払うよう命じた。この金額は最終的なものではない。

銀行連合は、2012年8月17日付の判決に対して、オーストラリア最高裁判所に上訴した。この上訴が認められる

か否かは、2013年3月または4月に決定される見込みである。

クレディ・アグリコル・グループの各事業体（クレディ・アグリコル・エス・エー、LCLおよびCACIB）に関

連する割合は、判決が対象とする合計金額の10％程度である。

＜拘束力のある合意＞

クレディ・アグリコル・エス・エーは、いかなる産業、商業または金融の特許、ライセンスまたは契約にも依

存していない。

法令違反リスク

法令違反リスクは、財務活動および銀行業務について規定する法令を遵守しない可能性に関連する。この場合

の法令とは、法律、規則、職業もしくは倫理基準、命令、専門家行動規範、またはマネー・ローンダリング、贈収賄も

しくはテロ組織への資金供与に対する取組み等である。

専門の監督システムにより、これらのリスクは統制下にあり、財務的損失、または法的制裁、行政処分もしくは

懲戒処分に関する影響は最小限に抑えられている。共通の目標は、当行グループの評判を維持することである。

法令遵守に関する組織および主要な措置については、2011年度登録書類においてクレディ・アグリコル・エ

ス・エー・グループの従業員、社会および環境情報について述べた主要な経済実績指標の項（Chiffres clés

et données boursières 2011）に記載されている。

法令遵守および評判リスクの防止、監督および統制については、取締役会の職務の準備および構成、ならびに

当行全体で実施している内部統制手続きに関する、株主総会に対する取締役会会長の報告（2003年8月1日付で施

行されたフランスの金融保障法の規定に基づく。）（Rapport du Président du Conseil d’administration）
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に記載されている（「第5　提出会社の状況―5　コーポレート・ガバナンスの状況等」を参照。）。

バーゼル2第3の柱に基づく開示

バーゼル2の規制をフランス法に移行する2007年2月20日付の命令に基づき、一定の金融機関（主として金融

機関および投資会社）は、自己のリスク管理業務について定量的および定性的情報を開示しなければならない。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのリスク管理システムおよびエクスポージャー・レベルは、本項

および「リスク要因」の項に記載されている。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、第3の柱に関す

る情報は「リスク要因」とは別の項目において開示することを決定した。本項には、規制上の所要資本、資本構

成、ならびに信用リスク、市場リスクおよび業務リスクに対するエクスポージャーに関する情報を記載する。

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクも、自己の登録書類において、子

会社の連結ベースで第3の柱の要件に関する詳細情報を開示する。

規制背景

＜Ⅰ．規制監督上の規制上の所要資本の適用範囲＞

金融機関および投資会社は、単独でおよび（場合によって）子会社の連結ベースで、ソルベンシー比率および

大規模エクスポージャーの比率について規制を受けるが、2000年9月6日付規則（2009年10月29日付修正を含

む。）第2000-03号第4条の規定により、これらを免除されることもある。

フランスの金融健全性規制監督機構（Autorité de Contrôle Prudentiel － ACP）は、クレディ・アグリ

コル・グループの子会社の一部が、単独でおよび（場合によって）子会社の連結ベースで、免除対象となり得る

ことに同意した。

このため、クレディ・アグリコル・エス・エーは、上記規則第2000-03号第4.2条の規定に基づき、単独ベース

で、フランスの金融健全性規制監督機構により免除を受けた。

＜Ⅱ．自己資本比率改革＞

第三次欧州自己資本指令（CRDⅢ）をフランス法に移行する2007年2月20日付の命令（2011年11月23日改定）

は、「金融機関および投資会社に適用される規制上の所要資本」を定めている。これらの規定に従い、クレディ・

アグリコル・エス・エー・グループは、この指令実施による影響を、資本管理およびリスク管理に組み込んだ。

フランスの金融健全性規制監督機構は、金融機関および投資会社の資本金がバーゼル1比率を用いて計算した

額の80％以上であることを確認している。

欧州自己資本指令に従って計算されたソルベンシー比率は、信用リスク、市場リスクおよび業務リスクの加重

資産の評価に基づいている。この結果導き出された各リスクタイプの規制上の所要資本は、下記「リスクタイプ

別規制上の所要資本」の項に記載されている。

2007年2月20日付命令に従い、信用リスクに対するエクスポージャーは、以下の2つの手法を用いて計測され

る。

■　各バーゼル・エクスポージャー・クラスの外部信用格付および固定比重に基づく標準的アプローチ

■　当行独自の内部格付システムに基づく内部格付ベース（IRB）手法

IRBアプローチは、2つに分類される。

■　「基礎的内部格付ベース手法」：自己のデフォルト率予測のみを利用することができる。

■　「先進的内部格付ベース手法」：リスク要素（デフォルト率、債務不履行時の損失、債務不履行時エク

スポージャー、満期）に関するすべての内部予測を利用することができる。

2007年度後半以降、フランスの金融健全性規制監督機構は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループに

対し、連結範囲のほとんどすべてにおいて、リテールおよびコーポレート・エクスポージャーに対する信用リス
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クに関する規制上の所要資本の計算に内部格付システムを使用することを承認している。

第3の柱の表において、LCLのポートフォリオは、当行グループの格付方法を用いて格付を行った場合について

も、IRBの範囲に含められた。かかる表示を行う理由は、LCLポートフォリオのリスク構造について、正確な情報を

提供するためである。ただし、これらのポートフォリオは、標準的手法を用いたリスク加重であることに注意しな

ければならない。2つのアプローチの差を組み込むためリスク加重資産の調整が行われ、かかる調整については第

3の柱の標準的見出しで報告される。

さらに、フランスの金融健全性規制監督機構は、2008年1月1日以降、クレディ・アグリコル・エス・エーの主

要な事業体に対し、業務リスクの規制上の所要資本の計算に先進的計測アプローチ（AMA）を使用することを承

認した。当行グループのその他の事業体は、規定どおり標準的アプローチを利用する。

2012年12月31日現在、信用リスクおよび／または業務リスクの測定にいまだ標準的手法を使用する当行グ

ループの主要な事業体またはポートフォリオは、以下のとおりである。

■　カリパルマ・グループおよび国際リテール・バンキング部門におけるその他すべての事業体

■　クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング

■　クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスのポートフォリオおよび在外子会社の一部

■　不動産専門ポートフォリオ

■　LCLの法人ポートフォリオ

先進的手法への段階的移行に向けて、2007年5月にフランスの金融健全性規制監督機構と合意した、当行グルー

プの決定（移行計画）に基づき、標準的手法に基づく主要な事業体またはポートフォリオについて、作業が行わ

れている。移行計画は毎年アップデートされ、フランスの金融健全性規制監督機構に送付される。

ソルベンシー比率の計算に内部モデルを使用することで、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの

リスク管理が強化されている。特に「内部格付」手法の開発により、当行グループの大部分の事業体の過去の債

務不履行および損失について、信頼できるデータを秩序立って収集することができた。この種の過去のデータに

より、それぞれの格付に平均デフォルト率（PD）および「先進的内部格付」アプローチには債務不履行時の損失

（LGD）を適用することで、信用リスクを定量化することが可能になる。

さらに、「内部格付」モデルのパラメータは、事業体のリスクおよび信用政策の策定、実施および監督にも利

用される。大口顧客の場合、何年も前から活用している当行グループ独自の格付システム（同一の方法および

ツール、共通のデータ）は、事業体の格付および関連リスク・パラメータの使用の強化および標準化に貢献して

きた。このため、大口顧客の格付は独自のもので、基準および手続、管理ツール、引当およびリスク・ヘッジ政策な

らびに警告および緊密な監督手続の元となる共通の枠組みとなっている。様々な事業体におけるリスクを監督お

よび管理するという役割から、格付は、そのプロセスのあらゆる段階で、質の統制および定期的監督を受ける。

したがって、リスク測定の内部モデルは、当行グループの各事業体に健全なリスク管理実務の発展を促し、事

業部門別および事業体別の資本消費をより正確に測定することで、資本配分プロセスの効率を上げている。

リスク管理

各リスク・カテゴリの管理政策および手続きは、「リスク要因」の項に記載されている。

自己資本比率

＜Ⅰ．規制範囲＞

会計上および規制上の連結範囲の相違：

財務書類において連結されている保険会社は、規制上の連結範囲には含まれない。これらの保険会社に資本不

足はない。

これらの事業体およびその連結手法に関する会計上の情報は、連結財務書類に対する注記12「2012年12月31

日現在の連結範囲」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した
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会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

＜Ⅱ．2012年12月31日現在の自己資本比率＞

下表は、欧州CRDソルベンシー比率を表し、適用法令に従って計算されたクレディ・アグリコル・エス・エー

・グループの加重リスクおよび規制上の所要資本を列挙したものである。

全体のソルベンシー比率は、規制資本総額と以下の合計との比率として計算される。

■　信用リスク加重資産

■　市場リスクおよび業務リスクの規制上の所要資本に12.5を掛けたもの

（十億ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

Tier 1資本(A) 36.3 40.4

株式資本および準備金における当行グループの持分 38.6 43.2

フランスの金融健全性規制監督機構(ACP)との合意によるTier 1資本 1.0 1.0

少数株主持分(複合商品を除く。) 3.3 3.5

フランスの金融健全性規制監督機構(ACP)との合意によるTier 1資本に含まれ

る複合商品
9.3 11.8

Tier 1資本からの控除分(無形資産を含む。) (15.9) (19.1)

Tier 2資本(B) 20.3 21.9

Tier 3資本 0.0 0.0

Tier 1資本およびTier 2資本からの控除分 (4.8) (6.3)

Tier 1資本からの控除分(C) (2.1) (3.1)

Tier 2資本からの控除分(D) (2.7) (3.2)

金融機関および銀行の（当該機関の資本の10％超に相当するかまたは当該

機関に重大な影響を及ぼす（100％））持分を含む。
(3.6) (3.7)

1,250％の加重証券化エクスポージャーを含む。 (0.7) (2.0)

IRBアプローチを用いる機関について、価値調整額および集合的減損引当金

の合計と関連エクスポージャーおよび見積損失のマイナスの差額を含む。
(0.1) (0.1)

保険会社の株式からの控除分 (13.2) (11.3)

利用可能な資本合計(純額) 38.6 44.8

Tier 1 (A-C) 34.2 37.4

Tier 2 (B-D) 17.6 18.7

Tier 3 0.0 0.0

リスク加重資産合計 293.1 333.7

信用リスク 257.1 277.8

市場リスク 13.1 32.8

業務リスク 22.9 23.1

Tier 1ソルベンシー比率 11.7％ 11.2％

ソルベンシー比率合計 13.2％ 13.4％

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ全体のCRDソルベンシー比率は、13.2％

であった（バーゼル2（Tier 1）比率11.7％を含む。）。これに対して2011年12月31日現在の比率は、それぞれ

13.4％および11.2％であった。

この比率の様々な要素の変動は、以下のとおり分析される。

■　2012年12月31日現在の利用可能な資本合計（純額）は、2011年12月31日現在から6.2十億ユーロ減の38.6十億

ユーロとなった。

■　2012年12月31日現在のTier 1資本は、2011年度末から3.2十億ユーロ減の34.2十億ユーロとなった。

■　株式資本および準備金（当行グループの持分）は、合計4.6十億ユーロの減少となった。最も大きな影響

があったのは、規制の結果（マイナス6.1十億ユーロ）および未実現損益（プラス1.6十億ユーロ）で

あった。
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利益は、当行グループの業務見直しに関するマイナスの例外的項目によって影響を受けた。主要な項目は、エ

ンポリキの売却による3.7十億ユーロ（IFRS第5号に基づき売買目的の固定資産および非継続事業に影響を組み

入れた。）および減損引当金3.5十億ユーロであった。これらの引当金は、のれんに関する規制の見解3.4十億ユー

ロによって相殺された。

■　フランス銀行委員会と申し合わせたとおりTier 1資本に含まれる複合商品は、2.5十億ユーロ減少した。

当年度は、LCL優先株式の発行に際して750百万ユーロのコール・オプションが行使されたことに加え

て、総額1.7十億ユーロの劣後債が償還された。

■　株式投資に関するTier 1およびTier 2資本からの控除は、非常にわずかな減少となった。証券化エクス

ポージャーに関する控除は、1.3十億ユーロ減となった。これは主として、リストラクチャリング計画の

一環である非戦略資産の売却として、クレディ・アグリコル・CIBの証券化部門を売却したためであ

る。

■　2008年3月31日以降、Tier 1資本には、クレディ・アグリコル・エス・エーに対する地域金庫の株主貸付

金が含まれている。「スイッチ」取引の実施により、地域金庫の資本に保有されている25％の少数株主

持分に関して、クレディ・アグリコル・エス・エーの規制上の所要資本が減少したことで、貸付金が一

部返済された2011年12月31日以降の金額は、1.0十億ユーロであった。

■　控除を除くTier 2資本は、1.1十億ユーロ減の17.6十億ユーロとなった。当行グループは上半期、永久劣

後債を0.4十億ユーロで買い戻した。また第4四半期には、償還可能劣後債について、買戻しおよびコー

ル・オプションの行使も行った（0.7十億ユーロ）。

■　Tier 3資本は、2010年3月31日に債務が返済されたことを受け、2012年12月31日現在はゼロとなった。

■　クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、資本総額から保険会社の資本を控除している。控除

額は、1.9十億ユーロ増の13.2十億ユーロとなった。12月、保険会社の資本構造は、資本とTier 2資金調

達との間で最適化された。このため、Tier 1資本は1.7十億ユーロの減少となったが、クレディ・アグリ

コル・エス・エーが引き受けた劣後債の形で複合資本を発行したために、全額が相殺された。

■　2012年12月31日現在のバーゼル2のリスク加重資産は、2011年度末現在の333.7十億ユーロから12.2％減の

293.1十億ユーロとなった。

■　2012年12月31日現在の信用リスクは、前年度比20.7十億ユーロ減の257.1十億ユーロとなった。これは主

として、コーポレート＆インベストメント・バンクおよび専門金融サービス部門においてリストラク

チャリング計画を継続しているためである。

■　2012年12月31日現在の市場リスクは13.1十億ユーロで、主としてコリレーション・ポートフォリオの市

場リスクを移動したことにより、2012年度は19.7十億ユーロと大幅に減少した。

■　業務リスクは、わずかに減少して22.9十億ユーロとなった。

さらに、地域金庫のCCA/CCIに対する投資に関するリスク加重資産は、期間中2.2十億ユーロ増加した。

下表は、2012年度におけるクレディ・アグリコル・エス・エーのリスク加重資産の変化である。

金額

（十億ユーロ）

2011年12月31日現在のリスク加重資産 333.7

外国為替の影響（米ドル） (0.9)

モデルの改正および方法論的開発 6.3

基本的変化
 (1) (46.0)

2012年12月31日現在のリスク加重資産
(2) 293.1

(注1)　エクスポージャーおよび信用の移動における変化

(注2)　うちエンポリキ・バンク：15.5十億ユーロ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 142/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 143/1332



地域別エクスポー

ジャー（％）

中央政府および

中央銀行
機関 企業 小口顧客 株式

2012年

12月

31日

2011年

12月

31日

2012年

12月

31日

2011年

12月

31日

2012年

12月

31日

2011年

12月

31日

2012年

12月

31日

2011年

12月

31日

2012年

12月

31日

2011年

12月

31日

フランス(海外の領

地を含む。) 
58.0 64.7 48.7 46.4 36.0 35.3 57.2 56.7 79.9 81.9

西欧(イタリアを除

く。) 
14.3 11.1 32.9 33.0 27.6 26.4 13.0 14.0 8.0 6.2

北アメリカ 11.5 11.3 5.5 5.6 8.5 8.8 0.0 0.0 2.0 2.4

イタリア 4.2 4.9 1.7 2.2 8.2 7.8 24.6 24.5 4.1 4.0

日本 4.1 2.0 2.7 2.8 1.5 1.6 0.0 0.0 0.5 0.4

その他 3.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

アジアおよび太平

洋諸国(日本を除

く。)

1.7 1.7 4.7 5.5 7.2 7.6 0.5 0.5 5.1 4.9

アフリカおよび中

東
1.3 1.4 2.5 2.9 4.9 5.6 1.4 1.4 0.2 0.2

中央・南アメリカ 1.0 1.1 0.4 0.5 2.6 3.1 0.3 0.2 0.0 0.0

東欧 0.6 0.8 0.9 1.1 3.5 3.8 3.0 2.7 0.2 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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資本、規制上の所要資本および自己資本比率

＜Ⅰ．資本構成＞

規制資本は、銀行金融規制委員会（Comité de la réglementation bancaire et financière）が資本に関

して発表した1990年2月23日付規則第90-02号（2011年11月23日付命令による修正を含む。）に従って計算され

る。規制資本は、Tier 1すなわち中核的自己資本、Tier 2資本およびTier 3資本の3つのカテゴリに分類され、ここ

から様々な控除がなされる。

資本のカテゴリは、健全性および安定性の減少度、デュレーション、劣後度を基準に分類されている。

1．Tier 1資本すなわち中核的自己資本

これには、以下のものが含まれる。

A．控除後の永久株主資本（資本、準備金、少数株主持分損益）

■　資本金

■　再評価差額金およびその他の包括利益を含む、準備金

売却可能金融資産に対する未実現損益は、会計上その他の包括利益に認識され、以下のとおり修正表示され

る。

■　持分証券の未実現純利益は、会計上すでに控除された税金を除き、通貨別にTier 1資本から控除される。

税引前利益の45％は、通貨別にTier 2資本に戻し入れられる。未実現純損失は、修正表示されない。

■　キャッシュ・フロー・ヘッジによるその他の包括利益は、相殺される。

■　負債証券または貸出金および債権を含むその他の金融商品によるその他の包括利益も、同じく相殺され

る。

■　損益を通じて認識される売却可能資産に対する減損損失は、修正表示されない。

■　資本剰余金および合併剰余金

■　利益剰余金

■　当事業年度純利益、すなわち当期純利益（当行グループの持分）から予想配当引当金を差し引いたもの（配

当の支払が予定されていない場合を除く。）

■　Tier 1資本への算入条件を満たしているとフランスの金融健全性規制監督機構（ACP）がみなし、下記のよう

な複合商品ではない資金。2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫から1十億

ユーロの株主貸付金を有していたが、これはこのカテゴリに分類され、一部償還済みである。

■　クレディ・アグリコル・エス・エーが保有する利益のうち少数株主持分およびT3CJ（連結財務書類に対する

注記6.11（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年

度―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）を参照。）で、下記複合商品のカテゴリに含めな

いことにつきACPの承認を受けているもの。

■　以下の項目は控除される：

■　保有自己株式、正味帳簿価額で評価

■　創業費用およびのれんを含む無形資産

B．複合商品（優先株式を含む。）

これらには、非革新的資本商品および革新的資本商品が含まれ、後者には漸増メカニズムによる強い返済イン

センティブが付いている。複合商品は、フランス商法第L.228-97条（2003年8月1日付フランス財務保障法による

修正を含む。）に基づき発行された下位劣後債、ならびに英国法および米国法に基づき発行され、複合商品の間接

発行のための臨時ビークルの連結による優先債で構成される。

連結財務書類に対する注記6.19「株主持分」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および
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2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）には、特に資本構

成および優先株式の詳細が記載されている。

複合商品は、Tier 1資本（後出第3項に記載された控除前）に関する一定の制限を受ける。

■　上記に定義する「革新的」複合商品は、Tier 1資本としての適格基準を満たしている限り、SGACPの事前の承

認を受けてTier 1資本の15％に制限される。

■　複合商品総額（革新的および非革新的）は、Tier 1資本の35％を超えてはならない。

■　複合商品（前述の優先株式を含む。）および前述の少数株主持分損益は、あわせて、Tier 1資本の50％を超え

てはならない。

下位劣後債

下表は、2012年12月31日現在の下位劣後債の詳細である。

発行体 発行日
発行額

(百万)
通貨 買入償却請求日 金利

革新的(I)／

非革新的

(NI)

規制額

(2012年12月

31日現在)

(百万ユーロ)
(1)

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2005年2月 600 EUR
2015年2月

以降1年ごと

6％

2006年2月4日以降

10y CMS +0.025％

(上限7.75％)

NI 371

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2005年11月600 EUR
2015年11月

以降四半期ごと

4.13％

2015年11月9日以降

E3M +1.65％

I 329

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2006年2月 500 GBP
2016年2月

以降四半期ごと

5.136％

2016年2月24日以降

Libor3M GBP +1.575％

I 243

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2006年8月 400 CAD
2016年8月

以降四半期ごと

5.5％

2016年8月11日以降

CDOR 3M Cad +1.75％

I 45

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2007年10月500 USD
2012年10月

以降半年ごと
7.375％ NI 379

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2007年12月250 NZD
2017年12月

以降四半期ごと

10.035％

2012年12月19日以降

5.04％

2017年12月19日以降

NZD 3M +1.90％

NI 155

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2007年12月650 EUR
2012年12月

以降四半期ごと

7.625％

2012年12月27日以降

E3M +3.10％

NI 650

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2007年5月1,500 USD
2017年5月

以降10年ごと

6.637％

2017年5月31日以降

Libor 3M USD +1.2325％

NI 673

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2008年1月 400 GBP
2020年1月

以降四半期ごと

7.589％

2020年1月30日以降

Libor 3M GBP +3.55％

I 210

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2008年3月 850 EUR
2018年3月

以降四半期ごと

8.2％

2018年3月31日以降

E3M +4.80％

I 849

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2008年9月 500 EUR
2018年9月

以降四半期ごと

10.653％

2018年9月30日以降

E3M +6.80％

I 499
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クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2009年6月1,350 USD
2014年12月

以降半年ごと
9.75％ NI 1,020

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2009年10月1,000 USD
2019年10月

以降四半期ごと

8.375％

2019年10月13日以降

Libor 3M USD +6.982％

I 754

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2009年10月550 EUR
2019年10月

以降四半期ごと

7.875％

2019年10月26日以降

E3M +6.424％

I 547

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2009年10月300 GBP
2019年10月

以降四半期ごと

8.125％

2019年10月26日以降

Libor 3M GBP +6.146％

I 355

CACEIS2007年11月40 EUR
2017年11月

以降四半期ごと

6.315％

2017年11月28日以降

E3M +2.80％

I 40

ニューエッジ 2008年12月103 USD
2013年12月

以降四半期ごと

8.60％

2013年12月23日以降

Libor 3M +6.5％

NI 78

カリパルマ 2011年6月 30 EUR
2016年6月

以降四半期ごと
E3M +7.29％ NI 29

合計 7,226

(注1)　COREPの申告に使用する金額

2．Tier 2資本すなわち補助的資本

これには、特に以下のものが含まれる。

■　劣後債務のうち、規則第90-02号第4c条に規定された資本に関する条件を満たしたもの（永久劣後債）

■　劣後債務のうち、規則第90-02号第4d条に規定された資本に関する条件を満たしたもの（期限前償還条項付劣

後債）

■　持分証券の未実現利益のうち、通貨別（税引前）にTier 2資本に移動された45％

■　当該エクスポージャーに関する価値調整額および集合的減損引当金の合計金額と、内部格付ベース・アプ

ローチにより計算された見積損失との、プラスの差額（リスク加重エクスポージャーの0.6％に抑えられ

た。）

永久劣後債

下表は、2012年12月31日現在の永久劣後債の詳細である。

発行体 発行日
発行額

(百万)
通貨 買入償却請求日 金利

規制額

(2012年12月

31日現在)

(百万ユーロ)
(1)

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2003年6月1,050 GBP
2018年6月

以降5年ごと

5％

2018年6月20日以降

5Y UKT +0.97％+1％

187

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2001年12月937 EUR
2011年12月

以降四半期ごと

5.641％

2011年12月20日以降

E3M +0.75％

937

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2003年3月 636 EUR
2015年3月

以降12年ごと

5.2％

2015年3月7日以降

12年政府貸出金利

+1.50％(12年ごとに改定)

583
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クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2003年6月 497 EUR
2016年7月

以降13年ごと

4.7％

2016年7月3日から2029年7月3日まで

13年政府貸出金利+1％

2029年7月3日以降

13年政府貸出金利+1.25％

(13年ごとに改定)

447

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2003年12月505 EUR
2015年12月

以降12年ごと

5％

2015年12月24日以降

12年政府貸出金利+0.75％

(12年ごとに改定)

422

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

2006年6月 500 EUR
2011年6月

以降四半期ごと

4.61％

2011年6月30日から

2016年6月30日まで

E3M +1.29％

2016年6月30日以降

E3M +2.04％

500

LCL 1985年11月229 EUR -

政府保証付貸出金および類似する貸

出金の支払の月利回り平均の平均

(フランス国立統計経済研究所(INSEE
(2)
)公表)
-0.15％

115

LCL 1987年1月 229 EUR
1994年1月

以降1年ごと

政府保証付貸出金および類似する貸

出金の支払の月利回り平均の平均

(フランス国立統計経済研究所(INSEE
(2)
)公表)
-0.30％

97

合計 3,288

(注1)　COREPの申告に使用する金額

(注2)　INSEE：フランス国立統計経済研究所

さらに、2012年12月31日現在の劣後債務は、以下も含む（連結財務書類に対する注記6.11「発行済債券および

劣後債務」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度

―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）を参照。）。

■　相互保証預託金

■　参加型有価証券・ローン

■　期限前償還条項付劣後債（TSR）

3．自己資本からの控除項目

控除については、資本金に関する規則第90-02号第6条、第6条第2項および第6条第4項に規定されている。これに

は、金融機関または投資会社の株式資本の10％を超える持分証券、ならびに劣後債務およびその他の持分証券が

含まれる。関連する金額の50％はTier 1資本から、50％はTier 2資本から控除される。

2010年12月31日以降、クレディ・アグリコル・エス・エーが地域金庫の資本に対して保有する持分法適用持分

は、「ソルベンシー比率の新計算手法」第67条に基づき、控除に含まれない。これは、2011年以降、協同組合銀行お

よび相互銀行が協同投資証書（CCI）および／または協同出資証書（CCA）の形で保有するグループ間投資に対

して、規則第90-02号第6条Ⅲを適用することを定めている。この結果、クレディ・アグリコル・エス・エーは、地

域金庫およびその金融子会社に対する持分の金額の50％をTier 1資本から50％をTier 2資本から控除するので

はなく、リスクの重み付けを行った後、リスク加重総資産に加算している。

2011年度末、クレディ・アグリコル・エス・エーは、クレディ・アグリコル・エス・エーが地域金庫に対して

保有する25％の少数株主持分損益に対する規制要件を緩和させる目的で、「スイッチ」操作を開始した。

クレディ・アグリコル・エス・エーはこれと引き換えに、株主貸付金のうち地域金庫が同意した74.5％、およ

び複合資本商品「T3CJ」の74.5％を、合計4.2十億ユーロで償還した。

上記規則に準拠する機関が保有する証券化エクスポージャーがリスク加重エクスポージャー額の計算に含ま
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れない場合、規則第90-02号第6条第2項に従い、証券化エクスポージャー（加重1,250％）は控除に含まれる。

最後に、これらの控除には、株式ポートフォリオに対する見積損失の控除が含まれ、場合により、内部格付ベー

ス・アプローチを使用する機関における集合的減損引当金と見積損失とのマイナスの差額も含まれる。

Tier 1とは、関連控除を行った後のTier 1資本である。対称的に、Tier 2は、関連控除を行った後の補完的資本

からなる。

他方、上記第6条が認めるとおり（2006年12月31日以降に完了した取引に関するものを除き）、保険会社に対す

るクレディ・アグリコル・エス・エーの持分、ならびに劣後債務およびその他の持分項目に対する持分は、総資

本から控除される。クレディ・アグリコル・エス・エーはこれと引き換えに、金融コングロマリットの監督につ

いて規定する規則第2000-03号付属文書に基づき、追加の規制上の所要資本の適用を受ける。

4．Tier 3資本

これには、規制限度内において、当初の期間が2年以上の劣後債務が含まれる。当行グループは現在、Tier 3資本

を有していない。

5．会計および規制資本の調整

（百万ユーロ）
2012年12月31日

詳細 合計

グループの株主持分（帳簿価額） 39,727

少数株主持分および同化持分：

少数株主持分（帳簿価額） 5,505

「Tier 1資本のその他の要素」として再分類された優先株式差引額 (2,104)

Tier 1資本に対する規制上の調整：

その他の資本性商品
(1) 1,428

のれんおよび無形資産 (15,874)

キャッシュ・フロー・ヘッジにおける未実現損益 (507)

売却可能金融資産における未実現損益 (550)

見積損失（Tier 1全体の50％） (26)

証券化エクスポージャーの控除（Tier 1全体の50％） (357)

信用機関または金融機関における投資に係る控除 (1,788)

その他規制上の調整 (596)

Tier 1資本のその他の要素：

複合資本性商品 7,225

優先株式 2,104

Tier 1資本合計 34,187

Tier 2ファンド：

規則第90-02号第4b条および第4c条（永久）に準拠する項目、有価証券および借

入金
3,565

規則第90-02号第4d条（定期）に準拠する有価証券および借入金 16,330

Tier 2資本に対する規制上の調整：

その他の資本性商品に対する規制上の調整
(2) 297

見積損失に係る集合的減損費用の剰余金 112

証券化エクスポージャーの控除（Tier 2全体の50％） (357)

見積損失（Tier 2全体の50％） (26)

信用機関または金融機関における投資に係る控除 (2,344)

Tier 2資本合計 17,577

保険会社への投資 (13,176)

包括資本合計 38,588

(注1)　これらの項目には、クレディ・アグリコル・エス・エーに対するSASリュ・ラ・ボエスィの株主貸付金（958百万ユー

ロ）およびT3CJ下位劣後ローン債（470百万ユーロ）が含まれている。

(注2)　売却可能持分証券の未実現利益の45％についてアッパー・Tier 2資本に規制調整したもの

＜Ⅱ．リスクタイプ別規制上の所要資本＞
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下表の、リスクタイプ別、アプローチ別およびエクスポージャー・クラス別の（信用リスクの）規制上の所要

資本は、健全性比率の表に表示されたリスク加重エクスポージャーの8％に相当する（規制上の最低金額）。加重

エクスポージャーは、各リスク・エクスポージャーに加重比率を適用することで計算される。

2012年12月31日現在、信用リスク、市場リスクおよび業務リスクの規制上の所要資本は、2011年12月現在より

12.0％減の23.5十億ユーロとなった。

1．標準的アプローチによる信用リスクの規制上の所要資本

（エクスポージャー・クラスの定義は、「信用およびカウンターパーティー・リスクに対するエクスポー

ジャー」の項に記載されている。）

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

リスク

加重資産

規制上の

所要資本

リスク

加重資産

規制上の

所要資本

中央政府および中央銀行 2.4 0.2 2.0 0.2

機関 10.7 0.9 10.1 0.8

企業 62.4 5.0 67.7 5.5

小口顧客 36.6 2.9 40.5 3.2

株式 2.2 0.2 2.2 0.2

証券化 0.2 0.0 0.2 0.0

その他の非債権資産 14.2 1.1 16.8 1.3

標準的信用リスク・アプローチに係る規制上の所要資本

合計
128.7 10.3 139.5 11.2

標準的アプローチにおける信用リスクの規制上の所要資本は、主として貸出金残高の減少により、2011年度よ

り減少した。金額は10.3十億ユーロであり、2012年12月31日現在の規制上の所要資本総額の44％に相当する。

前年度同様、企業およびリテールの貸出金勘定は、標準的アプローチに基づく規制上の所要資本総額の大部分

（75％超）を占め、主としてIRB手法への逐次移行プロジェクトに参加し、当行グループの移行計画に従って将来

的にはIRB手法を使用する予定の事業体に集中している。

2．内部格付ベース（IRB）アプローチによる信用リスクの規制上の所要資本

（エクスポージャー・クラスの定義は、「信用およびカウンターパーティー・リスクに対するエクスポー

ジャー」の項に記載されている。）

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

リスク

加重資産

規制上の

所要資本

リスク

加重資産

規制上の

所要資本

中央政府および中央銀行 2.0 0.2 1.4 0.1

機関 10.5 0.8 11.5 0.9

企業 71.5 5.7 79.2 6.3

小口顧客 26.9 2.2 26.1 2.1

中小企業 5.0 0.4 4.7 0.4

回転信用 3.1 0.2 3.5 0.3

住宅ローン 5.7 0.5 6.1 0.5

その他のリテール 13.1 1.1 11.8 0.9

株式 10.5 0.8 11.9 1.0

・簡易リスク加重アプローチ 10.5 0.8 11.9 1.0

十分に分散されたポートフォリオのプライベート・エ

クイティ・エクスポージャー(加重比率190％)
1.9 0.2 2.3 0.2

上場エクイティ・エクスポージャー(加重比率290％) 3.4 0.3 5.7 0.5

その他のエクイティ・エクスポージャー(加重比率

370％)
5.2 0.3 3.9 0.3

・内部モデルに基づく方法 - - - -

証券化 7.0 0.6 8.2 0.7

その他の非債権資産 - - - -

内部格付に基づく信用リスク・アプローチに係る規制上

の所要資本合計
128.4 10.3 138.3 11.1
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内部格付ベース・アプローチに基づく信用リスクの規制上の所要資本は、10.3十億ユーロだった。これは、2012

年12月31日現在の規制上の所要資本総額の44％を占め、前年度より低かった（7.2％減）。これは主として、2011

年度に総額の55％超を占めていた企業のエクスポージャーが減少したことによるものである。

小口顧客の規制上の所要資本は、主としてLCLおよびクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス

等の消費者金融子会社に起因している。

3．市場リスクの規制上の所要資本

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

リスク

加重資産

規制上の

所要資本

リスク

加重資産

規制上の

所要資本

標準的アプローチによる市場リスク 3.3 0.3 7.1 0.6

金利リスク 1.6 0.2 5.3 0.5

株式ポジション・リスク 0.1 0.0 0.1 0.0

外国為替リスク 1.5 0.1 1.6 0.1

コモディティ・リスク 0.1 0.0 0.1 0.0

内部モデル・アプローチによる市場リスク 9.8 0.8 25.7 2.0

うちエクスポージャー最大限度を超過したことにより

生じた追加的な規制上の所要資本

市場リスクに係る規制上の所要資本合計 13.1 1.1 32.8 2.6

市場リスクの規制上の所要資本は1.1十億ユーロで、2012年12月31日現在の規制上の所要資本総額の4.7％で

あった（2011年12月31日現在は約10％）。

2012年度に大幅に減少したのは、クレディ・アグリコル・CIBのコリレーション帳簿に関する市場リスクを売

却したためである。

支払および決済リスクの規制上の所要資本

この所要資本は、重要ではなかった。当行グループ全体では、2011年12月31日現在は0.3百万ユーロであったの

に対して、2012年12月31日現在は4.8百万ユーロであった。

4．業務リスクの規制上の所要資本

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

リスク

加重資産

規制上の

所要資本

リスク

加重資産

規制上の

所要資本

標準的アプローチによる業務リスク 8.5 0.7 9.3 0.7

先進的計測アプローチによる業務リスク 14.4 1.1 13.8 1.1

業務リスクに係る規制上の所要資本合計 22.9 1.8 23.1 1.8

業務リスクの規制上の所要資本は1.8十億ユーロ（2011年度比1.1％減）で、2012年12月31日現在の当行グルー

プの規制上の所要資本総額の7.7％に相当した。

先進的計測アプローチに基づく計算は、業務リスクの規制上の所要資本総額の61％に相当した。

主として寄与した事業体は、先進的アプローチに基づくものはクレディ・アグリコル・CIB、LCLおよびアムン

ディ、ならびに標準的アプローチに基づくものはカリパルマおよびクレディ・アグリコル・コンシューマー・

ファイナンスである。

＜Ⅲ．内部自己資本評価＞
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当行グループは、クレディ・アグリコル・グループ、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ、ならび

に当行グループのフランスおよび外国の主要事業体について、内部自己資本評価システムを実施している。この

アプローチは、バーゼル合意の第2の柱の要件、より具体的には自己資本充実度に関する内部評価プロセス

（ICAAP）を満たすためのものであり、機関の責任の下にこれを実施している。

主たる目的は、当行グループの資本（金融コングロマリット・レベルで計算。）および主要な事業体の資本

が、発生したリスクに対して十分であることを確認し、質の高いリスク統制およびチェック体制を確保すること

である。

内部自己資本のために定量化されたリスクは、以下のとおりである。

■　第1の柱の対象であるリスク（信用およびカウンターパーティー・リスク、市場リスクならびに業務リスク）

■　第2の柱の対象であるリスク（銀行ポートフォリオにおける金利リスク、および信用集中リスク）

■　保険リスク

当行グループは、流動性継続プランに加え、流動性リスクについては管理および監督システムを通じて定性的

アプローチを取っているため、流動性リスクは評価に含まれていない。

これらのリスクに加え、銀行は内部自己資本アプローチに基づき、第1の柱に基づき計算された規制上の所要

資本が、リスク軽減テクニックおよび証券化取引に関して残るすべてのリスクを十分にカバーするよう取り計ら

わなければならない。これができない場合、内部自己資本の目的上、これらのリスクにさらされている各事業体

は、第1の柱の要件を満たすようリスク調整を行わなければならない。

内部自己資本の計算に用いる定量的アプローチは、第1の柱の要件よりも漸進的である。測定の際には、当行グ

ループの目標格付を参考にする。このアプローチは、以下のとおり構成される。

■　自己資本充実度が、経済的観点から各事業活動における重要なリスクをすべて反映するよう、第1の柱に基づ

き計算された規制上の所要資本を調整すること

■　第2の柱のリスクを考慮して第1の柱の要件を補足すること

■　同じグループ内（銀行・保険会社間を含む。）において事業活動を幅広く展開することによる分散化の効果

を、慎重に考慮すること

リテール・バンキングを除く信用リスク・エクスポージャーの内部自己資本は、内部経済資本モデルに基づ

いており、特に信用ポートフォリオにおける集中をより包含できるようになっている。

バリュー・アット・リスクを通じて監督される市場リスクについては、内部自己資本は、第1の柱に基づく規

制の変化（ストレス・バリュー・アット・リスク、増分リスク・チャージ）を網羅している。資本測定期間は、そ

の他のリスクに使用したものと同じとする。

銀行ポートフォリオの金利リスクについては、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、内部自己資

本の計算に、バーゼル2改革の第2の柱に規定された金利ショックを適用している（イールドカーブの200ベーシ

ス・ポイント即時の平行移動）。内部自己資本には、利鞘による顧客預金の相殺効果も含まれている。

保険会社に適用される現行および将来の管理体制（ソルベンシーⅠ、ソルベンシーⅡ）に従って行う措置に

基づき、保険リスクが当行グループの内部自己資本において考慮されている。

リスクの分散は、異なるクラスのリスク間のコリレーションを定量化するための内部モデルによって測定さ

れる。

内部自己資本需要については、予測アプローチが使用される。これは、利用可能資本の計算および規制上の所

要資本の測定の両方に、バーゼル3改革によって想定される効果を組み込むためである。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの各事業体は、自己の範囲内で内部資本を測定する必要性か

ら、当行グループが策定した基準および手法に従って自己の内部自己資本を計算する責任を有する。より具体的

には、各事業体は、自己の自己資本充実度に関する内部評価プロセス（ICAAP）が適切に組織および管理されてい

ることを保証しなければならない。各事業体が決定した内部自己資本は、中央機関に詳細に報告される。
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定量的側面に加えて、当行グループのアプローチは、定性的要素にも依拠している。これは、リスクに対する事

業部門のエクスポージャーおよびその恒常的統制を示すことで、内部資本の計算を補完するものである。ICAAPの

定性的部分には、3つの目的がある。

■　リスク管理の適切性および当行グループの最も重要な事業体の統制メカニズムを定期的に評価すること

■　事業部門におけるリスク管理および恒常的統制システムを絶えず改善すること

■　ICAAPの定性的部分の分析を完了すること

信用リスク

＜Ⅰ．信用リスクに対するエクスポージャー＞

定義：

■　デフォルト率（PD）：取引相手先が1年以内に債務不履行に陥る可能性

■　債務不履行時エクスポージャー（EAD）：債務不履行時のエクスポージャー額。エクスポージャーの概念に

は、オンバランスシート資産およびオフバランスシート・コミットメントの一部が含まれる。

■　債務不履行時の損失（LGD）：取引相手先の債務不履行によって発生した損失と、債務不履行時のエクスポー

ジャー額との比率

■　総エクスポージャー：相殺の効果を調整後で、かつ、信用リスク軽減テクニック（保証および担保）およびク

レジット換算係数（CCF）の適用前の、エクスポージャー額（オンバランスシートおよびオフバランスシー

ト）

■　クレジット換算係数（CCF）：債務不履行時に実行されリスクが生じるコミットメントの未使用部分と、承認

された制限または場合により未承認の制限（いずれか高い方）に基づき計算されたコミットメントの未使

用部分との比率

■　見積損失（EL）：当行が1年以内にローン・ポートフォリオに認識しなければならないと予測される平均損

失額

■　リスク加重資産（RWA）：加重エクスポージャーは、各エクスポージャーに加重比率を適用することで計算さ

れる。この比率は、エクスポージャーの特徴および使用する計算手法（IRBまたは標準）に応じて異なる。

■　価値調整額：信用リスクによって特定の資産に発生する減損損失。部分的評価引下げまたは資産の帳簿価額

からの控除のいずれかによって認識される。

■　外部信用格付：フランスの金融健全性規制監督機構（ACP）が承認した外部信用格付機関が決定した信用格

付

信用エクスポージャーは、金融機関および投資会社の規制上の所要資本に関する2007年2月20日付命令第40-1

条に規定された7つのエクスポージャー・クラス（後記「1.エクスポージャーの内訳」参照。）に基づき、取引相

手先および金融商品のタイプ別に分類される。

■　「中央政府または中央銀行」には、中央政府または中央銀行に対するエクスポージャーに加えて、中央政府の

機関として取り扱われる地方・現地当局および公共機関、ならびに国際開発金融機関および国際組織に対す

るエクスポージャーが含まれる。

■　「機関」には、金融機関および投資会社に対するエクスポージャー（外国で認識されたものを含む。）が含ま

れる。また、中央政府に分類されない地方および現地当局、公共機関、ならびに国際開発金融機関に対する一

定のエクスポージャーも含まれる。

■　「企業」は、規制上の取扱いの違いに応じて、大企業および中小企業に分類される。

■　「小口顧客」は、住宅ローン、回転信用、その他のリテール・ローンおよび小規模企業向けローンに分類され

る。

■　「株式」には、発行者の資産もしくは利益に対して残余劣後請求権を有する、または同様の経済的内容を有す

るエクスポージャーが含まれる。
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■　「証券化」には、証券化業務または構造に対するエクスポージャーが含まれる。当該機関の役割（オリジネー

ター、発起人または投資家の別を問わない。）にかかわらず、金利または為替デリバティブによるエクスポー

ジャーを含む。

■　「その他の非債権資産」には、主として、固定資産ならびに未収収益、前払金およびその他の資産が含まれる。

バーゼル2に基づき、中央政府および中央銀行、機関、企業ならびに小口顧客におけるリスク加重資産は、所定

の計算式によって計算され、主要なパラメータは、各エクスポージャーに関する債務不履行時エクスポージャー

（EAD）、デフォルト率（PD）、債務不履行時の損失（LGD）および満期である。

■　大口顧客（中央政府および中央銀行、機関ならびに企業）に対するエクスポージャーについては、2007年2月

20日付命令第47条に計算式が定められている。

■　小口顧客のエクスポージャーについては、2007年2月20日付命令第54-1条に計算式が定められている。

株主資本カテゴリのリスク加重資産は、エクスポージャーの帳簿価額に標準的重み付けを行うことで計算さ

れる。これらの重み付けは、2007年2月20日付命令第58-1条に規定されており、当該株主資本の内容を表す関数で

ある。分散したポートフォリオの資本投資エクスポージャーは190％、上場株主資本に対するエクスポージャーは

290％、その他すべての「株主資本」は370％である。

証券化エクスポージャーに関するリスク加重資産の計算は、後出のⅢに記載されている。

「債権以外のその他の資産」のエクスポージャーに関する加重資産は、当該エクスポージャーの帳簿価額に

100％の標準的重み付けを行うことで計算される。

前述の計算式に該当するパラメータの見積りは、クレディ・アグリコル・エス・エーが内部で収集した過去

の債務不履行および損失のデータを使用して行われる。これらのパラメータの計算に使用される債務不履行の定

義付けは、その価値に重大な影響を有する。

大口顧客の債務不履行は、顧客別に定義される。このため、伝播の原則が採用されている。債務不履行の顧客に

対するエクスポージャーがある場合、格付の統一性が求められる事業体（「RUN」）において、当該顧客のすべて

の資産、およびクレディ・アグリコル・グループに対する当該顧客のすべての債務が、債務不履行に分類される。

小口顧客の債務不履行は、取引レベルで認識される。債務者に適用された場合は、伝播の原則を考慮する。伝播

の規則は、事業体によって定義され、正確に文書化されている（共同名義、個人の残高、専門家、リスク・グループ

の概念等）。

さらに、過去の債務不履行および損失データは、それ自体、販売される商品および当行グループの各子会社が

業務を行う市場の特性によって、大きく左右される。このため、これらのパラメータを互いに比較したり、または

一定のエクスポージャー・クラスについてこれらのパラメータを用いて計算した加重資産を比較したりするこ

とは、困難であるか、誤解を招くおそれがある。

市場の特性は、様々な点で異なる。

■　市場の成熟度：大口顧客に関するリスク・パラメータは、顧客またはその株主が先進国に所在するか新興国

に所在するかによって、大きく異なる。前者の場合、取引相手先の格付は、当該顧客または参考株主に固有の

特性のみによって決定される。後者の場合、格付には国の格付が重要な要素となる（取引相手先の格付が所

在国の格付を上回るのは非常に特殊なケースであり、新興市場に所在する会社の格付は通常、当該国の格付

によって制限される。）。

■　市場の構造：リスク・パラメータは、販売される商品のタイプによって異なり、特定の商品（住宅ローン等）

について計算されたリスク加重資産は、同じ格付クラスのその他の商品（顧客貸出金等）について計算され

たものより構造的に低くなる。この結果、住宅ローンが残高の大部分を占める国においては、これらの国々に

所在する子会社のリスク加重資産が、当行グループの平均を下回る傾向にある。

■　成長周期における位置：GDPの成長周期は、当行グループが業務を行うすべての国において一定ではないた

め、デフォルト率および債務不履行時の損失パラメータは、すべての子会社について同じ傾向になるわけで
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はない。たとえば、住宅ローンのデフォルト率および債務不履行時の損失の見積りは、不動産危機が起こって

いるまたは過去にこれを経験した市場で業務を行う子会社においては増加傾向にあり、その他の市場におい

ては安定している。

■　人口統計および文化の違い：国の文化における私有財産の位置付け、一人当たりの所得水準、および人口統計

的特徴も、リスク・パラメータに影響を与える要素である。このため、たとえば、国民の経済状態がよりよい

国においては、所得に対する負債の比率が低くなる傾向にあるため、この国において業務を行う子会社のリ

スク加重資産は、その他の国よりも低い傾向にある。

販売される商品も、子会社または国ごとに異なる。このこともあって、同じタイプの顧客であっても、リスク・

パラメータやリスク加重資産は同じではない。販売される商品のタイプは、リスク・パラメータに様々な影響を

与える可能性がある。

■　商品の内容：販売される商品は、それぞれ内容が大きく異なる。このため、住宅ローンは、国によって、平均満

期またはローン金額と資金提供を受けた財産の価値との平均比率の関数（ローン資産価値比率、LTV）が異

なることがある。満期が長いほど、またはLTVが高いほど、リスク・パラメータおよびリスク加重資産が高く

なる。

■　事業モデル：クレディ・アグリコル・エス・エーの事業モデルにおいては、顧客に対する貸出金を満期まで

保有するが、その他のバンキング・モデルにおいては、貸出金残高の大部分を証券化ビークルに売却する。こ

の結果、クレディ・アグリコル・エス・エーはすべての住宅ローンを貸借対照表に認識している。これらは

通常、その他の資産クラスの低いリスク・パラメータおよびリスク加重資産と一緒に扱われるため、このタ

イプの貸出金を売却する銀行と比べると、平均加重資産が構造的に低くなっている。

■　担保：貸出金は担保または個人保証によって担保することができ、その価値および質が反映されて、無担保貸

出金よりもリスク・パラメータが低くなる。

さらに、顧客のタイプも、販売チャネルによって大きく異なる。たとえば回転信用の場合、当該商品がクレディ

・アグリコル・グループ地域金庫によって顧客に販売されるか、または消費者金融専門の子会社を通じて販売さ

れるかによって、顧客（および関連リスク・パラメータ）は異なる。

使用する格付データの適切性および信頼性は、構造化・文書化された組織であることを前提にした内部モデ

ル（当行グループ全体で実施され、事業体、リスク管理および恒常的統制部門および監査機能が参加する）の最

初の認証プロセス、およびその後のメンテナンスによって保証されている。

クレディ・アグリコル・グループにおいて使用される内部モデルは、標準方法委員会の承認を受けた後、当行

グループの統制部門によって内部認証が行われた。内部認証は、フランスの金融健全性規制監督機構に対して正

式に承認申請する前に行われるため、事前認証とみなされている。内部格付モデルの策定および認証プロセスに

は、数回にわたる現場での事前認証および代理認証を含む、通常3年から5年の作業が必要とされる。

認証後、内部格付を規定するシステムおよびリスク・パラメータの計算は、当行グループの各事業体内で恒常

的および定期的統制の対象となる。

恒常的統制については、各事業体にバックテスト委員会が設置されている。この委員会（一部の事業体におい

てはリスク委員会の個別課題となっている。）は、当該事業体のリスク管理部門の責任者が委員長を務め、グルー

プ・リスク管理および恒常的統制部門の代表者も一員である。少なくとも年2回会議を開き、最高経営責任者およ

び当該事業体のリスク管理部門の責任者、ならびにグループ・リスク管理および恒常的統制部門に対して報告を

行う。

年1回、内部監査機能またはこれが個別に権限を与えた第三者によって、定期検査が行われる。監査計画は以下

のとおりである。

■　格付計算およびリスク・パラメータ決定システム、ならびに最低限の要件が遵守されているか

■　システムが機能しているか（正しく実施されているか）
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グループ・リスク管理および恒常的統制部門において当該事業体の監督を担当する者に対しても、同様の報

告が行われる。

事業体は、以下の事項に関して（恒常的および定期的）内部統制を行う。

■　システムの入力・出力データの質

■　格付計算およびリスク・パラメータ決定システムの概念および技術的な質

■　加重資産の計算に使用するデータの完全性

格付モデルの適切性および性能を維持するために、バックテストは非常に重要である。分析の第1段階は、主と

して、予想モデル全体およびその主要な説明変数の定量分析に基づいている。

またこれにより、ポートフォリオおよび顧客の構造および行動における重要な変化の発見が可能になる。バッ

クテストはその後、新たな構造的要素を考慮するために、モデルの調整または見直しの決定を下す。周期的でない

行動における変化、またはフランチャイズの変化も確認し、当行が行う商業またはリスク戦略による影響を明ら

かにすることができる。

当行グループ全体では、それぞれの格付方法は、その方法に責任を負う部門（リスク管理および恒常的統制部

門またはその代理）によって、少なくとも年1回バックテストを受ける。この後、採用された手続および業務方法

が正確に形式化される。バックテスト作業は、異なる周期性、程度および時期について、異なる目的を持って行わ

れる。

■　四半期バックテスト：このタイプのバックテストは、大口顧客について組織的に行われ、2つの目的を有する。

1つ目は、方法を適用してもドリフトがないことを可能な限り上流部門まで保証することで、2つ目は、これら

の結果を踏まえてユーザー事業体の事業を維持することである。

■　年次バックテスト：2007年2月20日付命令第145条以下の規定に従って行われる分析で、承認されたまたは承

認待ちであるスコープに利用されるモデルが予測どおりの成果を生むよう保証することが目的である。

これらの事後統制は、可能な限り長い期間を網羅した過去のデータに基づき、周期にわたって行われる。バッ

クテストの結果は、格付方法の特殊な性質、および当該モデルによって計算された各格付に関する予想債務不履

行比率等の重要な分析を含め、最終的には総括報告書に記載される。

この方法の適切性についての重要な分析、およびその実施は、クレディ・アグリコル・グループの方法が適用

される実際の範囲を参考に行われる。いかなる障害も漏らさずに検出および説明するため、徹底的に分析しなけ

ればならない。

3種類の分析が体系的に行われる。

■　母集団の安定性の統制

■　格付システムの性能の監督：ROCカーブ、ジニ指数および／またはコルモゴロフ・スミルノフ・カーブおよび

指数等によって、格付グリッドの目立った特性を分析する。

■　債務不履行比率の偏向の監督：特にバッチごとまたは商品の生成ごとに小口顧客の債務不履行比率を見直す

ことは、格付システムの質を評価する上で重要な要素である。予想債務不履行比率同士のずれは、一定の信頼

区間においてバッチごとに認識および評価される。

方法を担当する部門は年1回、バックテストの結果について、選択した統計的方法が正しく適用されているか、

およびその結果が妥当であるかを確認することを目的とした臨時委員会の審査を受けた後、標準方法委員会を通

じて当行グループに提出する。必要であれば、総括報告書において適切な是正手段（方法の修正、再調整、研修、統

制の提案等）を推奨する。

1．エクスポージャーの内訳

1.1　リスクタイプ別エクスポージャー

下表は、信用リスクおよびカウンターパーティー・リスクに対するクレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループのエクスポージャーを、標準的アプローチおよび内部格付ベース・アプローチに基づき、エクスポー
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ジャー・クラス別に表示したものである。このエクスポージャーは、相殺の効果を調整後、信用リスク軽減テク

ニック（保証および担保）を適用前の総エクスポージャーである。

アプローチおよびエクスポージャー・クラス別の信用リスク・エクスポージャー：総エクスポージャー

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

標準的 IRB 合計 合計

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

平均エク

スポー

ジャー

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

平均エク

スポー

ジャー

中央政府および

中央銀行
43.0 11.8148.2 3.2 191.215.0 173.9156.512.0160.1

機関 344.224.0124.141.0 468.365.0 467.6466.854.0466.1

企業 97.3 10.3237.425.1 334.735.4 347.7360.742.8360.7

小口顧客 72.8 118.0 190.8 195.1199.4 199.3

株式 3.4 18.9 22.3 22.3 22.2 22.6

証券化(証券化ポ

ジション)
0.5 56.3 56.8 62.0 67.3 67.2

その他の非債権資

産
45.1 45.1 35.0 24.9 31.7

合計 606.346.1702.969.31,309.2115.41,303.61,297.8108.81,307.6

アプローチおよびエクスポージャー・クラス別の債務不履行時エクスポージャー：債務不履行時エクスポー

ジャー

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

標準的 IRB 合計 合計

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

平均エクス

ポージャー

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

平均エク

スポー

ジャー

中央政府および

中央銀行
40.1 11.8147.8 3.2 187.915.0 170.0152.112.0 155.6

機関 287.824.0112.633.1 400.457.1 403.9407.454.1 406.0

企業 81.7 10.3199.924.3 281.634.6 292.4303.140.4 302.6

小口顧客 55.9 113.7 169.6 172.0174.4 172.9

株式 1.7 3.6 5.3 5.6 5.9 13.3

証券化 0.5 55.6 56.1 61.3 66.5 63.2

その他の非債権

資産
44.2 44.2 34.0 23.9 30.6

合計 511.946.1633.260.61,145.1106.71,139.21,133.3106.61,144.0

アプローチおよびクラス・エクスポージャー別の信用リスク・エクスポージャー：リスク加重資産

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

標準的 IRB 合計 合計

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

平均エク

スポー

ジャー

信用

リスク

うちカウ

ンター

パー

ティー・

リスク

平均エク

スポー

ジャー

中央政府および

中央銀行
2.4 0.2 2.0 0.2 4.4 0.4 3.9 3.4 0.1 3.7

機関 10.7 2.4 10.5 4.2 21.2 6.6 21.4 21.6 6.4 22.5

企業 62.4 2.5 71.5 9.3 133.911.8140.5146.815.5150.2
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小口顧客 36.6 26.9 63.5 65.0 66.5 66.8

株式 2.2 10.5 12.7 13.4 14.1 40.3

証券化 0.2 7.0 7.2 7.8 8.4 8.8

その他の非債権資

産
14.2 14.2 12.3 10.5 9.4

合計 128.7 5.1 128.4 13.7257.118.8264.3271.322.0301.5

2012年12月31日現在のエクスポージャー・クラス別平均金額は、2012年12月31日現在のエクスポージャーと

2011年12月31日現在のエクスポージャーとの相加平均である。

前年度までから目立った変化はなく、貸出金勘定は、2012年12月31日現在のクレディ・アグリコル・グループ

の内部取引に関するエクスポージャー300.4十億ユーロ（2011年12月31日現在は306.3十億ユーロ）を含む、機関

の構造的重み付けにより特徴づけられる。これらの内部業務を除くと、貸出金勘定の総エクスポージャーは、2012

年12月末現在、前年度比1.7％増の1,009十億ユーロとなった。

2012事業年度の総エクスポージャーは、ポートフォリオごとの変化は様々だったが、2011年度同様に預金総額

が伸びなかった。欧州の経済環境が全体的に悪化したことに伴い、小口顧客および企業の残高は大幅に減少した

（それぞれ7.2％減および4.3％減）。証券化ポートフォリオは、クレディ・アグリコル・CIBのコリレーション帳

簿を売却したため、さらに大きく減少した（15.6％減）。対照的に、中央政府および中央銀行ポートフォリオにお

けるエクスポージャーの変化は、中央銀行預金としての流動資産が増加したためである。

貸出金勘定の債務不履行時エクスポージャーは、前年度比1.05％増となった。

カウンターパーティー・リスク・エクスポージャーも、前年度比6.1％増となり、総エクスポージャーは2011

年度末の109十億ユーロに対して115.5十億ユーロとなった。

市場取引におけるカウンターパーティー・リスク

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社は、銀行帳簿または売買目的勘定の別なく、すべてのエ

クスポージャーについてカウンターパーティー・リスクを計算している。売買目的勘定の項目に関するカウン

ターパーティー・リスクは、市場リスクの規制監督に関する規定に従って計算している。

銀行ポートフォリオの先物デリバティブ金融商品におけるカウンターパーティー・リスクの規制上の取扱い

については、欧州指令のフランスへの移行（2007年2月20日付命令）に定義されている。クレディ・アグリコル・

エス・エー・グループは、銀行ポートフォリオの先物デリバティブ金融商品におけるカウンターパーティー・リ

スク・エクスポージャーの測定に、時価主義を用いている。

カウンターパーティー・リスクの債務不履行時エクスポージャーは、2012年12月31日現在、106.8十億ユーロで

あった（デリバティブ商品として59.7十億ユーロ、担保融資業務として47.1十億ユーロ）。

先渡／先物に対するエクスポージャーについては、連結財務書類に対する注記3.1「信用リスク」（「第6　経

理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―

(3) 連結財務書類に対する注記」）にも記載されている。

1.2　地域別エクスポージャー

地域別内訳には、証券化資産およびその他の非債権資産を除くクレディ・アグリコル・エス・エー・グルー

プのすべてのエクスポージャーが含まれている。

2012年12月31日現在、上記のとおり定義された範囲のエクスポージャー総額は、2011年12月31日現在の896.1

十億ユーロに対して906.9十億ユーロであった（クレディ・アグリコル・グループの内部取引を除く。）。地域別

の配分額は、2011年12月31日現在の884.4十億ユーロに対して880.9十億ユーロとなった。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのエクスポージャー範囲の内訳－2012年12月31日現在
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クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのエクスポージャー範囲の内訳－2011年12月31日現在

次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 159/1332



貸出金勘定には、2011年度から大きな変化はなく、主としてフランス（47.9％）および西欧一般（80.0％）に

依然として集中していた。これは、クレディ・アグリコル・エス・エーが欧州を中心に業務を行っているためで

ある。欧州においては引き続き十分に分散していたが、イタリアにおいては、2012年12月31日現在、ポートフォリ

オ全体に対する割合が10.0％から9.6％に減少した。

フランスに対するエクスポージャー総額には、リテール残高に対するエクスポージャー25.7％（前年度比

1.0％減）および企業エクスポージャー28.7％（1.8％減）が含まれている。クレディ・アグリコル・グループに

おいて2番目に大きな市場であるイタリアの小口顧客向け貸出金勘定は、エクスポージャー総額の54.8％となっ

た（2011年12月末現在は54.9％）。これに対し、フランスおよびイタリアを除く西欧においては、引き続き企業エ

クスポージャーが主なものであった（2011年12月31日現在の49.1％に対して2012年12月31日現在は46.8％）。

1.3　事業部門別エクスポージャー

事業部門別内訳には、中央政府および中央銀行、機関、企業ならびに小口顧客に対するクレディ・アグリコル

・エス・エー・グループのエクスポージャーを網羅している。また小口顧客ポートフォリオは、バーゼルのサブ

ポートフォリオ（住宅ローン、回転信用、その他の小規模企業向けローン、農家およびその他のリテール）によっ

ても分類される。

2012年12月31日現在、上記のとおり定義された範囲のエクスポージャー総額は、2011年12月31日現在の877.0

十億ユーロに対して884.7十億ユーロとなった（クレディ・アグリコル・グループの内部取引を除く。）。2012年

12月31日現在の事業部門別の配分額は、2011年12月31日現在の812.2十億ユーロに対して836.3十億ユーロとなっ

た。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのポートフォリオの内訳

中央政府および中央銀行、機関、企業ならびに小口顧客を含む、上記の定義による金融健全性スコープ

貸出金勘定の事業部門別内訳は、2012年度もほとんど変わらず、リスクがよく分散されていることを示してい
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る。小口顧客ならびに金融および公共部門を除くと、企業向け貸出金勘定は、リスクが十分に分散されていること

を示している。

企業ポートフォリオの内訳

全体的に減少した企業ポートフォリオにおいて、2012年度に相対的比率が最も著しく減少した部門は、重工

業、船舶ならびに建設および公共事業、ならびに2011年度の増加が例外的取引によるものであった保険部門で

あった。

エクスポージャーの内訳－小口顧客ポートフォリオ

下のグラフは、クレディ・アグリコル・エス・エーの小口顧客ポートフォリオのエクスポージャーの、バーゼ

ル・サブポートフォリオ別内訳を示したものである（2011年12月31日現在の199.4十億ユーロに対して、2012年

12月31日現在は190.8十億ユーロの残高）。

小口顧客ポートフォリオの内訳
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2011年度同様、小口顧客ポートフォリオのバーゼル・サブポートフォリオ別内訳は、住宅ローンの割合が増加

した。その一方で、消費者ローン（「その他のエクスポージャー」クラス）および回転信用（2012年度の残高は

13.9％大幅に減少した。）の割合は減少した。

1.4　残存期間別エクスポージャー

残存期間別および金融商品別エクスポージャーの内訳は、連結財務書類に対する注記3.3「流動性および金融

リスク」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―

A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）の項に、会計ベースで開示されている。

2．エクスポージャーの質

2.1　標準的アプローチによるエクスポージャーの質

標準的アプローチによる信用リスク・エクスポージャー

標準的アプローチによる中央政府および中央銀行ならびに機関について、クレディ・アグリコル・エス・

エー・グループは、ムーディーズによるソブリン・リスクの格付、およびフランスの金融健全性規制監督機構

（ACP）の信用の質評価スケールに対応するグリッドの使用を決定した。

当行グループは、企業エクスポージャーについては、外部信用格付機関を利用していない。この結果、企業エク

スポージャーは適用法令に従い、100％の重み付け、または当行が本拠を置く国に対するエクスポージャーが

150％の重み付けを有する場合は150％の重み付けを与えられるが、例外としてLCLのみ、標準的アプローチに基づ

き規制上の追加所要資本を計算する際にフランス銀行が決定する格付を考慮する。

エクスポージャーおよび債務不履行時エクスポージャーの信用の質別内訳

中央政府および中央銀行

信用度レベル

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

エクスポー

ジャー金額

リスクのあるエ

クスポージャー

エクスポー

ジャー金額

リスクのあるエ

クスポージャー

1 32.7 30.0 46.7 43.6

2 0.4 0.4 6.8 6.8

3 7.2 7.2 0.4 0.4

4 0.6 0.6 0.4 0.4

5 1.5 1.5 1.3 1.3

6 0.6 0.5 0.8 0.5

合計 43.0 40.2 56.4 53.0
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2011年度に見られた傾向と同様、標準的アプローチに基づく中央政府および中央銀行に対するエクスポー

ジャーは、2012年度、大幅に減少した（23.8％減）。ポートフォリオの大部分（76.1％）は引き続き最高の信用度

レベルに集中しているが、2012年度にソブリン債が格下げされたことで、残高のうちレベル3ないしレベル4のエ

クスポージャーが大幅に増加した。ただし、レベル5ないしレベル6のエクスポージャーの割合は依然として非常

に少なく、エクスポージャー全体の5％に満たなかった。

機関

信用度レベル

（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

エクスポー

ジャー金額

リスクのあるエ

クスポージャー

エクスポー

ジャー金額

リスクのあるエ

クスポージャー

1 340.8 284.7 336.2 279.7

2 - - 2.2 2.2

3 1.7 1.7 - -

4 0.3 0.3 0.4 0.4

5 0.9 0.8 0.9 0.8

6 0.5 0.3 0.7 0.5

合計 344.2 287.8 340.4 283.6

標準的アプローチに基づく機関のエクスポージャーは、信用の質が非常に高い機関との事業の規模を反映し

て、前年度同様、ほとんどすべてが最高の信用度レベルに集中していた。レベル2またはそれより低いレベルの機

関の割合は、1％未満であった。

2.2　内部格付ベース（IRB）アプローチに基づくエクスポージャーの質

内部格付システムおよび手続きの表示

内部格付システムおよび手続きについては、「リスク要因－信用リスク－リスク計測方法およびシステム」

の項に記載されている。

2012年12月31日現在におけるエクスポージャー・クラス別および内部格付別の信用リスク・エクスポージャー

（百万ユーロ）

取引相手先

に

対する

内部格付

デフォルト

率(％)

総エクス

ポージャー

債務不履行

時エクス

ポージャー

債務不履行

時エクス

ポージャー

(オンバラン

スシート)

債務不履行

時エクス

ポージャー

(オフバラン

スシート)

リスク加重

資産

債務不履行

時の平均

損失率(％)

平均リスク

加重比率

(％)

見積損失

中央政府

および

中央銀行

A+からB+ 0.0％139,433.9140,554.2137,408.43,145.850.6 20.2％ 0.0％ -

B 0.06％4,375.74,536.64,383.0153.6 492.121.2％ 10.8％ 0.6

C+ 0.16％1,187.51,113.7703.6 410.1 269.632.3％ 24.2％ 0.6

C 0.30％1,627.9516.4 203.9 312.5 132.923.9％ 25.7％ 0.4

C- 0.60％ 475.8 407.1 375.3 31.8 123.020.8％ 30.2％ 0.5

D+ 0.75％ 500.8 387.9 338.9 49.0 322.542.8％ 83.2％ 1.2

D 1.25％ 60.3 18.6 2.0 16.6 20.2 45.0％108.6％ 0.1

D- 1.90％ 211.1 151.3 48.1 103.2 197.245.0％130.4％ 1.3

E+ 5.00％ 187.5 29.5 19.7 9.8 69.8 59.2％236.5％ 0.9

E 12.00％ 17.6 0.5 0.5 - 1.5 60.0％309.5％ -

E- 20.00％ 127.1 65.7 42.3 23.4 316.477.6％481.7％ 10.2

小計 0.02％148,205.2147,781.5143,525.74,255.81,995.820.5％ 1.4％ 15.8
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機関

A+からB+ 0.0％84,066.676,332.658,718.517,614.11,792.535.5％ 2.3％ 1.2

B 0.06％20,296.019,611.28,939.310,671.92,153.125.8％ 11.0％ 2.7

C+ 0.16％7,806.26,793.22,822.43,970.81,597.730.6％ 23.5％ 3.3

C 0.30％5,195.14,682.02,611.22,070.81,695.033.8％ 36.2％ 9.3

C- 0.60％2,831.22,294.71,039.01,255.7960.726.2％ 41.9％ 3.8

D+ 0.75％1,135.3717.9 240.6 477.3 444.936.9％ 62.0％ 1.9

D 1.25％ 834.3 700.0 241.6 458.4 462.728.6％ 66.1％ 2.5

D- 1.90％ 691.1 538.0 165.0 373.0 235.217.0％ 43.7％ 1.7

E+ 5.00％ 122.7 43.4 0.8 42.6 54.1 40.8％124.7％ 0.9

E 12.00％ 2.2 7.8 6.8 1.0 2.3 82.8％ 29.0％ 1.1

E- 20.00％ 579.9 369.0 89.0 280.01,074.249.6％291.1％ 36.6

小計 0.16％123,560.6112,089.874,874.237,215.610,472.433.2％ 9.3％ 65.0

企業

A+からB+ 0.0％40,384.546,816.621,790.625,026.02,667.126.8％ 5.7％ 2.9

B 0.06％48,227.438,098.912,943.125,155.86,343.537.9％ 16.7％ 7.0

C+ 0.16％38,755.131,422.617,697.413,725.29,675.535.0％ 30.8％ 16.8

C 0.30％39,100.729,371.618,321.411,050.212,018.534.3％ 40.9％ 27.6

C- 0.60％26,737.919,827.012,354.27,472.811,874.132.0％ 59.9％ 37.5

D+ 0.75％12,860.69,954.56,518.03,436.56,962.936.6％ 69.9％ 26.2

D 1.25％11,973.49,116.56,187.72,928.87,416.234.5％ 81.3％ 38.3

D- 1.90％7,897.05,987.74,261.11,726.65,734.835.6％ 95.8％ 39.9

E+ 5.00％3,739.22,582.12,158.4423.72,822.631.3％109.3％ 39.9

E 12.00％1,251.11,141.1973.7 167.41,344.626.7％117.8％ 36.9

E- 20.00％2,641.62,263.01,208.91,054.14,409.334.4％194.8％ 154.2

小計 0.67％233,568.5196,581.6104,414.592,167.171,269.133.2％ 36.3％ 427.2

合計 0.33％505,334.3456,452.9322,814.4133,638.583,737.329.2％ 18.3％ 508.0

2011年12月31日現在におけるエクスポージャー・クラス別および内部格付別の信用リスク・エクスポージャー

（百万ユーロ）

取引相手先

に

対する

内部格付

デフォルト

率(％)

総エクス

ポージャー

債務不履行

時エクス

ポージャー

債務不履行

時エクス

ポージャー

(オンバラン

スシート)

債務不履行

時エクス

ポージャー

(オフバラン

スシート)

リスク加重

資産

債務不履行

時の平均

損失率(％)

平均リスク

加重比率

(％)

見積損失

中央政府

および

中央銀行

A+からB+ 0.0％95,294.496,070.491,321.54,748.8183.224.1％ 0.2％ 0.1

B 0.06％ 366.1 382.0 339.9 42.1 9.1 6.3％ 2.4％ -

C+ 0.16％ 911.3 900.1 688.2 211.9 155.320.8％ 17.3％ 0.3

C 0.30％2,180.91,011.3741.2 270.1 442.236.9％ 43.8％ 1.1

C- 0.60％ 489.6 419.0 266.5 152.5 81.2 11.5％ 19.4％ 0.3

D+ 0.75％ 157.0 82.4 33.5 48.9 77.8 45.0％ 94.4％ 0.3

D 1.25％ 320.6 112.6 106.7 5.9 109.838.6％ 97.5％ 0.5

D- 1.90％ 180.7 95.9 92.1 3.8 95.9 43.1％ 99.9％ 0.8

E+ 5.00％ 72.6 12.0 2.4 9.6 30.8 62.4％257.4％ 0.4

E 12.00％ 26.2 0.5 0.5 - 1.7 60.0％316.6％ -

E- 20.00％ 107.9 36.7 17.6 19.1 215.794.7％587.5％ 7.0

小計 0.02％100,107.399,122.993,610.15,512.71,402.724.2％ 1.4％ 10.8

機関

A+からB+ 0.0％85,944.687,549.067,187.120,361.92,362.110.2％ 2.7％ 1.7

B 0.06％18,192.917,356.07,354.810,001.21,778.225.0％ 10.2％ 2.2

C+ 0.16％9,793.78,519.33,076.85,442.52,249.432.3％ 26.4％ 4.3

C 0.30％5,859.75,163.63,113.52,050.01,733.732.8％ 33.6％ 4.8

C- 0.60％3,357.12,770.81,675.91,094.91,657.428.6％ 59.8％ 5.3

D+ 0.75％1,266.51,126.5448.8 677.7 591.531.5％ 52.5％ 2.6

D 1.25％ 491.2 334.5 108.8 225.7 279.336.5％ 83.5％ 1.5

D- 1.90％ 239.5 160.8 86.1 74.7 157.041.4％ 97.6％ 1.3

E+ 5.00％ 107.3 46.0 7.3 38.7 78.8 49.9％171.5％ 1.1

E 12.00％ 41.9 37.4 2.5 34.9 155.779.5％416.7％ 3.4

E- 20.00％ 463.9 111.3 30.6 80.7 476.573.0％428.1％ 16.3

小計 0.10％125,758.3123,175.283,092.240,082.911,519.615.6％ 9.4％ 44.5
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企業

A+からB+ 0.0％45,721.755,235.426,925.828,309.63,043.827.7％ 5.5％ 1.8

B 0.06％52,330.240,310.413,464.126,846.37,676.439.7％ 19.0％ 7.6

C+ 0.16％39,388.232,770.819,274.813,496.010,133.934.2％ 30.9％ 17.1

C 0.30％42,795.131,291.518,040.313,251.214,123.636.3％ 45.1％ 32.0

C- 0.60％33,941.924,832.316,462.48,369.914,744.834.3％ 59.4％ 48.6

D+ 0.75％16,541.111,177.27,007.84,169.47,510.736.4％ 67.2％ 28.6

D 1.25％11,621.29,066.36,175.72,890.67,833.136.2％ 86.4％ 40.6

D- 1.90％8,546.26,111.94,159.51,952.46,283.837.6％102.8％ 42.3

E+ 5.00％3,159.72,397.01,576.7820.32,886.534.0％120.4％ 40.4

E 12.00％1,578.51,247.21,130.7116.51,448.724.0％116.2％ 35.5

E- 20.00％2,354.21,852.61,237.6615.03,388.241.8％182.9％ 118.7

小計 0.59％257,978.0216,292.6115,455.4100,837.279,073.534.2％ 36.6％ 413.2

合計 0.33％483,843.6438,590.7292,157.7146,432.891,995.829.2％ 21.0％ 468.5

小口顧客の信用リスク・カテゴリのエクスポージャーはその他のカテゴリと同じ内部格付を使用しないた

め、個別に表示している。

大企業ポートフォリオ（エクスポージャー・クラス：中央政府および中央銀行、機関ならびに企業）の内部

格付別内訳は、引き続き全体的な質の良さを表している。エクスポージャーの90％超が投資適格（内部格付A+な

いしC-）である。

2012年12月31日現在におけるエクスポージャー・クラス別および内部格付別の小口顧客の信用リスク・エクス

ポージャー

（百万ユーロ） デフォルト率の幅

平均デフォ

ルト率(PD)

(％)

総エクス

ポージャー

債務不履行

時エクス

ポージャー

債務不履行

時エクス

ポージャー

(オンバラン

スシート)

債務不履行

時エクス

ポージャー

(オフバラ

ンスシー

ト)

リスク加重

資産

債務不履行

時の平均

損失率(％)

平均リスク

加重比率

(％)

見積損失

住宅ローン

0.08％＜PD＜

0.17％
0.11％22,230.722,230.721,267.0963.7 608.010.1％ 2.7％ 2.5

0.17％＜PD＜

0.32％
0.25％ 180.4 180.4 174.8 5.6 12.4 13.8％ 6.9％ 0.1

0.32％＜PD＜

0.64％
0.39％8,612.18,612.18,269.4342.7 618.910.3％ 7.2％ 3.5

0.64％＜PD＜

0.96％
0.64％4,759.74,759.74,581.6178.1 472.110.1％ 9.9％ 3.1

0.96％＜PD＜

1.28％
1.10％5,023.55,023.54,749.3274.2 716.810.1％ 14.3％ 5.6

1.28％＜PD＜

2.56％
2.09％6,301.26,301.26,033.1268.11,360.710.3％ 21.6％ 13.4

2.56％＜PD＜

5.12％
4.70％3,503.73,503.73,159.7344.01,197.810.1％ 34.2％ 16.7

5.12％＜PD＜15％9.77％1,022.71,022.7993.4 29.3 501.510.3％ 49.0％ 10.3

15％＜PD＜22％16.46％ 3.9 3.9 3.8 0.1 4.3 19.3％110.3％ 0.1

22％＜PD＜34％23.47％ 197.1 197.1 194.2 2.9 123.310.2％ 62.5％ 4.7

34％＜PD＜65％52.48％ 136.9 136.9 135.8 1.1 72.6 10.3％ 53.0％ 7.4

65％＜PD＜99％65.51％ 0.5 0.5 0.5 - 0.4 21.0％ 84.6％ 0.1

小計 1.27％51,972.451,972.449,562.62,409.85,688.810.2％ 10.9％ 67.5

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 165/1332



回転信用

0.03％＜PD＜

0.04％
0.03％ 3.2 2.9 0.1 2.8 - 41.0％ 1.0％ -

0.04％＜PD＜

0.08％
0.07％1,505.4504.5 - 504.5 13.6 54.5％ 2.7％ 0.2

0.08％＜PD＜

0.17％
0.11％1,635.61,024.2146.3 877.9 52.2 72.1％ 5.1％ 0.8

0.17％＜PD＜

0.32％
0.22％1,286.4341.5 48.4 293.1 21.3 52.1％ 6.2％ 0.4

0.32％＜PD＜

0.64％
0.42％1,804.5856.3 312.9 543.4 103.960.0％ 12.1％ 2.1

0.64％＜PD＜

0.96％
0.70％ 790.5 481.0 215.7 265.3 88.0 60.0％ 18.3％ 2.0

0.96％＜PD＜

1.28％
1.16％ 952.2 668.8 394.9 273.9 164.254.5％ 24.5％ 4.2

1.28％＜PD＜

2.56％
1.94％1,135.8994.7 529.9 464.8 376.556.7％ 37.9％ 11.1

2.56％＜PD＜

5.12％
3.83％2,016.41,940.21,487.0453.21,052.150.2％ 54.2％ 37.8

5.12％＜PD＜15％8.94％ 798.1 797.6 684.1 113.5 734.050.1％ 92.0％ 35.9

15％＜PD＜22％19.27％ 147.1 144.1 135.4 8.7 180.245.7％125.1％ 12.7

22％＜PD＜34％25.21％ 34.4 36.1 27.2 8.9 62.7 58.1％173.6％ 5.2

34％＜PD＜65％42.15％ 130.7 127.4 125.2 2.2 190.547.5％149.5％ 25.6

65％＜PD＜99％77.08％ 39.4 39.2 39.1 0.1 35.7 48.2％ 91.0％ 14.6

小計 3.80％12,279.77,958.54,146.23,812.33,074.956.1％ 38.6％ 152.6

その他のエク

スポージャー

0.03％＜PD＜

0.04％
0.03％ 425.7 425.7 425.5 0.2 1.5 3.8％ 0.3％ -

0.04％＜PD＜

0.08％
0.07％2,185.72,184.82,183.8 1.0 21.2 5.5％ 1.0％ 0.1

0.08％＜PD＜

0.17％
0.11％5,565.85,563.85,328.2235.6 187.412.1％ 3.4％ 0.7

0.17％＜PD＜

0.32％
0.23％1,817.61,817.11,786.131.0 131.513.4％ 7.2％ 0.6

0.32％＜PD＜

0.64％
0.50％3,640.43,640.93,568.572.4 858.030.9％ 23.6％ 5.7

0.64％＜PD＜

0.96％
0.77％1,785.31,788.11,741.746.4 509.829.5％ 28.5％ 4.2

0.96％＜PD＜

1.28％
1.11％2,846.32,851.82,791.060.81,136.135.4％ 39.8％ 11.2

1.28％＜PD＜

2.56％
2.15％7,357.07,371.87,227.1144.73,650.835.8％ 49.5％ 57.3

2.56％＜PD＜

5.12％
4.41％5,822.05,835.85,730.0105.83,311.836.8％ 56.8％ 94.3

5.12％＜PD＜15％9.03％3,493.13,493.33,473.719.62,248.737.2％ 64.4％ 115.3

15％＜PD＜22％18.48％ 259.9 259.9 255.9 4.0 132.322.2％ 50.9％ 10.8

22％＜PD＜34％28.00％ 694.3 694.3 693.2 1.1 524.528.7％ 75.5％ 55.4

34％＜PD＜65％45.26％ 387.8 387.8 387.1 0.7 331.831.2％ 85.6％ 54.8

65％＜PD＜99％74.89％ 124.5 124.5 124.5 - 90.7 40.2％ 72.9％ 37.5

小計 3.62％36,405.436,439.635,716.3723.313,136.128.1％ 36.0％ 447.9
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中小企業

0.03％＜PD＜

0.04％
0.03％ 0.4 0.4 - 0.4 - 88.4％ 9.3％ -

0.08％＜PD＜

0.17％
0.14％ 16.0 15.6 14.6 1.0 2.9 30.9％ 18.8％ -

0.17％＜PD＜

0.32％
0.25％1,729.81,728.01,634.094.0 390.129.2％ 22.6％ 1.3

0.32％＜PD＜

0.64％
0.63％2,618.92,616.52,537.079.5 870.427.1％ 33.3％ 4.5

0.64％＜PD＜

0.96％
0.65％ 59.0 57.7 51.0 6.7 13.3 22.3％ 23.1％ 0.1

0.96％＜PD＜

1.28％
1.00％1,075.41,073.71,049.624.1 327.422.3％ 30.5％ 2.4

1.28％＜PD＜

2.56％
1.75％1,928.41,926.71,859.866.9 744.023.8％ 38.6％ 8.1

2.56％＜PD＜

5.12％
3.71％2,308.52,306.82,177.1129.71,048.624.4％ 45.5％ 20.7

5.12％＜PD＜15％7.96％1,733.61,730.91,669.561.41,036.927.8％ 59.9％ 37.2

15％＜PD＜22％19.48％ 602.8 602.8 574.9 27.9 500.529.2％ 83.0％ 34.2

22％＜PD＜34％27.45％ 9.3 9.4 5.3 4.1 10.5 41.9％111.6％ 1.1

34％＜PD＜65％46.93％ 63.3 63.3 59.2 4.1 56.3 31.7％ 89.0％ 9.4

65％＜PD＜99％76.34％ 1.9 1.9 1.9 - 1.9 57.7％ 99.7％ 0.8

小計 3.63％12,147.312,133.711,633.9499.85,002.826.1％ 41.2％ 119.8

合計 2.51％112,804.8108,504.2101,059.07,445.226,902.621.3％ 24.8％ 787.8

2011年12月31日現在におけるエクスポージャー・クラス別および内部格付別の小口顧客の信用リスク・エクス

ポージャー

（百万ユーロ） デフォルト率の幅

平均デフォ

ルト率(PD)

(％)

総エクス

ポージャー

債務不履行

時エクス

ポージャー

債務不履行

時エクス

ポージャー

(オンバラン

スシート)

債務不履行

時エクス

ポージャー

(オフバラ

ンスシー

ト)

リスク加重

資産

債務不履行

時の平均

損失率(％)

平均リスク

加重比率

(％)

見積損失

住宅ローン

0.08％＜PD＜

0.17％
0.12％20,540.520,540.519,477.61,062.9601.710.1％ 2.9％ 2.5

0.17％＜PD＜

0.32％
0.26％ 145.9 145.9 141.9 4.0 10.0 13.1％ 6.8％ -

0.32％＜PD＜

0.64％
0.41％7,838.37,838.37,503.2335.1 583.310.3％ 7.4％ 3.3

0.64％＜PD＜

0.96％
0.66％4,586.04,586.04,375.2210.8 466.110.1％ 10.2％ 3.1

0.96％＜PD＜

1.28％
1.14％4,982.24,982.24,688.2294.0 730.210.1％ 14.7％ 5.7

1.28％＜PD＜

2.56％
1.69％3,208.03,208.03,037.8170.2 623.110.4％ 19.4％ 5.6

2.56％＜PD＜

5.12％
2.84％4,542.24,542.24,114.6427.61,173.010.2％ 25.8％ 13.1

5.12％＜PD＜15％6.46％4,280.44,280.44,075.1205.31,695.410.2％ 39.6％ 28.2

15％＜PD＜22％17.16％ 4.8 4.8 4.8 - 5.2 18.8％108.7％ 0.2

22％＜PD＜34％24.19％ 200.4 200.4 195.2 5.2 127.610.4％ 63.7％ 5.0

34％＜PD＜65％53.76％ 126.1 126.1 124.8 1.3 66.0 10.3％ 52.4％ 7.0

65％＜PD＜99％69.67％ 0.4 0.4 0.4 - 0.3 21.3％ 76.3％ 0.1

小計 1.43％50,455.250,455.247,738.82,716.46,081.910.2％ 12.1％ 73.8
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回転信用

0.03％＜PD＜

0.04％
- - - - - - - 0.0％ -

0.04％＜PD＜

0.08％
0.07％1,949.3749.8 0.1 749.7 20.5 54.9％ 2.7％ 0.3

0.08％＜PD＜

0.17％
0.12％2,092.81,007.4116.3 891.1 51.5 66.7％ 5.1％ 0.8

0.17％＜PD＜

0.32％
0.27％1,903.4531.0 184.8 346.2 41.8 54.8％ 7.9％ 0.8

0.32％＜PD＜

0.64％
0.45％1,100.6665.2 169.2 496.0 83.4 57.5％ 12.5％ 1.7

0.64％＜PD＜

0.96％
0.71％ 809.3 467.0 223.2 243.8 82.6 57.1％ 17.7％ 1.9

0.96％＜PD＜

1.28％
1.11％1,018.5700.4 397.1 303.3 161.952.7％ 23.1％ 4.1

1.28％＜PD＜

2.56％
1.62％ 867.7 666.2 394.8 271.4 210.154.0％ 31.5％ 5.8

2.56％＜PD＜

5.12％
3.32％2,113.32,026.81,469.8557.01,020.952.0％ 50.4％ 34.8

5.12％＜PD＜15％7.87％1,394.91,428.61,050.1378.51,265.252.7％ 88.6％ 59.2

15％＜PD＜22％18.88％ 171.4 163.7 156.4 7.3 220.649.6％134.7％ 15.3

22％＜PD＜34％25.71％ 41.9 44.5 32.3 12.2 74.5 55.5％167.2％ 6.3

34％＜PD＜65％42.47％ 144.4 139.7 136.3 3.4 218.249.7％156.2％ 29.5

65％＜PD＜99％77.94％ 35.0 34.7 34.6 0.1 33.0 52.0％ 95.2％ 14.0

小計 3.90％13,642.58,625.04,365.04,260.03,484.255.1％ 40.4％ 174.5

その他のエク

スポージャー

0.03％＜PD＜

0.04％
0.03％ 521.6 521.4 521.0 0.4 7.6 13.1％ 1.5％ -

0.04％＜PD＜

0.08％
0.07％2,566.02,554.12,518.435.7 37.8 8.4％ 1.5％ 0.1

0.08％＜PD＜

0.17％
0.12％6,144.06,133.05,849.1283.8 230.213.0％ 3.8％ 1.0

0.17％＜PD＜

0.32％
0.23％1,432.51,430.41,397.433.0 98.4 14.5％ 6.9％ 0.5

0.32％＜PD＜

0.64％
0.47％3,505.03,504.83,437.467.4 762.329.1％ 21.7％ 5.0

0.64％＜PD＜

0.96％
0.79％2,528.22,530.02,468.161.9 726.029.3％ 28.7％ 6.0

0.96％＜PD＜

1.28％
1.12％2,368.52,373.32,279.793.6 784.129.2％ 33.0％ 7.8

1.28％＜PD＜

2.56％
2.10％6,570.96,576.76,479.197.62,709.230.1％ 41.2％ 41.2

2.56％＜PD＜

5.12％
2.60％6,064.26,120.25,923.3196.92,842.930.5％ 46.5％ 75.3

5.12％＜PD＜15％8.40％4,903.54,910.34,834.376.02,556.230.3％ 52.1％ 126.7

15％＜PD＜22％18.70％ 227.3 226.8 221.7 5.1 120.923.1％ 53.3％ 9.9

22％＜PD＜34％25.63％ 503.8 504.0 501.9 2.1 363.527.9％ 72.1％ 36.5

34％＜PD＜65％44.20％ 641.0 641.0 640.1 0.9 405.723.1％ 63.3％ 66.5

65％＜PD＜99％75.46％ 128.3 128.3 128.3 - 74.9 33.0％ 58.4％ 32.0

小計 3.50％38,104.838,154.337,199.8954.411,719.724.8％ 30.7％ 408.5

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 168/1332



中小企業

0.03％＜PD＜

0.04％
0.03％ 0.7 0.7 0.1 0.6 0.1 88.6％ 9.3％ -

0.08％＜PD＜

0.17％
0.12％ 9.4 9.2 8.7 0.5 2.5 38.3％ 26.9％ -

0.17％＜PD＜

0.32％
0.25％1,586.71,585.51,525.360.2 356.528.0％ 22.5％ 1.1

0.32％＜PD＜

0.64％
0.36％ 74.1 73.8 30.3 43.5 29.2 61.2％ 39.5％ 0.2

0.64％＜PD＜

0.96％
0.65％2,491.02,486.72,408.478.3 831.326.7％ 33.4％ 4.3

0.96％＜PD＜

1.28％
1.03％1,111.51,110.91,085.625.3 375.524.0％ 33.8％ 2.8

1.28％＜PD＜

2.56％
1.75％1,690.71,689.11,602.986.2 602.122.3％ 35.6％ 6.5

2.56％＜PD＜

5.12％
3.75％2,381.12,376.62,235.9140.71,075.024.6％ 45.2％ 21.7

5.12％＜PD＜15％8.33％1,587.81,587.01,525.961.1 895.125.4％ 56.4％ 33.0

15％＜PD＜22％19.59％ 631.1 630.7 599.0 31.7 456.926.0％ 72.4％ 32.1

22％＜PD＜34％28.36％ 8.0 8.0 6.0 2.0 8.7 40.5％109.0％ 0.9

34％＜PD＜65％47.12％ 77.6 77.6 74.1 3.5 64.5 28.3％ 83.2％ 10.3

65％＜PD＜99％76.35％ 1.5 1.5 1.5 - 1.5 59.4％100.1％ 0.7

小計 3.83％11,651.211,637.311,103.7533.64,698.925.6％ 40.4％ 113.6

合計 2.61％113,853.7108,871.8100,407.38,464.425,984.720.5％ 23.9％ 770.4

小口顧客ポートフォリオ・エクスポージャーの信用の質別内訳は、前年度までに既に見られた小口顧客カテ

ゴリ間の格差は変わらなかったが、2012年度も安定していた。「住宅ローン」の総エクスポージャーの59％は、レ

ベル1ないしレベル5の内部格付である（デフォルト率0.64％未満）。この数字は、当行グループのIRB－リテール

・ポートフォリオにおける中小企業の34％に相当する。

前年度までと同様、IRB手法によって処理された小口顧客ポートフォリオには、見積損失総額に対する寄与に

大きな相違があった。これは、ポートフォリオ別の債務不履行時の損失レベルについて重要な調整を行ったこと

による。住宅ローンのエクスポージャーは、小口顧客エクスポージャー総額の44％超を占めたが、見積損失につい

ては9％に満たなかった。

3．減損エクスポージャーおよび価値調整額

2012年12月31日現在における減損エクスポージャーおよび価値調整額

（十億ユーロ）

2012年12月31日

減損したエクスポージャー

総エクス

ポージャー

標準的アプ

ローチ
(1)

IRBアプ

ローチ
合計

個別の価値

調整額

集合的な価

値調整額

中央政府および中央銀行 191.3 0.1 0.0 0.1 0.0

機関 468.3 0.1 0.6 0.7 0.7

企業 334.7 5.8 3.8 9.6 4.9

小口顧客 190.8 10.5 5.2 15.7 9.3

中小企業 24.2 2.1 0.6 2.7 1.5

回転信用 31.8 2.0 0.6 2.6 1.9

住宅ローン 72.4 2.9 0.6 3.5 1.0

その他のエクスポージャー 62.4 3.5 3.4 6.9 4.9

合計 1,185.116.5 9.6 26.1 14.9 1.9

(注1)　支払期日を90日超経過したもの

2011年12月31日現在における減損エクスポージャーおよび価値調整額
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（十億ユーロ）

2011年12月31日

減損したエクスポージャー

総エクス

ポージャー

標準的アプ

ローチ
(1)

IRBアプ

ローチ
合計

個別の価値

調整額

集合的な価

値調整額

中央政府および中央銀行 156.6 0.1 0.0 0.1 0.0

機関 466.8 0.0 0.6 0.6 0.6

企業 360.6 4.9 3.2 8.1 4.2

小口顧客 199.4 10.7 5.2 15.9 9.2

中小企業 25.8 1.9 0.7 2.5 1.5

回転信用 36.9 2.3 0.6 3.0 2.0

住宅ローン 70.2 2.5 0.5 3.0 0.8

その他のエクスポージャー 66.5 4.0 3.4 7.4 4.9

合計 1,183.415.7 9.0 24.7 14.0 2.0

(注1)　支払期日を90日超経過したもの

2012年12月31日現在の減損エクスポージャーは26.1十億ユーロで、2011年12月から5.8％増となった。これは、

期間中おおよそ横ばい（0.14％増）であった総エクスポージャーを大きく上回る増加であった。企業ポートフォ

リオについて2011年度に見られた増加傾向は加速し（19％増）、小口顧客ポートフォリオの減損エクスポー

ジャーは全体的にわずかに減少した（1.7％減）。金額はいまだ比較的小さいが、2012年度は、中央政府および中

央銀行ならびに機関ポートフォリオの減損エクスポージャーが大幅に増加した（それぞれ54.0％増および

22.1％増）。

同時に、個別の価値調整額は6.9％増となり、期間中に3.6％減少した集合的価値調整額と対照的であった。

地域別減損エクスポージャーおよび価値調整額

2012年12月31日現在

（十億ユーロ）

標準的アプローチ 内部格付アプローチ

延滞分
(1) 債務不履行時

エクスポージャー

アフリカおよび中東 0.3 0.8

中央・南アメリカ 0.0 0.3

北アメリカ 0.0 0.5

アジアおよび太平洋諸国(日本を除く。) 0.0 0.2

東欧 0.7 0.3

西欧(イタリアを除く。) 9.4 1.0

フランス(海外領地を含む。) 1.8 3.8

イタリア 4.3 2.5

日本 0.0 0.1

合計額 16.5 9.5

2011年12月31日現在

（十億ユーロ）

標準的アプローチ 内部格付アプローチ

延滞分
(1) 債務不履行時

エクスポージャー

アフリカおよび中東 0.3 0.7

中央・南アメリカ 0.0 0.3

北アメリカ 0.0 0.4

アジアおよび太平洋諸国(日本を除く。) 0.0 0.1

東欧 0.8 0.2

西欧(イタリアを除く。) 8.5 0.9

フランス(海外領地を含む。) 2.0 4.1

イタリア 4.1 2.1

日本 0.0 0.0

合計額 15.7 8.8

(注1)　支払期日を90日超経過したもの
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債務不履行の総エクスポージャー（標準的アプローチおよびIRBアプローチを使用）は、主として、イタリア

およびフランスを除く西欧に集中している。これらの地域は、このタイプのエクスポージャー総額に対してそれ

ぞれ40％、26％および22％を占めている。2011年度末と比べた全体的な増加は6％であったが、これら2つの地域に

おける経済が2012年度に悪化したことを反映し、イタリアを除く西欧およびイタリアにおいてはより大幅に増加

した（それぞれ11％増および9％増）。

4．見積損失と発生損失との比較

2012年12月31日現在、債務不履行時エクスポージャーに対する見積損失の比率は1.58％で、2011年12月31日現

在の比率1.60％よりもわずかに減少した。この比率は、中央政府および中央銀行、機関、企業、小口顧客ならびに株

式ポートフォリオについて計算される。

欧州銀行連盟（EBF）の第3の柱作業部会は、見積損失／債務不履行時エクスポージャー比率と、総エクスポー

ジャーに対する引当金の比率との比較を提案している（「第3の柱の開示調整に関するEBF最終文書（Final

Version of the EBF Report on the Alignment of Pillar 3 Disclosures）」を参照。）。2012年12月31日現在

の後者の比率は、2011年度の1.62％に対して1.67％であった。

＜Ⅱ．信用リスク軽減テクニック＞

定義：

■　担保：取引相手先の債務不履行時、または取引相手先に影響を与えるその他特定の信用事由が発生した場合、

一定の金額もしくは資産を清算し、確保し、またはそれらに対する所有権を取得する権利を当行に与え、それ

によってエクスポージャーに対する信用リスクを削減する担保権

■　人的保証：取引相手先の債務不履行またはその他特定の信用事由に際して、支払うべき金額を第三者が支払

うことで、エクスポージャーに対する信用リスクを削減する保証

1．担保管理システム

当行が使用する担保の主要なカテゴリについては、「リスク要因－信用リスク－受領担保および保証」の項

に記載されている。

信用を供与する際、担保は、当該資産価値、その変動率、および当該担保の価値と融資を受ける取引相手先の質

との相関関係を評価するために、分析される。担保の質にかかわらず、貸出決定における第一の基準は、一部の売

買目的融資を除き、債務者に、自己の業務活動による現金収入から債務を返済する能力があるか否かである。

金融担保の場合、通常、貸付契約においてエクスポージャーの最低カバレッジ比率および再調整条項を定め

る。金融担保は、証拠金請求の頻度および担保として譲渡された金融資産の潜在的価値の変動性に応じて、または

少なくとも四半期に1回、再評価される。

最低担保率（またはバーゼル2に基づき担保価値に適用されるヘアカット）は、再評価日現在の、当該有価証

券の価値の擬似最大偏差を測定することで決定される。この測定は、ある再評価から次の再評価までの期間、債務

不履行日から資産の清算開始日までの期間、および清算期間中について、99％の信頼区間において計算される。ま

たこのヘアカットは、当該有価証券と担保付エクスポージャーとが異なる通貨建てである場合の、通貨ミスマッ

チ・リスクに対しても適用される。株式の持ち高の規模から大量売却の可能性がある場合、または担保有価証券

の債務者および発行者が同一のリスク・グループに属する場合、追加のヘアカットが適用される。

担保として差し入れる不動産資産の当初の価値は、購入または建設費用に基づく。その後は、市場指数に基づ

く統計的アプローチによって、または少なくとも年に1回行われる専門家による評価に基づいて、再評価される。

リテール・バンキング（LCL、カリパルマ）においては、再評価は、自動的に不動産市場指数の変動に基づく。

これに対して不動産のプロジェクト・ファイナンスについては、主として、各種アプローチ（資産価値、賃貸価値

等）を組み合わせ、外部のベンチマークを取り入れた専門家による評価に基づき、資産の再評価が行われる。
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最低担保率（またはバーゼル2に基づき担保価値に適用されるヘアカット）については、クレディ・アグリコ

ル・CIBは、資産価値のモデリングを行うことで、再評価日から担保実現日までの不動産資産の価値を予測し、当

該期間中の担保権実行費用を含める。清算期間に関する仮定は、融資の種類（プロジェクト、不動産投資会社、不

動産開発会社等）によって異なる。

その他の資産クラスも、無償還金融資産として担保に供することができる。これは、航空機、船舶またはコモ

ディティ・ファイナンス等、一部の活動に関する場合である。これらの事業は、融資された資産の評価に関して専

門知識を有するミドルオフィスが行う。

2．プロテクション提供者

主として、当行が加入する輸出信用保険および無条件支払保証の2種類の保証が使用される（グループ内保証

を除く。）。

主要な保証提供者（クレジット・デリバティブを除く。次項を参照。）は、輸出信用調査機関であり、その大部

分は十分なソブリン格付を有する。主要3社は、コファス（フランス）、サーチェ・エス・ピー・エー（イタリ

ア）、オイラー・ヘルメス（ドイツ）およびコリア・エクスポート・インサー（韓国）である。

また、クレディ・ロジュモンまたはアンテルフィモ等の相互保証会社からも保証を受けており、これは価値の

低い貸出しを担保するものであるが、全体では相当額のリスク移転を行っている。

3．クレジット・デリバティブのヘッジ目的使用

ヘッジ目的でクレジット・デリバティブを使用することについては、「リスク要因－信用リスク－信用リス

ク軽減メカニズム－クレジット・デリバティブの使用」の項に記載されている。

＜Ⅲ．証券化取引＞

クレディ・アグリコル・グループは、オリジネーター、アレンジャーおよび投資家として、バーゼル2.5の基準

に従って証券化取引を行っている。

次に挙げる証券化取引は、欧州自己資本指令（CRD）をフランス法に適合させるための、2007年2月20日付命令

に定義された取引である。これは、エクスポージャーまたはエクスポージャー・プールに関する信用リスクが、以

下の特徴を有するトランシェに再分割される業務または構造を取り扱う。

■　支払が、裏付けのエクスポージャーまたはエクスポージャー・プールから実現される現金収入に依存してい

る。

■　トランシェの劣後によって、当該業務または構造の期間中の損失の配分が決定される。

証券化取引には、以下のものが含まれる。

■　一般的証券化：債券を発行する特別目的媒体に証券化エクスポージャーを経済的に移転すること。この業務

または構造は、オリジネート銀行が、または貸出仲介を通じて、証券化エクスポージャーの所有権を移転する

ことを意味する。発行された債券は、オリジネート銀行の支払債務を表象するものではない。

■　合成型の証券化：信用リスクがクレジット・デリバティブの使用または保証によって移転され、エクスポー

ジャー・プールはオリジネート銀行の貸借対照表上に残る。

1．目的および戦略

1.1　自己勘定証券化取引

当行グループは、2つのタイプの戦略を有する。

■　1つ目は、担保付借換取引の一環としての、証券化の使用である。これらの取引は、その全部または一部を、投資

家に販売し、買戻し条件付で売却し、または発行者の貸借対照表に記載されたまま借換管理の一貫として使

用される流動性の高い有価証券の準備金とすることがある。この業務には、当行グループの複数の事業体、主

としてCACFが関わっている。連結財務書類に与える影響は、財務書類に対する注記2.3「証券化取引」（「第
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6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務

書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

■　2つ目の戦略は、クレディ・アグリコル・CIBのコーポレート・ファイナンシング・ポートフォリオをアク

ティブ運用するための、その他の商品（主としてクレジット・デリバティブ）と組み合わせた証券化の使用

である。

この業務では、単一のエクスポージャーに対してクレジット・デリバティブを購入したり（「リスク管理－

リスク要因および第3の柱－信用リスク－クレジット・デリバティブの使用」を参照。）、リスク軽減のため資産

ポートフォリオのファーストロス・プロテクションを購入したりする。また、リスク分散のため、クレジット・デ

リバティブの売却およびエクスポージャーのシニア・トランシェの購入も行う。

このような信用リスク管理の目的は、企業の貸出金残高の集中を削減し、調達源を自由化してオリジネーショ

ンおよび損失レベルの引下げを可能にすることである。この業務は、与信ポートフォリオ管理（CPM）部門が管理

している。自己勘定の証券化ポジションに対するリスク加重エクスポージャーを計算する際は、当局が設定する

計算方法が使用される。この業務において、当行は、すべてのトランシェについて組織的にはプロテクションを購

入していない。これは、全体のリスクの一部は保持しつつ、リスクの高い特定のファイナンシング・ポートフォリ

オ・トランシェをカバーすることが、管理の目的だからである。

1.2　投資家としての証券化取引

この事業は主として、クレディ・アグリコル・CIBに対する投資のうち、非継続事業であるか、またはリスクが

低いと判断され、クレディ・アグリコル・CIBが長期保有する意思のある投資からなる。これらは、2009年度、専用

の規制銀行勘定に分離された。これらの業務には、市場リスクはない。

1.3　アレンジャー／スポンサー、仲介人またはオリジネーターとして行った証券化取引代行

クレディ・アグリコル・グループのうちクレディ・アグリコル・CIBのみが、顧客の代理として証券化業務を

行っている。

クレディ・アグリコル・CIBが債券市場本部の業務を通じて顧客の代理として行った証券化取引によって、流

動性ファシリティが発行され、必要であれば特別事業体に対して保証が提供される（「ABCPコンデュイッ

ト」）。これらの特別事業体とは、2012年12月31日現在適用されていたIAS第27号のSIC12の基準により、バンクラ

プシー・リモートで、かつ、当行グループによって連結されていないものをいう。

注目すべきは、欧州の顧客の代理として行った証券化取引の大部分には、クレディ・アグリコル・CIBの全額

出資銀行子会社であり、債権購入の資金提供を行うエステール・フィナンス・ティトリザシオンが関与している

ことである。

アレンジャー／スポンサーとして行った活動

1．短期借換取引

短期の活動は、クレディ・アグリコル・CIBが主要な顧客に提供する必要運転経済資本（WCR）ファイナンス

・サービスである。裏付けとなる資産は、主として商業貸出金または金融貸出金である。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBがスポンサーを務める単独マルチセラーABCPコンデュイッ

トは2件あり（LMAおよびアトランティック）、これらは顧客の代理として行った取引専用であった。これらの事

業体は、コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期証券を発行することで、現地市場から資金を調達する。

スポンサー事業は、エステール・フィナンス・ティトリザシオンの関与しない取引に限定される。

LMAおよびアトランティックに付与された流動性ファシリティの約定済金額は、2012年12月31日現在、9.9十億

ユーロであった（LMA:3.4十億ユーロ、アトランティック：6.5十億ユーロ）。

証券化事業は、SIV（ストラクチャード・インベストメント・ビークル）のスポンサーとなったことはない。
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2．中長期借換取引

欧州および米国において、クレディ・アグリコル・CIBのストラクチャリング・プラットフォームは依然アク

ティブで、現在のリスクおよび流動性に関する制約に適応した商品を使用して、引き続き顧客にファイナンシン

グ・サービスを提供している。

これらのサービスでは、単独資金（特別目的会社および／またはコンデュイット）に付与した流動性ファシ

リティを実行し、顧客の証券化資産を受け取ることがある。これらのすべてのファシリティは、いくつか保持して

いる残余ポジションと合わせて、2012年12月31日現在は1.9十億ユーロとなった。

仲介業務

クレディ・アグリコル・CIBは、証券化前融資、ストラクチャリング、および顧客資産プールの裏付けがある有

価証券の投資家に対する募集を行う。

この事業において、当行は、証券化ビークルに対するバックアップ・ラインの潜在的寄与または発行済証券の

共有等、比較的低いリスクしか有しない。

オリジネーターとして行った活動

この業務は、スポンサー業務と経済論理は同じだが、以下の特異性を有する。

■　欧州の仕組取引のみに適用される。

■　LMAまたはアトランティックのコンデュイットを通じて借換を行う前に、エステール・フィナンス・ティトリ

ザシオンが資産を買い取る。

この役割においてLMAに付与された流動性ファシリティには、2012年12月31日現在、6.3十億ユーロが約定済み

であった。

1.4　2012年度の業務代行の概要

2012年度、クレディ・アグリコル・CIBの証券化活動は、以下の特徴を有していた。

■　米国における公開資産担保証券市場の発展および欧州におけるその再開の支援。クレディ・アグリコル・CIB

は、特に自動車産業および消費者金融において、大手「金融機関」顧客に代わり、多数の主要な資産担保証券

発行の募集をまとめた（アレンジャーおよびブックランナー）。

■　ABCPコンデュイット市場においては、欧州および米国の両方の市場において、業界大手の地位を維持した。こ

れは、主として企業顧客のための商業もしくは金融貸出金の証券化業務を刷新し、新たな証券化業務を実施

する一方、当行が負担するリスクの分析を適正に行ったためである。クレディ・アグリコル・CIBの戦略は、

自己の顧客に対する融資に重点を置くもので、投資家の評価を受け、融資条件の競争力を維持した。

2．リスクの監督および認識

2.1　リスクの監督

証券化エクスポージャー（オンバランスシートまたはオフバランスシートで認識される。）によって、クレ

ディ・アグリコル・エス・エー・グループの規制ポートフォリオに関して、以下の類型によるリスク加重資産

（RWA）および資本需要が発生する。

■　重要なリスクが移動する範囲において、バーゼル2.5に基づき効率的とみなされる、自己勘定の合成型の証券

化

■　当行グループが以下の投資ポジションを有するプログラム

■　当初のアレンジャーおよび／またはスポンサーであった。

■　または第三者が発行したプログラムに投資していた。

クレディ・アグリコル・グループの証券化エクスポージャーの大部分は、以下のとおりIRB証券化アプローチ
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を用いて測定される。

■　欧州銀行監督委員会（CEBS）の承認を受けた機関による外部の公的格付（直接または推定）を有するエクス

ポージャーについては、格付に基づくアプローチ（RBA）。利用する外部機関は、スタンダード＆プアーズ、

ムーディーズ、フィッチ・レーティングスおよびドミニオン・ボンド・レーティング・サービシズ（DBRS）

である。

■　内部評価アプローチ（IAA）：検討中のエクスポージャーについては機関による格付がないため、クレディ・

アグリコル・エス・エーの標準方法委員会が主要な資産クラス（主として商業貸出金）について承認した

当行の内部格付法

■　当局が設定する計算方法（SFA）：外部の公的格付がなく、外部の公的格付を有しないエクスポージャーにつ

いてはIAA法を適用する可能性もない、残りのケース

これらの格付は、これらの証券化取引によって発生したあらゆるタイプのリスクに適用される。債権に固有の

リスク（債務者の債務超過、返済遅延、希薄化、債権の相殺）または取引の組成におけるリスク（法的リスク、債

権回収循環に関するリスク、譲渡した債権の管理者が定期的に提供する情報の質に関するリスク等）。

これらは批判的に検討された格付であり、かかる取引に関する審査を行う際の補助でしかない。かかる審査

は、信用委員会が様々なレベルで行う。

与信審査は取引に関するもので、同じ委員会によって少なくとも年1回は見直される。委員会の審査には、取得

したポートフォリオの変化（延滞率、損失率、部門または地域の集中度、債権の希薄化率または独立した専門家に

よる資産の定期評価等）に応じて異なる制限が含まれている。これらの制限に違反すると、条件がより厳しくな

るか、またはその取引について期限前償還がされる場合がある。

また与信審査には、当行のその他の信用委員会と連携した、債権の譲受人から発生したリスクに重点を置いた

評価、およびこれらの債権の管理に故障があった場合、管理者を別の者と交代させる可能性も含まれている。

さらに、当行グループの様々な事業体が保有する、比較的少額の証券化取引は、標準的な手法を用いて取り扱

われている。

2.2　会計方法

証券化取引において、IAS第39号に関して、認識中止テストが行われる（このテストの基準については、連結財

務書類に対する注記1.3「会計原則および方法」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および

2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）を参照。）。証券化

取引が連結財務書類の自己勘定に与える影響については、財務書類に対する注記2「当会計年度の重要な情報」

（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財

務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

合成型の証券化においては、資産が当該機関の管理下にある限り、認識は中止されない。当該資産は、その区分

および当初の評価方法に従って、引き続き認識される（連結財務書類に対する注記1.3「会計原則および方法」

（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財

務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）における金融資産の分類および評価方法についての記述を参

照。）。受け取った保証は、オフバランスシートで、対象範囲のみ認識される。

3．エクスポージャー

3.1　内部格付に基づくアプローチ

証券化業務リスクの債務不履行時エクスポージャー－内容別
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原資産

（百万ユーロ）

2012年12月31日現在における

証券化された債務不履行時エクスポージャー

従来型 合成型

投資家
オリジネー

ター
スポンサー 投資家

オリジネー

ター
スポンサー 合計

住宅不動産ローン 402 - 270 192 - - 864

商業用不動産ローン 68 61 264 56 - - 449

クレジットカード・ローン 1 - - - - - 1

リース - - 1,456 - - - 1,456

企業および中小企業に対する

貸出金
516 1,726 - 26,0782,346 - 30,665

個人ローン 16 11 2,338 - - - 2,365

売上債権 - 7,321 3,751 - - - 11,072

第二次証券化 318 221 39 128 5 - 711

その他の資産 380 349 3,864 1,018 - - 5,611

合計 1,701 9,68911,98227,4722,351 - 53,195

証券化業務リスクの債務不履行時エクスポージャー－リスク加重アプローチ別

原資産

（百万ユーロ）

2012年12月31日現在における

証券化された

債務不履行時エクスポージャー

当局が設定

する計算方法

内部評価

アプローチ

格付に基づく

アプローチ
合計

住宅不動産ローン - - 864 864

商業用不動産ローン - - 449 449

クレジットカード・ローン - - 1 1

リース - 1,393 64 1,456

企業および中小企業に対する

貸出金
27,851 - 2,815 30,665

個人ローン - 1,778 587 2,365

売上債権 101 10,971 - 11,073

第二次証券化 - - 711 711

その他の資産 2,180 1,765 1,665 5,611

合計 30,132 15,907 7,156 53,195

証券化業務リスクの債務不履行時エクスポージャー－重み付け別

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

債務不履行時エクスポージャー 53,195 57,953

外部格付に基づくアプローチ 7,156 9,358

加重比率6-10％ 4,123 6,393

加重比率12-35％ 1,984 1,163

加重比率40-75％ 384 547

加重比率100-650％ 580 1,183

加重比率1,250％ 85 73

内部評価アプローチ 15,907 14,418

平均加重比率(％) 9.99 11.03

当局が設定する計算方法 30,132 34,177

平均加重比率(％) 7.67 8.85

リスク加重エクスポージャー 6,994 8,207

資本要件 559 657

自己資本から控除されるエクスポージャー

2012年12月31日現在、バーゼル2.5自己資本から控除されるエクスポージャー総額は、714百万ユーロであった。
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3.2　標準的アプローチに基づく証券化業務

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

証券化に係るエクスポージャー合計 528.5 764.3

従来型の証券化 528.5 764.3

合成型の証券化 - -

標準的手法に基づく証券化エクスポージャーの総額は、内部格付ベース・アプローチに基づくエクスポー

ジャーと比べるとわずかであった（「内部格付ベース・アプローチ」の項を参照。）。

保有または取得した証券化エクスポージャー総額（エクスポージャー・アット・リスク）

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

保有するまたは取得した証券化エクスポージャーの合計 499.4 763.7

外部信用格付を有するもの 493.6 761.8

加重比率20％ 381.8 728.6

加重比率40％ - -

加重比率50％ 105.4 21.6

加重比率100％ 4.3 5.0

加重比率225％ - -

加重比率350％ 2.1 6.6

加重比率650％ 0.0 -

加重比率1,250％ 5.8 2.0

透明性アプローチ - -

これらのエクスポージャーの大部分は、銀行ポートフォリオに保有され、透明性をもって取り扱われる投資信

託の証券化部分に対応する。

＜Ⅳ．銀行ポートフォリオにおけるエクイティ・エクスポージャー＞

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのエクイティ・エクスポージャー（売買目的勘定を除く。）

は、発行者の資産もしくは利益に対して残余劣後請求権を有する、または同様の経済的内容を有する有価証券で

構成される。これらには主として、以下のものが含まれる。

■　上場および非上場株式ならびに投資ファンドに対する持分

■　転換、償還権付または交換債券に対する潜在的オプション

■　ストック・オプション

■　下位劣後債

財務書類に対する注記1.3「会計方針および原則－金融商品」（「第6　経理の状況　―1　財務書類―(1) 2012

年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―　A.　連結財務書類　―(3)　連結財務書類に対する注

記」）に記載のとおり、管理目的上、非連結株式持分（損益を通じた公正価値の金融資産、または損益を通じた公

正価値もしくは売買目的保有に分類された金融資産、売却可能金融資産、満期保有投資、貸出金および債権）が取

得された。

会計方針および使用する評価手法については、連結財務書類に対する注記1.3「会計方針および原則」（「第

6　経理の状況―1　財務書類―(1)2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類

―(3) 連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

総エクスポージャーおよび債務不履行時エクスポージャー－エクスポージャー・クラス別
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（十億ユーロ）

2012年12月31日 2011年12月31日

総エクスポー

ジャー

債務不履行

エクスポー

ジャー

総エクスポー

ジャー

債務不履行

エクスポー

ジャー

内部格付に基づくアプローチによる

エクイティ・エクスポージャー
18.9 3.6 19.0 4.3

十分に分散されたポートフォリオにおける

プライベート・エクイティ・エクスポージャー
1.0 1.0 1.2 1.2

上場エクイティ・エクスポージャー 2.5 1.2 3.2 2.0

その他のエクイティ・エクスポージャー 15.4 1.4 14.6 1.1

標準的アプローチによる

エクイティ・エクスポージャー
3.4 1.7 3.3 1.7

エクイティ・エクスポージャー合計 22.3 5.3 22.3 6.0

標準的アプローチに基づくエクイティ・エクスポージャーには、主として、アムンディの子会社であるセジェ

スパール・フィナンスがアムンディの管理する特定の投資信託に代わり行った保証が含まれる。このエクスポー

ジャーの規制上のクレジット換算係数（CCF）を考慮すると、債務不履行時エクスポージャーの総額は総エクス

ポージャーよりもはるかに低い。

内部格付ベース・アプローチに基づくエクイティ・エクスポージャーは、主として、クレディ・アグリコル・

エス・エー、クレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコル・アンヴェスティスモン・エ・フィナン

スのポートフォリオからなる。

2012年12月31日現在の内部格付アプローチに基づくエクイティ・エクスポージャーの帳簿価額は、2011年12月

31日現在の19十億ユーロに対して、18.9十億ユーロとなった。

当年度の見直された売却および清算による累積損益については、連結財務書類に対する注記4「損益計算書に

対する注記」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1)2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度

―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

市場リスク

＜Ⅰ．内部モデルに基づく市場リスク測定および管理方法＞

市場リスクを測定および管理する内部手法については、「リスク要因－市場リスク－市場リスクの測定および

管理方法」の項に記載されている。

＜Ⅱ．売買目的勘定の評価規則および手続き＞

売買目的勘定における様々な項目の評価のための規則については、連結財務書類に対する注記1.3「会計方針

および原則」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1)2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度

―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

測定モデルは、「リスク要因－市場リスク－市場リスクの測定および管理方法」に記載のとおり、定期的に見

直される。

＜Ⅲ．売買目的勘定に含まれない取引における金利リスク－グローバル金利リスク＞

金利リスクの内容、主要な仮定および金利リスク測定の頻度については、「リスク要因－資産／負債管理－グ

ローバル金利リスク」の項に記載されている。

業務リスク

＜Ⅰ．先進的計測アプローチ＞

先進的計測アプローチおよび標準的アプローチの適用範囲、ならびに先進的計測アプローチの方法の詳細は、

「リスク要因－業務リスク－方法」の項に記載されている。
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＜Ⅱ．業務リスク削減のための保険テクニック＞

業務リスクを削減するために利用する保険テクニックについては、「リスク要因－業務リスクの保険および担

保範囲」の項に記載されている。

上記のほか、下記「４　事業等のリスク」および「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」を参照。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 179/1332



４ 【事業等のリスク】

当行およびその事業に関するリスク

当行は、銀行業務に固有の複数のカテゴリのリスクを有している。

当行の業務に固有のリスクには、以下に概説する4つの主要カテゴリがある。以下のリスク要因は、これら異な

るタイプのリスク（最近の金融危機による影響を含む。）について詳述し、または具体的な例を挙げるものであ

り、当行が直面するその他のリスクについても述べている。

■　信用リスク：信用リスクは、取引相手先が契約上の債務を履行できなくなった場合に発生する財務損失のリ

スクである。取引相手先は、銀行、金融機関、工業もしくは商業を営む企業、政府および政府の各種組織、投資

ファンド、または個人である場合もある。信用リスクは、貸出業務から発生し、売買、キャピタル・マーケッ

ツ、デリバティブおよび決済業務等、当行が取引相手先の債務不履行リスクにさらされるその他様々な業務

からも発生する。また当行のファクタリング事業に関しても信用リスクは発生するが、このリスクは取引相

手先そのものではなく取引相手先の顧客の信用に関するものである。

■　市場および流動性リスク：市場リスクは、主として市場パラメータの悪化によって利益が減少するリスクで

ある。これらのパラメータには、為替レート、債券価格および金利、有価証券およびコモディティ価格、デリ

バティブ価格、金融商品の信用スプレッドならびに不動産等その他の資産の価格が含まれるが、これらに限

定されない。また流動性は、唯一ではないが、市場リスクの重要な要素である。流動性がほとんどまたはまっ

たくない場合、金融商品または移転可能資産は、評価額で譲渡することができない（これは、最近の混乱し

た市場環境におけるいくつかのカテゴリの資産と同様である。）。流動性が欠如する可能性があるのは、資

本の調達力が減少し、顧客により預金が引き出され、現金もしくは資本需要が予測不能となり、または法的

規制が課された場合である。

市場リスクは、売買目的ポートフォリオおよび非売買目的ポートフォリオから発生する。非売買目的ポート

フォリオには、以下のものが含まれる。

■　資産負債管理に関するリスク：これは、銀行勘定または保険事業における資産と負債のミスマッチによ

り、利益が減少するリスクである。このリスクは、主として金利リスクによって引き起こされる。

■　投資業務に関するリスク：これは、損益計算書に計上され、または株主資本に直接計上される、有価証券

ポートフォリオの投資資産価値の変動に直接関係するものである。

■　譲渡性資産の価値変動によって間接的に影響を受ける、その他の業務（不動産業務等）に関するリス

ク。

■　業務リスク：業務リスクは、内部プロセスの不正もしくは不調、または外部事象（故意、偶発または自然発生

のいずれであるとを問わない。）による損失のリスクである。内部プロセスには、人事および情報システム、

リスク管理ならびに内部統制（不正行為防止を含む。）が含まれるが、これらに限定されない。外部事象に

は、洪水、火災、暴風、地震またはテロリストによる攻撃が含まれる。

■　保険リスク：保険リスクは、予測された保険金請求と実際の保険金請求とのミスマッチによって利益が減少

するリスクである。保険商品に応じて、このリスクは、マクロ経済の変化、顧客の行動パターンの変化、公的

医療の変化、パンデミック、事故および大惨事（地震、暴風、産業災害、またはテロ行為もしくは戦争）に

よって影響を受ける。

ヨーロッパにおける最近の経済および財政状況は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループおよびクレ

ディ・アグリコル・エス・エー・グループが業務を行う市場に影響を与えており、今後も影響を与えるおそれが

ある。

ユーロ圏の複数の国の債務返済能力に関する懸念、限定的な経済発展および複数の国における政治不安が生じ

た結果、欧州市場は最近大きく混乱した。この混乱により、他の主要通貨に対するユーロの為替レートが変動し、
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株式市場指数に影響が生じ、欧州連合内の国々の経済の短期見通しおよび欧州連合のソブリン債務者の債務の質

が不透明になった。また、欧州および世界の金融市場および経済にも、間接的な影響があった。

当行の事業は、これらの状況によって影響を受けている。当行は、ソブリン債、貸付ポートフォリオおよび株式

投資に関する重大な減損費用、ならびにギリシャおよびイタリアを含む最も深刻な影響のある国々に関するリス

ク費用の増加を計上している。当行はまた、法人営業および投資銀行業を営む子会社、フランスおよびイタリアに

おける消費者金融を営む子会社ならびにイタリアにおけるリテール・バンキングを営む子会社に関するのれん

の減損およびリストラクチャリング費用を計上している。これらの費用により、クレディ・アグリコル・エス・

エー・グループは、2012年度において多額の純損失を計上した。

これらの直接的な影響に加えて、当行はまた、当行の国内市場であるフランスを含むユーロ圏のほとんどの国

に影響を与えたユーロ圏危機の広がりによっても、間接的に影響を受けた。2011年および2012年、2つの格付機関

によるフランスのソブリン債の格下げに伴い、これらの機関による当行を含むフランスの商業銀行の優先債発行

についての信用格付が自動的に引き下げられた。さらに近日では、複数のヨーロッパの国々、特に当行が重要な銀

行業務を行っているイタリアにおいて、緊縮財政への反感が政治不安につながっている。

さらに、米国MMF等一部の市場参加者は、欧州危機がフランスの銀行に与える影響を認知したことで、フランス

の銀行に融資することに対して以前よりも消極的になったため、当行を含むフランスの銀行の流動性、特に米ド

ルの調達力が一時的に弱まっている。この状況は、2011年度に特に深刻であり、最近数ヶ月で一定程度改善された

ものの、市場環境が再び悪化しない保証はない。

フランス、イタリアまたは欧州の他の国における経済または市場の状況がさらに悪化した場合、とりわけソブ

リン債務危機が悪化した場合（ソブリンの債務不履行、またはソブリンがユーロから撤退するという認識等）、

当行が業務を行う市場が大きく混乱し、当行の事業、経営成績および財政状態はマイナスの影響を受けるおそれ

がある。

世界信用市場の混乱を含む世界的金融危機は、クレディ・アグリコル・グループの利益および財政状態に悪影響

を与えており、今後も悪影響を与えるおそれがある。

クレディ・アグリコル・グループの業務、利益および財政状態は、金融市場における史上最大の混乱によって

影響を受けた。とりわけ2007年から2009年に生じた発行市場および流通市場における混乱が顕著で、世界の金融

市場に現在も影響を与えている。不利な市況が続き、またはこれがさらに悪化した場合、クレディ・アグリコル・

グループの経営成績に悪影響を与えるおそれがある。

世界的な金融危機の中、金融市場全般の安定および取引相手先の強度に関する懸念を反映して、多くの市場レ

ンダーおよび機関投資家が、他の金融機関を含む債務者に対する資金の供給を削減または停止した。このような

市場の混乱および金融の引締めにより、商業および消費者の支払延滞率が上昇し、消費者の景気信頼感がなくな

り、市場の変動性が増し、株式市場指数が急激に下落し、事業活動全般が広く減少した。債券市場の状況には、流動

性の減少および信用リスク・プレミアムの増加が含まれており、これにより市場での債券による資金調達費用は

大幅に増加した。債券流通市場が大きく混乱したことで、これらの状況は悪化し、新規貸出しに利用可能な資金も

減少した。

金融市場の混乱には、多くの複合資産（とりわけ、大部分が米国で組成されたサブプライム・モーゲージ・

ローンに基づくもの）のための取引市場が消滅したことも含まれる。この結果、資産価値が不透明になり、クレ

ディ・アグリコル・グループを含む世界の金融機関の帳簿において、多額の貸倒処理が行われた。その他の資産

カテゴリも、金融機関が流動性需要を満たすために売却したため、影響を受けた。金融市場の流動性がなくなった

ことで、事業ファイナンスの費用の増加および利用可能性の低下が生じたため、経済全般に不利な環境が広まっ

た。これらの市場の混乱が大幅に悪化すれば、クレディ・アグリコル・グループの経営成績および財政状態にも

悪影響が生じるおそれがある。
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世界の金融危機に対応した法的措置および規制措置は、クレディ・アグリコル・グループならびにクレディ・ア

グリコル・グループが業務を行う金融および経済環境に重大な影響を与えるおそれがある。

世界の金融環境に多数の変更（一部は恒久的）をもたらすため、最近、法律および規制が制定され、または提案

された。これらの新措置の目的は金融危機の再発を回避することであるが、新措置の影響は、クレディ・アグリコ

ル・グループおよび他の金融機関が業務を行う環境を大幅に変更する可能性がある。

すでに取られた新措置または今後取られる可能性のある新措置には、資本および流動性要件の厳格化、金融取

引に対する課税、一定以上の従業員報酬に対する制限または課税、商業銀行が行い得る業務の種類の制限（とり

わけ自己勘定取引、ならびにプライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドの投資および保有）

または一定の活動に関する新たな制限要件、デリバティブ等一部の金融活動または金融商品に対する制限、なら

びに権限を強化した規制機関の新設が含まれる。新措置のうちいくつかは提案段階にあり、現在検討中で、変更お

よび解釈の必要があり、さらに、各国の国家規制当局による枠組みに適応させる必要がある。

これらの措置の結果、クレディ・アグリコル・グループは、新要件を遵守するために業務の一部の規模の縮小

を余儀なくされる可能性がある。このため、銀行業務純益および関連する業務による利益が減少し、業務および資

産ポートフォリオの一部が削減または売却され、資産の減損処理が行われた（これらは今後も継続する。）。

さらに、政治環境は概して銀行および金融業界にとって不利な方向へ向かっており、立法機関および規制当局

は規制措置の厳格化を迫られているが、これらの措置は、貸出しおよび他の金融活動ならびに経済に対して、悪影

響を与えるおそれがある。新たな法的および規制措置は引き続き不透明であるため、クレディ・アグリコル・グ

ループに対する影響を予測することは不可能である。

報酬に関するヨーロッパの法案および規制案により、クレディ・アグリコル・グループの法人営業および投資銀

行事業が重大な影響を受けるおそれがある。

ヨーロッパで現在検討されている法案および規制案により、特に法人営業および投資銀行部門などの一定の従

業員に支払われる報酬の仕組みおよび金額が大幅に変更される可能性がある。これらの案が現在の形で採択され

た場合、かかる従業員の固定報酬を超える額（またはかかる従業員の報酬の2倍の額（株主の承認が必要））の

現金賞与の支払が禁止され、また、株式ベースの賞与に制限が課されることになる。これらの案の潜在的影響を予

測するのは難しい。これらによって、資格を有する従業員が要求する固定報酬の額が大幅に増加する可能性があ

り、その場合、クレディ・アグリコル・グループの費用基盤の柔軟性が低下し、その結果、より可変性のある報酬

の仕組みにおける場合と比べて、市場低迷の中で得られる純利益が減少する可能性がある。また、これらの案によ

り、法人営業および投資銀行部門における資格を有する従業員を引き付けることがさらに難しくなる可能性があ

る。

当行は、その法人営業および投資銀行子会社とともに、高い信用格付を維持しなければならず、これができなけれ

ば事業および収益性に悪影響が生じるおそれがある。

当行の流動性および金融市場で活動する関連会社（主に法人営業および投資銀行子会社であるクレディ・ア

グリコル・CIB）の流動性にとって、信用格付は重要である。格下げされれば、当行またはクレディ・アグリコル

・CIBの流動性および競争力に悪影響が生じ、借入費用が増加し、資金調達力が制限され、またはクレディ・アグ

リコル・グループのカバード・ボンド・プログラムもしくは売買および担保付融資契約の双務規定に基づく義

務が適用される場合がある。当行の信用格付は、2010年、2011年および2012年に引き下げられ、今後さらなる引下

げがないという保証はない。

当行およびクレディ・アグリコル・CIBが市場の投資家から長期無担保資金を調達する費用は、信用格付に

よって大きく左右される信用スプレッド（満期が同じ政府債について債券投資家に支払われる利息を超過する
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金額）に直接関係する。信用スプレッドが拡大すれば、当行またはクレディ・アグリコル・CIBの資金調達費用が

大幅に増加する可能性がある。信用スプレッドの変動は連続的で、市場と連動しており、また予測不能で変動性の

高い動きに左右される場合がある。また信用スプレッドは、市場における信用力の認識によって影響を受ける。さ

らに信用スプレッドは、当行またはクレディ・アグリコル・CIBの債務の基準となるクレジット・デフォルト・

スワップの購入者が負担する費用の変化によって影響を受ける。かかる費用の変化は、これらの債務の信用の質、

ならびに当行およびクレディ・アグリコル・CIBが制御し得ない数々の市場要素によって、影響を受ける。

当行は、リストラクチャリング計画および同様の戦略的構想の目標を達成できない場合がある。

2011年度、当行は、法人営業および投資銀行業務ならびに専門金融サービスの両事業部門を中心とした、流動性

要件の構造的削減、資金調達源の多様化、資本基盤の強化、および業務ポートフォリオの合理化等、新たな市場環

境に適用するためのリストラクチャリング計画を発表した。当行はまた、費用削減計画およびその他の試みを通

じてさらに業務効率を改善するための計画を含む、その他の戦略的構想を発表した。

当行は、2013年の初めに開始する、3年間での650百万ユーロの費用削減プログラムを発表した。かかる計画の目

的を達成できるか否かもまた、全般的な経済状況ならびにフランス経済およびクレディ・アグリコル・グループ

が重要な拠点を有する国（特にイタリア）の経済の展望に大きく左右される。

当行のリスク管理政策、手続きおよび手法は、未特定または不測のリスクには対応できないため、これらが重大な

損失につながるおそれがある。

当行は、リスク管理政策、手続きおよび評価手法の開発に多額の資金をつぎ込んでおり、今後もこれを続ける意

向である。もっとも、当行のリスク管理技術および戦略は、あらゆる経済市場環境におけるリスク・エクスポー

ジャーの軽減に関して、または当行が特定もしくは予測できないリスクを含むあらゆるタイプのリスクに対し

て、十分な効果を有しないおそれがある。

当行のリスク管理における定性的ツールおよび測定基準には、過去に観察した市場の動向に基づくものがあ

る。当行は、リスク・エクスポージャーを評価する際、これらの観察に統計その他のツールを適用する。これらの

ツールおよび測定基準は、将来のリスク・エクスポージャーを予測できない場合がある。これらのリスク・エク

スポージャーは、たとえば、当行が統計モデルにおいて予測または正確に評価しなかった要因から発生する可能

性がある。この場合、当行のリスク管理能力は限定的となり、業績にも影響が生じる。

当行は、他の当事者の信用リスクにさらされる。

金融機関である当行は、顧客および取引相手先の信用力に影響される。信用リスクは、取引相手先が債務を履行

することができなくなった場合で、当行の勘定におけるかかる当該債務の帳簿価額がプラスであるときに発生す

る。取引相手先は、銀行、金融機関、工業もしくは商業を営む企業、政府および政府の各種組織、投資ファンド、また

は個人である場合もある。当行が計上した資産の減損引当金は、損失を十分にカバーできない場合があり、当行

は、将来の貸倒債権および貸倒懸念債権に備えて、多額の費用を追加計上しなければならない可能性がある。

市場または経済状況の悪化により、当行の銀行業務純益が減少する場合がある。

当行の事業は、フランス、欧州および当行が業務を行う世界中の他の国々の金融市場および経済状況により、大

きな影響を受ける。市場または経済状況が悪化した場合、金融機関の将来的な営業環境は困難なものになるおそ

れがある。特に、コモディティ価格の継続的な変動、金利、担保価格、為替レート、債券発行の個別イールド・プレ

ミアム、貴金属価格の変動、市場間コリレーション、および不測の地政学的事象が市場環境の悪化につながり、当

行の銀行業務純益を減少させる可能性がある。
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当行は、その業務範囲により、特定の政治、マクロ経済および金融環境または状況に対して脆弱であるおそれがあ

る。

当行は、外国、特に当行が業務を行う国々における経済、金融、政治または社会の状況が、当行の財務的利害に影

響を与えるリスクである、カントリー・リスクを負う。当行は、カントリー・リスクを監視し、公正価値の調整お

よび財務書類に計上するリスク費用において、かかるリスクを考慮する。ただし、当行は、政治またはマクロ経済

の大幅な変化により、追加費用を計上し、または財務書類に従前計上した金額を超えて損失を認識しなければな

らない可能性がある。

当行は、激しい競争に直面している。

当行は、あらゆる金融サービス市場において、ならびに提供する商品およびサービスについて、激しい競争に直

面している。欧州の金融サービス市場は比較的成熟しており、金融サービス商品に対する需要は、経済全体の推移

に関連している部分がある。この環境における競争は、提供する商品およびサービス、価格設定、販売システム、顧

客サービス、ブランド認知、財務力の把握、ならびに顧客のニーズに応えるために資本を利用する意思の有無等、

様々な要因に基づいている。連結会計によって、当行を含む多くの企業が、保険、貸出しおよび預金の受入れから、

ブローカレッジ業務、投資銀行業務および資産運用サービスまで、幅広い商品を取り扱うことができるように

なった。

市場の低迷中、ブローカレッジ業務ならびにその他の手数料および報酬ベースの事業から当行が受領する収益は

減少するおそれがある。

最近の市場の低迷により、当行が顧客のために行った取引高は減少し、これに伴ってかかる業務による銀行業

務純益も減少した。さらに、当行が顧客ポートフォリオの管理費用として請求する報酬は、多くの場合これらの

ポートフォリオの価値または実績に基づいているため、市場の低迷によって顧客ポートフォリオの価値は下が

り、引出額が増加するなど、当行が資産運用およびプライベート・バンキング事業から受領する収益は減少した。

今後市場が低迷した場合、当行の経営成績および財政状態に同様の影響が生じるおそれがある。

市場が低迷しなくても、当行の投資信託および生命保険商品の業績が市場を下回った場合、引出額が増加して

収入が減少し、当行が資産運用および保険事業から受領する収益は減少する可能性がある。

他の金融機関および市場参加者の健全性および行動は、当行に悪影響を与えるおそれがある。

クレディ・アグリコル・グループの資金調達、投資およびデリバティブ取引能力は、他の金融機関または市場

参加者の健全性によってマイナスの影響を受けるおそれがある。金融サービス機関は、売買、決済、取引相手先、調

達またはその他の関係の結果、相互に関連している。このため、一もしくは複数の金融サービス機関が債務不履行

に陥り、もしくはかかる債務不履行の噂もしくは懸念が生じた場合、または金融サービス業界全般が信頼を失っ

た場合、市場全体に流動性の問題が発生し、さらなる損失または債務不履行につながるおそれがある。クレディ・

アグリコル・グループは、ブローカーおよびディーラー、商業銀行、投資銀行、投資信託およびヘッジ・ファンド、

ならびにクレディ・アグリコル・グループが定期的に取引を行うその他の法人顧客を含む、金融業界の多くの取

引相手先に対して、直接および間接的にエクスポージャーを有する。これらの取引の多くについては、債務不履行

の場合、クレディ・アグリコル・グループが信用リスクを負うことになる。さらに、クレディ・アグリコル・グ

ループが保有する担保物件を換価できない場合、またはクレディ・アグリコル・グループに対する貸出金もしく

はデリバティブ・エクスポージャーの全額を回収するに足りる価格でこれを換金できない場合、クレディ・アグ

リコル・グループの信用リスクは悪化するおそれがある。

市場の下落が長引いた場合、市場の流動性が減少することがあり、当行は資産の売却が困難となり、重大な損失に
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つながるおそれがある。

当行の事業のうちいくつかについては、市場の動き、特に資産価格の下落が長引いた場合、当該市場における業

務レベルが減少し、または市場の流動性が減少する可能性がある。当行が悪化する持分を適時に処分できない場

合、これらの動きは重大な損失につながるおそれがある。これは、当行が保有する資産で、流動性の高い市場のな

いものについて、特に可能性が高い。証券取引所またはその他の公共取引市場において取引されていない資産

（銀行間のデリバティブ契約等）は、公的な相場以外のモデルを用いて当行が計算した価値を有している場合が

ある。このような資産価格の下落を監視することは困難であるため、当行が予測しなかった損失につながる場合

がある。

金利が大幅に変動した場合、当行の銀行業務純益または収益性に悪影響が生じるおそれがある。

一定期間中に当行が得る純利息収益の金額は、当該期間中の全体的な銀行業務純益および収益性に大きな影響

を与える。金利は、当行の制御し得ない多くの要因に対する感応度が高い。市場金利の変動は、利付資産に課され

る金利に対しては、利付債務に対して支払われる金利とは異なる影響を有する。イールドカーブが悪化した場合、

当行の貸出業務からの純利息収益は減少する。さらに、短期調達金利の上昇および満期のミスマッチは、当行の収

益性に悪影響を与えるおそれがある。

資産の新たな減損処理額が大幅に増加し、または当行の貸出金および債権のポートフォリオに関して資産の減損

損失の額が従前計上した金額に達しなかった場合、当行の経営成績および財政状態に悪影響が発生するおそれが

ある。

当行は、貸出業務に関連して、貸出金および債権のポートフォリオに関する実際のまたは潜在的な損失を反映

するため、必要に応じて、定期的に資産の減損処理を行っている。これに相当する費用が損益計算書の「リスク費

用」に計上されている。当行のかかる資産の全体的な減損処理額は、過去の損失実績の評価、貸出しの金額および

種類、業界基準、期日経過貸出金、経済状況、および様々な貸出金の回収可能性、またはすべての関連する資産に全

体的に適用されるシナリオベースの統計的手法に関するその他の要因に基づいている。当行は、資産の適切な減

損処理を行うために最善を尽くしているが、不良資産が増加した結果、または2008年および2009年に起こったの

と同様の市場環境の悪化、もしくはイタリア等特定の国に影響を与える要因等の理由により、貸出事業は将来の

貸倒引当金を積み増さなければならない場合がある。貸倒引当金が大幅に増加した場合、または減損していない

貸出金ポートフォリオに固有の損失リスクについての当行の予測が大幅に変更された場合、ならびにかかるポー

トフォリオに関して計上された引当金を超過して貸倒れが発生した場合、当行の経営成績および財政状態に悪影

響が生じるおそれがある。

当行の有価証券およびデリバティブ・ポートフォリオならびに当行の負債の帳簿価額が調整された場合、当行の

純利益および株主資本に影響が生じるおそれがある。

貸借対照表における、当行の有価証券およびデリバティブ・ポートフォリオならびにその他の資産の一部、さ

らに当行の負債の帳簿価額は、各財務書類の日付で調整される。ほとんどの調整は、会計期間中の資産または負債

の公正価値の変動に基づいて行われ、損益計算書に計上され、または株主資本に直接計上される。損益計算書に計

上される変更は、他の資産の価値における逆の変化によって相殺されていない範囲において、当行の銀行業務純

益に影響を与え、結果として純利益にも影響を与える。公正価値の調整はすべて株主資本に影響を与え、結果とし

て当行の自己資本比率にも影響を与える。ある会計期間中に公正価値の調整が行われたことは、それ以降にさら

なる調整が必要ないことを意味するものではない。

当行のヘッジ戦略は、損失を防げない場合がある。
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当行が事業に伴う様々なリスク・タイプに対するエクスポージャーをヘッジするために用いる様々な手段お

よび戦略のいずれかが効果的でない場合、当行に損失が生じる可能性がある。戦略の多くは、過去の売買パターン

およびコリレーションに基づいている。たとえば、当行が資産の長期ポジションを有する場合において、短期ポジ

ションがかかる長期ポジションの価値の変動を相殺する方向に変動した実績を有するときに資産の短期ポジ

ションを取得することで、かかるポジションをヘッジすることができる。ただし、当行のヘッジは部分的である可

能性があり、またはこれらの戦略はあらゆる市場環境における当行のリスク・エクスポージャーの軽減におい

て、または将来のあらゆるタイプのリスクに対して、十分に効果を有しないおそれがある。市場において予想外の

動きがあった場合も当行のヘッジ戦略に影響が生じることがある。さらに、効果的でないヘッジによって発生し

た損益を計上することで、当行の報告利益はさらに変動するおそれがある。

当行が優秀な従業員を勧誘し保持できるか否かは、事業の成否にとって重要であり、これができない場合には業

績に重大な影響を与えるおそれがある。

当行の従業員は、当行の最も重要な資源であり、金融サービス業界の多くの分野において、優秀な人材を求める

競争は激しい。当行の業績は、新たな従業員を勧誘する一方、既存の従業員を保持し、その意欲を引き出すことが

できるか否かによって左右される。金融サービス業界において従業員給与を制限する法律および規制が制定さ

れ、または提案されていることから、当行は優秀な従業員を勧誘し保持することができない可能性がある。事業環

境の変化により、当行は、従業員をある事業から別の事業へ異動させ、または特定の事業に従事する従業員の数を

削減する場合がある。この場合、従業員が新しい任務に適応するまで一時的に業務が中断され、また当行は事業環

境の改善による利点を生かすことが難しくなる可能性がある。さらに、現在および将来の法律（移民および外部

委託に関する法律を含む。）により、当行は、ある区域から他の区域への職務または人員の異動を制限される場合

がある。この場合、当行は、事業機会または潜在的効率の利点を生かすことが難しくなる可能性がある。

将来の出来事は、管理上の仮定および当行の財務書類の作成に用いた予測とは異なる場合があり、この場合将来

に不測の損失が発生するおそれがある。

IFRSの規定および本書日付現在の解釈に従い、当行は、貸倒引当金、将来の訴訟に関する準備金、ならびに特定

の資産および負債の公正価値等を決定するための会計予測を含め、財務書類の作成に予測を用いることを義務づ

けられている。当行が決定したかかる項目の価値が、著しく不正確であると判明した場合、またはかかる価値の決

定に用いた手法が将来のIFRS規定もしくは解釈において修正された場合、当行に不測の損失が発生する可能性が

ある。

当行の情報システムに障害が発生し、またはこれが中断した場合、事業が喪失しまたはその他の損失が発生する

おそれがある。

他のほとんどの銀行と同様、当行は、事業の運営において通信および情報システムに依存するところが大きい。

これらのシステムに不具合または障害またはセキュリティ違反が発生した場合、当行の顧客関係管理、総勘定元

帳、預金、回収代行および／もしくは貸出システムが停止し、または中断するおそれがある。たとえば、当行の情報

システムに不具合が発生した場合、それが短期間であっても、顧客のニーズを適時に満たすことができず、顧客を

失う結果となるおそれがある。同様に、当行の情報システムが一時停止した場合、バックアップ回復システムおよ

び緊急時対策を有していたとしても、情報の検索および検証に多額の費用を要するおそれがある。当行は、かかる

不具合もしくは障害が発生しない、または発生しても適切に対応できると保証することはできない。不具合また

は障害が発生した場合、当行の財政状態および経営成績に重大な悪影響が生じるおそれがある。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、その事業が国際的規模であることによるリスクを負う。
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クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、その事業が国際的規模であることにより、現地の銀行業に

関する法令、内部統制および開示要件、データのプライバシーについての制限、ヨーロッパ、米国および現地のマ

ネーロンダリング防止および腐敗行為防止に関する法令、制裁措置ならびにその他の規則および要件等、関係各

国における活動に適用される多数のかつ多くの場合複雑な法令を含む、外国における事業に内在するリスクを負

う。これらの法令に違反した場合、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの評判に悪影響が生じ、民事罰

もしくは刑事罰が課され、またはその事業に重大な悪影響が生じる可能性がある。クレディ・アグリコル・エス

・エー・グループは、これらの法令に違反するリスクを最小限に抑えるために策定された法令遵守プログラムを

導入しているが、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのすべての従業員、請負業者、代理業者が当行グ

ループの方針に従い、またはかかるプログラムがすべての違反を防止するために十分であるという保証はない。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、国際的な事業を行う特定の事業体において過半数の議決権による直接的

または間接的な支配権を有しておらず、そのような事業体においては、クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループの方針および手段に従うことを要求する力はさらに限定される可能性がある。

当行およびクレディ・アグリコル・グループは、広範囲にわたって監督および規制を受けており、かかる監督お

よび規制体制は変更される可能性がある。

当行およびその子会社に対しては、当行が業務を行う各国において、様々な規制および監督体制が適用される。

当行が事業を拡大し、または特定の既存業務を維持できるか否かは、規制の制約によって制限される可能性があ

る。さらに、かかる体制を遵守しない場合、罰金から営業許可の取消しまで、様々な制裁が課される可能性がある。

クレディ・アグリコル・グループの業務および利益も、フランスもしくは当行が業務を行う他の国の様々な規制

当局の政策または措置によって、影響を受ける可能性がある。規制の変更内容および影響は予測不能であり、当行

に制御し得るものではない。

当行の組織構造に関するリスク

当行は、純利益の相当部分を地域金庫に依存しており、フランス通貨金融法典に定められるとおり、クレディ・ア

グリコル・ネットワークの中央機関として地域金庫に対して相当の権限を有するが、地域金庫の決定について議

決権の行使による支配権は有しない。

当行の純利益の相当部分は、地域金庫から発生している（当行が全額出資し、完全に連結しているコルシカ地

域金庫を除き、地域金庫は、当行の持分を約25％とする持分法を用いて当行の財務書類に連結されている。）。ま

た地域金庫は、主として保険、資産運用および専門金融等、他の事業部門が提供する商品およびサービスの重要な

販売ネットワークでもある。当行は、地域金庫の株主の同意を必要とする決定に対しては議決権を有しない。当行

および地域金庫は、協力および協調について重要なインセンティブ（何年もの間のクレディ・アグリコル・グ

ループの機能を通じて実証済みである。）を有しており、クレディ・アグリコル・グループ全体の信用を直接的

または間接的に支える保証メカニズムを確立している。当行は、クレディ・アグリコル・ネットワークの中央機

関として、重大な支配権を有する。ただし、当行と地域金庫との法的関係は、議決権の行使と所有の関係とは性質

が異なる。

地域金庫が将来経営不振に陥った場合でその流動性およびソルベンシーを回復させるのに保証引当金が不十分

であると判明したとき、当行は、その保証に基づき追加資金を拠出しなければならないおそれがある。

通貨金融法典の定義に基づき、地域金庫、地方金庫（Caisses Locales）および金融機関の資格を有するそれら

の連結子会社、ならびに2011年12月からはクレディ・アグリコル・CIBを含むクレディ・アグリコル・ネット

ワークの中央機関として、また、当行グループの主要な子会社の持株会社として、当行は、規制当局に対して関連

金融機関を代表し、地域金庫、地方金庫およびかかる連結子会社の各々が、適切な流動性およびソルベンシーを維

持することを保証しなければならない。中央機関としての役割から、当行は、適用される法令に基づき、これらの
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機関の組織および運営に対して、管理、技術および財務監督を行う権限を有する。

当行が中央機関としての義務および責任を引き受けるのを支援し、クレディ・アグリコル・ネットワーク内の

相互支援を確実にするため、流動性およびソルベンシー銀行業務リスクに対して基金が設定されている（以下「

保証基金」という。）。保証基金は、75％を当行が、25％を地域金庫が拠出するもので、2012年12月31日現在の総額

は939百万ユーロであった。当行は、保証基金への求償を必要とするような状況を認識していないが、保証基金元

金への請求が必要にならず、または枯渇した場合に当行が不足分の穴埋めを要求されないという保証はない。

地域金庫は、当行の過半数の持分を有しており、当行の利害とは異なる利害を有する場合がある。

SASリュ・ラ・ボエスィを通じた当行の支配持分により、地域金庫は、当行の定時株主総会におけるすべての議

決結果（取締役の選任または承認および配当の分配等の決定に対する議決を含む。）に対して支配権を有する。

地域金庫は、当行および当行の有価証券を保有するその他の者の利害とは異なる利害を有する場合がある。

５ 【経営上の重要な契約等】

重要な契約

2001年度、クレディ・アグリコル・エス・エーの新規株式公開に先立ち、CNCA（後にクレディ・アグリコル・

エス・エーとなった。）は、地域金庫との間で、クレディ・アグリコル・グループ内の内部関係を定めた契約を締

結した。かかる契約の主な規定は、2001年10月22日にクレディ・アグリコル・エス・エーが番号R.01-453にて証

券取引委員会に提出した登録書類の第4章に記載されている。かかる契約は、とりわけ、クレディ・アグリコル・

エス・エーが、困難な状況にある関連会社を支援することで中央機関としてのその役割を果たすことができるよ

うにするための、流動性リスクおよびソルベンシー・リスクを管理する基金（FRBLS）の設立を定めたもので

あった。クレディ・アグリコル・CIBがクレディ・アグリコル・グループの傘下に入った後のFRBLSの機能方法に

変更の余地を与えるため、クレディ・アグリコル・エス・エーは2011年12月13日の取締役会において、クレディ

・アグリコル・エス・エーが支払う拠出金に関して新たな規則を定める新たな規定を承認した。

当該基金は、当初609.8百万ユーロの資産を有していた。2012年12月31日現在、基金の資産は、年度中に34.5百万

ユーロ増加されて合計938.6百万ユーロとなった。

さらに、地域金庫は、1988年にCNCAの株式を取得したときから、クレディ・アグリコル・エス・エーが支払不能

または同様の財政難に陥った場合に債権者が被る損失を補填することを約束している。かかる保証に基づく地域

金庫のコミットメントは、かかる地域金庫の資本金と利益剰余金の合計と同額である。

クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との資本関係

「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A. 連結財

務書類―(1) 一般的枠組み」を参照。

「スイッチ」保証

「スイッチ」メカニズムは、中央機関としてのクレディ・アグリコル・エス・エーとクレディ・アグリコル地

域金庫の相互ネットワークとの間の財務的関係に関する枠組みの一環として2011年12月23日に実行に移された。

これにより、地域金庫におけるクレディ・アグリコル・エス・エーの持分に係る金融健全性規制の移転が可能

となり、これは持分法に従ってクレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類に計上される。かかる地域金

庫へのリスクの移転は、地域金庫により発行される持分法適用CCI（協同投資証券）／CCA（協同組合証券）の契

約上の最低額に基づいて地域金庫がクレディ・アグリコル・エス・エーに保証を与える保証メカニズムを通じ

て実現される。かかる最低額は、当初保証が付与された際に定められた。
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かかるメカニズムは、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに支払われる預託金によってその有効

性が確保されている。

この契約は、実質的にはクレディ・アグリコル・エス・エーが地域金庫のCCI/CCAに関して保有する25％の権

利に付随する補完的権利として分析することができる。このため、この契約は、クレディ・アグリコル・エス・

エーが地域金庫に対して有している重大な影響力に関係している。

このように構成されていることから、かかるメカニズムにより、クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金

庫の全体的な持分法適用価額の下落から保護されている。実際、価額の下落が認識され次第保証メカニズムが発

動し、クレディ・アグリコル・エス・エーは保証預託金から保証金の支払を受ける。その後全体的な持分法適用

価額が回復した場合、クレディ・アグリコル・エス・エーは、財政回復条項に従い、支払われていた保証金を返還

する。

かかる保証の期間は15年間であり、黙示の承諾により更新が可能である。かかる保証は、ACP（フランスの金融

健全性規制監督機構）の事前の承認がある場合、一定の状況の下で、早期に解消することが可能である。

保証金は、長期流動資産に一般的に適用される条件に基づく固定金利で支払われる。かかる保証は、地域金庫の

リスクの現在価値および資本調達費用をカバーする固定金額を伴う。

クレディ・アグリコル・ホーム・ローンSFH

クレディ・アグリコル・グループの資金源の増加および多様化のため、クレディ・アグリコル・エス・エー

は、全額出資の金融会社であり、カバード・ボンドを発行し、クレディ・アグリコル・エス・エーに対しミラー貸

付を行うことをその唯一の目的とするクレディ・アグリコル・ホーム・ローンSFH（CA HL SFH）を設立した。当

該会社は「société de financement de l'habitat」すなわち住宅融資会社という法的形態を採用し、これに

より、とりわけ、CA HL SFHの社債権者の債権に関して法的な優先権が与えられる。

クレディ・アグリコル・エス・エーがミラー貸付に関してCA HL SFHに対して支払義務を負う額の返済は、地

域金庫およびLCLが付与する、住宅ローンに係る受取額からなる金融保証によって保証されている。

CA HL SFHがクレディ・アグリコル・エス・エーに対して行う各貸付は、地域金庫およびLCLに対して、それぞ

れの保証の拠出額に応じて貸出金として再配分される。

地域金庫およびLCLによって保証として差し入れられた債権は、保証の支払が請求されない限り、これらの機関

によって管理し続けられ、同機関の貸借対照表上に引き続き計上される。保証の支払請求がなされる前に、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの格付に基づき、CA HL SFHに対し保護メカニズムが適用される。2011年に格付機

関によりクレディ・アグリコル・エス・エーの長期格付が格下げされた後、2012年初頭には、金利ヘッジ商品も

導入された。

このメカニズムを実行に移すための契約上の法的枠組は、一連の契約に基づいている。その主たるものは、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーがCA HL SFHから借入を行う場合においてクレディ・アグリコル・エス・エーが

支払義務を負う金額に係る支払の担保として各地域金庫およびLCLがCA HL SFHのために提供する貸付支払保証

を構成する条件を定めた金融保証契約、ならびにグループ内貸付の提供および管理のための条件を定め、各地域

金庫およびLCLにより担保として提供される債権額の割当キーを定めた貸付契約である。

初回の発行は2009年1月に行われた。2012年12月31日現在において、26.6十億ユーロの資金が調達された。

クレディ・アグリコル・パブリック・セクターSCF

クレディ・アグリコル・エス・エーは、クレディ・アグリコル・ホーム・ローンSFHと同様の方法により、全額

出資の金融会社であり、カバード・ボンドを発行し、クレディ・アグリコル・エス・エーに対しミラー貸付を行

うことをその唯一の目的とするクレディ・アグリコル・パブリック・セクターSCF（CA PS SCF）を設立した。当

該会社は「société de crédit foncier」すなわち住宅融資会社という法的形態を採用し、これにより、とり
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わけ、CA PS SCFの社債権者の債権に関して法的な優先権が与えられる。CA PS SCFがクレディ・アグリコル・エ

ス・エーに対して行う各貸付は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクへ

の貸出金として再配分される。

クレディ・アグリコル・エス・エーがミラー貸付についてCA PS SCFに支払義務を負う額の返済は、クレディ

・アグリコル・CIBが付与する、輸出信用機関（コファス、ユーラーヘルメス、ECGD）が保証する輸出信用に係る

受取額からなる金融保証によって保証されている。かかる保証はクレディ・アグリコル・エス・エーを通して行

われる。

保証として差し入れられた債権は、保証の支払が請求されない限り、クレディ・アグリコル・CIBによって管理

し続けられ、同社の貸借対照表上に引き続き計上される。CA HL SFHと同様に、クレディ・アグリコル・エス・

エーまたはクレディ・アグリコル・CIBの財政状態が悪化した場合、持続可能性を確保するため本プログラムに

対して保護メカニズムが適用される。

当該会社の初回の1十億ユーロの発行が2012年9月に行われた。

インテーザ・サンパオロに関連する取決め

2010年2月17日、クレディ・アグリコル・エス・エーは、インテーザ・サンパオロ・エスピーエーとの間で、特

にインテーザ・サンパオロ・エスピーエーに対する株式投資に関する契約を締結した。かかる契約の条件は、

2010年2月18日にイタリア競争当局により発表された決定においても盛り込まれた。この契約に基づき、クレディ

・アグリコル・エス・エーは、イタリア競争当局に提出した計画の一環として出資した株式にかかる議決権を行

使し、出資割合を（ⅰ）2010年7月31日までに5％未満に削減し、（ⅱ）所定の日までに2％未満に削減する（ただ

し、一定の経済状況において売却を行うことができることを条件とし、またはインテーザ・サンパオロ・エス

ピーエーの資本の2％を超過する分の出資持分を凍結証券口座に移転して当該日に凍結する。）ことに合意した。

2010年12月16日に開催されたクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会の会議の後、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーは、インテーザ・サンパオロ・エスピーエーの監督委員会への代表者派遣を終了することを発表

した。この決定により、クレディ・アグリコル・エス・エーのインテーザ・サンパオロ・エスピーエーに対する

持分を持分法適用会社に対する投資から売却可能金融資産へと分類変更することになった。

2012年8月24日、クレディ・アグリコル・エス・エーは、インテーザ・サンパオロ・エスピーエーへの株式投資

を資本金の2％未満にまで削減した。2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーは当該会社の資本

金における出資金を一切有していない。

６ 【研究開発活動】

該当事項なし。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

クレディ・アグリコル・エス・エー連結財務書類の表示

＜会計原則および方針の変更＞

会計原則および方針の変更は、2012年12月31日に終了した年度の連結財務書類の注記1（「第6　経理の状況―1

　財務書類―(1)　2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財務

書類に対する注記」）に記載されている。

＜連結範囲の変更＞

連結範囲の変更は、2012年12月31日に終了した年度の連結財務書類の注記2.1.1、2.1.4および2.1.5、ならびに

注記12（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1)　2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　

連結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）に記載されている。

＜特定の複合デリバティブの評価に関する誤り＞

クレディ・アグリコル・エス・エーの2012年12月31日現在および2012年12月31日に終了した事業年度に係る

連結財務書類には、特定の複合デリバティブの評価に関する誤りが含まれている。かかる誤りを訂正すると、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの2012年度における連結の収益、営業総利益および当期純損失－当行グループの

持分は、それぞれ、当初公表された16,315百万ユーロ、4,278百万ユーロおよびマイナス6,471百万ユーロに対し

て、16,440百万ユーロ、4,403百万ユーロおよびマイナス6,389百万ユーロとなった。クレディ・アグリコル・エス

・エーの株主持分－当行グループの持分は、当初公表された39,727百万ユーロに対して、39,557百万ユーロと

なった。本書に記載された2012年度の財務情報は修正再表示されていない。

経済および財務環境

2012年度、ギリシャは再び紙面を賑わせた。新たな財務支援パッケージが発表され、政府債の帳消しによって

個人投資家のヘアカットは深刻となり、政治および社会の不安定な状態が続いたことで、ギリシャがユーロを離

脱するのではないかという不安があおられた。

スペインは、銀行システムの強度についての不信、公的資金の悪化、記録的な失業率および不況の深刻化を受

け、困難な時期に入った。これらの懸念を踏まえ、ソブリン債のリスク・プレミアムは急増し、ギリシャ、アイルラ

ンドおよびポルトガルの救済措置発動のきっかけとなった象徴的閾値である7％を超えることもあった。イタリ

アは、マリオ・モンティを首相とする技術官僚政府が行った改革にもかかわらず、債務の利回りが上昇するなど、

例外ではなかった。いずれも、ユーロ圏の統合性そのものに対する不安に拍車をかけた。

6月下旬に行われた欧州サミットには、このように非常に緊迫した背景があった。ソブリン・リスクと銀行リ

スクとの相関性を断ち切るため、新たな恒久的救済基金（10月に業務を開始）である欧州安定化メカニズムは、

欧州中央銀行（ECB）の後援で欧州全体の銀行を監督する代わりに、加盟国から独立した存在として銀行に直接

金融支援を行う権限を与えられた。スペインには、銀行部門の補強のために総額100十億ユーロの援助も行われ

た。これにより、銀行同盟に向けた意欲をもってしても、その創設までに時間がかかることに懸念を示す市場を説

得するには至らなかったことが明らかとなった。

スペインの財政難、および世界経済の失速の予兆となる不穏な要素によって、ユーロ圏に対する不信は募り、

2011年夏の危機シナリオの再来が危惧されるまでとなった。転機となったのは7月26日、ECBのマリオ・ドラギ総

裁が、ECBはユーロ圏の統合性を保護するため権限の範囲内であらゆる必要な措置を取る準備がある、と宣言した

ときである。ECB総裁は、その言葉どおり、9月上旬、厳しい条件の下無制限に国債を買い取るプログラム（OMT、国

債買取プログラム）を発表した。これにより、ユーロ圏の純然たる崩壊という極端なシナリオは回避され、市場が

強気になり、過去の行き過ぎた悲観主義は是正された。

期待と市場環境は安定したものの、成長なくして債券を軌道に乗せることは不可能だろう。したがって、2013
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年度は成長が鍵となる。

クレディ・アグリコル・エス・エーの業務および連結損益計算書

（百万ユーロ） 2012年度
2011年度

（プロフォーマ）
(1)

変動

2012年度／2011年度

収益 16,315 19,385 (15.8％)

営業費用 (12,037) (12,393) (2.9％)

営業総利益 4,278 6,992 (38.8％)

リスク費用 (3,736) (4,252) (12.1％)

営業利益 542 2,740 (80.2％)

持分法適用会社の純利益持分 503 230 2.2倍

その他の資産による純利益(損失)およびのれんの変動額 (3,207) (1,578) n.m.

税引前利益(損失) (2,162) 1,392 n.m.

法人所得税 (360) (885) (59.3％)

非継続事業または売却目的保有事業からの純利益 (3,991) (1,705) 2.3倍

当期純利益 (6,513) (1,198) 5.4倍

当期純利益 - 当行グループの持分 (6,471) (1,470) 4.4倍

1株当たり利益（ユーロ） (2.61) (0.60) -

(1) IFRS第5号に基づくエンポリキ、シュヴルーおよびCLSAの再分類を修正再表示（プロフォーマ）。

2012年度、当行グループは、新しい金融および規制環境に適応するための徹底作業の一環として、ノンコア事

業の売却、総資産の評価見直し、業務効率の向上等、構造改革を行った。このため年度後半には、ギリシャの子会社

エンポリキの売却を、調達枠を残さずに完了した。当行グループは、同時に、南欧における資産の見直しも進めた。

インテーザ・サンパオロに対する持分の全部に加えて、BESヴィーダに対する持分も売却する一方、BESに対する

持分は変わらず、またバンクインテルに対する持分を、2012年度初めの20％超から年度末には15.1％へ、その後

10％未満へと削減した。

当年度の収益は、2011年度比15.8％減の16,315百万ユーロとなった。この減少は、主として、クレディ・アグリ

コル・エス・エーおよびクレディ・アグリコル・CIBの信用の質が向上したことで、債務の価値調整が行われ、前

年度比マイナス1,551百万ユーロとマイナスの影響が生じたことによるものである。これにはまた、リストラク

チャリング計画の一環として、法人営業および投資銀行業務ならびに専門金融サービスのポートフォリオを売却

したことによる資本損失498百万ユーロも含まれている。

そのほか、売却可能有価証券の永久的減損に関してインテーザ・サンパオロの有価証券に427百万ユーロの減

損損失が発生するなど、当行グループの戦略見直しに関連する取引、および関連するすべての有価証券の売却も、

収益減少の原因となった。さらに、当年度初め、有価証券に総額93百万ユーロの各種損失が発生したことで、当年

度前半に行ったハイブリッド債券の償還によるプラスの影響（864百万ユーロ）が減少した。

これらの特定項目を除く収益は、景気の停滞によって前年度比5.7％減となった。

営業費用は、費用制御努力により、2011年度比2.9％減の12,037百万ユーロとなった。2011年度に計上されたリ

ストラクチャリング計画に関する費用を除くと、減少は0.2％であった。

営業総利益は、前年度比38.8％減の4,278百万ユーロとなった。特定項目を除くと15.0％減であった。

リスク費用は3,736百万ユーロで、このうち327百万ユーロは特定項目（リストラクチャリング計画の影響、ギ

リシャ関連の引当金）であった。2012年12月末現在、減損した貸出金の残高（顧客向けリース・ファイナンス取

引を除く。）は、2011年度末の金額とほぼ同じ（+0.5％）15.6十億ユーロとなった。これは、顧客および金融機関

に対する貸出金残高総額の3.5％であった。これに対し、2012年9月末現在および2011年12月末現在は3.3％であっ

た。個別準備金による減損した貸出金のカバレッジ比率は、2011年12月末の55.4％
(1)
に対して2012年12月末は

57.3％と、引き続き増加した。集合的減損引当金を含めると、減損した貸出金のカバレッジ比率は、75.7％であっ

た。
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関連会社の利益は、503百万ユーロであった。これには、SASリュ・ラ・ボエスィおよびSACAMアンテルナシオナ

ルの有価証券が減損したこと、ならびに地域金庫の合併に伴って有価証券の価値調整を行ったことによる影響が

含まれる。これらの項目は、クレディ・アグリコル・グループの2012年度純利益に対する地域金庫の寄与におい

て、210百万ユーロのマイナスとなった。また、BESの減損267百万ユーロと、2012年8月、バンクインテルに対する持

分が20％を切り重要な影響力が失われた後に連結対象から除外したことによる影響（マイナス193百万ユーロ）

も含まれている。

のれんの変動額は、2012年度、3,395百万ユーロ減となった。これは、減損テストを実施し、規制要件の強化、な

らびに関連する国および事業部門におけるマクロ経済および財務環境の悪化を考慮した結果である。これらの減

損は、法人営業および投資銀行業務（当期純利益 - 当行グループの持分はマイナス826百万ユーロ）、消費者金

融（当期純利益 - 当行グループの持分はマイナス1,495百万ユーロ）、ならびに国際リテール・バンキング（当

期純利益 - 当行グループの持分はマイナス921百万ユーロ）に関するものである。

したがって、税引前利益は2,162百万ユーロ減となり、特定項目を除くと3,934百万ユーロ増となった。

非継続事業または売却目的保有事業からの純利益は、エンポリキ、シュヴルーおよびCLSAの売却が進んだこと

で、前年度比3,991百万ユーロ減となった。

当期純利益 - 当行グループの持分は、2012年度、マイナス6,471百万ユーロとなった。特定項目を除くと、

3,009百万ユーロであった。

リストラクチャリング計画の実施：資金需要およびリスク加重資産の大幅削減

当行グループは、2011年12月14日に発表したリストラクチャリング計画を推し進め、債務削減および持分消費

率の最適化の両方に関して当初の目標を突破した。これによって当行グループは、2011年6月から2012年12月まで

に、流動性需要を実勢為替レートで68十億ユーロ削減した（目標50十億ユーロの136％）。リスク加重資産は、同

じ期間の恒常為替レートで57十億ユーロ削減した（目標の160％）。これには、バーゼル3およびメリルボーン取

引の影響により、リスク加重資産が14十億ユーロ減少したことが含まれている。

これらの減少は、3つの事業部門において行われた措置を反映している。リテール・バンキングにおいては、預

貸率が、2011年6月の129％から2012年12月末の122％と大幅に改善された。専門金融サービスにおいては、所要資

本を削減し、ドイツにおける小口預金の獲得、証券化および債券発行を通じて外部借換業務を滞りなく進め、計画

の期間中には7十億ユーロの預金を獲得した。最後に、クレディ・アグリコル・CIBは、新たなモデルの実施に加

え、ローン・ポートフォリオ、ならびにCDOおよびRMBSポートフォリオ、ならびにコリレーション帳簿の市場リス

ク10.3十億ユーロを、（平均わずか2.3％のディスカウト・レートで）売却した。

(注1)　IFRS第5号に基づくエンポリキ、CAシュヴルーおよびCLSAの再分類を除く想定。

資金調達 ソルベンシー

(十億ユーロ)
2012年12月31日現在の資金需

要の削減
(1)

2012年12月31日現在のリスク

加重資産の削減
(2)

リテール・バンキング (22)

専門金融サービス (13) (6)

法人営業および投資銀行業務 (33) (51)

合計 (68) (57)

(1) 最近日の為替レートによる。

(2) 恒常為替レートにより、バーゼル3の影響を含む。

＜流動性＞

クレディ・アグリコル・グループの貸借対照表上の現金は、2012年12月末現在、前年度を2十億ユーロ上回る

1,032十億ユーロとなった。

短期債務、すなわち当行グループが市場の取引相手先から調達した債務残高のうち370日以内に支払期日が到

来するもの（レポおよびリバース・レポの相殺ならびに中央銀行の借換分34十億ユーロを除く。）は、2011年12
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月31日現在の136十億ユーロに対して、2012年12月31日現在は137十億ユーロとなった。短期市場債およびレポは、

前年度から12十億ユーロ減少する一方、中央銀行の預金、銀行間資産および有価証券ポートフォリオ等の流動資

産は、前年度比36十億ユーロ増となった。

2012年12月31日現在、資金の長期使用のための長期資金調達源の余剰資金は、47十億ユーロであった。2012年

12月31日現在、長期資金調達源は合計861十億ユーロで、長期市場債、顧客関連資金および株式（および類似のも

の）からなっていた。2011年12月31日から2012年12月31日までの間、長期資金調達源は14十億ユーロ増となった。

2012年12月31日現在、顧客関連資産ならびに有形および無形固定資産に関する資金需要は814十億ユーロで、2011

年12月31日現在より34十億ユーロ減となった。

リストラクチャリング計画に基づいて達成された資金需要の68十億ユーロ削減は、そのうち21十億ユーロが

2011年度末、47十億ユーロが2012年度に達成された。この47十億ユーロ削減は、主として、顧客関連の資金調達の

増加（23十億ユーロ）、ならびに顧客資産および顧客関連売買目的資産の減少（27十億ユーロ）によるものであ

る。

中央銀行の借換えに利用可能な資産の準備金（ヘアカット後）または中央銀行の預金を含め市場において現

金化可能な有価証券は、2012年12月末現在で合計230十億ユーロであり、2012年9月末より29十億ユーロの増加と

なった。これは、2012年度末現在137十億ユーロであった短期市場債を十分にカバーした（168％）。

利用可能な準備金の内訳は、市場で現金化可能でかつ中央銀行の借換えに利用可能な有価証券95十億ユーロ

（準備金総額の41％）、市場で現金化可能な有価証券15十億ユーロ（7％）、中央銀行の預金53十億ユーロ

（23％）、中央銀行の借換えに利用可能な資産58十億ユーロ（25％）、ならびに中央銀行の借換えに利用可能な

証券化および自己証券化トランシェ9十億ユーロ（4％）であった。

中期および長期の資金調達に関しては、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2012年、1月1日から12月31日

までの間に18.8十億ユーロを調達し、2012年度の12十億ユーロの市場発行プログラムを超過した。調達した資金

の平均期間は6.3年で、ミットスワップに対する平均スプレッドは121.9ベーシス・ポイントであった。クレディ

・アグリコル・エス・エーの2013年度の中長期資金調達プログラムは、2012年度のプログラムと同じ12十億ユー

ロである。

同時に、当行グループは、リテール銀行ネットワークおよび専門子会社を通じて、債券の発行を中心に、さらな

る資金調達源を開拓中である。2012年12月31日現在、地域金庫ネットワークを通じて3.7十億ユーロ、LCLおよびカ

リパルマのネットワークを通じて4.9十億ユーロ、クレディ・アグリコル・CIB（主として仕組み私募）を通じて

7.6十億ユーロ、ならびにクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス（主として発行および証券

化）を通じて4.4十億ユーロを調達した。当行グループのリテール・ネットワークおよび専門子会社を通じて

行った中長期発行の総額は、2012年度、20.6十億ユーロとなった。

事業部門別業務および業績

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、6つの事業部門で構成されている。

■　フランス国内リテール・バンキング－クレディ・アグリコル地域金庫

■　フランス国内リテール・バンキング－LCL

■　国際リテール・バンキング

■　専門金融サービス（SFS）

■　貯蓄管理（SM）

■　法人営業および投資銀行業務（CIB）

また、これにコーポレート・センターが加えられる。

当行グループの事業部門は、2012年12月31日に終了した年度の連結財務書類に対する注記5「事業セグメント

情報」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　
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連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）に定義されている。組織および業務の詳細は、クレディ・ア

グリコル・エス・エーの2012年度登録書類第1節に記載されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーの当期純損益 - 当行グループの持分に対する事業部門別寄与

（百万ユーロ）
2012年度 2011年度

（プロフォーマ）
(1)

フランス国内リテール・バンキング－地域金庫 824 1,008

フランス国内リテール・バンキング－LCL 663 675

国際リテール・バンキング (4,880) (2,458)

専門金融サービス (1,613) 91

貯蓄管理 1,720 951

法人営業および投資銀行 (880) (147)

コーポレート・センター (2,305) (1,590)

合計 (6,471) (1,470)

(1) IFRS第5号に基づくエンポリキ、シュヴルーおよびCLSAの再分類を修正再表示（プロフォーマ）。

＜1．フランス国内リテール・バンキング－クレディ・アグリコル地域金庫＞

（百万ユーロ） 2012年度 2011年度
変動

2012年度／2011年度

収益 12,870 13,420 (4.1％)

営業費用および償却 (7,652) (7,377) 3.7％

営業総利益 5,218 6,043 (13.6％)

リスク費用 (853) (1,008) (15.4％)

営業利益 4,365 5,035 (13.3％)

38の地域金庫の連結情報をグループ内取引について再表示したもの（地域金庫が受領したクレディ・アグリ

コル・エス・エーの配当金を含む。）

（百万ユーロ） 2012年度 2011年度
変動

2012年度／2011年度

持分に基づき計上される純利益(約25％) 674 854 (21.1％)

剰余金に対する持分の変動 150 154 (2.6％)

持分法適用会社の純利益持分 824 1,008 (18.4％)

当期純利益 - 当行グループの持分 824 1,008 (18.4％)

2012年度、地域金庫は、引き続きフランチャイズにおいてバランスの取れた成長戦略を推し進める一方で、イ

ノベーションおよび顧客関係の維持を事業の中心に置いた。

リテール市場において、地域金庫は、「コント・ア・コンポゼ（Compte à composer）」（様々な口座）およ

び「デマルシュ・ルトレート（Démarche Retraite）」（退職アプローチ）といった商品を引き続き展開した。

保険およびサービスにおいては、フランス国内の経済の低迷によって日々の銀行業務の成長が制限されたが、損

害保険事業は財産保険に牽引されて前年度比2.6％増となった。イノベーションとしては、地域金庫は「CA－スト

ア」を開始した。これは、デジタル部門においてプレイヤーを結びつける協同組合で、クレディ・アグリコル・グ

ループは顧客と共同でウェブおよびモバイル・バンキング・アプリケーションを制作し、パルム・ドゥ・ラ・ル

ラシオン・クリアン（Palmes de la Relation Client）で受賞するに至った。

経済環境が悪く、フランチャイズの成長が妨げられて前年度からほぼ横ばいであったにもかかわらず、地域金

庫全体の預金獲得実績は堅調であった。2012年12月末現在の預金総額は、前年度比4.4％増の574.3十億ユーロで

あった。
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当年度末のオンバランスシートの預金の総額は、前年度比5.7％増の333.7十億ユーロとなった。この増加は、

特に定期口座および預金が18.1％増加し、また貯蓄口座が10.8％増加したこと（増加のほとんどが規制口座に集

中）によるものである。Livret AおよびLDD（持続可能な開発）貯蓄口座は、当年度後半に限度額が引き上げられ

たことから大いに恩恵を受けたが、その一方で要求払い預金は前年度比1.9％減となった。このため、Livret A貯

蓄口座は約1百万件増加して7百万件に迫り、預金総額は2011年度末の23.2十億ユーロに対して2012年度末は30.6

十億ユーロとなった（前年度比＋31.9％）。預金の増加に伴って、預金供託金庫（Caisse des Dépôts et

Consignations）への集中度が増した。2011年度末の31.2％に対して、2012年度末（9月30日現在の金額）は

36.0％に上昇した。

一方、地域金庫は、楽観的な市場効果に後押しされ、オフバランスシートの預金は勢いを維持していた。2012年

12月末現在の総額は240.6十億ユーロで、前年度比2.6％増となった。このような実績は、2012年度に金融市場が回

復し、取引高が前年度比13.3％増となった有価証券で著しかった。生命保険も、当年度開始時の困難な状況の後、

新たに注目を集めた（運用資金は前年度比2.0％増）。

貸出しにおいても、地域金庫は、顧客および地域に対するコミットメントを継続し、2012年度末現在の貸出金

残高は前年度比1.4％増の396.0十億ユーロとなった。貸出金残高の全体的な増加は、様々な市場における対照的

な傾向を反映したものである。当年度末の住宅ローン残高は、需要の落込みによって増加が減速し、218.9十億

ユーロとなった（前年度が＋5.7％であったのに対して＋2.2％）。農家および地方自治体に対する貸出金残高は

引き続き増加したが、新たな規制による制約および需要の減退を受けて、消費者金融は引き続き減少した（前年

度比マイナス6.5％）。最後に、中小企業およびSMEに対する貸出金残高は、景気の低迷により漸減した。

2012年度、預貸率はわずかに回復した。2012年度12月末現在の預貸率は、1年前の129％に対して126％であっ

た。2011年6月にリストラクチャリング計画を開始して以来、預貸率は4ポイント回復した。

2012年度の地域金庫の収益（グループ内取引について修正表示済み。）は、2011年度比4.1％減の12.9十億

ユーロとなった。期間中、住宅購入に関する貯蓄制度を除く顧客業務からの収益は、貸出マージンの増加によって

取引高の減少が一部相殺されたため、ほぼ横ばいとなった。受取報酬および手数料は、有価証券の成績がふるわず

（マイナス15.5％）前年度比1.3％減となったが、銀行サービスの受取報酬および手数料はよくもちこたえた

（前年度比プラス6.3％）。この減少はまた、SASリュ・ラ・ボエスィ有価証券の評価方法変更による減損（マイ

ナス650百万ユーロ）が、地域金庫の計算書類に計上されたことも反映している。この影響は、地域金庫の合併に

伴って連結項目が相殺されたことで、一部（161百万ユーロ）相殺された。最後に、収益には、SACAMアンテルナシ

オナル有価証券の減損（330百万ユーロ）も含まれていた。これらの効果および住宅購入に関する貯蓄制度の影

響を除くと、2012年度の収益は、2011年度比1.5％増であった。

2012年度の費用は、2011年度比3.7％増となった。これには、2012年度、改正金融法および社会保障金融法に基づ

き導入された新税が含まれている。また、NICEプロジェクトに関する超過費用14百万ユーロも含まれている（通

年の費用は、2011年度の209百万ユーロからわずかに増加して223百万ユーロとなった。）。2012年度は、この大型

ITプロジェクトが完了し、地域金庫は単一の情報システムを共有できるようになった。2014年度以降、地域金庫の

IT支出は、年間250百万ユーロずつ減少する見込みである。この追加費用および改正金融法に基づき導入された税

金の効果を除くと、2012年度の費用は、2011年度比1.9％増であった。

2012年度、営業利益は、853百万ユーロのリスク費用によって、2011年度比15.4％減の4.4十億ユーロとなった。

2012年度末現在の引当金残高総額は、2012年12月末現在の減損した貸出金の107.6％であった（2011年12月末現

在は108.8％）。減損した貸出金は、2010年度末から横ばいで、2012年12月末現在の貸出金残高の2.4％を占めた。

この結果、2012年度のクレディ・アグリコル・エス・エーの当期純利益 - 当行グループの持分に対する地域

金庫の寄与は、2011年度比18.4％減の824百万ユーロとなった。有価証券の減損および価値調整によるマイナスの

影響を除くと、寄与は前年度比1.9％増の1,032百万ユーロであった。

＜2．フランス国内リテール・バンキング－LCL＞
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（百万ユーロ） 2012年度 2011年度
変動

2012年度／2011年度

収益 3,891 3,822 1.8％

営業費用および償却 (2,522) (2,497) 1.0％

営業総利益 1,369 1,325 3.3％

リスク費用 (311) (286) 8.6％

税引前利益 1,059 1,040 1.8％

法人所得税 (361) (330) 9.5％

当期純利益 698 710 (1.8％)

当期純利益 - 当行グループの持分 663 675 (1.8％)

LCLは、2012年度も、顧客の満足度を商業アプローチの中心に据える「サントリシテ・クリアン（Centricité

clients）」（顧客優先主義）の事業プロジェクトに沿って、開発を続けた。この結果LCLは、「SAVバンケール（

SAV bancaire）」を追加して「コントラ・ドゥ・ルコネサンス（Contrat de reconnaissance）」（感謝契約）

を拡大した。この新サービスは、顧客が銀行を随時評価できる満足度アンケートを含み、苦情が直ちに処理される

ことを保証するものである。またLCLは、2012年12月末現在の貸出金残高が前年度比1.6％増の89.2十億ユーロと

なり、フランス経済に資金を供給するという自らの役割を確認した。同時に、預金の獲得は依然好調で、年度末に

はオンバランスシートおよびオフバランスシートの預金の見直しを行った。

貸出金は、住宅ローン残高によって大幅な増加が牽引され、2012年度は2011年度比3.0％増となった。中小企業

に対する貸出金残高は27.1十億ユーロで、ほぼ横ばいであった（2012年度は2011年度比0.2％減）。一方、消費者

金融残高は当年度初めに落ち込んだが、最終的には7十億ユーロと2011年度末の水準をほぼ回復した。

預金の獲得は好調で（前年度比3.9％増）、年度末にはオンバランスシートおよびオフバランスシートの預金

の見直しを行った。2012年12月31日現在の預金総額は、前年度比3.9％増の156.7十億ユーロとなった。これは同期

間中、オンバランスシートの預金が5.0％、オフバランスシートの預金が2.8％増加したためである。年度末にオフ

バランスシートの預金が好調であったこと、および市場が強気であったことを受け、生命保険の運用資産は、前年

度比5.4％増の51.2十億ユーロとなった。同様に、有価証券のインフローは前年度比10.3％増となり、主として年

初に行った債券発行によってネットワークで500百万ユーロが調達され、2012年12月末現在の残高総額は2.2十億

ユーロとなった。オンバランスシートの預金においては、年度前半に多額のインフローがあった後、Livret Aおよ

びLDDの貯蓄口座の限度額が引き上げられたことで、インフローは前年度比34.4％増の3.1十億ユーロとなった。

これらのインフローは、他の貯蓄口座のシェアを奪ったに過ぎず、貯蓄口座全体の増加は3.2％にとどまった。同

じ理由から、要求払い預金の残高は、前年度からほぼ横ばいであった（0.3％増）。

貸出しおよび預金の変動の影響が重なったため、2012年度第4四半期にLivret AおよびLDD貯蓄口座の限度額

が引き上げられたにもかかわらず、2012年12月末現在の預貸率は前年度までから横ばいの116％となった。2011年

6月末およびリストラクチャリング計画の実施以降、預貸率は13ポイント改善された。

またLCLにおいては、1年を通じて商業活動が好調であった。リテールおよび中小企業向けの市場においては、

住宅、自動車および医療の総合保険は前年度比16.6％増となり、またカードの発行枚数は、ハイエンド・カードの

好調により、かつ、消費者金融に関する新法の可決後クレジットカードの申込みが減少したにもかかわらず、引き

続き安定していた。

収益は、前年度比1.8％増の3.9十億ユーロとなった。これは、貸出マージンの増加が、利回りの低下による預金

マージンの減少を相殺したためである。全体の利鞘は前年度比7.2％増となった。対照的に、受取報酬および手数

料は、前年度比4.9％減となった。これは、主としてUCITSの需要減少によって、顧客の証券取引高が同期間中に

23.3％減少したことで、マイナスの影響を受けたためである。

改正金融法に基づき導入された新税（システミック税の倍増、ならびにインセンティブおよび利益分配の支

払に対する雇用者税が8％から20％に引き上げられたことを含む。）、および社会保障金融法（給与税の課税標準
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の拡大）の影響を除くと、営業費用は前年度比0.5％減となった。このマイナスの影響を含めても、営業費用は前

年度からわずか1.0％増と、厳しく管理されている。困難な経済環境に適応するため、LCLは、顧客サービスの質を

上げるプロジェクトに重点を置き、支出の管理および制御状況を改善するプログラムを実施した。このため、費用

は増加したにもかかわらず、2012年度の費用対利益率は、前年度から0.5ポイント改善されて64.8％に下がった。

2012年度のリスク費用は、2011年度から8.6％増となった。2012年度通年のリスク費用は、平均顧客貸出金残高

の33ベーシス・ポイントであった。これは、2011年度（平均顧客貸出金残高の31ベーシス・ポイント）からわず

かな増加であった。減損した貸出金の残高の比率は、前年度の2.5％より改善されて2.4％となった。一方、集合的

減損引当金を含むカバレッジ比率は、2011年12月末現在の75.5％から76.8％に上昇した。

2012年度、当期純利益 - 当行グループの持分は、2011年度比1.8％減の総額663百万ユーロとなった。

＜3．国際リテール・バンキング＞

2012年度、国際リテール・バンキングの業績には、ギリシャ、および当行グループの最大の利益となるような

ギリシャからの撤退方法の模索が反映されている。2012年度第3四半期には解決策が見出され、2013年度初めには

これが完了した。

当年度末、当事業部門は、当期純利益 - 当行グループの持分にして総額1,188百万ユーロとなる、のれんおよ

び投資の減損によっても影響を受けた。

1年間の減損を考慮せず、またエンポリキを除くと、クレディ・アグリコル・エス・エーの当期純利益 - 当行

グループの持分に対する国際リテール・バンキングの寄与は、前年度の280百万ユーロに対して2012年度は203百

万ユーロであった。

（百万ユーロ） 2012年度
2011年度

（プロフォーマ）

変動

2012年度／2011年度

収益 2,472 2,380 +3.9％

営業費用および償却 (1,707) (1,568) +8.9％

営業総利益 765 812 (5.8％)

リスク費用 (522) (441) 18.4％

持分法適用会社の純利益持分 (393) (911) (56.9％)

その他の資産の処分による純利益(損失)およびのれん

の変動額
(1,069) (275) 3.9倍

税引前利益（損失） (1,219) (815) 49.6％

法人所得税 (50) (84) (40.2％)

非継続事業または売却目的保有事業からの純利益 (3,742) (1,610) 2.3倍

当期純利益（損失） (5,011) (2,509) 99.7％

当期純利益（損失） - 当行グループの持分 (4,880) (2,458) 98.5％

2011年度および2012年度については、IFRS第5号に基づきエンポリキの再分類を修正表示済み。

イタリアにおける環境は、公的債務を削減しイタリアの経済構造を改革するために取られた措置によって、大

きな影響を受けた。GDPは2011年度より2％減となった。市場は、不況およびリスクの増加によって影響を受けた。

この状況下で、カリパルマはよく持ちこたえた。これは、カリパルマが主に地域ネットワークの拠点とする北イタ

リアにおいて、貸出金残高の減少が限定的であり、収益が増加したためである。

2012年度、カリパルマは、希望退職制度の実施、商業ネットワークの効率化、新たな顧客サービス・モデルの導

入および事務管理部門の外部委託等、業務効率を上げ費用を削減するための数々の措置を講じた。2012年度に開

始したこれらの措置は、2013年度も継続する。

クレディ・アグリコル・エス・エーの利益に対するカリパルマ・グループの寄与

（百万ユーロ） 2012年度 2011年度
変動

2012年度／2011年度
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収益 1,634 1,592 2.6％

営業費用および償却 (1,124) (1,006) 11.6％

営業総利益 510 586 (13.0％)

リスク費用 (373) (278) 34.3％

当期純利益（損失） - 当行グループの持分（のれんの

減損を除く）
89 181 (50.9％)

2012年12月31日現在の貸出金残高は、2011年12月31日から1.2％減の33.4十億ユーロとなった（市場は2.9％

減であった
(1)
。）。オフバランスシートの顧客預金は好調で、11％増となった。顧客預金の総額は、当年度中5.5％

増の35.6十億ユーロとなった（市場は3.5％減であった
(1)
。）。このように、カリパルマは、過剰流動資金を有し

ており、イタリアにおける当行グループのその他の活動の資金供給に資することができる。

2012年度の収益は、好調なリテール・セグメントに牽引され、2.6％増となった。

費用は、当年度に希望退職制度を導入したことで、2011年度比11.6％増となった。2012年度は、この制度のため

に118百万ユーロが引き当てられた。この制度の下、2015年度までに合計720名の希望退職が計画されている。この

制度の費用および2011年度の新支店の統合費用を除き、かつ、同一条件下で比較すると、営業費用は前年度比

0.9％増となった。

2012年度のリスク費用は、経済情勢の悪化を受けて、2011年度から34.3％増の373百万ユーロとなった。不良債

権は、貸出金残高の8.1％を占め、カバレッジ比率は45.4％であった（2011年12月31日現在は45.5％）。

さらに、コーポレート・センターに計上された主要引当金のうち35百万ユーロが、現在進行中のイタリア銀行

の管理をめぐるリスクに当てられた。

全体として、当期純利益 - 当行グループの持分に対するカリパルマの寄与は、のれんの減損（852百万ユー

ロ）の調整前で、当年度の利益にして89百万ユーロであった（前年度は181百万ユーロ）。

ギリシャにおいては、クレディ・アグリコル・グループは、2012年度初めから、エンポリキをアルファ・バン

クに売却する契約の交渉を進めてきた。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、10月16日付で、エンポリキの資本の全部をアルファ・バンクに売却す

る契約を締結したと発表した。関係当局の承認後、本件売却は2013年2月1日付で行われた。

この取引により、2012年度第4四半期、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類においては、当期純

損失 - 当行グループの持分が706百万ユーロとなった。この数値には、クレディ・アグリコル・CIBがエンポリキ

の海運ポートフォリオにおける資産1.4十億米ドルを取得し、エンポリキがクレディ・アグリコル・エス・エー

に対して残りの資金を返済したことで必要なくなった、調達引当金の戻入れも含まれている。売却以降、エンポリ

キは、クレディ・アグリコル・エス・エーから資金の供給を受けない。他方、エンポリキの増資時に発行された株

式が2012年7月17日付で売却されたことによる損失について、フランス政府が、税控除を認めないとの新規定を適

用すると決定したため（2012年8月16日付の金融法改正）（loi de finance rectificative）、2012年度第3四半

期から2013年2月18日までの税効果予測が修正された。

イタリアおよびギリシャを除くと、当行グループの他の事業においては、2012年12月31日現在、貸出金残高総

額9.8十億ユーロに対して、オンバランスシートの顧客預金が10.2十億ユーロと、預貸率のバランスが取れてい

た。これらの事業のうち、収益に占める割合は、クレディ・アグリコル・バンク・ポルスカが37％と最も大きく、

次いでクレディ・デュ・マロック（22％）、クレディ・アグリコル・エジプト（22％）、クレディ・アグリコル

・ウクライナ（13％）およびクレディ・アグリコル・スルビジャ（4％）であった。

イタリアおよびギリシャの事業を除く国際リテール・バンキング事業の当期純利益 - 当行グループの持分

は、好調な営業成績により、1年間で15％増の115百万ユーロとなった。この数値には、ウクライナの子会社の33百

万ユーロ、ポーランドの子会社の37百万ユーロ、クレディ・デュ・マロックの23百万ユーロおよびクレディ・ア

グリコル・エジプトの21百万ユーロが含まれている。エジプト経済の減速により、エジプトの子会社ののれんが

69百万ユーロ減損したことは、注目する必要がある。
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持分法適用会社に対する投資については、クレディ・アグリコル・エス・エーはBESに対する投資の見直しを

行った。2012年度前半、BESヴィーダに対する投資を225百万ユーロで売却し、クレディ・アグリコル・エス・エー

の権利に応じて、BESの増資に同額参加した。第4四半期中、BESに対する20.2％の持分の価値が、267百万ユーロ引

き下げられた。

さらに、クレディ・アグリコル・エス・エーは、特定の子会社または投資からも撤退した。

バンクインテルについては、クレディ・アグリコル・エス・エーは、売却戦略を実施した。2012年度第3四半

期、スペインの銀行が増資を行い、クレディ・アグリコル・エス・エーがこれに参加しなかったことで、バンクイ

ンテルに対するクレディ・アグリコル・エス・エーの持分は20％未満に減少した。この希薄化は、クレディ・ア

グリコル・エス・エーの事業再編戦略と同時期であったため、クレディ・アグリコル・エス・エーは、バンクイ

ンテルに対する自らの重大な影響力の基準を見直し、バンクインテルを連結対象から除外するに至った。この連

結除外の結果、該当する有価証券は売却可能有価証券として認識され、193百万ユーロの損失が計上された。この

戦略は、当年度後半、その他の有価証券の売却とともに実施された。2013年1月には、バンクインテルの資本の

5.2％を機関投資家に対する私募によって売却することを公表し、クレディ・アグリコル・エス・エーの持分は

9.9％に減少した。

最後に、BNIマダガスカルは、売却目的保有非流動資産として認識された。

(注1)　出典：イタリア銀行協会

＜4．専門金融サービス＞

（百万ユーロ） 2012年度
2011年度

（プロフォーマ）

変動

2012年度／2011年度

収益 3,445 3,926 (12.3％)

営業費用および償却 (1,601) (1,744) (8.2％)

営業総利益 1,844 2,182 (15.5％)

リスク費用 (2,105) (1,606) 31.1％

持分法適用会社の純利益持分 19 14 37.9％

のれんの変動額 (1,495) (247) n.m.

税引前利益(損失) (1,737) 343 n.m.

法人所得税 (101) (242) (58.5％)

非継続事業または売却目的保有事業からの純利益 - 5 n.m.

当期純利益 (1,838) 106 n.m.

当期純利益 - 当行グループの持分 (1,613) 91 n.m.

2012年度、専門金融サービスの事業部門は、引き続き事業を縮小し資金調達源を多様化することで、リストラ

クチャリング計画の目標を達成した。

この結果、2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス（CACF）の連結残高

は、2011年6月から4.6十億ユーロ減の47.6十億ユーロとなった。2011年6月から2012年12月までの残高減少のうち

1.4十億ユーロが、アゴス・デュカートに関するものであった。本業における残高の減少は期間中約3.6十億ユー

ロとなった。これは、ヨーロッパにおける消費者金融市場の減速、ならびに信用承認基準の厳格化のための着実な

努力、および収益性の低いパートナーシップの中止によるものである。さらに、計画の過程で売却した不良債権は

1.1十億ユーロに上った。これには、2012年度後半、アゴス・デュカートが引当金の十分なポートフォリオについ

て行った1件の取引0.5十億ユーロが含まれている。第三者に代わって運用されている残高は、2011年6月から0.6

十億ユーロ減となった一方、クレディ・アグリコル・グループの運用残高は横ばいであった。このため、2012年12

月31日現在のCACFの運用残高は、2011年6月から5.2十億ユーロ減の73.2十億ユーロとなった。地理的内訳には比

較的変化がなく、残高の38％がフランス、34％がイタリア、28％がその他の国々となった。
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外部調達源の分散については、CACFは、2011年6月以降、7十億ユーロを超える追加調達源を確保することがで

きた。たとえば、2012年12月31日現在、ドイツにおける小口預金は総額1十億ユーロを超え、証券化および債券発行

によっては5.6十億ユーロを調達した。

同時に、クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング（CAL&F）もまた、残高を圧縮し外部

調達源を多様化するなど、リストラクチャリング計画の実施を強化した。この結果、2012年12月31日現在、リース

・ファイナンスにおける運用残高は、2011年12月31日現在より6.5％減の18.6十億ユーロとなった。フランス国内

では、期間中8.2％の減少であった。2012年12月31日現在、ファクタリングされた債権は、2011年12月31日現在より

6.0％減の56.3十億ユーロとなった。この減少の半分近くは、国外の業務におけるものである。

この縮小政策は当事業部門の収益にも影響を与え、2012年度は2011年度から12.3％減となった。同様に、営業

費用も同期間中8.2％減となった。したがって、費用対利益率は46.5％となった。

リスク費用は、前年度比31.1％増の2.1十億ユーロとなった。これは、イタリアの消費者金融子会社アゴスにつ

いて、合計364百万ユーロの追加引当を行ったためである。これらの追加引当金について調整すると、2011年12月

から2012年12月までのリスク費用の増加率は、わずか8.4％であった。リストラクチャリング計画によって77百万

ユーロのリスク費用を戻し入れたことで、アゴスの引当金積み増し分は一部相殺された。

2012年度、のれんの減損は1.5十億ユーロ近くに上り、このすべてが消費者金融事業部門におけるものであっ

た。

全体では、イタリアの追加引当金、リストラクチャリング計画の費用およびのれんの減損のため、当事業部門

の当期純損失 - 当行グループの持分は、マイナス1,613百万ユーロであった。

消費者金融においては、事業部門の縮小、アゴスの追加引当金の影響、およびのれんの減損により、CACFは2012

年度、1,616百万ユーロの当期純損失 - 当行グループの持分を計上した。

当事業部門の活動が減少したことで、2011年度から2012年度にかけては、収益が13.3％減の2,907百万ユーロ

となった。これに関連して、CACFが業務効率向上のために行った措置により、同期間の費用は8.0％減となり、費用

対利益率は自動的に上昇し、2012年度末現在は44.1％となった。

リスク費用総額は、様々な事情および傾向を反映して、2011年度から急増して2,105百万ユーロ（31.1％増）

となった。CACFフランスは着実な改善を続け、そのリスク費用は2008年度第3四半期以来最低となった。アゴスを

除くすべての国外子会社においても、2011年度末から2012年度末の間に全体のリスク費用が1.8％減少した。反対

に、アゴスにおいては、当年度中に総額364百万ユーロの追加引当金を計上したため、2012年度現在のリスク費用

は高いままであった。アゴスのガバナンス改革に向けては、取締役の変更、リスク管理および回収、ならびに様々

なプロジェクトの立上げ、また専門チームの強化等、抜本的な措置を講じた。2012年12月31日現在、アゴスの減損

した貸出金は、残高総額の13.5％であり、集合的減損引当金を含めたカバレッジ比率は96.4％と高かった。

CACFは、2012年度、のれんの減損として合計1,495百万ユーロを認識した。

リース・ファイナンスおよびファクタリングにおいては、2012年度、CAL&Fの当期純利益 - 当行グループの持

分は4百万ユーロであった（2011年度は257百万ユーロの当期純損失）。

事業の減速に伴い、収益も、2011年度から2012年度の間に6.1％減の538百万ユーロとなった。費用は期間中マ

イナス9.3％と大幅に減少したため、営業総利益の減少は1.3％にとどまった。当年度の費用対利益率は、12ヶ月間

で2.1ポイント改善されて59.1％となった。リスク費用は131百万ユーロで、前年度比37.0％減となった。最後に、

CAL&Fの所得税は、2011年度から2012年度の間に2.5倍に増加した。これは、2012年度に繰延税金資産を総額30百万

ユーロ減価償却したこと、および2012年1月1日以降、エンポリキ・リーシングの繰延税金資産の計上が終了した

ことによるものである。

＜5．貯蓄管理＞

貯蓄管理事業部門には、資産運用、保険、プライベート・バンキングおよび投資家サービスが含まれる。
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2012年12月31日現在、当事業部門の運用資産は、当年度中アムンディに15.2十億ユーロ、CAアシュランスに1.9

十億ユーロの純インフローがあったため、1年間で83.3十億ユーロ増加した。すべてのセグメントの事業が好調で

あったことに加えて、当事業部門は、市場および為替レートが非常に有利であったことによっても恩恵を受けた

（プラス68.9十億ユーロ）。2012年12月31日現在の運用資産総額は、1,084.4十億ユーロとなった。

2012年度、当事業部門の当期純利益 - 当行グループの持分は1,720百万ユーロで、前年度比80.9％増となっ

た。これには、欧州のギリシャ救済計画によるマイナスの影響（2011年度の当期純利益 - 当行グループの持分に

して712百万ユーロ）が含まれている。2012年度も、当期純利益 - 当行グループの持分は救済計画の影響を受け、

マイナス35百万ユーロとなった。2012年度の費用対利益率は、2011年度から1.3ポイント低下して46.5％となっ

た。

（百万ユーロ） 2012年度
2011年度

（プロフォーマ）

変動

2012年度／2011年度

収益 5,160 5,243 (1.6％)

営業費用および償却 (2,401) (2,508) (4.3％)

営業総利益 2,759 2,735 0.9％

リスク費用 (55) (1,075) (94.9％)

持分法適用会社の純利益持分 10 11 (3.7％)

その他の資産による純利益(損失) 28 (1) n.m.

税引前利益(損失) 2,742 1,670 64.2％

法人所得税 (848) (620) 36.8％

当期純利益 1,894 1,050 80.4％

当期純利益 - 当行グループの持分 1,720 951 80.9％

資産運用において、アムンディは、15.2十億ユーロという多額のインフローおよび非常に有利な市場効果（プ

ラス54十億ユーロ）によって恩恵を受けた。この結果、2012年度は運用資産が10％増加し、年度末には727.4十億

ユーロに達した。機関、企業および第三者販売業者に対して取った積極的措置は奏功し、ネットワークからのアウ

トフローを上回った。支店ネットワークを除く新規インフローは、新記録となる26十億ユーロであった。

機関および保険セグメントにおけるインフローは、18.8十億ユーロとなった。これは主として、当行グループ、

グループ外の保険会社およびフランス国内の年金制度によるものであった。企業セグメントにおいては、アムン

ディが、フランス国内および国外における地位を大幅に強化した。従業員貯蓄制度へのインフローは5.2十億ユー

ロで、アムンディのフランス国内市場シェアは3ポイント超増加して40％超となった。その他の商品については、

アムンディのインフローは3.1十億ユーロとなり、欧州の大手企業の間での浸透率を大幅に向上させた。第三者販

売業者については、アムンディの純インフローは2.0十億ユーロとなった。これは、欧州および日本における業績、

ならびにボラティリティ、債券（とりわけハイイールド債およびグローバル債）および長期金融市場投資に関す

る専門知識を生かして、世界の販売業者を相手にした業績が非常に好調であったことによる。

支店ネットワークについては、欧州におけるインフローがマイナスであった（前年度比10.8十億ユーロ減）

のに対し、オンバランスシートの顧客貯蓄に対するプレッシャーが減ったことから、アウトフローは大幅に減少

した。インド、韓国および中国におけるジョイントベンチャーは引き続き成長した。このためアムンディは、市場

シェアを大幅に伸ばし、フランス国内および国外における地位を強化した。フランス国内における市場シェアは、

2ポイント近く上昇して26.6％となった。アムンディの預金獲得額は、欧州市場において第2位である。

専門分野に関しては、2012年度は運用実績の好調な安定的で信頼性の高い商品のおかげで、短期金融商品は好

調であった。欧州において、アムンディは当年度、短期金融商品において第1位で、2012年6月以降は運用資産も第1

位であった（市場シェアは12.2％）。4年前に参入したばかりの分野であるETFにおいては、2012年度末現在の運

用資産は8.9十億ユーロで、連続した数年間のインフローが市場を凌いだ結果、アムンディはこの市場において欧

州のトップの一員となった。ボラティリティ、ハイイールド債、グローバル債または不動産商品等の商品に多額の

インフローがあったことも、アムンディがアクティブ運用において好調であったことの表れである。
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アムンディは、2012年度、ハミルトン・レーンの売却益（60百万ユーロ）を含め、2011年度比4.6％増となる

1,456百万ユーロの収益を記録した。年初にこの投資を売却したことにより、アムンディの米国業務の合理化が完

了した。この利益を除いても、資産運用部門におけるマージンの減少傾向にもかかわらず、アムンディの収益は

2011年度から横ばいであった。成功報酬が2011年度より2.3倍に増加したことで、商品構成の弱体化によって影響

を受けたその他の資産運用商品における減少は、ほぼすべて相殺された。また収益は、金融市場の強気傾向によっ

ても恩恵を受けた。

アムンディは、費用を厳しく管理しており、増税によって従業員費用に影響が出たにもかかわらず、営業費用

は1.4％減となった。これらの結果、ハミルトン・レーンの売却を除く営業総利益は、2.4％増の688.9百万ユーロ

となり、費用対利益率は55.0％であった。

2012年度、アムンディの当期純利益は、2011年度から16.3％増の総額480百万ユーロとなった。当期純利益 - 

当行グループの持分に対する寄与は、351百万ユーロであった（16.5％増）。

投資家サービスに関しては、CACEISが年初以来好調で、保管および管理という2つの事業活動における純粋な

商業的成功により、本業が成長した。CACEISはさらに、債券事業においては長期金利が低下し、株式事業において

はCAC40が2011年12月比で15％上昇するなど、好調な市場によって恩恵を受けた。この結果、保管資産は前年度比

10.3％増の2,491十億ユーロとなり、管理資産は前年度比20.3％増の1,251十億ユーロとなった。

収益は、とりわけ年度末の、マージンに対するプレッシャーおよび現金スプレッドの縮小により、3.3％の増加

となった。営業総利益は、営業費用がほぼ横ばいであった（1.1％増）ため、8.2％の増加となった。当期純利益 - 

当行グループの持分は、7.6％増の148百万ユーロとなった。

プライベート・バンキングは、金融危機の中でよく持ちこたえた。2012年12月31日現在、プライベート・バン

キングの運用資産は、市場および為替からプラスの影響を受け、2011年度末から4.7％増の132十億ユーロとなっ

た。アウトフローは、オフバランスシートの貯蓄に対して全般的に不利な状況において、またラテンアメリカにお

けるノンコア資産の売却を受けて、1年間で2.7十億ユーロとなった。しかし、この1年、これらのアウトフローの速

度は四半期ごとに減速した。この結果、フランス国内における運用資産は、2011年度末から5.6％増の60.4十億

ユーロとなった。国外においては、同期間中3.9％増の71.8十億ユーロとなった。

2012年度の収益は、とりわけ運用資産の増加によって、5.4％増の712百万ユーロとなった。営業費用は、0.7％

減の516百万ユーロとなった。この背景には、年金基金に関する費用が非経常的に17百万ユーロ減少したことが挙

げられる（税引後の影響はプラス14百万ユーロ）。当期純利益 - 当行グループの持分は、2011年度比23.4％増の

139.2百万ユーロとなった。

保険においては、様々な市場における活動および傾向が作用しあった結果、2012年度の保険料収入総額は23.2

十億ユーロとなった。

生命保険（2012年度第2四半期にBESに対して売却されたBESヴィーダについて修正表示済み。）の業績は、年

初の不景気を乗り越えて非常に好調であった。フランス国内の事業は、第4四半期に急成長したものの、通年では

市場に同調して11％減となった（出典：FFSA）。国外の事業は、当年度中に7％成長した。全体としては、主として

2012年度の新規純インフローが1.9十億ユーロもあったことから、2012年12月31日現在の生命保険の契約高は、前

年度から4％増加して225十億ユーロに迫った。2012年度末現在、これらの資金の18.5％はユニット・リンク・ア

カウントにおけるものであった。

損害保険は、フランス国内および国外の両方において引き続き成長し、2011年12月31日から2012年12月31日の

間に保険料収入が6％増加した。フランス国内において、2012年度の市場の成長は4％であった一方で、同年度にお

ける保険料収入は7％増の約2.5十億ユーロとなった（出典：FFSA）。当事業部門の保険金請求率（再保険を除

く。）は、2012年度は70.1％で、十分に管理されていた。

2012年度、住宅ローンは引き続きこの分野を支えていたが、消費者金融市場の減速により、債権者保険事業は

6.0％の減少となった。2012年度、保険料収入総額は964百万ユーロだった。
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国際レベルでは、2012年度は連結範囲に2件の変更があった。2012年4月、クレディ・アグリコル・アシュラン

ス（CAA）は、2011年12月31日現在で5.4十億ユーロの運用資産を有していたBESヴィーダを、BESに売却した。さら

にCAAは、2012年3月30日付でカリパルマが保有していた株式を買い取ることで、CAヴィーダに対する持分を100％

に増やした。国際事業において、保険料収入総額（生命保険および損害保険におけるもの、債権者保険は除き、BES

ヴィーダについては修正表示済み。）は増加を続けている。2011年12月から2012年12月までに保険料収入は7.0％

増加して3.5十億ユーロとなり、損害保険の保険料収入は同期間中6.0％の増加となった。

投資は慎重に管理されている。このため、2012年度には周縁国のソブリン債のうち7.4十億ユーロが売却され、

2012年度末現在、イタリア、スペイン、アイルランドおよびポルトガルに対するCAAの総エクスポージャーは、8十

億ユーロに満たなかった（2011年度末現在は15.3十億ユーロ）。2012年度末現在、ギリシャのソブリン債に対す

るエクスポージャーはゼロであった（前年度は1.9十億ユーロ）。さらに、債券商品は、引き続きユーロ建て投資

の大半を占めていた（2012年度末現在は全体の79.4％）。一方、短期投資は6.9％、不動産は4.9％（建物、不動産

に対する持分および不動産投資会社等）、代替投資は1.6％、その他の持分（ヘッジについて調整済み。）は

5.5％、その他の商品（プライベート・エクイティ、転換債券等）は1.7％であった。最後に、クレディ・アグリコ

ル・アシュランスは2012年度、当行グループの銀行とともに、法人顧客および地方自治体機関に対して金融サー

ビスを提供するなど、フランス経済に資金を供給するという自らの主たる役割を確認した。このようにCAAは、主

として地方自治体機関に対する貸出し（1.0十億ユーロ）および格付のない企業による債券発行の引受（1.7十

億ユーロ）等、革新的ファイナンスに対する3十億ユーロを含め、フランス経済に対して総額10十億ユーロを超え

る投資を行っている。

2011年12月から2012年12月の間に、CAAの収益は8.9％減少した。これは、比較の基準が不利であること、および

2012年度第2四半期にBESヴィーダがCAAの連結対象から除外されたことによる。営業費用は見かけ上は前年度比

15.5％減少しているが、ギリシャのソブリン債の取扱に関して特定の税金の計算基準に生じた一回限りの影響

（2011年度は69百万ユーロのマイナスの影響、2012年度は45百万ユーロのプラスの影響）を除外すると、営業費

用は横ばいであった。2012年度のリスク費用は、2011年度同様、欧州のギリシャ救済計画に関するものであるが、

2011年度は1,079百万ユーロであったのに対して2012年度はわずか51百万ユーロとなった。最後に、保険事業部門

は、2012年度にBESヴィーダの株式をBESに売却したことで、28百万ユーロの利益を計上した。

2012年度の当期純利益 - 当行グループの持分は、1,081百万ユーロとなった。

＜6．法人営業および投資銀行業務＞

注意：2011年度のすべての数値は、ファイナンス業務ならびにキャピタル・マーケッツおよび投資銀行業務

が2012年度に非継続事業となること（2012年10月5日付プレスリリースを参照）を想定して、表示されている。ま

た、CAシュヴルーおよびCLセキュリティーズ・アジア（CLSA）についても、2012年度に非継続事業（IFRS第5号）

になることを想定している。

法人営業および投資銀行業務は、2011年12月14日付で発表されたリストラクチャリング計画に沿って、自らの

転換戦略を遂行した。流動性、リスク加重資産および株式に関する制約に対応するため、クレディ・アグリコル・

CIBは、リストラクチャリング計画に基づき、戦略的顧客（大手企業および金融機関）のためのポートフォリオが

卓越している事業および世界のGDPの85％を占める主要な金融センターに重点を置いた。エクイティ・デリバ

ティブおよびコモディティ業務を中止し、株式ブローカレッジ事業を売却することが決定された。このように、ク

レディ・アグリコル・CIBは2012年度、CLSAのCITICSへの売却を完了し、シュヴルーをケプラーに売却する契約を

締結した。これらの取引は、関係当局の承認後、2013年度に完了する予定である。
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（百万ユーロ） 2012年度

2012年度のリス

トラクチャリン

グ計画の費用

2012年度の借入

債務の再評価お

よびローン・

ヘッジによる影

響

2012年度

修正表示
(1)

2012年度のうち、修

正表示後の継続事

業
(1)

収益 3,188 (477) (855) 4,520 4,358

営業費用および償却 (2,890) - - (2,890) (2,596)

営業総利益 298 (477) (855) 1,630 1,762

リスク費用 (468) (151) - (317) (292)

営業利益 (170) (628) (855) 1,313 1,470

持分法適用会社の純利益持分 165 - - 165 165

その他の資産による純利益(損失) 39 - - 39 37

のれんの変動額 (834) - - - -

税引前利益（損失） (800) (628) (855) 1,517 1,672

法人所得税 146 227 (293) (374) (428)

非継続事業または売却目的保有事業

からの純利益
(249) - - - -

当期純利益（損失） (903) (401) (562) 1,143 1,244

当期純利益（損失） - 当行グルー

プの持分
(880) (392) (549) 1,130 1,211

(1) 債務の再評価、ローン・ヘッジ、リストラクチャリング計画の影響、CAシュヴルーおよびCLセキュリティーズ・アジア

（CLSA）の非継続事業への再分類（IFRS第5号）、ならびにのれんの変動額について修正表示済み。

金融危機の影響が残る中、2012年度は、リストラクチャリング計画による最初の影響が出始め、主要な顧客に

対する販売およびサービスを重視した「オリジネートするための販売」モデルが展開されたことから、クレディ

・アグリコル・CIBにとって戦略的転機となった。非経常項目による重要な影響を除くと、営業利益は十分なもの

で、リストラクチャリング計画の効果にもかかわらず2011年度と同等であった。これにより、流動性資源が減少す

る中、新モデルの強靱性および適切性が証明された。

株式ブローカレッジ業務を除くと、キャピタル・マーケッツセグメントの業績は、低迷した2011年度を終えて

好転した。ファイナンス業務においては、リストラクチャリング計画に基づき流動性が制約された直接の結果と

して、収益が減少した。

法人営業および投資銀行業務は、2012年度、880百万ユーロの当期純損失 - 当行グループの持分を計上した

（2011年度は147百万ユーロ）。これらの数値は主として、2012年度の当期純利益 - 当行グループの持分に392百

万ユーロの大損失をもたらした（2011年度はのれんの変動額を除いて334百万ユーロの損失）、リストラクチャ

リング計画の影響を反映している。

また、信用スプレッドの緩和に関連して債務およびローン・ヘッジが再評価された結果、当期純利益 - 当行

グループの持分に549百万ユーロの費用が認識されたことも含まれている。比較として、2011年度のこの数値は、

利益の456百万ユーロであった。

2012年度は、当期純利益 - 当行グループの持分に、のれんの減損（826百万ユーロ）も見られた。この減損は、

主として規制要件の厳格化の影響によるものである。これは、ファイナンス業務と投資銀行業務の両方に関する

ものであるが、ブローカレッジ（466百万ユーロ）およびニューエッジ（360百万ユーロ）については、2012年12

月に発表された再編によって取引実行と決済業務が分割されたため、ここには含めない。

これらの非経常項目は、2012年度、1.7十億ユーロをわずかに超えた。これには、現在進行中のCAシュヴルーの

売却による推定損失（当期純利益 - 当行グループの持分マイナス187百万ユーロ）、および2012年度に非継続事

業として再分類された（IFRS第5号）CLSAの純営業損失（マイナス56百万ユーロ）が含まれる。これらの各種項

目について調整すると、2012年度の当期純利益 - 当行グループの持分は1,130百万ユーロで、このうち継続事業

のみに関するものは1,211百万ユーロである。
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2012年度のリストラクチャリング計画費用は、主として非継続事業（当期純損失 - 当行グループの持分マイ

ナス321百万ユーロ）においてCDOおよびRMBSポートフォリオの売却に関して、ならびに銀行の帳簿におけるCDO

の減損想定の見直しから発生している。リストラクチャリング計画の影響を除くと、2012年度、非継続事業の費用

は81百万ユーロに過ぎなかった（2011年度の費用はマイナス416百万ユーロ）。

継続事業

（百万ユーロ） 2012年度 2012年度
(1)

2011年度
(1)

変動

2012年度
(1)
/

2011年度
(1)

収益 (3,389) 4,358 4,508 (3.3％)

営業費用および償却 (2,596) (2,596) (2,440) 2.8％
(2)

営業総利益 793 1,762 2,068 (14.8％)

リスク費用 (292) (292) (328) (11.0％)

営業利益 501 1,470 1,740 (15.5％)

持分法適用会社の純利益持分 165 165 134 22.7％

その他の資産による純利益(損失) 37 37 1 n.m.

のれんの変動額 (834) - - n.m.

税引前利益(損失) (131) 1,672 1,875 (10.9％)

法人所得税 (94) (428) (558) (23.4％)

非継続事業または売却目的保有事業から

の純利益
(249) - - n.m.

当期純利益 (474) 1,244 1,317 (5.6％)

当期純利益 - 当行グループの持分 (478) 1,211 1,284 (5.7％)

(1) 債務の再評価、ローン・ヘッジ、リストラクチャリング計画の影響、CAシュヴルーおよびCLセキュリティーズ・アジア

（CLSA）の非継続事業への再分類（IFRS第5号）、ならびにのれんの変動額について修正表示済み。

(2) 恒常為替レートによる。

2012年度、継続事業の当期純損失 - 当行グループの持分は、マイナス478百万ユーロであった（2011年度はプ

ラス383百万ユーロ）。

のれんの減損（マイナス826百万ユーロ）、債務の再評価およびローン・ヘッジ（マイナス549百万ユーロ）、

ローンの売却に関するリストラクチャリング計画費用（マイナス71百万ユーロ）、ならびにCAシュヴルーおよび

CLSAの利益の非継続事業への再分類（IFRS第5号）（マイナス243百万ユーロ）について調整すると、継続事業の

当期純利益 - 当行グループの持分は、2011年度から5.7％とわずかに減少して1,211百万ユーロとなった。

修正表示後の収益は、前年度から3.3％とわずかに減少して4,358百万ユーロとなった。これらの業績は、2012

年度、キャピタル・マーケッツ活動が好調であったこと、および流動性が限定される中ファイナンス業務がわず

かに減少したことを反映している。恒常為替レートでは、営業費用は徐々に減少したが、2012年夏に成立した税金

および社会政策（システミック税の倍増および給与税の引上げ、37百万ユーロ）、ならびに非経常項目（不動産

ポートフォリオの合理化に関する費用、IT費用等）により、1年を通じてマイナスの影響を受けた。

このように、費用対利益率は、2011年度から5.5ポイント増の59.6％となった。

その他の資産による純利益は、2012年度中プラス37百万ユーロとなった。これには、ラ・デファンスの登録事

務所を7百万ユーロで売却したこと、およびトルコの子会社CAヤティリム・バンカシ・テュルクASを18百万ユー

ロで売却したことが含まれている。残りは、主として有価証券の売却による利益である。

非継続または売却目的事業の純損失は249百万ユーロで、現在進行中のCAシュヴルーの売却による影響予測、

およびIFRS第5号に基づくCLSAの営業利益が含まれている。

コア事業活動のリスク費用は引き続き減少した。これは、当該ポートフォリオの質の高さ、および当行グルー

プの慎重なリスク管理戦略を表している。
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ファイナンス業務

（百万ユーロ） 2012年度

2012年度のリス

トラクチャリン

グ計画の費用
2012年度

(1)
2011年度

(1)

変動

2012年度
(1)

/2011年度
(1)

収益 2,092 (114) 2,128 2,538 (16.2％)

営業費用および償却 (947) - (947) (868) 6.6％
(2)

営業総利益 1,145 (114) 1,181 1,670 (29.3％)

リスク費用 (293) - (293) (319) (8.2％)

営業利益 852 (114) 888 1,351 (34.2％)

持分法適用会社の純利益持分 164 - 164 134 22.6％

その他の資産による純利益(損失) 26 - 26 2 12.8倍

税引前利益(損失) 1,042 (114) 1,078 1,487 (27.5％)

法人所得税 (278) 41 (291) (485) (40.0％)

当期純利益 764 (73) 787 1,002 (21.4％)

当期純利益 - 当行グループの持分 749 (71) 771 980 (21.3％)

(1) ローン・ヘッジについて修正表示されており、リストラクチャリング計画の費用は除く。

(2) 恒常為替レートによる。

ファイナンス業務は、当年度、新たな「オリジネートするための販売」モデルによって影響を受けた。これに

は、オリジネーション高を維持しながら販売能力を強化することを目的に、新しい経済および規制要件（市場の

減速、競争の激化、バーゼル3の実施等）に適応するための戦略的調整が含まれている。この新モデルは、とりわ

け、ストラクチャード・ファイナンス、企業およびシンジケート・ローン・チームの世界的な専門知識を利用す

るものである。

クレディ・アグリコル・CIBは、これに応じて組織構造を改変し、新たな事業部門「債務の最適化および販

売」（DOD）を設置した。金融機関との関係を深めるため、取引関係が強化された。商業銀行業務は、顧客に対して

あらゆる景気循環をカバーする総合的なファイナンス・サービスを提供するため、輸出ファイナンスおよび国際

取引業務と一緒に分類された。

さらに、2012年度を通じて、リストラクチャリング計画における流動性の消費削減に向けた目標が、ほとんど

のファイナンス業務に引き続き影響を与えた。

市場環境が困難であったため、ストラクチャード・ファイナンス業務は残高が減少して収益も減少したが、競

争力は維持した。このように、クレディ・アグリコル・CIBは、欧州・中東・アフリカのプロジェクト・ファイナ

ンスにおいて第2位を維持し、米州のプロジェクト・ファイナンスにおいては第4位に上昇した（出典：トムソン

・ファイナンシャル）。

ストラクチャード・ファイナンスの収益は、2011年度の1,382百万ユーロに対して、2012年度は1,154百万ユー

ロとなった（ローン・ヘッジおよびリストラクチャリング計画の影響について修正表示済み。）。

商業銀行部門は、フランスのシンジケート市場において首位である（出典：トムソン・ファイナンシャル）

にもかかわらず、利益が減少した。これは、アジア（銀行に流動性の制約がない。）を中心に銀行ローン市場の競

争が激化し、法人顧客がローンより債券発行を好んだ結果である。

同様に、2011年度から行っているリストラクチャリング計画に基づく資産削減努力は、2012年度中も、ペース

は落としたが満足のいくレベルで継続した。ファイナンス業務ポートフォリオから売却した貸出金は、2012年度

は合計3.9十億ユーロとなり、収益に対して114百万ユーロのマイナスの影響を与えた（当期純利益 - 当行グ

ループの持分にして71百万ユーロ）。リストラクチャリング計画の開始以来、貸出金の売却は、平均2.3％のディ

スカウント・レートで総額10.3十億ユーロとなった。

ローン・ヘッジに関しては、当年度中に信用スプレッドが縮小したことで、2012年度の収益は78百万ユーロと

なった。比較として、この数値は2011年度のプラス40百万ユーロと同等であった。

1年間のリスク費用は、293百万ユーロであった。この数値は、少数の貸出金に関する比較的少額の個別準備金
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からなる。

全体として、2012年度のファイナンス業務における当期純利益 - 当行グループの持分は、749百万ユーロで、

ローン・ヘッジについて修正表示し、リストラクチャリング計画の費用を除くと、771百万ユーロとなった。

キャピタル・マーケッツおよび投資業務

（百万ユーロ） 2012年度
2012年度ののれ

んの減損
2012年度

(1)
2011年度

(1)

変動

2012年度
(1)

/2011年度
(1)

収益 1,297 - 2,230 1,970 13.2％

営業費用および償却 (1,649) - (1,649) (1,572) 0.7％
(2)

営業総利益 (352) - 581 398 45.9％

リスク費用 1 - 1 (9) n.m.

営業利益 (351) - 582 389 49.4％

持分法適用会社の純利益持分 1 - 1 - n.m.

その他の資産による純利益（損

失）
11 - 11 (1) n.m.

のれんの変動額 (834) (834) - - n.m.

税引前利益（損失） (1,173) (834) 594 388 52.7％

法人所得税 184 - (137) (73) 86.4％

非継続事業または売却目的保有事

業からの純利益
(249) - - - n.m.

当期純利益（損失） (1,238) (834) 457 315 44.9％

当期純利益（損失） - 当行グ

ループの持分
(1,227) (826) 440 304 44.5％

(1) 債務の再評価、リストラクチャリング計画の影響、CAシュヴルーおよびCLセキュリティーズ・アジア（CLSA）の非継続事

業への再分類（IFRS第5号）、ならびにのれんの変動額について修正表示済み。

(2) 恒常為替レートによる。

2012年度、キャピタル・マーケッツおよび投資業務の収益は13.2％増となった。この事業セグメントは、信用

スプレッドの緩和および長期金利の低下を受けて、キャピタル・マーケッツ活動が好調だったことで牽引され

た。

キャピタル・マーケッツにおいては、債券市場の事業が上向きであったこと、および発行額が増加したこと

で、債券業務はとりわけ好調であった。クレディ・アグリコル・CIBは、金融機関によるユーロ建て発行において

は世界第2位、すべてのユーロ建て発行においては世界第4位である。クレディ・アグリコル・CIBは、ユーロ建て

EMTN私募においては第3位に上昇した。当行グループがフランスの社債市場において首位であり（ディーロジッ

ク）、「2012年度ベスト・ウリダシ・ディーラー」（日本における債券発行）に選ばれたことは、注目に値する。

またクレディ・アグリコル・CIBは、社会的責任債券市場においても、欧州第1位となった。クレディ・アグリ

コル・CIBは、社会的責任のある4件の債券発行を手配することで、新たな分野を開拓した。

投資銀行業務においては、社会的責任ある合併買収チームが、クリスタル・ユニオンによるヴェールマンド

ワーズ・ドゥ・スュクレリの買収、および豊田通商株式会社によるCFAOの買収等、大型の顧問マンデートを獲得

した。クレディ・アグリコル・CIBはこれにより、2012年度のフランス市場において、買収の公募を扱う機関の第1

位としての地位を強化した（出典：トムソン）。エクイティ・キャピタル・マーケッツにおいては、クレディ・

アグリコル・CIBは増資（アルストム）または転換債券発行（フォルシアおよびユニボール）、ならびに従業員

貯蓄業務を完了し、フランス国内における従業員貯蓄制度で第1位としての地位を確認した。

また2012年度は、クレディ・アグリコル・CIBの事業見直しも反映している。たとえば、クレディ・アグリコル

・CIBはブローカレッジ事業の一部を売却した。

■　CAシュヴルーとケプラーとの合併について、ケプラー・キャピタル・マーケッツと契約を締結した。

■　クレディ・アグリコル・CIBは、2012年10月25日付で、CLSAの残り80.1％についてプット・オプションを行使
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した。CLSAの売却により想定される利益は、取引が完了するまで認識されない。

全体として、キャピタル・マーケッツおよび投資業務は2012年度、1,227百万ユーロの当期純損失 - 当行グ

ループの持分となった。債務の再評価（マイナス598百万ユーロ）、のれんの減損（マイナス826百万ユーロ）、な

らびに現在進行中であるCAシュヴルーおよびCLSAの売却について調整すると、当期純利益 - 当行グループの持

分は、2011年度から44.5％増の440百万ユーロとなる。

2012年12月31日現在のバリュー・アット・リスクは、2011年12月31日現在より34％減の10百万ユーロに過ぎ

ず、依然低く抑えられていた。

非継続事業

（百万ユーロ） 2012年度

2012年度のリス

トラクチャリン

グ計画の費用
2012年度

(1)
2011年度

(1)

変動

2012年度
(1)

/2011年度
(1)

収益 (201) (363) 162 (99) n.m.

営業費用および償却 (294) - (294) (381) (22.8％)

営業総利益 (495) (363) (132) (480) (72.6％)

リスク費用 (176) (151) (25) (175) (85.6％)

営業利益 (671) (514) (157) (655) (76.1％)

その他の資産による純利益(損失) 2 - 2 - n.m.

税引前利益(損失) (669) (514) (155) (655) (76.5％)

法人所得税 240 186 54 205 (73.6％)

当期純利益 (429) (328) (101) (450) (77.8％)

当期純利益 - 当行グループの持分 (402) (321) (81) (416) (80.7％)

(1) リストラクチャリング計画の影響について修正表示済み。

リストラクチャリング計画に基づき、2011年度第4四半期に開始した貸出金の売却は、2012年度に強化された。

売買目的ポートフォリオに認識されているほぼすべてのCDOポートフォリオ、および米国住宅ローン債権担保証

券が、総額5.9十億ユーロで売却された（2011年度は1.1十億ユーロ）。これらの売却は、当年度の当期純利益 - 

当行グループの持分に対してマイナス251百万ユーロの影響を与え、リスク加重資産は約14十億ユーロの減少と

なり（CRDⅣに基づく。）、2011年度第4四半期に行われた売却によって生じた貯蓄3.5十億ユーロに累積された。

さらに、2012年2月にコリレーション勘定の市場リスクをブルー・マウンテンに譲渡したことで、リスク加重

資産は14十億ユーロの影響を受けた。

計画の影響を除くと、非継続事業の当期純損失 - 当行グループの持分は、2011年度の416百万ユーロに対して

2012年度は81百万ユーロとわずかであった。

主要なエクスポージャーの内容については、「3　対処すべき課題―リスク要因」における「金融安定理事会

の推奨に基づく感応度エクスポージャー」の項に記載されている。

＜7．コーポレート・センター＞

（百万ユーロ） 2012年度
2011年度

（プロフォーマ）

変動

2012年度／2011年度

収益 (1,841) (845) 2.2倍

営業費用および償却 (916) (981) (6.7％)

営業総利益 (2,757) (1,826) 50.8％

リスク費用 (275) (341) (19.1％)

持分法適用会社の純利益持分 (122) (26) 4.6倍

その他の資産による純利益(損失) 123 (4) n.m.

税引前利益(損失) (3,031) (2,197) 37.9％

法人所得税 854 796 7.2％

当期純利益 (2,177) (1,409) 54.5％
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当期純利益 - 当行グループの持分 (2,305) (1,590) 45.0％

2012年度、コーポレート・センターにはいくつかの非経常項目があった。

第一に、クレディ・アグリコル・エス・エーが発行し、ユニット・リンク契約に基づき保険契約者に代わって

保険会社で保有されている債務証券を、グループ内で相殺消去したことで、当年度、コーポレート・センターには

618百万ユーロのマイナスの影響があった（当期純損失 - 当行グループの持分においてはマイナス405百万ユー

ロ）。相殺消去された有価証券の額面金額は、2012年12月31日現在、8.1十億ユーロであった。

第二に、コーポレート・センターにおいては、当行グループが直面するリスクを軽減し、新しい環境に素早く

適応するため、1年を通じて講じた措置に関連して影響が生じた。たとえば、年初には、有価証券の売却によって93

百万ユーロの損失を計上し、その後は年初に多額の減損が発生したインテーザ・サンパオロの株式およびフラン

サバンクの株式を売却して52百万ユーロの利益を計上した。また収益には、2012年2月に行った債務買戻しの利益

によって、864百万ユーロの収益が発生したことも含まれている（当期純利益 - 当行グループの持分においては

552百万ユーロ）。

2011年度の収益には、物価連動資産の運用収益が急増したことから、多額の資産運用利益が含まれていること

は、注意すべきである。

さらに、営業費用は2011年度比6.7％減となった。

税金には、保険会社の資本準備金に対して例外的に7％もの税金が課されたことによる影響（マイナス128百

万ユーロ）が含まれている。

全体として、コーポレート・センターの当期純利益 - 当行グループの持分は、2011年度がマイナス1,590百万

ユーロであったのに対して、2012年度はマイナス2,305百万ユーロとなった。

クレディ・アグリコル・エス・エーの連結貸借対照表

2012年度末現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結資産は、2011年12月31日現在の1,723.6十億ユー

ロから118.8十億ユーロ（6.9％）増の1,842.4十億ユーロとなった。この増加は、純損益を通じて公正価値で測定

する金融資産および負債の価値が大幅に増加したことによるが、顧客および金融機関に対する貸出金（マイナス

69.6十億ユーロ）および債券（マイナス54.0十億ユーロ）の減少は、一部しか相殺されなかった。

外国為替が2012年度の貸借対照表に与えた影響は、3.8十億ユーロとなった。2011年度はごくわずかであった。

＜資産＞

主要な資産項目は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（33.6％）、顧客に対する貸出金および債権

（20.9％）、金融機関に対する貸出金および債権（17.9％）、ならびに売却可能金融資産（14.1％）であった。こ

れらの項目を合わせると資産の86.6％を占め、当年度中、絶対的な数値としては最大の変化を記録した（特に純

損益を通じて公正価値で測定する金融資産の129.7十億ユーロ増、売却可能金融資産の32.3十億ユーロ増、ならび

に顧客および金融機関に対する貸出金および債権の63.9十億ユーロ減を含む、合計98.1十億ユーロ増）。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の総額は、2011年12月31日現在の490.3十億ユーロに対して、

2012年12月31日現在は26.5％増の620.0十億ユーロとなった。

ポートフォリオの大半（88.7％すなわち550.2十億ユーロ）は、純損益を通じて公正価値で測定する売買目的

保有の金融資産であり、これらは前年度比23.1％増の103.1十億ユーロとなった。これは主として、デリバティブ

金融商品のプラスの公正価値（2011年度末の349.5十億ユーロに対して2012年度末は418.5十億ユーロ）、および

売戻し条件付取得有価証券（2011年度末の21.7十億ユーロに対して2012年度末は82.6十億ユーロ）であった。売

買目的保有の有価証券は48.7十億ユーロで、前年度から27十億ユーロ近く（35.6％）減少した。内訳は、政府短期
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証券および類似証券（34.9十億ユーロ）、債券およびその他の利付証券（9.4十億ユーロ）ならびに株式および

その他の証券（4.4十億ユーロ）からなる。

「デリバティブ商品」の大幅な増加（19.8％すなわち69.1十億ユーロ）は、主としてクレディ・アグリコル

・CIBにおいて計上された、金利スワップに対するプラスの価格効果を反映している。一方、売戻し条件付取得有

価証券は同時に61十億ユーロ増加し（2011年度末の金額の3.8倍）、売買目的有価証券は35.6％すなわち27十億

ユーロ近く減少した。

残りのポートフォリオ（ポートフォリオの11.3％すなわち69.8十億ユーロ）は、クレディ・アグリコル・エ

ス・エーがオプションを選択した結果、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類された有価証券から

なる。これらの有価証券は主として、保険業務におけるユニット・リンク契約の裏付資産である。これらは、2012

年度、金融市場が好転したことを反映して、2011年度比61.7％増となった。この変化は、貸借対照表の負債におけ

る数理計算上の準備金に体系的に反映されている。

顧客および金融機関に対する貸出金および債権

このカテゴリには、活発な市場に上場していない金融資産について、減損の可能性についての引当金を調整

後、固定利付または確定利付で記録する。合計残高は、2011年と比較して8.2％（すなわち63.9十億ユーロ）減少

し、715.3十億ユーロとなった。

顧客に対する貸出金および債権（リース・ファイナンス業務を含む。）は、2012年12月31日現在、2011年12月

31日現在から17.4％（すなわち69.6十億ユーロ）減の329.8十億ユーロとなった。この急激な減少は、欧州市場の

低迷によって信用需要が減退したこと、ならびに市場および規制上の制約に適応するためにクレディ・アグリコ

ル・エス・エー・グループが現在行っている努力の影響を反映している。

顧客に対する債権の減少の大部分、すなわち減少の52.6％は、2011年度末の53.3十億ユーロから2012年度末は

68.7％減の16.7十億ユーロとなった「売戻し条件付取得有価証券」に関するものである。「顧客に対するその他

の貸出金」は、2012年度末現在、前年度比9.2％減の269.9十億ユーロとなり、顧客に対する貸出金および債権全体

の減少に対する寄与は39.3％であった。クレディ・アグリコル・CIBにおいては、売戻し条件付取得有価証券につ

いての業務が大幅に減少した。貸出業務は、フランスおよびイタリア両国のネットワークにおいて、困難なマクロ

経済環境とそれに続く需要の減退によって、大きく影響を受けた。注目すべきは、クレディ・アグリコル・CIB、な

らびにフランスおよびイタリアの消費者金融子会社において、2011年9月に発表されたリストラクチャリング計

画に同調して顧客に対する貸出金が減少したことである。

金融機関に対する貸出金および債権の総額は、2012年12月31日現在、前年度比1.5％すなわち5.7十億ユーロ増

の385.5十億ユーロとなった。これには、クレディ・アグリコル内の取引、主としてクレディ・アグリコル・エス

・エーから地域金庫に対する定期預金および貸付金267.2十億ユーロが含まれる。この項目の内容は、クレディ・

アグリコル・エス・エーと地域金庫との関係を支配する財務メカニズムを反映している。

当行グループ外の金融機関に対する預け金は、2012年度末現在、前年度比13.1％増の118.3十億ユーロとなっ

た。比較的安定していたのは、貸出金および債権の両方が24.6％すなわち16.7十億ユーロ増加したこと、ならびに

売戻し条件付取得有価証券が15.0％すなわち5.4十億ユーロ減少したことを反映している。

顧客および金融機関に対する貸出金および債権（元本）の評価性引当金は、リース・ファイナンス取引に関

する金額を除き、IFRS第5号に基づきエンポリキ、シュヴルーおよびCLSAが再分類されることを想定して、前年度

比25.7％（すなわち4.2十億ユーロ）減となり、貸倒懸念貸出金および貸倒懸念債権のカバレッジ比率は、2011年

12月末現在が76.9％であったのに対して2012年12月末現在は75.7％となった。これには、集合的減損引当金の2.9

十億ユーロが含まれている。集合的減損引当金を除く推定カバレッジ比率は、1年前の55.4％に対して57.3％と

なった。
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売却可能金融資産（減損損失を除く。）は、2011年12月31日から2012年12月31日にかけて、32.3十億ユーロ

（14.2％）増の259.7十億ユーロとなった。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにおいて、かかる有価

証券の最大の保有者はプレディカで、その次がクレディ・アグリコル・エス・エーであった。売却可能金融資産

は、公正価値で測定され、利益および損失に計上され、その他の包括利益において直接認識される。かかる有価証

券が売却された場合、変更分は損益計算書に転記される。利付証券の剰余金および割引の評価損は、実行利率に

よって損益計算書に認識される。

これらの資産には、債券およびその他の利付証券（171.0十億ユーロ）、政府短期証券および類似証券（66.6

十億ユーロ）、株式およびその他の証券（16.4十億ユーロ）ならびに非連結株式投資（5.7十億ユーロ）が含ま

れている。債券およびその他の利付証券ポートフォリオは、2012年度、23.4十億ユーロ（15.9％）増加した。2012

年度以降、非連結株式投資（2012年度末現在5.7十億ユーロ）には、バンクインテルに対する持分が含まれてお

り、インテーザ・サンパオロ・エスピーエーに対する投資はこの項目から除外されている。

売却可能金融資産に対する税引後未実現利益は、2012年12月31日現在、8.5十億ユーロであった（2011年度は

3.8十億ユーロの未実現損失）。これは、当行グループの保険会社の税引後繰延利益分配資産（6.9十億ユーロ）

によって、一部相殺された（2011年度末現在は1.9十億ユーロ）。残高1.6十億ユーロは、株主持分に認識されてい

る。

2012年12月31日現在、売却可能資産に対する永久減損損失引当金は、2.3十億ユーロとなった（2011年12月31

日現在は7.5十億ユーロ）。この変化は主として、（ギリシャ救済計画に基づき）主にギリシャの政府債の減損

（保険業務に認識）に関して5.8十億ユーロを戻し入れ利用したことによるものである。

満期保有金融資産

このカテゴリには、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが満期まで保有する意図および能力を有

する固定または確定利付証券が含まれる。これらは償却原価で認識され、剰余金または割引は実行利率で償却さ

れる。減損を除く価値は、2011年度から2012年度にかけて741百万ユーロ（4.8％）減少し、14.6十億ユーロとなっ

た。

持分法適用会社に対する投資

持分法適用会社に対する投資総額は、2011年度の18.3十億ユーロから、2012年度末には18.6十億ユーロと、ほ

ぼ横ばいであった。これは主として、バンクインテルの連結除外による影響ならびにユーラゼオおよびBESにおけ

る減損が、とりわけ地域金庫およびバンク・アル・サウジ・アル・フランシに関する利益によって相殺されたた

めである。

のれん

のれんの純額は13.9十億ユーロで、前年度比3.5十億ユーロ減となった。のれんの価値の減少には、当行グルー

プが業務を行う市場におけるマクロ経済の悪化、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループがのれんを有す

る事業についての評価パラメータの厳格化、ならびにクレディ・アグリコル・グループがリストラクチャリング

計画を実施したことによる減損損失が反映されている。2012年度、のれんの減損の内訳は、クレディ・アグリコル

・コンシューマー・ファイナンス（CACF）の1,495百万ユーロ、国際リテール・バンキングの1,066百万ユーロ、

およびクレディ・アグリコル・CIBの834百万ユーロであった。CACFに関しては、アゴスののれんの価値がゼロに

なった一方、もっぱら技術的理由で、すなわち評価パラメータの厳格化によって、自動車メーカーとのパートナー

シップにおけるのれんが一部減損した。クレディ・アグリコル・CIBの減損は、リストラクチャリング計画の費

用、および当該事業内におけるリストラクチャリング計画発表後のニューエッジに関するものであった。最後に、

国際リテール・バンキングののれんの減損は、主としてイタリアにおいてマクロ経済情勢が悪化したことによる

ものであった。
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＜負債＞

負債は、主として金融機関および顧客に対する債務（35.0％）、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

（31.1％）、保険契約に係る責任準備金（13.3％）ならびに債券（8.2％）で構成される。これらの項目は、株式

を含む負債総額の87.4％を占める。

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

2012年12月31日現在、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、前年度比132.8十億ユーロ（30.2％）

増の572.5十億ユーロであった。この増加の主たる内訳は、売買目的保有のデリバティブ金融商品の公正価値増加

（72.4十億ユーロすなわち20.9％）、および売戻し条件付取得有価証券の増加（54.6十億ユーロ）である。

このポートフォリオは、売買目的保有の金融負債のみで構成される。2012年12月末現在の内訳は、売買目的保

有のデリバティブ金融商品（418.3十億ユーロ）、売戻し条件付取得有価証券（90.6十億ユーロ）、債券（31.1十

億ユーロ）および空売りされた有価証券（32.5十億ユーロ）である。

顧客および金融機関に対する債務

顧客および金融機関に対する債務の総額は、2012年度末現在、前年度比54.0十億ユーロ減の644.3十億ユーロ

となった（2011年度比7.7％減）。

金融機関に対する債務総額は、前年度比12.0十億ユーロすなわち7.0％減の160.6十億ユーロとなった。これに

は、50.1十億ユーロに上るクレディ・アグリコル・グループの内部取引が含まれていた（地域金庫とクレディ・

アグリコル・エス・エーとの金融に関する内部取決めによる資金の移動）。

顧客に対する債務総額は、2012年12月31日現在、前年度から42.0十億ユーロ近く（8.0％）減少して483.6十億

ユーロとなった。これは主として、特別貯蓄口座（226.3十億ユーロ）、当座預金（121.2十億ユーロ）およびその

他の負債（113.0十億ユーロ）からなる。

クレディ・アグリコル・グループの内部財務メカニズム（本書の連結財務書類の項における一般的枠組みを

参照。）により、地域金庫における貯蓄預金（通帳式口座、住宅購入に関する貯蓄プラン、貯蓄債券および定期口

座、定期預金等）は、クレディ・アグリコル・エス・エーの貸借対照表において集中管理されている。2012年12月

31日現在の総額は、2011年度から8十億ユーロ近く増加して約199十億ユーロとなった。

顧客に対する債務が減少したのは、主として、売戻し条件付取得有価証券が50.5十億ユーロ（70.2％）減少し

たことによるものであった。特別貯蓄口座の預金は、2012年度末現在、2.1％（4.6十億ユーロ）増の226.3十億

ユーロとなった。これは、フランス国内リテール・バンキング（LCLおよび地域金庫）において、これらの商品－

特にLivret A貯蓄口座の預金獲得が好調であったためである。顧客に対するその他の債務は、2012年度末現在、

5.0十億ユーロ増の113.0十億ユーロとなり、当座預金は121.2十億ユーロで2011年度から横ばいとなった（0.4％

減）。さらに、住宅再融資公庫（Caisse de Refinancement à l’Habitat）（住宅向け借換基金、CRH）からの約

束手形は、顧客に対する債務から債券に再分類されたため、この項目が減少した。

債券

債券（純損益を通じて公正価値で測定する有価証券を除く。）は、2十億ユーロ（2011年度から2012年度の間

に1.4％）増の150.4十億ユーロとなった。これは、クレディ・アグリコル・エス・エーが市場において譲渡性債

務証券を発行することで調達した資金が11.0十億ユーロ（18.5％）減少し、市場において債券を発行することで

調達した資金が1.5十億ユーロ減の76.7十億ユーロとなったことを反映している。対照的に、銀行間金融商品の残

高の価値は、2011年度から2012年度の間に3.4倍の20.6十億ユーロとなった。

保険契約に係る責任準備金

保険契約に係る責任準備金は、2012年度、2011年度から5.9％増の244.6十億ユーロとなった。保険負債の一部
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は、2011年度登録書類の公表日現在に適用のあるIASおよびIFRSの規定に従い、引き続きフランスのGAAPに基づき

評価されている。

劣後債務

劣後債務は、2012年度は3.8十億ユーロ（11.3％）減の約30.0十億ユーロとなった。これは、期限付および永久

劣後債務の両方が、それぞれ1.6十億ユーロ（7.4％）減の19.7十億ユーロ、および2.2十億ユーロ（18.0％）減の

10.0十億ユーロとなったことを反映している。

資本

2012年12月31日現在の株主持分は、2011年12月31日現在から4.1十億ユーロ減の45.2十億ユーロとなった。

株主持分（当行グループの持分）（当年度の当期純利益を含む。）は、2011年度末の42.8十億ユーロに対して

2012年度末は39.7十億ユーロとなり、期間中3.1十億ユーロの減少であった。この減少は、主として以下の要因に

よるものである。

■　2012年度の当期純損失6.5十億ユーロ（2011年度の当期純損失は1.5十億ユーロ）。

■　2012年度末現在、連結準備金が1.7十億ユーロ減の13.7十億ユーロとなったこと。

■　資本に直接認識された利益および損失が、2011年度末のマイナス1.3十億ユーロに対して2012年度末はプラス

1.9十億ユーロであったこと。

資本管理および規制比率

2006年1月11日付で欧州連合が採用したIAS第1号の改正により、発行者の資本およびその管理（資本管理の目

的、方針および手続き）について、量的および質的情報を開示することが義務づけられた。この情報は、財務書類

に対する注記3.6（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計

年度―A.　連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」）および上記「第3　事業の状況―3　対処すべき課

題」の項に記載されている。

関連当事者取引

関連当事者と締結している主要な取引については、2012年12月31日に終了した年度の連結財務書類の「一般

的枠組み－関連当事者」（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了

した会計年度―A.　連結財務書類―(1) 一般的枠組み」）に開示されている。

内部統制

2003年8月1日付で施行されたフランス金融保障法の規定に従い、取締役会会長は、経営報告書に添付する形

で、取締役会の業務の準備および組織について、ならびに当行全体で実施している内部統制手続きについて、連結

ベースで報告を行わなければならない。

この報告書は、フランス金融市場機関（AMF）が定める方法によって作成し、登録書類（第3節「会長の報告（

rapport du Président）」）に組み込まれるもので、以下の2つの部分で構成される（「第5　提出会社の状況―

5　コーポレート・ガバナンスの状況等」参照。）。

■　第Ⅰ部は、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会の業務について取り扱う。

■　第Ⅱ部は、クレディ・アグリコル・グループの内部統制システムを支える組織原理、ならびにリスク管理およ

び監督手続きについての情報を記載する。リスク管理および恒常的統制、法令違反リスクの予防および制御、

ならびに定期的制御システムについての記述も含む。

最近の動向および展望

＜2013年度前半の展望＞
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ユーロ圏においては、危機解決のための戦略が、成長の限界に達しつつある。国内成長は、高い失業率、賃金の

ディスインフレーションまたはデフレーション、および税負担の増加により、依然として抑制されたままである。

この傾向は、ドイツを除くユーロ圏全体に及び、圏内の市場の減速が地域貿易の低迷と相まって不景気につな

がっている。このため、牽引力は外部からしか起こりえないのであるが、加盟国は市場シェアを確保するため互い

にしのぎを削っている。この状況をさらに悪化させるのが、さらなる障害となる現在のユーロ高であるが、この上

昇傾向は、欧州経済のファンダメンタルズの弱体化をより忠実に反映するため、2013年度中にも下降に転じる見

込みである（2013年6月末現在の推定は１ユーロ＝1.30米ドル）。

ただし、持続可能な協調的金融政策というプラス要素もある。これは、ECBが最後の決定的な態度を見せ（政策

金利を史上最低の0.5％に引き下げる。）、債務削減プロセスの一助として長期金利の引下げを行う（ドイツ債の

10年金利は年半ばで1.8％）余地があることを念頭に置いたものである。2013年度、ユーロ圏の経済活動はさらに

減速し（年平均マイナス0.3％）、北部の成長も抑制され（ドイツ：プラス0.4％、フランス：プラス0.2％）、南

部では不況が続く（イタリア：マイナス1.2％、スペイン：マイナス1.6％）と予測される。

イタリア（2月）およびドイツ（9月）で総選挙が行われるなど、政治課題が山積していることも、事態を複雑

にしている。選挙の争点、過激派による演説、ポピュリズムおよび欧州懐疑主義は、市場不安をあおるおそれがあ

るが、ユーロ圏で生き残ることが非常に重要だと信じられている今、マリオ・ドラギは自信を喚起し、パニックを

回避することができるはずである。

一方米国は、財政および金融刺激策によって経済活動を底上げするなど、債務負担を軽減するために成長する

ことを選択した。ただし、債務は現在国内総生産の100％を超えており、財務再建問題は急を要する。経済はいまだ

回復期にあり、個人の財政状態を見直す必要から、一般的な成長の原動力である個人消費が抑制されているため、

財政刺激策を廃止することは困難である。この結果、民主党と共和党が新鮮味のない赤字削減プログラムで合意

すると予測されるが、成長に与える影響はわずかで、債務の急増を食い止めるには十分ではないだろう。連邦準備

銀行は、金融政策において協調的姿勢を維持し、連邦政府が有利な条件で借換えを行えるよう支援するために必

要な追加の量的緩和措置（6月末現在、10年債の金利目標は2.5％）を取ると予測される。これにより、米国の成長

率は2％前後を維持する見込みである。

＜クレディ・アグリコル・エス・エー＞

2012年度、クレディ・アグリコル・グループは、新しい財務および規制環境に適応するため、徹底的な調査を

行った。これを受けて当行グループは、債務管理、リスク削減および本業の成長における優先順位付け等、将来の

新たな基準を決定した。クレディ・アグリコル・グループは、2つの重要な段階を経てこれらの原則を推進する。

すなわち、クレディ・アグリコル・エス・エーのソルベンシーの強化、および2013年秋に発表される新中期計画

の策定である。

このためクレディ・アグリコル・エス・エーは、2013年度、資産の厳しい管理を実行し、クレディ・アグリコ

ル地域金庫と共同で既存の内部連帯メカニズム（「スイッチ」）を拡大するなど、増資に頼らずにソルベンシー

を強化する予定である。クレディ・アグリコル・グループのソルベンシーにおけるクレディ・アグリコル・エス

・エーのソルベンシーの軌道は、中期計画において開示される予定である。

現在の経済、銀行および規制環境において策定されたこの計画によって、10年間のグループ・プロジェクトに

おけるクレディ・アグリコル・エス・エーの目標が決定される。これは大きく分けて2つの作業となる予定であ

る。リテール・バンキングおよび貯蓄管理においてすでに築いた確固たる地位に基づき、一般的なリテール・バ

ンキングのプロジェクトを加速する一方、専門事業部門で行われている変革を継続して実施するのである。

＜最近の出来事＞

報告期間以降の出来事は、2012年12月31日に終了した年度の連結財務書類の注記11に開示されている。
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クレディ・アグリコル・エス・エーの業績の分析

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの収益は、2011年度の1,185百万ユーロから2,605百

万ユーロ増の3,790百万ユーロとなった。この増加は、以下の要因による。

■　利鞘の減少（当期間中51百万ユーロ減）。その要因は、

■　2011年12月23日付で導入されたスイッチ預金に関する費用の増加449百万ユーロ。

■　ロンドン支店における金利商品のミクロ・ヘッジの表示変更に伴う、利益の増加443百万ユーロ。これら

は現在利鞘に含まれている。

■　銀行間金利の低下。これにより、支払利息純額が自動的に増加する。

■　「証券による利益」は、特に子会社および関連会社から受け取る配当およびその他の利益を含み、2012年12月

31日現在は4,419百万ユーロの利益となった。これは主として、以下の配当金および中間配当からなる。クレ

ディ・アグリコル・アシュランス：2,101百万ユーロ、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・イ

ンベストメント・バンク：630百万ユーロ、LCL：522百万ユーロ、地域金庫が発行した共同投資証券（CCI）

および共同組合証券（CCA）：282百万ユーロ、アムンディ：171百万ユーロ、デルフィナンス：116百万ユー

ロ、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス：115百万ユーロ、CACEIS：107百万ユーロなら

びにカリパルマ：82百万ユーロ。

期間中に750百万ユーロの変更が生じたのは、主として以下の要因による。

■　以下の事業から支払われた配当金の増加。クレディ・アグリコル・アシュランス：1,196百万ユーロ

（資本構造を最適化するための努力から増加した。）、デルフィナンス：77百万ユーロ、CACEIS：65百

万ユーロ。

■　配当金の減少。クレディ・アグリコル・コーポレート＆インベストメント・バンク：300百万ユーロ、お

よびクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス：267百万ユーロ。

■　預金の受取報酬および手数料の純額は33百万ユーロ増加し、2012年度、パリ控訴裁判所によって競争当局の決

定が覆されたことで、「チェック・イメージ（image chèque）」に関する罰金41百万ユーロが返還された

こと。

■　売買目的勘定における当期純利益の710百万ユーロ増。この増加の要因は、

■　債券市場の好転を受けて有価証券ポートフォリオの利益が65百万ユーロ増加したこと（CAシュヴルー

のマーケット・メイキング契約に関する32百万ユーロを含む。）。

■　売買目的のデリバティブ・ポートフォリオの利益が715百万ユーロ増加したこと。この増加は、投資ポー

トフォリオのヘッジ項目に対する引当金の戻入純額合計1,155百万ユーロ（2011年度は760百万ユーロ

の純繰入であったのに対して、2012年度は395百万ユーロの純戻入となった。）が、2011年度、ロンドン

支店において売買目的勘定における金利商品のミクロ・ヘッジの表示が変更されたことに伴う366百

万ユーロの減少によって、相殺されたものである。最後に、イールドカーブの変化によって、金利デリバ

ティブは74百万ユーロ減となった。

■　為替および関連取引が70百万ユーロ減少したこと。これは主として、クレディ・アグリコル・バンク・

ポルスカ（旧ルカス・バンク）およびCA EFLに対する投資のデリバティブによって外国為替リスクを

ヘッジしたことによる、ポーランドの通貨ズロティに対するクレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループのエクスポージャー（総額148百万ユーロ）が、為替デリバティブの65百万ユーロ増によって相

殺された結果である。

■　主として2012年度、債券の減損損失の戻入れによって911百万ユーロのプラスの変化があったことで、短期投

資ポートフォリオが1,168百万ユーロ増加したこと。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの営業費用は、2011年度比32百万ユーロ減の689百

万ユーロであった。従業員費用（引当金を含む。）は、クレディ・アグリコル・カード＆ペイメント（旧セディカ
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ム）において従業員のチャージ・バックが減少したため、24百万ユーロ増となった。一方、外部サービスおよびそ

の他の一般管理費は、2011年度、当行グループのプロジェクト（アルページュ、ニース、ピグマリオン）実施に関

連してIT費用が減少した結果、58百万ユーロ減となった。最後に、「利益または給与評価以外に対する税金」は、

英国においてロンドン支店に影響を与えた課税の関係で、8百万ユーロ増加した。

これらの変化により、2012年12月31日現在の営業総利益は、2011年度（451百万ユーロ）から2,635百万ユーロ

増の3,086百万ユーロとなった。

2012年度のリスク費用純額は1,004百万ユーロで、2011年度の295百万ユーロから709百万ユーロ増となった。

この変化は、主として2013年2月1日付で完了したエンポリキの売却に関して、総額942百万ユーロが繰り入れられ

たこと（2013年度に行われた585百万ユーロの資本組入を含む。）によるものである。

「固定資産に係る純利益（損失）」の繰入額は7,026百万ユーロで、その内訳は以下のとおりである。

■　5,599百万ユーロの減損損失および貸倒債権の償却純額。これは主として、2012年2月および7月に、エンポリキ

から3,612百万ユーロの資本を組み入れたことによるものである。さらに、以下の事業において新たに減損テ

ストを行ったことで、繰入が認識された。クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス：1,249百

万ユーロ（この金額にはイタリアの消費者金融子会社アゴスにおける損失が含まれている。）、カリパル

マ：909百万ユーロおよびクレディ・アグリコル・コーポレート＆インベストメント・バンク：907百万

ユーロ。これらの繰入は、インテーザ・サンパオロおよびバンクインテルの売却により、合計1,302百万ユー

ロの減損損失（それぞれ1,161百万ユーロおよび141百万ユーロ）を戻し入れたことで、一部相殺された。

■　株式投資および関連当事者に対する投資の売却による純利益および損失は、合計1,503百万ユーロとなった。

これは主として、インテーザに関する損失総額1,122百万ユーロ、およびバンクインテルに関する損失総額

278百万ユーロによるものである。

■　事業に供された固定資産の売却益は、合計76百万ユーロとなった。これは主として、パスツールの建物群の売

却により、75百万ユーロの利益が発生した結果である。

「固定資産に係る純利益（損失）」が前年度から2,047百万ユーロ変化したのは、主として以下の要因によ

る。

■　減損損失の増加。エンポリキ：1,540百万ユーロ、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス：

1,249百万ユーロ、カリパルマ：250百万ユーロ、およびクレディ・アグリコル・コーポレート＆インベスト

メント・バンク：167百万ユーロ。

■　インテーザおよびバンクインテルの有価証券に関する減損損失の戻入れ。それぞれ1,692百万ユーロおよび

711百万ユーロのプラスの変化となった。

■　インテーザおよびバンクインテルにおける損失の増加。それぞれ総額1,071百万ユーロおよび278百万ユーロ

となった。

■　パスツールの建物群の売却に関する利益75百万ユーロ。

主としてフランスにおける連結納税メカニズム（納税グループの筆頭はクレディ・アグリコル・エス・

エー）によって生まれた税金利益は、2011年度の1,201百万ユーロに対して、2012年度は前年度から434百万ユー

ロ減の767百万ユーロとなった。このように大きく変化したのは、連結納税グループの純利益の合計が大幅に減少

したためであった。

クレディ・アグリコル・エス・エーと連結納税契約を締結していた会社は、2011年12月31日現在の1,309社に

対して、2012年12月31日現在は1,311社であった。

銀行の流動性リスクおよびソルベンシー・リスクを管理する基金（FRBLS）は、2012年度、34百万ユーロ増加

し（2011年度は28百万ユーロ）、2012年度、法定引当金には純額24百万ユーロが繰り入れられた（2011年度は6百

万ユーロ）。

全体として、2012年12月31日現在のクレディ・アグリコル・エス・エーの当期純利益はマイナス4,235百万

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 217/1332



ユーロであった（2011年度はマイナス3,656百万ユーロ）。
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A. 連結

財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」の注記6.16を参照。

２ 【主要な設備の状況】

「第2　企業の概況―3　事業の内容」を参照。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項なし。
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第５ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

① 【株式の総数】

授　権　株　数 発行済株式総数 未発行株式数

（注）
2,498,020,537株

（2012年12月31日現在）
（注）

(注) フランス法上、未発行の授権株式という概念はない。しかしながら株主から取締役会への委託により発行される株式と

いう概念がある。当行の株主は、一定の額および期間において新株または持分証券を発行する権限を取締役会に与える

ことができる。

② 【発行済株式】

記名・無記名の別及び
額面・無額面の別

種　類 発行数（株）
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内　容

記名式
（1株の額面金額3ユーロ）

普通株式
2,498,020,537株

（2012年12月31日現在）
ユーロネクスト・パリ

議決権に
制限のない
株式

（２）【発行済株式総数及び資本金の推移】

最近の資本金の推移

下記の表は、最近5年間のクレディ・アグリコル・エス・エーの資本金の推移を示している。

取引の日および種類 資本金の額（ユーロ） 株式数

2007年12月31日現在の資本金 5,009,270,616

（642,739,512,739円）

1,669,756,872

2008年7月7日

現金のための新株発行による増資

（2008年5月21日株主総会）

+1,669,756,872

（+214,246,504,246円）

+556,585,624

2008年12月31日現在の資本金 6,679,027,488

（856,986,016,985円）

2,226,342,496

2009年6月22日

スクリップ配当の支払

（2009年5月19日株主総会）

+279,712,323

（+35,889,888,164円）

+93,237,441

2009年12月31日現在の資本金 6,958,739,811

（892,875,905,149円）

2,319,579,937

2010年6月21日

スクリップ配当の支払

（2010年5月19日株主総会）

+199,239,846

（+25,564,464,640円）

+66,413,282

2010年7月29日

従業員に対する増資

（2009年5月19日株主総会）

+47,001,216

（+6,030,726,025円）

+15,667,072

2010年12月31日現在の資本金 7,204,980,873

（924,471,095,815円）

2,401,660,291

2011年6月20日

スクリップ配当の支払

（2011年5月18日株主総会）

+288,935,580

（+37,073,324,270円）

+96,311,860

2011年10月5日

従業員に対する増資

（2011年5月18日株主総会）

+145,158

（+18,625,223円）

+48,386
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2012年12月31日現在の資本金 7,494,061,611

（961,563,045,307円）

2,498,020,537

　2012年12月31日に終了した年度において、クレディ・アグリコル・エス・エーの当期純利益－当行グループの

持分は赤字であったため、取締役会は、2013年2月19日に開催された取締役会において、2012年12月31日に終了し

た事業年度に係る配当を行わないことを株主総会において提案する旨決定した。

　2011年10月5日以降、クレディ・アグリコル・エス・エーの資本金は合計7,494,061,611ユーロとなり、それぞれ

額面金額3ユーロで、2,498,020,537株となった。

（３）【所有者別状況】

　2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの資本金は、2,498,020,537株で構成されている。当該

日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの認識によれば、資本金および議決権の所有権は下記のとおりであ

る。

株主 株式数 資本金割合（％） 議決権割合（％）

SASリュ・ラ・ボエスィ 1,405,263,36456.25 56.42

自己株式 7,319,186 0.29 -

従業員株式保有制度 110,546,010 4.43 4.44

機関投資家 695,978,777 27.86 27.94

個人投資家 278,913,200 11.17 11.20

合計 2,498,020,537 100 100

（４）【大株主の状況】

　上記「（３）所有者別状況」を参照。

　クレディ・アグリコル・エス・エーの認識によれば、SASリュ・ラ・ボエスィ以外に、5％以上の資本金または議

決権を所有する株主はいない。

２ 【配当政策】

　配当政策は、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会によって決定される。この政策においては、この業

界における主要なフランス企業および国際企業の配当政策の慣行や、当行の利益および財政状態が特に考慮され

る。クレディ・アグリコル・エス・エーは、いかなる年度に支払われる配当額に関しても保証を提供していない。

　2012年12月31日に終了した事業年度におけるクレディ・アグリコル・エス・エーの当期純利益－当行グループ

の持分は赤字であったため、取締役会は、2013年2月19日に開催された取締役会において、配当を行わないことを

株主総会において提案する旨決定した。

　また、クレディ・アグリコル・エス・エーの主要株主であるSASリュ・ラ・ボエスィは、2013年に終了する年度

において、クレディ・アグリコル・エス・エーの株式の形態で配当を行うことを選択する旨決定した。

　2001年度から2003年度まで、クレディ・アグリコル・エス・エーは、1株当たり0.55ユーロの配当を支払った。配

当は、2004年度には0.66ユーロ、2005年度には0.94ユーロ、2006年度には1.15ユーロ、そして2007年度には1.20

ユーロに引き上げられた。2008年度、2009年度および2010年度に関しては、株主は0.45ユーロの配当を現金または

株式で受領することが選択できた。配当を株式で受領する方式は、相当程度の株主の関心を集め、2008年度には、

自己株式および流動性契約を除く権利の85.7％がこの方式で行使され、2009年度は59.3％、2010年度は84.9％で

あった。2011年度には、配当はされなかった。

2012年度に

関して

2011年度に

関して

2010年度に

関して

2009年度に

関して

2008年度に

関して
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1株当たり正味配当額
(1)
（ユーロ） なし なし 0.45 0.45 0.45

分配率
(2) なし なし 85％ 92％ 97％

(1) 2008年7月における優先的新株引受権による増資に合わせて調整されたデータ。

(2) 支払配当合計（自己株式を除く。）を当期純利益－当行グループの持分で除したもの。

３ 【株価の推移】

クレディ・アグリコル・エス・エーの株式は、ユーロネクスト・パリのA部にISINコードFR0000045072で上

場されている。

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

（単位：ユーロ）

回　次 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

決算年月 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日

最　高
21.57

（2,768円）

15.66

（2,009円）

13.78

（1,768円）

12.92

（1,658円）

20.84

（2,674円）

最　低
6.77

（869円）

5.90

（757円）

7.87

（1,010円）

3.98

（511円）

6.56

（842円）

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

（単位：ユーロ）

月　別 2012年12月2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月

最　高
6.26

（803円)

7.76

（996円)

7.64

（980円)

7.26

（932円)

7.05

（905円)

7.50

（962円)

最　低
5.88

（754円)

6.35

（815円)

6.87

（881円)

6.15

（789円)

6.12

（785円)

6.79

（871円)

４ 【役員の状況】

会社役員の役職
　以下に記載されている取締役会および業務執行陣のメンバーの役職に関する情報は、フランス商法第
L.225-102-1条第4項および2004年4月29日付2004年EC規則第809の付属文書Ⅰによって開示が義務付けられてい
る。

2012年12月31日現在のクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会
ジャン－マリー・サンデール

当行における主要な役職：取締役会会長

戦略委員会委員長および指名・統治委員会メンバー

1949年生まれ 勤務先住所： アルザス－ヴォージュ地域金

庫

ストラスブール、Cedex、67008、

ラ・ガール広場 1 - BP 440

当初選任日 2010年5月（個人）

任期終了 2013年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

18,267

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業
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会長 - アルザス－ヴォージュ地域

金庫

会長 - FNCA（2010年）

- SASリュ・ラ・ボエスィ

（2010年）

- SAS Sacamアンテルナシオナ

ル（2010年）

- SAS Sacamパーティシパシオ

ン（2010年）

- SAS Sacamデヴェロップモン

（2010年）

- Scicam（2010年）

- GIE Gecam経営委員会（2010

年）

会長代理 - FNCA

取締役（理事） - SASリュ・ラ・ボエスィ

- SAS Sacamパーティシパシオ

ン

- Scicam

- クレディ・アグリコル財団

「ペイ・ドゥ・フランス」

- 「アン・アヴニール・アン

サンブル」財団

会長代理 - Sacam（2009年）

- SAS Sacamデヴェロップモン

（2010年）

取締役 - LCL（2010年）

- クレディ・アグリコル・CIB

（2010年）

- Cirecam（2010年）

経営委員会メンバー - Gecam（GIE） 会長の法定代理人

（SAS Sacamパーティシパシオ

ン）

- SASセグール（2010年）

- SASミロメニル（2010年）

- SAS Sacamサンテフィ（2010

年）

- SAS Sacamアシュランス・コ

シオン（2010年）

- SAS Sacam（2010年）

- SAS Sacam Fireca（2010

年）

- SAS Sacamプロジカ（2010

年）

- SAS Sacamアヴニール（2010

年）

経営委員会メンバー - Adicam（2010年）

その他の上場企業

その他の非上場企業

取締役 - ストラスブール電力公社 無議決権メンバー - ストラスブール電力公社

（2009年）

その他の役職

会長 - CICA

- グラミン・クレディ・アグ

リコル財団

- ケス・ダシュランス・アク

シダン・デュ・バ－ラン

会長 - CNMCCA（2007年）

- アルザス経済社会評議会

（2007年）

理事 - グラミン・クレディ・アグ

リコル財団（2012年）

SASリュ・ラ・ボエスィ代表者：
ドミニク・ルフェーヴル
当行における主要な役職：取締役会会長代理
戦略委員会、報酬委員会および指名・統治委員会メンバー
1961年生まれ 勤務先住所： ヴァル・ドゥ・フランス地域

金庫
シャルトル、28002、ダニエル－
ブテ通り 1

当初選任日 2010年5月（SASリュ・ラ・ボ
エスィ）

任期終了 2015年
2012年12月31日現在保有する
クレディ・アグリコル・エス
・エー株式の数

3,558（個人的に保有）

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職
クレディ・アグリコル・グループ企業
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会長 - ヴァル・ドゥ・フランス地
域金庫
- FNCA
- SASリュ・ラ・ボエスィ
- SAS Sacamパーティシパシオ
ン
- SAS Sacamアンテルナシオナ
ル
- Gecam（GIE）

会長 - SASプランシャン（2008年）
- 「競争力・顧客満足」委員
会（2009年）
- 「産業発展」助言委員会
（2010年）

会長代理 - SAS Sacamデヴェロップモン取締役会メンバー兼会長代理 - FNCA（2010年）
取締役 - Scicam 取締役 - LCL（2010年）

- HECA（2010年）
メンバー - Adicam経営委員会 メンバー - FNCA - ITシステム戦略委員

会および購買戦略委員会
（2009年）
- Fireca戦略委員会（2007
年）
- FNCA - 発展委員会（2010
年）

会長の法定代理人
（SAS Sacamパーティシパシオ
ン）

- SASミロメニル
- SAS Sacamサンテフィ
- SASセグール
- SAS Sacamプロジカ
- SAS Sacamアシュランス・コ
シオン
- SAS Sacam Fireca
- SAS Sacamプランシャン
- SAS Sacamアヴニール

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職
会長代理 - CNMCCA
取締役 - INRA
メンバー - 経済・社会・環境評議会

- CDOA
財務委員会委員長 - ウール－エ－ロワール農業

会議所
農場経営者
マネージャー - ヴィリエー－ル－ボワEARL

フィリップ・ブラサック

当行における主要な役職：取締役会会長代理

戦略委員会および指名・統治委員会メンバー

1959年生まれ 勤務先住所： プロヴァンス・コート・ダ

ジュール地域金庫

サン－ローラン－デュ－

ヴァー、06708、エミール－ドゥ

シャム通り 111 - BP 250

当初選任日 2010年1月

任期終了 2013年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

-

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式に投資されたFCPE

（従業員持株制度）株式

12,557

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

最高経営責任者 - プロヴァンス・コート・ダ

ジュール地域金庫

- Sacamアンテルナシオナル

会長 - AMT（2010年）

事務局長 - FNCA 取締役 - クレディ・フォンシエ・

ドゥ・モナコ（2010年）

- カリパルマ（2007年）
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会長 - SAS Sacamデヴェロップモン

- SoficapaおよびSoficapa

ジェスティオン

会長兼最高経営責任者 - デルタジェ・エス・エー

（2010年）

会長代理 - SASリュ・ラ・ボエスィ

取締役 - クレディ・アグリコル・CIB

- LCL（Sacamデヴェロップモ

ン永久代表社員）

- クレディ・アグリコル・

ミューチュエル全国連合

- SAS Sacamパーティシパシオ

ン

- Scicam

経営委員会メンバー - SARL Adicam

経営委員会書記長 - Gecam（GIE）

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

業務執行委員会メンバー - EACB

取締役会メンバー - COOP.FR

キャロリーヌ・カトワール

当行における主要な役職：取締役

監査・リスク委員会メンバー

1955年生まれ 勤務先住所： グループ・ソール

ギュイヤンクール、78280、アン

トワーヌ・ラヴォワジェ通り

1、キクラデス諸島

当初選任日 2011年5月

任期終了 2014年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

1,000

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

その他の上場企業

最高財務責任者兼業務執行委

員会メンバー

- グループ・ソール（財務お

よびIT分野を担当）

取締役 - ソシエテ・コヴド

- ソシエテ・サウレア

その他の非上場企業

その他の役職

パトリック・クラヴルー
当行における主要な役職：取締役
監査・リスク委員会メンバー

1950年生まれ 勤務先住所： ブリ・ピカルディ地域金庫
アミアン、80095、サン－フュシ
アン通り 500

当初選任日 2009年1月
任期終了 2015年
2012年12月31日現在保有する
クレディ・アグリコル・エス
・エー株式の数

4,100

クレディ・アグリコル・エス
・エー株式に投資されたFCPE
（従業員持株制度）株式

1,688

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

最高経営責任者 - ブリ・ピカルディ地域金庫監督委員会メンバー - クレディ・アグリコル・
ティートル（SNC)（2009
年）

取締役 - アムンディ・グループ
- CAバンク・ポルスカ（ポー
ランド）

監督委員会メンバー - FCPEクレディ・アグリコル
・クラシック

EDINET提出書類
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その他の上場企業

その他の非上場企業

会長 - SASブリ・ピカルディ・エク
スパンション

取締役 - Sicavイエナ・アクシオン・
ユーロペエンヌ（2010年）

取締役 - SAピカルディ・アンヴェス
ティスモン

監督委員会メンバー - SCPI SEFA（2011年）

マネージャー - SARLピカルディ・ドゥ・デ
ヴェロップモン

SASブリ・ピカルディ・エクス
パンションの取締役代表

- SAクラリス

その他の役職

ジャン－ルイ・ドゥローム

当行における主要な役職：取締役

戦略委員会メンバー

1950年生まれ 勤務先住所： フランシュ－コンテ地域金庫

ブザンソン、25000、エリゼ－

キュズニエ通り 11

当初選任日 2012年2月

任期終了 2014年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

1,403

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

会長 - フランシュ－コンテ地域金

庫

- HECA

- 連邦交渉代表団（FNCA）

無議決権メンバー - クレディ・アグリコル・エ

ス・エー（2012年）

取締役 - バンコ・ポポレア・フ

リューラドリア

- アグリカ - CCPMA年金

- Ifcam

取締役 - CAMCA（2011年）

メンバー - FNCA理事会

- 社会的関係委員会（FNCA）

- BUP委員会（FNCA）

- Fomugei共同経営委員会

理事会秘書役 - 地域金庫会長組合（FNCA）

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

理事 - 「ノートル・メゾン」（高

齢者保護施設）

- GDFPE

メンバー - エリスロン・チーズ組合

会長 - プティットゥ・モンター

ニュ市町村共同体

ロランス・ドール

当行における主要な役職：取締役

報酬委員会委員長、監査・リスク委員会および指名・統治委員会メンバー

1956年生まれ 勤務先住所： クレディ・アグリコル・エス

・エー

モンルージュ、92120、合衆国広

場 12

当初選任日 2009年5月

任期終了 2014年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

1,085

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

その他の上場企業
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非業務執行独立取締役 - キャップ・ジェミニ 事務局長 - EADSグループ（2008年）

最高経営責任者代理 - ダッソー・システムズ・グ

ループ（2010年）

経営委員会メンバー兼会長特

別顧問

- ルノー・グループ（2010

年）

事務局長兼業務執行委員会メ

ンバー

- ルノー・グループ（2011

年）

その他の非上場企業

非業務執行独立取締役 - エジス・エス・エー

上級パートナー - キャビネット・アンテノー

ル・パートナーズ

その他の役職

取締役 -フランス管理協会（IFA）

- INHESJ

ヴェロニク・フラシェール

当行における主要な役職：取締役

監査・リスク委員会メンバー

1957年生まれ 勤務先住所： ラングドック地域金庫

ラット、34970、モーラン、モン

ペリエレ通り

当初選任日 2010年2月

任期終了 2013年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

650

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式に投資されたFCPE

（従業員持株制度）株式

1,545

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

最高経営責任者 - ラングドック地域金庫 マネージャー - クレディ・アグリコル・エ

ス・エー地域金庫関係

（2009年）

会長 - サンテフィ 最高経営責任者 - シャラント－マリティーム

・ドゥー－セーヴル地域金

庫（2012年）

- Cedicam（2007年）

会長 - Unexo（旧UEO）（2012年）

取締役 - ビフォーバンク

- CCPMA

- HECA

- Adicam

- ANCD

- サントル・モネティック・

メディテラネアン

- ソフィラロ

- デルタジェ

取締役 - Acticam（2012年）

- CAテクノロジーズ（2012

年）

メンバー - 発展調整委員会（COP）

- 財務・リスク委員会

（FNCA）

- 上級業務執行役員委員会

（FNCA）

- 内部統制全体委員会

メンバー - 人事委員会（FNCA）（2012

年）

- 全国交渉委員会（FNCA）

（2012年）

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

キャロル・ジロー

当行における主要な役職：取締役（クレディ・アグリコル地域金庫の従業員代表）
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1965年生まれ 勤務先住所： 南ローヌ・アルプ地域金庫

グルノーブル、Cedex 9、38041、

ポール－クローデル通り 

15-17 - BP 67

当初選任日 2001年11月

任期終了 2015年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

14

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式に投資されたFCPE

（従業員持株制度）株式

885

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

支店の銀行業の編成および運

営を担当

- 南ローヌ・アルプ地域金庫ウェブマスター・アナリスト - 南ローヌ・アルプ地域金庫

（2008年）

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

フランソワーズ・グリ

当行における主要な役職：取締役

戦略委員会メンバー

1957年生まれ 勤務先住所： グループ・ピエール・エ・

ヴァカンス－センター・パル

ク

パリ、Cedex 19、75947、カンブ

レ通り 11、ラルトワ－エスパ

ス・ポン・ドゥ・フランドル

当初選任日 2012年5月

任期終了 2014年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

2,000

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

その他の上場企業

最高経営責任者 - グループ・ピエール・エ・

ヴァカンス－センター・パ

ルク(注1)

会長 - マンパワーグループ・フラ

ンス・南欧（2012年）

会長代理 - アンスティチュ・ドゥ・ラ

ントルプリーズ

業務執行会長代理 - マンパワーグループ（2012

年）

非業務執行独立取締役 - エデンレッド・エス・エー

監督委員会メンバー - レクセル・エス・エー(注

2）

その他の非上場企業

その他の役職

メンバー - MEDEF倫理委員会

- 経済・社会・環境評議会

会長兼最高経営責任者 - IBMフランス（2007年）

取締役会メンバー - STX（2009年）

- 国立中央理工科学校パリ校

（2009年）

会長代理 - 「アジール・コントル・レ

クスクルジョン」財団

（2010年）

(注1)　フランソワーズ・グリ氏は、2012年11月にグループ・ピエール・エ・ヴァカンス－センター・パルクの最高経営責任
者に選任され、2013年1月1日に同役職に就任した。
(注2)　2013年2月11日まで。

ベルナール・ルポ

当行における主要な役職：取締役

戦略委員会メンバー
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1951年生まれ 勤務先住所： 北ミディ－ピレネー地域金庫

アルビ、81000、フランソワ－

ヴェルディエ通り 219

当初選任日 2010年2月

任期終了 2014年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

7,988

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式に投資されたFCPE

（従業員持株制度）株式

2,951

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

最高経営責任者 - 北ミディ－ピレネー地域金

庫

取締役 - SASアンフォールシュドFM

（2009年）

- SNCエグザ（2010年）

会長兼取締役 - SAアンフォールシュド・

ジェスティオン

会長 - SAグラン・シュド・ウエス

ト・キャピタル

取締役 - パシフィカ・エス・エー

- クレディ・アグリコル・エ

ジプト

- SA FIA-NET（欧州）

- SNCカーズ・アンド・ペイメ

ンツ

- SAS CAペイメンツ

- SASエドキアル

- Scicam

- SAS Sacamパーティシパシオ

ン

- GIE CMM

- SAS Caagis

- 相互保険会社（CAMCA）

- CAMCAアシュランス・エス・

エー（ルクセンブルク）

- CAMCAレアシュランス・エス

・エー（ルクセンブルク）

- CAMCAヴィ・エス・エー

メンバー - FNCA理事会

- SCI SUD 2

- SAS Sacamアシュランス・コ

シオン業務執行委員会

- SASアジロール助言委員会

- 顧客満足委員会（FNCA）

- 顧客関係委員会（FNCA）

- 支払財源戦略委員会

- Gecam（GIE）経営委員会

- 発展調整委員会（COP）

監督委員会メンバー - クレディ・アグリコル・

ティートル（SNC）

- CAMCAクールタージュ

業務執行委員会メンバー - SARL Adicam

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

モニカ・モンダルディニ

当行における主要な役職：取締役

指名・統治委員会委員長
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1960年生まれ 勤務先住所： グルッポ・エディトリアーレ

・レスプレッソ

ローマ、00147、コロンボ 149、

ウフィッシオ・アミニストラ

トーレ・デレガート・ヴィアC

当初選任日 2010年5月

任期終了 2015年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

500

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

その他の上場企業

取締役代理 - グルッポ・エディトリアー

レ・レスプレッソ

取締役 - SCOR SE

- アトランティア・エス・

ピー・エー

- トレヴィ・グループ・エス

・ピー・エー

その他の非上場企業

その他の役職

取締役 - セーブ・ザ・チルドレン・

イタリア

取締役代理 - ゼネラリ・エスパーナ

（2008年）

マルク・プゼ

当行における主要な役職：取締役

1952年生まれ 勤務先住所： アルプ・プロヴァンス地域金

庫

エクス－アン－プロヴァンス、

13090、ガリス街道、トロワ－シ

プレ通り 25

当初選任日 2012年5月

任期終了 2015年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

1,791

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

会長 - アルプ・プロヴァンス地域

金庫

取締役 - LCL（2012年）

会長代理 - FNCA

取締役 - SASリュ・ラ・ボエスィ

- アムンディ・グループ

監督委員会メンバー - クレディ・デュ・マロック

その他の上場企業

その他の非上場企業

取締役 - ソシエテ・カナル・ドゥ・

プロヴァンス

その他の役職

創設者兼名誉会長 - 農産物加工地域連合

（FRIAA）

- ビオメディテラネー（バイ

オテック団体） 

会長代理 - マルセイユ－プロヴァンス

商工業評議会

理事 - パオリ－カルメッツ機関

（IPC）

- UPR PACA（MEDEF、CGPME）

メンバー - MEDEF常任総会

- Sup de Coマルセイユ：ユー

ロメッド取締役会

ジャン－クロード・リゴー
当行における主要な役職：取締役
指名・統治委員会メンバー
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1949年生まれ 勤務先住所： ピレネー－ガスコーニュ地域
金庫
タルブ、Cedex、65003、BP 329 
11 プレジダン・ケネディ大通
り

当初選任日 2012年5月
任期終了 2014年
2012年12月31日現在保有する
クレディ・アグリコル・エス
・エー株式の数

6,410

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

会長 - ピレネー－ガスコーニュ地
域金庫
- Ifcam
- Difcam
- クレディ・アグリコル・グ
ループ上級業務執行役員委
員会

会長代理 - CAMCA（2011年）

会長代理 - クレディ・アグリコル・
ドゥ・リスクル地方銀行

取締役 - SASリュ・ラ・ボエスィ
- アムンディ・グループ報酬
・指名委員会メンバー
- 会長組合（FNCA）

財務担当者 - FNCA理事会

メンバー - 上級業務執行役員の報酬に
関する全国委員会（FNCA）
- 人事委員会および連邦交渉
代表団（FNCA）
- 人材育成委員会（FNCA）
- 住宅委員会（FNCA）
- 農業金融委員会（FNCA）

その他の上場企業

その他の非上場企業

取締役 - コンパニ・ダメナジュモン
・デ・コトー・ドゥ・ガス
コーニュ
- サフェル・ガスコーニュ・
オー・ラングドック
- グラン・シュド－ウエスト
・キャピタル
- バンコア・エス・エー（ス
ペイン）

その他の役職

取締役および財務委員会メン
バー

- シャンブル・ダグリクル
チュール・デュ・ジェール

ジャン－ルイ・ロヴェイヤズ

当行における主要な役職：取締役

1951年生まれ 勤務先住所： アンジュー・メーヌ地域金庫

ル・マン、72083、プレマル

ティーヌ通り 40

当初選任日 2012年5月

任期終了 2015年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

5,274

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

会長 - アンジュー・メーヌ地域金

庫

- 会長組合

- 農業金融委員会（FNCA）

- Sefa監督委員会

会長 - 財務・リスク委員会（2011

年）

- SASプランシャン取締役会お

よび業務執行委員会（2012

年）
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取締役 - クレディ・アグリコル・CIB

- カリパルマ

- ジョン・ディア・ファイナ

ンシャル

取締役 - クレディ・アグリコル・カ

バード・ボンド（2012年）

メンバー - クレディ・アグリコル相互

生命保険・身元委員会

（FNCA）

- 食品加工調整委員会（クレ

ディ・アグリコル・エス・

エー）

- Fomugei共同管理委員会

- 経済・地域委員会（FNCA）

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

クリスチアン・ストレフ

当行における主要な役職：取締役

報酬委員会メンバー

1954年生まれ 勤務先住所： C.S.コンセイユ

パリ、75016、ボーセジュール通

り 1

当初選任日 2011年5月

任期終了 2014年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

100

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

その他の上場企業

業務執行役員会会長 - PSAプジョー・シトロエン

（2009年）

その他の非上場企業

会長 - C.S.コンセイユ

その他の役職

取締役 - ティッセンクルップAG（ド

イツ）

- フィンメッカニカ・エス・

ピー・エー（イタリア）

- TI－オートモーティブ（英

国）

- ブリッジポイント

クリスチアン・タルゴーン

当行における主要な役職：取締役

報酬委員会および監査・リスク委員会メンバー

1949年生まれ 勤務先住所： モルビアン地域金庫

ヴァンヌ、56000、ケランガン通

り

当初選任日 2010年5月

任期終了 2013年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

1,872

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

EDINET提出書類
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会長 - モルビアン地域金庫

- 相互生命保険・身元委員会

（FNCA）

- クレディ・アグリコル・オ

ン・ブルターニュ（旧クレ

ディ・アグリコル・ブルト

ンヌ同盟）

取締役 - SASユニ・エクスパンシオン

・ウエスト（2011年）

取締役 - クレディ・アグリコル・エ

ジプトSAE

- ビフォーバンク

メンバー - FNCA理事会

- 人事委員会（FNCA）

- BUP委員会（FNCA）

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

会長 - 欧州協同組合銀行協会 会長代理 - 欧州協同組合銀行協会

（2012年）理事 - グラミン・クレディ・アグ

リコル財団

法学教授 - 南ブルターニュ大学

メンバー - レンヌ大学欧州研究セン

ター

欧州講師 - チーム・ヨーロッパ

フランソワ・ヴェヴェルカ

当行における主要な役職：取締役

監査・リスク委員会委員長、戦略委員会および報酬委員会メンバー

1952年生まれ 勤務先住所： バンクフィナンス・アソシエ

ル・ヴェジネ、78110、パージュ

通り 84

当初選任日 2008年5月

任期終了 2014年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

761

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

取締役 - LCL監査・リスク委員会委員

長

- クレディ・アグリコル・CIB

監査・リスク委員会委員長

無議決権メンバー - アムンディ・グループ監査

委員会メンバー

独立取締役（非業務執行取締

役）

- アムンディUKリミテッド

その他の上場企業

その他の非上場企業

顧問 - 銀行事業および資金調達事

業（バンクフィナンス・ア

ソシエ）

最高経営責任者 - コンパニ・ドゥ・フィナン

スモン・フォンシエ（2007

年）

監督委員会委員長 - オクトフィナンス 業務執行委員会メンバー - クレディ・フォンシエ・

ドゥ・フランス（2008年）

監督委員会メンバー - オクトフィナンス（2011

年）

その他の役職

メンバー - 医学研究財団財務委員会

（2009年）

教員 - ESCP-EAP

- スイス連邦工科大学（ロー

ザンヌ）
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グザヴィエ・ブラン
当行における主要な役職：取締役（農業専門家団体を代表）

1958年生まれ 勤務先住所： FNSEA
パリ、75008、ボーム通り 11当初選任日 2011年9月

任期終了 2014年
2012年12月31日現在保有する
クレディ・アグリコル・エス
・エー株式の数

50

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

取締役 - CACIF

その他の上場企業

その他の非上場企業

会長 - ソフィプロテオル

会長代理 - コパ

その他の役職

会長 - FNSEA
- サントル経済・地域社会評
議会
- ロワレ県農業会議所
- EOA（欧州脂肪種子同盟）
- ラ・ロシェル港湾当局

会長 - フランス・アグリマー（農
産物および海産物に関する
国立協会）理事会（2010
年）

第一会長代理 - FNSEAおよび専門団体調整委
員会委員長（2010年）

第一会長代理 - サントル地域農業会議所 会長代理 - Cetiom（フランス本土異種
職業間脂肪種子技術セン
ター）（2009年）

会長代理 - 農業組合県連盟（ロワレ）

理事 - 世界農業・農村生活財団
（FARM）

フランソワ・ヘイマン
当行における主要な役職：取締役（UESクレディ・アグリコル・エス・エーの従業員代表）

1959年生まれ 勤務先住所： クレディ・アグリコル・エス
・エー
SGL/DCG
モンルージュ、92120、合衆国広
場 12

当初選任日 2012年6月
任期終了 2015年
2012年12月31日現在保有する
クレディ・アグリコル・エス
・エー株式の数

-

クレディ・アグリコル・エス
・エー株式に投資されたFCPE
（従業員持株制度）株式

1,890

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

研究・コミュニケーション・
キャンペーン役員（グループ
・コミュニケーション部門）

- クレディ・アグリコル・エ
ス・エー

その他の上場企業

その他の非上場企業

交代制取締役兼会長 - アグリカ・グループ（2008
年）

取締役 - アグリカ・グループ年金・
準備基金（2008年）

その他の役職

連合秘書役 - 農産物加工総連合（CFDT）
（2009年）

メンバー - 経済・社会評議会（2009
年）

クリスチアン・ムーザ
当行における主要な役職：取締役（UESクレディ・アグリコル・エス・エーの従業員代表）
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1957年生まれ 勤務先住所： シルカ
GDS
ギュイヤンクール 78280、シェ
ンヌ通り 83

当初選任日 2012年6月
任期終了 2015年
2012年12月31日現在保有する
クレディ・アグリコル・エス
・エー株式の数

-

クレディ・アグリコル・エス
・エー株式に投資されたFCPE
（従業員持株制度）株式

39

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

IT現場マネージャー - シルカ IT生産アシスタント - クレディ・アグリコル・エ
ス・エー（2009年）

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

パスカル・セレリエー
当行における主要な役職：無議決権取締役

1953年生まれ 勤務先住所： パリ・イル－ドゥ－フランス
地域金庫
パリ、75012、ケ・ドゥ・ラ・ラ
ペ 26

当初選任日 2011年12月
任期終了 2014年
2012年12月31日現在保有する
クレディ・アグリコル・エス
・エー株式の数

2,030

クレディ・アグリコル・エス
・エー株式に投資されたFCPE
（従業員持株制度）株式

4,245

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

最高経営責任者 - パリ・イル－ドゥ－フラン
ス地域金庫

取締役 - LCL（2011年）
- BFT（2011年）
- クレディ・アグリコル・カ
バード・ボンド（2010年）

取締役 - SASリュ・ラ・ボエスィ
- Sacamパーティシパシオン
（SAS）
- CAテクノロジーズ
- CAサービシズ（GIE)
- シナジー・サービシズ
（GIE）
- Caagis（SAS）
- Ifcam
- CAペモン（SAS）
- CAカーズ・アンド・ペイメ
ンツ（SNC）
- FIA-NETヨーロッパ
- Gecam（GIE）

SNCシナジー永久代表社員 - パリ・イル－ドゥ－フラン
ス地域金庫（2011年）

事務局長代理 - FNCA

監督委員会メンバー - クレディ・アグリコル・
ティートル（SNC）

クレディ・アグリコル・ディ
ル・ドゥ・フランスの永久代
表社員

- CTCAM（S.A.）
- SNCエスパス・ディドゥロ

その他の上場企業

その他の非上場企業

その他の役職

フランソワ・チボー

当行における主要な役職：無議決権取締役
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1955年生まれ 勤務先住所： サントル・ロワール地域金庫

ブールジュ、18000、コレージュ

通り 8

当初選任日 2012年5月

任期終了 2015年

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

895

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

会長 - サントル・ロワール地域金

庫

- 顧客関係委員会（FNCA）

- Foncaris

- 発展調整委員会（COP）

- BUP委員会（FNCA）

- ワイン部門委員会

- CAMCA

- SAS サントル・ロワール・

エクスパンシオン

メンバー - Fireca戦略委員会（2012

年）

取締役 - クレディ・アグリコル・CIB

地域金庫の名称の下：

- クレディ・アグリコル・コ

ンシューマー・ファイナン

ス

- Sacamサントル

- CAMCA

- SASプランシャン取締役会

- SAS Sacamプランシャン業務

執行委員会

メンバー - CAバンク・ポルスカ（ポー

ランド）監督委員会

- クレディ・アグリコル・グ

ループ上級業務執行役員委

員会

- 上級業務執行役員の報酬に

関する全国委員会

- 相互生命保険・身元委員会

（FNCA）

- 会長組合による取締役会

（FNCA）

- 「パセレル」委員会

（FNCA）

- エネルギー・環境委員会

（FNCA）

その他の上場企業

その他の非上場企業

会長 - CNMCCA

- GIEカー・サントル

その他の役職

ジャン－ポール・シフレ

当行における主要な役職：最高経営責任者

経営委員会および業務執行委員会委員長

1949年生まれ 勤務先住所： クレディ・アグリコル・エス

・エー

モンルージュ、92120、合衆国広

場 12

最高経営責任者

としての当初選任日

2010年3月

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

17,332

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式に投資されたFCPE

（従業員持株制度）株式

11,048

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業
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最高経営責任者 - クレディ・アグリコル・エ

ス・エー

取締役兼副会長 - クレディ・アグリコル・エ

ス・エー戦略委員会および

指名・統治委員会メンバー

（2010年）

会長（委員長） - クレディ・アグリコル・CIB

報酬委員会委員長

- LCL

- アムンディ・グループ

会長 - SAS Sacamデヴェロップモン

（2010年）

会長代理 - SASリュ・ラ・ボエスィ

（2010年）

経営委員会メンバー - SARL Adicam（2010年）

- GIE Gecam（2010年）

最高経営責任者 - 中東部地域金庫（2010年）

- SAS Sacamアンテルナシオナ

ル（2010年）

永久代表社員（Sacamデヴェ

ロップモン取締役として）

- LCL（2010年）

事務局長兼理事会メンバー - FNCA（2010年）

取締役 - GIE AMT（2010年）

- SAS Sacamパーティシパシオ

ン（2010年）

- Scicam（2010年）

- CAF（スイス）

- シパレックス（2010年）

その他の上場企業

その他の非上場企業

助言委員会 - ライヴリフッズ・ファンド

（Sicav）

その他の役職

会長 - フランス全国銀行連盟およ

び業務執行委員会メンバー

取締役 - リヨン・プラス・フィナン

シエール・エ・テルティ

エール

会長代理 - ローヌ・アルプ地域金庫委

員会

メンバー - パリ・ユーロプラスの指導

委員会

メンバー - 経済・社会・環境評議会

（2010年）

創設者兼会長 - ローヌ・アルプIMS「アント

ルプロンドル・プール・ラ

・シテ」

ジャン－イヴ・オシェ

当行における主要な役職：最高経営責任者代理－法人営業および投資銀行業務ならびにプライベート・バンキング責任者

経営委員会および業務執行委員会メンバー

1955年生まれ 勤務先住所： クレディ・アグリコル・エス

・エー

モンルージュ、92120、合衆国広

場 12

最高経営責任者代理

としての当初選任日

2008年10月

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

3,782

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式に投資されたFCPE

（従業員持株制度）株式

20,464

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

最高経営責任者 - クレディ・アグリコル・CIB取締役会会長 - クレディ・アグリコル・ア

シュランス（2008年）

- FGAキャピタル・エス・ピー

・エー（旧FGAFS）（2008

年）

- ソフィンコ（2008年）

- フィナレフ（2008年）
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会長 - クレディ・アグリコル・プ

ライベート・バンキング

- CA シュヴルー

会長兼取締役 - クレディ・アグリコル・コ

ンシューマー・ファイナン

ス（2011年）

取締役（理事） - ニューエッジ・グループ

- CAインドスエズ・プライ

ベート・バンキング（旧

BGPI）

- CLSA BV

- スティヒティングCLSA財団

副会長兼取締役 - プレディカ（2011年）

監督委員会委員長 - ユーロファクター（2008

年）

- ユニピエール・アシュラン

ス（2008年）

監督委員会メンバー - コリアン（2008年）

無議決権メンバー - クレディ・アグリコル・ア

シュランス（2011年）

取締役 - エンポリキ・バンク（2012

年）

- ASF（2008年）

- アティカ（2008年）

- クレディ・アグリコル・

リーシング（2008年）

- CAMCA（2008年）

- メディカル・ドゥ・フラン

ス（2008年）

- CRESERFI（ソフィンコの永

久代表社員）（2008年）

- Fireca（2010年）

- Cedicam（2010年）

- クレディ・アグリコル・CIB

（2010年）

- クレディ・アグリコル・ク

レディター・インシュラン

ス（2011年）

- クレディ・アグリコル・

リーシング・アンド・ファ

クタリング（2011年）

- アムンディ・グループ

（2011年）

- クレディ・アグリコル・ア

シュランス・イタリア・

ホールディング（エス・

ピー・エー）（2011年）

- CACEIS（2011年）

会長代理兼取締役 - パシフィカ（2008年）

最高経営責任者 - プレディカ（2008年）

無議決権メンバー - シパレックス（プレディカ

の永久代表社員）（2008

年）

- Cedicam経営委員会（2009

年）

- パシフィカ（2009年）

その他の上場企業

取締役 - ジェシナ（プレディカの永

久代表社員）（2009年）

- バンコ・エスピリト・サン

ト（2011年）

- ベスパー（2011年）

その他の非上場企業

その他の役職

取締役 - アグロ・パリ・テック

（EPCSCP）

監督委員会メンバー - 預金保証基金（2011年）
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メンバー - MEDEF総会 理事会メンバー兼業務執行委

員会メンバー

- FFSA（2008年）

会長 - フランス銀行保険会社団体

（2008年）

ブルーノ・ドゥ・ラージュ

当行における主要な役職：最高経営責任者代理－フランスのリテール・バンキング、専門金融サービスおよび支払システ

ム／フロー責任者

経営委員会および業務執行委員会メンバー

1951年生まれ 勤務先住所： クレディ・アグリコル・エス

・エー

モンルージュ、92120、合衆国広

場 12

最高経営責任者代理

としての当初選任日

2010年2月

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

1,752

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式に投資されたFCPE

（従業員持株制度）株式

3,016

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

会長 - クレディ・アグリコル・コ

ンシューマー・ファイナン

ス

- ユニ-エディシオン

最高経営責任者 - アンジュー・メーヌ地域金

庫（2010年）

取締役 - LCL

- ビフォーバンク

- クレディ・アグリコル・ク

レディター・インシュラン

ス

- エンポリキ・バンク

- Fireca

- クレディ・アグリコル・

リーシング・アンド・ファ

クタリング

- CAカーズ・アンド・ペイメ

ンツ（旧Cedicam）

- CAペモン（SAS）

- FIA-NETヨーロッパ

会長 - SASジョン・ディア・クレ

ディ（2008年）

- GIEアトランティカ（2009

年）

- SASビフォーバンク（2010

年）

- Cedicam（会長代行）（2011

年）

監督委員会メンバー - クレディ・デュ・マロック

（2012年）

取締役兼副会長 - クレディ・アグリコル・エ

ジプトSAE（2012年）

会長代理 - Ubaf（2012年）

事務局長代理 - FNCA（2010年）

無議決権メンバー - クレディ・アグリコル・ア

シュランス

取締役 - SASリュ・ラ・ボエスィ

（2010年）

- クレディ・アグリコル・

ティートル（SNC）（2008

年）

- クレディ・アグリコル・

キャピタル－アンヴェス

ティスモン・エ・フィナン

ス（2008年）

- ユニ-エディシオン（2007

年）

- GIEアトランティカ（2010

年）

- ユニ・エクスパンシオン・

ウエスト（2010年）

- クレディ・アグリコル・エ

ス・エー（2010年）

- カリパルマ（2012年）

経営委員会メンバー - Adicam SARL（2007年）

その他の上場企業

取締役兼副会長 - バンコ・エスピリト・サン

ト
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その他の非上場企業

取締役 - BESPAR 取締役 - ソシエテ・ユーロ・セキュ

リティーズ・パートナーズ

（2008年）

その他の役職

監督委員会メンバー - 預金保証基金 会長 - ヴェジポリス（2011年）

ミシェル・マチュー

当行における主要な役職：最高経営責任者代理－グループ本部機能責任者

経営委員会および業務執行委員会メンバー

1958年生まれ 勤務先住所： クレディ・アグリコル・エス

・エー

モンルージュ、92120、合衆国広

場 12

最高経営責任者代理

としての当初選任日

2010年2月

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

220

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式に投資されたFCPE

（従業員持株制度）株式

2,770

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

会長 - Lesica 最高経営責任者 - ラングドック地域金庫

（2010年）

取締役 - クレディ・アグリコル・CIB

- カリパルマ

- LCL

- CACEIS

監督委員会メンバー - クレディ・アグリコル・プ

ライベート・エクイティ

（CAPE）（2012年）

- クレディ・アグリコル・

ティートル（SNC)（2010

年）

- SOFILARO（2011年）

取締役 - プレディカ 取締役 - クレディ・アグリコル・エ

ス・エー（2010年）

- フリューラ・エス・ピー・

エー（2010年）

- Ifcam（2010年）

- デルタジェ（2010年）

- クレディ・アグリコル・ソ

リダリテ・エ・デヴェロッ

プモン

- GIE EXA（ラングドック地域

金庫の永久代表社員）

- アムンディ・グループ

（2012年）

- クレディ・アグリコル・ア

シュランス（2012年）

- CACI（2012年）

- パシフィカ（クレディ・ア

グリコル・エス・エーの代

表）（2012年）

メンバー - 上級業務執行役員共同委員

会（FNCA）

メンバー - FNCA理事会（2010年）

- Cotec（技術戦略委員会）

（FNCA）

- 財務・銀行業方針委員会

（FNCA）

監督委員会メンバー兼クレ

ディ・アグリコル・エス・

エー永久代表社員兼マネー

ジャー

- シルカ

その他の上場企業

監督委員会メンバー - ユーラゼオ 取締役 - バンコ・エスピリト・サン

ト（2012年）

- BESPAR（2012年）

その他の非上場企業

その他の役職
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取締役 - サントル・モネティック・

メディテラネアン

グザヴィエ・ミュスカ

当行における主要な役職：最高経営責任者代理－国際リテール・バンキング、資産運用および保険責任者

経営委員会および業務執行委員会メンバー

1960年生まれ 勤務先住所： クレディ・アグリコル・エス

・エー

モンルージュ、92120、合衆国広

場 12

最高経営責任者代理

としての当初選任日

2012年7月

2012年12月31日現在保有する

クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の数

1,000

2012年12月31日現在の役職 過去5年間に就任した他の役職

クレディ・アグリコル・グループ企業

取締役 - アムンディ・グループ

- CAアシュランス

- CACI

- カリパルマ

監督委員会委員長代理 - クレディ・デュ・マロック

取締役兼副会長 - プレディカ

- クレディ・アグリコル・エ

ジプト・エス・エー・イー

会長代理 - Ubaf

取締役兼クレディ・アグリコ

ル・エス・エー永久代表社員

- パシフィカ

その他の上場企業

取締役 - バンコ・エスピリト・サン

ト

取締役 - ガズ・ドゥ・フランス

（2009年）

その他の非上場企業

取締役 - BESPAR 会長 - EU経済・財務委員会（2009

年）

- クラブ・ドゥ・パリ（2009

年）

監督委員会メンバー - CNPアシュランス（2009年）

その他の役職

　当行の取締役会は21名の取締役により構成され、これには、地域金庫により所有されクレディ・アグリコル・エ

ス・エーの資本金の56.25％を所有するSASリュ・ラ・ボエスィの会社役員1名およびクレディ・アグリコル・エ

ス・エーが約25％の資本金を保有している地域金庫の会社役員10名が含まれている。したがって、地域金庫の代

表者は取締役会の構成員の過半数を占めている。このことは、地域金庫に幅広い代表権を与える意思を示し、また

クレディ・アグリコル・グループの分権的な構造を反映している。

　地域金庫にとっての利益およびSASリュ・ラ・ボエスィにとっての利益は、クレディ・アグリコル・エス・エー

にとっての利益またはクレディ・アグリコル・エス・エーの株主にとっての利益とは異なる可能性がある。これ

により、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役とSASリュ・ラ・ボエスィまたは地域金庫の会社役員とを

兼任する者の、クレディ・アグリコル・エス・エーに対する義務とSASリュ・ラ・ボエスィまたは地域金庫に対

する義務との間で、潜在的な利益相反が生じる可能性がある。参考までに、クレディ・アグリコル・エス・エー

は、フランス通貨金融法典第L.511-30条ないし第L.511-32条および第L.512-47条ないし第L.512-54条の規定に基

づき、地域金庫の中核機関としての役割を果たしている。

　2010年以降、取締役会は、取締役会における独立取締役の存在感を強めた。現在6名の独立取締役がいる。4つの専

門委員会のうち3つ（監査・リスク委員会、報酬委員会、指名・統治委員会）が、独立取締役を委員長としている。

このことから、フランス私企業協会/フランス企業連合の独立性基準の観点における取締役の状況を検討した結

果、現在の運営状態によって、取締役会およびその委員会は、特に潜在的な利益相反を回避することおよびすべて

の株主の利益を公正に考慮することについて、必要な有効性、客観性および独立性をもって自らの職務を果たす
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ことができると取締役会は判断している。

　管理または経営に関わる機関の構成員と、クレディ・アグリコル・エス・エーまたはその子会社との間で、かか

る構成員に利益を供与する内容の業務契約は存在しない。

　当行が認識する限り、クレディ・アグリコル・エス・エーの会社役員、取締役、最高経営責任者および最高経営

責任者代理の間で家族関係は存在しない。

　クレディ・アグリコル・エス・エーは、2013年5月23日の株主総会において株主に提出された取締役会会長の報

告書（2012年度登録書類に全文が掲載されている。）に記載のとおり、フランスにおいて適用あるコーポレート

・ガバナンスの規制を遵守している。フランス商法第L.225-37条において定められた報告書を作成するために当

行が参照する規約は、フランス私企業協会/フランス企業連合の規約である。

　本書の日付現在において当行が認識する限り、クレディ・アグリコル・エス・エーの管理または経営に関わる

機関の構成員で、過去5年間に不法行為に関連して有罪判決を受けた者はいない。

　本書の日付現在において当行が認識する限り、クレディ・アグリコル・エス・エーの管理または経営に関わる

機関の構成員で、過去5年間に倒産、破産管財人による管理または清算に関連した者はいない。

管理または経営に関わる機関の構成員に対して課された公的手数料および／または制裁の詳細

　クレディ・アグリコル・エス・エーの管理または経営に関わる機関の構成員で、少なくとも過去5年以内に、裁

判所から、管理もしくは経営に関わる機関の構成員として行為をすること、またはクレディ・アグリコル・エス

・エーの経営もしくは運営に参加することについて不適格であるとみなされた者はいない。

次へ
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2013年3月12日現在の経営機関

経営委員会の構成

ジャン－ポール・シフレ 最高経営責任者

ジャン－イヴ・オシェ 最高経営責任者代理

法人営業および投資銀行ならびにプライベート・バン

キング責任者

ブルーノ・ドゥ・ラージュ 最高経営責任者代理

フランスのリテール・バンキング、専門金融サービスお

よび支払システム／フロー責任者

ミシェル・マチュー 最高経営責任者代理

グループ本部機能責任者

グザヴィエ・ミュスカ 最高経営責任者代理

国際リテール・バンキング、資産運用および保険責任者

ジョゼフ・ドゼ クレディ・アグリコル・エス・エー事務局長

ピエール・ドゥーニック グループ人事部門責任者

ベルナール・デルピ グループ最高財務責任者

フィリップ・デュモン クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナン

ス最高経営責任者

オリヴィエ・ギャヴァルダ 地域金庫部門責任者

ジェローム・グリヴェ クレディ・アグリコル・アシュランス最高経営責任者

イヴ・ナンケット LCL最高経営責任者

イヴ・ペリエ 資産運用、有価証券および投資家サービス責任者

ユベール・レニエ グループ・リスク管理および恒常的統制責任者

業務執行委員会の構成

業務執行委員会は、経営委員会のメンバーおよび以下の者により構成されている。

ジェローム・ブリュネル 広報責任者

ピエール・キャンブフォー クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・イン

ベストメント・バンク最高経営責任者代理

フランシ・キャンテリニ クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・イン

ベストメント・バンクのジェネラル・マネージャー代

理

フィリップ・カレイヨル クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファク

タリング最高経営責任者

ジュリアン・フォンテーヌ グループ戦略責任者

クリストフ・ガンセル プライベート・バンキング責任者

ジャン－クリストフ・キレン グループ支払責任者

ジャンピエロ・マイオリ イタリアのクレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループ責任者

ジャン－ポール・マゾワイエ グループIT・産業プロジェクト責任者

マーク・オッペンハイム 国際リテール・バンキング責任者

アラン・ストラブ ギリシャ上級地方役員

当行株式の取引

　最高額の合計が5,000ユーロを超えた取引について、クレディ・アグリコル・エス・エーの役員およびフランス

通貨金融法典第L.621-18-2条に規定されるその他の者による、2012年における当行株式の取引に関する概要（フ
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ランス通貨金融法典第L.621-18-2条およびフランス金融市場機関の一般規則第223-26条に従う。）。

　フランス金融市場機関の一般規則第223-22条に従い、これらの取引はフランス金融市場機関に報告されている。

氏名および役職 取締役会構成員またはそれに関連する者による取引

当期間中に完了した取引はない。

当行株式の取引に関する、取締役に対する規制または取締役による実施についての特定の規則

　各取締役は、当然ながら「恒常的内部関係者」であることから、クレディ・アグリコル・エス・エー株式の取引

に対する申込み／禁止の"期間"に関する規定は各取締役に適用される。これらの期間の日付は、各事業年度の初

めに取締役に伝えられる。

氏名および役職
業務執行会社役員またはそれに関連する者による個人ベースでの当行株式の取

引

ジャン－イヴ・オシェ氏

最高経営責任者代理
6,464株の売却（39,495.10ユーロ）（2回の取引）

ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏

最高経営責任者代理
4,493株の売却（27,744.30ユーロ）（1回の取引）

ミシェル・マチュー氏

最高経営責任者代理
5,448株の売却（33,505.20ユーロ）（1回の取引）

グザヴィエ・ミュスカ氏

最高経営責任者代理
1,000株の購入（6,167ユーロ）（1回の取引）

業務執行役員およびそれ以外の会社役員へ支払われた報酬

　本書で提供される情報は、登録書類において提供すべき会社役員へ支払われた報酬に関する情報に係る2004年4

月29日付EC規則第809/2004、2004年6月24日付命令第2004-604、上場会社のコーポレート・ガバナンスの

AFEP/MEDEF規約、2008年12月22日付金融市場庁（AMF）勧告の規定、ならびにフランス商法第L.225-102-1条、第

L.225-184条第1項、第2項および第3項を考慮している。

クレディ・アグリコル・エス・エーの業務執行会社役員へ付与された報酬、株式およびストック・オプション

の概要

総額

(単位：

ユーロ)

ジャン－マリー・

サンデール氏

会長(注3)

ジャン－ポール・

シフレ氏

最高経営責任者

(注4)

ジャン－イヴ・

オシェ氏

最高経営責任者

代理(注6)

ブルーノ・ドゥ・

ラージュ氏

最高経営責任者代理(注

5)

ミシェル・

マチュー氏

最高経営

責任者代理(注5)

グザヴィエ・

ミュスカ氏

最高経営

責任者代理(注7)

2011年2012年 2011年 2012年

(注8)

2011年 2012年

(注8)

2011年 2012年

(注8)

2011年 2012年

(注8)

2011年2012年

(注8)

各会計年度に

おいて発生し

得る報酬(注

1)

(詳細は下記

を参照) 590,588583,8781,991,9591,541,8951,045,622852,1861,073,909872,8161,115,105925,980na 377,261

各会計年度中

に付与された

オプションの

評価(注2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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各会計年度中

に付与された

パフォーマン

ス・シェアの

評価(注2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 590,588583,878 1,991,959 1,541,895 1,045,622852,186 1,073,909 872,816 1,115,105 925,9800 377,261

(注1)　上記表に示される報酬額は、記載された年度において付与された額を示す。下記の項目別表は、各年度において付与さ

れた報酬額および受領された報酬額を示す。

(注2)　2012年度において、クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプションは会社役員へ付与されなかった。クレ

ディ・アグリコル・エス・エーにてパフォーマンス・シェア・プランは策定されなかった。

(注3)　ジャン－マリー・サンデール氏は、2010年5月19日から会長を務めている。

(注4)　ジャン－ポール・シフレ氏は、2010年3月1日から最高経営責任者を務めている。

(注5)　ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏およびミシェル・マチュー氏は、2010年3月1日から最高経営責任者代理を務めている。

(注6)　ジャン－イヴ・オシェ氏は、2008年10月15日から最高経営責任者代理を務めている。

(注7)　グザヴィエ・ミュスカ氏は、2012年7月19日から最高経営責任者代理を務めている。

(注8)　変動報酬の決定基準は、株主総会に対する取締役会会長の報告にその詳細が記載されている。2012年度に取締役会は、

2013年2月19日に開催された会議において、当期間中の業績および2012年度における役員の経営上の貢献を考慮し、当

該基準を適用して業務執行会社役員に下記の変動報酬を付与することを決定した。

各執行役員へ支払われた報酬総額の概要（単位：ユーロ）

ジャン－マリー・サンデール氏

クレディ・アグリコル・エス・エー

取締役会会長

2011年 2012年

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

固定報酬(注a) 420,000 420,000 420,000 420,000

変動報酬(注b) 0 0 0 0

特別報酬 0 0 0 0

取締役報酬(注c) 19,800 19,800 23,100 23,100

現物給付(注d) 150,788 102,347 140,778 140,778

合計 590,588 542,147 583,878 583,878

　ジャン－マリー・サンデール氏は、2010年5月19日の株主総会以降、取締役会会長を務めている。

(注a)　固定報酬額総額（税引前）

(注b)　ジャン－マリー・サンデール氏は、変動報酬を受け取らない。

(注c)　ジャン－マリー・サンデール氏は、クレディ・アグリコル・エス・エー戦略委員会の会長を務めたため、取締役報酬を

受け取る。

(注d)　現物給付は、社宅の提供および退職給付金の積立て（報酬委員会からの提案を受け、取締役会が決定する額）に係る支

払により構成される。

(注1)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務の対価として付与された金額を示している。変動報酬

を受け取らない会長を除き、変動報酬の一部は条件付である。

(注2)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務に対して支払われた金額である。

　変動報酬の決定基準は、株主総会に対する取締役会会長の報告にその詳細が記載されている。2012年度に取締役会は、2013

年2月19日に開催された会議において、当期間中の業績および2012年度における役員の経営上の貢献を考慮し、当該基準を適

用して業務執行会社役員に下記の変動報酬を付与することを決定した。

ジャン－ポール・シフレ氏

最高経営責任者

2011年 2012年

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

固定報酬(注a) 900,000 900,000 900,000 900,000

変動報酬(注b) 270,000 274,400 135,000 270,000

クレディ・アグリコル・エス・エーの

株価に連動する変動報酬(注b) 90,000 46,716 45,000 80,100

繰延報酬および条件付報酬(注c) 540,000 na 270,000 51,621

特別報酬 0 0 0 0

取締役報酬(注d) 87,500 60,000 83,000 80,500
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現物給付(注e) 104,459 104,459 108,895 108,895

合計 1,991,9591,385,5751,541,895 1,491,116

　ジャン－ポール・シフレ氏は、2010年3月1日から最高経営責任者を務めている。

(注a)　固定報酬額総額（税引前）

(注b)　非繰延変動報酬には、N+1年に割当がされた後直ちに支払われる金額とその6ヶ月後に支払われる金額（かかる6ヶ月間

の株価の変動に連動する。）が含まれる。

(注c)　繰延変動報酬は、クレディ・アグリコル・エス・エーの株式の形で3年間にわたり段階的に得ることができ、出席状況

および会長の報告（下記「5　コーポレート・ガバナンスの状況等」）に記載される3つの業績目標の達成状況に応じ

て付与される。2012年度に支払われた金額は、2010年度における繰延変動報酬の第1回トランシェに関して2012年3月

に取得された株価に対応している。

(注d)　ジャン－ポール・シフレ氏は、クレディ・アグリコル・CIB、LCLおよびアムンディ・グループの会長としての職務の対

価として、取締役報酬を受領した。

(注e)　現物給付は、社宅の提供により構成される。

(注1)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務の対価として付与された金額を示している。変動報酬

を受け取らない会長を除き、変動報酬の一部は条件付である。

(注2)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務に対して支払われた金額である。

　変動報酬の決定基準は、株主総会に対する取締役会会長の報告にその詳細が記載されている。2012年度に取締役会は、2013

年2月19日に開催された会議において、当期間中の業績および2012年度における役員の経営上の貢献を考慮し、当該基準を適

用して業務執行会社役員に下記の変動報酬を付与することを決定した。

ジャン－イヴ・オシェ氏

最高経営責任者代理

2011年 2012年

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

固定報酬(注a) 500,000 500,000 500,000 500,000

変動報酬(注b) 150,000 166,200 90,000 150,000

クレディ・アグリコル・エス・エーの

株価に連動する変動報酬(注b) 50,000 28,254 30,000 44,500

繰延報酬および条件付報酬(注c) 300,000 na 180,000 31,197

特別報酬 0 0 0 0

取締役報酬(注d) 10,287 17,787 4,287 4,287

現物給付(注e) 35,335 35,335 47,899 47,899

合計 1,045,622 747,576 852,186 777,883

　ジャン－イヴ・オシェ氏は、2008年10月15日から最高経営責任者代理を務めている。

(注a)　固定報酬額総額（税引前）

(注b)　非繰延変動報酬には、N+1年に割当がされた後直ちに支払われる金額とその6ヶ月後に支払われる金額（かかる6ヶ月間

の株価の変動に連動する。）が含まれる。

(注c)　繰延変動報酬は、クレディ・アグリコル・エス・エーの株式の形で3年間にわたり段階的に得ることができ、出席状況

および会長の報告（下記「5　コーポレート・ガバナンスの状況等」）に記載される3つの業績目標の達成状況に応じ

て付与される。2012年度に支払われた金額は、2010年度における繰延変動報酬の第1回トランシェに関して2012年3月

に取得された株価に対応している。

(注d)　ジャン－イヴ・オシェ氏は、エンポリキ・バンクおよびクレディ・アグリコル・インドスエズ・プライベート・バン

キングの取締役としての職務の対価として、取締役報酬を受領した。

(注e)　現物給付は、社宅の提供により構成される。

(注1)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務の対価として付与された金額を示している。変動報酬

を受け取らない会長を除き、変動報酬の一部は条件付である。

(注2)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務に対して支払われた金額である。

　変動報酬の決定基準は、株主総会に対する取締役会会長の報告にその詳細が記載されている。2012年度に取締役会は、2013

年2月19日に開催された会議において、当期間中の業績および2012年度における役員の経営上の貢献を考慮し、当該基準を適

用して業務執行会社役員に下記の変動報酬を付与することを決定した。

ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏

最高経営責任者代理

2011年 2012年

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

固定報酬(注a) 500,000 500,000 500,000 500,000
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変動報酬(注b) 150,000 123,500 90,000 150,000

クレディ・アグリコル・エス・エーの

株価に連動する変動報酬(注b) 50,000 20,995 30,000 44,500

繰延報酬および条件付報酬(注c) 300,000 na 180,000 23,184

特別報酬 0 0 0 0

取締役報酬(注d) 12,000 12,000 8,000 8,000

現物給付(注e) 61,909 61,909 64,816 64,816

合計 1,073,909 718,404 872,816 790,500

　ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏は、2010年3月1日から最高経営責任者代理を務めている。

(注a)　固定報酬額総額（税引前）

(注b)　非繰延変動報酬には、N+1年に割当がされた後直ちに支払われる金額とその6ヶ月後に支払われる金額（かかる6ヶ月間

の株価の変動に連動する。）が含まれる。

(注c)　繰延変動報酬は、クレディ・アグリコル・エス・エーの株式の形で3年間にわたり段階的に得ることができ、出席状況

および会長の報告（下記「5　コーポレート・ガバナンスの状況等」）に記載される3つの業績目標の達成状況に応じ

て付与される。2012年度に支払われた金額は、2010年度における繰延変動報酬の第1回トランシェに関して2012年3月

に取得された株価に対応している。

(注d)　ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏は、LCLの取締役としての職務の対価として、取締役報酬を受領した。

(注e)　現物給付は、社宅の提供により構成される。

(注1)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務の対価として付与された金額を示している。変動報酬

を受け取らない会長を除き、変動報酬の一部は条件付である。

(注2)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務に対して支払われた金額である。

　変動報酬の決定基準は、株主総会に対する取締役会会長の報告にその詳細が記載されている。2012年度に取締役会は、2013

年2月19日に開催された会議において、当期間中の業績および2012年度における役員の経営上の貢献を考慮し、当該基準を適

用して業務執行会社役員に下記の変動報酬を付与することを決定した。

ミシェル・マチュー氏

最高経営責任者代理

2011年 2012年

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

固定報酬(注a) 500,000 500,000 500,000 500,000

変動報酬(注b) 150,000 149,750 90,000 150,000

クレディ・アグリコル・エス・エーの

株価に連動する変動報酬(注b) 50,000 25,457 30,000 44,500

繰延報酬および条件付報酬(注c) 300,000 na 180,000 28,112

特別報酬 0 0 0 0

取締役報酬(注d) 39,779 34,779 47,475 45,475

現物給付(注e) 75,326 75,326 78,505 78,505

合計 1,115,105 785,312 925,980 846,592

　ミシェル・マチュー氏は、2010年3月1日から最高経営責任者代理を務めている。

(注a)　固定報酬額総額（税引前）

(注b)　非繰延変動報酬には、N+1年に割当がされた後直ちに支払われる金額とその6ヶ月後に支払われる金額（かかる6ヶ月間

の株価の変動に連動する。）が含まれる。

(注c)　繰延変動報酬は、クレディ・アグリコル・エス・エーの株式の形で3年間にわたり段階的に得ることができ、出席状況

および会長の報告（下記「5　コーポレート・ガバナンスの状況等」）に記載される3つの業績目標の達成状況に応じ

て付与される。2012年度に支払われた金額は、2010年度における繰延変動報酬の第1回トランシェに関して2012年3月

に取得された株価に対応している。

(注d)　ミシェル・マチュー氏は、LCL、カリパルマ、アムンディ・グループおよびクレディ・アグリコル・CIBの取締役として

の職務の対価として、取締役報酬を受領した。

(注e)　現物給付は、社宅の提供により構成される。

(注1)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務の対価として付与された金額を示している。変動報酬

を受け取らない会長を除き、変動報酬の一部は条件付である。

(注2)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務に対して支払われた金額である。

　変動報酬の決定基準は、株主総会に対する取締役会会長の報告にその詳細が記載されている。2012年度に取締役会は、2013

年2月19日に開催された会議において、当期間中の業績および2012年度における役員の経営上の貢献を考慮し、当該基準を適
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用して業務執行会社役員に下記の変動報酬を付与することを決定した。

グザヴィエ・ミュスカ氏

最高経営責任者代理

2011年 2012年

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

報酬額

(付与された額)

(注1) 支払額(注2)

固定報酬(注a) 227,084 227,084

変動報酬(注b) 40,800 0

クレディ・アグリコル・エス・エーの

株価に連動する変動報酬(注b) 13,600 0

繰延報酬および条件付報酬(注c) 81,600 0

特別報酬 0 0

取締役報酬(注d) 14,177 11,677

現物給付 0 0

合計 na na 377,261 238,761

　グザヴィエ・ミュスカ氏は、2012年7月19日から最高経営責任者代理を務めている。

(注a)　固定報酬額総額（税引前）

(注b)　非繰延変動報酬には、N+1年の3月に直ちに支払われる金額とN+1年の9月に支払われる金額（3月と9月の間の株価の変

動に連動する。）が含まれる。グザヴィエ・ミュスカ氏は、2012年度に変動報酬を受け取らなかった。

(注c)　繰延変動報酬は、クレディ・アグリコル・エス・エーの株式の形で3年間にわたり段階的に得ることができ、出席状況

および会長の報告（下記「5　コーポレート・ガバナンスの状況等」）に記載される3つの業績目標の達成状況に応じ

て付与される。

(注d)　グザヴィエ・ミュスカ氏は、カリパルマおよびクレディ・アグリコル・エジプトの取締役としての職務の対価として、

取締役報酬を受領した。2012年度における同氏のアムンディ・グループの取締役としての取締役報酬は、2013年度に

支払われる予定である。

(注1)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務の対価として付与された金額を示している。変動報酬

を受け取らない会長を除き、変動報酬の一部は条件付である。

(注2)　表示されている金額は、記載された年における役員としての職務に対して支払われた金額である。

　変動報酬の決定基準は、株主総会に対する取締役会会長の報告にその詳細が記載されている。2012年度に取締役会は、2013

年2月19日に開催された会議において、当期間中の業績および2012年度における役員の経営上の貢献を考慮し、当該基準を適

用して業務執行会社役員に下記の変動報酬を付与することを決定した。

非業務執行会社役員が受領した取締役報酬

取締役

2012年 2011年

クレディ・ア

グリコル・エ

ス・エー

クレディ・ア

グリコル・

CIB LCL

アムンディ・

グループ 合計 合計

株主総会により選任された取締役

ジャン－マリー・サンデール氏 23,100 - - - 23,100 19,800

ドミニク・ルフェーヴル氏 63,800 - - - 63,800 61,600

フィリップ・ブラサック氏 48,400 21,000 8,000 - 77,400 85,800

ノエル・デュピュイ氏(注1) 20,900 - - - 20,900 77,100

キャロリーヌ・カトワール氏 52,800 - - - 52,800 33,000

ジェラール・カザルス氏(注1) 9,900 - - - 9,900 36,300

パトリック・クラヴルー氏 52,800 - - 10,000 62,800 66,100

ジャン－ルイ・ドゥローム氏(注2) 37,400 - - - 37,400 36,300

ロランス・ドール氏 70,400 - - - 70,400 72,450

ヴェロニク・フラシェール氏 50,600 - - - 50,600 56,100

グザヴィエ・フォンタネ氏(注1) 0 - - - 0 33,000

キャロル・ジロー氏 33,000 - - - 33,000 33,000

フランソワーズ・グリ氏(注3) 24,200 - - - 24,200 -

ベルナール・ルポ氏 41,800 - - - 41,800 49,500

ミシェル・ミショー氏(注1) 9,900 - - - 9,900 39,600
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モニカ・モンダルディニ氏(注5) 32,505 - - - 32,505 25,163

マルク・プゼ氏(注3) 23,100 - 8,000 10,000 41,100 -

ジャン－クロード・リゴー氏(注3) 25,300 - - 5,000 30,300 -

ジャン－ルイ・ロヴェイヤズ氏(注3) 23,100 25,000 - - 48,100 -

クリスチアン・ストレフ氏 44,000 - - - 44,000 22,000

クリスチアン・タルゴーン氏 55,000 - - - 55,000 47,300

フランソワ・ヴェヴェルカ氏 77,200 48,000 28,000 13,500166,700165,500

従業員により選任された取締役

フランソワ・ヘイマン氏(注4) 19,800 - - - 19,800 -

クリスチアン・ムーザ氏(注4) 16,500 - - - 16,500 -

ダニエル・クサン氏(注1) 13,200 - - - 13,200 36,300

キーラ・ルーアグ氏(注1) 13,200 - - - 13,200 33,000

農業専門組織を代表する取締役

グザヴィエ・ブラン氏 33,000 - - - 33,000 6,600

無議決権取締役

パスカル・セレリエー氏 33,000 - - - 33,000 -

フランソワ・チボー氏(注6) 23,100 21,000 - - 44,100 -

合計 971,005115,00044,000 38,5001,168,5051,035,513

(注1)　2012年5月まで

(注2)　2012年2月から取締役

(注3)　2012年5月から

(注4)　2012年6月から

(注5)　フランスの税法に従い、25％の源泉徴収後（第2四半期以降は30％の源泉徴収後）

(注6)　2012年5月に無議決権取締役に選任

　2012年5月のクレディ・アグリコル・エス・エーの株主総会により承認された取締役報酬の総額は、1,050,000

ユーロであった。この金額は、以下の方針に従ってクレディ・アグリコル・エス・エーにより支払われた。

・各取締役および無議決権取締役は、出席した取締役会ごとに3,300ユーロを受け取る。これは、会議への実際の

出席に対して割り当てられるものである。

・取締役会会長は、戦略委員会委員長および指名・統治委員会委員としての職務に対してのみ報酬を受領する。

取締役会会長の職務に対する報酬（上記「各執行役員へ支払われた報酬総額の概要」を参照。）については、

報酬委員会の提案を受け取締役会によって決定される。

・監査・リスク委員会、戦略委員会、報酬委員会および指名・統治委員会委員長は、追加の取締役報酬を受け取

る。その取締役報酬の年間定額は、監査・リスク委員会に対して20,000ユーロ、戦略委員会、報酬委員会および

指名・統治委員会に対して16,500ユーロである。

・全委員会の構成員は、出席した委員会の会議ごとに追加で2,200ユーロを受け取る。これらの報酬は、前述の委

員会会議への実際の出席に対して割り当てられるものである。

2012年にクレディ・アグリコル・エス・エーおよびグループ企業により業務執行会社役員に付与された株式引

受・購入オプション

　2012年において、会社役員に付与されたストック・オプションはない。

2012年に業務執行会社役員により行使されたストック・オプション

　2012年において、会社役員により行使されたクレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプションはな

い。

2012年に会社役員に付与されたパフォーマンス・シェア
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　クレディ・アグリコル・エス・エーでは、パフォーマンス・シェア・プランは設けられていなかった。

2012年度に執行役員が入手可能だったパフォーマンス・シェア

　該当なし。クレディ・アグリコル・エス・エーでは、パフォーマンス・シェア・プランは設けられていなかっ

た。

株式引受・購入オプションの割当実績

2012年12月31日現在における在職中の会社役員の状況

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度 第一制度

取締役会の開催日 2006年7月18日

オプションの付与日 2006年10月6日

最初の行使日 2010年10月6日

失効日 2013年10月5日

全受給者に対して付与されたオプションの数 13,116,803

行使価格 30.83ユーロ

執行役員に対して付与されたオプションの数(注1) 27,256

内訳

・ジャン－ポール・シフレ氏 0

・ジャン－イヴ・オシェ氏 27,256

・ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏 0

・ミシェル・マチュー氏 0

・グザヴィエ・ミュスカ氏 0

(注1)　この表は、2012年12月31日に在職していた会社役員に付与されたオプションを示すものであり、本制度の設立日に在職

していた会社役員に対するものではない。

　本制度に関する追加情報は、連結財務書類に対する注記7（「第6　経理の状況―1　財務書類―(1)　2012年12月31

日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」）に記載さ

れる本制度の過去情報を示す表で参照できる。

上位10名の非業務執行従業員であるオプション保有者に付与された株式引受・購入オプションおよび2012年後

半までに行使されたオプション

　該当なし。2012年度において、クレディ・アグリコル・エス・エーはオプションを付与していない。また、2012年

度において行使されたオプションはない。

2008年10月におけるフランス私企業協会／フランス企業連合が推薦する法令遵守

業務執行会社役員
任用契約(注1)

補足的な年金プラン

(注2)

退職または異動により

発生しまたは発生し得

る補償金および給付金

(注3)

競業避止条項に関する

補償金(注4)

有 無 有 無 有 無 有 無

ジャン－マリー・サンデール

氏

会長

任期開始日：2010年5月20日

○ ○ ○ ○

ジャン－ポール・シフレ氏

最高経営責任者

任期開始日：2010年3月1日

○ ○ ○ ○
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ジャン－イヴ・オシェ氏

最高経営責任者代理

任期開始日：2008年10月15日

○ ○ ○ ○

ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏

最高経営責任者代理

任期開始日：2010年3月1日

○ ○ ○ ○

ミシェル・マチュー氏

最高経営責任者代理

任期開始日：2010年3月1日

○ ○ ○ ○

グザヴィエ・ミュスカ氏

最高経営責任者代理

任期開始日：2012年7月19日

○ ○ ○ ○

(注1)　雇用契約の期間中に役員の職に就くことに対するフランス私企業協会／フランス企業連合の勧告は、取締役会会長、会

長兼最高経営責任者ならびに最高経営責任者にのみ適用される。

しかし、最高経営責任者代理であるジャン－イヴ・オシェ氏、ミシェル・マチュー氏、ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏お

よびグザヴィエ・ミュスカ氏の雇用契約は、変更によって停止された。かかる契約は、在職期間前のものから更新され

た報酬および職務条件をもって、任期満了時に再び効力を生じる。

(注2)　最高経営責任者および最高経営責任者代理に対する補足的な年金プランに関する情報は、株主総会に対する取締役会

会長の報告に記載されている。

(注3)　クレディ・アグリコル・エス・エーが法規制または戦略の変更を理由に最高経営責任者の任期を終了させる場合、最

高経営責任者は、2010年5月19日の株主総会で承認された条件（下記「５　コーポレート・ガバナンスの状況等」に概

略が記載されている。）に基づいた達成状況に従って離職手当を受け取る。

最高経営責任者代理の各々の雇用契約が終了する場合に受け取る離職手当は、契約解除前の12ヶ月間に受領した年間

報酬の合計の（グザヴィエ・ミュスカ氏については）1倍または（ミシェル・マチュー氏、ブルーノ・ドゥ・ラー

ジュ氏およびジャン－イヴ・オシェ氏については）2倍に相当する金額（現物給付を除く。）であり、その他の補償金

（特に、慣例となっている解雇手当および発生し得る競業避止条項に関する補償金）を含む。年金の全額支給が決定

した場合、支払われるべき離職手当はない。

(注4)　クレディ・アグリコル・エス・エーが法規制または戦略の変更を理由に最高経営責任者の任期を終了させる場合、

2010年5月19日の株主総会で承認された条件に基づいて、1年間を期間とする競業避止条項に従う必要が生じることが

ある。

ジャン－イヴ・オシェ氏は、雇用契約が終了した場合には、雇用契約終了の通知から1年間を期間とする競業避止条項

に従う。これは、課税対象となる年間報酬（現物給付を除く。）の合計の50％と等しい額で相殺される。

ミシェル・マチュー氏、ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏およびグザヴィエ・ミュスカ氏は、各々の雇用契約が終了した

場合には、雇用契約終了の通知から1年間を期間とする競業避止条項に従う。これは、この義務の期間中、最終の固定報

酬の50％と等しい額の月々の支払によって相殺される。

５ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

取締役会会長の報告

　これは、修正された2003年8月1日付「フランス金融保障法」第2003-706号（フランス商法第L.225-37条、フラ

ンス通貨金融法典第L.621-18-3条）により要求される、2013年5月23日開催の株主総会において発表された、取

締役会の職務の準備および構成ならびに内部統制手続に関する取締役会会長の報告である。

2012年度

株主各位

経営報告書の発表に加え、特に財務情報および会計情報に適用される、取締役会の職務の準備および構成な

らびにクレディ・アグリコル・エス・エーの内部統制手続およびリスク管理手続に関して報告する。

フランス金融保障法により義務付けられている取締役会会長の報告義務は、クレディ・アグリコル・グルー

プのうち、クレディ・アグリコル・エス・エーおよび協同投資証券を発行しているすべての地域金庫、ならび
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に公開市場で取引されている金融商品を発行しているか否かを問わず、適正な内部統制を遵守する義務を有す

る、当行グループの主要子会社を含んでいる。

したがって、クレディ・アグリコル・エス・エーは、当行グループの意思決定機関の業務執行に関する一貫

したビジョンを有しており、また内部報告により収集された情報を補完する、これらの事業体の内部統制手続

に関する追加的な情報を有している。

本報告書は、私の権限の下、主としてグループ一般検査部門、取締役会秘書役部門、法令遵守部門ならびにグ

ループ・リスク管理部門および恒常的調整部門のそれぞれの責任者と協同で、内部統制およびリスク管理に関

する既存の文書に基づき、当行グループ内の監督の下作成された。本報告書は、2013年2月13日、クレディ・アグ

リコル・エス・エーの監査・リスク委員会に提出され、2013年2月19日開催の取締役会において承認された。

取締役会の職務の準備および構成

1．取締役会

概要

2008年11月13日開催の株主総会において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2008年7月3日

法に基づき、フランス商法第L.225-37条に規定される報告書の作成に関して、AFEP/MEDEF上場会社向け企業統

制規約をクレディ・アグリコル・エス・エーが参照する規約とすることを決定した。

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は以下のとおり、21名の取締役により構成される。

・株主総会において選任された取締役18名：

　・クレディ・アグリコル地域金庫の会長または最高経営責任者を務める取締役10名

　・SASリュ・ラ・ボエスィの会長でもある地域金庫会長が代表を務める、法人取締役SASリュ・ラ・ボエ

スィ1社

　・クレディ・アグリコル・グループ外の取締役6名

　・地域金庫の従業員である取締役1名

・農業専門組織を代表する取締役1名：ケス・ナショナル・ドゥ・クレディ・アグリコルの相互会社化（ケ

ス・ナショナル・ドゥ・クレディ・アグリコルは2001年11月29日付でクレディ・アグリコル・エス・

エーとなった。）に関する1988年1月18日付の法律に従い、財務省および農業省の共同省令により指名さ

れた。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの従業員により選任された取締役2名

取締役会は、また、2名の無議決権取締役を選任した。その2名はクレディ・アグリコル地域金庫の会長および

最高経営責任者である。

クレディ・アグリコル地域金庫の会長または最高経営責任者であるクレディ・アグリコル・エス・エーの

取締役は、銀行機関の取締役としての地位を有している。

地域金庫は、新規株式公開時に地域金庫およびクレディ・アグリコル・エス・エーとの間で締結された契約

の条件に基づき、SASリュ・ラ・ボエスィを通じてクレディ・アグリコル・エス・エーの株式資本の過半数

（2012年度末現在56.25％）および議決権の過半数（同日現在56.42％）を保有しており、これにより株式の公

開買付義務が免除されている。また、取締役会の構成は、地域金庫がその過半数を確保するものである。さらに、

取締役会のうち3名は、従業員が選任する。すなわち、2名の取締役はユニオン・エコノミーク・エ・ソシアル・

クレディ・アグリコル・エス・エーの従業員によって選任され、1名の取締役は地域金庫の従業員を代表する

者で、株主総会によって選任される。その結果、取締役会および専門委員会に占める独立取締役の割合は、

AFEP/MEDEF上場会社向け企業統制規約が推奨する割合よりも小さい。2012年度末現在、取締役会に占める独立

取締役の割合は、28.6％であった。株主総会において選任された取締役も計算に入れると、この数字は33％－す

なわち主要株主により支配される企業について規約が推奨する割合－となった。
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3名の取締役は、主として欧州における国際経験を有する。モンダルディニ氏はイタリア人で（イタリアはク

レディ・アグリコルにとって第2の国内市場である。）、スペインおよびイタリアの編集および保険分野に携

わっていた。グリ氏は、国際的な大グループにおいて勤務していた（IBMヨーロッパ、中東、アフリカにおいて

マーケティング担当取締役、その後IBMフランス会長、マンパワーグループ・フランスおよび南欧の会長）。タ

ルゴーン氏は、欧州の機関および政策について大学で研究を行い、欧州協同組合銀行協会の会長も務めた。

指名・統治委員会の提案により、取締役会は、AFEP/MEDEF上場会社向け企業統制規約で定義される独立性に

関する6つの基準に関して、各取締役の状況を検討した。独立取締役は、

1.　現在、当行の従業員もしくは会社役員、親会社の従業員もしくは取締役、または当行が連結する会社の従

業員もしくは取締役でなく、また、最近5年間においてかかる従業員、会社役員または取締役ではなかっ

たこと

2.　現在、当行が直接もしくは間接に取締役を務める会社の会社役員、または取締役に指名された当行の従業

員もしくは会社役員が（現在または最近5年間において）取締役を務める会社の会社役員でないこと

3.　当行もしくは当行グループの重要な取引先、供給業者、コーポレート・バンカーもしくはインベストメン

ト・バンカーでなく、または当行もしくは当行グループとの取引が事業の大部分を占める重要な取引

先、供給業者、コーポレート・バンカーもしくはインベストメント・バンカーでないこと

4.　当行の会社役員と親族の関係にないこと

5.　最近5年間に当行の監査人を務めていないこと

6.　12年間を超えて取締役を務めていないこと

取締役会は、クレディ・アグリコル地域金庫はクレディ・アグリコル・エス・エーの持分法適用会社である

ため、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会の役員を務める地域金庫の代表者（会長または最高経営

責任者）は、上記の基準によれば、独立取締役とはみなされないとの見解を示した。これは当行の取締役を務め

る、地域金庫の従業員を代表する取締役およびクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの従業員を代表

する2名の取締役にも該当する。

取締役会は、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役を務める地域金庫会長に関して、それらが地域金

庫の従業員ではなく、地域金庫の協同組合としての地位に基づき、選任され正当に在職しているとの見解を示

した。

取締役会は、監査・リスク委員会委員長を務める独立取締役は、LCLおよびクレディ・アグリコル・CIBの取

締役会の役員を務め、アムンディ・グループの取締役会の無議決権取締役であるが、独立取締役として認める

と判断した。この状況は、クレディ・アグリコル・エス・エーが、委員長の任務の継続性を確実なものにするた

め、監査・リスク委員会委員長に対して主要子会社の監査・リスク委員会委員長（LCLの監査・リスク委員会

委員長およびクレディ・アグリコル・CIBの監査・リスク委員会委員長、ならびにアムンディ・グループの監

査・リスク委員会メンバー）という特別な任務を課すことを決定したために生じた。

全体として、取締役会は、取締役会およびその委員会は、現在の手法により、（特に潜在的な利益相反を回避

することおよびすべての株主の利益に対して公正に配慮することに関して）要求される効率性、客観性および

独立性をもって、それらの任務を果たすことができると判断した。下表は、前述の6つの基準に関する各取締役

の位置づけを示したものである（×印は基準が満たされていないことを示す。）。

取締役（AFEP/MEDEF基準） 基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6

ジャン－マリー・サンデール

取締役会会長

アルザス・ヴォージュ地域金庫会長 ×

SASリュ・ラ・ボエスィ代表者：

ドミニク・ルフェーヴル

取締役会会長代理
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ヴァル・ドゥ・フランス地域金庫会長

FNCAおよびSASリュ・ラ・ボエスィ会長 ×

フィリップ・ブラサック

取締役会会長代理

プロヴァンス - コート・ダジュール地域金庫最高

経営責任者

×

キャロリーヌ・カトワール

ソール・グループ最高財務責任者

パトリック・クラヴルー

ブリ－ピカルディ地域金庫最高経営責任者 ×

ジャン－ルイ・ドゥローム

フランシュ－コンテ地域金庫会長 ×

ロランス・ドール

アンテノール・パートナーズのアソシエイト・ディ

レクター

取締役

ヴェロニク・フラシェール

ラングドック地域金庫最高経営責任者 ×

キャロル・ジロー

地域金庫従業員代表 ×

フランソワーズ・グリ

ピエール・エ・ヴァカンス－センター・パルク最高

経営責任者

ベルナール・ルポ

北ミディ・ピレネー地域金庫最高経営責任者 ×

モニカ・モンダルディニ

「グルッポ・エディトリアーレ・レスプレッソ」取

締役代理

マルク・プゼ

アルプ・プロヴァンス地域金庫会長 ×

ジャン－クロード・リゴー

ピレネー－ガスコーニュ地域金庫会長 ×

ジャン－ルイ・ロヴェイヤズ

アンジュー・メーヌ地域金庫会長 ×

クリスチアン・ストレフ

C.S.コンセイユ会長

クリスチアン・タルゴーン

モルビアン地域金庫会長 ×

フランソワ・ヴェヴェルカ

銀行事業および資金調達コンサルタント（バンク

フィナンス・アソシエ）

農業専門家団体代表：

グザヴィエ・ブラン

FNSEA（農業開拓者組合全国連合）会長 × ×

ユニオン・エコノミーク・エ・ソシアル・クレディ

・アグリコル・エス・エー従業員代表：

フランソワ・ヘイマン

グループ・コミュニケーション部門の研究・コミュ

ニケーション担当役員

×

クリスチアン・ムーザ

シルカのIT現場マネージャー ×

取締役会の4つの専門委員会のうち、3つの委員会の委員長を独立取締役が務めている。それらは、監査・リス
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ク委員会、報酬委員会、指名・統治委員会であり、報酬委員会は、規制条項に従い、主に独立取締役により構成さ

れている。

取締役会会長は、定期的に独立取締役と会う。

取締役会は、2名の無議決権取締役を選任した－地域金庫の会長および最高経営責任者であり、会議には顧問

として出席する。無議決権取締役は、手続規則、特に取締役会手続規則に含まれる取締役の行動規範を遵守する

こと、およびクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役に配付される「コンプライアンス」パックに記載さ

れた取締役の義務に同意する。

取締役会は2012年度、2012年5月22日の株主総会において新たに選任された4名の取締役を迎えた。

・フランソワーズ・グリ氏、当行グループ外から、グザヴィエ・フォンタネ氏の後任として

・マルク・プゼ氏、地域金庫会長、ジェラール・カザルス氏の後任として

・ジャン－クロード・リゴー氏、地域金庫会長、ミシェル・ミショー氏の後任として

・ジャン－ルイ・ロヴェイヤズ氏、地域金庫会長、ノエル・デュピュイ氏の後任として

さらに、2012年5月22日の株主総会において、地域金庫の従業員代表キャロル・ジロー氏、独立取締役モニカ

・モンダルディニ氏、地域金庫最高経営責任者パトリック・クラヴルー氏の3名が、取締役に再選された。また

株主総会は、2012年2月22日の取締役会において取締役に選出されたジャン－ルイ・ドゥローム氏の選任も承

認した。

最後に、2012年5月22日の株主総会は、SASリュ・ラ・ボエスィを法人取締役に再選した。SASリュ・ラ・ボエ

スィは、SASリュ・ラ・ボエスィ会長兼地域金庫会長であるドミニク・ルフェーヴル氏を、クレディ・アグリコ

ル・エス・エー取締役会における代表者に指名した。取締役会は、2012年5月22日、株主総会に続いて開催され

た取締役会において、ルフェーヴル氏を副会長に再選した。

この会議において、取締役会は、地域金庫会長であるフランソワ・チボー氏を、ジャン－ルイ・ドゥローム氏

の後任として無議決権取締役に選任した。

2012年12月31日において、取締役会の取締役のうち6名が女性であった（構成員の28.6％）。したがって、ク

レディ・アグリコル・エス・エーは、上記企業統制規約および2011年1月27日法の規定を遵守している。

取締役が取締役会に再選された結果、3つの専門委員会（監査・リスク委員会、戦略委員会および指名・統治

委員会）の構成が変更となった。

取締役の一覧は、上記「4　役員の状況」に記載されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーの自然人である取締役の任期は、定款により一律3年と規定されている。

取締役を連続して4期を超えて務めることはできない。

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役の平均年齢は、57.2歳である。年齢の上限は、当行の定款によ

り、取締役は65歳、会長は67歳と規定されている。

業務執行機能から意思決定機能と統制機能を分離するという当行グループの慣行に従い、クレディ・アグリ

コル・エス・エーの会長および経営最高責任者の職務は分離されている。

会長の権限は、取締役会により正式に認められ、フランス通貨金融法典第L.511-13条に従い、上級業務執行役

員として、クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者と共に、フランスの金融健全性規制監督機構

（ACP）に登記されている。

AFEP/MEDEFの提言に従い、最高経営責任者はクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの事業体との間

で雇用契約を締結していない。

株主総会への株主の出席に関する条件は、定款第21条から第29条に定められており、クレディ・アグリコル

・エス・エーの登録事務所または当行ウェブサイト（www.credit-agricole.com）において閲覧可能である。

取締役会の役割および業務
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概説

取締役会手続規則は、会長および最高経営責任者の役割の分離ならびにフランス通貨金融法典の条項に基づ

く中央機関としての当行の任務を勘案し、当行取締役会および業務執行陣の業務手続について定めている。手

続規則は、以下の5つの条項からなる。

1．取締役会の組織

このセクションでは、以下の事項を定める。

・取締役会会長の役割：会長は取締役会の業務を指揮し、業務の計画を行う。会長は、取締役会を招集し、取

締役会の決議事項を設定する。

・取締役会の事務局は、会長および会長代理からなる。クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任

者は取締役会の業務を担う。事務局は、「取締役会の業務の準備を行う」責任を負う。「会長が必要に応

じてこれを招集する。」取締役会の事務局は、各報告日より前に会議を開く。

・取締役会の専門委員会は、同委員会の任務、構成および手続規則を定める。この専門委員会とは、監査・リ

スク委員会、報酬委員会、戦略委員会および指名・統治委員会である。取締役会は、取締役と同じ条件で、

戦略委員会、報酬委員会または指名・統治委員会メンバーとして1名以上の無議決権取締役を選任するこ

とができる。

2．取締役会および最高経営責任者の権限

・取締役会の権限：法律により付与されている権限に加え、取締役会は、以下の権限を有する。

　・会長および最高経営責任者の提言により、当行グループの戦略的方向性を決定すること。

　・戦略的投資プロジェクトおよびあらゆる取引（特に当行グループの利益、貸借対照表の構成またはリス

ク・プロファイルに重大な影響を及ぼす可能性のある買収取引または処分取引）を承認すること。

　・当行グループの内部財務組織に適用される一般原則を定めること。

　・クレディ・アグリコル・エス・エーの債券の発行を決定または承認すること。

　・最高経営責任者に対して、上記の決定事項を実行するために必要な権限の付与すること。

　・CRBF規則第97-02号に従い、業務執行陣から当行グループのリスク・ポジションおよびこれらのリスクを

統制するために取られている手法について定期的に継続して報告を受けること。加えて、同規則に従

い、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの、また、適用される場合にはクレディ・アグリコ

ル・グループの様々なコミットメントおよびリスク制限を決定すること。

　・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内における報酬方針の原則を決定すること。

　・取締役の独立性を評価するために利用される基準を定めること。

さらに、取締役会は、クレディ・アグリコル地域金庫に関係し、フランス通貨金融法典により中央機関として

クレディ・アグリコル・エス・エーに課された任務の範囲に含まれるすべての決定を行う。

・最高経営責任者の権限：最高経営責任者は、すべての状況において会社の名で行為する最も広範な権限を

有し、第三者に対し会社を代表する権限を有する。ただし、下記の取引に関しては取締役会の事前の承認

を得なければならない。

　・子会社の設立、買収または処分および150百万ユーロを超えるフランスもしくは海外における株式投資。

　・その他、種類を問わず、150百万ユーロを超えるすべての投資。

その緊急性により、この上限を超える取引を協議する取締役会が招集できない場合、最高経営責任者は、決定

を行う前に、すべての取締役または、最低でも取締役会の事務局および当該専門委員会メンバーの一人一人か

ら意見を求めるよう最大限尽力する。これが不可能な場合、最高経営責任者は、会長の承認により、上記に記載

されている範囲（上記「取締役会の権限」と題するセクションで示された取締役会決議を必要とする範囲を
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いう。）内で、当行の利益となるいかなる決定も行うことができる。最高経営責任者は、次の取締役会において

かかる決定に関し報告する。

3．取締役会の運営

取締役会は、会長により、または取締役会によりその権限を与えられた者により招集され、当行の利益のため

に必要な回数、また、最低でも毎年6回開催される。会長が出席できない場合、取締役会を招集する権限を与えら

れた最高年齢の会長代理が会長を務める。取締役会において議論され、取締役が利害関係を有する事項につい

ては、当該取締役はその事項に関して議決権を行使することを差し控えるものとする。最高経営責任者、事務局

長および最高経営責任者代理は、取締役会に出席するが、議決権を有しない。最高経営責任者は、取締役会に出

席する業務執行陣の代表者を指名する。取締役会は、1名または数名の無議決権取締役を指名することがある。

会長および最高経営責任者は、取締役が任務を遂行するために必要なすべての文書または情報を各取締役に

提供しなければならない。取締役会に先立ち、特に精査することが必要な決議事項および事前の情報を必要と

する決議事項に関するファイルが送付されるが、守秘義務ガイドラインにより、かかる情報に関する伝達が認

められている場合に限られる。これらの文書は、通常、各取締役会の4日前に送付される。

すべての取締役会の構成員は、当行に関する必要な情報をすべて与えられる（具体的には、当行が発行した

プレスリリース）。取締役会委員会は、それらの業務の過程で、当行グループの従業員または委員会が統括する

分野の専門家を招くことがある。

会長の裁量により、取締役会はテレビ会議またはその他の通信手段により会議を開催することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。

・取締役会の開催地において、少なくとも5名の取締役が実際に出席していること。

・テレビ会議またはその他の通信手段による会議において、取締役を特定することができ、取締役が完全に

出席できることが保証されること。通信手段が、最低限、出席者の声の伝送が可能であり、また、取締役会

の議論の断続的な同時通信が可能な技術的要件を満たすものであること。

テレビ会議またはその他の通信手段によって会議に出席する取締役は、定足数および過半数の計算にあた

り、取締役会に出席したものとみなされる。この規定は、個別財務書類および連結財務書類ならびに経営報告書

を準備し作成するために開催された取締役会ならびに／または会長もしくは最高経営責任者を選任もしくは

解任するために開催された取締役会には適用されない。

4．取締役会委員会

取締役会手続規則の該当するセクションに記載される、取締役会内部に設置された4つの委員会の任務は、下

記「2.委員会」において説明されている。

5．クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役の行動規範

この行動規範の目的は、コーポレート・ガバナンスの原則および最良の慣行を適用するよう促し、取締役の

業務の質を高めることである。クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役および無議決権取締役は、規範に

含まれるガイドラインを遵守し、実施することを約束している。2012年度、取締役の行動規範を補完するものと

して、取締役が恒常的内部関係者として従うべき規則、および上場企業の取締役としての立場に関する規則に

ついて概説した「コンプライアンス」パックが策定された。このパックは、2012年2月、当時の取締役および無

議決権取締役に配付されており、新任の取締役または無議決権取締役にも配付される。

この規範は、以下の12の条項からなる。

第1条－会社の経営および利益
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取締役は、その選任された方法を問わず、すべての株主およびその他の利害関係者の代表であると考え、すべ

ての状況においてそれらの利益および会社の利益のために行動しなければならない。

第2条－法律および定款の遵守

取締役は、最初にその役職を引き受ける際、またその在職期間中、自らの一般的な権利および義務ならびに／

または特別な権利および義務について完全に精通していなければならない。取締役は、会社およびその役職に

適用される法令ならびに適用あるガバナンスおよび最良慣行に関する規約ならびに定款および手続規則に定

められた当行独自の規則を理解し、遵守しなければならない。

第3条－継続的努力

取締役は、自らの任務に必要な時間を費やし、注意を払うものとする。ただし、それが不可能な場合を除き、取

締役は、すべての取締役会およびその取締役が委員を務める委員会に熱心に出席しなければならない。

第4条－情報

会長は、取締役がその任務を適切に遂行するために十分な時間、必要な情報および文書を提供するよう努め

る。同様に、各専門委員会委員長は、取締役がその任務を適切に遂行するために十分な時間、必要な情報および

文書を提供するよう努める。

取締役は、その経験を問わず、継続的に情報を得て、知識を取得する責任を負う。取締役は、会議の議題にあげ

られた事項について十分検討できるよう、常に自ら情報を把握していなければならない。

第5条－任務の遂行：ガイドライン

取締役は、任務の遂行にあたり、独立して、公正に、専門性をもって、そして誠実に行動しなければならない。

第6条－独立性および発言する義務

取締役は、すべての状況において、独立性ならびに判断、決定および行動の自由を保持していなければならな

い。取締役は、公平であり、かつ取締役が守らなければならない会社の利益に害を及ぼし得るいかなる事実によ

る影響も受けないことを約束しなければならない。取締役は、その目に留まり、会社の利益に不利益をもたらし

得るとみなされる事象を、取締役会に対して明らかにしなければならない。取締役は、質問および意見を明確に

伝達する義務を負う。取締役会が反対する場合は、その反対意見を取締役会議事録に明確に記載するよう求め

るものとする。

第7条－独立性および利益相反

取締役は、直接または間接的に関与する可能性のある一切の利益相反（潜在的なものも含む。）について、取

締役会に報告しなければならない。当該取締役は、かかる事項について討論すること、および決議に参加するこ

とを差し控えなければならない。

第8条－忠誠および信頼

取締役は、すべての状況において誠意をもって行動し、当行またはその他のクレディ・アグリコル・グルー

プの会社の不利益となり得る、いかなる行為も行わない。取締役は、取得したすべての情報、参加したすべての

議論および下されたすべての決定に関して秘密を保持することを自ら約束する。

第9条－内部情報－インサイダー取引
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取締役は、個人的な利益またはその他の者の個人的な利益のために、入手可能な内部情報を使用しないもの

とする。

クレディ・アグリコル・エス・エー株式および関連する金融商品

当行に関する非公開情報を入手可能な取締役は、直接の取引であると第三者を通じた取引であるとを問わ

ず、クレディ・アグリコル・エス・エー株式の取引を行うためにかかる情報を利用することを差し控えなけれ

ばならない。

取締役は、クレディ・アグリコル・エス・エー株式の取引において、「恒常的内部関係者」の定義に該当す

るクレディ・アグリコル・グループの従業員向けに定められた規則に従うものとする。これらの規則により、

「恒常的内部関係者」は、四半期、半期および年間の業績の公表後、6週間以内は、クレディ・アグリコル・エス

・エー株式の取引を行うことができる旨規定されている。ただし、この期間内に当行の非公開情報を有してい

る場合は、この限りではない。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、（上記の期間を含む期間において）クレディ・アグリコル・エス・

エーの金融商品の取引を随時禁止する場合がある。

取締役は、適用法令に従い、自らの勘定でまたは関連当事者を通じて、当行株式および関連する金融商品の取

引を行う場合、これを開示しなければならない。

開示書類の提出義務を負う者は、取引完了後5取引日以内に、電子的方法により、金融市場機関（AMF）に開示

書類を送付しなければならない。各開示書類は、AMFのウェブサイトで公開される。

株主は、株主総会において、前事業年度中に取締役が行った取引に関して報告を受ける。かかる報告は、当行

の経営報告書に要約され記載される。

クレディ・アグリコル・エス・エーが発行した金融商品またはクレディ・アグリコル・エス・エーに関連

する金融商品以外のもの

さらに、取締役は、クレディ・アグリコル・エス・エーが発行し、または同社に関連する金融商品以外の金融

商品の取引に関して、自らの勘定で行われたか関連当事者のために行われたかを問わず、取締役がかかる取引

が利益相反となると判断し、またはクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役として任務を遂行するにあた

り取得した内部情報とみなされ得る秘密情報を有している場合、クレディ・アグリコル・エス・エーに対し、

かかる取引について開示しなければならない。クレディ・アグリコル・エス・エーは、金融商品に関して、特定

の未公開情報（戦略的取引、買収、合弁事業の創設等）がクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会にお

いて明らかにされた場合、その取引を随時禁止することがある。

さらに、取締役は、証券ポートフォリオの運用を運用者に一任するか、またはより簡易的に、そのポートフォ

リオにおいてミューチュアル・ファンドのみを保有することが推奨されている。また、運用を運用者に一任す

る場合、クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行され、または同社に関係する金融商品に関する取締役

のいかなる指図も与えないことが推奨されている。

取締役は、法令のいかなる変更についても、継続して報告を受ける。

第10条－プロ意識および有効性

各取締役は、分掌された経営業務に参加し、取締役会および取締役会委員会の業務の有効性に貢献する。各取

締役は、特に定期的に行われる取締役会の検討時に、取締役会の手続を改善し得ると考えるあらゆる提案を行

う。各取締役は、提案が実行され、これを妨害することなく効果的に監視が行われるよう、他の取締役会の委員

と共同で業務を行う。取締役には、とりわけ法令遵守を検証する統制システムを当行に確実に導入させる責任

がある。
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第11条－行動規範の適用

取締役は、自身の問題により、またはその取締役を務める当行の内部規則により生じた理由による場合を含

むその他の理由により、規範に従いその任務を遂行することができなくなった場合、取締役会会長にこれを通

知し、その状況を是正するために解決策を見出だすよう努めるものとする。解決策を見出だすことができない

場合、当該取締役は、現職にとどまるかについて、自ら結論を出すものとする。

第12条－無議決権取締役

取締役会により選任された無議決権取締役は、本規範に含まれるガイドラインを遵守し、実行することを誓

約する。

次へ
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2012年度における取締役会の活動の検討

取締役会は2012年度、きわめて活動的であった（会議は10回開催され、そのうち3回は臨時会議であった。）。

出席率は平均96.6％（定期的な会議は97％、臨時会議は95％）であり、高い値を維持した。これは、下表が示す

とおり、すべての取締役の参加意欲を示している。

取締役 考慮した会合数 出席割合

ジャン－マリー・サンデール 10 100％

ドミニク・ルフェーヴル 10 100％

フィリップ・ブラサック 10 100％

グザヴィエ・ブラン 10 100％

キャロリーヌ・カトワール 10 100％

パトリック・クラヴルー 10 100％

ジャン－ルイ・ドゥローム 10 100％

ロランス・ドール 9 90％

ヴェロニク・フラシェール 10 100％

キャロル・ジロー 10 100％

フランソワーズ・グリ
(1) 6 86％

フランソワ・ヘイマン
(1) 6 100％

ベルナール・ルポ 10 100％

モニカ・モンダルディニ 9 90％

クリスチアン・ムーザ
(1) 5 83％

マルク・プゼ
(1) 7 100％

ジャン－クロード・リゴー
(1) 7 100％

ジャン－ルイ・ロヴェイヤズ
(1) 7 100％

クリスチアン・ストレフ 10 100％

クリスチアン・タルゴーン 10 100％

フランソワ・ヴェヴェルカ 10 100％

(1) 当年度中に当行に加わった取締役

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループを新たな経済、金融および規制環境に適応させる計画を実施

する2011年12月の取締役会決議を受けて、2012年度は主として、回復の兆しの見えない困難な経済情勢の中で、

当行グループの事業体においてこの観点からとられた措置の追跡管理に費やされた。クレディ・アグリコル・

エス・エーのギリシャからの撤退には特別な注意が払われ（2012年度に行われた10回の取締役会会議のうち8

回において議題に上った。）、2012年10月に承認され2013年2月1日付で完了した子会社エンポリキの売却、およ

びイタリアを襲った経済危機のために当行グループのイタリアにおけるリスク・エクスポージャーに影響を

与えた変化についても、議題に上った。クレディ・アグリコル・エス・エーが以前に行った投資の価値に対し

て危機が与える影響についても、報告日ごとに慎重に監視している。同時に、取締役会は、クレディ・アグリコ

ル・グループおよびクレディ・アグリコル・エス・エーの流動性、資本およびソルベンシーのポジションを、

健全性規則に基づいて頻繁に検討している。非戦略投資の売却、企業および投資銀行子会社（ブローカレッ

ジ）の売却、ならびにクレディ・アグリコル・グループの事業部門再編も、2012年度の取締役会の業務の大半

であった。最後に、取締役会は2012年12月の会議において、2010年12月のクレディ・アグリコル・グループ・プ
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ロジェクトと同じ方針に沿ったクレディ・アグリコル・グループの中期計画を2013年度に開始することを決

定した。

これらの事項にはいずれも、現在の経済情勢に徹底して対応する、取締役会専門委員会、特に監査・リスク委

員会および戦略委員会の結集が必要であった。

ガバナンスにおいては、2012年度、特に、クレディ・アグリコル・エス・エーの管理チームが拡張された。

2012年7月17日の会議において、取締役会は、最高経営責任者の推奨および指名・統治委員会の助言に基づき、

新たな最高経営責任者代理を選任した。報酬委員会の推奨に基づき、取締役会は、新任最高経営責任者代理の報

酬契約および雇用条件ならびに離職条件を承認した。これは、2013年5月23日の株主総会において、関連当事者

契約に関連して承認に付される。

2011年度に行った業務を自己評価した上で取締役会が採用したガイドラインは、外部企業の助けを借りて策

定されたもので、2012年度に実施に移された。これらは、具体的には以下の事項に関するものである。

・取締役会、監査・リスク委員会および報酬委員会の年間作業計画

・主要プロジェクトの概要

・専門委員会の活動についての取締役会によるフィードバックの質向上

・当行グループ外からの新任取締役の統合。クレディ・アグリコル・エス・エーの中央部門のシニア・マ

ネージャーとの打合せを含む、統合スキームの導入

・文書のドラフト、特に財務書類に関するものの調査に充てる追加の時間

さらに、取締役会は、クレディ・アグリコル・エス・エーの企業の社会的責任（CSR）報告書を検討した。ク

レディ・アグリコル・エス・エーのCSRに関する履歴は、2012年1月1日付でクレディ・アグリコル・エス・

エーおよびその主要子会社に導入された総合指標「FReD」（Fides, Respect & Demeter）によって記録され

ている。この指標の実績は、プロセスに関わるすべての事業体について、毎年測定される。2012年度に行われた

改革は、主として男女平等および障害管理であった。様々な顧客に合わせた持続可能な商品およびサービスを

開発するため、大規模なプロジェクトも行われた。2010年12月のクレディ・アグリコル・グループ・プロジェ

クトのガイドラインに従い、地域金庫およびクレディ・アグリコル全国連合と協力して、CSR戦略を実行した。

2012年度に取締役会が検討した事項

監査・リスク委員会による分析後

・クレディ・アグリコル・エス・エー、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループおよびクレディ・ア

グリコル・グループの年次財務書類の作成ならびに半期財務書類および四半期財務書類の検討。取締役

会はまた、それぞれの報告日において、監査・リスク委員会に対し、監査に係る結論を提示した当行の法

定監査人から、報告を受けた。

・規制的制約の強化を背景にした、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびクレディ・アグリコル・グ

ループの株主資本およびソルベンシーの推移

・現在および近い将来の規制要件を考慮した、当行グループの流動性ポジションの推移

・2011年度の年間内部統制報告書および内部統制に関する中間情報（2012年度前半）。これらは、グループ

・リスク管理および恒常的統制部門により調整されている。

・規制当局から当行に送付された文書と、必要に応じて、その所見への対応として取られた措置

・信用リスク、市場リスクおよび業務・安全性リスクの年次（2011年12月31日）、半期および四半期ごとの

進展

・当行グループのイタリアにおけるリスク・エクスポージャー

・クレディ・アグリコル・グループの財務管理規定

・当行グループの財務リスク管理システム
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・クレディ・アグリコル・グループの欧州ストレス・テストの結果

・2012年11月に取締役会が検討し、2012年12月18日の会議で承認された、回復・破綻処理計画

・法令遵守部門／法務における、2011年度のクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内部の法令違反

リスクに係る報告書（法令違反リスクのマッピングを含む。）、クレディ・アグリコル・グループで取ら

れている法令遵守措置に対する評価の要約、当行グループの訴訟事例および公的審議に関する報告

戦略委員会による分析後、その提言に基づいて、

・当行グループの新しい環境に対する適応計画

・様々な部門、特に企業および投資銀行における当行グループの業務の再配置計画、ならびに非戦略投資の

売却計画

・クレディ・アグリコル・グループ中期計画の開始

報酬委員会による分析および提案後（下記2．参照。）

・規制の変更およびクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの報酬方針を考慮した、会社役員の固定

報酬、および変動報酬（年間および長期の報酬）の決定基準（下記4．参照。）

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの業務執行役の変動報酬制度で考慮される当行の業績指

標

・規則第97-02号に基づき、執行取締役、およびその専門業務が当行のリスク特性に重大な影響を有する個人

の報酬に関する報告

指名・統治委員会による審査後

・最高経営責任者の推奨に基づく、新たな最高経営責任者代理の選任

・取締役会内部の変更に伴う、専門委員会の構成の調整

・2013年2月22日の会議において、2012年度のクレディ・アグリコル・エス・エーにおける職業上の平等お

よび同一賃金、ならびにクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ・レベルで行われた職業平等性

および多様性促進プロジェクトに関する報告

取締役会が検討したその他の事項は、以下のものを含む。

・クレディ・アグリコル・エス・エーの年間発行計画

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの不動産所在地の合理化の補足

・2012年にフランス政府が発表した金融政策がクレディ・アグリコル・エス・エーおよびクレディ・アグ

リコル・グループに与えた財務的影響

「関連当事者」契約

2012年、取締役会は、フランス商法第L.225-38条の規定に従い、5つの新たな契約を事前承認した。これらの契

約は、2012年以前に締結され、本事業年度中も効力を有する契約と共に、フランス商法第L.225-40条に従い、法

定監査人に開示された。法定監査人は、クレディ・アグリコル・エス・エーの株主総会に特別報告書を提出す

る。

2.委員会

取締役会には、4つの委員会が設置されている。監査・リスク委員会、報酬委員会、戦略委員会および指名・統

治委員会である。

委員会メンバーは、取締役会会長の推薦の下、取締役会において選任される。取締役会は、委員会メンバーを

いつでも解任することができる。委員会メンバーは、委員会をいつでも辞任することができる。委員会のすべて

の委員および委員会の会議に出席するすべての者は、守秘義務を負う。
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委員会は、業務の過程において、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの従業員またはかかる委員

会が対象とする範囲における分野の専門家を会合に招くことができる。

監査・リスク委員会

2012年12月31日現在、監査・リスク委員会は6名の委員によって構成されていた。

・フランソワ・ヴェヴェルカ氏（監査・リスク委員会委員長および独立取締役）

・キャロリーヌ・カトワール氏（独立取締役）

・パトリック・クラヴルー氏（クレディ・アグリコル地域金庫最高経営責任者）

・ロランス・ドール氏（独立取締役）

・ヴェロニク・フラシェール氏（クレディ・アグリコル地域金庫最高経営責任者）

・クリスチアン・タルゴーン氏（クレディ・アグリコル地域金庫会長）

　当委員会の構成は、ノエル・デュピュイ氏の後任としてタルゴーン氏が選任されたことにより、2012年度に

変更が生じた。

　監査・リスク委員会メンバーは、独立取締役、地域金庫の従業員、または他の金融機関の会長もしくは最高

経営責任者にかかわらず、それぞれの金融および／または会計の専門知識を有することから委員に選出され

ている。タルゴーン氏は、地域金庫会長であると同時に、当行グループの銀行子会社2行における取締役でも

ある。またタルゴーン氏は、欧州協同組合銀行協会の会長（この観点から、同氏は、欧州レベルの銀行部門に

影響を与える規制上の変化について、つねに最新の情報を有している。）および南ブルターニュ大学の法律

学の教授も務めている。

　グループ最高財務責任者、会計・連結部門責任者、グループ・リスク管理および恒常的統制部門責任者、グ

ループ統制および監査責任者ならびにグループ法令遵守責任者は、監査・リスク委員会の会議に出席する。

　当委員会の業務および任務については、取締役会に承認された手続規則に規定されている。当委員会の主な

任務は、以下のとおりである。

・クレディ・アグリコル・エス・エーの単体財務書類および連結財務書類を検討する。

・会計情報および財務情報の準備過程の監視、内部統制およびリスク管理体制の質および効率性の保証な

らびに単体財務書類および連結財務書類を準備するにあたって採用した会計方針の有効性および内部

統制の品質を評価する。

・当行グループの事業がフランスおよびその他の国の法令に則っていることを保証するための手続の有

効性を評価および検証する。

・法定監査人による単体財務書類および連結財務書類の監査を監督する。当委員会は、法定監査人の独立

性を監督し、株主総会における法定監査人の選任の際に推薦を行う。

　当委員会の役割は、7つの会議に基づく年間スケジュールに記載されている。当委員会は、2012年度に9回の

会議を行い、そのうち2回は、当行グループの現状を考慮して開催された。出席率は平均96％（定期的に予定

される会議においては95％、臨時会議においては100％）であった。

　経済環境の低迷を受け、当委員会は、リスクの変化の監視に多くの時間を割いている。具体的には、イタリア

の子会社（主としてアゴス－デュカート）およびギリシャの子会社（エンポリキ）について、状況を厳密に

監視している。報告日ごとのリスクの変化の調査に加えて、当委員会は、地域別および部門別の2本柱のアプ

ローチを活用し、当行グループが特に懸念を有する分野を強調するなど、包括的なリスク・レビューを行っ

ている。2012年度、当委員会の権限が拡大され、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ・レベルおよ

び当行グループ全体で導入された大型プロジェクトを考慮して、リスクにさらされている様々な問題を含

む、当行グループの情報テクノロジー・システムも調査対象となった。さらに、法的リスクの増加に伴い、当

委員会は、いくつかの進行中の訴訟事例および公式審議についても調査した。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 264/1332



　各会議において、当委員会は、流動性、資本およびソルベンシーに関する当行グループのポジション、ならび

に規制要件に応じて行ったまたは想定される措置の変化について検討した。2012年度の決算に向けて、当委

員会は、のれんの測定のために採用した会計方針を具体的に分析した。また当委員会は、進行中の規制の変化

（銀行規則、会計基準、コンプライアンス）、およびそれが当行グループに与える影響の分析にも努めた。と

りわけ、当行グループの様々な事業体で行ったストレス・テストを受け、規制当局の提言を実行すること、な

らびに新しい規制および健全性要件を遵守するために行ったプロジェクトを満足のいくように完了するこ

とに、焦点を置いた。

　当委員会が検討した主な財務問題は、以下のとおりである。

・適応計画の進捗報告

・資本計画の見直し

・当行グループの流動性モデルの修正についての進捗報告

・クレディ・アグリコル・エス・エーの財務管理規定および現在進行中のプロジェクトの監督

・グローバル金利リスク管理およびそれに伴う制限

・当行グループの短期制限

・現在進行中の会計および財務管理プロジェクトの監督

・地域金庫の連結財務書類におけるSASリュ・ラ・ボエスィの持分の会計上の取扱いおよび評価

　当委員会が担当する第二の分野は、年次財務書類、半期財務書類および四半期財務書類の、取締役会への提

出前における綿密な検討に関するものである。すなわち、各報告期間における会計オプション、連結業績およ

び当行グループの各事業部門の業績の検討、規制状況、金融コミュニケーションの軸ならびに2012年度以降

はプレスリリースのドラフトの検討である。したがって、当委員会は、当行の法定監査人が各報告日に提出す

る詳細な資料をもとに、法定監査人に対してインタビューを行った。法定監査人はまた、当委員会に対して基

本的な作業計画および実施された様々な調査の結果を提出した。毎年、当委員会は経営者不在の場において

法定監査人にインタビューを行う。

　リスクの分野においては、すでに記載した事項に加えて、当委員会は以下の検討も行った。

・取締役会への提出前におけるクレディ・アグリコル・グループの2011年度のリスクについての年次検

討、ならびに2012年度の半期および四半期のリスクについての検討（信用リスク、カウンターパー

ティー・リスク、市場リスクおよび業務リスク）

・イタリアにおける当行グループのすべてのリスクの具体的検討

・子会社ニューエッジのポジション

・事業年度に行われたクレディ・アグリコル・グループ・レベルでのストレス・テストの結果およびフ

ランスの金融健全性規制監督機構によって要請された自己評価の結果の分析

・取締役会の承認および規制当局への提出前の、回復・破綻処理計画

・当行グループの財務リスク管理システム

・業務リスクに関するクレディ・アグリコル・エス・エーの報告基準

・事業継続計画

・外注された主なサービスの提供

・様々な事業部門（保険）および様々な国々（ポーランド、ウクライナ）における当行グループのリスク

についての臨時アップデート

　当委員会が担当する最後の分野は、内部監査、内部統制ならびに規制当局および法令遵守部門の取扱いに関

するものである。これらの点について、主に以下の検討が行われた。

・内部監査の観点から
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・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの統制および監査部門ならびにクレディ・アグリコ

ル・CIBおよびLCLの統制および監査部門が2011年度後半および2012年度前半に実施した監査の概要。

当委員会に提出された報告書には、様々な事業部門において行われた最も重要な監査（2012年度は、

国際リテール・バンキング、専門金融サービスおよび資産運用の分野について行われた監査結果が、

当委員会に報告された。）およびグループ規模の問題の監査についても記載されている。

・規制当局ならびにクレディ・アグリコル・グループの内部監査役および外部監査役から推奨された

事項についての遂行の監督（2011年9月30日および2012年3月31日）

・2011年度にフランスの金融健全性規制監督機構によって実施された監査の年次概要

・金融健全性規制監督機構および金融市場機関による実行中の監査の監督

・クレディ・アグリコル地域金庫で実施された監査の年次概要

・最後に、2012年11月6日の会議において、当委員会は2013年度の監査計画を承認した。

・内部統制の観点から

・2011年事業年度の年次内部統制報告書

・2012年事業年度の中間（半期）における内部統制についての情報

・規制当局および法令遵守部門に関連するもの

・2011年度におけるクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の法令違反リスクについての報

告書および2012年度前半におけるクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の法令遵守活動

の評価

・当行グループ内における内部および外部に対する不正行為予防措置の遂行についての2011年度の審

査、ならびに2012年度前半の不正行為予防費用

・取締役会への提出前におけるフランスの金融健全性規制監督機構（ACP）からの文書およびクレディ

・アグリコル・エス・エーからの回答、ならびに、該当する場合、フランスの金融健全性規制監督機構

の見解に対して回答を行うためにとった対策

・当行グループの「新しい業務および商品」（NAP）手続に関する報告書

・MiFID Ⅱに関する報告書

　最後に、当委員会は、委員長が株主総会に提出する、取締役会が行う職務の準備および内部統制の手順に係

る報告書を検討した。

　監査・リスク委員会委員長は、当委員会が遂行した職務について取締役会に報告した。また、当委員長は、各

会議において、委員会の会議と会議の間に遂行した職務についても取締役会に報告した。当委員会の委員長

ヴェヴェルカ氏は、クレディ・アグリコル・CIBおよびLCLの監査・リスク委員会委員長を兼任する。した

がって、ヴェヴェルカ氏はこれらの事業体の中央部門（財務、リスク、統制および監査）のマネージャー、執

行取締役、およびこれらの事業体の法定監査人と、定期的に会議を開く。ヴェヴェルカ氏は2012年度、60回を

超える会議を開き、その半数はクレディ・アグリコル・エス・エーに関するものであった。クレディ・アグ

リコル・エス・エーの監査・リスク委員会委員長は、3つの企業（クレディ・アグリコル・エス・エー、クレ

ディ・アグリコル・CIBおよびLCL）の管理・監査部門からも概要報告書を受領している（1年間で約100

件）。

監査・リスク委員会は、年1回、秋期に、翌年度の作業計画について決定し、改善の見込みのある分野を検討

するため、執行陣抜きのワーキング・ランチを開催する。

　各委員会の議事録が作成され、取締役会の議事録とともに全取締役に配布される。

報酬委員会

2012年12月31日現在、報酬委員会は5名の委員によって構成されていた。

・ロランス・ドール氏（委員長および独立取締役）
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・ドミニク・ルフェーヴル氏（取締役会会長代理およびクレディ・アグリコル地域金庫会長）

・クリスチアン・ストレフ氏（独立取締役）

・クリスチアン・タルゴーン氏（クレディ・アグリコル地域金庫会長）

・フランソワ・ヴェヴェルカ氏（独立取締役）

当委員会は、2011年度から変わらず、過半数は独立取締役により構成される。

人事部門責任者は、報酬委員会の会議に参加する。

当委員会の運営および職務については、取締役会に承認された手続規則に規定されている。報酬委員会の職

務は、以下のとおりである。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの報酬方針（特に以下の事項）に関して、取締役会に提出

される提案書および意見書の作成

・関係する事業活動に特有のリスクおよび資本要件の影響を考慮した賞与総額決定のための方針

・その活動が関係するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの事業体のリスク・エクスポー

ジャーに重大な影響を及ぼす可能性のある従業員に関する専門的基準の適用

・会社役員の報酬に関する提案書の作成

・取締役報酬総額の金額および内訳に関する提案書の作成

・クレディ・アグリコル・グループの従業員のために留保される増資案に関する提案書、該当する場合は、

株主総会において承認を得るために株主に提出予定のストック・オプションおよび変動報酬株式報奨制

度ならびにこれらの増資および制度の実施・推進の条件に関する提案書の作成

2012年度において、報酬委員会は7回開催された（3回の臨時会議を含む。）。出席率は91％（定期的に予定さ

れている会議においては95％、臨時会議においては87％）であった。

報酬委員会委員長は、各会議において当委員会が遂行した職務について取締役会に報告し、取締役会の承認

を得た事項についての当委員会の提案書を提出した。

2012年春、当委員会は、取締役会の要請により、会社役員の変動報酬システム（原則および特性については

2009年度後半に決定済み。）について検討を始めた。この調査の第1段階として、様々な識者にわたる外部のコ

ンサルタントが作成した市場実務ベンチマークが分析された。当委員会はその後、以下の事項について検討し

た。

・不安定さを増す環境において、現在適用されている様々な経済および経済以外の基準の変化に対する、変

動報酬の感応度

・これらの基準と有効な規制条項（CRD Ⅲ）との調整

この検討は2013年度も続き、今後の規制変更（CRD Ⅳ）を考慮しクレディ・アグリコルの相互慣習に従って

必要と思われる変更について、取締役会に対して提案がなされる予定である。

2012年度に当委員会により検討され、その後承認のために取締役会に提出された事項は、以下の事項に関す

るものである。

・会社役員の報酬

・クレディ・アグリコル・エス・エーの会長の報酬

・クレディ・アグリコル・エス・エーの規制条項および報酬方針を考慮した最高経営責任者および最高

経営責任者代理の（年間および長期の）2012年度の固定報酬および変動報酬を決定するために使用さ

れる基準

・新しく選任された最高経営責任者代理の報酬契約

・新任の最高経営責任者代理の雇用条件および離職条件（関連当事者契約に関する承認を得るために、2013

年5月23日の株主総会に提出される予定。）

・株主総会において承認を得るために提出される予定の取締役報酬総額およびかかる金額の分配方法
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委員会により検討されるその他の事項には、以下のものが含まれる。

・規則第97-02号に規定された者の年1回の審査

・規制対象者の2011年度の変動報酬総額

・取締役会により設定された値を超過するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の年間変動報

酬ならびにグループ・リスク管理および恒常的統制部門責任者の報酬

・報酬政策に関する報告および執行取締役の実務、ならびに規則第97-02号に基づきその専門業務が当行の

リスク特性に重大な影響を有する個人

・規制対象者に適用される報酬政策ガイドラインの、2012年度末現在のアップデート（「リスクを負担する

者」の範囲拡大）

2012年度におけるクレディ・アグリコル・エス・エーの会社役員の報酬を決定するために使用される原則

および規則については、下記「4.業務執行会社役員および非業務執行会社役員の報酬決定の際に使用される方

針および規則」に記載されている。

戦略委員会

戦略委員会は7名の構成員を有する。2012年12月31日現在、当委員会は以下の構成員によって構成されてい

た。

・ジャン－マリー・サンデール氏（委員長、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会会長およびクレ

ディ・アグリコル地域金庫会長）

・ドミニク・ルフェーヴル氏（取締役会会長代理およびクレディ・アグリコル地域金庫会長）

・フィリップ・ブラサック氏（取締役会会長代理およびクレディ・アグリコル地域金庫最高経営責任者）

・ジャン－ルイ・ドゥローム氏（クレディ・アグリコル地域金庫会長）

・フランソワーズ・グリ氏（独立取締役）

・ベルナール・ルポ氏（クレディ・アグリコル地域金庫最高経営責任者）

・フランソワ・ヴェヴェルカ氏（独立取締役）

2012年度、独立取締役のフランソワーズ・グリ氏がフォンタネ氏の後任として選任され、地域金庫会長の

ジャン－ルイ・ドゥローム氏がデュピュイ氏の後任として選任されたため、当委員会の構成に変更が生じた。

クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者、事務総長および戦略グループ責任者が戦略委員会の

会議に参加する。

当委員会の運営および職務については、取締役会に承認された手続規則に規定されている。当委員会の主要

な職務は、取締役会の責任の下で、フランスおよび国外における様々な事業分野のための当行グループの戦略

計画の詳細な検討を行うことである。そのため、当委員会は戦略的投資または買収のための計画を検討し、当該

計画に関する意見を形成する。

2012年度、戦略委員会は4回開催され、出席率は平均96％であった。

当委員会が取り組んだ職務の大部分は、以下のとおりであった。

・前半は、当行グループのマクロ経済環境および進行中または施行予定の規制変更の内容、ならびに当行グ

ループへの影響

・後半、すなわち新たな経済環境、金融環境および規制環境に適応するための当行グループの計画の実施、な

らびに特に企業および投資銀行モデルの変革。当委員会は、2012年12月の会議において取締役会が導入を

決定したクレディ・アグリコル・グループの中期計画について、2013年度中の準備を支援すると表明し

た。

当委員会により検討されたその他の事項には、以下のものが含まれる。

・クレディ・アグリコル・エス・エーの事業の検討
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・非戦略投資の売却

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのための「MUST」費用管理計画

当委員会の委員長は、当委員会において検討されたすべての事項について取締役会に報告し、取締役会の承

認を要する当該事項についての意見を形成した。

指名・統治委員会

2012年12月31日現在、指名・統治委員会は6名の構成員によって構成されていた。

・モニカ・モンダルディニ氏（委員長および独立取締役）

・ジャン－マリー・サンデール氏（クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会会長およびクレディ・

アグリコル地域金庫会長）

・ドミニク・ルフェーヴル氏（取締役会会長代理およびクレディ・アグリコル地域金庫会長）

・フィリップ・ブラサック氏（取締役会会長代理およびクレディ・アグリコル地域金庫最高経営責任者）

・ロランス・ドール氏（独立取締役）

・ジャン－クロード・リゴー氏（クレディ・アグリコル地域金庫会長）

当委員会の構成は、ミショー氏の後任としてリゴー氏が選任されたことを受けて、2012年度に変更が生じた。

クレディ・アグリコル・エス・エーの事務局長（兼取締役会秘書役）は、指名・統治委員会の会議に参加す

る。

当委員会の運営および職務については、取締役会において承認された手続規則に規定されている。取締役会

の責任の下における当委員会の主要な職務は、以下のとおりである。

・クレディ・アグリコル・グループ外からの議決権取締役および無議決権取締役の選定に関する取締役会

への提案書の作成。留意すべきは、地域金庫の会長または最高経営責任者を務める取締役候補者は、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの新規株式公開前に地域金庫およびクレディ・アグリコル・エス・エー

により締結された覚書（この合意書の規定は、第R.01-453号に基づき証券取引委員会により2001年10月

22日に登録された登録書類に記載されている。）に基づいて、クレディ・アグリコル・エス・エーを支配

する持株会社を通じて取締役会に提案されるという点である。SASリュ・ラ・ボエスィによる推薦は取締

役会決議の前に指名・統治委員会に提示される。

・会社役員について、

・取締役会手続規則に基づく最高経営責任者の選任に関する取締役会会長の推薦および取締役会手続規

則に基づく最高経営責任者代理の選任に関する最高経営責任者の推薦に関する意見書を発行すること

・会社役員の後継人事について、不測の欠員が生じた場合に、会社役員のための引継プランを作成するた

めの手順を導入すること

・取締役会の定期的な評価プロセスの監視をすること。当委員会は、クレディ・アグリコル・エス・エーの

統制規則（取締役会および取締役会の専門委員会の手続規則）の必要な更新その他取締役会の運営を改

善するためのあらゆる手段を推奨する。

・取締役の独立性の評価基準について、取締役会に提言を行う。

指名・統治委員会の会長は、その職務および見解について取締役会に報告する。

2012年度、当委員会は3回開催され、出席率は平均88％であった。これらの会議においては、以下の事項につい

て検討を行った。

・2011年度に外部機関の協力により行った自己評価後、取締役会が採用したガイドラインの実施

・2012年5月22日の株主総会を見据え、グザヴィエ・フォンタネ氏の後任となる新しい独立取締役の指名に

関して取締役会に提出される予定

・クレディ・アグリコル地域金庫を代表する取締役の指名（選任および契約更改）に関するSASリュ・ラ・
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ボエスィの提案、およびジロー氏を地域金庫従業員の代表として再任する旨の提案は、いずれも取締役会

の承認を受け、2012年5月22日の株主総会に承認のため提出された。

・クレディ・アグリコル・エス・エーの職務および平等性に関する報告、ならびに職業平等性および多様性

を奨励するためにクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ全体に導入された政策

・取締役会会長の提案による、取締役会の3つの専門委員会（監査・リスク、戦略、指名・統治）の構成の変

更

・ガバナンスに関する規制および法律のニュースの概観

・AMF報告書に基づく上場企業のガバナンス実務、およびかかる実務に対する当行の姿勢

2013年2月5日の会議において、当委員会は、AFEP/MEDEFのコーポレート・ガバナンス規約により規定された

独立性基準に基づき、各取締役の状況を検討した。当委員会によると、クレディ・アグリコル・エス・エーの独

立取締役の人数は、前述の規約が推奨する数より少なかったが、株主総会において選任された取締役を計算に

入れると、独立取締役の数は主要株主により支配される企業に規約により推奨される人数に合致した。既存の

運営により、取締役会およびその委員会は、特に潜在的な利益相反の防止およびすべての株主の利益に対する

公平な対価について、必要な有効性、客観性および独立性をもって職務を遂行することができるという結論が

下された。指名・統治委員会の提言および上記の規約に基づき、2013年2月19日の会議で取締役会は、すべての

構成員の状況を検討し、カトワール氏、ドール氏、グリ氏、モンダルディニ氏、ストレフ氏およびヴェヴェルカ氏

は、独自の判断に影響を与え、または実際にもしくは潜在的に利益相反を生じさせる可能性のある立場にない

限り、独立取締役として認められると判断した。

3.　取締役会において行使される最高経営責任者の権限に関する制限

最高経営責任者は、あらゆる場合においてクレディ・アグリコル・エス・エーの代表として行為をし、第三

者に対して当行を代表する広範な権力を有するものとする。最高経営責任者は、当行の目的の範囲内において、

法律によって株主総会および取締役会に明確に与えられた権限を行使する。

取締役会により課される最高経営責任者の権限に対する制限については、上記「1.取締役会」に記載されて

いる。

4.　業務執行会社役員および非業務執行会社役員の報酬決定の際に使用される方針および規則

報酬委員会の提言に基づき、取締役会は、クレディ・アグリコル・エス・エーの業務執行会社役員および非

業務執行会社役員に支払われる報酬を決定する。金額については上記「4　役員の状況」に記載されている。

取締役会会長の報酬

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会会長に支払われる報酬の定額部分は、主要な上場会社におい

て同様の役職に在職する役員に支払われる報酬の分析に基づき、報酬委員会の提言に従い、取締役会において

決定される。取締役会は、これらの提案を2012年2月22日の会議において承認した。

会長はまた、退職給付基金に充てられる手当、住宅および社用車を給付される。給与総額（これもまた報酬委

員会の提言に基づき、取締役会により決定される。）および住宅手当については、上記「4　役員の状況」に記載

されている。

会長に対する離職手当の支払は予定されていない。

最高経営責任者および最高経営責任者代理の報酬

固定報酬

最高経営責任者および最高経営責任者代理に支払われる報酬の定額部分は、市場慣行および主要な上場会社
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において同様の役職に在職する役員に支払われる報酬の分析に基づき、報酬委員会の提言に従い、取締役会に

おいて決定される。

年間変動報酬

最高経営責任者および最高経営責任者代理の年間変動報酬を決定する際の方針は、事業年度の開始時に設定

された目標の達成度に基づき、経済的目標および財政的目標と非経済的目標とのバランスを図っている。最高

経営責任者代理の場合、それぞれの職務に応じて目標が設定されている。これらの目標を上回る場合、変動報酬

は、最高経営責任者については目標額より20％、最高経営責任者代理については50％を限度として増額される。

長期インセンティブ制度

長期インセンティブ制度は、対象となる事業年度中の業績に基づき設定することができる。

全体の変動報酬は、年間変動報酬および長期インセンティブ制度から構成され、60％がクレディ・アグリコ

ル・エス・エーの株式からなる。これは、3年間にわたって段階的に付与されるもので、3つの業績目標の達成を

条件とする。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの内在的な経済実績

・欧州の銀行の総合指数と比較したクレディ・アグリコル・エス・エー株式の相対的業績

・FReD指数により評価されるクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業業績

グローバル変動報酬のうち非繰延分については、一部が分配され、一部は6ヶ月後に支払われる。後者の支払

は、3月から9月におけるクレディ・アグリコル・エス・エーの株価の変動に連動する。

2012年4月4日、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は2012年度における最高経営責任者および最

高経営責任者代理の変動報酬の原則および目標金額を設定した。かかる原則は、2012年7月17日に最高経営責任

者代理に任命されたグザヴィエ・ミュスカ氏に対しても、2012年7月19日から適用されている。

最高経営責任者の報酬

最高経営責任者の報酬の定額部分は、同等の役職に在職する役員の市場慣行を参照して決定される。

年間変動報酬部分は、上限が設定されており、2種類の評価基準に基づいている。

・第一（50％）に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの業績に関する3つの経済的・財務的基

準に基づく。

・収益

・コスト比率

・営業総利益－リスク関連費用＋持分法適用会社における持分

・第二（50％）は、事前に設定された目標に基づく非経済的基準により決定される。

・人的資本の強化

・外部顧客および内部顧客のための価値の創出

・クレディ・アグリコルの共生者および倫理的アイデンティティと一致する社会的価値の創出

最高経営責任者の業績は、各指標について達成された成果と取締役会により設定された目標を比較すること

により評価される。最高経営責任者の業績は、成果に基づいて評価される。

年間変動報酬部分の金額は、固定報酬の100％の目標額に基づき、最高で固定報酬の120％まで増額される。

長期インセンティブ制度は、取締役会が設定した目標金額を元に報酬委員会が行った提言に従い、取締役会

により割り当てられる。

最高経営責任者には、社用車および社宅が与えられる。
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クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者代理の報酬

最高経営責任者代理の報酬の定額部分は、同等の役職に在職する役員の市場慣行を参照して決定される。

年間変動報酬部分は、上限が設定されており、2種類の評価基準に基づいている。

・第一（50％）に、経済的・財務的基準に基づく。

中央サポート部門を担当する最高経営責任者代理に適用される基準は、クレディ・アグリコル・エス・

エー・グループの財務業績指標の変動を反映する。

・収益

・コスト比率

・営業総利益－リスク関連費用＋持分法適用会社における持分

「事業部門」を担当する最高経営責任者代理に適用される基準は、以下を反映する。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの財務業績指標の変動（25％）

－収益

－コスト比率

－営業総利益－リスク関連費用＋持分法適用会社における持分

・担当分野における同一指標の変動（25％）

・第二（50％）は、事前に設定された目標に基づく非経済的基準により決定される。

・人的資本の強化

・外部顧客および内部顧客のための価値の創出

・クレディ・アグリコルの共生者および倫理的アイデンティティと一致する社会的価値の創出

最高経営責任者代理の業績評価は、最高経営責任者により報酬委員会に提出される。

変動報酬部分の金額は、固定報酬の80％の目標額に基づき、最高で固定報酬の120％まで増額される。

長期インセンティブ制度は、取締役会が設定した目標金額を元に報酬委員会が行った提言に従い、取締役会

により割り当てられる。

3名の最高経営責任者代理には、社用車および社宅が与えられる。

退職給付

最高経営責任者は、特別退職給付または死亡・障害給付の受給資格を有しない。ただし、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーが任期を終了させた場合は、以下に記載のとおり2010年5月19日の株主総会において承認され

た条件に基づき、離職手当を受領する。

クレディ・アグリコル・エス・エーが統制または戦略の変更により任期を終了させる場合、業績状況に基づ

く離職手当が最高経営責任者に給付される。

かかる支払は、任期終了前の暦年における年間報酬総額の2倍の金額に基づいて決定される。これは、2010年1

月1日から年間20％の定率法とする。

業績関連基準は、事業活動における内部成長およびリスク関連費用を考慮したクレディ・アグリコル・エス

・エー・グループの事業部門の業績（以下のとおりである。）に関連する予算基準である。

・営業事業部門（コーポレート・センターを除く。）からの収益

・営業事業部門（コーポレート・センターを除く。）からの営業利益

離職手当の給付が行われる場合、最高経営責任者は12ヶ月が経過するまで、退職給付の受給権を主張するこ

とができない。かかる離職手当の支払は、（適用される場合は）特に競業禁止条項に関連するあらゆる他の報

酬を含む。
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クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者代理は、任期終了に関連する特別退職給付または死亡

・障害給付の受給資格を有しない。最高経営責任者代理の任期が終了する場合、2010年5月19日の株主総会にお

いて承認された条件に基づき、同氏の雇用契約が再度有効となる。各々の雇用契約が終了した場合、ミシェル・

マチュー氏、ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏およびジャン－イヴ・オシェ氏は、離職手当の給付を受ける。かかる

手当は、契約終了前の12ヶ月間に受領した年間報酬総額（現物給付を除く。）の2倍の金額に対応する額に基づ

いており、契約上の解雇手当および競業禁止手当等その他の報酬を含む。グザヴィエ・ミュスカ氏は、雇用契約

が終了した場合、離職手当として、契約終了前の12ヶ月間に受領した年間報酬総額（現物給付を除き、契約上の

解雇手当および競業禁止手当等その他の報酬を含む。）に相当する金額を受領する。

退職金が全額給付される場合は、離職手当は支払われない。

クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者であるジャン－ポール・シフレ氏、最高経営責任者代

理であるブルーノ・ドゥ・ラージュ氏、ミシェル・マチュー氏、ジャン－イヴ・オシェ氏およびグザヴィエ・

ミュスカ氏の補足的な年金制度

最高経営責任者であるジャン－ポール・シフレ氏、クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者代

理であるブルーノ・ドゥ・ラージュ氏、ジャン－イヴ・オシェ氏、ミシェル・マチュー氏およびグザヴィエ・

ミュスカ氏は、クレディ・アグリコル・グループの役員のために制定された補足的な退職制度の対象となって

おり、かかる制度は共同の強制的な年金および死亡・障害制度を補足している。

これらの制度は、確定拠出制度および確定給付制度の組合せにより構成される。確定給付制度についての権

利は、確定拠出制度に基づく受給権の後に決定される。確定拠出制度への拠出は、給与総額の8％に相当し、給付

金限度額の8倍が上限となる。確定給付制度の補足的な権利も同様であり、満期時の雇用を条件として、各勤続

年において、固定報酬および変動報酬の合計額の1.20％（最高で固定報酬の60％）となる。

これらの制度により給付される年金総額は、勤務期間の最後の10年間における報酬総額（固定および変動）

の最高額の3年分の平均額の70％、および退職金給付日における年間給付金限度額の23倍に相当する金額が、最

高給付金総額の上限となる。

クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者代理に対する退職賞与

ブルーノ・ドゥ・ラージュ氏、ジャン－イヴ・オシェ氏、ミシェル・マチュー氏およびグザヴィエ・ミュス

カ氏は、クレディ・アグリコル・エス・エー労働協約の条件に基づき、すべての従業員に適用される退職手当

の受給資格を有する（最大で固定給与の6ヶ月分に賞与を加えた金額で、固定給与の4.5％を上限とする。）。

ストック・オプション－無償株式

2006年以降、業務執行会社役員および非業務執行会社役員に対するクレディ・アグリコル・エス・エーのス

トック・オプションの付与は行われていない。

2012年度、会社役員に対して無償株式は付与されなかった。

取締役の報酬

取締役会の構成員は、取締役報酬を受け取る。報酬委員会の提言に基づき、取締役会は、株主総会において承

認を得るために株主に提出される取締役報酬総額を決定する。以下に記載されるとおり、取締役報酬の配分状

況は報酬委員会の提言に基づき、取締役会において決定される。

取締役会の構成員の報酬は、完全に取締役会会議への出席状況に基づいている。取締役は、承認されている最

高総額を限度として、臨時会議および定期的に予定されている会議の出席に対して同額の報酬を受け取り、取

締役会の各構成員は、定期的に予定されている会議および臨時会議により報酬を調整することができる。
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4つの専門委員会の委員長は、年間設定報酬を受け取り、その報酬は委員会により異なる。委員会の構成員は、

出席する各委員会の会議について設定報酬を受け取る。

取締役会会議および委員会の会議ごとに設定される報酬額は、取締役会において毎年決定される。

取締役会はまた、取締役会および委員会の会議に出席するために各構成員に生じた費用に基づき、取締役会

の構成員に旅費を払い戻す制度を構築した。この制度は取締役会において毎年更新される。

当行グループの会社（クレディ・アグリコル・CIB、LCLおよびアムンディ・グループ）内のその他の役員に

対する報酬

クレディ・アグリコル・CIB、LCLおよびアムンディ・グループの取締役報酬の総額は、取締役会において決

定され、株主総会において承認を得るために株主に提出される。

これら3社の取締役報酬の配分は、取締役会会議の出席および取締役会の専門委員会への参加に基づいてい

る。

内部統制手続およびリスク管理手続

　クレディ・アグリコル・グループの内部統制システムは、すべての法令および規則上の要求ならびにバーゼル

委員会の推奨に従っている。

　クレディ・アグリコル・グループ内の内部統制システムおよび内部統制手続は、あらゆる種類の業務およびリ

スクを管理および統制し、すべての取引が、下記1．に列挙された参照先に従って、適切（法令、規則および内部

基準を遵守する。）、安全かつ効果的な方法で行われることを保証するために設定された枠組みとして規定され

る。

　内部統制システムおよび内部統制手続は、その割り当てられた目的によって、以下のように分類することがで

きる。

・業務執行陣により決定される指示および指導の適用

・当行グループの資産およびリソースの効果的かつ適切な利用ならびに損失を被るリスクからの保護を保証

する財務の遂行

・意思決定およびリスクの管理に必要なデータの包括的、正確かつ継続的な知識

・法令、規則および内部基準の遵守

・不正行為および過失の予防および発見

・会計記録の正確性および完全性ならびに信頼性のある時宜にかなった会計情報および財務情報の作成

　しかしながら、これらの手続は、あらゆる内部統制システムの限界、とりわけ、技術的欠陥または人的欠陥によ

る限界を包含している。

　内部統制システムは、当行グループの原則に基づき、事業の監督および統制を網羅し、連結ベースでリスクの測

定および監督を行うために広範囲にわたり適用される。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの各事

業体は、この原則を自身の子会社に適用することによって、当行グループ全体で一貫した内部統制システムを保

証する。したがって、以下に記載される基準および原則に従い、クレディ・アグリコル・エス・エーにより導入

されたシステムは、銀行事業に関連する規制要件を最もよく遵守するために、クレディ・アグリコル・グループ

内の各レベルにおける様々な事業部門およびリスクにわたって適合および展開された。

　この標準化された枠組みにおいて導入された当該手続、ツールおよび報告システムを通して、内部統制システ

ムの運用およびその妥当性（恒常的統制および定期的統制、リスクの監督および測定に関する報告、是正措置計

画等）についての情報が定期的に提供され、とりわけ、取締役会、監査・リスク委員会、執行役員および経営陣に

提供される。
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1．内部統制基準

　内部統制環境および内部統制原則は、フランス通貨金融法典（注1）の条項、金融機関および投資会社の内部統

制に関する修正済CRBF規則第97-02号、AMFの一般規則および内部統制、リスク管理およびソルベンシーに関する

バーゼル委員会の提言に則している。

　これらの国内外の基準は、クレディ・アグリコルに関する内部基準により、以下のように補完される。

・クレディ・アグリコル・グループ全体を統制し、遵守することが義務付けられている恒常的規制規則群

（当行グループの外部規則および内部規則）、さらに具体的には、会計に関する規則（クレディ・アグリコ

ル勘定科目一覧表）、財務管理に関する規則、リスク管理に関する規則および恒常的統制に関する規則

・クレディ・アグリコル・グループの行動規範

・地域金庫全体委員会の内部統制に関する提言

・組織、業務、およびリスクに関するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループを統制する一連の「手

続」。かかる文脈において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2004年度には早くも自社の法令および

規則に関する遵守状況を統制する一連の手続を採用した。これらの手続は、それ以降の規則の変更に対応し

ており、当行グループ事業体、とりわけ、例えば財務保障の分野（マネー・ロンダリングおよびテロ組織へ

の資金供与の防止、資産凍結、禁輸措置の遵守等）ならびに法令、規則、専門的基準および法令遵守基準の不

適用の認定に展開された。これらの手続は、必要に応じ、定期的に更新され、特に規制の進展および内部統制

の範囲の変更が考慮される。

(注1)　第L.511-41条。

2．内部統制システムの組織

　当行グループ全体における効果的かつ一貫した内部統制システムを確保するため、クレディ・アグリコル・グ

ループは、一定の根本的基本原則の履行および遵守に基づく一連の共通規則および勧告を規定した。

　クレディ・アグリコル・グループの各事業体（地域金庫、クレディ・アグリコル・エス・エー、銀行または投

資子会社、その他の子会社等）は、これらの原則をそれぞれの現地の基準で適用しなければならない。

　基本原則

　すべてのクレディ・アグリコル・グループの事業体に共通するクレディ・アグリコル・エス・エーの内部統

制システムの組織原則および組織の構成要素は、以下の事項に関連する義務を捕捉している。

・意思決定機関への報告（リスク戦略、リスク制限、内部統制活動およびその結果、重要事象）

・内部統制システムの組織および運営への業務執行機関の直接的な関与

・すべての事業運営および事業リスクならびにすべての関係者の説明責任を包括的に対象とすること

・任務、コミットメント機能および統制機能の効果的な分離、正式かつ最新の承認された制限の明確な定義

・正式かつ最新の基準および手続、とりわけ会計分野におけるもの

これらの原則は、以下の事項によって補完される。

・信用リスク、市場リスク、流動性リスク、財務リスク、業務リスク（業務処理、財務データおよび会計データ

の質、IT処理）、法令違反リスクおよび法務リスクの測定、監督および統制を行うためのシステム

・事業部門自体または専任のスタッフにより実施される恒常的統制および定期的統制（グループ管理・監査

部門または監査部門によって実施される。）を含み、ダイナミックな修正プロセスの一部を形成する統制シ

ステム

・当行グループの報酬方針（2009年12月9日および2011年2月23日における取締役会によって可決された。）、

および内部統制手続を、規則第97-02号を修正した2009年1月14日付、2009年11月3日付および2010年12月13
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日付欧州法令、ならびに（a）報酬方針とリスク管理目標との適合性ならびに（b）執行役員およびリスク

を負担する者への報酬に関する銀行業界の勧告へ適応させること

　監督

　内部統制に関する規則第97-02号において設定される変更および統制機能の構造に関する変更により、当行グ

ループ内の事業体または事業部門に責任を有するすべての者、すべてのマネージャー、従業員およびすべての部

門は、報告の義務ならびに彼らが常に自身の事業活動および関連するリスクについて十分な管理能力を有して

いることを示すべき立場になければならない義務、ならびに銀行事業および財務事業に適用される基準に基づ

き、各事業および各開発プロジェクトの長期的な安全性を確保し、生じたリスクの度合いに応じた導入を行うた

めに統制メカニズムの調整を行う義務を有していることを念頭に置いている。

　この基準は、中央部門、事業部門、子会社、業務部門および支援部署といった当行グループの各レベルにおいて

正式かつ効果的に導入された、組織的原則および責任構造、業務手続および意思決定手続、統制ならびに報告に

基づいている。

　

　グループ内部統制委員会

　当行グループおよびクレディ・アグリコル・エス・エーの内部統制委員会は、すべてのシステムを監督する機

関であり、クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者を議長とする定期的な会議を開催している。

　この委員会の目的は、クレディ・アグリコル・グループ内で実施される部門を超えた事業を強化することであ

る。当該委員会は、当行グループ全体（クレディ・アグリコル・エス・エー、クレディ・アグリコル・エス・

エーの子会社、地域金庫、資金を共同出資した事業体）で共通する内部統制に関する問題を検討し、連結ベース

での内部統制の一貫性および効率性を確保する責任を有している。内部統制委員会は、意思決定執行機関であ

る。当該委員会は、クレディ・アグリコル・エス・エーの有給執行役員により構成される。この点において、当該

委員会は、取締役会の一部門である監査・リスク委員会とは異なっている。当該委員会は、とりわけ、管理監査部

門、リスク管理および恒常的統制部門、法令遵守部門の3つの統制部門の連携に責任を負っている。

　3つのグループ統制部門

　グループ・リスク管理および恒常的統制部門の責任者ならびに定期的統制を担当するグループ管理・監査部

門の責任者は、両者ともクレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者に直接報告を行っている。さら

に、グループ法務・法令遵守取締役に監督されている法令遵守部門は、法令遵守部門の責任者という立場で最高

経営責任者代理に報告を行っている。定期的統制部門、恒常的統制部門および法令遵守部門の3人の責任者は、監

査・リスク委員会およびクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会に対して広範囲にわたってアクセスす

ることができる。

　さらに、規則第97-02号を修正する2010年1月19日付命令に基づき、グループ・リスク管理および恒常的統制部

門の責任者は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループおよびクレディ・アグリコル・グループの「リ

スク」分野の責任者に選任された。

　統制部門は、すべての取引が適切、安全かつ効果的に行われるように、事業部門および業務部門の支援に責任を

負っている。責任は以下のように分類される。

・グループ・リスク管理および恒常的統制部門は、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、財務リスクおよび

業務リスクの監督および統制に責任を負っており、また、会計および財務情報の最終統制ならびにITシステ

ムのセキュリティの展開および事業継続計画の監督を担当している。

・法令遵守部門および法務部門は、法令遵守違反および法務リスクの防止および統制について責任を負う。法

令遵守部門は、特にマネー・ロンダリングおよびテロ組織への資金供与の防止、不正行為の防止、禁輸措置
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の遵守および資産凍結義務に責任を有している。法務部門は、事業部門として組織されており、（民事上の

もの、懲罰的なものまたは刑事上のもののいずれであるかを問わず）訴訟や賠償責任を生じさせる可能性

がある法務リスクの統制ならびに事業体がリスクおよび法務費用を最小限に抑えながら事業活動に従事で

きるよう事業体に必要な支援を提供する2つの主要な目標を有している。

・グループ管理・監査部門は、すべてのクレディ・アグリコル・グループの事業体が適切に事業を行うこと

ができるようにするための独自の定期的統制について責任を負う。

　様々な統制部門の活動に加え、その他のクレディ・アグリコル・エス・エーの中央部門、部署および事業部門

は、専門委員会または手続の標準化およびデータ（会計、管理統制等）の中央集権化を目的とした活動のいずれ

かを通じた連結ベースでの内部統制システムの導入に参画している。

　規則第97-02号を修正する2010年1月19日付命令に基づき、「リスク」分野の責任者がクレディ・アグリコル・

エス・エーおよび各地域金庫の主要な子会社においてそれぞれ任命された。彼らの役割は、具体的には、リスク

管理において重大な影響を与える可能性のあるあらゆる状況において、執行役員および意思決定機関に注意喚

起を行うことである。

　

　クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社

　部門、部署および事業部門は、それ自体が、それぞれの法人の中で地方分権化された地方部門（クレディ・アグ

リコル・エス・エーの内部統制範囲の一部を構成する主要子会社）による支援を受けており、これらは、以下の

ように構成される。

・四半期ごとに会議を開催する内部統制委員会。これらは、部門の最高経営責任者ならびに事業体の統制部門

およびクレディ・アグリコル・エス・エーの代表者が含まれる意思決定執行機関であり、特に事業体内の

内部統制システムの監督、事業体が晒されている主要なリスクの検討、内部統制システムおよび内部監査業

務の批判的評価、監査の監督ならびに是正措置の監督に対して責任を負う。

・各事業体の専門委員会

・各事業部門に特化した執行役員および委員会のネットワーク

　クレディ・アグリコル地域金庫

　地域金庫に対して当行グループのすべての規則を適用することは、内部統制に関する国内における勧告の普

及、内部統制のための地域金庫本委員会およびクレディ・アグリコル・エス・エーの中央部門の活動により推

進されている。地域金庫の内部統制システムの強化に責任を負う本委員会は、地域金庫の最高経営責任者、マ

ネージャーおよび内部統制執行役員ならびにクレディ・アグリコル・エス・エーの代表者で構成される。当該

委員会の業務は、通常の地方会議ならびにクレディ・アグリコル・エス・エーの内部統制執行役員とそれと同

等の地域金庫の者との事務会議および情報会議を通じて拡大されている。

　中核としてのクレディ・アグリコル・エス・エーに課された任務により、クレディ・アグリコル・エス・エー

は、内部統制に関して、非常に活動的かつ慎重になった。クレディ・アグリコル・エス・エーは、特に地域金庫の

リスク監督を行い、リスク管理および恒常的統制部門の地域金庫部門および法令遵守部門を通じて統制を行っ

ている。

　取締役会の役割（注1）

　クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、当行の全体的な組織構造について認識しており、内部統制

システムを承認している。取締役会は、当行グループの組織全体および当行グループの内部統制システムを承認

している。取締役会は、内部統制システムの組織、運営および結果についての報告を受けている。取締役会が定期

的に受け取る情報に加えて、取締役会は、銀行規則およびクレディ・アグリコル・エス・エーの手続に基づき取
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締役会に送付される内部統制に関する年次報告および中間報告を受けている。クレディ・アグリコル・エス・

エーの取締役会会長は、グループ管理・監査部門によって行われた監査の結論をまとめた定期報告を受けてい

る。

　取締役会は、監査・リスク委員会から当行が負っている主要なリスクならびに内部統制およびリスク管理シス

テムが選別した重要事象について報告を受けている。

　クレディ・アグリコル・エス・エーの監査・リスク委員会委員長は、委員会の一般的な業務、とりわけ、内部統

制に関する年次報告ならびにリスクの測定および監督について取締役会に報告する。株主総会が行われる日に

は、2012年度の年次報告書が監査・リスク委員会に提出され、フランスの金融健全性規制監督機構（ACP）およ

び法定監査人に適法に送付される。また、年次報告書は、取締役会にも提出される。

　

(注1)　取締役会の職務に関する情報は、上記「取締役会の職務の準備および構成」に詳細に記載されている。

　監査・リスク委員会の役割（注2）

　クレディ・アグリコル・エス・エーの内部統制執行役員は、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会に

よって設置された監査・リスク委員会に報告を行っている。

　監査・リスク委員会は、提供された情報の透明性の立証ならびに会計処理方法の妥当性ならびにリスク管理お

よび内部統制システムの有効性の評価を担当している。同様に、監査・リスク委員会は、会計および財務管理を

含む定期的統制、恒常的統制および法令遵守の統制についてのすべての情報に関する広範な情報伝達権限を有

している。

　監査・リスク委員会は、業務管理システムおよびリスク測定に関する定期的な報告を受けている。2012年度前

半の内部統制に関する中間（半期）報告書は、2012年10月10日の会議において委員会に提出された。2012年度の

年次報告書は、2013年4月18日の会議において、当該委員会に提出される。

　また、監査・リスク委員会委員長は、グループ管理・監査部門によって実施された監査の結論の概要について

定期的な報告を受けている。

(注2)　監査・リスク委員会の職務に関する情報は、上記「取締役会の職務の準備および構成」に詳細に記載され

ている。

　内部統制に関する最高経営責任者の役割

　最高経営責任者は、当行の一般的な組織・構成を決定し、有能かつ適格なスタッフによるその実現を監督する。

最高経営責任者は、直接的かつ個人的に内部統制システムの構成および運用に関わっている。とりわけ、最高経

営責任者は、役割と責任を規定し、十分な資材を内部統制部門に割り当てている。

　最高経営責任者は、リスク戦略およびリスク制限が、財政状態（資本ベース、利益）および取締役会が設定した

戦略的指針と合致するようにする。

　最高経営責任者は、当行の事業および組織に適したリスクの認識システムおよび測定システムの実施について

監督する。また、最高経営責任者は、これらのシステムによって作成されたすべての重要な情報が、自身に定期的

に報告されるようにする。

　最高経営責任者は、内部統制システムの妥当性および有効性の恒常的な監督を確保する。最高経営責任者は、内

部統制システムによって認識されたすべての欠陥および提案された是正措置についての情報を受け取る。この

点において、最高経営責任者は、グループ管理・監査部門が実施した監査の結論の概要について、定期的な報告

を受けるものである。

次へ
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3．クレディ・アグリコル・エス・エーにおける内部統制手続ならびにリスク管理および監督

リスク測定および監督

クレディ・アグリコル・エス・エーは、あらゆるリスク（カウンターパーティー・リスク、市場リスク、業務

リスク、財務構造リスク等）を対象とするリスク測定・監督・統制システムを有している。かかるシステムは、

事業活動および組織に適用され、内部規制システムの戦略的部分を形成している。情報は、とりわけ、内部統制

ならびにリスク測定および監督における報告を通して、執行機関、意思決定機関および監査・リスク委員会に

対し定期的に報告される。

リスク管理についての詳細な情報は、「第3　事業の状況―3　対処すべき課題―リスク要因」および連結財務

書類に対する注記3「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会

計年度―A. 連結財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」に記載されている。

リスク管理および恒常的統制

リスク管理および恒常的統制部門は、規則第97-02（その後の修正を含む。）に従って2006年度に設置され

た。その業務レベルは、その反応性および有効性を最適化しつつ当行グループに対するリスク測定および統制

に焦点をあて、2012年度に強化された。

リスク管理および恒常的統制部門は、リスク管理全体および当行グループの恒常的統制システムの両方に責

任を負う。信用、金融および業務リスク、特に金融および会計情報の質ならびに物理的セキュリティ、ITシステ

ムのセキュリティ、事業の継続および重要な外部委託サービスの監督に関係するものを管理し、統制する。

リスク管理は、当行グループ全体のシステムにより支えられており、そのシステムの下、新たな事業活動また

は新たな商品の立ち上げを含む事業部門戦略は、感応度の高い事業および企業のそれぞれのリスク戦略の一環

として形式的に適用されたリスク評価およびリスク制限に従っている。これらの制限は、少なくとも、年に1度

または事業に変化が生じた際もしくはリスクのエクスポージャーに曝された際に再検討され、グループ・リス

ク管理委員会により検証される。かかる制限は、とりわけ多数の相手方に対しての当行グループ全体の制限に

関係している。潜在的なリスクのマッピングならびに識別されているリスクの測定および監督は、事業活動の

機能部門として定期的に調整されている。

統制プランは、事業活動およびリスクの変化に適応するよう比例的に調整される。

グループ機能部門は、業務機能部門に何ら関与していない、クレディ・アグリコル・エス・エーのグループ

・リスク管理および恒常的統制の責任者に対して報告を行い、次にクレディ・アグリコル・エス・エーの最高

経営責任者に対して報告を行う。フランスおよびフランス国外における、それぞれのグループ企業において、事

業部門に最も近い、分散されたリスク管理および恒常的統制の機能部門と、クレディ・アグリコル・エス・

エーの部門間協力部門（グループ・リスク管理および恒常的統制）をまとめる。2012年度末現在、リスク管理

および恒常的統制のグループ機能部門は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ全体で約2,500人の

常勤従業員を雇用している。

その機能部門は、内部統制委員会、グループ・リスク管理委員会（執行委員会が当行グループの戦略を承認

し、そのリスク・エクスポージャーについて情報提供される。）、地域金庫リスク監督委員会、グループ・セ

キュリティ委員会、標準方法委員会、バーゼル進行委員会、部門監督委員会（定期的に予定された会合で、グ

ループ・リスク管理および恒常的統制部門ならびに子会社をまとめている。）およびITシステムの格付等を担

当するその他の委員会を含む、組織的統制機関に基づいている。クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経

営責任者が会長を務めるグループ・リスク管理委員会は、毎週会議を開き、その役割は、適切なポリシーガイダ

ンスを明確にするために現れるリスクを監督することである。

2012年度において、執行機関（グループ・リスク管理委員会を通じて）、監査・リスク委員会および取締役

会は、当行グループの信用および金融リスク・エクスポージャーのリスク戦略および範囲の情報を緊密に受領
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できるよう維持していた。グループ・リスク管理委員会は、当行グループの事業部門により適用された戦略を

再検討し、必要に応じて介入制限を調整した。さらに、当行グループ全体のアプローチが、感応度の高い事業セ

クターおよび国々において展開された。

クレディ・アグリコル・エス・エーの部門間協力部門（グループ・リスク管理および恒常的統制部門）

クレディ・アグリコル・エス・エーのグループ・リスク管理および恒常的統制部門は、当行グループのリス

ク管理および恒常的統制システム全体を監督し管理する責任を負う。

当行グループのリスクの全般的管理

グループ・リスク管理および恒常的統制部門は、各カテゴリーのリスクに対する専門のユニットを通じて連

結企業にとってのリスク全体を監督し測定する。これらのユニットは、リスク管理および連結システム（基準、

方法、ITシステム）を決定し、実施する。

グループ・リスク管理および恒常的統制部門により実施されるそのシステムはまた、クレディ・アグリコル

・エス・エー・グループの各子会社とのグローバルおよび個別の関係に責任を負う「部門監督」機能部門を

構成している。専門の事業部門の役員、特に、法人営業および投資銀行業務の事業部門（クレディ・アグリコル

・CIB）の役員は、（あらゆるタイプのリスクを含め）当行グループの子会社それぞれとのグローバルおよび

連結の関係性を監督することに責任を負う。地域金庫内のリスクの監督は、グループ・リスク管理および恒常

的統制部門内の専門ユニットにより実行される。

グループレベルのリスク監督は、企業および各事業部門を監督するユニットにより実行されるだけでなく、

グループ・リスク管理委員会および地域金庫リスク監督委員会のリスク検査を通じて実行される。

クレディ・アグリコル・エス・エーのリスク測定システムは、広範囲かつ正確である。すべてのカテゴリー

のコミットメント（オンバランスシートおよびオフバランスシートにおいて）およびポジションをカバーし、

すべてのポートフォリオを統合しリスクレベルを識別することで、同グループに属する会社に対するコミット

メントを連結する。

これらの測定は、ストレス・シナリオに基づきリスク特性につき定期的に注意喚起することにより、また多

様な災害シナリオに基づく評価を常に行うことにより補足される。2011年度および2012年度において、当行グ

ループは、欧州銀行監督機構（EBA）、その後IMFにより体系化された危機シミュレーションエクササイズに参

加した（フランス金融システムの安定性に関する「金融システム安定性評価」エクササイズ、2012年）。これ

らのエクササイズは、クレディ・アグリコル・グループの規制範囲において行われた。2012年度には、ソルベン

シー・ストレス・テスト（その結果は2012年12月にIMFが発表した。）により、クレディ・アグリコル・グルー

プ、ひいてはフランスの銀行システムが、経済環境の悪化に耐えながら、欧州CRD Ⅳ指令に基づいて課された新

要件を遵守しうることが示された。

内部管理に関しては、すべての事業体がストレス・テストを実施した。これは、経済の深刻な悪化に際して、

リスク感応度、ならびに当行グループの損益計算書およびその様々な要素の測定における実務を強化するため

に、年度予算編成の一環として行われたものである。

クレディ・アグリコル・エス・エー、その子会社および地域金庫は、集団でまた個別に、限度の監督および限

度を超えた場合の調整のための手続を用い、適用される規制を遵守して会計の業務、債権（特に減損債権）の

適切な分類を監督し、リスク委員会の統制の下で規定がエクスポージャーをカバーするために十分であること

を確認し、そして特に「リスクのある取引」に関わる主要なリスクおよびポートフォリオを定期的に再検討し

て、リスク管理プロセスに取り組む。

対照的で不安定なリスク環境において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、積極的にリスク戦略を検討

する方針および子会社が採用した方針を遂行している。不測の事態が長期間続いた場合に備え、重要性に応じ
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た警告および上申手続を整備している。

2008年度以降、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、フランスの金融健全性規制監督機構

（ACP）により認定された内部モデル（信用リスクの計算のためのIRBアプローチ、業務リスクの計算のための

AMAモデル（モデルがその後有効となった場合に適用される標準アプローチまたはかかるアプローチが長期

ベースで適用されるもの））において、バーゼル2に基づく資本要件の計算のためのリスク加重資産の測定を

実施した。

流動性リスクについて、規則第97-02号を修正する2009年5月5日付命令の発表後、2009年度以降流動性の監督

および管理システムを強化するための取組みがなされている。当行グループは、流動性リスク制御システムを

設定し、かかるリスクに向けた代表する管理範囲において短期および中期の流動性リスクを測定するための

ツールおよび手法を有する。

2012年度は中央銀行の介入によって軽減されたとはいえ、ソブリン債務危機が続く状況の中、何ら改善の兆

しが見られない中、当行グループは、資金需要を削減し準備金を積み増すことで、流動性の健全性管理の方針を

継続した。

また、危機から学んだ教訓を取り入れ、将来バーゼル3流動性比率が適用された際の規制環境の変化を考慮し

て、この内部システムの見直しも開始した。

市場活動については、2012年度、クレディ・アグリコル・CIBの適応計画の一環として、非戦略業務の廃止ま

たは外注が行われた。リスク管理の最大の変更は、コリレーション帳簿の市場リスクをブルー・マウンテンの

ファンド・マネジャーに移転したこと、ならびに値洗いの計算およびリスク測定に担保費用を組み入れるよう

になったことである。

またクレディ・アグリコル・CIBは、規制枠組みの変更（CRD Ⅲ）に適応し、将来の要件（CRD Ⅳ）に備える

ため、引き続きリスクの測定および規制資本の計算システムの修正を行った。

あらゆるリスクに対する重大インシデント・システムが2009年に設定され、その手続は、重要性の値や、クレ

ディ・アグリコル・エス・エー、その子会社および地域金庫の執行機関および意思決定機関に対するインシデ

ントの報告の方法について定めている。

恒常的統制および業務リスク

リスク管理および恒常的統制部門は、当行グループの恒常的統制システム（リスクのタイプ別の主要な統制

の指標として、業務リスク評価および恒常的統制の成果をまとめる単一のソフトウェア・プラットフォームの

展開ならびに当行グループ内の当該連結レベルに対する統制の成果の報告体制が定められる。）を調整する。

2012年、リスク管理部門は、恒常的統制システムの展開に関する質問書を広める作業において、当行グループ内

で最良の実務を推進する恒常的統制ワークショップを立ち上げ、主要な統制基準を見直すキャンペーンを行っ

た。主要な統制の結果をまとめたものは、今後、年2回グループ内部統制委員会に提出される。

主要な外注業務に関連するリスクの管理については、当年度から、地域金庫の標準化システムが正式な手続

となった。

当行グループは、規制上の所要資本の計算モデルおよびバックテスト・ツールを産業化する一方、業務リス

ク・シナリオのIT要素を絶えずアップデートすることで、業務リスクの管理を強化した。業務リスクのマッピ

ングにおいては、当行グループを構成する多様な組織にリスクおよび恒常的統制（RPC）プラットフォームを

適応させるため、ニーズの分析が行われた。またリスク管理部門は、前年度に基準を見直したことを受け、緊急

手続の関係において、重要度閾値をアップデートした。

2012年度、当行グループは、マルリー・プログラムの関係においてはより具体的にクレディ・アグリコル・

CIBが、引き続き不正売買のリスク防止システムの強化を行った。当年度の作業は、より具体的には、情報セキュ

リティの強化、異常行為の監視、および内部キャッシュ・フローの余剰部分のより厳密な監督に関するもので
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あった。

当行グループの事業部門それぞれにおける分散化したリスク管理および恒常的統制の機能部門

クレディ・アグリコル・エス・エー内

グループ機能部門の展開は、各子会社または事業部門のリスク管理および恒常的統制の役員（RCPR）の任命

をもって、階層的ベースで行われる。部門のRCPRは、当行グループのRCPRに対して階層的に報告し、また当該事

業部門の執行機関に対して機能的に報告する。これは、地方のリスク管理および恒常的統制部門の独立性を保

護している。

独自のRCPRの責任に基づき行為することで、各子会社または事業部門は、内部統制手段を通じて企業の持続

可能性を保証するリスクの総合的な連結の目的を達成するために、リスク管理に必要な資金および恒常的統制

システムの遵守を強化することを確保する。

各子会社または事業部門とグループ・リスク管理および恒常的統制部門の間の関係は、以下の主要な原則に

基づいている。

・各子会社または事業部門は、リスク管理および恒常的統制部門により定められる当行グループ全体の基準

および手続を適用する。

・各子会社または事業部門は、その独自のリスク戦略を決定し、それは、リスク管理および恒常的統制部門の

提案の下にグループ・リスク管理委員会により承認され、企業のコミットメントに係る制限全般を規定

している。

・各子会社または事業部門はリスク管理および恒常的統制部門と業務契約を締結する。この契約は、定期的

に修正され、その独自の業務にグループ・リスク管理および恒常的統制のルールを適用する企業内部の

業務手続、とりわけ、リスク管理および恒常的統制部門に対して報告するためのフォーマットについて規

定する。

・当行グループのRCPRから事業部門RCPRに権限が委譲され、事業部門RCPRは、職務の遂行にあたって、当行グ

ループのRCPRに階層的に報告を行う。かかる役員はまた、グループ・リスク管理および恒常的統制部門に

対する開示および早期警戒の義務に従う。

・部門監督委員会は、リスク管理および恒常的統制システムの質およびリスクのレベル（法人営業および投

資銀行（クレディ・アグリコル・CIB）に関連するものを含む。）について議論するために、リスク管理

および恒常的統制部門と企業を定期的に集める。

地域金庫

リスクに関する銀行規制は、各地域金庫に個別に適用される。各地域金庫は、独自のリスクおよび恒常的統制

の枠組みについて責任を負う。各銀行は、リスク管理および恒常的統制役員を置き、かかる役員はその最高経営

責任者に報告を行い、リスク管理および恒常的統制の監督の責任を担う。法令遵守役員はまた、リスク管理およ

び恒常的統制役員に報告を行う。そうでない場合には、法令遵守役員は、直接最高経営責任者に報告を行う。か

かる枠組みは、法律に定めるとおり、新たに形成されたリスク管理部門のリスク管理責任者の任命により、2010

年に完成した。

当行グループの中央機関として、クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫から発生したリスクを連

結し、グループ・リスク管理および恒常的統制部門を通じて、特に、当行グループの恒常的統制システムの実施

について、適切な手続を地域金庫に回覧することにより、リスク管理および恒常的統制の機能部門を調整する。

さらに、地域金庫から生じる大きな信用エクスポージャーは、クレディ・アグリコル・エス・エーの完全子

会社である信用機関であり、かかるエクスポージャーを部分的に保証しているフォンカリスに、提示されなけ

ればならない。地域金庫がフォンカリスに主要な取引の保証を求めなければならないとする規制（地域金庫お
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よびフォンカリスが共同で定めた限度額を超える場合）は、中央機関にとってこれを受諾する前に関連リスク

を評価するための有効なツールとなっている。

情報システム・セキュリティおよび事業継続計画のための内部統制システム

設定された内部統制システムを通して、事業継続計画（BCP）およびITシステム・セキュリティ（ITSS）の

リスク監督に関する主要な企業の状況の定期的報告が当行グループのセキュリティの統制機関に対してなさ

れている。

当行グループの事業体ごとに、ITSSおよびBCPの役員は、当行グループのセキュリティの一般的ガイドライン

を適用し、実施する取組みを行っている。かかる枠組みにおける企業によりいくつかのユニットテストが行わ

れており、実施された緊急解決策が遂行可能であると確認されている。

事業部門によるBCPを設定するため2010年に開始された当行グループ努力の一環として、事業部門の事業体

が損害を被った場合に「区分化」が生じるのを避けるため、2012年に事業部門間テストが、「保険」、「支払手

段」および「リテール・セキュリティ」事業部門について実施された。

国家危機管理システムは、当行グループの企業（地域金庫および子会社）により指名されたすべての危機役

員を取り入れることにより、四半期ごとにテストされた。

当行グループが2009年から2010年に取り入れたすべての大型戦略プロジェクトは、機能およびITリスクのカ

バーおよび統制を強化するもので、2012年に著しい進展がみられた。

・プロジェクト・エバーグリーン：計画どおり、クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリ

ング子会社の従業員のうち、パリにいた者が全員、2012年度末までにモンルージュのエバーグリーン管理

サイトに移動したことで、同サイトに共通のセキュリティ・サービスを享受できるようになった。

・プロジェクト・グリーンフィールド：パリのデータ作成サイトをパリの外のグループ・コンピュータ

「双方向サイト」に移動する作業は、2012年も計画どおり進んだ。

加えて、2013年度末までに地域金庫の情報システムを統合するために2009年度から取り組まれているNICEプ

ログラムは、2012年度に第1段階の移行が無事完了した。2012年11月までに、39行の地域金庫のうち17行が、NICE

目標情報システムの同一の最初のバージョンを利用していた。2012年、クレディ・アグリコル・エス・エーは、

以下の方法によって引き続きNICEプログラムをサポートした。

・当行グループのIT部門による定期的な監督

・クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社における多様な事業チームおよびプロジェクト管

理による、様々な事業部門が2012年に開始したNICEプログラムの発展プロジェクトに対する有効な支援。

主としてバーゼル3に関する規制要件を遵守し、顧客／従業員重視のシステム目標を設定するという共通

の目的を有する。

・フランスの金融健全性規制監督機構に対して行われた、NICEへの移行プログラムおよび規制計画に係る経

過報告

このNICEプログラムに関して注意すべきことは、移行した地域金庫における作成が現在はグリーンフィール

ド「双方向サイト」で行われていることである。

これらのプロジェクトの展開は、とりわけ新しいグリーンフィールド・サイトについてのBCPテストの実施、

およびエバーグリーンにおける再編成に応じたユーザー・バックアップ計画の実施等、適切なセキュリティ・

ポリシーによって支えられている。最後に、双方向サイトはすでにハイレベルなセキュリティを有しているが、

当行グループは、グリーンフィールドに長期的な影響を与えるような極めて大きな衝撃が生じた場合に情報シ

ステムを再構築できるよう、決定的なデータ・バックアップ・システムを開発中である。

会計情報および財務情報に係る内部統制システム
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財務情報の作成および処理の職務および責任

当行グループ内で適用される規則に従い、グループ財務部門の組織に関する原則および責任は、手順書に規

定されている。

中央財務部門は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の事業部門として組織された。事業部門

または子会社のファイナンス部門責任者は、事業部門または子会社の責任者に階層的に報告を行い、かつグ

ループ最高財務責任者に職務上の報告を行う。

事業部門／子会社レベルにおいて、ファイナンス部門は、各事業部門の特性に応じ、基準および情報システム

の構成に関する当行グループの原則の回覧のための子会社間の中継機関として機能する。事業部門の会計管理

情報および事業管理情報の作成のための中継を行う場合もある。当行グループ内の事業部門または子会社のそ

れぞれのリスク管理および恒常的統制部門もまた、財務情報の作成に用いるリスクデータの作成および当該情

報が会計データと正確に調整されていることを確保するための管理を行う責任を負う。各事業部門および／ま

たは事業は、連結の目的で当行グループに伝達された会計、経営およびリスクの情報が信頼性のあるものであ

ることを保証するための情報源を有していなければならない。各事業部門および／または事業は、かかるデー

タが当行グループの会計基準を遵守し、自らの意思決定機関により承認された個別の財務書類と一致させなけ

ればならず、会計データおよび経営データの調整について責任を負う。

グループ財務部門において、公表された会計情報および財務情報の作成について、会計、経営統制および財務

コミュニケーションの3部門が主に責任を負う。

会計

会計部門の主要な目的は、クレディ・アグリコル・エス・エーの個別の財務書類ならびにクレディ・アグリ

コル・エス・エーおよびクレディ・アグリコル・グループの連結財務書類（財務報告の目的を有し、かつIFRS

第8号に準拠した事業部門の定義に基づくクレディ・アグリコル・エス・エー・グループのセグメント情報を

含む。）の作成である。かかる目標を達成するため、会計部門は、適用される規制に従い、当行グループに適用さ

れる会計基準および会計原則を定め、これを回覧する。会計部門は、会計基準を監督し、会計情報システムおよ

び当局に対する報告のシステムの構造を支配する規則を策定し、財務書類の連結に係る会計上の過程および当

局に対する報告について管理する。

経営統制

財務情報の作成の分野において、グループ経営統制部門は、財務管理部門と共に、経済資本の配分規則を定義

し、かつこれについて規則を策定し（定義および配分方針）、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ

の予算および中期計画を連結、統合および数値化し、予算報告および監視を確保する。かかる目的を達成するた

め、グループ経営統制部門は、当行グループの経営統制システムの経営統制の過程、方法、構造および管理規制

を定める。

財務コミュニケーション

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務コミュニケーション部門は、すべての投資家カテゴリーにわたる

情報の一貫性を保証する。同部門は、株主、金融アナリスト、機関投資家、格付機関に向けたプレスリリースおよ

び発表で公表された情報ならびに金融市場機関（AMF）の承認を受けた書類に含まれる情報について責任を負

う。これに関し、最高経営責任者およびクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの最高財務責任者の責

任の下で業務を行う上で、財務コミュニケーション部門は、特に当行グループの財務体質、収益性および見通し

について第三者が意見を形成するために必要とする、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの業績、

財政構造および事業部門の変更の提示の基礎として用いられる資料の提供を行う。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 284/1332



財務情報の作成および処理の手続

当行グループの各事業は、当行グループおよび報告を行う監督機構に対し、意思決定機関から承認を受けた

その財務書類について責任を負う。監査・リスク委員会がある場合は、事業の規模により、これらの財務書類は

監査・リスク委員会によって事前に検討される。

クレディ・アグリコル地域金庫については、財務書類が作成され次第、クレディ・アグリコル・エス・エー

の会計部門により承認される。これは中央機関としての責任の一つである。クレディ・アグリコル・グループ

の連結財務書類は、監査・リスク委員会に提出され、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会による承

認を受ける。

公表された財務情報の大部分は、会計データならびに経営データおよびリスクデータに基づいている。

会計データ

個別の各事業の数値は、当該事業が営業を行う地域に適用される会計基準に従い作成される。当行グループ

の連結財務書類の作成のため、現地の財務書類はクレディ・アグリコル・エス・エー・グループが採用した

IFRSの方針および原則に従うよう修正再表示される。

経営データ

経営データは、グループ財務部門またはグループ・リスク管理および恒常的統制部門により作成される。こ

のデータは、同じ定義および精度基準で確定会計情報を予想して上司に報告され、当行グループの内部管理報

告書を作成する際に使用される。

さらに、外部の情報源（欧州中央銀行およびフランス銀行）からの情報が、特に市場占有率の計算において、

経営データに利用される場合がある。

金融市場機関（AMF）および欧州証券規制当局委員会の勧告に従い、公表される財務情報の作成のための経

営データの使用は、以下のガイドラインに従う。

・公表される財務情報の種類の分類：原価会計の情報、見積りデータ、予想または傾向

・財務情報が引き出された情報源に係る明確な記載。公表されたデータが会計情報から直接的に抜粋された

ものでない場合、計算方法の情報源および定義が記載される。

・同一の情報源、計算方法および方法論が継続的に利用されていることを示す、長期的な数値および指標の

比較

恒常的な会計統制システム

当行グループの恒常的な会計統制部門の目的は、会計情報および財務情報の質を改変する可能性がある、主

要な会計リスクに適切に対応することである。当該部門はグループ財務部門の会計統制および恒常的統制オ

フィスにより提供され、当該オフィスはグループ・リスク管理および恒常的統制部門に対して報告を行う。当

行グループの恒常的な会計統制部門は、子会社と地域金庫の会計担当役員のネットワークの結合の下成り立っ

ている。同部門は、クレディ・アグリコル・エス・エーの財務情報を作成する部門に対する統制を行う職務に

ついて直接的な責任を負っている。

この分野において、当該ユニットは以下の役割を果たしている。

・クレディ・アグリコル・グループ内の恒常的会計統制に関する基準ならびに組織的原則および運用原則

を定める。

・当行グループの子会社および地域金庫内で実施される恒常的な会計統制システムの監督および調整を行

う。
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・クレディ・アグリコル・グループ内の全事業の会計情報および財務情報に関する恒常的な統制システム

の質について、当行グループの内部統制監督委員会に報告を行い、かつ同委員会の要請により、意思決定機

関または監査・リスク委員会にも報告を行う。

2012年、当行グループの恒常的な会計統制部門は、主に会計統制ガイドの主要な統制の配備ならびに会計／

リスクの調整の手続の明確化および子会社の会計リスクの警告手続の実行に関し、事業体のシステム実行の指

導および支援を継続した。また、事業体を超えた会計リスク・マッピングを調整するために設計された、新たな

会計リスクおよび手続体系を配付した。

法定監査人との関係

包括的な財務情報が含まれる登録書類、その更新、新たな債券または株式の発行にあたり作成される要項お

よび目論見書は、金融市場機関（AMF）の承認または登録に従う。

適用される専門的監査基準に従い、法定監査人は公表された財務情報および会計情報について適切と認める

手続を行う。

・クレディ・アグリコル・エス・エーの個別財務書類および連結財務書類の監査

・中間連結財務書類の一部の監査

・四半期財務情報および金融アナリストに対する財務情報の提示の基礎として用いられる資料の全体的な

調査

法律により法定監査人に課される義務の一部として、法定監査人は、クレディ・アグリコル・エス・エーの

監査・リスク委員会に対し、全体的な職務計画、実行した様々な抽出検査、職務執行に際し検討した財務情報お

よび会計情報に係る職務に関する結論ならびに会計情報および財務情報の作成および処理に利用される手続

に関する内部統制の重大な脆弱性に関する結論を提出する。

法令違反リスクの防止および統制

クレディ・アグリコル・エス・エー、その子会社および地域金庫は、それぞれ法令遵守部門を有している。こ

れらの部門は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内に約800名の常勤従業員を採用している。

法令遵守部門は、グループ本部に責任を負う最高経営責任者代理に報告を行う当行グループの最高法令遵守

責任者が責任を負い、規則第97-02号に規定される法令遵守担当者である。

法令遵守部門は、クレディ・アグリコル・エス・エーのフランス国内外の子会社の法令遵守担当役員に対す

る職務上の権限を有する。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの子会社の法令遵守担当役員は、完

全に独立して業務を行い、事業に対する階層的な報告および法令遵守部門に対する職務上の報告を行う。

グループ法令遵守部門は、以下の点に関する方針の改善について責任を負う。

・法令、その回覧およびそれらが遵守されていることの監視

・マネー・ロンダリングおよびテロ組織への資金供与の防止、禁輸措置および資産凍結の管理ならびに不正

行為防止に係る規則

法令遵守部門内において、各法令遵守担当役員は、法令違反リスクマップを更新し、これらはグループ法令遵

守部門において統合される。

最高経営責任者代理が議長を務める法令遵守管理委員会は、隔月で全体会議を開催する。かかる会議におい

ては、主要な問題が当該委員会に報告された後、法令違反リスクの防止ならびに修正措置の実行および監視に

必要な決定が行われる。顧客保護の観点は、現在体系的に議題に組み込まれている。当該委員会は、クレディ・

アグリコル・エス・エーの取締役会における監査・リスク委員会に定期的に業務報告を行う。

グループ法令遵守部門内では、当行グループ全体にわたり、専門ユニットが、法令遵守および手続、財務安全

性および不正行為防止ならびに法令遵守およびシステム等の専門的分野に対応する。さらに、専門ユニットが、
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フランスの国内リテール・バンキング、国際リテール・バンキング、専門金融サービス（保険、資産運用、消費

者金融、リーシングおよびファクタリング）ならびに法人営業および投資銀行業務といった事業部門に対応す

る。

中央機関として、クレディ・アグリコル・エス・エーは、グループ法令遵守部門を通じ、特に金融市場機関

（AMF）の一般規則および修正された規則第97-02号に従った要求基準を回覧することにより、地域金庫におけ

る法令遵守グループを主導し、調整する。

既に開始された措置の一環として、その後の規制条項の変更後、法令遵守グループは、特に以下の事項を実行

した。

・受益者の特定に関する金融健全性規制監督機構の規定、および関連する警戒義務を、当行グループの手続

に組み込んだ。

・国際認可、およびこれに対応するグループ・フィルタリング・ポリシーを遵守するためのシステムを引き

続き強化した。

・現在ほとんどの地域金庫において稼働中の自然人に関する行動計画の延長として、法人の顧客ファイルの

コンプライアンスを検証するための国内行動計画（地域金庫）を策定した。

・顧客保護専用のグループ規模プロジェクトを管理した。2012年度、そのプロジェクトの主な成果は、自己評

価ガイドの配付、ならびに消費者主義および金融商品のマーケティングに関する規制に関するものであっ

た。

・顧客に提供されるサービスの透明性および品質を高めるため、当行グループの基準に、苦情処理に関する

規制当局（ACPおよびAMF）の推奨を組み込んだ。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の新たな商品／新たな活動の過程に関するプロジェク

トを開発した。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの事業体のコンプライアンス問題をプールするための

ツールの展開を管理した。

・企業の社会的責任（CSR）行動計画の実施により、当行グループの持続可能性努力を支援した。

・当行グループ内（地域金庫および子会社）に新しいコンプライアンス研修コースを展開した。

不正行為防止に関し、当行グループのすべてのユニットに対してシステム展開に関する質問書を送付したこ

とが、法令遵守部門による管理および行動計画策定の強化につながった。不正行為防止調整ユニットは、目標を

達成できないリスクを有する地域金庫および子会社を支援し、身分詐称および文書偽造を探知、管理し、これに

対抗するツールを事業体に提供した。さらに、不正撲滅のための専門市場ツールも開発中である。最後に、意識

の向上を目指して、事業体の従業員向けに、Ifcamおよびオンサイトの枠組みで研修を行っている。

情報システムに関しては、マネー・ロンダリングを防止し、禁輸および資産凍結を管理する当行グループの

システムが、フランス国内ですでに運用されており、定期的に改良が重ねられる一方、既存のシステムに追加

し、またはこれと入れ換える形で、在外事業体への展開も進んでいる。当行グループ内の情報交換の条件の一つ

として用いられていた安全なデータ共有のためのアプリケーションは、不正行為の防止および不正行為があっ

た場合の上司への報告を管理するため2011年に修正され、現在はほとんどの地域金庫において、この観点で利

用されている。

2011年夏以降、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、米国外国口座税務コンプライアンス法

（FATCA）規制システムを実施するため、当行グループ全体および世界規模で法令遵守部門主導のプロジェク

トを実行中である。2012年に発表された規制案および政府間枠組み合意案により、事業体が所在する国および

所定の日程に基づき、行動計画を策定することが可能となった。2013年初めに最終的な内容が発表されれば、当

行グループの各事業体に関するFATCA規制の状況を確認し、2014年1月1日以降これらの規制を遵守することを

目指して、新しい顧客関係を結ぶ際の手続を修正することが可能になる。
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定期的統制

クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者に直属するグループ統制および監査部門は、クレディ

・アグリコル・グループ内における最高水準の統制を行う。同部門は、その実行する職務、同部門に階層的な報

告を行うクレディ・アグリコル・エス・エー・グループのグループ統制および監査部門の監視ならびに地域

金庫の内部監査ユニットの調整を通じてクレディ・アグリコル・グループの定期的統制に単独で責任を負う。

適切な監査頻度（事業体によって2年から5年に1回）を決定するためのリスク・マッピング・アプローチの

アップデートに始まり、同部門は、地域金庫ならびにクレディ・アグリコル・エス・エーのすべての事業ユ

ニットおよび子会社（自らの内部監査チームを有するものも含む。）において、実地監査および書面監査も

行っている。

定期的な監査は、監査を受ける事業により実行されている内部統制システムに対する批判的な評価を含んで

いる。これらの手続は、システムが取引の安全性、リスク管理ならびに外部および内部の規則の遵守に関し効果

的であるという合理的な保証を提供するよう策定されている。

これらには、監査を受ける事業が、外部および内部の規則の遵守を検証し、業務手続の安全性および効率性を

評価し、すべてのリスクを査定および監督するシステムの適切性を確認し、会計情報の信頼性を検証すること

が含まれている。

2012年度中、グループ統制および監査部門が行った現地および書面調査は、様々な事業体およびユニットに

関するもので、主なものは経済資本の計算システム（バーゼル2第2の柱）、支払手段のガバナンスおよび管理、

上場投資信託（ETF）業務、国際フローのフィルタリング、CAコンシューマー・ファイナンスの在外子会社、

CACI債権者保険子会社、在外子会社CAエジプト、CAスルビジャ、カリパルマ（統制および信用リスク）およびセ

ンティア（ベルギーのクレディ・アグリコルによる買収後）におけるリスク管理、地域金庫の範囲における財

務の安全性、当行グループの借換システム（ならびに地域金庫による借換のための流動性および再割引可能信

用の管理）、NICEプログラム（規制問題および生産安全性）およびSILCAの重要インフラ、ならびに財務上、規

制上および技術上の問題に関するものであった。2012年度、グループ統制および監査部門はまた、ユーリボー、

ライボーおよびその他の市場指標に関する調査の一環として様々な当局が請求するデータを収集することを

目標に、調査作業を管理した。この作業は、2013年度も続く予定である。

また、当行グループの様々な事業で行われている取引の安全性および適合性を保証し、専門知識の共有分野

を発展させるため、グループ統制および監査部門は、クレディ・アグリコル・CIBおよびLCLを含むすべての子

会社の統制および監査業務を中心的に監督しており、これにより最高の水準の監査慣行の調整を通じて統制の

効率を高めている。2012年度末において、当行グループの業務は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グルー

プ内（グループ統制および監査部門を含むが412名のスタッフがいる地域金庫の監査チームは含まれていな

い。）で875名の常勤従業員を採用した。

さらに、最良の慣行の交換を奨励するため、グループ統制および監査部門ならびに子会社の内部統制部門に

より、定期的に合同監査業務が実行されている。分野および部門を越えた調査に特別な重点が置かれている。

各事業の業務執行陣、内部監査部門、恒常的統制担当役員、法令遵守担当役員のメンバーが所属する、関連す

る当行グループの子会社の内部統制委員会を通じて、グループ統制および監査部門は、監査計画が成功裡に実

行されたこと、リスクが適切に管理されたこと、より一般的に、各事業の内部統制システムが適切であることを

確認する。

クレディ・アグリコル・エス・エーのグループ統制および監査部門、内部監査部門および（監督機関または

外部事務所により行われる）すべての外部監査機関により行われる監査は、正式なシステムにより監視されて

いる。これらの監査の結果として作成されるすべての提言に関し、かかるシステムは、すべての提言が、優先順

位に従い明確に定められた予定表に従い、修正され、優先順位を決められた行動計画を通じて実行されること

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 288/1332



を確保する。グループ規則第97-02号（その後の修正を含む。）第9条の1に従い、統制および監査責任者は、必要

に応じて、監査・リスク委員会に警告を行う義務を負っている。

ジャン－マリー・サンデールが議長を務めるクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会、監査・リスク

委員会および独自の責任を負う最高経営責任者は、内部統制、リスクに対するエクスポージャー、この分野で改

善がなされた分野および導入された修正措置の状況について、包括的な情報の提供を受けた。内部統制システ

ムおよび手続は、新たな規制の展開、事業活動および当行が負うリスクに対応するため、継続的に更新される。

これらの情報は、内部統制ならびにリスクの評価および監督に関する年次報告書、経営報告書ならびに業務

および統制に関する定期報告にすべて含まれている。

クレディ・アグリコル・エス・エー取締役会会長

ジャン－マリー・サンデール

法定監査人

アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル

代表者　ヴァレリ・メーウス

パリ－ラ・デファンス 1、クールブヴォア92400、セゾン広場 1/2

法定監査人、ベルサイユ会計監査人地域協会会員

プライスウォーターハウスクーパース・オーディット

代表者　カトリーヌ・パリゼ

ヌイイー－シュール－セーヌ92200、ヴィリエ通り63番地

法定監査人、ベルサイユ会計監査人地域協会会員

監査人代理

ピカール・エ・アソシエ

代表者　ドゥニ・ピカール

パリ－ラ・デファンス 1、クールブヴォア92400、セゾン広場 1/2

法定監査人、ベルサイユ会計監査人地域協会会員

ピエール・コル

ヌイイー－シュール－セーヌ92200、ヴィリエ通り63番地

法定監査人、ベルサイユ会計監査人地域協会会員

アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートルは、1994年5月31日の通常株主総会においてバルビエ・フリノー

・エ・オートルの名で法定監査人に選任された。かかる任期は、2012年5月22日の合同株主総会において、6年間延

長された。
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アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートルの代表者は、ヴァレリ・メーウスである。

ピカール・エ・アソシエは、2006年5月17日の通常株主総会においてアーンスト・アンド・ヤング・エ・オー

トルの法定監査人代理に選任された。かかる任期は、2012年5月22日の合同株主総会において、6年間延長された。

プライスウォーターハウスクーパース・オーディットは、2004年5月19日の通常株主総会において法定監査人

に選任された。かかる任期は、2012年5月22日の合同株主総会において、6年間延長された。

プライスウォーターハウスクーパース・オーディットの代表者は、カトリーヌ・パリゼである。

ピエール・コルは、2004年5月19日の通常株主総会においてプライスウォーターハウスクーパース・オー

ディットの法定監査人代理に選任された。かかる任期は、2012年5月22日の合同株主総会において、6年間延長され

た。

（２）【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル

ユーロ（千）

最近連結会計年度の

前連結会計年度
最近連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

提出会社 2,180 767 1,705 642

連結子会社 13,194 5,226 13,587 5,128

計 15,374 5,993 15,292 5,770

プライスウォーターハウスクーパースオーディット

ユーロ（千）

最近連結会計年度の

前連結会計年度
最近連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

提出会社 2,145 783 1,670 986

連結子会社 12,956 6,311 13,048 6,213

計 15,101 7,094 14,718 7,199

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項なし。

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

法定監査人に支払われたその他の報酬には、（ⅰ）会社の買収または売却のために行われた業務およびクレ

ディ・アグリコル・エス・エーまたはその子会社のリファイナンス計画の条件に基づく所定の手続きの履行

ならびに（ⅱ）親会社および財務書類の独立監査業務、証明、レビューにも、法定監査人の職務に直接関係する

付随業務およびサービスにも分類されない非監査業務を含むその他のサービスが含まれる。これらは、監査人

の専門的監査基準に従って行われている。

④【監査報酬の決定方針】

毎年、監査人（アーンスト・アンド・ヤングおよびプライスウォーターハウスクーパース）との間で、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの財務書類（連結財務書類を含む。）の証明に関連する報酬額を定めたエン

ゲージメント・レターが締結される。このエンゲージメント・レターには、以下の業務は含まれない。

- 監査人が提供するその他のサービスで、事例ごとに取決めがなされるサービス。

- 子会社自体の財務書類の証明（クレディ・アグリコル・エス・エー・グループのための連結処理を含
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第６ 【経理の状況】

1．クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類は、国際会計基準審議会が公表した国際財務

報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成された。また、クレディ・アグリコル・エス・エーの財務

書類は、フランスの金融機関に適用されている一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループおよびクレディ・アグリコル・エス・エーが採用した会計原

則、会計手続および表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められるものとの間の主な相違点に関して

は、下記「4　フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類およびクレディ・アグリコル・エス・エーの

財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸

表等規則」という。）第129条第1項に基づいて認められた。

2．クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類およびクレディ・アグリコル・エス・エーの

財務書類は、独立公認会計士であり、かつ外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3

第7項に規定されている外国監査法人等をいう。）としてそれぞれ日本で登録されているアーンスト・アンド

・ヤング・エ・オートルおよびプライスウォーターハウスクーパース　オーディット（以下「会計監査人」

と総称する。）の監査を受けている。2012年、2011年および2010年の各12月31日に終了した会計年度のクレ

ディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類およびクレディ・アグリコル・エス・エーの財務

書類について会計監査人が行った監査は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第193条の2第1項第1号に

規定されている監査証明に相当すると認められるべきものである。会計監査人の監査報告書の原本およびそ

の日本語訳は本書に添付されている。

3．クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの原文の連結財務書類（仏語）およびクレディ・アグリコル

・エス・エーの原文の財務書類（仏語）は、フランスにおいて開示されたものと同一のものであり、日本語版

はその翻訳である。

4．クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの原文の連結財務書類（仏語）およびクレディ・アグリコル

・エス・エーの原文の財務書類（仏語）はユーロで表示されている。財務諸表等規則第132条の規定に基づき

「円」で表示されている金額は、2013年4月19日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行における対顧客電信直物売

買相場の仲値、1ユーロ＝128.31円の為替レートでユーロ表示額から換算された金額である。金額は百万円単

位（四捨五入）で表示されている。なお、円換算額は単に便宜上表示されたものであり、ユーロ額が上記の

レートで円に換算されたことまたは換算されることを意味するものではない。円換算額は四捨五入されてい

るため、合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

5．円換算額および「2　主な資産・負債及び収支の内容」から「4　フランスと日本における会計原則及び会計慣

行の主要な相違」までの記載事項は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの原文の財務書類には

含まれておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、上記2．の会計監査の対象にもなっ

ていない。

6．クレディ・アグリコル・エス・エーの2012年12月31日現在および2012年12月31日に終了した事業年度に係る

連結財務書類には、特定の複合デリバティブの評価に関する誤りが含まれている。

かかる誤りを訂正すると、クレディ・アグリコル・エス・エーの2012年度における連結の収益、営業総利益お

よび当期純損失－当行グループの持分は、それぞれ、当初公表された16,315百万ユーロ、4,278百万ユーロおよ

びマイナス6,471百万ユーロに対して、16,440百万ユーロ、4,403百万ユーロおよび、マイナス6,389百万ユーロ

となった。クレディ・アグリコル・エス・エーの株主持分－当行グループの持分は、当初公表された39,727百

万ユーロに対して、39,557百万ユーロとなった。

本書に記載された2012年度の財務情報は修正再表示されていない。
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クレディ・アグリコルの内部関係

内部資金調達構造

クレディ・アグリコルは、当行グループに固有の内部資金調達構造を複数有している。

地域金庫の当座預金口座

各地域金庫はクレディ・アグリコル・エス・エーに当座勘定を有し、当行グループ内の内部金融取引によって

生じる資金移動を計上する。かかる口座は貸方または借方残高となり、「クレディ・アグリコル内部取引－当座

勘定」の項目として貸借対照表に計上され、特定の勘定科目である「金融機関に対する貸出金および債権」また

は「金融機関に対する債務」のいずれかに組み入れられる。

特別貯蓄口座

特別貯蓄口座（一般的な貯蓄制度および貯蓄口座、持続可能な開発に係る通帳式口座（Livret de dé

veloppement durable）、住宅購入に関する貯蓄制度および貯蓄口座、若者向け通帳式口座ならびにLivret A預金

通帳口座）にて保有される資金は、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり地域金庫が受け入れる。これら

の資金は、クレディ・アグリコル・エス・エーへの送金が義務付けられる。クレディ・アグリコル・エス・エー

は、これらの資金を「顧客に対する債務」として貸借対照表に計上する。

定期預金および貸付金

地域金庫はまた、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり、貯蓄資金（預金通帳口座、債券、特定の定期預

金口座および関連する口座等）を受け入れる。これらの資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金され、

かかる項目で同社の貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座ならびに定期預金および貸付金は、クレディ・アグリコル・エス・エーから地域金庫への「貸付

金」（融資）に利用され、地域金庫はこれを中長期融資の資金源とすることができる。

4度にわたる内部財務改革が相次いで実施された。これらの改革により、満期および金利が受け入れた貯蓄資金

と正確に一致する「ミラー貸付金」を経由して、地域金庫が受け入れた資金の一定割合（当初15％、25％、次に

33％、そして50％（2001年12月31日以降有効））を、「貸付金」（融資）の形で、資金を地域金庫に還元すること

が可能となった。かかる資金は地域金庫がその裁量で自由に使用することができる。

2004年1月1日以降、受け入れた（かつミラー貸付金を経由して還元されなかった）資金の集中管理によって発

生した利鞘は、地域金庫とクレディ・アグリコル・エス・エーとで分け合われ、再調達モデルを使用しかつ市場

金利を適用して決定される。

さらに、2004年1月1日以降に設定され、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の金融関係に適

用される分野に該当する新規融資の50％は、クレディ・アグリコル・エス・エーと市場金利で取引される貸付金

の形で、借換えを行うことができる。

したがって、現在、2004年1月1日より前の金融規則に従った貸付金と新規則に従った貸付金の2種類の貸付金が

存在する。

クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、地域金庫が利用することができる追加の融資を市場金利で行うこ

とがある。

地域金庫の流動性余剰資金の移転

地域金庫は、「貨幣性」預金（要求払い預金、集中管理されない定期預金および譲渡性預金）を、それらの顧客

への融資に使用することができる。余剰資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金されなければならず、
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「クレディ・アグリコル内部取引」の項目で当座預金口座または定期預金口座に計上される。

地域金庫の余剰資本のクレディ・アグリコル・エス・エーへの投資

地域金庫の利用可能な余剰資本は、銀行間短期金融市場取引とすべての点で同じ性質を持つ3年から10年満期

の商品の形で、クレディ・アグリコル・エス・エーに投資されることがある。

外貨建て取引

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス銀行に対して地域金庫を代表し、外貨建て取引を集中的に管

理する。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された中長期債

これらは、主に、市場に売り出されるか、または地域金庫から顧客に販売される。これらは、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーにより、発行される証券の種類により債務証券または劣後債務のいずれかの項目で負債計上され

る。

流動性リスクおよびソルベンシー・リスクのヘッジ

2001年度に、クレディ・アグリコル・エス・エーの新規株式公開に先立ち、CNCA（後にクレディ・アグリコル

・エス・エーとなった。）は、地域金庫との間で、クレディ・アグリコル・グループ内の内部関係を管理する契約

を締結した。とりわけ、この契約は、困難な状況にある関連会社を支援することでクレディ・アグリコル・エス・

エーが中核としてのその役割を果たすことができるようにするために、流動性リスクおよびソルベンシー・リス

クを管理する基金（FRBLS）の設立を定めたものであった。かかる契約の主な規定は、2001年10月22日にクレディ

・アグリコル・エス・エーが証券取引委員会に提出した登録書類（R.01-453）の第3章に記載されている。当該

基金の当初の資産は、609.8百万ユーロであった。これは、2012年12月31日現在においては939百万ユーロ、当年度

の積立は35百万ユーロであり、当行グループの利益剰余金として認識されている。

さらに、1988年にCNCAが相互会社として再編されて以来、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーが支

払不能または同様の財政難に陥った場合に債権者が被り得る損失を補填することを約束している。かかる保証に

基づく地域金庫のコミットメントは、地域金庫の資本金および剰余金の合計と同額である。

「スイッチ」保証

2011年12月23日に導入された「スイッチ」メカニズムは、中核であるクレディ・アグリコル・エス・エーとク

レディ・アグリコル地域金庫の相互ネットワークとの間の金融に関する取決めの一環である。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫に対する投資を持分法を用いて計上している。かかる投資は、

クレディ・アグリコル・エス・エーのソルベンシー比率において290％（CCI（協同投資証券））または370％

（CCA（協同組合証券））でリスク加重されている。

「スイッチ」メカニズムにより、地域金庫は、規制上の所要資本を支えかつ関連する経済リスクに備え、必要に

応じて補償を行うことを約束する。

かかるメカニズムの効力は、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに支払われる保証金により担保

される。

価額の下落が認識されると保証メカニズムが始動し、クレディ・アグリコル・エス・エーは保証預金から補償

を受ける。その後全体的に持分法を適用した価額が回復した場合、クレディ・アグリコル・エス・エーは、財務回

復条項に従い、過去に支払われた保証金を返還する。

その結果、規制上の観点からは以下のとおりとなる。
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・クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫から提供される保証の額に比例して規制上の所要資本を減少

させる。

・地域金庫は、対照的に、クレディ・アグリコル・エス・エーが減少させた額に相当する規制上の所要資本を計

上する。

バランスのとれた当該メカニズムを使用することによって、クレディ・アグリコル・グループ全体としては、

資本の増減を安定させながら、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の資本再配分を実現でき

る。

この契約は、実質的には、地域金庫の協同投資証券および協同組合証券（CCI/CCA）のうちクレディ・アグリコ

ル・エス・エーが保有する25％の持分に付随する補足的権利として分析することができる。そのため、この契約

は、クレディ・アグリコル・エス・エーが地域金庫に対して有している重要な影響力に関係している。

かかる保証の期間は15年間であり、その終了後に自動更新することが可能である。また、特定の状況においてフ

ランスの金融健全性規制監督機構（ACP（Autorité de Contrôle Prudentiel））の事前の同意がある場合、早

期解消が可能である。

保証金は、長期流動性の実勢条件に基づいた固定金利を付される。かかる保証では、リスクの現在価値および地

域金庫の資本コストをカバーする固定の保証料が支払われる。

かかる取決めは、取引の実体に基づき連結財務書類に記載される。保証として支払われた金額や価額の回復に

よって返還された金額は、プロフィット・プール取引として処理され、地域金庫の利益剰余金およびクレディ・

アグリコル・エス・エーが有する大きな影響力を反映して、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類

における持分法適用会社の純利益の一部として認識される。保証金は、地域金庫においては償却原価による債権、

クレディ・アグリコル・エス・エーにおいては償却原価による債務として認識される。報酬はこれらに対応して

収益として計上されるが、保証に係る報酬は、クレディ・アグリコル・エス・エーの持分法適用会社の純利益の

一部として計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の資本関係

クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の資本関係は、クレディ・アグリコル・エス・エーの新

規株式公開に先立ち当事者間で締結された契約により規定されている。

かかる契約の規定に基づき、地域金庫は、それらが100％所有する持株会社であるSASリュ・ラ・ボエスィを通

じてクレディ・アグリコル・エス・エーに対して支配力を行使している。SASリュ・ラ・ボエスィの目的は、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの株式および議決権を常に50％以上所有するために十分な株式を所有すること

である。

また、かかる契約に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーは、各地域金庫（100％所有するコルシカ地域

金庫を除く。）の株式の約25％を直接所有している。

かかる所有は、協同組合証券（CCA）および協同投資証券（CCI）の所有という形態である。これらの証券は両

方とも、当行の存続期間と同じ期間にわたり発行され、保有者に対し、その表章する株式資本の額に比例して当行

の純資産に係る権利を与える、無議決権株式である。

クレディ・アグリコル・ネットワークの中核であるクレディ・アグリコル・エス・エーはまた、各地域金庫の

相互株式1株を有し、これにより加入者としての地位を有している。

これらの取決めにより、クレディ・アグリコル・ネットワークの中核であるクレディ・アグリコル・エス・

エーは、地域金庫について持分法を適用した計上を行うことができる。

当行グループの資本構造およびその結果として支配連鎖が途切れていることから、地域金庫が有するSASリュ

・ラ・ボエスィの持分は、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類において地域金庫の持分の分に関

しては連結消去されていない。
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しかしながら、地域金庫がSASリュ・ラ・ボエスィから受け取る配当は、かかる配当がクレディ・アグリコル・

エス・エーの連結財務書類に既に計上された収益の一部に当たることに鑑みて、相当する額が各地域金庫の拠出

の範囲における剰余金を見合いとして収益から消去される。

地域金庫の連結財務書類において、更にはクレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類におけるそれら

の持分法適用価額において、SASリュ・ラ・ボエスィの株式は、公正価値で評価されなければならない。これらの

株式は活発な市場に上場されておらず、SASリュ・ラ・ボエスィの株式の所有に伴うすべての権利および義務を

反映した適切な評価を実施するに際し、多くの不確実性を伴うこととなる。具体的には、以下の無形および非市場

性の事項の評価に関する事項が挙げられる。

・地域金庫がクレディ・アグリコル・エス・エーを恒久的に共同で支配することができる当行グループの安

定した資本構造

・地域金庫の流動性リスクおよびソルベンシー・リスクのヘッジ

・クレディ・アグリコル・グループ内の経済的および財務的関係

・資金のプーリング

・クレディ・アグリコルのブランドの使用、プロモーション、発展

その結果、また、評価モデルによって信頼できる評価を行うことができない場合、IAS第39号に従い、SASリュ・

ラ・ボエスィの株式は取得原価で評価される。減損の客観的兆候がある場合、当該株式は、その帳簿価額が多基準

アプローチを使用して決定される参照価額を超える場合に減損される。かかる多基準アプローチは、IAS第39号第

66項に従い、市場で同様の資産に適用されるであろうレートによる割引後の将来の予想キャッシュ・フローを評

価するために考案されたものである。このアプローチは、市場レートによる割引後の当行グループの様々な事業

からの将来の予想キャッシュ・フローの評価、当行グループの純資産価額の評価、最近確認された類似の事業の

取引価格を参考にした当行グループの事業の評価、クレディ・アグリコル・エス・エーの株価に支配権プレミア

ムを加えた価格に基づく評価および、必要に応じて内部取引を参考にした評価を組み合わせたものである。

関連当事者

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループに関連する当事者は、全部連結、比例連結または持分法適用の

会社および当行グループの上級業務執行役員である。

クレディ・アグリコルの内部資金調達構造に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の

取引は貸借対照表および損益計算書においてクレディ・アグリコル内部取引として示される（注記6.5「金融機

関および顧客に対する貸出金および債権」、4.1「受取利息および支払利息」および4.2「報酬および手数料純

額」）。

その他の株主間契約

2012年度において、クレディ・アグリコル・エス・エーに関するその他の株主間契約は公開されていないかま

たは存在していない。

連結貸借対照表に影響を与える被支配会社との関係

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの会社の一覧が注記12「2012年12月31日現在の連結範囲」に

記載されている。報告期間末における全部連結会社との間の取引および残高は連結手続きの中で全額相殺消去さ

れている。したがって、当行グループの連結財務書類は、その他の株主が保有する持分の範囲における、全部連結

会社との取引および比例連結会社との取引によってのみ影響される。

2012年12月31日現在の連結貸借対照表におけるこれに相当する主要な残高は、ニューエッジ、UBAF、メナフィナ

ンス、FGAキャピタルおよびフォルソ・グループに関する次の金額である。
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・金融機関に対する貸出金および債権：1,745百万ユーロ

・顧客に対する貸出金および債権：2,100百万ユーロ

・金融機関に対する債務：801百万ユーロ

・顧客に対する債務：675百万ユーロ

これらのグループと行われた取引は、当期の損益計算書に重大な影響を与えなかった。

退職、早期退職および退職給付金の管理：当行グループ内の内部ヘッジ契約

注記1.3「会計方針および原則」に記載されているとおり、従業員は、以下の給付を含む様々な種類の退職後給

付を付与される。

・退職給付金

・「確定拠出」制度または「確定給付」制度による年金制度

これに関する債務は、クレディ・アグリコル・グループの生命保険会社であるプレディカとの団体保険契約に

より部分的に積み立てられている。

かかる団体保険契約は、以下を定めている。

・雇用主が退職給付金または退職給付を補償するのに十分な資金を確保するために行った拠出金を投資するた

めのミューチュアル・ファンドを保険会社が設定すること。

・保険会社が資金を管理すること。

・受取人に対して様々なプランに基づく給付金を支払うこと。

退職後給付に関する情報は、注記7「従業員給付およびその他の報酬」の7.3項および7.4項に記載されている。

上級経営陣との関係

上級経営陣の報酬に関する詳細は、注記7「従業員給付およびその他の報酬」の7.7項に記載されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーとその上級経営陣、それらの家族またはそれらが支配する会社との間で行

われ、かつ当行グループの連結範囲に含まれていない重要な取引はない。

(2) 連結財務書類

(ⅰ) 損益計算書

2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 4.1 32,5144,171,87133,5914,310,06134,5704,435,677

支払利息および類似費用 4.1 (17,784)(2,281,865)(19,167)(2,459,318)(19,401)(2,489,342)

受取報酬および手数料 4.2 8,2571,059,4569,9631,278,35310,7791,383,053

支払報酬および手数料 4.2 (5,632)(722,642)(5,935)(761,520)(6,107)(783,589)

純損益を通じて公正価値

で測定する金融商品に係

る純利益／（損失）

4.3 5,377689,923 (64) (8,212) (52) (6,672)

売却可能金融資産に係る

純利益／（損失）
4.4, 6.4 (122)(15,654)(3,562)(457,040)(3,570)(458,067)

その他の業務収益 4.5 28,0383,597,55633,8934,348,81133,9004,349,709

その他の業務費用 4.5 (34,333)(4,405,267)(29,334)(3,763,846)(29,336)(3,764,102)

収益 16,3152,093,37819,3852,487,28920,7832,666,667

営業費用
4.6, 7.1,

7.4, 7.6
(11,316)(1,451,956)(11,711)(1,502,638)(12,878)(1,652,376)

有形固定資産および無形

資産の減価償却費、償却費

および減損

4.7 (721)(92,512)(682)(87,507)(734)(94,180)
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営業総利益 4,278548,910 6,992897,144 7,171 920,111

リスク費用 4.8 (3,736)(479,366)(4,252)(545,574)(5,657)(725,850)

営業利益 542 69,544 2,740351,569 1,514 194,261

持分法適用会社の純利益

持分
2.2 503 64,540 230 29,511 229 29,383

その他の資産に係る純利

益／（損失）
4.9 188 24,122 (3) (385) 5 642

のれんの変動額 2.5 (3,395)(435,612)(1,575)(202,088)(1,934)(248,152)

税引前利益 (2,162)(277,406)1,392178,608 (186)(23,866)

法人所得税 4.10 (360)(46,192)(885)(113,554)(1,026)(131,646)

非継続事業または売却目

的保有事業からの純利益
6.14 (3,991)(512,085)(1,705)(218,769) 14 1,796

当期純利益 (6,513)(835,683)(1,198)(153,715)(1,198)(153,715)

少数株主持分利益 (42) (5,389) 272 34,900 272 34,900

当期純利益－当行グルー

プの持分
(6,471)(830,294)(1,470)(188,616)(1,470)(188,616)

基本的1株当たり利益
(1) 6.19

(2.613)

ユーロ

(335)

円

(0.604)

ユーロ

(77)

円

(0.604)

ユーロ

(77)

円

希薄化後1株当たり利益
(1)

6.19
(2.613)

ユーロ

(335)

円

(0.604)

ユーロ

(77)

円

(0.604)

ユーロ

(77)

円

(1) 非継続事業および売却目的保有事業からの純利益を含む利益に相当する。

IFRS第5号に従い、比較情報は、非継続事業または売却目的保有事業による影響を反映して修正再表示されてい

る。

(ⅱ) 包括利益計算書

下記の金額は、税引後で表示されている。

2012年12月31日 2011年12月31日
（1）

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期純利益－当行グループの持分 (6,471)(830,294)(1,470)(188,616)

為替換算調整勘定に係る利益／（損失） (88)(11,291) 90 11,548 

売却可能金融資産に係る利益／（損失） 3,263418,676(1,773)(227,494)

ヘッジ手段のデリバティブに係る利益／（損失） 117 15,012 174 22,326 

退職給付に係る数理計算上の差益／（差損） (168)(21,556) (4) (513)

その他の包括利益／（損失）、持分法適用会社を除

く当行グループの持分
3,124400,840(1,513)(194,133)

持分法適用会社のその他の包括利益／(損失)の持分 129 16,552 (50) (6,416)

その他の包括利益／（損失）合計、当行グループの

持分
4.11 3,253417,392(1,563)(200,549)

当期純利益およびその他の包括利益／（損失）、当

行グループの持分
(3,218)(412,902)(3,033)(389,164)

当期純利益およびその他の包括利益／（損失）、少

数株主持分
95 12,189 244 31,308 

当期純利益およびその他の包括利益／（損失） (3,123)(400,712)(2,789)(357,857)

(1) 非継続事業または売却目的保有事業に関するプロフォーマ調整による、2011年12月31日時点の表示への重大な影響は

ない。

(ⅲ) 貸借対照表－資産

2012年12月31日 2011年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行預け金 6.1 42,7145,480,63328,4673,652,601 
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純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産
6.2, 6.8 619,97679,549,121490,26362,905,646 

ヘッジ手段のデリバティブ 3.2,3.4 41,8505,369,77433,5604,306,084 

売却可能金融資産
6.4, 6.6,

6.7, 6.8
259,67933,319,412227,39029,176,411 

金融機関に対する貸出金および債権
3.1, 3.3,

6.5, 6.7, 6.8
385,56749,472,102379,84148,737,399 

顧客に対する貸出金および債権
3.1, 3.3,

6.5, 6.7, 6.8
329,75642,310,992399,38151,244,576 

金利ヘッジ・ポートフォリオに係る

再評価調整
14,2921,833,8078,3001,064,973 

満期保有金融資産 6.7, 6.8, 6.1014,6021,873,58315,3431,968,660 

当期税金資産および繰延税金資産 6.12 7,178 921,009 8,2311,056,120

未収収益、前払金およびその他の資産 6.13 63,4498,141,14182,76510,619,577

売却目的保有非流動資産 6.14 21,4962,758,152 260 33,361

繰延利益分配 6.17 - - 4,273 548,269

持分法適用会社に対する投資 2.2 18,5612,381,562 18,2862,346,277

投資不動産 6.15 3,041 390,191 2,682 344,127

有形固定資産 6.16 4,517 579,576 5,170 663,363

無形資産 6.16 1,700 218,127 1,868 239,683

のれん 2.5 13,9831,794,159 17,5282,249,018

資産合計 1,842,361236,393,340 1,723,608221,156,142

(ⅳ) 貸借対照表－負債および株主持分

2012年12月31日 2011年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行からの預り金 6.1 1,061 136,137 127 16,295

純損益を通じて公正価値で測定する

金融負債
6.2 572,53773,462,222439,68056,415,341

ヘッジ手段のデリバティブ 3.2, 3.4 42,4115,441,75534,6054,440,168

金融機関に対する債務 3.3, 6.9160,65120,613,130172,66522,154,646

顧客に対する債務 3.1, 3.3, 6.9483,63862,055,592525,63667,444,355

債務証券 3.2, 3.3, 6.11150,39019,296,541148,32019,030,939

金利ヘッジ・ポートフォリオに係る

再評価調整
12,7771,639,4175,336 684,662

当期税金負債および繰延税金負債 6.12 5,221 669,907 4,755 610,114

未払費用、繰延収益およびその他の負

債
6.13 67,1048,610,11473,6909,455,164

売却目的保有非流動資産に係る負債 6.14 22,0152,824,745 39 5,004

保険契約に係る責任準備金 6.17 244,57831,381,803230,88329,624,598

引当金 6.18 4,766 611,525 4,798 615,631

劣後債務 3.2, 3.3, 6.1129,9803,846,73433,7824,334,568

負債合計 1,797,129230,589,6221,674,316214,831,486

株主持分 45,2325,803,71849,2926,324,657

株主持分、当行グループの持分 39,7275,097,37142,7975,491,283

資本金および資本剰余金 30,5383,918,33130,1643,870,343

利益剰余金 13,7381,762,72315,4341,980,337

その他の包括利益 1,922 246,612 (1,331)(170,781)

当期純利益／（損失） (6,471)(830,294)(1,470)(188,616)

少数株主持分 5,505 706,347 6,495 833,373

負債および株主持分合計 1,842,361236,393,3401,723,608221,156,142

次へ
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(ⅴ) 株主持分変動計算書

（百万ユーロ）

資本金および剰余金 資本金および

利益剰余金、当

行グループの

持分

その他の包括

利益

当期純利益、当

行グループの

持分

株主持分

合計、

当行グループ

の持分 少数株主持分 株主持分合計資本金

資本剰余金

および

利益剰余金
(1)

自己株式の

消却

2011年1月1日現在の株主持分 7,205 38,747 (517) 45,435 232 - 45,667 6,482 52,149

増資 289 622 911 911 911

保有自己株式の変動 (59) 151 92 92 92

2011年度に支払った配当金 (1,079) (1,079) (1,079) (349) (1,428)

地域金庫および子会社からの受取配当金 160 160 160 160

取得および処分による少数株主持分への影響 (16) (16) (16) (134) (150)

株式報酬に関連する変動 4 4 4 4

株主との取引に関連する変動 289 (368) 151 72 - - 72 (483) (411)

その他の包括利益の変動 - - - - (1,513) - (1,513) (28) (1,541)

持分法適用会社の資本の変動に対する持分 8 8 (50) (42) (42)

2011年12月31日現在の当期純利益 (1,470)(1,470) 272 (1,198)

その他の変動 83 83 83 252 335

2011年12月31日現在の株主持分 7,494 38,470 (366) 45,598 (1,331)(1,470)42,797 6,495 49,292

2011年度の利益処分 (1,470) (1,470) 1,470 - -

2012年1月1日現在の株主持分 7,494 37,000 (366) 44,128 (1,331) - 42,797 6,495 49,292

増資 - - -

保有自己株式の変動 (4) (4) (4) (4)

2012年度に支払った配当金 - - (375) (375)

地域金庫および子会社からの受取配当金 - - -

取得および処分による少数株主持分への影響
(2) (96) (96) (96) (703) (799)

ストック・オプションに関連する変動 8 8 8 1 9

株主との取引に関連する変動 - (88) (4) (92) - - (92) (1,077)(1,169)

その他の包括利益の変動 - - - - 3,124 - 3,124 137 3,261

持分法適用会社の資本の変動に対する持分 29 29 129 158 158

2012年12月31日現在の当期純利益 - (6,471)(6,471) (42) (6,513)

その他の変動 211 211 - 211 (8) 203

2012年12月31日現在の株主持分 7,494 37,152 (370) 44,276 1,922 (6,471)39,727 5,505 45,232

(1) 自己株式の消却前の利益剰余金。

(2) 少数株主持分の変動の主な要因は、アゴスにおける増資（少数株主による引受額92百万ユーロ）、CLプリファード・キャピタルの清算による-750百万ユーロの資本の払戻し、BES

ヴィーダの少数株主持分の取得による-151百万ユーロおよびエンポリキ売却計画の一環としての少数株主持分の取得による76百万ユーロであった。

（百万円）

資本金および剰余金 資本金および

利益剰余金、当

行グループの

持分

その他の包括

利益

当期純利益、当

行グループの

持分

株主持分

合計、

当行グループ

の持分 少数株主持分 株主持分合計資本金

資本剰余金

および

利益剰余金
(1)

自己株式の

消却

2011年1月1日現在の株主持分 924,4744,971,628(66,336)5,829,76529,768 - 5,859,533831,7056,691,238
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増資 37,082 79,809 116,890 116,890 116,890

保有自己株式の変動 (7,570)19,375 11,805 11,805 11,805

2011年度に支払った配当金 (138,446) (138,446) (138,446)(44,780)(183,227)

地域金庫および子会社からの受取配当金 20,530 20,530 20,530 20,530

取得および処分による少数株主持分への影響 (2,053) (2,053) (2,053)(17,194)(19,247)

株式報酬に関連する変動 513 513 513 513

株主との取引に関連する変動 37,082 (47,218)19,375 9,238 - - 9,238 (61,974)(52,735)

その他の包括利益の変動 - - - - (194,133) - (194,133)(3,593)(197,726)

持分法適用会社の資本の変動に対する持分 1,026 1,026 (6,416) (5,389) (5,389)

2011年12月31日現在の当期純利益 (188,616)(188,616)34,900(153,715)

その他の変動 10,650 10,650 10,650 32,334 42,984

2011年12月31日現在の株主持分 961,5554,936,086(46,961)5,850,679(170,781)(188,616)5,491,283833,3736,324,657

2011年度の利益処分 (188,616) (188,616) 188,616 - -

2012年1月1日現在の株主持分 961,5554,747,470(46,961)5,662,064(170,781) - 5,491,283833,3736,324,657

増資 - - -

保有自己株式の変動 (513) (513) (513) (513)

2012年度に支払った配当金 - - (48,116)(48,116)

地域金庫および子会社からの受取配当金 - - -

取得および処分による少数株主持分への影響
(2) (12,318) (12,318) (12,318)(90,202)(102,520)

ストック・オプションに関連する変動 1,026 1,026 1,026 128 1,155

株主との取引に関連する変動 - (11,291)(513) (11,805) - - (11,805)(138,190)(149,994)

その他の包括利益の変動 - - - - 400,840 - 400,84017,578418,419

持分法適用会社の資本の変動に対する持分 3,721 3,721 16,552 20,273 20,273

2012年12月31日現在の当期純利益 - (830,294)(830,294)(5,389)(835,683)

その他の変動 27,073 27,073 - 27,073 (1,026)26,047

2012年12月31日現在の株主持分 961,5554,766,973(47,475)5,681,054246,612(830,294)5,097,371706,3475,803,718

(1) 自己株式の消却前の利益剰余金。

(2) 少数株主持分の変動の主な要因は、アゴスにおける増資（少数株主による引受額11,805百万円）、CLプリファード・キャピタルの清算による-96,233百万円の資本の払戻し、BES

ヴィーダの少数株主持分の取得による-19,375百万円およびエンポリキ売却計画の一環としての少数株主持分の取得による9,752百万円であった。

次へ
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(ⅵ) キャッシュ・フロー計算書

当キャッシュ・フロー計算書は、間接法を用いて表示されている。

営業活動は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの収益生成活動から生じたキャッシュ・インフ

ローおよびキャッシュ・アウトフローの影響を示している（満期保有金融資産に分類される資産に係るものを

含む。）。

税金に係るインフローおよびアウトフローはすべて、営業活動に含まれている。

投資活動は、連結会社および非連結会社に対する投資、有形固定資産ならびに無形資産の購入および売却に係

るキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローの影響を示している。このセクションには、売却可

能金融資産に分類される戦略的株式投資が含まれる。

財務活動は、株主持分および長期借入金に係るキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローの

影響を示している。

非継続事業の営業活動、投資活動および財務活動に帰属するキャッシュ・フローの純額は、キャッシュ・フ

ロー計算書において個別の項目として記載されている。

現金および現金同等物純額には、現金、中央銀行預け金および預り金ならびに金融機関に対する要求払預け金

および預り金が含まれる。

2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前利益 (2,162)(277,406)1,392178,608 (186)(23,866)

有形固定資産および無形資産の

減価償却費および減損
795 102,006 737 94,564 789 101,237

のれんおよびその他の固定資産

の減損
2.5 3,395 435,6121,575 202,0881,934248,152

引当金繰入額 6,998 897,9138,7361,120,91610,2521,315,434

持分法適用会社の純利益／（損

失）持分
2.2 (503)(64,540)(230)(29,511)(229)(29,383)

投資活動による利益／（損失）

純額
238 30,538 246 31,564 238 30,538

財務活動による利益／（損失）

純額
4,321 554,4284,915 630,6444,923631,670

その他の変動 3,952 507,081 1,732 222,2331,744223,773

税引前利益に含まれる非現金項

目およびその他の調整項目合計
19,1962,463,03917,7112,272,49819,6512,521,420

銀行間項目の変動 (13,369)(1,715,376)14,1491,815,45815,5431,994,322

顧客項目の変動 25,4623,267,0291,419 182,0721,019130,748

金融資産および金融負債の変動 (20,025)(2,569,408)(28,680)(3,679,931)(29,759)(3,818,377)

非金融資産および非金融負債の

変動
12,2131,567,050(4,355)(558,790)(4,559)(584,965)

持分法適用会社からの配当金受

取額
(1) 339 43,497 403 51,709 403 51,709

法人所得税支払額 305 39,135 1,459 187,2041,406180,404

営業活動において使用された資

産および負債の変動純額
4,925 631,927(15,605)(2,002,278)(15,947)(2,046,160)

非継続事業からの現金受取額 (2,707)(347,335)20 2,566 - -

営業活動による現金収入／（支

出）純額合計[A]
19,2522,470,2243,518 451,3953,518451,395

株式投資の変動
(2) 241 30,923(1,219)(156,410)(1,221)(156,667)

有形固定資産および無形資産の

変動
(400)(51,324)(745)(95,591)(787)(100,980)
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非継続事業による現金収入／

（支出）
69 8,853 (44) (5,646) - -

投資活動による現金収入／（支

出）純額合計[B]
(90) (11,548)(2,008)(257,646)(2,008)(257,646)

株主から受け取った／（に支

払った）現金
(3) (3,333)(427,657)(267)(34,259)(274)(35,157)

財務活動によるその他の現金収

入／（支出）
(4) 581 74,54811,0241,414,48910,9991,411,282

非継続事業による現金収入／

（支出）
2,499 320,647 (32) (4,106)

財務活動による現金収入／（支

出）純額合計[C]
(253)(32,462)10,7251,376,12510,7251,376,125

現金および現金同等物に対する

為替レートの変動の影響[D]
(971)(124,589)772 99,055 772 99,055

現金および現金同等物の増加／

（減少）純額[A＋B＋C＋D]
17,9382,301,62513,0071,668,928 13,0071,668,928

現金および現金同等物期首残高 46,4685,962,30933,4614,293,38133,4614,293,381

現金勘定および中央銀行預け金

の残高純額
* 28,3353,635,66428,8783,705,33628,8783,705,336

金融機関に対する要求払預け金

および預り金の残高純額
** 18,1332,326,6454,583 588,0454,583588,045

現金および現金同等物期末残高 64,4068,263,93446,4685,962,30946,4685,962,309

現金勘定および中央銀行預け金

の残高純額
* 42,0595,396,59028,3353,635,66428,3353,635,664

金融機関に対する要求払預け金

および預り金の残高純額
** 22,3472,867,34418,1332,326,64518,1332,326,645

現金および現金同等物の変動純

額
17,9382,301,62513,0071,668,92813,0071,668,928

* 　経過利息を除いた「銀行および中央銀行の項目」の残高純額（売却目的保有事業に再分類された事業体の現金を含む。）

から構成されている。

**  注記6.5記載の「当座貸越」および「コールローン」ならびに注記6.9記載の「当座預金」および「コールマネー」（経

過利息を除き、クレディ・アグリコル内部取引を含む。）の残高から構成されている。

(1) 持分法適用会社からの配当金受取額：2012年12月31日現在、この金額には主として、地域金庫からの配当金283百万ユー

ロ（36,312百万円）が含まれていた。

(2) 株式投資の変動：この項目は、株式投資の取得または処分による現金に対する正味の影響を表している。これらの外部取

引の詳細は注記2.1に記載されている。2012年12月31日現在の連結株式投資（子会社および持分法適用会社）の取得また

は処分による当行グループの現金に対する正味影響額は-326百万ユーロ（-41,829百万円）であった。主な取引内容は、

特に、225百万ユーロ（28,870百万円）（移転した資金-143百万ユーロ（-18,348百万円）を控除）でのBESヴィーダの有

価証券の売却、35百万ユーロ（4,491百万円）でのバンクインテルの有価証券の売却、バンコ・エスピリト・サントの増

資の引受けによる-109百万ユーロ（-13,986百万円）およびべスパーの増資の引受けによる-112百万ユーロ（-14,371百

万円）に関係していた。最後に、ヴェールSRLの連結除外による現金に対する影響は、-177百万ユーロ（-22,711百万円）

のマイナス影響であった。

同期間において、非連結株式持分の取得および処分の当行グループの現金に対する影響は567百万ユーロ（72,752百万

円）であった。これは主に（それぞれ791百万ユーロ（101,493百万円）でインテーザ・サンパオロ、79百万ユーロ

（10,136百万円）でバンクインテルおよび73百万ユーロ（9,367百万円）でハミルトン・レイン・アドバイザーの）有

価証券の売却および（それぞれ-127百万ユーロ（-16,295百万円）でアルタット・ブルーおよび-126百万ユーロ

（-16,167百万円）でSCIル・ド・バックの）有価証券の取得に関係していた。

(3) 株主から受け取った（に支払った）現金：この項目には、クレディ・アグリコル・エス・エーの子会社がその少数株主

に対して支払った配当金（株式による配当を除く。）-370百万ユーロ（-47,475百万円）、少数株主が92百万ユーロ

（11,805百万円）の引受けを行ったアゴズの増資およびCLプリファード・キャピタルの清算による750百万ユーロ

（96,233百万円）の資本の払戻しが含まれる。この項目において、クレディ・アグリコル・エス・エーによるエンポリキ

の増資の引受額2,320百万ユーロ（297,679百万円）も考慮されているが、これは財務活動に関する「非継続事業による

現金収入／（支出）」の項目と相殺されている。

(4) 財務活動によるその他の現金収入：2012年度中、債券の発行は合計24,878百万ユーロ（3,192,096百万円）となり、償還

額は15,430百万ユーロ（1,979,823百万円）となった。劣後債務の発行は303百万ユーロ（38,878百万円）で、償還額は

4,756百万ユーロ（610,242百万円）であった。この項目には劣後債務および債券に係る利息支払からのキャッシュ・フ

ローも含まれている。
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(3) 連結財務書類に対する注記

注記1　当行グループの会計方針および会計原則、評価ならびに見積り

1.1　適用された基準および比較可能性

EC規則第1606/2002号に従い、年次財務書類は、2012年12月31日現在で適用される、欧州連合が採用した

IAS/IFRSおよびIFRIC（「カーブアウト」版）に準拠して作成されており、マクロ・ヘッジ会計に関してIAS第39

号の一定の適用免除規定を利用している。

これらの基準および解釈指針は、以下の欧州委員会のホームページで閲覧可能である。

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_en.htm 

当該基準および解釈指針は、2011年12月31日に終了した年度の当行グループの財務書類で適用され説明された

ものと同一である。それらは、2012年12月31日現在で欧州連合によって採用されたIFRSによって補足されており、

2012年度から適用されなければならない。当該基準および解釈指針には、以下が含まれる。

基準、修正または解釈指針 欧州連合による

公表日

適用開始日

（以下の日に開始す

る事業年度）

金融資産の譲渡の追加開示に関する、IFRS第7号の修正 2011年11月22日

（EU 1205/2011）

2012年1月1日

これらの新たな規定の適用による当期の損益または株主持分への重要な影響はなかった。

なお、欧州連合が採用した基準および解釈指針の当期における適用が任意である場合には、別途記載のない限

り当行グループでは適用していない。これには、特に以下のものが該当する。

基準、修正または解釈指針 欧州連合による

公表日

強制適用日

（以下の日に開始す

る事業年度）

その他の包括利益の項目の表示および資本の内訳に関する、IAS第1

号の修正

2012年6月5日

（EU 475/2012）

2012年7月1日

従業員給付（確定給付制度）に関する、IAS第19号の修正 2012年6月5日

（EU 475/2012）

2013年1月1日

連結財務書類に関する、IFRS第10号 2012年12月11日

（EU 1254/12）

2014年1月1日

ジョイント・アレンジメントに関する、IFRS第11号 2012年12月11日

（EU 1254/12）

2014年1月1日

他の企業に対する持分の開示に関する、IFRS第12号 2012年12月11日

（EU 1254/12）

2014年1月1日

親会社の財務書類に関する、IAS第27号 2012年12月11日

（EU 1254/12）

2014年1月1日

関連会社および共同支配企業に対する投資に関する、IAS第28号の

修正

2012年12月11日

（EU 1254/12）

2014年1月1日
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原資産の回収に関する、IAS第12号の修正 2012年12月11日

（EU 1255/12）

2013年1月1日

深刻な超インフレ－自社の機能通貨が深刻な超インフレの影響を

受けた初度適用企業に対する新たな適用指針に関する、IFRS第1号

の修正

2012年12月11日

（EU 1255/12）

2013年1月1日

公正価値測定に関する、IFRS第13号 2012年12月11日

（EU 1255/12）

2013年1月1日

金融資産と金融負債の相殺の開示に関する、IFRS第7号の修正 2012年12月13日

（EU 1256/12）

2013年1月1日

金融資産と金融負債の相殺の表示に関する、IAS第32号の修正 2012年12月13日

（EU 1256/12）

2014年1月1日

IFRS第10号、IFRS第11号、IFRS第12号およびIFRS第13号の適用による影響を調べる分析は、引き続き行われてい

る。

当行グループは、その他基準の変更による当期純利益または株主持分への重要な影響は見込んでいない。

その根拠は、

・IAS第1号の修正は、その他の包括利益においてリサイクル可能な項目とリサイクル不能な項目との区別を認め

ているにすぎない。

・IAS第19号の修正により導入された主な変更点は、確定給付制度に係る損益をその他の包括利益に計上しなけ

ればならなくなったことである。当行グループは、既にこの会計処理方法を適用している（現行のIAS第19号で

は任意適用）。

・IAS第12号の修正は、再評価された特定の資産に係る一時差異により生じる繰延税金資産および繰延税金負債

について新たな測定方法を導入している。当行グループはIAS第16号に基づく非減価償却固定資産およびIAS第

40号に基づく投資不動産のいずれについても再評価方法を選択していないため、このアプローチによる影響は

ない。

・IFRS第1号の修正は、初度適用企業に対してのみ適用されるものである。

さらに、IASBが公表したが欧州連合が採用していない基準および解釈指針は、欧州連合による採用日に初めて

強制適用となり、当行グループでは2012年12月31日現在これらを適用していない。

1.2　財務書類の表示

IFRSで求められる表示様式が存在しないため、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの財務書類一式

（貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、株主持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書）は、国家会

計審議会（CNC）の勧告第2009-R04号で規定された様式で表示されている。

1.3　会計方針および原則

財務書類作成時における評価および見積りの使用

財務書類作成時における見積りは、その性質上、一定の仮定に基づいており、将来における実現可能性に関する

リスクおよび不確実性を含んでいる。

実際の結果は、以下を含む多くの要素により影響を受けることがある。

・フランス国内市場および国際市場の動向
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・金利および為替レートの変動

・特定の業界または国における経済的および政治的状況

・規則または法律の変更

このリストは、すべてを網羅するものではない。

仮定に基づく会計上の見積りは、主に以下の評価において使用される。

・公正価値で測定する金融商品

・非連結会社に対する投資

・年金制度およびその他の退職給付

・ストック・オプション制度

・売却可能金融資産および満期保有投資の減損

・回収不能債権の減損

・引当金

・のれんの減損

・繰延税金資産

・持分法適用会社の評価

・繰延利益分配

評価または見積りの使用に関する手順については、以下の該当する項目で説明している。

金融商品　（IAS第32号および第39号）

当財務書類において、金融資産および金融負債は、欧州委員会が承認したIAS第39号に従って処理されている。

当初認識時に、金融資産および金融負債は、公正価値（純損益を通じて公正価値で認識する金融商品を除き、取

引費用を含む。）で測定される。その後、金融資産および金融負債は、その分類により公正価値または実効金利法

に基づく償却原価で測定される。

公正価値は、取引の知識がある自発的な当事者の間で市場の条件で、資産が交換され、負債が決済されうる価額

である。

実効金利は、金融資産または金融負債の正味帳簿価額を計算するために、金融商品の予想残存期間（場合に

よっては、それより短い期間）にわたる将来の現金支払額または現金受取額の見積額を割り引く際のレートであ

る。

有価証券

金融資産の分類

IAS第39号に基づき、金融資産は以下の4つの区分に分けられる。

・純損益を通じて公正価値で測定する売買目的保有金融資産、および当初認識時に純損益を通じて公正価値で測

定するものとして指定された金融資産

・満期保有金融資産

・貸出金および債権

・売却可能金融資産

売買目的保有に分類される純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、および当初認識時に純損益を通じて

公正価値で測定するものとして指定された金融資産

IAS第39号に従い、このポートフォリオは、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが有価証券を売買す

るという純粋な意図かまたは公正価値で測定するものとして指定することにより、当初認識時に純損益を通じて
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公正価値で測定する金融資産として分類された有価証券で構成される。

売買目的保有に分類された純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、短期的な価格変動または裁定取引

の利鞘から利益を得るために、主に短期売却目的で企業が取得または生成した資産または運用される金融商品

ポートフォリオに含まれるものである。

金融資産が、以下の3つの場合において、かかる指定が基準で規定された条件を満たせば、当初認識時に純損益

を通じて公正価値で測定するものとして指定することができる。すなわち、1つ以上の組込デリバティブを含む複

合商品がある場合、会計処理上のミスマッチを軽減する場合、または金融資産がグループで運用され、その成績が

公正価値で測定される場合である。この手法によった場合には通常、複合商品に含まれる組込デリバティブを分

離して認識・測定する必要はない。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとし

て、以下の資産を指定している。

・ユニット・リンク契約

・プライベート・エクイティ事業ポートフォリオ

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類された有価証券は、開始時に公正価値で測定される

が、これには取得に直接起因する取引費用（純損益に直接計上される。）は含まれず、経過利息が含まれる。

当該有価証券はその後、公正価値で計上され、公正価値の変動は純損益に計上される。

この区分の有価証券に対して、減損は計上されない。

シンジケーション中の売却目的保有有価証券は、売買目的保有金融資産に計上され、時価評価される。

満期保有金融資産

「満期保有金融資産」の区分（満期が固定の有価証券が該当する。）には、固定または決定可能な支払金額を

有する有価証券のうち、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが満期まで保有する明確な意図と能力を

有するもので、以下に該当しないものである。

・当初認識時に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

として指定した有価証券

・「貸出金および債権」の区分に該当する有価証券。したがって、活発な市場で取引されない債券を「満期保有

金融資産」の区分に含めることはできない。

満期保有に分類した場合、企業は、IAS第39号において認められる場合を除き、かかる有価証券の満期前売却を

禁止する規定を遵守しなければならない。

この区分の有価証券の金利リスクのヘッジは、IAS第39号に基づくヘッジ会計として認められていない。

満期保有金融資産は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む取得原価で当初認識される。

当該金融資産はその後、実効金利法を使用した償却原価（プレミアムまたはディスカウントを含む。）で測定

される。

この区分の金融資産の減損に関する規定は、償却原価で測定される有価証券について「有価証券の減損」のセ

クションにおいて開示されている。

貸出金および債権

貸出金および債権は、固定または決定可能な支払金額が生じる、非上場金融資産から構成される。

「貸出金および債権」のポートフォリオの有価証券は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む取

得原価で当初認識される。

当該有価証券はその後、実効金利法を使用した償却原価（プレミアムまたはディスカウントの償却を含む。）

で測定され、減損の計上により修正される。
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この区分の金融資産の減損に関する規定は、償却原価で測定される有価証券について「有価証券の減損」のセ

クションにおいて開示されている。

売却可能金融資産

IAS第39号は、「売却可能金融資産」を、売却可能に指定された資産、または他のいずれにも該当しないものと

して定義している。

「売却可能金融資産」は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む公正価値で当初認識される。

「売却可能金融資産」はその後、公正価値で測定され、その後の公正価値の変動は、その他の包括利益に計上さ

れる。

当該有価証券が売却された場合、これらの変動は損益計算書に振り替えられる。

固定利付証券に係るプレミアムまたはディスカウントの償却は、実効金利法を用いて損益計算書に計上され

る。

この区分の金融資産の減損に関する規定は、「有価証券の減損」のセクションにおいて開示されている。

有価証券の減損

減損は、有価証券（純損益を通じて公正価値で測定される資産を除く。）の当初認識後に発生した1つ以上の事

象の結果として減損の客観的証拠がある場合に計上される。

減損の客観的証拠は、持分証券については当該有価証券の価値の長期にわたる下落もしくは著しい下落、債務

証券については回収不能のリスクに裏付けられた信用リスクの著しい悪化が該当する。

持分証券に関して、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは潜在的な減損の指標として数値基準を使

用している。この数値基準は、主に資本性金融商品の価値の30％以上の下落が6ヶ月連続で生じていることを指標

としている。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、発行体の財務的困難、短期的な見通し等のその他

の要素も考慮している。

前述の基準にかかわらず、資本性金融商品の価値に50％超の下落または3年間にわたる下落が生じた場合、クレ

ディ・アグリコル・エス・エー・グループは減損損失を認識する。

債務証券に関して、減損の基準は貸出金および債権の場合と同様である。

減損は、投資額の全部または一部を失う可能性がある場合にのみ、以下のとおりに認識される。

・償却原価で測定された有価証券については、減損勘定を使用して認識される。損失の金額は損益計算書に認識

され、その後に回復した場合には戻し入れられることがある。

・売却可能有価証券については、損失の総額がその他の包括利益から損益計算書に振り替えられる。その後に有

価証券の価格が回復した場合、債務証券に関しては状況の裏付けがあれば、過去に損益計算書に振り替えられ

た損失が戻し入れられることがある。

有価証券の認識日

2012年12月31日において、貸借対照表の明確化を図るために、純損益を通じて公正価値で認識される買戻し条

件付売却有価証券/売戻し条件付買入有価証券および有価証券貸付/借入の名目価格の認識日は、「貸出金および

債権」または「借入金」に分類される買戻し条件付売却有価証券/売戻し条件付買入有価証券および有価証券貸

付/借入の認識日と同一となった。

過去において、純損益を通じて公正価値で認識される買戻し条件付売却有価証券/売戻し条件付買入有価証券

および有価証券貸付/借入の名目価格は、取引日に貸借対照表に認識されていた。現在は、これらの取引の名目価

格は、取引日に融資コミットメント（オフバランスシート）に認識され、決済日に貸借対照表に認識されている。

この2つの日付の間に生じたかかる取引の公正価値の変動は、引き続き損益に認識される。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 309/1332



その結果、2012年12月31日において、売戻し条件付買入有価証券および有価証券借入22十億ユーロは付与した

融資コミットメントに認識され、買戻し条件付売却有価証券および有価証券貸付27十億ユーロは受領した融資コ

ミットメントに認識された。

かかる変更の影響については、注記6.2「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債」、注記

6.13「未収収益および未払費用ならびにその他の資産および負債」および注記8「融資および保証コミットメン

トならびにその他の保証」に記載されている。

金融商品の分類変更

2008年10月に欧州連合が公表し採用したIAS第39号の修正に従い、以下の金融資産の分類変更が現在認められ

ている。

・企業が予見可能な将来においてまたは満期まで金融資産を保有する意図および能力を現在有している場合の

「売買目的保有金融資産」および「売却可能金融資産」の区分から「貸出金および債権」の区分への分類変

更（分類変更日においてこの区分の分類変更基準（特に、当該金融資産が活発な市場で売買されていないとい

う基準）を満たしていることを条件とする。）

・稀な状況において、文書化されている場合に、「売買目的保有金融資産」から「売却可能金融資産」または

「満期保有金融資産」の区分への分類変更（分類変更日において各区分の適格性基準を満たしていることを

条件とする。）

分類変更日の公正価値は、適宜分類変更された資産の新たな取得原価または新たな償却原価となる。

IAS第39号の修正の規定に従ってクレディ・アグリコル・エス・エー・グループが実施した分類変更に関する

情報は、注記9「金融商品の分類変更」に記載されている。

有価証券の一時的な購入および売却

IAS第39号の定義において、有価証券の一時的な売却（有価証券貸付/借入、買戻し条件付契約）は、IAS第39号

の認識の中止の条件を満たさず、担保付融資とみなされる。

買戻し条件付契約に基づいて貸し付けられたかまたは売却された資産は、貸借対照表に引き続き計上される。

該当する場合には、受取額（譲受人への負債を表す。）が貸借対照表の負債の部に計上される。

売戻し条件付契約に基づいて借り入れたかまたは購入した項目は、譲受人の貸借対照表に認識されない。支払

額については債権が認識される。その後有価証券が売却された際に、譲受人は売戻し条件付契約に基づき有価証

券を返却する義務について負債を認識する。

このような取引に関連する収益および費用は、純損益を通じて公正価値で認識する資産および負債の場合を除

き、時の経過に応じ純損益に計上される。

貸出業務

貸出金は、主に「貸出金および債権」の区分に計上される。IAS第39号に従って、貸出金は当初公正価値で評価

され、その後に実効金利法を使用した償却原価で評価される。実効金利は、将来の現金支払額の見積額を、当初の

貸出金の純額まで正確に割り引くレートである。かかるレートは、ディスカウントおよび実効金利の不可分な一

部である取引収益または取引費用を含む。

売買目的で保有するシンジケート・ローンは、「売買目的保有金融資産」に分類され、時価評価される。

劣後ローンおよび売戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、契約相手先の種類により様々な貸出金お

よび債権の区分に含まれる。

実効金利を使用して計算された収益は、貸借対照表の貸出金および債権の適切な区分に計上され、損益計算書

に計上される。
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クレディ・アグリコル・エス・エーの地域金庫に対する貸出金は、地域金庫が行う顧客に対する貸出金につい

て、クレディ・アグリコル・エス・エーの直接的なリスクにはならない。ただし、地域金庫の財務健全性について

は、潜在的に間接的なリスクとなる。クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫に対する貸出金について引

当金を設定していない。

減損した貸出金および債権

IAS第39号に従って、「貸出金および債権」に計上された貸出金は、貸出金の回収の際に1つ以上の損失事象が

発生した場合に減損していると考えられる。減損している「貸出金および債権」が識別された場合、減損につい

て個別にまたは集合的に評価される。予測可能な損失は、貸出金の帳簿価額（償却原価）と、当初の実効金利で割

り引いた見積将来キャッシュ・フローの合計額との差異である減損、または顧客の債務不履行により条件変更し

た貸出金に係るディスカウントの形で認識され、評価される。

以下の区分がなされる。

・減損について個別に評価される貸出金：減損損失の対象となる貸出金および顧客の債務不履行により条件変

更されて割り引かれている貸出金である。

・減損について集合的に評価される貸出金：減損について個別に評価されない貸出金である。これに対する減損

は、類似の信用リスク特性を示す同一の種類の貸出金ごとに評価される。これは特に、延滞貸出金および債権に

関係する。

延滞貸出金は、返済期日が過ぎているが、個別に減損していない貸出金（ウォッチリスト区分の一部である。）

から構成される。

減損損失の割引および見積りは、特に事業または業界に関連する複数の要素に基づいて行われる。将来の信用

リスクの評価が現在の見積りと著しく異なる可能性があり、これにより減損金額の増額または減額が必要となる

ことがある。

オフバランスシート・コミットメントに関する潜在的損失は、引当金の設定対象となり、負債として認識され

る。

回収不能リスクに関する減損損失に係る繰入額および戻入額は、リスク費用として認識され、減損の償却また

は条件緩和貸出金のディスカウントの償却から生じた貸出金の帳簿価額の増加は、受取利息純額として認識され

る。

減損について個別に評価される貸出金

これは、たとえ保証されていたとしても、以下の減損の客観的兆候があるあらゆる種類の貸出金および債権を

いう。

・債務者が深刻な財政難に陥った。

・利息または元本の支払不履行等の契約違反があった。

・債務者の財政難に関連した経済的・法的理由により、債権者が、債務者に対して、他の状況では行わないような

譲歩（貸出金の条件緩和）を行った。

・債務者が破産または他の財務リストラクチャリングに陥る可能性が高くなった。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、減損した貸出金および債権について、当初の実効金利で割

り引いて、すべての予測可能な損失に対して減損を計上している。

類似の特性を有する少額の貸出金のポートフォリオについて発生する可能性のある損失は、個別評価ではな

く、統計的基準で見積られることがある。

条件緩和貸出金とは、カウンターパーティー・リスクを考慮し、当初の融資条件（金利、満期）が企業によって

変更された貸出金である。
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貸出金の条件を変更する際に認識されたディスカウントは、リスク費用に計上される。

このディスカウントは、当初の実効金利で割り引かれた将来キャッシュ・フローの減少に相当する。

これは以下の項目間の差額に等しい。

・貸出金の元本

・（融資コミットメントの実行日に規定された）当初の実効金利で割り引かれた、条件変更後の貸出金の理論上

の将来キャッシュ・フローの合計額

減損について集合的に評価される貸出金

統計上および過去における顧客による債務不履行の実績は、個別には減損していない貸出金の一部が回収でき

ないという特定のリスクがあることを示している。その性質により個別の貸出金に配分することができないこれ

らのリスクをカバーするために、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、統計データに基づき考案さ

れたモデルを用いて算定した下記の様々な集合的減損損失を、資産額から控除する形で計上している。

延滞しているエクスポージャーに係る減損：

この減損損失はバーゼル2のモデルに基づいて計算される。

バーゼル2規制において、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの各企業は、IAS第39号の適用範囲の

「損失事象」の定義に合致する複数の観察基準に基づき、統計的な方法およびデータベースを使用して、1年以内

に発生が予想される損失の金額を計算している。

減損は、各債務者の格付けにおける債務不履行の発生可能性に基づいており、また経営者の経験上の判断にも

基づいている。

減損の金額は、バーゼル2のモデルを用いて計算される予想損失に、期日までの期間に係る予想損失について減

損を計上する必要性を考慮した期日補正係数を適用して計算される。

減損について集合的に評価されるその他の貸出金：

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、業界または国に関連する減損損失等、個々の貸出金に配分

されない顧客リスクをカバーするための集合的減損引当金も計上している。この引当金は、一部回収不能となる

統計上のリスクまたは経験上のリスクを対象とした業界または地域上の分析の結果に基づいて推定される。

助成貸出金（IAS第20号）

農業・農村部門の支援および住宅購入者の援助を行うためのフランス政府の施策に基づき、クレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループの一部の企業は、政府が定める金利で助成貸出金を供与する。政府は、これらの企業

に対して、助成金貸出金利と所定の基準金利の差額を支払う。したがって、助成貸出金に対してディスカウントは

認識されない。

助成金制度は、政府により定期的に見直される。

IAS第20号に従って、政府から受領した助成金は、「受取利息」に計上され、当該貸出金の残存期間にわたって

配分される。

金融負債

欧州連合によって承認されたIAS第39号は、金融負債について以下の3つの区分を認識している。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融負債。このポートフォリオに係る公正価値の変動は、会計期間末に純

損益に認識される。
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・当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債。基準で規定された条件を満

たす金融負債は、以下の3つの場合に純損益を通じて公正価値での測定を指定することができる。すなわち、1つ

以上の組込デリバティブを含む複合商品がある場合、会計処理上のミスマッチを軽減する場合、または金融負

債がグループで運用され、その成績が公正価値で測定される場合である。この手法によった場合には通常、複合

商品に含まれる組込デリバティブを分離して認識・測定する必要はない。

・その他の金融負債：この区分にはその他のすべての金融負債が含まれる。これらの負債は、当初公正価値(取引

収益および取引費用を含む。）で測定され、その後、実効金利法を使用した償却原価で測定される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループによる仕組債発行は、売買目的保有として分類され、純損益を

通じて公正価値で測定する金融負債として認識される。公正価値の変動は純損益に計上される。

当行グループの発行体信用リスクに係る再評価調整は、該当する報告期間末時点で設定された、当行グループ

の借換状況に基づくモデルを用いて測定される。また、当該負債の残存期間も考慮する。

金融負債または資本として分類される有価証券

負債と株主持分との区別

負債性金融商品または金融負債は、以下を行う契約上の義務を表す。

・現金または他の金融資産の引き渡し

・潜在的に不利な条件での金融商品の交換

資本性金融商品は、企業のすべての負債を控除した後の企業に対する残余持分（純資産）を証する契約であ

る。

自己株式の買戻し

ストック・オプション制度をカバーするために保有する株式を含む、クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループが買い戻した自己株式（またはストック・オプション等の同等のデリバティブ）は、金融資産の定義を満

たさず、株主持分から控除される。当該株式による損益計算書への影響は発生しない。

預金

預金はすべて、クレディ・アグリコル・グループ内での預金システムの特性にかかわらず、「顧客に対する債

務」に計上され、地域金庫で組成される預金はクレディ・アグリコル・エス・エーで一元管理される。当行グ

ループにとって、これらの預金の最終的な契約相手先は、最終顧客である。

預金は、当初公正価値で測定され、その後償却原価で測定される。

規制貯蓄商品は、その性質上、市場金利とみなされる。

注記6.18に記載のとおり、住宅購入貯蓄制度および住宅購入貯蓄勘定に対して、必要に応じて、引当金が計上さ

れている。

デリバティブ

デリバティブは、金融資産または金融負債であり、取引の開始時の公正価値で貸借対照表に認識される。売買目

的で保有されているかまたはヘッジ目的に使用されるかにかかわらず、デリバティブは各報告期間末に公正価値

で測定される。

貸借対照表上のデリバティブの価値の変動は、損益計算書に計上される(キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の

特殊な場合を除く。）。

ヘッジ会計
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公正価値ヘッジでは、認識されている資産もしくは負債または未認識の確定約定の公正価値の変動に対するエ

クスポージャーから保護することが意図されている。

キャッシュ・フロー・ヘッジでは、認識されている資産もしくは負債に関連する金融商品（例えば、変動利付

債に係る将来の利払の全部または一部）、または実行される可能性が非常に高い予定取引に起因する将来キャッ

シュ・フローの変動に対するエクスポージャーから保護することが意図されている。

在外営業活動体に対する純投資のヘッジでは、ユーロ以外の通貨で行われた海外投資に係る為替リスクから生

じる公正価値の下落リスクから保護することが意図されている。

ヘッジ会計を適用するためには、以下の基準が満たされなければならない。

・ヘッジ手段およびヘッジ対象が適格である。

・主としてヘッジ対象の個別の識別および特性、ヘッジ手段、ヘッジ関係の性質およびヘッジ対象リスクの性質

を含む、開始時からの公式の文書がある。

・各報告日に実施されたテストを通じて、開始時および遡及的にヘッジの有効性が実証されている。

金融資産または金融負債のポートフォリオの金利をヘッジする際、クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループは、欧州連合が承認したIAS第39号の「カーブアウト」版に従って公正価値ヘッジのヘッジ関係を文書化

している。

さらに、当行グループはデリバティブ金融商品およびヘッジ対象のポジション総額に基づいてヘッジ関係を文

書化している。

これらのヘッジ関係の有効性は、満期日ごとに測定される。

デリバティブの価値の変動は以下のとおり、財務書類に計上されている。

・公正価値ヘッジ：デリバティブの価値の変動およびヘッジ対象の価値の変動（ヘッジ対象のリスク相当分）

は、対称的に損益計算書に認識される。ヘッジの非有効部分の純額のみが、損益計算書に認識される。

・キャッシュ・フロー・ヘッジ：デリバティブの価値の変動は、有効部分については個別の勘定を通じて貸借対

照表のその他の包括利益に認識され、ヘッジの非有効部分はすべて損益計算書に認識される。その他の包括利

益を通じて生じた、デリバティブに係る利益または損失は、その後ヘッジ対象のキャッシュ・フローが発生し

た時点で損益計算書に再分類される。

・在外営業活動体に対する純投資のヘッジ：デリバティブの価値の変動は、貸借対照表の株主持分において為替

換算調整勘定に認識され、ヘッジの非有効部分はすべて損益計算書に認識される。

ヘッジ会計の要件が満たされなくなった場合には、以下の会計処理が将来的に適用される。

・公正価値ヘッジ：ヘッジ手段のみが引き続き純損益を通じて再評価される。ヘッジ対象については、その分類

に従って全額計上される。売却可能有価証券については、ヘッジ関係終了後の公正価値の変動はその他の包括

利益に計上される。償却原価で評価され、金利ヘッジされたヘッジ対象に関しては、再評価調整額がヘッジ対象

の残存期間にわたり償却される。

・キャッシュ・フロー・ヘッジ：ヘッジ手段は、純損益を通じて公正価値で評価される。ヘッジの有効部分につ

いてその他の包括利益に累積された額は、ヘッジ対象が純損益に影響を与えるまで、引き続きその他の包括利

益に認識される。金利ヘッジされた金融商品については、純損益は利払の際に影響を受ける。すなわち、再評価

調整額は、ヘッジ対象の残存期間にわたり償却される。

・在外営業活動体に対する純投資のヘッジ：純投資が保有されている限り、ヘッジの有効部分についてその他の

包括利益に累積された額は引き続きその他の包括利益に認識される。在外営業活動体に対する純投資が連結の

範囲から除外された際に、利益が計上される。

組込デリバティブ

組込デリバティブは、デリバティブの定義に合致する混合契約の構成要素である。以下の3つの条件が満たされ
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る場合、組込デリバティブは、主契約と分離して会計処理されなければならない。

・混合契約は、純損益を通じて公正価値で測定されない。

・主契約から分離された組込デリバティブが、デリバティブの特徴を有している。

・デリバティブの特徴が、主契約の特徴に密接に関連していない。

金融商品の公正価値の決定

金融商品の公正価値はIAS第39号の規定に従って測定され、IFRS第7号により定義されたヒエラルキーに従って

表示される。

当行グループは、一部の金融商品の公正価値測定に関して、金融市場庁（AMF）、国家会計審議会（CNC）および

保険・補足保険監査局（ACAM）からの2008年10月15日付の勧告も適用している。

公正価値で測定された金融商品について、IAS第39号は、活発な市場における公表相場価格が公正価値の最善の

証拠であると考えている。

そのような相場価格が入手できない場合、IAS第39号は、観察可能なデータまたは観察可能でないインプットに

基づく評価手法を使用して公正価値を決定することを要求している。

レベル1：活発な市場における（無調整の）相場価格である公正価値

レベル1は、活発な市場において取引されている金融商品から構成される。これは、活発な市場（パリ証券取引

所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所等）に上場している株式および債券に関係している。また、活

発な市場に上場しているファンドおよび組織的市場で取引されているデリバティブ（特に先物等）が該当する。

市場は、相場価格が取引所、ブローカー、ディーラー、プライシング・サービスまたは規制機関から容易かつ定

期的に入手可能な場合に活発な市場とみなされる。また、当該価格は、実際に独立第三者間で定期的に生じる取引

を表している。

相殺する市場リスクを有する金融資産および金融負債について、クレディ・アグリコル・エス・エー・グルー

プは、相殺するリスク・ポジションの公正価値を決定する基礎として仲値を使用する。当行グループは、保有する

資産または発行予定の負債（未決済のロング・ポジション）に最新の買い呼び値を、取得予定の資産または保有

する負債（未決済のショート・ポジション）に最新の売り呼び値を使用している。

レベル2：レベル1に含まれるもの以外の、直接的または間接的に観察可能なインプットを使用して測定される公

正価値

これらのインプットは、直接的にすなわち価格として）観察可能であるか、または間接的に（すなわち価格か

ら導き出して）観察可能であり、一般に以下の特徴（すなわち企業固有のデータではないが入手可能な公表デー

タであり、したがって市場参加者が使用する。）がある。

レベル2は以下により構成されている。

・活発でない市場に上場している株式および債券、または活発な市場に上場していないが、観察可能な市場デー

タと市場参加者が通常使用している評価手法（割引キャッシュ・フロー法、ブラック＆ショールズ・モデル

等）を使用して公正価値が決定される株式および債券

・店頭で取引される商品で、その公正価値が、観察可能な市場データ（すなわち定期的に入手可能な様々な独立

の外部情報源から導き出したデータ）を使用したモデルにより測定されるもの。例えば、金利スワップの公正

価値は、通常報告日に観察された市場金利イールド・カーブから導き出されている。

当該モデルが特に、観察可能な市場データ（金利イールド・カーブまたはインプライド・ボラティリティー・

サーフェス等）に基づく標準モデルに沿ったものである場合、関連する商品の当初の公正価値測定から生じた初

日の利益または損失は、開始時に純損益に認識される。
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レベル3：重要な観察不能なインプットを使用して測定される公正価値

活発な市場において取引されていない複雑な商品の一部については、公正価値測定は、仮定（すなわち同一商

品の市場で観察できないもの）を使用した評価手法に基づいている。これらの商品はレベル3に開示される。

これに主に関連しているのは、複雑な金利商品、エクイティ・デリバティブ、公正価値測定が例えば相関または

ボラティリティ等の直接的な指標のないインプットを含む仕組信用商品である。

取引価格は当初認識時の公正価値を反映していると考えられているため、初日の利益または損失は繰り延べら

れる。

これらの仕組金融商品に関連する初日の利益または損失は、通常、インプットが観察不能であると考えられる

期間にわたり純損益に認識される。市場データが観察可能になった際に、繰り延べられるべきマージンの残額は

直ちに純損益に認識される。

レベル2およびレベル3において開示される金融商品に使用された評価手法およびモデルは、市場参加者が価格

の決定において考慮する要素をすべて組み込んでいる。これらは、独立した管理部門により事前に検証される。公

正価値測定では、流動性リスクとカウンターパーティー・リスクの信用リスクの両方が考慮される。

資本性金融商品の公正価値の決定において、認められた評価方法がないこと

IAS第39号の原則に従い、適切な方法がない場合、または様々な方法を使用して得られた見積りが過度に異なる

場合、商品の公正価値は信頼性をもって測定できないため、当該有価証券は取得原価で評価され、「売却可能金融

資産」に計上される。この場合、当行グループは現行のIFRS第7号の基準が推奨するところに従って、公正価値を

報告しない。これには、活発な市場で上場しておらず、信頼性をもって公正価値を測定することが困難な企業に対

する株式投資が主に含まれる。

金融商品に係る純利益/損失

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益（損失）

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品ならびに売買目的保有の金融資産および

金融負債について、この項目には以下の損益計算書項目が含まれる。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される、株式およびその他の証券からの配当金およびその

他の収益

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値の変動

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の処分による利益および損失

・公正価値ヘッジ関係またはキャッシュ・フロー・ヘッジ関係に含まれないデリバティブに係る、公正価値の変

動および処分または終了による利益/損失

この項目には、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび外貨に対する純投資のヘッジの非有効部

分も含まれる。

売却可能金融資産に係る純利益（損失）

売却可能金融資産について、この項目には以下の損益計算書項目が含まれる。

・売却可能金融資産に分類される、株式およびその他の証券からの配当金およびその他の収益

・売却可能金融資産に分類される、債券および株式の処分による利益および損失

・株式に係る損失

・ヘッジ対象が売却された際の、売却可能金融資産に対する公正価値ヘッジ手段の処分または終了による純利益

・IAS第39号が規定するケースにおける貸出金および債権ならびに満期保有有価証券の処分または終了による利
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益/損失

金融資産および金融負債の相殺

IAS第32号に従って、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、計上された金額を相殺する法的強制力

のある権利を有しており、かつ純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有している

場合にのみ、金融資産および金融負債を相殺して純額で報告している。

供与された金融保証

金融保証契約は、特定の債務者が負債性金融商品の当初または変更後の条件に従った支払期日の到来時に支払

を行わないことにより保証契約保有者に発生する損失を、その保有者に対し補填することを契約発行者に要求す

る契約である。

金融保証契約は、当初公正価値で認識され、その後、以下のうち高いほうの金額で認識される。

・IAS第37号「引当金、偶発負債および偶発資産」に従って計算された価額

・当初認識額からIAS第18号「収益」に従って認識された償却額を差し引いた金額

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されていないか、またはIAS第39号の定義におけるデリバ

ティブとみなされない融資コミットメントは、貸借対照表に計上されない。ただし、これらは、IAS第37号に従って

引当金によりカバーされる。

金融商品の認識の中止

以下の場合に、金融資産（または金融資産のグループ）の全部または一部の認識が中止される。

・当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅するかもしくは移転された場合、または

事実上1名以上の受益者に属するために消滅したかもしくは移転されたとみなされる場合

・金融資産の所有に伴うリスクおよび経済価値が実質的にすべて移転されている場合

この場合、移転時に生じたかまたは留保された権利および義務はすべて、個別の資産および負債として認識さ

れる。

キャッシュ・フローに対する契約上の権利は移転されたが、所有に伴うリスクおよび経済価値の一部ならびに

支配が留保された場合、金融資産は、引き続き、当該資産に対する当行グループの継続的関与の範囲まで認識され

る。

金融負債は決済された場合にのみ、その全部または一部の認識が中止される。

引当金（IAS第37号および第19号）

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、過去の事象に起因する債務（法的または推定的）で、当該

債務を決済するために資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の支払期日または金額は確定していない

が信頼性のある見積りができるものをすべて識別している。これらの見積りは、影響が重要である場合に適宜割

り引かれる。

信用リスクに関連しない債務について、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、以下を対象とする

引当金を設定している。

・業務リスク

・従業員給付

・融資コミットメントの実行リスク

・請求および債務保証

・税務リスク
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・住宅購入貯蓄制度に関連したリスク

最後の引当金は、住宅購入貯蓄制度に不利な変動が生じた際に当行グループの債務をカバーするためのもので

ある。かかる債務とは、（ⅰ）貯蓄契約についてその開始時から未確定の期間にわたり固定金利を支払う義務、お

よび（ⅱ）住宅購入貯蓄制度の加入者に対して当該契約の開始時に設定した金利で貸出金を供与する義務であ

る。引当金は、各世代の住宅購入貯蓄制度およびすべての住宅購入貯蓄勘定について計算され、各世代間の債務の

相殺は行われない。

これらの債務額は、特に以下のものを考慮して計算される。

・実績から得られた顧客行動に関する仮定に基づく加入者行動モデル（ただし、将来における行動の実際の動向

を必ずしも反映するものではない。）

・長期にわたる実績に基づいた、将来供与される貸出金の金額および期間の見積り

・市場金利のイールド・カーブおよび合理的に予測可能な動向

以下の引当金の金額を決定する上で、一定の見積りを行うことができる。

・（識別されたリスクの調査を条件とするものの）事故の頻度および財務上の潜在的影響に関して経営者の評

価を必要とする、業務リスクに対する引当金

・報告期間末に入手可能な情報に基づく経営者の最善の見積りを基にした、法的リスクに対する引当金

詳細な情報は、注記6.18に記載されている。
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１ 【財務書類】

(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度

A．連結財務書類

連結財務書類は、一般的枠組み、連結財務書類および連結財務書類に対する注記により構成される。

(1) 一般的枠組み

事業体の法律上の概要

2001年11月29日に開催された臨時株主総会以降、当行の名称はクレディ・アグリコル・エス・エーである。

登記上の事務所：セデックス、モンルージュ、92127、合衆国広場 12番地

登記番号：ナンテール商業・会社登記簿番号 784 608 416

NAFコード：6419Z

当行は、一般の会社法、より具体的にはフランス商法第2編に準拠し、取締役会を有するフランスの公開会社（

Société Anonyme）である。

当行はまた、フランス通貨金融法典、より具体的には同法典第L.512-47条以下の規定を遵守しなければならな

い。

当行は、1984年11月17日に相互信用金庫の区分における認定貸付機関として免許を受けた。そのため、当行は、

銀行の監督機関、より具体的にはフランスの金融健全性規制監督機構（ACP）により監督される。

当行の株式は、ユーロネクスト・パリにおいて取引されており、当行は、現行の株式市場規則、特に開示義務に

関する規則を遵守しなければならない。

相互的な基盤を有する銀行

クレディ・アグリコルは、統一されていながらも分権化された組織構造を有する。当行は、分権された責任を有

する事業体と、財務上、取引上および法律上結び付いている。地方金庫（Caisses Locales）が当行グループの相

互的な組織の基盤を形成している。それらの株式資本は、29,118人の取締役を選出する約6.9百万人の相互株主に

より保有されている。地方金庫は地域において大きな存在感があり、顧客との密接な関係を維持する上で重要な

役割を担っている。地方金庫は、変動資本を有する協同組合でありかつ完全な地域拠点の金庫である地域金庫の

資本の大部分を保有している。地域金庫により完全所有されるSASリュ・ラ・ボエスィは、クレディ・アグリコル

・エス・エーの株式資本の過半数を保有している。SASリュ・ラ・ボエスィの株式は地域金庫のネットワーク外

に譲渡されてはならない。また、地域金庫間でのこれらの株式の取引は、とりわけ取引価格の決定方法を定めた流

動性契約に従うものとする。これは、地域金庫間の株式処分およびSASリュ・ラ・ボエスィの増資の双方を網羅し

ている。

クレディ・アグリコル全国連合（FNCA）は、地域金庫のための協議機関および代表機関として機能し、また、地

域金庫の会議を開催する。

フランス通貨金融法典（第L.511-31条および第L.511-32条）の規定に従い、クレディ・アグリコル・エス・

エーは、クレディ・アグリコル・ネットワークの中核として、密接なネットワーク（フランス通貨金融法典第

R.512-18条により定義される。）を維持し、また、関連する機関の適切な機能を確保し、かかる機関に適用される

すべての法令の遵守を確実に行うために、かかる機関に対して管理上、技術上および財務上の監督を行う責任を
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負う。そのため、当行は、ネットワーク全体および各関連機関の両方の流動性およびソルベンシーをとりわけ保証

するために必要なあらゆる手段を講じることができる。
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従業員給付（IAS第19号）

IAS第19号に従って、従業員給付は以下の4つの区分で計上されている。

・短期従業員給付（期末から12ヶ月以内に支払われる給与、社会保障費の拠出金および変動報酬等）

・長期従業員給付（期末から12ヶ月以降に支払われる長期勤続報奨、変動報酬および報酬等）

・解雇給付

・退職給付（確定給付制度および確定拠出制度の2つの区分に分類されている。）

長期従業員給付

長期従業員給付は、退職給付および解雇給付以外の従業員給付ならびに株式給付で、従業員が関連する勤務を

提供した期間の終了日から12ヶ月以内にその全額につき支払期日が到来しないものである。

これには特に、当該期間の終了から12ヶ月以降に支払われる特定の賞与およびその他の繰延報酬が含まれる。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが繰延変動報酬の金額および支払を決定する際に使用する方

法は、その活動が当行グループのリスク・エクスポージャーに重要な影響を及ぼす可能性が高い従業員の報酬に

関する法定の規定（2009年11月3日付省令および実務に関するFBF（フランス銀行連合）の業界基準）に準拠し

ている。これは、クレディ・アグリコル・エス・エーの株価に連動した現金またはクレディ・アグリコル・エス

・エーの株式により数年間にわたって支払われる繰延変動報酬について定めるものである。

かかる費用は、業績条件および/または勤続条件を反映し、権利確定期間（3年から4年）にわたり定額法で「従

業員費用」に計上される。現金で支払われる変動報酬については、上記の条件が満たされない可能性およびクレ

ディ・アグリコル・エス・エーの株価の変動を考慮して、対応する負債が決済時まで見直される。クレディ・ア

グリコル・エス・エーの株式で支払われる報酬については、権利確定条件が満たされない場合、対応する費用が

見直される。

測定方法は、当行グループが確定給付制度の退職給付に使用する方法と同様である。

退職給付

退職給付および早期退職給付－確定給付制度

各報告日において、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、退職給付および類似の給付ならびに確

定給付制度の区分に該当するその他すべての従業員給付に対する負債をカバーするために引当金を設定する。

IAS第19号に従って、これらのコミットメントは、予測単位積増方式により、一連の数理計算上、財務上および人

口統計上の仮定に基づいて記載される。この方式では、各勤務期間の費用、すなわち当期に権利確定した従業員給

付に対応する金額が計上される。この費用は将来給付を割り引いて計算される。

退職給付およびその他の従業員給付に対する負債は、割引率、社員の離職率ならびに予想される給与および社

会保障費の増加に関する経営者の仮定に基づいている。実際の数値が仮定と異なる場合、将来の期間において退

職給付に係る負債が増減することがある(注記7.4を参照。）。

割引率は、コミットメントの平均期間、すなわち従業員の離職率の仮定で加重した、評価日から支払日までの計

算上の平均値に基づいて決定される。

制度資産に係る予想収益も経営者により見積られる。収益は、利付証券（特に債券）の期待収益率に基づいて

見積られる。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、選択可能な「回廊」アプローチを適用しておらず、すべて

の数理計算上の差異をその他の包括利益に計上している。

引当金の金額は以下と等しい。

・IAS第19号が推奨する数理計算に従って計算した、報告期間末の確定給付債務の現在価値
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・（必要がある場合には）当該コミットメントをカバーするために配分された資産の公正価値を差し引く。その

代表的なものとして適格な保険契約が挙げられる。当該債務のすべてが、確定給付制度の一部または全部の期

間について支払われる支出額と合致する保険契約によりカバーされる場合、これらの保険契約の公正価値が、

対応する債務の価値（すなわち、対応する数理計算上の負債額）であるとみなされる。

カバーされていない債務については、退職給付引当金が、貸借対照表の負債の部の「引当金」に計上される。こ

の引当金は、年度末時点における勤務従業員に対するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの負債に相

当し、2005年1月1日に発効したクレディ・アグリコル・グループの新たな労働協約に準拠している。

早期退職のコミットメントに係る費用を賄うための引当金も、「引当金」に記載される。この引当金は、クレ

ディ・アグリコル・グループの企業が締結した様々な早期退職協定（これに基づき適格年齢に達した従業員が

早期退職することができる。）における割引後の追加費用を賄う。

最後に、当行グループ会社の一部は、補完退職給付を支払う義務を有する。これらの給付に対して、当行の数理

計算上の負債に基づいて、引当金が計算される。当該引当金も、貸借対照表の負債の部の「引当金」に記載され

る。

年金制度－確定拠出制度

「雇用主」は、様々な強制加入年金制度に拠出している。制度資産は独立した組織によって管理され、基金が当

期および過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な資産を保有

していない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、クレディ・ア

グリコル・エス・エー・グループには、継続中の拠出金以外に負債はない。

株式報酬（IFRS第2号）

株式報酬に関するIFRS第2号は、株式報酬取引について当行の損益計算書および貸借対照表において評価する

ことを要求している。この基準は、IFRS第2号の規定に従って、2002年11月7日より後に付与され、2005年1月1日に

権利確定していない制度に適用される。これは、以下の2つの場合をカバーしている。

・株式報酬取引が資本性金融商品で決済される場合

・株式報酬取引が現金で決済される場合

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが開始し、IFRS第2号の対象である株式報酬制度は、主に資本性

金融商品で決済される取引である。

付与されたオプションは、主にブラック・ショールズ・モデルを使用して、付与日における公正価値で測定さ

れる。これらのオプションは、権利確定期間（現行制度については4年）にわたり「従業員費用」に費用計上さ

れ、同額の調整額が株主持分に計上される。

従業員貯蓄制度の一環として従業員に提供される従業員株式発行も、IFRS第2号の基準に基づいて処理される。

株式は、最高で20％割り引いた価格で従業員に提供される。これらの制度に権利確定期間はないが、当該株式に

は、5年間のロックアップ期間が設けられる。従業員に付与された給付は、ロックアップ期間を考慮した取得株式

の公正価値と発行日に従業員が支払った購入価格に発行株式数を乗じた金額との差額として測定される。

方法、既存の制度および評価方法の説明は、注記7.6「株式報酬」に記載されている。

当行グループは、2011年度において、従業員を対象とする増資を行った。

クレディ・アグリコル・エス・エーの資本性金融商品で決済されるストック・オプションに係る費用および

新株予約権に係る費用は、現在、年金加入者を雇用している企業の財務書類において認識される。その影響額は、

「従業員費用」に計上され、「利益剰余金（当行グループの持分）」に同額の増加が計上される。

当期税金および繰延税金
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IAS第12号に従い、法人所得税は、当期税金および繰延税金を問わず、利益にかかるすべての税金を含む。

IAS第12号は、当期税金負債について、「ある報告期間の課税所得（欠損金）について納付すべき（還付され

る）法人所得税額」として定義している。課税所得は、課税当局が定めたルールに従って計算されたある会計期

間の利益（または損失）である。

当期税金負債を計算するための税率および税法は、当行グループの会社が所在する各国において施行されてい

るものである。

当期税金負債は、その納付が複数年にわたる場合であったとしても、将来の取引実施を条件としないすべての

法人所得税（納付・還付にかかわらず）を含む。

当期税金負債は、決済が終わるまで負債として認識しなければならない。当期および過年度について支払済み

の額がそれらの年度の税額を超える場合は、当該超過額は資産として認識しなければならない。

また、企業が実行した取引の一部は、当期税金負債の測定において考慮されない税務上の効果を有することが

ある。IAS第12号では、資産または負債の帳簿価額とその課税基準額との差異を、一時差異と定義している。

この基準は、以下の場合に繰延税金を認識することを要求している。

次の場合に生じる繰延税金負債を除き、貸借対照表における資産または負債の帳簿価額とその課税基準額との

間のすべての将来加算一時差異について繰延税金負債を認識しなければならない。

・のれんの当初認識

・企業結合ではなく、取引日に会計上の利益にも課税所得（欠損金）にも影響を与えない取引における資産ま

たは負債の当初認識

将来減算一時差異を使用できる課税所得が生じる可能性が高いと考えられる範囲内で、貸借対照表における資

産または負債の帳簿価額とその課税基準額との間のすべての将来減算一時差異について繰延税金資産を認識し

なければならない。

また、未使用の税務上の繰越欠損金および税額控除に対して、将来その使用対象となる課税所得が生じる可能

性が高い範囲内で、繰延税金資産を認識しなければならない。

各国における適用税率が使用される。

繰延税金は割り引かれない。

課税対象である、有価証券に係る未実現利益は、資産の帳簿価額と課税基準額との将来加算一時差異を生じさ

せない。したがって、繰延税金は、これらの利益に対して認識されない。関連する有価証券が売却可能有価証券と

して分類される場合、未実現利益および損失はその他の包括利益に直接認識される。これらの未実現利益または

損失から発生する、企業が事実上負担する税金費用または税金費用減少額は、当該利益または損失からの控除額

として計上される。

フランスでは、株式投資の売却に係る長期キャピタル・ゲインのうち10％を除く全額が、フランス税法の定め

により、2007年1月1日以降開始する課税年度から非課税となる。10％については、通常の適用税率で課税される。

したがって、年度末時点で認識された未実現利益には、この割合に関する一時差異が生じ、繰延税金の認識が必要

となる。

当期税金および繰延税金は、以下のいずれかから生じる場合を除き、当期純利益に認識される。

・同一の事業年度または異なる事業年度にその他の包括利益に直接認識される取引または事象。この場合、税金

は直接その他の包括利益に借記または貸記される。

・企業結合

繰延税金資産および繰延税金負債は、以下の場合にのみ相殺される。

・企業が当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ、

・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって次のいずれかに対して課された法人所得税に該当

するものである。
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a）同じ納税企業体

b）相当額の繰延税金資産もしくは繰延税金負債が支払われるもしくは回収されると予想される将来の事業年

度に、当期税金資産と当期税金負債とを純額で決済すること、または当期税金資産と当期税金負債を同時に

決済することを意図している異なった納税企業体

有価証券ポートフォリオおよび債権からの収益に対する税額控除は、当期に関連する法人所得税の支払に実質

的に使用される場合、関連する収益と同じ項目に認識される。対応する税金費用は、引続き損益計算書の「法人所

得税」の項目に認識される。

固定資産の会計処理（IAS第16号、第36号、第38号および第40号）

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、すべての有形固定資産に構成要素別の会計処理を適用して

いる。IAS第16号の規定に従って、減価償却可能価額には、有形固定資産の潜在的な残存価額が考慮される。

土地は、取得原価から減損損失を控除した額で測定される。

事業に使用される不動産、投資用の不動産および設備は、取得原価から、その使用開始時以降の減価償却累計額

および減損損失累計額を控除した額で測定される。

購入したソフトウェアは、購入価格から、その取得後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額で

測定される。

自社製作のソフトウェアは、原価から、その完成後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額で測

定される。

ソフトウェア以外では、主に契約法（例えば、販売契約）に起因して企業結合により取得した資産が無形資産

に含まれる。

固定資産はその見積耐用年数にわたり減価償却される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、有形固定資産に関する構成要素別の会計処理の適用に伴

い、以下の構成要素および減価償却期間を採用した。当該減価償却期間は資産の種類およびその所在地により修

正されている。

構成要素 減価償却期間
土地 減価償却しない
構築物 30年から80年
非構築物 8年から40年
工場設備 5年から25年
器具備品 5年から15年
コンピューター機器 4年から7年
専門機器 4年から5年

税務関連の減価償却費に相当する例外的な減価償却費（資産は実際には減損しない）は、当連結財務書類から

消去されている。

入手可能な情報に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、報告期間末現在、減損テストによ

る現行の固定資産額の変更はないと結論付けた。

為替取引（IAS第21号）

IAS第21号に従って、貨幣性項目と非貨幣性項目は区別される。

報告日において、外貨建貨幣性資産および外貨建貨幣性負債は、決算日の為替レートでクレディ・アグリコル

・エス・エー・グループの機能通貨に換算される。為替差額は、損益計算書に計上される。このルールには、以下

の2つの例外がある。

・売却可能金融資産については、償却原価に関して計算された為替差額のみが損益計算書に計上され、残りは株

主持分に計上される。
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・キャッシュ・フロー・ヘッジに指定された項目、または在外企業に対する純投資の一部である項目に係る為替

差額は、その他の包括利益に計上される。

非貨幣性項目は、項目の種類により以下のとおり異なる処理がなされる。

・取得原価による項目は、取引日の為替レートで測定される。

・公正価値による項目は、報告期間末の決算日の為替レートで測定される。

非貨幣性項目に係る為替差額は以下のとおり認識される。

・非貨幣性項目に係る利益または損失が損益計算書に計上される場合には、損益計算書に認識される。

・非貨幣性項目に係る利益または損失がその他の包括利益に計上される場合には、その他の包括利益に認識され

る。

報酬および手数料（IAS第18号）

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料は、関連する役務の性質に従って以下のとおり損益とし

て認識される。

・金融商品に係る実効利回りの不可欠な一部である報酬および手数料は、当該商品に係る利回りの修正として認

識され、実効金利に含まれる。

・役務の提供を伴う取引の成果を、信頼性をもって見積ることができる場合、かかる収益は、報告期間末現在のそ

の取引の進捗度に応じて、「報酬および手数料」に以下のとおり認識される。

a）非継続的な役務に対する対価として支払われたかまたは受領された報酬および手数料は、全額損益計算書

に認識される。

  パフォーマンス目標の達成を条件に支払われるかまたは受領される報酬および手数料は、次の条件がすべて

満たされる場合にのみ認識される。

ⅰ）報酬および手数料の額を、信頼性をもって測定できること

ⅱ）提供された役務の将来の経済的便益が当行に流入する可能性が高いこと

ⅲ）その役務の進捗度を、信頼性をもって測定でき、かつその役務について発生した原価および役務提供の

完了に要する原価を、信頼性をもって測定できること

b）継続的に提供される役務に対する報酬および手数料（例えば支払手段に係る報酬および手数料）は役務の

提供期間にわたって、損益計算書に認識される。

保険事業（IFRS第4号）

IASおよびIFRSの規則により認められているように、現行の規則の更なる修正があるまで、負債の一部について

はフランス一般会計原則に従い評価されている。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの保険会社に保

有されている金融資産は、IAS第39号記載の金融資産の区分に再分類された。

裁量権のある有配当性を伴う契約は、保険契約に係る責任準備金の下、合計が負債として計上される。それら契

約は保険契約と同様に認識されている。これら契約の保険料は収益として認識され、保険契約者の債務の増加は

費用とみなされる。

生命保険契約に係る責任準備金は、契約書に定義された責任準備金率により慎重に見積もられている。裁量権

のある有配当性を伴う、または伴わない契約書もしくは保証内容に関連した負債は、報告期間末の原資産もしく

はその同等物の公正価値をベースに評価され、金融負債として計上される。

預金会計規則に従って、これら保険契約に係る金銭的利鞘は準備金的要素（保険料、給付金等）を除外した後、

損益計算書に計上される。

損害保険契約の負債は報告期間末に割引を適用せずに見積もられる。責任準備金に関連する請求処理費用は、

報告日に財務書類の引当金に計上される。
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生命保険以外の保険契約については、取得費用は保険料を得た時点で認識される。生命保険契約については直

接識別可能な取得費用は収益獲得期間にわたり認識される。

保険業に関連する費用合計は注記4.5「その他の業務に係る純収益および費用」に記載されている。

IFRS第4号に規定される各国の一般会計原則の適用拡大および保険会社の連結財務書類に関連するCRC規則第

2000-05に認められているように、「シャドウ・アカウンティング」は裁量権のある有配当性を伴う契約におい

て保険債務を計上するために使用される。この手法の下、保険契約者にいずれ返還される関連金融資産の、プラス

もしくはマイナスの評価差額は「繰延利益分配」に認識される。

繰延利益分配は、原資産にかかる未実現損益と同じように、貸借対照表の負債側の保険契約に係る責任準備金

もしくは資産側に損益または評価差額金を通じて認識される。

繰延利益分配は2つの段階で決定される。

・利益参加型の保険契約の資産に、過去3年間の平均をベースに未実現損益を補填し、

・利益参加型の保険契約の再評価に、償還権付債券については過去3年間の分配キーを、その他金融資産につい

ては100％の分配キーを適用する。

繰延利益分配資産が回復可能かどうかを判断するに際しては、今後見込まれる利益計画において予期せぬ未実

現損失について十分な考慮がなされているかどうか判断した上で、2008年12月19日付の国家会計審議会（CNC）

勧告に従って負債の認識が十分であるかどうかについてテストする。

これらのテストは下記に基づいている。

・第一は流動性分析である。これは、たとえ新規契約が減少していくという状況においても、債務支払いのため

の十分な資金源調達能力があるかどうか、また、未実現損失が見込まれる資産を維持する能力があるかどう

かについて明らかにすることである。当該テストは、新規契約が想定される場合と想定されない場合との両

方のケースに関して実施されている。

・第二に、当行の経営上の意思決定を再現した内部モデルにより測定した将来の役務の平均価値と、公正価格

での債務を表している資産の価値を比較する。これは企業の債務支払能力を表す。

最後に、以下のようなシナリオによる感応度チェックにより、繰延利益分配に対する影響に関してテストが実

施されている。

・フランスの金融健全性規制監督機構が使用するシナリオと類似のシナリオから導かれる償還レートに対し

て一律均15％の償還率の増加があった場合

・株式市場における評価額に追加的に10％の減少があった場合

IFRS第4号によると、各報告日において当行グループは保険負債（繰延買収費用および関連する無形資産も考

慮した純額）が将来的に見積もられたキャッシュ・フローに達するために十分かどうかを判断する。

上記を検証するための債務十分性テストは、IFRS第4号の第16項に記載されている下記の最低条件を満たさな

くてはならない。

・すべての契約による将来のキャッシュ・フロー（関連する経営費用、報酬および手数料、またこれら契約書

に内在するオプションや保証を含む。）の現状の見積りを考慮しなくてはならない。

・もしもテストにより負債が十分でないと判明した場合、不足額は損益にすべて計上される。

リース（IAS第17号）

IAS第17号が要求するように、リースはその実質と財務上の実態に従って分析される。リースは、オペレーティ

ング・リースまたはファイナンス・リースとして分類される。

ファイナンス・リース取引は、貸手からの融資により資金を調達した借手による固定資産の取得として処理さ

れる。

貸手の財務書類では、取引の経済的実態に応じて以下の処理が行われている。
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・顧客からのリース受取額が認識され、実際のリース料の回収により減額される。

・リース料受取額は、元本と利息に分解される。

・リース引当金を認識する。これは以下の項目の差額に等しい。

a）リース債権純額：借手側の債務であり、報告日現在のファイナンス・リース債権および経過利息から構成

される。

b）リース固定資産の正味帳簿価額

c）繰延税金引当金

借手の財務書類において、ファイナンス・リースは資産を資金調達して購入した場合と同じ方法で認識され、

債務を認識し、購入した資産を資産に計上して当該資産を減価償却する。

損益計算書では、理論上の減価償却費（資産を購入した場合に認識する費用）および金融費用（融資に関連し

て発生する費用）がリース料の支払に応じて計上される。

オペレーティング・リースでは、借手はリース料を費用計上し、貸手は、これに対応する収益を賃料として計上

し、貸借対照表にリース資産を計上する。

売却目的で保有する非流動資産および非継続事業（IFRS第5号）

非流動資産（または処分グループ）は、その帳簿価額が継続使用ではなく売却により主に回収される場合に売

却目的保有として分類される。

これに該当するためには、資産（または処分グループ）は、現況で直ちに売却することが可能でなければなら

ず、その売却の可能性が非常に高くなければならない。

関連する資産および負債は、貸借対照表において「売却目的保有非流動資産」および「売却目的保有非流動資

産に係る負債」として独立して表示される。

売却目的保有として分類される非流動資産（または処分グループ）は、その帳簿価額と、売却費用控除後の公

正価値のいずれか低いほうの金額で測定される。未実現利益の減損は、損益計算書に計上される。当該資産の分類

変更後、未実現利益の償却は行われない。

処分グループの売却費用控除後の公正価値が非流動資産の減損控除後の帳簿価額を下回る場合、その差額は、

他の処分グループの資産（金融資産を含む。）に配分され、「売却目的保有事業からの純利益」として計上され

る。

非継続事業とは、既に処分されたかまたは売却目的保有に分類されている当行グループの構成単位で、次のい

ずれかに該当するものである。

・独立の主要な事業分野または営業地域を表す。

・独立の主要な事業分野または営業地域を処分する、統一された計画の一部である。

・転売のみのために取得した子会社である。

以下は、損益計算書の独立の項目として開示される。

・処分日までの非継続事業の税引後損益

・非継続事業を構成する資産または負債を処分したことにより、または売却費用控除後の公正価値で測定したこ

とにより認識した税引後の利益または損失

1.4　連結の原則および方法（IAS第27号、第28号および第31号）

連結の範囲

当連結財務書類は、IAS第27号、IAS第28号およびIAS第31号に従って、クレディ・アグリコル・エス・エーおよ

びクレディ・アグリコル・エス・エーが支配を有するすべての会社の財務書類を含んでいる。クレディ・アグリ
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コル・エス・エーが直接的または間接的に20％以上の既存の議決権または潜在的議決権を有する場合に支配が

存在すると考えられる。

支配の定義

国際的な基準に従って、独占的支配、共同支配および重要な影響力の下にあるすべての企業は、その寄与が重要

であると考えられ、下記の例外に該当しないことを条件として、連結される。

重要性は、連結貸借対照表、連結株主持分計算書および連結損益計算書における割合で表される3つの主要な基

準に照らして評価される。

独占的支配は、クレディ・アグリコル・エス・エーが、直接的にまたは子会社を通じて間接的に、企業における

既存の議決権または潜在的議決権の過半を所有する場合に存在すると考えられる。ただし、例外的な状況におい

て、そのような所有権が支配を与えないことを明確に立証することができる場合を除く。独占的支配は、企業の議

決権（または潜在的議決権）の半分以下の所有であってもクレディ・アグリコル・エス・エーが、経営者の中で

過半の権限を有する場合にも存在する。

共同支配は、共同支配となる契約上の出資によって複数の当事者が関与するジョイント・ベンチャーにおいて

行使される。

重要な影響力は、被投資企業の財務および営業の方針決定に影響を与える権限であり、支配ではないものとし

て定義される。クレディ・アグリコル・エス・エーは、直接的にまたは子会社を通じて間接的に、企業における議

決権を20％以上所有する場合に重要な影響力を有すると考えられる。

特別目的事業体の連結

特別目的事業体(特定の取引または類似の取引のグループを管理するために設立された組織）および、より具

体的には、独占的支配下にあるファンドの連結は、SIC（解釈指針委員会解釈指針書）第12号によって規定されて

いる。

この解釈指針に従い、特別目的事業体は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにより実質的に支配

されていれば、資本関係がない場合であっても連結される。これは、主に特別目的の投資信託に関係する。

特別目的事業体が実質的に支配されているかどうかは以下の基準を考慮して決定される。

・特別目的事業体の事業活動がクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業の特定の事業上の必要性

に応じてクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業のために行われ、それによりクレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の事業運営から便益を得ている。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の事業活動の便益の大半を獲得する

ための意思決定の権限を保有し、または「自動操縦」の仕組みを設定することによってクレディ・アグリコル

・エス・エー・グループの企業がこの意思決定の権限を委託している。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の便益の大半を獲得する権利をもつ

ゆえに特別目的事業体の事業活動に伴うリスクに晒されている。

・クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が、特別目的事業体の事業活動からの便益を得るため

に、特別目的事業体またはその資産に関連した残余リスクまたは所有者リスクの大半を負っている。

連結の範囲からの除外

IAS第28号第1項およびIAS第31号第1項に従って、ベンチャー・キャピタル企業が保有する少数株主持分は、純

損益を通じて公正価値で測定する金融資産（売買目的保有に分類される金融資産および当初認識時に純損益を

通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産を含む。）に分類される限りにおいて、連結の範囲か

ら除外される。
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連結の方法

連結の方法は、IAS第27号、第28号および第31号によってそれぞれ規定されている。連結対象となる可能性のあ

る企業に対してクレディ・アグリコル・エス・エーが行使する支配の種類に基づき、当該企業の事業または当該

企業が法的主体であるか否かにかかわらず、以下のとおり処理される。

・独占的支配下にある企業（財務書類の構成が異なる企業を含む。）は、クレディ・アグリコル・エス・エーの

事業の延長上にない事業を行っている場合であっても、全部連結される。

・共同支配下にある企業（財務書類の構成が異なる企業を含む。）は、クレディ・アグリコル・エス・エーの事

業の延長上にない事業を行っている場合であっても、比例連結される。

・クレディ・アグリコル・エス・エーが重要な影響力を行使する企業は、持分法で会計処理される。

連結は、投資額を、各子会社が計上している資産および負債の各項目に置き換える処理である。株主持分および

利益に対する少数株主持分は、連結貸借対照表および連結損益計算書において個別に識別される。

少数株主持分は、IAS第27号が規定するように、支配が認められない保有に相当する。これには、現在の持分の一

部であり、清算された場合に純資産に対する権利を比例割合で付与する金融商品、および子会社により発行され

たその他の資本性金融商品で当行グループが保有していないものが含まれる。

比例連結は、投資額を、被連結会社の資産、負債および純利益のうち連結会社の持分相当部分に置き換える処理

である。

持分法は、投資額を、投資先企業の株主持分および純損益に対する当行グループの持分に置き換える処理であ

る。

かかる持分の帳簿価額の変動は、のれんの変動額を含む。

修正および消去

重要性がないと考えられる場合を除き、被連結会社の評価方法を統一するために修正を行う。

連結貸借対照表および連結損益計算書に影響を与える当行グループの内部取引は消去される。

当行グループ内の資産の譲渡から生じたキャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスは消去される。内部取引

で売却された際に測定された一時的でない減損は計上される。

在外子会社の財務書類の換算（IAS第21号）

外貨建で作成された子会社の財務書類は、以下の2段階でユーロに換算される。

・該当する場合には、財務書類の作成に使用される現地通貨から、機能通貨（企業が営業活動を行う主たる経済

環境で使用される通貨）に換算する。かかる情報が機能通貨で当初認識されたものとして換算される（外貨建

取引における換算の原則と同じである。）。

・機能通貨から、当行グループの連結財務書類の表示通貨であるユーロに換算する。資産および負債は決算日の

為替レートで換算される。損益計算書の収益および費用は期中平均為替レートで換算される。資産、負債および

損益計算書項目の換算から生じた換算差額は、株主持分の独立した項目として計上される。企業の全部または

一部の移転の際、かかる換算差額は、損益として認識される。子会社（独占的支配）が売却される場合、その支

配喪失時にのみ、株主持分から損益への振替が行われる。

企業結合－のれん

IFRS第3号に従い、企業結合は取得法を使用して会計処理される。ただし、IFRS第3号の適用範囲から除外されて

いる共通支配下の企業結合（特に、地域金庫間の合併）を除く。IAS第8号に従い、これらの取引は、IFRSの一般原

則に準拠していると思われる米国基準書ASU第805-50号を参照して、持分プーリング法により帳簿価額で計上さ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 329/1332



れている。

取得日において、IFRS第3号が規定する認識条件を満たす、被取得企業の識別可能な資産、負債および偶発負債

が公正価値で認識される。

特に、リストラクチャリング負債は、被取得企業が取得日現在でリストラクチャリングを完了する義務を負う

場合にのみ、被取得企業の負債として認識される。

価格調整条項は、その実現の可能性が高くなくても、公正価値で認識される。当該条項が金融負債である場合そ

の後の公正価値の変動は、損益計算書に認識される。2009年12月31日までに支配を獲得するに至った取引は改訂

前のIFRS第3号（2004年）に基づいて計上されているため、かかる取引に関する価格調整条項のみが、現在でもの

れんの調整として計上することが認められている。

現在の持分を構成し、清算された場合に企業の純資産に対する持分を得る権利を与える非支配持分は、取得企

業の選択により以下の2つの方法で測定することができる。

・取得日における公正価値による測定

・被取得企業の識別可能な資産および負債に対する持分につき再評価した公正価値での測定

この選択は企業結合ごとに行われる。

非支配持分（子会社により発行された資本性金融商品のうち、当行グループが保有していないもの）の残高

は、取得日の公正価値で認識されなければならない。

資産、負債および偶発負債の当初の評価は、取得日後12ヶ月以内に修正することができる。

被取得企業に関連する一定の取引は、企業結合とは別個に計上される。これには、主に以下のものが該当する。

・取得企業と被取得企業との間の既存の関係を終了する取引

・将来の役務に関する従業員または旧株主への支払を伴う取引

・取得企業が支払うべき費用を被取得企業または旧株主に払い戻すことを目的とする取引

これらの別個の取引は、通常、取得日に損益計算書に認識される。

企業結合時に移転された対価（取得原価）は、被取得企業の支配と交換に取得日に取得企業が移転した公正価

値の合計として測定される（例えば、現金、資本性金融商品等）。

企業結合に直接起因する費用は企業結合とは別個に費用として認識されている。取引の実行可能性が高い場

合、かかる費用は「その他の資産の処分に係る純利益／（損失）」に計上され、そうでない場合には「営業費

用」に計上される。

取得原価と非支配持分の金額の合計と、取得日の公正価値で評価された識別可能な取得資産および引受負債の

純額との差額が正である場合には、被取得企業が全部連結または比例連結の対象である場合は「のれん」とし

て、被取得企業が持分法を使用して連結される場合は「持分法適用会社に対する投資」として、貸借対照表の資

産の部に計上される。負ののれんは直ちに純損益に認識される。

のれんは被取得企業の通貨により当初の金額で貸借対照表に計上され、報告期間末の決算日の為替レートで換

算される。

支配が段階的に達成される場合、支配以前に保有していた持分は、取得日に純損益を通じて公正価値で再評価

され、のれんは、一度、取得日の取得資産および引受負債の公正価値を用いて計算される。

のれんは、減損の客観的証拠があるとき、または最低1年に1回、減損についてテストされる。

取得日の非支配持分を測定するための選択肢および仮定は、のれんの当初計上額および（存在する場合には）

価値の下落による減損に影響を与えることがある。

減損テストの目的上、のれんは、企業結合から便益を受けることが見込まれる資金生成単位（以下「CGU」とい

う。）に配分される。当行グループの事業ラインでは、CGUを、単一の事業モデルで機能する資産および負債の識別

可能な最小グループとして定義している。減損テストでは、配分されたのれんを含む各CGUの帳簿価額をその回収

可能価額と比較する。
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CGUの回収可能価額は、市場価額と使用価値のいずれか高いほうの金額として定義されている。使用価値とは、

経営のために当行グループが作成した中期事業計画において規定された、CGUの将来キャッシュ・フローの現在

価値である。

回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、CGUに配分されたのれんについて、同額の減損損失が認識される。かか

る減損損失は戻入れできない。

当行グループが既に独占的支配を有する企業に対する持分割合を増加させる場合、取得原価と取得した純資産

持分との差異は、「利益剰余金、当行グループの持分」の項目に認識されている。当行グループが独占的支配を維

持している企業に対する持分割合を減少させる場合、売却価格と売却した純資産持分の帳簿価額との差異も、

「利益剰余金、当行グループの持分」に直接認識される。これらの取引に係る費用は、株主持分に計上される。

少数株主に付与された売却オプションの会計処理は以下のとおりである。

・売却オプションが全部連結子会社の少数株主に付与される場合、貸借対照表に負債が認識される。かかる負債

は当初認識時に、付与されたオプションの権利行使価格の見積現在価値で測定される。この負債の見合いとし

て、少数株主持分に帰属する純資産がゼロまで減額され、残額が株主持分から控除される。

・見積権利行使価格のその後の変動は、当該負債金額に影響し、株主持分の修正により相殺される。同様に、少数

株主に帰属する純資産のその後の変動は、株主持分で相殺消去される。

支配を喪失した場合、売却手取金は、売却企業全体について計算され、残余の投資部分は、支配喪失日の公正価

値で貸借対照表に計上される。

注記2　事業年度における重要な情報

2012年12月31日現在の連結範囲およびその変更の詳細は、注記12に記載されている。

2.1　2012年度における主要な取引および重大な事象

2012年度は、2011年9月28日のシュヴルー会議において発表されたとおり、クレディ・アグリコル・エス・エー

・グループのリストラクチャリング計画が完了した年であった。2011年6月から2012年12月において、当行グルー

プの構造的な債務圧縮および資本の利用の最適化について、目標値を大きく上回った。

また、資産（エンポリキおよび非中核資産）の処分を通じた中核事業への集中および当行の事業部門の経済環

境への適合につき設定された目標は、達成された。

これらの目標を達成するために各事業部門により識別されたトレードオフは、2012年12月31日時点の財務書類

に対する影響として反映されており、そのうち最も重要なものが下記の事象である。

2.1.1　2012年12月31日現在予定されている売却

2012年12月31日現在の売却計画の対象である事業体の重要性に鑑みて、連結財務書類に対する注記6.14には、

IFRS第5号に従い、当該売却が行われなかったと仮定した場合の、2012年度末における貸借対照表、損益計算書お

よびキャッシュ・フロー計算書への当該事業体の寄与について記載されている。

予定されているエンポリキ・グループの売却（IFRS第5号）

2012年9月28日に取締役会の承認を受けたアルファ・バンクとの独占交渉後、2012年10月16日に、エンポリキ・

グループの全株式をアルファ・バンクに売却する旨の契約が締結された。
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2012年度第3四半期の財務書類が作成された後、当行グループは、IFRS第5号に従ってエンポリキ・グループに

よる寄与を再分類し、流動資産および非流動資産の売却により見込まれるすべての費用を見積ることで、当該非

継続事業による影響を評価した。アルファ・バンクに対するエンポリキ・バンクの売却に関する契約は、2013年2

月1日に締結された（注記11「決算日後の事象」を参照。）。

2012年12月31日現在、SACAMアンテルナシオナルにより保有されていた1％持分をクレディ・アグリコル・エス

・エーが買い戻した後、今後行われるエンポリキ・グループの売却による、当期純利益－当行グループの持分へ

の影響は、-3,702百万ユーロと見積られ、その内訳は2012年度の営業利益に計上された費用2,010百万ユーロおよ

び売却損1,692百万ユーロであった。

売却の条件は、以下のとおりである。

・売却価格は1ユーロとする。

・2012年7月にクレディ・アグリコル・エス・エーが行ったエンポリキ・グループの2.3十億ユーロの資本再編

成は、売却に関する契約が締結された時に、さらに585百万ユーロの資本注入により補完される。

・売却について合意した時点で、クレディ・アグリコル・エス・エーは、アルファ・バンクが発行した転換債券

を150百万ユーロで引き受け、当該債券は、条件に従い、クレディ・アグリコル・エス・エー主導で、アルファ・

バンク株式に転換できる。

2012年度第4四半期においてエンポリキ・グループの船舶ポートフォリオをクレディ・アグリコル・CIBに対

して1,072百万ユーロで売却したことにより、2012年12月31日時点で、クレディ・アグリコル・エス・エーは、エ

ンポリキ・グループへの資金提供を行うことができた。

IFRS第5号の「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業」に従い、エンポリキ・グループの資産、負債

および当期純利益は、売却目的保有の非流動資産および非流動負債に再分類され、17,294百万ユーロが資産、

18,072百万ユーロが負債、-3,750百万ユーロが非継続事業または売却目的保有事業からの純利益に計上された。

この取引に先立ち、2012年6月29日から9月3日の間に、エンポリキ・グループとIUBホールディングは、エンポリ

キの子会社3社、すなわちクレディ・アグリコル・バンク・ロメーニア・エス・エー（旧エンポリキ・バンク・

ロメーニア・エス・エー）、エンポリキ・バンク・ブルガリアEADおよびエンポリキ・バンク・アルバニア・エ

ス・エーの株式の100％につき、総額103百万ユーロで売却する旨の協定を締結した。利益剰余金、当行グループの

持分への影響は、軽微であった。

予定されているCAシュヴルーの売却（IFRS第5号）

2012年7月17日、クレディ・アグリコル・CIBおよびケプラー・キャピタル・マーケットは、シュヴルーとケプ

ラー・キャピタル・マーケットを統合し、欧州の大手独立系株式仲介業者となるケプラー・シュヴルーを創設す

るための独占交渉を開始した旨を公表した。この契約条件の下で、以下のことが想定される。

・クレディ・アグリコル・CIBは、ケプラー・キャピタル・マーケットに対し、保有するCAシュヴルー株式をすべ

て売却する。

・クレディ・アグリコル・CIBは、新設されるケプラー・シュヴルーに対する15％の持分を取得する。

両当事者が今後数ヶ月間で取引を完了するために最善を尽くす限りにおいて、ケプラー・キャピタル・マー

ケットに対するCAシュヴルーの売却に関するIFRS第5号の適用要件は、2012年12月31日現在、満たされている。

当該売却によるクレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類への影響は、非継続事業または売却目的保

有事業からの純利益において-192百万ユーロ、売却目的保有非流動資産において1,091百万ユーロおよび売却目

的保有資産に係る負債において1,005百万ユーロと見積られる。

今後行われるシュヴルーの売却による、当期純利益－当行グループの持分への影響は、-192百万ユーロと見積

られ、その内訳は2012年度の営業利益に計上された費用21百万ユーロおよび売却損171百万ユーロであった。
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予定されているCLSAの売却（IFRS第5号）

2012年7月20日、クレディ・アグリコル・CIBは、CLSAの19.9％をCITICSインターナショナルに310百万米ドルで

売却した。受領した対価には買戻し条件が付されており、両当事者が相互に有するプット・オプションおよび

コール・オプションを踏まえ、この売却を完全に完了することができなかった場合にこの取引を中止することが

できる。

同時に、CITICSは、クレディ・アグリコル・CIBに対して、残る80.1％の持分をCITICSインターナショナルに942

百万米ドルで売却するオプションを付与した。このオプションは2012年10月25日に行使され、その後2012年11月5

日に、確定した売買契約が締結された。

両当事者により確定した売買契約が締結されたこと、また規制当局との協議においてかなりの進展があったこ

とにより、2013年度中に当該売却が終了する可能性が高まった。したがって、2012年12月31日時点の財務書類につ

いて、IFRS第5号の適用基準を満たしている。

当該売却によるクレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類への影響は、当期営業利益に相当する非継

続事業または売却目的保有事業からの純利益において-57百万ユーロ、売却目的保有非流動資産において2,721百

万ユーロおよび売却目的保有資産に係る負債において2,520百万ユーロと見積られる。

CLSAの売却により2013年度に生じると見込まれる利益は、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類

において、この持分に係る資産および負債が帳簿価額で計上されていることを意味する。

予定されているBNIマダガスカルの売却（IFRS第5号）

BNIマダガスカルに対する51％株式持分のIUBホールディングによる売却に関してクレディ・アグリコル・エ

ス・エーが2012年3月20日に締結した覚書が解消されたものの、2013年1月に、新たな購入予定者との交渉開始に

より、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループによる当該子会社売却の意思が確認された。

IFRS第5号の「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業」に従い、BNIマダガスカルの資産、負債およ

び純利益は、売却目的保有の非流動資産および非流動負債に計上され、386百万ユーロが資産、389百万ユーロが負

債、9百万ユーロが非継続事業または売却目的保有事業からの純利益に計上された。

2.1.2　ギリシャ政府の債務の再編

2012年2月21日にユーログループがギリシャに対する第2次支援策に関して合意に達した旨を発表した後、民間

セクターの債権者は、2012年2月24日にギリシャ政府が行った任意債務交換提案の条件および範囲について知っ

た。最終範囲には、一部のギリシャ政府保証の公共セクター企業に対する資金供与が含まれており、そのうち3社

（ヘレニック・レイルウェイズ・オーガニゼーション（OSE）、ヘレニック・ディフェンス・システムズEASおよ

びアテネ・アーバン・トランスポート・オーガニゼーション（OASA））はエンポリキの取引相手先である。

これに関連して、民間セクターの債権者が保有していた交換可能な債券は、ギリシャ法に基づく債券について

は2012年3月12日に、外国法に基づく債券については2012年4月11日に交換された。

この債務交換計画（その条件については、注記6.8「監視下にある欧州諸国のソブリン・リスクおよび非ソブ

リン・リスクに対するエクスポージャー」に記載されている。）の実施による影響は、以下のとおりである。

・保険事業については、53百万ユーロの費用が生じ、リスク費用（生命保険に特有の保険契約者利益分配制度を

適用後）に計上された（注記4.8の「リスク費用」を参照。）。

・エンポリキについては、345百万ユーロの費用が生じ、非継続事業からの純利益に計上された。

ギリシャ政府の債務に対するエクスポージャーから撤退するという当行グループの方針により、保険事業の事

業体およびエンポリキは、そのポートフォリオのすべてを解消することとなった。
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2.1.3　のれんの減損（注記2.5「のれん」を参照。）

2012年度において、のれんの減損テストにより、3,395百万ユーロの減損が計上されたが、これは2011年度の

1,934百万ユーロから増加した。

・2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーによるアゴス・デュカートの直接的な管理および事

業部門内の他のパートナーシップの特定の管理を考慮して、消費者金融CGUは3つのCGUに分割された。消費者金

融CGU（アゴスおよび自動車関連パートナーシップを含まない。）の減損は802百万ユーロ、アゴスCGUの減損は

572百万ユーロ、自動車関連パートナーシップCGUの減損は121百万ユーロであった。

・法人営業および投資銀行（ブローカレッジ業務以外）CGUの減損は466百万ユーロであった。法人営業および投

資銀行（ブローカレッジ業務）CGUの減損は368百万ユーロであった。

・国際リテール・バンキングCGUの価値は下落し、2012年12月31日現在、イタリアについて997百万ユーロの減損

が生じ、このうち、852百万ユーロは当期純利益－当行グループの持分に帰属し、69百万ユーロはエジプトに帰

属している。さらに、2011年度におけるカリスペツィアおよびインテーザ・サンパオロの支店網の取得に係る

価格調整により、イタリアのCGUの価値が82百万ユーロ修正された。

2.1.4　当期中の取得

カリパルマが保有するCAヴィータに対する50％持分のCAAによる買戻し

2012年3月30日、クレディ・アグリコル・アシュランスは、カリパルマからCAヴィータに対する株式持分50％を

175百万ユーロで買い戻した。

この内部取引の完了により、クレディ・アグリコル・アシュランスは、CAヴィータの株式の100％を保有した。

CAヴィータは、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの財務書類に87.50％連結されていたが、現在は

全部連結されている。

この取引による支配の変更は生じなかったため、その影響額は、「利益剰余金、当行グループの持分」に対する

計上額-12百万ユーロとして資本に直接認識された。

2.1.5　当期中の売却および過去の売却の補足情報

クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティおよびクレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ

により管理されるクレディ・アグリコル・キャピタル・インベストメント・ファイナンスのファンドの売却

2011年12月16日、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびコラー・キャピタルは、これらの2つの資産の売却

に関する覚書を締結した。かかる売却は、関連当局から必要な承認を取得後、実質、2012年3月29日に実施された。

・クレディ・アグリコル・エス・エーによるコラー・キャピタルへのクレディ・アグリコル・プライベート・

エクイティ（CAPE）に対する全株式持分の8百万ユーロでの売却。この売却により、3百万ユーロの連結ベース

での損失が生じ、「その他の資産に係る利益および損失」に計上された。

・CAPEにより管理され、クレディ・アグリコル・エス・エーの子会社であるクレディ・アグリコル・キャピタル

・インベストメント・ファイナンス（CACIF）が保有するファンドの大部分につき、223百万ユーロでの売却。

この売却により、2012年12月31日現在において売却損益は生じなかった。当該ファンドは、任意に純損益を通じ

て公正価値で測定するものとして指定されていたため、かかる公正価値の変動は、2011年12月31日時点の財務

書類に計上されていた。

BESへのBESヴィーダの売却
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2012年4月12日、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびバンコ・エスピリト・サント（BES）は、クレディ

・アグリコル・アシュランスのBESヴィーダに対する50％持分につき225百万ユーロで売却する旨の覚書を締結

した。この売却は、資本増強およびポルトガル銀行の設定目標の遵守を目的としたBESによる増資の一部でもあ

る。

2012年5月11日に売却が実際に行われたことにより、BESはBESヴィーダの100％を保有することとなった。会計

上、この取引により連結方法が変更された。BESヴィーダは、それまで60.25％連結されていたが、2012年6月20日以

降は、BESの連結割合に応じた20.27％で持分法により間接的に計上されている。

この売却により、連結利益28百万ユーロが生じ、その他の資産に係る利益および損失に表示され「貯蓄管理」

事業に計上された。

2.1.6　当事業年度中のその他の重要な事象

クレディ・アグリコル・CIBグループのリストラクチャリング計画

2011年12月14日にクレディ・アグリコル・グループが掲げた目標に従い、クレディ・アグリコル・CIBは、引き

続き、そのリストラクチャリング計画を積極的に進めている。

2011年度において開示された内容と一致して、2012年度における当期純利益－当行グループの持分に対する全

体的な影響は-392百万ユーロであった（IFRS第5号に基づいて分類されたCAシュヴルーおよびCLSAの影響は含ま

ない。）。

実際、2011年度第4四半期より行われている非継続資産ポートフォリオの売却は、2012年度に加速した。売買目

的勘定に計上されている米国の住宅ローン債務担保証券および米国の住宅ローン債権担保証券のほとんどすべ

てが、6十億ユーロ（2011年度は1十億ユーロ）の額面金額で売却された。

これらの売却による税引前利益への影響は、-402百万ユーロであったが、これに減損-112百万ユーロが加算さ

れ、合計-514百万ユーロ（当期純利益－当行グループの持分については、-321百万ユーロ）となった。

法人営業ポートフォリオ・ローンの売却は、2012年度において3.9十億ユーロ（総額10.3十億ユーロ）となり、

そのペースは鈍化したものの、売却状況は満足できるもので、2012年度における収益への影響は-114百万ユーロ

（当期純利益－当行グループの持分については、-71百万ユーロ）となった。

CACFグループのリストラクチャリング計画

2011年12月14日に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、クレディ・アグリコル・コンシュー

マー・ファイナンスについて、複雑化する金融環境においてその事業の維持を目的としたリストラクチャリング

計画を発表した。この目標を達成するために、以下の3つの優先事項が特定された。

・事業の有機的減少

・貸倒懸念債権の売却

2012年度の貸倒懸念債権の売却により2012年度において利益が生じたことで、債権売却高および売却益に関し

て設定していた目標が達成された。

・子会社またはパートナーシップの売却／閉鎖

2012年12月31日現在、事業再構築引当金は、54百万ユーロ（従業員給の41百万ユーロを含む。）であった。

カリパルマ・グループのリストラクチャリング計画

労務費および人件費の構造的削減は、カリパルマ・グループが2011年－2014年の戦略的計画の一環として掲げ

た目標の1つであった。

この目標を達成するために、カリパルマ・グループは交渉を開始し、その結果、定年に達しているかまたは今後
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数年のうちに定年に達する従業員に対する希望退職制度を策定することとなった。

カリパルマ・グループにおいて2012年9月30日から2014年12月31日の間に予定されている余剰人員の削減数は

合計722名で、2012年12月31日現在、引当金繰入額として合計120百万ユーロの費用が見積られた。

事業用建物の売却

事業用建物の合理化戦略の一環として、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、パリのラスパイユ

大通りおよびパストゥール大通りならびにラ・デファンスのプレジダン－ポール－ドゥメール河岸に所在する

建物を売却した。これらの取引により、121百万ユーロの純利益が生じた。

インテーザ・サンパオロ・エスピーエー株式の売却

2012年度上半期におけるインテーザ・サンパオロ・エスピーエーの株価の変動により、15取引日にわたり、重

大な損失の判定基準（50％超の損失）を超えた。その結果、2012年6月30日より、永久減損損失が計上された。

インテーザ・サンパオロ・エスピーエー株式のすべてが2012年度下半期に売却された。その結果、2012年12月

31日現在、かかる売却による当行グループの当期純利益は、-445百万ユーロとなった。

バンクインテルにおけるクレディ・アグリコル・エス・エー持分の希薄化による、バンクインテルの連結除外

2012年8月10日、バンクインテルは、クレディ・アグリコル・エス・エーが引き受けなかった、永久劣後債に分

類される「優先参加証券」の一部を転換したのに続き、新株式27,270,552株を発行した。この増資により、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの株式保有比率の希薄化が生じ、2012年6月30日時点の20.4％から、当該取引の完

了後の19.4％に低下した。

中核事業に集中する戦略と、この希薄化とにより、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、IAS第28

号に規定される重要な影響力基準を検討し、重要な影響力を喪失したという結論に達したため、バンクインテル

は連結対象から除外された。

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類におけるバンクインテルの持分法による投資額は、当該日現在

531百万ユーロであったため、-193百万ユーロの損失が計上され、「持分法適用会社の純利益持分」に表示され

た。

2012年度下半期に実施された株式売却を考慮すると、クレディ・アグリコル・エス・エーのバンクインテルに

対する株式保有比率は、2012年12月31日現在、15.1％となり、クレディ・アグリコル・エス・エーの撤退戦略が確

認された（注記11「決算日後の事象」を参照。）。

連結財務書類への地域金庫の寄与におけるSASリュ・ラ・ボエスィ株式の評価

クレディ・アグリコルの地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーの主要株主でもあるSASリュ・ラ・

ボエスィについて保有する株式に対して、IFRSに準拠し、持分の評価方法を構築した。

複数基準アプローチに基づき、この評価により、地域金庫全体でこれらの株式に対して651百万ユーロの引当金

が設定された。

したがって、クレディ・アグリコル・エス・エーの持分法適用会社の純利益への地域金庫の寄与は、2012年12

月31日時点の財務書類に対して165百万ユーロのマイナス影響を及ぼした。しかしながら、この影響額は、地域金

庫の合併について計上されていた連結仕訳の取消により、40百万ユーロ減少した。

地域金庫が保有するSACAMアンテルナシオナル株式の永久減損

永久減損の計上に用いる基準（価値の30％以上の下落が6ヶ月連続で生じていること）の当初分析を適用した

場合、地域金庫および当行グループの海外子会社株主が保有するSACAMアンテルナシオナル株式に永久減損が認
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識された。持分法適用会社の純利益への地域金庫の寄与に対する影響額は、クレディ・アグリコル・エス・エー

の2012年度の連結財務書類において-85百万ユーロであった。

当行グループにより発行された劣後債の買戻し

規制変更（特に、新しいバーゼル3のルール）を考慮し、またTier 1資本の質の改善を図るために、クレディ・

アグリコル・エス・エーは、2012年1月26日に、現在流通している劣後債の買戻しオファーを行った。

これらのオファーにより、以下の買戻しが行われた。

・2007年5月31日に発行された永久超劣後債610百万米ドル（額面金額）

・ユーロ、英ポンドおよびカナダドル建ての7種類の債券（6つの永久超劣後債および1つの永久劣後債）1,633百

万ユーロ（額面金額）

連結財務書類への影響は、この取引により計上された利益864百万ユーロで、収益に表示されている（当期純利

益552百万ユーロ）。

発行者スプレッドの影響の認識

IAS第39号に従い、当行グループは、その発行する仕組債に関して、当行グループの新規発行債券の取得に対し

て専門の仲介業者が受け取るスプレッドを参照した上で公正価値評価を行い、認識することとしている。

クレディ・アグリコル・CIB－仕組債の再評価

直近の期末における発行に基づき評価される、クレディ・アグリコル・CIBが発行した仕組債に係る発行者ス

プレッドの変動による影響額は、2012年12月31日現在の収益に対しては-933百万ユーロ（2011年12月31日現在、

＋671百万ユーロ）、2012年12月31日現在の当期純利益－当行グループの持分に対しては-598百万ユーロ（2011

年12月31日現在、＋430百万ユーロ）であった。

2012年12月31日現在のクレディ・アグリコル・CIBの仕組債発行の再評価に係る税引前未実現損益は、77百万

ユーロとなった。

クレディ・アグリコル・エス・エー－保険会社のユニット・リンク契約を担保する当行グループによる債務証

券の相殺消去

2012年1月1日、クレディ・アグリコル・エス・エーが発行した債務証券のうち、ユニット・リンク契約に関し

て保険契約者に代わって当行グループ保険会社が引き受けた債務証券が相殺消去され、財務書類に重大な影響を

及ぼした。

2012年12月31日現在の当期純利益－当行グループの持分に対する影響額は、クレディ・アグリコル・エス・

エーおよびその子会社が発行した債務証券に係る発行者スプレッドの変動によるもので、当行グループ保険会社

の貸借対照表上の負債の「保険契約に係る責任準備金」に計上され、2012年12月31日現在、-405百万ユーロで

あった。

コリレーション事業

2012年2月に行われたクレディ・アグリコル・CIBのコリレーション事業の市場リスク・エクスポージャーの

ブルーマウンテンへの移転による、当行グループの連結財務書類への重大な影響はなかった。

小切手画像処理に係る訴訟

独禁当局は、2010年9月20日付の判決において、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループを含むフランス

の銀行11行に対し、小切手処理に関して銀行が受領する手数料につき違法な取決めがあったとして有罪とした。
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上記判決を破棄した2012年2月23日のパリ控訴裁判所の判決により、クレディ・アグリコル・エス・エー、地域

金庫およびLCLが支払った罰金は返金された。

2012年3月23日、独禁当局は、このパリ控訴裁判所の判決に対し上訴した。当該訴訟の現段階では、クレディ・ア

グリコル・エス・エーは、引当金を正当化する新たな情報を有していない。

2012年改正財政法、2013年社会保障財政法および2013年財政法

2012年8月16日に公布された、2012年財政法の第2回改正に含まれる主な措置は、主として、以下に関連したもの

となっている。

・金融機関が2012年度において支払う特別拠出金の創設（システミック・リスク税の倍増）。これによるクレ

ディ・アグリコル・エス・エーへの影響額は、2012年12月31日現在、-76百万ユーロであった。

・時間外勤務に対する社会保障費の拠出金に係る免除規定の廃止および様々な形式の従業員貯蓄制度における

雇用主拠出金の引上げにより、2012年度において34百万ユーロの費用が生じた。

その他の措置による、2012年12月31日現在のクレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類への重大な影

響はなかった。

社会保障財政法は、2012年12月18日の官報に掲載された。2012年度の財務書類に影響を及ぼす主な措置は、給与

税に関係するもので、150千ユーロを超える報酬に関して20％の課税帯を追加で創設し、課税基盤を拡大するもの

であった。2012年度の費用は、50百万ユーロ未満であった。

2013年財政法は、保険会社が資本準備金に繰り入れた金額に対して7％の特別拠出金を導入した。この拠出金と

2011年財政法により導入された10％の追加拠出金の合計は、資本金（資本準備金を含む。）の5％を上限とし、

2013年財政法が施行された時点の事業年度の期首に見積られる。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにとって、この拠出金は、2012年度において128百万ユーロの追

加税額に相当する。

2.2　持分法適用会社に対する投資

2012年12月31日

（百万ユーロ）
持分法に
よる価額

市場価額に
おける持分

総資産 収益
修正再表示
後

純利益合計

純利益に
対する持分

バンクAlサウジAlフランシ 1,360 1,671 31,884 1,033 622 164

バンコ・エスピリト・サント 974 729 81,866 1,875 90 (238)

地域金庫および関連会社 15,344 839

バンクインテル
(1) - (175)

ユーラゼオ
(2) 581 430 15,088 4,440 (129) (24)

その他 302 (63)

持分法適用会社に対する投資の正味帳
簿価額

18,561 503

(1) バンクインテルは、2012年度第3四半期に連結除外となった（注記2「事業年度における重要な情報」を参照。）。

(2) 総資産は、2012年6月30日に当行により報告された数値に基づく。収益および修正再表示後純利益合計は、2012年6月30日

までの12ヶ月の数値に基づく。

上記の表に示される市場価額は、2012年12月31日現在の市場における株式の相場価格である。この価額は、持分

法適用会社において公正価値が、IAS第28号に従い決定される持分法による価額と異なる可能性があるため、売却

価額を表していない場合がある。

持分法適用会社に対する投資は、のれんに関して使用される方法と同様、すなわち注記2.5「のれん」に記載さ

れる当該会社の予測将来キャッシュ・フロー見積りおよび評価パラメータを用いる減損テストの対象となった。

バンコ・エスピリト・サントの利益に対する持分には、267百万ユーロの減損の認識が含まれる。
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2011年12月31日

（百万ユーロ）
持分法に
よる価額

市場価額に
おける持分

総資産 収益
修正再表示
後

純利益合計

純利益に
対する持分

バンクAlサウジAlフランシ 1,229 1,952 28,951 873 554 134

バンコ・エスピリト・サント 888 404 82,771 2,095 (109) (329)

地域金庫および関連会社 14,604 1,027

バンクインテル 555 555 59,491 1,104 181 (597)

その他 305 22

ユーラゼオ
(1) 638 311 14,454 4,122 (100) (24)

その他 67 (4)

持分法適用会社に対する投資の正味帳
簿価額

18,286 229

(1) 総資産は、2011年6月30日に当行により報告された数値に基づく。収益および修正再表示後純利益合計は、2011年6月30日

までの12ヶ月の数値に基づく。

2.3　証券化取引

自己勘定の証券化取引

当行グループの様々な事業体が、担保付リファイナンス取引の一環として、自己勘定で証券化取引を行ってい

る。状況により、これらの取引の全部または一部につき、投資家に対して募集し、買戻し条件付契約に基づいて売

却し、またはリファイナンスのために使用可能な流動性有価証券準備金として発行者の貸借対照表に計上するこ

とができる。IAS第39号のフローチャートによると、これらの取引は、認識中止取引または非認識中止取引に分類

される。非認識中止取引については、資産は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結貸借対照表に

計上される。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス・グループは欧州において小

口消費者ローンおよびディーラー融資の証券化のために17個の連結ビークルを運営した。クレディ・アグリコル

・コンシューマー・ファイナンス・グループ内で行われた証券化取引は、IFRSにおける認識中止取引の一部を構

成するものではないと認識されており、よってクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類に

統合し直している。

関連資産（関連負債控除後）の帳簿価額は、2012年12月31日現在12,230百万ユーロとなった。それらには、特

に、2012年12月31日現在、正味帳簿価額15,557百万ユーロの顧客向けローン残高が含まれる。市場に既に流通して

いる有価証券の価額は、3,327百万ユーロであった。2012年12月31日現在、さらに発行予定の有価証券の価額は、

6,422百万ユーロであった。

2012年12月31日現在、カリパルマは、モーゲージの証券化ビークルを管理していた。これらの証券化取引は、

IFRSにおける認識中止取引の一部を構成するものではないと認識されており、よってクレディ・アグリコル・エ

ス・エー・グループの連結財務書類に統合し直している。

関連資産の帳簿価額は、2012年12月31日現在5,689百万ユーロとなった。

2.4　非連結会社に対する投資

売却可能金融資産のポートフォリオに計上されるこれらの投資は、発行した会社の株式資本の重要な割合を

占める持分証券であり、長期的な保有を意図している。

この項目は、2011年12月31日現在の5,569百万ユーロと比較して、2012年12月31日現在、5,665百万ユーロと

なった。2012年12月31日現在、保有割合が20％超で、貸借対照表上で重要性がある非連結会社への投資はクレディ

・ロジュモン（A株およびB株）およびコリアンである。当行グループの投資はそれぞれ合計485百万ユーロおよ
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び235百万ユーロにのぼる。

これらの株式はクレディ・ロジュモンの資本金の33％およびコリアンの資本金の31％を占めているが、様々

なフランスの銀行および企業によって共同保有されており、これらの事業体に対して重大な影響力をもたらして

いない。

2012年12月31日現在、非連結会社に対する株式投資の長期的な減損の純繰入額は-7百万ユーロとなった。

2.5　のれん

（百万ユーロ）
2011年

12月31日

総額

2011年

12月31日

純額

増加

（取得）

減少

（処分）

期中の

減損損失

為替換算

調整勘定

その他の

変動

2012年

12月31日

総額

2012年

12月31日

純額

フランス国内リテール・
バンキング

5,263 5,263 5,263 5,263

　・LCLグループ 5,263 5,263 5,263 5,263

専門金融サービス 3,499 3,116 - - (1,495) 1 (7) 3,493 1,615

　・消費者金融
(1) 1,948 1,948 (802) (12) 1,939 1,134

　・消費者金融－アゴス 567 567 (572) 5 569 -

　・消費者金融－自動車
関連パートナーシッ
プ

531 531 (121) 1 532 411

　・ファクタリング 453 70 453 70

貯蓄管理 4,541 4,541 12 (19) - (6) 11 4,539 4,539

　・資産運用 2,046 2,046 (6) (6) 2,034 2,034

　・投資家向けサービス 643 643 12 655 655

　・保険 1,228 1,228 (19) 6 1,215 1,215

　・国際プライベート・
バンキング

624 624 11 635 635

法人営業および投資銀行 2,420 1,353 1 - (834) (2) (42) 2,365 476

　・法人営業および投資
銀行（ブローカレッ
ジ業務を除く。）

1,701 942 (466) 1,701 476

　・ブローカレッジ業務
（株式）

55 41 1 (42) - -

　・ブローカレッジ業務
（その他）

664 370 (368) (2) 664 -

国際リテール・バンキン
グ

5,069 3,183 - - (1,066)(11) (88) 3,450 2,018

　・ギリシャ 1,516 - - -

　・イタリア 2,960 2,745 (997) (88) 2,872 1,660

　・ポーランド 265 265 265 265

　・ウクライナ 127 - (0) 124 -

　・その他の国々 201 173 (69) (11) 190 93

コーポレート・センター 72 72 72 72

合計 20,86417,528 13 (19)(3,395)(18) (126)19,18213,983

当行グループの持分 20,40517,107 11 (19)(3,242)(16) (102)18,74713,739

少数株主持分 459 421 2 (153) (2) (24) 435 244

(1) クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス（アゴスおよび自動車関連パートナーシップを除く。）

2012年12月31日現在、消費者金融の資金生成単位（以下「CGU」という。）は、以下の3つのCGUに分割された。

・消費者金融（アゴスおよび自動車関連パートナーシップを含まない。）

・アゴス

・自動車関連パートナーシップ

のれんは、帰属する資金生成単位（CGU）の使用価値の評価に基づき、減損テストの対象となる。使用価値は、当

行グループの経営のために作成された中期計画から計算されたCGUの見積将来キャッシュ・フローを割り引いて

決定される。

使用された仮定は以下のとおりである。

・見積将来キャッシュ・フロー：経営陣により承認された3年間の予算見通しに基づく3年間の予測データ。一部
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のCGUについては、当該CGUのより長期の経済サイクルを考慮して、5年間の予測データを用いることができる。

　事業部門の計画案は、以下の仮定に基づき、2012年9月末日の経済シナリオを用いて作成された。

・ユーロ圏において景気が緩やかに上昇する。

　2012年のユーロ圏における不況に続き、債務危機が徐々に解消されることにより、2013年は非常に緩やかな景

気上昇（0.3％）を記録する。

　2014年から2015年において、成長率が回復し、約1.5％となる見込みで、フランスでは緩やかな上昇（2014年に

おいて1.3％、2015年において1.8％）となる見込みである。イタリアでは、2年間の不況後、2014年には成長率

が技術的に回復し始めるが、2015年になっても低迷は続く。

・短期金利は2013年においても低いままである。

　ユーロ圏における経済状況の悪化により、ECBは、その融資金利を（2012年7月以降の）0.75％から2013年には

0.50％に引き下げた。主要金利が非常に低いこと（預金金利は0％、融資金利は0.75％）、リファイナンス取

引に制限がないこと、また担保適格基準が緩和されることで、ユーロ圏における余剰流動性が維持され、短期

金利は非常に低いままとなる（2012年末から2013年において、EURIBOR3ヶ月金利は0.25％）。

　2014年から2015年において、ECBは、ユーロ圏でみられる緩やかな景気回復に合わせて段階的に、慎重にそのリ

ファイナンス金利を引き上げる。

・長期金利は緩やかに段階的に上昇する。

　2012年において、ユーロ圏における公的債務危機およびリスク回避により、ドイツ国債およびフランス国債と

いった信用力の高い資産への逃避がみられ、その結果、この2ヶ国の10年物金利が非常に低くなった。ECBの

OMTという新たな公的債務買戻しプログラム（条件付きだが無制限）の発表を受け、リスク回避は徐々に緩

和される可能性がある。しかしながら、同時に、ほとんどの欧州諸国（特にイタリアおよびスペイン）の経済

状況は、予想以上の不況である。したがって、資金の安全な避難先（セーフへブン）の有価証券は極めて魅力

的で、フランスおよびドイツの長期金利が上昇するまでには予想以上に長くかかる。

　2014年から2015年において、成長の回復および財政の改善により、よりリスクの高い資産へと移行（リスク・

プレミアムが低下）する。しかしながら、景気回復の脆弱性およびその衝撃に対する脆弱性により、依然とし

てセーフヘブン資産の購入が支持され、フランスおよびドイツの長期金利の正常化は非常に緩やかなペース

となる。

・期間中にユーロ／ドルのパリティは安定する。

　ユーロ／ドルのパリティは、連邦準備銀行の非常に柔軟な政策によるドルの下落を受け、1.25マークあたりで

安定していた。しかしながら、その効果は、ユーロ圏における極めて不利な経済状況により相殺された。

　融資関連の事業部門（SFSおよびCIB）について、期間中の希少資源（流動性、リスク加重資産）の配分は、引

き続き制限される。

・様々な事業部門に配分された資本は、2012年12月31日現在、銀行業務についてはリスク加重資産の8％、保険業

務についてはソルベンシー・マージンの100％に相当した。

・持続成長率および割引率：以下の表のとおり、CGUによって異なる。

2012年度 持続成長率 割引率

フランス国内リテール・バンキング 2.0％ 9.2％

国際リテール・バンキング 2.0％から5.0％ 10.4％から16.9％

専門金融サービス 2.0％ 9.2％から10.9％

貯蓄管理 2.0％ 9.7％から10.1％

法人営業および投資銀行 2.0％ 11.3％から12.6％

コーポレート・センター 2.0％ 11.8％
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CGUに対する割引率は、南欧諸国におけるソブリン・リスクの拡大と、当該諸国の企業の評価におけるリスク

拡大による影響を考慮して、調整された。

その結果、国際リテール・バンキングの割引率は、2011年から2012年の間に、イタリアについては10.0％から

10.4％に、またエジプトについては12.7％から16.9％に、それぞれ引き上げられた。イタリアのソブリン・リスク

の変動は、イタリアの安定した専門金融サービス（アゴス・デュカートおよび自動車関連パートナーシップ）に

適用される割引率にも影響を及ぼした。

のれんの当行グループ持分に対して、感応度テストが行われた。

それらは、財務パラメータに関して、以下のとおり示している。

・割引率の+/-50ベーシス・ポイントの変動は、2012年度末に計上された当行グループ持分の減損損失の約

+/-900百万ユーロの変動につながる。

　－消費者金融CGUについては、+/-250百万ユーロ

　－国際リテール・バンキングCGU（イタリア）については、+/-200百万ユーロ

・銀行業CGUに割当てられる株式持分水準の+/-50ベーシス・ポイントの変動は、2012年度末に計上された当行

グループ持分の減損損失の約+/-800百万ユーロの変動につながる。

　－消費者金融CGUについては、+/-160百万ユーロ

　－国際リテール・バンキングCGU（イタリア）については、+/-100百万ユーロ

・持続成長率の+/-50ベーシス・ポイントの変動は、2012年度末に計上された当行グループ持分の減損損失の

約+/-200百万ユーロの変動につながる。

　－消費者金融CGUについては、+/-75百万ユーロ

　－国際リテール・バンキングCGU（イタリア）については、+/-85百万ユーロ

業務パラメータに関しては、以下のとおり示している。

・最終年度におけるCGUのコスト比率の+/-1％の変動は、2012年度末に計上された当行グループ持分の減損損

失の約+/-500百万ユーロの変動につながる。

　－消費者金融CGUについては、+/-180百万ユーロ

　－国際リテール・バンキングCGU（イタリア）については、+/-70百万ユーロ

・最終年度におけるリスク費用の+/-10ベーシス・ポイントの変動は、2012年度末に計上された当行グループ

持分の減損損失の約+/-900百万ユーロの変動につながる。

　－消費者金融CGUについては、+/-280百万ユーロ

　－国際リテール・バンキングCGU（イタリア）については、+/-140百万ユーロ

これらの異なる各シナリオにより発生する追加的減損損失は、2012年12月31日現在既に減損したCGUにのみ影

響を及ぼすと想定される。

2.6　ジョイント・ベンチャーへの投資

ジョイント・ベンチャーへの投資のリストおよび詳細

2012年12月31日現在、ジョイント・ベンチャーにおける主な投資は下記のとおりであった。

・ニューエッジは50％連結されており、連結貸借対照表への計上は合計22,910百万ユーロであり、1,329百万

ユーロが費用、984百万ユーロが収益であった。

・FGAキャピタルS.p.A. は50％連結されており、連結貸借対照表への計上は合計7,129百万ユーロであり、783

百万ユーロが費用、863百万ユーロが収益であった。
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ジョイント・ベンチャーへの投資に係る負債

2012年12月31日現在、ジョイント・ベンチャーへの投資に係る重要性の高い負債は見受けられなかった。

注記3　財務管理、リスク・エクスポージャーおよびヘッジの方針

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務管理部門は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の資

金の流れの整理、借換規則の定義および実施、資産・負債の管理ならびに自己資本規制比率の管理について責任

を有する。同部門は、原則を定め、当行グループ全体の一体性のある財務管理を確保する。

当行グループの銀行業務リスクの管理は、グループ・リスク管理および恒常的統制部門（DRG）が担当してい

る。同部門は、クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者直属で、その役割は、信用リスク、財務リスク

および業務リスクの管理である。

これらの手続についての記述および解説は、IFRS第7号で認められているとおり、「第3　事業の状況－3　対処す

べき課題」に記載されている。しかしながら、内訳は財務書類には表示されている。

3.1　信用リスク

（「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」の項目を参照。）

信用リスクは、相手方が義務を履行できず、また、これらの義務に関する銀行における記録の帳簿価額が正であ

る際に認識される。相手方は銀行である場合もあるが、産業もしくは商業企業、政府および政府が管理する様々な

組織、投資ファンドまたは個人である場合もある。

エクスポージャーは貸付、債務証券、財産証書、履行交換契約、履行保証または未使用の確約コミットメントで

ある場合もある。リスクには、整備された決済システム外で行われる現金または現物の交換を伴ういかなる取引

にも内在する決済リスクが含まれる。

信用リスクの最大エクスポージャー

企業の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、相殺額および評価額に係る認識された損失を控除した後

の正味帳簿価額の合計である。

（百万ユーロ）
2012年12月31日

継続事業
2011年12月31日

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（持分証券およびユ

ニット・リンク契約を除く。）
(1)

573,567 432,721

ヘッジ手段のデリバティブ 41,850 33,560

売却可能資産（持分証券を除く。） 237,601 206,353

金融機関に対する貸出金および債権（内部取引を除く。） 118,333 104,610

顧客に対する貸出金および債権 329,756 399,381

満期保有金融資産 14,602 15,343

貸借対照表上のコミットメントへのエクスポージャー（減損損失

控除後）
1,315,709 1,191,968

付与した融資コミットメント（内部取引を除く。）
(1） 149,217 160,160

付与した金融保証コミットメント（内部取引を除く。） 93,435 98,898

引当金　－　融資コミットメント (309) (219)

貸借対照表外の融資コミットメントへのエクスポージャー（引当

金控除後）
242,343 258,839

信用リスクの最大エクスポージャー
(2） 1,558,052 1,450,807

(1) 2011年12月31日現在、取引日に認識された売戻し条件付買入有価証券は、その他の債務勘定の相手方科目として、名目価

格で2十億ユーロ計上された。2012年12月31日現在、これらの取引は、22十億ユーロに相当し、取引日から決済日の間、
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「付与した融資コミットメント」に計上された（注記8「融資および保証コミットメントならびにその他の保証」を参

照。）。

(2) 2012年度に売却目的保有事業に再分類された事業体による、2011年12月31日における寄与は、34,005百万ユーロであっ

た。

保証およびその他の信用補完措置の金額は以下のとおりであった。

（百万ユーロ） 2012年12月31日 2011年12月31日

金融機関に対する貸出金および債権（内部取引を除く。）
(1) 4,405 22,759

顧客に対する貸出金および債権 139,388 154,975

付与した融資コミットメント（内部取引を除く。） 13,541 14,676

付与した保証コミットメント（内部取引を除く。） 5,058 4,682

(1) 非継続事業あるいは売却目的保有事業に関する金額（エンポリキに相当）は、2011年12月31日現在、7,976百万ユーロで

あった。

表示された金額は、ソルベンシー比率における規制上の所要資本の算定に使用される保証および担保の金額で

ある。これらは、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの標準方法委員会が策定した規則に基づき、リス

ク部門により評価される。この評価の更新に使用される方法および更新の頻度は、担保の性質によって異なるが、

年1回以上更新される。受領した保証に関して申告される金額は、その対象となる資産の金額を超えないものとす

る。

融資活動の内訳（経済主体別）

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（経済主体別）（クレディ・アグリコル内部取引を除く。）

2012年12月31日

（百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評価さ
れた
減損

集合的に評価さ
れた
減損

合計

中央政府 4,961 62 56 28 4,877

中央銀行 25,500 - - - 25,500

金融機関 93,392 648 557 - 92,835

金融機関以外の機関 41,272 2,571 1,214 646 39,412

大企業 144,469 5,297 2,786 1,333140,350

小口顧客 151,308 8,771 5,337 856 145,115

金融機関および顧客に対する貸出金および債

権合計
(1)

460,902 17,349 9,950 2,863448,089

(1)
 
条件緩和（減損されていない）貸出金2,389百万ユーロを含んでいる。

2011年12月31日

（百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評価さ
れた
減損

集合的に評価さ
れた
減損

合計

中央政府 7,112 210 83 23 7,006

中央銀行 23,214 - - - 23,214

金融機関 81,964 611 569 - 81,395

金融機関以外の機関 75,593 2,369 1,213 1,13673,244

大企業 167,620 7,491 4,446 1,662161,512

小口顧客 165,492 14,078 7,153 720 157,619

金融機関及び顧客に対する貸出金および債権

合計
(1)

520,995 24,75913,464 3,541503,990

(1)
 
条件緩和（減損されていない）貸出金3,020百万ユーロを含んでいる。
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顧客に付与したコミットメント（経済主体別）

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

顧客に付与した融資コミットメント

中央政府 3,383 4,518

金融機関以外の機関 17,255 21,865

大企業 95,911 91,264

小口顧客 26,053 31,249

融資コミットメント合計 142,602 148,896

顧客に付与した保証コミットメント

中央政府 325 990

金融機関以外の機関 9,098 7,940

大企業 38,405 38,788

小口顧客 34,844 39,003

保証コミットメント合計 82,672 86,721

顧客に対する債務（経済主体別）

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

中央政府 10,862 11,058

金融機関以外の機関 58,587 99,699

大企業 111,011 116,863

小口顧客 303,178 298,016

顧客に対する債務合計 483,638 525,636

地域別の融資活動の内訳

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（地域別）（クレディ・アグリコル内部取引を除く。）

2012年12月31日

（百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評
価された
減損

集合的に評
価された
減損

合計

フランス（海外の領地を含む。） 213,388 5,398 2,852 965 209,571

その他のEU諸国 126,185 8,798 5,075 1,019120,091

その他の欧州諸国 16,050 461 233 97 15,720

北アメリカ 39,540 507 343 361 38,836

中央・南アメリカ 12,744 880 658 17 12,069

アフリカおよび中東 18,279 998 705 181 17,393

アジア太平洋（日本を除く。） 18,541 198 17 126 18,398

日本 16,175 109 67 97 16,011

超国家的組織 - - - - -

金融機関および顧客に対する貸出金および

債権合計
(1)

460,902 17,349 9,950 2,863448,089

(1) 条件緩和（減損されていない）貸出金2,389百万ユーロを含んでいる。

2011年12月31日

（百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評
価された
減損

集合的に評
価された
減損

合計

フランス（海外の領地を含む。） 208,593 5,874 3,288 878 204,427

その他のEU諸国 161,444 15,918 8,207 1,136152,101

その他の欧州諸国 16,297 523 252 100 15,945

北アメリカ 63,612 457 350 916 62,346

中央・南アメリカ 14,613 913 607 23 13,983
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アフリカおよび中東 20,116 903 653 331 19,132

アジア太平洋（日本を除く。） 15,223 117 68 83 15,072

日本 21,069 54 39 74 20,956

超国家的組織 28 - 28

金融機関および顧客に対する貸出金および

債権合計
(1)

520,995 24,75913,464 3,541503,990

(1) 条件緩和（減損されていない）貸出金3,020百万ユーロを含んでいる。

顧客に付与したコミットメント（地域別分析）

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

顧客に付与した融資コミットメント

フランス（海外の領地を含む。） 70,924 64,904

その他のEU諸国 32,290 42,029

その他の欧州諸国 6,790 7,043

北アメリカ 19,084 20,155

中央・南アメリカ 4,010 4,747

アフリカおよび中東 1,769 2,266

アジア太平洋（日本を除く。） 6,862 6,735

日本 873 1,017

融資コミットメント合計 142,602 148,896

顧客に付与した保証コミットメント

フランス（海外の領地を含む。） 55,139 58,037

その他のEU諸国 12,632 12,888

その他の欧州諸国 3,627 1,806

北アメリカ 5,337 5,705

中央・南アメリカ 559 682

アフリカおよび中東 1,360 1,990

アジア太平洋（日本を除く。） 3,123 4,527

日本 895 1,086

保証コミットメント合計 82,672 86,721

顧客に対する債務（地域別分析）

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 340,783 338,381

その他のEU諸国 74,415 85,294

その他の欧州諸国 11,745 10,349

北アメリカ 26,133 62,146

中央・南アメリカ 3,583 3,359

アフリカおよび中東 13,747 13,277

アジア太平洋（日本を除く。） 9,212 10,709

日本 4,020 2,121

超国家的組織 - -

顧客に対する債務合計 483,638 525,636

延滞金融資産または個別に減損が評価された金融資産

延滞金融資産または減損が評価された金融資産の分析（経済主体別）

2012年12月31日

延滞貸出金に対する支払いの遅滞 個別に減損
が評価され
た金融資産
の正味帳簿
価額

個別および
共同でテス
トされた金
融資産の減
損

（百万ユーロ） 90日以内
90日超

180日以内

180日超

1年以内
1年超

延滞金融資産の

正味帳簿価額

資本性金融商品 - - - - - 2,770 1,936

負債性金融商品 - - - - - 591 569
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　中央政府
(1) - - - - - - -

　中央銀行 - - - - - 1 8

　金融機関 - - - - - 444 501

　金融機関以外の機関 - - - - - 146 60

　大企業 - - - - - - -

　小口顧客 - - - - - - -

貸出金および債権 6,254 312 370 75 7,011 7,40112,395

　中央政府 51 2 4 2 59 6 60

　中央銀行 - - - - - - -

　金融機関 108 33 223 - 365 91 553

　金融機関以外の機関 774 41 25 3 843 1,357 1,140

　大企業 2,060 131 69 63 2,322 2,511 4,551

　小口顧客 3,261 105 49 7 3,422 3,436 6,091

延滞金融資産または個別に減損

が評価された金融資産合計
6,254 312 370 75 7,01110,76214,900

(1) ギリシャ政府の債券は、2012年2月21日にギリシャ政府が発表したソブリン債務の再編計画に基づいて交換された。この

取引が、-5十億ユーロの減損および-2十億ユーロの正味帳簿価額の減少の要因であった。

2011年12月31日

延滞貸出金に対する支払いの遅滞 個別に減損
が評価され
た金融資産
の正味帳簿
価額

個別および
共同でテス
トされた金
融資産の減
損

（百万ユーロ） 90日以内
90日超

180日以内

180日超

1年以内
1年超

延滞金融資産の

正味帳簿価額

資本性金融商品 - - - - - 2,416 2,296

負債性金融商品 174 - - - 174 2,702 5,794

　中央政府
(1) - - - - - 2,002 5,116

　中央銀行 - - - - - 2 -

　金融機関 - - - - - - 23

　金融機関以外の機関 - - - - - 494 417

　大企業 174 - - - 174 204 238

　小口顧客 - - - - - - -

貸出金および債権 6,151 401 275 145 6,97211,29517,005

　中央政府 43 1 2 - 46 127 106

　中央銀行 - - - - - - -

　金融機関 225 65 - 30 320 42 569

　金融機関以外の機関 218 42 7 1 268 1,156 2,349

　大企業 2,096 104 254 110 2,564 3,045 6,108

　小口顧客 3,569 189 12 4 3,774 6,925 7,873

延滞金融資産または個別に減損

が評価された金融資産合計
6,325 401 275 145 7,14616,41325,095

(1) 内部モデルを用いて評価されたギリシャ政府の債券は、平均で74％、合計5.1十億ユーロ減損した。生命保険特有の制度

を適用した後、当行グループへの影響額（税引後）は943百万ユーロであった。2011年12月31日現在の正味帳簿価額は、2

十億ユーロに達した（注記6.8を参照。）。

デリバティブ商品－カウンターパーティー・リスク

デリバティブ商品に係るカウンターパーティー・リスクは、市場価値およびバーゼル2規制基準に従って算定

され、加重された潜在的な信用リスクから構成される。

また、リスクを軽減するネッティング契約および担保契約の影響も参考として表示されている。

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 市場価額

潜在的な
信用

リスク
(1)

カウンター
パーティー
・リスク
合計

市場価額

潜在的な
信用

リスク
(1)

カウンター
パーティー
・リスク
合計
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OECD政府、中央銀行および類似機関に関す

るリスク
8,184 2,137 10,321 6,630 2,950 9,580

OECD金融機関および類似機関に関するリス

ク
157,10960,628217,737174,12281,312255,433

その他のカウンターパーティーに関するリ

スク
21,29511,49732,792 27,64817,08544,733

カウンターパーティー・リスク合計 186,58874,262260,850208,400101,347309,746

以下に係るリスク：

－金利、為替レートおよびコモディティ契

約
176,81661,741238,556184,71182,877267,586

－エクイティおよびインデックス・

デリバティブ契約
4,473 2,545 7,018 9,490 4,749 14,240

－クレジット・デリバティブ 5,299 9,976 15,276 14,19913,72127,920

リスク合計 186,58874,262260,850208,400101,347309,746

ネッティング契約および担保契約の影響 150,32450,296200,621177,27765,247242,523

合計（ネッティング契約および担保契約の

影響控除後）
36,26423,96660,229 31,12336,10067,223

(1) バーゼル2の規制基準に基づいて計算されている。

カウンターパーティー・リスクがないため、ネットワークのメンバー間の契約は含まれていない。

3.2　市場リスク

（「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」の項目を参照。）

市場リスクとは、損益計算書または貸借対照表において、市場変数の変化に伴い金融商品の価値が不利に変動

したことによって生じる負の影響のリスクをいい、特に以下のリスクをいう。

・金利：金利リスクとは、金融商品の公正価値が変化するリスク、または、金利の変動に伴って、金融商品の将来

のキャッシュ・フローが変化するリスクをいう。

・為替レート：外国為替リスクとは、為替レートの変動に伴って、金融商品の公正価値が変動するリスクをいう。

・価格：価格リスクとは、株式およびコモディティ、株式のバスケットならびに株式指標の価格または流動性の

変動リスクをいう。このリスクに最もさらされる商品は、変動利付証券、エクイティ・デリバティブおよびコ

モディティ・デリバティブである。

デリバティブ商品：残存期間別の分析

デリバティブ商品の市場価値を契約上の残存期間別に分けている。

ヘッジ手段のデリバティブ－資産の公正価値

2012年12月31日
2011年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価
格合計

市場価
格合計（百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 - - - 3,84412,72024,34340,90732,163

・金利スワップ 3,82412,43024,19540,44931,450

・金利オプション - - - - 150

・キャップ－フロア－カラー 20 290 148 458 482

・その他のオプション - - - - 81

通貨および金 - - - 324 139 68 531 812

・通貨先物 322 139 68 529 788

・通貨オプション 2 - - 2 24

その他の商品 - - - 19 12 1 32 18

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

19 12 1 32 18

小計 4,18712,87124,41241,47032,993
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・通貨先渡取引 - - - 140 13 227 380 567

ヘッジ手段のデリバティブ－資産の
公正価値合計

- - - 4,32712,88424,63941,85033,560

ヘッジ手段のデリバティブ－負債の公正価値

2012年12月31日
2011年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価
格合計

市場価
格合計（百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 - - - 3,18511,94526,69841,828 33,535

・金利スワップ 3,15511,73126,50541,391 32,997

・金利オプション - 5 - 5 71

・キャップ－フロア－カラー 29 208 188 425 395

・その他のオプション 1 1 5 7 72

通貨および金 - - - 167 183 18 368 323

・通貨先物 165 183 18 366 298

・通貨オプション 2 - - 2 25

その他の商品 - - - 15 1 1 17 19

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

15 1 1 17 19

小計 - - - 3,36712,12926,71742,213 33,877

・通貨先渡取引 175 17 6 198 728

ヘッジ手段のデリバティブ－負債の
公正価値合計

- - - 3,54212,14626,72342,411 34,605

売買目的保有のデリバティブ商品－資産の公正価値

2012年12月31日
2011年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価
格合計

市場価
格合計（百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 4 3 - 18,11198,774263,465380,357290,976

・先物 - - - - - - - 2

・金利先渡契約 - - - 672 102 - 774 766

・金利スワップ - - - 16,73486,689225,862329,285240,318

・金利オプション - - - 80 3,41332,20835,701 35,810

・キャップ－フロア－カラー - - - 624 8,5705,39514,589 14,078

・その他のオプション 4 3 - 1 - - 8 2

通貨および金 10 - - 3,152 3,2573,95910,378 11,030

・通貨先物 10 - - 1,441 755 1,3763,582 4,810

・通貨オプション - - - 1,711 2,5022,5836,796 6,220

その他の商品 111 592 19 3,85112,9291,21218,714 31,820

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

111 592 19 1,277 4,560 544 7,103 12,767

・貴金属デリバティブ - - - 23 4 - 27 87

・コモディティ・デリバティブ - - - 322 220 46 588 2,889

・クレジット・デリバティブ - - - 2,229 8,145 622 10,996 16,077

・その他 - - - - - - -

小計 125 595 19 25,114114,960268,636409,449333,826

・通貨先渡取引 - - - 7,968 953 172 9,093 15,622

売買目的保有のデリバティブ－資産
の公正価値合計

125 595 19 33,082115,913268,808418,542349,448

売買目的保有のデリバティブ商品－負債の公正価値

2012年12月31日
2011年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価
格合計

市場価
格合計（百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 1 - - 17,63796,336265,741379,715290,928

・先物 1 - - - - - 1 1

・金利先渡契約 - - - 654 76 - 730 746
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・金利スワップ - - - 15,94081,571225,446322,957235,430

・金利オプション - - - 235 4,09133,65737,983 37,107

・キャップ－フロア－カラー - - - 799 10,5766,55617,931 17,535

・その他のオプション - - - 9 22 82 113 109

通貨および金 5 - - 3,203 3,856 3,22110,285 10,674

・通貨先物 4 - - 1,173 1,144 968 3,289 3,972

・通貨オプション 1 - - 2,030 2,712 2,2536,996 6,702

その他の商品 195 1,030 46 4,18213,1831,15419,790 31,509

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

150 1,026 46 1,027 4,780 514 7,543 12,014

・貴金属デリバティブ - - - 27 4 - 31 84

・コモディティ・デリバティブ 45 - - 250 207 48 550 2,736

・クレジット・デリバティブ - - - 2,862 8,192 592 11,646 16,538

・その他 - 4 - 16 - - 20 137

小計 201 1,030 46 25,022113,375270,116409,790333,111

・通貨先渡取引 - - - 7,287 1,144 140 8,571 12,884

売買目的保有のデリバティブ－負債
の公正価値合計

201 1,030 46 32,309114,519270,256418,361345,995

デリバティブ商品：コミットメント合計

2012年12月31日2011年12月31日

（百万ユーロ） 想定元本残高合計 想定元本残高合計

金利商品 11,614,034 11,966,780

・先物 385,345 248,816

・金利先渡契約 1,309,145 1,404,723

・金利スワップ 7,386,997 7,205,798

・金利オプション 1,434,031 1,831,275

・キャップ－フロア－カラー 1,098,473 1,274,716

・その他のオプション 43 1,452

通貨および金 2,414,807 2,336,985

・通貨先物 1,890,181 1,674,697

・通貨オプション 524,626 662,288

その他の商品 1,195,451 1,013,368

・エクイティおよびインデックス・デリバティブ 110,805 172,418

・貴金属デリバティブ 811 1,220

・コモディティ・デリバティブ 7,235 69,783

・クレジット・デリバティブ 1,076,273 769,254

・その他 327 693

小計 15,224,292 15,317,133

・通貨先渡取引 323,499 653,489

想定元本合計 15,547,791 15,970,622

外国為替リスク

連結貸借対照表の通貨別分析

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 資産 負債 資産 負債

ユーロ 1,451,8161,451,3531,305,5151,297,660

その他のEU通貨 37,35733,40425,03727,070

米ドル 265,056269,421286,103308,534

日本円 33,48543,72142,26842,909

その他の通貨 54,64744,46264,68547,435

合計 1,842,3611,842,3611,723,6081,723,608

債券および劣後債務の通貨別の内訳

2012年12月31日 2011年12月31日
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（百万ユーロ） 社債
期限付
劣後債務

永久
劣後債務

社債
期限付
劣後債務

永久
劣後債務

ユーロ 65,93417,8255,81466,86618,7926,407

その他のEU通貨 1,6121,2091,0311,0441,4612,109

米ドル 4,795 536 2,9295,553 871 3,376

日本円 2,039 - - 2,161 - -

その他の通貨 2,319 155 201 2,569 180 278

合計 76,69919,7259,97578,19321,30412,170

保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に

含まれるものは、2012年12月31日現在において相殺消去され、その金額は7,884百万ユーロであった（注記6.11

「債務証券および劣後債務」を参照。）。

3.3　流動性リスクおよび財務リスク

（「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」の項目を参照。）

流動性リスクおよび財務リスクとは、財務的なコミットメントの期限到来時に、当行が適時にそれを満たすこ

とができなかった場合または合理的な価格で借入れを更新することができなかった場合の損失リスクをいう。

これらのコミットメントには、預金者および供給者に対する債務ならびに貸付および投資に関するコミットメ

ントが含まれる。

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（残存期間別）

2012年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

金融機関に対する貸出金および債権（クレディ

・アグリコル内部取引を含む。）
144,06963,956108,67964,7694,651386,124

顧客に対する貸出金および債権（うち、ファイナ

ンス・リース）
87,01933,828118,35898,5104,297342,012

合計 231,08897,784227,037163,2798,948728,136

減損 (12,813)

金融機関および顧客に対する貸出金および債権

合計
715,323

2011年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

金融機関に対する貸出金および債権（クレディ

・アグリコル内部取引を含む。）
138,98665,926104,04468,0603,394380,410

顧客に対する貸出金および債権（うち、ファイナ

ンス・リース）
142,67537,174122,471104,5128,985415,817

合計 281,661103,100226,515172,57212,379796,227

減損 (17,005)

金融機関および顧客に対する貸出金および債権

合計
779,222

金融機関および顧客に対する債務（残存期間別）

2012年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計
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金融機関に対する債務（クレディ・アグリコル

内部取引を含む。）
69,03712,92956,00319,9682,714160,651

顧客に対する債務 405,90731,92434,6587,480 3,669483,638

金融機関および顧客に対する債務合計 474,94444,85390,66127,4486,383644,289

2011年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

金融機関に対する債務（クレディ・アグリコル

内部取引を含む。）
101,95910,28833,45323,7123,253172,665

顧客に対する債務 442,87836,72633,9208,299 3,813525,636

金融機関および顧客に対する債務合計 544,83747,01467,37332,0117,066698,301

債務証券および劣後債務

2012年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

債務証券

利付債券 137 61 - - - 198

短期金融商品 - 1,991 8,36410,236 - 20,591

譲渡可能債務証券 32,55714,6301,399 352 - 48,938

債券
(1) 7,657 8,92242,10418,016 - 76,699

その他の債務証券 1,725 1,611 430 198 - 3,964

債務証券合計 42,07627,21552,29728,802 - 150,390

劣後債務

期限付劣後債務 288 1,554 2,73015,153 - 19,725

永久劣後債務 4 1 - 211 9,759 9,975

相互保証預託金 - - - - 136 136

参加型有価証券・ローン 1 - - 2 141 144

劣後債務合計 292 1,555 2,73015,36610,03629,980

クレディ・アグリコル・エス・エーが発行し、当行グループの保険会社が引き受けた債務証券のうち、これら

の契約の性質により、保険契約者が金融リスクを負う割合について、2012年度第1四半期において初めて控除され

た。債務証券から相当額が控除され、その金額は2012年12月31日現在、7,884百万ユーロであった。

2011年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

債務証券

利付債券 134 97 65 - 2 298

短期金融商品 - 128 1,616 4,262 - 6,006

譲渡可能債務証券 46,02711,3501,919 665 - 59,961

債券
(1) 5,106 8,37338,93825,299 477 78,193

その他の債務証券 1,228 1,145 - 1,321 168 3,862

債務証券合計 52,49521,09342,53831,547 647 148,320

劣後債務

期限付劣後債務 762 1,175 3,49115,811 65 21,304

永久劣後債務 7 211 - 11,634 318 12,170

相互保証預託金 - - - - 128 128

参加型有価証券・ローン 1 - - 179 - 180

劣後債務合計 770 1,386 3,49127,624 511 33,782

(1) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。
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リスクのある金融保証（予定満期別）

以下の表示金額は、リスクのある（すなわち減損した、またはウォッチリストに掲載されている）金融保証の

請求見込額である。

2012年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

付与した金融保証 174 372 - - - 546

2011年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

付与した金融保証 150 426 - - - 576

デリバティブの契約上の残存期間は注記3.2「市場リスク」で開示されている。

次へ
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3.4　金利リスクおよび為替リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジ

（「第3　事業の状況－　3　対処すべき課題」の項目を参照。）

ヘッジ関係において使用されるデリバティブ金融商品は、以下の用途に応じて指定されている。

・公正価値ヘッジ

・キャッシュ・フロー・ヘッジ

・外貨に対する純投資のヘッジ

各ヘッジ関係は正式に文書化されており、それには戦略、ヘッジ対象、ヘッジ手段および有効性の測定方法が記

載されている。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジは、金利の変動による固定利付金融商品の公正価値の変動リスクを低減する。公正価値ヘッジ

は、固定利付資産または固定利付負債を、変動利付資産または変動利付負債に変換する。

ヘッジ対象は、主に固定金利のローン、有価証券、預金および劣後債務である。

将来キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジは、変動利付金融商品に係るキャッシュ・フローの変動に関するリスクを低減す

る。

ヘッジ対象は、主に変動金利のローンおよび預金である。

外貨に対する純投資のヘッジ

外貨に対する純投資のヘッジは、子会社に対する外貨建ての投資に関連した為替変動に内在するリスクを低減

する。

ヘッジ手段としてのデリバティブ

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）
市場価額

想定元本
市場価額 想定元本

（1）プラス マイナス プラス マイナス

公正価値ヘッジ 40,247 42,2761,172,97932,345 34,4361,261,213

金利 39,417 41,7961,101,01530,958 33,5161,183,527

資本性金融商品 13 2 356 18 5 184

為替 817 478 71,608 1,369 915 77,498

クレジット - - - - - -

コモディティ - - - - - -

その他 - - - - - 4

将来キャッシュ・フロー・ヘッジ 1,575 121 27,489 1,205 34 12,369

金利 1,490 31 14,480 1,205 21 12,369

資本性金融商品 19 15 90 - 13 -

為替 66 75 12,919 - - -

クレジット - - - - - -

コモディティ - - - - - -

その他 - - - - - -

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ 28 14 3,695 10 135 6,278

ヘッジ手段のデリバティブ合計 41,850 42,4111,204,16333,560 34,6051,279,860

(1) 公正価値ヘッジ－金利に関して、マクロ・ヘッジ会計における372,923百万ユーロの期首調整額を含む。

3.5　業務リスク
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（「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」を参照。）

業務リスクは、内部手続もしくはシステムの欠陥、人為的ミスまたは信用リスク、市場リスクもしくは流動性

リスクに関係しない外部事象に起因する損失の可能性である。

3.6　資本管理および規制比率

2006年1月11日にEUが採択したIAS第1号の修正は、企業の資本情報およびその管理情報の開示を要求するもの

である。この修正の目的は、企業の資本管理における目的、方針およびプロセスを利用者に開示することである。

そこでは、財務書類の注記の中で質的および量的な情報の開示であり、主に企業が資本として何を管理している

かの量的データの概要、企業資本に課された外部的要求（規制要件等）、企業が規制要件を順守したか否かの表

示、また順守していない場合、その帰結の開示が要求されている。

「投資機関および金融機関の自己資本」および「金融コングロマリット」にかかる欧州指令をフランス法に

置換えた、銀行に適用される金融健全性規制では、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは流動性比率

とリスク部門および貸借対照表管理の規制、およびソルベンシー比率を遵守する必要がある。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、信用リスク、業務リスクおよび市場リスクのリスク加重資

産を補うために、フランスの金融健全性規制監督機構（以下「ACP」という。）に要求される規則第90/02号の規

制資本要件に沿って、資本管理を行っている。

欧州CRD（自己資本指令）（2006/48/ECおよび2006/49/EC）をフランス規制に置換える2007年2月20日の法令

には「金融機関および投資会社に適用される資本要件」および2008年1月1日以降のソルベンシー比率の計算方

法が定義されている。

これら規制に従って、2007年度にクレディ・アグリコル・エス・エー・グループは新しい欧州CRDの置換えの

影響を、資本およびリスク管理プロセスに組み込んだ。

しかしながら、規制当局は2011年12月31日までフロアに関連する追加資本要件を維持した（バーゼル2の要件

はバーゼル1の要件の80％未満になってはならない。）。2012年度において、フロアは廃止された。しかしながら、

バーゼル1の要件に基づく開示は、依然として必須である。

規制資本は3つの種類に分けることができる。

・Tier 1資本は当行グループの株式をもとに計算され、未実現損益に係る調整がされる。

・Tier 2資本はTier 1資本の100％までと制限されており、主に劣後債で構成されている。

・Tier 3資本は比率に含まれており、短期間保有の劣後債で構成されている。

その他金融機関の株式投資の控除によりこの資本の合計は減少し、現在では規制に従いTier 1資本および

Tier 2資本に直接配分されている。

「コングロマリット指令」の適用は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにとって持分法適用保

険会社に対する投資の控除を意味する。規制に従って、2007年1月1日より前に取得した企業の資本金に100％適用

される。

規制に従って、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは少なくとも4％の中核的自己資本比率および

8％のソルベンシー比率を維持しなくてはならない。

2012年度は2011年度と同様、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループはこれらの要件を満たした。

注記4　損益計算書に対する注記

IFRS第5号に従い、比較情報は、売却目的保有事業または非継続事業による影響を反映して修正再表示されてい

る。
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4.1　受取利息および支払利息

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

銀行間取引 1,252 1,680 1,731

クレディ・アグリコル内部取引 6,196 6,938 6,938

顧客との取引 13,594 13,319 14,195

売却可能金融資産に係る未収利息 7,177 8,278 8,330

満期保有投資に係る未収利息 763 906 906

ヘッジ手段に係る未収利息 1,948 1,281 1,281

ファイナンス・リース 1,098 1,146 1,146

その他の受取利息 486 43 43

受取利息および類似収益
(1) 32,514 33,591 34,570

銀行間取引 (1,282) (1,972) (1,990)

クレディ・アグリコル内部取引 (1,646) (1,044) (1,044)

顧客との取引 (7,601) (7,488) (7,672)

債務証券 (4,051) (4,377) (4,393)

劣後債務 (1,150) (2,297) (2,297)

ヘッジ手段に係る未払利息 (1,802) (1,755) (1,755)

ファイナンス・リース (239) (240) (240)

その他の支払利息 (13) 6 (10)

支払利息および類似費用 (17,784) (19,167) (19,401)

(1) うち、個別に減損した貸出金に係る受取利息および類似収益は、2012年12月31日現在、188百万ユーロ（2011年12月31日

現在、215百万ユーロ）であった。

2012年12月31日における劣後債務の買戻しは、「その他の受取利息」および「劣後債務に係る支払利息」に影

響し、全体では864百万ユーロの影響となった。

過去に「受取報酬および手数料」に記載されていたコミットメントに係る受取報酬および手数料は、2012年12

月31日において、「受取利息」に再分類された。コミットメントに係る受取報酬および手数料は、2012年12月31日

現在、841百万ユーロ（2011年12月31日現在、1,041百万ユーロ）であった。この再分類に関して、2011年12月31日

時点のプロフォーマ・ベースのものは作成されていない。

4.2　報酬および手数料純額

2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

（百万ユーロ） 収益 費用 純額 収益 費用 純額 収益 費用 純額

銀行間取引 238 (96) 142 160 (57) 103 160 (57) 103

クレディ・アグリコル内部取引 496 (1,015)(519) 427 (973)(546) 427 (974)(547)

顧客との取引 1,685 (184)1,501 1,748 (190)1,558 1,816 (190)1,626

証券取引 277 (238) 39 680 (729) (49) 1,289 (775) 514

外国為替取引 41 (18) 23 43 (18) 25 44 (18) 26

デリバティブおよびその他のオフ
バランスシート項目

908 (591) 317 2,076 (759)1,317 2,120(760) 1,360

支払手段ならびにその他の銀行業
務および金融サービス

2,018(2,841)(823)2,116(2,640)(524)2,208(2,735)(527)

投資信託管理、信託および同種の業

務
2,594 (649)1,945 2,713 (569)2,144 2,715 (598)2,117

報酬および手数料純額 8,257(5,632)2,625 9,963(5,935)4,02810,779(6,107)4,672
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過去に「受取報酬および手数料」に記載されていたコミットメントに係る受取報酬および手数料は、2012年12

月31日において、「受取利息」に再分類された。コミットメントに係る受取報酬および手数料は、2012年12月31日

現在、841百万ユーロ（2011年12月31日現在、1,041百万ユーロ）であった。この再分類に関して、2011年12月31日

時点のプロフォーマ・ベースのものは作成されていない。

4.3　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／（損失）

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

受取配当金 353 627 627

売買目的保有に分類される、純損益を通じて公正価値で測定する資

産／負債に係る未実現利益・損失または実現利益・損失
(1) (526) 1,635 1,677

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定する資産／負債に係

る未実現利益・損失または実現利益・損失
(2) 5,325 (1,828) (1,846)

為替取引および同種の金融商品に係る純利益／（損失）（在外営

業活動体に対する純投資のヘッジに係る利益／（損失）を除く。）
247 (474) (486)

ヘッジ会計による利益／（損失） (22) (24) (24)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／（損

失）
5,377 (64) (52)

(1) 公正価値で測定する仕組債発行に係る発行者スプレッドの変動により、2012年12月31日現在、-933百万ユーロの損失

（2011年12月31日現在は671百万ユーロの利益）となり、収益に含まれた（注記6.2「純損益を通じて公正価値で測定す

る金融負債」を参照。）。

(2) 保険会社が保有する金融資産について、2012年12月31日において6,367百万ユーロを含む。この項目は、主にユニット・

リンク契約の価値の変動（2012年12月31日は3,976百万ユーロ、2011年12月31日は-1,993百万ユーロ）から成る。これら

の契約に係る責任準備金の変動については、逆の傾向がみられ、「その他の業務に係る純利益（費用）」に計上されて

いる。

ヘッジ会計による利益／（損失）の分析

2012年12月31日

（百万ユーロ） 利益 損失 純額

公正価値ヘッジ 11,402 (11,418) (16)

ヘッジされるリスクに帰属するヘッジ対象の公正価値の変動 5,439 (4,839) 600

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動（ヘッジの売却を含

む。）
5,963 (6,579) (616)

キャッシュ・フロー・ヘッジ - - -

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分 - - -

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ - - -

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分 - - -

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーの公正価値

ヘッジ
17,968 (17,974) (6)

ヘッジ対象の公正価値の変動 11,570 (13,111)(1,541)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動 6,398 (4,863) 1,535

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーのキャッシュ

・フロー・ヘッジ
- - -

ヘッジ手段である商品の公正価値の変動－非有効部分 - - -

ヘッジ会計による利益／（損失）合計 29,370 (29,392) (22)

2011年12月31日（プロフォーマ）

（百万ユーロ） 利益 損失 純額

公正価値ヘッジ 7,952 (7,972) (20)

ヘッジされるリスクに帰属するヘッジ対象の公正価値の変動 3,446 (4,212) (766)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動（ヘッジの売却を含

む。）
4,506 (3,760) 746
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キャッシュ・フロー・ヘッジ - - -

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分 -

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ - - -

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分 -

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーの公正価値

ヘッジ
16,736 (16,739) (3)

ヘッジ対象の公正価値の変動 8,336 (8,439) (103)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動 8,400 (8,300) 100

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーのキャッシュ

・フロー・ヘッジ
1 (2) (1)

ヘッジ手段である商品の公正価値の変動－非有効部分 1 (2) (1)

ヘッジ会計による利益／（損失）合計 24,689 (24,713) (24)

2011年12月31日（報告値）

（百万ユーロ） 利益 損失 純額

公正価値ヘッジ 7,957 (7,976) (19)

ヘッジされるリスクに帰属するヘッジ対象の公正価値の変動 3,446 (4,213) (767)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動（ヘッジの売却を含

む。）
4,511 (3,763) 748

キャッシュ・フロー・ヘッジ - - -

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分 -

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ - - -

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分 -

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーの公正価値

ヘッジ
16,778 (16,781) (3)

ヘッジ対象の公正価値の変動 8,343 (8,474) (131)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動 8,435 (8,307) 128

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーのキャッシュ

・フロー・ヘッジ
- (2) (2)

ヘッジ手段である商品の公正価値の変動－非有効部分 - (2) (2)

ヘッジ会計による利益／（損失）合計 24,735 (24,759) (24)

4.4　売却可能金融資産に係る純利益／（損失）

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

受取配当金 681 886 886

売却可能金融資産に係る実現利益または実現損失
(1) 224 817 815

株式投資に係る永久減損損失
(2) (855) (5,050) (5,057)

満期保有投資ならびに貸出金および債権の処分に係る利益

または損失
(172) (215) (214)

売却可能金融資産に係る純利益／（損失） (122) (3,562) (3,570)

(1) 注記4.8に記載されている、売却可能金融資産として認識された永久に減損した固定利付証券に係る実現利益または実

現損失は除く。

(2) 保険業務による寄与は、2012年12月31日現在、-59百万ユーロ（2011年12月31日現在は-3,545百万ユーロ）であった。保

険事業特有の保険契約者利益分配制度（「その他の業務に係る純収益（費用）」に認識されている。）を適用後、クレ

ディ・アグリコル・エス・エー・グループの保険会社は、ギリシャの有価証券の減損に係るリスク費用の残余部分とし

て2012年12月31日現在、-53百万ユーロ（2011年12月31日現在、-1,081百万ユーロ）を留保した。

4.5　その他の業務に係る純利益および費用

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

遊休固定資産に係る利益または損失 44 61 61

保険事業によるその他の純利益
(1) 2,948 4,000 3,999
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保険責任準備金の変動
(2) (9,930) 162 162

投資不動産からの純利益 148 136 136

その他の純利益（費用） 495 200 206

その他の業務に係る純収益（費用） (6,295) 4,559 4,564

(1) 「保険事業によるその他の純利益」における1,051百万ユーロの減少は、主として-1,795百万ユーロの生命保険の保険

料収入の減少、および440百万ユーロの保険給付金支払に関係していた。

(2) プレディカにおける保険責任準備金の変動の主要因は、数理計算上の差異償却額の増加-3,161百万ユーロ（主に-3,836

百万ユーロのユニット・リンク契約の測定に関係している。）、利益分配引当金の増加-4,175百万ユーロおよび繰延利

益分配における変動-1,654百万ユーロ（金融市場による再評価後、再び負債となった。）であった。

4.6　営業費用

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日（プ

ロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

従業員費用 (6,864) (7,013) (7,824)

利益または給与関連以外の税金 (465) (481) (504)

外部サービスおよびその他の一般営業費用 (3,987) (4,217) (4,550)

一般営業費用 (11,316) (11,711) (12,878)

全部連結および比例連結されるクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ企業より2012年度に法定監査

人に支払われた報酬の法人別および契約類型別の内訳が以下に記載されている。

（千ユーロ（税金

を除く。））

2012年

アーンスト

・アンド・

ヤング

プライス

ウォーター

ハウスクー

パース

マザール KPMG デロイト その他 合計

2011年

12月31日

(プロフォーマ)

2011年

12月31日

（報告値）

独立監査、証明、単

体および連結財務

書類のレビュー

16,67313,0691,437 240 181 858 32,458 33,991 37,051

独立監査業務に直

接関連する補助的

任務およびサービ

ス

3,947 4,614 26 75 84 15 8,761 10,039 10,304

法定監査人報酬合

計
20,62017,6831,463 315 265 873 41,219 44,030 47,355

4.7　有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

減価償却費および償却費 (711) (684) (730)

　・有形固定資産 (440) (434) (464)

　・無形資産 (271) (250) (266)

減損損失（戻入額） (10) 2 (4)

　・有形固定資産 (10) 1 -

　・無形資産 - 1 (4)

有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費およ

び減損
(721) (682) (734)

4.8　リスク費用
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（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

引当金繰入額および減損損失 (5,858) (5,744) (7,313)

売却可能固定利付金融資産 (21) (896) (1,144)

貸出金および債権 (4,717) (3,977) (5,285)

満期保有金融資産 - (190) (190)

その他の資産 (32) (83) (83)

融資コミットメント (183) (168) (168)

リスクおよび費用 (905) (430) (443)

引当金および減損損失の戻入額 3,753 1,956 1,972

売却可能固定利付金融資産 1,101 38 40

貸出金および債権 2,214 1,448 1,448

満期保有金融資産 - - -

その他の資産 4 81 81

融資コミットメント 76 197 197

リスクおよび費用 358 192 206

減損損失および引当金の戻入額の純繰入額 (2,105) (3,788) (5,341)

減損した売却可能固定利付金融資産の実現利益または損失 (1,145) (31) (34)

貸倒債権の償却－未計上 (623) (310) (311)

償却された貸倒債権の回収額 213 7 170

条件緩和債権の割引 (50) (56) (56)

融資コミットメントに係る損失 - (2) (2)

その他の損失 (26) (72) (83)

リスク費用 (3,736) (4,252) (5,657)

ギリシャの債務再編により生じた費用による、リスク費用への影響は2012年12月31日現在、-53百万ユーロ

（2011年12月31日現在は-1,326百万ユーロ）であった。

債務担保証券および住宅ローン債権担保証券の売却により、-348百万ユーロの損失が生じ、「貸倒債権の償

却」として認識していたが、「貸出金および債権に対する引当金の戻入」で認識された集合的減損引当金の戻入

額212百万ユーロにより一部相殺された。

4.9　その他の資産に係る純利益／（損失）

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

事業に供された有形固定資産および無形資産 134 (1) 8

処分に係る利益 147 7 16

処分に係る損失 (13) (8) (8)

連結された株式投資 54 2 1

処分に係る利益 63 6 6

処分に係る損失 (9) (4) (5)

結合に係る純利益（費用） - (4) (4)

その他の資産に係る純利益／（損失） 188 (3) 5

4.10　法人所得税

法人所得税

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）
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当期発生税金費用 (465) 173 177

繰延税金費用 105 (1,058) (1,203)

当期税金費用 (360) (885) (1,026)

理論上の税率と実効税率の調整

2012年12月31日現在

（百万ユーロ） 課税基準額 税率 税金

税金、のれんの減損、非継続事業および持分法適用会社の純利益持分控除前

利益
729 36.10％ (263)

永久差異の影響
(1) 9.03％ (66)

在外子会社に対する異なる税率の影響 3.17％ (23)

当年度の損失、繰越欠損金の利用および一時差異による影響 17.60％ (108)

税率引下げの影響 (3.58％) 26

その他の項目の影響 (13.03％) 74

実効税率および税金費用 49.29％ (360)

理論上の税率は、コモン・ロー（追加の社会保障費および法人税に係る特別負担金を含む。）に基づき2012年

12月31日終了年度のフランスにおける課税所得に対して適用される税率である。

(1) 保険の資本準備金に関する新たな税規制に関連する-128百万ユーロを含む。

2011年12月31日現在（プロフォーマ）

（百万ユーロ） 課税基準額 税率 税金

税金、のれんの減損、非継続事業および持分法適用会社の純利益持分控除前

利益
2,738 36.10％ (988)

永久差異の影響 2.48％ (68)

在外子会社に対する異なる税率の影響 0.26％ (7)

当年度の損失、繰越欠損金の利用および一時差異による影響 0.29％ (8)

税率引下げの影響 (8.84％) 242

その他の項目の影響 2.05％ (55)

実効税率および税金費用 32.34％ (885)

2011年12月31日現在（報告値）

（百万ユーロ） 課税基準額 税率 税金

税金、のれんの減損、非継続事業および持分法適用会社の純利益持分控除前

利益
1,519 36.10％ (548)

永久差異の影響
(1) 7.57％ (115)

在外子会社に対する異なる税率の影響 12.38％ (188)

当年度の損失、繰越欠損金の利用および一時差異による影響
(2) 20.80％ (316)

税率引下げの影響
(3) (5.66％) 86

その他の項目の影響
(4) (3.62％) 55

実効税率および税金費用 67.57％ (1,026)

(1) リスクおよび費用に係る引当金に関連する-51百万ユーロを含む。

(2) エンポリキに関連する-208百万ユーロを含む。

(3) エンポリキのリスクおよび費用に係る引当金損金不算入額に対する繰延税金の計上の終了および減損に関連する-380百

万ユーロを含む。

(4) カリパルマおよびフリューラドリアのための支店負担金に税額控除メカニズムを適用したことに関連する89百万ユーロ

を含む。

理論上の税率は、コモン・ロー（追加の社会保障費を含む。）に基づき2011年12月31日終了年度のフランスに

おける課税所得に対して適用される税率である。

4.11　その他の包括利益の変動
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下記の金額は、税引後で表示されている。

その他の包括利益

その他の
包括利益

持分法適用会
社のその他の
包括利益の持

分
（百万ユーロ）

為替換算
調整勘定
の変動

売却可能
金融資産
の公正価値

の変動
(1)

ヘッジ手段
のデリバ
ティブの公
正価値の変
動

退職給付に
係る

数理計算上
の差益／
（差損）

公正価値の変動 - 2,747 115 - 2,862

純損益への振替
(1) - 516 2 - 518

為替換算調整勘定の変動 (88) - - - (88)

退職給付に係る数理計算上の差益／（差損）

の変動
- - - (168) (168)

持分法適用会社のその他の包括利益の持分 (13) 179 (8) (29) 129 129

2012事業年度のその他の包括利益（当行グ

ループの持分）
(101)3,442 109 (197) 3,253 129

2012事業年度のその他の包括利益（少数株主

持分）
(53) 197 4 (11) 137

2012事業年度のその他の包括利益合計
(2) (154)3,639 113 (208) 3,390 129

公正価値の変動 - (2,615)169 - (2,446)

純損益への振替
(1) - 842 5 - 847

為替換算調整勘定の変動 90 - - - 90

退職給付に係る数理計算上の差益／（差損）

の変動
- - - (4) (4)

持分法適用会社のその他の包括利益の持分 37 (135) 42 6 (50) (50)

2011事業年度のその他の包括利益（当行グ

ループの持分）
127 (1,908)216 2 (1,563) (50)

2011事業年度のその他の包括利益（少数株主

持分）
106 (142) 8 (28)

2011事業年度のその他の包括利益合計
(2) 233 (2,050)224 2 (1,591) (50)

(1) 2012年度において、この金額には、主にキャピタル・ゲインの損益計算書への振替調整額0.2十億ユーロ相当、減損-0.9

十億ユーロ（注記4.4「売却可能金融資産に係る純利益／（損失）」を参照。）および保険契約者の利益参加分-0.4十

億ユーロが含まれている。

　　2011年度において、この金額には、主にキャピタル・ゲインの損益計算書への振替調整額-0.8十億ユーロ相当（注記4.4

「売却可能金融資産に係る純利益／（損失）」を参照。）、株式投資に係る減損損失の損益計算書への振替調整額5.8十

億ユーロ相当、保険契約者の利益参加分-2.6十億ユーロおよび税金-1.3十億ユーロが含まれている。

(2) 「その他の包括利益に認識された売却可能金融資産に係る利益および損失合計」のデータは、以下で開示されている。

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

総額 4,896 (2,844)

税金 (1,257) 794

利益または損失合計－純額 3,639 (2,050)

次へ
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6.6　認識が中止されていない譲渡資産または継続的関与により認識が中止された譲渡資産

全体の認識が中止されていない譲渡資産

全体の認識が中止されていない譲渡資産

譲渡資産の性質

引き続き全体が認識されている譲渡資産
事業体の継続的関与の範囲内で

認識される譲渡資産

譲渡資産 関連する負債

資産および関

連する

負債
譲渡前の資産

の当初の帳簿

価額合計

引き続き認識

されている資

産の帳簿価額

(継続的関与)

関連する負債

の帳簿価額

帳簿価額

うち、

証券化

(非連結

以外)

うち、買戻し

条件付売却有

価証券／売戻

し条件付買入

有価証券

その他
(1)

公正価値
* 帳簿価額

うち、

証券化

(非連結

以外)

うち、買戻し

条件付売却有

価証券／売戻

し条件付買入

有価証券

その他 公正価値
*

公正価値

純額
*

売買目的保有 24,546 - 24,503 43 24,546 24,546 - 24,503 43 24,546 - - - -

資本性金融商品 1,189 - 1,146 43 1,189 1,189 - 1,146 43 1,189 - - - -

債務証券 23,357 - 23,357 - 23,357 23,357 - 23,357 - 23,357 - - - -

貸出金および債権 - - - - - - - - - - - - - -

純損益を通じて公正価

値で測定するものとし

て指定された

- - - - - - - - - - - - - -

資本性金融商品 - - - - - - - - - - - - - -

債務証券 - - - - - - - - - - - - - -

貸出金および債権 - - - - - - - - - - - - - -

売却可能 12,954 - 8,891 4,063 13,197 9,532 - 8,574 958 9,532 3,665 - - -

資本性金融商品 1,423 - - 1,423 1,423 958 - - 958 958 465 - - -

債務証券 11,531 - 8,891 2,640 11,774 8,574 - 8,574 - 8,574 3,200 - - -

貸出金および債権 - - - - - - - - - - - - - -

貸出金および債権 16,85015,678 651 521 16,929 16,32915,438 891 - 16,346 583 - - -

債務証券 10,921 9,749 651 521 10,921 10,400 9,749 651 - 10,338 583 - - -

貸出金および債権 5,929 5,929 - - 6,008 5,929 5,689 240 - 6,008 - - - -

満期保有 - - - - - - - - - - - - - -

債務証券 - - - - - - - - - - - - - -

貸出金および債権 - - - - - - - - - - - - - -

金融資産合計 54,35015,67834,045 4,627 54,672 50,40715,43833,968 1,001 50,424 4,248 - - -

ファイナンス・リース - - - - - - - - - - - - - -

譲渡資産合計 54,35015,67834,045 4,627 54,672 50,40715,43833,968 1,001 50,424 4,248 - - -

*  「関連する負債の相手方が譲渡資産に対してのみ償還請求権を有する」場合（IFRS第7号第42D(d)項）。

(1) 担保金を伴わない有価証券貸付を含む。
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6.7　金融資産から控除された減損

（百万ユーロ）
2011年
12月31日

範囲の変更 減価償却費
戻入およ
び利用

為替換算
調整勘定

売却目的保
有非流動資
産内の振替

その他
の変動

2012年
12月31日

金融機関に対する貸出金および債権 568 - 10 (11) (10) (0) 556

顧客に対する貸出金および債権 15,895 (5) 4,965(5,097)(12)(4,104) 38 11,681

　うち、集合的減損 3,541 - 735 (1,165)(17) (210) (20) 2,864

ファイナンス・リース取引 542 - 287 (256) 1 1 575

満期保有有価証券 57 - - (57) - 0 0

売却可能金融資産
(1) 7,515 25 851 (5,844) 95 (349) (23) 2,270

その他の金融資産 125 (0) 35 (29) (8) 5 127

金融資産の減損合計 24,702 20 6,148(11,293)65 (4,453) 20 15,210

(1) 売却可能資産に係る継続的減損の戻入および利用は、主に保険事業に計上されたギリシャ国債に係る減損に関係してい

る。

（百万ユーロ）
2010年
12月31日

範囲の変更 減価償却費
戻入およ
び利用

為替換算
調整勘定

その他
の変動

2011年
12月31日

金融機関に対する貸出金および債権 555 - 37 (40) 16 - 568

顧客に対する貸出金および債権
(1) 13,709 71 4,977 (2,921) 51 8 15,895

　うち、集合的減損 3,250 19 461 (271) 74 8 3,541

ファイナンス・リース
(2) 309 - 454 (211) (1) (9) 542

満期保有有価証券
(3) - - 745 - - (688) 57

売却可能金融資産
(4) 1,656 (1) 5,625 (450) 7 678 7,515

その他の金融資産 133 1 97 (101) (5) - 125

金融資産の減損合計 16,362 71 11,935(3,723) 68 (11) 24,702

範囲の変更

(1) 「範囲の変更」の71百万ユーロの内訳は、事実上、64百万ユーロについてはカリスペツィア、7百万ユーロについてはカ

リパルマの新規支店である。

減価償却費

(3)および(4) ギリシャ救済措置に基づくギリシャ国債に係る減損を含む。これらは、主に保険事業において認識されてお

り、負債に認識されている保険責任準備金の取崩しにより一部相殺されている。

(4)「会計方針および原則」（2011年12月31日時点の登録書類の注記1.3を参照。）に定める減損の基準を上回る、売却可能

金融資産に分類された持分証券に係る永久減損損失の計上の必要性に関する評価により、当該損失について185百万

ユーロが認識された（保険事業特有の保険契約者利益分配制度適用前）。

戻入および利用

(4) 売却可能金融資産の戻入および利用の内訳は、事実上、売却可能有価証券またはUCITSの全部売却または一部売却であ

る。

その他の変動

(1) クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリングの資産に再分類された4百万ユーロを含む。

(2) 主にクレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリングの固定資産への振替9.5百万ユーロを含む。

(3) 保険業務におけるソブリン債の「満期保有有価証券」から「売却可能有価証券」への振替による-688百万ユーロ。

(4) 主に満期保有有価証券から売却可能有価証券への振替688百万ユーロ、およびCAヴィータの有価証券ポートフォリオの

残高と減損の間の振替による-18百万ユーロを含む。

次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 365/1332



注記5　セグメント報告

事業セグメントの定義

IFRS第8号によると、開示情報は、クレディ・アグリコル・エス・エーの管理、業績査定および特定の事業セグ

メントに割り当てる資源に関する決定を行うために業務執行委員会が使用する内部報告に基づいている。

内部報告によると、事業セグメントは、当行グループの事業部門によって構成されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーの活動は、7つの事業セグメントに組織されている。

・6つの事業部門

　・フランス国内リテール・バンキング ― 地域金庫

　・フランス国内リテール・バンキング ― LCLネットワーク

　・国際リテール・バンキング

　・専門金融サービス

　・貯蓄管理

　・法人営業および投資銀行

・上記に加え、コーポレート・センター

事業部門の表示

1．フランス国内リテール・バンキング ― 地域金庫

この事業部門は、地域金庫およびその子会社から構成される。

地域金庫は、地域において強い存在感を持ち、個人顧客、農業従事者、小規模企業、法人および地方自治体に銀行

サービスを提供する。

クレディ・アグリコル地域金庫は、貯蓄商品（短期金融商品、債券、株式）、生命保険、融資（主にモーゲージ・

ローンおよび消費者金融）および支払サービスを含む幅広い銀行・金融サービスを提供している。同銀行は、生

命保険に加えて、広範囲にわたる損害保険および死亡傷害保険も提供している。

2．フランス国内リテール・バンキング ― LCLネットワーク

この事業部門は、フランスのLCL支店ネットワークから構成されており、都市部およびセグメント化された顧客

（個人顧客、小規模企業および中小企業）に対するアプローチに注力している。

LCLは、資産運用商品、保険商品および資産管理商品とともに幅広い銀行商品およびサービスを提供している。

3．国際リテール・バンキング

この事業部門は、主にリテール・バンキングに関連する全部連結会社または持分法適用会社である在外子会社

および投資を含む。

これらの子会社および投資は、主に欧州（ギリシャのエンポリキ・バンク、イタリアのカリパルマ、フリューラ

ドリアおよびカリスペツィア、ポーランドのクレディ・アグリコル・ポルスカ、ポルトガルのバンコ・エスピリ

ト・サント、スペインのバンコア、ベルギーのセンテアおよびクレディ・アグリコル・ベルジュ、ウクライナの

PJSC・クレディ・アグリコル・バンク、セルビアのクレディ・アグリコル・バンカ・スルビジャa.d. ノヴィ・

サッド）であり、その次に中東およびアフリカ（クレディ・デュ・マロックおよびクレディ・アグリコル・エジ

プト等）である。しかしながら、消費者金融、リース・ファイナンスおよびファクタリングの在外子会社（クレ

ディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスの子会社、ポーランドのクレディ・アグリコル・リーシング

・アンド・ファクタリングおよびEFLの子会社等）は、同部門に含まれておらず、「専門金融サービス」セグメン

トに計上されている。
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4．専門金融サービス

専門金融サービスは、当行グループの子会社から構成されており、フランス国内外の個人顧客、小規模企業、法

人および地方自治体に対する銀行商品およびサービスを提供している。これらには、以下のものが含まれる。

・フランスのクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスに属しているか、フランス国外の子会社ま

たはパートナーシープを通じて保有されている消費者金融会社（アゴス・エス・ピー・エー、フォーソ、クレ

ジット-プラス、リバンク、クレディボム、ダン・アクティブ、インテルバンク・グループ、エンポリキ・クレ

ディコム、FGAキャピタル・エス・ピー・エー）

・ファクタリングおよびリース・ファイナンス等の会社に対する専門金融サービス（クレディ・アグリコル・

リーシング・アンド・ファクタリング・グループ、EFL）

5．貯蓄管理

この事業部門は、以下のものを含む。

・個人向け貯蓄ソリューションおよび法人向け投資ソリューションを提供するアムンディ・グループの資産運

用

・投資家向けサービス：CACEISバンクによる保管業務およびCACEISファストネットによるファンドの管理業務

・個人保険（フランスのプレディカおよびメディカル・ドゥ・フランスならびにイタリアのCA ヴィータ）

・損害保険（パシフィカおよびポルトガルのBESセグロス）

・債務返済保険業務（クレディ・アグリコル・クレディター・インシュアランスが行う。）

・主にCAインドスエズ・プライベート・バンキングおよびクレディ・アグリコル・CIBの子会社（クレディ・ア

グリコル・スイス、クレディ・アグリコル・ルクセンブルクおよびクレディ・フォンシエ・ドゥ・モナコ等）

が行うプライベート・バンキング業務

6．法人営業および投資銀行

2012年度第3四半期に策定された再編計画により生じた法人営業および投資銀行事業の新組織（2012年10月5

日付のプレスリリースを参照。）に合わせて、法人営業および投資銀行事業は、3つの主要な業務に分類され、その

大半をクレディ・アグリコル・CIBが行っている。

・ファイナンス業務は、フランス国内外における従来型の商業銀行およびストラクチャード・ファイナンス（プ

ロジェクト・ファイナンス、航空機ファイナンス、船舶ファイナンス、買収ファイナンスおよび不動産金融、国

際貿易）から構成される。

・キャピタル・マーケットおよび投資業務は、キャピタル・マーケット業務（現金、外国為替、金利デリバティ

ブ、債券市場およびエクイティ・デリバティブ）、投資銀行業務（M&Aコンサルティングおよびプライマリー・

エクイティ）、CAシュヴルーおよびCLSAが行う株式ブローカレッジ業務ならびにニューエッジが行う先物取引

業務をまとめたものである。

・再編計画を受けて、2012年度第3四半期にクレディ・アグリコル・CIBの新組織が設立されたことにより、非継

続事業には、コリレーション事業、債務担保証券、ローン担保証券および資産担保証券ポートフォリオ、エクイ

ティ・デリバティブ（コーポレート・エクイティおよびコンバーティブル・エクイティを除く。）、エキゾ

チック・レート・デリバティブおよび住宅を原資産とする減損ポートフォリオが含まれる。

7．コーポレート・センター

この事業部門は、主にクレディ・アグリコル・エス・エーの中心的な組織機能、資産負債管理、子会社の買収ま

たは株式投資に関連する負債管理を含む。
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この事業部門は、プライベート・エクイティ・ビジネスの業績およびその他のクレディ・アグリコル・エス・

エー・グループの会社（ユニ・エディシオン、フォンカリス等）の業績も含む。

この事業部門には、資金プール会社からの利益、複数の事業部門が事業に使用する不動産を保有する不動産会

社からの利益、ならびに再編中の業務からの利益も含まれる。

最後に、この事業部門は、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結納税の影響を含む。

5.1　事業セグメント情報

事業部門間の取引は、通常の条件で行われている（アームスレングス・ルール）。

事業部門資産は、各事業部門の貸借対照表の勘定科目別に計算されている。

2012年12月31日

（百万ユーロ）

フランス国内
リテール・
バンキング

国際リテー
ル・バンキ
ング

専門金融
サービス

貯蓄管理
法人営業
および
投資銀行

コーポレー
ト・セン

ター
(1)

合計

地域金庫
LCLネット
ワーク

収益 3,8912,472 3,445 5,160 3,188(1,841)16,315

営業費用 (2,522)(1,707)(1,601)(2,401)(2,890)(916)(12,037)

営業総利益 1,369 765 1,844 2,759 298 (2,757)4,278

リスク費用
(1) (311)(522)(2,105)(55) (468)(275)(3,736)

営業利益 1,058 243 (261)2,704 (170)(3,032) 542

持分法適用会社の純利益持分 824 (393) 19 10 165 (122) 503

その他の資産に係る純利益／(損失) 1 (3) 28 39 123 188

のれんの変動額 (1,066)(1,495) (834) (3,395)

税引前利益 824 1,059(1,219)(1,737)2,742 (800)(3,031)(2,162)

法人所得税 (361) (50) (101) (848) 146 854 (360)

非継続事業または売却目的保有事業か

らの純利益
(3,742) (249) (3,991)

当期純利益 824 698 (5,011)(1,838)1,894 (903)(2,177)(6,513)

少数株主持分損益 35 (131) (225) 174 (23) 128 (42)

当期純利益－当行グループの持分 824 663 (4,880)(1,613)1,720 (880)(2,305)(6,471)

事業部門資産：

－うち、持分法適用会社に対する投資 15,071 - 1,246 210 86 1,367 581 18,561

－うち、のれん - 5,2632,018 1,615 4,539 476 72 13,983

資産合計 8,580115,39471,259107,453390,2941,022,900126,4811,842,361

(1) 「コーポレート・センター」のリスク費用には、クレディ・アグリコル・エス・エーがその子会社に供与した保証に対

して認識した引当金が含まれている。

2011年12月31日（プロフォーマ）

（百万ユーロ）

フランス国内
リテール・
バンキング

国際リテー
ル・バンキ
ング

専門金融
サービス

貯蓄管理
法人営業
および
投資銀行

コーポ
レート・
センター

合計

地域金庫
LCLネット
ワーク

収益 3,8222,380 3,926 5,243 4,859 (845)19,385

営業費用 (2,497)(1,568)(1,744)(2,508)(3,095)(981)(12,393)

営業総利益 1,325 812 2,182 2,735 1,764(1,826)6,992

リスク費用 (286)(441)(1,606)(1,075) (503)(341)(4,252)

営業利益 1,039 371 576 1,660 1,261(2,167)2,740

持分法適用会社の純利益持分 1,008 - (911) 14 11 134 (26) 230

その他の資産に係る純利益／(損失) 1 (1) - (1) 1 (3) (3)

のれんの変動額 - - (274) (247) - (1,053)(1) (1,575)

税引前利益 1,008 1,040 (815) 343 1,670 343 (2,197)1,392

法人所得税 - (330) (84) (242) (620) (405) 796 (885)

非継続事業または売却目的保有事業か

らの純利益
- (1,610) 5 - (92) (8) (1,705)

当期純利益 1,008 710 (2,509)106 1,050 (154)(1,409)(1,198)
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少数株主持分損益 35 (51) 15 99 (7) 181 272

当期純利益－当行グループの持分 1,008 675 (2,458) 91 951 (147)(1,590)(1,470)

事業部門資産：

－うち、持分法適用会社に対する投資 14,404 - 1,724 178 82 1,261 638 18,287

－うち、のれん - 5,2633,183 3,116 4,541 1,353 72 17,528

資産合計 7,937112,54375,926117,418351,5641,011,61746,6031,723,608

2011年12月31日（報告値）

（百万ユーロ）

フランス国内
リテール・
バンキング

国際リテー
ル・バンキ
ング

専門金融
サービス

貯蓄管理
法人営業
および
投資銀行

コーポレー
ト・セン

ター
(1)

合計

地域金庫
LCLネット
ワーク

収益 3,8223,068 3,926 5,243 5,436 (712)20,783

営業費用 (2,497)(2,104)(1,744)(2,508)(3,784)(975)(13,612)

営業総利益 1,325 964 2,182 2,735 1,652(1,687)7,171

リスク費用
(1) (286)(1,846)(1,606)(1,075) (504)(340)(5,657)

営業利益 1,039 (882) 576 1,660 1,148(2,027)1,514

持分法適用会社の純利益持分 1,008 - (911) 14 11 133 (26) 229

その他の資産に係る純利益／(損失) 1 8 - (1) 1 (4) 5

のれんの変動額 - - (634) (247) - (1,053) (1,934)

税引前利益 1,008 1,040(2,419)343 1,670 229 (2,057)(186)

法人所得税 - (330)(247) (242) (620) (383) 796 (1,026)

非継続事業または売却目的保有事業か

らの純利益
- 14 5 - - (5) 14

当期純利益 1,008 710 (2,652)106 1,050 (154)(1,266)(1,198)

少数株主持分損益 35 (51) 15 99 (7) 181 272

当期純利益－当行グループの持分 1,008 675 (2,601) 91 951 (147)(1,447)(1,470)

事業部門資産：

－うち、持分法適用会社に対する投資 14,404 - 1,724 178 82 1,261 638 18,287

－うち、のれん - 5,2633,183 3,116 4,541 1,353 72 17,528

資産合計 7,937112,54375,926117,418351,5641,011,61746,6031,723,608

(1) 「コーポレート・センター」のリスク費用には、クレディ・アグリコル・エス・エーがその子会社（クレディ・アグリ

コル・CIB、エンポリキおよびエンポリキ・リーシング）に供与した保証に対して認識した引当金が含まれている。

5.2　セグメント情報：地域別分析

事業部門資産および業績の地域別分析は、会計処理上、取引が計上されている地域に基づいている。

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）

当期純利益
－当行グ
ループの持
分

うち、収益
事業部門
資産

うち、
のれん

当期純利益
－当行グ
ループの持
分

うち、収益
事業部門
資産

うち、
のれん

フランス（海外の領地を含む。） (477)10,8211,524,49010,305 75 11,0621,395,26711,794

その他のEU諸国 (6,025)4,694168,1062,992 (2,334)6,394 171,0374,971

上記以外の欧州諸国 36 171 18,573 507 138 766 16,098 497

北アメリカ (3) 168 82,604 27 251 923 83,299 27

中央・南アメリカ (4) 7 268 22 (1) 58 88 23

アフリカおよび中東 (4) 369 10,044 94 238 461 10,396 174

アジア太平洋（日本を除く。） 13 30 16,679 - 187 921 27,877 2

日本 (7) 55 21,597 36 (24) 198 19,546 40

合計 (6,471)16,3151,842,36113,983(1,470)20,7831,723,60817,528

5.3　保険事業

保険事業からの総収益

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

保険料収入 22,563 24,345
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未経過保険料の変動 (53) (130)

実収保険料 22,510 24,215

その他営業利益 184 29

投資収益 7,784 8,567

投資費用 (375) (315)

減損および償却費の戻入れ控除後の投資の処分に係る利益／（損失） (331) 794

純損益を通じて公正価値で測定する投資の公正価値の変動 5,592 (3,161)

投資に係る減損の変動 (331) (6,164)

費用差し引き後の投資収益 12,339 (279)

支払保険金
(1) (29,580) (19,920)

再保険契約から生じる収益 391 267

再保険契約から生じる費用 (507) (458)

再保険契約から生じる純収益（費用） (116) (191)

新契約費 (1,832) (1,821)

投資有価証券および類似項目の評価損 (4) (8)

一般管理費 (1,169) (1,232)

その他当期営業利益（費用） (607) 9

その他営業利益（費用） 28 (1)

営業利益 1,753 801

資金調達費用 (177) (170)

関連会社の純利益持分 - -

法人所得税 (491) (282)

連結純利益 1,085 349

少数株主持分損益 4 (49)

当期純利益－当行グループの持分 1,081 398

(1) 2012年12月31日現在の保険金支払額-19.5十億ユーロ（2011年度は-20十億ユーロ）、2012年12月31日現在の保険契約者

の利益参加分の変動-0.4十億ユーロ（2011年度は3.7十億ユーロ）および2012年12月31日現在の保険責任準備金の変動

-9.5十億ユーロ（2011年度は-3.7十億ユーロ）を含む。

保険会社への投資

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額
その他の包括
利益に認識さ
れた利益

その他の包括
利益に認識さ
れた損失

帳簿価額
その他の包括
利益に認識さ
れた利益

その他の包括
利益に認識さ
れた損失

売却可能資産 154,98214,429 (2,395)148,2954,288 (7,884)

政府短期証券および類似証券 11,918 426 (485) 26,287 107 (2,655)

債券およびその他の利付証券 124,43111,675 (1,301)105,2153,087 (3,223)

株式およびその他の証券 15,615 1,871 (552) 14,560 737 (1,927)

非連結投資 3,018 457 (57) 2,233 357 (79)

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額 市場価額 帳簿価額 市場価額

満期保有資産 14,60217,47415,322 16,886

債券およびその他の利付証券 3,162 3,906 3,187 3,595

政府短期証券および類似証券 11,44013,56812,135 13,291

減損 - - - -

貸出金および債権 8,503 8,936 7,360 7,352

投資不動産 2,968 5,106 2,494 4,507

帳簿価額（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

売買目的保有に分類される、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、

および当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定さ

れた金融資産

67,110 62,830

資産担保ユニット・リンク契約
(1) 33,433 40,372
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売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 - -

政府短期証券および類似証券 5,726 4,755

債券およびその他の利付証券 19,437 9,975

株式およびその他の証券 7,574 6,935

デリバティブ商品 940 793

帳簿価額（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

保険会社への投資合計 248,165 236,301

(1) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは、2012年12月31日現在、相殺消去されており、その金額は8,136百万ユーロであった。

5.4　フランス国内リテール・バンキング－地域金庫

地域金庫およびその子会社の事業および寄与

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

収益 12,870 13,420

営業費用 (7,652) (7,377)

営業総利益 5,218 6,043

リスク費用 (853) (1,008)

営業利益 4,365 5,035

その他利益 15 5

法人所得税 (1,808) (1,748)

地域金庫の調整済純利益合計 2,572 3,292

地域金庫の子会社の調整済純利益合計 50 46

純利益合計（100％） 2,622 3,338

修正前の払込純利益合計 674 854

地域金庫の純利益に対する持分の増加
(1) 161 162

資本金の変動による希薄化／回復による収益 (11) (9)

その他連結修正および消去 - 1

持分法適用会社の純利益に対する持分 824 1,008

(1) 地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに対して実際に支払われた配当金とクレディ・アグリコル・エス・

エーの持ち株比率に基づいて計算された配当金との差額を含んでいる。

注記6　貸借対照表に対する注記

6.1　現金および中央銀行預け金

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 資産 負債 資産 負債

現金 1,306 1,356

中央銀行預け金 41,408 1,061 27,111 127

帳簿価額 42,714 1,061 28,467 127

6.2　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

（百万ユーロ） 2012年12月31日
(1) 2011年12月31日

売買目的保有金融資産 550,160 447,075

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金

融資産
69,816 43,188

帳簿価額 619,976 490,263
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うち、貸付有価証券 435 720

(1) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは、2012年12月31日現在、相殺消去されており、その金額は8,136百万ユーロであった（注記5.3「保険事業」を参

照。）。

2011年12月31日現在の保険事業のアイルランドおよびフランスに対するエクスポージャーで、当初売買目的勘

定に表示されていたものは、これらの有価証券の計上に実際に使用された方法を反映して、2012年12月31日現在

において、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された資産勘定に再分類された。

売買目的保有金融資産

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

顧客に対する貸出金および債権 253 263

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券
(1) 82,642 21,684

売買目的有価証券 48,722 75,680

・政府短期証券および類似項目 34,920 31,046

・債券およびその他の利付証券 9,442 28,510

・株式およびその他の証券 4,360 16,124

デリバティブ商品 418,543 349,448

帳簿価額 550,160 447,075

(1) 2011年12月31日現在、取引日に認識された売戻し条件付買入有価証券は、その他の債務勘定の相手方科目として、名目価

格で2十億ユーロ計上された。2012年12月31日現在、これらの取引は、22十億ユーロに相当し、取引日から決済日の間、

「付与した融資コミットメント」に計上されていた。

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券には、企業が担保として使用することが認められているものも

含まれている。

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

顧客に対する貸出金および債権 222 78

ユニット・リンク契約
(1) 33,433 40,372

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された有

価証券
36,161 2,738

・政府短期証券および類似証券 5,726 3

・債券およびその他の利付証券 21,819 1,691

・株式およびその他の証券 8,616 1,044

帳簿価額 69,816 43,188

(1) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは、2012年12月31日現在、相殺消去されており、その金額は8,136百万ユーロであった。

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

（百万ユーロ） 2012年12月31日
(1) 2011年12月31日

売買目的保有金融負債 572,537 439,680

当初認識時に公正価値で測定するものとして指定された金融負債 - -

帳簿価額 572,537 439,680

(1) 2011年12月31日現在のアイルランドおよびフランスに対するエクスポージャーで、当初売買目的勘定に表示されていた

ものは、これらの有価証券の実際の計上方法を反映して、2012年12月31日現在において、当初認識時に純損益を通じて公

正価値で測定するものとして指定された資産勘定に再分類された。

当行グループの発行体信用リスクに係る再評価調整は、当行グループの借換状況に基づくモデルを用いて測定

される。また、当該負債の残存期間も考慮する。仕組債発行の再評価は、報告日現在の有効な発行スプレッドに基

づいている。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 372/1332



売買目的保有金融負債

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

空売り有価証券 32,503 26,259

買戻し条件付契約に基づいて売却した有価証券
(1) 90,602 36,013

債務証券 31,071 31,413

デリバティブ商品 418,361 345,995

帳簿価額 572,537 439,680

(1) 2011年12月31日現在、取引日に認識された買戻し条件付売却有価証券は、その他の債権勘定の相手方科目として、名目価

格で7十億ユーロ計上された。2012年12月31日現在、これらの取引は、27十億ユーロに相当し、取引日から決済日の間、

「受領した融資コミットメント」に計上された。

売買目的のデリバティブ商品（特に金利について）の詳細は、注記3.2「市場リスク」で提供されている。

6.3　ヘッジ手段のデリバティブ商品

キャッシュ・フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジに係る、特に金利および為替レートについての詳細は注記

3.4で提供されている。

6.4　売却可能金融資産

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）
貸借対照表上
の公正価値

その他の包括
利益に認識さ
れた利益

その他の包括
利益に認識さ
れた損失

貸借対照表上
の公正価値

その他の包括
利益に認識さ
れた利益

その他の包括
利益に認識さ
れた損失

政府短期証券および類似証券 66,585 1,617 (1,771)58,520 551 (4,303)

債券およびその他の利付証券 170,99312,318 (1,938)147,5553,359 (4,223)

株式およびその他の証券 16,413 2,028 (612) 15,468 841 (2,036)

非連結投資 5,665 965 (7) 5,569 905 (619)

売却可能有価証券合計 259,65616,928 (4,328)227,1125,656 (11,181)

売却可能債権 23 - - 278 - -

売却可能債権合計 23 - - 278 - -

売却可能金融資産の帳簿価額
(1) 259,67916,928 (4,328)227,3905,656 (11,181)

法人所得税費用（収益) (5,574)1,489 (1,781)3,536

その他の包括利益に認識された売却

可能金融資産に係る利益および損失

（税引後）
(2) 11,354 (2,839) 3,875 (7,645)

(1) 減損した売却可能債務証券の帳簿価額は、318百万ユーロ（2011年12月31日現在は2,168百万ユーロ）で、減損した売却

可能変動利付証券の帳簿価額は、2,768百万ユーロ（2011年12月31日現在は2,737百万ユーロ）であった。

(2) 2012年12月31日現在、未実現純利益8,515百万ユーロ（2011年12月31日現在は未実現純損失-3,770百万ユーロ）は、当行

グループ保険会社の税引後繰延利益分配負債6,896百万ユーロ（2011年12月31日現在は1,936百万ユーロ）により相殺

されている。残高の1,619百万ユーロは、2012年12月31日現在の組替調整される株主持分に認識された未実現純利益に相

当する（2011年12月31日現在は-1,838百万ユーロの未実現純損失）。

6.5　金融機関および顧客に対する貸出金および債権

金融機関に対する貸出金および債権

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

金融機関

貸出金および債権 84,462 67,727

うち、当座貸越 24,431 23,940

うち、コールローン 18,483 10,873
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担保差入有価証券 240 285

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 30,780 36,196

劣後ローン 409 394

活発な市場において取引されない有価証券 2,887 419

その他の貸出金および債権 112 157

総額 118,890 105,178

減損 (557) (569)

金融機関に対する貸出金および債権純額 118,333 104,609

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 2,227 1,979

定期預金および貸付金 265,007 273,253

劣後ローン - -

活発な市場において取引されない有価証券 - -

クレディ・アグリコル内の貸出金および債権純額 267,234 275,232

帳簿価額 385,567 379,841

顧客に対する貸出金および債権

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

顧客に対する貸出金および債権

売掛債権 13,921 13,794

顧客に対するその他の貸出金 269,877 297,260

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 16,718 53,327

劣後ローン 216 697

活発な市場において取引されない有価証券 5,486 10,679

保険債権 1,312 1,353

再保険債権 203 267

関係会社当座勘定への貸付 328 366

当座貸越 16,721 19,031

総額 324,782 396,774

減損 (11,681) (15,895)

顧客に対する貸出金および債権純額 313,101 380,879

ファイナンス・リース

不動産リース 7,510 7,973

設備リース、オペレーティング・リースおよび類似の取引 9,720 11,070

総額 17,230 19,043

減損 (575) (541)

ファイナンス・リース取引純額 16,655 18,502

帳簿価額 329,756 399,381

次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 374/1332



6.8　監視下にある欧州諸国のソブリン・リスクおよび非ソブリン・リスクに対するエクスポージャー

ユーロ圏のうち数ヶ国が財政管理において直面している困難を裏付ける経済情勢を考慮し、事業体の欧州諸国

に対するエクスポージャーは、以下のとおりとする。

ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、イタリア、スペイン、キプロスおよびハンガリーのソブリン・リスクに対す

るエクスポージャー

2011年12月31日および2012年12月31日におけるキプロスおよびハンガリーのソブリン・リスクに対するエク

スポージャーで重要なものはなかった。

ソブリン・エクスポージャーの記録上の範囲は、政府に対するエクスポージャーを含むが、地方自治体に対す

るものは含まない。

ソブリン債権に対するエクスポージャーは、減損控除後エクスポージャー（帳簿価額）、ヘッジ総額および

ヘッジ控除額に相当する。

銀行業務

銀行業務エクスポージャー（減損控除後）

銀行ポートフォリオを含む
売買目的勘定
を含む（デリ
バティブを除
く）

銀行業務
合計（ヘッジ
控除前）

売却可能金融
資産のヘッジ

**

銀行業務合計
（ヘッジ控除
後）

2012年12月31日

（百万ユーロ）

満期保有
金融資産

売却可能
金融資産

純損益を
通じて公
正価値で
測定する
金融資産

貸出金
および

債権
*

ギリシャ - - - - - - - -

アイルランド - 96 - - - 96 - 96

ポルトガル - 146 - 1 27 174 (3) 171

イタリア - 4,252 8 173 47 4,480 (375) 4,105

スペイン - - - - 61 61 - 61

合計
(1) - 4,494 8 174 135 4,811 (378) 4,433

*  繰延税金資産を除く。

**
 
満期保有金融資産およびトレーディングに対するヘッジは行わない。

(1) 2012年12月31日現在のエクスポージャーには、IFRS第5号に従って再分類された事業体は含まれていない。

銀行業務エクスポージャー（減損控除後）

銀行ポートフォリオを含む
売買目的勘定
を含む（デリ
バティブを除
く）

銀行業務
合計（ヘッジ
控除前）

売却可能金融
資産のヘッジ

**

銀行業務合計
（ヘッジ控除
後）

2011年12月31日

（百万ユーロ）
(1)

満期保有
金融資産

売却可能
金融資産

純損益を
通じて公
正価値で
測定する
金融資産

貸出金
および

債権
*

ギリシャ
(2) - 111 - - 1 112 - 112

アイルランド - 146 - - - 146 (6) 140

ポルトガル - 589 - 18 8 615 (14) 601

イタリア - 3,567 - 192 128 3,887 (246) 3,641

スペイン - 48 - - - 48 - 48

合計 - 4,461 - 210 137 4,808 (266) 4,542

*  繰延税金資産を除く。

**
 
満期保有金融資産およびトレーディングに対するヘッジは行わない。

(1) 2011年12月31日現在のエクスポージャーは、ⅰ)スペインの地方自治体に対するエクスポージャー合計-124百万ユーロ

（非ソブリン・エクスポージャー）およびⅱ)イタリアに対するエクスポージャー合計-10百万ユーロについて、修正さ

れている。

(2) 2011年12月31日現在、エンポリキのギリシャに対するエクスポージャーは、売却可能金融資産において107百万ユーロ、

売買目的勘定（デリバティブを除く。）において1百万ユーロであった。
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クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの保険会社

保険事業については、ソブリン債権に対するエクスポージャーは、減損控除後価額で表示しており、保険会社お

よび生命保険契約者間の分担メカニズム適用前のエクスポージャーに相当する。

2012年12月31日

（百万ユーロ）

総エクスポージャー

保険事業
(1)

ギリシャ -

アイルランド 1,045

ポルトガル 1,560

イタリア 4,387

スペイン 979

エクスポージャー合計 7,971

2011年12月31日

（百万ユーロ）

総エクスポージャー

保険事業
(1)

ギリシャ 1,890

アイルランド 1,309

ポルトガル 1,870

イタリア 7,078

スペイン 3,155

エクスポージャー合計 15,302

(1) 総エクスポージャーは、貸借対照表上の有価証券の価額（保険契約者および保険会社間の分担制度前）に相当する。

2011年12月31日現在におけるギリシャ国債は、2011年12月31日における市場価額（30％）とマクロ経済上の前

提（債務の対GDP目標比率、民営化プログラムの完了、ギリシャ政府の様々な債権者による投資等）に基づく評価

（70％）の間で加重する内部評価モデル（レベル3モデル準拠）を用いて評価された。2011年12月31日現在、ギリ

シャ国債は、その満期日を問わず、平均割引率74％（生命保険特有の保険契約者による利益参加メカニズムの減

損控除後1,326百万ユーロ）で評価された。

民間セクターの債権者が保有するギリシャ国債の交換の会計処理

債権者は、旧債券の未払利息を得るために、ギリシャ法に基づく旧債券と引き換えに、新たなギリシャ国債、

EFSF債および「ゼロクーポン」債を受領した。

交換取引では、売却後に取得が行われるものと分析される。ギリシャ政府により発行された新たな国債の当初

の帳簿価額は、交換日における公正価値である。EFSF債は、名目価額の100％で計上される。

全体では、当該取引により、交換が行われたポートフォリオについて77％の損失が生じた。その結果、PSIの実施

によるリスク費用への影響額は、保険事業において、53百万ユーロの損失であった。エンポリキについては、PSIに

よる影響額（25百万ユーロ）およびギリシャ政府により保証され交換提案の最終範囲に含まれたコーポレート

・ポートフォリオの減損額320百万ユーロが、非継続事業からの純利益に再分類された。

ギリシャ政府の債務に対するエクスポージャーから撤退するという当行グループの方針により、保険事業およ

びエンポリキは、2012年12月31日現在、そのポートフォリオをすべて売却することとなった。

ソブリン債銀行業務および保険業務－ヘッジの満期総額

残存期間

銀行（銀行勘定） 保険

エクスポージャー総額

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日
(1)2012年12月31日2011年12月31日
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ギリシャ
(2)

1年 - 6 - 12

2年 - - - 31

3年 - - - 22

5年 - 102 - 29

10年 - - - 876

10年超 - 3 - 920

合計 - 111 - 1,890

アイルランド

1年 - - 19 -

2年 96 - - 37

3年 - 146 - 19

5年 - - - 6

10年 - - 1,018 992

10年超 - - 8 237

合計 96 146 1,045 1,291

ポルトガル

1年 147 480 3 671

2年 - 127 3 99

3年 - - 4 35

5年 - - 110 27

10年 - - 21 175

10年超 - - 1,419 863

合計 147 607 1,560 1,870

イタリア

1年 217 192 235 123

2年 92 35 342 157

3年 277 87 372 428

5年 1,343 426 644 881

10年 1,199 1,961 1,206 4,224

10年超 1,305 1,058 1,588 1,265

合計 4,433 3,759 4,387 7,078

スペイン

1年 - 48 - 3

2年 - - - 1

3年 - - - 1,017

5年 - - - 30

10年 - - 1 120

10年超 - - 978 1,984

合計 - 48 979 3,155

合計
(3) 4,676 4,671 7,971 15,284

(1) 2011年12月31日現在のエクスポージャーは、ⅰ)スペインの地方自治体に対するエクスポージャー合計-124百万ユーロ

（非ソブリン・エクスポージャー）およびⅱ)イタリアに対するエクスポージャー合計-10百万ユーロについて、修正さ

れている。

(2) 2011年12月31日現在、エンポリキのギリシャに対するエクスポージャーは、1年については2百万ユーロ、5年については

102百万ユーロ、10年超については3百万ユーロであった。

(3) 2012年12月31日現在のエクスポージャーには、IFRS第5号に従って再分類された事業体は含まれていない。

ソブリン債銀行業務－2011年12月31日から2012年12月31日までの変動

エクスポージャーの変動

（ヘッジ控除前）

（百万ユーロ）

2011年

12月31日現

在の残高
(1)

公正価値の

変動

売却可能

準備金の

組替調整額

経過利息 満期日

売却

（引当金戻

入額控除

後）

取得

2012年

12月31日現

在の

残高

ギリシャ - - - - - - - -

アイルランド - - - - - - - -

ポルトガル - - - - - - - -

イタリア - - - - - - - -

スペイン - - - - - - - -

満期保有金融資産 - - - - - - - -

ギリシャ
(2) 111 (7) (8) (1) - (153) 58 -

アイルランド 146 7 - 3 - (60) - 96

ポルトガル 589 30 - 10 (483) - - 146

イタリア
(1) 3,567 667 - 17 - (1) 2 4,252

スペイン 48 - - - (45) (3) - -

売却可能金融資産 4,461 697 (8) 29 (528)(217) 60 4,494

ギリシャ - - - - - - - -
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アイルランド - - - - - - - -

ポルトガル - - - - - - - -

イタリア - 2 - - - (1) 7 8

スペイン - (37) - - - (1) 38 -

純損益を通じて公正価値で

測定する金融資産
- (35) - - - (2) 45 8

ギリシャ - - - - - - - -

アイルランド - - - - - - - -

ポルトガル 18 - - - (13) (4) - 1

イタリア 192 - - - (1) (192) 174 173

スペイン
(1) - - - - - - - -

貸出金および債権 210 - - - (14) (196) 174 174

ギリシャ 1 (1) - - - - - -

アイルランド - - - - - - - -

ポルトガル 8 (8) - - - (17) 44 27

イタリア 128 - - - - (386) 305 47

スペイン - 24 - - - (75) 112 61

帳簿ポートフォリオ（デリ

バティブを除く。）
137 15 - - - (478) 461 135

銀行業務合計 4,808 677 (8) 29 (542)(893) 740 4,811

(1) 2011年12月31日現在のエクスポージャーは、ⅰ)スペインの地方自治体に対するエクスポージャー合計-124百万ユーロ

（非ソブリン・エクスポージャー）およびⅱ)イタリアに対するエクスポージャー合計-10百万ユーロについて、修正さ

れている。

(2) 2011年12月31日現在、エンポリキのギリシャに対するエクスポージャーは、売却可能金融資産において107百万ユーロ、

売買目的勘定（デリバティブを除く。）において1百万ユーロであった。2012年度において、売却可能金融資産に関する

内訳は、公正価値の変動-7百万ユーロ、売却可能準備金の組替調整額-8百万ユーロ、経過利息-1百万ユーロ、売却（引当

金戻入額控除後）-149百万ユーロおよび取得58百万ユーロであった。売買目的勘定（デリバティブを除く。）に関して

は、公正価値の変動-1百万ユーロであった。

ソブリン債保険業務－2011年12月31日から2012年12月31日までの変動

エクスポージャーの変動

（ヘッジ控除前）

（百万ユーロ）

2011年

12月31日現

在の残高

公正価値の

変動

売却可能

準備金の

組替調整額

経過

利息
満期日

売却

（引当金戻

入額控除

後）

取得

2012年

12月31日

現在の

残高

ギリシャ 1,890 (138) 144 (137) - (2,273)514 -

アイルランド 1,309 319 (6) (17) - (567) 7 1,045

ポルトガル 1,870 640 48 (19) (2) (993) 16 1,560

イタリア 7,0781,119 129 (39) (52)(3,961)113 4,387

スペイン 3,155 (52) 119 (67) - (2,193) 17 979

保険業務合計 15,3021,888 434 (279) (54)(9,987)667 7,971

ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、イタリア、スペイン、キプロスおよびハンガリーの非ソブリン・リスクに対

するエクスポージャー

監視下にある欧州諸国の非ソブリン・リスクに対するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループのエク

スポージャーの詳細は、以下のとおりである。このエクスポージャーは、債務証券のポートフォリオならびに顧客

および金融機関に対する貸出金および債権に関連する。売買目的保有のエクスポージャーおよびオフバランス

シート・コミットメントは、この分析から除外されている。国別の内訳は、カウンターパーティー・リスクの国別

による。

銀行業務（信用リスク）

2012年12月31日
2011年

12月31日

（百万ユーロ） 債権総額
うち減損し

た債権

個別および

集合的に評価

された減損

債権総額の

減損率

残高

（純額）

残高

（純額）
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ギリシャ（キプロスを含む。） 4,369 572 254 5.81% 4,11522,895

銀行 68 - - 0.00% 68 276

小口顧客 703 212 118 16.79% 585 9,650

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
3,598 360 136 3.78% 3,46211,824

準政府の企業および大企業 - - - - 1,043

地方自治体 - - - - 102

アイルランド 2,134 11 7 0.33% 2,127 2,101

銀行 11 - - 0.00% 11 11

小口顧客 2 - - 0.00% 2 4

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
2,121 11 7 0.33% 2,114 2,086

準政府の企業および大企業 - - - - -

地方自治体 - - - - -

イタリア 65,8546,381 3,931 5.97% 61,92366,970

銀行 1,195 - - 0.00% 1,195 2,605

小口顧客 43,9174,888 3,248 7.40% 40,66942,746

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
19,8271,274 574 2.90% 19,25320,631

準政府の企業および大企業 218 32 21 9.63% 197 183

地方自治体 697 187 88 12.63% 609 805

スペイン 5,783 355 366 6.33% 5,417 6,750

銀行 274 - - 0.00% 274 196

小口顧客 485 37 27 5.57% 458 700

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
4,633 310 335 7.23% 4,298 5,316

準政府の企業および大企業 -

地方自治体 391 8 4 1.02% 387 538

ポルトガル 1,723 263 141 8.18% 1,582 1,791

銀行 15 - - 0.00% 15 47

小口顧客 1,330 224 114 8.57% 1,216 1,355

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
378 39 27 7.14% 351 389

準政府の企業および大企業 - - - - -

地方自治体 - - - - -

ハンガリー 264 - - 0.00% 264 495

銀行 25 - - 0.00% 25 94

小口顧客 1 - - 0.00% 1 1

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
212 - - 0.00% 212 352

準政府の企業および大企業 26 - - 0.00% 26 21

地方自治体 - - - - 27

合計
(1)(2) 80,1277,582 4,699 5.86% 75,428101,002

(1) 2012年12月31日現在のエクスポージャーについて、IFRS第5号に従って再分類された事業体は考慮されていない。2011年

12月31日現在、エンポリキのエクスポージャーは、19.6十億ユーロであった。

(2) 2011年12月31日現在のエクスポージャーは、2012年6月30日付の発表に関連して修正表示されている。

銀行業務（債務証券）

開示金額には、売却可能金融資産および満期保有金融資産に分類される債務証券の帳簿価額が含まれる。

2012年12月31日 2011年12月31日
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（百万ユーロ）

減損控除後の

債券に対する

エクスポー

ジャー

減損控除後の

その他の債務証券

に対するエクス

ポージャー

債務証券に対する

純エクスポー

ジャー

債務証券に対する

純エクスポー

ジャー

ギリシャ（キプロスを含む。） - - - 408

銀行 - - - 129

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
- - - 279

準政府の企業および大企業 - - - -

地方自治体 - - - -

アイルランド 36 - 36 114

銀行 1 - 1 77

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
4 - 4 6

準政府の企業および大企業 - - - -

地方自治体 31 - 31 31

イタリア 1,634 - 1,634 2,606

銀行 1,345 - 1,345 2,219

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
172 - 172 387

準政府の企業および大企業 117 - 117 -

地方自治体 - - - -

スペイン 1,228 - 1,228 2,826

銀行 1,101 - 1,101 2,752

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
127 - 127 74

準政府の企業および大企業 - - - -

地方自治体 - - - -

ポルトガル 284 - 284 673

銀行 192 - 192 607

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
92 - 92 -

準政府の企業および大企業 - - - 66

地方自治体 - - - -

ハンガリー - - - -

銀行 - - - -

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
- - - -

準政府の企業および大企業 - - - -

地方自治体 - - - -

合計
(1)(2) 3,182 - 3,182 6,627

(1) 2012年12月31日現在のエクスポージャーについて、IFRS第5号に従って再分類された事業体は考慮されていない。2011年

12月31日現在、エンポリキのエクスポージャーは、0.4十億ユーロであった。

(2) 2011年12月31日現在のエクスポージャーは、2012年6月30日付の発表に関連して修正表示されている。

保険業務（債務証券）

開示金額には、売却可能金融資産および満期保有金融資産に分類される債務証券の帳簿価額が含まれる。
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2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）

減損控除後の

債券に対する

エクスポー

ジャー

減損控除後の

その他の債務証券

に対するエクス

ポージャー

債務証券に対する

純エクスポー

ジャー

債務証券に対する

純エクスポー

ジャー

ギリシャ（キプロスを含む。） - - - -

銀行 - - - -

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
- - - -

準政府の企業および大企業 - - - -

地方自治体 - - - -

アイルランド 332 - 332 338

銀行 330 - 330 333

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
2 - 2 5

準政府の企業および大企業 - - - -

地方自治体 - - - -

イタリア 3,660 - 3,660 3,546

銀行 1,760 - 1,760 1,794

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
1,900 - 1,900 1,492

準政府の企業および大企業 - - - 260

地方自治体 - - - -

スペイン 3,923 - 3,923 3,928

銀行 2,057 - 2,057 1,932

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
1,495 - 1,495 1,383

準政府の企業および大企業 155 - 155 402

地方自治体 216 - 216 211

ポルトガル 541 - 541 416

銀行 472 - 472 361

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
69 - 69 55

準政府の企業および大企業 - - - -

地方自治体 - - - -

ハンガリー 3 - 3 -

銀行 - - - -

小口顧客 - - - -

企業および大企業

（準政府の企業および大企業を除く。）
3 - 3 -

準政府の企業および大企業 - - - -

地方自治体 - - - -

合計
(1) 8,459 - 8,459 8,228

(1) 2011年12月31日現在のエクスポージャーは、2012年6月30日付の発表に関連して修正表示されている。

6.9　金融機関および顧客に対する債務
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金融機関に対する債務

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

金融機関

預金 88,263 92,204

うち、当座預金 15,298 12,294

うち、コールマネー 5,937 3,314

担保受入有価証券
(1) 12,195

買戻し条件付契約に基づいて売却した有価証券 22,320 23,298

合計 110,583 127,697

クレディ・アグリコル内部取引

当座預金 2,044 3,098

定期預金および貸付金 48,024 41,870

合計 50,068 44,968

帳簿価額 160,651 172,665

(1) 「ケッス・ドゥ・ルフィナンスモン・ドゥ・ラビタ」に支払われた約束手形が「金融機関に対する債務」から「債務

証券」に再分類された。

顧客に対する債務

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

当座預金 121,179 121,610

特別貯蓄預金 226,294 221,644

顧客に対するその他の債務 113,006 108,035

買戻し条件付契約に基づいて売却した有価証券 21,476 72,018

直接保険債務 745 1,428

再保険債務 380 414

責任保険コミットメントに対して出再保険会社および再保険引受会社から

受領した預託金
558 486

帳簿価額 483,638 525,636

6.10　満期保有金融資産

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

政府短期証券および類似証券 11,440 12,191

債券およびその他の利付証券 3,162 3,209

合計 14,602 15,400

減損 - (57)

帳簿価額 14,602 15,343

6.11　債務証券および劣後債務

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

債務証券

利付短期証券 198 298

短期金融商品
(1) 20,591 6,006

譲渡可能債務証券 48,938 59,961

債券
(2) 76,699 78,193

その他の債務証券 3,964 3,862

帳簿価額 150,390 148,320

劣後債務

期限付劣後債務
(3) 19,725 21,304

永久劣後債務
(4) 9,975 12,170
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相互保証預託金 136 128

参加型有価証券・ローン 144 180

帳簿価額 29,980 33,782

(1) 「ケッス・ドゥ・ルフィナンスモン・ドゥ・ラビタ」に支払われた約束手形が「金融機関に対する債務」から「債務

証券」に再分類された。2012年12月31日現在、その金額は14.6十億ユーロであった。

(2) 2011年12月31日現在、保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リ

ンク契約に含まれるものは控除されていない。カバード・ボンドの発行を含む。

(3) 期限前償還条項付劣後債「TSR」の発行を含む。

(4) 下位劣後債「TSS」、永久劣後債「TSDI」および複合資本商品「T3CJ」の発行ならびにSASリュ・ラ・ボエスィと合意し

た株主前払金を含む。

2012年12月31日現在、永久劣後債は、2011年12月31日末時点の残高7,243百万ユーロから5,536百万ユーロに減

少した。1,707百万ユーロの減少は、当行グループによる劣後債の一部買戻しに相当する。

2012年12月31日現在、株主前払金は,2011年12月31日末時点と変わらず958百万ユーロとなり、T3CJ債の残額は

470百万ユーロであった。

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびその子会社が発行し、クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループの保険会社が引き受けた債務証券のうち、ユーロの契約に関するものが控除された。保険契約者が金融リ

スクを負うユニット・リンク契約を担保する部分について、2012年度上半期に初めて控除された。2012年12月31

日現在、債務証券のうち7,884百万ユーロが控除された。

劣後債務発行

すべての銀行は資金の使途の発展に伴い、常に負債額および特質を調整している。

劣後債務は自己資本規制の管理の一部を担い、またクレディ・アグリコル・エス・エーのすべての業務の借

換に貢献している。

自己資本規制の管理は指令案による新しいバーゼル3のルールの導入や2013年1月1日付で効力を発生する

CRD4規制を含む、重要な規制変更により影響を受けた。指令案およびCRD4規制は、新しく、より制限された要件を

満たす、自己資本規制に貢献する商品の発行を提供し、また、2013年1月1日から2019年1月1日の間に予定されてい

る新基準を満たすことのできなくなる古い商品の段階的廃止を提供する。

これらの規制変更を受け、また資本基盤の質および充実度を上昇させるためにも、クレディ・アグリコル・エ

ス・エーは2012年1月26日に、現在流通している8つの劣後債の買戻しオファーを行った。これらのオファーは

2007年5月31日に発行された永久劣後債の額面金額として610百万米ドルの買戻しにつながった。またユーロ、英

ポンドおよびカナダドル建ての7種類の有価証券（6つの永久下位劣後債および1つの永久劣後債）の額面金額と

して1,633百万ユーロの買戻しにつながった。この業務にかかる償還の際に計上された見積り利益（税引後）は

552百万ユーロとなった。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは様々な種類の劣後債務証券を発行しており、詳細は以下の

とおりである。

期限前償還条項付劣後債

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された期限前償還条項付劣後債（TSR）は通常、固定利率で年

4回もしくは年1回の利息支払がある。

それらはユーロ・ミディアム・ターム・ノート（EMTN）プログラムの下、フランス法に基づくフランス市場

または英国法に基づく国際市場において発行されている。

これらの債券は劣後条項において定義される順位において、従来の債券とは異なっている。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された債券については、フランス商法第L.228-97に従って、清

算の際に期限前償還条項付劣後債（TSR）は担保債権者および無担保債権者への支払が行われた後に、かつ発行
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者に提供された利益参加型ローン、当行が発行した参加型債券およびいかなる下位劣後債の前に返済される。利

息支払は通常劣後条項に規定されていない。もしある場合は、当行の管轄外で生じた事象を指す。

永久劣後債

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された永久劣後債（以下「TSDI」という。）は通常、固定利率

で年4回の利息支払いがある。早期償還条項が契約によって定義されていない限り、発行者の清算もしくはクレ

ディ・アグリコル・エス・エーの定款に規定された発行者の存続期間が満了した場合にのみ償還可能である。劣

後条項は元金および利息に適用される場合がある。株主総会で該当する事業年度において配当可能な利益がな

かったと正式に言及された場合、その利札は停止されることがある。

注：TSDIは株式、T3CJ、TSSおよび発行者により発行された利益参加型債券・有価証券よりも順位が高い。またTSR

とは同等の順位であり、他のすべての債務に劣後する。

下位劣後債（TSS）

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された下位劣後債は、早期償還条項が契約によって定義され

ていない限り、固定もしくは変動利率で永久的である。これは株式およびT3CJに優越するが、他のすべての劣後債

務に劣後する。

下位劣後債は通常、早期償還条項を含み、一定の償還期限以降発行者に有利なように、その償還まで固定利率

でそのあと変動利率になる。

利札は非累積型でありクレディ・アグリコル・エス・エーによる支払は配当金、もしくはT3CJの場合は利札

でなされ、下位劣後債の利札を1年間にわたって支払う義務が含まれている。しかしながら、もしクレディ・アグ

リコル・エス・エーが法定最低自己資本比率を下回るといったような規制事項に陥り、またはフランスの金融健

全性規制監督機構（ACP）がそのような事象が近い将来あると危惧する場合は、利札は支払われない。

新しいバーゼル3の要件を受けて、下位劣後債の認識にかかる条件は変わるべきである。しかしながら、バーゼ

ル3の下、規制上の資本として分類されるためにフランスの銀行が発行する下位劣後債が満たすべき新たな基準

を、ACPは依然として定義していない。

発行者の判断による早期償還

期限前償還条項付劣後債（TSR）、永久劣後債（TSDI）および下位劣後債（TSS）はそれぞれの債券の契約条

項に従って、規制当局の事前の承認と発行者のイニシアチブの下、公開買付、交換買付もしくは店頭を通じて市場

で買戻取引により早期償還することができる。

さらに特定の早期償還条項（コール・オプション）が含まれている契約に関して、規制当局の承認を得た後、

有価証券の発行契約書がそのような条項を含んでいる場合は、クレディ・アグリコル・エス・エーはその条項に

従い、また、その債券の契約条項に定義されている日時に、償還期限前に債券を償還することができる。

支払期日の早期到来

既存の債務証券は、特定の状況下では直ちに支払期限となる。例えば、所定猶予期間の経過後も元利金が払わ

れず、クレディ・アグリコル・エス・エーが発行者として支払不能に陥った場合、支払期限が到来する。また、ク

レディ・アグリコル・エス・エーがその他契約上の義務の不履行の場合も同様である。TSSはクレディ・アグリ

コル・エス・エーの清算の場合をのぞいて、早期返済の条項を含んでいない。

複合資本商品

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行されたT3CJ（Titres de créances complexes de capital
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jumelés）は地域金庫により占有されている民間投資である。T3CJはフランス商法第L.228-40号に基づき発行さ

れている債務証券であり、譲渡不可能である。

2003年度に1,839百万ユーロで発行されたものには、クレディ・アグリコル・エス・エーが事業年度で暫定的

に黒字を算出しない限り利息が支払われない。2012年度の業績は赤字だったため地域金庫に利息は支払われな

い。

さらに、スイッチ取引の一部として、2011年12月23日に1,369百万ユーロのT3CJが払い戻され、T3CJの残額を

2012年12月31日現在470百万ユーロとした。また、T3CJの残高は、クレディ・アグリコル・エス・エーの意向でそ

のすべてもしくはその一部を事前に払い戻すことができる。

カバード・ボンドの発行

中長期的な資金調達を増加させるため、当行グループは、その子会社2社を通じて、カバード・ボンドを発行し

ている。

・クレディ・アグリコル・ホーム・ローンズSFH。その最初の発行は2009年1月であった。2012年12月31日までに

26.6十億ユーロが調達されている。

・クレディ・アグリコル・パブリック・セクターSCF。その最初の発行は2012年10月に行われ、その金額は1十億

ユーロであった。

6.12　当期税金資産・負債および繰延税金資産・負債

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

当期税金 3,292 3,136

繰延税金 3,886 5,095

当期税金資産および繰延税金資産合計 7,178 8,231

当期税金 3,967 2,998

繰延税金 1,254 1,757

当期税金負債および繰延税金負債合計 5,221 4,755

繰延税金資産および繰延税金負債の純額の内訳は、以下のとおりである。

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

一時差異 3,865 3,874

未払費用損金不算入額 295 306

負債費用引当金損金不算入額 2,850 3,426

その他の一時差異
(1) 720 142

繰延税金／未実現損益引当金 (297) 859

売却可能金融資産 (833) 339

キャッシュ・フロー・ヘッジ 446 495

利益および損失／数理計算上の差異 90 25

繰延税金／収益および引当金 (936) (1,395)

繰延税金合計 2,632 3,338

(1) 2012年度において、繰延税金のうち繰越欠損金に起因する部分は、合計293百万ユーロ（2011年度は789百万ユーロ）で

ある。

繰延税金資産は、納税企業体によって、貸借対照表上相殺されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、認識すべき繰延税金資産の金額を判断する上で、該当する各企業また

は納税グループについて、特定の課税上の地位および予算編成の過程で策定した収益予想を考慮する。
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エンポリキ・バンクの繰延税金資産の残高は、2011年12月31日現在、133百万ユーロであったが、1年間で全額減

額された。

6.13　未収収益および未払費用ならびにその他の資産および負債

未収収益、前払金およびその他の資産

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

その他の資産 55,756 75,299

棚卸資産およびその他 118 210

持続可能な開発貯蓄口座（LDD）の債券の共同管理 - -

その他の債権
(1) 49,268 47,126

決済勘定 4,919 26,635

株主に対する債権－未払込資本金 13 19

その他の保険資産 310 366

再保険会社の責任準備金負担 1,128 943

未収収益および前払金 7,693 7,466

受金・振替勘定 1,726 2,959

調整勘定および仮勘定 2,958 1,221

未収収益 1,569 1,309

前払費用 412 482

その他の未収収益および前払金 1,028 1,495

帳簿価額 63,449 82,765

(1) 2011年12月31日現在、取引日に認識された買戻し条件付売却有価証券は、その他の債権勘定の相手方科目として、名目価

格で7十億ユーロ計上された。2012年12月31日現在、これらの取引は、27十億ユーロに相当し、取引日から決済日の間、

「受領した融資コミットメント」に計上された。

未払費用、繰延収益およびその他の負債

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

その他の負債 52,308 57,162

決済勘定 11,993 23,958

その他の債務
(1) 40,269 33,056

売買目的有価証券に関連する負債 7 66

その他の保険債務 39 82

その他 - -

未払費用および繰延収益 14,796 16,528

受金・振替勘定 2,578 4,309

調整勘定および仮勘定 4,787 5,179

前受収益 2,177 2,226

未払費用 3,638 3,613

その他の未払費用および繰延収益 1,616 1,201

帳簿価額 67,104 73,690

(1) 2011年12月31日現在、取引日に認識された売戻し条件付買入有価証券は、その他の債務勘定の相手方科目として、名目価

格で2十億ユーロ計上された。2012年12月31日現在、これらの取引は、22十億ユーロに相当し、取引日から決済日の間、

「付与した融資コミットメント」に計上された。

6.14　非継続事業の非流動資産および関連する負債

非継続事業

非継続事業の損益計算書

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

収益 855 1,414

営業費用 (1,056) (1,168)
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有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損 (48) (52)

リスク費用 (1,755) (1,405)

税引前利益 (2,004) (1,211)

関連会社の純利益（損失）持分 (2) (1)

その他の資産に係る純利益／（損失） (1) 8

のれんの変動額 - (359)

法人所得税 (122) (142)

当期純利益 (2,129) (1,705)

非継続事業の公正価値調整に関連した収益 (1,862) -

非継続事業または売却目的保有事業からの純利益 (3,991) (1,705)

少数株主持分利益 45 115

非継続事業または売却目的保有事業からの純利益－当行グループの持分 (3,946) (1,590)

1株当たり利益（ユーロ） (1.579) (0.653)

希薄化後1株当たり利益（ユーロ） (1.579) (0.653)

非継続事業の貸借対照表

（百万ユーロ） 2012年12月31日

現金および中央銀行預け金 411

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 1,248

ヘッジ手段のデリバティブ -

売却可能金融資産 611

金融機関に対する貸出金および債権 989

顧客に対する貸出金および債権 15,354

金利ヘッジ・ポートフォリオに係る再評価調整 70

満期保有金融資産 7

当期税金資産および繰延税金資産 22

未収収益、前払金およびその他の資産 2,364

投資不動産 116

有形固定資産 265

無形資産 39

資産合計 21,496

中央銀行からの預り金 -

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 1,265

ヘッジ手段のデリバティブ -

金融機関に対する債務 1,273

顧客に対する債務 13,132

債務証券 848

金利ヘッジ・ポートフォリオに係る再評価調整 21

当期税金負債および繰延税金負債 -

未払費用、繰延収益およびその他の負債 2,524

引当金 339

劣後債務 16

売却可能資産の公正価値調整（税金を除く。） 2,597

負債および株主持分合計 22,015

非継続事業の純資産 (519)

非継続事業の純資産には、営業利益-2,129百万ユーロおよび非継続事業の公正価値測定による-2,597百万ユー

ロ（税引前）が含まれるが、これに735百万ユーロの税控除が加算される（損益計算書の「非継続事業からの純

利益」を参照。）。

非継続事業のキャッシュ・フロー計算書
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（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

営業活動による現金収入／（支出）純額 (2,758) (122)

投資活動による現金収入／（支出）純額 69 (44)

財務活動による現金収入／（支出）純額 2,499 (32)

合計 (190) (198)

非継続事業のその他の非流動資産

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

非継続事業の非流動資産 - 260

非継続事業の非流動資産に係る負債 - 39

6.15　投資不動産

（百万ユーロ）
2011年
12月31日

範囲の

変更
(2)

売却目的保有
非流動資産内
の振替

増加
（取得）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他の
変動

2012年
12月31日
残高

総額 2,839 389 (125) 311 (514) - 276 3,176

償却および減損 (157) 17 4 (17) 223 - (205) (135)

正味帳簿価額
(1) 2,682 406 (121) 294 (291) - 71 3,041

(1) 第三者に賃貸している投資不動産を含んでいる。

(2) 範囲の変更は、2012年度上半期におけるBESヴィーダの売却による-58百万ユーロ、およびOPCI「Commerce, Bureau et

Habitation」の経過利息控除後の有価証券勘定および当座勘定が2012年度上半期におけるOPCIの連結により「売却可

能金融資産」から振り替えられたことによるものであった。

（百万ユーロ）
2010年
12月31日

範囲の
変更

増加
（取得）

減少
（処分および返

済）

為替換算
調整勘定

その他の

変動
(2)

2011年
12月31日
残高

総額 2,797 4 203 (239) - 74 2,839

償却および減損 (146) (1) (15) 19 - (14) (157)

正味帳簿価額
(1) 2,651 3 188 (220) - 60 2,682

(1) 第三者に賃貸している投資不動産を含んでいる。

(2) プレディカでは、継承建物に関して、事業用建物から投資不動産へ、38百万ユーロのSCIイメファ128に係る当座勘定の再

分類が行われた。

投資不動産は、専門の鑑定士によって評価されている。専門の鑑定士の評価によると、償却原価で認識される投

資不動産の市場価額は、2012年12月31日現在は5,263百万ユーロ（2011年12月31日現在は4,719百万ユーロ）で

あった。

6.16　有形固定資産および無形資産（のれんを除く。）

(百万ユーロ）
2011年
12月31日

範囲の
変更

売却目的保
有非流動資
産内の振替

増加
（取得、
企業結合）

減少
（処分およ
び返済）

為替換算
調整勘定

その他の
変動

2012年
12月31日
残高

事業で使用している有形固定資産

総額 9,592 (29) (544) 763 (1,459)(1) 232 8,554

償却および減損
(1) (4,422)15 241 (621) 871 3 (124)(4,037)

帳簿価額 5,170 (14) (303) 142 (588) 2 108 4,517

無形資産

総額 4,670 (98) (188) 478 (221) - (12)4,629

償却および減損 (2,802)41 126 (410) 115 1 - (2,929)

帳簿価額 1,868 (57) (62) 68 (106) 1 (12)1,700

(1) 第三者に賃貸している資産の減価償却費を含んでいる。
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（百万ユーロ）
2010年
12月31日

範囲の

変更
(2)

増加
（取得、
企業結合）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他の

変動
(3)

2011年
12月31日
残高

事業で使用している有形固定資産

総額 9,342 108 935 (1,086) - 293 9,592

償却および減損
(1) (4,140)(63) (661) 617 (1) (174)(4,422)

帳簿価額 5,202 45 274 (469) (1) 119 5,170

無形資産

総額 4,060 137 420 - 3 50 4,670

償却および減損 (2,317) 1 (395) (39) (2) (50)(2,802)

帳簿価額 1,743 138 25 (39) 1 - 1,868

(1) 第三者に賃貸している資産の減価償却費を含んでいる。

(2) カリパルマ、フリューラドリアおよびカリスペツィアにおいて、無形資産に配分されたのれんの金額は合計133百万ユー

ロであった。取得資産および引受負債の評価替により生じた無形資産は、他の同一の種類の無形資産と同じ期間にわた

り、同じ償却方法で償却される。

　　カリスペツィアにおける、総額108百万ユーロの有形固定資産およびこれに係る償却費-63百万ユーロが含まれる。

(3) 満了または終了したファイナンス・リース契約に係る一時遊休資産146百万ユーロを含む。

　　プレディカでは、継承建物に関して事業用建物から投資不動産へ、-38百万ユーロのSCIイメファ128に係る当座勘定の再分

類が行われた。

　　アムンディで、過去に純額で認識されていた無形資産に係る償却費53百万ユーロについて、純額計上が中止された。

6.17　保険契約に係る責任準備金

保険責任準備金の内訳

2012年12月31日

（百万ユーロ） 生命 非生命 海外 債権者 合計

保険契約 116,701 2,662 9,905 1,445 130,713

裁量権のある有配当性を伴う投資契約 96,244 - 5,337 - 101,581

裁量権のある有配当性を伴わない投資契約 1,824 - 840 - 2,664

繰延利益分配（負債）
(1) 9,606 - 14 - 9,620

その他の責任準備金 - - - - -

責任準備金合計 224,376 2,662 16,096 1,445 244,578

繰延利益分配（資産）
(1) - - - - -

再保険会社の責任準備金負担 (574) (199) (89) (265) (1,128)

正味責任準備金
(2) 223,801 2,463 16,006 1,179 243,450

(1) 売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延負債10.5十億ユーロ（すなわち税引後6.9十億ユーロ）を含む（注記6.4

「売却可能金融資産」を参照。）。

(2) 再保険会社の責任準備金負担およびその他の保険債務は、「未収収益、前払金およびその他の資産」として認識されてい

る。

2011年12月31日

（百万ユーロ） 生命 非生命 海外 債権者 合計

保険契約 107,797 2,441 8,878 1,381 120,497

裁量権のある有配当性を伴う投資契約 97,992 - 6,422 - 104,414

裁量権のある有配当性を伴わない投資契約 1,743 - 4,163 - 5,906

繰延利益分配（負債）
(1) - - - - -

その他の責任準備金 - - - - -

責任準備金合計
(2) 207,532 2,441 19,463 1,381 230,817

繰延利益分配（資産）
(1) (3,872) - (401) - (4,273)

再保険会社の責任準備金負担 (498) (178) (38) (293) (1,007)

正味責任準備金
(3) 203,162 2,263 19,024 1,088 225,537

(1) 売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延資産2.9十億ユーロ（すなわち税引後1.9十億ユーロ）を含む（注記6.4

「売却可能金融資産」を参照。）。

(2) クレディ・アグリコル・アシュランスの範囲内の企業である。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 389/1332



(3) 再保険会社の責任準備金負担およびその他の保険債務は、「未収収益、前払金およびその他の資産」として認識されてい

る。

2012年12月31日および2011年12月31日現在の繰延利益分配の内訳は以下のとおりである。

繰延利益分配 2012年12月31日

繰延利益分配（負債）

2011年12月31日

繰延利益分配（資産）

売却目的保有有価証券およびヘッジ手段のデリバティブの再評

価に係る繰延配当
(1)

10,952 (2,584)

売買有価証券の時価調整に係る繰延配当 (1,071) (2,034)

その他の繰延配当（流動性リスク準備金取崩し） (261) 345

合計 9,620 (4,273)

(1) 2012年12月31日現在の売却目的保有有価証券の再評価に係る税引前繰延配当負債は10.5十億ユーロ（すなわち税引後

6.9十億ユーロ）であった。2011年12月31日現在の売却目的保有有価証券の再評価に係る税引前繰延配当資産は2.9十億

ユーロ（すなわち税引後1.9十億ユーロ)であった（注記6.4「売却可能金融資産」を参照。）。

6.18　引当金

（百万ユーロ）

2011年

12月31日

範囲の

変更
繰入額

取崩した

戻入額

未使用戻

入額

為替換算

調整勘定

売却目的

保有非流

動資産内

の振替

その他の

変動

2012年

12月31日

住宅購入貯蓄制度 380 - 54 - (101) - - - 334

融資コミットメントの

実行リスク 219 - 184 (7) (76) (9) - (1) 309

業務リスク 73 - 18 (5) (12) 0 - (4) 70

退職給付および類似の給付

(1) 1,861 (2) 270 (99)(245) (1) (336)274 1,721

訴訟 1,208 (18) 379 (124)(265) (5) (62) (22)1,092

株式投資 25 - 36 (2) (6) - - 1 55

リストラクチャリング 80 - 8 (12) (13) - - (31) 33

その他のリスク 952 (2) 760 (93)(395) 1 (50) (20)1,153

合計 4,798 (23)1,709(342)(1,112)(14)(448)198 4,766

(1) 「退職給付および類似の給付」は、2012年12月31日における長期給付制度に係るコミットメントの評価に用いられた参

照レートの下落に関連する数理計算上の差異に関して「その他の変動」の255百万ユーロおよびクレディ・アグリコル

・エス・エーにおける外部管理コミットメントに関する数理計算上の差異-17百万ユーロを含む。

（百万ユーロ）

2010年

12月31日

範囲の

変更
(4)

繰入額
取崩した

戻入額

未使用戻

入額

為替換算

調整勘定

その他の

変動
(5)

2011年

12月31日

住宅購入貯蓄制度 468 - 10 - (98) - - 380

融資コミットメントの

実行リスク
264 - 167 (10) (197) (5) - 219

業務リスク
(1) 83 3 14 (7) (21) - 1 73

退職給付および類似の給付
(2) 1,775 33 401 (239)(179) 1 69 1,861

訴訟 990 3 318 (54) (101) 4 48 1,208

株式投資 20 - 5 - - - - 25

リストラクチャリング
(3) 18 - 79 (15) (2) - - 80

その他のリスク 874 11 432 (149)(175) 4 (45) 952

合計 4,492 50 1,426 (474)(773) 4 73 4,798

(1) 主にLCLおよび専門金融サービス（リース・ファイナンス、ファクタリングおよび投資家サービス）が占める。

(2) 「退職給付および類似の給付」は、主に確定給付型年金制度下の退職給付およびLCL競争力強化プランから発生する従業

員への債務引当金およびクレディ・アグリコル・CIBの調整計画の286百万ユーロを含む。

(3) リストラクチャリングへの引当金は、調整計画によるクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスへの57百
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万ユーロおよびBFTへの10百万ユーロを含む。

(4) 範囲の変更

変更の範囲の変動は、主にカリスペツィアの算入額32百万ユーロおよびカリパルマの支店負担金16百万ユーロによるも

のである。

(5) その他の変動

・退職給付および類似の給付：69百万ユーロは主に確定給付型年金制度に係る数理計算上の差異に関連する。

・訴訟およびその他のリスク：主に、その他のリスクから様々な訴訟への振替による48百万ユーロを含む。

税務監査

プレディカの税務監査

プレディカは、2009年度において税務監査の対象となり、2006年度および2007年度の監査を受けた。

2009年12月末において、プレディカは1つの引当金項目を対象とする税額調整通知を受けた。

2012年度において、税務当局は、かかる更正をすべて中止することを決定した。

LCLの税務監査

2010年度および2011年度において、LCLは2007年度、2008年度および2009年度の監査ならびに規制貯蓄の監査の

対象となった。これらの監査による財務結果はすべて支払われたものの、現在更正1件のみが訴訟の対象となって

いる。

クレディ・アグリコル・CIB・パリの継続中の税務監査

2012年2月より、クレディ・アグリコル・CIBは税務監査の対象となっている。かかる監査は、2008年度、2009年

度および2010年度における法人所得税還付に関係している。

12月末に、中断効果を有する税額調整通知を受けた。クレディ・アグリコル・CIBは、すべての更正点に関し、十

分な根拠に基づいた異議申立てを行う予定である。認識された引当金は、クレディ・アグリコル・CIBの税務部門

が概算したリスクを反映したものである。

クレディ・アグリコル・CIB・ミランの税務監査

2012年度末において、2005年度および2006年度に関して既に受領している税額調整通知に続き、クレディ・ア

グリコル・CIBは、イタリア税務当局が発行した2008年度に関する税額調整通知を受領した。2005年度および2006

年度の場合と同様に、クレディ・アグリコル・CIBは、すべての更正点に関し、十分な根拠に基づいた異義申立て

を行う予定である。クレディ・アグリコル・CIBは、既に2005年度および2006年度に関してフランスおよびイタリ

ア当局から、仲裁解決を求められている。

これにより認識された引当金は、クレディ・アグリコル・CIBの税務部門が概算したリスク合計を反映したも

のである。

メリスマの税務監査

税務上クレディ・アグリコル・エス・エー・グループに連結されており、クレディ・アグリコル・CIBの子会

社であるメリスマは、2006年度から2010年度に関して税額調整通知の対象となっており、また法律違反につき課

徴金の対象となっている。

そのすべてについて異義申立てが行われているが、かかる更正について引当金が設定されている。

クレディ・アグリコル・アシュランスの税務監査

クレディ・アグリコル・アシュランスは2008年度および2009年度の税務監査を受けた。通知された更正は重要

なものではなく、すべてに対して異議申立てが行われた。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの税務
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局の意見により、引当金は計上されなかった。

パシフィカの税務監査

クレディ・アグリコル・パシフィカは2009年度および2010年度の税務監査を受けた。

すべての点について同社により異義申立てが行われているが、受領したすべての税額調整通知について引当金

が設定されている。

次へ
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住宅購入貯蓄制度に係る引当金

貯蓄期間中に住宅購入貯蓄勘定および住宅購入貯蓄制度により積み立てられた預金

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満 7,383 2,542

4年以上10年以下 24,811 48,594

10年超 36,710 19,120

住宅購入貯蓄制度合計 68,904 70,256

住宅購入貯蓄勘定合計 13,293 13,810

住宅購入貯蓄契約により積み立てられた預金合計 82,197 84,066

期間は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従い決定される。

顧客預金残高は、2012年12月31日付財務書類については2012年11月末時点の帳簿価額に、2011年12月31日付財

務書類については2011年11月末時点の帳簿価額に基づいており、政府の補助金は含まない。

住宅購入貯蓄勘定および住宅購入貯蓄制度で付与された貸出金残高

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

住宅購入貯蓄制度 48 66

住宅購入貯蓄勘定 250 277

住宅購入貯蓄契約で付与された貸出金残高合計 298 343

住宅購入貯蓄勘定および住宅購入貯蓄制度に係る引当金

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満 - -

4年以上10年以下 1 48

10年超 309 300

住宅購入貯蓄制度合計 310 348

住宅購入貯蓄勘定合計 24 32

住宅購入貯蓄契約に係る引当金合計 334 380

期間は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従い決定される。

この算定モデルは、2012年度に更新された。当該モデルの主な変更は、住宅購入貯蓄制度および住宅購入貯蓄勘

定における流出規則が見直されたことならびに現行の市場の状況を反映するための流動性要素が追加されたこ

とによるものであった。

（百万ユーロ）
2011年
12月31日

繰入額 戻入額 その他の変動
2012年
12月31日

住宅購入貯蓄制度 348 - (38) - 310

住宅購入財形貯蓄勘定 32 - (8) - 24

住宅購入貯蓄契約に係る引当金合計 380 - (46) - 334

クレディ・アグリコル・グループ内部の財務組織では、地域金庫に積み立てられた住宅購入貯蓄制度および住

宅購入貯蓄勘定の預金の100％を、クレディ・アグリコル・エス・エーの負債に含めており、そのため、上記の表

に示された貯蓄預金は、これらの金額をすべて考慮している。

反対に、クレディ・アグリコル・エス・エーは、これらの残高の一部に関してのみ、リスクを想定している

（2012年12月31日現在は、32.6％、2011年12月31日現在は29.1％）。残高は、地域金庫に計上されており、実質的エ
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クスポージャーに相当する金額のみが、クレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類の引当金に計上されてい

る。

したがって、計上された引当金とクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの貸借対照表上の残高の比率

は、住宅購入貯蓄リスクの引当金の水準を示すものではない。

6.19　株式

2012年12月31日現在の所有者構成

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーが認識している、資本および議決権の所有割合は以

下のとおりである。

株主
2012年12月31日
現在の株式数

資本金
持分割合

議決権の
所有割合

SASリュ・ラ・ボエスィ 1,405,263,36456.25％ 56.42％

自己株式 7,319,1860.29％

従業員（ESOP） 110,546,0104.43％ 4.44％

一般 974,891,97739.03％ 39.14％

機関投資家 695,978,77727.86％ 27.94％

個人投資家 278,913,20011.17％ 11.20％

合計 2,498,020,537100.00％100.00％

SASリュ・ラ・ボエスィはクレディ・アグリコル地域金庫により全額出資されている。当行グループの資本構

成およびそれによる支配喪失により、地域金庫のSASリュ・ラ・ボエスィに対する持ち株のうち、クレディ・アグ

リコル・エス・エーの持分は、その連結財務書類に記載されている。

自己株式は、ストック・オプションをカバーする為、クレディ・アグリコル・エス・エーの買戻しプログラム

および株式流動性契約の一部として保有されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーの株式に関して、2006年10月25日にクレディ・アグリコル・シュヴルー

・エス・エーとの間に流動性契約が締結された。この契約に50百万ユーロが割り当てられておりそして毎年自動

的に更新される。これにより担当者は完全な独立性をもって契約に規定された業務を行うことができる。

株式の額面金額は3ユーロである。すべての株式は払込済である。

当行の認識では、直接的、間接的もしくは共同で資本および議決権を5％以上所有する株主はいない。

2012年12月31日にクレディ・アグリコル・エス・エーの資本金は7,494,061,611ユーロとなり、額面金額3

ユーロの普通株式2,498,020,537株に分割された。

優先株式

発行者 発行日
発行金額
（百万ドル）

発行金額
（百万ユーロ）

2012年12月31日
（百万ユーロ）

2011年12月31日
（百万ユーロ）

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年1月 1,500 1,137 1,159

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年7月 550 417 425

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年12月 550 550 550

クレディ・リヨネ・プリファード・

キャピタル1・エルエルシー
(1) 2002年4月 750 750

合計 2,050 1,300 2,104 2,884

(1) この事業体は、2012年5月に解散した。
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1株当たり利益

2012年12月31日2011年12月31日

当期純利益－当行グループの持分（百万ユーロ） (6,471) (1,470)

流通している当期加重平均普通株式数 2,476,072,6342,434,681,792

調整比率 1.000 1.000

希薄化後1株当たり利益の計算に使用された加重平均普通株式数 2,476,072,6342,434,681,792

基本的1株当たり利益（ユーロ） (2.613) (0.604)

現行の事業による基本的1株当たり利益（ユーロ） (1.021) (0.610)

非継続事業による基本的1株当たり利益（ユーロ） (1.592) 0.006

希薄化後1株当たり利益（ユーロ） (2.613) (0.604)

現行の事業による希薄化後1株当たり利益（ユーロ） (1.021) (0.610)

非継続事業による希薄化後1株当たり利益（ユーロ） (1.592) 0.006

クレディ・アグリコル・エス・エー株の平均価格の変更に伴い、クレディ・アグリコル・エス・エーのすべ

てのストック・オプション制度は非希薄化効果をもたらす（注記7.6を参照。）。

クレディ・アグリコル・エス・エーによる希薄化株の発行がない場合、基本的1株当たり利益は希薄化後1株

当たり利益と同じとなる。

配当金

2012年度について、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2013年2月19日に開催した会合におい

て、2013年5月23日の株主総会において配当金の支払を行わないことを提案する旨を決定した。

（ユーロ） 2012年度提案 2011年度 2010年度2009年度2008年度2007年度

1株当たり正味配当金 - - 0.45 0.45 0.45 1.20

総配当金 - - 0.45 0.45 0.45 1.20

当期中の支払配当金

2011年度について、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2012年5月22日の株主総会において配当

金の支払を行わないことを決定した。

利益処分

2012年度の利益処分案は、2013年5月23日に開催されるクレディ・アグリコル・エス・エーの定時株主総会お

よび臨時株主総会で、取締役会により提出される議案に記載されている。

2012事業年度については、クレディ・アグリコル・エス・エーは、4,235,369,288.89ユーロの純損失を計上し

た。取締役会は、株主総会において、その全額を利益剰余金に振り替えることを提案した。2012事業年度の利益処

分後、利益剰余金残高は、-941,259,815.45ユーロから減少し、-5,176,629,104.34ユーロとなる。

6.20　契約上の満期別の金融資産および金融負債の内訳

貸借対照表上の金融資産および金融負債は満期日別に分けられる。

売買目的保有デリバティブ商品およびヘッジ手段のデリバティブ商品の満期は、契約上の満期日と一致する。

株式およびその他の証券は、本来満期がないため、「期間の定めなし」として分類されている。

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係る評価調整は、特定の満期がないため、満期について期間の定

めがないものとみなされている。

2012年12月31日
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（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

現金および中央銀行預け金 42,714 - - - - 42,714

純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産

108,53527,321139,987289,01855,115619,976

ヘッジ手段のデリバティブ 2,556 1,77112,88424,635 4 41,850

売却可能金融資産 16,64824,96081,958112,21223,901259,679

金融機関に対する貸出金および債権 144,04063,720108,67064,4864,651385,567

顧客に対する貸出金および債権 80,51033,049116,35696,7043,137329,756

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係
る評価調整

14,292 - - - - 14,292

満期保有金融資産 - 280 3,58410,738 - 14,602

満期別の金融資産合計 409,295151,101463,439597,79386,8081,708,436

中央銀行からの預り金 1,061 - - - - 1,061

純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債

118,62120,402143,186291,771(1,443)572,537

ヘッジ手段のデリバティブ 1,747 1,79512,14626,600 123 42,411

金融機関に対する債務 69,03712,92956,00319,9682,714160,651

顧客に対する債務 405,90731,92434,6587,480 3,669483,638

債務証券 42,07627,21652,29728,975(174)150,390

劣後債務 292 1,555 2,73015,4289,97529,980

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係
る評価調整

12,777 - - - - 12,777

満期別の金融負債合計 651,51895,821301,020390,22214,8641,453,445

2011年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

現金および中央銀行預け金 28,467 - - - - 28,467

純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産

62,53429,472120,041227,50250,714490,263

ヘッジ手段のデリバティブ 3,251 1,60010,98917,647 73 33,560

売却可能金融資産 23,38825,48447,491108,22522,802227,390

金融機関に対する貸出金および債権 138,66065,921104,04467,8223,394379,841

顧客に対する貸出金および債権 131,70036,691121,288103,5536,149399,381

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係
る評価調整

- - - - 8,300 8,300

満期保有金融資産 2 552 3,75611,033 - 15,343

満期別の金融資産合計 388,002159,720407,609535,78291,4321,582,545

中央銀行からの預り金 127 - - - - 127

純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債

69,39026,517121,887221,885 1 439,680

ヘッジ手段のデリバティブ 2,868 1,22910,27420,234 - 34,605

金融機関に対する債務 101,95910,28833,45323,7123,253172,665

顧客に対する債務 442,87836,72633,9208,299 3,813525,636

債務証券 52,49621,09242,53831,547 647 148,320

劣後債務 770 1,386 3,49115,99112,14433,782

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係
る評価調整

- - - - 5,336 5,336

満期別の金融負債合計 670,48897,238245,563321,66825,1941,360,151

注記7　従業員給付およびその他の報酬

7.1　従業員費用の分析

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

給与
(1) (4,723) (4,847) (5,543)
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確定拠出制度への拠出 (370) (389) (471)

確定給付制度への拠出 (26) (84) (84)

その他の社会保障費 (1,167) (1,123) (1,154)

利益分配およびインセンティブ制度 (232) (263) (263)

給与に関連する税金 (346) (307) (309)

従業員費用合計 (6,864) (7,013) (7,824)

(1) 給与には以下の株式報酬に関連する費用が含まれる。

・株式報酬に関し、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、2011年12月31日現在における5百万ユーロの費用

（無償株式分配制度に関連する1百万ユーロを含む。）と比較して、2012年12月31日現在においては8百万ユーロの費

用（無償株式分配制度に関連する7百万ユーロを含む。）を認識した。

・市場専門家に対して支払う繰延変動報酬に関し、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2012年12月31日現在におい

て70百万ユーロ（2011年12月31日現在においては69百万ユーロ）の費用を認識した。

7.2　従業員数 

従業員数 2012年12月31日2011年12月31日

フランス 40,341 41,296

海外 38,941 46,155

合計 79,282 87,451

7.3　退職給付、確定拠出制度

「雇用主」は、様々な強制加入年金制度に拠出している。制度資産は独立した組織によって管理され、基金が当

期および過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な資産を保有

していない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、当行グループ

の企業には、支払うべき拠出金以外に負債はない。

当行グループには複数の強制加入確定拠出年金制度があり、このうち主要なものは、フランスの補完的年金制

度であるAgirc/Arrcoで、また一部の補完的制度は特にUESクレディ・アグリコル・エス・エーのものである。

フランスの補完的年金制度の分析

事業部門 事業体
強制加入の

補完的年金制度

対象従業員数

(2012年12月31日

現在の推定)

対象従業員数

(2011年12月31日

現在の推定)

業務サポート機能
UESクレディ・アグリコル・

エス・エー
農業年金制度1.24％ 3,027 3,072

業務サポート機能
UESクレディ・アグリコル・

エス・エー

「第83条」当行グループ経

営者年金制度
210 218

フランス国内リテール・バン

キング
LCL

「第83条」当行グループ経

営者年金制度
306 299

法人営業および投資銀行 CA CIB 「第83条」型年金制度 5,037 4,584

法人営業および投資銀行 IPB／IG／CAPB
(1) 「第83条」型年金制度 495 428

保険
プレディカ／CAA／Caagis／

パシフィカ／Sirca
農業年金制度1.24％ 3,119 3,045

保険
プレディカ／CAA／Caagis／

パシフィカ／CACI

「第83条」当行グループ経

営者年金制度
62 64

保険 CACI 「第83条」型年金制度 183 181

(1) インドスエズ・プライベート・バンキング／インドスエズ・ジェスティオン／CAプライベート・バンキング。

　　従業員名簿上の従業員数。

7.4　退職給付、確定給付制度
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（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

数理計算上の負債の変動

前年度12月31日現在の数理計算上の負債 2,331 2,231

為替差額 8 34

当期勤務費用 69 73

利息費用 86 81

従業員の拠出 11 11

給付制度の変更および清算 (81) (36)

範囲の変更 (41) 93

給付支払額（必須） (146) (152)

数理計算上の（差益）／差損 263 (4)

当年度12月31日現在の数理計算上の負債 2,500 2,331

（百万ユーロ） 2012年12月31日
2011年12月31日

（プロフォーマ）

2011年12月31日

（報告値）

損益計算書で認識された費用純額の内訳

勤務費用 69 62 73

利息費用 86 72 81

制度資産に係る期待収益 (52) (64) (56)

過去勤務費用の償却 (23) (11) (11)

数理計算上の差益／（差損） - - -

給付制度の変更、撤退および清算から生じた利益／（損

失）の償却
(44) (23) (23)

資産制限の変更による利益／（損失） - - -

損益計算書で認識された費用純額 37 36 64

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

制度資産の公正価値および補填の権利の変動

前年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 1,274 1,180

為替差額 9 28

制度資産に係る期待収益 52 48

数理計算上の差益／（差損） 14 13

雇用主の拠出 76 71

従業員の拠出 11 11

給付制度の変更、撤退および清算 (15) (4)

範囲の変更 (14) (13)

給付制度に基づいて支払われた給付 (56) (60)

当年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 1,351 1,274

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

正味ポジション

期末の数理計算上の負債 2,500 2,331

未認識過去勤務費用（制度変更） 2 2

資産の制限による影響 - -

期末の資産の公正価値 1,351 1,274

期末の資産／（負債）の正味ポジション (1,147) (1,055)

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

認識収益費用計算書を通じて直ちに認識され包括利益として計上された項

目
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退職給付制度により発生した数理計算上の差益／差損 249 (16)

資産制限調整（IFRIC第14号の影響を含む。） - -

当事業年度中に認識収益費用計算書を通じて直ちに認識された項目合計 249 (16)

事業年度末における認識収益費用計算書の数理計算上の差益／差損合計 345 96

2012年12月31日 2011年12月31日

制度資産に関する情報 ユーロ圏 その他 ユーロ圏 その他

資産の内訳

・債券の割合 85.4％ 45.5％ 83.9％ 45.9％

・株式の割合 8.0％ 22.3％ 7.4％ 21.4％

・その他資産の割合 6.6％ 32.2％ 6.7％ 32.7％

2012年12月31日 2011年12月31日

確定給付制度：主要な数理計算上の仮定 ユーロ圏 その他 ユーロ圏 その他

割引率
(1)

1％から3.1％ 1％から13％

4.30％から

5.50％1％から10.5％

制度資産および補填の権利に係る期待収益率
2％から5.6％

1.30％から

9.50％

3.20％から

4.50％1.25％から9％

制度資産および補填の権利に係る実際の収益率 2.07％ 5.05％ 2.20％ 7.30％

予想昇給率
(2) 1.5％から4％1.5％から8.6％0.76％から6％ 2％から9％

医療費の変動率 n.m. n.m. n.m. n.m.

(1) 割引率は、契約の平均期間、すなわち従業員の想定離職率で加重した、評価日から支払日までの間で算定された期間の

算術平均に基づいて決定される。iBoxx 格付AAのインデックスを参照した割引率を基準に使用している。

(2) 関連する従業員類型（管理職または非管理職）に依存する。

2012年12月31日、感応度分析は以下の結果を示唆した。

・割引率が50ベーシス・ポイント増加することで、コミットメントは6.28％減少する。

・割引率が50ベーシス・ポイント減少することで、コミットメントは7.04％増加する。

7.5　その他の従業員給付

当行グループ内の様々な団体変動報酬制度の中でも、クレディ・アグリコル・エス・エー団体変動報酬（以下

「RVC」という。）は、任意のインセンティブ制度および強制的な利益分配制度を含む包括的な制度である。金額

は、クレディ・アグリコル・エス・エーの純利益（当行グループ帰属分）により測定された当行の業績に基づき

計算される。

純利益（当行グループ帰属分）が所定の水準に達することより、支払給与の総額の所定の割合に等しい受給資

格が生じる。

利益分配制度部分に係る金額は、標準的な法定の計算式に基づき算出され、任意のインセンティブに係る受給

金額を得るため、RVCの合計から差し引かれる。

その他の従業員給付制度：フランスにおいて、当行グループの主要な事業体は、長期勤続報奨を支払っている。

給付額は、慣例および締結されている団体労働協約に従い変動する。

7.6　株式報酬

7.6.1　ストック・オプション制度

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時株主総会において承認された権限に
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より、様々なストック・オプション制度を導入した。

2012年より前に、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、3つのストック・オプション制度を導入し

ている。2012年度において、新たに導入された制度はなかった。

2006年ストック・オプション制度

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時株主総会において承認された権限に

より、ストック・オプション制度の付与条件を決定し、この制度の実施に必要な権限を会長に付与した。

これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、クレディ・アグリコル・エス・エーのおよび

その子会社の業務執行役員および特定の上級管理職を対象としたストック・オプション制度を設立した。当該制

度は1株当たり33.61ユーロの行使価格で1,745人の受益者に12,029,500のストック・オプションを付与するもの

である。

2007年ストック・オプション制度

2007年7月17日開催の会議において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時

株主総会で承認された権限により、当行グループに入社した6名の従業員を対象としたストック・オプション制

度を設立した。当該制度は1株当たり29.99ユーロの行使価格（取締役会開催日直前の20回の取引時間における平

均相場価格に等しく、割引はない。）で付与されるものである。

2008年ストック・オプション制度

2008年7月15日開催の会議において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時

株主総会で承認された権限により、当行グループに入社した3名の従業員を対象とし、2008年7月16日に発効する

ストック・オプション制度を設立した。当該制度は1株当たり14.42ユーロの行使価格で付与され、この価格は、

1）割引のない、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会開催日直前の20回の取引時間における平均相場

価格、または2）クレディ・アグリコル・エス・エーの自己株式の平均購入価格の80％のいずれか高いほうに等

しい。

2007年1月および2008年6月の資本取引後、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年度および

2007年度に導入された制度に基づくオプション数と行使価格を調整した。

以下の表は、2012年12月31日現在で存在する制度の特徴および一般的条件を示している。

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度の説明

クレディ・アグリコル・エス・エーの

ストック・オプション制度
2006年 2007年 2008年 合計

株主総会による制度の承認日 2006年5月17日2006年5月17日2006年5月17日

取締役会開催日 2006年7月18日2007年7月17日2008年7月15日

オプションの付与日 2006年10月6日2007年7月17日2008年7月16日

制度の期間 7年 7年 7年

ロックアップ期間 4年 4年 4年

最初の行使日 2010年10月6日2011年7月17日2012年7月16日

失効日 2013年10月5日2014年7月16日2015年7月15日

受益者数 1,745 6 3

付与されたオプション数 13,116,803 136,992 74,000 13,327,795

行使価格 30.83ユーロ 27.91ユーロ 14.42ユーロ

業績条件 なし なし なし

当行グループから脱退する場合の条件

　離職 権利喪失 権利喪失 権利喪失

　解雇 権利喪失 権利喪失 権利喪失
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　退職 維持 維持 維持

　死亡 維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

オプション数

　業務執行役員への付与数 185,336 0 0

　上位10名の被付与者への付与数 861,262 136,992 74,000

　2012年度における権利行使 0

　開始後の権利喪失および行使 1,577,253 32,233 1,609,486

2012年12月31日現在の残存オプション

数
11,539,550 104,759 74,000 11,718,309

公正価値（購入価格に対する割合） 28.60％ 22.70％ 24.30％

使用された評価方法
ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

(1) 死後6ヶ月以内に相続人が行使した場合

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度に関する統計

2005年 2006年 2007年 2008年

クレディ・アグリコル・エス・

エーのストック・オプション制

度

2005年

1月25日

2005年

7月19日

2006年

10月6日

2007年

7月17日

2008年

7月16日
合計

2011年12月31日現在の残存オプ

ション数
25,068 5,45211,539,550104,75974,00011,748,829

2012年度に消却されたまたは満

期が到来したオプション数
25,068 5,452 30,520

2012年度に行使されたオプショ

ン数

2012年12月31日現在の残存オプ

ション数
11,539,550104,75974,00011,718,309

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度のヘッジ

2006年度ストック・オプション制度（満期：2013年度）は、既存の株式を購入できるクレディ・アグリコル・

エス・エーのオプションによりヘッジされている。

その他のストック・オプション制度は、クレディ・アグリコル・エス・エーが直接保有する自己株式により保

護されている。

ストック・オプション制度の評価に使用した主要な仮定

クレディ・アグリコル・エス・エーは、制度付与日におけるオプションの市場価額に基づき、同日に付与した

オプションを評価して、費用を認識する。権利確定期間中に修正され、費用の修正を生じさせる可能性のある唯一

の仮定は、受益者に関連するもの（離職時または解雇時に権利喪失するオプション）である。

ストック・オプション制度

付与日 2006年10月6日 2007年7月17日 2008年7月16日

制度の予定期間 7年 7年 7年

権利喪失率 1.25％ 1.25％ 1.25％

予想配当率 3.03％ 4.20％ 6.37％

付与日のボラティリティ 28％ 28％ 40％

クレディ・アグリコル・エス・エーのすべてのストック・オプション制度に対してブラック・ショールズ・

モデルが使用されている。
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7.6.2　株式賞与制度

2011年11月9日の会議において、取締役会は、2011年5月18日の臨時株主総会で承認された権限により、クレディ

・アグリコル・エス・エー・グループのすべての従業員が当行の資本および成功に関与できるよう、株式賞与制

度の導入を決定した。

この制度は、58ヶ国82,000人以上のクレディ・アグリコル・エス・エー従業員それぞれに対し、60の株式を付

与するものであり、業績条件を考慮しない。ただし、この制度には2つの制限があり、権利確定期間における勤務を

条件とし、ロックアップ期間における株式の譲渡または売却を禁止している。

権利確定期間およびロックアップ期間は、フランスおよびその他のいくつかの国において2年間継続する。この

他の国は、その地域の状況に合わせた独自の継続期間を有しており、例えば3年のロックアップ期間（スペインお

よびイタリア）ならびに4年間の権利確定期間（ロックアップ期間はない。）がある。

権利確定期間の終わりに割り当てられる株式は、この制度のために新規に発行される株式となる。

この制度に関連する費用は、2011年11月9日の株価（5.02ユーロ）に基づき計算されているが、株式のロック

アップ期間および過去のデータに基づき予測された従業員の離職率を考慮するため調整される。この費用は、権

利確定期間にわたり認識される。2012年度においては、かかる金額に重要性はなかった。

7.6.3　株式決済または株価連動型現金決済の繰延変動報酬

2011年度に行われた業務に関して当行グループが実施した繰延報酬制度は、下記のとおりである。

・持分決済型制度

・クレディ・アグリコル・エス・エー株価に連動する現金決済型制度

いずれの制度においても、変動報酬は、勤務条件および業績条件に応じて決定され、2013年3月、2014年3月およ

び2015年3月に3分の1ずつ繰り延べられる。

これらの制度に関連する費用は、勤務条件を反映するため、権利確定期間にわたって定額法に基づき、報酬費用

として認識され、同時に下記のとおり計上される。

・持分決済制度の場合、資本に費用の見合い額が計上される。費用は（勤務条件及び業績条件に関連して）支払

いが行われると見込まれる株式数に基づき再評価される。

・現金決済の場合、決済日までの間、従業員への負債が費用の見合い額として計上される。負債は決済日までの

間、株価の変動および権利確定条件（勤務条件及び業績条件）に応じて、定期的に純損益を通じて再評価され

る。

7.7　業務執行役員の報酬

上位の業務執行役員には、業務執行委員会の全メンバー（すなわち、クレディ・アグリコル・エス・エーの最

高経営責任者および最高経営責任者代理、主要子会社の最高経営責任者ならびに当行グループの中核事業の責任

者）が含まれる。

2012年度に業務執行委員会のメンバーに支払われた報酬および給付は、以下のとおりであった。

・短期給付：固定報酬および変動報酬（社会保障費ならびに現物による給付を含む。）25.2百万ユーロ（うち

0.33百万ユーロは株式による報酬）。

・退職給付：退職給付および当行グループの上級役員を対象とした補完的年金制度に係る2.6百万ユーロ。

・その他の長期給付：長期勤続賞与として付与された金額に重要性はない。

・雇用契約の終了に関する補償：かかる金額に重要性はない。
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・その他株式による報酬：該当なし。

2012年度において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役としての勤務に対してクレディ・アグリコル

・エス・エーの取締役会のメンバーに支払われた取締役報酬は、合計971,005ユーロであった。

上記の金額には、「第5　提出会社の状況―5　コーポレート・ガバナンスの状況等」の項に記載の、クレディ・

アグリコル・エス・エーの最高経営責任者および最高経営責任者代理に支払われた報酬および給付金が含まれ

ている。

注記8　融資および保証コミットメントならびにその他の保証

融資および保証コミットメントならびにその他の保証には、非継続事業または売却目的保有事業が含まれる。

付与および受領したコミットメント

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

付与コミットメント

融資コミットメント
(1) 192,398 191,245

・金融機関に対する付与コミットメント 49,796 42,349

・顧客に対する付与コミットメント 142,602 148,896

・確約信用枠 114,787 130,960

　－荷為替信用状 9,613 11,818

　－その他の確約信用枠 105,174 119,142

・顧客に対するその他の付与コミットメント 27,815 17,936

保証コミットメント 95,092 98,902

・金融機関 12,420 12,181

　・確約荷為替信用状 2,546 3,025

　・その他 9,874 9,156

・顧客 82,672 86,721

　・不動産保証 2,701 2,904

　・その他の顧客向け保証
(2) 79,971 83,817

受領コミットメント

融資コミットメント
(3) 106,458 62,430

・金融機関からの受領コミットメント 84,698 59,343

・顧客からの受領コミットメント 21,760 3,087

保証コミットメント 264,353 272,351

・金融機関からの受領コミットメント
(4) 67,463 61,402

・顧客からの受領コミットメント 196,890 210,949

　・政府機関または政府系機関から受領した保証 19,853 22,378

　・受領したその他の保証 177,037 188,571

(1) 2011年12月31日現在、取引日に認識された売戻し条件付買入有価証券は、その他の債務勘定の相手方科目として、名目価

格で2十億ユーロ計上された。2012年12月31日現在、これらの取引は、22十億ユーロに相当し、取引日から決済日の間、「付

与した融資コミットメント」に計上された。

(2) 2011年12月31日に別個に表示されていた金融保証7,204百万ユーロは、「その他の顧客向け保証」に再分類された。2012

年12月31日現在、かかる再分類による影響額は、6,391百万ユーロであった。

(3) 2011年12月31日現在、取引日に認識された買戻し条件付売却有価証券は、その他の債権勘定の相手方科目として、名目価

格で7十億ユーロ計上された。2012年12月31日現在、これらの取引は、27十億ユーロに相当し、取引日から決済日の間、「受

領した融資コミットメント」に計上された。

(4) この項目には、「スイッチ」メカニズムに関連した保証コミットメントに係る14.7十億ユーロが含まれる。

担保として差し入れた金融商品および受領した金融商品

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

担保として差し入れた金融資産（譲渡資産を含む。）の帳簿価額

リファイナンス組織（フランス経済融資機関、フランス銀行、CRH等）に対

して担保として差し入れた有価証券および債権
189,389 175,880

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 403/1332



貸付有価証券 11,555 4,945

市場取引に係る保証金 33,992 26,016

買戻し条件付売却有価証券 134,398 143,525

担保として差し入れた金融資産の帳簿価額合計 369,334 350,366

担保として受領し再担保に供することが可能または再担保に供された金融

商品の公正価値

借入有価証券 330 3

売戻し条件付買入有価証券 286,213 237,417

空売り有価証券 32,173 26,255

担保として受領し再担保に供することが可能または再担保に供された金融

商品の公正価値合計
318,716 263,675

保有する保証契約

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが担保として保有する保証契約及び受領資産（売却または再

担保に供することが可能）の総額は、132.9十億ユーロとなり、その大半は、クレディ・アグリコル・エス・エー

との間のものであった。これらの大半は、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに担保として供され

た債権であり、これはクレディ・アグリコル・エス・エーが外部のリファイナンス組織の中核としての役割を

担っているためである。クレディ・アグリコル・CIBはまた、担保として受領した資産を123十億ユーロ有してい

る。

これらの保証の大半は、保証対象資産の内容を問わず受領した抵当権、担保または保証からなる。これらは、主

にレポ取引およびブローカレッジ取引に関連して担保として供された有価証券に関連したものである。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの方針では、差し押さえた担保を可能な限り速やかに売却す

る。2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコル・エス・エーはそのような資

産は保有していない。

担保として受領し差し入れられた債権

2012年12月31日時点で、クレディ・アグリコル・エス・エーは、リファイナンス取引において、フランス銀行に

対し、95.5十億ユーロの債権（2011年12月31日時点の61.1十億ユーロから増加）を（主に地域金庫に代わって）

差し入れた。また、21.5十億ユーロの債権が子会社から直接差し入れられた。

2012年12月31日時点で、クレディ・アグリコル・エス・エーは、リファイナンス取引において、地域金庫に代

わってケッス・ドゥ・ルフィナンスモン・ドゥ・ラビタに対し、22.1十億ユーロの債権（2011年12月31日時点の

18.1十億ユーロから増加）を差し入れた。また、8.3十億ユーロの債権がLCLから直接差し入れられた。

2012年12月31日時点で、2009年度のリファイナンス取引について、フランス経済融資機関に対し、10.7十億ユー

ロの債権（2011年12月31日時点の25十億ユーロから減少）がクレディ・アグリコル・エス・エー・グループに

より引続き担保として差し入れられている。

2012年12月31日時点で、地域金庫およびLCLからの債権38.3十億ユーロが、クレディ・アグリコル・エス・エー

の完全保有金融会社であるクレディ・アグリコル・ホーム・ローンSFHによるカバード・ボンドの発行に対する

担保として供された。

これらの手続について契約上のキャッシュ・フローの譲渡は生じておらず、注記6.6「認識が中止されていな

い譲渡資産または継続的関与により認識が中止された譲渡資産」に記載される譲渡資産の一部を構成するもの

ではない。

注記9　金融商品の再分類

2012年度において、当行グループは、IAS第39号の修正で認められている再分類を実施しなかった。過去に実施
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した再分類に関する情報は、以下に記載されている。

以下の表は、その再分類日現在の公正価値および2011年度より前に再分類された資産のうち当行グループの資

産に依然として計上されているものについては、2012年12月31日現在の価額を示している。

再分類された

資産合計

2012年12月31日現在

再分類された資産
2011年度より前に再分類された資産

（百万ユーロ）

2012年12月

31日現在の

帳簿価額

2012年12月

31日現在の

見積

市場価額

分類

変更

価額

2012年12月

31日現在の

帳簿価額

2012年12月

31日現在の

見積

市場価額

2012年12月

31日現在の

帳簿価額

2012年12月

31日現在の

見積

市場価額

2011年12月

31日現在の

帳簿価額

2011年12月

31日現在の

見積

市場価額

「貸出金および債権」に

再分類された、純損益を通

じて公正価値で測定する

金融資産

4,872 4,556 - - - 4,872 4,556 5,902 5,322

「貸出金および債権」に

振り替えられた売却可能

金融資産

再分類された資産合計 4,872 4,556 - - - 4,872 4,556 5,902 5,322

再分類された資産に関連して純損益に認識された公正価値の変動

2011年度以降、再分類された金融資産に関連して純損益に認識された公正価値の変動はなかった。

再分類された資産の再分類日後における純利益への寄与

再分類された資産の再分類日後における当期純利益への寄与には、純損益またはその他の包括利益に認識され

たすべての利益、損失、収益および費用が含まれる。

再分類された資産に係る影響額の分析は、以下のとおりである。

再分類日後における税引前利益への影響額

再分類された資産 2011年度より前に再分類された資産

2012年12月31日現在

の影響額

2011年12月31日現在

の累積影響額

2012年12月31日現在

の影響額

2012年12月31日現在

の累積影響額

（百万ユーロ）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

「貸出金および債権」に再分類された

純損益を通じて公正価値で測定する金

融資産

- - (36) (675) (135) 134 (171) (541)

「貸出金および債権」に振り替えられ

た売却可能金融資産

再分類された資産合計 - - (36) (675) (135) 134 (171) (541)

次へ
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注記10　金融商品の公正価値

金融商品の公正価値は、独立第三者間取引において、取引の知識があり、取引の意思がある当事者の間で、資産

が交換され得るか、負債が決済され得る価額である。

以下の公正価値は、報告日現在の見積額である。それらは、翌期以降において市況またはその他の要素の展開に

より変動する可能性がある。

これらの算定結果は、最善の見積りである。これらは多くの評価モデルおよび仮定に基づいている。

これらのモデルに不確実性が含まれる限り、対象金融商品を実際に売却または即時に決済する際に、表示され

ている公正価値で取引が実現しない可能性がある。

実際には、また継続企業の原則からも、これらの金融商品のすべてが必ずしも以下の見積価額で即時に決済さ

れるわけではない。

10.1　償却原価で測定される金融資産および負債の公正価値

以下に表示されている金額には経過利息が含まれており、減損は控除されている。

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額 見積市場価額 帳簿価額 見積市場価額

資産

金融機関に対する貸出金および債権 385,567393,775379,841385,241

顧客に対する貸出金および債権 329,756341,639399,381404,354

満期保有金融資産 14,602 17,474 15,343 16,908

負債

金融機関に対する債務 160,651165,195172,665172,580

顧客に対する債務 483,638483,722525,636525,750

債務証券 150,390151,549148,320152,740

劣後債務 29,980 29,520 33,782 29,961

活発な市場（すなわち、相場があり、それが広く公表されている。）で取引されている金融商品については、公

正価値の最善の見積りは、かかる金融商品の市場価額である。

市場が存在せず、信頼性の高いデータがない場合、公正価値は、金融市場で使用されている評価手法と一致した

適切な手法を用いて算定され、それらは、比較可能な商品の市場価額、将来の割引キャッシュ・フローまたは評価

モデルである。

市場価額の見積りが必要な場合、割引キャッシュ・フロー法が通常最も使用される。

また、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが、活発ではなくなった市場に上場されている一定の金

融商品の公正価値での評価に関してIASBが2008年10月31日に公表した専門家報告書を勘案したことは、留意され

るべきである。

一部の場合においては、市場価額は帳簿価額に近似する。これは、主として以下のものに生じる。

・変動利付資産または負債で、当該商品の金利が頻繁に自ずと市場金利に修正されるため金利の変動が公正価値

に重要な影響を及ぼさないもの。

・償還価額が市場価額に近似すると考えられる短期資産または負債。

・政府により価格が固定されている規制商品（例えば、規制預金口座）。

・要求払負債。

・信頼性のある観察可能なデータが存在しない取引。
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10.2　公正価値で測定する金融商品に関する情報

公正価値ヒエラルキー別に分けられた公正価値で測定する金融商品

公正価値で測定する金融資産

（百万ユーロ）

2012年

12月31日

現在

合計

同一商品の活

発な市場にお

ける

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基づ

く評価:

レベル2

観察不能な

データに基づ

く評価:

レベル3

2011年

12月31日

現在

合計

同一商品の活

発な市場にお

ける

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基づ

く評価:

レベル2

観察不能な

データに基づ

く評価:

レベル3

売買目的保有金融資産 550,16047,922499,2193,019447,07566,016370,56510,494

顧客に対する貸出金および

債権
253 - 253 - 263 - 263 -

売戻し条件付買入有価

証券
82,642 - 82,642 - 21,684 - 21,684 -

売買目的有価証券 48,72247,085 1,619 18 75,68160,57312,104 3,004

政府短期証券および類似

証券
34,92034,903 17 - 31,04631,032 14 -

債券およびその他の利付

証券
9,442 8,043 1,381 18 28,51119,550 7,996 965

株式およびその他の証券 4,360 4,139 221 - 16,124 9,991 4,094 2,039

デリバティブ商品 418,543 837 414,7053,001349,4475,443336,5147,490

当初認識時に純損益を通じ

て公正価値で測定するもの

として指定された金融資産

69,81644,72321,513 3,580 43,18829,14912,584 1,455

顧客に対する貸出金および

債権
222 - - 222 78 78

ユニット・リンク契約 33,43321,00112,369 63 40,37228,74411,178 450

当初認識時に純損益を通じ

て公正価値で測定するもの

として指定された有価証券

36,16123,722 9,144 3,295 2,738 405 1,406 927

政府短期証券および類似

証券
5,726 5,726 - - 3 3 - -

債券およびその他の利付

証券
21,81916,786 5,032 1 1,690 378 1,311 1

株式およびその他の証券 8,616 1,210 4,112 3,294 1,045 24 95 926

売却可能金融資産 259,679222,33836,066 1,275227,390179,35544,524 3,511

政府短期証券および類似

証券
66,58565,278 1,307 - 58,51955,609 951 1,959

債券およびその他の利付

証券
170,993142,55628,165 272 147,559110,38736,879 293

株式およびその他の証券 22,07814,504 6,571 1,003 21,03413,359 6,416 1,259

売却可能債権 23 - 23 - 278 - 278 -

ヘッジ手段のデリバティブ 41,850 2,740 39,110 - 33,560 2,415 31,137 8

公正価値で測定する

金融資産合計
921,505317,723595,9087,874751,213276,935458,81015,468

公正価値で測定する金融負債

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 407/1332



（百万ユーロ）

2012年

12月31日

現在

合計

同一商品の活

発な市場にお

ける

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基づ

く評価:

レベル2

観察不能な

データに基づ

く評価:

レベル3

2011年

12月31日

現在

合計

同一商品の活

発な市場にお

ける

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基づ

く評価:

レベル2

観察不能な

データに基づ

く評価:

レベル3

売買目的保有金融負債 572,53729,746539,9532,838439,68030,974406,0742,632

空売り有価証券 32,50328,491 4,012 - 26,25924,724 1,535 -

買戻し条件付売却有価証

券
90,602 - 90,602 - 36,013 - 36,013 -

債務証券 31,071 31,071 - 31,413 - 31,413 -

デリバティブ商品 418,3611,255414,2682,838345,9956,250337,1132,632

当初認識時に公正価値で測

定するものとして指定され

た金融負債

- - - - - - - -

ヘッジ手段のデリバティブ 42,411 999 41,412 - 34,605 746 33,859 -

公正価値で測定する

金融負債合計
614,94830,745581,3652,838474,28531,720439,9332,632

評価モデルに使用される市場データは、十分な数の市場参加者からデータを収集しているブローカーまたはプ

ライシング・サービス業者等、フロント・オフィスとは独立したいくつかの情報源から市場リスク部門が定期的

に（可能であれば毎日）データを入手できる場合に、観測可能とみなされている。市場リスク部門に報告する専

門のチームが、このようにして入手されたデータの妥当性を定期的に確認し、正式に記録する。

逆に、その評価に市場データと直接比較できない相関関係またはボラティリティのデータを必要とするバス

ケットの要素を伴う一部の複雑な商品は、観察不能として分類されることがある。

レベル3のモデルで評価される金融商品

レベル3のモデルで評価されるこれらの商品のほとんどは、複雑な利付商品、仕組信用商品（観測不能な信用ス

プレッドがその測定に組み込まれている一部のコリレーション商品を含む。）、エクイティ・デリバティブ（複

数の原資産を有する一部の商品を含む。）またはリスク資本を連動対象とするか、より限定された場合であるが

外国為替およびコモディティ商品を連動対象とするハイブリッド契約および商品である。標準的な金融商品では

あるものの、償還期限が長い一部のものも、測定のために入手可能な市場データが契約上の償還期限よりも短い

償還期限のものに関するデータでしかなく、公正価値を測定するためにはこれに基づいて推定しなければならな

い場合、レベル3として分類されることがある。

2012年12月31日現在、観察不能データに基づいて測定する金融商品（レベル3）には主に以下が含まれていた。

・米国不動産を原資産とするCDOユニット。

・上記の米国不動産を原資産とするCDOの一部に係るヘッジ。

・企業の信用リスクに連動したCDO（コリレーション事業）。

・ベンチャー・キャピタル・ファンド。

・上記より割合は少ないが、SCI不動産会社およびSCPI不動産投資ファンドに対する持分ならびにその他の債券

デリバティブ、エクイティ・デリバティブおよび信用デリバティブ。

評価方法

・米国の住宅を原資産とするスーパー・シニアCDOの測定に使用される方法は、「第3　事業の状況―3　対処すべ

き課題」に記載されている。

・コーポレートCDOは価格決定モデルを用いて評価される。当該モデルでは、各取引の劣後水準に従って予想損失

を配分する。当該モデルでは、観察可能なデータ（クレジット・デフォルト・スワップのスプレッド）および
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2008年以降観察可能性が著しく低下したデータ（コーポレート以外の標準バスケットに基づくCDOに係る相関

データ）の双方を使用する。2009年以降、クレディ・アグリコル・CIBは、当該要素を考慮するために、モデルの

調整を行った。より具体的には、クレディ・アグリコル・CIBは、最も流動性の低いシニア・トランシェについ

て、そのエクスポージャーに内在するリスクの評価に合わせて調整された評価要素を導入した。

・ベンチャー・キャピタル・ファンド（FCPR）の公正価値は、株式投資ポートフォリオの評価に基づいて測定さ

れる。非上場企業への投資については、割引キャッシュ・フロー、株価収益率または純資産価額等の要素を用い

たモデルに基づいて評価が行われる。

FCPRの純資産価額は、負債を考慮して修正表示された持株の評価額の合計から算出される。

評価モデルの変更

当期中、レベル1とレベル2の間で重要な振替はなかった。

レベル3に従って測定される金融商品の純変動額

レベル3に従って公正価値で測定する金融資産

売買目的保有金融資産  

（百万ユーロ） 合計

債券および

その他の

利付

証券

株式

および

その他の証券

売買目的有価

証券

デリバ

ティブ

商品

期首残高（2012年1月1日） 15,468 965 2,039 3,004 7,490

当期利益または損失 (4,393) (18) (18) (4,244)

　純損益計上額
(1) (4,478) (18) (18) (4,244)

　その他の包括利益計上額
(1) 85

購入 3,698 769

売却 (5,932) (929) (2,039)(2,968) (364)

発行 2

決済 (502) (498)

再分類 472

当期の範囲に関連した変更 (135)

振替 (804) (152)

　レベル3への振替 1

　レベル3からの振替 (805) (152)

期末残高（2012年12月31日） 7,874 18 18 3,001

(1) 決算日現在の貸借対照表上保有する金融資産に係る利益および損失は、-2,472百万ユーロとなった。

当初認識時に純損益を通じて公正価値で

測定するものとして指定された金融資産
 

（百万ユーロ）

ユニット・リ

ンク契約の

担保資産

顧客に対する

貸出金

および債権

債券および

その他の

利付証券

株式および

その他の証券

当初認識時に純

損益を通じて公

正価値で

測定するものと

して指定された

有価証券

期首残高（2012年1月1日） 450 78 1 926 927

当期利益または損失 1 144 (58) (58)

　純損益計上額
(1) 1

　その他の包括利益計上額
(1) 144 (58) (58)

購入 2,855 2,855

売却 (5) (434) (434)

発行

決済 (19)
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再分類 243 243

当期の範囲に関連した変更 (364) (1) (1)

振替 1 (238) (237)

　レベル3への振替 1 1

　レベル3からの振替 (238) (238)

期末残高（2012年12月31日） 63 222 1 3,294 3,295

(1) 決算日現在の貸借対照表上保有する金融資産に係る利益および損失は、-2,472百万ユーロとなった。

売却可能金融資産

（百万ユーロ）

政府短期証券

および

類似証券

債券および

その他の

利付証券

株式および

その他の証券

ヘッジ手段の

デリバティブ

期首残高（2012年1月1日） 1,959 293 1,259 8

当期利益または損失 (222) 6 (2)

　純損益計上額
(1) (222) 5

　その他の包括利益計上額
(1) 6 (7)

購入 2 72

売却 (1,726) (29) (406)

発行 2

決済 15

再分類 229

当期の範囲に関連した変更 (11) 241

振替 (407) (8)

　レベル3への振替

　レベル3からの振替 (407) (8)

期末残高（2012年12月31日） 272 1,003

(1) 決算日現在の貸借対照表上保有する金融資産に係る利益および損失は、-2,472百万ユーロとなった。

レベル3の公正価値で測定される金融負債

（百万ユーロ） 合計
売買目的保有金融負債

デリバティブ

期首残高（2012年1月1日） 2,632 2,632

　当期利益または損失 (403) (403)

　　純損益計上額
(1) (403) (403)

　購入 1,218 1,218

　売却 (299) (299)

　決済 (230) (230)

　振替 (80) (80)

　　レベル3からの振替 (80) (80)

期末残高（2012年12月31日） 2,838 2,838

(1) 決算日現在の貸借対照表上保有する金融負債に係る利益および損失は、2,035百万ユーロとなった。

期末現在の貸借対照表に計上されている資産および負債に係る当期の利益および損失（-523百万ユーロ）に

は、主に以下が含まれる。

・米国の不動産担保ローンを原資産とするCDOユニットおよび関連するヘッジの価値の変動による影響に係る認

識額（約0.2十億ユーロ）

・観察不能となったデータに基づいて評価された、その他の金利、信用およびエクイティ・デリバティブ商品

（特にコーポレートCDO）の価値の変動（-0.7十億ユーロ）

しかし、これらの商品の公正価値（およびこれに関連する変動）のみ単独で理解すべきでない。これらの商品

は、他のより単純な商品により広くヘッジされており、それらは観察可能であるとみなされるデータに基づいて

個別に評価されている。これらのヘッジ手段の評価額（およびこれに関連する変動）は、大部分において、観察不
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能であるとみなされるデータに基づいて測定される商品の評価額と対称を成すものであるが、上記の表には示さ

れていない。

当期中にレベル3から振り替えられた金融商品の公正価値は約-0.2十億ユーロであった。これらの振替は主に、

時間の経過に伴い満期日に近づき一部の評価インプットの観察可能性が回復したこと、および観測可能性の基準

の改定に起因していた。

レベル3の評価手法で測定される金融商品の感応度分析

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBにおいて、合理的な代替的仮定に基づく、モデルに使用され

たパラメータに対する感応度は約-5百万ユーロ（その大部分は非継続事業に関するものであり、米国の住宅担保

ローンを原資産とするCDOに係る-2百万ユーロおよびコーポレートCDO事業に係る-3百万ユーロが含まれてい

た。）であった。

感応度は、フロント・オフィスとは独立して、主にコンセンサス・データに基づいて測定されている。

・コーポレートCDO:デフォルト相関（観察不能インプット）に関する不確実性の程度は、コンセンサス・データ

の標準指数に対する標準偏差に基づいて決定される。

・ABS CDO スーパー・シニア・トランシェ:不確実性の程度は、所定のレート（損失シナリオにおける10％の変

動）に基づいて見積られる。

・エクイティ・デリバティブ: 配当および相関の双方に関する不確実性の程度は、コンセンサス・データの標準

偏差に基づいて見積られる。

・金利デリバティブ:主な相関関係（金利／為替レートおよび為替レート／金利）に対して2％のショックが適

用される。

取引当初のマージンの見積り影響額

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

1月1日現在の繰延利益 162 241

　期中の新たな取引により生じた利益 32 27

　期中に認識された純利益 - -

　償却、および取消／償還／満期到来取引 (92) (106)

　期中に観察可能に再分類されたインプットまたは商品による影響 - -

期末現在の繰延利益 102 162

注記11　決算日後の事象

11.1　バンクインテルに対する5.2％の株式持分の売却

クレディ・アグリコル・エス・エーは、2012年12月31日時点でバンクインテルに対する15.1％の株式持分を有

していたが、2013年1月24日に、2012年に開始した売却戦略に沿って、バンクインテルに対する5.2％の株式持分に

相当する29,300,000株を、機関投資家に対する早期私募の一環で売却することに合意した。

売却価格は116百万ユーロで、これにより32百万ユーロの利益が生じた。この取引の完了後、クレディ・アグリ

コル・エス・エーのバンクインテルに対する残存株式持分は9.9％となった。この市場取引の一環として、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーは、一定の例外を除き、私募を取り扱う銀行に対し、残存持分を180暦日以上保持

する旨約束した。

この取引により、クレディ・アグリコル・エス・エーのバンクインテルに対する株式持分が10％の基準を下回

り、クレディ・アグリコル・エス・エーのソルベンシー比率に対してプラスの影響となった。
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11.2　2013年2月1日におけるエンポリキ・グループの売却の完了

2013年2月1日においてアルファ・バンクに対するエンポリキ・グループの全資本の売却が完了すると、エンポ

リキは、クレディ・アグリコル・エス・エーからの融資の恩恵を享受することはない。

この売却により、クレディ・アグリコル・エス・エーは、そのソルベンシー目標を達成することができ、2012年

12月31日現在のプロフォーマ・ベースのソルベンシー比率は、エンポリキ・グループ売却前の13.2％から上昇し

て13.9％となったが、この売却は、財政構造の強化および事業の再編を図る当行グループの戦略の一環として行

われた。

注記12　2012年12月31日現在の連結範囲

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ
連結範囲

(1) 国
連結方法
2012年
12月31日

支配割合（％） 持分割合（％）

2012年

12月31日

2011年

12月31日

2012年

12月31日

2011年

12月31日

フランス国内リテール・バンキング

銀行および金融機関

バンク・シャリュ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

バンク・テミ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

アルプ・プロヴァンス地域金庫 フランス 持分法 25.2 25.2 25.2 25.2

アルザス・ヴォージュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

アキテーヌ地域金庫 フランス 持分法 29.3 29.3 29.3 29.3

アトランティック・ヴァンデ地域金庫 フランス 持分法 25.6 25.6 25.6 25.6

ブリ・ピカルディ地域金庫 フランス 持分法 27.2 27.0 27.2 27.0

中東部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フランス中部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ロワール中部地域金庫 フランス 持分法 27.7 27.7 27.7 27.7

中西部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シャンパーニュ・ブルゴーニュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シャラント－マリティーム - ドゥー－セーヴル地域
金庫

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シャラント－ペリゴール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

コートダモール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

アンジュー・メーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

サヴォワ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フィニステール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フランシュ・コンテ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

グアドループ地域金庫 フランス 持分法 27.2 27.2 27.2 27.2

イル・エ・ヴィレーヌ地域金庫 フランス 持分法 26.0 26.0 26.0 26.0

ラングドック地域金庫 フランス 持分法 25.7 25.6 25.7 25.6

ロワール－オート・ロワール地域金庫 フランス 持分法 25.4 25.4 25.4 25.4

ロレーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

マルティニーク地域金庫 フランス 持分法 28.2 28.2 28.2 28.2

モルビアン地域金庫 フランス 持分法 27.5 27.3 27.5 27.3

フランス北部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

北ミディ・ピレネー地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

北東部地域金庫 フランス 持分法 26.4 26.4 26.4 26.4

ノルマンディー地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ノルマンディー・セーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.6 25.6 25.6 25.6

パリ・イル・ドゥ・フランス地域金庫 フランス 持分法 25.5 25.5 25.5 25.5

プロヴァンス - コート・ダジュール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ピレネー・ガスコーニュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

レユニオン地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シュド・メディテラネ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シュド・ローヌ－アルプ地域金庫 フランス 持分法 25.8 25.4 25.8 25.4

トゥールーズ地域金庫31 フランス 持分法 26.5 26.3 26.5 26.3

トゥレーヌ・ポワトゥ地域金庫 フランス 持分法 26.2 26.1 26.2 26.1

ヴァル・ドゥ・フランス地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

コファン フランス 持分法 25.4 25.4 25.4 25.4

アンテルフィモ フランス 全部連結 99.0 99.0 94.1 94.1

LCL フランス 全部連結 95.1 95.1 95.1 95.1

メルカゲンテス スペイン 持分法 25.0 25.0 20.6 20.6

シルカム フランス 持分法 25.4 25.4 25.4 25.4

リース・ファイナンス会社

ロカム フランス 持分法 25.4 25.4 25.4 25.4
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投資会社

ベルシー・パーティシパシオン フランス 持分法 25.5 25.5 25.5 25.5

CAサントル・フランス・デヴェロップモン フランス 持分法 25.0 25.0 20.8 20.8

CACFイモビリエ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

CADSデヴェロップモン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

カリクスト・アンヴェスティスモン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

クレディ・アグリコル・サントル・エスト・イモビ
リエ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

リモビリエール・ダ・コテ フランス 持分法 25.2 25.2 25.2 25.2

ノール・キャピタル・アンヴェスティスモン フランス 持分法 25.0 30.0 26.6 27.2

ノール・エスト・シャンパーニュ・アグロ・パート
ネール

フランス 持分法 26.4 26.4 26.4 26.4

ノール・エスト・エクスパンシオン
（旧コフィネップ）

O1 フランス 持分法 26.4 26.4 26.4 26.4

プレスティモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

セピ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

セクワナ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ソカディフ フランス 持分法 25.5 25.5 25.7 25.6

その他

アドレ・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

アルザス・エリート フランス 持分法 25.0 25.0 23.7 23.7

アンジュー・メーヌ・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

アキト・ロンドゥモン フランス 持分法 29.3 29.3 29.3 29.3

C.L. ヴァーヴァルトゥングス・ウント・ベーティリ
ガングスゲーゼルシャフトGmbH

ドイツ 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

CAアキテーヌ・アジョンス・イモビリエール フランス 持分法 29.3 29.3 29.3 29.3

CAアキテーヌ・イモビリエ フランス 持分法 29.3 29.3 29.3 29.3

CAパーティシパシオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

カーピモ4 フランス 持分法 25.2 25.2 24.9 24.9

カーピモ6 フランス 持分法 25.2 25.2 25.2 25.2

CAPアクシオン2 フランス 持分法 25.2 25.2 25.2 25.2

CAPオブリガテール フランス 持分法 25.2 25.2 25.2 25.2

CAPレギュリエ1 フランス 持分法 25.2 25.2 25.2 25.2

CAPIサントル－エスト（旧スパークウェイ） フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

カリアティドゥ・フィナンス フランス 持分法 25.0 25.0 22.0 22.0

サントル・フランス・ロカシオン・イモビリエール フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

CMDSオポチュニテ E1 フランス 持分法 25.0 25.0

クレディ・リヨネ・デヴェロップモン・エコノミッ
ク（CLDE）

フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

クレディ・リヨネ・ユロップ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

クレディ・リヨネ・プリファード・キャピタル E1 米国 全部連結 100.0 0.0

エメロード・クロワサンス I2 フランス 持分法 26.0 26.0

ユーロピモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フィナンシエールPCA フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フィナルモール・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォン・デディエ・エルスタール フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・アルザス フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルスCACF フランス 持分法 25.0 25.0 25.1 25.1

フォルス・シャラント・マリティーム・ドゥー・
セーヴル

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・イロワーズ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・ラングドック フランス 持分法 25.7 25.6 25.8 25.6

フォルス・ロレーヌ・デュオ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・プロフィル20 フランス 持分法 25.6 25.6 25.7 25.7

フォルス・ラン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・トゥールーズ・ディヴェルシフィエ フランス 持分法 26.5 26.3 26.5 26.3

フォルス4 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

グリーン・アイランド フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

イモビリエール・ドゥ・ピカルディ
（旧ソシエテ・イモビリエール・ドゥ・ピカル
ディ）

フランス 持分法 27.2 27.0 27.2 27.0

アンフォールシュド・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 22.2 22.2

モルビアン・ジェスティオン フランス 持分法 27.5 27.3 27.6 27.3

Nacarat フランス 持分法 25.0 25.0 7.7 7.7

NMPジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ノール・ドゥ・フランス・イモビリエ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

NSイモビリエ・フィナンス フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

オゼンヌ・アンスティチューシオネル フランス 持分法 26.5 26.3 26.6 26.3

PCAイモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

PGイモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ピレネー・ガスコーニュ・アルティチュード フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ピレネー・ガスコーニュ・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
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S.A.S.イムノール フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

SASブリ・ピカルディー・エクスパンシオン
（旧ソシエテ・ピカルド・ドゥ・デヴェロップモ
ン）

O1 フランス 持分法 27.2 27.0 27.2 27.0

SCIカピモ E4 フランス 持分法 25.0 25.0

SCIユーラリアンス・ユロップ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

SCIレ・フォヴァン フランス 持分法 25.2 25.2 25.2 25.2

シカHL フランス 持分法 25.4 25.4 25.1 25.1

スクワール・アビタ・ロレーヌ（旧CALイモビリエ）O1 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シュド・ローヌ・アルプ・プラスモン フランス 持分法 25.8 25.4 26.0 25.7

トゥールーズ31クール・テルム フランス 持分法 26.5 26.3 26.5 26.3

トゥールーズ31オブリガシオン E1 フランス 持分法 26.3 26.3

ヴァル・ドゥ・フランス・ロンドゥモン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ヴォワ・デュ・ノール・アンヴェスティスモン フランス 持分法 25.0 25.0 6.3 6.2

観光事業 - 不動産開発

フランシュ・コンテ・デヴェロップモン・フォンシ
エ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フランシュ・コンテ・デヴェロップモン・イモビリ
エ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ノール・エスト・オプティモS.A.S. フランス 持分法 26.4 26.4 26.4 26.4

S.A.フォンシエール・ドゥ・レラーブル フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

S.A.S.アルカディム・フュジオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

SCIクリスタル・ユロップ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

SCIクワルツ・ユロップ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

国際リテール・バンキング

銀行および金融機関

バンカ・ポポレア・フリューラドリア・エス・ピー
・エー

イタリア 全部連結 80.2 80.2 60.1 60.1

バンクインテル E2 スペイン 持分法 24.5 24.5

バンコア スペイン 持分法 30.0 30.0 28.7 28.7

BES（バンコ・エスピリト・サント） ポルトガル 持分法 10.8 9.4 20.2 20.5

BNIマダガスカル マダガスカル全部連結 51.0 51.0 51.0 51.0

カリパルマ イタリア 全部連結 75.0 75.0 75.0 75.0

カリスペツィア イタリア 全部連結 80.0 80.0 60.0 60.0

センテア ベルギー 持分法 5.0 5.0 22.1 22.1

クレディ・アグリコル・バンク・ポルスカ・エス・
エー（旧ルカス・バンク）

ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・バンカ・スルビジャ a.d. 
ノヴィ・サッド

セルビア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・エジプトS.A.E. エジプト 全部連結 60.5 60.5 60.2 60.2

クレディ・アグリコル・フィナンスモン スイス 持分法 40.0 40.0 35.9 35.9

クレディ・アグリコル・ポルスカ・エス・エー
（旧ルカス・エス・エー）

ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ロメーニア
（旧エンポリキ・バンク・ロメーニア・エス・
エー）

O1 ルーマニア 全部連結 99.7 99.7 99.7 94.7

クレディ・デュ・マロック モロッコ 全部連結 77.4 77.0 77.4 77.0

エンポリキ・バンク ギリシャ 全部連結 100.0 95.0 100.0 95.0

クレディ・アグリコル・バンク・アルバニア・エス
・エー
（旧エンポリキ・バンク・アルバニア・エス・
エー）

O1 アルバニア 全部連結 100.0 100.0 100.0 95.0

クレディ・アグリコル・ブルガリア
（旧エンポリキ・バンク・ブルガリアEAD）

O1 ブルガリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 95.0

エンポリキ・バンク・サイプラス キプロス 全部連結 85.2 73.3 85.2 69.6

ユーロッパバンク ベルギー 持分法 5.0 5.0 22.1 22.1

ルカス・フィナンス・エス・エー I2 ポーランド 全部連結 100.0 100.0

PJSCクレディ・アグリコル
（旧JSCインデックス・バンクHVB）

ウクライナ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

PJSCクレディ・アグリコル・CIB・ユークレーンE4 ウクライナ 全部連結 100.0 97.8

S.A.クレディ・アグリコル（ベルギー） ベルギー 持分法 5.0 5.0 22.1 22.1

その他

ベルギーCA S.A.S. フランス 持分法 10.0 10.0 33.1 33.1

ベスパー ポルトガル 持分法 26.4 32.6 26.4 32.6

エンポリキ・グループ・ファイナンスP.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 100.0 95.0

IUBホールディング フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

キートレード ベルギー 持分法 5.0 5.0 22.1 22.1

専門金融サービス

銀行および金融機関

エトラン・アドミニストレイティブ・ディエント
ヴァーレニングB.V.

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

アゴス・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 61.0 61.0 61.0 61.0
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アルソリア フランス 持分法 20.0 20.0 20.0 20.0

アンテラ・インカッソ B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

アスフィーボ・フィナンシェリンゲンB.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

BCフィナンス E3 フランス 全部連結 55.0 55.0

BCC クレディト・コンスーモ イタリア 持分法 40.0 40.0 24.4 24.4

クリモト フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

Crealfi フランス 全部連結 51.0 51.0 51.0 51.0

クレディボム ポルトガル 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディコム・コンシューマー・ファイナンス・バ
ンク・エス・エー

ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディート・マートシャッピ "De Ijssel" B.V.オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・コマーシャル・ファイナン
ス・ポルスカ・エス・エー

ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナ
ンス

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナ
ンス・ネーデルランド

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・リフト・エス・ピー・エー E4 イタリア 全部連結 100.0 61.0

クレディトプラス・バンク AG ドイツ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディアム・スロバキアa.s. スロバキア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ダン－アクティブ デンマーク 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ディ・クレディトデスク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ディーラーサービスB.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

DMC グループ N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

DNV B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

EFLサービシズ ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター AG（ドイツ） ドイツ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター・フランス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター・イタリア・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター・エス・エー/NV（ベルギー） ベルギー 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

インターファクター・ユーロップ
（旧ユーロファクター・ヒスパニア・エス・エー）

スペイン 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター・エス・エー（ポルトガル） ポルトガル 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロフィンタス・フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロリーンリン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FCフランス・エス・エー フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAバンク・ジャーマニーGmbH ドイツ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAバンクGmbH オーストリア比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・ベルジアム・エス・エー ベルギー 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA キャピタル・デンマーク A/S デンマーク 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA キャピタル・ヘラス・エス・エー ギリシャ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタルIFIC ポルトガル 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・アイルランドPlc アイルランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・ネザーランズB.V. オランダ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・リ・リミテッド アイルランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・エス・ピー・エー イタリア 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・スペインEFCエス・エー スペイン 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタルUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA ディストリビュイドラ ポルトガル 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA インシュランス・ヘラス・エス・エー ギリシャ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA リーシング・ポルスカ ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAリーシングGmbH オーストリア比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAホールセールUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィアット・バンク・ポルスカ・エス・エー ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィディス・ファイナンス・ポルスカ Sp. Zo.o. ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィディス・ファイナンス・エス・エー スイス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィナリア E2 ベルギー 持分法 49.0 49.0

フィナンシェリングス・データ・ネットワーク B.V. オランダ 全部連結 44.0 44.0 44.0 44.0

フィナンシェリングスマートシャッピ・マヒューコ
N.V.

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ AB スウェーデン全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ AS ノルウェー 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ OY フィンランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナータ・バンク N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナータ・スパーレン N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナータ・ズイード－ネーデルランド B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FLオートS.N.C. フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FLロカシオンS.N.C. フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FORSOデンマーク デンマーク 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FORSOフィンランド フィンランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FORSOノルウェー ノルウェー 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FORSOスウェーデン スウェーデン比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
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GAC - ソフィンコ・オート・ファイナンスCo. Ltd.中国 持分法 50.0 50.0 50.0 50.0

IDMファイナンスB.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

IDM フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

IDM リース・マートシャッピ N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

イーベ・リース B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

インテルバンク N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

J.J.P. アッケルマン・フィナンシェリンゲン B.V.オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディト '78 B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ロゴス・フィナンツィアリア・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 94.8 94.8 57.8 57.8

マヒューコ・フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

マトリクス N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

Menafinance フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

マニー・ケアB.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ニュー・シオ 英国 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

NVF ヴォールショットバンク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

レジオ・クレデイトデスク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

リバンク オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

セデフ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

チュニジ・ファクタリング チュニジア 持分法 36.4 36.4 36.4 36.4

ユカリース フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ヴォールディール・バンク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ワファサラフ モロッコ 持分法 49.0 49.0 49.0 49.0

リース・ファイナンス会社

オクシフィップ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

カレフリート・エス・エー ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファ
クタリング

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・リーシング・イタリア イタリア 全部連結 100.0 100.0 78.7 78.7

クレディ・デュ・マロック・リーシング モロッコ 全部連結 100.0 100.0 84.9 84.7

クレディアム チェコ共和国全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エンポリキ・リーシング・エス・エー ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エンポリキ・レント・ロング・ターム・リーシング
・オブ・ビークルズ・エス・エー

ギリシャ 全部連結 99.7 99.7 99.7 99.7

エティカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロペスキ・ファンデュス・リーシンギー (E.F.
L.)

ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FALフリート・サービシズS.A.S. フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・サービシズ・スペイン・エス・エー スペイン 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAコントラクツUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィナムール フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

グリーンFCTリース I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

リーシーズ・エス・ピー・エー イタリア 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

リックスバイル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

リックスクールタージュ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

リックスクレディット フランス 全部連結 100.0 99.9 100.0 99.9

NVA（ネゴス・ヴァロリザシオン・デ・ザクティフ） フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9

ユニフェルジ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

投資会社

アルジョンス・アンヴェスティスモンS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

アルジョンス・パーティシパシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ノーディック・コンシューマー・ファイナンスA/S
（旧ノーディック・コンシューマー・ファイナン
ス）

デンマーク 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

保険

ARESリインシュランスLtd.（旧アレ） アイルランド全部連結 100.0 100.0 61.0 61.0

その他

CCDS（カルト・カドー・ディストリブシオン・セル
ヴィス）

フランス 持分法 49.0 49.0 49.0 49.0

クレディLIFT フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エダ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

EFLファイナンス・エス・エー ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エンポリキ・クレディコム・インシュランス・ブ
ローカーズ・エス・エー

ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GEIEアルジョンス・デヴェロップモン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ソフィンコ・パーティシパシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

テオティス（旧クリオンティス） O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

貯蓄管理

銀行および金融機関

ABC-CAファンド・マネージメントCO 中国 持分法 33.3 33.3 24.5 24.5

アグアダナ S.L. E1 スペイン 全部連結 100.0 97.8

アムンディ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ（UK）Ltd. 英国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
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アムンディAIホールディング フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディAI S.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ
Ltd.

E1 バミューダ 全部連結 100.0 73.6

アムンディ・フィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・グループ フランス 全部連結 73.6 73.6 73.6 73.6

アムンディ・ヘラス MFMCエス・エー ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ホンコンLtd. 香港 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・アイベリアS.G.I.I.Cエス・エー スペイン 全部連結 100.0 100.0 84.5 84.5

アムンディ・イモビリエ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・インディア・ホールディング フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・アンテルメディアシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・インベストメント・ソリューションズ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・インベストメンツUSA LLC
（旧アムンディAI LLC）

O1 米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ジャパン 日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ジャパン・ホールディング 日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ジャパン・セキュリティーズCy Ltd. 日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・プライベート・エクイティ・ファンズ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・リアル・エステート・イタリア SGRエ
ス・ピー・エー

イタリア 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディSGRエス・ピー・エー イタリア 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・シンガポールLtd. シンガポール全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・スイス スイス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・トゥニュ・ドゥ・コント（旧Creelia）O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディUSA Inc.
（旧ユーロピアン・パートナーズ・イン・エマージ
ング・マーケッツInc.）

O1 米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

BFTジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

CA（スイス）エス・エー スイス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

CAブラジル DTVM ブラジル 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

CAインドスエズ・ジェスティオン
（旧ジェスティオン・プリヴェ・インドスエズ）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 100.0

CAインドスエズ・プライベート・バンキング
（旧BGPインドスエズ）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 100.0

CAルクセンブルク
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

CACEIS（バミューダ）Ltd. E4 バミューダ 全部連結 100.0 85.0

CACEIS（カナダ）Ltd. カナダ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEIS FA USA Inc.（旧CACEIS（ケイマン）Ltd.）O1 米国 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEIS (USA) Inc. 米国 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEIS バンク・ドイツランド GmbH ドイツ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEIS バンク・フランス（旧CACEIS バンク）O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISバンク・ルクセンブルク
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISベルジアム（旧ファストネット・ベルジー
ク）

ベルギー 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISコーポレート・トラスト フランス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISファンド・アドミニストレーション
（旧CACEISファストネット）

フランス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISアイルランドLtd.
（旧CACEISファストネット・アイルランドLtd.）

O1 アイルランド全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISネザーランズN.V.
（旧ファストネット・ペイ・バ）

O1 オランダ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISスイッツァーランドS.A.
（旧CACEISファストネット・スイス）

O1 スイス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

クラム・フィラデルフィア I1 フランス 全部連結 100.0 73.6

CPR AM フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

クレディ・アグリコル・スイス（バーマス）Ltd.
（旧CA（スイス）バーマス）

バハマ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・フォンシエ・ドゥ・モナコ モナコ 全部連結 70.1 70.1 67.4 67.4

エトワール・ジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

フィナンツィアリア・インドスエズ・インターナ
ショナルLtd.

スイス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ファンド・チャネル
ルクセンブル
ク

持分法 50.0 50.0 36.8 36.8

IKS KB チェコ共和国全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

インベスター・サービス・ハウス・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

NH-CAアセット・マネージメントLtd. 大韓民国 持分法 40.0 40.0 29.4 29.4
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パルタンヴェスト・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

ソシエテ・ジェネラル・ジェスティオン（S2G） フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

ステート・バンク・オブ・インディア・ファンド・
マネージメント

インド 持分法 37.0 37.0 27.2 27.2

株式ブローカー

クレディ・アグリコル・ヴァン・ムーア・コーテン
ス

ルクセンブル
ク

全部連結 92.2 85.0 90.1 83.1

投資会社

CACEISエス・エー フランス 全部連結 85.0 85.0 85.0 85.0

リラ・キャピタルLLC E1 米国 全部連結 100.0 73.6

保険

アシュランス・ミューチュエル・フェデラル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

BES セグロス ポルトガル 全部連結 50.0 50.0 55.1 55.1

BES ヴィーダ E2 ポルトガル 全部連結 50.0 60.2

BFTオポチュニテ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

CAアシキュラジオニ イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

CACIライフ・リミテッド アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

CACIノン・ライフ・リミテッド アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

CACIリインシュランスLtd.（旧CACI RE） アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・アシュランス（CAA） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・クレディター・インシュラ
ンス（CACI）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ライフ ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ライフ・インシュランス・
カンパニー・ジャパンLtd.

日本 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ライフ・インシュランス・
ユロップ

ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 99.9 99.9

クレディ・アグリコル・リインシュランス・エス・
エー

ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ヴィータ・エス・ピー・
エー

イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 87.5

ドルシア・ヴィー フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エドラム・オポチュニテ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FCPR CAA コンパルト・パート A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FCPR CAA コンパルト・パート A2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FCPR CAA コンパルト・パート A3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FCPR CAAフランス・クロワサンス2A I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

FCPRルーズベルト・アンヴェスティスモン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FCPR UI CAP SANTE A I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

フェデルヴァル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FIC CAA Priv. Financ. Comp.1 A1I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

FIC CAA Priv. Financ. Comp.2 A2I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

フィナレフ・アシュランス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ・リスク・ディヴェール フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ・ヴィ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フォンシエール・イペールシュド フランス 比例連結 51.4 51.4 51.4 51.4

GRD1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD4 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD5 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD7 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD8 フランス 全部連結 94.7 100.0 94.7 100.0

GRD9 フランス 全部連結 98.5 100.0 98.5 100.0

GRD10 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD11 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD12 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD14 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD16 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD17 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD18 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD19 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD20 フランス 全部連結 100.0 97.1 100.0 97.1

メディカル・ドゥ・フランス フランス 全部連結 99.8 99.8 99.8 99.8

パシフィカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2005 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2006 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2006-2007 FCPR フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2007 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2007 FCPR C フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
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プレディカ2008 FCPR A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2008 FCPR A2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2008 FCPR A3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2010 FCPR A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2010 FCPR A2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2010 FCPR A3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカOPCIビューロー I1 フランス 全部連結 100.0 100.0

プレディカOPCIコメルス I1 フランス 全部連結 100.0 100.0

プレディカOPCIアビタシオン I1 フランス 全部連結 100.0 100.0

プレディカ・スコンデールI A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ・スコンデールI B1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ・スコンデールII A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ・スコンデールII B1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカンA1 FCP
（旧プレディカン・アクシオン・アジ）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカンA2 FCP
（旧プレディカン・アクシオン・アメリーク）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカンA3 FCP
（旧プレディカン・アクシオン・ユロップ）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカン・オポチュニテ フランス 全部連結 100.0 99.3 100.0 99.3

プレディカン・ストラテジ E3 フランス 全部連結 100.0 100.0

スペース・ホールディング（アイルランド）リミ
テッド

アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

スペース・ルックス
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

スピリカ（旧アクセリア・ヴィ） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ヴェールSRL（旧CAAIH） E3 イタリア 全部連結 100.0 100.0

その他

アムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ・
サービシズInc.

E4 米国 全部連結 100.0 73.6

アムンディ・アンフォーマティーク・テクニーク・
セルヴィス（旧セジェスパール・アンフォーマ
ティーク・テクニーク・セルヴィス）

フランス 全部連結 99.5 99.8 75.7 76.0

C.A.P.B. レヴァンテ E1 スペイン 全部連結 100.0 97.8

C.A.P.B. ノルテ E1 スペイン 全部連結 100.0 97.8

CACIジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 99.0 99.0

クレディ・アグリコル・プライベート・バンキング フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

SAS CAAGIS フランス 全部連結 50.0 50.0 62.9 62.9

SCIラ・ボーム フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 100.0

ヴィア・ヴィタ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

法人営業および投資銀行

銀行および金融機関

AI BK サウジ Al フランシ - BSF
サウジアラビ
ア

持分法 31.1 31.1 30.4 30.4

クレディ・アグリコル・CIB・アルジェリ
（旧カリヨン・アルジェリ）

O1 アルジェリア全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・オーストラリアLtd.
オーストラリ
ア

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・チャイナLtd. 中国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・マーチャント・バンク
・アジアLtd.

シンガポール全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・エス・エー フランス 全部連結 97.8 97.8 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・サービシズ・プライ
ベートLtd.

インド 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ZAOロシア ロシア 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・ヤティリム・バンカシ・
トゥルク A.S.

E2 トルコ 全部連結 100.0 97.8

ヒマリアP.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

Inca SARL E2
ルクセンブル
ク

全部連結 65.0 63.6

Lyane BV E2 オランダ 全部連結 65.0 63.6

ニューエッジ・グループ フランス 比例連結 50.0 50.0 48.9 48.9

株式ブローカー

シュヴルー/CLSAグローバル・ポートフォリオ・ト
レーディングPte Ltd.

O2 シンガポール全部連結 100.0 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・エスパーニャ
・エス・エー

スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・インターナ
ショナルLtd.

英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・ノーディック
AB

スウェーデン全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・ノース・アメ
リカInc.

米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
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クレディ・アグリコル・シュヴルー・エス・エー フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア
BV（東京）

日本 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

リース・ファイナンス会社

カーディナルイモ E1 フランス 全部連結 49.6 48.5

イモフィCACIB（旧フィナンシエール・イモビリエー
ル・クレディ・アグリコル・CIB）

O1/E1フランス 全部連結 100.0 97.8

投資会社

バンコ・クレディ・アグリコル・ブラジル・エス・
エー

ブラジル 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

Calyce P.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

Clifap フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

Clinfim フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

コンパニ・フランセーズ・ドゥ・ラジ（CFA） フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・エア・ファイナンス・
エス・エー

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・キャピタル・マーケッ
ト・アジアBV

オランダ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンス（ガーン
ジー）Ltd.

英国 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンシャル
Prod.（ガーンジー）Ltd.

英国 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

クレディ・アグリコル・CIB・グローバル・バンキン
グ

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・グローバル・パート
ナーズInc.グループ

米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ホールディングスLtd. 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・UK IH E3 英国 全部連結 100.0 97.8

クレディ・アグリコル・セキュリティーズUSA Inc. 米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・リヨネ・セキュリティーズ・アジアBV オランダ 全部連結 100.0 100.0 97.8 96.7

ドゥメー・フィナンスS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

エステール・フィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

フィナンヴェスト フランス 全部連結 98.3 98.3 96.1 96.1

フレティレック フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

I.P.F.O. フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

サフェック E4 スイス 全部連結 100.0 97.8

保険

CAIRSアシュランス・エス・エー フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

その他

エールズベリー（旧インテルコ） E3 英国 全部連結 100.0 97.8

CAコンセイユ・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カリクシス・フィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カリオペ SRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

クレディ・アグリコル・アジア・シップファイナン
スLtd.

香港 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンシャル・ソ
リューションズ

フランス 全部連結 99.8 99.8 97.5 97.5

クレディ・アグリコル・CIB・プリファード・ファン
ディングⅡ LLC

米国 全部連結 100.0 100.0 99.5 99.5

クレディ・アグリコル・CIB・プリファード・ファン
ディングLLC

米国 全部連結 100.0 100.0 99.6 99.7

DGADインターナショナルSARL
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ユーロピアンNPLエス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 60.0 60.0 65.5 65.5

イモビリエール・シリウス・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インドスエズ・ファイナンス・リミテッド E1 英国 全部連結 100.0 97.8

インドスエズ・ホールディングSCAⅡ
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インドスエズ・マネージメント・ルクセンブルクⅡ
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

アイランド・リファイナンシングSRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

LSFイタリアン・ファイナンスCpy SRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

メリズマ フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

サグランティーノ オランダ 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

サグランティーノ・イタリー SRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

セメルCLSAキャピタル・パートナーズPte Ltd.
（旧アルコア）

O1 香港 全部連結 74.8 100.0 73.1 97.8

SNCドゥメー フランス 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

SPV LDF 65 E2
ルクセンブル
ク

全部連結 64.9 63.5
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UBAF フランス 比例連結 47.0 47.0 46.0 46.0

コーポレート・センター

クレディ・アグリコル・エス・エー

クレディ・アグリコル・エス・エー フランス 親会社 100.0 100.0 100.0 100.0

銀行および金融機関

BFCアンティル・ギアナ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

BFT（バンク・フィナンスモン・エ・トレゾルリ） E4 フランス 全部連結 100.0 97.8

コルシカ地域金庫 フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9

CLデヴェロップモン・ドゥ・ラ・コルス フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9

クレディ・アグリコル・ホーム・ローンSFH
（旧クレディ・アグリコル・カバード・ボンズ）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FIA-NET フランス 全部連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フォンカリス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

投資会社

クレディ・アグリコル・キャピタル・アンヴェス
ティスモン・エ・フィナンス（CACIF）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ E2 フランス 全部連結 100.0 100.0

デルフィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーラゼオ フランス 持分法 25.1 25.4 18.7 18.6

IDIA-ソディカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

その他

CAグラン・クリュ フランス 全部連結 100.0 100.0 82.5 82.5

CAプリファード・ファンディングLLC 米国 全部連結 100.0 100.0 6.5 6.5

CPRホールディング（CPRH） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・カーズ・アンド・ペイメン
ツ（旧セディカム）

O1 フランス 全部連結 50.0 50.0 63.0 63.0

クレディ・アグリコル・イモビリエ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・イモビリエ・ファシリ
ティーズ

I1 フランス 全部連結 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・パブリック・セクターSCF I1 フランス 全部連結 100.0 100.0

Fia-Netユロップ
ルクセンブル
ク

全部連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィナシック フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GIEシルカ フランス 全部連結 100.0 100.0 94.9 99.3

S.A.S.エバーグリーン・モントルージュ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCI D2 CAM フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCIマックス・イマン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCIパスツール3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCIコンティヴェル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCIラスパイユ E5 フランス 全部連結 100.0 100.0

SIS（ソシエテ・イモビリエール・ドゥ・ラ・セー
ヌ）

フランス 全部連結 72.9 72.9 79.8 79.8

SNCカリスト・アシュール フランス 全部連結 100.0 100.0 99.9 99.9

UIヴァヴァン1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユニビアン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユニ-エディシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

観光事業 - 不動産開発

クレディ・アグリコル・イモビリエ・アントルプ
リーズ（旧CAイモビリエ・プロモシオン）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・イモビリエ・レジダンシエ
ル（旧モネ-デクロワ・プロモシオンSAS）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

モネ-デクロワ・クールタージュS.A.S. E4 フランス 全部連結 100.0 100.0

モネ-デクロワ・ジェスティオンS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

モネ-デクロワ・レジダンスS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

セレクシアS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ - 連結範囲

連結範囲への組入れ（I）

・I1：基準超え

・I2：設立

・I3：買収（支配持分を含む。）

連結範囲からの除外（E）

・E1：事業の中止（解散および清算を含む。）

・E2：当行グループ外の会社への売却または支配権の喪失による連結除外

・E3：重要性が乏しいことを理由とした連結除外

・E4：合併または経営権の取得

・E5：資産および負債の全部譲渡

その他

・O1:会社名の変更

・O2：連結方法の変更
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・O3：連結範囲に関する注記に初めて記載

次へ
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B．クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類

(ⅰ) 貸借対照表（2012年12月31日現在）

2012年12月31日 2011年12月31日
資産 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金、短期金融市場および銀行間項目 143,88218,461,499165,21021,198,095
中央銀行預け金 521 66,850 1,519194,903 

政府短期証券および類似証券 5 26,5113,401,626 22,0872,833,983 

金融機関に対する貸出金および債権 3 116,85014,993,024141,60418,169,209

クレディ・アグリコル内部取引 3 267,81934,363,856275,76535,383,407

顧客に対する貸出金および債権 4 2,638338,482 2,983382,749 

有価証券ポートフォリオ 30,8783,961,956 31,7044,067,940 

債券およびその他の利付証券 5 30,4303,904,473 31,1013,990,569 

株式およびその他の証券 5 448 57,483 603 77,371 

固定資産 62,7148,046,833 67,7558,693,644 

株式投資およびその他の長期株式投資 6, 7 8,6881,114,757 9,8551,264,495 

子会社および関連会社に対する投資 6, 7 53,8286,906,671 57,7017,403,615 

無形資産 7 46 5,902 41 5,261 

有形固定資産 7 152 19,503 158 20,273 

株主に対する債権－未払込資本金

自己株式 8 45 5,774 30 3,849 

未収収益、前払金およびその他の資産 32,0994,118,623 27,5863,539,560 

その他の資産 9 5,921759,724 5,503706,090 

未収収益および前払金 9 26,1783,358,899 22,0832,833,470 

資産合計 540,07569,297,023571,03373,269,244

2012年12月31日 2011年12月31日
負債および株主持分 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

短期金融市場および銀行間項目 99,64212,785,065126,25216,199,394
中央銀行からの預り金 3 385 

金融機関に対する債務 11 99,63912,784,680126,25216,199,394

クレディ・アグリコル内部取引 11 49,8956,402,027 44,9655,769,459 

顧客に対する債務 12 208,85326,797,928218,91228,088,599

債務証券 13 85,93811,026,70582,18710,545,414

未払費用、繰延収益およびその他の負債 32,0944,117,981 27,0513,470,914 

その他の負債 14 5,343685,560 4,935633,210 

未払費用および繰延収益 14 26,7513,432,421 22,1162,837,704 

引当金および劣後債務 35,0864,501,885 38,9224,994,082 

引当金 15, 16, 17 2,868367,993 2,322297,936 

劣後債務 19 32,2184,133,892 36,6004,696,146 

一般銀行業務リスク引当金 18 939 120,483 904 115,992 

株主持分（一般銀行業務リスク引当金

を除く）
20 27,6283,544,949 31,8404,085,390 

資本金 7,494961,555 7,494961,555 

資本剰余金 22,4522,880,816 22,4522,880,816 

準備金 2,827362,732 2,827362,732 

再評価差額金

法定引当金および投資助成金 31 3,978 8 1,026 

利益剰余金 (941)(120,740)2,715348,362 

当期純利益 (4,235)(543,393)(3,656)(469,101)

負債および株主持分合計 540,07569,297,023571,03373,269,244
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(ⅱ) オフバランスシート項目（2012年12月31日現在）

2012年12月31日 2011年12月31日
注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

付与したコミットメント 63,3108,123,306 61,1307,843,590 

融資コミットメント 26 35,7004,580,667 33,3154,274,648 

保証コミットメント 26 27,4553,522,751 27,8043,567,531 

有価証券コミットメント 155 19,888 11 1,411 

受領したコミットメント 59,3657,617,123 56,7857,286,083 

融資コミットメント 26 40,6415,214,647 38,8234,981,379 

保証コミットメント 26 18,5692,382,588 17,9512,303,293 

有価証券コミットメント 155 19,888 11 1,411 

(ⅲ) 損益計算書（2012年12月31日終了事業年度）

2012年12月31日 2011年12月31日
注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益
(1) 28、29 15,1121,939,021 14,0921,808,145 

支払利息および類似費用
(1) 28 (16,478)(2,114,292)(15,407)(1,976,872)

株式からの収益 29 4,419567,002 3,669470,769 

受取報酬および手数料 30 801 102,776 679 87,122 

支払報酬および手数料 30 (1,260)(161,671)(1,171)(150,251)

売買目的勘定に係る純利益／（損失）
(1) 31 479 61,460 (231)(29,640)

投資ポートフォリオに係る純利益／（損

失）
32 753 96,617 (415)(53,249)

その他の銀行業務収益 33 82 10,521 59 7,570 

その他の銀行業務費用 33 (118)(15,141) (90)(11,548)

収益 3,790486,295 1,185152,047 

営業費用 34 (689)(88,406) (721)(92,512)

有形固定資産および無形資産の減価償却

費、償却費および減損
(15) (1,925) (13) (1,668)

営業総利益 3,086395,965 451 57,868 

リスク費用 35 (1,004)(128,823)(295)(37,851)

営業利益 2,082267,141 156 20,016 

固定資産に係る純利益／（損失） 36 (7,026)(901,506)(4,979)(638,855)

経常活動に係る税引前利益 (4,944)(634,365)(4,823)(618,839)

特別項目純額

法人所得税 37 767 98,414 1,201154,100 

一般銀行業務リスク引当金および法定引当

金に対する配分純額
(58) (7,442) (34) (4,363)

当期純利益 (4,235)(543,393)(3,656)(469,101)

(1) ロンドン支店のミクロ・ヘッジ金利商品に係る収益および費用は、現在、「受取利息」および「支払利息」の項目に表

示されている。これまで「売買目的勘定に係る純利益／（損失）」の項目に計上されていたこれらの取引の残高は、

2011年12月31日現在、366百万ユーロであった。

(2) クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類に対する注記

注記1　法的および財務的背景－2012年度に発生した重大な事象

1.1　法的および財務的背景

クレディ・アグリコル・エス・エーは、7,494,062千ユーロの資本金（内訳は、1株当たり額面3ユーロの株式
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2,498,020,537株）を有し、株式会社（Société Anonyme）の形態をとるフランスの有限責任会社である。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの資本金は以下のとおり所有されている。

・56.25％がSASリュ・ラ・ボエスィにより所有。

・43.46％が浮動株（従業員による所有を含む。）。

また、クレディ・アグリコル・エス・エーが所有する自己株式は、2011年12月31日現在における6,969,381株に

比べて、2012年12月31日現在においては7,319,186株であり、資本金の0.29％に相当する。

クレディ・アグリコルの地域金庫は、フランス通貨金融法典において成文化された法令により地位および経営

手段が定められている協同組合である。またクレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫（クレディ・アグ

リコル・エス・エーが完全所有するコルシカ地域金庫を除く。）が発行した協同組合証券（Certificats coopé

ratifs d'associés）および／または協同投資証券（Certificats coopératifs d'investissement）の約25％

を所有している。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫の活動と連携し、地域金庫について管理上、技術上および財務

上の監督を行う責任を有し、フランス通貨金融法典に基づき監督する権利を有する。クレディ・アグリコル・エ

ス・エーは、フランスの銀行法に規定される中核としてのその役割に基づき、ネットワークのつながりと適切な

機能を確保し、また、各地域金庫に対して経営基準を遵守させる責任を有する。同社はまた、地域金庫の流動性お

よび支払能力を保証する。同様に、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーの債務を、かかる地域金庫の

持分の額を上限として保証する。

1.2　クレディ・アグリコルの内部資金調達構造

クレディ・アグリコル・グループとの提携とは、下記に記載する活動を行う資金調達システムの一部になるこ

とである。

地域金庫の当座預金口座

各地域金庫はクレディ・アグリコル・エス・エーに当座預金口座を保有し、当行グループ内の内部金融取引に

よって生じる資金移動を記録する。かかる口座は貸方または借方残高となり、「クレディ・アグリコル内部取引

－当座勘定」の項目として貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座

特別貯蓄口座（一般的な貯蓄制度および貯蓄口座、持続可能な開発に係る通帳式口座（Livret de dé

veloppement durable）、住宅購入に関する貯蓄制度および貯蓄口座、若者向け通帳式口座ならびにLivret A通帳

式貯蓄口座）にて保有される資金は、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり地域金庫が受け入れる。これ

らの資金は、強制的にクレディ・アグリコル・エス・エーに送金される。クレディ・アグリコル・エス・エーは、

これらの資金を「顧客に対する債務」として貸借対照表に計上する。

定期預金および貸付金

地域金庫はまた、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり、貯蓄資金（預金通帳口座、債券、特定の定期預

金口座および関連する口座等）を受け入れる。これらの資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金され、

かかる項目で同社の貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座ならびに定期貸付および貸付金は、クレディ・アグリコル・エス・エーから地域金庫への「貸付

金」（融資）に利用され、地域金庫はこれを中長期融資の資金源とすることができる。
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4度にわたる内部財務改革が相次いで実施された。これらの改革により、満期および金利が受け入れた貯蓄資金

と正確に一致する「ミラー貸付金」を経由して、地域金庫が受け入れた資金の一定割合（当初15％、25％、次に

33％、最終的に50％（2001年12月31日以降有効））の「貸付金」（融資）の形で、資金を地域金庫に還元するこ

とが可能になった。かかる資金は地域金庫がその裁量で自由に使用することができる。

2004年1月1日以降、受け入れた（かつミラー貸付金を経由して還元されなかった）資金の集中管理によって発

生した利鞘は、地域金庫とクレディ・アグリコル・エス・エーとで分け合われ、再調達モデルを使用しかつ市場

金利を適用して決定される。

さらに、2004年1月1日以降に設定され、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の金融関係に適

用される分野に該当する新規融資の50％は、クレディ・アグリコル・エス・エーと市場金利で取引される貸付金

の形で、借換えを行うことができる。

したがって、現在、2004年1月1日より前の金融規則に従った貸付金と新規則に従った貸付金の2種類の貸付金が

存在する。

クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、地域金庫が利用することができる追加の融資を市場金利で行うこ

とができる。

地域金庫の流動性余剰資金の移転

地域金庫は、貨幣性預金（要求払い預金、集中管理されない定期預金および譲渡性預金）を、それらの顧客への

融資に使用することができる。余剰資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金されなければならず、「ク

レディ・アグリコル内部取引」の項目で当座預金口座または定期預金口座に計上される。

地域金庫の余剰資本のクレディ・アグリコル・エス・エーへの投資

利用可能な余剰資本は、銀行間短期金融市場取引とすべての点で同じ性質を持つ3年から10年満期の商品の形

で、クレディ・アグリコル・エス・エーに投資されることがある。

外貨建て取引

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス銀行に対して地域金庫を代表し、外貨建て取引を集中的に管

理する。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された中長期債

これらは、主に、市場に売り出されるか、または地域金庫から顧客に販売される。これらは、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーにより、発行される証券の種類により「債務証券」または「劣後債務」のいずれかの項目で負債

計上される。

流動性リスクおよびソルベンシー・リスクのヘッジ

2001年度に、クレディ・アグリコル・エス・エーの新規株式公開に先立ち、CNCA（後にクレディ・アグリコル

・エス・エーとなった。）は、地域金庫との間で、クレディ・アグリコル・グループ内の内部関係を管理する契約

を締結した。とりわけ、当該契約は、困難な状況にある関連会社を支援することでクレディ・アグリコル・エス・

エーが中核としてのその役割を果たすことができるようにするために、流動性リスクおよびソルベンシー・リス

クを管理する基金（FRBLS）の設立を定めたものであった。かかる契約の主な規定は、2001年10月22日にクレディ

・アグリコル・エス・エーが証券取引委員会に提出した登録書類（R.01-453）の第3章に記載されている。当該

基金には、当初609.8百万ユーロの資産が割り当てられた。これは、2012年12月31日現在においては938.6百万ユー

ロであり、1年間で34.5百万ユーロ増額された。
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さらに、1988年にCNCAが相互会社として再編されて以来、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーが支

払不能または同様の財政難に陥った場合に債権者が被り得る損失を補填することを約束している。かかる保証に

基づく地域金庫のコミットメントは、地域金庫の資本金と同額である。

「スイッチ」保証

2011年12月23日に導入された「スイッチ」メカニズムは、中核としてのクレディ・アグリコル・エス・エーと

クレディ・アグリコル地域金庫の相互ネットワークとの間の金融に関する取決めの一環である。

これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類に持分法を適用して計上される地域金庫にお

けるクレディ・アグリコル・エス・エーの持分に適用される規制上の要件を移転することができる。地域金庫へ

のかかる移転は、地域金庫により発行される協同投資証券および協同組合証券の契約上の持分法を適用した最低

額について、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーへ付与される保証メカニズムを利用して実現され

る。当該金額は、保証の当初設定時に定められた。

かかるメカニズムの効力は、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに支払われる保証金によって保

証される。

かかるメカニズムの仕組みにより、クレディ・アグリコル・エス・エーは、全体的な持分法を適用した地域金

庫の価額の下落を防ぐことができる。実際には、価額の下落が認識され次第、保証メカニズムが発動され、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーは保証金の取崩しによって保証される。その後全体的な持分法を適用した価額が

回復した場合、クレディ・アグリコル・エス・エーは、財務回復条項に従い、既に支払われた保証金を返還する。

かかる保証の有効期限は15年あり、そのまま延長することが可能である。また、特定の状況においてフランスの

金融健全性規制監督機構（ACP、Autorité de Contrôle Prudentiel）の事前の承認がある場合、早期解消が可

能である。

保証金は、長期流動性の実勢条件に基づいた固定金利を付される。かかる保証では、リスクの現在価値および地

域金庫の資本コストをカバーする固定の保証料が支払われる。

親会社の財務書類において、「スイッチ」保証は、地域金庫が支払い、対照的に、クレディ・アグリコル・エス

・エーが受領する、オフバランスシート取引である。保証料の合計は、契約期間中にわたり、正味受取利息として

収益に計上される。かかる保証がおきた場合、その金額はクレディ・アグリコル・エス・エーおよび地域金庫に

より対称的にリスク費用の項目で損益計算書に計上される。クローバック条項によりクレディ・アグリコル・エ

ス・エーの財務書類中の引当金の計上が発生し、その金額は払戻しの可能性により異なる。

1.3　2012年度に発生した重大な事象

Tier 1資本の質および充実度の強化を図るために、また2013年1月1日から適用される規制変更（新しいバーゼ

ル3のルール）を受け、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2012年1月26日に、現在流通している劣後債の買戻

しオファーを行った。合計で約2十億ユーロ相当が買い戻された。

損益計算書への影響は、税引後利益552百万ユーロであった（ヘッジ解消の影響を含む。）。

2012年2月22日、取締役会は、クレディ・アグリコル・エス・エー本社のモンルージュへの移転を決定した。か

かる決定は、2012年5月22日開催の株主総会で承認された。当該移転は、2012年7月1日付で実施された。

さらに、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2012年2月22日に、2012年1月1日付に遡及して、バンク・ドゥ・

ジェスティオン・プリヴェ・インドスエズをクレディ・アグリコル・プライベート・バンキングに売却した。

2012年度第2四半期に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、クレディ・アグリコル・アシュラン

スが保有するBESヴィーダに対する50％持分をバンコ・エスピリト・サント（BES）に売却した。かかる売却は、

資本増強およびポルトガル銀行の設定目標の遵守を目的としたBESによる増資と同時に行われたが、BESはこの取
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引により、保険子会社であるBESヴィーダに対する支配獲得のため持分を取得することができた。

ギリシャのエンポリキ・バンクは、2012年6月14日の取締役会の決定に従い、アルバニア、ブルガリアおよび

ルーマニアに所在する子会社を、クレディ・アグリコル・エス・エーの完全子会社であるIUBホールディングに

売却した。

2012年10月17日、クレディ・アグリコル・エス・エーは、アルファ・バンクに対してエンポリキ・バンクを売

却する旨の契約を締結したことを発表した。かかる取引は、2012年10月15日にクレディ・アグリコル・エス・

エーの取締役会により承認された。かかる取引の主な条件は、エンポリキ・グループの株式を1ユーロでアルファ

・バンクに対して売却することであった。その資本金は2012年度において、2月に行われた2十億ユーロの出資性

貸付金の転換および7月に行われた2.3十億ユーロの資本再編成により増加した。

この売却は、2013年2月1日に完了した。この一環として、さらに総額585百万ユーロの資本再編成が実行された。

クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、アルファ・バンクが発行した転換債券を150百万ユーロで引き受け

た。当該債券は、一定の条件下で、クレディ・アグリコル・エス・エー主導で、アルファ・バンク株式により償還

される。

かかる取引により、クレディ・アグリコル・エス・エーは、その戦略的計画に沿って再編を継続することがで

きた。

2010年12月16日の取締役会の会合後、またクレディ・アグリコル・エス・エーによるインテーザ・サンパオロ

・エスピーエーの監督委員会における代表を可能にしていた取決めを終了する旨の発表後、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーは、2012年度中に、インテーザ・サンパオロ・エスピーエーにおける全持分の売却を完了し、これ

による全体的な損失は1,122百万ユーロとなった。かかる損失は、過去に認識された減損損失の戻入により全額相

殺された。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、2012年度において、バンクインテルに対する持分を約10％減少させた。

これにより、当事業年度において278百万ユーロの損失が生じた。これは、過去に認識された減損損失の戻入によ

り全額相殺された。

今後の銀行規制環境（バーゼル3）を満たすために、2012年12月において、クレディ・アグリコル・アシュラン

ス（CAA）は、株式による資金調達と劣後債務による資金調達の間の資本構成を最適化した。この取引により、ク

レディ・アグリコル・エス・エーにおける株式が増加したが、劣後債務の発行により相殺された。したがって、

CAAは、クレディ・アグリコル・エス・エーに対して1.7十億ユーロの特別配当金を支払った。さらに、CAAは、総額

2十億ユーロ超の債券発行（償還可能劣後債、永久劣後債およびシニア債）を実施し、クレディ・アグリコル・エ

ス・エーがこれを引き受けた。

1.4　2012年報告期間の後に発生した後発事象

2013年1月、クレディ・アグリコル・エス・エーは、バンクインテルに対する5.2％の株式持分を、機関投資家に

対する私募により売却した。かかる売却は116百万ユーロで行われ、これによりクレディ・アグリコル・エス・

エーにとって283百万ユーロの損失が生じた。かかる損失は、過去に認識された減損損失の戻入により相殺され

た。

この取引の後、クレディ・アグリコル・エス・エーのバンクインテルに対する残存株式持分は約9.9％となっ

た。この市場取引の一環として、クレディ・アグリコル・エス・エーは、一定の例外を除き、当該私募を取り扱う

銀行に対し、残存持分を180日以上保持する旨約束した。

2013年2月1日、クレディ・アグリコル・エス・エーは、アルファ・バンクに対するエンポリキの売却を完了し

た。この一環として、まず総額585百万ユーロの資本再編成が実行された。クレディ・アグリコル・エス・エーは

また、アルファ・バンクが発行した転換債券を150百万ユーロで引き受けた。当該債券は、一定の条件下で、クレ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 428/1332



ディ・アグリコル・エス・エー主導で、アルファ・バンク株式により償還される。

かかる取引により、クレディ・アグリコル・エス・エーは、その戦略的計画に沿って再編を継続することがで

きた。かかる売却後、エンポリキは、形式を問わずクレディ・アグリコル・エス・エーの資金支援を受けることは

ない。

注記2　会計原則および会計方針

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランスの銀行に適用される会計基準に準拠して財務諸表を作成して

いる。

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務諸表の表示は、2010年に2010年10月7日付ANC規則第2010-08号によ

り金融機関の親会社の財務諸表の開示に関してなされた改訂内容およびCRBF（フランス銀行金融規制委員会）

の管轄権内にある会社の親会社の年次財務諸表の作成および公表に関連してCRC（フランス会計規制委員会）規

則第2000-03号によりなされた改訂内容を反映した、CRB（フランス銀行規制委員会）規則第91-01号の規定に

従っている。

規則 フランス政府による

公表日

適用開始日

（以下の日に開始す

る事業年度）

フランス法第2011-894号第1条に規定される措置の会計処理に関す

るANC規則

2011年12月30日

（第2011-04号）

2012年1月1日

2012年12月31日現在の連結財務書類または結合財務書類における

相互団体および共済団体の税制変更に係る会計処理に関するANC規

則

2012年12月4日

（第2012-01号）

2012年1月1日

フランス商法第L.233-24号の適用、CRC規則第99-02号を選択したこ

とによるIFRSの適用除外に関するANC規則

2012年12月4日

（第2012-02号）

2012年1月1日

温室効果ガスの排出枠および換算量の認識に関するANC規則 2012年12月28日

（第2012-03号）

2013年1月1日

エネルギー効率証書の認識に関するANC規則 2012年12月28日

（第2012-04号）

2014年1月1日

オフプラン物件の売却に関するCRC規則第99-03号第380-1条を修正

するANC規則

2012年12月28日

（第2012-05号）

2013年1月1日

手数料の枠組みおよび透明性に関する2012年4月10日付フランス法

令第2012-465号の範囲に該当するファンドおよび企業の年次財務

書類に対する注記に関するANC規則

2012年12月28日

（第2012-06号）

2012年12月31日

連結財務書類または結合財務書類における相互団体および共済団

体の税制変更に係る会計処理に関するANC規則

2012年12月28日

（第2012-07号）

2012年1月1日

2011年12月30日に公表されたフランス法第2011-894号第1条に規定される措置の会計処理に関するANC規則第

2011-04号による、クレディ・アグリコル・エス・エーの損益または株主持分への重要な影響はなかった。

ANC規則第2012-01号、第2012-02号、第2012-03号、第2012-04号、第2012-05号、第2012-06号および第2012-07号に

よる、クレディ・アグリコル・エス・エーの損益および株主持分への影響はなかった。
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2.1　貸出金および融資コミットメント

金融機関、クレディ・アグリコル・グループの事業体および顧客に対する貸出金および債権は、2002年12月12

日付CRC規則第2002-03号（改訂後）に準拠して会計処理されている。

貸出金および債権は、その当初の契約期間または性質に従って財務諸表に表示される。

・銀行については、要求払い預金および定期預金

・クレディ・アグリコル内部の取引については、当座勘定、定期貸付および貸付金

・顧客については、取引債権ならびにその他の顧客に対する貸出金および債権

規定に従って、顧客の区分には金融顧客との取引も含まれている。

劣後ローンおよび売戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、相手方の種類（銀行間、クレディ・アグ

リコル、顧客）により、様々な貸出金および債権の区分に含まれる。

債権の金額は貸借対照表上に額面価額で認識される。

CRC規則第2009-03号に従い、手数料および受取報酬ならびに負担する取引費用は、現在は貸出金の残存期間に

わたり繰り延べられており、そのため、これらは関連する貸出金の残高に含められている。

未収利息は、貸借対照表の貸出金および債権の適切な区分に認識され、損益計算書に受取利息として計上され

る。

オフバランスシートとして認識される融資コミットメントは、現金貸付に対する取消不能のコミットメントお

よび資金の実行が行われていない保証コミットメントである。

クレディ・アグリコル・エス・エーの地域金庫に対する債権は、これに対応する地域金庫による顧客貸出金に

関して、クレディ・アグリコル・エス・エーの直接のリスクにはならない。しかしながら、これら債権は、地域金

庫の財務力に関して潜在的な間接的リスクとなっている。クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫に対

するかかる債権につき引当金を設定していない。

信用リスクの会計処理に関するCRC規則第2002-03号（改訂後）の適用により、クレディ・アグリコル・エス・

エーは、以下の規定に従って延滞リスクのある貸出金を認識している。信用リスクがあるかどうかを評価するた

めに、外部および／または内部格付システムが利用されている。

条件緩和債権

条件緩和債権とは、債務者が返済予定を遵守できるよう、銀行が当初の契約条件（期間、金利等）を変更する必

要があるような厳しい財政状態にある相手方に対する貸出金である。

その結果、以下の貸出金は条件緩和債権から除外される。

・支払能力の問題を示していない取引先と通常の取引ベースで条件が交渉された貸出金。

・オプションの適用または契約に当初から含まれていた契約上の条項（例えば支払延長および貸出期間の延

長）により、返済計画が変更された貸出金。

2012年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーは条件緩和債権を保有していない。

貸倒懸念債権

あらゆる種類の貸出金および債権につき、以下の事象のうちのいずれかから発生した信用リスクが識別された

場合には、保証付のものであっても、その債権は貸倒懸念債権として分類される。

・貸出金または債権が少なくとも3ヶ月（その特徴を考慮して、住宅担保ローンおよび不動産リースの場合は6ヶ

月ならびに地方自治体に対する債権の場合は9ヶ月）延滞している場合。

・貸出金または債権が延滞しているか否かにかかわらず、債務者の財務状態に識別されたリスクが存在する場

合。
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・銀行および債務者が法的手続を取っている場合。

当座貸越について、延滞期間は、債務者が承認された限度額を超過し、銀行がこれを認識した日、当座貸越残高

が内部統制手続の一環として銀行により設定された限度額を超過すると債務者が警告を受けた日、または債務者

が当座貸越の承認なしに金額を引き出した日から計算される。

一定の条件に従い、これらの基準の代わりに、当座貸越の全部または一部を返済するよう銀行が債務者に要求

した日から、銀行は延滞期間を計算することができる。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、貸倒懸念債権を以下のように区別している。

　・貸倒懸念債権：

貸倒債権の区分に分類されないが、貸倒が懸念されるすべての債権は貸倒懸念債権として分類される。

　・貸倒債権：

貸倒債権は、回収の見込みが著しく損なわれ、いずれ償却することになる可能性が高い債権である。

貸倒懸念債権の場合、債権が貸倒懸念債権とみなされている限り利息は認識され続けるが、債権が貸倒債権

に振り替えられた後は利息は認識されなくなる。

識別された信用リスクに起因する減損

貸出金が貸倒懸念として分類された場合、発生する可能性の高い損失と同額の減損損失がクレディ・アグリコ

ル・エス・エーによって資産から控除される。これらの減損損失は、債権の帳簿価額と、債務者の財務状態、事業

の見通しおよび保証（かかる保証の実行費用控除後）を考慮した約定金利により割り引かれた見積将来キャッ

シュ・フローとの差額に相当する。

類似の特性を有する少額の貸出金のポートフォリオについて発生する可能性のある損失は、個別評価ではな

く、統計的基準で見積られることがある。

オフバランスシートのコミットメントについて発生する可能性の高い損失は、引当金の設定対象となり、負債

として認識される。

ディスカウントおよび減損損失の会計上の処理

条件緩和債権に関するディスカウントならびに貸倒懸念債権に対する減損損失は、損益計算書のリスク費用に

認識される。正常先に分類された条件緩和債権については、ディスカウントは貸出金の残存期間にわたり損益計

算書の純利息収益として償却される。貸倒懸念債権と分類された条件緩和債権ならびに条件緩和がされない貸倒

懸念債権については、減損損失および貸倒損失の戻入額はリスク費用に計上され、減損の戻入により生じる帳簿

価額の増加または時間の経過により生じたディスカウントの償却は純利息収益として認識される。

個別に貸出金に配分されない信用リスクにより生じる減損

また、クレディ・アグリコル・エス・エーは、貸出金に個別に配分されない顧客リスクをカバーするため、貸借

対照表の負債の部に引当金を計上している。これらは、部門別の引当金およびバーゼル2のモデルに基づいて計算

された引当金等である。これらの引当金は、統計上または実績上で一部回収不能が生じる可能性が存在する、正常

先または個別に減損していないと分類された貸出金に係る特定のリスクをカバーすることを意図している。

カントリー・リスク

カントリー・リスク（または国際的なコミットメントに係るリスク）とは、「フランスの金融健全性規制監督

機構（ACP）が指定する国に所在する民間もしくは公共の債務者に関して、機関が直接もしくは分離事業体を通
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じて計上する、またはその決済が当該国に所在する公共もしくは民間の債務者のポジションに左右される、オン

バランスシートおよびオフバランスシートの貸倒懸念債権の合計額」である（1998年12月24日付フランス銀行

委員会メモ）。

かかる債権が貸倒懸念債権に分類されない場合は、引き続き当初の項目に計上される。

償却

償却時期の決定は、専門家の意見に基づいて行われる。クレディ・アグリコル・エス・エーは、その事業に関す

る知識を考慮して、リスク管理部門とともにこれを行う。

2.2　証券ポートフォリオ

証券ポートフォリオの認識に関する規則は、とりわけCRC規則第2005-01号、CRC規則第2008-07号およびCRC規則

第2008-17号、ならびに利付証券に係る信用リスクおよび減損の決定に関して、CRC規則第2002-03号によって改訂

されたCRB規則第90-01号によって定められている。

これらの有価証券は、政府短期証券（短期国債および類似証券）、債券およびその他の利付証券（譲渡性債務

証券および銀行間短期金融商品）ならびに株式およびその他の証券として、財務書類において資産クラス別に表

示される。

これらは、購入時に会計システムに識別されていた有価証券に関連する当初の保有の意図に応じて、規則によ

り定義されたポートフォリオ（売買目的、短期投資、長期投資、ポートフォリオ、その他の長期株式投資ならびに

子会社および関連会社に対する投資）に分類される。

2.2.1　売買目的有価証券

売買目的有価証券は当初以下のとおりであった有価証券である。

・近い将来において売却する意図で購入された、もしくは近い将来買い戻す意図で売却された有価証券。

・またはマーケット・メイキング業務の結果として銀行に保有されている有価証券。これらの有価証券の売買目

的有価証券としての分類は、市場機会を考慮した有価証券の有効な出来高および重要な取引量によって決ま

る。

これらの有価証券は、活発な市場で取引可能であり、結果として生じた市場価額が市場において独立した第三

者間で頻繁に行われる実際の取引を表していなければならない。

また、売買目的有価証券は以下を含んでいる。

・売買目的ポートフォリオの専門家による運用の一部として購入または売却された有価証券（一緒に管理され

短期的な利益獲得の意図がある先物金融商品、有価証券またはその他の金融商品を含む。）。

・整備された金融商品の取引所または類似の取引所における裁定取引の一部として売却するコミットメントが

存在する有価証券。

CRC規則第2008-17号で規定されている場合を除き、売買目的有価証券は他の会計区分に分類変更できない。こ

れらは、売却、全額償還または償却され貸借対照表から除外されるまで売買目的有価証券として表示および測定

され続ける。

売買目的有価証券は、購入日に購入価格（取引費用を除き、経過利息を含む。）で認識される。

空売りにより売却された有価証券に関連する負債は、売手の貸借対照表の負債の部に売却価格（取引費用を除

く。）で認識される。

報告日現在、有価証券は直近の市場価額で測定される。価格変動により生じた全体の残高の差異は、損益計算書
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の科目「売買目的勘定に係る純利益／（損失）」に計上される。

2.2.2　短期投資

この区分は、その他のどの区分にも入らない有価証券からなる。

有価証券は取得価格（取引費用を含む。）で計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーの短期投資有価証券のポートフォリオは、ほとんどがユーロおよびその他

の通貨建ての債券ならびに投資信託からなる。

・債券およびその他の利付証券：

これらの有価証券は、取得原価（取得日現在の経過利息を含む。）で認識される。購入価格と償還価額の差額

は、償却原価法に従って有価証券の残存期間にわたり配分される。

収益は損益計算書の「債券およびその他の利付証券からの利息」に計上される。

・株式およびその他の証券：

株式は貸借対照表に購入価格（取引費用を含む。）で認識される。付随する配当金は、「株式等からの収益」

に収益として計上される。

投資信託からの収益は、同じ科目の下で受領されたときに認識される。

各報告日に、短期投資有価証券は取得原価と市場価額のいずれか低いほうで測定される。ある項目または同質

の一組の有価証券の現在価値（例えば、報告日における市場価額から算定される。）が帳簿価額より低い場合、そ

の他の有価証券の区分において認識された利益と相殺せずに、未実現損失として減損損失が計上される。先渡金

融商品の購入または売却の形態による、CRB規則第88-02号第4条に定義されるヘッジからの利益は、減損損失を算

定する目的で考慮される。潜在的利益は認識されない。

債券について、カウンターパーティー・リスクを考慮することを意図したリスク費用において認識される減損

は以下のように計上される。

・上場有価証券の場合、減損は市場価額に基づき、この市場価額は本質的に信用リスクを反映している。しかし、

クレディ・アグリコル・エス・エーが、発行体の財務状態に関して市場価額に反映されていない特定の情報を

有している場合、特定の減損損失が計上される。

・非上場有価証券の場合、減損は、識別された潜在的な損失に基づき顧客に対する貸出金および債権と同様に計

上される（注記2.1「貸出金および融資コミットメント－識別された信用リスクに起因する減損」を参照。）。

有価証券の売却は先入先出法で行われたものとみなされる。

減損損失および戻入ならびに短期投資有価証券に係る売却利益または損失は、損益計算書の「投資ポートフォ

リオに係る純利益／（損失）」に計上される。

2.2.3　長期投資有価証券

長期投資有価証券は、満期まで保有する明確な意図で取得またはこの区分に振り替えられた、満期日が固定の

債券である。

この区分には、満期日まで保有し続けるためにクレディ・アグリコル・エス・エーが必要な財務能力を有して

おり、かつ、満期日まで保有する意図を阻害する可能性のある法的またはその他の制約の対象となっていない有

価証券のみが含まれている。

長期投資有価証券は、購入価格（取得原価および経過利息を含む。）で認識される。

購入価格と償還価格の差額は、当該有価証券の残存期間にわたり配分される。

市場価額が取得原価を下回った場合でも、長期投資有価証券について減損は計上されない。一方で、減損が有価
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証券の発行体の固有のリスクにより生じた場合、信用リスクに係るCRC規則第2002-03号に従って「リスク費用」

の科目に減損が計上される。

長期投資有価証券が売却または他の区分に分類変更され、それが相当な金額であった場合、報告主体は、CRC規

則第2005-01号に従って、同規則およびCRC規則第2008-17号によって規定された例外を除き、当該年度および翌2

年度の間は、以前に購入した有価証券および今後購入する有価証券を長期投資有価証券として分類することが認

められなくなる。

2.2.4　中期ポートフォリオ有価証券

CRC規則第2000-02号に従って、この区分の有価証券は、「中期においてキャピタル・ゲインを確保することを

唯一の目的とし、発行体の事業に対して長期的に投資する意図や経営に積極的に関与する意図がない、通常の投

資」からなる。

売買が構造化された枠組みの中で大規模かつ継続的に行われ、主に売却に係るキャピタル・ゲインの形で報告

主体が継続的な収益を創出する場合にのみ、有価証券をこの区分に含むことができる。

クレディ・アグリコル・エス・エーが保有する有価証券のうち、これらの条件を満たしているものについて

は、この区分に分類している。

中期ポートフォリオ有価証券は、購入価格（取引費用を含む。）で計上される。

報告期末日において、これらの証券は、取得原価または使用価値のいずれか低いほうで測定される。使用価値は

発行体の全般的な見通しおよび証券の見積残存所有期間を考慮して決定される。

上場会社に関しては、使用価値は通常、株価の著しい変動の影響を軽減するため（有価証券の見積所有期間に

応じて）十分な長さの期間にわたる平均市場価額である。

減損損失は、各証券の品目に関して算定される未実現損失として計上され、未実現利益とは相殺されない。未実

現損失は、これらの証券に係る減損損失および戻入と共に、「投資ポートフォリオに係る純利益／（損失）」の

科目に計上される。

未実現利益は認識されない。

2.2.5　子会社および関連会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資

子会社および関連会社に対する投資は、独占的支配下にあり、連結可能な特定のグループに完全に連結され、ま

たは連結される可能性の高い会社に対する投資である。

株式投資は、とりわけ発行体に対して影響力を及ぼすまたは支配力を有することが可能になるために、その長

期的な所有が報告主体にとって有益であると判断される投資（関連会社に対する投資を除く。）である。

その他の長期株式投資は、発行体との特別な関係を築くことにより長期の事業関係を促進する意図で保有する

有価証券からなるが、保有する議決権の割合が小さいことから発行体の経営に影響を与えない。

これらの有価証券は、購入価格（取引費用を含む。）で認識される。

報告日現在、当該有価証券の価値は使用価値に基づき個別に測定され、貸借対照表に取得原価または使用価値

のいずれか低いほうで計上される。

これらの有価証券の使用価値は、その保有する理由を考慮して、報告主体がこれらを購入しなければならない

場合に、これらを取得するために報告主体が支払のために準備するであろう価格である。

使用価値は、発行体の収益性および業績見通し、持分、経済状況、過去の月間平均株価または有価証券の評価計

算による価値などの様々な要因に基づき見積ることができる。

使用価値が取得原価より低い場合、これらの未実現損失について減損損失が計上されるが、未実現利益に対す
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る相殺はなされない。

これらの有価証券に係る減損損失および戻入ならびに売却利益および損失は「固定資産に係る純利益／（損

失）」に計上される。

2.2.6　市場価額

様々な区分の有価証券の市場価額は以下のように測定および決定される。

・活発な市場で取引される有価証券は直近の価格で測定される。

・有価証券が取引される市場が活発でないとみなされたか、有価証券が非上場の場合、クレディ・アグリコル・

エス・エーは、評価手法を用いて関連する有価証券が取引されるであろう価値を決定する。まず第一に、これら

の手法は通常の競争条件において行われた最近の取引を考慮する。必要な場合には、クレディ・アグリコル・

エス・エーは、実際の市場取引において得られる価格の信頼できる見積りが提供されると実証されている場合

に、これらの有価証券の価格決定を行う市場参加者により一般に使用されている評価手法を用いる。

2.2.7　計上日

クレディ・アグリコル・エス・エーは、長期投資有価証券に分類される有価証券を受渡日に計上する。その他

の有価証券は、種類または分類にかかわらず約定日に計上される。

2.2.8　買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券または売戻し条件付契約に基づき購入した有価証券

買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券は、引き続き貸借対照表に計上される。受取金額は買手への債務

となり、負債として計上される。

売戻し条件付契約に基づき購入した有価証券は、貸借対照表に計上されないが、支払金額は、売手に対する債権

となり、貸借対照表上に資産として計上される。

買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券は、当初のポートフォリオに適用される会計原則に従う。

2.2.9　有価証券の分類変更

2008年12月10日付のCRC規則第2008-17号に従って、以下の有価証券の分類変更が現在認められている。

・例外的な市場の状況または利付証券が活発な市場で売買できなくなり、かつ事業体が予見可能な将来または満

期までの保有を意図し保有可能な場合は、「売買目的有価証券」から「短期投資有価証券」または「長期投資

有価証券」への分類変更が可能である。

・例外的な市場の状況、または利付証券が活発な市場で売買できなくなった場合は、「短期投資有価証券」から

「長期投資有価証券」への分類変更が可能である。

2012年において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、CRC規則第2008-17号に認められた分類変更を行わな

かった。

2.2.10　自己株式の買戻し

ストック・オプション制度をカバーするために保有する株式およびストック・オプションを含む、クレディ・

アグリコル・エス・エーが買い戻した自己株式は、貸借対照表上の特定の項目の下に資産として認識される。
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自己株式に係る減損は、現在価値（すなわち株式の市場価格）が購入価格よりも低い場合に、必要に応じて計

上される。ただし、従業員に対する自己株式の無償配分制度ならびに2008年12月4日付CRC規則第2008-15号に基づ

くストック・オプションおよび新株予約権に関連した取引については除く。

2.3　固定資産

クレディ・アグリコル・エス・エーは、資産の減価償却、償却および減損に関連する2002年12月12日付CRC規則

第2002-10号を適用している。

その結果、クレディ・アグリコル・エス・エーは、すべての有形固定資産に構成要素別の会計処理を適用して

いる。この規則に従って、減価償却可能額には、有形固定資産の潜在的な残存価額が考慮される。

CRC規則第2004-06号に従って、固定資産の取得原価は、購入価格に加えて関連費用（すなわち、資産が使用に供

されるかまたは利用可能になるまでに直接または間接的に関連する費用）から成っている。

土地は、取得原価で計上される。

建物および設備は、取得原価から、その使用開始時以降の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額

で計上される。

購入したソフトウェアは、取得原価から、その取得後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額で

測定される。

自社製作のソフトウェアは、原価から、その完成後に計上された減価償却累計額および減損損失累計額を控除

した額で測定される。

ソフトウェアを除き、無形資産は償却されない。無形資産は、減損の対象となることがある。

固定資産はその見積耐用年数にわたり減価償却される。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、固定資産に関する構成要素別の会計処理の適用に伴い、以下の構成要

素および減価償却耐用年数を採用した。当該減価償却耐用年数は資産の種類およびその所在地により修正されて

いる。

構成要素 減価償却耐用年数

土地 減価償却しない

構築物 30年から80年

非構築物 20年から40年

工場設備 10年から25年

器具備品  5年から15年

コンピューター機器 4年から 7年（加速度的償却法または定額法）

専門機器  4年から 5年（加速度的償却法または定額法）

固定資産の価値に関して入手可能な情報に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーは、減損テストによる

現行の償却可能価額の変更はないと結論付けた。

2.4　金融機関および顧客に対する債務

金融機関、クレディ・アグリコル・グループの事業体および顧客に対する債務は、当初の期間および内容に

従って財務書類に表示される。

・金融機関から受け入れる要求払預金または定期預金

・クレディ・アグリコル・グループの内部取引に関する当座勘定、定期ローンおよび借入金

・顧客（特に金融機関顧客を含む。）から受け入れる特別貯蓄預金およびその他の預金
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買戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、契約相手先の種類により様々な区分に含まれる。

これらの預金に係る経過利息は、未払利息として認識され、損益に計上される。

2.5　債務証券

債務証券は、負債の「劣後債務」に含まれる劣後債務証券を除き、その種類に応じて利付短期証券、銀行間短期

金融商品、譲渡性債務証券および債券に表示される。

経過利息は、未払利息として認識され、損益に計上される。

債券に係る発行プレミアムおよび償還プレミアムは、債券の残存期間にわたり償却される。これに対応する費

用は「債券およびその他の証券に係る支払利息」に計上される。

償還プレミアムは、以下の2つの方法により償還することができる。

・1993年1月1日より前に発行した債券、または償還プレミアムが発行価格の10％未満の債券については、比例

ベースで、経過利息に基づく方法

・1993年1月1日以降に発行した債券で、償還プレミアムが発行価格の10％超の債券については、償却原価に基づ

く方法

また、クレディ・アグリコル・エス・エーは、親会社財務書類において借入費用を償却している。

地域金庫に支払われる金融サービスに係る報酬および手数料は、「支払報酬および手数料」に計上される。

2.6　引当金

クレディ・アグリコル・エス・エーは、負債に関連するCRC規則第2000-06号を、同規則の範囲に該当する引当

金の認識および測定に関して適用している。

引当金には、融資コミットメント、退職給付、早期退職給付、訴訟および様々なリスクに関連する引当金が含ま

れている。

引当金には、カントリー・リスクも含まれる。これらのリスクはすべて四半期ごとに見直される。

カントリー・リスクに対する引当金は、取引の種類、コミットメントの期間、形態（債権、有価証券、市場商品）

および国の質を分析して設定される。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、外貨を購入することにより外貨建債権に対する引当金を一部ヘッジ

し、為替変動による引当金への影響を限定している。

住宅購入貯蓄契約の不均衡リスクに対する引当金は、住宅購入貯蓄制度に不利な変動が生じた際にクレディ・

アグリコル・エス・エー・グループの債務をカバーするためのものである。かかる債務とは、(ⅰ)貯蓄契約つい

てその開始時から未確定の期間にわたり固定金利を支払う義務、および(ⅱ)住宅購入貯蓄制度の加入者に対して

当該契約の開始時に設定した金利で貸出金を供与する義務である。引当金は、各住宅購入貯蓄制度およびすべて

の住宅購入貯蓄勘定について計算され、各制度間の債務の相殺は行われない。

これらの債務額は、特に以下のものを考慮して計算される。

・加入者行動モデル、および将来供与される貸出金の金額および期間の見積り。これらの見積りは、長期にわたる

実績に基づいている。

・市場金利のイールド・カーブおよび合理的に予測可能な動向。

この引当金は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従って計算されている。

2.7　一般銀行業務リスク引当金（FGBR）
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第4欧州指令および資本に関連する1990年2月23日付のCRBF規則第90-02号（改正後）に従って、一般銀行業務

リスク引当金は、発生が不確実ではあるが、銀行業務に関連する費用またはリスクに対応するため、経営者の裁量

によりクレディ・アグリコル・エス・エーによって設定されている。

引当金は、期中において、これらのリスクの発生した際に取り崩される。

2012年12月31日現在、一般銀行業務リスク引当金は銀行流動性リスクおよびソルベンシー・リスクに対する引

当金に相当しており、これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーはクレディ・アグリコル・ネットワーク

の中核としての役割を果たすことができる。

2.8　先渡金融商品およびオプションに係る取引

先渡の金利、為替または資本性商品を伴うヘッジ取引および市場取引は、CRB規則第88-02号および第90-15号

（改正後）ならびにフランスの金融健全性規制監督機構（旧フランス銀行委員会）指令第94-04号（改正後）に

従って計上される。

これらの取引に関連するコミットメントの名目価額が、オフバランスで計上される。この金額は未決済取引規

模を表している。

これらの取引に関する利益および損失は、商品の種類および戦略別に計上される。

ヘッジ取引

ヘッジ取引に係る実現利益または損失は、ヘッジ対象に係る収益および費用の認識と対称的に、同じ勘定科目

で純損益に計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーの金利リスク全般のヘッジおよび管理に使用される先渡金融商品に係る

収益および費用は、「受取（支払）利息および類似収益（費用）－マクロ・ヘッジ取引に係る純利益（損失）」

に比例ベースで計上される。未実現利益および損失は計上されない。

市場取引

証券取引所もしくは類似の市場または店頭において取引される商品、またはCRB規則第90-15号（改正後）の定

義における売買目的ポートフォリオに含まれる商品は、報告日の公正価値で測定される。

活発な市場が存在する場合、商品は、当該市場における相場価格で計上される。活発な市場が存在しない場合、

公正価値は、内部評価手法およびモデルを用いて決定される。

整備されたまたは類似の取引所で取引されている商品の実現損益および未実現損益は、損益に計上される。

非流動的市場（店頭市場）で取引されている商品または個別単独で保有する未決済ポジションを構成する商

品に係る利益および損失は、決済時、または（商品の種類に応じて）時の経過に応じて純損益に計上される。報告

日に、未実現損失に対して引当金が計上される。

かかる市場取引に関する利益および損失ならびに引当金の変動額は、損益計算書の「売買目的勘定に係る純利

益／（損失）」に計上される。

2.9　外国為替取引

外貨建債権債務、ならびにオフバランスシート・コミットメントに含まれる先渡外国為替取引は、決算日また

は同日の直近日の為替レートで換算される。

費用および収益は、取引日の為替レートで計上される。未収収益および未払費用は、決算日の為替レートで計上

される。
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支店に配分された資本金、在外支店の固定資産、ならびにユーロで購入した外貨建の短期投資および長期投資

の有価証券および株式投資は、取引日にユーロに換算される。短期投資有価証券に係る為替差損益のみが純損益

に計上される。

ただし、クレディ・アグリコル・エス・エーのフランス国外の持分に影響を及ぼす為替レートの恒久的な下落

が生じた場合、引当金を計上することがある。

各報告日において、先渡外国為替取引は、当該日の先渡為替レートで測定される。認識された利益または損失

は、損益計算書の「売買目的勘定に係る純利益／（損失）－外国為替取引および同種の金融商品に係る純利益／

（損失）」に計上される。

CRBF規則第89-01号に従い、クレディ・アグリコル・エス・エーは、多通貨会計を導入し、これにより通貨ポジ

ションの監視および為替リスクのエクスポージャーの測定が可能となった。

クレディ・アグリコル・エス・エーの外貨に対するオペレーティング・エクスポージャー総額は、2012年12月

31日現在、-1,073百万ユーロであった。2011年12月31日現在は-1,115百万ユーロであった。

次へ
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2.10　フランス国外の支店の統合

各支店は、それぞれが所在する国々において施行されている会計規則に従った個別の会計記録を保持してい

る。

各報告日において、各支店の貸借対照表および損益計算書は、フランスの会計規則に準拠するよう修正され、

ユーロに換算され、内部取引の相殺消去後に本店の決算に統合される。

ユーロへの換算のルールは以下のとおりである。

・貸借対照表項目は、決算日の為替レートで換算される。

・費用および収益は、取引日の為替レートで計上されるが、未収収益および未払費用は、決算日の為替レートで換

算される。

換算による差益または差損は、貸借対照表の「未収収益、前払金およびその他の資産」または「未払費用、繰延

収益およびその他の負債」に計上される。

2.11　オフバランスシート・コミットメント

オフバランスシート項目は、付与された融資コミットメントおよび保証コミットメントならびに受領した融資

コミットメントおよび保証コミットメントの未実行部分を反映している。

付与されたコミットメントが使用され、それがクレディ・アグリコル・エス・エーの損失につながる可能性が

高い場合、当該コミットメントに対して引当金が計上される。

オフバランスシート項目は、先渡金融商品または外国為替取引に関連するコミットメントについて含めていな

い。同様に、これらには、担保として差し入れられた政府短期証券、類似の有価証券およびその他の有価証券に関

して受領したコミットメントも含めていない。

これらの項目の詳細は、財務書類に対する注記25および注記26に記載されている。

2.12　従業員利益分配制度およびインセンティブ制度

従業員利益分配制度は、従業員の権利が確定した年度において、損益計算書に認識される。

インセンティブ制度は、2011年6月21日付契約が適用されている。

従業員利益分配制度およびインセンティブ制度に係る費用は、「従業員費用」に含まれる。

2.13　退職給付

2.13.1　退職給付および早期退職給付－確定給付制度

2004年1月1日より、クレディ・アグリコル・エス・エーは、退職給付債務および類似の給付債務の認識および

評価に関連して、2003年4月1日付CNC勧告第2003-R.01号を適用している。

この勧告に従い、クレディ・アグリコル・エス・エーは、確定給付制度の区分に該当する退職給付債務および

類似の給付債務を賄うために引当金を設定している。

これらの債務は、予測単位積増方式により、一連の数理計算上、財務上および人口統計上の仮定に基づいて記載

される。この方式では、各勤務期間の費用、すなわち当期に権利確定した従業員給付に対応する金額が計上され

る。この費用は割引後の将来給付に基づいて計算される。

数理計算上の差益および差損は直ちに損益計算書に計上されるため、引当金の金額は以下と等しくなる。
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・勧告が推奨する数理計算に従って計算した、報告日現在の確定給付債務の現在価値。

・（該当する場合）制度資産の公正価値を控除。その代表的なものとして適格な保険契約が挙げられる。このよ

うな保険契約により債務がすべてカバーされている場合には、保険契約の公正価値が、対応する債務の価値

（すなわち、対応する数理計算上の負債額）であるとみなされる。

改革（年金改革に関する2010年11月9日付法律第2010-1330号）が既存の協定（定年に関する数理計算上の仮

定のみ変更）を変更しない限り、これは数理計算上の仮定の更新とみなされ、制度の変更とはみなされない。この

点で、改革による影響額は、他の数理計算上の差益および差損と同様に、全額損益計算書に認識されなければなら

ない。

2.13.2　年金制度－確定拠出制度

雇用主は、様々な強制加入年金制度に拠出している。制度資産は独立した組織によって管理され、基金が当期お

よび過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な資産を保有して

いない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、クレディ・アグリ

コル・エス・エーには、終了した年度に関して支払う拠出金以外に負債はない。

これらの年金制度に関する拠出金額は「従業員費用」に認識される。

2.14　ストック・オプションおよび従業員持株制度に基づき従業員に提供される新株予約権

ストック・オプション制度

特定の区分の従業員に対して付与されるストック・オプション制度は、行使された場合に計上される。かかる

行使は、資本増加に関する要件に従って計上される株式発行、または「自己株式の買戻し」に記載の条件に従っ

て計上されている過去にクレディ・アグリコル・エス・エーが買い戻した自己株式の従業員への交付を伴う。

従業員持株制度に基づき従業員に提供される新株予約権

従業員持株制度に基づき従業員に提供される株式発行は、最高で20％割り引いた価格で提供され、権利確定期

間は定められていないが、5年間は権利行使ができないロックアップ期間が設けられている。かかる新株予約権

は、資本増加に関する要件に従って認識される。

2.15　特別損益

これは、その性質が臨時的で、クレディ・アグリコル・エス・エーの経常的な業務の一部を形成しない取引に

関連する収益および費用からなる。

2.16　法人所得税

通常は、納税額のみが親会社財務書類に計上される。

損益計算書に表示される税金費用は、当該報告期間における法人所得税納税額に相当する。これには、利益に対

する社会保険納付金3.3％、および250百万ユーロ超の収益を有する企業が支払う追加の法人所得税5％が含まれ

ている。

有価証券ポートフォリオおよび債権からの収益に対する税額控除は、当期に関連する法人所得税の支払に実質

的に使用される場合、関連する収益と同じ項目に認識される。対応する税金費用は、損益計算書の「法人所得税」
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の項目に計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、1990年度より連結納税制度を適用している。2012年12月31日現在、

1,311の企業がクレディ・アグリコル・エス・エーと連結納税契約を締結している。この契約に基づき、連結納税

制度の一部である会社はそれぞれの財務書類に、仮に連結納税制度が適用されていなかった場合の納税額を認識

する。

注記3　金融機関に対する貸出金および債権－残存期間別の分析

2012年12月31日
2011年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超

元本

合計

経過

利息
合計 合計

金融機関

貸出金および債権：

・要求払 13,979 13,979 13,979 14,076

・定期 10,42213,48165,3137,98197,197259 97,456120,656

担保差入有価証券

売戻し条件付買入有価証券 390 390 390

劣後ローン 500 1,3263,1945,020 9 5,029 6,876

合計 24,79113,98166,63911,175116,586268116,854141,608

減損 (4) (4)

正味帳簿価額 116,850141,604

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 2,227 2,227 2,227 1,978

定期預金および貸付金 62,07259,22080,07163,560264,923654265,577273,772

売戻し条件付買入有価証券

劣後ローン 15 15 15 15

合計 64,29959,22080,08663,560267,165654267,819275,765

減損

正味帳簿価額 267,819275,765

合計 384,669417,369

注記4　顧客に対する貸出金および債権－残存期間別の分析

2012年12月31日
2011年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超

元本

合計

経過

利息
合計 合計

顧客に対する貸出金および債権

売掛債権

顧客に対するその他の貸出金 174 204 983 1,1572,51819 2,537 2,651

売戻し条件付買入有価証券

当座貸越 102 102 102 335

減損 (1) (3)

正味帳簿価額 2,638 2,983

4.1　顧客に対する貸出金および債権－地域別分析

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 2,327 2,849
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その他のEU諸国 293 92

上記以外の欧州諸国

北アメリカ

中央・南アメリカ

アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を除く。）

日本

割当られていない国および国際機関

元本合計 2,620 2,941

経過利息 19 45

減損 (1) (3)

正味帳簿価額 2,638 2,983

4.2　顧客に対する貸出金および債権－貸倒懸念債権および減損：地域別分析

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）
残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

フランス（海外の領地

を含む。）
2,344 1 (1) 2,894 3 (3)

その他のEU諸国 295 92

上記以外の欧州諸国

北アメリカ

中央・南アメリカ

アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を

除く。）

日本

割当られていない国お

よび国際機関

合計 2,639 1 (1) 2,986 3 (3)

4.3　顧客に対する貸出金および債権－顧客タイプ別分析

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）
残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

個人顧客 136

農家

その他の中小企業

金融機関 996 1,012

企業 1,639 1 (1) 1,837 3 (3)

地方自治体 4 1

その他の顧客

合計 2,639 1 (1) 2,986 3 (3)

注記5　売買目的有価証券、短期投資有価証券、長期投資有価証券および中期ポートフォリオ有価証券
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2012年12月31日
2011年

12月31日

（百万ユーロ）
売買目的

有価証券

短期投資

有価証券

中期ポート

フォリオ

有価証券

長期投資

有価証券
合計 合計

政府短期証券および類似証券： 812 24,239 25,05121,343

　うち、残存プレミアム(純額) 1,450 1,450 988

　うち、残存ディスカウント（純額） 156 156 227

経過利息 1,470 1,470 1,054

減損 (10) (10) (310)

正味帳簿価額 812 25,699 26,51122,087

債券およびその他の利付証券
(1)
：

　公的機関による発行 329 1,633 1,962 1,515

　その他の発行体 505 27,583 28,08829,469

　　うち、残存プレミアム(純額) 291 291 206

　　うち、残存ディスカウント(純額) 28 28 31

経過利息 410 410 395

減損 (30) (30) (278)

正味帳簿価額 834 29,596 30,43031,101

株式およびその他の証券 24 427 451 638

経過利息

減損 (3) (3) (35)

正味帳簿価額 24 424 448 603

合計 1,670 55,719 57,38953,791

見積価額 1,670 57,451 59,12153,743

(1) うち、2012年12月31日現在、劣後債務8,949百万ユーロ（経過利息を除く。）（2011年12月31日現在、7,273百万ユーロ）。

5.1　売買目的有価証券、短期投資有価証券、長期投資有価証券および中期ポートフォリオ有価証券（政府短期証

券を除く。）－取引相手先の主要区分別の内訳

（百万ユーロ）
2012年12月31日

残高（純額）

2011年12月31日

残高（純額）

政府および中央銀行（中央政府を含む。） 1,962 1,516

信用機関 21,796 25,774

金融機関 1,365 509

地方自治体

企業、保険会社およびその他の顧客 5,378 3,824

その他および割当てられていない機関

元本合計 30,501 31,623

経過利息 410 395

減損 (33) (314)

正味帳簿価額 30,878 31,704

5.2 債券および株式における上場有価証券および非上場有価証券の内訳

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）

債券およ

びその他

の利付証

券

政府短期

証券およ

び類似

証券

株式およ

びその他

の証券

合計

債券およ

びその他

の利付証

券

政府短期

証券およ

び類似

証券

株式およ

びその他

の証券

合計

債券および株式： 30,05025,051451 55,55230,98421,343638 52,965

　うち、上場有価証券 20,37725,051 4 45,43222,72621,343 89 44,158
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　うち、非上場有価証券
(1) 9,673 447 10,1208,258 549 8,807

経過利息 410 1,470 1,880 395 1,054 1,449

減損 (30) (10) (3) (43) (278)(310)(35) (623)

正味帳簿価額 30,43026,511448 57,38931,10122,087603 53,791

(1) 投資信託の内訳は、次の通りである。フランスの投資信託は、25百万ユーロ（うち、フランスの非分配型ファンドは20百

万ユーロ）。外国投資信託は、4百万ユーロ（すべて外国の非分配型のファンド）。

投資信託の種類別の内訳（2012年12月31日現在） 

（百万ユーロ） 帳簿価額 純資産価額

MMF 20 20

債券ファンド

株式ファンド 5 11

その他の投資信託 4 2

合計 29 33

5.3 政府短期証券、債券およびその他の利付証券－残存期間別分析

2012年12月31日
2011年

12月31日

（百万ユーロ） 3ヶ月以内
3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超

元本

合計

経過

利息
合計 合計

債券およびその他の利付証券

総額 1,1101,60614,69412,64030,050410 30,460 31,379

減損 (30) (278)

正味帳簿価額 30,430 31,101

政府短期証券および類似証券

総額 1,94412,53610,57125,0511,47026,521 22,397

減損 (10) (310)

正味帳簿価額 26,511 22,087

5.4 政府短期証券、債券およびその他の利付証券－地域別分析

（百万ユーロ）
2012年12月31日

残高（純額）

2011年12月31日

残高（純額）

フランス（海外の領地を含む。） 39,493 36,189

その他のEU諸国 12,358 13,579

上記以外の欧州諸国 977 541

北アメリカ 1,423 1,596

中央・南アメリカ

アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を除く。） 850 422

日本

元本合計 55,101 52,327

経過利息 1,880 1,449

減損 (40) (588)

正味帳簿価額 56,941 53,188

注記6　株式投資および子会社

財務情報 (単位：百万原通貨) (単位：百万ユーロ) (単位：百万ユーロ)
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会社名 住所 通貨

資本金

2012年

12月31日

資本金以外の

株主持分

2012年

12月31日

所有割

合

（％）

2012年

12月31

日

投資の帳簿価額
当行により実

施され未返済

の貸出金およ

び債権残高

当行により

付与された

保証および

その他のコ

ミットメン

ト

2012年12月31

日終了事業年

度の銀行業務

純益または収

益（VAT控除

後）
(2)

2012年12月31

日終了事業年

度の純利益

当事業年

度におけ

る当行の

受取配当

金総額 正味額

帳簿価額がクレディ・アグリコル・エス・エーの資本金の1％を超える投資

1) 銀行業務を行う子会社への投資（50％超を所有）

バンコ・ビ

セル

832コリエン

テス、 1°ピ

ソ、 ロザリ

オ、 サンタ

・フェ、アル

ゼンチン

アルゼン

チン・ペ

ソ

N.A. N.A. 99 237 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

カリパルマ

43121　ユニ

バーシタ 1、

パルマ、イタ

リア

ユーロ 877 3,072
(1) 75 5,006 3,438 2,840 359 1,723

(1)
204
(1) 82

クレディ・

アグリコル

・スビジャ

4-6　ブレー

ス・リニカ

ラ、 21000、

ノビ・サッ

ド、セルビア

共和国

セルビ

ア・

ディ

ナール

13,122(4,345)
(1) 100 249 68 164 11 48

(1)
(4)
(1)

クレディ・

デュ・マ

ロック

48-58 ムハ

ンマド5世大

通り、カサブ

ランカ、モ

ロッコ

モロッ

コ・

ディル

ハム

922 1,908
(1) 77 309 309 350 251

(1)
28
(1) 18

エンポリキ

・バンク・

オブ・グ

リース

11 ソフォク

レス通り、

10235、 アテ

ネ、ギリシャ

ユーロ 2,512 165
(1) 100 8,401 2,092 1,114

(1)
(1,694)

(1)

EFLエス・

エー

1　オラット

・ウオス

キッチ、

53605、ウオ

クロー、ポー

ランド

ポーラ

ンド・

ズロチ

674 122
(1) 100 355 346 208 786 129

(1)
15
(1) 14

PJSCクレ

ディ・アグ

リコル・

ユークレー

ン

42/4 プシュ

キンスカ通

り、キエフ、

01004、ウク

ライナ

ウクラ

イナ・

フリヴ

ニャ

1,222 (332)
(1) 100 360 144 110 76 84

(1)

クレディ・

アグリコル

・ポルスカ

・エス・

エー

1　オラット

・ウオス

キッチ、

53605、ウオ

クロー、ポー

ランド

ポーラ

ンド・

ズロチ

1 344
(1) 77 456 456 380 24

(1)
24
(1) 14

クレディ・

アグリコル

・コーポ

レート・ア

ンド・イン

ベストメン

ト・バンク

9 プレジダ

ン－ポール

－ドゥメー

ル河岸、

92400、クー

ルブヴォワ

ユーロ 7,255 2,328
(1) 97 17,82216,17514,820 3,072246,993

(1)
697
(1) 630

アムンディ

・グループ

90 パス

トゥール大

通り - イ

マーブル・

コタンタン、

75015、パリ

ユーロ 417 1,155
(1) 74 3,341 3,341 1,553 1 1,748

(1)
1,759

(1) 171
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クレディ・

アグリコル

・リーシン

グ・アンド

・ファクタ

リング

1-3 パッ

サー－ドゥ

－ブーロー

ニュ通り、

92861、イ

シィ－レ－

ムリノー

ユーロ 195 565
(1) 100 839 839 13,795 2,426 36

(1)
(179)

(1)

クレディ・

アグリコル

・コンシュ

マー・フィ

ナンス

128-130 ラ

スパイユ大

通り、75006、

パリ

ユーロ 347 2,377
(1) 100 5,638 4,389 34,307 4,4353,057

(1)
175
(1) 115

クレディ・

リヨネ

18 レピュブ

リック通り、

69002、リヨ

ン

ユーロ 1,848 1,443
(1) 95 10,89710,89713,682 6,018

(1)
624
(1) 522

クレディ・

アグリコル

・ホーム・

ローンSFH

91-93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユーロ 550 3
(1) 100 550 550 30 10

(1)
2
(1) 2

フォンカリ

ス

91-93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユーロ 225 129
(1) 100 320 320 650 12

(1)
32
(1) 30

2) 銀行業務を行う関係会社への投資（10％から50％を所有）

バンコ・エ

スピリト・

サント

アベニダ・

リベルタデ

195-1250、リ

スボン、ポル

トガル

ユーロ 5,040 1,274
(1) 11 779 501 4,412

(1)
(133)

(1)

バンクイン

テル

パセオ・デ

・ラ・カス

テラナ、 29、

28046、マド

リード、スペ

イン

ユーロ 169 2,852
(1) 15 889 263 2,706

(1)
181
(1) 16

クレディ・

アグリコル

・エジプト

SAE

4/6　ハッサ

ン通り、ザマ

レック、カイ

ロ、エジプト

エジプ

ト・ポ

ンド

1,148 546
(1) 47 258 210 268

(1)
37
(1) 11

クレディ・

ロジュモン

50 セバスト

ポル大通り、

75003、パリ

ユーロ 1,260 120
(1) 17 215 215 204 321

(1)
89
(1) 14

ケス・ドゥ

・ルフィナ

ンスモン・

ドゥ・ラビ

タ

35 ラ・ボエ

スィ通り、

75008、パリ

ユーロ 300 11
(1) 25 77 77 4

(1)
1
(1)

アルプ・プ

ロヴァンス

地域金庫

25 トロワ－

シプレ通り、

13097、エク

ス－アン－

プロヴァン

ス、セデック

ス 2

ユーロ 114 1,198 25 210 210 8,103 946 411 81 5

アルザス・

ヴォージュ

地域金庫

1 ラ・ガー

ル広場、BP

440、67008、

ストラス

ブール、セ

デックス

ユーロ 48 935 25 131 131 5,815 601 267 65 5
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アンジュー

・エ・メー

ヌ地域金庫

40 プレマル

ティーヌ通

り、72000、ル

・マン

ユーロ 211 1,606 25 234 234 7,989 1,175 466 112 8

アキテーヌ

地域金庫

304 プレジ

ダン－ウィ

ルソン大通

り、33076、ボ

ルドー、セ

デックス

ユーロ 129 2,029 29 310 310 8,647 350 521 114 11

アトラン

ティーク・

ヴァンデ地

域金庫

ルート・

ドゥ・パリ、

44949、ナン

ト、セデック

ス

ユーロ 113 1,409 25 196 196 9,775 1,048 433 110 8

ブリ・ピカ

ルディー地

域金庫

500 サン－

フュシアン

通り、80095、

アミアン

ユーロ 277 1,976 26 391 391 10,296 420 591 166 19

サントル・

エスト地域

金庫

1 ピエール

－ドゥ－ト

リュシ－

ドゥ－レイ

通り、69541、

シャンパー

ニュ－オ－

モン－ドー

ル

ユーロ 191 2,863 25 323 323 12,796 1,574 704 204 17

サントル・

フランス地

域金庫

3 リベラシ

オン通り、

63045、クレ

ルモン－

フェラン、セ

デックス 9

ユーロ 146 2,330 25 318 318 9,355 1,600 506 116 10

サントル・

ロワール地

域金庫

8 コレー

ジュ通り、

18920、ブー

ルジュ、セ

デックス

ユーロ 56 1,174 28 175 175 7,626 942 381 85 8

サントル・

ウエスト地

域金庫

29 ヴァン

トー大通り、

BP 509、

87044、リ

モージュ、セ

デックス

ユーロ 58 657 25 89 89 3,245 429 194 47 4

シャンパー

ニュ・ブル

ゴーニュ地

域金庫

269 フォー

ブール・ク

ロンセル、

10000、トロ

ワ

ユーロ 112 1,032 25 114 114 5,798 1,039 355 81 7

シャラント

－マリ

ティーム - 

ドゥー－

セーヴル地

域金庫

12 ギュイエ

－マイエ大

通り、17100、

サント

ユーロ 53 1,090 25 130 130 5,545 508 322 83 7

シャラント

・ペリゴー

ル地域金庫

エパニャッ

ク通り、BP

21、16800、ソ

ワイヨー

ユーロ 96 637 25 77 77 3,584 700 241 45 4
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コルシカ地

域金庫

1 ナポレオ

ン3世通り、

BP 308、

20193 ア

ジャクシオ

ユーロ 99 (46) 100 99 87 835 99 72 9

コート・ダ

ルモール地

域金庫

ラ－クロワ

－チュアル、

22440、プル

フラガン

ユーロ 92 818 25 118 118 3,938 300 238 62 5

ノルマン

ディー地域

金庫

5 エスプラ

ナード・ブ

リヨー－

ドゥ－ロー

ジャルディ

エール、

14050、カー

ン、セデック

ス

ユーロ 131 1,408 25 205 205 7,675 850 400 85 6

サヴォワ地

域金庫

PAE レ・グ

レザン、4 プ

レ－フェラ

ン通り、

74985、アヌ

シー、セデッ

クス 9

ユーロ 188 1,227 25 152 152 15,635 1,201 484 130 10

フィニス

テール地域

金庫

7 ルート・

デュ・ロ

シュ、29555、

カンペール、

セデックス

9

ユーロ 100 891 25 135 135 5,194 741 277 62 5

フランシュ

－コンテ地

域金庫

11 エリゼ－

キュズニエ

通り、25084、

ブザンソン、

セデックス

9

ユーロ 78 789 25 109 109 6,466 750 276 58 5

イル－エ－

ヴィレーヌ

地域金庫

19 プレ－ペ

ルシェ通り、

BP 2025X、

35040、レン

ヌ、セデック

ス

ユーロ 92 859 25 122 122 5,820 567 250 54 5

ロワール・

オート－ロ

ワール地域

金庫

94 ベルグソ

ン通り、

42000、サン

－テチエン

ヌ

ユーロ 31 962 25 131 131 5,541 416 268 67 5

ロレーヌ地

域金庫

56-58 アン

ドレ－マル

ロー通り、

54017、メッ

ツ、セデック

ス

ユーロ 32 906 25 115 115 5,479 650 244 47 4

ラングドッ

ク地域金庫

モンペリエ

レ－モーラ

ン通り、

34977、ラッ

ト、セデック

ス

ユーロ 202 1,882 25 239 239 11,935 1,812 633 165 13
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モルビアン

地域金庫

ケランガン

通り、56956、

ヴァンヌ、セ

デックス 9

ユーロ 81 665 25 92 92 4,302 678 221 45 4

ノール・

ドゥ・フラ

ンス地域金

庫

10 フォシュ

通り、BP

369、59020、

リール、セ

デックス

ユーロ 179 2,462 25 378 378 11,297 1,000 585 90 16

ノール・ミ

ディ－ピレ

ネー地域金

庫

219 フラン

ソワ－ヴェ

ルディエ通

り、81022、ア

ルビ、セデッ

クス 9

ユーロ 125 1,376 25 181 181 6,971 1,000 425 100 8

ノール－エ

スト地域金

庫

25 リベルジ

エ通り、

51100、ラン

ス

ユーロ 213 1,724 26 266 266 9,170 1,937 409 75 7

ノルマン

ディー・

セーヌ地域

金庫

シテ・ドゥ

・ラグリク

ルチュール、

BP 800、

76230、ボワ

－ギュイ

ヨーム、セ

デックス

ユーロ 92 1,184 25 162 162 6,992 500 368 100 8

パリ・エ・

イル－ドゥ

－フランス

地域金庫

26 ラペ河

岸、75012、パ

リ

ユーロ 114 3,401 25 488 488 16,277 3,300 965 271 23

プロヴァン

ス・コート

・ダジュー

ル地域金庫

ポール－ア

レーヌ－レ

－ネガディ

通り、83002、

ドラギニャ

ン

ユーロ 83 1,392 25 166 166 8,551 1,153 492 109 9

ピレネー・

ガスコー

ニュ地域金

庫

11 プレジダ

ン・ケネ

ディ大通り、

BP 329、

65003、タル

ブ、セデック

ス

ユーロ 59 1,185 25 139 139 7,207 1,229 363 88 7

シュド・

ローヌ－ア

ルプ地域金

庫

15-17 ポー

ル－クロー

デル通り、BP

67、38041、グ

ルノーブル、

セデックス

9

ユーロ 70 1,197 25 138 138 8,492 1,325 448 104 8

トゥールー

ズ地域金庫

6-7 ジャン

ヌ・ダルク

広場、31000、

トゥールー

ズ

ユーロ 74 722 26 110 110 4,010 400 264 60 4

トゥレーヌ

・エ・ポワ

トゥ地域金

庫

18 サルバ

ドール－ア

ランド通り、

86000、ポワ

ティエ

ユーロ 98 1,034 26 168 168 5,976 703 297 56 5
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ヴァル・

ドゥ・フラ

ンス地域金

庫

1 ダニエル

－ブテ通り、

28000、シャ

ルトル

ユーロ 43 848 25 104 104 3,989 425 246 64 5

3) その他の関係会社への投資（50％超を所有）

CAプリ

ファード・

ファンディ

ングLLC

666 サード

・アヴェ

ニュー、

ニューヨー

ク、ニュー

ヨーク

10017 アメ

リカ合衆国

米ドル 154 9
(1) 67 98 98

クレディ・

アグリコル

・アシュラ

ンス

50-56 プロ

セシオン通

り、75015、パ

リ

ユーロ 1,163 7,091
(1) 100 8,205 8,205 1,095 708 15

(1)
516
(1) 2,100

クレディ・

アグリコル

・キャピタ

ル・アン

ヴェスティ

スモン・エ

・フィナン

ス

100 モンパ

ルナス大通

り、75014、パ

リ

ユーロ 688 429
(1) 100 1,145 1,145 366 1

(1)
(43)

(1)

クレディ・

アグリコル

・イモビリ

エ

91-93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユーロ 125 31
(1) 100 296 296 59 10 28

(1)
25
(1) 9

デルフィナ

ンス

12 合衆国広

場、92127 モ

ンルージュ、

セデックス

ユーロ 151 87
(1) 100 171 171 25

(1)
117
(1) 116

D2 CAM

12 合衆国広

場、92127 モ

ンルージュ、

セデックス

ユーロ 112 (1)
(1) 100 112 112 25 (11)

(1)

エバーグ

リーン・モ

ンルージュ

91/93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユーロ 320 (34)
(1) 100 320 320 35 21

(1)
(17)

(1)

CPRホール

ディング

9 プレジダ

ン－ポール

－ドゥメー

ル河岸、

92400、クー

ルブヴォワ

ユーロ 78 126
(1) 100 256 214 5

(1)
4
(1)

CACEIS

1-3 ヴァル

ベール広場、

75013、パリ

ユーロ 602 920
(1) 85 1,313 1,313 60 8,960 14

(1)
(363)

(1) 107

4) その他の投資（10％から50％を所有）

ベスパー

62　ルア・サ

オ・ベルナ

ルド、

1200-826、リ

スボン、ポル

トガル

ユーロ 1,973 266
(1) 17 427 271 59

(1)
58
(1)

ユーラゼオ

32 モンソー

通り、75008、

パリ

ユーロ 202 3,288
(1) 18 497 497 65

(1)
49
(1) 14
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帳簿価額がクレディ・ア

グリコル・エス・エーの

資本金の1％未満である投

資

ユーロ 836 769 8,959 5,722 754 128
(1) 80

子会社および関係会社合

計
77,19162,453354,90560,138283,5485,5304,340

出資性貸付金および経過

利息
ユーロ 69 63

帳簿価額 77,26062,516354,90560,138283,5485,5304,340

(1) 2011年度の数値。

(2) 地域金庫の銀行業務純益および他の事業体の収益（VAT控除後）である。

6.1　株式投資の見積価額

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額 見積価額 帳簿価額 見積価額

子会社および関連会社に対する投資

非上場有価証券 66,877 66,90757,97166,190

上場有価証券 567 622 4,630 765

出資性貸付金 11 4 2,012 1,304

経過利息 30 1

減損 (13,657) (6,913)

正味帳簿価額 53,828 67,53357,70168,260

株式投資およびその他の長期株式投資

　株式投資

　非上場有価証券 6,888 6,8896,948 6,970

　上場有価証券 2,858 2,0385,068 2,765

　出資性貸付金 26 24 86 83

　経過利息 3 7

　減損 (1,088) (2,255)

株式投資の小計 8,687 8,9519,854 9,818

　その他の長期株式投資

　非上場有価証券 1 1 1 1

　上場有価証券

　出資性貸付金

　経過利息

　減損

その他の長期株式投資の小計 1 1 1 1

正味帳簿価額 8,688 8,9529,855 9,819

株式投資合計 62,516 76,48567,55678,079

見積価額には、出資性貸付金および経過利息が含まれている。これらは、有価証券の使用価値に基づいて算定されており、使

用価値は必ずしも市場価額ではない。

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額 見積価額 帳簿価額 見積価額

総額合計

非上場有価証券 73,766 64,920

上場有価証券 3,425 9,699

合計 77,191 74,619

注記7　固定資産の変動

7.1　金融投資
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（百万ユーロ）

2012年

1月1日

増加

(取得)

減少

(処分)

(期日)

その他の変動
(1)

2012年

12月31日

子会社および関連会社に対する投資

　総額 62,6015,202 (358) (1) 67,444

　出資性貸付金 2,012 19 (2,020) 11

　経過利息 1 30 (1) 30

　減損 (6,913)(7,492)748 (13,657)

正味帳簿価額 57,701(2,241)(1,631) (1) 53,828

株式投資

　総額 12,016 262 (2,532) 9,746

　出資性貸付金 86 (60) 26

　経過利息 7 2 (6) 3

　減損 (2,255)(1,676)2,843 (1,088)

株式投資の小計 9,854(1,412)245 8,687

その他の長期株式投資

　総額 1 1

　出資性貸付金

　経過利息

　減損

その他の長期株式投資の小計 1 1

正味帳簿価額 9,855(1,412)245 8,688

合計 67,556(3,653)(1,386) (1) 62,516

(1) 「その他の変動」は、外貨で計上される固定資産の価値への為替レートの変動による影響を含む。

7.2　無形資産および有形固定資産

（百万ユーロ）

2012年

1月1日

増加

(取得)

減少

(処分)

(期日)

その他の変動
(1)

2012年

12月31日

有形固定資産

　総額 345 98 (202) 241

　減価償却費および減損 (187) (5) 103 (89)

正味帳簿価額 158 93 (99) 152

無形資産

　総額 79 15 94

　減価償却費および減損 (38) (10) (48)

正味帳簿価額 41 5 46

合計 199 98 (99) 198

(1) 「その他の変動」は、外貨で計上される固定資産の価値への為替レートの変動による影響を含む。

注記8　自己株式

2012年12月31日 2011年12月31日

売買目的有価証券 短期投資有価証券 固定資産 合計 合計

株式数 5,115,000 2,204,186 7,319,1866,969,381

（百万ユーロ）

帳簿価額 31 14 45 30

市場価額 31 13 44 30
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株式1株当たりの額面金額：3.00ユーロ

注記9　未収収益、前払金およびその他の資産

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

その他の資産
(1)

　買建金融オプション 394 428

　棚卸資産およびその他

　その他の債権 5,527 5,075

　持続可能な開発貯蓄口座(LDD)の債券の共同管理

　決済勘定

正味帳簿価額 5,921 5,503

株主に対する債権－未払込資本金

株主に対する債権－未払込資本金

正味帳簿価額

未収収益および前払金

　その他の銀行からの未達項目 5,390 4,993

　調整勘定 12,904 10,426

　金融商品に係る未実現損失および繰延損失 207 244

　先渡金融商品に係るコミットメントの未収収益 4,934 4,885

　その他の未収収益 472 395

　前払費用 1,815 680

　社債発行および償還プレミアム 141 162

　繰延費用 279 288

　その他の未収収益、前払金およびその他の資産 36 10

正味帳簿価額 26,178 22,083

合計 32,099 27,586

(1) 経過利息を含む金額である。

注記10　資産から控除された減損損失

（百万ユーロ）

2012年

1月1日

現在残高

減損
戻入および利

用
増加

その他の

変動

2012年

12月31日

現在残高

現金、短期金融市場

および銀行間項目
314 149 (449) 14

顧客に対する貸出金および債権 3 (2) 1

有価証券取引 321 140 (426) 35

固定資産
(1) 9,168 9,169(3,592) 14,745

その他の資産 64 8 (1) (7) 64

合計 9,870 9,466(4,470) (7) 14,859

(1) 2012年度において、5,577百万ユーロの減損純額が「固定資産」の項目に計上された。この変動は主として、2012年2月お

よび7月に行われたエンポリキの資本再編成取引による総額3,612百万ユーロならびに年度末における減損テストに起因

した。これにより、クレディ・アグリコル・コンシュマー・フィナンスに対する株式投資につき1,249百万ユーロ、カリパ

ルマに対する株式投資につき909百万ユーロおよびクレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント

・バンクに対する株式投資につき907百万ユーロの減損損失が追加計上された。これらの減損は、インテーザの売却によ

る引当金の戻入1,161百万ユーロにより一部相殺された。

注記11　金融機関に対する債務－残存期間別の分析
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2012年12月31日
2011年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 元本合計 経過利息 合計 合計

金融機関

預金および当座借越：

　・要求払 15,815 15,815 8 15,8236,724

　・定期 11,5404,32948,32617,84782,042 890 82,93282,925

担保有価証券 12,216

買戻し条件付売却有価証券 308 484 14 77 883 1 88424,387

帳簿価額 27,6634,81348,34017,92498,740 899 99,639126,252

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 2,092 2,092 2,0923,164

定期預金および借入金 9,3386,70214,76516,54547,350 453 47,80341,801

売戻し条件付買入有価証券

帳簿価額 11,4306,70214,76516,54549,442 453 49,89544,965

合計 39,09311,51563,10534,469148,1821,352149,534171,217

次へ
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注記12　顧客に対する債務－残存期間別の分析

2012年12月31日
2011年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 元本合計 経過利息 合計 合計

当座勘定－貸方 1,186 1,186 1,1861,417

特別貯蓄預金 160,02511,98315,0372,280189,325 189,325180,962

　・要求払 114,735 114,735 114,735105,226

　・定期 45,29011,98315,0372,28074,590 74,59075,736

顧客に対するその他の債務 936 491 11,5312,01914,977 559 15,53626,192

　・要求払 332 332 332 201

　・定期 604 491 11,5312,01914,645 559 15,20425,991

買戻し条件付売却有価証券 2,763 43 2,806 2,80610,341

帳簿価額 164,91012,51726,5684,299208,294559208,853218,912

12.1　顧客に対する債務－地域別の分析

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 206,200 215,964

その他のEU諸国 2,094 2,184

その他の欧州諸国 113

北アメリカ

中米・南アメリカ

アフリカおよび中東

アジア太平洋地域（日本を除く。）

日本

割当てられていない国および国際機関

元本合計 208,294 218,261

経過利息 559 651

帳簿価額 208,853 218,912

12.2　顧客に対する債務－顧客タイプ別の分析

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

個人顧客 169,750 163,435

農家 13,064 12,171

その他の中小企業 10,195 9,897

金融機関 10,309 26,948

企業 1,880 3,341

地方自治体 319 196

その他の顧客 2,777 2,273

元本合計 208,294 218,261

経過利息 559 651

帳簿価額 208,853 218,912

注記13　債務証券－残存期間別の分析

2012年12月31日
2011年

12月31日
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（百万ユーロ）

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超

元本

合計

経過

利息
合計 合計

利付証券

短期金融商品 1,0705,5157,79614,381 262 14,643

譲渡性債務証券
(1) 5,8518,453 732 131 15,167 42 15,20928,714

債券 1,8668,81023,63220,38054,6881,39856,08653,473

その他の債務証券

帳簿価額 7,71718,33329,87928,30784,2361,70285,93882,187

(1) このうち、1,448百万ユーロは海外で発行されている。

13.1　債券（発行通貨別）

（百万ユーロ）

残存期間

1年以内

残存期間

1年超

5年以内

残存期間

5年超

2012年

12月31日

現在残高

2011年

12月31日

現在残高

ユーロ 8,87817,77219,740 46,390 43,182

固定金利 3,00211,71116,670 31,383 26,244

変動金利 5,8766,0613,070 15,007 16,938

その他のEU諸国の通貨 2 99 306 407 864

固定金利 306 306 299

変動金利 2 99 101 565

米ドル 175 3,226 3,401 4,137

固定金利 99 2,266 2,365 1,677

変動金利 76 960 1,036 2,460

日本円 249 1,947 334 2,530 2,159

固定金利 126 917 246 1,289 1,513

変動金利 123 1,030 88 1,241 646

その他の通貨 1,371 589 1,960 2,070

固定金利 548 589 1,137 1,229

変動金利 823 823 841

元本合計 10,67523,63320,380 54,688 52,412

固定金利 3,77515,48317,222 36,480 30,962

変動金利 6,9008,1503,158 18,208 21,450

経過利息 1,398 1,061

帳簿価額 56,086 53,473

注記14　未払費用、繰延収益およびその他の負債

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

その他の負債
(1)

交換取引 (売買目的有価証券)

株式貸借取引に関連する負債

売建金融オプション 132 133

決済・取引勘定 4

その他の債務 5,135 4,766

有価証券に対する未払金 72 36

帳簿価額 5,343 4,935

未払費用および繰延収益

その他の銀行からの未達項目 6,250 6,318

調整勘定 11,693 8,688

金融商品に係る未実現利益および繰延利益 122 194

前受収益 4,188 2,304
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先渡金融商品に係るコミットメントの未払費用 3,828 3,866

その他の未払費用 650 695

その他の未払費用および負債 20 51

帳簿価額 26,751 22,116

合計 32,094 27,051

(1) 経過利息を含む金額である。

注記15　引当金

（百万ユーロ）

2012年
1月1日

現在残高
繰入額

取崩した

戻入額

未使用

戻入額

その他

の変動

2012年
12月31日

現在残高

引当金

退職給付および類似の給付 225 28
(6) (1) (28) 224

従業員へのその他の負債 4 1 5

融資コミットメントの実行リスク 204 136 (12) (22) (9) 297

税金訴訟
(1) 67 67

その他の訴訟 29 95 (14) (48) (2) 60

カントリー・リスク

信用リスク

リストラクチャリング

法人所得税
(2) 381 78 (85) 374

株式投資
(3) 4 26 (4) 26

業務リスク

住宅購入貯蓄制度赤字リスク
(4) 283 54 (74) 263

その他の引当金
(5) 1,125 1,539 (17) (1,095) 1,552

帳簿価額
(7) 2,322 1,957 (44) (1,328) (39) 2,868

(1) 受領した税額調整通知に関する引当金。

(2) 主に、連結納税制度による子会社の税金負債からなる。

(3) 合弁事業、EIG、資本性金融商品の不動産リスクを含む。

(4) 下記注記16を参照。

(5) EIG投資リスクへの引当金を含む。

(6) 2012年12月31日現在の従業員への負債の増加は主として、確定給付制度およびその他の長期給付に基づく債務の評価に

用いる基準利率が著しく引き下げられたことによるものであった。

(7) 2012年度において、「引当金」の項目内で546百万ユーロの変動があった。この変動は主として、2013年2月1日に完了した

エンポリキの売却に関連した942百万ユーロの繰入額（2013年に実行された資本再編成に係る585百万ユーロを含む。）

によるものであった。これは、長期投資ポートフォリオにおけるヘッジ対象に対する引当金の戻入純額395百万ユーロに

より相殺されている。

注記16　住宅購入貯蓄契約

住宅購入貯蓄勘定および制度に基づき貯蓄期間中に徴収される預金

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満 6,388 2,329

4年から10年
(1) 22,906 44,439

10年超
(1) 31,164 16,331

住宅購入貯蓄制度合計 60,458 63,099

住宅購入貯蓄勘定合計 11,577 12,199

住宅購入貯蓄契約に基づき徴収される預金合計 72,035 75,298

(1) 4.5％で運用される住宅購入貯蓄制度は、2012年度において「10年超」の区分に振り替えられた。

期間は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従い決定される。
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顧客預金残高は、政府の補助金を含まない。

住宅購入貯蓄勘定および制度に対する引当金

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満

4年から10年
(1) 37

10年超
(1) 241 222

住宅購入貯蓄制度合計 241 259

住宅購入貯蓄勘定合計 22 24

住宅購入貯蓄契約に対する引当金総額 263 283

(1) 4.5％で運用される住宅購入貯蓄制度は、2012年度において「10年超」の区分に振り替えられた。

期間は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従い決定される。

引当金の変動

（百万ユーロ） 2012年1月1日 繰入額 戻入額 2012年12月31日

住宅購入貯蓄制度 259 (18) 241

住宅購入貯蓄勘定 24 (2) 22

住宅購入貯蓄契約に対する引当金総額 283 (20) 263

2012年12月31日現在の住宅購入貯蓄契約に対する引当金の戻入は、算定モデルが更新されたことに起因してい

る。

当該モデルの主な変更は、住宅購入貯蓄制度および住宅購入貯蓄勘定における流出規則が見直されたことなら

びに現行の市場の状況を反映するための流動性要素が追加されたことによるものであった。

注記17　従業員に対する負債－退職給付、確定給付制度

数理計算上の債務の変動

（百万ユーロ） 2012年度 2011年度

前年度12月31日現在の数理計算上の債務 217 233

当期勤務費用 8 11

利息費用 10 9

従業員の拠出

給付制度の変更、撤廃および清算

範囲の変更 (4) 1

早期退職給付金

給付支払額 (16) (15)

数理計算上の（利益）／損失 8 (22)

当年度12月31日現在の数理計算上の債務 223 217

損益計算書に認識された費用の内訳

（百万ユーロ） 2012年度 2011年度

勤務費用 8 11

利息費用 10 9

資産に係る期待収益 (7) (8)

過去勤務費用の償却

数理計算上の純（利益）／損失 12 (21)

給付制度の変更、撤廃および清算から生じた利益／（損失）の償却
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その他の利益／（損失）

損益計算書に認識された費用純額 23 (9)

制度資産の公正価値の変動

（百万ユーロ） 2012年度 2011年度

前年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 212 219

資産に係る期待収益 7 8

数理計算上の（利益）／損失 (5) (1)

雇用主の拠出 3

従業員の拠出

給付制度の変更、撤廃および清算

範囲の変更 (15) 1

早期退職給付金

給付制度に基づき支払われる給付金額 (14) (15)

当年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 188 212

引当金の変動

（百万ユーロ） 2012年度 2011年度

前年度12月31日現在の（引当金）／資産 (5) (14)

雇用主の拠出 3

範囲の変更 (12)

雇用主による直接支払額 1

損益計算書に認識された費用純額 (23) 9

当年度12月31日現在の（引当金）／資産 (36) (5)

注記18　一般銀行業務リスク引当金（FGBR）

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

一般銀行業務リスク引当金（FGBR） 939 904

帳簿価額 939 904

注記19　劣後債務－残存期間別分析

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 元本合計 経過利息 合計 合計

期限付劣後債務 283 1,4192,36216,10220,16629320,459 22,632

　ユーロ 231 1,4192,36213,94717,95927218,231 20,384

　その他のEU諸国の通貨 551 551 2 553 540

　米ドル 52 1,6041,656 19 1,675 1,708

　スイス・フラン

　日本円

　その他の通貨

利益参加型有価証券・ローン

その他の期限付劣後ローン

永久劣後債務
(1) 11,60411,60415511,759 13,968

　ユーロ 7,5687,568 93 7,661 8,174

　米ドル 2,8352,835 25 2,860 3,390

　その他の通貨 1,2011,201 37 1,238 2,404

地方金庫の預託勘定

相互保証預託金
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帳簿価額 283 1,4192,36227,70631,77044832,218 36,600

(1) 永久劣後債務の残存期間は5年超に含まれている。

注記20　株主持分の変動（利益処分前）

（百万ユーロ） 資本金 法定準備金 積立金

資本

剰余金、

準備金お

よび利益

剰余金

為替差額金お

よび再評価差

額金

法定引当金

および

投資助成金

純利益
株主持分合

計

2010年12月31日現在の残高7,205 5661,31727,121 2 (552)35,659

2010年度に支払われた株式配

当金または利息
(167) (167)

資本金の変動 289 289

資本剰余金および準備金の変

動

623 623

親会社の2010年度純利益処分

額

(552) 552

利益剰余金の減少 (914) (914)

2011年度純利益 (3,656)(3,656)

その他の変動 6 6

2011年12月31日現在の残高7,494 5661,31726,111 8 (3,656)31,840

2011年度に支払われた株式配

当金または利息

資本金の変動

資本剰余金および準備金の変

動

親会社の2011年度純利益処分

額
(3,656) 3,656

利益剰余金の減少

2012年度純利益 (4,235)(4,235)

その他の変動 23 23

2012年12月31日現在の残高7,494 5661,31722,455 31 (4,235)27,628

注記21　資本構成

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

株主持分 27,628 31,840

一般銀行業務リスク引当金（FGBR） 938 904

劣後債務および利益参加型有価証券 32,218 36,600

相互保証預託金

資本合計 60,784 69,344

注記22　子会社および関連会社との取引ならびに株式投資

2012年12月31日現在の残高2011年12月31日現在の残高

（百万ユーロ）
子会社および関連会社との

取引ならびに株式投資

子会社および関連会社との

取引ならびに株式投資

貸出金および債権 364,871 404,730

信用機関およびその他の金融機関 352,712 393,672

顧客 2,193 2,469
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債券およびその他の利付証券 9,966 8,589

債務 124,434 136,831

信用機関およびその他の金融機関 108,424 127,594

顧客 741 803

債務証券および劣後債務 15,269 8,434

付与コミットメント 60,138 58,678

信用機関に付与される融資コミットメント 35,680 33,292

顧客に付与される融資コミットメント

信用機関およびその他の金融機関に付与される保証 20,897 21,531

顧客に付与される保証 3,561 3,855

売戻しオプションにより取得される有価証券

その他の付与コミットメント

注記23　外貨建て取引

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 資産 負債 資産 負債

ユーロ建て 497,513 468,931 512,664 495,089

その他のEU諸国の通貨建て 2,746 4,149 3,813 4,723

スイス・フラン建て 12,170 8,500 11,778 6,262

米ドル建て 11,996 23,830 26,189 35,631

日本円建て 377 2,549 536 2,194

その他の通貨建て 1,236 1,303 1,219 1,421

総額 526,038 509,262 556,199 545,320

未収収益、前払金ならびにその他の資産および

負債
29,032 30,813 24,922 25,713

減損 (14,995) (10,088)

合計 540,075 540,075 571,033 571,033

注記24　外国為替取引、貸付および借入

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 受領予定 引渡予定 受領予定 引渡予定

外貨建て 529 532 1,151 1,107

ユーロ建て 53 50 56 100

直物為替取引 582 582 1,207 1,207

外貨建て 24,369 11,876 26,114 17,922

ユーロ建て 6,965 19,199 8,989 16,387

先物取引 31,334 31,075 35,103 34,309

外貨建ての貸付および借入 1,919 1,095 962 429

外貨建ての貸付および借入 1,919 1,095 962 429

合計 33,835 32,752 37,272 35,945

注記25　金融先物商品

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ）
ヘッジ

取引
その他 合計 合計

先物および先渡 736,815 691,4471,428,262 1,384,448

取引所取引
(1)

金利先物
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通貨先物

株式および株式インデックス商品

その他先物

店頭取引
(1) 736,815 691,4471,428,262 1,384,448

金利スワップ 734,869 691,2701,426,139 1,382,429

その他の金利先渡

通貨先物 177 177

金利先渡契約

株式および株式インデックス商品 1,946 1,946 2,019

その他先物

オプション 10,415 15,860 26,275 23,738

取引所取引

金利先物

　・買建て

　・売建て

株式および株式インデックス商品

　・買建て

　・売建て

通貨先物

　・買建て

　・売建て

その他先物

　・買建て

　・売建て

店頭取引 10,415 15,860 26,275 23,738

金利スワップション

　・買建て 4 4 523

　・売建て 4 4 24

その他の金利先渡

　・買建て 10,415 4,533 14,948 13,301

　・売建て 4,533 4,533 4,616

通貨先物

　・買建て 3,186 3,186 2,421

　・売建て 3,186 3,186 2,421

株式および株式インデックス商品

　・買建て 414 414 432

　・売建て

その他先物

　・買建て

　・売建て

クレジット・デリバティブ

クレジット・デリバティブ契約

　・買建て

　・売建て

合計 747,230 707,3071,454,537 1,408,186

(1) 先物および先渡に係る表示金額は、ロング・ポジションおよびショート・ポジションの総額（金利スワップおよび金利

スワップション）、または買いと売りの契約金額の総額（その他の契約）に相当する。

25.1 先渡金融商品－残存期間別分析

（百万ユーロ）
合計

2012年12月31日
うち、店頭取引

うち、取引所取引

および類似取引

1年以内
1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超
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先物

通貨オプション 3,7002,673 3,7002,673

金利オプション 7 7

通貨先物

金利先渡契約

金利スワップ 701,365309,195415,578701,365309,195415,578

キャップ、フロアー

およびカラー
2,03710,2857,1592,03710,2857,159

金利先渡

株式、株式インデック

スならびに貴金属先物

および先渡

34 86 1,826 34 86 1,826

株式、株式インデック

スおよび貴金属オプ

ション

2 412 2 412

株式、株式インデック

スおよび貴金属デリバ

ティブ

クレジット・デリバ

ティブ

小計 707,138322,658424,563707,138322,658424,563

通貨スワップ 3,70122,8029,6733,70122,8029,673

先渡通貨取引 24,8951,197 142 24,8951,197 142

小計 28,59623,9999,81528,59623,9999,815

合計 735,734346,657434,378735,734346,657434,378

（百万ユーロ）
合計

2011年12月31日
うち、店頭取引

うち、取引所取引

および類似取引

1年以内
1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超

先物

通貨オプション 3,7931,049 3,7931,049

金利オプション 9 538 9 538

通貨先物

金利先渡契約

金利スワップ 803,774277,648301,007803,774277,648301,007

キャップ、フロアー

およびカラー
2,2719,6845,9622,2719,6845,962

金利先渡

株式、株式インデック

スならびに貴金属先物

および先渡

43 120 1,856 43 120 1,856

株式、株式インデック

スおよび貴金属オプ

ション

4 64 364 4 64 364

株式、株式インデック

スおよび貴金属デリバ

ティブ

クレジット・デリバ

ティブ

小計 809,885288,574309,727809,885288,574309,727

通貨スワップ 6,86114,2529,3606,86114,2529,360

先渡通貨取引 38,082 684 173 38,082 684 173

小計 44,94314,9369,53344,94314,9369,533
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合計 854,828303,510319,260854,828303,510319,260

25.2 先渡金融商品－公正価値

2012年12月31日 2011年12月31日

公正価値
想定元本

公正価値
想定元本

（百万ユーロ） プラス マイナス プラス マイナス

先物

通貨オプション 19 19 6,373 28 28 4,843

金利オプション 114 114 7 536 402 547

通貨先物

金利先渡契約

金利スワップ 46,181 45,5321,426,13833,94133,3201,382,428

キャップ、フロアーおよびカラー 566 536 19,481 563 484 17,917

金利先渡

株式、株式インデックスおよび貴

金属デリバティブ
185 74 2,360 18 5 2,451

クレジット・デリバティブ

小計 47,065 46,2751,454,35935,08634,2391,408,186

通貨スワップ 331 243 36,176 596 38 30,473

先渡通貨取引 4,021 3,873 26,234 4,453 4,273 38,939

小計 4,352 4,116 62,410 5,049 4,311 69,412

合計 51,417 50,3911,516,76940,13538,5501,477,598

注記26　付与および受領コミットメント

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

付与コミットメント 63,155 61,119

融資コミットメント 35,700 33,315

金融機関に対する付与コミットメント 35,681 33,296

顧客に対する付与コミットメント 19 19

　顧客に対するその他の付与コミットメント 19 19

保証コミットメント 27,455 27,804

金融機関 21,382 21,968

　荷為替信用状

　その他 21,382 21,968

顧客 6,073 5,836

　不動産保証 74 54

　その他の顧客向け保証
(1) 5,999 5,782

有価証券コミットメント

　売戻しオプション付で取得される有価証券

　その他の付与コミットメント

受領コミットメント 59,210 56,774

融資コミットメント 40,641 38,823

金融機関からの受領コミットメント 40,641 38,823

顧客からの受領コミットメント

保証コミットメント 18,569 17,951

金融機関からの受領コミットメント 18,559 17,896

顧客からの受領コミットメント 10 55

　政府機関または政府系機関から受領した保証 8 53

　受領したその他の保証 2 2

有価証券コミットメント

　買戻しオプション付で売却される有価証券
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　その他の受領コミットメント

(1) 2011年12月31日において別個に表示されていた金融保証合計5百万ユーロは、「その他の顧客向け保証」に分類変更され

た。

注記27　デリバティブ商品に係るカウンターパーティー・リスクに関する情報

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 市場価額

潜在的な
信用

リスク
(1)

カウンター
パーティー
・リスク
合計

市場価額
潜在的な
信用
リスク

カウンター
パーティー
・リスク
合計

OECD政府、中央銀行および類似機関に関する

リスク

OECD金融機関および類似機関に関するリス

ク
51,32110,42561,74639,9868,205 48,191

その他のカウンターパーティーに関するリ

スク
8 6 14 7 6 13

合計（ネッティング契約の影響考慮前） 51,32910,43161,76039,9938,211 48,204

以下に係るリスク：

　・金利、為替レートおよびコモディティ契

約
51,14410,20661,35039,7647,971 47,735

　・株式およびインデックス・

デリバティブ
185 225 410 229 240 469

合計（ネッティング契約の影響考慮前） 51,32910,43161,76039,9938,211 48,204

ネッティング契約および担保契約の影響

合計（ネッティング契約の影響考慮後） 51,32910,43161,76039,9938,211 48,204

(1) バーゼル2の規制基準に基づいて計算されている。

注記28　受取利息および類似収益純額

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

銀行間取引 5,380 4,194

クレディ・アグリコル内部取引 6,205 6,979

顧客との取引 413 422

債券およびその他の利付証券 2,413 2,434

マクロ・ヘッジ取引による純利益

債務証券 689 43

その他の利息収益 13 20

受取利息 15,112 14,092

銀行間取引 (4,514) (4,335)

クレディ・アグリコル内部取引 (1,823) (1,185)

顧客との取引 (5,939) (6,331)

債券およびその他の利付証券 (1,322) (1,058)

マクロ・ヘッジ取引による純損失 (243) (328)

債務証券 (2,626) (2,162)

その他の利息費用 (11) (8)

支払利息 (16,478) (15,407)

受取利息および類似収益純額 (1,366) (1,315)

注記29　有価証券からの収益

（百万ユーロ） 2012年12月31日 2011年12月31日

短期投資有価証券 1,731 1,758

持続可能な開発貯蓄口座（LDD）
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長期投資有価証券

その他の有価証券取引 1,371 718

債券からの収益 3,102 2,476

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株

式投資
4,401 3,650

短期投資有価証券および中期ポートフォリオ有価証券 18 19

その他の有価証券取引

株式からの収益 4,419 3,669

有価証券からの収益合計 7,521 6,145

注記30　受取報酬および手数料純額

2012年12月31日 2011年12月31日

（百万ユーロ） 収益 費用 純額 収益 費用 純額

銀行間取引 113 (22) 91 93 (19) 74

クレディ・アグリコル内部取引 497 (1,018)(521) 428 (977)(549)

顧客との取引

有価証券取引 (13) (13) 6 (21) (15)

先渡金融取引およびその他のオフバランス取引 (4) (4)

金融サービス 191 (207) (16) 152 (150) 2

手数料および報酬リスク引当金

受取報酬および手数料純額合計
 

801 (1,260)(459) 679 (1,171)(492)

注記31　売買目的勘定に係る純利益（損失）

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

有価証券取引による利益（損失） 102 37

外国為替取引および類似金融商品による利益（損失） 50 120

その他の先渡金融商品に係る利益（損失） 327 (388)

売買目的勘定の純利益（損失） 479 (231)

注記32　短期投資ポートフォリオおよび類似項目に係る純利益（損失）

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

短期投資有価証券

減損損失 (250) (1,022)

減損損失の戻入 804 685

損失／戻入純額 554 (337)

売却益 218 18

売却損 (12) (79)

売却益（損）純額 206 (61)

短期投資有価証券に係る純利益（損失） 760 (398)

中期ポートフォリオ有価証券

減損損失 (39) (59)

減損損失の戻入 70 35

損失／戻入純額 31 (24)

売却益 7

売却損 (38)

売却益（損）純額 (38) 7

中期ポートフォリオ有価証券に係る純利益（損失） (7) (17)

短期投資ポートフォリオおよび類似項目に係る純利益（損失） 753 (415)
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注記33　その他の銀行業務収益および費用

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

その他の収益 13 16

ジョイント・ベンチャーの持分

チャージ・バックおよび費用の分類変更 69 43

引当金の戻入額

その他の銀行業務収益 82 59

その他の費用 (111) (82)

ジョイント・ベンチャーの持分 (7) (8)

チャージ・バックおよび費用の分類変更

引当金繰入額

その他の銀行業務費用 (118) (90)

その他の銀行業務収益および費用 (36) (31)

注記34　営業費用

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

従業員費用
(1)

給与 (239) (242)

社会保障費 (107) (121)

　うち：確定拠出型退職給付制度への拠出 (2) (2)

利益配分およびインセンティブ制度 (15) (26)

給与関連税 (34) (33)

従業員費用合計 (395) (422)

従業員費用のチャージ・バックおよび分類変更 77 129

従業員費用純額 (318) (293)

管理費用
(2)

収益または給与関連以外に係る税金 (54) (46)

外部サービスおよびその他の管理費用 (434) (492)

管理費用合計 (488) (538)

管理費用のチャージ・バックおよび分類変更 117 110

管理費用純額 (371) (428)

営業費用 (689) (721)

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの業務執行役員会のメンバーに対する報酬額は、2011年12月31日現在が

17.4百万ユーロであったのに対して、2012年12月31日現在は17.1百万ユーロであった。

(2) 法定監査人に支払われる報酬に関する情報は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類に対する

注記に記載されている。

34.1 区分別の従業員数

（従業員の平均人数） 2012年12月31日2011年12月31日

業務執行役員 2,360 2,799

業務執行役員以外の従業員 413 514

合計 2,773 3,313

　うち：フランス 2,757 3,295

　　　　　　海外 16 18

　うち：出向中である従業員 630 1,082

注記35　リスク費用
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（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

引当金繰入額ならびに減損 (1,240) (409)

貸倒懸念貸出金および債権に係る減損 (3)

その他の引当金繰入額および減損 (1,240) (406)

引当金および減損損失の戻入額 264 276

貸倒懸念貸出金および債権に係る減損損失の戻入額 2 5

その他の引当金および減損損失の戻入額 262 271

引当金および減損の変動 (976) (133)

貸倒債権の償却－減損引当未計上 (46)

貸倒債権の償却－減損引当金計上済 (29) (119)

条件緩和債権の割引

償却された貸倒債権の回収額 1 3

その他の損失

リスク費用 (1,004) (295)

注記36　固定資産に係る純利益（損失）

金融投資

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

減損損失 (9,194) (4,921)

長期投資有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 (9,194) (4,921)

減損損失の戻入額 3,595 125

長期投資有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 3,595 125

損失／戻入額純額 (5,599) (4,796)

長期投資有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 (5,599) (4,796)

売却益 76 71

長期投資有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 76 71

売却損 (1,579) (254)

長期投資有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 (1,579) (243)

株式投資による債権の損失 (11)

売却益／（損）純額 (1,503) (183)

長期投資有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 (1,503) (183)

利益（損失）純額 (7,102) (4,979)

有形固定資産および無形資産

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日

売却益 76

売却損

純利益（損失） 76

固定資産に係る純利益（損失） (7,026) (4,979)

注記37　法人所得税

（百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日
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法人所得税
(1) 760 1,290

連結納税スキームに基づく税金に対する引当金繰入額純額 7 (89)

正味残高 767 1,201

(1) 税務上の利益は主にクレディ・アグリコル・エス・エーが、連結納税グループの代表として、連結納税スキームの対象で

ある子会社から徴収した税金で構成される。

注記38　非協力的な国々または地域における進出

クレディ・アグリコル・エス・エーが直接または間接的に支配する事業体によって実行される投資プロジェ

クトおよび投資回収プロジェクトは、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会で定められ、当行グループ

の業務執行陣によって導入される戦略方針を遵守しなければならない。

当行グループの手順書により、クレディ・アグリコル・エス・エーの事業部門および業務サポート本部の両方

の責任に関する枠組みが定められている。この目的のために、取引から期待する経済的および財務的成果が確実

に得られるよう、グループ財務部門および戦略開発部門が助言を求められる。また、当該部門は、計画されている

取引の適切性および当行グループの戦略方針との整合性が確実に保たれるよう取り計らう。グループ・リスク管

理および恒常的統制部門、法令遵守部門および法務部門はすべて、それぞれの権限の範囲内で提言を行うことで、

役割を担っている。

この原則は、個別の委員会の責任で、すべての子会社に適用され、すべての新しい商品および業務がこの原則の

対象となる。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス租税法第238-0 A条に定義されている非協力的な国々または

地域に直接的にも間接的にも進出している。

これらの事業に関する2012年12月31日現在の情報が以下に記載されている。

国名 会社名 法的形態

免許の内容

（該当する

場合）

資本持分

（％）
事業内容

ブルネイ アムンディ・シンガポール・リミテッド ブルネイ支店 支店 73.62 支店

フィリピン

CLSA (フィリピン) Inc.
(1) 現地法人 78.31

ブローカレッジ

業務

CLSA エクスチェンジ・キャピタルInc.
(1) 現地法人 46.98投資会社

クレディ・アグリコル・CIB マニラ支店 支店
銀行業

免許
(2)

97.77
シェルフカンパ

ニー

フィリピン・ディストレスド・アセッツ・アジア・パシ

フィック (SPV-AMC) 1 Inc.
現地法人 97.77減損した資産の

管理

フィリピン・ディストレスド・アセッツ・アジア・パシ

フィック (SPV-AMC) 2 Inc.
現地法人 62.57

減損した資産の

管理

(1) CLSAは、2012年12月31日時点の連結財務書類において、IFRS第5号「売却目的保有非流動資産」に従って会計処理されて

いる。

(2) 2012年12月18日より取り消されている。

上記の事業体は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの内部統制部門の監督下にあるため、「第5　

提出会社の状況－5　コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載されているように、法令遵守違反リスクの防止

および管理の点で当行グループの手順（具体的には、マネー・ロンダリングの防止およびテロ組織への資金供与

の撲滅の上で必要な手順が含まれる。）に従わなければならない。

注：本注記において使用されている非協力的な国々または地域の一覧は、2012年4月4日にフランスの経済・金融

・産業大臣の命令により発表されたものである。
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ブルネイは、未発効の税務行政執行共助条約をフランスと締結している。（2011年7月26日付フランス税務公報

第63号 14 A-7-11）

2011年11月25日に、フィリピンおよびフランスは、法人所得税の脱税の防止を目的とした協定の改訂に合意し

た。この改訂は、フランスにより2012年11月29日付で公布された。（2012年11月29日付法律第2012-1321号、2012年

11月30日付官報第0279号）

次へ
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クレディ・アグリコルの内部関係

内部資金調達構造

クレディ・アグリコルは、当行グループに固有の内部資金調達構造を複数有している。

地域金庫の当座預金口座

各地域金庫はクレディ・アグリコル・エス・エーに当座勘定を有し、当行グループ内の内部金融取引によって

生じる資金移動を計上する。かかる口座は貸方または借方残高となり、「クレディ・アグリコル内部取引－当座

勘定」の項目として貸借対照表に計上され、特定の勘定科目である「金融機関に対する貸出金および債権」また

は「金融機関に対する債務」のいずれかに組み入れられる。

特別貯蓄口座

特別貯蓄口座（一般的な貯蓄制度および貯蓄口座、持続可能な開発に係る通帳式口座（Livret de dé

veloppement durable）、住宅購入に関する貯蓄制度および貯蓄口座、若者向け通帳式口座ならびにLivret A預金

通帳口座）にて保有される資金は、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり地域金庫が受け入れる。これら

の資金は、クレディ・アグリコル・エス・エーへの送金が義務付けられる。クレディ・アグリコル・エス・エー

は、これらの資金を「顧客に対する債務」として貸借対照表に計上する。

定期預金および貸付金

地域金庫はまた、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり、貯蓄資金（預金通帳口座、債券、特定の定期預

金口座および関連する口座等）を受け入れる。これらの資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金され、

かかる項目で同社の貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座ならびに定期預金および貸付金は、クレディ・アグリコル・エス・エーから地域金庫への「貸付

金」（融資）に利用され、地域金庫はこれを中長期融資の資金源とすることができる。

4度にわたる内部財務改革が相次いで実施された。これらの改革により、満期および金利が受け入れた貯蓄資金

と正確に一致する「ミラー貸付金」を経由して、地域金庫が受け入れた資金の一定割合（当初15％、25％、次に

33％、最終的に50％（2001年12月31日以降有効））を、「貸付金」（融資）の形で、資金を地域金庫に還元するこ

とが可能となった。かかる資金は地域金庫がその裁量で自由に使用することができる。

2004年1月1日以降、受け入れた（かつミラー貸付金を経由して還元されなかった）資金の集中管理によって発

生した利鞘は、地域金庫とクレディ・アグリコル・エス・エーとで分け合われ、再調達モデルを使用しかつ市場

金利を適用して決定される。

さらに、2004年1月1日以降に設定され、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の金融関係に適

用される分野に該当する新規融資の50％は、クレディ・アグリコル・エス・エーと市場金利で取引される貸付金

の形で、借換えを行うことができる。

したがって、現在、2004年1月1日より前の金融規則に従った貸付金と新規則に従った貸付金の2種類の貸付金が

存在する。

クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、地域金庫が利用することができる追加の融資を市場金利で行うこ

とがある。

地域金庫の流動性余剰資金の移転

地域金庫は、貨幣性預金（要求払い預金、集中管理されない定期預金および譲渡性預金）を、それらの顧客への

融資に使用することができる。余剰資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金されなければならず、「ク
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レディ・アグリコル内部取引」の項目で当座預金口座または定期預金口座に計上される。

地域金庫の余剰資本のクレディ・アグリコル・エス・エーへの投資

地域金庫の利用可能な余剰資本は、銀行間短期金融市場取引とすべての点で同じ性質を持つ3年から10年満期

の商品の形で、クレディ・アグリコル・エス・エーに投資されることがある。

外貨建て取引

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス銀行に対して地域金庫を代表し、外貨建て取引を集中的に管

理する。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された中長期債

これらは、主に、市場に売り出されるか、または地域金庫から顧客に販売される。これらは、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーにより、発行される証券の種類により「債務証券」または「劣後債務」のいずれかの項目で負債

計上される。

流動性リスクおよびソルベンシー・リスクのヘッジ

2001年度に、クレディ・アグリコル・エス・エーの新規株式公開に先立ち、CNCA（後にクレディ・アグリコル

・エス・エーとなった。）は、地域金庫との間で、クレディ・アグリコル・グループ内の内部関係を管理する契約

を締結した。とりわけ、この契約は、困難な状況にある関連会社を支援することでクレディ・アグリコル・エス・

エーが中核としてのその役割を果たすことができるようにするために、流動性リスクおよびソルベンシー・リス

クを管理する基金（FRBLS）の設立を定めたものであった。かかる契約の主な規定は、2001年10月22日にクレディ

・アグリコル・エス・エーが証券取引委員会に提出した登録書類（R.01-453）の第3章に記載されている。当該

基金の当初の資産は、609.8百万ユーロであった。これは、2011年12月31日現在においては904百万ユーロ、当年度

の積立は28百万ユーロであり、当行グループの利益剰余金として認識されている。

さらに、1988年にCNCAが相互会社として再編されて以来、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーが支

払不能または同様の財政難に陥った場合に債権者が被り得る損失を補填することを約束している。かかる保証に

基づく地域金庫のコミットメントは、地域金庫の資本金および剰余金の合計と同額である。

「スイッチ」保証

2011年12月23日、中核であるクレディ・アグリコル・エス・エーとクレディ・アグリコル地域金庫の相互ネッ

トワークとの間の金融に関する取決めを定めるため、「スイッチ」保証メカニズムが導入された。

これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類に持分法を適用して計上される地域金庫に対

するクレディ・アグリコル・エス・エーの持分に適用される規制上の要件を移転することができる。地域金庫へ

のかかる移転は、地域金庫により発行されるCCI（協同投資証券）およびCCA（協同組合証券）に持分法を適用し

た価額（EAV）の契約上の最低額について、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーへ付与される保証

メカニズムを通じて実現される。かかる最低額は、取引当初時に定められる。

かかる保証の決済は、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに支払われる現金預託により確保され

る。

この契約は、実質的には、クレディ・アグリコル・エス・エーが保有する地域金庫の協同投資証券および協同

組合証券（CCI/CCA）の25％に付随する追加的権利として認識することができ、このため、この契約は、クレディ

・アグリコル・エス・エーが地域金庫に対して有している重要な影響力に関係している。
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その結果、クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫の全体的な持分法を適用した価額の下落を防ぐこ

とができる。EAVの下落が認識されると即時に保証メカニズムが始動し、クレディ・アグリコル・エス・エーの損

失は保証金の取崩しによって保証される。その後、地域金庫の全体的な持分法を適用した価額が上昇した場合、ク

レディ・アグリコル・エス・エーは、契約の規定に基づき、既に受領していた保証金を返還する。

かかる保証は15年間有効であり、その終了後にそのまま更新することが可能である。また、フランスの金融健全

性規制監督機構（ACP）の事前の承認がある場合、一定の状況の下で早期解消が可能である。

保証金は、長期流動性の状況に応じた固定金利で利息が支払われる。保証自体は、実際のリスクおよび地域金庫

の資金のコミットメントのコストを反映した固定金額を前提とする。

かかる取決めは、取引の実体に基づき連結財務書類に記載される。保証として支払われた金額や価額の回復に

よって返還された金額は、プロフィット・プール取引として処理され、地域金庫の利益剰余金およびクレディ・

アグリコル・エス・エーが有する大きな影響力を反映して、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類

における持分法適用会社の純利益の一部として認識される。保証金は、地域金庫においては償却原価による債権、

クレディ・アグリコル・エス・エーにおいては償却原価による債務として認識される。保証金に付される利息は

収益として計上され、保証に係る報酬はクレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類における持分法適用会社

の純利益の一部として計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の資本関係

クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の資本関係は、クレディ・アグリコル・エス・エーの新

規株式公開に先立ち当事者間で締結された契約により規定されている。

かかる契約の規定に基づき、地域金庫は、それらが100％所有する持株会社であるSASリュ・ラ・ボエスィを通

じてクレディ・アグリコル・エス・エーに対して支配力を行使している。SASリュ・ラ・ボエスィの目的は、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの株式および議決権を常に50％以上所有するために十分な株式を所有すること

である。

また、かかる契約に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーは、各地域金庫（100％所有するコルシカ地域

金庫を除く。）の株式の約25％を直接所有している。

かかる所有は、協同組合証券（CCA）および協同投資証券（CCI）の所有という形態である。これらの証券は両

方とも、当行の存続期間と同じ期間にわたり発行され、保有者に対し、その表章する株式資本の額に比例して当行

の純資産に係る権利を与える、無議決権株式である。

クレディ・アグリコル・ネットワークの中核であるクレディ・アグリコル・エス・エーはまた、各地域金庫の

相互株式1株を有し、これにより加入者としての地位を有している。

これらの取決めにより、クレディ・アグリコル・ネットワークの中核であるクレディ・アグリコル・エス・

エーは、地域金庫について持分法を適用した計上を行うことができる。

関連当事者

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループに関連する当事者は、全部連結、比例連結または持分法適用の

会社および当行グループの上級業務執行役員である。

クレディ・アグリコルの内部資金調達構造に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の

取引は貸借対照表および損益計算書において内部取引として示される（注記6.5、4.1および4.2）。

その他の株主間契約

2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーに関するその他の株主間契約は公開されていないか

または存在していない。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 475/1332



連結貸借対照表に影響を与える被支配会社との関係

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの会社の一覧が連結財務書類の注記12に記載されている。報告

期間末における全部連結会社との間の取引および残高は連結手続きの中で全額相殺消去されている。したがっ

て、当行グループの連結財務書類は、その他の株主が保有する持分の範囲における、全部連結会社との取引および

比例連結会社との取引によってのみ影響される。

2011年12月31日現在の連結貸借対照表におけるこれに相当する主要な残高は、ニューエッジ、UBAF、メナフィナ

ンス、FGAキャピタルおよびフォルソ・グループに関する次の金額である。金融機関に対する貸出金および債権：

2,709百万ユーロ、顧客に対する貸出金および債権：2,172百万ユーロ、金融機関に対する債務：2,768百万ユー

ロ、顧客に対する債務：592百万ユーロ。

これらの取引は、2011年12月31日に終了した年度の損益計算書に重大な影響を与えなかった。

退職、早期退職および退職給付金の管理：当行グループ内の内部ヘッジ契約

会計方針に関する項（注記1.3）に記載されているとおり、従業員は、以下の給付を含む様々な種類の退職後給

付を付与される。

・退職給付金

・「確定拠出」制度または「確定給付」制度による年金制度

これに関する債務は、クレディ・アグリコル・グループの生命保険会社であるプレディカとの団体保険契約に

より部分的に積み立てられている。

かかる団体保険契約は、以下を定めている。

・雇用主が退職給付金または退職給付を補償するのに十分な資金を確保するために行った拠出金を投資するた

めのミューチュアル・ファンドを保険会社が設定すること。

・保険会社が資金を管理すること。

・受取人に対して様々なプランに基づく給付金を支払うこと。

退職後給付に関する情報は、注記7「従業員給付およびその他の報酬」の7.3項および7.4項に記載されている。

上級経営陣との関係

上級経営陣の報酬に関する詳細は、注記7「従業員給付およびその他の報酬」の7.7項に記載されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーとその上級経営陣、それらの家族またはそれらが支配する会社との間で行

われ、かつ当行グループの連結範囲に含まれていない重要な取引はない。

(2) 連結財務書類

(ⅰ) 損益計算書

2011年12月31日 2010年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 4.1 34,5704,435,67732,3744,153,908

支払利息および類似費用 4.1 (19,401)(2,489,342)(17,480)(2,242,859)

受取報酬および手数料 4.2 10,7791,383,05310,7751,382,540

支払報酬および手数料 4.2 (6,107)(783,589)(5,879)(754,334)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係

る純利益／（損失）
4.3 (52) (6,672) 2,300295,113

売却可能金融資産に係る純利益／（損失） 4.4 (3,570)(458,067)3,147403,792

その他の業務収益 4.5 33,9004,349,70930,6843,937,064

その他の業務費用 4.5 (29,336)(3,764,102)(35,792)(4,592,472)

収益 20,7832,666,66720,1292,582,752
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営業費用
4.6, 7.1,

7.4, 7.6
(12,878)(1,652,376)(12,448)(1,597,203)

有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却

費および減損
4.7 (734)(94,180) (739)(94,821)

営業総利益 7,171920,111 6,942890,728

リスク費用 4.8 (5,657)(725,850)(3,777)(484,627)

営業利益 1,514194,261 3,165406,101

持分法適用会社の純利益持分
(1) 2.2 229 29,383 65 8,340

その他の資産に係る純利益／（損失） 4.9 5 642 (177)(22,711)

のれんの変動額
(2)

2.5 (1,934)(248,152)(445)(57,098)

税引前利益 (186)(23,866)2,608334,632

法人所得税 4.10 (1,026)(131,646)(877)(112,528)

非継続事業または売却目的保有事業からの純利益 14 1,796 21 2,695

当期純利益 (1,198)(153,715)1,752224,799

少数株主持分利益 272 34,900 489 62,744

当期純利益－当行グループの持分 (1,470)(188,616)1,263162,056

1株当たり利益 6.18
(0.604)

ユーロ

(77)

円

0.540

ユーロ

69

円

希薄化後1株当たり利益 6.18
(0.604)

ユーロ

(77)

円

0.540

ユーロ

69

円

(1) 2011年12月31日現在、BESおよびバンクインテルに対する持分法適用投資の減損を含む（注記2.2参照）。2010年12月31

日現在、インテーザ・サンパオロの連結除外による影響純額-1,243百万ユーロを含む。

(2) 2011年度については、当行グループリストラクチャリング計画の実施および一部の評価データにおける変動に伴うの

れんの減損を表す（注記2.5参照）。

(ⅱ) 包括利益計算書

下記の金額は、税引後で表示されている。

2011年12月31日 2010年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期純利益－当行グループの持分 (1,470)(188,616)1,263162,056

為替換算調整勘定に係る利益／（損失） 90 11,548 129 16,552

売却可能金融資産に係る利益／（損失） (1,773)(227,494)(890)(114,196)

ヘッジ手段のデリバティブに係る利益／（損失） 174 22,326 (101)(12,959)

退職給付に係る数理計算上の差益／（差損） (4) (513) (32) (4,106)

その他の包括利益／（損失）、持分法適用会社を除

く当行グループの持分
(1,513)(194,133)(894)(114,709)

持分法適用会社のその他の包括利益／(損失)の持分 (50) (6,416) (102)(13,088)

その他の包括利益／（損失）合計、当行グループの

持分
4.11 (1,563)(200,549)(996)(127,797)

当期純利益およびその他の包括利益／（損失）、当

行グループの持分
(3,033)(389,164)267 34,259

当期純利益およびその他の包括利益／（損失）、少

数株主持分
244 31,308 534 68,518

当期純利益およびその他の包括利益／（損失） (2,789)(357,857)801 102,776

(ⅲ) 貸借対照表－資産

2011年12月31日 2010年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行預け金 6.1 28,4673,652,60129,3253,762,691

純損益を通じて公正価値で測定する金融

資産
3.1, 6.2 490,26362,905,646413,65653,076,201

ヘッジ手段のデリバティブ
3.1, 3.2,

3.4
33,5604,306,08423,5253,018,493
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売却可能金融資産
3.1, 6.4,

6.6
227,39029,176,411225,75728,966,881

金融機関に対する貸出金および債権
3.1, 3.3,

6.5, 6.6
379,84148,737,399363,84346,684,695

顧客に対する貸出金および債権
3.1, 3.3,

6.5, 6.6
399,38151,244,576383,24649,174,294

金利ヘッジ・ポートフォリオに係る再評

価調整
8,3001,064,973 4,867 624,485

満期保有金融資産
3.1, 6.6,

6.9
15,3431,968,66021,3012,733,131

当期税金資産および繰延税金資産 6.11 8,2311,056,120 7,731 991,965

未収収益、前払金およびその他の資産 6.12 82,76510,619,57770,5349,050,218

売却目的保有非流動資産 6.13 260 33,361 1,581 202,858

繰延利益分配 6.16 4,273 548,269 1,496 191,952

持分法適用会社に対する投資 2.2 18,2862,346,27718,1112,323,822

投資不動産 6.14 2,682 344,127 2,651 340,150

有形固定資産 6.15 5,170 663,363 5,202 667,469

無形資産 6.15 1,868 239,683 1,743 223,644

のれん 2.5 17,5282,249,01818,9602,432,758

資産合計 1,723,608221,156,1421,593,529204,465,706

(ⅳ) 貸借対照表－負債および株主持分

2011年12月31日 2010年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行からの預り金 6.1 127 16,295 770 98,799

純損益を通じて公正価値で測定する金融負

債
6.2 439,68056,415,341343,58644,085,520

ヘッジ手段のデリバティブ 3.2, 3.434,6054,440,16825,6193,287,174

金融機関に対する債務 3.3, 6.8172,66522,154,646154,56819,832,620

顧客に対する債務
3.1, 3.3,

6.8
525,63667,444,355501,36064,329,502

債務証券 3.2, 3.3148,32019,030,939170,33721,855,940

金利ヘッジ・ポートフォリオに係る再評価

調整
5,336 684,6621,838 235,834

当期税金負債および繰延税金負債 6.11 4,755 610,1142,453 314,744

未払費用、繰延収益およびその他の負債 6.12 73,6909,455,16465,5188,406,615

売却目的保有非流動資産に係る負債 6.13 39 5,004 1,472 188,872

保険契約に係る責任準備金 6.16 230,88329,624,598230,88129,624,341

引当金 6.17 4,798 615,6314,492 576,369

劣後債務 3.2, 3.333,7824,334,56838,4864,938,139

負債合計 1,674,316214,831,4861,541,380197,774,468

株主持分 49,2926,324,65752,1496,691,238

株主持分、当行グループの持分 42,7975,491,28345,6675,859,533

資本金および資本剰余金 30,1643,870,34329,1023,734,078

利益剰余金 15,4341,980,33715,0701,933,632

その他の包括利益 (1,331)(170,781)232 29,768

当期純利益 (1,470)(188,616)1,263 162,056

少数株主持分 6,495 833,3736,482 831,705

負債および株主持分合計 1,723,608221,156,1421,593,529204,465,706
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(ⅴ) 株主持分変動計算書

（百万ユーロ）

資本金および剰余金 資本金および

利益剰余金、当

行グループの

持分

その他の包括

利益

当期純利益、当

行グループの

持分

株主持分

合計、

当行グループ

の持分 少数株主持分 株主持分合計資本金

資本剰余金

および

利益剰余金
(1)

自己株式の

消却

2010年1月1日現在の株主持分
(3) 6,959 37,820 (564) 44,215 1,242 45,457 6,507 51,964

増資
(2) 246 478 724 724 724

保有自己株式の変動 (38) 47 9 9 9

2010年度に支払った配当金 (1,044) (1,044) (1,044) (368) (1,412)

地域金庫および子会社からの受取配当金 151 151 151 151

取得および処分による少数株主持分への影響 (39) (39) (39) (142) (181)

株式報酬に関連する変動 47 47 47 1 48

株主との取引に関連する変動 246 (445) 47 (152) (152) (509) (661)

その他の包括利益の変動 (894) (894) 45 (849)

持分法適用会社の資本の変動に対する持分
(3) 7 7 (102) (95) (95)

2010年12月31日現在の当期純利益 1,263 1,263 489 1,752

その他の変動 102 102 (14) 88 (50) 38

2010年12月31日現在の株主持分
(3) 7,205 37,484 (517) 44,172 232 1,263 45,667 6,482 52,149

2010年度の利益処分 1,263 1,263 (1,263)

2011年1月1日現在の株主持分 7,205 38,747 (517) 45,435 232 45,667 6,482 52,149

増資
(2) 289 622 911 911 911

保有自己株式の変動 (59) 151 92 92 92

2011年度に支払った配当金 (1,079) (1,079) (1,079) (349) (1,428)

地域金庫および子会社からの受取配当金 160 160 160 160

取得および処分による少数株主持分への影響 (16) (16) (16) (134) (150)

株式報酬に関連する変動 4 4 4 4

株主との取引に関連する変動 289 (368) 151 72 72 (483) (411)

その他の包括利益の変動 (1,513) (1,513) (28) (1,541)

持分法適用会社の資本の変動に対する持分
(3) 8 8 (50) (42) (42)

2011年12月31日現在の当期純利益 (1,470)(1,470) 272 (1,198)

その他の変動 83 83 83 252 335

2011年12月31日現在の株主持分 7,494 38,470 (366) 45,598 (1,331)(1,470)42,797 6,495 49,292

(1) 自己株式の消却前の利益剰余金。

(2) クレディ・アグリコル・エス・エーは、2度にわたり合計911百万ユーロの増資を行い、うち622百万ユーロを資本剰余金に計上した（注記6.17参照）。2010年度における2度の増資

は、合計724百万ユーロで、うち478百万ユーロ（発行費用控除後）を資本剰余金に計上した。

(3) 2010年度の数値は、持分法適用会社のその他の包括利益の変動に対する持分を未実現損益引当金に振り替えて修正されている。影響額は、2009年12月31日現在は110百万ユーロ、

2010年12月31日現在は-102百万ユーロであった。
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（百万円）

資本金および剰余金 資本金および

利益剰余金、当

行グループの

持分

その他の包括

利益

当期純利益、当

行グループの

持分

株主持分

合計、

当行グループ

の持分 少数株主持分 株主持分合計資本金

資本剰余金

および

利益剰余金
(1)

自己株式の

消却

2010年1月1日現在の株主持分
(3) 892,9094,852,684(72,367)5,673,227159,361 5,832,588834,9136,667,501

増資
(2) 31,564 61,332 92,896 92,896 92,896

保有自己株式の変動 (4,876)6,031 1,155 1,155 1,155

2010年度に支払った配当金 (133,956) (133,956) (133,956)(47,218)(181,174)

地域金庫および子会社からの受取配当金 19,375 19,375 19,375 19,375

取得および処分による少数株主持分への影響 (5,004) (5,004) (5,004)(18,220)(23,224)

株式報酬に関連する変動 6,031 6,031 6,031 128 6,159

株主との取引に関連する変動 31,564 (57,098)6,031 (19,503) (19,503)(65,310)(84,813)

その他の包括利益の変動 (114,709) (114,709)5,774 (108,935)

持分法適用会社の資本の変動に対する持分
(3) 898 898 (13,088) (12,189) (12,189)

2010年12月31日現在の当期純利益 162,056162,05662,744224,799

その他の変動 13,088 13,088 (1,796) 11,291 (6,416)4,876

2010年12月31日現在の株主持分
(3) 924,4744,809,572(66,336)5,667,70929,768162,0565,859,533831,7056,691,238

2010年度の利益処分 162,056 162,056 (162,056)

2011年1月1日現在の株主持分 924,4744,971,628(66,336)5,829,76529,768 5,859,533831,7056,691,238

増資
(2) 37,082 79,809 116,890 116,890 116,890

保有自己株式の変動 (7,570)19,375 11,805 11,805 11,805

2011年度に支払った配当金 (138,446) (138,446) (138,446)(44,780)(183,227)

地域金庫および子会社からの受取配当金 20,530 20,530 20,530 20,530

取得および処分による少数株主持分への影響 (2,053) (2,053) (2,053)(17,194)(19,247)

株式報酬に関連する変動 513 513 513 513

株主との取引に関連する変動 37,082 (47,218)19,375 9,238 9,238 (61,974)(52,735)

その他の包括利益の変動 (194,133) (194,133)(3,593)(197,726)

持分法適用会社の資本の変動に対する持分
(3) 1,026 1,026 (6,416) (5,389) (5,389)

2011年12月31日現在の当期純利益 (188,616)(188,616)34,900(153,715)

その他の変動 10,650 10,650 10,650 32,334 42,984

2011年12月31日現在の株主持分 961,5554,936,086(46,961)5,850,679(170,781)(188,616)5,491,283833,3736,324,657

(1) 自己株式の消却前の利益剰余金。

(2) クレディ・アグリコル・エス・エーは、2度にわたり合計116,890百万円の増資を行い、うち79,809百万円を資本剰余金に計上した（注記6.17参照）。2010年度における2度の増資

は、合計92,896百万円で、うち61,332百万円（発行費用控除後）を資本剰余金に計上した。

(3) 2010年度の数値は、持分法適用会社のその他の包括利益の変動に対する持分を未実現損益引当金に振り替えて修正されている。影響額は、2009年12月31日現在は14,114百万円、

2010年12月31日現在は-13,088百万円であった。
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(ⅵ) キャッシュ・フロー計算書

当キャッシュ・フロー計算書は、間接法を用いて表示されている。

営業活動は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの収益生成活動から生じたキャッシュ・インフ

ローおよびキャッシュ・アウトフローの影響を示している（満期保有金融資産に分類される資産に係るものを

含む。）。

税金に係るインフローおよびアウトフローはすべて、営業活動に含まれている。

投資活動は、連結会社および非連結会社に対する投資、有形固定資産ならびに無形資産の購入および売却に係

るキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローの影響を示している。このセクションには、売却可

能金融資産に分類される戦略的株式投資が含まれる。

財務活動は、株主持分および長期借入金に係るキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローの

影響を示している。

現金および現金同等物純額には、現金、中央銀行預け金および預り金ならびに金融機関に対する要求払預け金

および預り金が含まれる。

2011年12月31日 2010年12月31日

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前利益 (186) (23,866)2,608 334,632

有形固定資産および無形資産の減価償却費および減損 789 101,237 1,025 131,518

のれんおよびその他の固定資産の減損 1,934 248,152 445 57,098

引当金繰入額 10,2521,315,4342,253 289,082

持分法適用会社の純利益／（損失）持分 (229) (29,383) (65) (8,340)

投資活動による利益／（損失）純額 238 30,538 197 25,277

財務活動による利益／（損失）純額 4,923 631,670 4,487 575,727

その他の変動 1,744 223,773 213 27,330

税引前利益に含まれる非現金項目およびその他の調整項目合

計
19,6512,521,4208,5551,097,692

銀行間項目の変動 15,5431,994,322(7,231)(927,810)

顧客項目の変動 1,019 130,74811,5141,477,361

金融資産および金融負債の変動 (29,759)(3,818,377)(43,129)(5,533,882)

非金融資産および非金融負債の変動 (4,559)(584,965)17,5132,247,093

持分法適用会社からの配当金受取額 403 51,709 394 50,554

法人所得税支払額 1,406 180,404(1,391)(178,479)

営業活動において使用された資産および負債の減少／（増

加）純額
(15,947)(2,046,160)(22,330)(2,865,162)

営業活動による現金収入／（支出）純額合計[A] 3,518 451,395(11,167)(1,432,838)

株式投資の変動 (1,221)(156,667)112 14,371

有形固定資産および無形資産の変動 (787)(100,980)(921)(118,174)

投資活動による現金収入／（支出）純額合計[B] (2,008)(257,646)(809)(103,803)

株主から受け取った／（に支払った）現金 (274) (35,157)(1,021)(131,005)

財務活動によるその他の現金収入／（支出） 10,9991,411,282(173) (22,198)

財務活動による現金収入／（支出）純額合計[C] 10,7251,376,125(1,194)(153,202)

現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響[D] 772 99,055 1,511 193,876 

現金および現金同等物の増加／（減少）純額[A＋B＋C＋D] 13,0071,668,928(11,659)(1,495,966)

現金および現金同等物期首残高 33,4614,293,38145,1205,789,347

現金勘定および中央銀行預け金の残高純額
(1) 28,8783,705,33632,9764,231,151

金融機関に対する要求払預け金および預り金の残高純額
(2) 4,583 588,04512,1441,558,197

現金および現金同等物期末残高 46,4685,962,30933,4614,293,381

現金勘定および中央銀行預け金の残高純額
(1) 28,3353,635,66428,8783,705,336

金融機関に対する要求払預け金および預り金の残高純額
 (2) 18,1332,326,6454,583 588,045

現金および現金同等物の変動純額 13,0071,668,928(11,659)(1,495,966)
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(1) 注記6.1記載の、経過利息を除いた「現金および中央銀行預け金」の残高純額（売却目的保有事業に再分類された事業体

の現金を含む。）から構成されている。

(2) 注記6.5記載の「当座貸越」および「コールローン」ならびに注記6.8記載の「当座預金」および「コールマネー」（経

過利息を除き、クレディ・アグリコル内部取引を含む。）の残高から構成されている。

持分法適用会社からの受取配当金

2011年度においては、地域金庫からの配当金281百万ユーロ（うち25百万ユーロがユーラゼオ、26百万ユーロが

バンク・サウジ・フランシおよび16百万ユーロがバンコ・エスピリト・サント）が含まれる。

株式投資の変動

この項目は、株式投資の取得または処分による現金に対する正味の影響を表している。これらの外部取引の詳

細は注記2.1に記載されている。

2011年度における連結された株式投資（子会社および持分法適用会社）の取得または処分による当行グルー

プの現金に対する正味影響額は-1,005百万ユーロであった。主な投資内容は、293百万ユーロでのカリスペツィア

株の取得およびインテーザ・サンパオロ・エスピーエーが行なったカリパルマおよびフリウルアドリアに対す

るそれぞれ288百万ユーロおよび69百万ユーロに上る支店の移転に対する対価であった。クレディ・ウルグアイ

・バンコおよびSCBカメルーンの株の売却は双方とも現金にマイナスの影響を及ぼした。その影響額は、売却時の

資金を考慮した後の額で、それぞれ132百万ユーロおよび123百万ユーロであった。

同期間において、非連結株式持分の取得および処分の当行グループの現金に対する正味の影響は-216百万ユー

ロであった。これは主に（それぞれ-130百万ユーロでユーロシック、-56百万ユーロでアルタレアおよび-40百万

ユーロでSCIホールディング・ダリア）株の取得によるものであるが、インテーザ・サンパオロ・エスピーエー

の64百万ユーロでの優先的新株引受権の売却により部分的に相殺されている。

株主から受け取った（に支払った）現金

この項目には、クレディ・アグリコル・エス・エーの株主およびその子会社の少数株主に対して支払った配当

金（スクリップ配当金を含まない）-513百万ユーロ、少数株主が88百万ユーロの申込みをしたカリパルマの増

資、少数株主が63百万ユーロの申込みをしたBESヴィーダの増資および少数株主が33百万ユーロの申込みをした

エンポリキ・バンク・キプロスの増資が含まれる。

財務活動によるその他現金収入

2011年度中、債券の発行は合計33,018百万ユーロとなり、償還額は12,500百万ユーロとなった。劣後債務の発行

は202百万ユーロで償還額は5,201百万ユーロであった。これら返済にはスイッチ・メカニズムの実施による

キャッシュ・フロー、すなわち株主前払金の返済および連結財務書類の注記2.1に記載されているT3CJが含まれ

る。

この項目にはさらに劣後債務および債券にかかる利息支払からのキャッシュ・フローが含まれている。

(3) 連結財務書類に対する注記

注記1　当行グループの会計原則ならびに会計処理方法、評価および見積り

1.1　適用された基準および比較可能性

EC規則第1606/2002号に従い、連結財務書類は、2011年12月31日現在で適用される、欧州連合が採用した

IAS/IFRSの基準およびIFRICの解釈指針（「カーブアウト」版）に準拠して作成されており、マクロ・ヘッジ会

計に関してIAS第39号の一定の適用免除規定を利用している。
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これらの基準および解釈指針は、以下の欧州委員会のホームページで閲覧可能である。

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_en.htm 

当該基準および解釈指針は、2010年12月31日に終了した年度の当行グループの財務書類で適用され説明された

ものと同一である。

2010年12月31日現在の年次財務書類に適用された基準および解釈指針は、2011年12月31日現在で欧州連合に

よって採用されたIFRSの規定によって補足されており、2011年度から適用されなければならない。当該基準およ

び解釈指針には、以下が含まれる。

基準、修正または解釈指針 欧州連合による

公表日

適用開始日

（以下の日に開始す

る事業年度）

株主割当で発行された新株予約権の分類に関する、IAS第32号の修

正

2009年12月23日

（EU 1293/2009）

2011年1月1日

初度適用企業について金融商品に関する比較情報の開示の免除に

関する、改訂IFRS第1号の修正

2010年6月30日

（EU 574/2010）

2011年1月1日

国営企業の子会社および関連会社の開示に関する、IAS第24号の修

正

2010年7月19日

（EU 632/2010）

2011年1月1日

確定給付制度の認識に関する、IFRIC第14号の修正 2010年7月19日

（EU 633/2010）

2011年1月1日

資本性金融商品による金融負債の消滅に関する、IFRIC第19号の解

釈指針

2010年7月23日

（EU 662/2010）

2011年1月1日

以下の基準および解釈指針を修正する年次改善（2008年－2010

年）：

IFRS第1号、改訂IFRS第3号、IFRS第7号、IAS第1号、IAS第27号、IAS第

34号およびIFRIC第13号

2011年2月18日

（EU 149/2011）

2011年1月1日

これらの新たな規定の適用による当期の損益計算書および株主持分変動計算書への重要な影響はなかった。

なお、基準および解釈指針の当期における適用が任意である場合には、別途記載のない限り当行グループでは

適用していない。これには、特に以下のものが該当する。

基準、修正または解釈指針 欧州連合による

公表日

強制適用日

（以下の日に開始す

る事業年度）

金融資産の移転に関する、IFRS第7号の修正 2011年11月22日

（EU 1205/2011）

2012年1月1日

当行グループは、当該基準および解釈指針の適用による当期純利益または株主持分の純資産への重要な影響は

見込んでいない。

最後に、IASBが公表したが欧州連合が採用していない基準および解釈指針は、欧州連合による採用日に初めて

強制適用となり、当行グループでは2011年12月31日現在これらを適用していない。

1.2　財務書類の表示
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IFRSで求められる表示様式が存在しないため、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの財務書類一式

（貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、株主持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書）は、国家会

計審議会（CNC）の勧告第2009-R.04号で規定された様式で表示されている。

1.3　会計方針および原則

財務書類作成時における評価および見積りの使用

財務書類作成時における見積りは、その性質上、一定の仮定に基づいており、将来における実現可能性に関する

リスクおよび不確実性を含んでいる。

実際の結果は、以下を含む（ただし、これらに限定されない）多くの要素により影響を受けることがある。

・フランス国内市場および国際市場の動向

・金利および為替レートの変動

・特定の業界または国における経済的および政治的状況

・規則または法律の変更

このリストは、すべてを網羅するものではない。

仮定に基づく会計上の見積りは、主に以下の評価において使用される。

・公正価値で測定する金融商品

・非連結会社に対する投資

・年金制度およびその他の退職給付

・ストック・オプション制度

・売却可能金融資産および満期保有投資の減損

・回収不能債権の減損

・引当金

・のれんの減損

・繰延税金資産

・持分法適用会社の評価

評価または見積りの使用に関する手順については、以下の該当する項目で説明している。

金融商品　（IAS第32号および第39号）

当財務書類において、金融資産および金融負債は、欧州委員会が承認したIAS第39号に従って処理されている。

当初認識時に、金融資産および金融負債は、公正価値（純損益を通じて公正価値で認識する金融商品を除き、取

引費用を含む。）で測定される。その後、金融資産および金融負債は、その分類により公正価値または実効金利法

に基づく償却原価で測定される。

公正価値は、取引の知識がある自発的な当事者の間で市場の条件で、資産が交換され、負債が決済されうる価額

である。

実効金利は、金融資産または金融負債の正味帳簿価額を計算するために、金融商品の予想残存期間（場合に

よっては、それより短い期間）にわたる将来の現金支払額または現金受取額の見積額を割り引く際のレートであ

る。

有価証券

金融資産の分類
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IAS第39号に基づき、金融資産は以下の4つの区分に分けられる。

・純損益を通じて公正価値で測定する売買目的保有金融資産、および当初認識時に純損益を通じて公正価値で測

定するものとして指定された金融資産

・満期保有金融資産

・貸出金および債権

・売却可能金融資産

売買目的保有に分類される純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、および当初認識時に純損益を通じて

公正価値で測定するものとして指定された金融資産

IAS第39号に従い、このポートフォリオは、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが有価証券を売買す

るという純粋な意図かまたは公正価値で測定するものとして指定することにより、当初認識時に純損益を通じて

公正価値で測定する金融資産として分類された有価証券で構成される。

売買目的保有に分類された純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、短期的な価格変動または裁定取引

の利鞘から利益を得るために、主に短期売却目的で企業が取得または生成した資産または運用される金融商品

ポートフォリオに含まれるものである。

金融資産が、以下の3つの場合において、かかる指定が基準で規定された条件を満たせば、当初認識時に純損益

を通じて公正価値で測定するものとして指定することができる。すなわち、1つ以上の組込デリバティブを含む複

合商品がある場合、会計処理上のミスマッチを軽減する場合、または金融資産がグループで運用され、その成績が

公正価値で測定される場合である。この手法によった場合には通常、複合商品に含まれる組込デリバティブを分

離して認識・測定する必要はない。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとし

て、以下の資産を指定している。

・ユニット・リンク契約

・プライベート・エクイティ事業ポートフォリオ

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類された有価証券は、開始時に公正価値で測定される

が、これには取得に直接起因する取引費用（純損益に直接計上される。）は含まれず、経過利息が含まれる。

当該有価証券はその後、公正価値で計上され、公正価値の変動は純損益に計上される。

この区分の有価証券に対して、減損は計上されない。

シンジケーション中の売却目的保有有価証券は、売買目的で保有される「純損益を通じて公正価値で測定され

る金融資産」に計上され、時価評価される。

満期保有金融資産

「満期保有金融資産」の区分（満期が固定の有価証券が該当する。）には、固定または決定可能な支払金額を

有する有価証券のうち、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが満期まで保有する明確な意図と能力を

有するもので、以下に該当しないものである。

・当初認識時に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

として指定した有価証券

・「貸出金および債権」の区分に該当する有価証券。したがって、活発な市場で取引されない債券を「満期保有

金融資産」の区分に含めることはできない。

満期保有に分類した場合、企業は、IAS第39号において認められる場合を除き、かかる有価証券の満期前売却を

禁止する規定を遵守しなければならない。

これらの有価証券の金利リスクのヘッジは、IAS第39号に基づくヘッジ会計として認められていない。
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満期保有金融資産は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む取得原価で当初認識される。

当該金融資産はその後、実効金利法を使用した償却原価（プレミアムまたはディスカウントを含む。）で測定

される。

この区分の金融資産の減損に関する規定は、償却原価で測定される有価証券について「有価証券の減損」のセ

クションにおいて開示されている。

貸出金および債権

貸出金および債権は、固定または決定可能な支払金額が生じる、非上場金融資産から構成される。

「貸出金および債権」のポートフォリオの有価証券は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む取

得原価で当初認識される。

当該有価証券はその後、実効金利法を使用した償却原価（プレミアムまたはディスカウントの償却を含む。）

で測定され、減損の計上により修正される。

この区分の金融資産の減損に関する規定は、償却原価で測定される有価証券について「有価証券の減損」のセ

クションにおいて開示されている。

売却可能金融資産

IAS第39号は、「売却可能金融資産」を、売却可能に指定された資産、または他のいずれにも該当しないものと

して定義している。

「売却可能金融資産」は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む公正価値で当初認識される。

「売却可能金融資産」はその後、公正価値で測定され、その後の公正価値の変動は、その他の包括利益に計上さ

れる。

当該有価証券が売却された場合、これらの変動は損益計算書に振り替えられる。

固定利付証券に係るプレミアムまたはディスカウントの償却は、実効金利法を用いて損益計算書に計上され

る。

この区分の金融資産の減損に関する規定は、「有価証券の減損」のセクションにおいて開示されている。

有価証券の減損

減損は、有価証券（純損益を通じて公正価値で測定される資産を除く。）の当初認識後に発生した事象の結果

として減損の客観的証拠がある場合に計上される。

減損の客観的証拠は、持分証券については当該有価証券の価値の長期にわたる下落もしくは著しい下落、債務

証券については回収不能のリスクに裏付けられた信用リスクの著しい悪化が該当する。

持分証券に関して、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは潜在的な減損の指標として数値基準を使

用している。この数値基準は、主に資本性金融商品の価値の30％以上の下落が6ヶ月連続で生じていることを指標

としている。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、発行体の財務的困難、短期的な見通し等のその他

の要素も考慮している。

前述の基準にかかわらず、資本性金融商品の価値に50％超の下落または3年間にわたる下落が生じた場合、クレ

ディ・アグリコル・エス・エー・グループは減損損失を認識する。

債務証券に関して、減損の基準は貸出金および債権の場合と同様である。

減損は、投資額の全部または一部を失う可能性がある場合にのみ、以下のとおりに認識される。

・償却原価で測定された有価証券については、減損勘定を使用して認識される。損失の金額は損益計算書に認識

され、その後に回復した場合には戻し入れられることがある。

・売却可能有価証券については、損失の総額がその他の包括利益から損益計算書に振り替えられる。その後に有
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価証券の価格が回復した場合、債務証券に関しては状況の裏付けがあれば、過去に損益計算書に振り替えられ

た損失が戻し入れられることがある。

有価証券の認識日

クレディ・アグリコル・エス・エーは、「満期保有金融資産」および「貸出金および債権」に分類される有価

証券を決済日に計上する。種類または分類にかかわらず、その他の有価証券は約定日に認識される。

金融商品の分類変更

2008年10月に欧州連合が公表し採用したIAS第39号の修正に従い、以下の金融資産の分類変更が現在認められ

ている。

・企業が予見可能な将来においてまたは満期まで金融資産を保有する意図および能力を有している場合の「売

買目的保有金融資産」および「売却可能金融資産」の区分から「貸出金および債権」の区分への分類変更

（分類変更日においてこの区分の分類変更基準（特に、当該金融資産が活発な市場で売買されていないという

基準）を満たしていることを条件とする。）

・稀な状況において、文書化されている場合に、「売買目的保有金融資産」から「売却可能金融資産」または

「満期保有金融資産」の区分への分類変更（分類変更日において各区分の適格性基準を満たしていることを

条件とする。）

分類変更日の公正価値は、適宜分類変更された資産の新たな取得原価または新たな償却原価となる。

IAS第39号の修正の規定に従ってクレディ・アグリコル・エス・エー・グループが実施した分類変更に関する

情報は、注記9に記載されている。

有価証券の一時的な購入および売却

IAS第39号の定義において、有価証券の一時的な売却（有価証券貸付/借入、買戻し条件付契約）は、IAS第39号

の認識の中止の条件を満たさず、担保付融資とみなされる。

買戻し条件付契約に基づいて貸し付けられたかまたは売却された資産は、貸借対照表に引き続き計上される。

該当する場合には、受取額（譲受人への負債を表す。）が貸借対照表の負債の部に計上される。

売戻し条件付契約に基づいて借り入れたかまたは購入した項目は、譲受人の貸借対照表に認識されない。支払

額については債権が認識される。その後有価証券が売却された際に、譲受人は売戻し条件付契約に基づき有価証

券を返却する義務について負債を認識する。

このような取引に関連する収益および費用は、純損益を通じて公正価値で認識する資産および負債の場合を除

き、時の経過に応じ純損益に計上される。

貸出業務

貸出金は、主に「貸出金および債権」の区分に計上される。IAS第39号に従って、貸出金は当初公正価値で評価

され、その後に実効金利法を使用した償却原価で評価される。実効金利は、将来の現金支払額の見積額を、当初の

貸出金の純額まで正確に割り引くレートである。かかるレートは、ディスカウントおよび実効金利の不可分な一

部である取引収益または取引費用を含む。

売買目的で保有するシンジケート・ローンは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類され、

時価評価される。

劣後ローンおよび売戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、契約相手先の種類により様々な貸出金お

よび債権の区分に含まれる。

実効金利を使用して計算された収益は、貸借対照表の貸出金および債権の適切な区分に計上され、損益計算書

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 487/1332



に計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーの地域金庫に対する貸出金は、地域金庫が行う顧客に対する貸出金の受取

人について、クレディ・アグリコル・エス・エーの直接的なリスクにはならない。ただし、地域金庫の財務健全性

については、潜在的に間接的なリスクとなりうる。このことから、クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金

庫に対する貸出金について減損を計上していない。

減損した貸出金および債権

IAS第39号に従って、「貸出金および債権」に計上された貸出金は、貸出金の回収の際に1つ以上の損失事象が

発生した場合に減損していると考えられる。減損している「貸出金および債権」が識別された場合、減損につい

て個別にまたは集合的に評価される。予測可能な損失は、貸出金の帳簿価額（償却原価）と、当初の実効金利で割

り引いた見積将来キャッシュ・フローの合計額との差異である減損、または顧客の債務不履行により条件変更し

た貸出金に係るディスカウントの形で認識され、評価される。

以下の区分がなされる。

・減損について個別に評価される貸出金：減損損失の対象となる貸出金および顧客の債務不履行により条件変

更されて割り引かれている貸出金である。

・減損について集合的に評価される貸出金：減損について個別に評価されない貸出金である。これに対する減損

は、類似の信用リスク特性を示す同一の種類の貸出金ごとに評価される。これは特に、延滞貸出金および債権に

関係する。

延滞貸出金は、返済期日が過ぎているが、個別に減損していない貸出金（ウォッチリスト区分の一部である。）

から構成される。

減損損失の割引および見積りは、特に事業または業界に関連する複数の要素に基づいて行われる。将来の信用

リスクの評価が現在の見積りと著しく異なる可能性があり、これにより減損金額の増額または減額が必要となる

ことがある。

オフバランスシート項目に関する潜在的損失は、引当金の設定対象となり、貸借対照表上負債として認識され

る。

回収不能リスクに関する減損損失に係る繰入額および戻入額は、リスク費用として認識され、条件緩和債権の

ディスカウントの償却から生じた貸出金の帳簿価額の増加は、受取利息純額として認識される。

減損について個別に評価される貸出金

あらゆる種類の貸出金および債権について、たとえ保証されていたとしても、以下の事象の発生により信用リ

スクが識別された場合、それらは貸倒懸念債権に分類される。

・貸出金または債権が、3ヶ月（貸出金および債権の個別の特性を考慮し、モーゲージ・ローンおよび不動産リー

スについては6ヶ月、地方自治体への貸出金については9ヶ月）以上延滞している。

・貸出金または債権が延滞しているか否かにかかわらず、債務者の財政状態に識別されたリスクが存在する。

・銀行および債務者が法的手続を取っている。

貸出金1件でも減損に区分された場合、保証付であるか否かにかかわらず、当該債務者に関連するその他すべて

の貸出金およびコミットメントも「伝播」の対象とみなされ、全てこの区分に計上される。

条件緩和貸出金が、減損した貸出金に継続して分類される場合、ディスカウントは個別には認識されず減損を

通じて認識される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、減損した貸倒債権および貸倒懸念債権について、当初の実

効金利で割り引いて、すべての予測可能な損失に対して減損を計上している。

類似の特性を有する少額の貸出金のポートフォリオについて予測可能な損失は、個別に評価する代わりに統計
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による見積りが行われることがある。

債務者リスクにより当初の融資条件（金利、満期）が企業によって変更された条件緩和貸出金の場合、当該貸

出金は正常先債権の区分に分類変更され、貸出金の条件変更による債務者の将来キャッシュ・フローの減少は、

ディスカウントとして認識される。

貸出金の条件を変更する際に認識されたディスカウントは、リスク費用に計上される。

このディスカウントは、当初の実効金利で割り引かれた将来キャッシュ・フローの減少に相当する。

これは以下の項目間の差額に等しい。

・貸出金の元本

・（融資コミットメントの実行日に規定された）当初の実効金利で割り引かれた、条件変更後の貸出金の理論上

の将来キャッシュ・フローの合計額

減損について集合的に評価される貸出金

統計上および過去における顧客による債務不履行の実績は、個別には減損していない貸出金の一部が回収でき

ないという特定のリスクがあることを示している。その性質により個別の貸出金に配分することができないこれ

らのリスクをカバーするために、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、統計データに基づき考案さ

れたモデルを用いて算定した下記の様々な集合的減損損失を、資産額から控除する形で計上している。

延滞しているエクスポージャーに係る減損：

この減損損失はバーゼルⅡのモデルに基づいて計算される。

バーゼルⅡ実施の一環として、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの各企業は、IAS第39号の適用範

囲の「損失事象」の定義に合致する複数の観察基準に基づき、統計的な方法およびデータベースを使用して、1年

以内に発生が予想される損失の金額を計算している。

減損は、各債務者の格付けにおける債務不履行の発生可能性に基づいており、また経営者の経験上の判断にも

基づいている。

減損は、経営者の経験上の判断に基づき、期日までの期間に係る予想損失に基づいて計算されるが、バーゼルⅡ

のモデルに含まれていない様々な変数（1年を超える予想損失の継続ならびに経済、事業および他の状況に関連

するその他の要素等）を考慮している。

減損について集合的に評価されるその他の貸出金

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、業界または国に関連する減損損失等、個々の貸出金に配分

されない顧客リスクをカバーするための集合的減損引当金も計上している。この引当金は、一部回収不能となる

統計上のリスクまたは経験上のリスクを対象とした業界または地域上の分析の結果に基づいて推定される。

助成貸出金（IAS第20号）

農業・農村部門の支援および住宅購入者の援助を行うためのフランス政府の施策に基づき、クレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループの一部の企業は、政府が定める金利で助成貸出金を供与する。政府は、これらの企業

に対して、助成金貸出金利と所定の基準金利の差額を支払う。したがって、助成貸出金に対してディスカウントは

認識されない。

助成金制度は、政府により定期的に見直される。

IAS第20号に従って、政府から受領した助成金は、「受取利息」に計上され、当該貸出金の残存期間にわたって

配分される。
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金融負債

欧州連合によって承認されたIAS第39号は、金融負債について以下の3つの区分を認識している。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融負債。このポートフォリオに係る公正価値の変動は、会計期間末に純

損益に認識される。

・当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債。基準で規定された条件を満

たす金融負債は、以下の3つの場合に純損益を通じて公正価値での測定を指定することができる。すなわち、1つ

以上の組込デリバティブを含む複合商品がある場合、会計処理上のミスマッチを軽減する場合、または金融負

債がグループで運用され、その成績が公正価値で測定される場合である。この手法によった場合には通常、複合

商品に含まれる組込デリバティブを分離して認識・測定する必要はない。

・その他の金融負債：この区分にはその他のすべての金融負債が含まれる。これらの負債は、当初公正価値(取引

収益および取引費用を含む。）で測定され、その後、実効金利法を使用した償却原価で測定される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループによる仕組債発行は、売買目的保有として分類され、純損益を

通じて公正価値で測定する金融負債として認識される。公正価値の変動は純損益に計上される。

当行グループの発行体信用リスクに係る再評価調整は、過去半年間の当行グループの借換状況に基づくモデル

を用いて測定される。また、当該負債の残存期間も考慮する。現在の環境において、当行は、この半年間のベンチ

マークを利用した方法が慎重なアプローチであり、当行の負債の公正価値を最も適切に測定するものと考えてい

る。

金融負債または資本として分類される有価証券

負債と株主持分との区別

負債性金融商品または金融負債は、以下を行う契約上の義務を表す。

・現金または他の金融資産の引き渡し

・潜在的に不利な条件での金融商品の交換

資本性金融商品は、企業のすべての負債を控除した後の企業に対する残余持分（純資産）を証する契約であ

る。

自己株式の買戻し

ストック・オプション制度をヘッジするために保有する株式を含む、クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループが買い戻した自己株式（またはストック・オプション等の同等のデリバティブ）は、金融資産の定義を満

たさず、株主持分から控除される。当該株式による損益計算書への影響は発生しない。

預金

預金はすべて、クレディ・アグリコル・グループ内での預金システムの特性にかかわらず、「顧客に対する債

務」に計上され、地域金庫で組成される預金はクレディ・アグリコル・エス・エーで一元管理される。当行グ

ループにとって、これらの預金の最終的な契約相手先は、最終顧客である。

預金は、当初公正価値で測定され、その後償却原価で測定される。

規制貯蓄商品は、その性質上、市場金利とみなされる。

注記6.17に記載のとおり、住宅購入貯蓄制度および住宅購入貯蓄勘定に対して、必要に応じて、引当金が計上さ

れている。

デリバティブ

デリバティブは、金融資産または金融負債であり、取引の開始時の公正価値で貸借対照表に認識される。売買目
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的で保有されているかまたはヘッジ目的に使用されるかにかかわらず、デリバティブは各報告期間末に公正価値

で測定される。

貸借対照表上のデリバティブの価値の変動は、損益計算書に計上される(キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の

特殊な場合を除く。）。

ヘッジ会計

公正価値ヘッジでは、認識されている資産もしくは負債または未認識の確定約定の公正価値の変動に対するエ

クスポージャーから保護することが意図されている。

キャッシュ・フロー・ヘッジでは、認識されている資産もしくは負債に関連する金融商品（例えば、変動利付

債に係る将来の利払の全部または一部）、または実行される可能性が非常に高い予定取引に起因する将来キャッ

シュ・フローの変動に対するエクスポージャーから保護することが意図されている。

在外営業活動体に対する純投資のヘッジでは、ユーロ以外の通貨で行われた海外投資に係る為替リスクから生

じる公正価値の下落リスクから保護することが意図されている。

ヘッジ会計を適用するためには、以下の基準が満たされなければならない。

・ヘッジ手段およびヘッジ対象が適格である。

・主としてヘッジ対象の個別の識別および特性、ヘッジ手段、ヘッジ関係の性質およびヘッジ対象リスクの性質

を含む、開始時からの公式の文書がある。

・各報告日に実施されたテストを通じて、開始時および遡及的にヘッジの有効性が実証されている。

金融資産または金融負債のポートフォリオの金利をヘッジする際、クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループは、欧州連合が承認したIAS第39号の「カーブアウト」版に従って公正価値ヘッジのヘッジ関係を文書化

している。

さらに、当行グループはデリバティブ金融商品およびヘッジ対象のポジション総額に基づいてヘッジ関係を文

書化している。

これらのヘッジ関係の有効性は、満期日ごとに測定される。

デリバティブの価値の変動は以下のとおり、財務書類に計上されている。

・公正価値ヘッジ：デリバティブの価値の変動およびヘッジ対象の価値の変動（ヘッジ対象のリスク相当分）

は、対称的に損益計算書に認識される。ヘッジの非有効部分の純額のみが、損益計算書に認識される。

・キャッシュ・フロー・ヘッジ：デリバティブの価値の変動は、有効部分については個別の勘定を通じて貸借対

照表のその他の包括利益に認識され、ヘッジの非有効部分はすべて損益計算書に認識される。その他の包括利

益を通じて生じた、デリバティブに係る利益または損失は、その後ヘッジ対象のキャッシュ・フローが発生し

た時点で損益計算書に再分類される。

・在外営業活動体に対する純投資のヘッジ：デリバティブの価値の変動は、貸借対照表の株主持分において為替

換算調整勘定に認識され、ヘッジの非有効部分はすべて損益計算書に認識される。

ヘッジ会計の要件が満たされなくなった場合には、以下の会計処理が将来的に適用される。

・公正価値ヘッジ：ヘッジ手段のみが引き続き純損益を通じて再評価される。ヘッジ対象については、その分類

に従って全額計上される。売却可能有価証券については、ヘッジ関係終了後の公正価値の変動はその他の包括

利益に計上される。償却原価で評価され、金利ヘッジされたヘッジ対象に関しては、再評価調整額がヘッジ対象

の残存期間にわたり償却される。

・キャッシュ・フロー・ヘッジ：ヘッジ手段は、純損益を通じて公正価値で評価される。ヘッジの有効部分につ

いてその他の包括利益に累積された額は、ヘッジ対象が純損益に影響を与えるまで、引き続きその他の包括利

益に認識される。金利ヘッジされた金融商品については、純損益は利払の際に影響を受ける。すなわち、再評価

調整額は、ヘッジ対象の残存期間にわたり償却される。
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・在外営業活動体に対する純投資のヘッジ：純投資が保有されている限り、ヘッジの有効部分についてその他の

包括利益に累積された額は引き続きその他の包括利益に認識される。在外営業活動体に対する純投資が連結の

範囲から除外された際に、利益が計上される。

組込デリバティブ

組込デリバティブは、デリバティブの定義に合致する混合契約の構成要素である。以下の3つの条件が満たされ

る場合、組込デリバティブは、主契約と分離して会計処理されなければならない。

・混合契約は、純損益を通じて公正価値で測定されない。

・主契約から分離された組込デリバティブが、デリバティブの特徴を有している。

・デリバティブの特徴が、主契約の特徴に密接に関連していない。

金融商品の公正価値の決定

金融商品の公正価値はIAS第39号の規定に従って測定され、IFRS第7号により定義されたヒエラルキーに従って

表示される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、一部の金融商品の公正価値測定に関して、金融市場庁

（AMF）、国家会計審議会（CNC）および保険・補足保険監査局（ACAM）からの2008年10月15日付の勧告も適用し

ている。

公正価値で測定された金融商品について、IAS第39号は、活発な市場における公表相場価格が公正価値の最善の

証拠であると考えている。

そのような相場価格が入手できない場合、IAS第39号は、観察可能なデータまたは観察可能でないインプットに

基づく評価手法を使用して公正価値を決定することを要求している。

レベル1：活発な市場における（無調整の）相場価格である公正価値

レベル1は、活発な市場において取引されている金融商品から構成される。これは、活発な市場（パリ証券取引

所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所等）に上場している株式および債券に関係している。また、活

発な市場に上場しているファンドおよび組織的市場で取引されているデリバティブ（特に先物等）が該当する。

市場は、相場価格が取引所、ブローカー、ディーラー、プライシング・サービスまたは規制機関から容易かつ定

期的に入手可能な場合に活発な市場とみなされる。また、当該価格は、実際に独立第三者間で定期的に生じる取引

を表している。

相殺する市場リスクを有する金融資産および金融負債について、クレディ・アグリコル・エス・エー・グルー

プは、相殺するリスク・ポジションの公正価値を決定する基礎として仲値を使用する。当行グループは、保有する

資産または発行予定の負債（未決済のロング・ポジション）に最新の買い呼び値を、取得予定の資産または保有

する負債（未決済のショート・ポジション）に最新の売り呼び値を使用している。

レベル2：レベル1に含まれるもの以外の、直接的または間接的に観察可能なインプットを使用して測定される公

正価値

これらのインプットは、直接的にすなわち価格として）観察可能であるか、または間接的に（すなわち価格か

ら導き出して）観察可能であり、一般に以下の特徴（すなわち企業固有のデータではないが入手可能な公表デー

タであり、したがって市場参加者が使用する。）がある。

レベル2は以下により構成されている。

・活発でない市場に上場している株式および債券、または活発な市場に上場していないが、観察可能な市場デー

タと市場参加者が通常使用している評価手法（割引キャッシュ・フロー法、ブラック＆ショールズ・モデル
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等）を使用して公正価値が決定される株式および債券

・店頭で取引される商品で、その公正価値が、観察可能な市場データ（すなわち定期的に入手可能な様々な独立

の外部情報源から導き出したデータ）を使用したモデルにより測定されるもの。例えば、金利スワップの公正

価値は、通常報告日に観察された市場金利イールド・カーブから導き出されている。

当該モデルが特に、観察可能な市場データ（金利イールド・カーブまたはインプライド・ボラティリティー・

サーフェス等）に基づく標準モデルに沿ったものである場合、関連する商品の当初の公正価値測定から生じた初

日の利益または損失は、開始時に純損益に認識される。

レベル3：重要な観察不能なインプットを使用して測定される公正価値

活発な市場において取引されていない複雑な商品の一部については、公正価値測定は、仮定（すなわち同一商

品の市場で観察できないもの）を使用した評価手法に基づいている。これらの商品はレベル3に開示される。

これに主に関連しているのは、複雑な金利商品、株式デリバティブ、公正価値測定が例えば相関またはボラティ

リティ等の直接的な指標のないインプットを含む仕組信用商品である。

取引価格は当初認識時の公正価値を反映していると考えられているため、初日の利益または損失は繰り延べら

れる。

これらの仕組金融商品に関連する初日の利益または損失は、通常、インプットが観察不能であると考えられる

期間にわたり純損益に認識される。市場データが観察可能になった際に、繰り延べられるべきマージンの残額は

直ちに純損益に認識される。

レベル2およびレベル3において開示される金融商品に使用された評価手法およびモデルは、市場参加者が価格

の決定において考慮する要素をすべて組み込んでいる。これらは、独立した管理部門により事前に検証される。公

正価値測定では、流動性リスクとカウンターパーティー・リスクの信用リスクの両方が考慮される。

資本性金融商品の公正価値の決定において、認められた評価方法がないこと

IAS第39号の原則に従い、適切な方法がない場合、または様々な方法を使用して得られた見積りが過度に異なる

場合、商品の公正価値は信頼性をもって測定できないため、当該有価証券は取得原価で評価され、「売却可能金融

資産」に計上される。この場合、当行グループは現行のIFRS第7号の基準が推奨するところに従って、公正価値を

報告しない。これには、活発な市場で上場しておらず、信頼性をもって公正価値を測定することが困難な非連結株

式投資が主に含まれる。

金融商品に係る純利益/損失

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益（損失）

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品ならびに売買目的保有の金融資産および

金融負債について、この項目には以下の損益計算書項目が含まれる。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される、株式およびその他の証券からの配当金およびその

他の収益

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値の変動

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の処分による利益および損失

・公正価値ヘッジ関係またはキャッシュ・フロー・ヘッジ関係に含まれないデリバティブに係る、公正価値の変

動および処分または終了による利益/損失

この項目には、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび外貨に対する純投資のヘッジの非有効部

分も含まれる。
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売却可能金融資産に係る純利益（損失）

売却可能金融資産について、この項目には以下の損益計算書項目が含まれる。

・売却可能金融資産に分類される、株式およびその他の証券からの配当金およびその他の収益

・売却可能金融資産に分類される、債券および株式の処分による利益および損失

・株式に係る損失

・ヘッジ対象が売却された際の、売却可能金融資産に対する公正価値ヘッジ手段の処分または終了による純利益

・IAS第39号が規定するケースにおける貸出金および債権ならびに満期保有有価証券の処分または終了による利

益/損失

金融資産および金融負債の相殺

IAS第32号に従って、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、計上された金額を相殺する法的強制力

のある権利を有しており、かつ純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有している

場合にのみ、金融資産および金融負債を相殺して純額で報告している。

供与された金融保証

金融保証契約は、特定の債務者が負債性金融商品の当初または変更後の条件に従った支払期日の到来時に支払

を行わないことにより保証契約保有者に発生する損失を、その保有者に対し補填することを契約発行者に要求す

る契約である。

金融保証契約は、当初公正価値で認識され、その後、以下のうち高いほうの金額で認識される。

・IAS第37号「引当金、偶発負債および偶発資産」に従って計算された価額

・当初認識額からIAS第18号「収益」に従って認識された償却額を差し引いた金額

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されていないか、またはIAS第39号の定義におけるデリバ

ティブとみなされない融資コミットメントは、貸借対照表に計上されない。ただし、これらは、IAS第37号に従って

引当金によりカバーされる。

金融商品の認識の中止

以下の場合に、金融資産（または金融資産のグループ）の全部または一部の認識が中止される。

・当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅するかもしくは移転された場合、または

事実上1名以上の受益者に属するために消滅したかもしくは移転されたとみなされる場合

・金融資産の所有に伴うリスクおよび経済価値が実質的にすべて移転されている場合

この場合、移転時に生じたかまたは留保された権利および義務はすべて、個別の資産および負債として認識さ

れる。

キャッシュ・フローに対する契約上の権利は移転されたが、所有に伴うリスクおよび経済価値の一部ならびに

支配が留保された場合、金融資産は、当該資産に対する当行グループの継続的関与の範囲まで認識される。

金融負債は決済された場合にのみ、その全部または一部の認識が中止される。

引当金（IAS第37号および第19号）

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、過去の事象に起因する債務（法的または推定的）で、当該

債務を決済するために資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の支払期日または金額は確定していない

が信頼性のある見積りができるものをすべて識別している。これらの見積りは、影響が重要である場合に適宜割

り引かれる。

信用リスクに関連しない債務について、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、以下を対象とする
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引当金を設定している。

・業務リスク

・従業員給付

・融資コミットメントの実行リスク

・請求および債務保証

・税務リスク

・住宅購入貯蓄制度に関連したリスク

最後の引当金は、住宅購入貯蓄制度に不利な変動が生じた際に当行グループの債務をカバーするためのもので

ある。かかる債務とは、（ⅰ）貯蓄契約についてその開始時から未確定の期間にわたり固定金利を支払う義務、お

よび（ⅱ）住宅購入貯蓄制度の加入者に対して当該契約の開始時に設定した金利で貸出金を供与する義務であ

る。引当金は、各世代の住宅購入貯蓄制度およびすべての住宅購入貯蓄勘定について計算され、各世代間の債務の

相殺は行われない。

これらの債務額は、特に以下のものを考慮して計算される。

・実績から得られた顧客行動に関する仮定に基づく加入者行動モデル（ただし、将来における行動の実際の動向

を必ずしも反映するものではない。）

・長期にわたる実績に基づいた、将来供与される貸出金の金額および期間の見積り

・市場金利のイールド・カーブおよび合理的に予測可能な動向

以下の引当金の金額を決定する上で、一定の見積りを行うことができる。

・（識別されたリスクの調査を条件とするものの）事故の頻度および財務上の潜在的影響に関して経営者の評

価を必要とする、業務リスクに対する引当金

・報告期間末に入手可能な情報に基づく経営者の最善の見積りを基にした、法的リスクに対する引当金

詳細な情報は、注記6.17に記載されている。

次へ
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(2) 2011年12月31日および2010年12月31日に終了した会計年度

A．連結財務書類

連結財務書類は、一般的枠組み、連結財務書類および連結財務書類に対する注記により構成される。

(1) 一般的枠組み

事業体の法律上の概要

2001年11月29日に開催された臨時株主総会以降、当行の名称はクレディ・アグリコル・エス・エーである。

登記上の事務所：91-93、パストゥール大通り、75015、パリ

登記番号：パリ商業・会社登記簿番号 784 608 416

NAFコード：6419Z

当行は、一般の会社法、より具体的にはフランス商法第2編に準拠し、取締役会を有するフランスの公開会社

（société anonyme）である。

当行はまた、フランス通貨金融法典、より具体的には同法典第L.512-47条以下の規定を遵守しなければならな

い。

当行は、1984年11月17日に相互信用金庫の区分における認定貸付機関として免許を受けた。そのため、当行は、

銀行の監督機関、より具体的にはフランスの金融健全性規制監督機構（ACP）により監督される。

当行の株式は、ユーロネクスト・パリにおいて取引されており、当行は、現行の株式市場規則、特に開示義務に

関する規則を遵守しなければならない。

相互的な基盤を有する銀行

クレディ・アグリコルは、統一されていながらも分権化された組織構造を有する。当行は、分権された責任を有

する事業体と、財務上、取引上および法律上結び付いている。地方金庫（Caisses Locales）が当行グループの相

互的な組織の基盤を形成している。それらの株式資本は、32,200人の取締役を選出する約6.5百万人の相互株主に

より保有されている。地方金庫は地域において大きな存在感があり、顧客との密接な関係を維持する上で重要な

役割を担っている。地方金庫は、変動資本を有する協同組合でありかつ完全な地域拠点の金庫である地域金庫の

資本の大部分を保有している。地域金庫により所有されるSASリュ・ラ・ボエスィは、クレディ・アグリコル・エ

ス・エーの株式資本の過半数を保有している。クレディ・アグリコル全国連合（FNCA）は、地域金庫のための協

議機関および代表機関として機能し、また、地域金庫の会議を開催する。

フランス通貨金融法典（第L.511-31条および第L.511-32条）の規定に従い、クレディ・アグリコル・エス・

エーは、クレディ・アグリコル・ネットワークの中核として、密接なネットワーク（フランス通貨金融法典第

R.512-18条により定義される。）を維持し、また、関連する機関の適切な機能を確保し、かかる機関に適用される

すべての法令の遵守を確実に行うために、かかる機関に対して管理上、技術上および財務上の監督を行う責任を

負う。そのため、当行は、ネットワーク全体および各関連機関の両方の流動性およびソルベンシーをとりわけ保証

するために必要なあらゆる手段を講じることができる。

次へ
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従業員給付（IAS第19号）

IAS第19号に従って、従業員給付は以下の4つの区分で計上されている。

・短期従業員給付（期末から12ヶ月以内に支払われる給与、社会保障費の拠出金および変動報酬等）

・長期従業員給付（期末から12ヶ月以降に支払われる長期勤続報奨、変動報酬および報酬等）

・解雇給付

・退職給付（確定給付制度および確定拠出制度の2つの区分に分類されている。）

長期従業員給付

長期従業員給付は、退職給付および解雇給付以外の従業員給付ならびに株式給付で、従業員が関連する勤務を

提供した期間の終了日から12ヶ月以内にその全額につき支払期日が到来しないものである。

これには特に、当該期間の終了から12ヶ月以降に支払われる特定の賞与およびその他の繰延報酬が含まれる。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが繰延変動報酬の金額および支払を決定する際に使用する方

法は、その活動が当行グループのリスク・エクスポージャーに重要な影響を及ぼす可能性が高い従業員の報酬に

関する法定の規定（2009年11月3日付省令および実務に関するFBF（フランス銀行連合）の業界基準）に準拠し

ている。これは、クレディ・アグリコル・エス・エーの株価に連動した現金またはクレディ・アグリコル・エス

・エーの株式により数年間にわたって支払われる繰延変動報酬について定めるものである。

かかる費用は、業績条件および/または勤務条件を反映し、権利確定期間（3年から4年）にわたり定額法で「従

業員費用」に計上される。現金で支払われる変動報酬については、上記の条件が満たされない可能性およびクレ

ディ・アグリコル・エス・エーの株価の変動を考慮して、対応する負債が決済時まで見直される。クレディ・ア

グリコル・エス・エーの株式で支払われる報酬については、当該条件が満たされない場合、対応する費用が見直

される。

測定方法は、当行グループが確定給付制度の退職給付に使用する方法と同様である。

退職給付

退職給付および早期退職給付－確定給付制度

各報告日において、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、退職給付および類似の給付ならびに確

定給付制度の区分に該当するその他すべての従業員給付に対する負債をカバーするために引当金を設定する。

IAS第19号に従って、これらのコミットメントは、予測単位積増方式により、一連の数理計算上、財務上および人

口統計上の仮定に基づいて記載される。この方式では、各勤務期間の費用、すなわち当期に権利確定した従業員給

付に対応する金額が計上される。この費用は将来給付を割り引いて計算される。

退職給付およびその他の従業員給付に対する負債は、割引率、社員の離職率ならびに予想される給与および社

会保障費の増加に関する経営者の仮定に基づいている。実際の数値が仮定と異なる場合、将来の期間において退

職給付に係る負債が増減することがある(注記7.4を参照。）。

割引率は、コミットメントの平均期間、すなわち従業員の離職率の仮定で加重した、評価日から支払日までの計

算上の平均値に基づいて決定される。

制度資産に係る予想収益も経営者により見積られる。収益は、利付証券（特に債券）の期待収益率に基づいて

見積られる。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、選択可能な「回廊」アプローチを適用しておらず、2010年1

月1日以降、すべての数理計算上の差異をその他の包括利益に計上している（もはや損益計算書には計上してい

ない。）。

引当金の金額は以下と等しい。

・IAS第19号が推奨する数理計算に従って計算した、報告期間末の確定給付債務の現在価値
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・（必要がある場合には）当該コミットメントをカバーするために配分された資産の公正価値を差し引く。その

代表的なものとして適格な保険契約が挙げられる。当該債務のすべてが、確定給付制度の一部または全部の期

間について支払われる支出額と合致する保険契約によりカバーされる場合、これらの保険契約の公正価値が、

対応する債務の価値（すなわち、対応する数理計算上の負債額）であるとみなされる。

カバーされていない債務については、退職給付引当金が、貸借対照表の負債の部の「引当金」に計上される。こ

の引当金は、年度末時点における勤務従業員に対するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの負債に相

当し、2005年1月1日に発効したクレディ・アグリコル・グループの新たな労働協約に準拠している。

早期退職のコミットメントに係る費用を賄うための引当金も、「引当金」に記載される。この引当金は、クレ

ディ・アグリコル・グループの企業が締結した様々な早期退職協定（これに基づき適格年齢に達した従業員が

早期退職することができる。）における割引後の追加費用を賄う。

最後に、当行グループ会社の一部は、補完退職給付を支払う義務を有する。これらの給付に対して、当行の数理

計算上の負債に基づいて、引当金が計算される。当該引当金も、貸借対照表の負債の部の「引当金」に記載され

る。

年金制度－確定拠出制度

「雇用主」は、様々な強制加入年金制度に拠出している。制度資産は独立した組織によって管理され、基金が当

期および過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な資産を保有

していない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、クレディ・ア

グリコル・エス・エー・グループには、継続中の拠出金以外に負債はない。

株式報酬（IFRS第2号）

株式報酬に関するIFRS第2号は、株式報酬取引について当行の損益計算書および貸借対照表において評価する

ことを要求している。この基準は、IFRS第2号の規定に従って、2002年11月7日より後に付与され、2005年1月1日に

権利確定していない制度に適用される。これは、以下の2つの場合をカバーしている。

・株式報酬取引が資本性金融商品で決済される場合

・株式報酬取引が現金で決済される場合

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが開始し、IFRS第2号の対象である株式報酬制度は、主に資本性

金融商品で決済される取引である。

付与されたオプションは、ブラック・ショールズ・モデルを使用して、付与日における公正価値で測定される。

これらのオプションは、権利確定期間（現行制度については4年）にわたり「従業員費用」に費用計上され、同額

の調整額が株主持分に計上される。

従業員貯蓄制度の一環として従業員に提供される従業員株式発行も、IFRS第2号の基準に基づいて処理される。

株式は、最高で20％割り引いた価格で従業員に提供される。これらの制度に権利確定期間はないが、当該株式に

は、5年間のロックアップ期間が設けられる。従業員に付与された給付は、ロックアップ期間を考慮した取得株式

の公正価値と発行日に従業員が支払った購入価格に発行株式数を乗じた金額との差額として測定される。

制度および評価方法の説明は、注記7.6「株式報酬」に記載されている。

当行グループは、2011年度において、従業員を対象とする増資を行った。

クレディ・アグリコル・エス・エーの資本性金融商品で決済されるストック・オプションに係る費用および

新株予約権に係る費用は、現在、年金加入者を雇用している企業の財務書類において認識される。その影響額は、

「従業員費用」に計上され、「利益剰余金（当行グループの持分）」に同額の増加が計上される。

当期税金および繰延税金
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IAS第12号に従い、法人所得税は、当期税金および繰延税金を問わず、利益にかかるすべての税金を含む。

IAS第12号は、当期税金負債について、「ある報告期間の課税所得（欠損金）について納付すべき（還付され

る）法人所得税額」として定義している。課税所得は、課税当局が定めたルールに従って計算されたある会計期

間の利益（または損失）である。

当期税金負債を計算するための税率および税法は、当行グループの会社が所在する各国において施行されてい

るものである。

当期税金負債は、その納付が複数年にわたる場合であったとしても、将来の取引実施を条件としないすべての

法人所得税（納付・還付にかかわらず）を含む。

当期税金負債は、決済が終わるまで負債として認識しなければならない。当期および過年度について支払済み

の額がそれらの年度の税額を超える場合は、当該超過額は資産として認識しなければならない。

また、企業が実行した取引の一部は、当期税金負債の測定において考慮されない税務上の効果を有することが

ある。IAS第12号では、資産または負債の帳簿価額とその課税基準額との差異を、一時差異と定義している。

この基準は、以下の場合に繰延税金を認識することを要求している。

・次の場合に生じる繰延税金負債を除き、貸借対照表における資産または負債の帳簿価額とその課税基準額との

間のすべての将来加算一時差異について繰延税金負債を認識しなければならない。

- のれんの当初認識

- 企業結合ではなく、取引日に会計上の利益にも課税所得（欠損金）にも影響を与えない取引における資産ま

たは負債の当初認識

・将来減算一時差異を使用できる課税所得が生じる可能性が高いと考えられる範囲内で、貸借対照表における資

産または負債の帳簿価額とその課税基準額との間のすべての将来減算一時差異について繰延税金資産を認識

しなければならない。

・また、未使用の税務上の繰越欠損金および税額控除に対して、将来その使用対象となる課税所得が生じる可能

性が高い範囲内で、繰延税金資産を認識しなければならない。

各国における適用税率が使用される。

繰延税金は割り引かれない。

課税対象である、有価証券に係る未実現利益は、資産の帳簿価額と課税基準額との将来加算一時差異を生じさ

せない。したがって、繰延税金は、これらの利益に対して認識されない。関連する有価証券が売却可能有価証券と

して分類される場合、未実現利益および損失はその他の包括利益に直接認識される。これらの未実現利益または

損失から発生する、企業が事実上負担する税金費用または税金費用減少額は、当該利益または損失からの控除額

として計上される。

フランスでは、非連結株式投資に対する投資の売却に係る長期キャピタル・ゲインのうち10％を除く全額が、

フランス税法の定めにより、2007年1月1日以降開始する課税年度から非課税となる。10％については、通常の適用

税率で課税される。したがって、年度末時点で認識された未実現利益には、この10％に関する一時差異が生じ、繰

延税金の認識が必要となる。

繰延税金は、以下のいずれかから生じる場合を除き、当期純利益に認識される。

・同一の事業年度または異なる事業年度にその他の包括利益に直接認識される取引または事象。この場合、税金

は直接その他の包括利益に借記または貸記される。

・企業結合

繰延税金資産および繰延税金負債は、以下の場合にのみ相殺される。

・企業が当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ、

・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって次のいずれかに対して課された法人所得税に該当

するものである。
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a）同じ納税企業体

b）相当額の繰延税金資産もしくは繰延税金負債が支払われるもしくは回収されると予想される将来の事業年

度に、当期税金資産と当期税金負債とを純額で決済すること、または当期税金資産と当期税金負債を同時に

決済することを意図している異なった納税企業体

有価証券ポートフォリオおよび債権からの収益に対する税額控除は、当期に関連する法人所得税の支払に実質

的に使用される場合、関連する収益と同じ項目に認識される。対応する税金費用は、引続き損益計算書の「法人所

得税」の項目に認識される。

固定資産の会計処理（IAS第16号、第36号、第38号および第40号）

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、すべての有形固定資産に構成要素別の会計処理を適用して

いる。IAS第16号の規定に従って、減価償却可能価額には、有形固定資産の潜在的な残存価額が考慮される。

土地は、取得原価から減損損失を控除した額で測定される。

事業に使用される不動産、投資用の不動産および設備は、取得原価から、その使用開始時以降の減価償却累計額

および減損損失累計額を控除した額で測定される。

購入したソフトウェアは、購入価格から、その取得後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額で

測定される。

自社製作のソフトウェアは、原価から、その完成後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額で測

定される。

ソフトウェア以外では、主に契約法（例えば、販売契約）に起因して企業結合により取得した資産が無形資産

に含まれる。

固定資産はその見積耐用年数にわたり減価償却される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、有形固定資産に関する構成要素別の会計処理の適用に伴

い、以下の構成要素および減価償却期間を採用した。当該減価償却期間は資産の種類およびその所在地により修

正されている。

構成要素 減価償却期間
土地 減価償却しない
構築物 30年から80年
非構築物 8年から40年
工場設備 5年から25年
器具備品 5年から15年
コンピューター機器 4年から7年
専門機器 4年から5年

税務関連の減価償却費に相当する例外的な減価償却費（資産は実際には減損しない）は、当連結財務書類から

消去されている。

入手可能な情報に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、報告期間末現在、減損テストによ

る現行の固定資産額の変更はないと結論付けた。

為替取引（IAS第21号）

IAS第21号に従って、貨幣性項目と非貨幣性項目は区別される。

報告日において、外貨建貨幣性資産および外貨建貨幣性負債は、決算日の為替レートでクレディ・アグリコル

・エス・エー・グループの機能通貨に換算される。為替差額は、損益計算書に計上される。このルールには、以下

の2つの例外がある。

・売却可能金融資産については、償却原価に関して計算された為替差額のみが損益計算書に計上され、残りは株

主持分に計上される。
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・キャッシュ・フロー・ヘッジに指定された項目、または在外企業に対する純投資の一部である項目に係る為替

差額は、その他の包括利益に計上される。

非貨幣性項目は、項目の種類により以下のとおり異なる処理がなされる。

・取得原価による項目は、取引日の為替レートで測定される。

・公正価値による項目は、報告期間末の決算日の為替レートで測定される。

非貨幣性項目に係る為替差額は以下のとおり認識される。

・非貨幣性項目に係る利益または損失が損益計算書に計上される場合には、損益計算書に認識される。

・非貨幣性項目に係る利益または損失がその他の包括利益に計上される場合には、その他の包括利益に認識され

る。

報酬および手数料（IAS第18号）

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料は、関連する役務の性質に従って以下のとおり損益とし

て認識される。

・金融商品に係る実効利回りの不可欠な一部である報酬および手数料は、当該商品に係る利回りの修正として認

識され、実効金利に含まれる。

・役務の提供を伴う取引の成果を、信頼性をもって見積ることができる場合、かかる収益は、報告期間末現在のそ

の取引の進捗度に応じて、「報酬および手数料」に以下のとおり認識される。

a）非継続的な役務に対する対価として支払われたかまたは受領された報酬および手数料は、全額損益計算書

に認識される。

  パフォーマンス目標の達成を条件に支払われるかまたは受領される報酬および手数料は、次の条件がすべて

満たされる場合にのみ認識される。

ⅰ）報酬および手数料の額を、信頼性をもって測定できること

ⅱ）提供された役務の将来の経済的便益が当行に流入する可能性が高いこと

ⅲ）その役務の進捗度を、信頼性をもって測定でき、かつその役務について発生した原価および役務提供の

完了に要する原価を、信頼性をもって測定できること

b）継続的に提供される役務に対する報酬および手数料（例えば支払手段に係る報酬および手数料）は役務の

提供期間にわたって、損益計算書に認識される。

保険事業（IFRS第4号）

IASおよびIFRSの規則により認められているように、現行の規則の更なる修正があるまで、負債の一部について

はフランス一般会計原則に従い評価されている。当行グループの保険会社に保有されている金融資産は、IAS第39

号記載の金融資産の区分に再分類された。

裁量権のある有配当性を伴う契約は、保険契約に係る責任準備金の下、合計が負債として計上される。それら契

約は保険契約と同様に認識されている。これら契約の保険料は収益として認識され、保険契約者の債務の増加は

費用とみなされる。

生命保険契約に係る責任準備金は、契約書に定義された責任準備金率により慎重に見積もられている。裁量権

のある有配当性を伴う、または伴わない契約書もしくは保証内容に関連した負債は、報告期間末の原資産もしく

はその同等物の公正価値をベースに評価され、金融負債として計上される。

預金会計規則に従って、これら保険契約に係る金銭的利鞘は準備金的要素（保険料、給付金等）を除外した後、

損益計算書に計上される。

損害保険契約の負債は報告期間末に割引を適用せずに見積もられる。責任準備金に関連する請求処理費用は、

報告日に財務書類の引当金に計上される。
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生命保険以外の保険契約については、取得費用は保険料を得た時点で認識される。生命保険契約については直

接識別可能な取得費用は収益獲得期間にわたり認識される。

保険業に関連する費用合計は注記4.5「その他の業務に係る純収益および費用」に記載されている。

IFRS第4号に規定される各国の一般会計原則の適用拡大および保険会社の連結財務書類に関連するCRC規則第

2000-05に認められているように、「シャドウ・アカウンティング」は裁量権のある有配当性を伴う契約におい

て保険債務を計上するために使用される。この手法の下、保険契約者にいずれ返還される関連金融資産の、プラス

もしくはマイナスの評価差額は「繰延利益分配」に認識される。

繰延利益分配は、原資産にかかる未実現損益と同じように、貸借対照表の負債側の保険契約に係る責任準備金

もしくは資産側に損益または評価差額金を通じて認識される。

繰延利益分配は2つの段階で決定される。

・利益参加型の保険契約の資産に、過去3年間の平均をベースに未実現損益を補填し、

・利益参加型の保険契約の再評価に、償還権付債券については過去3年間の分配キーを、その他金融資産につい

ては100％の分配キーを適用する。

繰延利益分配資産が回復可能かどうかを判断するに際しては、今後見込まれる利益計画において予期せぬ未実

現損失について十分な考慮がなされているかどうか判断した上で、2008年12月19日付の国家会計審議会（CNC）

勧告に従って負債の認識が十分であるかどうかについてテストする。これらのテストは下記に基づいている。

・第一は流動性分析である。これは、たとえ新規契約が減少していくという状況においても、債務支払いのため

の十分な資金源調達能力があるかどうか、また、未実現損失が見込まれる資産を維持する能力があるかどう

かについて明らかにすることである。当該テストは、新規契約が想定される場合と想定されない場合との両

方のケースに関して実施されている。

・第二に、当行の経営上の意思決定を再現した内部モデルにより測定した将来の役務の平均価値と、公正価格

での債務を表している資産の価値を比較する。これは企業の債務支払能力を表す。

最後に、以下のようなシナリオによる感応度チェックにより、繰延利益分配に対する影響に関してテストが実

施されている。

・フランスの銀行および保険部門規制当局である金融健全性規制監督機構（ACP）が使用するシナリオと類似

のシナリオから導かれる償還レートに対して一律均15％の償還率の増加があった場合

・株式市場における評価額に追加的に10％の減少があった場合

IFRS第4号によると、各報告日において当行グループは保険負債（繰延買収費用および関連する無形資産も考

慮した純額）が将来的に見積もられたキャッシュ・フローに達するために十分かどうかを判断する。

上記を検証するための債務十分性テストは、IFRS第4号の第16項に記載されている下記の最低条件を満たさな

くてはならない。

・すべての契約による将来のキャッシュ・フロー（関連する経営費用、報酬および手数料、またこれら契約書

に内在するオプションや保証を含む。）の現状の見積りを考慮しなくてはならない。

・もしもテストにより負債が十分でないと判明した場合、不足額は損益にすべて計上される。

リース（IAS第17号）

IAS第17号が要求するように、リースはその実質と財務上の実態に従って分析される。リースは、オペレーティ

ング・リースまたはファイナンス・リースとして分類される。

ファイナンス・リース取引は、貸手からの融資により資金を調達した借手による固定資産の取得として処理さ

れる。

貸手の財務書類では、取引の経済的実態に応じて以下の処理が行われている。

・顧客からのリース受取額が認識され、実際のリース料の回収により減額される。
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・リース料受取額は、元本と利息に分解される。

・リース引当金を認識する。これは以下の項目の差額に等しい。

a）リース債権純額：借手側の債務であり、報告日現在のファイナンス・リース債権および経過利息から構成

される。

b）リース固定資産の正味帳簿価額

c）繰延税金引当金

借手の財務書類において、ファイナンス・リースは資産を資金調達して購入した場合と同じ方法で認識され、

債務を認識し、購入した資産を資産に計上して当該資産を減価償却する。

損益計算書では、理論上の減価償却費（資産を購入した場合に認識する費用）および金融費用（融資に関連し

て発生する費用）がリース料の支払に応じて計上される。

オペレーティング・リースでは、借手はリース料を費用計上し、貸手は、これに対応する収益を賃料として計上

し、貸借対照表にリース資産を計上する。

売却目的で保有する非流動資産および非継続事業（IFRS第5号）

非流動資産（または処分グループ）は、その帳簿価額が継続使用ではなく売却により主に回収される場合に売

却目的保有として分類される。

これに該当するためには、資産（または処分グループ）は、現況で直ちに売却することが可能でなければなら

ず、その売却の可能性が非常に高くなければならない。

関連する資産および負債は、貸借対照表において「売却目的保有非流動資産」および「売却目的保有非流動資

産に係る負債」として独立して表示される。

売却目的保有として分類される非流動資産（または処分グループ）は、その帳簿価額と、売却費用控除後の公

正価値のいずれか低いほうの金額で測定される。未実現利益の減損は、損益計算書に計上される。当該資産の分類

変更後、未実現利益の償却は行われない。

非継続事業とは、すでに処分されたかまたは売却目的保有に分類されている当行グループの構成単位で、次の

いずれかに該当するものである。

・独立の主要な事業分野または営業地域を表す。

・独立の主要な事業分野または営業地域を処分する、統一された計画の一部である。

・転売のみのために取得した子会社である。

以下は、損益計算書の独立の項目として開示される。

・処分日までの非継続事業の税引後損益

・非継続事業を構成する資産または負債を処分したことにより、または売却費用控除後の公正価値で測定したこ

とにより認識した税引後の利益または損失

1.4　連結の原則および方法（IAS第27号、第28号および第31号）

連結の範囲

当連結財務書類は、IAS第27号、IAS第28号およびIAS第31号に従って、クレディ・アグリコル・エス・エーおよ

びクレディ・アグリコル・エス・エーが支配を有するすべての会社の財務書類を含んでいる。クレディ・アグリ

コル・エス・エーが直接的または間接的に20％以上の既存の議決権または潜在的議決権を有する場合に支配が

存在すると考えられる。

支配の定義
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国際的な基準に従って、独占的支配、共同支配および重要な影響力の下にあるすべての企業は、その寄与が重要

であると考えられ、下記の例外に該当しないことを条件として、連結される。

重要性は、連結貸借対照表、連結株主持分計算書および連結損益計算書における割合で表される3つの主要な基

準に照らして評価される。

独占的支配は、クレディ・アグリコル・エス・エーが、直接的にまたは子会社を通じて間接的に、企業における

議決権の過半を所有する場合に存在すると考えられる。ただし、例外的な状況において、そのような所有権が支配

を与えないことを明確に立証することができる場合を除く。独占的支配は、企業の議決権（または潜在的議決

権）の半分以下の所有であってもクレディ・アグリコル・エス・エーが、経営者の中で過半の権限を有する場合

にも存在する。

共同支配は、共同支配となる契約上の出資によって複数の当事者が関与するジョイント・ベンチャーにおいて

行使される。

重要な影響力は、被投資企業の財務および営業の方針決定に影響を与える権限であり、支配ではないものとし

て定義される。クレディ・アグリコル・エス・エーは、直接的にまたは子会社を通じて間接的に、企業における議

決権を20％以上所有する場合に重要な影響力を有すると考えられる。

特別目的事業体の連結

特別目的事業体(特定の取引または類似の取引のグループを管理するために設立された組織）および、より具

体的には、独占的支配下にあるファンドの連結は、SIC第12号によって規定されている。

SIC第12号に従い、特別目的事業体は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにより実質的に支配され

ていれば、資本関係がない場合であっても連結される。これは、主に特別目的の投資信託に関係する。

特別目的事業体が実質的に支配されているかどうかは以下の基準を考慮して決定される。

・特別目的事業体の事業活動がクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業の特定の事業上の必要に

応じてクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業のために行われ、それによりクレディ・アグリコ

ル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の事業運営から便益を得ている。

・実質的に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の事業活動の便益の大半を

獲得するための意思決定の権限を保有し、または「自動操縦」の仕組みを設定することによってクレディ・ア

グリコル・エス・エー・グループの企業がこの意思決定の権限を委託している。

・実質的に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の便益の大半を獲得する権

利をもつゆえに特別目的事業体の事業活動に伴うリスクに晒されている。

・実質的に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が、特別目的事業体の事業活動からの便益を

得るために、特別目的事業体またはその資産に関連した残余リスクまたは所有者リスクの大半を負っている。

連結の範囲からの除外

IAS第28号第1項およびIAS第31号第1項に従って、ベンチャー・キャピタル企業が保有する少数株主持分は、純

損益を通じて公正価値で測定する金融資産（売買目的保有に分類される金融資産および当初認識時に純損益を

通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産を含む。）に分類される限りにおいて、連結の範囲か

ら除外される。

連結の方法

連結の方法は、IAS第27号、第28号および第31号によってそれぞれ規定されている。連結対象となる可能性のあ

る企業に対してクレディ・アグリコル・エス・エーが行使する支配の種類に基づき、当該企業の事業または当該

企業が法的主体であるか否かにかかわらず、以下のとおり処理される。
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・独占的支配下にある企業（財務書類の構成が異なる企業を含む。）は、クレディ・アグリコル・エス・エーの

事業の延長上にない事業を行っている場合であっても、全部連結される。

・共同支配下にある企業（財務書類の構成が異なる企業を含む。）は、クレディ・アグリコル・エス・エーの事

業の延長上にない事業を行っている場合であっても、比例連結される。

・クレディ・アグリコル・エス・エーが重要な影響力を行使する企業は、持分法で会計処理される。

連結は、投資額を、各子会社が計上している資産および負債の各項目に置き換える処理である。株主持分および

利益に対する少数株主持分は、連結貸借対照表および連結損益計算書において個別に識別される。

少数株主持分は、IAS第27号が規定するように、支配が認められない保有に相当する。これには、現在の持分の一

部であり、清算された場合に純資産に対する権利を比例割合で付与する金融商品、および子会社により発行され

たその他の資本性金融商品で当行グループが保有していないものが含まれる。

比例連結は、投資額を、被連結会社の資産、負債および純利益のうち連結会社の持分相当部分に置き換える処理

である。

持分法は、投資額を、投資先企業の株主持分および純損益に対する当行グループの持分に置き換える処理であ

る。

修正および消去

重要性がないと考えられる場合を除き、被連結会社の評価方法を統一するために修正を行う。

連結貸借対照表および連結損益計算書に影響を与える当行グループの内部取引は消去される。

当行グループ内の資産の譲渡から生じたキャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスは消去される。内部取引

で売却された際に測定された一時的でない減損は計上される。

在外子会社の財務書類の換算（IAS第21号）

外貨建で作成された子会社の財務書類は、以下の2段階でユーロに換算される。

・該当する場合には、財務書類の作成に使用される現地通貨から、機能通貨（企業が営業活動を行う主たる経済

環境で使用される通貨）に換算する。かかる情報が機能通貨で当初認識されたものとして換算される（外貨建

取引における換算の原則と同じである。）。

・機能通貨から、当行グループの連結財務書類の表示通貨であるユーロに換算する。資産および負債は決算日の

為替レートで換算される。損益計算書の収益および費用は期中平均為替レートで換算される。資産、負債および

損益計算書項目の換算から生じた換算差額は、株主持分の独立した項目として計上される。企業の全部または

一部の移転の際、かかる換算差額は、損益として認識される。子会社（独占的支配）が売却される場合、その支

配喪失時にのみ、株主持分から損益への振替が行われる。

企業結合－のれん

IFRS第3号に従い、企業結合は取得法を使用して会計処理される。ただし、IFRS第3号の適用範囲から除外されて

いる共通支配下の企業結合（特に、地域金庫間の合併）を除く。これらの取引は、IAS第8号で認められているとお

り、フランスで一般に認められている会計原則に従って、帳簿価額で計上されている。

取得日において、IFRS第3号が規定する認識条件を満たす、被取得企業の識別可能な資産、負債および偶発負債

が公正価値で認識される。

特に、リストラクチャリング負債は、被取得企業が取得日現在でリストラクチャリングを完了する義務を負う

場合にのみ、被取得企業の負債として認識される。

2010年1月1日以後に実行された取引について、価格調整条項は、その実現の可能性が高くなくても信頼性を

もって決定できる場合には公正価値で認識される。当該条項が金融負債である場合その後の公正価値の変動は、
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損益計算書に認識される。

2009年12月31日より前に実行された取引について、かかる条項は、それらの適用が12ヶ月を超えても適用の可

能性が高くなった場合にのみ、被取得企業の取得原価に含められている。

資産、負債および偶発負債の当初の評価は、取得日後最大12ヶ月以内に修正することができる。

2010年1月1日以降、現在の持分を構成し、清算された場合に企業の純資産に対する持分を得る権利を与える非

支配持分は、取得企業の選択により以下の2つの方法で測定することができる。

・取得日における公正価値による測定

・被取得企業の識別可能な資産および負債に対する持分につき再評価した公正価値での測定

この選択は企業結合ごとに行われる。

非支配持分（子会社により発行された資本性金融商品のうち、当行グループが保有していないもの）の残高

は、取得日の公正価値で認識されなければならない。

資産、負債および偶発負債の当初の評価は、取得日後12ヶ月以内に修正することができる。

被取得企業に関連する一定の取引は、企業結合とは別個に計上される。これには、主に以下のものが該当する。

・取得企業と被取得企業との間の既存の関係を終了する取引

・将来の役務に関する従業員または旧株主への支払を伴う取引

・取得企業が支払うべき費用を被取得企業または旧株主に払い戻すことを目的とする取引

これらの別個の取引は、通常、取得日に損益計算書に認識される。

企業結合時に移転された対価（取得原価）は、被取得企業の支配と交換に取得日に取得企業が移転した公正価

値の合計として測定される（例えば、現金、資本性金融商品等）。

2009年12月31日より前に実行された取引について、取得原価には、企業結合に直接起因する費用も含まれる。

2010年1月1日以後に実行された取引について、企業結合に直接起因する費用は企業結合とは別個に費用として

認識されている。取引の実行可能性が高い場合、かかる費用は「その他の資産の処分に係る純利益／（損失）」

に計上され、そうでない場合には「営業費用」に計上される。

取得原価と非支配持分の金額の合計と、取得日の公正価値で評価された識別可能な取得資産および引受負債の

純額との差額が正である場合には、被取得企業が全部連結または比例連結の対象である場合は「のれん」とし

て、被取得企業が持分法を使用して連結される場合は「持分法適用会社に対する投資」として、貸借対照表の資

産の部に計上される。負ののれんは直ちに純損益に認識される。

のれんは被取得企業の通貨により当初の金額で貸借対照表に計上され、報告期間末の決算日の為替レートで換

算される。

支配が段階的に達成される場合、支配以前に保有していた持分は、取得日に純損益を通じて公正価値で再評価

され、のれんは、一度、取得日の取得資産および引受負債の公正価値を用いて計算される。

のれんは、減損の客観的証拠があるとき、または最低1年に1回、減損についてテストされる。

取得日の非支配持分を測定するための選択肢および仮定は、のれんの当初計上額および（存在する場合には）

価値の下落による減損に影響を与えることがある。

減損テストの目的上、のれんは、企業結合から便益を受けることが見込まれる資金生成単位（以下「CGU」とい

う。）に配分される。当行グループの事業ラインでは、CGUを、単一の事業モデルで機能する資産および負債の識別

可能な最小グループとして定義している。減損テストでは、配分されたのれんを含む各CGUの帳簿価額をその回収

可能価額と比較する。

CGUの回収可能価額は、市場価額と使用価値のいずれか高いほうの金額として定義されている。使用価値とは、

経営のために当行グループが作成した中期事業計画において規定された、CGUの将来キャッシュ・フローの現在

価値である。

回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、CGUに配分されたのれんについて、同額の減損損失が認識される。かか
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る減損損失は戻入れできない。

当行グループがすでに独占的支配を有する企業に対する持分割合を増加させる場合、取得原価と持分増加から

生じる純資産持分との差異は、「利益剰余金、当行グループの持分」の項目に認識されている。当行グループが独

占的支配を維持している企業に対する持分割合を減少させる場合、売却価格と対応する少数株主持分の帳簿価額

との差異も、「利益剰余金、当行グループの持分」に直接認識される。これらの取引に係る費用は、株主持分に計

上される。

すでに独占的支配を有する企業に対する持分割合の変動があった場合、資産であるのれんの価値に変動は生じ

ないが、当行グループの純資産持分と少数株主持分との間で再配分される。

少数株主に付与された売却オプションの会計処理は以下のとおりである。

・売却オプションが全部連結子会社の少数株主に付与される場合、貸借対照表に負債が認識される。かかる負債

は当初認識時に、付与されたオプションの権利行使価格の見積現在価値で測定される。この負債の見合いとし

て、少数株主持分に帰属する純資産がゼロまで減額され、残額が株主持分から控除される。

・見積権利行使価格のその後の変動は、当該負債金額に影響し、株主持分の修正により相殺される。同様に、少数

株主に帰属する純資産のその後の変動は、株主持分で相殺消去される。

支配を喪失した場合、売却手取金は、売却企業全体について計算され、残余の投資部分は、支配喪失日の公正価

値で貸借対照表に計上される。

注記2　事業年度における重要な情報

2011年12月31日現在の連結範囲およびその変更の詳細は、注記12に記載されている。

2.1　報告期間における重大な事象

2.1.1　クレディ・アグリコル・エス・エー・グループリストラクチャリング計画

2011年12月31日現在、クレディ・アグリコルが事業を行うマクロ経済環境は、以下の事象による著しい影響を

受けた。

・金融機関に約3年間影響を及ぼした後、政府の支払能力に疑問が投げ掛けられ、ユーロ圏諸国の政府債務に影響

を与えた未曾有の危機。投資家心理の悪化は、すべてのリファイナンスの足かせとなる。

・強化された規制上の要求事項（流動性および支払能力－EBAテスト－バーゼル2.5およびバーゼル3）

このような状況下で、新たな経済および規制環境、経済的先行きの不透明化、流動性へのアクセスの困難、リ

ファイナンス環境の悪化、規制の強化に対応するために、クレディ・アグリコル・エス・エーの業務執行陣は

2011年9月28日のシュヴルー会議において、当行グループのリストラクチャリング目標を掲げた。これらには、当

行グループの債務50十億ユーロの2011年6月から2012年12月における構造的な圧縮および、2011年度に実施され

た最初のプログラム22十億ユーロと比較した、市場における2012年度の中期／長期リファイナンス・プログラム

12十億ユーロへの削減である。

クレディ・アグリコル・エス・エーの事業部門は、これらの目標を達成するために行うべきトレードオフ（本

質的に収益性の高い事業部門および／または流動性資産等に重点を置いた、特定の活動の縮小または譲渡）を特

定し、実施のための実務的な条件を決定した。講じられた様々な措置ならびに予想される財務および会計に及ぼ

される影響については、クレディ・アグリコル・グループがこのような非常に制限された環境下において適応

し、難題に対応可能であることを表明、立証するために2011年12月14日に提示された。

2011年12月31日現在、これらの決定による影響は以下のリストラクチャリング計画による影響を受ける事業体
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に反映される。

・393百万ユーロに達する再編引当金の割当て（注記4.6を参照。）

・子会社の利用による価値の低下。評価パラメータの変動により、CGUに対するのれんの減損1,575百万ユーロ

（2011年度上半期に認識されたエンポリキ・バンクに関するのれん359百万ユーロの減損を除く。）を伴う

（注記2.5を参照。）。

・ローン・ポートフォリオ評価の調整および収益またはリスク費用（債権の会計上の分類に従う。）における

357百万ユーロのマイナスの影響を及ぼす売却過程におけるローン・ポートフォリオ処理の影響

2.1.2　持分法適用会社の評価

持分法適用会社の使用価値は、のれんの評価に利用される方法と同一の方法に従って決定され、持分法に基づ

いて処理され、バンクインテルについては617百万ユーロ、BESについては269百万ユーロの有価証券の価値下落が

もたらされた（注記2.2を参照。）。これらの減損費用は、市場コンセンサスの低下ならびに評価パラメータ、割当

資本および割引率の変動を反映する。

2.1.3　クレディ・アグリコル・エス・エーのギリシャにおける経済および財政状況に対するエクスポージャー

ギリシャ政府の債務に対するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループのエクスポージャー

当行グループのエクスポージャーは、銀行業務については2011年6月30日現在の330百万ユーロから、2011年12

月31日現在の112百万ユーロ、保険事業については4,974百万ユーロから1,890百万ユーロに変動した（注記6.7を

参照。）。

銀行業務について、ヘッジ控除後、減損控除後の価額の情報が表示されている。保険事業については、減損控除

後、生命保険に特有の保険会社間の分担メカニズム適用前のエクスポージャーに相当する。

ギリシャの信用リスクに関するエクスポージャー

ギリシャ政府の債務に関するエクスポージャーを除き、以下のポートフォリオについて、クレディ・アグリコ

ル・エス・エー・グループのエクスポージャーの金額は、2011年12月31日現在25,687百万ユーロである。

（単位：百万ユーロ） 貸出金残高
うち貸倒懸念債

権残高
減損 減損率

貸出金残高

（純額）

個人および小規模企業 13,009 5,536 2,827 21.73％ 10,182

企業 2,930 953 536 18.29％ 2,394

大企業 9,748 1,214 1,048 10.75％ 8,700

うち船舶 3,692 86 119 3.22％ 3,573

クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループ合計

25,687 7,703 4,411 17.17％ 21,276

うちエンポリキ・バンク
(1) 22,291 7,268 3,980 17.85％ 18,311

(1) 公開会社およびギリシャの地域当局への1.1十億ユーロのエクスポージャーを含み、そのうち415百万ユーロは国営企業3

社（ヘレニック・レイルウェイズ・オーガニゼーション（OSE）、ヘレニック・ディフェンス・システムズ（EAS）およ

びアテネ・アーバン・トランスポート・オーガニゼーション（OASA））に関するエクスポージャーである。

エンポリキ・バンクにおけるのれんの減損費用

ギリシャにおける状況の悪化により、エンポリキ・バンクの業績見通しの再考が迫られ、2011年度上半期以降、
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再考により以下の結果が生じた。

・エンポリキ・バンクにおけるクレディ・アグリコル・エス・エーののれんの減損合計について、追加減損359

百万ユーロ。2009年度および2010年度における減損は、それぞれ485百万ユーロおよび418百万ユーロに達した。

・148百万ユーロに達する繰延税金資産の評価性引当金の計上。2011年12月31日現在、繰延税金資産残高は、合計

133百万ユーロであった。

クレディ・アグリコル・エス・エーによるエンポリキ・バンク子会社のリファイナンス

エンポリキは、2011年度初頭に開始したリファイナンス方針を継続し、資金調達の強化およびクレディ・アグ

リコル・エス・エーに対して資金支援を要請する必要を減らすことを目指した。

その結果エンポリキ・バンクは、競争の激しい環境において預金の市場シェアを拡大し、ECBへの適格準備金を

増加させるに至った。当該準備金は、2011年12月31日現在1.8十億ユーロの水準に達している。これらの施策によ

り、クレディ・アグリコル・エス・エーにより提供されるリファナインス額を2011年12月31日現在5.5十億ユー

ロに減少することが可能となった。2012年度初頭、エンポリキはクレディ・アグリコル・エス・エーからの増資

を受け、それにより支払能力が回復した。その子会社の資本増強を受けて、クレディ・アグリコル・エス・エーの

資本のエクスポージャーは1.3十億ユーロとなった。

エンポリキ・バンクは、ギリシア中央銀行に対し、入手可能である最新の経済データに基づいて作成された

2012年度から2015年度の事業計画の更新について通知した。クレディ・アグリコル・エス・エーは、この事業計

画を遂行するために必要な措置を取り、さらにギリシャへの欧州支援計画にも参加することを決定した。かかる

計画の主要条件は、2012年2月21日のユーログループ会合後に公表された。ギリシャの見通しを取り巻く不確実性

により、ギリシャの経済状況および政治状況またはエンポリキ・バンクの営業状況が著しく悪化する場合、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーはその利益を維持するために、状況に対処するためのすべての選択肢を検討する

ことになる。

エンポリキ・バンクの少数株主持分を買収するための公募

2011年5月、クレディ・アグリコル・エス・エーはギリシャの子会社であるエンポリキ・バンク・オブ・グ

リース・エス・エー（まだクレディ・アグリコル・エス・エーおよびSACAMアンテルナシオナルSASに保有され

ていない。）の残存部分（4％）を買収し、アテネ証券取引所において銀行を上場廃止にするために、ギリシャ資

本市場委員会（HCMC）に任意公募を申請した。

2011年7月のエンポリキ・バンクの株式の公募（1株当たり1.76ユーロ）およびそれに続くスクイーズ・アウ

ト手続き後、クレディ・アグリコル・エス・エーはギリシャの子会社におけるその保有を95％に増加し、残り5％

はSACAMアンテルナシオナルにより保有されている。かかる取引の完了後、銀行はアテネ証券取引所におけるエン

ポリキ・バンク株式の上場廃止を申請した。

2011年10月26日、ギリシャ資本市場委員会の取締役会において上場廃止が承認された。

少数株主持分の買収は、当行グループの株式に-47百万ユーロの影響を及ぼした。

クレディ・アグリコル・エス・エーによる子会社エンポリキ・バンクに対する増資

子会社のエンポリキ・バンクが、年度末時点において自己資本規制比率が順守できるように、クレディ・アグ

リコル・エス・エーは1.6十億ユーロの追加貸付を行い、前払金合計は2十億ユーロとなり、2012年1月24日に資本

増に転じた。

2.1.4　「スイッチ」メカニズムの導入
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母体であるクレディ・アグリコル・エス・エーとクレディ・アグリコル地域金庫の相互ネットワークとの関

係に基づき、地域金庫により発行されるCCI/CCA投資の保有に関する規制要件をクレディ・アグリコル・エス・

エーから地域金庫に移行するためのスキームが、2011年12月23日に導入された。このメカニズムには、CCIおよび

CCAの持分法適用価額に基づいて地域金庫によりクレディ・アグリコル・エス・エーに提供される保証が含まれ

る。地域金庫による4.9十億ユーロの担保金の支払により取引が成立し、ネットワークへの預託金および貸付金と

して認識される。預託金には、収益として認識される報酬が生じる。

保証は、当行グループのオフバランスシート・コミットメントとして計上され、14.7十億ユーロに達した。保証

のための報酬は「持分法適用会社の株式」として認識される。

ハイブリッド証券「T3CJ」および株主ローンは2011年12月31日現在74.5％が早期償還された。それぞれ総額が

1.4十億ユーロおよび2.8十億ユーロであった。

2.1.5　従業員に対する無償株式の交付

2011年11月9日の会合において、取締役会は従業員に対して無償株式（従業員1人につき60株）を割り当てるこ

とを決定した。剰余金見合いとして2011年度末現在認識されている従業員費用は、1.2百万ユーロである。

2.1.6　当年度中の買収

IFRS第3号に従い、買収された資産および負債の暫定的な公正価値は、新たに入手した買収日現在および評価期

間中（買収日から1年を超えてはならない。）における事実と状況についての情報を反映して調整することがで

きる。したがって、本項に記載されるのれんは、この期間中に追加調整される可能性がある。

当期中の取引に関して、少数株主持分はIFRS第3号に従い、識別可能資産および負債の持分として認識された。

イタリアにおけるクレディ・アグリコル・エス・エーの成長

2010年2月18日に発表されたインテーザ・サンパオロとの取決めにより設定された条件に従い、クレディ・ア

グリコル・エス・エーは、2011年度上半期におけるカリパルマ、フリウルアドリアおよびカリスペツィアの買収

手続きの完了ならびにインテーザ・サンパオロの支店網（イタリアにおけるクレディ・アグリコル・エス・

エーのネットワークは合計902店舗となった。）により、引き続きイタリアにおける存在感を高めている。

その結果、クレディ・アグリコル・エス・エーは、75％所有子会社であるカリパルマを通じて、市況に応じて現

金総額740百万ユーロで以下の買収を行った。

・2011年1月3日、インテーザ・サンパオロ・グループの子会社であるカッサ・ディ・リスパルミオ・デッラ・ス

ペツィア（またはカリスペツィア）の資本の80％を288百万ユーロで買収。かかる買収後、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーはカリスペツィアの資本の60％を保有し、独占的支配権を獲得した。

・さらに2011年3月27日、インテーザ・サンパオロの子会社であるバンカCRフィレンゼ・エス・ピー・エーから

買収した第1陣の11店舗もカリパルマに譲渡された。この店舗の出資は52百万ユーロの増資により支払われた。

・2011年6月30日、第2陣の85店舗がカリパルマ（70店舗）およびその子会社フリウルアドリア（15店舗）に譲渡

された。この店舗の出資はカリパルマについては331百万ユーロ、フリウルアドリアについては69百万ユーロの

増資により支払われた。

カリスペツィアおよび96店舗の識別可能資産および負債の買収日現在における公正価値評価後、のれんが合計

512百万ユーロ計上され、そのうち376百万ユーロは当行グループの持分であった。当該のれんは「国際リテール

・バンキング」の資金生成単位に帰属する。
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センテアの買収

2011年7月1日、ベルギーの銀行保険グループであるKBCおよびクレディ・アグリコル・ドゥ・ベルジーク（ク

レディ・アグリコル・エス・エーならびにノール・エストおよびノール・ドゥ・フランス地域金庫が資本の

50％を共同で保有する。）は貯蓄銀行センテアを総額525百万ユーロで売却する契約を締結した。

センテアは、持分法に基づき買収日から連結対象となった。当行グループの純利益に対する拠出は2011年12月

31日現在3.6百万ユーロであった。

この買収は、過去数年においてクレディ・アグリコル・ドゥ・ベルジークの成長と多角化の方針における重要

なステップとなる。新事業体は、ベルギーの独立代理店において2番目のネットワークをもつ、ベルギーの銀行業

界における主要なプレーヤーとなる。

2.1.7　当年度中の売却

クレディ・ウルグアイ・バンコの売却（IFRS第5号）

クレディ・アグリコル・エス・エーは、税務に関して非協力的である諸国からの撤退を継続し、2010年5月4日、

ウルグアイのリテール・バンキング子会社であるクレディ・ウルグアイ・バンコの100％保有分をバンコ・ビル

バオ・ビスカヤ・アルヘンタリアに74百万ユーロで売却する契約に署名した。

取引が申請されたウルグアイおよびスペインの金融・規制当局の承認を受けて、2011年度第1四半期に取引が

完了した。

売却により税金および譲渡手数料控除後に4百万ユーロの損失が生じ、「非継続事業または売却目的保有事業

からの純利益」として計上され、非継続事業からの希薄化後1株当たり利益に重要性の低いマイナスの影響が生

じた（注記6.18の「1株当たり利益」を参照。）。

SCBカメルーンの売却（IFRS第5号）

SCBカメルーンにおける51％の資本のアティジャリワファ・バンクへの売却が2011年4月8日に完了した。この

取引は、2011年4月7日にSCBの株式資本の14％をカメルーン政府へ売却した後に行われた。

これらの取引により、2年前に着手されたプロジェクト（サハラ以南のアフリカの銀行における保有分につき、

クレディ・デュ・マロックおよびワファサラフの持分増加を対価としたクレディ・アグリコル・エス・エー・

グループからアティジャリグループへの譲渡）が終了した。

売却により13百万ユーロの利益が生じ、「非継続事業または売却目的保有事業からの純利益」として計上され

た。

ユーロファクターUKの売却（IFRS第5号）

IFRS第5号の「売却目的保有非流動資産および非継続事業」に従い、ユーロファクターUKの損益計算書項目、資

産および負債は、2011年度上半期において売却目的保有の損益、非流動資産および負債に表示された。

売却は2011年7月29日に完了し、4.8百万ユーロの利益を上げ、「非継続事業または売却目的保有事業からの純

利益」として計上された。

ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドの売却（IFRS第5号）

2011年11月30日、現在の経営者を支持する形で、ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リ

ミテッドの売却が行われた。利益に及ぼす重大な影響はない。

クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティおよびクレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ

により管理されるクレディ・アグリコル・キャピタル・インベストメント・ファイナンスのファンド売却に関
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する契約（IFRS第5号）

2011年12月16日、クレディ・アグリコルおよびコラー・キャピタルはクレディ・アグリコル・エス・エーによ

るコラー・キャピタルへのクレディ・アグリコル・プライベート・エクイティの100％売却およびクレディ・ア

グリコル・キャピタル・インベストメント・ファイナンスが保有するファンドの大部分の売却に関する契約の

締結を発表した。

この取引の完了は、管轄当局からの必要な承認の取得を条件として、2012年度第1四半期中に行われることに

なっている。

クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ・グループおよびクレディ・アグリコル・プライベート

・エクイティにより管理されるクレディ・アグリコル・キャピタル・インベストメント・ファイナンスのファ

ンドは、当行グループの財務書類において「売却目的保有非流動資産」として分類される。

2.1.8　報告期間中のその他の取引

BFTのリストラクチャリング

バンク・ドゥ・フィナンスモン・エ・トレゾルリ（以下「BFT」という。）の活動は、2011年度において様々な

当行グループの事業部門（クレディ・アグリコル・エス・エー、CACEIS、アムンディおよびクレディ・アグリコ

ルCIB）に付随して行われた。法律的な見地から、この組織再編成は様々な当行グループの事業部門へのスタッフ

および資産の譲渡を通じて行われた。

これらの資産の譲渡後、クレディ・アグリコル・エス・エーにより保有されるBFTの株式は、残りの活動（主に

地方自治体への出資）について、2012年度に予定されているBFTとクレディ・アグリコルCIBの合併に備えるため

にクレディ・アグリコルCIBに譲渡された。かかる活動はクレディ・アグリコルCIBにおいてスピンオフされる。

クレディ・アグリコル・エス・エーによる100％保有ではない当行グループ事業体（クレディ・アグリコル

CIB97.77％およびアムンディ73.62％）への資産および有価証券のグループ内譲渡により、重要性は低いがクレ

ディ・アグリコル・エス・エーにおいて希薄化が生じた。

CITICセキュリティーズとのパートナーシップ契約の締結

世界中の顧客により良いサービスを提供するために、現地における存在感を確固たるものとし、ブローカレッ

ジにおける世界的なリーダーを生み出すことを目指して、2011年度にCITICSとのパートナーシップ契約が署名さ

れた。CITICSは、こうしてCLSAおよびクレディ・アグリコル・シュヴルーの少数株主となり、これらの会社の資本

のそれぞれ19.9％の持分を保有している。関連規制および従業員代表機関の承認を条件として、取引は2012年度

に完了する予定である。

BESにおけるクレディ・アグリコル・エス・エー持分の希薄化

2011年度第4四半期、BESはソルベンシー比率を向上させるために、機関投資家および個人投資家が保有する劣

後債務および優先株式の転換を提案した。これらの発行分の転換により、530百万ユーロの資本増加がもたらされ

た。

この取引の結果、当行グループによるBESの株式保有比率は、転換前の23.85％と比較して20.5％となった。当行

グループの純利益持分におけるクレディ・アグリコル・エス・エー持分の希薄化の影響は－95百万ユーロであ

り、「持分法適用会社の純利益（損失）持分」に計上された。

2.2　持分法適用会社に対する投資

2011年12月31日

（百万ユーロ）
持分法に
よる価額

市場価額 総資産 収益 純利益
純利益に
対する持分
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金融機関: 17,581 257

バンクAlサウジAlフランシ 1,229 1,952 28,951 873 554 134

バンコ・エスピリト・サント 888 404 82,771 2,095 (109) (329)

地域金庫および関連会社 14,604 1,027

バンクインテル 555 555 59,491 1,104 181 (597)

その他 305 22

金融機関以外: 705 (28)

ユーラゼオ
(1) 638 311 14,454 193 (100) (24)

その他 67 (4)

持分法適用会社に対する投資の正味帳
簿価額

18,286 229

(1) 総資産、収益および純利益は、2011年6月30日に終了した期間についてユーラゼオにより報告された数値に基づく。

バンコ・エスピリト・サントの利益に対する持分には、総額364百万ユーロに達する、269百万ユーロの価額の

損失および95百万ユーロの希薄化効果の認識が含まれる。

バンクインテルの利益に対する持分は、617百万ユーロの価額の損失による影響を受けた。

これらの損失は、世論の悪化およびこれらの投資利用の際の価額評価に使用する市場パラメータの変動の考慮

が関連している（注記2.5を参照。）。

2010年12月31日

（百万ユーロ）
持分法に
よる価額

市場価額 総資産 収益 純利益
純利益に
対する持分

金融機関: 17,429 72

バンクAlサウジAlフランシ 1,068 2,007 24,589 887 566 141

バンコ・エスピリト・サント 1,273 801 83,655 2,367 511 118

地域金庫および関連会社 13,769 968

バンクインテル
(1) 1,084 486 54,025 1,102 151 (19)

インテーザ・サンパオロ・エスピー

エー
(2) (1,153)

その他 235 17

金融機関以外: 682 (7)

ユーラゼオ
(3) 634 599 15,0322,959 10 （5)

その他 48 （2)

持分法適用会社に対する投資の正味帳
簿価額

18,111 65

2010年度における「持分法適用会社に対する投資」の項目の変動は、主に2010年12月16日の当行グループによる決定（か

かる会社の監督委員会における代表を可能にしていたメカニズムを終了させる決定）を受けて、インテーザ・サンパオロに

対する投資が連結除外となったことに起因する。

(1) 持分法による減損価額209百万ユーロを含み、そのうち57百万ユーロが当年度中に割り当てられた。

(2) 2009年6月30日以降、持分法を適用して連結されていたインテーザ・サンパオロ・エスピーエーに対する投資は、2010年

12月に非連結株式投資（以下「売却可能金融資産」という。）として再分類された。2010年度における持分法による利益

-1,153百万ユーロには、2010年12月17日（重大な影響を及ぼす損失日）における公正価値で測定するかかる投資の純損

益をを通じた再評価が含まれる。

(3) 総資産のデータは、2010年6月30日現在において当行により発表されたデータである。収益および純利益は、2009年度下半

期および2010年度上半期においてユーラゼオにより発表されたデータである。

上記の表に示される市場価額は、2011年12月31日現在の市場における株式の相場価格である。この価額は、持分

法適用会社において公正価値が、IAS第28号に従い決定される持分法による価額と異なる可能性があるため、売却

価額を表していない場合がある。

持分法適用会社に対する投資は、のれんに関して使用される方法と同様、すなわち注記2.5に記載される当該会

社の予測将来キャッシュ・フロー見積りおよび評価パラメータを用いる減損テストの対象となった。

2.3　証券化取引
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顧客に代わって行った証券化取引

顧客に代わって行った証券化取引の情報は「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」に記載されている。

自己勘定の証券化取引

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス・グループは自己勘定で証券化取引を行っている。

2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス・グループは欧州において小口消

費者ローンおよびディーラー融資の証券化のために15個の連結ビークルを運営した。関連資産（関連負債控除

後）の帳簿価額は、2011年12月31日現在3,206百万ユーロとなった。それらには、特に、2011年12月31日現在、正味

帳簿価額9,044百万ユーロの顧客向けローン残高が含まれる。

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス・グループ内で行われた証券化取引は、IFRSにおけ

る非連結取引の一部を構成するものではないと認識されており、よってクレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループの連結財務書類に統合し直している。

2.4　非連結会社に対する投資

「売却可能金融資産」のポートフォリオに計上されるこれらの投資は、発行した会社の株式資本の重要な割

合を占める持分証券であり、長期的な保有を意図している。

この項目（経過利息を含む。）は、2010年12月31日現在は6,128百万ユーロであったが、2011年12月31日現在、

5,569百万ユーロとなった。

2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーのインテーザ・サンパオロへの投資に係る公正価

値は、2010年12月31日現在の1,237百万ユーロから785百万ユーロとなり、合計452百万ユーロの未実現損失を認識

するに至っている。2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーは、未実現損失が重大化および長期

化しない限り、減損の客観的証拠は無いものと考えている。結果として、2010年12月17日（重大な影響を及ぼす損

失があった日）以降のこれら有価証券の変動額は「その他の包括利益」に認識されている。

2011年12月31日現在、保有割合が20％超で、貸借対照表上で重要性がある非連結会社への投資はクレディ・ロ

ジュモン（A株およびB株）である。当行グループの投資は合計480百万ユーロにのぼる。

これらの株式はクレディ・ロジュモンの資本金の33％を占めているが、様々なフランスの銀行によって共同

保有されており、重大な影響力をもたらしていない。

2011年度において、損益計算書に認識された非連結会社に対する株式投資の長期的な減損の純繰入額は-60百

万ユーロとなった。

2.5　のれん

（百万ユーロ）
2010年

12月31日

総額

2010年

12月31日

純額

増加

（取得）
(2)

減少

（処分）

期中の

減損損失

為替換算

調整勘定

その他の

変動
(1)

2011年

12月31日

総額

2011年

12月31日

純額

フランス国内リテール・
バンキング 5,263 5,263 5,263 5,263

　・LCLグループ 5,263 5,263 5,263 5,263

専門金融サービス 3,499 3,363 (247) 3,499 3,116

　・消費者金融 3,047 3,047 (1) 3,046 3,046

　・リース・ファイナンス
およびファクタリン
グ

452 316 (247) 1 453 70

資産運用、保険およびプラ
イベート・バンキング

4,549 4,549 9 5 (22) 4,541 4,541

　・資産運用 2,043 2,043 4 (1) 2,046 2,046
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　・投資家向けサービス 665 665 (22) 643 643

　・保険 1,226 1,226 4 (2) 1,228 1,228

　・国際プライベート・バ
ンキング

615 615 5 1 3 624 624

法人営業および投資銀行 2,419 2,405 (1,053) 3 (2) 2,420 1,353

国際リテール・バンキン
グ

4,553 3,308 512 (634) (4) 1 5,069 3,183

　・ギリシャ 1,516 359 (359) 1,516

　・イタリア 2,446 2,446 512 (215) 2 2,960 2,745

　・ポーランド 264 264 1 265 265

　・ウクライナ 124 63 (60) (3) 127

　・その他の国々 203 176 (1) (2) 201 173

コーポレート・センター 72 72 72 72

合計 20,35518,960 521 (1,934) 4 (23) 20,86417,528

当行グループの持分 20,03218,638 385 (1,897) 4 (23) 20,40517,107

少数株主持分 323 322 136 (37) 459 421

(1) うち22百万ユーロは、CACEIS S.A.の35％の追加取得に関するナティクシスとの間の買収契約に定める価格調整条項の

適用に関係している。

(2) カリスペツィアおよびインテーザ・サンパオロの96の支店の買収により、のれん512百万ユーロ（当期に認められたの

れんの再配分調整後）が生じた。

のれんは、帰属する資金生成単位（以下「CGU」という。）の使用価値の評価に基づき、減損テストの対象とな

る。使用価値は、当行グループの経営のために作成された中期計画から計算されたCGUの見積将来キャッシュ・フ

ローを割り引いて決定される。使用された仮定は以下のとおりである。

・見積将来キャッシュ・フロー：2011年9月下旬に発表された当行グループのリストラクチャリング計画に基づ

く3年間の予測データ。一部のCGUについては、当該CGUのより長期の経済サイクルを考慮して、5年間の予測デー

タを用いることができる。

・様々な事業部門に配分された資本は、2011年12月31日現在、銀行業務についてはリスク加重資産の7％、保険業

務についてはソルベンシー・マージンの100％に相当した。

・持続成長率：以下の表のとおり、CGUによって異なる。

・割引率：以下の表のとおり、CGUによって異なる。

2011年度 持続成長率 割引率

フランス国内リテール・バンキング 2.0％ 9.2％

国際リテール・バンキング 2.0％から3.0％ 10.0％から15.7％

専門金融サービス 2.0％から2.5％ 9.2％から12.2％

資産運用、保険およびプライベート・バンキング 2.0％ 9.7％から10.1％

法人営業および投資銀行 2.0％ 12.6％

コーポレート・センター 2.0％ 11.8％

南欧（イタリア、スペイン、ポルトガル）においてCGUおよび持分法適用投資に使用された割引率は、50ベーシ

ス・ポイントから110ベーシス・ポイントの間で増加した。これは上記の国におけるソブリン・リスクの更なる

拡大とその結果をそれぞれの国の企業の評価に考慮したためである。

2011年度において、これら減損テストにより合計1,934百万ユーロの減損損失を認識し、そのうち、37百万ユー

ロがのれん－少数株主持分の減損であった。詳細は以下のとおりである。

・財務・投資活動CGUに1,053百万ユーロ（のれん－少数株主持分の7百万ユーロを含む。）

・エンポリキ・バンクCGUに359百万ユーロ

・リース・ファイナンスおよびファクタリングCGU（のれん－少数株主持分の6百万ユーロを含む。）に247百

万ユーロ
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・カリパルマCGUに215百万ユーロ（のれん－少数株主持分の24百万ユーロを含む。）

・CAウクライナCGUに60百万ユーロ

のれんの当行グループ持分に対して行われた感応度テストは以下のとおり示している。

・割引率の+/-50ベーシス・ポイントの変動または銀行業CGUに割当てられる株式持分水準の+/-50ベーシス・

ポイントの変動は、2011年度末に計上された減損損失当行グループ持分の+/-50％の変動につながる。

・銀行業CGUに割当てられる自己資本水準の+/-100ベーシス・ポイントの変動は2011年度末に計上された減損

損失当行グループ持分の+/-70％の変動につながる。

・持続成長率の+/-50ベーシス・ポイントの変動は2011年度末に計上された減損損失当行グループ持分の

+/-10％の変動につながる。

これらのシナリオにより発生する追加的減損損失は、主に2011年12月31日現在既に減損したCGUに影響を及ぼ

すと想定される。

2.6　ジョイント・ベンチャーへの投資

ジョイント・ベンチャーへの投資のリストおよび詳細

2011年12月31日現在、ジョイント・ベンチャーにおける主な投資は下記のとおりである。

・ニューエッジは50％連結されており、連結貸借対照表への計上は合計24,832百万ユーロであり、1,640百万

ユーロが費用、1,341百万ユーロが収益であった。

・FGAキャピタルS.p.A. は50％連結されており、連結貸借対照表への計上は合計7,856百万ユーロであり、831

百万ユーロが費用、918百万ユーロが収益であった。

注記3　財務管理、リスク・エクスポージャーおよびヘッジの方針

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務管理部門は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の資

金の流れの整理、借換規則の定義および実施、資産・負債の管理ならびに自己資本規制比率の管理について責任

を有する。同部門は、原則を定め、当行グループ全体の一体性のある財務管理を確保する。

当行グループの銀行業務リスクの管理は、グループ・リスク管理および恒常的統制部門（DRG）が担当してい

る。同部門は、最高経営責任者直属で、その役割は、信用リスク、財務リスクおよび業務リスクの管理ならびにこれ

らのリスクの管理に影響するプロジェクトの監督である。

これらの手続についての記述および解説は、IFRS第7号で認められているとおり、「第3　事業の状況－3　対処す

べき課題」に記載されている。しかしながら、内訳は財務書類には表示されている。

3.1　信用リスク

（「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」の項目を参照。）

信用リスクは、相手方が義務を履行できず、また、これらの義務に関する銀行における記録の帳簿価額が正であ

る際に発生する。相手方は銀行である場合もあるが、産業もしくは商業企業、政府および政府が管理する様々な組

織、投資ファンドまたは個人である場合もある。

エクスポージャーは貸付、債務証券、財産証書、履行交換契約、履行保証または未使用の確約コミットメントで

ある場合もある。リスクには、整備された決済システム外で行われる現金または現物の交換を伴ういかなる取引

にも内在する決済リスクが含まれる。
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信用リスクの最大エクスポージャー

企業の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、相殺額および評価額に係る認識された損失を控除した後

の正味帳簿価額の合計である。

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日 2010年12月31日

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（持分証券およびユ

ニット・リンク契約を除く。）
432,721 345,703

ヘッジ手段のデリバティブ 33,560 23,524

売却可能資産（持分証券を除く。） 206,353 200,424

金融機関に対する貸出金および債権（内部取引を除く。） 104,610 103,746

顧客に対する貸出金および債権 399,381 383,246

満期保有金融資産 15,343 21,301

貸借対照表上のコミットメントへのエクスポージャー（減損損失

控除後）
1,191,968 1,077,944

付与した融資コミットメント（内部取引を除く。） 160,160 175,209

付与した金融保証コミットメント（内部取引を除く。） 98,898 102,908

引当金　－　融資コミットメント (219) (264)

貸借対照表外の融資コミットメントへのエクスポージャー（引当

金控除後）
258,839 277,853

純エクスポージャー合計 1,450,807 1,355,797

集中度別のリスク分析により、リスク・エクスポージャーの分散に関する情報が得られる。

保証およびその他の信用補完措置の金額は以下のとおりであった。

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日

金融機関に対する貸出金および債権（内部取引を除く。） 22,759

顧客に対する貸出金および債権 154,975

付与した融資コミットメント（内部取引を除く。） 14,676

付与した金融保証コミットメント（内部取引を除く。） 4,682

融資活動の内訳（経済主体別）

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（経済主体別）（クレディ・アグリコル内部取引を除く。）

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評価
された
減損

集合的に評価
された
減損

合計

中央政府 7,112 210 83 23 7,006

中央銀行 23,214 23,214

金融機関 81,964 611 569 81,395

金融機関以外の機関 75,593 2,369 1,213 1,13673,244

大企業 167,620 7,491 4,446 1,662161,512

小口顧客 165,492 14,078 7,153 720 157,619

合計
(1)(2) 520,995 24,75913,464 3,541503,990

帳簿価額 503,990

(1)
 
条件緩和（減損されていない）貸出金3,020百万ユーロを含んでいる。

(2) 2011年12月31日現在、開示されている金額は経過利息を含んでいる。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評価
された
減損

集合的に評価
された
減損

合計
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中央政府 9,189 173 97 30 9,062

中央銀行 19,800 19,800

金融機関 84,324 561 492 83,832

金融機関以外の機関 55,824 1,917 1,055 985 53,784

大企業 179,749 7,016 3,390 1,612174,747

小口顧客 150,689 12,102 5,706 622 144,361

合計
(1) 499,575 21,76910,740 3,249485,586

経過利息、純額 1,406

帳簿価額 486,992

(1) 条件緩和（減損されていない）貸出金2,161百万ユーロを含んでいる。

顧客に付与したコミットメント（経済主体別）

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

顧客に付与した融資コミットメント

中央政府 4,518 4,601

金融機関以外の機関 21,865 18,261

大企業 91,264 101,371

小口顧客 31,249 36,854

合計 148,896 161,087

顧客に付与した保証コミットメント

中央政府 990 474

金融機関以外の機関 7,940 8,057

大企業 38,788 40,950

小口顧客 39,003 42,703

合計 86,721 92,184

顧客に対する債務（経済主体別）

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

中央政府 11,058 2,955

金融機関以外の機関 99,699 100,046

大企業 116,863 100,856

小口顧客 298,016 296,250

合計
(1) 525,636 500,107

経過利息 1,253

帳簿価額 525,636 501,360

(1) 2011年12月31日現在、開示されている金額は経過利息を含んでいる。

地域別の融資活動の内訳

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（地域別）（クレディ・アグリコル内部取引を除く。）

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評
価された
減損

集合的に評
価された
減損

合計

フランス（海外の領地を含む。） 208,593 5,874 3,288 878 204,427

その他のEU諸国 161,444 15,918 8,207 1,136152,101

その他の欧州諸国 16,297 523 252 100 15,945

北アメリカ 63,612 457 350 916 62,346

中央・南アメリカ 14,613 913 607 23 13,983

アフリカおよび中東 20,116 903 653 331 19,132

アジア太平洋（日本を除く。） 15,223 117 68 83 15,072

日本 21,069 54 39 74 20,956

超国家的組織 28 28
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合計
(1)(2) 520,995 24,75913,464 3,541503,990

帳簿価額 503,990

(1) 条件緩和（減損されていない）貸出金3,020百万ユーロを含んでいる。

(2) 2011年12月31日現在、開示されている金額は経過利息を含んでいる。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評
価された
減損

集合的に評
価された
減損

合計

フランス（海外の領地を含む。） 191,168 5,426 2,832 1,011187,325

その他のEU諸国 170,691 13,213 6,051 952 163,688

その他の欧州諸国 17,865 428 234 138 17,493

北アメリカ 44,579 414 305 787 43,487

中央・南アメリカ 18,110 855 553 33 17,524

アフリカおよび中東 24,302 1,126 615 181 23,506

アジア太平洋（日本を除く。） 21,887 263 135 99 21,653

日本 10,973 44 15 48 10,910

超国家的組織

合計
(1) 499,575 21,76910,740 3,249485,586

経過利息、純額 1,406

帳簿価額 486,992

(1) 条件緩和（減損されていない）貸出金2,161百万ユーロを含んでいる。

顧客に付与したコミットメント（地域別分析）

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

顧客に付与した融資コミットメント

フランス（海外の領地を含む。） 64,904 66,643

その他のEU諸国 42,029 47,695

その他の欧州諸国 7,043 6,935

北アメリカ 20,155 19,813

中央・南アメリカ 4,747 5,802

アフリカおよび中東 2,266 3,764

アジア太平洋（日本を除く。） 6,735 9,402

日本 1,017 1,033

合計 148,896 161,087

顧客に付与した保証コミットメント

フランス（海外の領地を含む。） 58,037 61,851

その他のEU諸国 12,888 13,091

その他の欧州諸国 1,806 2,237

北アメリカ 5,705 6,479

中央・南アメリカ 682 1,209

アフリカおよび中東 1,990 2,507

アジア太平洋（日本を除く。） 4,527 4,022

日本 1,086 788

合計 86,721 92,184

顧客に対する債務（地域別分析）

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 338,381 321,259

その他のEU諸国 85,294 79,043

その他の欧州諸国 10,349 6,247

北アメリカ 62,146 59,244

中央・南アメリカ 3,359 6,388

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 519/1332



アフリカおよび中東 13,277 15,052

アジア太平洋（日本を除く。） 10,709 9,272

日本 2,121 3,602

超国家的組織

合計
(1) 525,636 500,107

経過利息 1,253

帳簿価額 525,636 501,360

(1) 2011年12月31日現在、開示されている金額は経過利息を含んでいる。

延滞金融資産または個別に減損が評価された金融資産

延滞金融資産または減損が評価された金融資産の分析（経済主体別）

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ） 延滞貸出金に対する支払いの遅滞 個別に減損
が評価され
た金融資産
の正味帳簿
価額

個別および
共同でテス
トされた金
融資産の減
損

90日以内
90日超

180日以内

180日超

1年以内
1年超

延滞金融資産の

正味帳簿価額

資本性金融商品 2,416 2,296

負債性金融商品 174 174 2,702 5,794

　中央政府
(1) 2,002 5,116

　中央銀行 2

　金融機関 23

　金融機関以外の機関 494 417

　大企業 174 174 204 238

　リテール顧客

貸出金および債権 6,151 401 275 145 6,97211,29517,005

　中央政府 43 1 2 46 127 106

　中央銀行

　金融機関 225 65 30 320 42 569

　金融機関以外の機関 218 42 7 1 268 1,156 2,349

　大企業 2,096 104 254 110 2,564 3,045 6,108

　小口顧客 3,569 189 12 4 3,774 6,925 7,873

合計 6,325 401 275 145 7,14616,41325,095

(1) 内部モデルを用いて評価されたギリシャ政府の債券は、平均で74％、合計5.1十億ユーロ減損した。保険事業特有の利益

分配メカニズムを適用し、繰延税金を評価した後、当期純利益の当行グループの持分への影響は943百万ユーロであっ

た。2011年12月31日現在の正味帳簿価額は、2十億ユーロに達した（注記6.7を参照。）。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
延滞貸出金に対する支払いの遅滞

個別に減損
が評価され
た金融資産
の正味帳簿
価額

個別および
共同でテス
トされた金
融資産の減
損90日以内

90日超

180日以内

180日超

1年以内
1年超

延滞金融資産の

正味帳簿価額

資本性金融商品 2,986 1,421

負債性金融商品 91 236

　中央政府

　中央銀行

　金融機関 39 46

　金融機関以外の機関 30

　大企業 52 160

　小口顧客

貸出金および債権 7,178 410 182 340 8,11011,15614,572

　中央政府 88 6 4 19 117 77 128

　中央銀行

　金融機関 200 8 48 58 314 69 555

　金融機関以外の機関 115 1 1 4 121 866 2,056
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　大企業 1,994 103 89 237 2,423 3,669 5,226

　小口顧客 4,781 292 40 22 5,135 6,475 6,607

合計 7,178 410 182 340 8,11014,23316,229

デリバティブ商品－カウンターパーティー・リスク

デリバティブ商品に係るカウンターパーティー・リスクは、市場価値および規制基準に従って算定され、加重

された潜在的な信用リスクから構成される。

また、リスクを軽減するネッティング契約および担保契約の影響も参考として表示されている。

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 市場価額

潜在的な
信用

リスク
(1)

カウンター
パーティー
・リスク
合計

市場価額

潜在的な
信用

リスク
(1)

カウンター
パーティー
・リスク
合計

OECD政府、中央銀行および類似機関に関す

るリスク
6,630 2,950 9,580 2,488 2,338 4,826

OECD金融機関および類似機関に関するリス

ク
174,12281,312255,433132,02381,232213,255

その他のカウンターパーティーに関するリ

スク
27,64817,08544,733 20,40713,08633,493

合計 208,400101,347309,746154,91896,656251,574

以下に係るリスク：

－金利、為替レートおよびコモディティ契

約
184,71182,877267,586132,00272,786204,788

－エクイティおよびインデックス・

デリバティブ契約
9,490 4,749 14,240 9,145 5,735 14,880

－クレジット・デリバティブ契約 14,19913,72127,920 13,77118,13531,906

合計 208,400101,347309,746154,91896,656251,574

ネッティング契約および担保契約の影響 177,27765,247242,523130,91154,766185,677

合計（ネッティング契約および担保契約の

影響控除後）
31,12336,10067,223 24,00741,89065,897

(1) バーゼルⅡの規制基準に基づいて計算されている。

カウンターパーティー・リスクがないため、ネットワークのメンバー間の契約は含まれていない。

3.2　市場リスク

（「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」の項目を参照。）

市場リスクとは、損益計算書または貸借対照表において、市場変数の変化に伴い金融商品の価値が不利に変動

したことによって生じる負の影響のリスクをいい、特に以下のリスクをいう。

・金利：金利リスクとは、金融商品の公正価値が変化するリスク、または、金利の変動に伴って、金融商品の将来

のキャッシュ・フローが変化するリスクをいう。

・為替レート：外国為替リスクとは、為替レートの変動に伴って、金融商品の公正価値が変動するリスクをいう。

・価格：価格リスクとは、株式およびコモディティ、株式のバスケットならびに株式指標の価格または流動性の

変動リスクをいう。このリスクに最もさらされる商品は、変動利付証券、エクイティ・デリバティブおよびコ

モディティ・デリバティブである。

デリバティブ商品：残存期間別の分析

デリバティブ商品の市場価値を契約上の残存期間別に分けている。
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ヘッジ手段のデリバティブ－資産の公正価値

2011年12月31日
2010年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価
格合計

市場価
格合計（単位：百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 4,13510,57717,45132,16322,509

・金利スワップ 4,10510,30917,03631,45021,802

・金利オプション 1 149 150 80

・キャップ－フロア－カラー 29 268 185 482 549

・その他のオプション 81 81 78

通貨および金 377 382 53 812 552

・通貨先物 353 382 53 788 552

・通貨オプション 24 24

その他 3 13 2 18 155

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

3 13 2 18 155

小計 4,51510,97217,50632,99323,216

・通貨先渡取引 336 17 214 567 309

正味帳簿価額 4,85110,98917,72033,56023,525

ヘッジ手段のデリバティブ－負債の公正価値

2011年12月31日
2010年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価
格合計

市場価
格合計（単位：百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 3,20610,16320,16633,53524,369

・金利スワップ 3,15510,00619,83632,99723,923

・金利オプション 71 71 37

・キャップ－フロア－カラー 50 157 188 395 368

・その他のオプション 1 71 72 41

通貨および金 290 33 323 262

・通貨先物 265 33 298 262

・通貨オプション 25 25

その他 14 3 2 19 54

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

14 3 2 19 54

小計 3,51010,19920,16833,87724,685

・通貨先渡取引 587 75 66 728 934

正味帳簿価額 4,09710,27420,23434,60525,619

売買目的保有のデリバティブ商品－資産の公正価値

2011年12月31日
2010年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価
格合計

市場価
格合計（単位：百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 3 15,30478,937196,732290,976179,703

・先物 2 2 1

・金利先渡契約 691 75 766 322

・金利スワップ 13,34063,046163,932240,318141,660

・金利オプション 182 4,18731,44135,810 23,858

・キャップ－フロア－カラー 1,09111,6281,35914,078 13,807

・その他のオプション 1 1 2 55

通貨および金 18 3,083 3,9094,02011,030 9,888

・通貨先物 18 1,084 1,7022,0064,810 2,987
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・通貨オプション 1,999 2,2072,0146,220 6,901

その他 2,244 2,876 142 6,69515,8673,99631,820 34,900

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

1,737 2,725 142 3,421 4,288 454 12,767 14,435

・貴金属デリバティブ 74 13 87

・コモディティ・デリバティブ 507 151 1,547 551 133 2,889 4,188

・クレジット・デリバティブ 1,65311,0153,40916,077 16,252

・その他 25

小計 2,265 2,876 142 25,08298,713204,748333,826224,491

・通貨先渡取引 12,0103,411 201 15,622 12,923

正味帳簿価額 2,265 2,876 142 37,092102,124204,949349,448237,414

売買目的保有のデリバティブ商品－負債の公正価値

2011年12月31日
2010年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価
格合計

市場価
格合計（単位：百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 1 15,86876,165198,894290,928179,010

・先物 1 1 5

・金利先渡契約 659 87 746 296

・金利スワップ 14,03857,257164,135235,430136,482

・金利オプション 98 5,08631,92337,107 25,329

・キャップ－フロア－カラー 1,06313,7092,76317,535 16,791

・その他のオプション 10 26 73 109 107

通貨および金 3,342 3,841 3,49110,674 10,287

・通貨先物 994 1,457 1,5213,972 2,880

・通貨オプション 2,348 2,384 1,9706,702 7,407

その他 2,473 3,455 264 7,16713,7794,37131,509 32,916

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

2,056 3,263 258 2,657 3,225 555 12,014 12,916

・貴金属デリバティブ 70 14 84

・コモディティ・デリバティブ 417 188 6 1,462 541 122 2,736 4,318

・クレジット・デリバティブ 2,957 9,892 3,68916,538 15,368

・その他 4 21 107 5 137 314

小計 2,474 3,455 264 26,37793,785206,756333,111222,213

・通貨先渡取引 10,4712,200 213 12,884 10,139

正味帳簿価額 2,474 3,455 264 36,84895,985206,969345,995232,352

デリバティブ商品：コミットメント合計

2011年12月31日2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 想定元本残高合計 想定元本残高合計

金利商品 11,966,780 13,037,750

・先物 248,816 415,138

・金利先渡契約 1,404,723 1,043,903

・金利スワップ 7,205,798 8,282,547

・金利オプション
(1) 1,831,275 1,900,395

・キャップ－フロア－カラー 1,274,716 1,391,656

・その他のオプション
(1) 1,452 4,111

通貨および金 2,336,985 2,344,717

・通貨先物 1,674,697 1,620,662

・通貨オプション 662,288 724,055

その他 1,013,368 1,085,526

・エクイティおよびインデックス・デリバティブ 172,418 208,033

・貴金属デリバティブ 1,220 205

・コモディティ・デリバティブ 69,783 59,885

・クレジット・デリバティブ 769,254 817,073

・その他 693 330

小計 15,317,133 16,467,993
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・通貨先渡取引 653,489 863,661

合計 15,970,622 17,331,654

(1) 2010年に公表された財務書類に関して調整された金額。その他のオプションは、金利オプション1,899,352百万ユーロと

して分類変更された。

外国為替リスク

連結貸借対照表の通貨別分析

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 資産 負債 資産 負債

ユーロ 1,305,5151,297,6601,214,7421,196,740

その他のEU通貨 25,03727,07029,81130,998

米ドル 286,103308,534227,418261,155

日本円 42,26842,90944,49842,321

その他の通貨 64,68547,43577,06062,315

合計 1,723,6081,723,6081,593,5291,593,529

債券および劣後債務の通貨別の内訳

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 社債
期限付
劣後債務

永久
劣後債務

社債
期限付
劣後債務

永久
劣後債務

ユーロ 66,86618,7926,40755,37619,34910,786

その他のEU通貨 1,0441,4612,109 93 1,1731,950

米ドル 5,553 871 3,376 30 732 3,086

日本円 2,161

その他の通貨 2,569 180 278 160 140 283

合計 78,19321,30412,17055,65921,39416,105

金額は、経過利息を除いて表示されている。

保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に

含まれるものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。

3.3　流動性リスクおよび財務リスク

（「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」の項目を参照。）

流動性リスクおよび財務リスクとは、財務的なコミットメントの期限到来時に、当行が適時にかつ合理的な価

格でそれを満たすことができなかった場合の損失リスクをいう。

これらのコミットメントには、預金者および供給者に対する債務ならびに貸付および投資に関するコミットメ

ントが含まれる。

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（残存期間別）

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

金融機関に対する貸出金および債権（クレディ・アグリ

コル内部取引を含む。）
138,98665,926104,04471,454380,410

顧客に対する貸出金および債権（うち、ファイナンス・

リース）
142,67537,174122,471113,497415,817

小計
(1) 281,661103,100226,515184,951796,227

減損 (17,005)

正味帳簿価額 779,222
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(1) 2011年12月31日現在、開示されている金額には経過利息が含まれている。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

金融機関に対する貸出金および債権（クレディ・アグリ

コル内部取引を含む。）
141,17363,14091,71567,386363,414

顧客に対する貸出金および債権（うち、ファイナンス・

リース）
123,96741,842121,469108,173395,451

小計 265,140104,982213,184175,559758,865

経過利息 2,796

減損 (14,572)

正味帳簿価額 747,089

金融機関および顧客に対する債務（残存期間別）

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

金融機関に対する債務（クレディ・アグリコル内部取引

を含む。）
101,95910,28833,45326,965172,665

顧客に対する債務 442,87836,72633,92012,112525,636

小計
(1) 544,83747,01467,37339,077698,301

帳簿価額 544,83747,01467,37339,077698,301

(1) 2011年12月31日現在、開示されている金額には経過利息が含まれている。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

金融機関に対する債務（クレディ・アグリコル内部取引

を含む。）
106,16914,97218,00114,548153,690

顧客に対する債務 378,08454,99649,45817,569500,107

小計 484,25369,96867,45932,117653,797

経過利息 1,533 131 133 334 2,131

帳簿価額 485,78670,09967,59232,451655,928

債務証券および劣後債務

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

債務証券

利付債券 134 97 65 2 298

短期金融商品 128 1,616 4,262 6,006

譲渡可能債務証券 46,02711,350 1,919 665 59,961

債券
(1) 5,106 8,373 38,93825,77678,193

その他の債務証券 1,228 1,145 1,489 3,862

小計
(2) 52,49521,09342,53832,194148,320

帳簿価額 148,320

劣後債務

期限付劣後債務 762 1,175 3,491 15,87621,304

永久劣後債務 7 211 11,95212,170

相互保証預託金 128 128

参加型有価証券・ローン 1 179 180

小計
(2) 770 1,386 3,491 28,13533,782

帳簿価額 33,782
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(1) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。

(2) 2011年12月31日現在、開示されている金額には経過利息が含まれており、「3ヶ月以内」および「3ヶ月超1年以内」満期

に表示されている。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

債務証券

利付債券 126 99 18 22 265

短期金融商品 61 569 1,612 3,801 6,043

譲渡可能債務証券 74,90226,700 2,331 397 104,330

債券
(1) 1,892 8,947 29,43115,38955,659

その他の債務証券 778 252 1,623 2,653

小計 77,75936,56733,39221,232168,950

経過利息 1,387

帳簿価額 170,337

劣後債務

期限付劣後債務 265 85 4,878 16,16621,394

永久劣後債務 16,10516,105

相互保証預託金 119 119

参加型有価証券・ローン 199 199

小計 265 85 4,878 32,58937,817

経過利息 669

帳簿価額 38,486

(1) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。

リスクのある金融保証（予定満期別）

以下の表示金額は、リスクのある（すなわち減損した、またはウォッチリストに掲載されている）金融保証の

請求見込額である。

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

付与した金融保証 150 426 576

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

付与した金融保証 177 45 222

デリバティブの契約上の残存期間は注記3.2「市場リスク」で開示されている。

次へ
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3.4　金利リスクおよび為替リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジ

（「第3　事業の状況－　3　対処すべき課題」の項目を参照。）

ヘッジ関係において使用されるデリバティブ金融商品は、以下の用途に応じて指定されている。

・公正価値ヘッジ

・キャッシュ・フロー・ヘッジ

・外貨に対する純投資のヘッジ

各ヘッジ関係は正式に文書化されており、それには戦略、ヘッジ対象、ヘッジ手段および有効性の測定方法が記

載されている。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジは、金利の変動による固定利付金融商品の公正価値の変動リスクを低減する。公正価値ヘッジ

は、固定利付資産または固定利付負債を、変動利付資産または変動利付負債に変換する。

ヘッジ対象は、主に固定金利のローン、有価証券、預金および劣後債務である。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジは、変動利付金融商品に係るキャッシュ・フローの変動に関するリスクを低減す

る。

ヘッジ対象は、主に変動金利のローンおよび預金である。

外貨に対する純投資のヘッジ

外貨に対する純投資のヘッジは、為替の変動ならびにこれに起因するユーロ以外の通貨建で保有する資産およ

び負債の価値変動から当行グループを保護する。

ヘッジ手段としてのデリバティブ

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
市場価額

想定元本
市場価額

想定元本
プラス マイナス プラス マイナス

公正価値ヘッジ 32,345 34,436888,29022,905 25,4051,122,185

金利 30,958 33,516810,60421,891 24,3031,005,712

株式 18 5 184 155 21 997

為替 1,369 915 77,498 859 1,081115,156

クレジット

コモディティ

その他 4 320

キャッシュ・フロー・ヘッジ 1,205 34 12,369 618 99 15,991

金利 1,205 21 12,369 618 66 15,875

株式 13 33 116

為替

クレジット

コモディティ

その他

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ 10 135 6,278 2 115 4,825

ヘッジ手段のデリバティブ合計 33,560 34,605906,93723,525 25,6191,143,001

3.5　業務リスク

（「第3　事業の状況－3　対処すべき課題」を参照。）
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業務リスクは、内部手続もしくはシステムの欠陥、人為的ミスまたは信用リスク、市場リスクもしくは流動性

リスクに関係しない外部事象に起因する損失の可能性である。

3.6　資本管理および規制比率

2006年1月11日にEUが採択したIAS第1号の修正は、企業の資本情報およびその管理情報の開示を要求するもの

である。この修正の目的は、企業の資本管理における目的、方針およびプロセスを利用者に開示することである。

そこでは、財務書類の注記の中で質的および量的な情報の開示であり、主に企業が資本として何を管理している

かの量的データの概要、企業資本に課された外部的要求（規制要件等）、企業が規制要件を順守したか否かの表

示、また順守していない場合、その帰結の開示が要求されている。

「投資機関および金融機関の自己資本」および「金融コングロマリット」にかかる欧州指令をフランス法に

置換えた、銀行に適用される金融健全性規制では、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは流動性比率

とリスク部門および貸借対照表管理の規制、およびソルベンシー比率を遵守する必要がある。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、信用リスク、業務リスクおよび市場リスクのリスク加重資

産を補うために、フランスの金融健全性規制監督機構（以下「ACP」という。）に要求される規則第90/02号の規

制資本要件に沿って、資本管理を行っている。

欧州CRD（自己資本指令）（2006/48/ECおよび2006/49/EC）をフランス規制に置換える2007年2月20日の法令

には「金融機関および投資会社に適用される資本要件」および2008年1月1日以降のソルベンシー比率の計算方

法が定義されている。

これら規制に従って、2007年度にクレディ・アグリコル・エス・エー・グループは新しい欧州CRDの置換えの

影響を、資本およびリスク管理プロセスに組み込んだ。

しかしながら、規制当局は2011年12月31日までフロアーに関連する追加資本要件を維持した（バーゼルⅡの

要件はバーゼルⅠの要件の80％未満になってはならない。）。

規制資本は3つの種類に分けることができる。

・Tier 1資本は当行グループの株式をもとに計算され、未実現損益に係る調整がされる。

・Tier 2資本はTier 1資本の100％までと制限されており、主に劣後債で構成されている。

・Tier 3資本は比率に含まれており、短期間保有の劣後債で構成されている。

その他金融機関の株式投資の控除によりこの資本の合計は減少し、現在では規制に従いTier 1資本および

Tier 2資本に直接配分されている。

「コングロマリット指令」の適用は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにとって持分法適用保

険会社に対する投資の控除を意味する。規制に従って、2007年1月1日より前に取得した企業の資本金に100％適用

される。

規制に従って、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは少なくとも4％の中核的自己資本比率および

8％のソルベンシー比率を維持しなくてはならない。

2011年度は2010年度と同様、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループはこれらの要件を満たした。

注記4　損益計算書に対する注記

4.1　受取利息および類似収益ならびに支払利息および類似費用

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

銀行間取引 1,731 1,361

クレディ・アグリコル内部取引 6,938 6,359
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顧客との取引 14,195 13,232

売却可能金融資産に係る未収利息 8,330 7,496

満期保有投資に係る未収利息 906 981

ヘッジ手段に係る未収利息 1,281 1,780

ファイナンス・リース 1,146 1,139

その他の受取利息および類似収益 43 26

受取利息および類似収益
(1) 34,570 32,374

銀行間取引 (1,990) (1,797)

クレディ・アグリコル内部取引 (1,044) (882)

顧客との取引 (7,677) (6,627)

債務証券 (4,393) (3,544)

劣後債務 (2,297) (2,376)

ヘッジ手段に係る未払利息 (1,755) (1,983)

ファイナンス・リース (240) (257)

その他の支払利息および類似費用 (5) (14)

支払利息および類似費用 (19,401) (17,480)

(1) うち、個別に減損した貸出金および債権に係る受取利息および類似収益は、2011年12月31日現在、215百万ユーロ（2010

年12月31日現在、310百万ユーロ）であった。

4.2　報酬および手数料純額

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 収益 費用 純額 収益 費用 純額

銀行間取引 160 (57) 103 189 (56) 133

クレディ・アグリコル内部取引 427 (974) (547) 492 (1,070)(578)

顧客との取引 1,816 (190) 1,626 1,761 (166) 1,595

証券取引 1,289 (775) 514 1,176 (543) 633

外国為替取引 44 (18) 26 42 (17) 25

デリバティブおよびその他のオフバラン
スシート項目

2,120 (760) 1,360 2,082 (639) 1,443

支払手段ならびにその他の銀行業務およ
び金融サービス

2,208 (2,735)(527) 2,294 (2,739)(445)

投資信託管理、信託および同種の業務 2,715 (598) 2,117 2,739 (649) 2,090

報酬および手数料純額 10,779(6,107)4,672 10,775(5,879)4,896

4.3　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／（損失）

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

受取配当金 627 319

売買目的保有に分類される、純損益を通じて公正価値で測定する資産／負

債に係る未実現利益・損失または実現利益・損失
(1) 1,677 (142)

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された資

産／負債に係る未実現利益・損失または実現利益・損失
(1,846) 1,603

為替取引および同種の金融商品に係る純利益／（損失）（在外営業活動体

に対する純投資のヘッジに係る利益／（損失）を除く。）
(1) (486) 544

ヘッジ会計による利益／（損失） (24) (24)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／（損失）
(2) (52) 2,300

(1) 2010年度において、スワップのパフォーマンスは、-741百万ユーロについては「純損益を通じて公正価値で測定する資

産／負債に係る未実現利益・損失または実現利益・損失（種類別）」に、741百万ユーロについては「為替取引および

同種の金融商品に係る純利益／（損失）（在外営業活動体に対する純投資のヘッジに係る利益／（損失）を除く。）」

に認識されている。2011年度において、スワップのパフォーマンスは、全額「為替取引および同種の金融商品に係る純利

益／（損失）（在外営業活動体に対する純投資のヘッジに係る利益／（損失）を除く。）」に認識されている。

(2) 保険会社が保有する金融資産について、2011年度において-2.3十億ユーロ、2010年度において1十億ユーロを含む。この

項目は、主にユニット・リンク契約の価値の変動（2011年度は-2.0十億ユーロ、2010年度は1.4十億ユーロ）から成る。

これらの契約に係る責任準備金の変動については、逆の傾向がみられ、「その他の業務に係る純利益（費用）」に計上
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されている。さらに、純損益を通じて公正価値で測定されるその他の資産に係る減損損失は繰延利益分配引当金の変動

により一部相殺されているが、これも「その他の業務に係る純利益（費用）」に計上されている。

公正価値で測定する発行済債券に係る発行者のスプレッドの変動により、2011年12月31日現在、671百万ユーロ

の利益となった（収益に含まれた。）。2010年12月31日現在では33百万ユーロの損失であった。

ヘッジ会計による利益／（損失）の分析

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ） 利益 損失 純額

公正価値ヘッジ 7,957 (7,976) (19)

ヘッジされるリスクに帰属するヘッジ対象の公正価値の変動 3,446 (4,213) (767)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動（ヘッジの売却を含

む。）
4,511 (3,763) 748

キャッシュ・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーの公正価値

ヘッジ
16,778 (16,781) (3)

ヘッジ対象の公正価値の変動 8,343 (8,474) (131)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動 8,435 (8,307) 128

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーのキャッシュ

・フロー・ヘッジ
(2) (2)

ヘッジ手段である商品の公正価値の変動－非有効部分 (2) (2)

ヘッジ会計による利益／（損失） 24,735 (24,759) (24)

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 利益 損失 純額

公正価値ヘッジ 7,998 (8,016) (18)

ヘッジされるリスクに帰属するヘッジ対象の公正価値の変動 4,107 (5,065) (958)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動（ヘッジの売却を含

む。）
3,891 (2,951) 940

キャッシュ・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーの公正価値

ヘッジ
6,130 (6,136) (6)

ヘッジ対象の公正価値の変動 3,293 (2,738) 555

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動 2,837 (3,398) (561)

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーのキャッシュ

・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段である商品の公正価値の変動－非有効部分

ヘッジ会計による利益／（損失） 14,128 (14,152) (24)

4.4　売却可能金融資産に係る純利益／（損失）

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

受取配当金 886 672

売却可能金融資産に係る実現利益または実現損失
(1) 815 2,629

株式投資に係る永久減損損失 (5,057) (134)

満期保有投資ならびに貸出金および債権の処分に係る利益または損失 (214) (20)
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売却可能金融資産に係る純利益／（損失）
(2) (3,570) 3,147

(1) 注記4.8に記載されている、売却可能金融資産として認識された永久に減損した固定利付証券に係る実現利益または実

現損失は除く。

(2) 売却可能金融資産に係る純利益／（損失）の変動の主な要因は、保険業務によるものである（2011年12月31日現在は

3,545百万ユーロの損失、2010年12月31日現在は3,032百万ユーロの利益であった。）。保険事業特有の保険契約者利益分

配制度（「その他の業務に係る純収益（費用）」に認識されている。）を適用後、クレディ・アグリコル・エス・エー

・グループの保険会社は、ギリシャの有価証券の減損に係るリスク費用の残余部分1,081百万ユーロを留保した。

4.5　その他の業務に係る純利益および費用

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

遊休固定資産に係る利益または損失 61 32

保険契約者利益分配
(1) － －

保険事業によるその他の純利益
(1)(2) 3,999 12,735

保険責任準備金の変動
(3) 162 (18,228)

投資不動産からの純利益 136 55

その他の純利益（費用） 206 298

その他の業務に係る純収益（費用） 4,564 (5,108)

(1) 保険契約者利益分配は現在、給付金と共に支払われる部分については「保険事業によるその他の純収益」に、負債に含

まれる部分については「保険責任準備金の変動」に直接計上されている。2011年度の費用は、合計4,857百万ユーロ

（2010年度は5,100百万ユーロ）であった。金額は、2010年度に公表された金額に関して修正されている。

(2) 変動の大部分については、-4.2十億ユーロの生命保険の保険料収入の減少、および-3十億ユーロの保険給付金支払の上

昇に関係していた。

(3) 責任準備金に係る収益および費用の変動は、正味流入額のプラス傾向（数理計算上の差異償却額の減少7.4十億ユー

ロ）およびユニット・リンク契約に係る評価の上方修正（2.5十億ユーロ）を反映している。また、財務実績に保険契約

者利益分配制度を適用に続き、金融市場の発展およびギリシャへのエクスポージャーに関する引当金が、その他の責任

準備金において著しい変動となった。これらの準備金につき、2011年度において戻入純額4.7十億ユーロ（2010年度にお

いては繰入純額-1.7十億ユーロ）が計上され、期中の変動は6.4十億ユーロとなった。

4.6　営業費用

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

従業員費用 (7,824) (7,567)

利益または給与関連以外の税金 (504) (357)

外部サービスおよびその他の一般営業費用 (4,550) (4,524)

営業費用
(1) (12,878) (12,448)

(1) 当行グループ調整計画に係る事業再構築引当金は393百万ユーロとなった（そのうち、286百万ユーロは従業員給付引当

金として計上されている。）。

全部連結および比例連結されるクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ企業より2011年度に法定監査

人に支払われた報酬の法人別および契約類型別の内訳が以下に記載されている。

（千ユーロ（税金を

除く。））

2011年 2010年

アーンスト

・アンド・

ヤング

プライス

ウォーター

ハウスクー

パース

マザール・

エ・ゲラー

ル KPMGデロイト その他 合計 合計

独立監査、証明、単体

および連結財務書類

のレビュー

16,99015,982 1,954 319 994 812 37,051 36,949
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独立監査業務に直接

関連する補助的任務

およびサービス

4,640 5,063 303 28 269 1 10,304 11,349

合計 21,63021,045 2,257 347 1,263 813 47,355 48,298

4.7　有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

減価償却費および償却費 (730) (737)

　有形固定資産 (464) (450)

　無形資産 (266) (287)

減損損失 (4) (2)

　有形固定資産 1

　無形資産 (4) (3)

合計 (734) (739)

4.8　リスク費用

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

引当金繰入額および減損損失 (7,313) (5,067)

売却可能固定利付金融資産
(1) (1,144) (32)

貸出金および債権 (5,285) (4,598)

満期保有金融資産
(2) (190)

その他の資産 (83) (24)

融資コミットメント (168) (163)

リスクおよび費用 (443) (250)

引当金および減損損失の戻入額 1,972 1,586

売却可能固定利付金融資産 40 38

貸出金および債権 1,448 1,200

満期保有金融資産

その他の資産 81 7

融資コミットメント 197 149

リスクおよび費用 206 192

減損損失および引当金の戻入額の純繰入額 (5,341) (3,481)

減損した売却可能固定利付金融資産の実現利益または損失 (34) (47)

貸倒債権の償却－未計上 (311) (269)

償却された貸倒債権の回収額 170 193

条件緩和債権の割引 (56) (67)

融資コミットメントに係る損失 (2) (43)

その他の損失 (83) (63)

リスク費用 (5,657) (3,777)

(1) このうち、ギリシャ政府債に係る-1,136百万ユーロの減損が売却可能金融資産として分類されている。

(2) すべてが満期保有売却可能金融資産として分類されているギリシャ政府債の減損に相当する。

4.9　その他の資産に係る純利益／（損失）

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

事業に供された有形固定資産および無形資産 8 8

処分に係る利益 16 14

処分に係る損失 (8) (6)

連結された株式投資 1 (185)
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処分に係る利益 6 5

処分に係る損失
(1) (5) (190)

結合に係る純利益（費用） (4)

その他の資産に係る純利益／（損失） 5 (177)

(1) 2010年度の処分に係る損失のほとんどは、インテーザ・サンパオロ株式の0.8％を売却したことに係る損失であった。

4.10　法人所得税

税金費用

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

当期発生税金費用 177 179

繰延税金費用 (1,203) (1,056)

当期税金費用 (1,026) (877)

理論上の税率と実効税率の調整

2011年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 課税基準額 税率 税金

税金、のれんの減損、非継続事業および持分法適用会社の純利益持分控除前

利益
1,519 36.10％ (548)

永久差異の影響
(1) 7.57％ (115)

在外子会社に対する異なる税率の影響
(2) 12.38％ (188)

当年度の損失、繰越欠損金の利用および一時差異による影響
(3) 20.80％ (316)

税率引下げの影響 (5.66)％ 86

その他の項目の影響
(4) (3.62)％ 55

実効税率および税金費用 67.57％ (1,026)

理論上の税率は、コモン・ロー（追加の社会保障費および法人税に係る特別負担金を含む。）に基づき2011年

12月31日終了年度のフランスにおける課税所得に対して適用される税率である。

(1) リスクおよび費用に係る引当金に関連する-51百万ユーロを含む。

(2) エンポリキに関連する-208百万ユーロを含む。

(3) エンポリキのリスクおよび費用に係る引当金損金不算入額に対する繰延税金の計上の終了および減損に関連する-380百

万ユーロを含む。

(4) カリパルマおよびフリューラドリアのための支店負担金に税額控除メカニズムを適用したことに関連する89百万ユーロ

を含む。

2010年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 課税基準額 税率 税金

税金、のれんの減損、非継続事業および持分法適用会社の純利益持分控除

前利益
2,988 34.43％ (1,029)

永久差異の影響
(1) (10.07)％ 301

在外子会社に対する異なる税率の影響 (3.48)％ 104

当年度の損失、繰越欠損金の利用および一時差異による影響
(2) 3.31％ (99)

税率引下げの影響
(3) 2.68％ (80)

その他の項目の影響 2.48％ (74)

実効税率および税金費用 29.34％ (877)

理論上の税率は、コモン・ロー（追加の社会保障費を含む。）に基づき2010年12月31日終了年度のフランスに

おける課税所得に対して適用される税率である。

(1) 保険の資本準備金に関する新たな税規制に関連する442百万ユーロならびに、リスクおよび費用に係る引当金に関連する

-63百万ユーロを含む。

(2) エンポリキ・バンクのリスクおよび費用に係る引当金損金不算入額に対する繰延税金の計上の終了に関連する-211百万

ユーロを含む。

(3) インテーザ・サンパオロ株式の0.8％を処分したことに関連する-50百万ユーロを含む。
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4.11　その他の包括利益の変動

当期のその他の包括利益（税引後）は以下のとおりである。

その他の包括利益

その他の
包括利益

持分法適用
会社のその
他の包括利
益の持分

（単位：百万ユーロ）
為替換算
調整勘定
の変動

売却可能
金融資産
の公正価値

の変動
(1)

ヘッジ手段
のデリバ
ティブの公
正価値の変
動

退職給付に
係る

数理計算上
の差益／
（差損）

公正価値の変動
(2) (2,615)169 (2,446)

純損益への振替
(1) 842 5 847

為替換算調整勘定の変動 90 90

退職給付に係る数理計算上の差益／（差損）

の変動
(4) (4)

持分法適用会社のその他の包括利益の持分 37 (135) 42 6 (50) (50)

2011事業年度のその他の包括利益（当行グ

ループの持分）
127 (1,908)216 2 (1,563)(50)

2011事業年度のその他の包括利益（少数株主

持分）
106 (142) 8 (28)

2011事業年度のその他の包括利益合計
(4) 233 (2,050)224 2 (1,591)(50)

公正価値の変動 (798)(109) (907)

純損益への振替
(1) (92) 8 (84)

為替換算調整勘定の変動 129 129

退職給付に係る数理計算上の差益／（差損）

の変動
(32) (32)

持分法適用会社のその他の包括利益の

持分
(3) (102)

2010事業年度のその他の包括利益（当行グ

ループの持分）
129 (890)(101) (32) (894)(102)

2010事業年度のその他の包括利益（少数株主

持分）
128 (82) 2 (3) 45

2010事業年度のその他の包括利益合計
(4) 257 (972) (99) (35) (849)(102)

(1) 2011年度において、この金額には、主にキャピタル・ゲインの損益計算書への振替調整額-0.8十億ユーロ相当（注記4.4

を参照。）、株式投資に係る減損損失の損益計算書への振替調整額5.8十億ユーロ相当、保険契約者の利益参加分-2.6十

億ユーロおよび税金-1.3十億ユーロが含まれている。

　　2010年度において、この金額には、処分によるキャピタル・ゲイン2.6十億ユーロ（注記4.4を参照。）、保険契約者の利益

参加分-2.3十億ユーロおよびこれに関連する税金費用-0.1十億ユーロが含まれている。

(2) 満期保有有価証券から売却可能有価証券に分類変更された有価証券に関する未実現損失に相当する-316百万ユーロを

含む。

(3) 2010年度について、持分法適用会社の資本に直接認識された利益／損失の内訳は入手できなかった。

(4) その他の包括利益に認識された売却可能金融資産に係る利益および損失合計は以下で開示されている。

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

総額 (2,844) (1,344)

税金 794 372

合計－純額 (2,050) (972)

注記5　セグメント報告

事業セグメントの定義

IFRS第8号によると、開示情報は、クレディ・アグリコル・エス・エーの管理、業績査定および特定の事業セグ

メントに割り当てる資源に関する決定を行うために業務執行委員会が使用する内部報告に基づいている。

内部報告によると、事業セグメントは、当行グループの事業部門によって構成されている。
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クレディ・アグリコル・エス・エーの活動は、7つの事業セグメントに組織されている。

・6つの事業部門

　・フランス国内リテール・バンキング ― 地域金庫

　・フランス国内リテール・バンキング ― LCLネットワーク

　・国際リテール・バンキング

　・専門金融サービス

　・資産運用、保険およびプライベート・バンキング

　・法人営業および投資銀行

・上記に加え、コーポレート・センター

事業部門の表示

1．フランス国内リテール・バンキング ― 地域金庫

この事業部門は、地域金庫およびその子会社から構成される。

地域金庫は、地域において強い存在感を持ち、個人顧客、農業従事者、小規模企業、法人および地方自治体に銀行

サービスを提供する。

クレディ・アグリコル地域金庫は、貯蓄商品（短期金融商品、債券、株式）、生命保険、融資（主にモーゲージ・

ローンおよび消費者金融）および支払サービスを含む幅広い銀行・金融サービスを提供している。同銀行は、生

命保険に加えて、広範囲にわたる損害保険および死亡傷害保険も提供している。

2．フランス国内リテール・バンキング ― LCLネットワーク

この事業部門は、フランスのLCL支店ネットワークから構成されており、都市部およびセグメント化された顧客

（個人顧客、小規模企業および中小企業）に対するアプローチに注力している。

LCLは、資産運用商品、保険商品および資産管理商品とともに幅広い銀行商品およびサービスを提供している。

3．国際リテール・バンキング

この事業部門は、主にリテール・バンキングに関連する全部連結会社または持分法適用会社である在外子会社

および投資を含む。

これらの子会社および投資は、主に欧州（ギリシャのエンポリキ・バンク、イタリアのカリパルマ、フリューラ

ドリアおよびカリスペツィア、ポーランドのクレディ・アグリコル・ポルスカ、ポルトガルのバンコ・エスピリ

ト・サント、スペインのバンコアおよびバンクインテル、ベルギーのセンテアおよびクレディ・アグリコル・ベ

ルジュ、ウクライナのPJSC・クレディ・アグリコル・バンク、セルビアのクレディ・アグリコル・バンカ・スル

ビジャa.d. ノヴィ・サッド）であり、その次に中東およびアフリカ（クレディ・デュ・マロックおよびクレ

ディ・アグリコル・エジプト等）である。しかしながら、消費者金融、リース・ファイナンスおよびファクタリン

グの在外子会社（クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスの子会社、ポーランドのCAL&Fおよび

EFLの子会社等）は、同部門に含まれておらず、「専門金融サービス」セグメントに計上されている。

4．専門金融サービス

専門金融サービスは、当行グループの子会社から構成されており、フランス国内外の個人顧客、小規模企業、法

人および地方自治体に対する銀行商品およびサービスを提供している。これらには、以下のものが含まれる。

・フランスのクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスに属しているか、フランス国外の子会社ま

たはパートナーシープを通じて保有されている消費者金融会社（アゴス・デュカート、フォーソ、クレジット-

プラス、リバンク、クレディボム、ダン・アクティブ、インテルバンク・グループ、エンポリキ・クレディコム、
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FGAキャピタル・エス・ピー・エー）

・ファクタリングおよびリース・ファイナンス等の会社に対する専門金融サービス（CAL&Fグループ、EFL）

5．資産運用、保険およびプライベート・バンキング

この事業部門は、以下のものを含む。

・個人向け貯蓄ソリューションおよび法人向け投資ソリューションを提供するアムンディ・グループの資産運

用

・投資家向けサービス：CACEISバンクによる保管業務およびCACEISファストネットによるファンドの管理業務

・個人保険（フランスのプレディカおよびメディカル・ドゥ・フランス、イタリアのCA ヴィータならびにポル

トガルのBES ヴィーダ）

・損害保険（パシフィカおよびポルトガルのBESセグロス）

・債務返済保険業務（クレディ・アグリコル・クレディター・インシュアランスが行う。）

・主にバンク・ドゥ・ジェスティオン・プリヴェ・インドスエズ（BGPI）およびクレディ・アグリコル・CIBの

子会社（クレディ・アグリコル・スイス、クレディ・アグリコル・ルクセンブルクおよびクレディ・フォンシ

エ・ドゥ・モナコ等）が行うプライベート・バンキング業務

6．法人営業および投資銀行

法人営業および投資銀行事業は、3つの主要な業務に分類され、主にクレディ・アグリコル・CIBが行っている。

・ファイナンス業務は、フランス国内外における従来型の商業銀行およびストラクチャード・ファイナンス（プ

ロジェクト、航空機、船舶、買収および不動産金融、国際貿易）から構成される。

・キャピタル・マーケットおよび投資業務は、キャピタル・マーケット業務（現金、外国為替、コモディティ、金

利デリバティブ、債券市場およびエクイティ・デリバティブ）、投資銀行（M&Aコンサルティングおよびプライ

マリー・エクイティ）、CAシュヴルーおよびCLSAが行う株式ブローカレッジ業務ならびにニューエッジが行う

先物取引業務をまとめたものである。

・2008年9月のクレディ・アグリコル・CIBの再編プランの実施により、非継続事業には、エキゾチック・エクイ

ティ・デリバティブ、コリレーション・ビジネス、債務担保証券、ローン担保証券および資産担保証券ポート

フォリオが含まれる。

7．コーポレート・センター

この事業部門は、主にクレディ・アグリコル・エス・エーの中心的な組織機能、資産負債管理、子会社の買収ま

たは株式投資に関連する負債管理を含む。

この事業部門は、プライベート・エクイティ・ビジネスの業績およびその他のクレディ・アグリコル・エス・

エー・グループの会社（ユニ・エディシオン、フォンカリス等）の業績も含む。

この事業部門には、資金プール会社からの利益、複数の事業部門が事業に使用する不動産を保有する不動産会

社からの利益、ならびに再編中の業務からの利益も含まれる。

最後に、この事業部門は、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結納税の影響および各事業部門の「標準

的」な税率と各子会社に適用される実際の税率との違いを含む。

5.1　事業セグメント情報

事業部門間の取引は、通常の条件で行われている（アームスレングス・ルール）。

事業部門資産は、各事業部門の貸借対照表の勘定科目別に計算されている。
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2011年12月31日

（単位：百万ユーロ）

フランス国内
リテール・
バンキング

国際リテー
ル・バンキ
ング

専門金融
サービス

資産運用、
保険および
プライベー
ト・バンキ
ング

法人営業
および
投資銀行

コーポ
レート・
センター
(1)

合計

地域金庫
LCLネット
ワーク

収益 3,8223,0683,9265,243 5,436 (712)20,783

営業費用 (2,497)(2,104)(1,744)(2,508)(3,784)(975)(13,612)

営業総利益 1,325 964 2,1822,735 1,652(1,687)7,171

リスク費用
(1) (286)(1,846)(1,606)(1,075)(504)(340)(5,657)

営業利益 1,039 (882) 576 1,660 1,148(2,027)1,514

持分法適用会社の純利益持分 1,008 (911) 14 11 133 (26) 229

その他の資産に係る純利益／(損失) 1 8 (1) 1 (4) 5

のれんの変動額 (634)(247) (1,053) (1,934)

税引前利益 1,0081,040(2,419)343 1,670 229 (2,057)(186)

法人所得税 (330)(247)(242)(620) (383) 796 (1,026)

非継続事業に係る純利益／(損失) 14 5 (5) 14

当期純利益 1,008 710 (2,652)106 1,050 (154)(1,266)(1,198)

少数株主持分損益 35 (51) 15 99 (7) 181 272

当期純利益－当行グループの持分 1,008 675 (2,601)91 951 (147)(1,447)(1,470)

事業部門資産：

－うち、持分法適用会社に対する投資 14,403 1,724 178 82 1,261 638 18,286

－うち、のれん 5,2633,1833,1164,541 1,353 72 17,528

資産合計 7,937112,54375,926117,418351,5641,011,61746,6031,723,608

(1) 「コーポレート・センター」のリスク費用には、クレディ・アグリコル・エス・エーがその子会社（クレディ・アグリ

コル・CIBおよびエンポリキ・リーシング）に供与した保証に対して認識した引当金が含まれている。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）

フランス国内
リテール・
バンキング

国際リテー
ル・バンキ
ング

専門金融
サービス

資産運用、
保険および
プライベー
ト・バンキ
ング

法人営業
および
投資銀行

コーポ
レート・
センター

合計

地域金庫
LCLネット
ワーク

収益 3,9452,9753,9454,984 5,315(1,035)20,129

営業費用 (2,575)(1,951)(1,734)(2,490)(3,507)(930)(13,187)

営業総利益 1,3701,0242,2112,494 1,808(1,965)6,942

リスク費用 (359)(1,444)(1,298)(25) (623) (28) (3,777)

営業利益 1,011 (420) 913 2,469 1,185(1,993)3,165

持分法適用会社の純利益持分 957 108 12 3 139 (1,154) 65

その他の資産に係る純利益／(損失) (2) 8 (8) (6) (169) (177)

のれんの変動額 (445) (445)

税引前利益 957 1,009 (749) 925 2,464 1,318(3,316)2,608

法人所得税 (303)(183)(330)(801) (305)1,045 (877)

非継続事業に係る純利益／(損失) 21 1 (1) 21

当期純利益 957 706 (911) 595 1,664 1,013(2,272)1,752

少数株主持分損益 35 17 59 155 38 185 489

当期純利益－当グループの持分 957 671 (928) 536 1,509 975 (2,457)1,263

事業部門資産：

－うち、持分法適用会社に対する投資 13,635 2,567 163 17 1,095 634 18,111

－うち、のれん 5,2633,3083,3634,549 2,405 72 18,960

資産合計 13,635116,32695,425124,868351,654890,4691,1521,593,529

5.2　セグメント情報：地域別分析
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事業部門資産および業績の地域別分析は、会計処理上、取引が計上されている地域に基づいている。

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）

当期純利益
－当行グ
ループの持
分

うち、収益
事業部門
資産

うち、
のれん

当期純利益
－当行グ
ループの持
分

うち、収益
事業部門
資産

うち、
のれん

フランス（海外の領地を含

む。）
75 11,0621,395,26711,794 571 10,2901,238,30512,960

その他のEU諸国 (2,334)6,394171,0374,971 (177)6,402204,0635,179

上記以外の欧州諸国 138 766 16,098 497 111 702 18,571 559

北アメリカ 251 923 83,299 27 247 952 62,509 26

中央・南アメリカ (1) 58 88 23 14 62 1,799 22

アフリカおよび中東 238 461 10,396 174 212 486 13,086 175

アジア太平洋（日本を除く。） 187 921 27,877 2 288 1,033 34,572 2

日本 (24) 198 19,546 40 (3) 202 20,624 37

合計 (1,470)20,7831,723,60817,528 1,26320,1291,593,52918,960

5.3　保険事業

保険事業からの総収益

保険事業

（単位：百万ユーロ）
2011年12月31日2010年12月31日

保険料収入 24,345 28,771

未経過保険料の変動 (130) (166)

実収保険料 24,215 28,605

その他営業利益 29 233

投資収益 8,567 7,380

投資費用 (315) (444)

減損および償却費の戻入れ控除後の投資の処分に係る利益／（損失） 794 2,541

純損益を通じて公正価値で測定する投資の公正価値の変動 (3,161) 968

投資に係る減損の変動 (6,164) (23)

費用差し引き後の投資収益 (279) 10,422

支払保険金
(1) (19,920) (34,445)

再保険契約から生じる収益 267 392

再保険契約から生じる費用 (458) (504)

再保険契約から生じる純収益（費用） (191) (112)

新契約費 (1,821) (1,882)

投資有価証券および類似項目の評価損 (8) (9)

一般管理費 (1,232) (1,065)

その他当期営業利益（費用） 9 (123)

その他営業利益（費用） (1) (31)

営業利益 801 1,593

資金調達費用 (170) (116)

関連会社の純利益持分

法人所得税 (282) (482)

連結純利益 349 995

少数株主持分損益 (49) 12

当期純利益－当行グループの持分 398 983

(1) 支払保険金の変動は、-3十億ユーロの保険金請求に対するサービス提供の増加によるもの、および保険責任準備金の変

動によるものである（注記4.5を参照。）。

保険会社への投資
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IFRSの分類 2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 正味価値 未実現利益 正味価値 未実現利益

売却可能金融資産
(1) 148,264 139,313

株式 16,793 19,976

債券 105,215 69,510

政府短期証券および類似証券 26,287 49,827
(4)

満期保有金融資産
(2) 15,322 1,56421,225 506

債券 3,187 408 139 3

政府短期証券および類似証券 12,135 1,15621,086 503

売買目的保有に分類される、純損益を通じて公正価値で測定する金融

資産、および当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものと

して指定された金融資産

22,419 25,011

株式 6,935 8,302

債券 9,975 8,291

政府短期証券および類似証券 4,755 7,477

デリバティブ商品 754 941

その他公正価値で測定する資産 40,411 41,389

資産担保ユニット・リンク契約
(3) 40,372 41,496

ヘッジ手段のデリバティブ 39 (107)

貸出金および債権 7,360 4,127

投資不動産 2,494 2,013 2,461 1,782

保険会社への投資合計 236,3013,577233,526 2,288

(1) ポルトガルの保険子会社の経営者の意図の変更により売却可能有価証券から満期保有有価証券に分類変更されたソブ

リン債ポートフォリオの256百万ユーロを含む。

(2) 売却可能ポートフォリオから満期保有ポートフォリオに分類変更されたソブリン債ポートフォリオを含み、このうち

2,991百万ユーロ（2011年12月31日現在の公正価値）の売却が予定されている。この分類変更は、取得日後に長期格付の

著しい下落が認識されたソブリン債による貸借対照表への影響を緩和するという当行グループの意思の一環でなされ

た決定後に行われた。振り替えられた資産は、公正価値で評価され、それまでに認識されていた金額（振替日現在の償却

原価）と公正価値の差額は、振替調整される株主持分（売却可能資産に係る未実現利益および損失）に直接認識され、

その金額は-316百万ユーロであった。

(3) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。

(4) 2010年12月31日現在、2011年12月31日に債券として分類変更された13.6十億ユーロを含んでいる。

5.4　フランス国内リテール・バンキング－地域金庫

地域金庫およびその子会社の事業および寄与

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

調整済収益 13,420 13,232

営業費用 (7,377) (7,092)

営業総利益 6,043 6,140

リスク費用 (1,008) (1,366)

営業利益 5,035 4,774

その他利益 5 6

法人所得税 (1,748) (1,586)

地域金庫の調整済純利益合計 3,292 3,194

地域金庫の子会社の調整済純利益合計 46 57

純利益合計（100％） 3,338 3,251

修正前の払込純利益合計 854 824

地域金庫の純利益に対する持分の増加
(1) 162 142

資本金の変動による希薄化／回復による収益 (9) (10)

その他連結修正および消去 1 1

持分法適用会社の純利益に対する持分
(1) 1,008 957

(1) 地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに対して実際に支払われた配当金とクレディ・アグリコル・エス・

エーの持ち株比率に基づいて計算された配当金との差額を含んでいる。
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注記6　貸借対照表に対する注記

6.1　現金および中央銀行預け金

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 資産
負債および
株主持分

資産
負債および
株主持分

現金 1,356 1,515

中央銀行預け金 27,111 127 27,810 770

帳簿価額 28,467 127 29,325 770

6.2　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

売買目的保有金融資産 447,075 368,944

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金

融資産
43,188 44,712

帳簿価額 490,263 413,656

うち、貸付有価証券 720 2,999

売買目的保有金融資産

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

顧客に対する貸出金および債権 263 435

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 21,684 35,556

売買目的有価証券 75,680 95,539

・政府短期証券および類似証券 31,046 42,633

・債券およびその他の利付証券 28,510 27,816

・株式およびその他の証券 16,124 25,090

デリバティブ商品 349,448 237,414

帳簿価額 447,075 368,944

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券には、企業が担保として使用することが認められているものも

含まれている。

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

顧客に対する貸出金および債権 78

ユニット・リンク契約 40,372 41,496

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された有

価証券
2,738 3,216

・政府短期証券および類似証券 3 8

・債券およびその他の利付証券 1,691 1,841

・株式およびその他の証券 1,044 1,367

帳簿価額 43,188 44,712

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日
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売買目的保有金融負債 439,680 343,586　

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

帳簿価額 439,680 343,586　

売買目的保有金融負債

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

空売り有価証券 26,259 25,797

買戻し条件付売却有価証券 36,013 54,601

債務証券 31,413 30,836

デリバティブ商品 345,995 232,352

帳簿価額 439,680 343,586

売買目的のデリバティブ商品（特に金利について）の詳細は、注記3.2「市場リスク」で提供されている。

6.3　ヘッジ手段のデリバティブ商品

キャッシュ・フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジに係る、特に金利および為替レートについての詳細は注記

3.4で提供されている。

6.4　売却可能金融資産

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
貸借対照表上
の公正価値

その他の包括
利益に認識さ
れた利益

その他の包括
利益に認識さ
れた損失

貸借対照表上
の公正価値

その他の包括
利益に認識さ
れた利益

その他の包括
利益に認識さ
れた損失

政府短期証券および類似証券
(3) 58,520 551 (4,303)87,008 746 (3,200)

債券およびその他の利付証券
(3) 147,5553,359 (4,223)113,2751,663 (949)

株式およびその他の証券 15,468 841 (2,036)19,206 479 (55)

非連結投資 5,569 905 (619) 6,128 873 (265)

売却可能有価証券合計 227,1125,656 (11,181)225,6173,761 (4,469)

売却可能債権 278 140

売却可能債権合計 278 140

売却可能金融資産の帳簿価額
(1) 227,3905,656 (11,181)225,7573,761 (4,469)

法人所得税費用（収益) (1,781)3,536 (1,086)1,333

その他の包括利益に認識された売却

可能金融資産に係る利益および損失

（税引後）
(2) 3,875 (7,645) 2,675 (3,136)

(1) 減損した売却可能債務証券の帳簿価額は、2,168百万ユーロ（2010年12月31日現在は91百万ユーロ）で、減損した売却可

能変動利付証券の帳簿価額は、2,737百万ユーロ（2010年12月31日現在は2,986百万ユーロ）であった。

　　ポルトガルの保険子会社の経営者の意図の変更により売却可能有価証券から満期保有有価証券に分類変更されたソブリ

ン債ポートフォリオの256百万ユーロを含む。

(2) 2011年12月31日現在、未実現純損失3,770百万ユーロ（2010年12月31日現在は461百万ユーロ）は、当行グループ保険会

社の税引後繰延利益分配資産1,936百万ユーロ（2010年12月31日現在は537百万ユーロ）により相殺されている。残高の

1,838百万ユーロは、2011年12月31日現在の組替調整される株主持分に認識された未実現純損失に相当する（2010年12

月31日現在は76百万ユーロの未実現純利益）。

　　売却可能有価証券から満期保有有価証券に分類変更されたソブリン債ポートフォリオを含み、このうち2,991百万ユーロ

（2011年12月31日現在の公正価値）の売却が予定されている。この分類変更は、取得日後に長期格付の著しい下落が認

識されたソブリン債による貸借対照表への影響を緩和するという当行グループの意思の一環でなされた決定後に行わ

れた。振り替えられた資産は、公正価値で評価され、それまでに認識されていた金額（振替日現在の償却原価）と公正価

値の差額は、組替調整される株主持分（売却可能資産に係る未実現利益および損失）に直接認識され、その金額は-316

百万ユーロであった。

(3) 2010年12月31日現在、政府短期証券および類似証券の貸借対照表上の公正価値は、13.6十億ユーロであったが、2011年12

月31日現在、債券およびその他の利付証券に分類変更された。
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6.5　金融機関および顧客に対する貸出金および債権

金融機関に対する貸出金および債権

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

金融機関

貸出金および債権 67,727 54,367

うち、当座貸越 23,940 19,719

うち、コールローン 10,873 6,062

担保差入有価証券 285 290

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 36,196 48,446

劣後ローン 394 396

活発な市場において取引されない有価証券 419 481

その他の貸出金および債権 157 144

小計
(1) 105,179 104,124

経過利息 177

減損 (569) (555)

合計 104,610 103,746

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 1,979 1,663

定期預金および貸付金 273,253 257,627

小計
(1) 275,232 259,290

経過利息 807

合計 275,232 260,097

帳簿価額 379,841 363,843

(1) 2011年12月31日現在、開示されている金額には経過利息が含まれている。

顧客に対する貸出金および債権

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

顧客に対する貸出金および債権

売掛債権 13,794 12,941

顧客に対するその他の貸出金 297,260 291,586

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 53,327 42,172

劣後ローン 697 496

活発な市場において取引されない有価証券 10,679 11,779

保険債権 1,353 1,114

再保険債権 267 224

関係会社当座勘定への貸付 366 403

当座貸越 19,031 16,286

小計
(1) 396,774 377,001

経過利息 1,433

減損 (15,895) (13,709)

合計 380,879 364,725

ファイナンス・リース

不動産リース 7,973 7,552

設備リース、オペレーティング・リースおよび類似の取引 11,070 10,898

小計
(1) 19,043 18,450

経過利息 379

減損 (541) (308)

合計 18,502 18,521

帳簿価額 399,381 383,246

(1) 2011年12月31日現在、開示されている金額には経過利息が含まれている。
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6.6　金融資産から控除された減損

（単位：百万ユーロ）
2010年
12月31日

範囲の変更 増加
戻入およ
び利用

為替換算
調整勘定

その他
の変動

2011年
12月31日

金融機関に対する貸出金および債権 555 37 (40) 16 568

顧客に対する貸出金および債権
(1) 13,709 71 4,977(2,921)51 8 15,895

　うち、集合的減損 3,250 19 461 (271) 74 8 3,541

ファイナンス・リース
(2) 309 454 (211) (1) (9) 542

満期保有金融資産
(3) 745 (688) 57

売却可能金融資産
(4) 1,656 (1) 5,625 (450) 7 678 7,515

その他の金融資産 133 1 97 (101) (5) 125

金融資産の減損合計 16,362 71 11,935(3,723)68 (11) 24,702

範囲の変更

(1) 「範囲の変更」の71百万ユーロの内訳は、事実上、64百万ユーロについてはカリスペツィア、7百万ユーロについてはカ

リパルマの新規支店である。

減価償却費

(3) および(4) ギリシャ救済措置に基づくギリシャ国債に係る減損を含む。これらは、主に保険事業において認識されてお

り、負債に認識されている保険責任準備金の取崩により一部相殺されている。

(4) 注記1.3「会計方針および原則」に定める減損の基準を上回る、売却可能金融資産に分類された持分証券に係る永久減

損損失の計上の必要性に関する評価により、当該損失について185百万ユーロが認識された（保険事業特有の保険契約

者利益分配制度適用前）。

戻入および利用

(4) 売却可能金融資産の戻入および利用の内訳は、事実上、売却可能有価証券またはUCITSの全部売却または一部売却であ

る。

その他の変動

(1) CAL&Fの資産に分類変更された4百万ユーロを含む。

(2) 主にCAL&Fの固定資産への振替9.5百万ユーロを含む。

(3) 保険業務におけるソブリン債の「満期保有」から「売却可能」への振替による-688百万ユーロ。

(4) 主に満期保有有価証券から売却可能有価証券への振替688百万ユーロ、およびCAヴィータの有価証券ポートフォリオの

残高と減損の間の振替による-18百万ユーロを含む。

（単位：百万ユーロ）
2009年
12月31日

範囲の変更 増加
戻入およ
び利用

為替換算
調整勘定

その他
の変動

2010年
12月31日

金融機関に対する貸出金および債権 485 91 (37) 25 (9) 555

顧客に対する貸出金および債権
(1) 11,780 (39)4,531(2,781)187 31 13,709

　うち、集合的減損 3,379 (8) 453 (688) 98 16 3,250

ファイナンス・リース
(2) 285 (6) 231 (202) 1 309

満期保有金融資産

売却可能金融資産 2,424 4 165 (804)(149)16 1,656

その他の金融資産 143 36 (44) 1 (3) 133

金融資産の減損合計 15,117 (41)5,054(3,868)65 35 16,362

範囲の変更

(1) 「範囲の変更」の39百万ユーロは、事実上、2010年度に売却したBIMRの顧客に対する貸出金および債権の減損（12百万

ユーロ）ならびにSSFおよびクレディゲン（いずれも2010年度に連結の範囲から除外された。）に係る減損（18百万

ユーロ）の除外に関係している。

戻入および利用

(2) 売却可能金融資産の戻入および利用の内訳は、事実上、売却可能有価証券またはUCITSの全部売却または一部売却であ

る。

その他の変動

(1) これらの変動には、特に、クレディ・アグリコル・CIBが行った、融資コミットメントに対する引当金から顧客に対する

貸出金および債権の減損への振替に相当する50百万ユーロ、およびエンポリキの負債（負債費用引当金）への分類変更

による-14百万ユーロが含まれる。

(2) これらの変動には、主に売却可能有価証券の減損への振替（クレディ・アグリコル・CIBについては金融機関に対する

貸出金および債権の減損から7百万ユーロ、エンポリキについては顧客に対する貸出金の減損から6百万ユーロ）が含ま

れる。
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6.7　ソブリン・リスクに対するエクスポージャー

ユーロ圏のうち数ヶ国が財政管理において直面している困難を裏付ける経済情勢を考慮し、クレディ・アグリ

コル・エス・エーの欧州諸国に対するエクスポージャーは、以下のとおりとする。

ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、イタリアおよびスペインのソブリン・リスクに対するエクスポージャー

銀行業務

銀行業務に関する情報は、EBA（欧州銀行監督機構）の要請によるストレステストの実施に使用した方法に

よって表示されている。ソブリン・エクスポージャーの記録上の範囲は、政府、フランス経済融資機関（SFEF）、

フランス・パブリック・トレジャリーおよびフランス国債庁に対するエクスポージャーを含む。

ソブリン債権に対するエクスポージャーは、減損控除後エクスポージャー（帳簿価額）、ヘッジ総額および

ヘッジ控除額に相当する。

銀行業務エクスポージャー（減損控除後）

銀行ポートフォリオを含む 売買目的勘定
を含む（デリ
バティブを除
く）

銀行業務
ヘッジ総額合

計

売却可能金融
資産のヘッジ

(2)

銀行業務合計
（ヘッジ控除
後）（単位：百万ユーロ）

満期保有金
融資産

売却可能金
融資産

貸出金およ

び債権
(1)

ギリシャ 111 1 112 112

アイルランド 146 146 (6) 140

ポルトガル 589 18 8 615 (14) 601

イタリア 3,577 192 128 3,897 (246) 3,651

スペイン 48 124 172 172

合計 4,471 334 137 4,942 (266) 4,676

(1) 繰延税金資産を除く。

(2)
 
満期保有金融資産およびトレーディングに対するヘッジは行わない。

当行グループの保険会社

保険事業については、ソブリン債権に対するエクスポージャーは、減損控除後価額で表示しており、保険会社お

よび生命保険契約者間の分担メカニズム適用前のエクスポージャーに相当する。

（単位：百万ユーロ）
総エクスポージャー

保険事業

ギリシャ 1,890

アイルランド 1,309

ポルトガル 1,870

イタリア 7,078

スペイン 3,155

合計 15,302

総エクスポージャーは、貸借対照表上の有価証券の価額に相当する。

保険契約者および保険会社間の分担メカニズム前のエクスポージャー

当行グループは、買収後の長期格付けの著しい低下を考慮して、IAS第39号の51項に従って2,991百万ユーロ

（2011年12月31日における公正価値）のソブリン債務証券を満期保有から売却可能に再分類した。さらに当行グ

ループは、ポルトガルの保険子会社の経営目的の変更を考慮して、IAS第39号の54項に従って256百万ユーロのソ

ブリン債務証券を売却可能から満期保有に再分類した。

欧州の連携政策は、ギリシャ、ポルトガルおよびアイルランドに対する支援計画の設立に至った。デフォルトが

発生せず、同計画が導入されることを考慮すると、これらの有価証券は、以下に記載するギリシャの特別な場合を
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除きいずれも毀損されていない。

ギリシャの会計処理

背景

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、2011年7月21日に国家および政府のEU代表者により合意さ

れたギリシャ支援計画に参加することを決定し、7月28日の取締役会後に同社のプレスリリースにおいてこれを

発表した。

しかしながら、当初に定めた条件は、多数の利害関係者によって直ちに議論に戻された。迅速な成長の回復、赤

字削減目標の順守および民営化プログラムの著しい進展なしには、かかる条件では、悪化が継続する経済環境下

においてギリシャ政府債務の軌道修正を行うには不十分であると思われた。

これに関連して、より多くの民間セクターによる自発的な参加を伴う新たなギリシャ支援の方策が2011年10月

26日のブリュッセル・サミットにおいて合意された。かかる参加について、国際金融協会は、保有するすべての有

価証券の満期における額面金額の50％の評価損に基づき、ギリシャおよび欧州当局ならびに国際通貨基金との間

で新たな交渉を開始したが、この段階では正確な条件が完全に決定されていなかった。

かかる交渉の結果、2012年2月21日火曜日、ユーログループは、ギリシャに対する237十億ユーロの第2回救済プ

ランを発表した。このプランは、新たな130十億ユーロの国家救済プランと、現在保有する株式の額面金額の

53.5％の割引に合意した民間の債権者による107十億ユーロの自発的な債務償却からなる。超短期的には、ギリ

シャのデフォルトが回避されたため、ギリシャは、3月20日の14.5十億ユーロの返済期限に間に合うことができ、

中期的には、第2回救済プランにより、GDPに対する債権の割合が2020年には120％に減少する。

評価方法

2011年12月31日、ギリシャ国債の公正価値をレベル3「モデル準拠」とする評価（種類および満期を考慮して

レベル1「公正価値」が据え置かれた売買目的勘定の有価証券を除く。）は、流通市場における深刻な流動性不足

により、依然として妥当と判断された。このことを、有価証券の保有を続けるとの銀行から公共機関への確約と合

わせて考えると、市場で提示される価格が、発行された金融商品の公正価値を示すものであると信じることはも

はやできない。

ギリシャ国債の「公正価値」に反映された非流動性プレミアムに用いられた評価を考慮に入れるため、内部モ

デルは、2011年12月31日における市場価額（30％）とマクロ経済上の前提（債務の対GDP目標比率、民営化プログ

ラムの実行、ギリシャ政府の様々な債権者による投資等）に基づく評価（70％）の間で加重する方法を利用して

いる。

かかる内部モデルに基づき、すべてのギリシャ国債（満期を問わない。）の平均割引74％が、2011年12月31日に

おける当行グループの財務書類に計上された。

したがって、2011年12月31日におけるクレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類において、1,327百万ユー

ロのリスク費用が発生し、特に生命保険の保険契約者の利益分配メカニズムにおける急激な減損が計上された

（注記4.8を参照。）。かかる減損は、当該計画に含まれる有価証券を保有する事業セグメント、すなわち国際リ

テール・バンキング事業および保険事業に割り当てられた。

ソブリン債銀行業務および保険業務－ヘッジの満期総額

銀行（銀行勘定）

エクスポージャー総額

（単位：百万ユーロ）

残存期間

1年 2年 3年 5年 10年 10年超 合計

ギリシャ 6 102 3 111
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アイルランド 146 146

ポルトガル 480 127 607

イタリア 192 35 87 426 1,9671,0623,769

スペイン 126 19 4 23 172

合計 4,805

保険

エクスポージャー総額

（単位：百万ユーロ）

残存期間

1年 2年 3年 5年 10年 10年超 合計

ギリシャ 12 31 22 29 876 920 1,890

アイルランド 37 19 6 992 237 1,291

ポルトガル 671 99 35 27 175 862 1,869

イタリア 123 157 428 881 4,2241,2657,078

スペイン 3 1 1,017 30 120 1,9843,155

合計 15,283

ソブリン債銀行業務－2011年6月30日から2011年12月31日までの変動

残高の変動（ヘッジ前）

（単位：百万ユーロ）

2011年

6月30日現

在の残高

公正価値

の変動
(1)

売却可能

準備金の

組替調整額

(1)
 

経過

利息
減損 満期日 売却 取得

(2)

2011年

12月31日

現在の

残高

ギリシャ

アイルランド

ポルトガル

イタリア

スペイン

満期保有金融資産

ギリシャ 279 4 2 (174) 111

アイルランド 120 20 6 146

ポルトガル 645 15 1 (72) 589

イタリア 7,455(523) (169)(3,187) 3,576

スペイン 1,504 (632)(823) 49

売却可能金融資産 10,003(488) 4 9 (174)(801)(4,082) 4,471

ギリシャ

アイルランド

ポルトガル (11) 29 18

イタリア 200 (200) 192 192

スペイン 95 29 124

貸出金および債権 295 (200)(11) 250 334

ギリシャ 51 (50) 1

アイルランド

ポルトガル 169 (161) 8

イタリア 885 (757) 128

スペイン 29 (29)
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帳簿ポートフォリオ（デリ

バティブを除く。）

1,134 (50)(947) 137

銀行業務合計 11,432(488) 4 9 (174)(1,051)(5,040)250 4,942

(1) 2020年より後に満期が到来する有価証券で、2011年第2四半期には存在し、2011年12月31日は損失処理されたものの評

価。

(2) イタリアのクレディ・アグリコル・CIBによるDAS投資活動により取得された債権192百万ユーロならびにボルトガルお

よびスペインにおけるリース・ファイナンス業務によるファクタリング債権58百万ユーロを含む。

ソブリン債保険業務－2011年6月30日から2011年12月31日までの変動

ヘッジ・エクスポージャー

総額の変動

（単位：百万ユーロ）

2011年

6月30日現

在の残高

公正価値

の変動
(1)

売却可能

準備金の

組替調整額

(1)
 

経過

利息
減損 満期日 売却

連結範囲

の変更

2011年

12月31日

現在の

残高

ギリシャ 4,974 919 85(4,098) 9 1,890

アイルランド 1,444(67) (74) 6 1,309

ポルトガル 2,199(316) (16) (8) 12 1,870

イタリア 14,243(1,220) 6 (6,107)156 7,078

スペイン 3,821 45 (4) (747) 40 3,155

保険業務合計 26,681(1,604) 964 85(4,098)(13)(6,936)22315,302

(1) 2020年より後に満期が到来する有価証券で、2011年第2四半期には存在し、2011年12月31日は損失処理されたものの評

価。

6.8　金融機関および顧客に対する債務

金融機関に対する債務

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

金融機関

預金 92,204 78,201

うち、当座預金 12,294 7,803

うち、コールマネー 3,314 12,002

担保受入有価証券 12,195 11,936

買戻し条件付契約に基づいて売却した有価証券 23,298 32,181

小計
(1) 127,697 122,318

経過利息 403

合計 127,697 122,721

クレディ・アグリコル内部取引

当座預金 3,098 3,092

定期預金および貸付金 41,870 28,278

小計
(1) 44,968 31,370

経過利息 477

合計 44,968 31,847

帳簿価額 172,665 154,568

(1) 2011年12月31日現在、開示されている金額には経過利息が含まれている。

顧客に対する債務

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

当座預金 121,610 100,214

特別貯蓄預金 221,644 214,220

顧客に対するその他の債務 108,035 123,666
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買戻し条件付売却有価証券 72,018 59,593

直接保険債務 1,428 2,018

再保険債務 414 389

責任保険コミットメントに対して出再保険会社および再保険引受会社から

受領した預託金
486 7

小計
(1) 525,636 500,107

経過利息 1,253

帳簿価額 525,636 501,360

(1) 2011年12月31日現在、開示されている金額には経過利息が含まれている。

6.9　満期保有金融資産

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

政府短期証券および類似証券
(1)(2) 12,191 21,101

債券およびその他の利付証券 3,209 200

小計 15,400 21,301

減損 (57)

正味帳簿価額 15,343 21,301

(1) 売却可能ポートフォリオから満期保有ポートフォリオに分類変更されたソブリン債ポートフォリオを含み、このうち

2,991百万ユーロ（2011年12月31日現在の公正価値）の売却が予定されている。この分類変更は、取得日後に長期格付の

著しい下落が認識されたソブリン債による貸借対照表への影響を緩和するという当行グループの意思の一環でなされ

た決定後に行われた。振り替えられた資産は、公正価値で評価され、それまでに認識されていた金額（振替日現在の償却

原価）と公正価値の差額は、振替調整される株主持分（売却可能資産に係る未実現利益および損失）に直接認識され、

その金額は-316百万ユーロであった。

　　売却可能ポートフォリオから満期保有ポートフォリオに分類変更されたソブリン債256百万ユーロを含む。この分類変更

は、ポルトガルの保険子会社の経営者の意図の変更によるものであった。

(2) 2010年12月31日現在の数値は、2011年12月31日現在において債券に分類変更された13.6十億ユーロを含む。

6.10　債務証券および劣後債務

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

債務証券

利付短期証券 298 265

短期金融商品 6,006 6,043

譲渡可能債務証券 59,961 104,330

債券
(1) 78,193 55,659

その他の債務証券 3,862 2,653

小計
(4) 148,320 168,950

経過利息 1,387

帳簿価額 148,320 170,337

劣後債務

期限付劣後債務
(2) 21,304 21,394

永久劣後債務
(3) 12,170 16,105

相互保証預託金 128 119

参加型有価証券・ローン 180 199

小計
(4) 33,782 37,817

経過利息 669

帳簿価額 33,782 38,486

(1)－保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。

　 －カバード・ボンドの発行を含む。

(2) 期限前償還条項付劣後債「TSR」の発行を含む。

(3) 下位劣後債「TSS」、永久劣後債「TSDI」および複合資本商品「T3CJ」の発行ならびにSASリュ・ラ・ボエスィと合意し

た株主前払金を含む。
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(4) 2011年12月31日現在、金額には経過利息が含まれている。

2011年12月31日現在、永久劣後債は合計7,243百万ユーロとなった。クレディ・アグリコル・エス・エーはSAS

・ラ・ボエスィが付与した株主前払金およびT3CJ債に対して74.5％の早期返済を行い、それぞれ2,792百万ユー

ロおよび1,369百万ユーロとなった。この返済の後、株主前払金は2010年12月31日現在の3,750百万ユーロに対し

て合計958百万ユーロとなり、T3CJ債の残額は2010年12月31日現在の1,839百万ユーロに対して合計470百万ユー

ロとなった。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行され、当行グループの保険会社により引受けられた保険契約

者によって金融リスクがもたらされる割合から、これらの契約の性質により、控除されない債務証券は、合計

5,294百万ユーロとなった。

劣後債務発行

すべての銀行は資金の使途の発展に伴い、常に負債額および特質を調整している。

劣後債務は自己資本規制の管理の一部を担い、またクレディ・アグリコル・エス・エーのすべての業務の借

換に貢献している。

自己資本規制の管理は指令案による新しいバーゼルⅢのルールの導入や2013年1月1日付で効力を発生する

CRD4規制を含む、重要な規制変更により影響を受けた。指令案およびCRD4規制は、新しく、より制限された要件を

満たす、自己資本規制に貢献する商品の発行を提供し、また、2013年1月1日から2019年1月1日の間に予定されてい

る新基準を満たすことのできなくなる古い商品の段階的廃止を提供する。

これらの規制変更を受け、また資本基盤の質を上昇させるためにも、クレディ・アグリコル・エス・エーは

2012年1月26日に、現在流通している8つの劣後債の買戻しオファーを行った。これらのオファーは2007年5月31日

に発行された永久劣後債の額面金額として610,072,000米ドルの買戻しにつながった。またユーロ、英ポンドおよ

びカナダドル建ての7種類の有価証券（6つの永久下位劣後債および1つの永久劣後債）の額面金額として

1,635,818,651.08ユーロの買戻しにつながった。この業務にかかる償還の際に計上された見積り利益（税引後）

は約550百万ユーロとなった（注記6.10を参照。）。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは様々な種類の劣後債務証券を発行しており、詳細は以下の

とおりである。

期限前償還条項付劣後債

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された期限前償還条項付劣後債（TSR）は通常、固定利率で年

4回もしくは年1回の利息支払がある。

それらはユーロ・ミディアム・ターム・ノート（EMTN）プログラムの下、フランス法に基づくフランス市場

または英国法に基づく国際市場において発行されている。

これらの債券は劣後条項において定義される順位において、従来の債券とは異なっている。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された債券については、フランス商法第L.228-97に従って、清

算の際に期限前償還条項付劣後債（TSR）は担保債権者および無担保債権者への支払が行われた後に、かつ発行

者に提供された利益参加型ローン、当行が発行した参加型債券およびいかなる下位劣後債の前に返済される。利

息支払は通常劣後条項に規定されていない。もしある場合は、当行の管轄外で生じた事象を指す。

永久劣後債

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された永久劣後債（以下「TSDI」という。）は通常、固定利率

で年4回の利息支払がある。早期償還条項が契約によって定義されていない限り、発行者の清算もしくはクレディ

・アグリコル・エス・エーの定款に規定された発行者の存続期間が満了した場合にのみ償還可能である。劣後条
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項は元金および利息に適用される場合がある。株主総会で該当する事業年度において配当可能な利益がなかった

と正式に言及された場合、その利札は停止されることがある。

注：TSDIは株式、T3CJ、TSSおよび発行者により発行された利益参加型債券・有価証券よりも順位が高い。またTSR

とは同等の順位であり、他のすべての債務に劣後する。

下位劣後債（TSS）

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された下位劣後債は、早期償還条項が契約によって定義され

ていない限り、固定もしくは変動利率で永久的である。これは株式およびT3CJに優越するが、他のすべての劣後債

務に劣後する。

下位劣後債は通常、早期償還条項を含み、一定の償還期限以降発行者に有利なように、その償還まで固定利率

でそのあと変動利率になる。

利札は非累積型でありクレディ・アグリコル・エス・エーにより支払は配当金、もしくはT3CJの場合は利札

でなされ、下位劣後債の利札を1年間にわたって支払う義務が含まれている。しかしながら、もしクレディ・アグ

リコル・エス・エーが法定最低自己資本比率を下回るといったような規制事項に陥り、またはフランスの金融健

全性規制監督機構（ACP）がそのような事象が近い将来あると危惧する場合は、利札は支払われない。

新しいバーゼルⅢの要件を受けて、下位劣後債の認識にかかる条件は変わるべきである。しかしながら、バー

ゼルⅢの下、規制上の資本として分類されるためにフランスの銀行が発行する下位劣後債が満たすべき新たな基

準を、ACPは依然として定義していない。

発行者の判断による早期償還

期限前償還条項付劣後債（TSR）、永久劣後債（TSDI）および下位劣後債（TSS）はそれぞれの債券の契約条

項に従って、規制当局の事前の承認と発行者のイニシアチブの下、公開買付、交換買付もしくは店頭を通じて市場

で買戻取引により早期償還することができる。

さらに特定の早期償還条項（コール・オプション）が含まれている契約に関して、規制当局の承認を得た後、

有価証券の発行契約書がそのような条項を含んでいる場合は、クレディ・アグリコル・エス・エーはその条項に

従い、また、その債券の契約条項に定義されている日時に、償還期限前に債券を償還することができる。

支払期日の早期到来

既存の債務証券は、特定の状況下では直ちに支払期限となる。例えば、所定猶予期間の経過後も元利金が払わ

れず、クレディ・アグリコル・エス・エーが発行者として支払不能に陥った場合、支払期限が到来する。また、ク

レディ・アグリコル・エス・エーがその他契約上の義務の不履行の場合も同様である。TSSはクレディ・アグリ

コル・エス・エーの清算の場合をのぞいて、早期返済の条項を含んでいない。

複合資本商品

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行されたT3CJ（Titres de créances complexes de capital

jumelés）は地域金庫により占有されている民間投資である。T3CJはフランス商法第L.228-40号および第

L.228-41号に基づき発行されている債務証券であり、譲渡不可能である。

2003年度に1,839百万ユーロで発行されたものには、クレディ・アグリコル・エス・エーが事業年度で暫定的

に黒字を算出しない限り利息が支払われない。2011年度の業績は赤字だったため地域金庫に利息は支払われな

い。

さらに、スイッチ取引（注記2.1「報告期間における重大な事象」を参照。）の一部として、2011年12月23日に

1,369百万ユーロのT3CJが払い戻され、T3CJの残額を2011年12月31日現在470百万ユーロとした。また、T3CJの残高
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は、クレディ・アグリコル・エス・エーの意向でそのすべてもしくはその一部を事前に払い戻すことができる。

カバード・ボンドの発行

中長期的な資金調達を増加させるため、当行グループは、その子会社であるクレディ・アグリコル・カバード

・ボンズを通じて、カバード・ボンドを発行している。

最初の発行は2009年1月であった。2011年12月31日までに22,149百万ユーロが調達されている。

6.11　当期税金資産・負債および繰延税金資産・負債

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

当期税金 3,136 2,511

繰延税金 5,095 5,220

当期税金資産および繰延税金資産合計 8,231 7,731

当期税金 2,998 1,233

繰延税金 1,757 1,220

当期税金負債および繰延税金負債合計 4,755 2,453

繰延税金資産および繰延税金負債の純額の内訳は、以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

一時差異 3,874 4,828

未払費用損金不算入額 306 368

負債費用引当金損金不算入額 3,426 2,926

その他の一時差異
(1) 142 1,534

繰延税金／未実現損益引当金 859 250

売却可能金融資産 339 30

キャッシュ・フロー・ヘッジ 495 200

利益および損失／数理計算上の差異 25 20

繰延税金／収益 (1,395) (1,078)

繰延税金合計 3,338 4,000

(1) 2011年度において、繰延税金のうち繰越欠損金に起因する部分は、合計789百万ユーロ（2010年度は973百万ユーロ）で

ある。

繰延税金資産は、納税企業体によって、貸借対照表上相殺されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、認識すべき繰延税金資産の金額を判断する上で、該当する各企業また

は納税グループについて、特定の課税上の地位および予算編成の過程で策定した収益予想を考慮する。

特に、エンポリキ・バンクの収益予想の見直しにより、2011年度において、繰延税金資産の評価性引当金148百

万ユーロおよび欠損金に対する繰延税金資産の計上の終了が認識された。

エンポリキ・バンクの繰延税金資産の残高は、2011年12月31日現在、133百万ユーロであった。

6.12　未収収益および未払費用ならびにその他の資産および負債

未収収益、前払金およびその他の資産

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

その他の資産 75,299 55,469

棚卸資産およびその他 210 402

持続可能な開発貯蓄口座（LDD）の債券の共同管理 50
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その他の債権 47,126 42,063

決済勘定 26,635 11,589

株主に対する債権－未払込資本金 19 19

その他の保険資産 366 342

再保険会社の責任準備金負担 943 1,004

未収収益および前払金 7,466 15,065

受金・振替勘定 2,959 9,790

調整勘定および仮勘定 1,221 967

未収収益 1,309 1,530

前払費用 482 515

その他の未収収益および前払金 1,495 2,263

正味帳簿価額 82,765 70,534

未払費用、繰延収益およびその他の負債

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

その他の負債
(1) 57,162 45,899

決済勘定 23,958 14,029

その他の債務 33,056 31,643

売買目的有価証券に関連する負債 66 144

その他の保険債務 82 83

その他

未払費用および繰延収益 16,528 19,619

受金・振替勘定
(2) 4,309 8,978

調整勘定および仮勘定 5,179 3,173

前受収益 2,226 2,146

未払費用 3,613 3,776

その他の未払費用および繰延収益 1,201 1,546

帳簿価額 73,690 65,518

(1) 経過利息を含む額である。

(2) 記載されている額は純額である。

6.13　売却目的保有非流動資産および関連する負債

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

売却目的保有非流動資産 260 1,581

売却目的保有非流動資産に係る負債
(1) (39) 1,472

(1) 2010年12月31日現在、SCBカメルーン、クレディ・ウルグアイ・バンコおよびウィンチェスター・グローバル・トラスト

・カンパニーLtd.に関するものである。

　　2011年12月31日現在、管理会社であるクレディ・アグリコル・プライベート・エクイティの売却およびクレディ・アグリ

コル・プライベート・エクイティがCACIFの代理で管理する資金の処分についての契約を受けて売却目的で保有してい

る資産を含んでいる。

6.14　投資不動産

（単位：百万ユーロ）
2010年
12月31日

範囲の
変更

増加
（取得）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他の変

動
(2)

2011年
12月31日
残高

投資不動産

総額 2,797 4 203 (239) 74 2,839

償却および減損 (146)(1) (15) 19 (14) (157)

正味帳簿価額
(1) 2,651 3 188 (220) 60 2,682

(1) 第三者に賃貸している投資不動産を含んでいる。

(2) プレディカでは、継承建物に関して、事業用建物から投資不動産へ、38百万ユーロのSCIイメファ128に係る当座勘定の分

類変更が行われた。
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（単位：百万ユーロ）
2009年
12月31日

範囲の
変更

増加
（取得）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他

の変動
(2)

2010年
12月31日
残高

投資不動産

総額 2,773 178 (273) 119 2,797

償却および減損 (115) (11) 16 (36) (146)

正味帳簿価額
(1) 2,658 167 (257) 83 2,651

(1) 第三者に賃貸している投資不動産を含んでいる。

(2) －プレディカでは、クレディ・アグリコル・アシュランスの加入に続いて、投資不動産から事業に使用される不動産に

分類変更が行われ、-110百万ユーロが計上された。SCI当座勘定については、事業に使用される不動産から投資不動産

への分類変更が行われ、128百万ユーロが計上された。

　　－リース・ファイナンスのリース契約が満期または解約となり、その結果一時的に空きとなった投資不動産を含み、55百

万ユーロが計上された。

投資不動産は、専門の鑑定士によって評価されている。

専門の鑑定士の評価によると、償却原価で認識される投資不動産の市場価額は、2010年12月31日現在は4,599百

万ユーロであったのに対して、2011年12月31日現在は4,719百万ユーロであった。

6.15　有形固定資産および無形資産（のれんを除く。）

（単位：百万ユーロ）
2010年
12月31日

範囲の

変更
(2)

増加
（取得、
企業結合）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他の

変動
(3)

2011年
12月31日
残高

事業で使用している有形固定資産

総額 9,342108 935 (1,086) 293 9,592

償却および減損
(1) (4,140)(63) (661) 617 (1) (174)(4,422)

正味帳簿価額 5,202 45 274 (469) (1) 119 5,170

無形資産

総額 4,060137 420 3 50 4,670

償却および減損 (2,317)1 (395) (39) (2) (50)(2,802)

正味帳簿価額 1,743138 25 (39) 1 - 1,868

(1) 第三者に賃貸している資産の減価償却費を含んでいる。

(2) カリパルマ、フリューラドリアおよびカリスペツィアにおいて、無形資産に配分されたのれんの金額は合計133百万ユー

ロであった。取得資産および引受負債の評価替により生じた無形資産は、他の同一の種類の無形資産と同じ期間にわた

り、同じ償却方法で償却される。

　　カリスペツィアにおける、総額108百万ユーロの有形固定資産およびこれに係る償却費-63百万ユーロが含まれる。

(3) 満了または終了したファイナンス・リース契約に係る一時遊休資産146百万ユーロを含む。

　　プレディカでは、継承建物に関して事業用建物から投資不動産へ、-38百万ユーロのSCIイメファ128に係る当座勘定の分類

変更が行われた。

　　アムンディで、過去に純額で認識されていた無形資産に係る償却費53百万ユーロについて、純額計上が中止された。

（単位：百万ユーロ）
2009年
12月31日

範囲の
変更

増加
（取得、
企業結合）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他の

変動
(2)

2010年
12月31日
残高

事業で使用している有形固定資産

総額 8,836 15 950 (828) 90 279 9,342

償却および減損
(1) (3,793)16 (667) 517 (40)(173)(4,140)

正味帳簿価額 5,043 31 283 (311) 50 106 5,202

無形資産
(2)

総額 3,667 27 329 (125) 23 139 4,060

償却および減損 (1,974)3 (398) 82 (13) (17)(2,317)

正味帳簿価額 1,693 30 (69) (43) 10 122 1,743

(1) 第三者に賃貸している資産の減価償却費を含んでいる。

(2) 満了または終了したファイナンス・リース契約に係る一時遊休資産279百万ユーロを含む。
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　　アムンディで、ソシエテ・ジェネラル・グループのネットワークにおける販売契約に係る無形資産の公正価値が161百万

ユーロと識別された。取得資産および引受負債の評価替により生じた無形資産は、他の同一の種類の無形資産と同じ期

間にわたり、同じ償却方法で償却される。

6.16　保険契約に係る責任準備金

保険責任準備金の内訳

2011年12月31日

（単位：百万ユーロ） 生命 非生命 海外 債権者 合計

保険契約 107,797 2,441 8,878 1,381 120,497

裁量権のある有配当性を伴う投資契約 97,992 6,422 104,414

裁量権のある有配当性を伴わない投資契約 1,743 4,163 5,906

繰延配当負債
(1)

その他の責任準備金

責任準備金合計 207,532 2,441 19,463 1,381 230,817

繰延利益分配資産
(1) (3,872) (401) (4,273)

再保険会社の責任準備金負担 (498) (178) (38) (293) (1,007)

正味責任準備金
(2) 203,162 2,263 19,024 1,088 225,537

(1) 売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延資産2.6十億ユーロ（すなわち税引後1.3十億ユーロ）を含む（注記6.4　売

却可能金融資産を参照。）。

(2) 再保険会社の責任準備金負担およびその他の保険債務は、「未収収益、前払金およびその他の資産」として認識されてい

る。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 生命 非生命 海外 債権者 合計

保険契約 101,334 2,227 8,509 1,302 113,372

裁量権のある有配当性を伴う投資契約 103,442 6,451 109,893

裁量権のある有配当性を伴わない投資契約 1,749 5,710 7,459

繰延配当負債
(1)

その他の責任準備金

責任準備金合計 206,525 2,227 20,670 1,302 230,724

繰延利益分配資産
(1) (1,353) (143) (1,496)

再保険会社の責任準備金負担 (444) (191) (100) (270) (1,005)

正味責任準備金
(2) 204,728 2,036 20,427 1,032 228,223

(1) 売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延資産0.8十億ユーロ（すなわち税引後0.5十億ユーロ）を含む（注記6.4　売

却可能金融資産を参照。）。

(2) 再保険会社の責任準備金負担およびその他の保険債務は、「未収収益、前払金およびその他の資産」として認識されてい

る。

2011年12月31日および2010年12月31日現在の繰延利益分配資産の内訳は以下のとおりである。

繰延配当資産 2011年12月31日 2010年12月31日

売却可能有価証券の時価調整に係る繰延配当 (2,584) (811)

売買有価証券の時価調整に係る繰延配当 (2,034) (870)

その他の繰延配当（流動性リスク準備金取崩し） 345 185

合計
(1) (4,273) (1,496)

(1) 2010年12月31日現在の売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延配当資産0.8十億ユーロ（すなわち税引後0.5十億

ユーロ）と比較した、2011年12月31日現在の売却可能証券の再評価に係る税引前繰延配当資産2.6十億ユーロ（すなわち

税引後1.9十億ユーロ)（注記6.4　売却可能金融資産を参照。）。

この資産の回収可能性は、2008年12月19日付国家会計審議会（CNC）勧告に従い、保険業務に関する注記1.3の

記載に沿って行われたテストにより判断された。
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6.17　引当金

（単位：百万ユーロ）

2010年

12月31日

範囲の

変更
(4)

増加
取崩した

戻入額

未使用戻

入額

為替換算

調整勘定

その他の

変動
(5)

2011年

12月31日

住宅購入貯蓄制度 468 10 (98) 380

融資コミットメントの

実行リスク
264 167 (10) (197) (5) 219

業務リスク
(1) 83 3 14 (7) (21) 1 73

退職給付および類似の給付
(2) 1,775 33 401 (239)(179) 1 69 1,861

訴訟 990 3 318 (54) (101) 4 48 1,208

株式投資 20 5 25

リストラクチャリング
(3) 18 79 (15) (2) 80

その他のリスク 874 11 432 (149)(175) 4 (45) 952

合計 4,492 50 1,426 (474)(773) 4 73 4,798

(1) 主にLCLおよび専門金融サービス（リース・ファイナンス、ファクタリングおよび投資家サービス）が占める。

(2) 「退職給付および類似の給付」は、主に確定給付型年金制度下の退職給付およびLCL競争力強化プランから発生する従業

員への債務引当金およびクレディ・アグリコル・CIBの調整計画の286百万ユーロを含む。

(3) リストラクチャリングへの引当金は、調整計画によるCAコンシューマー・ファイナンスへの57百万ユーロおよびBFTへの

10百万ユーロを含む。

(4) 範囲の変更

変更の範囲の変動は、主にカリスペツィアの算入額32百万ユーロおよびカリパルマの支店負担金16百万ユーロによるも

のである。

(5) その他の変動

・退職給付および類似の給付：69百万ユーロは主に確定給付型年金制度に係る数理計算上の差益に関連する。

・訴訟およびその他のリスク：主に、その他のリスクから様々な訴訟への振替による48百万ユーロを含む。

（単位：百万ユーロ）

2009年

12月31日

範囲の

変更
増加

取崩した

戻入額

未使用戻

入額

為替換算

調整勘定

その他の

変動
(4)

2010年

12月31日

住宅購入貯蓄制度 388 102 (22) 468

融資コミットメントの

実行リスク
565 163 (245)(149) 1 (71) 264

業務リスク
(1) 104 2 39 (48) (14) 83

退職給付および類似の給付
(2) 1,983 (3) 166 (366)(108) 21 82 1,775

訴訟 873 (2) 212 (64) (140) 17 94 990

株式投資 17 4 1 (4) 2 20

リストラクチャリング
(3) 45 2 (15) (14) 18

その他のリスク 923 4 379 (105)(258) 3 (72) 874

合計 4,898 5 1,064 (843)(709) 42 35 4,492

(1) 主にLCLおよび専門金融サービス（リース・ファイナンス、ファクタリングおよび投資家サービス）が占める。

(2) 「退職給付および類似の給付」は、主に確定給付型年金制度下の退職給付およびLCL競争力強化プランから発生する従業

員への債務引当金を含む。

(3) リストラクチャリングへの引当金は、Caceisバンク・ドイツランドに係る7百万ユーロ、LCLに係る5百万ユーロおよびCA

コンシューマー・ファイナンスに係る3百万ユーロを含む。

(4) その他の変動

・融資コミットメントの実行リスク：-71百万ユーロは、主に負債から資産への振替え（顧客に対する貸出金および債権

の減損）によるものであり、その額はクレディ・アグリコル・CIBにおいて-50百万ユーロ、LCLにおいて-17百万ユーロ

であった。

・退職給付および類似の給付：82百万ユーロは主に2010年12月31日における確定給付型年金制度に係る数理計算上の差

益に関連する。

・訴訟：94百万ユーロは、主にその他のリスクの訴訟への再分類によるものであり、クレディ・アグリコル・CIBにおけ

る41百万ユーロ、カリパルマにおける39百万ユーロ、アムンディにおける10百万ユーロに係るものである。

・その他のリスク：-72百万ユーロは、特に顧客に対する貸出金および債権の減損からその他のリスクへの振替えによる
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再分類を含み、その額はクレディ・アグリコル・CIBにおいて-41百万ユーロ、カリパルマにおいて-39百万ユーロ、アム

ンディにおいて-10百万ユーロ、また、エンポリキにおいて14百万ユーロである。

税務監査

プレディカの税務監査

プレディカは、2009年度において税務監査の対象となり、2006年度および2007年度の監査を受けた。

2009年12月末において、プレディカは1つの引当金項目を対象とする税額調整通知を受けた。

この更正は、最近の市場における訴訟の対象であり、プレディカはこの更正に対する十分な根拠に基づいた異

議申立てを行った。この訴訟が解決されるまでの間、プレディカは慎重にかかる更正について引当金を計上した。

2011年度において、新たな進展はなかった。

LCLの税務監査

2010年度および2011年度において、LCLは2007年度、2008年度および2009年度の監査ならびに規制貯蓄の監査の

対象となった。これらの監査による財務結果はすべて、LCLが以前設定した引当金により賄われ、また合意ができ

ない点については、フランス中央・国際検査局（以下「DVNI」という。）に訴えを起こした。

クレディ・アグリコル・CIB・イタリアの税務監査

2010年度および2011年度において、クレディ・アグリコル・CIBは、監査後、イタリア税務当局が発行した2005

年度および2006年度に関する更正案を受領した。クレディ・アグリコル・CIBは、すべての更正点に関し、十分な

根拠に基づいた異義申立てを行い、既に2005年度に関してフランスおよびイタリア当局から、仲裁解決を求めら

れている。

これにより認識された引当金は、クレディ・アグリコル・CIBの税務部門が概算したリスク合計を反映したも

のである。

クレディ・アグリコル・アシュランスの税務監査

クレディ・アグリコル・アシュランスは2008年度および2009年度の税務監査を受けた。通知された更正は重要

なものではなく、すべてに対して異議申立てが行われた。グループ税務局の意見により、引当金は計上されなかっ

た。

次へ
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住宅購入貯蓄制度に係る引当金

貯蓄期間中に住宅購入貯蓄勘定および住宅購入貯蓄制度により積み立てられた預金

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日
(1)

住宅購入貯蓄制度

4年未満 2,542 24,964

4年以上10年以下 48,594 23,213

10年超 19,120 20,862

住宅購入貯蓄制度合計 70,256 69,039

住宅購入貯蓄勘定合計 13,810 14,016

住宅購入貯蓄契約により積み立てられた預金合計 84,066 83,055

(1) 制度の開始時における調整額は、4年未満の制度については、24,964百万ユーロ、4年以上10年未満の制度については、

-24,964百万ユーロである。

期間は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従い決定される。

顧客預金残高は、2011年12月31日付財務書類については2011年11月末時点の帳簿価額に、2010年12月31日付財

務書類については2010年11月末時点の帳簿価額に基づいており、政府の補助金は含まない。

住宅購入貯蓄勘定および住宅購入貯蓄制度で付与された貸出金残高

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

住宅購入貯蓄制度 66 94

住宅購入貯蓄勘定 277 327

住宅購入貯蓄契約で付与された貸出金残高合計 343 421

住宅購入貯蓄勘定および住宅購入貯蓄制度に係る引当金

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満

4年以上10年以下 48 47

10年超 300 381

住宅購入貯蓄制度合計 348 428

住宅購入貯蓄勘定合計 32 40

住宅購入貯蓄契約に係る引当金合計 380 468

期間は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従い決定される。

（単位：百万ユーロ）
2010年
12月31日

増加 戻入 その他の変動
2011年
12月31日

住宅購入貯蓄制度 428 10 (90) 348

住宅購入財形貯蓄勘定 40 (8) 32

住宅購入貯蓄契約に係る引当金合計 468 10 (98) - 380

クレディ・アグリコル・グループ内部の財務組織では、地域金庫に積み立てられた住宅購入貯蓄制度および住

宅購入貯蓄勘定の預金の100％を、クレディ・アグリコル・エス・エーの負債に含めており、そのため、上記の表

に示された貯蓄預金は、これらの金額をすべて考慮している。反対に、クレディ・アグリコル・エス・エーは、こ

れらの残高の一部に関してのみ、リスクを想定している（2010年12月31日現在は、31.7％、2011年12月31日現在は

29.1％）。残高は、地域金庫に計上されており、実質的エクスポージャーに相当する金額のみが、クレディ・アグ

リコル・エス・エーの財務書類の引当金に計上されている。したがって、計上された引当金とクレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループの貸借対照表上の残高の比率は、住宅購入貯蓄リスクの引当金の水準を示すもので
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はない。

6.18　株式

2011年12月31日現在の所有者構成

2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーが認識している、資本および議決権の所有割合は以

下のとおりである。

株主
2011年12月31日
現在の株式数

資本金
持分割合

議決権の
所有割合

SASリュ・ラ・ボエスィ 1,405,263,36456.25％ 56.41％

自己株式 6,969,3810.28％

従業員（ESOP） 119,290,8764.78％ 4.79％

一般 966,496,91638.69％ 38.80％

機関投資家 696,717,82327.89％ 27.97％

個人投資家 269,779,09310.80％ 10.83％

合計 2,498,020,537100％ 100％

SASリュ・ラ・ボエスィはクレディ・アグリコル地域金庫により全額出資されている。

自己株式は、ストック・オプションをカバーするためのクレディ・アグリコル・エス・エーの買戻しプログ

ラムおよび株式流動性契約の一部として保有されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーの株式に関して、2006年10月25日にクレディ・アグリコル・シュヴルー

・エス・エーとの間に流動性契約が締結された。この契約は毎年自動的に更新される。これにより担当者は完全

な独立性をもって契約に規定された業務を行うことができ、この契約には50百万ユーロが割当てられている。

株式の額面金額は3ユーロである。すべての株式は払込済である。

当行の認識では、直接的、間接的もしくは共同で資本および議決権を5％以上所有する株主はいない。

2011年度中、クレディ・アグリコル・エス・エーは合計911百万ユーロ（関連する増資の発行費用を除いた資

本剰余金である622百万ユーロが含まれる。）の2つの増資を行った。

・1つ目は、自社株主のスクリップ配当のオプション行使に伴う、2011年6月20日に新株96,311,860株の発行で

あった。

・2つ目の増資は、クレディ・アグリコル・グループの従業員用で、2011年10月5日の新株48,386株の発行で

あった。

2011年12月31日にクレディ・アグリコル・エス・エーの資本金は7,494,061,611ユーロとなり、額面金額3

ユーロの普通株式2,498,020,537株に分割された。

優先株式

発行者 発行日
発行金額
（百万ドル）

発行金額
（百万ユーロ）

2011年12月31日
（百万ユーロ）

2010年12月31日
（百万ユーロ）

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年1月 1,500 1,159 1,123

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年7月 550 425 412

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年12月 550 550 550

クレディ・リヨネ・プリファード・

キャピタル1・エルエルシー
2002年4月 750 750 750

合計 2,050 1,300 2,884 2,835
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1株当たり利益

2011年12月31日2010年12月31日

当期純利益－当行グループの持分（百万ユーロ） (1,470) 1,263

流通している当期加重平均普通株式数 2,434,681,7922,340,110,360

調整比率

希薄化後1株当たり利益の計算に使用された加重平均普通株式数

基本的1株当たり利益（ユーロ） (0.604) 0.540

現行の事業による基本的1株当たり利益（ユーロ） (0.610) 0.531

非継続事業による基本的1株当たり利益（ユーロ） 0.006 0.009

希薄化後1株当たり利益（ユーロ） (0.604) 0.540

現行の事業による希薄化後1株当たり利益（ユーロ） (0.610) 0.531

非継続事業による希薄化後1株当たり利益（ユーロ） 0.006 0.009

2011年度のクレディ・アグリコル・エス・エー株の平均価格の変更に伴い、クレディ・アグリコル・エス・

エーのすべてのストック・オプション制度は非希薄化効果をもたらす（注記7.6を参照。）。

クレディ・アグリコル・エス・エーによる希薄化株の発行がない場合、基本的1株当たり利益は希薄化後1株

当たり利益と同じとなる。

配当金

2011年度において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2012年5月22日の年次総会において配

当金の支払を行わないことを決定した。

（ユーロ） 2011年度提案 2010年度2009年度2008年度2007年度2006年度

1株当たり正味配当金 - 0.45 0.45 0.45 1.20 1.15

総配当金 - 0.45 0.45 0.45 1.20 1.15

当期中の支払配当金

支払った配当金の金額は、株主持分変動計算書に記載されている。総額は、1,079百万ユーロであった。914百万

ユーロについてはクレディ・アグリコル・エス・エーの株式（すなわち、同株式96,311,860株の発行）により支

払われ、165百万ユーロについては現金で支払われた。

利益処分

2011年度の利益処分案は、2012年5月22日（火曜日）に開催されたクレディ・アグリコル・エス・エーの定時

株主総会で、取締役会により提出される議案に記載されている。

2011事業年度については、クレディ・アグリコル・エス・エーは、3,656,381,773.88ユーロの純損失を計上し

た。取締役会は、株主総会において、その全額を利益剰余金に振り替えることを提案した。2011事業年度の利益処

分後、利益剰余金残高は、2,715,121,958.43ユーロから減少し、-941,259,815.45ユーロとなる。

6.19　契約上の満期別の金融資産および金融負債の内訳

貸借対照表上の金融資産および金融負債は満期日別に分けられる。

売買目的保有デリバティブ商品およびヘッジ手段のデリバティブ商品の満期は、契約上の満期日と一致する。

株式およびその他の証券は、本来満期がないため、「期間の定めなし」として分類されている。

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係る評価調整は、特定の満期がないため、満期について期間の定

めがないものとみなされている。

2011年12月31日
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（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

現金および中央銀行預け金 28,467 28,467

純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産

62,53429,472120,041227,50250,714490,263

ヘッジ手段のデリバティブ 3,251 1,60010,98917,647 73 33,560

売却可能金融資産 23,38825,48447,491108,22522,802227,390

金融機関に対する貸出金および債権 138,66065,921104,04467,8223,394379,841

顧客に対する貸出金および債権 131,70036,691121,288103,5536,149399,381

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係
る評価調整

8,300 8,300

満期保有金融資産 2 552 3,75611,033 15,343

満期別の金融資産合計 388,002159,720407,609535,78291,4321,582,545

中央銀行からの預り金 127 127

純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債

69,39026,517121,887221,885 1 439,680

ヘッジ手段のデリバティブ 2,868 1,22910,27420,234 34,605

金融機関に対する債務 101,95910,28833,45323,7123,253172,665

顧客に対する債務 442,87836,72633,9208,299 3,813525,636

債務証券 52,49621,09242,53831,547 647 148,320

劣後債務 770 1,386 3,49115,99112,14433,782

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係
る評価調整

5,336 5,336

満期別の金融負債合計 670,48897,238245,563321,66825,1941,360,151

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

現金および中央銀行預け金 29,325 29,325

純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産

75,66543,663102,994124,10067,234413,656

ヘッジ手段のデリバティブ 2,624 1,5948,87210,279 156 23,525

売却可能金融資産 8,10418,56651,041116,54831,498225,757

金融機関に対する貸出金および債権 141,50963,15291,77667,256 150 363,843

顧客に対する貸出金および債権 115,63741,596120,75699,2566,001383,246

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係

る評価調整
(1) 4,867 4,867

満期保有金融資産 1 2,0663,16716,067 21,301

満期別の金融資産合計 372,865170,637378,606433,506109,9061,465,520

中央銀行からの預り金 770 770

純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債

84,36532,35998,985127,854 23 343,586

ヘッジ手段のデリバティブ 2,220 2,1179,11212,124 46 25,619

金融機関に対する債務 106,59815,09418,07814,693 105 154,568

顧客に対する債務 379,18855,00449,51311,6366,019501,360

債務証券 77,90936,77733,63522,016 170,337

劣後債務
(2) 283 187 4,72216,80916,48538,486

金利リスク・ヘッジ対象のポートフォリオに係

る評価調整
(1) 1,838 1,838

満期別の金融負債合計 651,333141,538214,045205,13224,5161,236,564

(1) 2010年12月31日現在の財務書類の公表に関して、その時点までの再評価調整で「3ヶ月以内」に記載されていたものは、

「期間の定めなし」欄に記載され直された。

(2) 2010年12月31日現在の財務書類の公表に関して、永久劣後債務は、「5年超」から「期間の定めなし」に再分類された

（注記3.3を参照。）。

注記7　従業員給付およびその他の報酬

7.1　従業員費用の分析
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（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

給与
(1) (5,543) (5,381)

確定拠出制度への拠出 (471) (424)

確定給付制度への拠出 (84) (42)

その他の社会保障費 (1,154) (1,160)

利益分配およびインセンティブ制度 (263) (275)

給与に関連する税金 (309) (285)

従業員費用合計 (7,824) (7,567)

(1) 給与には以下の株式報酬に関連する費用が含まれる。

・株式報酬に関し、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、2010年12月31日現在における21.2百万ユーロと

比較して、2011年12月31日現在においては4.6百万ユーロの費用（無償株式分配制度に関連する1.2百万ユーロを含

む。）を認識した。

・市場専門家に対して支払う繰延変動報酬に関し、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、2011年12月31日

現在において69百万ユーロの費用を認識した。

ギリシャにおける公的年金制度に係る債務（エンポリキ・バンク）

エンポリキ・バンクの従業員補完年金制度（以下「TEAPETE」という。）は、ギリシャ法第3371/2005号および

第3455/2006号に準拠している。これらの法律は、a）増加した社会保障積立金の支払によるエンポリキ・バンク

の不利益を軽減し、b）エンポリキ・バンクの年金数理計算上の損失推定値の透明性を向上させた。

新しい法第3371/2005号の規定に従い、前記補完制度（IKA-ETEAMおよびETAT）にTEAPETE制度を組み込む費用

を割り出すため、独立した保険数理専門家により経済性調査が実施された。かかる調査は、2006年度第1四半期に

完了し、ギリシャの経済および財政省の当該委員会により承認され、法第3455/2006号により批准された。この調

査に従い、エンポリキ・バンクは、その退職した従業員に関して、IKA-ETEAMおよびETAT制度に合計786.3百万ユー

ロの特別拠出金を最初に一括して支払うかまたは10年間にわたり3.53％の利率で支払う。さらに、エンポリキ・

バンクは、2004年12月31日より前に雇用した従業員が退職するまで、ETEAM規制で規定されている拠出金の他に追

加の拠出金を支払わなければならない。追加の拠出金の支払に関する条件は、法3371/2005号では規定されていな

いが、省令IKA Ф 20203/19189/931/7.11.06により規定された。エンポリキ・バンクは、前述の経済報告書に示さ

れた方法により支払を行っている。2011年12月31日現在の債務残高は、合計262百万ユーロであった。

労働組合は、この変更に反対し、訴訟を起こした。1つの訴訟において、アテネの第一審裁判所は、法3455/2006号

は憲法違反であり、エンポリキ・バンク、労働組合およびTEAPETEとの間で締結された契約の終了は不当であると

いう判決を下した（判決第116/2008号）。エンポリキ・バンクはこの判決に対して上訴し、2009年3月24日に判決

が下された。訴訟中、ギリシャ政府は控訴審においてエンポリキ・バンクを支持した。裁判所は、エンポリキ・バ

ンクの控訴を退け（2009年6月30日に公示された判決第4007/2009号）、第一審の判決を支持した。エンポリキ・

バンクは、2009年12月にギリシャの最高裁判所に対して、別の上訴を申し立て、現在も最高裁判所の判決を待って

いる。審理は、2012年3月に予定されている。判決による経済的な影響については、現在のところ見積もることがで

きない。

7.2　従業員数 

従業員数 2011年12月31日2010年12月31日

フランス 41,296 40,994

フランス以外 46,155 46,526

合計 87,451 87,520

7.3　退職給付、確定拠出制度
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フランスの「雇用主」は、様々な強制加入年金制度に拠出している。制度資産は独立した組織によって管理さ

れ、基金が当期および過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な

資産を保有していない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、ク

レディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業には、支払うべき拠出金以外に負債はない。

当行グループには複数の強制加入確定拠出年金制度があり、このうち主要なものは、フランスの補完的年金制

度であるAGIRC/ARRCOで、また一部の補完的制度は特にUESクレディ・アグリコル・エス・エーのものである。

フランスの補完的年金制度の分析

事業部門 事業体
強制加入の

補完的年金制度

対象従業員数

(2011年12月31日

現在の推定)

対象従業員数

(2010年12月31日

現在の推定)

業務サポート機能
UESクレディ・アグリコル・

エス・エー
農業年金制度1.24％ 3,072 3,284

業務サポート機能
UESクレディ・アグリコル・

エス・エー

「第83条」当行グループ経

営者年金制度
218

フランス国内リテール・バン

キング
LCL

「第83条」当行グループ経

営者年金制度
299

法人営業および投資銀行 クレディ・アグリコル・CIB「第83条」型年金制度 4,584 4,493

法人営業および投資銀行 BGPI 「第83条」型年金制度 428 445

保険 プレディカ／CAA／CAAGIS農業年金制度1.24％ 1,415 1,260

保険 プレディカ／CAA／CAAGIS
「第83条」当行グループ経

営者年金制度
46

保険 パシフィカ／Sirca 農業年金制度1.24％ 1,630 1,362

保険 パシフィカ／CACI
「第83条」当行グループ経

営者年金制度
18 11

保険 CACI 「第83条」型年金制度 181

(注) 従業員名簿上の従業員数

7.4　退職給付、確定給付制度

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

数理計算上の負債の変動

前年度12月31日現在の数理計算上の負債 2,231 2,160

為替差額 34 86

当期勤務費用 73 73

利息費用 81 88

従業員の拠出 11 11

給付制度の変更および清算 (36) (38)

範囲の変更 93 70

給付支払額（必須） (152) (285)

数理計算上の（差益）／差損 (4) 66

当年度12月31日現在の数理計算上の負債 2,331 2,231

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

損益計算書で認識された費用純額の内訳

勤務費用 73 72

利息費用 81 87

制度資産に係る期待収益 (56) (54)
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過去勤務費用の償却 (11) 5

数理計算上の差益／（差損）

給付制度の変更、撤退および清算から生じた利益／（損失）の償却 (23) (41)

資産制限の変更による利益／（損失）

損益計算書で認識された費用純額 64 69

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

制度資産の公正価値および補填の権利の変動

前年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 1,180 1,008

為替差額 28 73

制度資産に係る期待収益 48 55

数理計算上の差益／（差損） 13 15

雇用主の拠出 71 98

従業員の拠出 11 11

給付制度の変更、撤退および清算 (4)

範囲の変更 (13) 24

給付制度に基づいて支払われた給付 (60) (104)

当年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 1,274 1,180

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

正味ポジション

期末の数理計算上の負債 2,331 2,231

未認識過去勤務費用（制度変更） 2 (2)

資産の制限による影響

期末の資産の公正価値 1,274 1,180

期末の資産／（負債）の正味ポジション (1,055) (1,053)

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

認識収益費用計算書を通じて直ちに認識され包括利益として計上された項

目

退職給付制度により発生した数理計算上の差益／差損 (16) 52

資産制限調整（IFRIC第14号の影響を含む。）

当事業年度中に認識収益費用計算書を通じて直ちに認識された項目合計 (16) 52

期末における認識収益費用計算書の数理計算上の差益／差損合計 96 112

制度資産に関する情報 2011年12月31日2010年12月31日

資産の内訳

・債券の割合 83.9％ 83.6％

・株式の割合 7.4％ 9.6％

・その他資産の割合 6.7％ 6.8％

確定給付制度：主要な数理計算上の仮定 2011年12月31日2010年12月31日

割引率
(1) 4.30％から5.50％3.65％から4.01％

制度資産および補填の権利に係る期待収益率 3.20％から4.50％3.50％から3.60％

制度資産および補填の権利に係る実際の収益率 3.00％から4.50％3.50％から3.60％

予想昇給率
(2) 0.77％から6.00％2.50％から5.20％

医療費の変動率 n.m. n.m.

(1) 割引率は、契約の平均期間、すなわち従業員の想定離職率で加重した、評価日から支払日までの間で算定された期間の

算術平均に基づいて決定される。

(2) 関連する従業員類型（管理職または非管理職）に依存する。
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2011年12月31日、感応度分析は以下の結果を示唆した。

・割引率が50ベーシス・ポイント増加することで、コミットメントは5.93％減少する。

・割引率が50ベーシス・ポイント減少することで、コミットメントは6.62％増加する。

7.5　その他の従業員給付

当行グループ内の様々な団体変動報酬制度の中でも、クレディ・アグリコル・エス・エー団体変動報酬（以下

「RVC」という。）は、任意のインセンティブ制度および強制的な利益分配制度を含む包括的な制度である。金額

は、クレディ・アグリコル・エス・エーの純利益（当行グループ帰属分）により測定された当行の業績に基づき

計算される。

純利益（当行グループ帰属分）が所定の水準に達することより、支払給与の総額の所定の割合に等しい受給資

格が生じる。

利益分配制度部分に係る金額は、標準的な法定の計算式に基づき算出され、任意のインセンティブに係る受給

金額を得るため、RVCの合計から差し引かれる。

その他の従業員給付制度：フランスにおいて、当行グループの主要な事業体は、長期勤続報奨を支払っている。

給付額は、慣例および締結されている団体労働協約に従い変動する。

7.6　株式報酬

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2003年5月21日および2006年5月17日の臨時株主総会におい

て承認された権限により、様々なストック・オプション制度を導入した。

2011年12月31日時点では、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会により5つのストック・オプション

制度が導入されている。2011年度において、新たに導入された制度はなかった。

7.6.1　ストック・オプション制度

2005年ストック・オプション制度

2005年1月25日に、取締役会は、2003年5月21日の臨時株主総会において承認された権限により、クレディ・アグ

リコル・エス・エーの25,296のストック・オプションを受益者に付与することで、子会社のCLスイスにおける既

存の制度を変更した。行使価格は、22.57ユーロ（取締役会開催日直前の20回の取引時間における平均相場価格に

等しく、割引はない。）であった。2005年7月19日に、取締役会は、新従業員に20.99ユーロの行使価格（取締役会開

催日直前の20回の取引時間における平均相場価格に等しく、割引はない。）で5,000のストック・オプションを付

与した。

2006年ストック・オプション制度

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時株主総会において承認された権限に

より、ストック・オプション制度の付与条件を決定し、この制度の実施に必要な権限を会長に付与した。

これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、クレディ・アグリコル・エス・エーのおよび

その子会社の業務執行役員および特定の上級管理職を対象としたストック・オプション制度を設立した。当該制

度は1株当たり33.61ユーロの行使価格で1,745人の受益者に12,029,500のストック・オプションを付与するもの

である。
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2007年ストック・オプション制度

2007年7月17日開催の会議において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時

株主総会で承認された権限により、当行グループに入社した6名の従業員を対象としたストック・オプション制

度を設立した。当該制度は1株当たり29.99ユーロの行使価格（取締役会開催日直前の20回の取引時間における平

均相場価格に等しく、割引はない。）で付与されるものである。

2008年ストック・オプション制度

2008年7月15日開催の会議において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時

株主総会で承認された権限により、当行グループに入社した3名の従業員を対象とし、2008年7月16日に発効する

ストック・オプション制度を設立した。当該制度は1株当たり14.42ユーロの行使価格で付与され、この価格は、

1）割引のない、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会開催日直前の20回の取引時間における平均相場

価格、または2）クレディ・アグリコル・エス・エーの自己株式の平均購入価格の80％のいずれか高いほうに等

しい。

2007年1月および2008年6月の資本取引後、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2004年度、2005年

度、2006年度および2007年度に導入された制度に基づくオプション数と行使価格を調整した。

以下の表は、2011年12月31日現在で存在する制度の特徴および一般的条件を示している。

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度の説明

クレディ・アグリコル・エス・

エーのストック・オプション制

度

2005年 2006年 2007年 2008年 合計

株主総会による制度の承認日
2003年

5月21日

2003年

5月21日

2006年

5月17日

2006年

5月17日

2006年

5月17日

取締役会開催日
2005年

1月25日

2005年

7月19日

2006年

7月18日

2007年

7月17日

2008年

7月15日

オプションの付与日
2005年

1月25日

2005年

7月19日

2006年

10月6日

2007年

7月17日

2008年

7月16日

制度の期間 7年 7年 7年 7年 7年

ロックアップ期間 4年 4年 4年 4年 4年

最初の行使日
2009年

1月25日

2009年

7月19日

2010年

10月6日

2011年

7月17日

2012年

7月16日

失効日
2012年

1月25日

2012年

7月19日

2013年

10月5日

2014年

7月16日

2015年

7月15日

受益者数 17 1 1,745 6 3

付与されたオプション数 27,600 5,45213,116,803136,99274,00013,360,847

行使価格 20.70ユーロ19.25ユーロ30.83ユーロ27.91ユーロ14.42ユーロ

業績条件 なし なし なし なし なし

当行グループから脱退する場合

の条件

離職 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失

解雇 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失

退職 維持 維持 維持 維持 維持

死亡 維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

オプション数

業務執行役員への付与数 185,336

上位10名の被付与者への付与数 29,150 861,262136,99274,000

2011年度における権利行使

開始後の権利喪失および行使 2,532 1,577,25332,233 1,612,018
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2011年12月31日現在の残存オプ

ション数
25,068 5,45211,539,550104,75974,00011,748,829

公正価値（購入価格に対する割

合）
18.30％ 18.30％ 28.60％ 22.70％ 24.30％

使用された評価方法
ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

(1) 死後6ヶ月以内に相続人が行使した場合

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度に関する統計

2005年 2006年 2007年 2008年

クレディ・アグリコル・エス・

エーのストック・オプション制

度

2005年

1月25日

2005年

7月19日

2006年

10月6日

2007年

7月17日

2008年

7月16日
合計

2010年12月31日現在の残存オプ

ション数
25,068 5,45211,539,550104,75974,00011,748,829

2011年度に消却されたまたは満

期が到来したオプション数

2011年度に行使されたオプショ

ン数

2011年12月31日現在の残存オプ

ション数
25,068 5,45211,539,550104,75974,00011,748,829

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度のヘッジ

2006年度ストック・オプション制度（満期：2013年度）は、既存の株式を購入できるクレディ・アグリコル・

エス・エーのオプションによりヘッジされている。

その他のストック・オプション制度は、クレディ・アグリコル・エス・エーが直接保有する自己株式により保

護されている。

ストック・オプション制度の評価に使用した主要な仮定

クレディ・アグリコル・エス・エーは、制度付与日におけるオプションの市場価額に基づき、同日に付与した

オプションを評価して、費用を認識する。権利確定期間中に修正され、費用の修正を生じさせる可能性のある唯一

の仮定は、受益者に関連するもの（離職時または解雇時に権利喪失するオプション）である。

ストック・オプション制度

付与日 2005年1月25日2005年7月19日2006年10月6日2007年7月17日2008年7月16日

制度の予定期間 5年 7年 7年 7年

権利喪失率 5％ 1.25％ 1.25％ 1.25％

予想配当率 3.22％ 3.03％ 4.20％ 6.37％

付与日のボラティリティ 25％ 28％ 28％ 40％

クレディ・アグリコル・エス・エーのすべてのストック・オプション制度に対してブラック・ショールズ・

モデルが使用されている。

7.6.2　株式賞与制度

2011年11月9日の会議において、取締役会は、2011年5月18日の臨時株主総会で承認された権限により、クレディ

・アグリコル・エス・エー・グループのすべての従業員が当行の資本および成功に関与できるよう、株式賞与制

度の導入を決定した。
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この制度は、58ヶ国82,000人以上のクレディ・アグリコル・エス・エー従業員それぞれに対し、60の株式を付

与するものであり、業績条件を考慮しない。ただし、この制度には2つの制限があり、権利確定期間における勤務を

条件とし、ロックアップ期間における株式の譲渡または売却を禁止している。

権利確定期間およびロックアップ期間は、フランスおよびその他のいくつかの国において2年間継続する。この

他の国は、その地域の状況に合わせた独自の継続期間を有しており、例えば3年のロックアップ期間（スペインお

よびイタリア）ならびに4年間の権利確定期間（ロックアップ期間はない。）がある。

権利確定期間の終わりに割り当てられる株式は、この制度のために新規に発行される株式となる。

この制度に関連する費用は、2011年11月9日の株価（5.02ユーロ）に基づき計算されているが、株式のロック

アップ期間および過去のデータに基づき予測された従業員の離職率を考慮するため調整される。この費用は、権

利確定期間にわたり認識される。2011年度においては、1.2百万ユーロであった。

7.6.3　従業員持株制度の一環として従業員に提供されるストック・オプションおよび株式募集

2011年6月21日から2011年7月4日までの間、当行グループ従業員は、8.24ユーロの価格でクレディ・アグリコル

・エス・エーの増資に申し込む機会を有していた。この価格は、2011年6月21日の直前の20回の取引における、ク

レディ・アグリコル・エス・エー株式の平均始値に等しく、20％の割引が適用されている。クレディ・アグリコ

ル・エス・エーは、募集期間後における株価の著しい下落および極めて高い市場のボラティリティを鑑みて、例

外として、増資に申し込んだ当行グループの従業員および退職従業員が、それらの申込を取り消すことおよび無

効とすることを許可する旨決定した。大半の申込者が申込みを取り消すことを選択したことから、最終的な申込

額は、0.399百万ユーロとなった（発行費用を除く。）。

7.6.4　株式決済または株価連動型現金決済の繰延変動報酬

2010年度に行われた業務に関して当行グループが実施した繰延報酬制度は、下記のとおりである。

・持分決済型制度

・クレディ・アグリコル・エス・エー株価に連動する現金決済型制度

いずれの制度においても、変動報酬は、勤務条件および業績条件に応じて決定され、2012年3月、2013年3月およ

び2014年3月に3分の1ずつ繰り延べられる。

これらの制度に関連する費用は、勤務条件を反映するため、権利確定期間にわたって定額法に基づき、報酬費用

として認識され、同時に下記のとおり計上される。

・持分決済制度の場合、資本に費用の見合い額が計上される。費用は（勤務条件及び業績条件に関連して）支払

いが行われると見込まれる株式数に基づき再評価される。

・現金決済の場合、決済日までの間、従業員への負債が費用の見合い額として計上される。負債は決済日までの

間、株価の変動および権利確定条件（勤務条件及び業績条件）に応じて、定期的に純損益を通じて再評価され

る。

7.7　業務執行役員の報酬

上位の業務執行役員には、業務執行委員会の全メンバー（すなわち、クレディ・アグリコル・エス・エーの最

高経営責任者および最高経営責任者代理、主要子会社の最高経営責任者ならびに当行グループの中核事業の責任

者）が含まれる。

2011年度に業務執行委員会のメンバーに支払われた報酬および給付は、以下のとおりであった。
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・短期給付：固定報酬および変動報酬（社会保障費ならびに現物による給付を含む。）26.3百万ユーロ。

・退職給付：退職給付および当行グループの上級役員を対象とした補完的年金制度に係る4.2百万ユーロ。

・その他の長期給付：長期勤続賞与として付与された金額に重要性はない。

・雇用契約の終了に関する補償：かかる金額に重要性はない。

・株式報酬：クレディ・アグリコル・エス・エーの業務執行委員会のメンバーは、2011年度の全従業員を対象と

した株式賞与制度に参加する資格を有する。

2011年度において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役としての勤務に対してクレディ・アグリコル

・エス・エーの取締役会のメンバーに支払われた取締役報酬は、合計1,016,138ユーロであった。

上記の金額には、「第5　提出会社の状況―5　コーポレート・ガバナンスの状況等」の項に記載の、クレディ・

アグリコル・エス・エーの最高経営責任者および最高経営責任者代理に支払われた報酬および給付金が含まれ

ている。

注記8　融資および保証コミットメントならびにその他の保証

付与および受領したコミットメント

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

付与コミットメント

融資コミットメント 191,245 206,454

・金融機関に対する付与コミットメント 42,349 45,367

・顧客に対する付与コミットメント 148,896 161,087

・確約信用枠 130,960 137,338

　－荷為替信用状 11,818 12,439

　－その他の確約信用枠 119,142 124,898

・顧客に対するその他の付与コミットメント 17,936 23,749

保証コミットメント 98,902 102,914

・金融機関 12,181 10,730

　・確約荷為替信用状 3,025 2,698

　・その他 9,156 8,032

・顧客 86,721 92,184

　・不動産保証 2,904 2,556

　・金融保証 7,204 11,899

　・その他の顧客向け保証 76,613 77,728

受領コミットメント

融資コミットメント 62,430 82,228

・金融機関からの受領コミットメント
(1) 59,343 69,794

・顧客からの受領コミットメント 3,087 12,434

保証コミットメント 272,351 211,940

・金融機関からの受領コミットメント 61,402 43,863

・顧客からの受領コミットメント 210,949 168,077

　・政府機関または政府系機関から受領した保証 22,378 22,873

　・受領したその他の保証 188,571 145,204

(1) 2011年12月31日現在、この項目には、「スイッチ保証」コミットメントに係る14.7十億ユーロが含まれる（クレディ・ア

グリコルの内部関係に関する項および注記2.1の「「スイッチ」メカニズムの導入」を参照。）。

負債の担保として差し入れた資産

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

貸付有価証券 4,945 10,557

市場取引に係る保証金 26,016 18,393

買戻し条件付売却有価証券 143,525 158,307

合計 174,486 187,257
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担保として保有する保証契約及び受領資産

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが担保として保有する保証契約及び受領資産（売却または再

担保に供することが可能）の総額は、2011年12月31日時点で252.7十億ユーロとなり、その大半は、クレディ・ア

グリコル・CIBとの間のものであった（104.8十億ユーロ）。これらの大半は、抵当権、担保または保証の受取から

なる。これらは、主にレポ取引およびブローカレッジ取引に関連して担保として供された有価証券に関連したも

のである。クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、担保として受領した資産を105十億ユーロ有している。こ

れらの大半は、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに担保として供された債権であり、これはクレ

ディ・アグリコル・エス・エーが外部のリファイナンス組織の中核としての役割を担っているためである。

レポ取引に基づき受領した有価証券（2010年12月31日現在の126.2十億ユーロに対し、2011年12月31日現在は、

111.2十億ユーロ）および保証または担保として受領した有価証券（2010年12月31日現在の121十億ユーロに対

し、2011年12月31日現在は、141.5十億ユーロ）を除き、クレディ・アグリコル・エス・エーが保有する保証（売

却または再担保に供することが可能）は、重要ではない。これらの利用は、当行グループにとっては限定的であ

り、したがって、組織的な方針に関わるものではない。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの方針では、差し押さえた担保を可能な限り速やかに売却す

る。2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコル・エス・エーはそのような資

産は保有していない。

担保として受領し差し入れられた債権

クレディ・アグリコル・グループは、フランス経済融資機関（Société de financement de l’économie

française）（以下「SFEF」という。）により提供されているリファイナンス・ファシリティーに参加してい

る。この取引条件に基づき、地域金庫および一定の当行グループ子会社は、クレディ・アグリコル・エス・エーに

対し債権を担保として差し入れ、かかる債権は、SFEFから当行グループへの融資を保証するために、SFEFに差し入

れられる。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内において、地域金庫により差し入れられた担保およ

びクレディ・アグリコル・エス・エーが受領した担保は、互いに完全に相殺されないが、これは地域金庫が持分

法適用会社であるためである。2011年度において、この取引の一環として、債権合計25十億ユーロがSFEFに差し入

れられた（2010年度は30.8十億ユーロ）。地域金庫および子会社は、これらの債権に付随するすべてのリスクと

経済的価値を保持している。

2011年度にSFEFに担保として差し入れられた債権のうち、地域金庫により差し入れられた14.6十億ユーロを含

む25十億ユーロにより、SFEFは、クレディ・アグリコル・エス・エーに対し合計15.9十億ユーロの融資を行うこ

とができた。この金額のうち、9.5十億ユーロは前払金として地域金庫に貸付けられ、担保として差し入れられた

債権の金額に比例して分配された。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、リファイナンス取引において、クレディ・アグリコル・エ

ス・エーを通じフランス銀行に対し、2010年度は54.5十億ユーロの債権を提供したのに対し、2011年12月31日時

点では、61.1十億ユーロを提供した。最終的に、2011年12月31日に、10十億ユーロの債権が子会社からフランス銀

行に直接提供された。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、リファイナンス取引において、クレディ・アグリコル・エ

ス・エーを通じケッス・ドゥ・ルフィナンスモン・ドゥ・ラビタに対し、2010年度は16.4十億ユーロの債権を提

供したのに対し、2011年12月31日時点では、18.1十億ユーロを提供した。さらに、2011年12月31日時点では、8.5十

億ユーロの債権がLCLからケッス・ドゥ・ルフィナンスモン・ドゥ・ラビタに直接提供された。

注記9　金融商品の分類変更
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クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが適用した原則

当行グループは、2008年10月15日に欧州連合が採用したIAS第39号の修正の定める条件に従って、「売買目的保

有金融資産」の区分からの分類変更を決定し、実行した。それらは、分類変更日現在の公正価値で、新たな会計区

分に計上された。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが行った分類変更

2008年10月15日に欧州連合が公表し採用したIAS第39号の修正に従って、2011年度においてクレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループは、過年度と同様に、IAS第39号の修正によって認められている分類変更を行った。

これらの分類変更に関する情報は、以下に記載されている。

分類変更の内容、理由および金額

2011年度において、当行グループは、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの保有目的に変更があっ

た一定の金融資産につき、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」から「貸出金および債権」への分類

変更を行った。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは現在、これらの金融資産を予見可能な将来にお

いて保有し、当期中には売却しない予定である。

当期中に行われたこれらの分類変更は、シンジケート取引に関連している。

以下の表は、2011年度に分類変更された資産に関する分類変更日現在の公正価値および期末日現在の価額を示

している。以下の表はさらに、2011年度より前に分類変更された資産のうち当行グループの資産に依然として計

上されているものについて、2011年12月31日現在の価額を示している。

分類変更された

資産合計
2011年度に分類変更された資産 2011年度より前に分類変更された資産

（単位：百万ユーロ）

2011年12月

31日現在の

帳簿価額

2011年12月

31日現在の

見積

市場価額

分類

変更

価額

2011年12月

31日現在の

帳簿価額

2011年12月

31日現在の

見積

市場価額

2011年12月

31日現在の

帳簿価額

2011年12月

31日現在の

見積

市場価額

2010年12月

31日現在の

帳簿価額

2010年12月

31日現在の

見積

市場価額

「貸出金および債権」に

分類変更された、純損益を

通じて公正価値で測定す

る金融資産

5,902 5,322 169 169 160 5,733 5,162 7,647 7,061

分類変更された資産合計 5,902 5,322 169 169 160 5,733 5,162 7,647 7,061

分類変更された資産に関連して純損益に認識された公正価値の変動

2011年度に分類変更された金融資産に関連して純損益に認識された公正価値の変動は、以下に開示されてい

る。

認識された公正価値の変動

（単位：百万ユーロ）
2011年度

（分類変更日現在） 2010年度

「貸出金および債権」に分類変更された純損益を通じて公正価値で測定す

る金融資産
― (1)

分類変更された資産合計 ― (1)

分類変更された資産の分類変更日後における純利益への寄与

分類変更された資産の分類変更日後における当期純利益への寄与には、純損益またはその他の包括利益に認識

されたすべての利益、損失、収益および費用が含まれる。
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分類変更された資産に係る影響額の分析は、以下のとおりである。

分類変更日後における税引前利益への影響額

2011年度に

分類変更された資産 2011年度より前に分類変更された資産

2011年度の影響額

2010年12月31日現在の累

積影響額 2011年度の影響額

2011年12月31日現在の累

積影響額

（単位：百万ユーロ）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

「貸出金および債権」に分類変更され

た純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産

1 (3) 28 (598) (65) (74) (37) (672)

分類変更された資産合計 1 (3) 28 (598) (65) (74) (37) (672)

追加情報

分類変更日現在、2011年度に分類変更された金融資産に係る実効金利（割引前将来キャッシュ・フロー見積額

145百万ユーロを含む。）は1.29％から1.61％の間である。

次へ
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注記10　金融商品の公正価値

金融商品の公正価値は、独立第三者間取引において、取引の知識があり、取引の意思がある当事者の間で、資産

が交換され得るか、負債が決済され得る価額である。

以下の公正価値は、報告日現在の見積額である。それらは、翌期以降において市況またはその他の要素の展開に

より変動する可能性がある。

これらの算定結果は、最善の見積りである。これらは多くの評価モデルおよび仮定に基づいている。

これらのモデルに不確実性が含まれる限り、対象金融商品を実際に売却または即時に決済する際に、表示され

ている公正価値で取引が実現しない可能性がある。

実際には、また継続企業の原則からも、これらの金融商品のすべてが必ずしも以下の見積価額で即時に決済さ

れるわけではない。

10.1　償却原価で測定される金融資産および負債の公正価値

2011年12月31日 2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 帳簿価額 見積市場価額 帳簿価額 見積市場価額

資産

金融機関に対する貸出金および債権 379,841385,241363,843367,849

顧客に対する貸出金および債権 399,381404,354383,246388,378

満期保有金融資産 15,343 16,908 21,301 21,807

負債

金融機関に対する債務 172,665172,580154,568154,695

顧客に対する債務 525,636525,750501,360501,472

債務証券 148,320152,740170,337170,361

劣後債務 33,782 29,961 38,486 38,282

活発な市場（すなわち、相場があり、それが広く公表されている。）で取引されている金融商品については、公

正価値の最善の見積りは、かかる金融商品の市場価額である。

市場が存在せず、信頼性の高いデータがない場合、公正価値は、金融市場で使用されている評価手法と一致した

適切な手法を用いて算定され、それらは、比較可能な商品の市場価額、将来の割引キャッシュ・フローまたは評価

モデルである。

市場価額の見積りが必要な場合、割引キャッシュ・フロー法が通常最も使用される。

また、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが、活発ではなくなった市場に上場されている一定の金

融商品の公正価値での評価に関してIASBが2008年10月31日に公表した専門家報告書を勘案したことは、留意され

るべきである。

一部の場合においては、市場価額は帳簿価額に近似する。これは、主として以下のものに生じる。

・変動利付資産または負債で、当該商品の金利が頻繁に自ずと市場金利に修正されるため金利の変動が公正価値

に重要な影響を及ぼさないもの。

・償還価額が市場価額に近似すると考えられる短期資産または負債。

・政府により価格が固定されている規制商品（例えば、規制預金口座）。

・要求払負債。

・信頼性のある観察可能なデータが存在しない取引。

10.2　公正価値で測定する金融商品に関する情報
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公正価値ヒエラルキー別に分けられた公正価値で測定する金融商品

公正価値で測定する金融資産

以下に表示されている金額には経過利息が含まれており、減損は控除されている。

（単位：百万ユーロ）

合計

2011年

12月31日

現在

同一商品の

活発な市場

における

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基

づく評価:

レベル2

観察不能な

データに基

づく評価:

レベル3

合計

2010年

12月31日

現在

同一商品の

活発な市場

における

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基

づく評価:

レベル2

観察不能な

データに基

づく評価:

レベル3

売買目的保有金融資産 447,07566,016370,56510,494368,94489,937268,66010,347

顧客に対する貸出金および

債権
263 263 435 435

売戻し条件付買入有価

証券
21,684 21,684 35,556 35,556

売買目的有価証券 75,68160,57312,104 3,004 95,53983,725 8,759 3,055

政府短期証券および類似

証券
(1)

31,04631,032 14 42,63342,630 3

債券およびその他の利付

証券
28,51119,550 7,996 965 27,81621,960 4,643 1,213

株式およびその他の証券 16,124 9,991 4,094 2,039 25,09019,135 4,113 1,842

デリバティブ商品 349,4475,443336,5147,490237,4146,212223,9107,292

当初認識時に純損益を通じ

て公正価値で測定するもの

として指定された金融資産

43,18829,14912,584 1,455 44,71231,55411,547 1,611

顧客に対する貸出金および

債権
78 78

ユニット・リンク契約 40,37228,74411,178 450 41,49630,86910,261 366

当初認識時に純損益を通じ

て公正価値で測定するもの

として指定された有価証券

2,738 405 1,406 927 3,216 685 1,286 1,245

政府短期証券および類似

証券
3 3 8 8

債券およびその他の利付

証券
1,690 378 1,311 1 1,841 660 1,176 5

株式およびその他の証券 1,045 24 95 926 1,367 17 110 1,240

売却可能金融資産 227,390179,35544,524 3,511225,757197,33126,883 1,543

政府短期証券および類似証

券
58,51955,609 951 1,959 87,00886,846 157 5

債券およびその他の利付証

券
147,559110,38736,879 293 113,27591,99321,233 49

株式およびその他の証券 21,03413,359 6,416 1,259 25,33418,492 5,353 1,489

売却可能債権 278 278 140 140

ヘッジ手段のデリバティブ 33,560 2,415 31,137 8 23,525 129 23,396

公正価値で測定する

金融資産合計
751,213276,935458,81015,468662,938318,951330,48613,501

(1) 2010年12月31日現在の金額には、2011年12月31日に「債券」に分類変更された13.6十億ユーロが含まれていた。

公正価値で測定する金融負債

以下の金額には経過利息が含まれている。
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（単位：百万ユーロ）

合計

2011年

12月31日

現在

同一商品の

活発な市場

における

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基

づく評価:

レベル2

観察不能な

データに基

づく評価:

レベル3

合計

2010年

12月31日

現在

同一商品の

活発な市場

における

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基

づく評価:

レベル2

観察不能な

データに基

づく評価:

レベル3

売買目的保有金融負債 439,68030,974406,0742,632343,58631,400308,1454,041

空売り有価証券 26,25924,724 1,535 25,79725,797
(1)

買戻し条件付売却有価証券 36,013 36,013 54,601 54,601

債務証券 31,413 31,413 30,836 30,836

デリバティブ商品 345,9956,250337,1132,632232,3525,603222,7084,041

当初認識時に公正価値で測

定するものとして指定され

た金融負債

ヘッジ手段のデリバティブ 34,605 746 33,859 25,619 207 25,412

公正価値で測定する

金融負債合計
474,28531,720439,9332,632369,20531,607333,5574,041

(1) 2010年度登録書類に関して調整された金額。

評価モデルに使用される市場データは、十分な数の市場参加者からデータを収集しているブローカーまたはプ

ライシング・サービス業者等、フロント・オフィスとは独立したいくつかの情報源から市場リスク部門が定期的

に（可能であれば毎日）データを入手できる場合に、観測可能とみなされている。市場リスク部門に報告する専

門のチームが、このようにして入手されたデータの妥当性を定期的に確認し、正式に記録する。

逆に、その評価に市場データと直接比較できない相関関係またはボラティリティのデータを必要とするバス

ケットの要素を伴う一部の複雑な商品は、観察不能として分類されることがある。

レベル3のモデルで評価される金融商品

レベル3のモデルで評価されるこれらの商品のほとんどは、複雑な利付商品、仕組信用商品（観測不能な信用ス

プレッドがその測定に組み込まれている一部のコリレーション商品を含む。）、エクイティ・デリバティブ（複

数の原資産を有する一部の商品を含む。）またはリスク資本を連動対象とするか、より限定された場合であるが

外国為替およびコモディティ商品を連動対象とするハイブリッド契約および商品である。標準的な金融商品では

あるものの、償還期限が長い一部のものも、測定のために入手可能な市場データが契約上の償還期限よりも短い

償還期限のものに関するデータでしかなく、公正価値を測定するためにはこれに基づいて推定しなければならな

い場合、レベル3として分類されることがある。

2011年12月31日現在、観察不能データに基づいて測定する金融商品（レベル3）には主に以下が含まれていた。

・米国不動産を原資産とするCDOユニット。

・上記の米国不動産を原資産とするCDOの一部に係るヘッジ。

・企業の信用リスクに連動したCDO（コリレーション事業）。

・ギリシャ政府の債務。

・ベンチャー・キャピタル・ファンド。

・上記より割合は少ないが、SCI不動産会社およびSCPI不動産投資ファンドに対する持分ならびにその他の債券

デリバティブ、エクイティ・デリバティブおよび信用デリバティブ。

評価方法

・米国の住宅を原資産とするスーパー・シニアCDOの測定に使用される方法は、「第3　事業の状況―3　対処すべ

き課題」に記載されている。
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・コーポレートCDOは価格決定モデルを用いて評価される。当該モデルでは、各取引の劣後水準に従って予想損失

を配分する。当該モデルでは、観察可能なデータ（クレジット・デフォルト・スワップのスプレッド）および

2008年以降観察可能性が著しく低下したデータ（社債の標準バスケットに基づくCDOに係る相関データ）の双

方を使用する。2009年以降、クレディ・アグリコル・CIBは、当該要素を考慮するために、モデルの調整を行っ

た。より具体的には、クレディ・アグリコル・CIBは、最も流動性の低いシニア・トランシェについて、そのエク

スポージャーに内在するリスクの評価に合わせて調整された評価要素を導入した。

・ベンチャー・キャピタル・ファンド（FCPR）の公正価値は、株式投資ポートフォリオの評価に基づいて測定さ

れる。

非上場企業への投資については、割引キャッシュ・フロー、株価収益率または純資産価額等の要素を用いたモ

デルに基づいて評価が行われる。

FCPRの純資産価額は、負債を考慮して修正表示された持株の評価額の合計から算出される。

評価モデルの変更

注記6.7に記載されている特定の状況およびギリシャの債務に係る市場における著しく低い流動性により、ク

レディ・アグリコル・エス・エーは、2011年12月31日現在、その性質および償還期限（6ヶ月未満）に照らして時

価評価のままのレベル1商品として据え置かれた売買目的勘定の有価証券を除き、これらの商品を評価モデルに

よる評価方法によって評価し、レベル3に分類することとなった。最近月において取引量が著しく低いことおよび

銀行が政府に対しこれらの有価証券を保有するコミットメントを表明していることから、市場における取引価格

は、発行された商品の公正価値の算定に適切であるとみなすことはできなくなった。

レベル3に従って測定される金融商品の純変動額

レベル3に従って公正価値で測定する金融資産

売買目的保有金融資産  

（単位：百万ユーロ） 合計

債券および

その他の

利付

証券

株式

および

その他の証券

売買目的有価

証券

デリバ

ティブ

商品

期首残高（2011年1月1日） 13,501 1,213 1,842 3,055 7,292

当期利益または損失 (1,211) (246) 170 (76) 1,905

　純損益計上額
(1) (3,336) (246) 170 (76) 1,905

　その他の包括利益計上額
(2) 2,125

購入 1,453 605 605 229

売却 (1,984) (2) (578) (580) (1,110)

発行 (2)

決済 (386) (385)

分類変更 (223)

当期の範囲に関連した変更 6

振替 4,314 (441)

　レベル3への振替 5,033

　レベル3からの振替 (719) (441)

期末残高（2011年12月31日） 15,468 965 2,039 3,004 7,490

(1) 報告期間末現在保有する資産より純損益に計上された当期利益または損失は-3,085百万ユーロとなった。

(2) 報告期間末現在保有する資産より株主持分に計上された当期利益または損失は2,227百万ユーロとなった。

当初認識時に純損益を通じて公正価値で

測定するものとして指定された金融資産
 

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 576/1332



（単位：百万ユーロ）

ユニット・リ

ンク契約の

担保資産

顧客に対する

貸出金

および債権

債券および

その他の

利付証券

株式および

その他の証券

当初認識時に純

損益を通じて公

正価値で

測定するものと

して指定された

有価証券

期首残高（2011年1月1日） 366 5 1,240 1,245

当期利益または損失 (86) (5) (91) (96)

　純損益計上額
(1) (86) (5) (91) (96)

　その他の包括利益計上額
(2)

購入 277 78 5 5

売却 (106) (4) (4)

発行

決済 (1)

分類変更 (223) (223)

当期の範囲に関連した変更

振替

　レベル3への振替

　レベル3からの振替

期末残高（2011年12月31日） 450 78 1 926 927

(1) 報告期間末現在保有する資産より純損益に計上された当期利益または損失は-3,085百万ユーロとなった。

(2) 報告期間末現在保有する資産より株主持分に計上された当期利益または損失は2,227百万ユーロとなった。

売却可能金融資産
ヘッジ手段の

デリバティブ

（単位：百万ユーロ）

政府短期証券

および

類似項目

債券および

その他の

利付証券

株式および

その他の証券

期首残高（2011年1月1日） 5 49 1,489

当期利益または損失 (2,548) (226) (84)

　純損益計上額
(1) (4,731) (247) (5)

　その他の包括利益計上額
(2) 2,183 21 (79)

購入 17 3 234 5

売却 (22) (20) (142)

発行 (2)

決済

分類変更

当期の範囲に関連した変更 1 2 3

振替 4,507 486 (238)

　レベル3への振替 4,528 486 19

　レベル3からの振替 (21) (257)

期末残高（2011年12月31日） 1,959 293 1,259 8

(1) 報告期間末現在保有する資産より純損益に計上された当期利益または損失は-3,085百万ユーロとなった。

(2) 報告期間末現在保有する資産より株主持分に計上された当期利益または損失は2,227百万ユーロとなった。

レベル3の公正価値で測定される金融負債

（単位：百万ユーロ） 合計
売買目的保有金融負債

デリバティブ

期首残高（2011年1月1日） 4,041 4,041

当期利益または損失 (165) (165)

　純損益計上額
(1) (165) (165)

購入 139 139

売却 (636) (636)

決済 (234) (234)

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 577/1332



振替 (513) (513)

　レベル3からの振替 (513) (513)

期末残高（2011年12月31日） 2,632 2,632

(1) 報告期間末現在保有する負債より純損益に計上された当期利益または損失は、277百万ユーロとなった。

期末現在の貸借対照表に計上されている資産および負債に係る当期の利益および損失（0.6十億ユーロの損

失）には、主に以下が含まれる。

・米国の不動産担保ローンを原資産とするCDOユニットおよび関連するヘッジの価値の変動による影響に係る認

識額（約41百万ユーロ）

・観察不能となったデータに基づいて評価された、その他の金利、信用およびエクイティ・デリバティブ商品

（特にコーポレートCDO）の価値の変動（2十億ユーロ）

しかし、これらの商品の公正価値（およびこれに関連する変動）のみ単独で理解すべきでない。これらの商品

は、他のより単純な商品により広くヘッジされており、それらは観察可能であるとみなされるデータに基づいて

個別に評価されている。これらのヘッジ手段の評価額（およびこれに関連する変動）は、大部分において、観察不

能であるとみなされるデータに基づいて測定される商品の評価額と対称を成すものであるが、上記の表には示さ

れていない。

・ギリシャ国債残高の価値の変動の影響額およびその減損による影響額（-2.5十億ユーロ（純額））

当期中にレベル3から振り替えられた金融商品の公正価値は約1.2十億ユーロであった。これらの振替は主に、

時間の経過に伴い満期日に近づき一部の評価インプットの観察可能性が回復したこと、および観測可能性の基準

の改定に起因していた。

レベル3に振り替えられた金融商品の公正価値は、5十億ユーロであった。これらの振替は、上記のギリシャのソ

ブリン債の評価方法の変更に関係している。

レベル3の評価手法で測定される金融商品の感応度分析

2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBにおいて、合理的な代替的仮定に基づく、モデルに使用され

たパラメータに対する感応度は約134百万ユーロ（その大部分は非継続事業に関するものであり、米国の住宅担

保ローンを原資産とするCDOに係る50百万ユーロおよびコーポレートCDO事業に係る73百万ユーロが含まれてい

た。）であった。

感応度は、フロント・オフィスとは独立して、主にコンセンサス・データに基づいて測定されている。

・コーポレートCDO:デフォルト相関（観察不能インプット）に関する不確実性の程度は、コンセンサス・データ

の標準指数に対する標準偏差に基づいて決定される。

・ABS CDO スーパー・シニア・トランシェ:不確実性の程度は、所定のレート（損失シナリオにおける10％の変

動）に基づいて見積られる。

・エクイティ・デリバティブ: 配当および相関の双方に関する不確実性の程度は、コンセンサス・データの標準

偏差に基づいて見積られる。

・債券デリバティブ:主な相関関係（金利／為替レートおよび為替レート／金利）に対して2％のショックが適

用される。

取引当初のマージンの見積り影響額

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

1月1日現在の繰延利益 241 297

期中の新たな取引により生じた利益 27 51

期中に認識された純利益

償却、および取消／償還／満期到来取引 (106) (107)
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期中に観察可能に分類変更されたインプットまたは商品による影響

12月31日現在の繰延利益 162 241

注記11　決算日後の事象

当行グループにより発行された劣後債の買戻し

クレディ・アグリコル・エス・エーは、新しいバーゼルⅢ規制を含む、2013年1月1日に発効する予定の規制上

の変更を考慮し、またTier1資本の質を高めるために、2012年1月26日、その発行済劣後債の償還受付を開始した

（注記6.10を参照。）。

ギリシャ向け第2次支援策に関するユーログループの発表

2012年2月21日火曜日、ユーログループは、合計237十億ユーロのギリシャ向け第2次支援策が承認されたことを

発表した。交換価値は、交換条件と12％の割引率を考慮すると約74%と見積もられており、クレディ・アグリコル

・エス・エーのギリシャ政府の債務に対するエクスポージャーにかかる2011年12月31日の評価額と整合的であ

る。（注記6.7を参照。）。

コリレーション事業

コリレーション事業に関連する、2012年度の市場リスク・エクスポージャーの移転に関して、クレディ・アグ

リコル・CIBおよびブルー・マウンテンとの間で合意がなされた。2011年度において、この取引による財務的な影

響はなかった。

注記12　2011年12月31日現在の連結範囲

クレディ・アグリコル・エス・エー - 連結範囲 (1) 国
連結方法
2011年
12月31日

支配割合（％） 持分割合（％）

2011年

12月31日

2010年

12月31日

2011年

12月31日

2010年

12月31日

フランス国内リテール・バンキング

銀行および金融機関

バンク・シャリュ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

バンク・テミ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

アルプ・プロヴァンス地域金庫 フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0

アルザス・ヴォージュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

アキテーヌ地域金庫 フランス 持分法 29.3 29.3 29.3 29.3

アトランティック・ヴァンデ地域金庫 フランス 持分法 25.6 25.1 25.6 25.1

ブリ・ピカルディ地域金庫 フランス 持分法 27.0 25.7 27.0 25.7

中東部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フランス中部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ロワール中部地域金庫 フランス 持分法 27.7 27.7 27.7 27.7

中西部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シャンパーニュ・ブルゴーニュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シャラント－マリティーム - ドゥー－セーヴル地域
金庫

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シャラント－ペリゴール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

コートダモール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

アンジュー・メーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

サヴォワ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フィニステール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フランシュ・コンテ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

グアドループ地域金庫 フランス 持分法 27.2 27.2 27.2 27.2

イル・エ・ヴィレーヌ地域金庫 フランス 持分法 26.0 25.1 26.0 25.1

ラングドック地域金庫 フランス 持分法 25.6 25.2 25.6 25.2

ロワール－オート・ロワール地域金庫 フランス 持分法 25.4 25.0 25.4 25.0

ロレーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

マルティニーク地域金庫 フランス 持分法 28.2 28.2 28.2 28.2

モルビアン地域金庫 フランス 持分法 27.3 25.2 27.3 25.2

フランス北部地域金庫 フランス 持分法 25.0 24.9 25.0 24.6

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 579/1332



北ミディ・ピレネー地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

北東部地域金庫 フランス 持分法 26.4 26.0 26.4 26.0

ノルマンディー地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ノルマンディー・セーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.6 25.0 25.6 25.0

パリ・イル・ドゥ・フランス地域金庫 フランス 持分法 25.5 25.2 25.5 25.2

プロヴァンス - コート・ダジュール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ピレネー・ガスコーニュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

レユニオン地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シュド・メディテラネ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シュド・ローヌ－アルプ地域金庫 フランス 持分法 25.4 25.3 25.4 25.3

トゥールーズ地域金庫31 フランス 持分法 26.3 25.1 26.3 25.1

トゥレーヌ・ポワトゥ地域金庫 フランス 持分法 26.1 25.3 26.1 25.3

ヴァル・ドゥ・フランス地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

コファン フランス 持分法 25.4 25.0 25.4 25.0

アンテルフィモ フランス 全部連結 99.0 99.0 94.1 94.1

LCL フランス 全部連結 95.1 95.1 95.1 95.1

メルカゲンテス スペイン 持分法 25.0 25.0 20.6 20.6

シルカム フランス 持分法 25.4 25.0 25.4 25.0

リース・ファイナンス会社

ロカム フランス 持分法 25.4 25.0 25.4 25.0

投資会社

ベルシー・パーティシパシオン フランス 持分法 25.5 25.2 25.5 25.2

クレディ・アグリコル・サントル・フランス・デ
ヴェロップモン

フランス 持分法 25.0 25.0 20.8 20.8

クレディ・アグリコル・コンシュマー・フィナンス
・イモビリエ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

CADSデヴェロップモン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

カリクスト・アンヴェスティスモン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

コフィネップ フランス 持分法 26.4 26.0 26.4 26.0

クレディ・アグリコル・サントル・エスト・イモビ
リエ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

リモビリエール・ダ・コテ フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0

ノール・キャピタル・アンヴェスティスモン フランス 持分法 30.0 29.8 27.2 26.8

ノール・エスト・シャンパーニュ・アグロ・パート
ネール

フランス 持分法 26.4 26.0 26.4 26.0

プレスティモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

セピ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

セクワナ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ソカディフ フランス 持分法 25.5 25.2 25.6 23.0

ヴォバン・フィナンス E5 フランス 持分法 29.8 26.8

その他

アドレ・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

アルザス・エリート フランス 持分法 25.0 25.0 23.7 23.7

アンジュー・メーヌ・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

アキト・ロンドゥモン I2 フランス 持分法 29.3 29.3

C.L. ヴァーヴァルトゥングス・ウント・ベーティリ
ガングスゲーゼルシャフトGmbH

ドイツ 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

クレディ・アグリコル・アキテーヌ・アジョンス・
イモビリエール

フランス 持分法 29.3 29.3 29.3 29.3

クレディ・アグリコル・アキテーヌ・イモビリエ フランス 持分法 29.3 29.3 29.3 29.3

クレディ・アグリコル・パーティシパシオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

カーピモ4 フランス 持分法 25.2 25.0 24.9 24.8

カーピモ6 フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0

CALイモビリエ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

CAPアクシオン2 フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0

CAPオブリガテール フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0

CAPレギュリエ1 フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0

CAPIサントル－エスト（旧スパークウェイ） O1 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

カリアティドゥ・フィナンス フランス 持分法 25.0 24.9 22.0 21.7

サントル・フランス・ロカシオン・イモビリエール フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

CMDSオポチュニテ I2 フランス 持分法 25.0 25.0

クレディ・リヨネ・デヴェロップモン・エコノミッ
ク（CLDE）

フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

クレディ・リヨネ・ユロップ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

クレディ・リヨネ・プリファード・キャピタル 米国 全部連結 100.0 100.0 0.0 0.0

クレエS.A.S. E2 フランス 持分法 24.9 7.4

ユーロピモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フィナンシエールPCA フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フィナルモール・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォン・デディエ・エルスタール フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォン・ディヴェルシフィエ・サントル・ロワール E2 フランス 持分法 27.7 27.7

フォルス・アルザス フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
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フォルス・クレディ・アグリコル・コンシュマー・
フィナンス

フランス 持分法 25.0 25.0 25.1 25.1

フォルス・シャラント・マリティーム・ドゥー・
セーヴル

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・イロワーズ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・ラングドック フランス 持分法 25.6 25.2 25.6 25.3

フォルス・ロレーヌ・デュオ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・プロフィル20 フランス 持分法 25.6 25.0 25.7 25.1

フォルス・ラン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・トゥールーズ・ディヴェルシフィエ フランス 持分法 26.3 25.1 26.3 25.1

フォルス4 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

グリーン・アイランド フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

イモビリエール・ドゥ・ピカルディ
（旧ソシエテ・イモビリエール・ドゥ・ピカル
ディ）

O1 フランス 持分法 27.0 25.7 27.0 25.7

アンフォールシュド・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 22.2 22.2

モルビアン・ジェスティオン フランス 持分法 27.3 25.2 27.3 25.2

NACARAT フランス 持分法 25.0 24.9 7.7 7.6

NMPジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ノール・ドゥ・フランス・イモビリエ フランス 持分法 25.0 24.9 25.0 24.6

NSイモビリエ・フィナンス I2 フランス 持分法 25.0 25.0

オゼンヌ・アンスティチューシオネル フランス 持分法 26.3 25.1 26.3 25.3

PCAイモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

PGイモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ピレネー・ガスコーニュ・アルティチュード I2 フランス 持分法 25.0 25.0

ピレネー・ガスコーニュ・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

S.A.S.イムノール フランス 持分法 25.0 24.9 25.0 24.6

SCIカピモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

SCIユーラリアンス・ユロップ フランス 持分法 25.0 24.9 25.0 24.6

SCIレ・フォヴァン フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0

シカHL フランス 持分法 25.4 25.0 25.1 24.7

ソシエテ・ピカルド・ドゥ・デヴェロップモン フランス 持分法 27.0 25.7 27.0 25.7

シュド・ローヌ・アルプ・プラスモン フランス 持分法 25.4 25.3 25.7 24.9

トゥールーズ31クール・テルム フランス 持分法 26.3 25.1 26.3 25.1

トゥールーズ31オブリガシオン フランス 持分法 26.3 25.1 26.3 25.1

ヴァル・ドゥ・フランス・ロンドゥモン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ヴォワ・デュ・ノール・アンヴェスティスモン I3 フランス 持分法 25.0 6.2

観光事業 - 不動産開発

フランシュ・コンテ・デヴェロップモン・フォンシ
エ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フランシュ・コンテ・デヴェロップモン・イモビリ
エ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ノール・エスト・オプティモS.A.S. フランス 持分法 26.4 26.0 26.4 26.0

S.A.フォンシエール・ドゥ・レラーブル フランス 持分法 25.0 24.9 25.0 24.6

S.A.S.アルカディム・フュジオン フランス 持分法 25.0 24.9 25.0 24.6

SCIクリスタル・ユロップ フランス 持分法 25.0 24.9 25.0 24.6

SCIクワルツ・ユロップ フランス 持分法 25.0 24.9 25.0 24.6

国際リテール・バンキング

銀行および金融機関

バンカ・ポポレア・フリューラドリア・エス・ピー
・エー

イタリア 全部連結 80.2 79.1 60.1 59.3

バンクインテル スペイン 持分法 24.5 24.7 24.5 24.7

バンコア スペイン 持分法 30.0 30.0 28.7 28.7

BES（バンコ・エスピリト・サント） ポルトガル 持分法 9.4 10.8 20.5 23.8

BNIマダガスカル マダガスカル全部連結 51.0 51.0 51.0 51.0

カリパルマ イタリア 全部連結 75.0 75.0 75.0 75.0

カリスペツィア I3 イタリア 全部連結 80.0 60.0

センテア I3 ベルギー 持分法 5.0 22.1

クレディ・アグリコル・バンク・ポルスカ・エス・
エー
（旧ルカス・バンク）

O1 ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・バンカ・スルビジャ a.d. 
ノヴィ・サッド

セルビア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・エジプトS.A.E. エジプト 全部連結 60.5 60.5 60.2 60.2

クレディ・アグリコル・フィナンスモン スイス 持分法 40.0 41.0 35.9 36.6

クレディ・アグリコル・ポルスカ・エス・エー
（旧ルカス・エス・エー）

O1 ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・デュ・マロック モロッコ 全部連結 77.0 76.7 77.0 76.7

クレディ・ウルグアイ・バンコ E2 ウルグアイ 全部連結 100.0 100.0

エンポリキ・バンク ギリシャ 全部連結 95.0 91.0 95.0 91.0

エンポリキ・バンク・アルバニア・エス・エー アルバニア 全部連結 100.0 100.0 95.0 91.0

エンポリキ・バンク・ブルガリアE.A.D. ブルガリア 全部連結 100.0 100.0 95.0 91.0
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エンポリキ・バンク・サイプラス キプロス 全部連結 73.3 96.6 69.6 87.9

エンポリキ・バンク・ロメーニア・エス・エー ルーマニア 全部連結 99.7 99.6 94.7 90.7

ユーロッパバンク ベルギー 持分法 5.0 5.0 22.1 21.9

PJSCクレディ・アグリコル
（旧JSCインデックス・バンクHVB）

O1 ウクライナ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

S.A.クレディ・アグリコル（ベルギー） ベルギー 持分法 5.0 5.0 22.1 21.9

SCBカメルーン E2 カメルーン 全部連結 65.0 65.0

その他

ベルギー・クレディ・アグリコルS.A.S. ベルギー 持分法 10.0 10.0 33.1 32.8

ベスパー ポルトガル 持分法 32.6 32.6 32.6 32.6

エンポリキ・デベロップメント・アンド・リアル・
エステート・マネージメント

E3 ギリシャ 全部連結 100.0 91.0

エンポリキ・グループ・ファイナンスP.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 95.0 91.0

IUBホールディング フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

キートレード ベルギー 持分法 5.0 5.0 22.1 21.9

専門金融サービス

銀行および金融機関

エトラン・アドミニストレイティブ・ディエント
ヴァーレニングB.V.

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

アゴス・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 61.0 61.0 61.0 61.0

アルソリア フランス 持分法 20.0 20.0 20.0 20.0

アンテラ・インカッソ B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

アスフィーボ・フィナンシェリンゲンB.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

BCフィナンス フランス 全部連結 55.0 55.0 55.0 55.0

BCC クレディト・コンスーモ I1 イタリア 持分法 40.0 24.4

CREALFI フランス 全部連結 51.0 51.0 51.0 51.0

クレディボム ポルトガル 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディコム・コンシューマー・ファイナンス・バ
ンク・エス・エー

ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディート・マートシャッピ "De Ijssel" B.V.オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・コマーシャル・ファイナン
ス・ポルスカ・エス・エー

I2 ポーランド 全部連結 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナ
ンス

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナ
ンス・ネーデルランド

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・リフト・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 100.0 100.0 61.0 61.0

クレディトプラス・バンク AG ドイツ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディアム・スロバキアa.s. スロバキア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ダン－アクティブ デンマーク 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ディ・クレディトデスク B.V. O3 オランダ 全部連結 100.0 100.0

ディーラーサービスB.V. O3 オランダ 全部連結 100.0 100.0

DMC グループ N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

DNV B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

EFLサービシズ ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター AG（ドイツ） ドイツ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター・フランス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター・ヒスパニア・エス・エー スペイン 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター・イタリア・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクター・エス・エー/NV（ベルギー） ベルギー 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロファクターUK（英国） E2 英国 全部連結 100.0 100.0

ユーロファクター・エス・エー（ポルトガル） ポルトガル 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロフィンタス・フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロリーンリン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FCフランス・エス・エー フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAバンク・ジャーマニーGmbH ドイツ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAバンクGmbH オーストリア比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・ベルジアム・エス・エー ベルギー 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA キャピタル・デンマーク A/S デンマーク 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA キャピタル・ヘラス・エス・エー ギリシャ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタルIFIC ポルトガル 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・アイルランドPlc アイルランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・ルックス・エス・エー E4
ルクセンブル
ク

比例連結 50.0 50.0

FGAキャピタル・ネザーランズB.V. オランダ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・リ・リミテッド アイルランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・エス・ピー・エー イタリア 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・スペインEFCエス・エー スペイン 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタルUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA ディストリビュイドラ ポルトガル 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA インシュランス・ヘラス・エス・エー ギリシャ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA リーシング・ポルスカ ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
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FGAリーシングGmbH オーストリア比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAホールセールUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィアット・バンク・ポルスカ・エス・エー ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィディス・ファイナンス・ポルスカ Sp. Zo.o. ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィディス・ファイナンス・エス・エー スイス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィナリア ベルギー 持分法 49.0 49.0 49.0 49.0

フィナンシェリングス・データ・ネットワーク B.V.O3 オランダ 全部連結 44.0 44.0

フィナンシェリングスマートシャッピ・マヒューコ
N.V.

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ AB スウェーデン全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ AS ノルウェー 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ OY フィンランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナータ・バンク N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナータ・スパーレン N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナータ・ズイード－ネーデルランド B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FLオートS.N.C. フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FLロカシオンS.N.C. フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FORSOデンマーク デンマーク 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FORSOフィンランド フィンランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FORSOノルウェー ノルウェー 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FORSOスウェーデン スウェーデン比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

GAC - ソフィンコ・オート・ファイナンスCo. Ltd.中国 持分法 50.0 50.0 50.0 50.0

IDMファイナンスB.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

IDM フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

IDM リース・マートシャッピ N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

イーベ・リース B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

インテルバンク N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

J.J.P. アッケルマン・フィナンシェリンゲン B.V.オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディト '78 B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ロゴス・フィナンツィアリア・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 94.8 94.8 57.8 57.8

マヒューコ・フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

マトリクス N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

MENAFINANCE フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

マニー・ケアB.V. O3 オランダ 全部連結 100.0 100.0

ニュー・シオ 英国 全部連結 100.0 50.0 100.0 50.0

NVF ヴォールショットバンク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

レジオ・クレデイトデスク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

リバンク オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

セデフ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

チュニジ・ファクタリング チュニジア 持分法 36.4 36.4 36.4 36.4

ヴォールディール・バンク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ワファサラフ モロッコ 持分法 49.0 49.0 49.0 49.0

リース・ファイナンス会社

オクシフィップ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

カレフリート・エス・エー ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クリモト フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファ
クタリング

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・リーシング・イタリア イタリア 全部連結 100.0 100.0 78.7 78.7

クレディ・デュ・マロック・リーシング モロッコ 全部連結 100.0 100.0 84.7 84.5

クレディアム チェコ共和国全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エンポリキ・リーシング・エス・エー ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エンポリキ・レント・ロング・ターム・リーシング
・オブ・ビークルズ・エス・エー

ギリシャ 全部連結 99.7 99.6 99.7 99.6

エティカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーロペスキ・ファンデュス・リーシンギー (E.F.
L.)

ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FALフリート・サービシズS.A.S. フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・サービシズ・スペイン・エス・エー スペイン 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAコントラクツUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

フィナムール フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

リーシーズ・エス・ピー・エー イタリア 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

リックスバイル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

リックスクールタージュ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

リックスクレディット フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9

NVA（ネゴス・ヴァロリザシオン・デ・ザクティフ） フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9

ユカリース フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユニフェルジ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

投資会社

アルジョンス・アンヴェスティスモンS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

アルジョンス・パーティシパシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
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ノーディック・コンシューマー・ファイナンスA/S
（旧ノーディック・コンシューマー・ファイナン
ス）

O1 デンマーク 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

保険

ARESリインシュランスLtd.（旧アレ） O1 アイルランド全部連結 100.0 100.0 61.0 61.0

その他

CCDS（カルト・カドー・ディストリブシオン・セル
ヴィス）

フランス 持分法 49.0 49.0 49.0 49.0

クリオンティス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディLIFT フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エダ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

EFLファイナンス・エス・エー ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エンポリキ・クレディコム・インシュランス・ブ
ローカーズ・エス・エー

ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GEIEアルジョンス・デヴェロップモン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ソフィンコ・パーティシパシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ヴァルリ E4 フランス 全部連結 100.0 100.0

資産運用、保険およびプライベート・バンキング

銀行および金融機関

ABC-CAファンド・マネージメントCO I1 中国 持分法 33.3 24.5

アグアダナ S.L. スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

アムンディ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ（UK）Ltd. 英国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディAIホールディング フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディAI LLC
（旧アムンディ・インベストメント・ソリューショ
ンズ・アメリカズ・ホールディングInc.）

O1 米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディAI S.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ
Inc.

E4 米国 全部連結 100.0 73.6

アムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ
Ltd.

バミューダ 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・フィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・グループ フランス 全部連結 73.6 73.6 73.6 73.6

アムンディ・ヘラス MFMCエス・エー ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ホンコンLtd. 香港 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・アイベリアS.G.I.I.Cエス・エー スペイン 全部連結 100.0 100.0 84.5 84.5

アムンディ・イモビリエ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・インディア・ホールディング I1 フランス 全部連結 100.0 73.6

アムンディ・アンテルメディアシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・インベストメント・ソリューションズ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・インベストメント・ソリューションズ
・アメリカズLLC

E4 米国 全部連結 100.0 73.6

アムンディ・ジャパン 日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ジャパン・ホールディング 日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ジャパン・セキュリティーズCy Ltd. 日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・プライベート・エクイティ・ファンズ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・リアル・エステート・イタリア SGRエ
ス・ピー・エー

イタリア 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディSGRエス・ピー・エー イタリア 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・シンガポールLtd. シンガポール全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・スイス I1 スイス 全部連結 100.0 73.6

BFTジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 100.0

BGPインドスエズ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル（スイス）エス・エー スイス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・ブラジル DTVM ブラジル 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・ルクセンブルク
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

CACEIS（バミューダ）Ltd. バミューダ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEIS（カナダ）Ltd. カナダ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEIS（ケイマン）Ltd.
（旧オリンピア・キャピタルLtd.ケイマン）

O1 ケイマン諸島全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEIS (USA) Inc. 米国 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISバンク フランス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEIS バンク・ドイツランド GmbH ドイツ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISバンク・ルクセンブルク
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISベルジアム
（旧ファストネット・ベルジーク）

O1 ベルギー 全部連結 100.0 52.2 85.0 44.4

CACEISコーポレート・トラスト フランス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0
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CACEISファンド・アドミニストレーション
（旧CACEISファストネット）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISアイルランド
（旧CACEISファストネット・アイルランドLtd.）

O1 アイルランド全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISネザーランズ
（旧ファストネット・ペイ・バ）

O1 オランダ 全部連結 100.0 52.2 85.0 44.3

CACEISスイッツァーランド
（旧CACEISファストネット・スイス）

O1 スイス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CPR AM フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

クレディ・アグリコル・スイス（バーマス）Ltd.
（旧CA（スイス）バーマス）

O1 バハマ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・フォンシエ・ドゥ・モナコ モナコ 全部連結 70.1 70.1 67.4 67.4

CREELIA フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

エトワール・ジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

ユーロピアン・パートナーズ・イン・エマージング
・マーケッツInc.（旧E.P.E.M. Inc.）

O1 米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

ファストネット・ルクセンブルク E4
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 85.0

フィナンツィアリア・インドスエズ・インターナ
ショナルLtd.

スイス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ファンド・チャネル
ルクセンブル
ク

持分法 50.0 50.0 36.8 36.8

ジェスティオン・プリヴェ・インドスエズ（G.P.I） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

IDEAM E4 フランス 全部連結 100.0 73.6

IKS KB チェコ共和国全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

インベスター・サービス・ハウス・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

NH-CAアセット・マネージメントLtd. 大韓民国 持分法 40.0 40.0 29.4 29.4

パルタンヴェスト・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

SGAM ドイツランド E3 ドイツ 全部連結 100.0 73.6

SGAMアイベリア E4 スペイン 全部連結 100.0 84.5

SGAMシンガポールLtd. E3 シンガポール全部連結 100.0 73.6

ソシエテ・ジェネラル・ジェスティオン（S2G） フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

ステート・バンク・オブ・インディア・ファンド・
マネージメント

I3 インド 持分法 37.0 27.2

ウィンチェスター・フィデューシアリー・サービシ
ズLtd.

E2 バミューダ 全部連結 100.0 85.0

ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパ
ニーLtd.

E2 バミューダ 全部連結 100.0 85.0

株式ブローカー

クレディ・アグリコル・ヴァン・ムーア・コーテン
ス

I3
ルクセンブル
ク

全部連結 85.0 83.1

投資会社

CACEISエス・エー フランス 全部連結 85.0 85.0 85.0 85.0

CAI BPホールディング E5 フランス 全部連結 100.0 97.8

リラ・キャピタルLLC 米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

保険

アシュランス・ミューチュエル・フェデラル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

BES セグロス ポルトガル 全部連結 50.0 50.0 55.1 56.0

BES ヴィーダ ポルトガル 全部連結 50.0 50.0 60.2 61.9

BFTオポチュニテ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・アシキュラジオニ イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

CACIライフ・リミテッド アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

CACIノン・ライフ・リミテッド アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

CACIリインシュランスLtd.（旧CACI RE）O1 アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・アシュランス（CAA） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・アシュアランス・イタリア
・ホールディング

イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・クレディター・インシュラ
ンス（CACI）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ライフ・インシュランス・
カンパニー・ジャパンLtd.

日本 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ライフ・インシュランス・
ユロップ

ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 99.9 99.9

クレディ・アグリコル・リインシュランス・エス・
エー

ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ヴィータ・エス・ピー・
エー

イタリア 全部連結 100.0 100.0 87.5 87.5

ドルシア・ヴィー イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エドラム・オポチュニテ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エンポリキ・ライフ ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FCPR CAA コンパルト・パート A1 I2 フランス 全部連結 100.0 100.0
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FCPR CAA コンパルト・パート A2 I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

FCPR CAA コンパルト・パート A3 I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

FCPRルーズベルト・アンヴェスティスモン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フェデルヴァル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ・アシュランス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ・リスク・ディヴェール フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ・ヴィ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フォンシエール・イペールシュド フランス 比例連結 51.4 51.4 51.4 51.4

GRD1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD10 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD11 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD12 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD14 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD16 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD17 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD18 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD19 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD20 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD4 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD5 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD7 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD8 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GRD9 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

メディカル・ドゥ・フランス フランス 全部連結 99.8 99.8 99.8 99.8

パシフィカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2005 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2006 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2006-2007 FCPR フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2007 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2007 FCPR C フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2008 FCPR A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2008 FCPR A2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2008 FCPR A3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2010 FCPR A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2010 FCPR A2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ2010 FCPR A3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ・スコンデールI A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ・スコンデールII A1 I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

プレディカ・スコンデールI B1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカ・スコンデールII B1 I2 フランス 全部連結 100.0 100.0

プレディカン・アクシオン・アメリーク フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカン・アクシオン・アジ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカン・アクシオン・ユロップ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカン・オポチュニテ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

プレディカン・ルフレックス100 E2 フランス 全部連結 100.0 100.0

プレディカン・ストラテジ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

スペース・ホールディング（アイルランド）リミ
テッド

アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

スペース・ルックス
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

スピリカ I3 フランス 全部連結 100.0 100.0

その他

アムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ・
サービシズInc.

米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・アンフォーマティーク・テクニーク・
セルヴィス
（旧セジェスパール・アンフォーマティーク・テク
ニーク・セルヴィス）

O1 フランス 全部連結 99.8 99.8 76.0 76.0

CACIジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 99.0 99.0

クレディ・アグリコル・プライベート・バンキング I2 フランス 全部連結 100.0 97.8

C.A.P.B. レヴァンテ スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

C.A.P.B. ノルテ スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

SAS CAAGIS フランス 全部連結 50.0 50.0 62.9 62.8

SCIラ・ボーム フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ヴィア・ヴィタ イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

法人営業および投資銀行

銀行および金融機関

AI BK サウジ Al フランシ - BSF
サウジアラビ
ア

持分法 31.1 31.1 30.4 30.4
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カリヨン・アルジェリ アルジェリア全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・オーストラリアLtd.
オーストラリ
ア

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・チャイナLtd. 中国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・マーチャント・バンク
・アジアLtd.

シンガポール全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・エス・エー フランス 全部連結 97.8 97.8 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・サービシズ・プライ
ベートLtd.

インド 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ZAOロシア ロシア 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・ヤティリム・バンカシ・
トゥルク A.S.

トルコ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ヒマリアP.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

INCA SARL
ルクセンブル
ク

全部連結 65.0 65.0 63.6 63.6

LFインベストメンツ O2 米国 全部連結 99.0 96.8

LYANE BV
ルクセンブル
ク

全部連結 65.0 65.0 63.6 63.6

ニューエッジ・グループ フランス 比例連結 50.0 50.0 48.9 48.9

PJSCクレディ・アグリコル・CIB・ユークレーン ウクライナ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

株式ブローカー

シュヴルー/CLSAグローバル・ポートフォリオ・ト
レーディングPte Ltd.

シンガポール全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・エスパーニャ
・エス・エー

スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・インターナ
ショナルLtd.

英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・ノーディック
AB

スウェーデン全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・ノース・アメ
リカInc.

米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・エス・エー フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア
BV（東京）

日本 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

リース・ファイナンス会社

カーディナルイモ フランス 全部連結 49.6 49.6 48.5 48.5

フィナンシエール・イモビリエール・クレディ・ア
グリコル・CIB

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

投資会社

バンコ・クレディ・アグリコル・ブラジル・エス・
エー

ブラジル 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カフィKEDROS E5 フランス 全部連結 100.0 97.8

CALYCE P.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カリヨン・キャピタル・マーケット・インターナ
ショナル（CCMI）

E5 フランス 全部連結 100.0 97.8

CLIFAP フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

CLINFIM フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

コンパニ・フランセーズ・ドゥ・ラジ（CFA） フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・エア・ファイナンス・
エス・エー

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・キャピタル・マーケッ
ト・アジアBV

オランダ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンス（ガーン
ジー）Ltd.

英国 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンシャル
Prod.（ガーンジー）Ltd.

英国 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

クレディ・アグリコル・CIB・グローバル・バンキン
グ

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・グローバル・パート
ナーズInc.グループ

米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ホールディングスLtd. 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・UK IH 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・セキュリティーズUSA Inc. 米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・リヨネ・セキュリティーズ・アジアBV オランダ 全部連結 100.0 100.0 96.7 96.7

ドゥメー・フィナンスS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

エステール・フィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

フィナンヴェスト フランス 全部連結 98.3 98.3 96.1 96.1

フレティレック フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

I.P.F.O. フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

メスカ E5 フランス 全部連結 100.0 97.8

サフェック スイス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

SNCション E3 フランス 全部連結 100.0 97.8

保険
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CAIRSアシュランス・エス・エー フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

その他

アルコア 香港 全部連結 100.0 98.8 97.8 96.6

エールズベリー 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ブレッチリー・インベストメンツ・リミテッド E2 英国 全部連結 82.2 97.8

クレディ・アグリコル・コンセイユ・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カリクシス・フィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カリオペ SRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

クレディ・アグリコル・アジア・シップファイナン
スLtd.

香港 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンシャル・ソ
リューションズ

フランス 全部連結 99.8 99.7 97.5 97.5

クレディ・アグリコル・CIB LP E5 フランス 全部連結 100.0 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・プリファード・ファン
ディングⅡ LLC

米国 全部連結 100.0 100.0 99.5 99.2

クレディ・アグリコル・CIB・プリファード・ファン
ディングLLC

米国 全部連結 100.0 100.0 99.7 99.4

DGADインターナショナルSARL
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ユーロピアンNPLエス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 60.0 60.0 65.5 65.5

イモビリエール・シリウス・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インドスエズ・ファイナンス・リミテッド 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インドスエズ・ホールディングSCAⅡ
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インドスエズ・マネージメント・ルクセンブルクⅡ
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

アイランド・リファイナンシングSRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

コリア21stセンチュリー・トラスト E1 大韓民国 全部連結 100.0 97.8

LSFイタリアン・ファイナンスCpy SRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

メリズマ フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

サグランティーノ オランダ 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

サグランティーノ・イタリー SRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5

SNCドゥメー フランス 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

SPV LDF 65
ルクセンブル
ク

全部連結 64.9 64.9 63.5 63.5

UBAF フランス 比例連結 47.0 47.0 46.0 46.0

コーポレート・センター

クレディ・アグリコル・エス・エー

クレディ・アグリコル・エス・エー フランス 親会社 100.0 100.0 100.0 100.0

銀行および金融機関

BFCアンティル・ギアナ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

BFT（バンク・フィナンスモン・エ・トレゾルリ） フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 100.0

コルシカ地域金庫 フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9

CLデヴェロップモン・ドゥ・ラ・コルス フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9

クレディ・アグリコル・ホーム・ローンSFH
（旧クレディ・アグリコル・カバード・ボンズ）

O1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FIA-NET フランス 全部連結 50.0 100.0 50.0 100.0

フォンカリス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

投資会社

クレディ・アグリコル・キャピタル・アンヴェス
ティスモン・エ・フィナンス（CACIF）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

デルフィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユーラゼオ フランス 持分法 25.4 25.0 18.6 19.2

IDIA-ソディカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

その他

CAグラン・クリュ フランス 全部連結 100.0 100.0 82.5 82.5

CAプリファード・ファンディングLLC 米国 全部連結 100.0 100.0 6.5 6.5

セディカム フランス 全部連結 50.0 50.0 63.0 62.8

CPRホールディング（CPRH） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

CPRアンヴェスティスモン（INVT） E5 フランス 全部連結 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・イモビリエ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FIA-NETユロップ I2
ルクセンブル
ク

全部連結 50.0 50.0

フィナシック フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GIEシルカ フランス 全部連結 100.0 100.0 99.3 99.3

S.A.S.エバーグリーン・モントルージュ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCI D2 CAM フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCIマックス・イマン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
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SCIパスツール3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCIコンティヴェル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SCIラスパイユ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SIS（ソシエテ・イモビリエール・ドゥ・ラ・セー
ヌ）

フランス 全部連結 72.9 72.9 79.8 79.7

SNCカリスト・アシュール フランス 全部連結 100.0 100.0 99.9 99.9

UIヴァヴァン1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユニビアン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユニ-エディシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

観光事業 - 不動産開発

クレディ・アグリコル・イモビリエ・プロモシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フランス・キャピタル・エス・エー E4 フランス 全部連結 100.0 100.0

モネ-デクロワ・クールタージュS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

モネ-デクロワ・ジェスティオンS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

モネ-デクロワ・プロモシオンS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

モネ-デクロワ・レジダンスS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

セレクシアS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ - 連結範囲

・連結範囲への組入れ（I）

I1：基準超え

I2：設立

I3：買収（支配持分を含む。）

・連結範囲からの除外（E）

E1：事業の中止（解散および清算を含む。）

E2：当行グループ外の会社への売却または支配権の喪失による連結除外

E3：重要性が乏しいことを理由とした連結除外

E4：合併または経営権の取得

E5：資産および負債の全部譲渡

・その他

O1:会社名の変更

O2：連結方法の変更

O3：連結範囲に関する注記に初めて記載

次へ
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B．クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類

(ⅰ) 貸借対照表（2011年12月31日現在）

2011年12月31日 2010年12月31日

資産 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金、短期金融市場および銀行間項目 165,21021,198,095139,78517,935,813

中央銀行預け金 1,519 194,9033,396 435,741

政府短期証券および類似証券 5 22,0872,833,98320,2622,599,817

金融機関に対する貸出金および債権 3 141,60418,169,209116,12714,900,255

クレディ・アグリコル内部取引 3 275,76535,383,407260,73533,454,908

顧客に対する貸出金および債権 4 2,983 382,7492,475 317,567

有価証券ポートフォリオ 31,7044,067,94033,9044,350,222

債券およびその他の利付証券 5 31,1013,990,56933,2894,271,312

株式およびその他の証券 5 603 77,371 615 78,911

固定資産 67,7558,693,64469,4708,913,696

株式投資およびその他の長期株式投資 6-7 9,8551,264,49511,3651,458,243

子会社および関連会社に対する投資 6-7 57,7017,403,61557,9107,430,432

無形資産 7 41 5,261 35 4,491

有形固定資産 7 158 20,273 160 20,530

株主に対する債権ー未払込資本金

自己株式 8 30 3,849 92 11,805

未収収益、前払金およびその他の資産 27,5863,539,56023,0082,952,156

その他の資産 9 5,503 706,0904,180 536,336

未収収益および前払金 9 22,0832,833,47018,8282,415,821

資産合計 571,03373,269,244529,46967,936,167

2011年12月31日 2010年12月31日

負債および株主持分 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

短期金融市場および銀行間項目 126,25216,199,39483,97410,774,704

中央銀行からの預り金 1 128

金融機関に対する債務 11 126,25216,199,39483,97310,774,576

クレディ・アグリコル内部取引 11 44,9655,769,45931,9114,094,500

顧客に対する債務 12 218,91228,088,599221,64428,439,142

債務証券 13 82,18710,545,41492,59311,880,608

未払費用、繰延収益およびその他の負債 27,0513,470,91419,6862,525,911

その他の負債 14 4,935 633,2101,940 248,921

未払費用および繰延収益 14 22,1162,837,70417,7462,276,989

引当金および劣後債務 38,9224,994,08243,1265,533,497

引当金 15-16-17 2,322 297,9361,644 210,942

劣後債務 19 36,6004,696,14641,4825,322,555

一般銀行業務リスク引当金 18 904 115,992 876 112,400

株主持分（一般銀行業務リスク引当金

を除く）
20 31,8404,085,39035,6594,575,406

資本金 7,494 961,5557,205 924,474

資本剰余金 22,4522,880,81621,8302,801,007

準備金 2,827 362,7322,827 362,732

再評価差額金

法定引当金および投資助成金 8 1,026 2 257

利益剰余金 2,715 348,3624,347 557,764

当期純利益 (3,656)(469,101)(552) (70,827)

負債および株主持分合計 571,03373,269,244529,46967,936,167
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(ⅱ) オフバランスシート項目（2011年12月31日現在）

2011年12月31日 2010年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

付与したコミットメント 61,1307,843,59056,2967,223,340

融資コミットメント 26 33,3154,274,64833,0684,242,955

保証コミットメント 26 27,8043,567,53122,4372,878,891

有価証券コミットメント 11 1,411 790 101,365

受領したコミットメント 56,7857,286,08345,9595,896,999

融資コミットメント 26 38,8234,981,37943,1185,532,471

保証コミットメント 26 17,9512,303,2932,701346,565

有価証券コミットメント 11 1,411 140 17,963

(ⅲ) 損益計算書（2011年12月31日終了事業年度）

2011年12月31日 2010年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 27-28 14,0921,808,14512,9591,662,769

支払利息および類似費用 27 (15,407)(1,976,872)(14,043)(1,801,857)

株式からの収益 28 3,669470,769 2,787357,600

受取報酬および手数料 29 679 87,122 790 101,365

支払報酬および手数料 29 (1,171)(150,251)(1,337)(171,550)

売買目的勘定に係る純利益／（損失） 30 (231)(29,640) (60) (7,699)

売却可能ポートフォリオに係る純利益／

（損失）
31 (415)(53,249) (138)(17,707)

その他の銀行業務収益 32 59 7,570 98 12,574

その他の銀行業務費用 32 (90)(11,548) (128)(16,424)

収益 1,185152,047 928 119,072

営業費用 33 (721)(92,512) (734)(94,180)

有形固定資産および無形資産の減価償却費

および減損
(13) (1,668) (11) (1,411)

営業総利益 451 57,868 183 23,481

リスク費用 34 (295)(37,851) (17) (2,181)

営業利益 156 20,016 166 21,299

固定資産に係る純利益 35 (4,979)(638,855)(1,832)(235,064)

経常活動に係る税引前利益 (4,823)(618,839)(1,666)(213,764)

特別項目純額

法人所得税 36 1,201154,100 1,136145,760

一般銀行業務リスク引当金および法定引当

金に対する配分純額
(34) (4,363) (22) (2,823)

当期純利益 (3,656)(469,101)(552)(70,827)

(2) クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類に対する注記

注記1　法的および財務的背景－2011年度に発生した重大な事象

1.1　法的および財務的背景

クレディ・アグリコル・エス・エーは、7,494,062千ユーロの資本金（内訳は、1株当たり額面3ユーロの株式

2,498,020,537株）を有し、株式会社（Société Anonyme）の形態をとるフランスの有限責任会社である。

2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの資本金は以下のとおり所有されている。
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・56.25％がSASリュ・ラ・ボエスィにより所有。

・43.47％が浮動株（従業員による所有を含む。）。

また、クレディ・アグリコル・エス・エーが所有する自己株式は、2010年12月31日現在における9,324,639株に

比べて、2011年12月31日現在においては6,969,381株であり、資本金の0.28％に相当する。

クレディ・アグリコルの地域金庫は、フランス通貨金融法典において成文化された法令により地位および経営

手段が定められている協同組合である。またクレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫（クレディ・アグ

リコル・エス・エーが完全所有するコルシカ地域金庫を除く。）が発行した協同組合証券（Certificats Coopé

ratifs d'Associés）および／または協同投資証券（Certificats Coopératifs d'Investissement）の約25％

を所有している。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫の活動と連携し、地域金庫がクレディ・アグリコル・エス・

エーの名義で受け入れる資金を地域金庫に融資し、地域金庫の流動性余剰資金を集中管理し、フランス通貨金融

法典に基づき地域金庫を監督する法定の権利を行使する。かかる関係は、下記「1.2 クレディ・アグリコルの内

部資金調達構造」の項目において詳細が記載されている。

1984年1月24日に制定されフランス通貨金融法典に組み込まれたフランスの銀行法は、クレディ・アグリコル

・エス・エーの役割を中心的機関として定めている。この点において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、フ

ランス銀行ならびにフランスの金融健全性規制監督機構（ACP。旧与信機関・投資サービス会社委員会およびフ

ランス銀行委員会）に対して地域金庫を代表する。

クレディ・アグリコル・エス・エーの役割は、ネットワークのつながりと適切な機能を確保し、また、その流動

性および支払能力を保証するために策定された経営基準を遵守することである。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫の組織および経営について管理上、技術上および財務上の監

督を行う。同社はまた、クレディ・アグリコルのネットワーク全体および各関連信用機関の両方の流動性および

支払能力を保証する。同様に、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーの債務を、かかる地域金庫の持分

の額を上限として保証する。

1.2　クレディ・アグリコルの内部資金調達構造

クレディ・アグリコル・グループとの提携とは、下記に記載する活動を行う資金調達システムの一部になるこ

とである。

地域金庫の当座預金口座

各地域金庫はクレディ・アグリコル・エス・エーに当座預金口座を保有し、当行グループ内の内部金融取引に

よって生じる資金移動を記録する。かかる口座は貸方または借方残高となり、「クレディ・アグリコル内部取引

－当座勘定」の項目として貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座

特別貯蓄口座（一般的な貯蓄制度および貯蓄口座、持続可能な開発に係る通帳式口座、住宅購入に関する貯蓄

制度および貯蓄口座、若者向け通帳式口座ならびにLivret A通帳式貯蓄口座）にて保有される資金は、クレディ

・アグリコル・エス・エーに代わり地域金庫が受け入れる。これらの資金は、強制的にクレディ・アグリコル・

エス・エーに送金される。クレディ・アグリコル・エス・エーは、これらの資金を「顧客に対する債務」として

貸借対照表に計上する。

定期預金および貸付金
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地域金庫はまた、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり、貯蓄資金（預金通帳口座、債券、特定の定期預

金口座および関連する口座等）を受け入れる。これらの資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金され、

かかる項目で同社の貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座ならびに定期預金および貸付金は、クレディ・アグリコル・エス・エーから地域金庫への「貸付

金」（融資）に利用され、地域金庫はこれを中長期融資の資金源とすることができる。

4度にわたる内部財務改革が相次いで実施された。これらの改革により、満期および金利が受け入れた貯蓄資金

と正確に一致する「ミラー貸付金」を経由して、地域金庫が受け入れた資金の一定割合（当初15％、25％、次に

33％、最終的に50％（2001年12月31日以降有効））の「貸付金」（融資）の形で、資金を地域金庫に還元するこ

とが可能になった。かかる資金は地域金庫がその裁量で自由に使用することができる。

2004年1月1日以降、受け入れた（かつミラー貸付金を経由して還元されなかった）資金の集中管理によって発

生した利鞘は、地域金庫とクレディ・アグリコル・エス・エーとで分け合われ、再調達モデルを使用しかつ市場

金利を適用して決定される。

さらに、2004年1月1日以降に設定され、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の金融関係に適

用される分野に該当する新規融資の50％は、クレディ・アグリコル・エス・エーと市場金利で取引される貸付金

の形で、借換えを行うことができる。

したがって、現在、2004年1月1日より前の金融規則に従った貸付金と新規則に従った貸付金の2種類の貸付金が

存在する。

クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、地域金庫が利用することができる追加の融資を市場金利で行うこ

とができる。

地域金庫の流動性余剰資金の移転

地域金庫は、貨幣性預金（要求払い預金、集中管理されない定期預金および譲渡性預金）を、それらの顧客への

融資に使用することができる。余剰資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金されなければならず、「ク

レディ・アグリコル内部取引」の項目で当座預金口座または定期預金口座に計上される。

地域金庫の余剰資本のクレディ・アグリコル・エス・エーへの投資

利用可能な余剰資本は、銀行間短期金融市場取引とすべての点で同じ性質を持つ3年から10年満期の商品の形

で、クレディ・アグリコル・エス・エーに投資されることがある。

外貨建て取引

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス銀行に対して地域金庫を代表し、外貨建て取引を集中的に管

理する。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された中長期債

これらは、主に、市場に売り出されるか、または地域金庫から顧客に販売される。これらは、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーにより、発行される証券の種類により「債務証券」または「劣後債務」のいずれかの項目で負債

計上される。

流動性リスクおよびソルベンシー・リスクのヘッジ

2001年度に、クレディ・アグリコル・エス・エーの新規株式公開に先立ち、CNCA（後にクレディ・アグリコル

・エス・エーとなった。）は、地域金庫との間で、クレディ・アグリコル・グループ内の内部関係を管理する契約

を締結した。とりわけ、この契約は、困難な状況にある関連会社を支援することでクレディ・アグリコル・エス・
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エーが中核としてのその役割を果たすことができるようにするために、流動性リスクおよびソルベンシー・リス

クを管理する基金（FRBLS）の設立を定めたものであった。かかる契約の主な規定は、2001年10月22日にクレディ

・アグリコル・エス・エーが証券取引委員会に提出した登録書類（R.01-453）の第3章に記載されている。当該

基金には、当初609.8百万ユーロが割り当てられた。これは、2011年12月31日現在においては904.1百万ユーロであ

り、当年度の積立は28.1百万ユーロであった。

さらに、1988年にCNCAが相互会社として再編されて以来、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーが支

払不能または同様の財政難に陥った場合に債権者が被り得る損失を補填することを約束している。かかる保証に

基づく地域金庫のコミットメントは、地域金庫の資本金と同額である。

「スイッチ」保証

2011年12月23日に導入された「スイッチ」メカニズムは、中核としてのクレディ・アグリコル・エス・エーと

クレディ・アグリコル地域金庫の相互ネットワークとの間の金融に関する取決めの一環である。

これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類に持分法を適用して計上される地域金庫にお

けるクレディ・アグリコル・エス・エーの持分に適用される規制上の要件を移転することができる。地域金庫へ

のかかる移転は、地域金庫により発行される協同投資証券および協同組合証券の契約上の持分法を適用した最低

額について、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーへ付与される保証メカニズムを利用して実現され

る。当該最低額は、取引の着手時に定められる。

かかるメカニズムは、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに支払われる保証金によって保証され

る。

その結果、クレディ・アグリコル・エス・エーは、全体的な持分法を適用した地域金庫の価額の下落を防ぐこ

とができる。実際には、価額の下落が認識された場合に保証メカニズムが発動され、クレディ・アグリコル・エス

・エーは保証金の取崩しによって保証される。その後全体的な持分法を適用した価額が上昇した場合、クレディ

・アグリコル・エス・エーは、クローバック条項の適用に基づき、既に受領していた保証金を返還しなければな

らない。

かかる保証は15年間有効であり、その終了時にそのまま更新することが可能である。また、特定の状況において

フランスの金融健全性規制監督機構（ACP、Autorité de Contrôle Prudentiel）の事前の承認がある場合、早

期解消が可能である。

保証金には、長期現金預金の契約条件に基づいた固定の利息が付される。かかる保証は、割引リスクおよび株主

持分を地域金庫に関連づけるための費用を反映した固定金額を前提とする。

親会社の財務書類において、「スイッチ」保証は、地域金庫が支払い、対照的に、クレディ・アグリコル・エス

・エーが受領する、オフバランスシート取引である。保証料の合計は、契約期間中にわたり、正味受取利息として

収益に計上される。かかる保証がおきた場合、その金額はクレディ・アグリコル・エス・エーおよび地域金庫に

より対称的にリスク費用の項目で損益計算書に計上される。クローバック条項によりクレディ・アグリコル・エ

ス・エーの財務書類中の引当金の計上が発生し、その金額は払戻しの可能性により異なる。

1.3　2011年度に発生した重大な事象

2011年1月、クレディ・アグリコル・エス・エーは、クレディ・ウルグアイ・バンコ・エス・エーの株式資本の

100％についてバンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア・エス・エーへの売却を完了した。かかる取引に

より13.8百万ユーロの利益が生じた。また、かかる取引はヨーロッパおよび地中海地域における国際リテール・

バンキング事業に再び焦点を合わせるというクレディ・アグリコル・エス・エーの戦略を反映している。これ

は、ヨーロッパのリテール・バンキング全体のマーケット・リーダーになるという、クレディ・アグリコル・エ
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ス・エーの新たな中長期的目標に向けた一歩を示している。

2011年3月、クレディ・アグリコル・エス・エーは、中期計画である「2014年コミットメント」を発表した。か

かる計画は、「リテール・バンキング全体におけるヨーロッパのベンチマークになる」という、当行グループの

今後4年間の目標を反映させたものである。クレディ・アグリコル・グループに収益性の高い有機的な成長を約

束するこの目標は、次の3つの優先事項を基盤としている。すなわち、有機的な成長の促進、当行グループの相乗効

果の最大化および当行グループの様々な取引相手方に対する献身的かつ責任ある行動である。

2011年5月、クレディ・アグリコル・エス・エーは、任意の公開株式買付けの申出の一環として、同社のギリ

シャの子会社であるエンポリキ・バンク・オブ・グリース・エス・エーの発行済株式（約4％）を取得したこと

を発表した。この申出は、エンポリキの株式20,466,745株について募集価格1.76ユーロで行われた。

これによりクレディ・アグリコル・エス・エーはエンポリキへの支援を示しており、エンポリキは2010年6月

22日に発表された最新の事業再編および発展計画に取り組んでいる。

エンポリキは、自己調達資金を増やしそれによりクレディ・アグリコル・エス・エーからの資金調達を低減さ

せることを目的として、2011年度の初めから導入した資金調達方針を継続している。かかる方法により、クレディ

・アグリコル・エス・エーから供与された資金の額は、2011年12月31日現在において5.5十億ユーロに減少した。

支払システムにおいて、クレディ・アグリコル・グループの子会社であるFIA-NETヨーロッパは、2011年6月に

「Kwixo」を開始した。「Kwixo」は、個人間の資金振替と商業ウェブサイト上の支払いを組み合わせた、新規の安

全な支払システムである。支払システムにおいてフランスで主導的な地位かつヨーロッパで第4位の地位にある

クレディ・アグリコル・グループにとって、「Kwixo」は革新および商品提供の拡大を表している。

クレディ・アグリコル・エス・エーの子会社であるバンク・ドゥ・フィナンスモン・エ・ドゥ・トレゾルリ

（BFT）の解体は、2011年7月1日に完了した。BFTの資産運用業務はアムンディの事業体に引き継がれ、一方、売却

可能有価証券のポートフォリオはクレディ・アグリコル・エス・エーが引き継いだ。クレディ・アグリコル・

CIBは、その法的な組織とともに、地方自治体への融資事業およびキャピタル・マーケット業務を引き継いだ。

2011年9月、様々なクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの事業体の集中管理用サーバーが、シャルト

ルの郊外に位置するグリーンフィールド・データセンターに移動された。現在、当行グループのデータの大部分

がかかる施設によって管理されている。

2011年12月16日、クレディ・アグリコル・エス・エーとコラー・キャピタルは、クレディ・アグリコル・エス

・エーからコラー・キャピタルへのクレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ（CAPE）の株式資本の

100％ならびにCAPEにより運用され、クレディ・アグリコル・エス・エーの完全子会社であるクレディ・アグリ

コル・キャピタル・インベストメント・ファイナンス（CACIF）により管理されていた資金の大部分を売却する

ための契約に署名したことを発表した。

かかる取引の完了には監督官庁から承認を受けることが必要であり、これは2012年度第1四半期中に得られる

と見込まれている。

クレディ・アグリコル・エス・エーによるかかる決断は、資本配分を最適化し、地方のプライベート・エクイ

ティにプライベート・エクイティ事業の焦点を再び合わせるという方針の一環である。

最後に、2011年12月23日、クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫により発行されクレディ・アグリコ

ル・エス・エーの連結財務書類に持分法を適用して計上される、協同投資証券および協同組合証券の保有により

生じる規制上の所要資本を保証により地域金庫に移転するために考案された「スイッチ」メカニズムを構築し

た。

かかるメカニズムの枠組みにおいて、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2008年にSASリュ・ラ・ボエスィ

経由で地域金庫から供給された株主貸付金および2003年にSNCク－ルセル経由で地域金庫により引き受けられた

T3CJハイブリッド・キャピタル証券の74.5％を期限前返済した。これは合意された合計金額のうちの各々1.4十

億ユーロおよび2.8十億ユーロに相当する。
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かかる合意の履行は、地域金庫によって支払われた4.9十億ユーロの現金担保により保証されており、ターム

ローンおよびネットワーク向け貸付金に計上される。現金担保は、銀行業務純利益に計上される報酬として扱わ

れる。

かかる保証は、当行グループのオフバランスシート債務として14.7十億ユーロが計上された。かかる保証のた

めの報酬は、銀行業務純利益に計上される。

クレディ・アグリコル・グループが新たな経済環境に適応するための方法

流動性への圧力が継続している経済環境ならびにソブリン債務危機、ユーロ圏危機およびヨーロッパの景気後

退懸念により不安定な金融市場において、クレディ・アグリコル・グループはこの新たな環境に適応するための

手段を講じた。

その目的には、2011年6月から2012年12月までの間に当行グループの債務を50十億ユーロ構造的に削減するこ

とおよび中長期の市場からの資金需要を2011年度の22十億ユーロから2012年度に12十億ユーロに削減すること

が含まれる。

かかる目的の達成には、特定の非継続事業の処分の加速と合わせて、専門金融サービスおよび法人営業および

投資銀行部門における資金需要を削減することが必要である。

1.4　2011年報告期間の後に発生した後発事象

2012年度の初めに、エンポリキは、クレディ・アグリコル・エス・エーにより引受けられた増資により、その支

払能力が改善された。その結果、クレディ・アグリコル・エス・エーの資本エクスポージャーの額は、その子会社

の資本再編成の後、1.3十億ユーロになった。

エンポリキ・バンクは2012年から2015年までの期間における最新の事業計画をギリシャ銀行に伝達した。かか

る計画は、入手可能な最新の経済データに基づき更新されている。クレディ・アグリコル・エス・エーは、事業計

画の実行に必要な対策を導入する予定であり、また、民間部門によるギリシャへの財政援助（PSI）への参加を決

定している。かかる援助の主な条件は、2012年2月21日の会合後に公表された。しかしながら、ギリシャの展望を囲

む不透明感により同国の経済および政治状況またはエンポリキ・バンクの経営状態が著しく悪化した場合、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーは、その利益を確実に守るための解決策を検討することが必要になる可能性があ

る。

注記2　会計原則および会計方針

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランスの銀行に適用される会計基準に準拠して財務諸表を作成して

いる。

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務諸表の表示は、2010年10月7日付ANC規則第2010-08号により金融機

関の親会社の財務諸表の開示に関してなされた改訂内容およびCRBF（フランス銀行金融規制委員会）の管轄権

内にある会社の親会社の年次財務諸表の作成および公表に関連してCRC（フランス会計規制委員会）規則第

2000-03号によりなされた改訂内容を反映した、CRB（フランス銀行規制委員会）規則第91-01号の規定に従って

いる。

会計方針および財務諸表の表示につき、2011年度においては前事業年度からの変更はなかった。

2.1　貸出金および融資コミットメント
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金融機関、クレディ・アグリコルのグループ事業体および顧客に対する貸出金および債権は、2002年12月12日

付CRC規則第2002-03号（改訂後）に準拠して会計処理されている。

貸出金および債権は、その当初の契約期間または性質に従って財務諸表に表示される。

・銀行については、要求払い預金および定期預金

・クレディ・アグリコル内部の取引については、当座勘定、タームローンおよび貸付金

・顧客については、取引債権ならびにその他の顧客に対する貸出金および債権

規定に従って、顧客の区分には金融顧客との取引も含まれている。

劣後ローンおよび売戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、相手方の種類（銀行間、クレディ・アグ

リコル、顧客）により、様々な貸出金および債権の区分に含まれる。

債権の金額は貸借対照表上に額面価額で認識される。

CRC規則第2009-03号に従い、手数料および受取報酬ならびに負担する取引費用は、現在は貸出金の残存期間に

わたり繰り延べられており、そのため、これらは関連する貸出金の残高に含められている。

未収利息は、貸借対照表の貸出金および債権の適切な区分に認識され、損益計算書に受取利息として計上され

る。

オフバランスシートとして認識される融資コミットメントは、現金貸付に対する取消不能のコミットメントお

よび資金の実行が行われていない保証コミットメントである。

クレディ・アグリコル・エス・エーの地域金庫に対する債権は、これに対応する地域金庫による顧客貸出金に

関して、クレディ・アグリコル・エス・エーの直接のリスクにはならない。しかしながら、これら債権は、地域金

庫の財務力に関して潜在的な間接的リスクとなっている。クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫に対

するかかる債権につき引当金を設定していない。

信用リスクの会計処理に関するCRC規則第2002-03号（改訂後）の適用により、クレディ・アグリコル・エス・

エーは、以下の規定に従って延滞リスクのある貸出金を認識している。信用リスクがあるかどうかを評価するた

めに、外部および／または内部格付システムが利用されている。

条件緩和債権

条件緩和債権とは、債務者が返済予定を遵守できるよう、銀行が当初の契約条件（期間、金利等）を変更する必

要があるような厳しい財政状態にある相手方に対する貸出金である。

その結果、以下の貸出金は条件緩和債権から除外される。

・支払能力の問題を示していない取引先と通常の取引ベースで条件が交渉された貸出金。

・オプションの適用または契約に当初から含まれていた契約上の条項（例えば支払延長および貸出期間の延

長）により、返済計画が変更された貸出金。

2011年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーは条件緩和債権を保有していない。

貸倒懸念債権

あらゆる種類の貸出金および債権につき、以下の事象のうちのいずれかから発生した信用リスクが識別された

場合には、保証付のものであっても、その債権は貸倒懸念債権として分類される。

・貸出金または債権が少なくとも3ヶ月（その特徴を考慮して、住宅担保ローンおよび不動産リースの場合は6ヶ

月ならびに地方自治体に対する債権の場合は9ヶ月）延滞している場合。

・貸出金または債権が延滞しているか否かにかかわらず、債務者の財務状態に識別されたリスクが存在する場

合。

・銀行および債務者が法的手続を取っている場合。

当座貸越について、延滞期間は、債務者が承認された限度額を超過し、銀行がこれを認識した日、当座貸越残高
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が内部統制手続の一環として銀行により設定された限度額を超過すると債務者が警告を受けた日、または債務者

が当座貸越の承認なしに金額を引き出した日から計算される。

一定の条件に従い、これらの基準の代わりに、当座貸越の全部または一部を返済するよう銀行が債務者に要求

した日から、銀行は延滞期間を計算することができる。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、貸倒懸念債権を以下のように区別している。

　貸倒懸念債権

貸倒債権の区分に分類されないが、貸倒が懸念されるすべての債権は貸倒懸念債権として分類される。

　貸倒債権

貸倒債権は、回収の見込みが著しく損なわれ、いずれ償却することになる可能性が高い債権である。

貸倒懸念債権の場合、債権が貸倒懸念債権とみなされている限り利息は認識され続けるが、債権が貸倒債権に

振り替えられた後は利息は認識されなくなる。

識別された信用リスクに起因する減損

貸出金が貸倒懸念として分類された場合、発生する可能性の高い損失と同額の減損損失がクレディ・アグリコ

ル・エス・エーによって資産から控除される。これらの減損損失は、債権の帳簿価額と、債務者の財務状態、事業

の見通しおよび保証（かかる保証の実行費用控除後）を考慮した約定金利により割り引かれた見積将来キャッ

シュ・フローとの差額に相当する。

類似の特性を有する少額の貸出金のポートフォリオについて発生する可能性のある損失は、個別評価ではな

く、統計的基準で見積られることがある。

オフバランスシートのコミットメントについて発生する可能性の高い損失は、引当金の設定対象となり、負債

として認識される。

ディスカウントおよび減損損失の会計上の処理

条件緩和債権に関するディスカウントならびに貸倒懸念債権に対する減損損失は、損益計算書のリスク費用に

認識される。正常先に分類された条件緩和債権については、ディスカウントは貸出金の残存期間にわたり損益計

算書の純利息収益として償却される。貸倒懸念債権と分類された条件緩和債権ならびに条件緩和がされない貸倒

懸念債権については、減損損失および貸倒損失の戻入額はリスク費用に計上され、減損の戻入により生じる帳簿

価額の増加または時間の経過により生じたディスカウントの償却は純利息収益として認識される。

個別に貸出金に配分されない信用リスクにより生じる減損

また、クレディ・アグリコル・エス・エーは、貸出金に個別に配分されない顧客リスクをカバーするため、貸借

対照表の負債の部に引当金を計上している。これらは、部門別の引当金およびバーゼルⅡのモデルに基づいて計

算された引当金等である。これらの引当金は、統計上または実績上で一部回収不能が生じる可能性が存在する、正

常先または個別に減損していないと分類された貸出金に係る特定のリスクをカバーすることを意図している。

2.2　証券ポートフォリオ

証券ポートフォリオの認識に関する規則は、とりわけCRC規則第2005-01号、CRC規則第2008-07号およびCRC規則

第2008-17号、ならびに利付証券に係る信用リスクおよび減損の決定に関して、CRC規則第2002-03号によって改訂

されたCRB規則第90-01号によって定められている。
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これらの有価証券は、政府短期証券（短期国債および類似証券）、債券およびその他の利付証券（譲渡性債務

証券および短期金融商品）ならびに株式およびその他の証券として、財務書類において資産クラス別に表示され

る。

これらは、購入時に会計システムに識別されていた有価証券に関連する当初の保有の意図に応じて、規則によ

り定義されたポートフォリオ（売買目的、売却可能、満期保有、ポートフォリオ、子会社に対する投資、その他の長

期株式投資ならびに子会社および関連会社に対する投資）に分類される。

2.2.1　売買目的有価証券

売買目的有価証券は当初以下のとおりであった有価証券である。

・近い将来において売却する意図で購入された、もしくは近い将来買い戻す意図で売却された有価証券。

・またはマーケット・メイキング業務の結果として銀行に保有されている有価証券。これらの有価証券の売買目

的有価証券としての分類は、市場機会を考慮した有価証券の有効な出来高および重要な取引量によって決ま

る。

これらの有価証券は、活発な市場で取引可能であり、結果として生じた市場価額が市場において独立した第三

者間で頻繁に行われる実際の取引を表していなければならない。

また、売買目的有価証券は以下を含んでいる。

・売買目的ポートフォリオの専門家による運用の一部として購入または売却された有価証券（一緒に管理され

短期的な利益獲得の意図がある先物金融商品、有価証券またはその他の金融商品を含む。）。

・整備された金融商品の取引所または類似の取引所における裁定取引の一部として売却するコミットメントが

存在する有価証券。

CRC規則第2008-17号で規定されている場合を除き、売買目的有価証券は他の会計区分に分類変更できない。こ

れらは、売却、全額償還または償却され貸借対照表から除外されるまで売買目的有価証券として表示および測定

され続ける。

売買目的有価証券は、購入日に購入価格（取引費用を除き、経過利息を含む。）で認識される。

空売りにより売却された有価証券に関連する負債は、売手の貸借対照表の負債の部に売却価格（取引費用を除

く。）で認識される。

報告日現在、有価証券は直近の市場価額で測定される。価格変動により生じた全体の残高の差異は、損益計算書

の科目「売買目的勘定に係る純利益／（損失）」に計上される。

2.2.2　売却可能有価証券

この区分は、その他のどの区分にも入らない有価証券からなる。

有価証券は取得価格（取引費用を含む。）で計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーの売却可能有価証券のポートフォリオは、ほとんどがユーロおよびその他

の通貨建ての債券ならびに投資信託からなる。

・債券およびその他の利付証券

これらの有価証券は、取得原価（取得日現在の経過利息を含む。）で認識される。購入価格と償還価額の差額

は、償却原価法に従って有価証券の残存期間にわたり配分される。

収益は損益計算書の「債券およびその他の利付証券からの利息」に計上される。

・株式およびその他の証券

株式は貸借対照表に購入価格（取引費用を含む。）で認識される。付随する配当金は、「株式等からの収益」
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に収益として計上される。

投資信託からの収益は、同じ科目の下で受領されたときに認識される。

各報告日に、売却可能有価証券は取得原価と市場価額のいずれか低いほうで測定される。ある項目または同質

の一組の有価証券の現在価値（例えば、報告日における市場価額から算定される。）が帳簿価額より低い場合、そ

の他の有価証券の区分において認識された利益と相殺せずに、未実現損失として減損損失が計上される。先渡金

融商品の購入または売却の形態による、CRB規則第88-02号第4条に定義されるヘッジからの利益は、減損損失を算

定する目的で考慮される。潜在的利益は認識されない。

債券について、カウンターパーティー・リスクを考慮することを意図したリスク費用において認識される減損

は以下のように計上される。

・上場有価証券の場合、減損は市場価額に基づき、この市場価額は本質的に信用リスクを反映している。しかし、

クレディ・アグリコル・エス・エーが、発行体の財務状態に関して市場価額に反映されていない特定の情報を

有している場合、特定の減損損失が計上される。

・非上場有価証券の場合、減損は、識別された潜在的な損失に基づき顧客に対する貸出金および債権と同様に計

上される（注記2.1「貸出金および融資コミットメント－識別された信用リスクに起因する減損」を参照。）。

有価証券の売却は先入先出法で行われたものとみなされる。

減損損失および戻入ならびに売却可能有価証券に係る売却利益または損失は、「売却可能ポートフォリオに係

る純利益／（損失）」に計上される。

2.2.3　満期保有有価証券

満期保有有価証券は、満期まで保有する明確な意図で取得またはこの区分に振替えられた、満期日が固定の債

券である。

この区分には、満期日まで保有し続けるためにクレディ・アグリコル・エス・エーが必要な財務能力を有して

おり、かつ、満期日まで保有する意図を阻害する可能性のある法的またはその他の制約の対象となっていない有

価証券のみが含まれている。

満期保有有価証券は、購入価格（取得原価および経過利息を含む。）で認識される。

購入価格と償還価格の差額は、当該有価証券の残存期間にわたり配分される。

市場価額が取得原価を下回った場合でも、満期保有有価証券について減損は計上されない。一方で、減損が有価

証券の発行体の固有のリスクにより生じた場合、信用リスクに係るCRC規則第2002-03号に従って「リスク費用」

の科目に減損が計上される。

満期保有有価証券が売却または他の区分に分類変更され、それが相当な金額であった場合、報告主体は、CRC規

則第2005-01号に従って、同規則およびCRC規則第2008-17号によって規定された例外を除き、当該年度および翌2

年度の間は、以前に購入した有価証券および今後購入する有価証券を満期保有有価証券として分類することが認

められなくなる。

2.2.4　株式ポートフォリオ有価証券

CRC規則第2000-02号に従って、この区分のポートフォリオ有価証券は、「中期においてキャピタル・ゲインを

確保することを唯一の目的とし、発行体の事業に対して長期的に投資する意図や経営に積極的に関与する意図が

ない、通常の投資」からなる。

売買が構造化された枠組みの中で大規模かつ継続的に行われ、主に売却に係るキャピタル・ゲインの形で報告

主体が継続的な収益を創出する場合にのみ、有価証券をこの区分に含むことができる。
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クレディ・アグリコル・エス・エーが保有する有価証券のうち、これらの条件を満たしているものについて

は、この区分に分類している。

株式ポートフォリオ有価証券は、購入価格（取引費用を含む。）で計上される。

報告期末日において、これらの証券は、取得原価または使用価値のいずれか低いほうで測定される。使用価値は

発行体の全般的な見通しおよび証券の見積残存所有期間を考慮して決定される。

上場会社に関しては、使用価値は通常、株価の著しい変動の影響を軽減するため（有価証券の見積所有期間に

応じて）十分な長さの期間にわたる平均市場価額である。

減損損失は、各証券の品目に関して算定される未実現損失として計上され、未実現利益とは相殺されない。未実

現損失は、これらの証券に係る減損損失および戻入と共に、「売却可能ポートフォリオに係る純利益／（損

失）」の科目に計上される。

未実現利益は認識されない。

2.2.5　子会社および関連会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資

・子会社および関連会社に対する投資は、独占的支配下にあり、連結可能な特定のグループに完全に連結され、ま

たは連結される可能性の高い会社に対する投資である。

・株式投資は、とりわけ発行体に対して影響力を及ぼすまたは支配力を有することが可能になるために、その長

期的な所有が報告主体にとって有益であると判断される投資（関連会社に対する投資を除く。）である。

・その他の長期株式投資は、発行体との特別な関係を築くことにより長期の事業関係を促進する意図で保有する

有価証券からなるが、保有する議決権の割合が小さいことから発行体の経営に影響を与えない。

これらの有価証券は、購入価格（取引費用を含む。）で認識される。

報告日現在、当該有価証券の価値は使用価値に基づき個別に測定され、貸借対照表に取得原価または使用価値

のいずれか低いほうで計上される。

これらの有価証券の使用価値は、その保有する理由を考慮して、報告主体がこれらを購入しなければならない

場合に、これらを取得するために報告主体が支払のために準備するであろう価格である。

使用価値は、発行体の収益性および業績見通し、持分、経済状況、過去の月間平均株価または有価証券の評価計

算による価値などの様々な要因に基づき見積ることができる。

使用価値が取得原価より低い場合、これらの未実現損失について減損損失が計上されるが、未実現利益に対す

る相殺はなされない。

これらの有価証券に係る減損損失および戻入ならびに売却利益および損失は「固定資産に係る純利益／（損

失）」に計上される。

2.2.6　市場価額

様々な区分の有価証券の市場価額は以下のように測定および決定される。

・活発な市場で取引される有価証券は直近の価格で測定される。

・有価証券が取引される市場が活発でないとみなされたか、有価証券が非上場の場合、クレディ・アグリコル・

エス・エーは、評価手法を用いて関連する有価証券が取引されるであろう価値を決定する。まず第一に、これら

の手法は通常の競争条件において行われた最近の取引を考慮する。必要な場合には、クレディ・アグリコル・

エス・エーは、実際の市場取引において得られる価格の信頼できる見積りが提供されると実証されている場合

に、これらの有価証券の価格決定を行う市場参加者により一般に使用されている評価手法を用いる。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 601/1332



2.2.7　計上日

クレディ・アグリコル・エス・エーは、満期保有有価証券に分類される有価証券を受渡日に計上する。その他

の有価証券は、種類または分類にかかわらず約定日に計上される。

2.2.8　買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券または売戻し条件付契約に基づき購入した有価証券

買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券は、引き続き貸借対照表に計上される。受取金額は買手への債務

となり、負債として計上される。

売戻し条件付契約に基づき購入した有価証券は、貸借対照表に計上されないが、支払金額は、売手に対する債権

となり、貸借対照表上に資産として計上される。

買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券は、当初のポートフォリオに適用される会計原則に従う。

2.2.9　有価証券の分類変更

2008年12月10日付のCRC規則第2008-17号に従って、以下の有価証券の分類変更が現在認められている。

・例外的な市場の状況または利付証券が活発な市場で売買できなくなり、かつ事業体が予見可能な将来または満

期までの保有を意図し保有可能な場合は、「売買目的有価証券」から「満期保有有価証券」または「売却可能

有価証券」への分類変更が可能である。

・例外的な市場の状況、または利付証券が活発な市場で売買できなくなった場合は、「売却可能有価証券」から

「満期保有有価証券」への分類変更が可能である。

2011年において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、CRC規則第2008-17号に認められた分類変更を行わな

かった。

2.2.10　自己株式の買戻し

ストック・オプション制度をカバーするために保有する株式およびストック・オプションを含む、クレディ・

アグリコル・エス・エーが買い戻した自己株式は、貸借対照表上の特定の項目の下に資産として認識される。

減損は、現在価値が購入価格よりも低い場合に計上される。

2.3　固定資産

クレディ・アグリコル・エス・エーは、資産の減価償却、償却および減損に関連する2002年12月12日付CRC規則

第2002-10号を適用している。

その結果、クレディ・アグリコル・エス・エーは、すべての有形固定資産に構成要素別の会計処理を適用して

いる。この規則に従って、減価償却可能額には、有形固定資産の潜在的な残存価額が考慮される。

CRC規則第2004-06号に従って、固定資産の取得原価は、購入価格に加えて関連費用（すなわち、資産が使用に供

されるかまたは利用可能になるまでに直接または間接的に関連する費用）から成っている。

土地は、取得原価で計上される。

建物および設備は、取得原価から、その使用開始時以降の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額

で計上される。

購入したソフトウェアは、取得原価から、その取得後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額で
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測定される。

自社製作のソフトウェアは、原価から、その完成後に計上された減価償却累計額および減損損失累計額を控除

した額で測定される。

ソフトウェアを除き、無形資産は償却されない。無形資産は、減損の対象となることがある。

固定資産はその見積耐用年数にわたり減価償却される。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、固定資産に関する構成要素別の会計処理の適用に伴い、以下の構成要

素および減価償却耐用年数を採用した。当該減価償却耐用年数は資産の種類およびその所在地により修正されて

いる。

構成要素 減価償却耐用年数

土地 減価償却しない

構築物 30年から80年

非構築物 20年から40年

工場設備 10年から25年

器具備品  5年から15年

コンピューター機器  4年から 7年（加速度的償却法または定額法）

専門機器  4年から 5年（加速度的償却法または定額法）

固定資産の価値に関して入手可能な情報に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーは、減損テストによる

現行の償却可能価額の変更はないと結論付けた。

2.4　金融機関および顧客に対する債務

金融機関、クレディ・アグリコル・エス・エーの子会社、関連会社および顧客に対する債務は、当初の期間およ

び内容に従って財務書類に表示される。

・金融機関から受け入れる要求払預金または定期預金

・クレディ・アグリコルの内部取引に関する当座勘定、定期預金および借入金

・顧客（特に金融機関顧客を含む。）から受け入れる特別貯蓄預金およびその他の預金

買戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、契約相手先の種類により様々な区分に含まれる。

これらの預金に係る経過利息は、未払利息として認識され、損益に計上される。

2.5　債務証券

債務証券は、負債の「劣後債務」に含まれる劣後債務証券を除き、その種類に応じて利付短期証券、短期金融商

品、譲渡性債務証券および債券に表示される。

経過利息は、未払利息として認識され、損益に計上される。

債券に係る発行プレミアムおよび償還プレミアムは、債券の残存期間にわたり償却される。これに対応する費

用は「債券およびその他の証券に係る支払利息」に計上される。

償還プレミアムは、以下の2つの方法により償還することができる。

・1993年1月1日より前に発行した債券、または償還プレミアムが発行価格の10％未満の債券については、比例

ベースで、経過利息に基づく方法

・1993年1月1日以降に発行した債券で、償還プレミアムが発行価格の10％以上の債券については、償却原価に基

づく方法

また、クレディ・アグリコル・エス・エーは、親会社財務書類において借入費用を償却している。
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地域金庫に支払われる金融サービスに係る報酬および手数料は、「支払報酬および手数料」に計上される。

2.6　引当金

クレディ・アグリコル・エス・エーは、負債に関連するCRC規則第2000-06号を、同規則の範囲に該当する引当

金の認識および測定に関して適用している。

引当金には、融資コミットメント、退職給付、早期退職給付、訴訟および様々なリスクに関連する引当金が含ま

れている。

引当金には、カントリー・リスクも含まれる。これらのリスクはすべて四半期ごとに見直される。

カントリー・リスクに対する引当金は、取引の種類、コミットメントの期間、形態（債権、有価証券、市場商品）

および国の質を分析して設定される。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、外貨を購入することにより外貨建債権に対する引当金を一部ヘッジ

し、為替変動による引当金への影響を限定している。

住宅購入貯蓄契約の不均衡リスクに対する引当金は、住宅購入貯蓄制度に不利な変動が生じた際にクレディ・

アグリコル・エス・エー・グループの債務をカバーするためのものである。かかる債務とは、(ⅰ)貯蓄契約つい

てその開始時から未確定の期間にわたり固定金利を支払う義務、および(ⅱ)住宅購入貯蓄制度の加入者に対して

当該契約の開始時に設定した金利で貸出金を供与する義務である。引当金は、各住宅購入貯蓄制度およびすべて

の住宅購入貯蓄勘定について計算され、各制度間の債務の相殺は行われない。

これらの債務額は、特に以下のものを考慮して計算される。

・加入者行動モデル、および将来供与される貸出金の金額および期間の見積り。これらの見積りは、長期にわたる

実績に基づいている。

・市場金利のイールド・カーブおよび合理的に予測可能な動向。

この引当金は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従って計算されている。

2.7　一般銀行業務リスク引当金

第4欧州指令および資本に関連する1990年2月23日付のCRBF規則第90-02号（改正後）に従って、一般銀行業務

リスク引当金は、発生が不確実ではあるが、銀行業務に関連する費用またはリスクに対応するため、経営者の裁量

によりクレディ・アグリコル・エス・エーによって設定されている。

引当金は、期中において、これらのリスクの発生した際に取り崩される。

2011年12月31日現在、一般銀行業務リスク引当金は銀行流動性リスクおよびソルベンシー・リスクに対する引

当金に相当しており、これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーはクレディ・アグリコル・ネットワーク

の中核としての役割を果たすことができる。

2.8　先渡金融商品およびオプションに係る取引

先渡の金利、為替または資本性商品を伴うヘッジ取引および市場取引は、CRB規則第88-02号および第90-15号

（改正後）ならびにフランスの金融健全性規制監督機構（旧フランス銀行委員会）指令第94-04号（改正後）に

従って計上される。

これらの取引に関連するコミットメントの名目価額が、オフバランスで計上される。この金額は未決済取引規

模を表している。

これらの取引に関する利益および損失は、商品の種類および戦略別に計上される。
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ヘッジ取引

ヘッジ取引に係る実現利益または損失は、ヘッジ対象に係る収益および費用の認識と対称的に、同じ勘定科目

で純損益に計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーの金利リスク全般のヘッジおよび管理に使用される先渡金融商品に係る

収益および費用は、「受取（支払）利息および類似収益（費用）－マクロ・ヘッジ取引に係る純利益（損失）」

に比例ベースで計上される。未実現利益および損失は計上されない。

市場取引

証券取引所もしくは類似の市場または店頭において取引される商品、またはCRB規則第90-15号（改正後）の定

義における売買目的ポートフォリオに含まれる商品は、報告日の公正価値で測定される。

活発な市場が存在する場合、商品は、当該市場における相場価格で計上される。活発な市場が存在しない場合、

公正価値は、内部評価手法およびモデルを用いて決定される。

整備されたまたは類似の取引所で取引されている商品の実現損益および未実現損益は、損益に計上される。

非流動的市場（店頭市場）で取引されている商品または個別単独で保有する未決済ポジションを構成する商

品に係る利益および損失は、決済時、または（商品の種類に応じて）時の経過に応じて純損益に計上される。報告

日に、未実現損失に対して引当金が計上される。

かかる市場取引に関する利益および損失ならびに引当金の変動額は、損益計算書の「売買目的勘定に係る純利

益／（損失）」に計上される。

2.9　外国為替取引

外貨建債権債務、ならびにオフバランスシート・コミットメントに含まれる先渡外国為替取引は、決算日また

は同日の直近日の為替レートで換算される。

費用および収益は、取引日の為替レートで計上される。未収収益および未払費用は、決算日の為替レートで計上

される。

支店に配分された資本金、在外支店の固定資産、ならびにユーロで購入した外貨建の売却可能および満期保有

の有価証券および株式投資は、取引日にユーロに換算される。売却可能有価証券に係る為替差損益のみが純損益

に計上される。

ただし、クレディ・アグリコル・エス・エーのフランス国外の持分に影響を及ぼす為替レートの恒久的な下落

が生じた場合、引当金を計上することがある。

各報告日において、先渡外国為替取引は、当該日の先渡為替レートで測定される。認識された利益または損失

は、損益計算書の「売買目的勘定に係る純利益／（損失）－外国為替取引および同種の金融商品に係る純利益／

（損失）」に計上される。

CRBF規則第89-01号に従い、クレディ・アグリコル・エス・エーは、多通貨会計を導入し、これにより通貨ポジ

ションの監視および為替リスクのエクスポージャーの測定が可能となった。

クレディ・アグリコル・エス・エーの外貨に対するオペレーティング・エクスポージャー総額は、2011年12月

31日現在、-1,115百万ユーロであった。

2.10　フランス国外の支店の統合

各支店は、それぞれが所在する国々において施行されている会計規則に従った個別の会計記録を保持してい
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る。

各報告日において、各支店の貸借対照表および損益計算書は、フランスの会計規則に準拠するよう修正され、

ユーロに換算され、内部取引の相殺消去後に本店の決算に統合される。

ユーロへの換算のルールは以下のとおりである。

・資本以外の貸借対照表項目は、決算日の為替レートで換算される。

・資本は、取引日の為替レートで換算される。

・収益および費用は、期中平均為替レートで換算される。

換算による差益または差損は、貸借対照表の「未収収益、前払金およびその他の資産」または「未払費用、繰延

収益およびその他の負債」に計上される。

2.11　オフバランスシート・コミットメント

オフバランスシート項目は、付与された融資コミットメントおよび保証コミットメントならびに受領した融資

コミットメントおよび保証コミットメントの未実行部分を反映している。

付与されたコミットメントが使用され、それがクレディ・アグリコル・エス・エーの損失につながる可能性が

高い場合、当該コミットメントに対して引当金が計上される。

オフバランスシート項目は、先渡金融商品または外国為替取引に関連するコミットメントについて含めていな

い。同様に、これらには、担保として差し入れられた政府短期証券、類似の有価証券およびその他の有価証券に関

して受領したコミットメントも含めていない。

これらの項目の詳細は、財務書類に対する注記24および注記25に記載されている。

2.12　従業員利益分配制度およびインセンティブ制度

従業員利益分配制度は、従業員の権利が確定した年度において、損益計算書に認識される。

インセンティブ制度は、2011年6月21日付契約が適用されている。

従業員利益分配制度およびインセンティブ制度に係る費用は、「従業員費用」に含まれる。

2.13　退職給付

2.13.1　退職給付および早期退職給付－確定給付制度

2004年1月1日より、クレディ・アグリコル・エス・エーは、退職給付債務および類似の給付債務の認識および

評価に関連して、2003年4月1日付CNC勧告第2003-R.01号を適用している。

この勧告に従い、クレディ・アグリコル・エス・エーは、確定給付制度の区分に該当する退職給付債務および

類似の給付債務を賄うために引当金を設定している。

このため、退職給付引当金が、貸借対照表の負債の部の「引当金」に計上される。この引当金の金額は、報告日

現在の勤務従業員に対するクレディ・アグリコル・エス・エーの負債に相当し、2005年1月1日に発効したクレ

ディ・アグリコル・エス・エーの新たな労働協約に準拠している。

さらに、クレディ・アグリコル・エス・エーの債務となる補完退職給付に対して、これらの給付に係る数理計

算上の負債に基づいて計算される引当金が設定される。当該引当金も、貸借対照表の負債の部の「引当金」に記

載される。

勧告に従い、これらの債務は、予測単位積増方式により、一連の数理計算上、財務上および人口統計上の仮定に
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基づいて記載される。この方式では、各勤務期間の費用、すなわち当期に権利確定した従業員給付に対応する金額

が計上される。この費用は割引後の将来給付に基づいて計算される。

数理計算上の差益および差損は直ちに損益計算書に計上されるため、引当金の金額は以下と等しくなる。

・勧告が推奨する数理計算に従って計算した、報告日現在の確定給付債務の現在価値。

・（該当する場合）制度資産の公正価値を控除。その代表的なものとして適格な保険契約が挙げられる。このよ

うな保険契約により債務がすべてカバーされている場合には、保険契約の公正価値が、対応する債務の価値

（すなわち、対応する数理計算上の負債額）であるとみなされる。

改革（年金改革に関する2010年11月9日付法律第2010-1330号）が既存の協定（定年に関する数理計算上の仮

定のみ変更）を変更しない限り、これは数理計算上の仮定の更新とみなされ、制度の変更とはみなされない。この

点で、改革による影響額は、他の数理計算上の差益および差損と同様に、全額損益計算書に認識されなければなら

ない。

2.13.2　年金制度－確定拠出制度

雇用主は、様々な強制加入年金制度に拠出している。制度資産は独立した組織によって管理され、基金が当期お

よび過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な資産を保有して

いない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、クレディ・アグリ

コル・エス・エーには、終了した年度に関して支払う拠出金以外に負債はない。

これらの年金制度に関する拠出金額は「従業員費用」に認識される。

2.14　ストック・オプションおよび従業員持株制度に基づき従業員に提供される新株予約権

ストック・オプション制度

特定の区分の従業員に対して付与されるストック・オプション制度は、行使された場合に計上される。かかる

行使は、資本増加に関する要件に従って計上される株式発行、または「自己株式の買戻し」に記載の条件に従っ

て計上されている過去にクレディ・アグリコル・エス・エーが買い戻した自己株式の従業員への交付を伴う。

従業員持株制度に基づき従業員に提供される新株予約権

従業員持株制度に基づき従業員に提供される株式発行は、最高で20％割り引いた価格で提供され、権利確定期

間は定められていないが、5年間は権利行使ができないロックアップ期間が設けられている。かかる新株予約権

は、資本増加に関する要件に従って認識される。

2.15　特別損益

これは、その性質が臨時的で、クレディ・アグリコル・エス・エーの経常的な業務の一部を形成しない取引に

関連する収益および費用からなる。

2.16　法人所得税

通常は、納税額のみが親会社財務書類に計上される。

損益計算書に表示される税金費用は、当該報告期間における法人所得税納税額に相当する。これには、利益に対

する社会保険納付金3.3％が含まれている。
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有価証券ポートフォリオおよび債権からの収益に対する税額控除は、当期に関連する法人所得税の支払に実質

的に使用される場合、関連する収益と同じ項目に認識される。対応する税金費用は、損益計算書の「法人所得税」

の項目に計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、1990年度より連結納税制度を適用している。2011年12月31日現在、

1,309の企業がクレディ・アグリコル・エス・エーと連結納税契約を締結している。この契約に基づき、連結納税

制度の一部である会社はそれぞれの財務書類に、仮に連結納税制度が適用されていなかった場合の納税額を認識

する。

注記3　金融機関に対する貸出金および債権－残存期間別の分析

2011年12月31日
2010年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月

以内

3ヶ月

超

1年

以内

1年超

5年

以内

5年超
元本

合計

経過

利息
合計 合計

金融機関

貸出金および債権：

-要求払 14,076 14,076 14,076 12,027

-定期 33,66914,95959,24612,408120,282374120,65697,007

担保差入有価証券

売戻し条件付き買入有価証券

劣後ローン 2,6774,1856,862 14 6,876 7,099

合計 47,74514,95961,92316,593141,220388141,608116,133

減損 (4) (6)

正味帳簿価額 141,604116,127

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 1,978 1,978 1,978 1,663

定期預金および貸付金 58,82662,90184,54966,548272,824948273,772259,057

売戻し条件付き買入有価証券

劣後ローン 15 15 15 15

合計 60,80462,90184,56466,548274,817948275,765260,735

減損

正味帳簿価額 275,765260,735

合計 417,369376,862

注記4　顧客に対する貸出金および債権－残存期間別の分析

2011年12月31日
2010年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年

以内

1年超

5年

以内

5年超
元本

合計

経過

利息
合計 合計

顧客に対する貸出金および債権

売掛債権

顧客に対するその他の貸出金 268 350 815 1,1732,60645 2,651 2,350

売戻し条件付き買入有価証券

当座貸越 335 335 335 128

減損 (3) (3)

正味帳簿価額 2,983 2,475
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4.1　顧客に対する貸出金および債権－地域別分析

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 2,849 2,391

その他のEU諸国 92 35

上記以外の欧州諸国

北アメリカ 8

中央・南アメリカ

アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を除く。）

日本

割当られていない国および国際機関

元本合計 2,941 2,434

経過利息 45 44

減損 (3) (3)

正味帳簿価額 2,983 2,475

4.2　顧客に対する貸出金および債権－貸倒懸念債権および減損：地域別分析

2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ）
残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

フランス（海外の領地

を含む。）
2,894 3 (3) 2,434 3 (3)

その他のEU諸国 92 36

上記以外の欧州諸国

北アメリカ 8

中央・南アメリカ

アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を

除く。）

日本

割当られていない国お

よび国際機関

合計 2,986 3 (3) 2,478 3 (3)

4.3　顧客に対する貸出金および債権－顧客タイプ別分析

2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ）
残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

個人顧客 136 134

農家

その他の中小企業

金融機関 1,012 1,018

企業 1,837 3 (3) 1,323 3 (3)

地方自治体 1 3

その他の顧客
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合計 2,986 3 (3) 2,478 3 (3)

注記5　売買目的有価証券、売却可能有価証券、満期保有有価証券および株式ポートフォリオ有価証券

2011年12月31日
2010年

12月31日

（百万ユーロ）
売買目的

有価証券

売却可能

有価証券

株式ポート

フォリオ

有価証券

満期保有

有価証券
合計 合計

政府短期証券および類似証券： 805 20,538 21,34319,670

－うち、残存プレミアム(純額) 988 988 857
(2)

－うち、残存ディスカウント（純額） 227 227 241
(2)

経過利息 1,054 1,054 707

減損 (310) (310) (115)

正味帳簿価額 805 21,282 22,08720,262

債券およびその他の利付証券
(1)
：

公的機関による発行 293 1,222 1,515 1,547

その他の発行体 4,294 25,175 29,46931,468

－うち、残存プレミアム(純額) 206 206 255
(2)

－うち、残存ディスカウント(純額) 31 31 24
(2)

経過利息 395 395 381

減損 (278) (278) (107)

正味帳簿価額 4,587 26,514 31,10133,289

株式およびその他の証券 24 529 85 638 626

経過利息

減損 (5) (30) (35) (11)

正味帳簿価額 24 524 55 603 615

合計 5,416 48,320 55 53,79154,166

見積価額 5,416 48,242 54 53,74354,463

(1) うち、2011年12月31日現在、劣後債務7,273百万ユーロ（経過利息を除く。）（2010年12月31日現在、7,055百万ユーロ）。

(2) 公表された財務書類に対して修正後の金額。

5.1　売買目的有価証券、売却可能有価証券、満期保有有価証券および株式ポートフォリオ有価証券（政府短期証

券を除く。）－取引相手先の主要区分別の内訳

（百万ユーロ）
2011年12月31日

残高（純額）

2010年12月31日

残高（純額）

政府および中央銀行（中央政府を含む。） 1,516 1,547

信用機関 25,774 27,395

金融機関 509 1,676

地方自治体

企業、保険会社およびその他の顧客 3,824 3,023

その他および割当てられていない機関

元本合計 31,623 33,641

経過利息 395 381

減損 (314) (118)

正味帳簿価額 31,704 33,904

5.2 債券および株式における上場有価証券および非上場有価証券の内訳

2011年12月31日 2010年12月31日
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（百万ユーロ）

債券およ

びその他

の利付証

券

政府短期

証券およ

び類似

証券

株式およ

びその他

の証券

合計

債券およ

びその他

の利付証

券

政府短期

証券およ

び類似

証券

株式およ

びその他

の証券

合計

債券および株式： 30,98421,343638 52,96533,01519,670626 53,310

　うち、上場有価証券 22,72621,343 89 44,15818,96919,471102 38,542

　うち、非上場有価証券
(1) 8,258 549 8,80714,046199 524 14,769

経過利息 395 1,054 1,449 381 707 1,088

減損 (278)(310)(35) (623) (107)(115)(11) (233)

正味帳簿価額 31,10122,087603 53,79133,28920,262615 54,166

(1) 投資信託の内訳は、次の通りである。フランスの投資信託は、14百万ユーロ（うち、フランスの非分配型ファンドは11百

万ユーロ）。外国投資信託は、28百万ユーロ（すべて外国の非分配型のファンド）。

投資信託の種類別の内訳（2011年12月31日現在） 

（百万ユーロ） 帳簿価額 純資産価額

ＭＭＦ

債券ファンド

株式ファンド 4 10

その他の投資信託 38 40

合計 42 50

5.3 政府短期証券、債券およびその他の利付証券－残存期間別分析

2011年12月31日
2010年

12月31日

（百万ユーロ） 3ヶ月以内

3ヶ月超

1年

以内

1年超

5年

以内

5年超
元本

合計

経過

利息
合計 合計

債券およびその他の利付証券

総額 5,7662,52812,49010,20030,984395 31,379 33,396

減損 (278) (107)

正味帳簿価額 31,101 33,289

政府短期証券および類似証券

総額 600 1,8194,91414,01021,3431,05422,397 20,377

減損 (310) (115)

正味帳簿価額 22,087 20,262

5.4 政府短期証券、債券およびその他の利付証券－地域別分析

（百万ユーロ）
2011年12月31日

残高（純額）

2010年12月31日

残高（純額）

フランス（海外の領地を含む。） 36,189 34,340

その他のEU諸国 13,579 15,500

上記以外の欧州諸国 541 590

北アメリカ 1,596 1,447

中央・南アメリカ

アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を除く。） 422 808

日本

元本合計 52,327 52,685

経過利息 1,449 1,088
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減損 (588) (221)

正味帳簿価額 53,188 53,552

次へ
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注記6　株式投資および子会社

(単位：百万原通貨) (単位：百万ユーロ) (単位：百万ユーロ)

会社名 住所 通貨

資本金

2011年

12月31日

資本金以外

の株主持分

2011年

12月31日

所有割合

2011年

12月31日

投資の帳簿価額

当行によ

り実施さ

れ未返済

の貸出金

および債

権残高

当行によ

り付与さ

れた保証

およびそ

の他のコ

ミットメ

ント

2011年12月

31日終了事

業年度の銀

行業務純益

または収益

（VAT控除

後）

2011年12

月31日終

了事業年

度の純利

益

当事業年

度におけ

る当行の

受取配当

金総額 正味額

帳簿価額がクレディ・アグリコル・エス・エーの資本金の1％を超える投資

1) 銀行業務を行う子会社への投資（50％超を所有）

バンコ・ビセル

832コリエンテス,

1°ピソ, ロザリ

オ, サンタ・フェ、

アルゼンチン

アルゼン

チン・ペ

ソ

N.A. N.A. 99.2 237

カリパルマ

43100　ユニバーシ

タ、パルマ、イタリ

ア

ユーロ 8772,844
(1) 75.0 5,0064,3475,034 1,516

(1)
242
(1) 103

クレディ・アグリ

コル・スビジャ

4-6　ブレース・リ

ニカラ, 21000、ノ

ビ・サッド、セルビ

ア共和国

セルビア

・ディ

ナール

13,122(3,218)
(1) 100.0 249 82 41

(1)
(11)

(1)

クレディ・デュ・

マロック

48-58 ムハンマド5

世大通り、カサブラ

ンカ、モロッコ

モロッコ

・ディル

ハム

8901,629
(1) 77.0 291 291 374 247

(1)
32
(1) 16

エンポリキ・バン

ク・オブ・グリー

ス

11 ソフォクレス通

り、10235、 アテネ、

ギリシャ

ユーロ 5121,304
(1) 95.0 4,081 6,022

(2)
1,071

(1)
(873)

(1)

EFLエス・エー

1　オラット・ウオ

スキッチ, 53 605

、ウオクロー、ポー

ランド

ポーラン

ド・ズロ

チ

674 138
(1) 100.0 355 355 246 555 150

(1)
23
(1) 21

JSCインデックス・

バンク

42/4 プシュキンス

カ通り、キエフ、

01004、ウクライナ

ウクライ

ナ・フリ

ヴニャ

1,050(304)
(1) 100.0 290 70 74

(1)
(2)
(1)

クレディ・アグリ

コル・ポルスカ・

エス・エー

1　オラット・ウオ

スキッチ, 53 605、

ウオクロー、ポーラ

ンド

ポーラン

ド・ズロ

チ

1 344
(1) 76.7 437 437 549 71 8

クレディ・アグリ

コル・コーポレー

ト・アンド・イン

ベストメント・バ

ンク

9 プレジダン－

ポール－ドゥメー

ル河岸、92400、クー

ルブヴォワ

ユーロ 6,7751,549
(1) 97.317,19216,45232,1253,439292,137

(1)
1,388

(1) 930

アムンディ・グ

ループ

90 パストゥール大

通り - イマーブル

・コタンタン、

75015、パリ

ユーロ 4171,360
(1) 73.6 3,3413,3411,047 (3)

(1)
(23)

(1) 134

クレディ・アグリ

コル・リーシング

・アンド・ファク

タリング

1-3 パッサー－

ドゥ－ブーロー

ニュ通り、92861、イ

シィ－レ－ムリ

ノー

ユーロ 195 563
(1) 100.0 839 839 4,667 102 44

(1)
36
(1) 34

クレディ・リヨネ
18 レピュブリック

通り、69002、リヨン
ユーロ 1,8481,278

(1) 95.110,89710,89716,494 5,592
(1)

671
(1) 481

クレディ・アグリ

コル・ホーム・

ローンSFH

91/93 パストゥー

ル大通り、75015、パ

リ

ユーロ 550 2
(1) 100.0 550 550
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フォンカリス

91/93 パストゥー

ル大通り、75015、パ

リ

ユーロ 225 128
(1) 100.0 320 320 385 14

(1)
20
(1) 19

バンク・ドゥ・

ジェスティオン・

プリヴェ・インド

スエズ

20 ボーム通り、

75008、パリ
ユーロ 83 36

(1) 100.0 198 198 111 142
(1)

10
(1) 10

2) 銀行業務を行う関係会社への投資（10％から50％を所有）

バンクインテル

パセオ・デ・ラ・

カステラナ、 29,

28046、マドリード、

スペイン

ユーロ 1432,310
(1) 24.5 1,281 514 2,318

(1)
151
(1) 18

クレディ・アグリ

コル・エジプトSAE

4/6　ハッサン通り、

ザマレック、カイ

ロ、エジプト

エジプト

・ポンド
1,148630

(1) 47.4 258 247 1 263
(1)

57
(1) 18

クレディ・ロジュ

モン

50 セバストポル大

通り、75003、パリ
ユーロ 1,254111

(1) 16.5 215 215 188 287
(1)

87
(1) 14

ケス・ドゥ・ル

フィナンスモン・

ドゥ・ラビタ

35 ラ－ボエティ通

り、75008、パリ
ユーロ 300 7

(1) 25.2 78 78 2
(1)

アルプ・プロヴァ

ンス地域金庫

25 トロワ－シプレ

通り、13097、エクス

－アン－プロヴァ

ンス、Cedex 2

ユーロ 114 1,13625.0 210 210 7,170 435 73 5

アルザス・ヴォー

ジュ地域金庫

1 ラ・ガール広場、

BP 440、67008、スト

ラスブール、Cedex

ユーロ 48 870 25.0 131 131 5,861 284 71 5

アンジュー・エ・

メーヌ地域金庫

40 プレマルティー

ヌ通り、72000、ル・

マン

ユーロ 211 1,51125.0 234 234 8,646 453 110 8

アキテーヌ地域金

庫

304 プレジダン－

ウィルソン大通り、

33076、ボルドー、

Cedex

ユーロ 129 1,92329.3 310 310 9,472 496 120 11

アトランティーク

・ヴァンデ地域金

庫

ルート・ドゥ・パ

リ、44949、ナント、

Cedex

ユーロ 113 1,31625.1 196 196 10,470 408 109 8

ブリ・ピカル

ディー地域金庫

500 サン－フュシ

アン通り、80095、ア

ミアン

ユーロ 277 1,84425.6 391 391 10,500 613 175 17

サントル・エスト

地域金庫

1 ピエール－ドゥ

－トリュシ－ドゥ

－レイ通り、69541、

シャンパーニュ－

オ－モン－ドール

ユーロ 191 2,65725.0 323 323 12,013 718 228 17

サントル・フラン

ス地域金庫

3 リベラシオン通

り、63045、クレルモ

ン－フェラン、

Cedex 9

ユーロ 146 2,21325.0 318 318 9,629 499 130 10

サントル・ロワー

ル地域金庫

8 コレージュ通り、

18920、ブールジュ、

Cedex

ユーロ 56 1,08827.7 175 175 7,410 389 95 8

サントル・ウエス

ト地域金庫

29 ヴァントー大通

り、BP 509、87044、

リモージュ、Cedex

ユーロ 58 615 25.0 89 89 3,299 196 47 3

シャンパーニュ・

ブルゴーニュ地域

金庫

269 フォーブール

・クロンセル、

10000、トロワ

ユーロ 112 951 25.0 114 114 5,833 3 362 91 7

シャラント－マリ

ティーム - ドゥー

－セーヴル地域金

庫

12 ギュイエ－マイ

エ大通り、17100、サ

ント

ユーロ 53 1,00625.0 130 130 5,569 336 92 7

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 614/1332



シャラント・ペリ

ゴール地域金庫

エパニャック通り、

BP 21、16800、ソワ

イヨー

ユーロ 96 591 25.0 77 77 3,809 240 55 4

コート・ダルモー

ル地域金庫

ラ－クロワ－チュ

アル、22440、プルフ

ラガン

ユーロ 92 762 25.0 118 118 4,381 229 62 5

ノルマンディー地

域金庫

5 エスプラナード

・ブリヨー－ドゥ

－ロージャルディ

エール、14050、カー

ン、Cedex

ユーロ 131 1,33325.0 205 205 7,992 402 84 7

サヴォワ地域金庫

PAE レ・グレザン、

4 プレ－フェラン

通り、74985、アヌ

シー、Cedex 09

ユーロ 188 1,10825.0 152 152 14,654 481 135 9

フィニステール地

域金庫

7 ルート・デュ・

ロシュ、29555、カン

ペール、Cedex 9

ユーロ 100 839 25.0 135 135 5,575 270 60 4

フランシュ－コン

テ地域金庫

11 エリゼ－キュズ

ニエ通り、25084、ブ

ザンソン、Cedex 9

ユーロ 78 735 25.0 109 109 6,885 285 61 5

イル－エ－ヴィ

レーヌ地域金庫

19 プレ－ペルシェ

通り、BP 2025X、

35040、レンヌ、

Cedex

ユーロ 92 803 25.1 122 122 6,181 256 67 5

ロワール・オート

－ロワール地域金

庫

94 ベルグソン通

り、42000、サン－テ

チエンヌ

ユーロ 31 903 25.0 131 131 5,578 272 71 5

ロレーヌ地域金庫

56、58 アンドレ－

マルロー通り、

54017、メッツ、

Cedex

ユーロ 32 851 25.0 115 115 5,536 252 60 5

ラングドック地域

金庫

モンペリエレ－

モーラン通り、

34977、ラット、

Cedex

ユーロ 203 1,73225.3 239 239 12,326 662 177 13

モルビアン地域金

庫

ケランガン通り、

56956、ヴァンヌ、

Cedex 9

ユーロ 82 620 25.2 92 92 4,711 231 55 4

ノール・ドゥ・フ

ランス地域金庫

10 フォシュ通り、

BP 369、59020、リー

ル、Cedex

ユーロ 179 2,32924.7 378 378 12,114 580 172 19

ノール・ミディ－

ピレネー地域金庫

219 フランソワ－

ヴェルディエ通り、

81022、アルビ、

Cedex 9

ユーロ 125 1,28425.0 181 181 7,195 438 103 7

ノール－エスト地

域金庫

25 リベルジエ通

り、51100、ランス
ユーロ 213 1,66926.4 266 266 10,788 384 70 7

ノルマンディー・

セーヌ地域金庫

シテ・ドゥ・ラグ

リクルチュール、BP

800、76230、ボワ－

ギュイヨーム、

Cedex

ユーロ 92 1,09725.0 162 162 7,069 370 102 8

パリ・エ・イル－

ドゥ－フランス地

域金庫

26 ラペ河岸、

75012、パリ
ユーロ 114 3,15925.1 488 488 18,026 943 277 23

プロヴァンス・

コート・ダジュー

ル地域金庫

ポール－アレーヌ

－レ－ネガディ通

り、83002、ドラギ

ニャン

ユーロ 83 1,28825.0 166 166 9,152 505 115 8
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ピレネー・ガス

コーニュ地域金庫

11 プレジダン・ケ

ネディ大通り、BP 

329、65003、タルブ、

Cedex

ユーロ 59 1,10625.0 139 139 7,031 355 90 7

シュド・ローヌ－

アルプ地域金庫

15-17 ポール－ク

ローデル通り、BP

67、38041、グルノー

ブル、Cedex 09

ユーロ 71 1,10625.0 138 138 8,231 454 111 8

トゥールーズ地域

金庫

6-7 ジャンヌ・ダ

ルク広場、31000、

トゥールーズ

ユーロ 74 676 25.5 110 110 4,093 255 59 4

トゥレーヌ・エ・

ポワトゥ地域金庫

18 サルバドール－

アランド通り、

86000、ポワティエ

ユーロ 99 980 25.5 168 168 5,777 308 66 5

ヴァル・ドゥ・フ

ランス地域金庫

1 ダニエル－ブテ

通り、28000、シャル

トル

ユーロ 43 787 25.0 104 104 3,947 254 68 5

3) その他の関係会社への投資（50％超を所有）

クレディ・アグリ

コル・アシュラン

ス

50-56 プロセシオ

ン通り、75015、パリ
ユーロ 1,1637,235

(1) 100.08,2058,2051,522 651 8
(1)

761
(1) 904

クレディ・アグリ

コル・キャピタル

・アンヴェスティ

スモン・エ・フィ

ナンス

100 モンパルナス

大通り、ラ・クーポ

ル、75014、パリ

ユーロ 688 432
(1) 100.01,1451,145 366 1

(1)
(3)
(1)

クレディ・アグリ

コル・イモビリエ

91/93 パストゥー

ル大通り、75015、パ

リ

ユーロ 125 38
(1) 100.0 296 296 74 52 27

(1)
(4)
(1)

デルフィナンス

91/93 パストゥー

ル大通り、75015、パ

リ

ユーロ 151 85
(1) 100.0 171 171 42

(1)
41
(1) 39

D2 CAM

91/93 パストゥー

ル大通り、75015、パ

リ

ユーロ 112 100.0 112 112 26 (1)
(1)

エバーグリーン・

モントルージュ

91/93 パストゥー

ル大通り、75015、パ

リ

ユーロ 320 (2)
(1) 100.0 320 320 35 1

(1)
(33)

(1)

クレディ・アグリ

コル・コンシュ

マー・フィナンス

128/130 ラスパイ

ユ大通り、75006、パ

リ

ユーロ 3472,571
(1) 100.05,6385,63838,6656,5232,787

(1)
181
(1) 382

CPRホールディング

9 プレジダン－

ポール－ドゥメー

ル河岸、92400、クー

ルブヴォワ

ユーロ 78 126
(1) 100.0 256 211 1

(1)
1
(1)

CACEIS
1-3 ヴァルベール

広場、75013、パリ
ユーロ 602 887

(1) 85.0 1,3131,313 100 13
(1)

80
(1) 42

4) その他の投資（10％から50％を所有）

ベスパー

62　ルア・サオ・ベ

ルナルド,

1200-826 、リスボ

ン、ポルトガル

ユーロ 1,563261
(1) 22.9 473 399 65

(1)
64
(1) 13

ユーラゼオ
32 モンソー通り、

75008、パリ
ユーロ 1863,251

(1) 18.6 497 497 60
(1)

65
(1) 25

帳簿価額がクレディ・アグリコル・エ

ス・エーの資本金の1％未満であるまた

はクレディ・アグリコル・エス・エー

による所有が当該会社の10％未満であ

る投資

ユーロ 3,7442,21222,13313,0445,981 624 160

子会社および関係会社合計 74,70166,168396,14125,386 3,644

出資性貸付金および経過利息 ユーロ 2,0981,388

帳簿価額 76,79967,556396,14125,386
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(1) 2010年度の数値。

(2) エンポリキの子会社（ギリシャ国外）への再融資を含む。

6.1　株式投資の見積価額

2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額 見積価額 帳簿価額 見積価額

子会社および関連会社に対する投資

非上場有価証券 57,971 66,19056,07374,460

上場有価証券 4,630 765 4,578 2,129

出資性貸付金 2,012 1,304 693 693

経過利息 1

減損 (6,913) (3,434)

正味帳簿価額 57,701 68,26057,91077,282

株式投資

非上場有価証券 6,948 6,9706,906 7,011

上場有価証券 5,068 2,7655,298 4,067

出資性貸付金 86 83 95 93

経過利息 7 7

減損 (2,255) (942)

株式投資の小計 9,854 9,81811,36411,171

その他の長期株式投資

非上場有価証券 1 1 1 1

上場有価証券

出資性貸付金

経過利息

減損

その他の長期株式投資の小計 1 1 1 1

正味帳簿価額 9,855 9,81911,36511,172

株式投資合計 67,556 78,07969,27588,454

見積価額には、出資性貸付金および経過利息が含まれている。これらは、有価証券の使用価値に基づいて算定されており、使

用価値は必ずしも市場価額ではない。

2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額 見積価額 帳簿価額 見積価額

総額合計

非上場有価証券 64,920 62,980

上場有価証券 9,699 9,876

合計 74,619 72,856

注記7　固定資産の変動

7.1　金融投資

（百万ユーロ）

2011年

1月1日

増加

(取得)

減少

(処分)

(期日)

その他の変動
(1)

2011年

12月31日

子会社および関連会社に対する投資

総額 60,6512,272 (324) 2 62,601

出資性貸付金 693 1,653 (334) 2,012

経過利息 1 1
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減損 (3,434)(3,550) 71 (6,913)

正味帳簿価額 57,910 376 (587) 2 57,701

株式投資

総額 12,204 129 (317) 12,016

出資性貸付金 95 (9) 86

経過利息 6 1 7

減損 (941)(1,367) 54 (2,255)

株式投資の小計 11,364(1,238)(272) 9,854

その他の長期株式投資

総額 1 1

出資性貸付金

経過利息

減損

その他の長期株式投資の小計 1 1

正味帳簿価額 11,365(1,238)(273) 9,855

合計 69,275 (861) (860) 2 67,556

(1) その他の変動は、外貨で計上される固定資産の価値への為替レートの変動による影響を含む。

7.2　無形資産および有形固定資産

（百万ユーロ）

2011年

1月1日

増加

(取得)

減少

(処分)

(期日)

その他の変動
(1)

2011年

12月31日

有形固定資産

総額 342 3 345

減価償却費および減損 (182) (6) 1 (187)

正味帳簿価額 160 (3) 1 158

無形資産

総額 66 14 (1) 79

減価償却費および減損 (31) (7) (38)

正味帳簿価額 35 7 (1) 41

合計 195 4 199

(1) その他の変動は、外貨で計上される固定資産の価値への為替レートの変動による影響を含む。

注記8　自己株式

2011年12月31日 2010年12月31日

売買目的有価証券
売却可能有価

証券
固定資産 合計 合計

株式数 6,080,000889,381 6,969,3819,324,639

（百万ユーロ）

正味帳簿価額 26 4 30 92

市場価額 26 4 30 89

株式1株当たりの額面金額：3.00ユーロ

注記9　未収収益、前払金およびその他の資産

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

その他の資産
(1)

買建金融オプション 428 598
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棚卸資産およびその他

その他の債権 5,075 3,532

持続可能な開発貯蓄口座(LDD)の債券の共同管理 50

決済勘定

正味帳簿価額 5,503 4,180

株主に対する債権－未払込資本金

株主に対する債権－未払込資本金

正味帳簿価額

未収収益および前払金

その他の銀行からの未達項目 4,993 5,941

調整勘定 10,426 7,197

金融商品に係る未実現損失および繰延損失 244 288

先渡金融商品に係るコミットメントの未収収益 4,885 4,008

その他の未収収益 395 278

前払費用 680 691

社債発行および償還プレミアム 162 142

繰延費用 288 278

その他の未収収益および前払金 10 5

正味帳簿価額 22,083 18,828

合計 27,586 23,008

(1) 経過利息を含む金額である。

注記10　資産から控除された減損損失

（百万ユーロ）

2011年

1月1日

現在残高

減損
戻入および利

用
増加

その他の

変動

2011年

12月31日

現在残高

現金、短期金融市場

および銀行間項目
120 679 (485) 314

顧客に対する貸出金および債権 3 3

有価証券取引 154 405 (239) 1 321

固定資産 4,376 4,917 (125) 9,168

その他の資産 14 69 (14) (5) 64

合計 4,667 6,070 (863) (4) 9,870

注記11　金融機関に対する債務－残存期間別の分析

2011年12月31日
2010年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月以内

3ヶ月超1

年以内

1年超5年

以内
5年超 元本合計 経過利息 合計 合計

金融機関

預金および当座借越：

・要求払 6,717 6,717 7 6,72412,908

・定期 27,3944,84129,89920,24682,380 545 82,92542,443

担保有価証券 5,4906,51912,009 207 12,21610,600

買戻し条件付き

売却有価証券
23,712 527 36 85 24,360 27 24,38718,022

帳簿価額 57,8235,36835,42526,850125,466786126,25283,973

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 3,162 3,162 2 3,1643,184

定期預金および借入金 10,6035,97811,93712,83141,349 452 41,80128,727
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売戻し条件付き

買入有価証券

帳簿価額 13,7655,97811,93712,83144,511 454 44,96531,911

合計 71,58811,34647,36239,681169,9771,240171,217115,884

注記12　顧客に対する債務－残存期間別の分析

2011年12月31日
2010年

12月31日

（百万ユーロ）

3ヶ月以内3ヶ月超1

年以内

1年超5年

以内
5年超 元本合計 経過利息 合計 合計

当座勘定－貸方 1,417 1,417 1,4171,432

特別貯蓄預金 147,64713,84316,8712,601180,962 180,962175,650

・要求払 105,225 1 105,226 105,22699,570

・定期 42,42213,84216,8712,60175,736 75,73676,080

顧客に対するその他の債務 5,9945,97211,7531,83225,551 641 26,19233,348

・要求払 201 201 201 379

・定期 5,7935,97211,7531,83225,350 641 25,99132,969

買戻し条件付き

売却有価証券
10,229 102 10,331 10 10,34111,214

帳簿価額 165,28719,91728,6244,433218,261651218,912221,644

12.1　顧客に対する債務－地域別の分析

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 215,964 216,147

その他のEU諸国 2,184 2,508

その他の欧州諸国 113

北アメリカ 1,160

中米・南アメリカ

アフリカおよび中東 1,123

アジア太平洋地域（日本を除く。）

日本

割当てられていない国および国際機関

元本合計 218,261 220,938

経過利息 651 706

帳簿価額 218,912 221,644

12.2　顧客に対する債務－顧客タイプ別の分析

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

個人顧客 163,435 158,839

農家 12,171 11,421

その他の中小企業 9,897 10,292

金融機関 26,948 33,063

企業 3,341 5,215

地方自治体 196 109

その他の顧客 2,273 1,999

元本合計 218,261 220,938

経過利息 651 706

帳簿価額 218,912 221,644
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注記13　債務証券－残存期間別の分析

2011年12月31日
2010年

12月31日

（百万ユーロ）

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超

元本

合計

経過

利息
合計 合計

利付証券

短期金融商品

譲渡性債務証券
(1) 18,5569,016 876 159 28,607 107 28,71446,739

債券 1,7268,07122,01820,59752,4121,06153,47345,854

その他の債務証券

帳簿価額 20,28217,08722,89420,75681,0191,16882,18792,593

(1) このうち、1,109百万ユーロは海外で発行されている。

13.1　債券（発行通貨別）

（百万ユーロ）

残存期間

1年以内

残存期間

１年超5年

以内

残存期間

5年超

2011年

12月31日

現在残高

2010年

12月31日

現在残高

ユーロ 7,76615,52819,888 43,182 36,789

固定金利 938 8,78116,525 26,244 23,036

変動金利 6,8286,7473,363 16,938 13,753

その他のEU諸国の通貨 443 122 299 864 958

固定金利 299 299

変動金利 443 122 565 958

米ドル 1,1732,934 31 4,137 4,232

固定金利 1,646 31 1,677 1,250

変動金利 1,1731,287 2,460 2,982

日本円 296 1,483 379 2,159 1,263

固定金利 40 1,194 279 1,513 920

変動金利 256 290 100 646 343

その他の通貨 119 1,951 2,070 1,811

固定金利 98 1,131 1,229 1,115

変動金利 21 820 841 696

元本合計 9,79722,01820,597 52,412 45,053

固定金利 1,07612,75217,134 30,962 26,321

変動金利 8,7219,2663,463 21,450 18,732

経過利息 1,061 801

帳簿価額 53,473 45,854

注記14　未払費用、繰延収益およびその他の負債

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

その他の負債
(1)

交換取引 (売買目的有価証券)

株式貸借取引に関連する負債 190

売建金融オプション 133 123

決済・取引勘定 

その他の債務 4,766 1,523

有価証券に対する未払金 36 104

帳簿価額 4,935 1,940
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未払費用および繰延収益

その他の銀行からの未達項目 6,318 5,301

調整勘定 8,688 6,283

金融商品に係る未実現利益および繰延利益 194 163

前受収益 2,304 2,240

先渡金融商品に係るコミットメントの未払費用 3,866 3,000

その他の未払費用 695 626

その他の未払費用および負債 51 133

帳簿価額 22,116 17,746

合計 27,051 19,686

(1) 経過利息を含む金額である。

注記15　引当金

（百万ユーロ）

2011年
1月1日

現在残高
増加

取崩した

戻入額

未使用

戻入額

その他

の変動

2011年
12月31日

現在残高

引当金

　退職給付および類似の給付 239 7 (1) (14) (6) 225

　従業員へのその他の負債 5 (1) 4

　融資コミットメントの実行リスク 79 324 (117) (76) (6) 204

　税金訴訟
(1) 52 15 67

　その他の訴訟 29 5 (5) 29

　カントリー・リスク

　信用リスク

　リストラクチャリング

　法人所得税
(2) 307 90 (16) 381

　株式投資
(3) 4 4

　業務リスク

　住宅購入貯蓄制度赤字リスク 343 10 (70) 283

　その他の引当金
(4) 590 944 (178) (231) 1,125

帳簿価額 1,644 1,399 (297) (412) (12) 2,322

(1) 受領した税額調整通知に関する引当金。

(2) 主に、連結納税制度による子会社の税金負債からなる。

(3) 合弁事業、EIG、資本性金融商品の不動産リスクを含む。

(4) EIG投資リスクへの引当金を含む。

注記16　住宅購入貯蓄契約

住宅購入貯蓄勘定および制度に基づき貯蓄期間中に徴収される預金

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満 2,329 18,035

4年から10年 44,439 23,875

10年超 16,331 19,772

住宅購入貯蓄制度合計 63,099 61,682

住宅購入貯蓄勘定合計 12,199 12,408

住宅購入貯蓄契約に基づき徴収される預金合計 75,298 74,090

住宅購入貯蓄勘定および制度に対する引当金

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満
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4年から10年 37 32

10年超 222 280

住宅購入貯蓄制度合計 259 312

住宅購入貯蓄勘定合計 24 31

住宅購入貯蓄契約に対する引当金総額 283 343

引当金の変動

（百万ユーロ） 2011年1月1日 繰入額 戻入額 2011年12月31日

住宅購入貯蓄制度 312 10 (63) 259

住宅購入貯蓄勘定 31 (7) 24

住宅購入貯蓄契約に対する引当金総額 343 10 (70) 283

注記17　従業員に対する負債－退職給付、確定給付制度

数理計算上の債務の変動

（百万ユーロ） 2011年度 2010年度

前年度12月31日現在の数理計算上の債務 233 271

当期勤務費用 11 16

利息費用 9 13

従業員の拠出

給付制度の変更、撤廃および清算 (38)

範囲の変更 1 28

早期退職給付金

給付支払額 (15) (53)

数理計算上の（利益）／損失 (22) (4)

当年度12月31日現在の数理計算上の債務 217 233

損益計算書に認識された費用の内訳

（百万ユーロ） 2011年度 2010年度

勤務費用 11 16

利息費用 9 13

資産に係る期待収益 (8) (7)

過去勤務費用の償却

数理計算上の純（利益）／損失 (21)

給付制度の変更、撤廃および清算から生じた利益／（損失）の償却

その他の利益／（損失） (38)

損益計算書に認識された費用純額 (9) (16)

制度資産の公正価値の変動

（百万ユーロ） 2011年度 2010年度

前年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 219 191

資産に係る期待収益 8 7

数理計算上の（利益）／損失 (1) 6

雇用主の拠出 41

従業員の拠出

給付制度の変更、撤廃および清算

範囲の変更 1 26

早期退職給付金

給付制度に基づき支払われる給付金額 (15) (52)

当年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 212 219
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引当金の変動

（百万ユーロ） 2011年度 2010年度

前年度12月31日現在の（引当金）／資産 (14) (79)

雇用主の拠出 41

範囲の変更 8

雇用主による直接支払額

損益計算書に認識された費用純額 9 16

当年度12月31日現在の（引当金）／資産 (5) (14)

注記18　一般銀行業務リスク引当金

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

一般銀行業務リスク引当金 904 876

帳簿価額 904 876

注記19　劣後債務－残存期間別分析

2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月

以内

3ヶ月超

１年以内

1年超

5年以内
5年超 元本合計 経過利息 合計 合計

期限付劣後債務 612 1,1033,18817,40922,31232022,632 23,236

　ユーロ 612 1,1033,18815,18220,08529920,384 21,110

　その他の欧州連合通貨 538 538 2 540 524

　米ドル 1,6891,689 19 1,708 1,602

　スイス・フラン

　日本円

　その他の通貨

利益参加型有価証券・ローン

その他の期限付劣後ローン

永久劣後債務
(1) 13,74913,74921913,968 18,246

　ユーロ 8,0688,068 106 8,174 12,614

　米ドル 3,3623,362 28 3,390 3,283

　その他の通貨 2,3192,319 85 2,404 2,349

地方金庫の預託勘定

相互保証預託金

帳簿価額 612 1,1033,18831,15836,06153936,600 41,482

(1) 永久劣後債務の残存期間は5年超に含まれている。

注記20　株主持分の変動（利益処分前）

（百万ユーロ） 資本金 法定準備金 積立金

資本

剰余金、

準備金お

よび利益

剰余金

為替差額金お

よび再評価差

額金

法定引当金

および

投資助成金

純利益
株主持分合

計

2009年12月31日現在の残高6,959 5131,31726,670 3 1,06636,528

2009年度に支払われた株式配

当金または利息
(423) (423)

資本金の変動 246 246

資本剰余金および準備金の変

動
53 477 530
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親会社の2009年度純利益処分

額
1,066 (1,066)

利益剰余金の減少 (669) (669)

2010年度純利益 (552)(552)

その他の変動 (1) (1)

2010年12月31日現在の残高7,205 5661,31727,121 2 (552)35,659

2010年度に支払われた株式配

当金または利息
(1)

(167) (167)

資本金の変動 289 289

資本剰余金および準備金の変

動
623 623

親会社の2010年度純利益処分

額
(552) 552

利益剰余金の減少
(2) (914) (914)

2011年度純利益 (3,656)(3,656)

その他の変動 6 6

2011年12月31日現在の残高7,494 5661,31726,111 8 (3,656)31,840

(1) 表示金額は、2010年度における配当の現金による支払いに関係する。

(2) 各項目への配分前の利益剰余金の変動は、マイナス1,633百万ユーロであった。配当金支払額はプラス167百万ユーロであ

り、親会社の2010年度純利益処分額はプラス552百万ユーロであった。

注記21　資本構成

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

株主持分 31,840 35,659

一般銀行業務リスク引当金（FGBR） 904 876

劣後債務および利益参加型有価証券 36,600 41,482

相互保証預託金

資本合計 69,344 78,017

注記22　子会社および関係会社との取引ならびに株式投資

2011年12月31日現在の残高2010年12月31日現在の残高

（百万ユーロ）
子会社および関係会社との取引

ならびに株式投資

子会社および関係会社との取引

ならびに株式投資

債権 404,730 374,870

信用機関およびその他の金融機関 393,672 358,411

顧客 2,469 2,109

債券およびその他の利付証券 8,589 14,350

債務 136,831 113,728

信用機関およびその他の金融機関 127,594 83,525

顧客 803 882

債務証券および劣後債務 8,434 29,321

付与コミットメント 58,678 52,672

信用機関に付与される融資コミットメント 33,292 33,045

顧客に付与される融資コミットメント

信用機関およびその他の金融機関に付与される保証 21,531 15,857

顧客に付与される保証 3,855 3,770

売戻しオプションにより取得される有価証券

その他の付与コミットメント

注記23　外貨建て取引
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2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ） 資産 負債 資産 負債

ユーロ建て 512,664 495,089 485,595 474,081

その他の欧州連合通貨建て 3,813 4,723 3,018 4,216

スイス・フラン建て 11,778 6,262 10,369 5,302

米ドル建て 26,189 35,631 12,486 24,370

円建て 536 2,194 587 114

その他の通貨建て 1,219 1,421 1,245 467

総額 556,199 545,320 513,300 508,550

未収収益、前払金およびその他の資産 24,922 25,713 21,012 20,919

減損 (10,088) (4,843)

合計 571,033 571,033 529,469 529,469

注記24　外国為替取引、貸付および借入

2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ） 受領予定 引渡予定 受領予定 引渡予定

外貨建て 1,151 1,107 152 164

ユーロ建て 56 100 54 41

直物為替取引 1,207 1,207 206 205

外貨建て 26,114 17,922 40,166 11,524

ユーロ建て 8,989 16,387 2,217 30,761

先物取引 35,103 34,309 42,383 42,285

外貨建ての貸付および借入 962 429 2,830 324

外貨建ての貸付および借入 962 429 2,830 324

合計 37,272 35,945 45,419 42,814

注記25　金融先物商品

2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ）
ヘッジ

取引
その他 合計 合計

先物および先渡 806,590 577,8581,384,448 1,126,768

取引所取引
(1) 1,048

金利先物 1,048

通貨先物

株式および株式インデックス商品

その他先物

店頭取引
(1) 806,590 577,8581,384,448 1,125,720

金利スワップ 804,571 577,8581,382,429 1,123,507

その他の金利先渡

通貨先物

金利先渡契約

株式および株式インデックス商品 2,019 2,019 2,213

その他先物

オプション 9,184 14,554 23,738 25,389

取引所取引 106

金利先物

　・買建て

　・売建て

株式および株式インデックス商品
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　・買建て 53

　・売建て 53

通貨先物

　・買建て

　・売建て

その他先物

　・買建て

　・売建て

店頭取引 9,184 14,554 23,738 25,283

金利スワップション

　・買建て 499 24 523 650

　・売建て 24 24 150

その他の金利先渡

　・買建て 8,685 4,616 13,301 15,568

　・売建て 4,616 4,616 4,438

通貨先物

　・買建て 2,421 2,421 1,859

　・売建て 2,421 2,421 1,859

株式および株式インデックス商品

　・買建て 432 432 759

　・売建て

その他先物

　・買建て

　・売建て

クレジット・デリバティブ 7,878

クレジット・デリバティブ契約

　・買建て 927

　・売建て 6,951

合計 815,774 592,4121,408,186 1,160,035

本注記には通貨にかかるコミットメント（先渡為替取引および通貨スワップ）は含まれていない。かかる商品に関する情報

は、注記25.1および注記25.2に記載されている。

(1) 先物および先渡に係る表示金額は、ロング・ポジションおよびショート・ポジションの総額（金利スワップおよび金利

スワップション）、または買いと売りの契約金額の総額（その他の契約）に相当する。

25.1 先渡金融商品－残存期間別分析

（百万ユーロ）
合計

2011年12月31日
うち、店頭取引

うち、取引所取引

および類似取引

1年以内
1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超

先物

通貨オプション 3,7931,049 3,7931,049

金利オプション 9 538 9 538

通貨先物

金利先渡契約

金利スワップ 803,774277,648301,007803,774277,648301,007

キャップ、フロアー

およびカラー
2,2719,6845,9622,2719,6845,962

金利先渡

株式および株式インデッ

クス先物および先渡
43 120 1,856 43 120 1,856

株式および株式インデッ

クス・オプション
4 64 364 4 64 364
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株式、株式インデックス

および貴金属デリバティ

ブ

クレジット・デリバティ

ブ

小計 809,885288,574309,727809,885288,574309,727

通貨スワップ 6,86114,2529,3606,86114,2529,360

先渡通貨取引 38,082 684 173 38,082 684 173

小計 44,94314,9369,53344,94314,9369,533

合計 854,828303,510319,260854,828303,510319,260

（百万ユーロ）
合計

2010年12月31日
うち、店頭取引

うち、取引所取引

および類似取引

1年以内
1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超

先物 1,048 1,048

通貨オプション 3,045 673 3,045 673

金利オプション 209 590 209 590

通貨先物

金利先渡契約

金利スワップ 609,783262,303251,420609,783262,303251,420

キャップ、フロアー

およびカラー
3,9388,6247,4463,9388,6247,446

金利先渡

株式および株式イン

デックス先物および先

渡

111 161 1,942 111 161 1,942

株式および株式イン

デックス・オプション
161 124 580 55 124 580 106

株式、株式インデックス

および貴金属デリバ

ティブ

クレジット・デリバ

ティブ
6,054 668 1,1556,054 668 1,155

小計 624,140272,762263,133622,986272,762263,1331,154

通貨スワップ 5,72015,64910,2675,72015,64910,267

先渡通貨取引 51,949 895 189 51,949 895 189

小計 57,66916,54410,45657,66816,54410,456

合計 681,809289,306273,589680,654289,306273,5891,154

25.2 先渡金融商品－公正価値

2011年12月31日 2010年12月31日

公正価値
想定元本

公正価値
想定元本

（百万ユーロ） プラス マイナス プラス マイナス

先物 1,048

通貨オプション 28 28 4,843 22 22 3,718

通貨先物

金利オプション 536 402 547 311 261 799

金利先渡契約

金利スワップ 33,941 33,3201,382,42824,27524,2901,123,506

キャップ、フロアーおよびカラー 563 484 17,917 637 456 20,006

クレジット・デリバティブ 73 73 7,878
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株式、株式・インデックスおよび

貴金属デリバティブ
18 5 2,451 155 21 3,080

小計 35,086 34,2391,408,18625,47325,1231,160,035

通貨スワップ 596 38 30,473 541 240 31,636

先渡通貨取引 4,453 4,273 38,939 3,683 3,992 53,033

小計 5,049 4,311 69,412 4,224 4,232 84,669

合計 40,135 38,5501,477,59829,69729,3551,244,704

注記26　付与および受領コミットメント

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

付与コミットメント 61,119 55,505

融資コミットメント 33,315 33,068

金融機関に対する付与コミットメント 33,296 33,049

顧客に対する付与コミットメント 19 19

　確約信用状

　　・荷為替信用状

　　・その他の確約信用状

　顧客に対するその他の付与コミットメント 19 19

保証コミットメント 27,804 22,437

金融機関 21,968 16,425

　荷為替信用状

　その他 21,968 16,425

顧客 5,836 6,012

　不動産保証 54 55

　融資保証 5 5

　その他の顧客向け保証 5,777 5,952

受領コミットメント 56,774 45,819

融資コミットメント 38,823 43,118

金融機関からの受領コミットメント 38,823 43,118

顧客からの受領コミットメント

保証コミットメント 17,951 2,701

金融機関からの受領コミットメント 17,896 2,648

顧客からの受領コミットメント 55 53

　政府機関または政府系機関から受領した保証 53 51

　受領したその他の保証 2 2

注記27　受取利息および類似収益純額

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

銀行間取引 4,194 4,284

クレディ・アグリコル内部取引 6,979 6,397

顧客との取引 422 392

債券およびその他の利付証券 2,434 1,813

マクロ・ヘッジ取引による純利益

債務証券 43 40

その他の利息収益 20 33

受取利息 14,092 12,959

銀行との取引 (4,335) (3,934)

クレディ・アグリコル内部取引 (1,185) (1,102)

顧客との取引 (6,331) (5,970)

債券およびその他の利付証券 (1,058) (859)

マクロ・ヘッジ取引による純損失 (328) (310)
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債務証券 (2,162) (1,865)

その他の利息費用 (8) (3)

支払利息 (15,407) (14,043)

受取利息および類似収益純額 (1,315) (1,084)

注記28　有価証券からの収益

（百万ユーロ）
2011年

12月31日

2010年

12月31日

売却可能有価証券 1,758 1,272

持続可能な開発貯蓄口座（LDD） 2

満期保有有価証券

その他の有価証券取引 718 539

債券からの収益 2,476 1,813

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株

式投資
3,650 2,770

売却可能有価証券および株式ポートフォリオ有価証券 19 17

その他の有価証券取引

株式からの収益 3,669 2,787

有価証券からの総収益 6,145 4,600

注記29　受取報酬および手数料純額

2011年12月31日 2010年12月31日

（百万ユーロ） 収益 費用 純額 収益 費用 純額

銀行間取引 93 (19) 74 95 (10) 85

クレディ・アグリコル内部取引 428 (977)(549) 492 (1,075)(583)

顧客との取引 (3) (3)

有価証券取引 6 (21) (15) 3 (11) (8)

先渡金融取引およびその他のオフバランス取引 (4) (4) (4) (4)

金融サービス 152 (150) 2 179 (216) (37)

手数料および報酬リスク引当金 21 (18) 3

受取（支払）報酬および手数料純額合計
 

679 (1,171)(492) 790 (1,337)(547)

注記30　売買目的勘定に係る純利益（損失）

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

有価証券取引による利益（損失） 37 50

外国為替取引および類似金融商品による利益（損失） 120 (27)

その他の先渡金融商品に係る利益（損失） (388) (83)

売買目的勘定の純利益（損失） (231) (60)

注記31　売却可能ポートフォリオおよび類似項目に係る純利益（損失）

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

売却可能有価証券

減損損失 (1,022) (341)

減損損失の戻入 685 132

損失／戻入純額 (337) (209)

売却益 18 97
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売却損 (79) (19)

売却益（損）純額 (61) 78

売却可能有価証券に係る純利益（損失） (398) (131)

株式ポートフォリオ有価証券

減損損失 (59) (7)

減損損失の戻入 35

損失／戻入純額 (24) (7)

売却益 7

売却損

売却益（損）純額 7

株式ポートフォリオ有価証券に係る純利益（損失） (17) (7)

売却可能ポートフォリオに係る純利益（損失） (415) (138)

注記32　その他の銀行業務収益および費用

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

その他の収益 16 17

ジョイント・ベンチャーの持分

チャージ・バックおよび費用の分類変更 43 63

引当金の戻入額 18

その他の銀行業務収益 59 98

その他の費用 (82) (114)

ジョイント・ベンチャーの持分 (8) (5)

チャージ・バックおよび費用の分類変更

引当金繰入額 (9)

その他の銀行業務費用 (90) (128)

その他の銀行業務収益および費用 (31) (30)

注記33　営業費用

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

従業員費用
(1)

給与 (242) (275)

社会保障費 (121) (167)

　うち：確定拠出型退職給付制度への拠出 (2) (3)

利益配分およびインセンティブ制度 (26) (29)

給与関連税 (33) (34)

従業員費用合計 (422) (505)

従業員費用のチャージ・バックおよび分類変更 129 140

従業員費用純額 (293) (365)

管理費用
(2)

収益または給与関連以外に係る税金 (46) (34)

外部サービスおよびその他の管理費用 (492) (445)

管理費用合計 (538) (479)

管理費用のチャージ・バックおよび分類変更 110 110

管理費用純額 (428) (369)

営業費用 (721) (734)

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの業務執行役員会のメンバーに対する報酬額は、2010年12月31日現在が

21百万ユーロであったのに対して、2011年12月31日現在は17百万ユーロであった。

(2) 法定監査人に支払われる報酬に関する情報は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類に対する

注記に記載されている。
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33.1 区分別の従業員数

（従業員の平均人数） 2011年12月31日2010年12月31日

マネージャー 2,799 2,791

マネージャー以外の従業員 514 542

合計 3,313 3,333

　うち：フランス 3,295 3,316

　　　　　　海外 18 17

　うち：出向中である従業員 1,082 1,151

従業員に対する自己株式の無償配分制度

2011年11月9日、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、当行従業員に対する自己株式の無償配分制

度を導入することに合意した。かかる配分は新株式の発行によって実施され、2年間の権利確定期間の後確定し

（従業員がその株式を受け取るためには対象期間が終了するまで当行の従業員であり続けなくてはならな

い。）、さらに2年間その株式を保有し続けなくてはならない。

前段の取引がクレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類に与える影響は、10％の社会保障費（IFRSに基づ

き、従業員への利得に基づき計算されかつ連結財務書類に計上される。）以外に存在しない。

注記34　リスク費用

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

引当金繰入額ならびに減損 (409) (49)

貸倒懸念貸出金および債権に係る減損 (3)

その他の引当金繰入額ならびに減損 (406) (49)

引当金および減損損失の戻入額 276 29

貸倒懸念貸出金および債権に係る減損損失の戻入額 5 1

その他の引当金および減損損失の戻入額 271 28

引当金および減損の変動 (133) (20)

貸倒債権の償却－未引当 (46)

貸倒債権の償却－引当済 (119) (3)

条件緩和債権の割引

償却された貸倒債権の回収額 3 6

その他の損失

リスク費用 (295) (17)

注記35　固定資産に係る純利益

金融投資

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

減損損失 (4,921) (1,788)

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 (4,921) (1,788)

減損損失の戻入額 125 157

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 125 157

損失／戻入額、純額 (4,796) (1,631)

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 (4,796) (1,631)
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売却益 71 2

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 71 2

売却損 (254) (206)

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 (243) (203)

株式投資による債権の損失 (11) (3)

売却益／（損）純額 (183) (204)

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期株式投資 (183) (204)

利益（損失）純額 (4,979) (1,835)

無形資産および有形固定資産

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

売却益 3

売却損

純利益（損失） 3

固定資産に係る純利益（損失） (4,979) (1,832)

注記36　法人所得税

（百万ユーロ） 2011年12月31日2010年12月31日

法人所得税
(1) 1,290 1,177

連結納税スキームに基づく税金に対する引当金繰入額純額 (89) (41)

正味残高 1,201 1,136

(1) 税務上の利益は主にクレディ・アグリコル・エス・エーが、連結納税グループの代表として、連結納税スキームの対象で

ある子会社から徴収した税金で構成される。

注記37　非協力的な国々または地域における進出

クレディ・アグリコル・エス・エーが直接または間接的に支配する事業体によって実行される投資プロジェ

クトおよび投資回収プロジェクトは、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会で定められ、当行グループ

の業務執行陣によって導入される戦略方針を遵守しなければならない。

当行グループの手順書により、クレディ・アグリコル・エス・エーの事業部門および業務サポート本部による

関与範囲の両方に関する枠組みが定められている。この手順に従い、取引から期待する経済的および財務的成果

が確実に得られるよう、グループ財務部門および戦略開発部門が助言を求められる。また、当該部門は、計画され

ている取引の適切性および当行グループの戦略方針との整合性が確実に保たれるよう取り計らう。グループ・リ

スク管理および恒常的統制部門、法令遵守部門および法務部門はすべて、それぞれの権限の範囲内で提言を行う

ことで、役割を担っている。

この原則は、個別の委員会の責任で、すべての子会社に適用され、すべての新しい商品および業務がこの原則の

対象となる。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス租税法第238-0 A条に定義されている非協力的な国々または

地域に直接的にも間接的にも進出している。

これらの事業に関する2011年12月31日現在の情報が以下に記載されている。

国名 会社名 法的形態

免許の内容

（該当する

場合）

資本持分

（％）
事業内容
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ブルネイ アムンディ・シンガポール・リミテッド ブルネイ支店 支店 73.62 支店

フィリピン

CLSA (フィリピン) Inc. 現地法人 97.77
ブローカレッジ

業務

CLSA エクスチェンジ・キャピタルInc. 現地法人 58.66投資会社

クレディ・アグリコル・CIB マニラ支店 支店 銀行業 97.77 支店

フィリピン・ディストレスド・アセッツ・アジア・パシ

フィック (SPV-AMC) 1 Inc.
現地法人 97.77減損した貸出金

の管理

フィリピン・ディストレスド・アセッツ・アジア・パシ

フィック (SPV-AMC) 2 Inc.
現地法人 62.57

減損した貸出金

の管理

上記の事業体は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの内部統制部門の監督下にあるため、「第5　

提出会社の状況－5　コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載されているように、法令遵守違反リスクの防止

および管理の点で当行グループの手順（具体的には、マネー・ロンダリングの防止およびテロ組織への資金供与

の撲滅の上で必要な手順が含まれる。）に従わなければならない。

注：本注記において使用されている非協力的な国々または地域の一覧は、2011年4月14日にフランスの経済・産

業・雇用大臣の命令により発表されたものである。

ブルネイは、未発効の税務行政執行共助条約をフランスと締結している。

（2011年7月26日付フランス税務公報第63号 14 A-7-11）

次へ
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クレディ・アグリコルの内部関係

内部資金調達構造

クレディ・アグリコルは、当行グループに固有の内部資金調達構造を複数有している。

地域金庫の当座預金口座

各地域金庫はクレディ・アグリコル・エス・エーに当座預金口座を保有し、当行グループ内の内部金融取引に

よって生じる資金移動を記録する。かかる口座は貸方または借方残高となり、「クレディ・アグリコル内部取引

－当座勘定」の項目として貸借対照表に計上され、特定の勘定科目である「金融機関に対する貸出金および債

権」または「銀行に対する債務」のいずれかに組み入れられる。

特別貯蓄口座

特別貯蓄口座（一般的な貯蓄口座、持続可能な開発に係る通帳式口座（Livret de développement durable

（LDD））、住宅購入に関する貯蓄制度および貯蓄口座、一般的な貯蓄計画、若者向け通帳式口座ならびにLivret

A通帳式貯蓄口座）にて保有される資金は、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり地域金庫が受け入れる。

これらの資金は、強制的にクレディ・アグリコル・エス・エーに送金される。クレディ・アグリコル・エス・

エーは、これらの資金を「顧客勘定」として貸借対照表に計上する。

定期預金および貸付金

地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり、貯蓄資金（預金通帳口座、債券、特定の定期預金口

座および関連する口座等）を受け入れる。これらの資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金され、かか

る項目で同社の貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座ならびに定期預金および貸付金は、クレディ・アグリコル・エス・エーから地域金庫への「貸付

金」（融資）に利用され、地域金庫はこれを中長期融資の資金源とすることができる。

4度にわたる内部財務改革が相次いで実施された。これらの改革により、満期および金利が受け入れた貯蓄資金

と正確に一致する「ミラー貸付金」を経由して、地域金庫が受け入れた資金の一定割合（当初15％、25％、次に

33％、最終的に50％（2001年12月31日以降有効））の「貸付金」（融資）の形で、資金を地域金庫に還元するこ

とが可能となった。かかる資金は地域金庫がその裁量で自由に使用することができる。

2004年1月1日以降、受け入れた（かつミラー貸付金を経由して還元されなかった）資金の集中管理によって発

生した利鞘は、地域金庫とクレディ・アグリコル・エス・エーとで分け合われ、再調達モデルを使用しかつ市場

金利を適用して決定される。

さらに、2004年1月1日以降に設定され、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の金融関係に適

用される分野に該当する新規融資の50％は、クレディ・アグリコル・エス・エーと市場金利で取引される貸付金

の形で、借換えを行うことができる。

したがって、現在、2004年1月1日より前の金融規則に従った貸付金と新規則に従った貸付金の2種類の貸付金が

存在する。

クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、地域金庫が利用することができる追加の資金提供を市場金利で行

うことがある。

地域金庫の余剰資金の移転

地域金庫は、貨幣性預金（要求払い預金、集中管理されない定期預金および譲渡性預金）を、それらの顧客への

融資に使用することができる。余剰資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金されなければならず、「ク
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レディ・アグリコル内部取引」の項目で当座預金口座または定期預金口座に計上される。

地域金庫の余剰資本のクレディ・アグリコル・エス・エーへの投資

地域金庫の利用可能な余剰資本は、銀行間短期金融市場取引とすべての点で同じ条件による3年から10年満期

の商品の形で、クレディ・アグリコル・エス・エーに投資されることがある。

外貨建て取引

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス銀行に対して地域金庫を代表し、外貨建て取引を集中的に管

理する。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された中長期債

これらは、主に、市場に売り出されるか、または地域金庫から顧客に販売される。これらは、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーにより、発行される証券の種類により「債務証券」または「劣後債務」のいずれかの項目で負債

計上される。

流動性リスクおよびソルベンシー・リスクのヘッジ

2001年度に、クレディ・アグリコル・エス・エーの新規株式公開に先立ち、CNCA（後にクレディ・アグリコル

・エス・エーとなった。）は、地域金庫との間で、クレディ・アグリコル・グループ内の内部関係を管理する契約

を締結した。とりわけ、この契約は、困難な状況にある関連会社を支援することでクレディ・アグリコル・エス・

エーが中核としてのその役割を果たすことができるようにするために、流動性リスクおよびソルベンシー・リス

クを管理する基金（FRBLS）の設立を定めたものであった。かかる契約の主な規定は、2001年10月22日にクレディ

・アグリコル・エス・エーが証券取引委員会に提出した登録書類（R.01-453）の第3章に記載されている。

さらに、1988年にCNCAが相互会社として再編されて以来、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーが支

払不能または同様の財政難に陥った場合に債権者が被り得る損失を補填することを約束している。かかる保証に

基づく地域金庫のコミットメントは、地域金庫の資本金および剰余金の合計と同額である。

クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の資本関係

クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の資本関係は、クレディ・アグリコル・エス・エーの新

規株式公開に先立ち当事者間で締結された契約により規定されている。

かかる契約の規定に基づき、地域金庫は、それらが100％所有する持株会社であるSASリュ・ラ・ボエスィを通

じてクレディ・アグリコル・エス・エーに対して支配力を行使している。SASリュ・ラ・ボエスィの目的は、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの株式および議決権を常に50％以上所有するために十分な株式を所有すること

である。

また、かかる契約に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーは、各地域金庫（100％所有するコルシカ地域

金庫を除く。）の株式の約25％を直接所有している。

かかる所有は、協同組合証券（CCA）および協同投資証券（CCI）の所有という形態である。これらの証券は両

方とも、当行の存続期間と同じ期間にわたり発行され、保有者に対し、その表章する株式資本の額に比例して当行

の純資産に係る権利を与える、無議決権株式である。

クレディ・アグリコル・ネットワークの中核であるクレディ・アグリコル・エス・エーはまた、各地域金庫の

相互株式1株を有し、これにより加入者としての地位を有している。

これらの取決めにより、クレディ・アグリコル・ネットワークの中核であるクレディ・アグリコル・エス・

エーは、地域金庫について持分法を適用した計上を行うことができる。
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関連当事者

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループに関連する当事者は、全部連結、比例連結または持分法適用の

会社および当行グループの上級業務執行役員である。

クレディ・アグリコルの内部資金調達構造に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の

取引は貸借対照表および損益計算書において内部取引として示される（注記6.5、4.1および4.2）。

その他の株主間契約

公開が義務付けられており上場会社に関係する株主間契約は、以下に記載のとおりである。

クレディ・アグリコル・エス・エーによるインテーザ・サンパオロに関する契約の終了

2010年12月16日に開催されたクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会後、クレディ・アグリコル・エス

・エーは、インテーザ・サンパオロの監督委員会代表を可能にしていたメカニズムを終了させることを発表し

た。この代表は、2010年2月17日にインテーザ・サンパオロとの間で締結した契約によるもので、2011年6月30日ま

でに終了する予定であった。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、インテーザ・サンパオロに対するその株式持分の残高を2011年半ばま

でに売却することをイタリアの当局に約束していたが、短期間で当該会社に対する株式持分を売却する手続をま

だ開始していない。かかる売却を見込んで、同社は、このイタリアの銀行の監督委員会代表の権利を放棄した。か

かる決定により、財務書類に対する注記2.2に記載のとおり、クレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類にお

けるインテーザ・サンパオロ・エス・ピー・エーに対する4.79％の持分（4.99％の議決権を伴う。）が、株式投

資の区分から売却可能金融資産の区分へと分類変更された。

2010年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーに関するその他の契約は公開されていないかまたは

存在していない。

連結貸借対照表に影響を与える被支配会社との関係

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの会社の一覧が連結財務書類の注記12に記載されている。報告

期間末の全部連結会社との間の取引および残高は、連結手続きの中で全額相殺消去されている。したがって、当行

グループの連結財務書類は、その他の株主が保有する持分の範囲における、全部連結会社との取引および比例連

結会社との取引によってのみ影響される。

2010年12月31日現在の連結貸借対照表におけるこれに相当する主要な残高は、ニューエッジ、UBAF、メナフィナ

ンス、FGAキャピタルおよびフォルソ・グループに関する次の金額である。金融機関に対する貸出金および債権：

3,966百万ユーロ、顧客に対する貸出金および債権：1,592百万ユーロ、銀行に対する債務：3,502百万ユーロ。

これらの取引は、2010年12月31日に終了した年度の損益計算書に重大な影響を与えなかった。

退職、早期退職および退職給付金の管理：当行グループ内の内部ヘッジ契約

会計方針に関する項（注記1.3）に記載されているとおり、従業員は、以下の給付を含む様々な種類の退職後給

付を付与される。

・退職給付金

・「確定拠出」制度または「確定給付」制度による年金制度

これに関する債務は、クレディ・アグリコル・グループの生命保険会社であるプレディカとの団体保険契約に

より部分的に積み立てられている。
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かかる団体保険契約は、以下を定めている。

・雇用主が退職給付金または年金給付を補償するのに十分な資金を確保するために行った拠出金を投資するた

めのミューチュアル・ファンドを保険会社が設定すること。

・保険会社が資金を管理すること。

・受取人に対して様々なプランに基づく給付金を支払うこと。

退職後給付に関する情報は、注記7「従業員給付およびその他の報酬」の7.3項および7.4項に記載されている。

上級経営陣との関係

上級経営陣の報酬に関する詳細は、注記7「従業員給付およびその他の報酬」の7.7項に記載されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーとその上級経営陣、それらの家族またはそれらが支配する会社との間で行

われ、かつ当行グループの連結範囲に含まれていない重要な取引はない。

(2)連結財務書類

（i） 損益計算書

2010年12月31日 2009年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 4.1 32,3744,153,908 35,3464,535,245 

支払利息および類似費用 4.1 (17,480)(2,242,859)(21,056)(2,701,695)

受取報酬および手数料 4.2 10,7751,382,540 9,7981,257,181 

支払報酬および手数料 4.2 (5,879)(754,334)(5,022)(644,373)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係

る純利益／（損失）
4.3 2,300295,113 4,883626,538 

売却可能金融資産に係る純利益／（損失） 4.4, 6.4 3,147403,792 172 22,069 

その他の業務収益 4.5 30,6843,937,064 26,4503,393,800 

その他の業務費用 4.5 (35,792)(4,592,472)(32,629)(4,186,627)

銀行業務純収益 20,1292,582,752 17,9422,302,138 

営業費用
4.6, 7.1,

7.4, 7.6
(12,448)(1,597,203)(11,516)(1,477,618)

有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却

費および減損
4.7 (739)(94,821)(666)(85,454)

営業総利益 6,942890,728 5,760739,066 

リスク費用 4.8 (3,777)(484,627)(4,689)(601,646)

営業利益 3,165406,101 1,071137,420 

持分法適用会社の利益持分 2.3 65
(6) 8,340 847 108,679 

その他の資産の処分に係る純利益／（損失） 4.9 (177)
(3) (22,711)67

(1) 8,597 

のれんの変動額 2.6 (445)
(4) (57,098)(486)

(4)
 (62,359)

税引前利益 2,608334,632 1,499192,337 

法人所得税 4.10 (877)(112,528)(211)(27,073)

非継続事業または売却目的保有事業からの税引後

利益
21 2,695 158

(2) 20,273 

当期純利益 1,752224,799 1,446185,536 

少数株主持分利益 489 62,744 321 41,188 

当期純利益－当行グループの持分 1,263162,056 1,125144,349 

1株当たり利益
(5) 6.17

0.540

ユーロ

69

円

0.499

ユーロ

64

円

希薄化後1株当たり利益
(5) 6.17

0.540

ユーロ

69

円

0.499

ユーロ

64

円

(1) 主に、エンポリキの支店の処分益（40百万ユーロ）、地域金庫の子会社へのCPRオンラインの売却による利益（15.8百

万ユーロ）およびPFIの処分益（5百万ユーロ）からなる。

(2) クレディ・デュ・セネガル、ユニオン・ガボネーズ・デュ・バンク、ソシエテ・イヴォワリエンヌ・デュ・バンクおよ
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びクレディ・デュ・コンゴの処分に係る純利益145百万ユーロならびに西アフリカのリテール・バンキング・ネット

ワークに係る税引後純利益13百万ユーロを含む。

(3) 主に、インテーザ・サンパオロの有価証券の処分益からなる。

(4) 主に、エンポリキに係るのれんの減損からなる。

(5) 非継続事業からの純利益を含む利益である。

(6) インテーザ・サンパオロの連結除外による影響純額-1,243百万ユーロを含む。

(ⅱ) 包括利益計算書

2010年12月31日 2009年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

為替換算調整勘定に係る利益／（損失） 129 16,552 (43) (5,517)

売却可能有価証券に係る利益／（損失） (890)(114,196)2,657340,920 

ヘッジ手段のデリバティブに係る利益／（損失） (101)(12,959) (85)(10,906)

退職給付に係る数理計算上の差益／（差損） (32) (4,106) 　

その他の包括利益／（損失）、持分法適用会社を除

く当行グループの持分
(894)(114,709)2,529324,496 

持分法適用会社のその他の包括利益／(損失)の持分
(1)

(102)(13,088) 72 9,238 

その他の包括利益／（損失）合計、当行グループの

持分
4.11 (996)(127,797)2,601333,734 

当期純利益－当行グループの持分 1,263162,056 1,125144,349 

当期純利益およびその他の包括利益、当行グループ

の持分
267 34,259 3,726478,083 

当期純利益およびその他の包括利益、少数株主持分 534 68,518 361 46,320 

当期純利益およびその他の包括利益 801 102,776 4,087524,403 

(1) 「持分法適用会社のその他の包括利益の持分」は、クレディ・アグリコル・エス・エーの利益剰余金に含まれている。

金額は、税引後で開示されている。

(ⅲ) 貸借対照表－資産

2010年12月31日 2009年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金および中央銀行預け金 6.1 29,3253,762,691 34,7324,456,463 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 3.1, 6.2 413,65653,076,201 427,02754,791,834 

ヘッジ手段のデリバティブ
3.1, 3.2,

3.4
23,5253,018,493 23,1172,966,142 

売却可能金融資産 6.4, 6.6 225,75728,966,881213,55827,401,627 

金融機関に対する貸出金および債権
3.1, 3.3,

6.5, 6.6
363,84346,684,695 338,42043,422,670 

顧客に対する貸出金および債権
3.1, 3.3,

6.5, 6.6
383,24649,174,294 362,34846,492,872 

金利ヘッジ・ポートフォリオに係る再評価調整 4,867624,485 4,835620,379 

満期保有金融資産 6.6, 6.8 21,3012,733,131 21,2862,731,207 

当期税金資産および繰延税金資産 6.10 7,731991,965 6,084780,638 

未収収益、前払金およびその他の資産 6.11 70,5349,050,218 76,4859,813,790 

売却目的保有非流動資産 6.12 1,581202,858 598 76,729 

繰延利益分配 6.15 1,496191,952 

持分法適用会社に対する投資 2.3 18,1112,323,822 20,0262,569,536 

投資不動産 6.13 2,651340,150 2,658341,048 

有形固定資産 6.14 5,202667,469 5,043647,067 

無形資産 6.14 1,743223,644 1,693217,229 

のれん 2.6 18,9602,432,758 19,4322,493,320

資産合計 1,593,529204,465,7061,557,342199,822,552
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(ⅳ) 貸借対照表－負債および株主持分

2010年12月31日 2009年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

中央銀行からの預り金 6.1 770 98,799 1,875 240,581 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 6.2 343,58644,085,520 366,31947,002,391 

ヘッジ手段のデリバティブ 3.2, 3.425,6193,287,174 24,5433,149,112 

銀行に対する債務 3.3, 6.7154,56819,832,620 133,79717,167,493 

顧客に対する債務
3.1, 3.3,

6.7
501,36064,329,502 464,08059,546,105 

債務証券
3.2, 3.3,

6.9
170,33721,855,940 179,37023,014,965 

金利ヘッジ・ポートフォリオに係る再評価調整 1,838 235,834 1,889 242,378 

当期税金負債および繰延税金負債 6.10 2,453 314,744 1,430 183,483 

未払費用、繰延収益およびその他の負債 6.11 65,5188,406,615 73,6589,451,058 

売却目的保有非流動資産に係る負債 6.12 1,472 188,872 582 74,676 

保険契約に係る責任準備金 6.15 230,88129,624,341 214,45527,516,721 

引当金 6.16 4,492 576,369　4,898 628,462　

劣後債務
3.2, 3.3,

6.9
38,4864,938,139 38,4824,937,625 

負債合計 1,541,380197,774,468 1,505,378193,155,051 

株主持分 52,1496,691,238 51,9646,667,501 

株主持分、当行グループの持分 45,6675,859,533 45,4575,832,588 

資本金および資本剰余金 29,1023,734,078 28,3323,635,279 

利益剰余金 15,0781,934,658 14,8681,907,713 

その他の包括利益 224 28,741 1,132 145,247 

当期利益 1,263 162,056 1,125 144,349 

少数株主持分 6,482 831,705 6,507 834,913 

負債および株主持分合計 1,593,529204,465,706 1,557,342199,822,552 
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(ⅴ) 株主持分変動計算書

（百万ユーロ）

資本金および剰余金 資本金および

利益剰余金、当

行グループの

持分

その他の包括

利益
(4)

当期純利益、当

行グループの

持分

株主持分

合計、

当行グループ

の持分 少数株主持分 株主持分合計資本金

資本剰余金

および

利益剰余金
(1)

自己株式の

消却

2009年1月1日現在の株主持分 6,679 37,013 (564) 43,128 (1,397) 41,731 5,605 47,336

増資 280 569 849 849 849

保有自己株式の変動 2 2 2 2

2009年度に支払った配当金 (998) (998) (998) (394) (1,392)

地域金庫および子会社からの受取配当金 140 140 140 140

取得および処分による少数株主持分への影響 (96) (96) (96) 644 548

株式報酬に関連する変動 27 27 27 27

株主との取引に関連する変動 280 (356) (76) (76) 250 174

その他の包括利益の変動 2,529 2,529 40 2,569

持分法適用会社の資本の変動に対する持分
(3) 46 46 46 46

2009年度の当期純利益 1,125 1,125 321 1,446

その他の変動 102 102 102 291 393

2009年12月31日現在の株主持分 6,959 36,805 (564) 43,200 1,132 1,125 45,457 6,507 51,964

2009年度の利益処分 1,125 1,125 (1,125)

2010年1月1日現在の株主持分 6,959 37,930 (564) 44,325 1,132 45,457 6,507 51,964

増資
(2) 246 478 724 724 724

保有自己株式の変動 (38) 47 9 9 9

2010年度に支払った配当金 (1,044) (1,044) (1,044) (368) (1,412)

地域金庫および子会社からの受取配当金 151 151 151 151

取得および処分による少数株主持分への影響 (39) (39) (39) (142) (181)

株式報酬に関連する変動 47 47 47 1 48

株主との取引に関連する変動 246 (445) 47 (152) (152) (509) (661)

その他の包括利益の変動 (894) (894) 45 (849)

持分法適用会社の資本の変動に対する持分
(3) (95) (95) (95) (95)

2010年度の当期純利益 1,263 1,263 489 1,752

その他の変動 102 102 (14) 88 (50) 38

2010年12月31日現在の株主持分 7,205 37,492 (517) 44,180 224 1,263 45,667 6,482 52,149

(1) 自己株式の消却前の利益剰余金。

(2) クレディ・アグリコル・エス・エーは、2度にわたり合計724百万ユーロの増資を行い、うち478百万ユーロ（発行費用控除後）を資本剰余金に計上した（注記6.17参照）。

(3) 「持分法適用会社の資本の変動に対する持分」の項目は、注記4.11に記載されている、持分法適用会社のその他の包括利益の変動に対する持分を含んでおり、その金額は、2010年

12月31日現在は-102百万ユーロ、2009年12月31日現在は72百万ユーロであった。

（百万円）

資本金および剰余金

資本金および利

益剰余金、当行グ

ループの持分

その他の包括

利益
(4)

当期純利益、当

行グループの

持分

株主持分

合計、

当行グループ

の持分 少数株主持分 株主持分合計資本金

資本剰余金

および

利益剰余金
(1)

自己株式の

消却

2009年1月1日現在の株主持分 856,982 4,749,138(72,367)5,533,754(179,249) 5,354,505719,1786,073,682

増資 35,927 73,008 108,935 108,935 108,935

保有自己株式の変動 257 257 257 257
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2009年度に支払った配当金 (128,053) (128,053) (128,053)(50,554)(178,608)

地域金庫および子会社からの受取配当金 17,963 17,963 17,963 17,963

取得および処分による少数株主持分への影響 (12,318) (12,318) (12,318)82,632 70,314

株式報酬に関連する変動 3,464 3,464 3,464 3,464

株主との取引に関連する変動 35,927 (45,678) (9,752) (9,752)32,078 22,326

その他の包括利益の変動 324,496 324,496 5,132 329,628

持分法適用会社の資本の変動に対する持分
(3) 5,902 5,902 5,902 5,902

2009年度の当期純利益 144,349144,349 41,188 185,536

その他の変動 13,088 13,088 13,088 37,338 50,426

2009年12月31日現在の株主持分 892,909 4,722,450(72,367)5,542,992145,247144,3495,832,588834,9136,667,501

2009年度の利益処分 144,349 144,349 (144,349)

2010年1月1日現在の株主持分 892,909 4,866,798(72,367)5,687,341145,247 5,832,588834,9136,667,501

増資
(2) 31,564 61,332 92,896 92,896 92,896

保有自己株式の変動 (4,876) 6,031 1,155 1,155 1,155

2010年度に支払った配当金 (133,956) (133,956) (133,956)(47,218)(181,174)

地域金庫および子会社からの受取配当金 19,375 19,375 19,375 19,375

取得および処分による少数株主持分への影響 (5,004) (5,004) (5,004)(18,220)(23,224)

株式報酬に関連する変動 6,031 6,031 6,031 128 6,159

株主との取引に関連する変動 31,564 (57,098)6,031 (19,503) (19,503)(65,310)(84,813)

その他の包括利益の変動 (114,709) (114,709)5,774 (108,935)

持分法適用会社の資本の変動に対する持分
(3) (12,189) (12,189) (12,189) (12,189)

2010年度の当期純利益 162,056162,056 62,744 224,799

その他の変動 13,088 13,088 (1,796) 11,291 (6,416) 4,876

2010年12月31日現在の株主持分 924,474 4,810,599(66,336)5,668,73628,741162,0565,859,533831,7056,691,238

(1) 自己株式の消却前の利益剰余金。

(2) クレディ・アグリコル・エス・エーは、2度にわたり合計92,896百万円の増資を行い、うち61,332百万円（発行費用控除後）を資本剰余金に計上した（注記6.17参照）。

(3) 「持分法適用会社の資本の変動に対する持分」の項目は、注記4.11に記載されている、持分法適用会社のその他の包括利益の変動に対する持分を含んでおり、その金額は、2010年

12月31日現在は-13,088百万円、2009年12月31日現在は9,238百万円であった。

利益剰余金には、主に未分配利益、IFRSの初度適用により生じた金額および連結調整額が含まれる。

株主持分から控除し、損益計算書に振り替えた金額のうちキャッシュ・フロー・ヘッジに関連するものは、銀行業務純収益に計上されている。

次へ
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(ⅵ) キャッシュ・フロー計算書

当キャッシュ・フロー計算書は、間接法を用いて表示されている。

営業活動は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの収益生成活動から生じたキャッシュ・インフ

ローおよびキャッシュ・アウトフローの影響を示している（満期保有有価証券に分類される資産に係るものを

含む。）。

税金に係るインフローおよびアウトフローはすべて、営業活動に含まれている。

投資活動は、連結会社および非連結会社に対する投資、有形固定資産ならびに無形資産の購入および売却に係

るキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローの影響を示している。このセクションには、売却可

能有価証券に分類される戦略的投資が含まれる。

財務活動は、株主持分および長期借入金に係るキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローの

影響を示している。

現金および現金同等物純額には、現金、中央銀行預け金および預り金ならびに銀行に対する要求払預け金およ

び預り金が含まれる。

2010年12月31日 2009年12月31日

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前利益 2,608 334,632 1,499 192,337 

有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減

損
1,025 131,518 959 123,049 

のれんおよびその他の固定資産の減損 445 57,098 486 62,359 

減価償却繰入額、償却繰入額および減損損失額 2,253 289,082 3,463 444,338 

持分法適用会社の利益持分 (65) (8,340) (847)(108,679)

投資活動による純利益 197 25,277 (124) (15,910)

財務活動による純利益 4,487 575,727 (953)(122,279)

その他の変動 213 27,330 8 1,026 

税引前利益に含まれる非現金項目およびその他の調整項目合

計
8,5551,097,692 2,992 383,904 

銀行間項目の変動 (7,231)(927,810)(44,752)(5,742,129)

顧客項目の変動 11,5141,477,361 33,0444,239,876 

金融資産および金融負債の変動 (43,129)(5,533,882)　(8,169)(1,048,164)　

非金融資産および非金融負債の変動 17,5132,247,093 17,6642,266,468 

持分法適用会社からの配当金受取額
(1) 394 50,554 345 44,267 

法人所得税支払額 (1,391)(178,479)(1,557)(199,779)

営業活動において使用された資産および負債の減少／（増

加）純額
(22,330)(2,865,162)(3,425)(439,462)

営業活動による現金収入／（支出）純額合計[A] (11,167)(1,432,838)1,066 136,778 

株式投資の変動
(2) 112 14,371 (856)(109,833)

有形固定資産および無形資産の変動 (921)(118,174)(923)(118,430)

投資活動による現金収入／（支出）純額合計[B] (809)(103,803)(1,779)(228,263)

株主から受け取った／（に支払った）現金
(3) (1,021)(131,005)(305) (39,135)

財務活動によるその他の現金収入／（支出）
(4) (173) (22,198)(7,110)(912,284)

財務活動による現金収入／（支出）純額合計[C] (1,194)(153,202)(7,415)(951,419)

現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響[D] 1,511 193,876 (449) (57,611)

現金および現金同等物の増加／（減少）純額[A＋B＋C＋D] (11,659)(1,495,966)(8,577)(1,100,515)

現金および現金同等物期首残高 45,1205,789,347 53,6976,889,862 

現金および中央銀行預け金の残高純額
* 32,9764,231,151 48,7286,252,290 

銀行間要求払残高純額
** 12,1441,558,197 4,969 637,572 

現金および現金同等物期末残高 33,4614,293,381 45,1205,789,347 

現金および中央銀行預け金の残高純額
* 28,8783,705,336 32,9764,231,151 

銀行間要求払残高純額
** 4,583 588,045 12,1441,558,197 
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現金および現金同等物純額の変動 (11,659)(1,495,966)(8,577)(1,100,515)

*   注記6.1記載の、経過利息を除いた「現金および中央銀行預け金」の残高純額（売却目的保有事業に再分類された事業体

の現金を含む。）から構成されている。

**  注記6.5記載の「銀行間預け金」および「コールローン」ならびに注記6.7記載の「銀行間預金」および「コールマ

ネー」（経過利息を除き、クレディ・アグリコル内部取引を含む。）の残高から構成されている。

(1) 2010年度について、この金額には、特に、地域金庫からの配当金257百万ユーロ、インテーザ・サンパオロからの配当金49

百万ユーロおよびバンク・サウジ・フランシからの配当金28百万ユーロが含まれる。

(2) この項目は、株式投資の取得または処分による現金に対する正味の影響額を表している。これらの外部取引の詳細は注記

2.2に記載されている。2010年度における連結された株式投資（子会社および持分法適用会社）の取得または処分による

当行グループの現金に対する正味影響額は165百万ユーロであり、特に、インテーザ・サンパオロ株式の追加売却による

232百万ユーロおよびバンキンター株式の追加取得による-39百万ユーロに関係している。

　　同期間において、非連結株式持分の取得または処分による当行グループの現金に対する正味の影響額は-55百万ユーロで

あった。これは主に、SCIカルプ・ディアンの株式の取得による-57百万ユーロによるものであったが、アティジャリワ

ファ銀行の株式の売却による65百万ユーロにより相殺されている。

(3) 株主から受け取った／（に支払った）現金には、クレディ・アグリコル・エス・エーが2010年度に行った株主への配当

金支払による-707ユーロ、クレディ・アグリコル・エス・エーにおける従業員株式発行による109百万ユーロ、少数株主

が引き受けたエンポリキの増資による49百万ユーロ、ならびにカリクシスおよびエデラーの少数株主への資本の返還に

よるそれぞれ-153百万ユーロおよび-80百万ユーロが含まれる。

(4) 2010年度中、債券の発行額は1,577百万ユーロであった。劣後借入債務の発行額は、2,686百万ユーロであった。

(3) 連結財務書類に対する注記

注記1　会計原則ならびに会計処理方法、評価および見積り

1.1　適用された基準および比較可能性

EC規則第1606/2002号に従い、年次財務書類は、2010年12月31日現在で適用される、欧州連合が採用した

IAS/IFRSの基準およびIFRICの解釈指針（「カーブアウト」版）に準拠して作成されており、マクロ・ヘッジ会

計に関してIAS第39号の一定の適用免除規定を利用している。

これらの基準および解釈指針は、以下の欧州委員会のホームページで閲覧可能である。

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_en.htm 

当該基準および解釈指針は、2009年12月31日に終了した年度の当行グループの財務書類で適用されたものと同

一である。ただし、確定給付制度の退職給付に係る数理計算上の差異の認識方法を除く。IAS第19号に従い、確定給

付制度に係る数理計算上の差異は、以下のいずれかにより認識することができる。

・全額を損益計算書に認識する。

・「回廊」アプローチに従って算定した部分を損益計算書に認識する。

・全額をその他の包括利益に認識する。

2009年12月31日まで、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、数理計算上の調整額を当該期間の純

損益に計上していた。

他社が適用した原則とより比較可能な情報を提供するために、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ

は、その全額を「資本に直接認識された未実現利益および損失」に計上することを決定した。この方法は、2010年

1月1日より、すべての年金制度に永続的かつ恒常的に適用されている。

この会計処理の選択の変更は、IAS第8号に準拠しており、遡及的に適用されている。

2009年12月31日現在の年次財務書類に適用された基準および解釈指針は、2010年12月31日現在で欧州連合に

よって採用されたIFRSの規定によって補足されており、2010年度から適用されなければならない。当該基準およ

び解釈指針には、以下が含まれる。
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基準、修正または解釈指針

欧州連合による

公表日

適用開始日

（以下の日に開始す

る事業年度）

支配の喪失を伴う売却計画の対象となる子会社に関する、IFRS第5

号を修正する年次改善、および関連するIFRS第1号の修正

2009年1月23日

（EC 70/2009）

2010年1月1日

連結財務書類および個別財務書類に関する、改訂IAS第27号 2009年6月3日

（EC 494/2009）

2010年1月1日

企業結合に関する、改訂IFRS第3号 2009年6月3日

（EC 495/2009）

2010年1月1日

適格なヘッジ対象に関する、IAS第39号の修正（金融商品のインフ

レーション部分に対するヘッジ会計の適用を明確にしている。）

2009年9月15日

（EC 839/2009）

2010年1月1日

国際基準の初度適用に関する、改訂IFRS第1号 2009年11月25日

（EC 1136/2009）

および

2010年6月23日

（EC 550/2010）

2010年1月1日

2010年3月23日付規則（EU 243/2010）により9つの基準および2つ

の解釈指針を改善し明確化する年次改善

2009年3月23日2010年1月1日

株式報酬に関する、IFRS第2号の修正（IFRIC第8号およびIFRIC第11

号の解釈指針を置き換えるものとなる。）

2009年3月23日

（EU 244/2010）

2010年1月1日

当行グループの事業に関係しないサービス委譲に関する、IFRIC第

12号の解釈指針

2009年3月25日

（EU 254/2009）

2010年1月1日

在外営業活動体に対する純投資のヘッジに関する、IFRIC第16号の

解釈指針

2009年6月4日

（EU 460/2009）

2010年1月1日

IAS第11号「工事契約」およびIAS第18号「収益」で扱われている

不動産建設の契約に関する、IFRIC第15号の解釈指針

2009年7月22日

（EC 636/2009）

2010年1月1日

所有者に対する非現金資産の分配に関する、IFRIC第17号の解釈指

針

2009年11月26日

（EC 1142/2009）

2010年1月1日

当行グループの事業に関係しない顧客からの資産の移転に関する、

IFRIC第18号の解釈指針

2009年11月27日

（EC 1164/2009）

2010年1月1日

インテーザ・サンパオロに対する重要な影響力の喪失による影響を除き、これらの新たな規定の適用による当

期の利益および純資産への重要な影響はなかった。

2010年1月1日より、取得事業に対する改訂後のIAS第27号およびIFRS第3号を将来に向かって適用することで、

当行グループの会計処理方法に変更が生じた。主な論点は以下のとおりである。

・少数株主持分の当初測定：取得企業の選択により、以下の2つの方法のいずれかより算定される。

- 取得日の公正価値

- 被取得企業の識別可能な資産および負債に対する持分につき再評価した公正価値

　この選択は、企業結合ごとに行われる。当行グループは、2010年の年次改善に関する改訂IFRS第3号の修正の早期

適用を選択した。かかる修正において、この選択は、株主が保有するすべての資本性金融商品に適用されない

が、現在の出資であり、かつ清算された場合に純資産に対する持分を得る権利が与えられる資本性金融商品に

適用される旨記載されている。
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・取得費用：のれんに計上することはできず、全額費用として計上しなければならない。取引の実現可能性が高

い場合、取得費用は「その他の資産に係る純利益／（損失）」に計上され、そうでない場合には「営業費用」

に計上される。

・一定の取引は企業結合とは別に計上されなければならないこと

・段階的取得、または支配の喪失を生じさせる部分売却の会計処理方法

・金融商品である場合の価格調整条項のIAS第39号に従った配分

なお、基準および解釈指針の当期における適用が任意である場合には、別途記載のない限り当行グループでは

適用していない。これには、以下のものが該当する。

基準、修正または解釈指針

欧州連合による

公表日

強制適用日

（以下の日に開始す

る事業年度）

株主割当で発行された新株予約権の分類に関する、IAS第32号の修

正

2009年12月23日

（EU 1293/2009）

2011年1月1日

初度適用企業について金融商品に関する比較情報の開示の免除に

関する、IFRS第1号の修正

2010年6月30日

（EU 574/2010）

2011年1月1日

国有企業の関連会社の開示に関する、IAS第24号の修正 2010年7月19日

（EU 632/2010）

2011年1月1日

確定給付制度資産の認識に関する、IFRIC第14号の修正 2010年7月19日

（EU 633/2010）

2011年1月1日

資本性金融商品による金融負債の消滅に関する、IFRIC第19号の解

釈指針

2010年7月23日

（EU 662/2010）

2011年1月1日

当行グループは、当該基準および解釈指針の適用による当期純利益または純資産への重要な影響は見込んでい

ない。

最後に、IASBが公表したが欧州連合が採用していない基準および解釈指針は、欧州連合による採用日に初めて

強制適用となり、当行グループでは2010年12月31日現在これらを適用していない。

1.2　財務書類の表示

IFRSで定める表示様式が存在しないため、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの財務書類一式（貸

借対照表、損益計算書、包括利益計算書、株主持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書）は、国家会計審

議会（CNC）の勧告第2009-R-04号で規定された様式で表示されている。

1.3　重要な会計方針

財務書類作成時における評価および見積りの使用

財務書類を作成する際に、経営者は一定の見積りを行う。かかる見積りは、その性質上、一定の仮定に基づいて

おり、将来における実現可能性に関するリスクおよび不確実性を含んでいる。

実際の結果は、以下を含む（ただし、これらに限定されない。）多くの要素により影響を受けることがある。

・フランス国内市場および国際市場の動向

・金利および為替レートの変動
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・特定の業界または国における経済的および政治的状況

・規則または法律の変更

このリストは、すべてを網羅するものではない。

仮定に基づく会計上の見積りは、主に以下の評価において使用される。

・公正価値で測定する金融商品

・非連結会社に対する投資

・年金制度およびその他の退職給付

・ストック・オプション制度

・売却可能有価証券および満期保有有価証券の減損

・回収不能債権の減損

・引当金

・のれんの減損

・繰延税金資産

・持分法適用会社の評価

評価または見積りの使用に関する手順については、以下の該当する項目で説明している。

金融商品　（IAS第32号および第39号）

当財務書類において、金融資産および金融負債は、欧州委員会が承認したIAS第39号に従って処理されている。

当初認識時に、金融資産および金融負債は、公正価値(純損益を通じて公正価値で認識する金融商品を除き、取

引費用を含む。）で測定される。その後、金融資産および金融負債は、その分類により公正価値または実効金利法

に基づく償却原価で測定される。

公正価値は、取引の知識がある自発的な当事者の間で市場の条件で、資産が交換され、負債が決済されうる価額

である。

実効金利は、金融資産または金融負債の正味帳簿価額を計算するために、金融商品の予想残存期間（場合に

よっては、それより短い期間）にわたる将来の現金支払額または現金受取額の見積額を割引く際のレートであ

る。

有価証券

資産に分類される有価証券の分類

IAS第39号に基づき、有価証券は以下の4つの区分に分けられる。

・売買目的保有に分類される、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、および当初認識時に純損益を通じ

て公正価値で測定するものとして指定された金融資産

・満期保有金融資産

・貸出金および債権

・売却可能金融資産

売買目的保有に分類される純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、および当初認識時に純損益を通じて公

正価値で測定するものとして指定された金融資産

IAS第39号に従い、このポートフォリオは、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが有価証券を売買す

るという純粋な意図かまたは公正価値で測定するものとして指定することにより、当初認識時に純損益を通じて

公正価値で測定する金融資産として分類された有価証券で構成される。

売買目的保有に分類された、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、短期的な価格変動または裁定取
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引の利鞘から利益を得るために主に企業が取得または生成した資産である。

金融資産が、以下の3つの場合において、かかる指定が基準で規定された条件を満たせば、当初認識時に純損益

を通じて公正価値で測定するものとして指定することができる。すなわち、1つ以上の組込デリバティブを含む複

合商品がある場合、会計処理上のミスマッチを軽減する場合、または金融資産がグループで運用され、その成績が

公正価値で測定される場合である。この手法によった場合には通常、複合商品に含まれる組込デリバティブを分

離して認識・測定する必要はない。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとし

て、以下の資産を指定している。

・ユニット・リンク契約

・プライベート・エクイティ事業ポートフォリオ

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類された有価証券は、開始時に公正価値で測定される

が、これには取得に直接起因する取引費用(純損益に直接計上される。）は含まれず、経過利息が含まれる。

当該有価証券はその後、公正価値で計上され、公正価値の変動は純損益に計上される。

この区分の有価証券に対して、減損は計上されない。

シンジケーション中の売却目的保有有価証券は、「純損益を通じて公正価値で測定される金融資産」に計上さ

れ、時価評価される。

満期保有金融資産

「満期保有金融資産」の区分（満期が固定の有価証券が該当する。）には、固定または決定可能な支払金額を

有する有価証券のうち、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが満期まで保有する明確な意図と能力を

有するもので、以下に該当しないものである。

・当初認識時に、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定した有価証券

・「貸出金および債権」の区分に該当する有価証券。したがって、活発な市場で取引されない債券を「満期保有

金融資産」の区分に含めることはできない。

満期保有に分類した場合、企業は、IAS第39号において認められる場合を除き、かかる有価証券の満期前売却を

禁止する規定を遵守しなければならない。

これらの有価証券の金利リスクのヘッジは、IAS第39号に基づくヘッジ会計として認められていない。

満期保有金融資産は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む取得原価で当初認識される。

当該金融資産はその後、実効金利法を使用した償却原価(プレミアムまたはディスカウントを含む。）で測定さ

れる。

この区分の金融資産の減損に関する規定は、償却原価で測定される有価証券について「有価証券の減損」のセ

クションにおいて開示されている。

貸出金および債権

「貸出金および債権」は、固定または決定可能な支払金額が生じる、非上場金融資産から構成される。

「貸出金および債権」のポートフォリオの有価証券は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む取

得原価で当初認識される。

当該有価証券はその後、実効金利法を使用した償却原価(プレミアムまたはディスカウントの償却を含む。）で

測定され、減損の計上により修正される。

この区分の金融資産の減損に関する規定は、償却原価で測定される有価証券について「有価証券の減損」のセ

クションにおいて開示されている。
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売却可能金融資産

IAS第39号は、「売却可能金融資産」を、売却可能に指定された資産、または他のいずれにも該当しないものと

して定義している。

「売却可能有価証券」は、取得に直接起因する取引費用および経過利息を含む公正価値で当初認識される。

売却可能有価証券はその後、公正価値で測定され、その後の公正価値の変動は、その他の包括利益に計上され

る。

当該有価証券が売却された場合、これらの変動は損益計算書に振り替えられる。

固定利付証券に係るプレミアムまたはディスカウントの償却は、実効金利法を用いて損益計算書に計上され

る。

この区分の金融資産の減損に関する規定は、「有価証券の減損」のセクションにおいて開示されている。

有価証券の減損

減損は、有価証券(純損益を通じて公正価値で測定される資産を除く。）の当初認識後に発生した事象の結果と

して減損の客観的証拠がある場合に計上される。

減損の客観的証拠は、持分証券については当該有価証券の価値の長期にわたる下落もしくは著しい下落、債務

証券については回収不能のリスクに裏付けられた信用リスクの著しい悪化が該当する。

持分証券に関して、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは潜在的な減損の指標として数値基準を使

用している。この数値基準は、主に資本性金融商品の価値の30％以上の下落が6ヶ月連続で生じていることを指標

としている。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、発行体の財務的困難、短期的な見通し等のその他

の要素も考慮している。

前述の基準にかかわらず、資本性金融商品の価値に50％超の下落または3年間にわたる下落が生じた場合、クレ

ディ・アグリコル・エス・エー・グループは減損損失を認識する。

債務証券に関して、減損の基準は貸出金および債権の場合と同様である。

減損は、投資額の全部または一部を失う可能性がある場合にのみ、以下のとおりに認識される。

・償却原価で測定された有価証券については、減損勘定を使用して認識される。損失の金額は損益計算書に認識

され、その後に回復した場合には戻し入れられることがある。

・売却可能有価証券については、損失の総額がその他の包括利益から損益計算書に振り替えられる。その後に有

価証券の価格が回復した場合、債務証券に関しては状況の裏付けがあれば、過去に損益計算書に振り替えられ

た損失が戻し入れられることがある。

有価証券の認識日

クレディ・アグリコル・エス・エーは、「満期保有金融資産」および「貸出金および債権」に分類される有価

証券を決済日に計上する。種類または分類にかかわらず、その他の有価証券は約定日に認識される。

金融商品の分類変更

2008年10月に欧州連合が公表し採用したIAS第39号の修正に従い、以下の金融資産の分類変更が現在認められ

ている。

・企業が予見可能な将来においてまたは満期まで金融資産を保有する意図および能力を有している場合の「売

買目的保有金融資産」および「売却可能金融資産」の区分から「貸出金および債権」の区分への分類変更(分

類変更日においてこの区分の分類変更基準（特に、当該金融資産が活発な市場で売買されていないという基

準）を満たしていることを条件とする。）

・稀な状況において、文書化されている場合に、「売買目的保有金融資産」から「売却可能金融資産」または
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「満期保有金融資産」の区分への分類変更(分類変更日において各区分の適格性基準を満たしていることを条

件とする。）

分類変更日の公正価値は、適宜分類変更された資産の新たな取得原価または新たな償却原価となる。

IAS第39号の修正の規定に従ってクレディ・アグリコル・エス・エー・グループが実施した分類変更に関する

情報は、注記9に記載されている。

有価証券の一時的な購入および売却

IAS第39号の定義において、有価証券の一時的な売却（有価証券貸付/借入、買戻し条件付契約）は、IAS第39号

の認識の中止の条件を満たさず、担保付融資とみなされる。買戻し条件付契約に基づいて貸し付けられたかまた

は売却された資産は、貸借対照表に引き続き計上される。該当する場合には、受取額（譲受人への負債を表す。）

が貸借対照表の負債の部に計上される。買戻し条件付契約に基づいて借り入れたかまたは購入した項目は、譲受

人の貸借対照表に認識されない。その後当該項目が売却された際に、譲受人は譲渡人に対する債権に相当する支

払額を認識する。このような取引に関連する収益および費用は、純損益を通じて公正価値で認識する資産および

負債の場合を除き、時の経過に応じ純損益に計上される。

貸出業務

貸出金は、主に「貸出金および債権」の区分に計上される。IAS第39号に従って、貸出金は当初公正価値で評価

され、その後に実効金利法を使用した償却原価で評価される。実効金利は、将来の現金支払額の見積額を、当初の

貸出金の純額まで正確に割り引くレートである。かかるレートは、ディスカウントおよび実効金利の不可分な一

部である取引収益または取引費用を含む。

売買目的で保有するシンジケート・ローンは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類され、

時価評価される。

劣後ローンおよび売戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、契約相手先の種類により様々な貸出金お

よび債権の区分に含まれる。

実効金利を使用して計算された収益は、貸借対照表の貸出金および債権の適切な区分に計上され、損益計算書

に計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーの地域金庫に対する貸出金は、地域金庫が行う当該顧客に対する貸出金に

ついて、クレディ・アグリコル・エス・エーの直接的なリスクにはならない。ただし、地域金庫の財務健全性につ

いては、潜在的に間接的なリスクとなる。地域金庫に対する貸出金について引当金を設定していない。

減損した貸出金および債権

IAS第39号に従って、「貸出金および債権」に計上された貸出金は、貸出金の回収の際に1つ以上の損失事象が

発生した場合に減損していると考えられる。減損している「貸出金および債権」が識別された場合、減損につい

て個別にまたは集合的に評価される。予測可能な損失は、貸出金の帳簿価額（償却原価）と、当初の実効金利で割

り引いた見積将来キャッシュ・フローの合計額との差異である減損、または顧客の債務不履行により条件変更し

た貸出金に係るディスカウントの形で認識され、評価される。

以下の区分がなされる。

・減損について個別に評価される貸出金：減損損失の対象となる貸出金および顧客の債務不履行により条件変

更されて割り引かれている貸出金である。

・減損について集合的に評価される貸出金：減損について個別に評価されない貸出金である。これに対する減損

は、類似の信用リスク特性を示す同一の種類の貸出金ごとに評価される。これは特に、延滞貸出金に関係する。

延滞貸出金は、返済期日が過ぎているが、個別に減損していない貸出金（ウォッチリスト区分の一部である。）
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から構成される。

減損損失の割引および見積りは、特に事業または業界に関連する複数の要素に基づいて行われる。将来の信用

リスクの評価が現在の見積りと著しく異なる可能性があり、これにより減損金額の増額または減額が必要となる

ことがある。

オフバランスシート項目に関する潜在的損失は、引当金の設定対象となり、貸借対照表上負債として認識され

る。

回収不能リスクに関する減損損失に係る繰入額および戻入額は、リスク費用として認識され、減損の戻入れま

たは条件緩和債権のディスカウントの償却から生じた貸出金の帳簿価額の増加は、受取利息純額として認識され

る。

減損について個別に評価される貸出金

あらゆる種類の貸出金および債権について、たとえ保証されていたとしても、以下の事象の発生により信用リ

スクが識別された場合、それらは貸倒懸念債権に分類される。

・貸出金または債権が、3ヶ月（貸出金および債権の個別の特性を考慮し、モーゲージ・ローンおよび不動産リー

スについては6ヶ月、地方自治体への貸出金については9ヶ月）以上延滞している。

・貸出金または債権が延滞しているか否かにかかわらず、債務者の財政状態に識別されたリスクが存在する。

・銀行および債務者が法的手続を取っている。

貸出金1件でも減損に区分された場合、保証付であるか否かにかかわらず、当該債務者に関連するその他すべて

の貸出金およびコミットメントも「伝播」の対象とみなされ、すべてこの区分に計上される。

条件緩和貸出金が、減損した貸出金に継続して分類される場合、ディスカウントは個別には認識されず減損を

通じて認識される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、減損した貸倒債権および貸倒懸念債権について、当初の実

効金利で割り引いて、すべての予測可能な損失に対して減損を計上している。

類似の特性を有する少額の貸出金のポートフォリオについて予測可能な損失は、個別に評価する代わりに統計

による見積りが行われることがある。

債務者リスクにより当初の融資条件（金利、満期）が企業によって変更された条件緩和貸出金の場合、当該貸

出金は正常先債権の区分に分類変更され、貸出金の条件変更による債務者に対する将来キャッシュ・フローの減

少は、ディスカウントとして認識される。

貸出金の条件を変更する際に認識されたディスカウントは、リスク費用に計上される。

このディスカウントは、当初の実効金利で割り引かれた将来キャッシュ・フローの減少に相当する。

これは以下の項目間の差額に等しい。

・貸出金の元本

・（融資コミットメントの実行日に規定された）当初の実効金利で割り引かれた、条件変更後の貸出金の理論上

の将来キャッシュ・フローの合計額

減損について集合的に評価される貸出金

統計上および過去における顧客による債務不履行の実績は、個別には減損していない貸出金の一部が回収でき

ないという特定のリスクがあることを示している。その性質により個別の貸出金に配分することができないこれ

らのリスクをカバーするために、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、統計データに基づき考案さ

れたモデルを用いて算定した下記の様々な集合的減損損失を、資産額から控除する形で計上している。

・延滞しているエクスポージャーに係る減損：
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この減損損失はバーゼルⅡのモデルに基づいて計算される。

バーゼルⅡ実施の一環として、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの各企業は、IAS第39号の適用範

囲の「損失事象」の定義に合致する複数の観察基準に基づき、統計的な方法およびデータベースを使用して、1年

以内に発生が予想される損失の金額を計算している。

減損は、各債務者の格付けにおける債務不履行の発生可能性に基づいており、また経営者の経験上の判断にも

基づいている。

減損は、経営者の経験上の判断に基づき、期日までの期間に係る予想損失に基づいて計算されるが、バーゼルⅡ

のモデルに含まれていない様々な変数（1年を超える予想損失の継続ならびに経済、事業および他の状況に関連

するその他の要素等）を考慮している。

・減損について集合的に評価されるその他の貸出金：

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、業界または国に関連する減損損失等、個々の貸出金に配分

されない顧客リスクをカバーするための集合的減損引当金も計上している。この引当金は、一部回収不能となる

統計上のリスクまたは経験上のリスクを対象とした業界または地域上の分析に基づいて推定される。

助成貸出金（IAS第20号）

農業・農村部門の支援および住宅購入者の援助を行うためのフランス政府の施策に基づき、クレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループの一部の企業は、政府が定める金利で助成貸出金を供与する。政府は、これらの企業

に対して、助成金貸出金利と所定の基準金利の差額を支払う。したがって、助成貸出金に対してディスカウントは

認識されない。

助成金制度は、政府により定期的に見直される。

IAS第20号に従って、政府から受領した助成金は、「受取利息および類似収益」に計上され、当該貸出金の残存

期間にわたって繰り延べられる。

金融負債

欧州連合によって承認されたIAS第39号は、金融負債について以下の3つの区分を認識している。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融負債。このポートフォリオに係る公正価値の変動は、純損益に認識さ

れる。

・当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債。基準で規定された条件を満

たす金融負債は、以下の3つの場合に純損益を通じて公正価値での測定を指定することができる。すなわち、1つ

以上の組込デリバティブを含む複合商品がある場合、会計処理上のミスマッチを軽減する場合、または金融負

債がグループで運用され、その成績が公正価値で測定される場合である。この手法によった場合には通常、複合

商品に含まれる組込デリバティブを分離して認識・測定する必要はない。

・その他の金融負債：この区分にはその他のすべての金融負債が含まれる。これらの負債は、当初公正価値(取引

収益および取引費用を含む。）で測定され、その後、実効金利法を使用した償却原価で測定される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループによる仕組債発行は、売買目的保有として分類され、純損益を

通じて公正価値で測定する金融負債として認識される。公正価値の変動は純損益に計上される。

IAS第39号に従って、当行グループは、当行グループの新規発行債券の取得に対して専門の仲介業者が受け取る

スプレッドを参照して、公正価値で認識した仕組債発行を評価している。

金融負債または資本として分類される有価証券

負債と株主持分との区別
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負債性金融商品または金融負債は、以下を行う契約上の義務を表す。

・現金または他の金融資産の引き渡し

・潜在的に不利な条件での金融商品の交換

資本性金融商品は、企業のすべての負債を控除した後の企業に対する残余持分（純資産）を証する契約であ

る。

かかる定義に従い、地域金庫および地方金庫に対する持分は、IAS第32号およびIFRIC第2号に基づいて資本とみ

なされ、当行グループの連結財務書類においてそのように扱われている。

2009年1月21日に欧州連合が採用した改訂IAS第32号に従い、従来負債性金融商品に分類されていた一部の金融

商品について、一定の条件に基づき、資本性金融商品として分類することができる。このような金融商品として、

以下のものが挙げられる。

・発行体が発行した商品で、保有者の選択で返済されるもの

・清算時にのみ発行体の純資産に対する比例持分を保有者に引き渡す義務を発行体に課す商品

したがって、条件が満たされる場合、投資信託は今後、発行体側では資本性金融商品として分類される。

自己株式の買戻し

ストック・オプション制度をヘッジするために保有する株式を含む、クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループが買い戻した自己株式（またはストック・オプション等の同等のデリバティブ）は、金融資産の定義を満

たさず、株主持分から控除される。当該株式による損益計算書への影響は発生しない。

預金

預金はすべて、クレディ・アグリコル・グループ内での預金システムの特性にかかわらず、「顧客に対する債

務」に計上され、地域金庫で組成される預金はクレディ・アグリコル・エス・エーで一元管理される。当行グ

ループにとって、これらの預金の最終的な契約相手先は、最終顧客である。

預金は、当初公正価値で測定され、その後償却原価で測定される。

規制貯蓄商品は、その性質上、市場金利とみなされる。

注記6.16に記載のとおり、住宅購入貯蓄制度および住宅購入貯蓄勘定に対して、必要に応じて、引当金が計上さ

れている。

デリバティブ

デリバティブは、金融資産または金融負債であり、取引の開始時の公正価値で貸借対照表に認識される。売買目

的で保有されているかまたはヘッジ目的に使用されるかにかかわらず、デリバティブは各報告期間末に公正価値

で測定される。

貸借対照表上のデリバティブの価値の変動は、損益計算書に計上される(キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の

特殊な場合を除く。）。

ヘッジ会計

公正価値ヘッジでは、認識されている資産もしくは負債または未認識の確定コミットメントの公正価値の変動

に対するエクスポージャーから保護することが意図されている。

キャッシュ・フロー・ヘッジでは、認識されている資産もしくは負債に関連する金融商品（例えば、変動利付

債に係る将来の利払の全部または一部）、または実行される可能性が非常に高い予定取引に起因する将来キャッ

シュ・フローの変動に対するエクスポージャーから保護することが意図されている。

在外営業活動体に対する純投資のヘッジでは、ユーロ以外の通貨で行われた海外投資に係る為替リスクから生
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じる公正価値の下落リスクから保護することが意図されている。

ヘッジ会計を適用するためには、以下の基準が満たされなければならない。

・ヘッジ手段およびヘッジ対象が適格である。

・主としてヘッジ対象の個別の識別および特性、ヘッジ手段、ヘッジ関係の性質およびヘッジ対象リスクの性質

を含む、開始時からの公式の文書がある。

・各報告日に実施されたテストを通じて、開始時および遡及的にヘッジの有効性が実証されている。

金融資産または金融負債のポートフォリオの金利をヘッジする際、クレディ・アグリコル・エス・エー・グ

ループは、欧州連合が承認したIAS第39号の「カーブアウト」版に従って公正価値ヘッジのヘッジ関係を文書化

している。

さらに、当行グループはデリバティブ金融商品およびヘッジ対象のポジション総額に基づいてヘッジ関係を文

書化している。

これらのヘッジ関係の有効性は、満期日ごとに測定される。

デリバティブの価値の変動は以下のとおり、財務書類に計上されている。

・公正価値ヘッジ：デリバティブの価値の変動およびヘッジ対象の価値の変動（ヘッジ対象のリスク相当分）

は、対称的に損益計算書に認識される。ヘッジの非有効部分の純額のみが、損益計算書に認識される。

・キャッシュ・フロー・ヘッジ：デリバティブの価値の変動は、有効部分については個別の勘定を通じて貸借対

照表のその他の包括利益に認識され、ヘッジの非有効部分はすべて損益計算書に認識される。その他の包括利

益を通じて生じた、デリバティブに係る利益または損失は、その後ヘッジ対象のキャッシュ・フローが発生し

た時点で損益計算書に再分類される。

・在外営業活動体に対する純投資のヘッジ：デリバティブの価値の変動は、貸借対照表の株主持分において為替

換算調整勘定に認識され、ヘッジの非有効部分はすべて損益計算書に認識される。

ヘッジ会計の要件が満たされなくなった場合には、以下の会計処理が将来的に適用される。

・公正価値ヘッジ：ヘッジ手段のみが引き続き純損益を通じて再評価される。ヘッジ対象については、その分類

に従って全額計上される。売却可能有価証券については、ヘッジ関係終了後の公正価値の変動はその他の包括

利益に計上される。償却原価で評価され、金利ヘッジされたヘッジ対象に関しては、再評価調整額がヘッジ対象

の残存期間にわたり償却される。

・キャッシュ・フロー・ヘッジ：ヘッジ手段は、純損益を通じて公正価値で評価される。ヘッジの有効部分につ

いてその他の包括利益に累積された額は、ヘッジ対象が純損益に影響を与えるまで、引き続きその他の包括利

益に認識される。金利ヘッジされた金融商品については、純損益は利払の際に影響を受ける。すなわち、再評価

調整額は、ヘッジ対象の残存期間にわたり償却される。

・在外営業活動体に対する純投資のヘッジ：純投資が保有されている限り、ヘッジの有効部分についてその他の

包括利益に累積された額は引き続きその他の包括利益に認識される。在外営業活動体に対する純投資が連結の

範囲から除外された際に、利益が計上される。

組込デリバティブ

組込デリバティブは、デリバティブの定義に合致する混合契約の構成要素である。以下の3つの条件が満たされ

る場合、組込デリバティブは、主契約と分離して会計処理されなければならない。

・混合契約は、純損益を通じて公正価値で測定されない。

・主契約から分離された組込デリバティブが、デリバティブの特徴を有している。

・デリバティブの特徴が、主契約の特徴に密接に関連していない。

金融商品の公正価値の決定
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金融商品の公正価値はIAS第39号の規定に従って測定され、IFRS第7号により定義されたヒエラルキーに従って

表示される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、一部の金融商品の公正価値測定に関して、金融市場庁

（AMF）、国家会計審議会（CNC）および保険・補足保険監査局（ACAM）からの2008年10月15日付の勧告も適用し

ている。

公正価値で測定された金融商品について、IAS第39号は、活発な市場における公表相場価格が公正価値の最善の

証拠であると考えている。

そのような相場価格が入手できない場合、IAS第39号は、観察可能なデータまたは観察可能でないインプットに

基づく評価手法を使用して公正価値を決定することを要求している。

レベル1：活発な市場における（無調整の）相場価格である公正価値

レベル1は、活発な市場において取引されている金融商品から構成される。これは、活発な市場（パリ証券取引

所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所等）に上場している株式および債券に関係している。また、活

発な市場において取引されているファンドおよび先物等の上場デリバティブが該当する。

市場は、相場価格が取引所、ブローカー、ディーラー、プライシング・サービスまたは規制機関から容易かつ定

期的に入手可能な場合に活発な市場とみなされる。また、当該価格は、実際に独立第三者間で定期的に生じる取引

を表している。

相殺する市場リスクを有する金融資産および金融負債について、クレディ・アグリコル・エス・エーは、相殺

するリスク・ポジションの公正価値を決定する基礎として仲値を使用する。当行グループは、保有する資産また

は発行予定の負債（未決済のロング・ポジション）に最新の買い呼び値を、取得予定の資産または保有する負債

（未決済のショート・ポジション）に最新の売り呼び値を使用している。

レベル2：レベル1に含まれる相場価格以外の、直接的または間接的に観察可能なインプットを使用して測定され

る公正価値

これらのインプットは、直接的に（すなわち価格として）観察可能であるか、または間接的に（すなわち価格

から導き出して）観察可能であり、一般に以下の特徴(すなわち企業固有のデータではないが入手可能な公表

データであり、したがって市場参加者が使用する。）がある。

レベル2は以下により構成されている。

・活発でない市場において取引されている株式および債券、または活発な市場において取引されていないが、観

察可能な市場データと市場参加者が現在使用している評価手法（割引キャッシュ・フロー法、ブラック＆

ショールズ・モデル等）を使用して公正価値が決定される株式および債券

・店頭で取引される商品で、その公正価値が、観察可能な市場データ（すなわち様々な独立の外部情報源から導

き出したデータ）を使用したモデルにより測定されるもの。例えば、金利スワップの公正価値は、通常報告日に

観察された市場金利イールド・カーブから導き出されている。

当該モデルが、観察可能な市場データ（金利イールド・カーブまたはインプライド・ボラティリティ・サー

フェス等）に基づく標準モデルに沿ったものである場合、関連する商品の当初の公正価値測定から生じた初日の

利益または損失は、開始時に純損益に認識される。

レベル3：重要な観察不能なインプットを使用して測定される公正価値

活発な市場において取引されていない複雑な商品の一部については、公正価値測定は、仮定（すなわち同一商

品の市場で観察できないもの）を使用した評価手法に基づいている。これらの商品はレベル3に開示される。

これに主に関連しているのは、複雑な金利商品、株式デリバティブ、公正価値測定が例えば相関またはボラティ
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リティ等の直接的な指標のないインプットを含む仕組信用商品である。

取引価格は当初認識時の公正価値を反映していると考えられているため、初日の利益または損失は繰り延べら

れる。

これらの仕組金融商品に関連する初日の利益または損失は、通常、インプットが観察不能であると考えられる

期間にわたり純損益に認識される。市場データが観察可能になった際に、繰り延べられるべき初日の利益または

損失の残額は直ちに純損益に認識される。

レベル2およびレベル3において開示される金融商品に使用された評価手法およびモデルは、市場参加者が価格

の決定において考慮する要素をすべて組み込んでいる。これらは、独立した管理部門により事前に検証される。公

正価値測定では、流動性リスクとカウンターパーティー・リスクの両方が考慮される。

資本性金融商品の公正価値の決定において、認められた評価方法がないこと

IAS第39号の原則に従い、適切な方法がない場合、または様々な方法を使用して得られた見積りが過度に異なる

場合、商品の公正価値は信頼性をもって測定できないため、当該有価証券は取得原価で評価され、「売却可能金融

資産」に計上される。この場合、当行グループは現行のIFRS第7号の基準が推奨するところに従って、公正価値を

報告しない。これには、活発な市場で上場しておらず、信頼性をもって公正価値を測定することが困難な非連結子

会社に対する投資が主に含まれる。

金融商品に係る純利益/損失

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益（損失）

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品ならびに売買目的保有の金融資産および

金融負債について、この項目には以下の損益計算書項目が含まれる。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される、株式およびその他の変動利付証券からの配当金お

よびその他の収益

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値の変動

・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の処分による利益および損失

・公正価値ヘッジ関係またはキャッシュ・フロー・ヘッジ関係に含まれないデリバティブに係る、公正価値の変

動、および終了による利益/損失

この項目には、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび外貨に対する純投資のヘッジの非有効部

分も含まれる。

売却可能金融資産に係る純利益（損失）

売却可能金融資産について、この項目には以下の損益計算書項目が含まれる。

・売却可能金融資産に分類される、株式およびその他の証券からの配当金およびその他の収益

・売却可能金融資産に分類される、債券および株式の処分による利益および損失

・株式に係る損失

・ヘッジ対象が売却された際の、売却可能金融資産に対する公正価値ヘッジ手段の処分または終了による純利益

・IAS第39号が規定するケースにおける貸出金および債権ならびに満期保有有価証券の処分または終了による利

益/損失

金融資産および金融負債の相殺

IAS第32号に従って、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、計上された金額を相殺する法的強制力

のある権利を有しており、かつ純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有している
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場合にのみ、金融資産および金融負債を相殺して純額で報告している。
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(3) 2010年12月31日および2009年12月31日に終了した会計年度

A．連結財務書類

連結財務書類は、一般的枠組み、連結財務書類および連結財務書類に対する注記により構成される。

(1)一般的枠組み

事業体の法律上の概要

2001年11月29日に開催された臨時株主総会以降、当行の名称はクレディ・アグリコル・エス・エーである。

登記上の事務所：91-93、パストゥール大通り、75015、パリ

登記番号：パリ商業・会社登記簿番号 784 608 416

NAFコード：6419Z

当行は、一般の会社法、より具体的にはフランス商法第2編に準拠し、取締役会を有するフランスの公開の株式

会社（société anonyme）である。

当行はまた、フランス通貨金融法典、より具体的には同法典第L.512-47条以下の規定を遵守しなければならな

い。

当行は、1984年11月17日に相互信用金庫の区分における認定の貸付機関として免許を受けた。そのため、当行

は、銀行の監督機関、より具体的には金融健全性規制監督機構により監督される。

当行の株式は、ユーロネクスト・パリにおいて取引されており、当行は、現行の株式市場規則、特に開示義務に

関する規則を遵守しなければならない。

相互的な基盤を有する銀行

クレディ・アグリコルは、統一されていながらも分権化された組織構造を有する。その財務上、取引上および法

律上の結びつきは、分権化された責任と密接な関係を有している。地方金庫（Caisses Locales）が当行グループ

の相互的な組織の基盤を形成している。それらの株式資本は、32,500人の取締役を選出する約6.1百万人の相互株

主により保有されている。地方金庫は地域において大きな存在感があり、顧客との密接な関係を維持する上で重

要な役割を担っている。地方金庫は、変動資本を有する協同組合でありかつ完全な金庫である地域金庫の資本の

大部分を保有している。地域金庫により所有されるSASリュ・ラ・ボエスィは、クレディ・アグリコル・エス・

エーの株式資本の過半数を保有している。クレディ・アグリコル全国連合（FNCA)は、地域金庫のための協議機関

および代表機関として機能し、また、地域金庫のための会議を開催する。

フランス通貨金融法典（第L.511-31条および第L.511-32条）の規定に従い、クレディ・アグリコル・エス・

エーは、クレディ・アグリコル・ネットワークの中核として、密接なネットワーク（フランス通貨金融法典第

R.512-18条により定義される。）を維持し、また、関連する機関の適切な機能を確保し、かかる機関に適用される

すべての法令の遵守を確実に行うために、かかる機関に対して管理上、技術上および財務上の監督を行う責任を

負う。そのため、当行は、ネットワーク全体および各関連機関の両方の流動性およびソルベンシーをとりわけ保証

するために必要なあらゆる手段を講じることができる。
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供与された金融保証

金融保証契約は、特定の債務者が負債性金融商品の当初または変更後の条件に従った支払期日の到来時に支払

を行わないことにより保証契約保有者に発生する損失を、その保有者に対し補填することを契約発行者に要求す

る契約である。

金融保証契約は、当初公正価値で認識され、その後、以下のうち高いほうの金額で認識される。

・IAS第37号「引当金、偶発負債および偶発資産」に従って計算された価額

・当初認識額からIAS第18号「通常の活動過程で生じる収益」に従って認識された償却費を差し引いた金額

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されていないか、またはIAS第39号の定義におけるデリバ

ティブとみなされない融資コミットメントは、貸借対照表に計上されない。ただし、これらは、IAS第37号に従って

引当金によりカバーされる。

金融商品の認識の中止

以下の場合に、金融資産（または金融資産のグループ）の全部または一部の認識が中止される。

・当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅するかもしくは移転された場合、または

事実上1名以上の受益者に属するために消滅したかもしくは移転されたとみなされる場合

・金融資産の所有に伴うリスクおよび経済価値が実質的にすべて移転されている場合

この場合、移転時に生じたかまたは留保された権利および義務はすべて、個別の資産および負債として認識さ

れる。

キャッシュ・フローに対する契約上の権利は移転されたが、所有に伴うリスクおよび経済価値の一部ならびに

支配が留保された場合、金融資産は、当該資産に対する当行グループの継続的関与の範囲まで認識される。

金融負債は決済された場合にのみ、その全部または一部の認識が中止される。

引当金（IAS第37号および第19号）

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、過去の事象に起因する債務（法的または推定的）で、当該

債務を決済するために資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の支払期日または金額は確定していない

が信頼性のある見積りができるものをすべて識別している。これらの見積りは、影響が重要である場合に適宜割

り引かれる。

信用リスクに関連しない債務について、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、以下を対象とする

引当金を設定している。

・業務リスク

・従業員給付

・融資コミットメントの実行リスク

・請求および債務保証

・税務リスク

・住宅購入貯蓄制度に関連したリスク

最後の引当金は、住宅購入貯蓄制度に不利な変動が生じた際に当行グループの債務をカバーするためのもので

ある。かかる債務とは、（ⅰ）貯蓄契約ついてその開始時から未確定の期間にわたり固定金利を支払う義務、およ

び（ⅱ）住宅購入貯蓄制度の加入者に対して当該契約の開始時に設定した金利で貸出金を供与する義務である。

引当金は、各世代の住宅購入貯蓄制度およびすべての住宅購入貯蓄勘定について計算され、各制度間の債務の相

殺は行われない。

これらの債務額は、特に以下のものを考慮して計算される。

・実績から得られた顧客行動に関する仮定に基づく加入者行動モデル（ただし、将来における行動の実際の動向
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を必ずしも反映するものではない。）

・長期にわたる実績に基づいた、将来供与される貸出金の金額および期間の見積り

・市場金利のイールド・カーブおよび合理的に予測可能な動向

以下の引当金の金額を決定する上で、一定の見積りを行うことができる。

・（識別されたリスクの調査を条件とするものの）事故の頻度および財務上の潜在的影響に関して経営者の評

価を必要とする、業務リスクに対する引当金

・報告期間末に入手可能な情報に基づく経営者の最善の見積りを基にした、法的リスクに対する引当金

詳細な情報は、注記6.16に記載されている。

従業員給付（IAS第19号）

IAS第19号に従って、従業員給付は以下の4つの区分で計上されている。

・短期従業員給付（期末から12ヶ月以内に支払われる給与、社会保障費の拠出金および変動報酬等）

・長期従業員給付（期末から12ヶ月以降に支払われる長期勤続報奨、変動報酬および報酬等）

・解雇給付

・退職給付（確定給付制度および確定拠出制度の2つの区分に分類されている。）

長期従業員給付

長期従業員給付は、退職給付および解雇給付以外の従業員給付ならびに株式給付で、従業員が関連する勤務を

提供した期間の終了日から12ヶ月以内にその全額につき支払期日が到来しないものである。

これは特に、12ヶ月を超えて繰り延べられる変動報酬およびその他の繰延報酬に関連している。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが繰延変動報酬の金額および支払を決定する際に使用する方

法は、その活動が当行グループのリスク・エクスポージャーに重要な影響を及ぼす可能性が高い従業員の報酬に

関する法定の規定（2009年11月3日付省令および実務に関するFBF（フランス銀行連合）の業界基準）に準拠し

ている。これは、クレディ・アグリコル・エス・エーの株価に連動した現金またはクレディ・アグリコル・エス

・エーの株式により数年間にわたって支払われる繰延変動報酬について定めるものである。

かかる費用は、業績条件および/または勤務条件を反映し、権利確定期間（3年から4年）にわたり定額法で「人

件費」に計上される。現金で支払われる変動報酬については、上記の条件が満たされない可能性およびクレディ

・アグリコル・エス・エーの株価の変動を考慮して、対応する負債が支払時まで見直される。クレディ・アグリ

コル・エス・エーの株式で支払われる報酬については、当該条件が満たされない場合、対応する費用が見直され

る。

測定方法は、当行グループが確定給付制度の退職給付に使用する方法と同様である。

退職給付

退職給付および早期退職給付－確定給付制度

各報告日において、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、退職給付および類似の給付ならびに確

定給付制度の区分に該当するその他すべての従業員給付に対する負債をカバーするために引当金を設定する。

IAS第19号に従って、これらのコミットメントは、予測単位積増方式により、一連の数理計算上、財務上および人

口統計上の仮定に基づいて記載される。この方式では、各勤務期間の費用、すなわち当期に権利確定した従業員給

付に対応する金額が計上される。この費用は将来給付を割り引いて計算される。

退職給付およびその他の従業員給付に対する負債は、割引率、社員の離職率ならびに予想される給与および社

会保障費の増加に関する経営者の仮定に基づいている。実際の数値が仮定と異なる場合、将来の期間において退

職給付に係る負債が増減することがある(注記7.4を参照。）。
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割引率は、債務の平均期間、すなわち従業員の離職率の仮定で加重した、評価日から支払日までの計算上の平均

値に基づいて決定される。

制度資産に係る予想収益も経営者により見積られる。収益は、利付証券（特に債券）の期待収益率に基づいて

見積られる。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、選択可能な「回廊」アプローチを適用しておらず、2010年1

月1日以降、数理計算上の差異を、その他の包括利益を通じて直接認識される利益または損失に計上している（も

はや損益計算書には計上していない。）。

この会計処理方法の変更による、2009年12月31日現在の財務書類への影響は、重大ではない。

引当金の金額は以下と等しい。

・IAS第19号が推奨する数理計算に従って計算した、報告期間末の確定給付債務の現在価値

・（必要がある場合には）当該コミットメントをカバーするために配分された資産の公正価値を上記から差し

引く。その代表的なものとして適格な保険契約が挙げられる。当該債務のすべてが、確定給付制度の一部または

全部の期間について支払われる支出額と合致する保険契約によりカバーされる場合、これらの保険契約の公正

価値が、対応する債務の価値（すなわち、対応する数理計算上の負債額）であるとみなされる。

カバーされていない債務については、退職給付引当金が、貸借対照表の負債の部の「引当金」に計上される。こ

の引当金は、年度末時点における勤務従業員に対するクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの負債に相

当する金額で設定され、2005年1月1日に発効したクレディ・アグリコル・グループの新たな労働協約に準拠して

いる。

早期退職のコミットメントに係る費用を賄うための引当金も、同じ「引当金」の項目に記載される。この引当

金は、クレディ・アグリコル・グループの企業が締結した様々な早期退職協定（これに基づき適格年齢に達した

従業員が早期退職することができる。）における割引後の追加費用を賄う。

最後に、当行グループの会社の一部は、補完年金給付を支払う義務を有する。これらの給付に対して、当行の数

理計算上の負債に基づいて、引当金が計算される。当該引当金も、貸借対照表の負債の部の「引当金」に記載され

る。

年金制度－確定拠出制度

雇用主は、様々な強制加入年金制度に拠出している。制度資産は独立した組織によって管理され、基金が当期お

よび過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な資産を保有して

いない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、クレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループには、継続中の拠出金以外に負債はない。

株式報酬（IFRS第2号）

株式報酬に関するIFRS第2号は、株式報酬取引について損益計算書および貸借対照表において測定し認識する

ことを要求している。この基準は、IFRS第2号の規定に従って、2002年11月7日より後に付与され、2005年1月1日に

権利確定していない制度に適用される。これは、以下の2つの場合をカバーしている。

・株式報酬取引が資本性金融商品で決済される場合

・株式報酬取引が現金で決済される場合

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが開始し、IFRS第2号の対象である株式報酬制度は、主に資本性

金融商品で決済される取引である。

付与されたオプションは、ブラック・ショールズ・モデルを使用して、付与日における公正価値で測定される。

これらのオプションは、権利確定期間（現行制度については4年）にわたり「人件費」に費用計上され、同額の調

整額が株主持分に計上される。
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従業員貯蓄制度の一環として行われる従業員株式発行も、IFRS第2号の基準に基づいて処理される。株式は、最

高で20％割り引いた価格で従業員に提供される。これらの制度に権利確定期間はないが、当該株式には、5年間の

ロックアップ期間が設けられる。従業員に付与された給付は、ロックアップ期間を考慮した取得株式の公正価値

と発行日に従業員が支払った購入価格に発行株式数を乗じた金額との差額として測定される。

制度および評価方法の説明は、注記7.6「株式報酬」に記載されている。

当行グループは、2010年度において、従業員を対象とする増資を行った。

クレディ・アグリコル・エス・エーの資本性金融商品で決済されるストック・オプションに係る費用および

新株予約権に係る費用は、現在、年金加入者を雇用している企業の財務書類において認識される。その影響額は、

「人件費」に計上され、「利益剰余金（当行グループの持分）」に同額の増加が計上される。

当期税金および繰延税金

IAS第12号に従い、法人所得税は、当期税金および繰延税金を問わず、利益にかかるすべての税金を含む。

IAS第12号は、当期税金負債について、「ある報告期間の課税所得（欠損金）について納付すべき（還付され

る）法人所得税額」として定義している。課税所得は、課税当局が定めたルールに従って計算されたある会計期

間の利益（または損失）である。

当期税金負債を計算するための税率および税法は、当行グループの会社が所在する各国において施行されてい

るものである。

当期税金負債は、その納付が複数年にわたる場合であったとしても、将来の取引実施を条件としないすべての

法人所得税（納付・還付にかかわらず）を含む。

当行当期税金負債は、決済が終わるまで負債として認識しなければならない。当期および過年度について支払

済みの額がそれらの年度の税額を超える場合は、当該超過額は資産として認識しなければならない。

また、企業が実行した取引の一部は、当期税金負債の測定において考慮されない税務上の効果を有することが

ある。IAS第12号では、資産または負債の帳簿価額とその課税基準額との差異を、一時差異と定義している。

この基準は、以下の場合に繰延税金を認識することを要求している。

次の場合に生じる繰延税金負債を除き、貸借対照表における資産または負債の帳簿価額とその課税基準額との間

のすべての将来加算一時差異について繰延税金負債を認識しなければならない。

・ のれんの当初認識

・ 企業結合ではなく、取引日に会計上の利益にも課税所得（欠損金）にも影響を与えない取引における資産

または負債の当初認識

将来減算一時差異を使用できる課税所得が生じる可能性が高いと考えられる範囲内で、貸借対照表における資

産または負債の帳簿価額とその課税基準額との間のすべての将来減算一時差異について繰延税金資産を認識

しなければならない。

また、未使用の税務上の繰越欠損金および繰越税額控除に対して、将来その使用対象となる課税所得が生じる

可能性が高い範囲内で、繰延税金資産を認識しなければならない。

各国における適用税率が使用される。

繰延税金は割り引かれない。

課税対象である、有価証券に係る未実現利益は、資産の帳簿価額と課税基準額との将来加算一時差異を生じさ

せない。したがって、繰延税金は、これらの利益に対して認識されない。関連する有価証券が売却可能有価証券と

して分類される場合、未実現利益および損失はその他の包括利益に直接認識される。これらの未実現利益または

損失から発生する、企業が事実上負担する税金費用または税金費用減少額は、当該利益または損失からの控除額

として計上される。
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フランスでは、非連結子会社に対する投資の売却に係る長期キャピタル・ゲインのうち5％を除く全額が、フラ

ンス税法の定めにより、2007年1月1日以降開始する課税年度から非課税となる。5％については、通常の適用税率

で課税される。したがって、年度末時点で認識された未実現利益には、この5％に関する一時差異が生じ、繰延税金

の認識が必要となる。

繰延税金は、以下のいずれかから生じる場合を除き、当期純利益に認識される。

・同一の事業年度または異なる事業年度にその他の包括利益に直接認識される取引または事象。この場合、税金

は直接その他の包括利益に借記または貸記される。

・企業結合

繰延税金資産および繰延税金負債は、以下の場合にのみ相殺される。

・企業が当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ、

・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって次のいずれかに対して課された税金に該当するも

のである。

a）同じ納税企業体

b）相当額の繰延税金資産もしくは繰延税金負債が支払われるもしくは回収されると予想される将来の事業年

度に、当期税金資産と当期税金負債とを純額で決済すること、または当期税金資産と当期税金負債を同時に

決済することを意図している異なった納税企業体

有価証券ポートフォリオおよび債権からの収益に対する税額控除は、当期に関連する法人所得税の支払に実質

的に使用される場合、関連する収益と同じ項目に認識される。対応する税金費用は、引続き損益計算書の「法人所

得税」の項目に認識される。

固定資産の会計処理（IAS第16号、第36号、第38号および第40号）

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、すべての有形固定資産に構成要素別の会計処理を適用して

いる。IAS第16号の規定に従って、減価償却可能価額には、有形固定資産の潜在的な残存価額が考慮される。

土地は、取得原価から減損損失を控除した額で測定される。

事業に使用される不動産、投資用の不動産および設備は、取得原価から、その使用開始時以降の減価償却累計

額、償却累計額および減損損失累計額を控除した額で測定される。

購入したソフトウェアは、購入価格から、その取得後の減価償却累計額、償却累計額および減損損失累計額を控

除した額で測定される。

自社製作のソフトウェアは、原価から、その完成後の減価償却累計額、償却累計額および減損損失累計額を控除

した額で測定される。

ソフトウェア以外では、主に契約法（例えば、販売契約）に起因して企業結合により取得した資産が無形資産

に含まれる。

固定資産はその見積耐用年数にわたり減価償却される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、有形固定資産に関する構成要素別の会計処理の適用に伴

い、以下の構成要素および減価償却期間を採用した。当該減価償却期間は資産の種類およびその所在地により修

正されている。

構成要素 減価償却期間
土地 減価償却しない
構築物 30年から80年
非構築物 8年から40年
工場設備 5年から25年
器具備品 5年から15年
コンピューター機器 4年から7年
専門機器 4年から5年
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税務関連の減価償却費に相当する例外的な減価償却費（資産は実際には減損しない。）は、当連結財務書類か

ら消去されている。

入手可能な情報に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、報告期間末現在、減損テストによ

る現行の固定資産額の変更はないと結論付けた。

為替取引（IAS第21号）

IAS第21号に従って、貨幣性項目と非貨幣性項目は区別される。

報告日において、外貨建貨幣性資産および外貨建貨幣性負債は、決算日の為替レートでクレディ・アグリコル

・エス・エー・グループの機能通貨に換算される。為替差額は、損益計算書に計上される。このルールには、以下

の2つの例外がある。

・売却可能金融資産については、償却原価に関して計算された為替差額のみが損益計算書に計上され、残りは株

主持分に計上される。

・キャッシュ・フロー・ヘッジに指定された項目、または在外企業に対する純投資の一部である項目に係る為替

差額は、株主持分に計上される。

非貨幣性項目は、項目の種類により以下のとおり異なる処理がなされる。

・取得原価による項目は、取引日の為替レートで測定される。

・公正価値による項目は、決算日の為替レートで測定される。

非貨幣性項目に係る為替差額は以下のとおり認識される。

・非貨幣性項目に係る利益または損失が損益計算書に計上される場合には、損益計算書に認識される。

・非貨幣性項目に係る利益または損失が株主持分に計上される場合には、株主持分に認識される。

報酬および手数料（IAS第18号）

受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料は、関連する役務の性質に従って以下のとおり損益とし

て認識される。

・金融商品に係る実効利回りの不可欠な一部である報酬および手数料は、当該商品に係る利回りの修正として認

識され、実効金利に含まれる。

・役務の提供を伴う取引の成果を、信頼性をもって見積ることができる場合、かかる収益は、報告期間末現在のそ

の取引の進捗度に応じて、「報酬および手数料」に以下のとおり認識される。

a）非継続的な役務に対する対価として支払われたかまたは受領された報酬および手数料は、全額損益計算書

に認識される。

パフォーマンス目標の達成を条件に支払われるかまたは受領される報酬および手数料は、次の条件がすべ

て満たされる場合にのみ認識される。

ⅰ）報酬および手数料の額を、信頼性をもって測定できること

ⅱ）提供された役務の将来の経済的便益が当行に流入する可能性が高いこと

ⅲ）その役務の進捗度を、信頼性をもって測定でき、かつその役務について発生した原価および役務提供の

完了に要する原価を、信頼性をもって測定できること

b）継続的に提供される役務に対する報酬および手数料（例えば支払手段に係る報酬および手数料）は役務の

提供期間にわたって、損益計算書に認識される。

保険事業（IFRS第4号）

IASおよびIFRSの規則により認められているように、現行の規則の更なる修正があるまで負債の一部について

は、フランス一般会計原則に従い評価されている。当行グループの保険会社に保有されている金融資産は、IAS第
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39号記載の金融資産の区分に再分類された。

裁量権のある有配当性を伴う契約は、保険契約に係る責任準備金の下、合計が負債として計上される。それら契

約は保険契約と同様に認識されている。これら契約の保険料は収益として認識され、保険契約者の債務の増加は

費用とみなされる。

生命保険契約に係る責任準備金は、契約書に定義された責任準備金率により慎重に見積もられている。裁量権

のある有配当性を伴う、または伴わない契約書もしくは保証内容に関連した負債は、報告期間末の原資産もしく

はその同等物の公正価値をベースに評価され、金融負債として記載される。

預金会計規則に従って、これら保険契約に係る金銭的利鞘は準備金的要素（保険料、給付金等）を除外した後、

損益計算書に計上される。

損害保険契約の負債は報告日に割引を適用せずに見積もられる。責任準備金に関連する請求処理費用は、報告

日に財務書類の引当金に計上される。

生命保険以外の保険契約については、取得費用は保険料を得た時点で認識される。生命保険契約については直

接識別可能な取得費用は収益獲得期間にわたり認識される。

保険業に関連する費用合計は注記4.5「その他の業務に係る純収益および費用」に記載されている。

IFRS第4号に規定される各国の一般会計原則の適用拡大および保険会社の連結財務書類に関連するCRC規則第

2000-05に認められているように、「シャドウ・アカウンティング」は裁量権のある有配当性を伴う契約におい

て保険債務を計上するために使用される。この手法の下、保険契約者にいずれ返還される関連金融資産の、プラス

もしくはマイナスの評価差額は「繰延利益分配」引当金に認識される。

繰延利益分配は、原資産にかかる未実現損益と同じように、貸借対照表の負債側の保険契約に係る責任準備金

もしくは資産側に損益計算書または評価差額金を通じて認識される。

繰延利益分配は2つの段階で決定される。

・利益参加型の保険契約の資産に、過去3年間の平均をベースに未実現損益を補填し、

・利益参加型の保険契約の再評価に、償還権付債券については過去3年間の分配キーを、その他金融資産につい

ては100％の分配キーを適用する。

繰延利益分配資産が回復可能かどうかを判断するに際しては、今後見込まれる利益計画において予期せぬ未実

現損失について十分な考慮がなされているかどうか判断した上で、2008年12月19日付の国家会計審議会（CNC）

勧告に従って負債の認識が十分であるかどうかについてテストする。これらのテストは下記に基づいている。

・第一は流動性分析である。これは、たとえ新規契約が減少していくという状況においても、債務支払いのため

の十分な資金源調達能力があるかどうか、また、未実現損失が見込まれる資産を維持する能力があるかどう

かについて明らかにすることである。当該テストは、新規契約が想定される場合と想定されない場合との両

方のケースに関して実施されている。

・第二に、当行の経営上の意思決定を再現した内部モデルにより測定した将来の役務の平均価値と、公正価格

での債務を表している資産の価値を比較する。これは企業の債務支払能力を表す。

最後に、以下のようなシナリオによる感応度チェックにより、繰延利益分配に対する影響に関してテストが実

施される。

・フランスの銀行および保険部門規制当局である金融健全性規制監督機構（ACP）が使用するシナリオと同様

のものから導かれる償還レートに対して一律均15％の償還率の増加があった場合

・株式市場における評価額に追加的に10％の減少があった場合

IFRS第4号によると、各報告日において当行グループは保険負債（繰延買収費用および関連する無形資産も考

慮した純額）が将来的に見積もられたキャッシュ・フローに達するために十分かどうかを判断する。

上記を検証するための債務十分性テストは、IFRS第4号の第16項に記載されている下記の最低条件を満たさな

くてはならない。
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・すべての契約による将来のキャッシュ・フロー（関連する経営費用、報酬および手数料、またこれら契約書

に内在するオプションや保証を含む。）の現状の見積もりを考慮しなくてはならない。

・もしもテストにより負債が十分でないと判明した場合、不足額は損益にすべて計上される。

リース（IAS第17号）

IAS第17号が要求するように、リースはその実質と財務上の実態に従って分析される。リースは、オペレーティ

ング・リースまたはファイナンス・リースとして分類される。

ファイナンス・リース取引は、貸手からの融資により資金を調達した借手による固定資産の取得として処理さ

れる。

貸手の財務書類では、取引の経済的実態に応じて以下の処理が行われている。

・顧客からのリース受取額が認識され、実際のリース料の回収により減額される。

・リース料受取額は、元本と利息に分解される。

・リース引当金を認識する。これは以下の項目の差額に等しい。

a）リース債権純額：借手側の債務であり、報告日現在のファイナンス・リース債権および経過利息から構成

される。

b）リース固定資産の正味帳簿価額

c）繰延税金引当金

借手の財務書類において、ファイナンス・リースは資産を資金調達して購入した場合と同じ方法で認識され、

債務を認識し、購入した資産を資産に計上して当該資産を減価償却する。

損益計算書では、理論上の減価償却費（資産を購入した場合に認識する費用）および金融費用（融資に関連し

て発生する費用）がリース料の支払に応じて計上される。

オペレーティング・リースでは、借手はリース料を費用計上し、貸手は、これに対応する収益を賃料として計上

し、貸借対照表にリース資産を計上する。

売却目的で保有する非流動資産および非継続事業（IFRS第5号）

非流動資産（または処分グループ）は、その帳簿価額が継続使用ではなく売却により主に回収される場合に売

却目的保有として分類される。

これに該当するためには、資産（または処分グループ）は、現況で直ちに売却することが可能でなければなら

ず、その売却の可能性が非常に高くなければならない。

関連する資産および負債は、貸借対照表において「売却目的保有非流動資産」および「売却目的保有非流動資

産に係る負債」として独立して表示される。

売却目的保有として分類される非流動資産（または処分グループ）は、その帳簿価額と、売却費用控除後の公

正価値のいずれか低いほうの金額で測定される。未実現利益の減損は、損益計算書に計上される。当該資産の分類

変更後、未実現利益の償却は行われない。

非継続事業とは、すでに処分されたかまたは売却目的保有に分類されている当行グループの構成単位で、次の

いずれかに該当するものである。

・独立の主要な事業分野または営業地域を表す。

・独立の主要な事業分野または営業地域を処分する、統一された計画の一部である。

・転売のみのために取得した子会社である。

以下は、損益計算書の独立の項目として開示される。

・処分日までの非継続事業の税引後損益

・非継続事業を構成する資産または負債を処分したことにより、または売却費用控除後の公正価値で測定したこ
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とにより認識した税引後の利益または損失

1.4　連結の原則および方法（IAS第27号、第28号および第31号）

連結の範囲

当連結財務書類は、IAS第27号、IAS第28号およびIAS第31号に従って、クレディ・アグリコル・エス・エーおよ

びクレディ・アグリコル・エス・エーが支配を有するすべての会社の財務書類を含んでいる。クレディ・アグリ

コル・エス・エーが直接的または間接的に20％以上の既存の議決権または潜在的議決権を有する場合に支配が

存在すると考えられる。

支配の定義

国際的な基準に従って、独占的支配、共同支配および重要な影響力の下にあるすべての企業は、その寄与が重要

であると考えられ、下記の例外に該当しないことを条件として、連結される。

重要性は、連結貸借対照表、連結株主持分計算書および連結損益計算書における割合で表される3つの主要な基

準に照らして評価される。

独占的支配は、クレディ・アグリコル・エス・エーが、直接的にまたは子会社を通じて間接的に、企業における

議決権の過半を所有する場合に存在すると考えられる。ただし、例外的な状況において、そのような所有権が支配

を与えないことを明確に立証することができる場合を除く。独占的支配は、企業の議決権（または潜在的議決

権）の半分以下の所有であってもクレディ・アグリコル・エス・エーが、経営者の中で過半の権限を有する場合

にも存在する。

共同支配は、共同支配となる契約上の出資によって複数の当事者が関与するジョイント・ベンチャーにおいて

行使される。

重要な影響力は、被投資企業の財務および営業の方針決定に影響を与える権限であり、支配ではないものとし

て定義される。クレディ・アグリコル・エス・エーは、直接的にまたは子会社を通じて間接的に、企業における議

決権を20％以上所有する場合に重要な影響力を有すると考えられる。

特別目的事業体の連結

特別目的事業体(特定の取引または類似の取引のグループを管理するために設立された組織）および、より具

体的には、独占的支配下にあるファンドの連結は、SIC第12号によって規定されている。

SIC第12号に従い、特別目的事業体は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにより実質的に支配され

ていれば、資本関係がない場合であっても連結される。これは、主に特別目的の投資信託に関係する。

特別目的事業体が実質的に支配されているかどうかは以下の基準を考慮して決定される。

・特別目的事業体の事業活動がクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業の特定の事業上の必要に

応じてクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業のために行われ、それによりクレディ・アグリコ

ル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の事業運営から便益を得ている。

・実質的に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の事業活動の便益の大半を

獲得するための意思決定の権限を保有し、または「自動操縦」の仕組みを設定することによってクレディ・ア

グリコル・エス・エー・グループの企業がこの意思決定の権限を委託している。

・実質的に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が特別目的事業体の便益の大半を獲得する権

利をもつゆえに特別目的事業体の事業活動に伴うリスクに晒されている。

・実質的に、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの企業が、特別目的事業体の事業活動からの便益を

得るために、特別目的事業体またはその資産に関連した残余価額または所有者リスクの大半を負っている。
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連結の範囲からの除外

IAS第28号第1項およびIAS第31号第1項に従って、ベンチャー・キャピタル企業が保有する少数株主持分は、純

損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産（純損益を通じて公正価値で測定する金融資

産および当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産を含む。）に分類され

る限りにおいて、連結の範囲から除外される。

連結の方法

連結の方法は、IAS第27号、第28号および第31号によってそれぞれ規定されている。連結対象となる可能性のあ

る企業に対してクレディ・アグリコル・エス・エーが行使する支配の種類に基づき、当該企業の事業または当該

企業が法的主体であるか否かにかかわらず、以下のとおり処理される。

・独占的支配下にある企業(財務書類の構成が異なる企業を含む。）は、クレディ・アグリコル・エス・エーの事

業の延長上にない事業を行っている場合であっても、全部連結される。

・共同支配下にある企業(財務書類の構成が異なる企業を含む。）は、クレディ・アグリコル・エス・エーの事業

の延長上にない事業を行っている場合であっても、比例連結される。

・クレディ・アグリコル・エス・エーが重要な影響力を行使する企業は、持分法で会計処理される。

連結は、投資額を、各子会社が計上している資産および負債の各項目に置き換える処理である。株主持分および

利益に対する少数株主持分は、連結貸借対照表および連結損益計算書において個別に識別される。

少数株主持分は、IAS第27号が規定するように、支配が認められない保有に相当する。これには、現在の持分の一

部であり、清算された場合に純資産に対する権利を比例割合で付与する金融商品、および子会社により発行され

たその他の資本性金融商品で当行グループが保有していないものが含まれる。

比例連結は、連結会社の財務書類に含まれる投資の帳簿価額を消去し、被連結会社の資産、負債および利益のう

ち連結会社の持分相当部分を加算する処理である。

持分法は、投資額を、投資先企業の株主持分および純損益に対する当行グループの持分に置き換える処理であ

る。

修正および消去

重要性がないと考えられる場合を除き、連結会社の評価方法を統一するために修正を行う。

連結貸借対照表および連結損益計算書に影響を与える当行グループの内部取引は消去される。

当行グループ内の資産の譲渡から生じたキャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスは消去される。内部取引

で売却された際に測定された一時的でない減損は計上される。

在外子会社の財務書類の換算（IAS第21号）

外貨建で作成された子会社の財務書類は、以下の2段階でユーロに換算される。

・該当する場合には、財務書類の作成に使用される現地通貨から、機能通貨（企業が営業活動を行う主たる経済

環境で使用される通貨）に取得原価法を用いて換算する。すべての換算差額は、全額即時に損益計算書に認識

される。

・機能通貨から、当行グループの連結財務書類の表示通貨であるユーロに換算する。資産および負債は決算日の

為替レートで換算される。損益計算書の収益および費用は期中平均為替レートで換算される。資産、負債および

損益計算書項目の換算から生じた換算差額は、株主持分の独立した項目として計上される。

企業結合－のれん
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IFRS第3号に従い、企業結合は取得法を使用して会計処理される。ただし、IFRS第3号の適用範囲から除外されて

いる共通支配下の企業結合（特に、地域金庫間の合併）を除く。これらの取引は、IAS第8号で認められているとお

り、フランスで一般に認められている会計原則に従って、帳簿価額で計上されている。

取得日において、IFRS第3号が規定する認識条件を満たす、被取得企業の識別可能な資産、負債および偶発負債

が公正価値で認識される。

特に、リストラクチャリング負債は、被取得企業が取得日現在でリストラクチャリングを完了する義務を負う

場合にのみ、被取得企業の負債として認識される。

2010年1月1日以後に実行された取引について、価格調整条項は、その実現の可能性が高くなくても信頼性を

もって決定できる場合には公正価値で認識される。当該条項が金融負債である場合、その後の公正価値の変動は、

損益計算書に認識される。

2009年12月31日より前に実行された取引について、かかる条項は、それらの適用が12ヶ月を超えても適用の可

能性が高くなった場合にのみ、被取得企業の取得原価に含められている。

資産、負債および偶発負債の当初の評価は、取得日後最大12ヶ月以内に修正することができる。

2010年1月1日以降、現在の持分を構成し、清算された場合に企業の純資産に対する持分を得る権利を与える非

支配持分は、取得企業の選択により以下の2つの方法で測定することができる。

・取得日における公正価値による測定

・被取得企業の識別可能な資産および負債に対する持分につき再評価した公正価値での測定

この選択は企業結合ごとに行われる。

非支配持分（子会社により発行された資本性金融商品のうち、当行グループが保有していないもの）の残高

は、取得日の公正価値で認識されなければならない。

資産、負債および偶発負債の当初の評価は、取得日後12ヶ月以内に修正することができる。

被取得企業に関連する一定の取引は、企業結合とは別個に計上される。これには、主に以下のものが該当する。

・取得企業と被取得企業との間の既存の関係を終了する取引

・将来の役務に関する従業員または旧株主への支払を伴う取引

・取得企業が支払うべき費用を被取得企業または旧株主に払い戻すことを目的とする取引

これらの別個の取引は、通常、取得日に損益計算書に認識される。

企業結合時に移転された対価（取得原価）は、被取得企業の支配と交換に取得日に取得企業が移転した公正価

値の合計として測定される（例えば、現金、資本性金融商品等）。

2009年12月31日より前に実行された取引について、取得原価には、企業結合に直接起因する費用も含まれる。

2010年1月1日以後に実行された取引について、企業結合に直接起因する費用は企業結合とは別個に費用として

認識されている。取引の実行可能性が高い場合、かかる費用は「その他の資産の処分に係る純利益／（損失）」

に計上され、そうでない場合には「営業費用」に計上される。

取得原価と非支配持分の金額の合計と、取得日の公正価値で評価された識別可能な取得資産および引受負債の

純額との差額が正である場合には、被取得企業が全部連結または比例連結の対象である場合は「のれん」とし

て、被取得企業が持分法を使用して連結される場合は「持分法適用会社に対する投資」として、貸借対照表の資

産の部に計上される。負ののれんは直ちに純損益に認識される。

のれんは被取得企業の通貨により当初の金額で貸借対照表に計上され、報告期間末の決算日の為替レートで換

算される。

支配が段階的に達成される場合、支配以前に保有していた持分は、取得日に純損益を通じて公正価値で再評価

され、のれんは、一度、取得日の取得資産および引受負債の公正価値を用いて計算される。

のれんは、減損の客観的証拠があるとき、または最低1年に1回、減損についてテストされる。

取得日の非支配持分を測定するための選択肢および仮定は、のれんの当初計上額および（存在する場合には）
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価値の下落による減損に影響を与えることがある。

減損テストの目的上、のれんは、企業結合から便益を受けることが見込まれる資金生成単位(以下「CGU」とい

う。）に配分される。当行グループの事業部門では、CGUを、単一の事業モデルで機能する資産および負債の識別可

能な最小グループとして定義している。減損テストでは、配分されたのれんを含む各CGUの帳簿価額をその回収可

能価額と比較する。

CGUの回収可能価額は、市場価額と使用価値のいずれか高いほうの金額として定義されている。使用価値とは、

経営のために当行グループが作成した中期事業計画において規定された、CGUの将来キャッシュ・フローの現在

価値である。

回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、CGUに配分されたのれんについて、同額の減損損失が認識される。かか

る減損損失は戻入れできない。

当行グループがすでに独占的支配を有する企業に対する持分割合を増加させる場合、取得原価と持分増加から

生じる純資産持分との差異は、「利益剰余金、当行グループの持分」の項目に認識されている。当行グループが独

占的支配を維持している企業に対する持分割合を減少させる場合、売却価格と対応する少数株主持分の帳簿価額

との差異も、「利益剰余金、当行グループの持分」に直接認識される。これらの取引に係る費用は、株主持分に計

上される。

すでに独占的支配を有する企業に対する持分割合の変動があった場合、資産であるのれんの価値に変動は生じ

ないが、当行グループの純資産持分と少数株主持分との間で再配分される。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、一部の全部連結子会社の株主に対して、当該子会社の事業

の将来の変更を考慮した所定の方式に従って算定される価格で当該子会社に対する持分を買い戻すコミットメ

ントを付与した。これらのコミットメントは、実質的には少数株主に付与された売却オプションであり、IAS第32

号の規定に従って、当該少数株主持分は株主持分ではなく負債として処理される。

少数株主に付与された売却オプションの会計処理は以下のとおりである。

・売却オプションが全部連結子会社の少数株主に付与される場合、貸借対照表に負債が認識される。かかる負債

は当初認識時に、付与されたオプションの権利行使価格の見積現在価値で測定される。この負債の見合いとし

て、少数株主持分に帰属する純資産がゼロまで減額され、残額が株主持分から控除される。

・見積権利行使価格のその後の変動は、当該負債金額に影響し、株主持分の修正により相殺される。同様に、少数

株主に帰属する純資産のその後の変動は、株主持分で相殺消去される。

支配を喪失した場合、売却手取金は、売却企業全体について計算され、残余の投資部分は、支配喪失日の公正価

値で貸借対照表に計上される。

注記2　連結範囲

2010年12月31日現在の連結範囲の詳細は、連結財務書類に対する注記の末尾に記載されている。

2.1　事業年度中の連結範囲の変更

Ⅰ－2010年12月31日現在の新規連結対象会社

設立後、買収後もしくは株式の追加取得後、または重要性基準の適用により連結対象となった会社：

フランス国内リテール・バンキング

・地域金庫子会社
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－アンジュー・メーヌ・ジェスティオン

－CAアキテーヌ・アジョンス・イモビリエール

－CAアキテーヌ・イモビリエ

－CAPアクシオン2 

－CAPオブリガテール

－フィナンシエールPCA

－ノール・エスト・オプティモS.A.S.

－シュド・ローヌ・アルプ・プラスモン

－トゥールーズ31クール・テルム

－トゥールーズ31オブリガシオン

－ヴァル・ドゥ・フランス・ロンドゥモン

専門金融サービス

・クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング

－ニュー・シオ

－チュニジ・ファクタリング

・クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス

－エンポリキ・レント・ロング・ターム・リーシング・オブ・ビークルズ・エス・エー（旧アンテナ）

－GAC - ソフィンコ・オート・ファイナンスCo. Ltd.

資産運用、保険およびプライベート・バンキング

・アムンディ

－SGAMアイベリア

・クレディ・アグリコル・アシュランス

－SAS CAAGIS

－プレディカ

　－FCPRルーズベルト・アンヴェスティスモン

　－プレディカ2010 FCPR A1

　－プレディカ2010 FCPR A2

　－プレディカ2010 FCPR A3

　－プレディカ・スコンデールI A1

　－プレディカ・スコンデールI B1

　－プレディカン・ストラテジ

法人営業および投資銀行

・クレディ・アグリコル・CIB

－シュヴルー/CLSAグローバル・ポートフォリオ・トレーディングPte Ltd.

－クレディ・アグリコル・CIB・サービシズ・プライベートLtd.

コーポレート・センター

・その他

－SCI D2 CAM
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Ⅱ－2010年12月31日現在の連結除外会社

当行グループ外への売却または支配喪失により連結範囲から除外された会社：

国際リテール・バンキング

・その他

－バンク・インドスエズ・メール・ルージュ

専門金融サービス

・クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス

－カルフール・サービツ・フィナンツィアリ・エス・ピー・エー

法人営業および投資銀行

・クレディ・アグリコル・CIB

－クレディ・アグリコル・CIB・サウジ・フランシLtd.

コーポレート・センター

・その他

－インテーザ・サンパオロ・エス・ピー・エー（重要な影響力の喪失）

重要性基準の適用または非継続事業：

フランス国内リテール・バンキング

・地域金庫子会社

－フォルス・アキテーヌ

－フォルスCAMグアドループ・アヴニール

－SCIレ・パルミエ・デュ・プティ・ペルー

専門金融サービス

・クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス

－GEIEアルジョンス・マナジュモン

－クレディゲン・バンク

－ソフィリード

－ソフィリアンス

－SSF (ソフィンコ・サウジ・フランシ)

法人営業および投資銀行

・クレディ・アグリコル・CIB

－カリヨン・バンク・ポルスカ・エス・エー

－ショレー

－エデラーEESV
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コーポレート・センター

・その他

－G.F.E.R. (グループモン・ドゥ・フィナンスモン・デ・ザントルプリーズ・レジオナル)

当行グループの会社との合併または当行グループの会社による買収：

フランス国内リテール・バンキング

・地域金庫子会社

－シュド・ローヌ－アルプ地域金庫が SCIオート・ファヴォンティンヌ、SCIデュ・ヴィヴァレおよびクレア

グリゼールを買収した。

専門金融サービス

・クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス

－アンテナ・エンポリキ・レント・ロング・ターム・リーシング・オブ・ビークルズ・エス・エー（旧アン

テナ）がエンポリキ・レントを買収した。

－ソフィンコがCAコンシューマー・ファイナンスおよびフィナレフ・エス・エーを買収した。

－FGAキャピタル・エス・ピー・エー・グループ:

　－リーシーズ・エス・ピー・エーがサヴァレント・エス・ピー・エーを買収した。

資産運用、保険およびプライベート・バンキング

・アムンディ

－アムンディがCAAMファイナンシャル・ソリューションズを買収した。

－アムンディ・アイベリアS.G.I.I.C S.AがCAAMエスパーニャS.L.およびCAAMディストリブシオンA.V.を買収

した。

－アムンディ・アンテルメディアシオンが、SGAMネゴシアシオンを買収した。

－アムンディ・ジャパンがCAアセット・マネージメント・ジャパンLtd.を買収した。

－アムンディ・ルクセンブルクS.A.がSGAMルクセンブルクを買収した。

－アムンディSGR エス・ピー・エーがSGAMイタリアを買収した。

・CACEIS

－CACEIS (USA) Inc.がオリンピア・キャピタル・アソシエイツL.P.、オリンピア・キャピタルInc.およびブ

ルック・セキュリティーズInc.を買収した。

・クレディ・アグリコル・アシュランス

－パシフィカがアシュランス・デュCAノール－パ・ドゥ・カレを買収した。

コーポレート・センター

・観光事業－不動産開発

－ユニモがアエプリムを買収した。

・その他

－ユニビアンがクレディ・アグリコル・イモビリエ・トランザクシオンを買収した。

すべての資産および負債の当行グループの会社への譲渡：
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専門金融サービス

・クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング

－ユニマおよびスリバイル・ロング・デュレ（SLD）のすべての資産および負債のリックスバイルへの譲渡

法人営業および投資銀行

・クレディ・アグリコル・CIB

－ドゥメー・フィレモンのすべての資産および負債のクレディ・アグリコル・CIB・エス・エーへの譲渡

Ⅲ－会社名の変更

フランス国内リテール・バンキング

・地域金庫子会社

－CAPアクシオンが、CAPレギュリエ1に改称

－フォルス・ミディがフォルス・ラングドックに改称

－パルティシペックスがノール・キャピタル・アンヴェスティスモンに改称

専門金融サービス

・クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス

－アンテナがエンポリキ・レント・ロング・ターム・リーシング・オブ・ビークルズ・エス・エーに改称

－CAデヴロB.V.がクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス・ネーデルランドに改称

－エンポリキ・クレディコムがクレディコム・コンシューマー・ファイナンス・バンク・エス・エーに改称

－FGAキャピタル・エス・ピー・エー・グループ:

　－フィアット・ディストリビュイドラ・ポルトガルがFGAディストリビュイドラに改称

　－フィディス・リーシング・ポルスカSp. Zo.o.がFGAリーシング・ポルスカに改称

　－フィディス・リテールIFIC エス・エーが FGAキャピタルIFICに改称

－インテルバンクN.V.グループ:

－パッシブ・ポートフォリオB.V.がクレディト'78 B.V.に改称

－ソフィンコがクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスに改称

・クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリング

－クレディ・アグリコル・リーシングがクレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリングに改

称

－インターファクター・ユーロッパ（スペイン）がユーロファクター・ヒスパニア・エス・エーに改称

資産運用、保険およびプライベート・バンキング

・アムンディ

－CAアセット・マネージメント・ホンコンLtd.がアムンディ・ホンコンLtd.に改称

－CAアセット・マネージメントLtd.がアムンディ（UK）Ltd.に改称

－CAアセット・マネージメント・ルクセンブルクがアムンディ・ルクセンブルク・エス・エーに改称

－CAアセット・マネージメント・シンガポールLtd.がアムンディ・シンガポールLtd.に改称

－CAAM AI Ltd.がアムンディ・オルタナティブ・インベストメンツLtd.に改称

－CAAM AI S Inc.がアムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ・サービシズInc.に改称
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－CAAM AI S.A.S.がアムンディ AI S.A.S.に改称

－CAAM AI Inc.がアムンディ・オルタナティブ・インベストメンツInc.に改称

－CAAM FONDOS S.G.I.I.Cが アムンディ・アイベリアS.G.I.I.Cエス・エーに改称

－CAAM AIホールディングがアムンディAIホールディングに改称

－CAAMリアル・エステート・イタリアSGRがアムンディ・リアル・エステート・イタリアSGR エス・ピー・

エーに改称

－CAAMセキュリティーズ・カンパニー・ジャパンKKがアムンディ・ジャパン・セキュリティーズCy Ltd.に改

称

－CAAM SGRがアムンディSGR エス・ピー・エーに改称

－CASAMアドバイザーズLLCがアムンディ・インベストメント・ソリューションズ・アメリカズLLCに改称

－CASAMアメリカズInc.がアムンディ・インベストメント・ソリューションズ・アメリカズ・ホールディング

Inc.に改称

－エンポリキ・アセット・マネージメントA.E.D.A.Kがアムンディ・ヘラスMFMC エス・エーに改称

－ノンヒョップ-CAがNH-CAアセット・マネージメントLtd.に改称

－セジェスパール・フィナンスがアムンディ・フィナンスに改称

－セジェスパール・アンテルメディアシオンがアムンディ・アンテルメディアシオンに改称

－SGAMジャパンがアムンディ・ジャパンに改称

－SGAMノース・パシフィックLtd.がアムンディ・ジャパン・ホールディングに改称

法人営業および投資銀行

・クレディ・アグリコル・CIB

－バンコ・カリヨン・ブラジルがバンコ・クレディ・アグリコル・ブラジル・エス・エーに改称

－CAシュヴルーがクレディ・アグリコル・シュヴルー・エス・エーに改称

－CAシュヴルー・エスパーニャ・エス・エーがクレディ・アグリコル・シュヴルー・エスパーニャ・エス・

エーに改称

－CAプリファード・ファンディングがクレディ・アグリコル・CIB・プリファード・ファンディングLLCに改

称

－CAプリファード・ファンディングⅡがクレディ・アグリコル・CIB・プリファード・ファンディングⅡ LLC

に改称

－CACインターナショナルLtd.がクレディ・アグリコル・シュヴルー・インターナショナルLtd.に改称

－CACノーディックABがクレディ・アグリコル・シュヴルー・ノーディックABに改称

－CACノース・アメリカInc.がクレディ・アグリコル・シュヴルー・ノース・アメリカInc.に改称

－カリヨン・エア・ファイナンス・エス・エーがクレディ・アグリコル・CIB・エア・ファイナンス・エス・

エーに改称

－カリヨン・アジア・シップファイナンス・サービスLtd.がクレディ・アグリコル・アジア・シップファイ

ナンスLtd.に改称

－カリヨン・オーストラリアLtd.がクレディ・アグリコル・CIB・オーストラリアLtd.に改称

－カリヨン・バンク・ユークレーンがPJSCクレディ・アグリコル・CIB・ユークレーンに改称

－カリヨン・キャピタル・マーケット・アジアBVがクレディ・アグリコル・CIB・キャピタル・マーケット・

アジアBVに改称

－カリヨン・チャイナ・リミテッドがクレディ・アグリコル・CIB・チャイナLtd.に改称

－カリヨンCLPがクレディ・アグリコル・CIB LPに改称
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－カリヨン・ファイナンシャル・ソリューションズがクレディ・アグリコル・CIB・ファイナンシャル・ソ

リューションズに改称

－カリヨン・グローバル・バンキングがクレディ・アグリコル・CIB・グローバル・バンキングに改称

－カリヨン・グローバル・パートナーズ・グループがクレディ・アグリコル・CIB・グローバル・パートナー

ズInc.グループに改称

－カリヨン・ホールディングスがクレディ・アグリコル・CIB・ホールディングスLtd.に改称

－カリヨン・インベストメンツがクレディ・アグリコル・CIB・UK IHに改称

－カリヨン・マーチャント・バンク・アジアLtd.がクレディ・アグリコル・CIB・マーチャント・バンク・ア

ジアLtd.に改称

－カリヨン・ラズバンク・エス・エーがクレディ・アグリコル・CIB・ZAOロシアに改称

－カリヨン・サウジ・フランシ・リミテッドがクレディ・アグリコル・CIB・サウジ・フランシLtd.に改称

－カリヨン・セキュリティーズ・ジャパンがクレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジアBV（東京）

に改称

－カリヨン・セキュリティーズUSA Inc.がクレディ・アグリコル・セキュリティーズUSA Inc.に改称

－カリヨン・ヤティリム・バンカシ・トゥルクA.S.がクレディ・アグリコル・ヤティリム・バンカシ・トゥ

ルクA.S.に改称

－フィナンシエール・イモビリエール・カリヨンがフィナンシエール・イモビリエール・クレディ・アグリ

コル・CIBに改称

コーポレート・センター

・観光事業－不動産開発

－ユニモがCAイモビリエ・プロモシオンに改称

・その他

－IDIAアグリキャピタルがIDIA-ソディカに改称

Ⅳ－連結方法の変更

資産運用、保険およびプライベート・バンキング

・アムンディ

－ファンド・チャネルが持分法により連結されることとなった。

2.2　事業年度中の主な買収

イタリアにおける事業

インテーザ・サンパオロ株式の売却

クレディ・アグリコル・エス・エーは、2010年度第1四半期に、インテーザ・サンパオロの資本の0.8％に相当

するインテーザ・サンパウロの株式97,000,000株を一括売却し、その後2010年7月にさらに1,000,000株を売却し

た。これらの売却後、インテーザ・サンパオロの資本に占めるクレディ・アグリコル・エス・エーの支配割合は、

4.79％となった。

インテーザ・サンパオロ株式の売却により当行グループが被った損失は171百万ユーロで、「その他の資産に

係る純利益／(損失)」に認識された。
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クレディ・アグリコル・エス・エーによるインテーザ・サンパオロ・エスピーエーの監督委員会における代表

の終了

2010年12月16日に開催されたクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会後、クレディ・アグリコル・エス

・エーは、インテーザ・サンパオロ・エスピーエーの監督委員会における代表を可能にしていたメカニズムを終

了させた。この代表は、2010年2月17日にインテーザ・サンパオロ・エスピーエーとの間で締結した契約によるも

ので、2011年6月30日に終了する予定であった。

この決定により、クレディ・アグリコル・エス・エーが有するインテーザ・サンパオロに対する4.79％の持分

（議決権の4.99％）について、財務書類上、持分法による連結区分から売却可能金融資産の区分に分類変更され

た。

2010年度第4四半期におけるインテーザ・サンパオロによる純利益への影響額は、マイナス1,243百万ユーロ

で、これは主として2010年12月17日（重要な影響力の喪失日）における当該持分の公正価値での再評価によるも

ので、「持分法適用会社の利益持分」の項目に表示されている。同日後、インテーザ・サンパオロ株式は、注記1.3

の「資産に分類される有価証券」に記載される原則に従って評価された。

ソフィンコおよびフィナレフの合併

2010年4月1日、ソフィンコおよびフィナレフのそれぞれの株主総会において、かかる2社を合併しフランスおよ

び欧州における消費者金融の新たなリーダーとなるクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスを

設立することが承認された。ソフィンコは、フィナレフおよびクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイ

ナンスを買収し、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスに改称した。この取引によるクレディ

・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類への影響はない。

エンポリキの減損

クレディ・アグリコル・エス・エーの子会社であるエンポリキ・バンクは、2009年から2013年までの期間に関

する組織再編・開発計画を更新した。その目標は変わらず、持続可能な成長のための確固たる基盤を構築するた

めに、収益性の問題に取り組み、2012年度までに黒字転換することである。

この計画の更新により、クレディ・アグリコル・エス・エーのエンポリキに対する持分の減損418百万ユーロ

が追加計上され、これはクレディ・アグリコル・エス・エーの2010年度上半期の損益計算書に認識された。

クレディ・ウルグアイ・バンコの売却（IFRS第5号）

クレディ・アグリコル・エス・エーは、税務に関して非協力的である諸国、州および領地からの撤退を継続し、

2010年5月4日、クレディ・アグリコル・エス・エーがウルグアイのリテール・バンキング子会社であるクレディ

・ウルグアイ・バンコの資本の100％をバンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア・ウルグアイに75百万

ユーロで売却する旨の契約に署名した。

IFRS第5号の「売却目的保有非流動資産および非継続事業」の適用に際して、クレディ・ウルグアイ・バンコ

の資産および負債は、2010年度下半期において利益、売却目的保有非流動資産および負債に分類変更された。

この契約は、2010年12月31日において、ウルグアイおよびスペインの金融・規制当局の承認の対象となってい

た。

事実上、売却は2011年1月18日に行われ、かかる売却による利益は2011年度第1四半期に認識される予定である。

バンク・インドスエズ・メール・ルージュの売却（IFRS第5号）

2010年8月2日、バンク・オブ・アフリカ・グループおよびクレディ・アグリコル・エス・エーは、ジブチにあ

るクレディ・アグリコル・エス・エーの銀行子会社バンク・インドスエズ・メール・ルージュ（BIMR）の資本
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の100％をバンク・オブ・アフリカが取得する旨の契約の締結を発表した。

当該取引は、2010年度第4四半期に、取引が申請された金融・規制当局の承認を受けて、事実上完了した。

この売却は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが欧州および地中海沿岸地方における国際リテー

ル業務に再び集中することの一環として行われたものであり、これは2008年度においてクレディ・アグリコル・

エス・エーが実施した増資の一環として発表されたプロセスである。

売却による利益は11百万ユーロで、「非継続事業または売却目的保有事業からの税引後利益」に計上されてい

る。

CITICセキュリティーズおよびクレディ・アグリコル・CIBとの間の全世界のエクイティ業務に関するパート

ナーシップ

2010年5月3日、CITICセキュリティーズおよびクレディ・アグリコル・CIBは、世界規模のエクイティ・ブロー

カレッジおよび投資銀行業務におけるそれぞれの強みを統合する機会を検討するための独占交渉の開始につい

て記載した基本合意書を締結した。このパートナーシップの対象となる業務は、エクイティ・ブローカレッジ、顧

客向けエクイティ・デリバティブおよび全アジアを対象とした投資銀行業務（助言業務およびエクイティ・

キャピタル・マーケット（ECM）業務）である。

互いに望んでいるのは、それぞれの強みを統合することにより、全アジア有数のブローカレッジおよび投資銀

行を創設し、アジアの資本市場（特に中国）においてより大きな機会を得ることである。

このパートナーシップの機会は、未だ規制当局の承認を待っており、（特に従業員代表機関における）必要な

協議を今後完了する予定である。2010年12月31日現在のクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財

務書類への影響はない予定である。

2.3　持分法適用会社に対する投資

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
持分法に
よる価額

市場価額 総資産
銀行業務
純収益

純利益
純利益に
対する持分

金融機関: 17,429 72

バンク・サウジ・フランシ 1,068 2,007 24,589 887 566 141

バンコ・エスピリト・サント 1,273 801 83,655 2,367 511 118

地域金庫および関連会社 13,769 968

バンクインテル
(1) 1,084 486 54,025 1,102 151 (19)

インテーザ・サンパオロ・エスピー

エー
(2) (1,153)

その他 235 17

金融機関以外: 682 (7)

ユーラゼオ
(3) 634 599 15,032 2,959 10 （5)

その他 48 （2)

持分法適用会社に対する投資の正味帳
簿価額

18,111 65

(1) 持分法による減損価額209百万ユーロを含み、そのうち57百万ユーロが当年度に対応している。

(2) 2009年6月30日以降、持分法を適用して連結されていたインテーザ・サンパオロ・エスピーエーに対する投資は、2010年

12月に非連結会社（以下「売却可能金融資産」という。）として再分類された。2010年度における持分法による利益

-1,153百万ユーロには、2010年12月17日（重要な影響力の喪失日）における公正価値で測定するかかる投資の利益の再

評価が含まれる。

(3) 総資産のデータは、2010年6月30日現在において当行により発表されたデータである。銀行業務純収益および純利益は、

2009年度下半期および2010年度上半期において当行により発表されたデータである。

2010年度における「持分法適用会社に対する投資」の項目の変動は、主に2010年12月16日の当行グループによ

る決定（かかる会社の監督委員会における代表を可能にしていたメカニズムを終了させる決定）を受けて、イン

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 679/1332



テーザ・サンパオロに対する投資が連結除外となったことに起因する。

上記の表に示される市場価額は、2010年12月31日現在の市場における株式の相場価格である。この価額は、持分

法適用会社において使用される価額が、持分法による価額と異なる可能性があるため、売却価額を表していない

場合がある。

この価額は、IAS第28号に従い決定される有価証券の持分法による価額を表していない場合がある。

2009年12月31日

（単位：百万ユーロ）
持分法に
よる価額

市場価額 総資産
銀行業務
純収益

純利益
純利益に
対する持分

金融機関: 19,308 890

バンク・サウジ・フランシ 861 1,703 22,314 820 471 118

バンコ・エスピリト・サント 1,277 1,273 82,297 2,419 522 133

地域金庫および関連会社 12,929 841

バンクインテル
(1) 1,134 793 54,468 1,245 254 4

インテーザ・サンパオロ・エスピー

エー
(2) 2,946 2,220631,60813,416 2,262 (212)

その他 161 6

金融機関以外: 718 (43)

ユーラゼオ
(3) 635 506 15,297 1,792 (178) (35)

その他 83 (8)

持分法適用会社に対する投資の正味帳
簿価額

20,026 847

(1) 持分法による減損価額153百万ユーロを含む。

(2) 持分法による減損価額359百万ユーロを含む。

2009年6月30日現在、インテーザ・サンパオロ・エスピーエーが初めて連結対象となった。

総資産、銀行業務純収益および純利益は、2009年9月30日に終了した期間に関して当行が発表した数値に基づいている。

(3) 総資産、銀行業務純収益および純利益は、2009年6月30日に終了した期間に関して当行が発表した数値に基づいている。

2.4　証券化取引

顧客に代わって行った証券化取引

顧客に代わって行った証券化取引の情報は、2010年経営報告書（Rapport de gestion）の「Facteurs de

risques － Risques particuliers induits par la crise financière」と題されたセクションに記載されて

いる。

自己勘定の証券化取引

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス・グループは自己勘定で証券化取引を行っている。

2010年12月31日現在、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス・グループは欧州において小口消

費者ローンおよびディーラー融資の証券化のために14個の連結ビークルを運営した。関連資産（関連負債控除

後）の帳簿価額は、2010年12月31日現在13,974百万ユーロ（2009年12月31日現在は11,050百万ユーロ）となっ

た。それらには、2010年12月31日現在、正味帳簿価額12,130百万ユーロ（2009年12月31日現在、10,569百万ユー

ロ）の顧客向けローン残高が含まれる。

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス・グループ内で行われた証券化取引は、非連結取引

の一部を構成するものではないと認識されており、よってクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結

財務書類に統合し直している。

2.5　非連結会社に対する投資
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「売却可能資産」のポートフォリオに計上されるこれらの投資は、発行した会社の株式資本の重要な割合を占

める持分証券であり、長期的な保有を意図している。

この項目（経過利息を含む。）は、2009年12月31日現在は4,644百万ユーロであったが、2010年12月31日現在、

6,128百万ユーロとなった。

この項目の変動は、主として、2009年度末において持分法が適用されており、インテーザ・サンパオロの監督

委員会における代表を可能にしていたメカニズムを終了する旨の2010年12月16日の当行グループによる決定を

受けて分類変更された、インテーザ・サンパオロに対する4.79％の持分1,311百万ユーロ（2010年12月17日現在

の公正価値）の分類変更に関係している。

2010年12月31日現在、支配割合が20％以上で、貸借対照表上で重要性がある非連結会社への主な投資はクレ

ディ・ロジュモン（A株およびB株）である。当行グループの投資は合計476百万ユーロにのぼる。

これらの株式はクレディ・ロジュモンの資本金の33％を占めているが、様々なフランスの銀行によって共同

保有されており、重大な影響をもたらさない。

2010年度において、純損益に認識された非連結会社に対する投資の長期的な減損の純繰入額は73百万ユーロ

となった。

2.6　のれん

（単位：百万ユーロ）
2009年

12月31日

総額

2009年

12月31日

純額

増加

（取得）

減少

（処分）

期中の

減損損失
(2)

為替換算

調整勘定

その他の

変動
(1)

2010年

12月31日

総額

2010年

12月31日

純額

フランス国内リテール・バン
キング

5,263 5,263 5,263 5,263

　・LCLグループ 5,263 5,263 5,263 5,263

専門金融サービス 3,462 3,326 8 3 26 3,499 3,363

　・消費者金融 3,013 3,013 5 3 26 3,047 3,047

　・リースおよびファクタリン
グ

449 313 3 452 316

資産運用、保険およびプライ
ベート・バンキング

4,615 4,615 5 10 (81) 4,549 4,549

　・資産運用 2,094 2,094 8 (59) 2,043 2,043

　・投資家向けサービス 682 682 5 (22) 665 665

　・保険 1,226 1,226 1,226 1,226

　・国際プライベート・バンキ
ング

613 613 2 615 615

法人営業および投資銀行 2,421 2,407 6 (8) 2,419 2,405

国際リテール・バンキング 4,540 3,745 (445) 8 4,553 3,308

　・ギリシャ 1,516 777 (418) 1,516 359

　・イタリア 2,446 2,446 2,446 2,446

　・ポーランド 264 264 264 264

コーポレート・センター 77 76 (1) (3) 72 72

合計 20,37819,432 13 (1) (445) 27 (66)20,35518,960

(1) 当期中に発生したのれん調整額（当期に認められたのれんの再配分）。事実上、ソシエテ・ジェネラル・グループの

ネットワークにおける販売契約の公正価値に相当する、アムンディで識別された無形資産に係るもので、これによりの

れん（税引後）が78百万ユーロ減少した。

(2) エンポリキ・バンクに係るのれんの減損418百万ユーロおよびクレディ・アグリコル・バンカ・スルビジャa.d.ノヴィ

・サッドに係るのれんの減損27百万ユーロ。

2010年1月1日現在ののれんは、帰属する資金生成単位(以下「CGU」という。）の使用価値の評価に基づき、減損

テストの対象となる。使用価値は、当行グループの経営のために作成された中期計画から計算されたCGUの見積将

来キャッシュ・フローを割り引いて決定される。使用された仮定は以下のとおりである。

・見積将来キャッシュ・フロー：当行グループの開発計画に基づく3年間の予測データ。新たな戦略的方向性が

実行に移される一部のCGUについては、5年間の予測データを用いることができる。

・持続成長率：以下の表のとおり、CGUによって異なる。
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・割引率：以下の表のとおり、CGUによって異なる。

2010年度 持続成長率 割引率

リテール・バンキング（フランス国内および国際） 2％から3％ 9.2％から15.6％

専門金融サービス 2％から2.5％ 9.2％から12.2％

資産運用、保険およびプライベート・バンキング 2％ 9.7％から10.1％

法人営業および投資銀行 1％ 12.6％

コーポレート・センター 2％ 11.8％

テスト後、2010年度において認識された減損損失は、合計445百万ユーロで、その内訳は、エンポリキおよびク

レディ・アグリコル・バンカ・スルビジャa.d.ノヴィ・サッドについて、それぞれ418百万ユーロおよび27百万

ユーロであった。

感応度テストは以下のとおり示している。

・割引率が5％増加した場合、当行ののれんの純額の約0.6％に相当する追加的減損が生じる。

・割引率が5％減少した場合、当行のすべてのCGUにつき未実現利益が生じる。

注記3　財務管理、リスクへのエクスポージャーおよびヘッジの方針

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務管理部門は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の資

金の流れの整理、借換規則の定義および実施、資産・負債の管理ならびに健全性比率の管理について責任を有す

る。同部門は、原則を定め、当行グループ全体の一体性のある財務管理を確保する。

当行グループの銀行業務リスクの管理は、グループ・リスク管理および恒常的統制部門（DRG）が担当してい

る。同部門は、最高経営責任者直属で、その役割は、信用リスク、財務リスクおよび業務リスクの管理ならびにこれ

らのリスクの管理に影響するプロジェクトの監督である。

これらの手続についての記述および解説は、IFRS第7号で認められているとおり、2010年経営報告書（Rapport

de gestion）の「facteurs  de risque」の章に記載されている。しかしながら、内訳は財務書類には表示されて

いる。

3.1　信用リスク

（2010年経営報告書（Rapport de gestion）の「Facteurs de risques dans le groupe Crédit Agricole

S.A. － Risque de crédit」を参照。）

信用リスクは、相手方が義務を履行できず、また、これらの義務に関する銀行における記録の帳簿価額が正であ

る際に発生する。相手方は銀行である場合もあるが、産業もしくは商業企業、政府および政府の様々な組織、投資

ファンドまたは個人である場合もある。

エクスポージャーは貸付、債務証券、財産証書、履行交換契約、履行保証または未使用の確約コミットメントで

ある場合もある。リスクには、整備された決済システム外で行われる現金または現物の交換を伴ういかなる取引

にも内在する決済リスクが含まれる。

信用リスクの最大エクスポージャー

企業の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、相殺額および評価額に係る認識された損失を控除した後

の正味帳簿価額の合計である。
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（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日 2009年12月31日

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（変動利付証券およ

びユニット・リンク契約を除く。）
345,703 365,753

ヘッジ手段のデリバティブ 23,524 23,117

売却可能資産（変動利付証券を除く。） 200,424 182,090

金融機関に対する貸出金および債権（内部取引を除く。） 103,746 90,627

顧客に対する貸出金および債権 383,246 362,348

満期保有金融資産 21,301 21,286

貸借対照表上のコミットメントへのエクスポージャー（減損損失

控除後）
1,077,944 1,045,221

付与した融資コミットメント（内部取引を除く。）
(1) 175,209 172,337

付与した金融保証コミットメント（内部取引を除く。）
(2) 102,908 98,354

引当金　－　融資コミットメント (264) (565)

貸借対照表外のコミットメントへのエクスポージャー（引当金控

除後）
277,853 270,126

純エクスポージャー合計 1,355,797 1,315,347

(1) 2009年12月31日現在の数値は、内部取引に係る5,104百万ユーロを含んでいる。

(2) 2009年12月31日現在の数値は、内部取引に係る37百万ユーロを含んでいる。

集中度別のリスク分析により、リスク・エクスポージャーの分散に関する情報が得られる。

融資活動の集中度（経済主体別）

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（経済主体別）（クレディ・アグリコル内部取引を除く。）

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評
価された
減損

集合的に評
価された
減損

合計

中央政府 9,189 173 97 30 9,062

中央銀行 19,800 19,800

金融機関 84,324 561 492 83,832

金融機関以外の機関 55,824 1,917 1,055 985 53,784

大企業 179,749 7,016 3,390 1,612174,747

小口顧客 150,689 12,102 5,706 622 144,361

合計
(1) 499,575 21,76910,740 3,249485,586

経過利息、純額 1,406

帳簿価額 486,992

(1) 条件緩和（減損されていない）貸出金2,161百万ユーロを含んでいる。

2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評価さ
れた
減損

集合的に評価さ
れた
減損

合計

中央政府 6,112 103 87 23 6,002

中央銀行
(1) 7,368 32 31 7,337

金融機関
(1) 83,579 553 394 83,185

金融機関以外の機関 33,186 1,199 536 753 31,897

大企業 184,987 5,890 3,010 1,855180,122

小口顧客 148,398 8,983 4,581 748 143,069

合計
(2) 463,630 16,760 8,639 3,379451,612

経過利息、純額 1,363
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帳簿価額 452,975

(1) 2009年12月31日現在の連結財務書類に対する注記において、「中央銀行」との取引は、「金融機関」との取引に含まれ

ていた。

(2)
 
条件緩和（減損されていない）貸出金1,783百万ユーロを含んでいる。

顧客に付与したコミットメント（経済主体別）

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

顧客に付与した融資コミットメント

中央政府 4,601 3,796

金融機関以外の機関 18,261 10,780

大企業 101,371 104,830

小口顧客 36,854 33,613

合計 161,087 153,019

顧客に付与した保証コミットメント

中央政府 474 566

金融機関以外の機関 8,057 8,334

大企業 40,950 38,582

小口顧客 42,703 40,277

合計 92,184 87,759

顧客に対する債務（経済主体別）

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

中央政府 2,955 7,608

金融機関以外の機関 100,046 48,040

大企業 100,856 118,230

小口顧客 296,250 288,715

合計 500,107 462,592

経過利息 1,253 1,488

帳簿価額 501,360 464,080

融資活動の集中度（地域別）

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（地域別）（クレディ・アグリコル内部取引を除く。）

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評
価された
減損

集合的に評
価された
減損

合計

フランス（海外の領地を含む。） 191,168 5,426 2,832 1,011187,325

その他のEU諸国 170,691 13,213 6,051 952 163,688

上記以外の欧州諸国 17,865 428 234 138 17,493

北アメリカ 44,579 414 305 787 43,487

中央・南アメリカ 18,110 855 553 33 17,524

アフリカおよび中東 24,302 1,126 615 181 23,506

アジア太平洋（日本を除く。） 21,887 263 135 99 21,653

日本 10,973 44 15 48 10,910

超国家的組織

合計
(1) 499,575 21,76910,740 3,249485,586

経過利息、純額 1,406

帳簿価額 486,992

(1) 条件緩和（減損されていない）貸出金2,161百万ユーロを含んでいる。

2009年12月31日
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（単位：百万ユーロ） 債権総額

個別に減損が
評価された

貸出金および債権
（総額）

個別に評
価された
減損

集合的に評
価された
減損

合計

フランス（海外の領地を含む。） 173,871 5,308 2,654 2,805168,412

その他のEU諸国 170,788 8,725 4,559 440 165,789

上記以外の欧州諸国 16,667 403 216 42 16,409

北アメリカ 38,640 638 308 18 38,314

中央・南アメリカ 14,871 763 370 14,501

アフリカおよび中東 19,675 755 455 70 19,150

アジア太平洋（日本を除く。） 17,651 160 76 4 17,571

日本 10,168 7 2 10,166

超国家的組織 1,299 1,299

合計
(1) 463,630 16,760 8,640 3,379451,611

経過利息、純額 1,364

帳簿価額 452,975

(1) 条件緩和（減損されていない）貸出金1,783百万ユーロを含んでいる。

顧客に付与したコミットメント（地域別分析）

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

顧客に付与した融資コミットメント

フランス（海外の領地を含む。） 66,643 69,768

その他のEU諸国 47,695 43,309

上記以外の欧州諸国 6,935 5,557

北アメリカ 19,813 19,636

中央・南アメリカ 5,802 4,752

アフリカおよび中東 3,764 3,748

アジア太平洋（日本を除く。） 9,402 5,560

日本 1,033 689

合計 161,087 153,019

顧客に付与した保証コミットメント

フランス（海外の領地を含む。） 61,851 54,928

その他のEU諸国 13,091 17,601

上記以外の欧州諸国 2,237 2,308

北アメリカ 6,479 4,464

中央・南アメリカ 1,209 1,211

アフリカおよび中東 2,507 2,777

アジア太平洋（日本を除く。） 4,022 3,922

日本 788 548

合計 92,184 87,759

顧客に対する債務（地域別分析）

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 321,259 310,861

その他のEU諸国 79,043 75,224

上記以外の欧州諸国 6,247 6,122

北アメリカ 59,244 37,258

中央・南アメリカ 6,388 7,248

アフリカおよび中東 15,052 13,568

アジア太平洋（日本を除く。） 9,272 9,548

日本 3,602 2,712

超国家的組織 51

合計 500,107 462,592

経過利息 1,253 1,488
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帳簿価額 501,360 464,080

延滞金融資産または個別に減損が評価された金融資産

延滞金融資産または減損が評価された金融資産の分析（経済主体別）

2010年12月31日

延滞貸出金に対する支払の遅滞 個別に減損
が評価され
た金融資産
の正味帳簿
価額

個別および
共同でテス
トされた金
融資産の減
損

（単位：百万ユーロ） 90日以内
90日超

180日以内

180日超

1年以内
1年超

延滞金融資産の

正味帳簿価額

資本性金融商品 2,986 1,421

負債性金融商品 91 236

　中央政府

　中央銀行

　金融機関 39 46

　金融機関以外の機関 30

　大企業 52 160

　小口顧客

貸出金および債権 7,178 410 182 340 8,11011,15614,572

　中央政府 88 6 4 19 117 77 128

　中央銀行

　金融機関 200 8 48 58 314 69 555

　金融機関以外の機関 115 1 1 4 121 866 2,056

　大企業 1,994 103 89 237 2,423 3,669 5,226

　小口顧客 4,781 292 40 22 5,135 6,475 6,607

合計 7,178 410 182 340 8,11014,23316,229

2009年12月31日

延滞貸出金に対する支払の遅滞 個別に減損
が評価され
た金融資産
の正味帳簿
価額

個別および
共同でテス
トされた金
融資産の減
損

（単位：百万ユーロ） 90日以内
90日超

180日以内

180日超

1年以内
1年超

延滞金融資産の

正味帳簿価額

資本性金融商品 4,762 2,196

負債性金融商品 242 228

　中央政府 99 14

　中央銀行
(1)

　金融機関
(1) 35 30

　金融機関以外の機関 61

　大企業 47 184

　小口顧客

貸出金および債権 9,981 497 470 99 11,0478,23012,550

　中央政府 82 1 22 8 113 16 111

　中央銀行
(1) 1 55

　金融機関
(1) 212 2 65 9 288 161 430

　金融機関以外の機関 70 1 161 232 667 1,303

　大企業 4,878 132 172 75 5,257 2,933 5,074

　小口顧客 4,739 361 50 7 5,157 4,452 5,577

合計 9,981 497 470 99 11,04713,23414,974

(1) 2009年12月31日現在の連結財務書類に対する注記において、「金融機関」との取引および「中央銀行」との取引は同じ

項目に合算して表示されていた。

デリバティブ商品－カウンターパーティー・リスク

デリバティブ商品に係るカウンターパーティー・リスクは、市場価値および健全性基準に従って算定され、加
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重された潜在的な信用リスクから構成される。

また、リスクを軽減するネッティング契約および担保契約の影響も参考として表示されている。

2010年12月31日 2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 市場価額
潜在的な
信用
リスク

カウンター
パーティー・
リスク
合計

市場価額

潜在的な
信用

リスク
(1)

カウンター
パーティー・
リスク
合計

OECD政府、中央銀行および類似機関に関す

るリスク
2,488 2,338 4,826 1,758 1,124 2,882

OECD金融機関および類似機関に関するリス

ク
132,02381,232213,255150,34186,129236,470

その他のカウンターパーティーに関するリ

スク
20,40713,08633,49323,11613,59836,714

合計 154,91896,656251,574175,215100,851276,066

以下に係るリスク：

－金利、為替レートおよびコモディティ契

約
132,00272,786204,788139,56071,573211,133

－エクイティおよびインデックス・

デリバティブ契約
9,145 5,735 14,88012,199 7,593 19,792

－クレジット・デリバティブ契約 13,77118,13531,90623,45621,68545,141

合計 154,91896,656251,574175,215100,851276,066

ネッティング契約および担保契約の影響 130,91154,766185,677147,74055,016202,756

合計（ネッティング契約および担保契約の

影響控除後）
24,00741,89065,89727,47545,83573,310

(1) カウンターパーティー・リスクがないため、ネットワークのメンバー間の契約は含まれていない。

3.2　市場リスク

（2010年経営報告書（Rapport de gestion）の「Facteurs de risques dans le groupe Crédit Agricole S.

A. － Risques de marché」を参照。）

市場リスクとは、損益計算書または貸借対照表において、市場変数の変化に伴い金融商品の価値が不利に変動し

たことによって生じる負の影響のリスクをいい、特に以下のリスクをいう。

・金利：金利リスクとは、公正価値が変化するリスク、または、金利の変動に伴って、金融商品の将来のキャッ

シュ・フローが変化するリスクをいう。

・為替レート：外国為替リスクとは、為替レートの変動に伴って、金融商品の公正価値が変動するリスクをいう。

・価格：価格リスクとは、株式およびコモディティ、株式のバスケットならびに株式指標の価格または流動性の

変動リスクをいう。このリスクに最もさらされる商品は、変動利付証券、エクイティ・デリバティブおよびコ

モディティ・デリバティブである。

デリバティブ商品：残存期間別の分析

デリバティブ商品の市場価値を契約上の残存期間別に分けている。

ヘッジ手段のデリバティブ－資産の公正価値

2010年12月31日
2009年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価格
合計

市場価格合
計（単位：百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 3,7608,52710,22222,50922,095

・金利スワップ 3,6758,3189,80921,80221,410

・金利オプション 80 80 51
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・キャップ－フロア－カラー 71 209 269 549 611

・その他のオプション 14 64 78 23

通貨および金 227 316 9 552 347

・通貨先物 227 316 9 552 347

その他 17 18 120 155 180

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

17 18 120 155 180

小計 4,0048,86110,35123,21622,622

・通貨先渡取引 215 11 83 309 495

正味帳簿価額 4,2198,87210,43423,52523,117

ヘッジ手段のデリバティブ－負債の公正価値

2010年12月31日
2009年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価格
合計

市場価格合
計（単位：百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 3,2439,03112,09524,36923,436

・金利スワップ 3,1078,80212,01423,92322,989

・金利オプション 37 37 23

・キャップ－フロア－カラー 135 229 4 368 399

・その他のオプション 1 40 41 25

通貨および金 221 37 4 262 745

・通貨先物 221 37 4 262 745

その他 15 34 5 54 13

・エクイティおよびインデックス・デ
リバティブ

15 34 5 54 13

小計 15 3,4989,07312,09924,68524,194

・通貨先渡取引 839 24 71 934 349

正味帳簿価額 15 4,3379,09712,17025,61924,543

売買目的保有のデリバティブ商品－資産の公正価値

2010年12月31日
2009年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価格
合計

市場価格合
計（単位：百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 1 19,47758,134102,091179,703185,775

・先物 1 1

・金利先渡契約 245 77 322 574

・金利スワップ 17,50145,58278,577141,660141,947

・金利オプション 25 3,66120,17223,85826,730

・キャップ－フロア－カラー 1,7068,8133,28813,80716,461

・その他のオプション 1 54 55 63

通貨および金 5,1522,5222,2149,888 10,167

・通貨先物 2,837 6 144 2,987 2,407

・通貨オプション 2,3152,5162,0706,901 7,760

その他 2,3002,824 341 5,95517,0166,46434,90048,611

・エクイティおよびインデックス・
デリバティブ

2,2482,824 341 2,5225,834 66614,43518,345

・コモディティ・デリバティブ 52 2,8701,195 71 4,188 4,328

・クレジット・デリバティブ 563 9,9855,70416,25225,906

・その他 2 23 25 32

小計 2,3012,824 341 30,58477,672110,769224,491244,553

・通貨先渡取引 10,6082,019 29612,923 9,398

正味帳簿価額 2,3012,824 341 41,19279,691111,065237,414253,951
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売買目的保有のデリバティブ商品－負債の公正価値

2010年12月31日
2009年
12月31日

取引所取引 店頭取引
市場価価
格合計

市場価格合
計（単位：百万ユーロ） 1年以内

1年超
5年以内

5年超 1年以内
1年超
5年以内

5年超

金利商品 5 21,87853,863103,264179,010190,828

・先物 5 5

・金利先渡契約 234 62 296 515

・金利スワップ 19,61339,84077,029136,482143,954

・金利オプション 38 3,90421,38725,32928,242

・キャップ－フロア－カラー 1,97710,0254,78916,79118,027

・その他のオプション 16 32 59 107 90

通貨および金 5,4542,8182,01510,28710,472

・通貨先物 2,771 72 37 2,8802,666

・通貨オプション 2,6832,7461,9787,4077,806

その他 1,6653,620 304 7,15814,9645,20532,91641,604

・エクイティおよびインデックス・デ
リバティブ

1,6233,615 304 2,5614,163 65012,91616,198

・コモディティ・デリバティブ 42 3,0571,164 55 4,3183,645

・クレジット・デリバティブ 1,4789,4184,47215,36821,381

・その他 5 62 219 28 314 380

小計 1,6703,620 304 34,49071,645110,484222,213242,904

・通貨先渡取引 8,0811,789 26910,1398,563

正味帳簿価額 1,6703,620 304 42,57173,434110,753232,352251,467

デリバティブ商品：コミットメント合計

2010年12月31日2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 想定元本残高合計 想定元本残高合計

金利商品 13,037,750 11,829,541

・先物 415,138 313,593

・金利先渡契約 1,043,903 1,191,995

・金利スワップ 8,282,547 7,641,272

・金利オプション 1,043 1,282

・キャップ－フロア－カラー 1,391,656 1,299,449

・その他のオプション 1,903,463 1,381,950

通貨および金 2,344,717 1,934,587

・通貨先物 1,620,662 1,267,345

・通貨オプション 724,055 667,242

その他 1,085,526 1,340,963

・エクイティおよびインデックス・デリバティブ 208,033 280,865

・貴金属デリバティブ 205 284

・コモディティ・デリバティブ 59,885 52,181

・クレジット・デリバティブ 817,073 1,007,260

・その他 330 373

小計 16,467,993 15,105,091

・通貨先渡取引 863,661 621,129

合計 17,331,654 15,726,220

外国為替リスク

連結貸借対照表の通貨別分析

2010年12月31日 2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 資産 負債 資産 負債

ユーロ 1,214,7421,196,7401,200,9371,176,846
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その他のEU通貨 29,81130,99838,39039,213

米ドル 227,418261,155220,406260,326

日本円 44,49842,32138,51933,895

その他の通貨 77,06062,31559,09147,063

貸借対照表合計 1,593,5291,593,5291,557,3421,557,342

債券および劣後債務の通貨別の内訳

2010年12月31日 2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 社債
期限付
劣後債務

永久
劣後債務

社債
期限付
劣後債務

永久
劣後債務

ユーロ 55,37619,34910,78655,23316,60113,212

その他のEU通貨 93 1,1731,9501,4951,0771,888

米ドル 30 732 3,0863,178 976 3,020

日本円 353

その他の通貨 160 140 283 363 129 247

合計 55,65921,39416,10560,62218,78318,367

割り当てられない経過利息を除いた元本合計である。

保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に

含まれるものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。

3.3　流動性リスクおよび財務リスク

（2010年経営報告書（Rapport de gestion）の「Facteurs de risques dans le groupe Crédit Agricole S.

A. － Gestion du bilan」を参照。）

流動性リスクおよび財務リスクとは、財務的なコミットメントの期限到来時に、当行が適時にかつ合理的な価

格でそれを満たすことができなかった場合の損失リスクをいう。

これらのコミットメントには、預金者および供給者に対する債務ならびに貸付および投資に関するコミットメ

ントが含まれる。

金融機関および顧客に対する貸出金および債権（残存期間別）

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

金融機関に対する貸出金および債権（クレディ・アグリ

コル内部取引を含む。）
141,17363,14091,71567,386363,414

顧客に対する貸出金および債権（うち、ファイナンス・

リース）
123,96741,842121,469108,173395,451

合計 265,140104,982213,184175,559758,865

経過利息 2,796

減損 (14,572)

正味帳簿価額 747,089

2009年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

金融機関に対する貸出金および債権（クレディ・アグリ

コル内部取引を含む。）
120,71258,08888,95870,085337,843
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顧客に対する貸出金および債権（うち、ファイナンス・

リース）
101,06346,860120,022104,738372,683

合計 221,775104,948208,980174,823710,526

経過利息 2,792

減損 (12,550)

正味帳簿価額 700,768

金融機関および顧客に対する債務（残存期間別）

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

銀行に対する債務（クレディ・アグリコル内部取引を含

む。）
106,16914,97218,00114,548153,690

顧客に対する債務 378,08454,99649,45817,569500,107

合計 484,25369,96867,45932,117653,797

経過利息 1,533 131 133 334 2,131

帳簿価額 485,78670,09967,59232,451655,928

2009年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

銀行に対する債務（クレディ・アグリコル内部取引を含

む。）
84,32620,41115,55112,462132,750

顧客に対する債務 324,84363,92554,67219,152462,592

合計 409,16984,33670,22331,614595,342

経過利息 2,535

帳簿価額 597,877

債務証券および劣後債務

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

債務証券

利付債券 126 99 18 22 265

短期金融商品 61 569 1,612 3,801 6,043

譲渡可能債務証券 74,90226,700 2,331 397 104,330

債券
(1) 1,892 8,947 29,43115,38955,659

その他の債務証券 778 252 1,623 2,653

合計 77,75936,56733,39221,232168,950

経過利息 1,387

帳簿価額 170,337

劣後債務

期限付劣後債務 265 85 4,878 16,16621,394

永久劣後債務 16,10516,105

相互保証預託金 119 119

参加型有価証券・ローン 199 199

合計 265 85 4,878 32,58937,817

経過利息 669

帳簿価額 38,486

(1) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。
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2009年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

債務証券

利付債券 151 71 5 33 260

短期金融商品 84 285 1,000 3,730 5,099

譲渡可能債務証券 78,14127,714 2,171 1,232109,258

債券 4,442 13,81622,64819,71660,622

その他の債務証券 956 292 1 1,895 3,144

合計 83,77442,17825,82526,606178,383

経過利息 987

帳簿価額 179,370

劣後債務

期限付劣後債務 531 63 4,918 13,27118,783

永久劣後債務 18,36718,367

相互保証預託金 112 112

参加型有価証券・ローン 200 200

合計 531 63 4,918 31,95037,462

経過利息 1,020

帳簿価額 38,482

リスクのある金融保証（満期別）

以下の表示金額は、リスクのある（すなわち減損した、またはウォッチリストに掲載されている）金融保証の

請求見込額である。

リスクのある金融保証は、保証のうち、引当金のみによって補填される部分に限定されることとなった。それ以

外は、リスクがあるとはみなされない。

したがって、2009年度の金額は、修正表示されている。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

付与した金融保証 177 45 222

2009年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超 合計

付与した金融保証 55 67 122

デリバティブの契約上の残存期間は注記3.2「市場リスク」で開示されている。

3.4　金利リスクおよび為替リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジ

（2010年経営報告書（Rapport de gestion）の「Facteurs de risques dans le groupe Crédit Agricole S.

A. － Gestion du bilan」を参照。）

ヘッジ関係において使用されるデリバティブ金融商品は、以下の用途に応じて指定されている。

・公正価値ヘッジ

・キャッシュ・フロー・ヘッジ

・外貨に対する純投資のヘッジ
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各ヘッジ関係は正式に文書化されており、それには戦略、ヘッジ対象、ヘッジ手段および有効性の測定方法が記

載されている。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジは、金利の変動による固定利付金融商品の公正価値の変動リスクを低減する。公正価値ヘッジ

は、固定利付資産または固定利付負債を、変動利付資産または変動利付負債に変換する。

ヘッジ対象は、主に固定金利のローン、有価証券、預金および劣後債務である。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジは、変動利付金融商品に係るキャッシュ・フローの変動に関するリスクを低減す

る。

ヘッジ対象は、主に変動金利のローンおよび預金である。

外貨に対する純投資のヘッジ

外貨に対する純投資のヘッジは、為替の変動ならびにこれに起因するユーロ以外の通貨建で保有する資産およ

び負債の価値変動から当行グループを保護する。

ヘッジ手段としてのデリバティブ

2010年12月31日 2009年12月31日

（単位：百万ユーロ）
市場価額

想定元本
市場価額

想定元本
プラス マイナス プラス マイナス

公正価値ヘッジ 22,905 25,4051,122,18522,46824,3361,063,207

金利 21,891 24,3031,005,71221,46723,280950,848

株式 155 21 997 180 12 1,995

為替 859 1,081115,156 821 1,044110,037

クレジット

コモディティ

その他 320 327

キャッシュ・フロー・ヘッジ 618 99 15,991 645 172 17,851

金利 618 66 15,875 628 157 17,815

株式 33 116

為替 17 15 36

クレジット

コモディティ

その他

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ 2 115 4,825 4 35 2,493

ヘッジ手段のデリバティブ合計 23,525 25,6191,143,00123,11724,5431,083,551

3.5　業務リスク

（2010年経営報告書（Rapport de gestion）の「Facteurs de risques dans le groupe Crédit Agricole S.

A. － Risques opérationnels」を参照。）

業務リスクは、内部手続もしくはシステムの欠陥、人為的ミスまたは信用リスク、市場リスクもしくは流動性

リスクに関係しない外部事象に起因する損失の可能性である。

次へ
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3.6　資本管理および規制比率

2006年1月11日にEUが採択したIAS第1号の修正は、企業の資本情報およびその管理情報の開示を要求するもの

である。この修正の目的は、企業の資本管理における目的、方針およびプロセスを利用者に開示することである。

そこでは、財務書類の注記の中で質的および量的な情報の開示、主に特に企業が資本として何を管理しているか

の量的データの概要、企業資本に課された外部的要求（規制要件等）、企業が規制要件を順守したか否かの表示、

また順守していない場合、その帰結の開示が要求されている。

「投資機関および金融機関の自己資本」および「金融コングロマリット」にかかる欧州指令をフランス規制

に置換えた、銀行に適用される金融健全性規制では、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは流動性比

率、リスク部門および貸借対照表管理の規制、ならびにソルベンシー比率を遵守する必要がある。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、信用リスク、業務リスクおよび市場リスクのリスク加重資

産を補うために、フランスの金融健全性規制監督機構に要求される規則第90/02号の規制資本要件に沿って、資本

管理を行っている。

欧州CRD（自己資本指令）（2006/48/ECおよび2006/49/EC）をフランス規制に置き換える2007年2月20日の法

令には「金融機関および投資会社に適用される資本要件」および2008年1月1日以降のソルベンシー比率の計算

方法が定義されている。

これら規制に従って、2007年度にクレディ・アグリコル・エス・エー・グループは新しい欧州CRDの置換えの

影響を、資本およびリスク管理プロセスに組み込んだ。

しかしながら、規制当局は2011年12月31日までフロアーに関連する追加資本要件を維持した（バーゼルⅡの

要件はバーゼルⅠの要件の80％未満になってはならない。）。

規制資本は3つの種類に分けることができる。

・Tier1資本は当行グループの株式をもとに計算され、未実現損益に係る調整がされる。

・Tier2資本はTier1資本の100％までと制限されており、主に劣後債で構成されている。

・Tier3資本は比率に含まれており、短期間保有の劣後債で構成されている。

その他金融機関の株式投資の控除によりこの資本の合計は減少し、現在では規制に従いTier1資本および

Tier2資本に直接配分されている。

「コングロマリット指令」の適用は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループにとって持分法適用保

険会社に対する投資の控除を意味する。規制に従って、2007年1月1日より前に取得した企業の資本金に100％適用

される。

規制に従って、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは少なくとも4％の中核的自己資本比率および

8％のソルベンシー比率を維持しなくてはならない。2010年度は2009年度と同様、クレディ・アグリコル・エス・

エー・グループはこれらの要件を満たした。

注記4　損益計算書に対する注記

4.1　受取利息および支払利息

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

銀行間取引 1,361 2,276

クレディ・アグリコル内部取引 6,359 7,755

顧客との取引 13,232 14,362

売却可能金融資産に係る未収利息 7,496 6,626

満期保有金融資産に係る未収利息 981 967
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ヘッジ手段に係る未収利息 1,780 2,201

ファイナンス・リース 1,139 1,131

その他の受取利息および類似収益 26 28

受取利息
(1) 32,374 35,346

銀行間取引 (1,797) (3,106)

クレディ・アグリコル内部取引 (882) (926)

顧客との取引 (6,627) (7,528)

債務証券 (3,544) (4,074)

劣後債務 (2,376) (2,244)

ヘッジ手段に係る未払利息 (1,983) (2,950)

ファイナンス・リース (257) (216)

その他の支払利息および類似費用 (14) (12)

支払利息 (17,480) (21,056)

(1) うち、個別に減損した貸出金および債権に係る受取利息は、2010年12月31日現在、310百万ユーロ（2009年12月31日現在、

332百万ユーロ）であった。

4.2　受取報酬および手数料純額

2010年12月31日 2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 収益 費用 純額 収益 費用 純額

銀行間取引 189 (56) 133 157 (91) 66

クレディ・アグリコル内部取引 492 (1,070)(578) 721 (986) (265)

顧客との取引 1,761 (166) 1,595 1,693 (117) 1,576

証券取引 1,176 (543) 633 1,003 (409) 594

外国為替取引 42 (17) 25 35 (13) 22

デリバティブおよびその他のオフバランス
シート項目

2,082 (639) 1,443 2,071 (812) 1,259

支払手段ならびにその他の銀行業務および
金融サービス

2,294 (2,739)(445) 2,013 (2,256)(243)

投資信託管理、信託および同種の業務 2,739 (649) 2,090 2,105 (338) 1,767

受取報酬および手数料純額 10,775(5,879)4,896 9,798 (5,022)4,776

4.3　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／（損失）

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

受取配当金 319 132

売買目的保有に分類される、純損益を通じて公正価値で測定する資産／負

債に係る未実現利益・損失または実現利益・損失
(142) 1,270

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された資

産／負債に係る未実現利益・損失または実現利益・損失
1,603 3,265

為替取引および同種の金融商品に係る純利益／（損失）（在外営業活動体

に対する純投資のヘッジに係る利益／（損失）を除く。）
544 192

ヘッジ会計による利益／（損失） (24) 24

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／（損失）
(1) 2,300 4,883

(1) 保険会社が保有する金融資産について、2010年度において1十億ユーロ、2009年度において4.6十億ユーロを含む。

公正価値で測定する発行済債券に係る発行者のスプレッドの変動により、2010年12月31日現在、33百万ユーロ

の損失となった（銀行業務純収益に含まれた。）。2009年12月31日現在では504百万ユーロの損失であった。

ヘッジ会計による利益／（損失）の分析

2010年12月31日
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（単位：百万ユーロ） 利益 その他 純額

公正価値ヘッジ 7,998 (8,016) (18)

ヘッジされるリスクに帰属するヘッジ対象の公正価値の変動 4,107 (5,065) (958)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動（ヘッジの売却を含

む。）
3,891 (2,951) 940

キャッシュ・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーの公正価値

ヘッジ
6,130 (6,136) (6)

ヘッジ対象の公正価値の変動 3,293 (2,738) 555

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動 2,837 (3,398) (561)

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーのキャッシュ

・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段である商品の公正価値の変動－非有効部分

ヘッジ会計による利益／（損失） 14,128 (14,152) (24)

2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 利益 その他 純額

公正価値ヘッジ 8,596 (8,570) 26

ヘッジされるリスクに帰属するヘッジ対象の公正価値の変動 4,131 (4,160) (29)

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動（ヘッジの売却を含

む。）

4,465 (4,410) 55

キャッシュ・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動－非有効部分

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーの公正価値

ヘッジ

6,744 (6,746) (2)

ヘッジ対象の公正価値の変動 2,997 (3,634)(637) 　

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動 3,747 (3,112) 635

金融商品ポートフォリオの金利リスク・エクスポージャーのキャッシュ

・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段である商品の公正価値の変動－非有効部分

ヘッジ会計による利益／（損失） 15,340 (15,316) 24

4.4　売却可能金融資産に係る純利益／（損失）

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

受取配当金 672 584

売却可能金融資産に係る実現利益または実現損失
(1)(2) 2,629 188

株式投資に係る減損損失 (134) (564)

満期保有金融資産ならびに貸出金および債権の処分に係る利益または損失 (20) (36)

売却可能金融資産に係る純利益／（損失） 3,147 172

(1) 注記4.8に記載されている、売却可能金融資産として認識された減損した固定利付証券に係る実現利益または実現損失

は除く。

(2) 2.4十億ユーロの増加の主な要因は、保険業務であった。

4.5　その他の業務に係る純利益および費用

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

遊休固定資産に係る利益または損失 32 96

保険契約者利益参加 (5,100) (5,235)
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保険事業によるその他の純利益 17,835 13,385

保険責任準備金の変動
(1) (18,228) (15,097)

投資不動産からの純利益 55 186

その他の純利益（費用） 298 486

その他の業務に係る純収益（費用） (5,108) (6,179)

(1) うち、2010年度の実収保険料28.6十億ユーロ（2009年度は24.2十億ユーロ）、2010年度の保険金支払額-10.8十億ユーロ

（2009年度は-10.8十億ユーロ）である。注記5.3を参照。

4.6　一般営業費用

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

人件費 (7,567) (6,892)

利益または給与関連以外の税金 (357) (388)

外部サービスおよびその他の一般営業費用 (4,524) (4,236)

営業費用 (12,448) (11,516)

全部連結および比例連結されるクレディ・アグリコル・エス・エー・グループ企業より2010年度に法定監査

人に支払われた報酬の法人別および契約類型別の内訳が以下に記載されている。

（単位：千ユーロ（税

金を除く。））

2010年 2009年

アーンスト

・アンド・

ヤング

プライス

ウォーター

ハウスクー

パース マザール KPMG デロイト その他 合計 合計

独立監査、証明、単体お

よび連結財務書類のレ

ビュー

16,90315,2452,013 523 1,176 1,08936,94938,911

独立監査業務に直接関

連する補助的任務およ

びサービス

6,412 4,445 341 5 146 11,3494,883

合計 23,31519,6902,354 528 1,322 1,08948,29843,794

4.7　有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

減価償却費および償却費 (737) (666)

　有形固定資産 (450) (426)

　無形資産 (287) (240)

減損損失 (2) 0

　有形固定資産 1 2

　無形資産 (3) (2)

合計 (739) (666)

4.8　リスク費用

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

引当金繰入額および減損損失 (5,067) (5,881)

売却可能固定利付金融資産 (32) (63)

貸出金および債権 (4,598) (5,272)
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満期保有金融資産

その他の資産 (24) (68)

融資コミットメント (163) (267)

リスクおよび費用 (250) (211)

引当金および減損損失の戻入額 1,586 1,221

売却可能固定利付金融資産 38 1

貸出金および債権 1,200 921

満期保有金融資産

その他の資産 7 11

融資コミットメント 149 81

リスクおよび費用 192 207

減損損失および引当金の純繰入額 (3,481) (4,660)

減損した売却可能固定利付金融資産の実現利益または損失 (47)

貸倒債権の償却－未計上 (269) (142)

償却された貸倒債権の回収額 193 208

条件緩和債権の割引 (67) (74)

融資コミットメントに係る損失 (43) (1)

その他の損失 (63) (20)

リスク費用 (3,777) (4,689)

4.9　その他の資産に係る純利益／（損失）

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

事業に供された有形固定資産および無形資産 8 45

処分に係る利益 14 48

処分に係る損失 (6) (3)

連結された株式投資 (185) 22

処分に係る利益 5 24

処分に係る損失
(1) (190) (2)

結合に係る純利益（費用）

その他の資産に係る純利益／（損失） (177) 67

(1) 実質的には、インテーザ・サンパオロ株式の0.8％を売却したことに係る損失であった。

4.10　法人所得税

税金費用

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

当期発生税金費用 179 (1,406)

繰延税金費用 (1,056) 1,195

当期税金費用 (877) (211)

理論上の税率と実効税率の調整

2010年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 課税基準額 税率 税金

税金、のれんの減損、非継続事業および持分法適用会社の利益持分控除前

利益
2,988 34.43％ (1,029)

永久差異の影響
(1) (10.07％) 301

在外子会社に対する異なる税率の影響 (3.48％) 104

当年度の損失、繰越欠損金の利用および一時差異による影響
(2) 3.31％ (99)

税率引下げの影響
(3) 2.68％ (80)
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その他の項目の影響 2.48％ (74)

実効税率および税金費用 29.34％ (877)

(1) 保険の資本準備金に関する新たな税規制に関連する442百万ユーロならびに、リスクおよび費用に係る引当金に関連する

-63百万ユーロを含む。

(2) エンポリキ・バンクのリスクおよび費用に係る引当金損金不算入額に対する繰延税金の計上の終了に関連する-211百万

ユーロを含む。

(3) インテーザ・サンパオロ株式の0.8％を処分したことに関連する-50百万ユーロを含む。

理論上の税率は、コモン・ロー（追加の社会保障費を含む。）に基づき2010年12月31日終了年度のフランスに

おける課税所得に対して適用される税率である。

2009年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 課税基準額 税率 税金

税金、のれんの減損、非継続事業および持分法適用会社の利益持分控除前

利益
1,139 34.43％ (392)

永久差異の影響
(1) 0.65％ (7)

在外子会社に対する異なる税率の影響 (16.13％) 184

当年度の損失、繰越欠損金の利用および一時差異による影響 (4.34％) 49

税率引下げの影響 (2.64％) 30

その他の項目の影響 6.62％ (75)

実効税率および税金費用 18.59％ (211)

(1)デュカートののれん償却額に係る繰延税金134百万ユーロ、配当金に係る当期税金-33百万ユーロおよび引当金損金不算入

額に対する-38百万ユーロを含む。

4.11　その他の包括利益の変動

当期のその他の包括利益（税引後）は以下のとおりである。

その他の包括利益
その他の
包括利益
（持分法適
用会社を除
く。）

持分法適用
会社のその
他の包括利
益の持分

（単位：百万ユーロ）
為替換算
調整勘定
の変動

売却可能
金融資産
の公正価値

の変動
(1)

ヘッジ手段
のデリバ
ティブの公
正価値の変
動

退職給付に
係る

数理計算上
の差益／
（差損）

公正価値の変動
(1) (798)(109) (907)

純損益への振替 (92) 8 (84)

為替換算調整勘定の変動 129 129

退職給付に係る数理計算上の差益／（差損）

の変動
(32) (32)

持分法適用会社のその他の包括利益の持分 (102)

2010事業年度のその他の包括利益（当行グ

ループの持分）
129 (890)(101) (32) (894)(102)

2010事業年度のその他の包括利益（少数株主

持分）
128 (82) 2 (3) 45

2010事業年度のその他の包括利益合計
(2) 257 (972) (99) (35) (849)(102)

公正価値の変動 0 2,717 (86) 2,631

純損益への振替 0 (60) 1 (59)

為替換算調整勘定の変動 (43) 0 0 (43)

持分法適用会社のその他の包括利益の持分 72

2009事業年度のその他の包括利益（当行グ

ループの持分）
(43)2,657 (85) 2,529 72

2009事業年度のその他の包括利益（少数株主

持分）
(54) 105 (11) 40

2009事業年度のその他の包括利益合計
(1) (97)2,762 (96) 2,569 72
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(1) この金額には、処分によるキャピタル・ゲイン2.6十億ユーロ（注記4.4を参照。）、保険契約者の利益参加分-2.3十億

ユーロおよびこれに関連する税金費用-0.1十億ユーロが含まれている。

(2) 「その他の包括利益に認識された売却可能金融資産に係る利益および損失合計」に含まれるデータは以下で開示され

ている。

2010年12月31日2009年12月31日

総額 (1,344) 3,433

税金 372 (671)

合計－純額 (972) 2,762

注記5　セグメント報告

事業セグメントの定義

IFRS第8号によると、開示情報は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの管理、業績査定および特定

の事業セグメントに割り当てる資源に関する決定を行うために業務執行委員会が使用する内部報告に基づいて

いる。

内部報告によると、事業セグメントは、当行グループの事業部門によって構成されている。

クレディ・アグリコル・エス・エーの活動は、7つの事業セグメントに組織されている。

・6つの事業部門

　・フランス国内リテール・バンキング ― 地域金庫

　・フランス国内リテール・バンキング ― LCLネットワーク

　・国際リテール・バンキング

　・専門金融サービス

　・資産運用、保険およびプライベート・バンキング

　・法人営業および投資銀行

・上記に加え、「コーポレート・センター」

事業部門の表示

1．フランス国内リテール・バンキング ― 地域金庫

この事業部門は、地域金庫およびその子会社から構成される。

地域金庫は、地域において強い存在感を持ち、個人顧客、農業従事者、小規模企業、法人および地方自治体に銀行

サービスを提供する。

クレディ・アグリコル地域金庫は、貯蓄商品（マネー・マーケット、社債、株式）、生命保険、融資（主にモー

ゲージ・ローンおよび消費者金融）および支払サービスを含む幅広い銀行・金融サービスを提供している。同銀

行は、生命保険に加えて、広範囲にわたる損害保険および死亡傷害保険も提供している。

2．フランス国内リテール・バンキング ― LCLネットワーク

この事業部門は、フランスのLCL支店ネットワークから構成されており、都市部およびセグメント化された顧客

（個人顧客、小規模企業および中小企業）に対するアプローチに注力している。

LCLは、資産運用商品、保険商品および資産管理商品とともに幅広い銀行商品およびサービスを提供している。

3．国際リテール・バンキング

国際リテール・バンキングは、主にリテール・バンキングに関連する全部連結会社または持分法適用会社であ

る在外子会社および投資を含む。
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これらの子会社および投資は、主に欧州（ギリシャのエンポリキ・バンク、イタリアのカリパルマおよびフ

リューラドリア、ポーランドのルカス・バンク、ポルトガルのバンコ・エスピリト・サント、スペインのバンコア

およびバンクインテル、ベルギーのクレディ・アグリコル・ベルジュ、ウクライナのインデックス・バンク、セル

ビアのクレディト・アグリコル・バンカ・スルビジャ　a.d. ノヴィ・サッド）であり、その次に中東およびアフ

リカ（クレディ・デュ・マロックおよびクレディ・アグリコル・エジプト等）である。しかしながら、消費者金

融、リース・ファイナンスおよびファクタリングの在外子会社（クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファ

イナンスの子会社、ポーランドのCAL&FおよびEFLの子会社等）は、同部門に含まれておらず、「専門金融サービ

ス」セグメントに計上されている。

4．専門金融サービス

専門金融サービスは、当行グループの子会社から構成されており、フランスおよび海外の個人顧客、小規模企

業、法人および地方自治体に対する銀行商品およびサービスを提供している。これらには、以下のものが含まれ

る。

・フランスのクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスに属しているか、フランス国外の子会社ま

たはパートナーシップを通じて保有されている消費者金融会社（アゴス-デュカート、フォーソ、クレジット-

プラス、リバンク、クレディボム、ダン・アクティブ、インテルバンク・グループ、エンポリキ・クレディコム、

FGAキャピタル・エス・ピー・エー）

・ファクタリングおよびリース・ファイナンス等の会社に対する専門金融サービス（CAL&Fグループ、EFL）

5．資産運用、保険およびプライベート・バンキング

この事業部門は、以下のものを含む。

・個人向け貯蓄ソリューションおよび法人向け投資ソリューションを提供するアムンディ・グループおよびBFT

ジェスティオンの資産運用

・投資家向けサービス：CACEISバンクによる保管業務およびCACEISファストネットによるファンドの資金管理

業務

・個人保険（フランスのプレディカおよびメディカル・ドゥ・フランス、イタリアのCA ヴィータならびにポル

トガルのBES ヴィーダ）

・損害保険（パシフィカおよびポルトガルのBES セグロス）

・債務返済保険業務（クレディ・アグリコル・クレディター・インシュアランスが行う。）

・主にバンク・ドゥ・ジェスティオン・プリヴェ・インドスエズ（BGPI）およびクレディ・アグリコル・CIBの

子会社（クレディ・アグリコル・スイス、クレディ・アグリコル・ルクセンブルクおよびクレディ・フォンシ

エ・ドゥ・モナコ等）が行うプライベート・バンキング業務

6．法人営業および投資銀行

法人営業および投資銀行事業は、2つの主要な業務に分類され、主にクレディ・アグリコル・CIBが行っている。

・すべてのキャピタル・マーケット活動、株式および先物のブローカレッジ業務、プライマリー・エクイティ・

マーケットならびにM&Aを含む、キャピタル・マーケットおよび投資銀行業務

・従来型の商業銀行およびストラクチャード・ファイナンス（プロジェクト・ファイナンス、資産金融、不動産

ファイナンスおよびホテル・ファイナンス）ならびにクレディ・アグリコル・CIBの減損資産ポートフォリオ

の管理を含む、ファイナンス業務

7．コーポレート・センター
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この事業部門は、主にクレディ・アグリコル・エス・エーの中心的な組織機能、資産負債管理、子会社の買収ま

たは株式投資に関連する負債管理を含む。

この事業部門は、プライベート・エクイティ・ビジネスの業績およびその他のクレディ・アグリコル・エス・

エー・グループの会社（ユニ-エディシオン、フォンカリス等）の業績も含む。

この事業部門には、資金プール会社からの利益、複数の事業部門が業務に使用する不動産を保有する不動産会

社からの利益、ならびに再編中の業務からの利益も含まれる。

最後に、この事業部門は、クレディ・アグリコル・エス・エーの連結納税の影響および各事業部門の「標準

的」な税率と各子会社に適用される実際の税率との違いを含む。

5.1　事業部門情報

事業部門間の取引は、通常の条件で行われている（アームスレングス・ルール）。

事業部門資産は、各事業部門の貸借対照表の勘定科目別に計算されている。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）

フランス国内
リテール・
バンキング

国際リテー
ル・バンキ
ング

専門金融
サービス

資産運用、
保険および
プライベー
ト・バンキ
ング

法人営業
および
投資銀行

コーポ
レート・
センター

合計

地域金庫
LCLネット
ワーク

銀行業務純収益 3,9452,9753,9454,984 5,315(1,035)20,129

営業費用 (2,575)(1,951)(1,734)(2,490)(3,507)(930)(13,187)

営業総利益 1,3701,0242,2112,494 1,808(1,965)6,942

リスク費用 (359)(1,444)(1,298)(25) (623) (28) (3,777)

営業利益 1,011 (420) 913 2,469 1,185(1,993)3,165

持分法適用会社の利益持分 957 108 12 3 139 (1,154) 65

その他の資産に係る純利益／(損失) (2) 8 (8) (6) (169) (177)

のれんの変動額 (445) (445)

税引前利益 957 1,009 (749) 925 2,464 1,318(3,316)2,608

法人所得税 (303)(183)(330)(801) (305)1,045 (877)

非継続事業に係る純利益／(損失) 21 1 (1) 21

当期純利益 957 706 (911) 595 1,664 1,013(2,272)1,752

少数株主持分損益 35 17 59 155 38 185 489

当期純利益－当行グループの持分 957 671 (928) 536 1,509 975 (2,457)1,263

事業部門資産：

－うち、持分法適用会社に対する投資 13,635 2,567 163 17 1,095 634 18,111

－うち、のれん 5,2633,3083,3634,549 2,405 72 18,960

資産合計 13,635116,32695,425124,868351,654890,4691,1521,593,529

2009年12月31日
(1)

（単位：百万ユーロ）

フランス国内
リテール・
バンキング

国際リテー
ル・バンキ
ング

専門金融
サービス

資産運用、
保険および
プライベー
ト・バンキ
ング

法人営業
および
投資銀行

コーポ
レート・
センター

合計

地域金庫
LCLネット
ワーク

銀行業務純収益 3,8492,9313,6793,910 4,156 (583)17,942

営業費用 (2,551)(1,988)(1,705)(1,980)(3,181)(777)(12,182)

営業総利益 1,298 943 1,9741,930 975 (1,360)5,760

リスク費用 (435)(1,089)(1,320)(6) (1,769)(70) (4,689)

営業利益 863 (146) 654 1,924 (794)(1,430)1,071

持分法適用会社の利益持分 822 145 10 3 115 (248) 847

その他の資産に係る純利益／(損失) 45 1 12 9 67
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のれんの変動額 (485) (1) (486)

税引前利益 822 863 (441) 665 1,927 (667)(1,670)1,499

法人所得税 (92) (259)(180)(136)(533) 355 634 (211)

非継続事業に係る純利益／(損失) 158 158

当期純利益 730 604 (463) 529 1,394 (312)(1,036)1,446

少数株主持分損益 30 (5) 72 37 8 179 321

当期純利益－当行グループの持分 730 574 (458) 457 1,357 (320)(1,215)1,125

事業部門資産：

－うち、持分法適用会社に対する投資 12,840 2,588 125 11 880 3,582 20,026

－うち、のれん 5,2633,7453,3264,615 2,407 76 19,432

資産合計 12,840110,96191,537117,342326,249845,81152,6021,557,342

(1) アムンディの設立後、BFT（バンク・フィナンスモン・エ・トレゾルリ）は、「資産運用、保険およびプライベート・バ

ンキング」ではなく、「コーポレート・センター」に含まれている。2009年度の事業部門別の業績は、かかる振替を反映

して修正表示されている。

5.2　セグメント情報：地域別分析

事業部門資産および業績の地域別分析は、会計処理上、取引が計上されている地域に基づいている。

2010年12月31日 2009年12月31日
(1)

（単位：百万ユーロ）

当期純利益
－当行グ
ループの持
分

銀行業務
純収益

事業部門
資産

うち、
のれん

当期純利益
－当行グ
ループの持
分

銀行業務
純収益

事業部門
資産

うち、
のれん

フランス（海外の領地を含

む。）
571 10,2901,238,30512,960 638 8,7591,226,46213,066

その他のEU諸国 (177)6,402 204,0635,179 (92) 6,342 199,2065,563

上記以外の欧州諸国 111 702 18,571 559 156 757 16,651 559

北アメリカ 247 952 62,509 26 (10) 516 53,339 24

中央・南アメリカ 14 62 1,799 22 19 109 1,377 18

アフリカおよび中東 212 486 13,086 175 211 467 12,263 172

アジア太平洋（日本を除く。） 288 1,033 34,572 2 257 923 28,581 0

日本 (3) 202 20,624 37 (54) 69 19,463 30

合計 1,26320,1291,593,52918,9601,12517,9421,557,34219,432

(1) IFRS第8号の適用により、地域別のセグメント報告は、内部取引消去後で表示される。したがって、2009年度の数値は修正

表示されている。

5.3　保険事業

保険事業からの総収益

保険事業

（単位：百万ユーロ）
2010年12月31日2009年12月31日

保険料収入 28,771 24,580

未経過保険料の変動 (166) (364)

実収保険料 28,605 24,216

その他営業利益 233 266

投資収益 7,380 7,162

投資費用 (444) (606)

減損および償却費の戻入れ控除後の投資の処分に係る利益／（損失）純額 2,541 110

純損益を通じて公正価値で測定する投資の公正価値の変動 968 4,450

投資に係る減損の変動 (23) (627)

費用差し引き後の投資収益 10,422 10,489

支払済み保険金 (34,445) (30,862)
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再保険契約から生じる収益 392 405

再保険契約から生じる費用 (504) (438)

再保険契約から生じる純収益（費用） (112) (33)

契約取得費用 (1,882) (1,767)

投資有価証券および類似項目の償却 (9) (11)

一般管理費 (1,065) (812)

その他当期営業利益（費用） (123) (170)

その他営業利益（費用） (31) 2

営業利益 1,593 1,318

資金調達費用 (116) (71)

関連会社の利益持分

法人所得税 (482) (296)

連結純利益 995 951

少数株主持分損益 12 23

当期損益－当行グループの持分 983 928

(1) うち、2010年度の保険金支払額-10.8十億ユーロ（2009年度と同じ）、2010年度の保険契約者の利益参加分の変動

-5.1十億ユーロ（2009年度は-5.2十億ユーロ）および2010年度の保険責任準備金の変動-18.2十億ユーロ（2009年度は

-15.2十億ユーロ）である。

保険会社への投資

IFRSの分類 2010年12月31日 2009年12月31日
(2)

（単位：百万ユーロ） 正味価値 未実現利益 正味価値 未実現利益

売却可能資産 139,313 137,829

株式 19,976 27,705

債券 69,510 76,826

政府短期証券および類似証券 49,827 33,298

満期保有資産 21,225 506 21,167 1,080

債券 139 3 3,228 165

政府短期証券および類似証券 21,086 503 17,939 915

売買目的保有に分類される、純損益を通じて公正価値で測定する金融

資産、および当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものと

して指定された金融資産

25,011 27,806

株式 8,302 9,452

債券 8,291 13,933

政府短期証券および類似証券 7,477 3,516

デリバティブ商品 941 905

その他公正価値で測定する資産 41,389 38,507

ユニット・リンク契約の担保資産
(1) 41,496 38,492

ヘッジ手段のデリバティブ (107) 15

貸出金および債権 4,127 4,069

投資不動産 2,461 1,782 2,493 1,848

保険会社への投資合計 233,526 2,288231,871 2,928

(1) 保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有する資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含まれる

ものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。

(2) この注記は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内の保険会社に対する投資（クレディ・アグリコル・ア

シュランスの範囲）に関するものである。クレディ・アグリコル・アシュランスの範囲に関して2009年度について公表

された数値は、2010年12月31日より適用された新たな表示様式と比較できるよう修正表示されている。

5.4　フランス国内リテール・バンキング－地域金庫

地域金庫およびその子会社の事業および寄与

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

調整済銀行業務純収益
(1) 13,232 12,740
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営業費用 (7,092) (6,904)

営業総利益 6,140 5,836

リスク費用 (1,366) (1,726)

営業利益 4,774 4,110

その他利益 6 8

法人所得税 (1,586) (1,381)

地域金庫の調整済純利益合計 3,194 2,737

地域金庫の子会社の調整済純利益合計 57 (33)

純利益合計（100％） 3,251 2,704

修正前の払込純利益合計 824 685

地域金庫の純利益に対する持分の増加
(2) 142 143

資本金の変動による希薄化／回復による収益 (10) 9

その他連結修正および消去 1 (15)

持分法適用会社の利益に対する持分
(1) 957 822

(1) IFRSに基づく銀行業務純収益合計は、グループ内部取引に関して修正表示されている。

(2) 地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに対して実際に支払われた配当金とクレディ・アグリコル・エス・

エーの持ち株比率に基づいて計算された配当金との差額を含んでいる。

注記6　貸借対照表に対する注記

6.1　現金および中央銀行預け金

2010年12月31日 2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 資産 負債 資産 負債

現金 1,515 1,411

中央銀行預け金
(1) 27,810 770 33,321 1,875

帳簿価額 29,325 770 34,732 1,875

(1) 経過利息は分離表示されなくなった。したがって、2009年12月31日現在について公表された数値は、再分類されている。

6.2　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

売買目的保有金融資産 368,944 385,163

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金

融資産
44,712 41,864

帳簿価額 413,656 427,027

うち、貸付有価証券 2,999 674

売買目的保有金融資産

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

顧客に対する貸出金および債権 435 318

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 35,556 27,759

売買目的有価証券 95,539 103,135

・政府短期証券および類似証券 42,633 43,033

・債券およびその他の利付証券 27,816 38,486

・株式およびその他の証券 25,090 21,616

デリバティブ商品 237,414 253,951

帳簿価額 368,944 385,163

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
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（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

ユニット・リンク契約 41,496 38,492

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された有

価証券
3,216 3,372

・政府短期証券および類似証券 8 9

・債券およびその他の利付証券 1,841 2,197

・株式およびその他の証券 1,367 1,166

帳簿価額 44,712 41,864

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

売買目的保有金融負債 343,586　 366,319

当初認識時に公正価値で測定するものとして指定された金融負債

帳簿価額 343,586　 366,319

売買目的保有金融負債

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

空売り有価証券 25,797 28,858

買戻し条件付契約に基づいて売却した有価証券 54,601 56,263

債務証券 30,836 29,731

デリバティブ商品 232,352 251,467

帳簿価額 343,586 366,319

売買目的のデリバティブ商品（特に金利について）の詳細は、注記3.2「市場リスク」で提供されている。

6.3　ヘッジ手段のデリバティブ商品

キャッシュ・フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジに係る、特に金利および為替レートについての詳細は注記

3.4で提供されている。

6.4　売却可能金融資産

2010年12月31日 2009年12月31日
(1)

（単位：百万ユーロ）
貸借対照表上
の公正価値

その他の包括
利益に認識さ
れた利益

その他の包括
利益に認識さ
れた損失

貸借対照表上
の公正価値

その他の包括
利益に認識さ
れた利益

その他の包括
利益に認識さ
れた損失

政府短期証券および類似証券 87,008 746 (3,200)64,522 1,038 (102)

債券およびその他の利付証券 113,2751,663 (949) 117,3803,785 (438)

株式およびその他の証券 19,206 479 (55) 26,872 242 (197)

非連結投資
(4) 6,128 873 (265) 4,644 863 (230)

売却可能債権 140 140 1

売却可能有価証券合計 225,6173,761 (4,469)213,4185,928 (967)

売却可能債権合計 140 140 1

売却可能金融資産の帳簿価額
(3) 225,7573,761 (4,469)213,5585,929 (967)

法人所得税費用 (1,086)1,333 (1,823) 212

その他の包括利益に認識された売却

可能金融資産に係る利益および損失

（税引後）
(2)

2,675 (3,136) 4,106 (755)

(1) 経過利息は分離表示されなくなった。したがって、2009年12月31日現在について公表された数値は、再分類されている。

(2) 2010年12月31日現在、未実現純損失0.4十億ユーロ（2009年12月31日現在は未実現純利益3.4十億ユーロ）は、当行グ

ループ保険会社の税引後保険契約者繰延配当資産0.5十億ユーロ（2009年12月31日現在は税引後保険契約者繰延配当負

債2.3十億ユーロ）により相殺されている。残高の0.1十億ユーロは、2010年12月31日現在の組替調整される株主持分に

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 706/1332



認識された未実現純利益に相当する（2009年12月31日現在は1十億ユーロの未実現純利益）。

(3) 減損した売却可能債務証券0.1十億ユーロおよび減損した売却可能変動利付証券3十億ユーロを含む。

(4) 2009年度において「持分法適用会社に対する投資」に表示され「非連結投資」に振り替えられた、クレディ・アグリコ

ル・エス・エーのインテーザ・サンパオロ・エスピーエーに対する投資の分類変更1.3十億ユーロを含む。この分類変

更は、当行グループによる、かかる会社の監督委員会における代表を可能にしていた取決めを終了する旨の2010年12月

16日の決定を受けて行われた。

6.5　金融機関および顧客に対する貸出金および債権

金融機関に対する貸出金および債権

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

金融機関

貸出金および債権 54,367 50,713

うち、当座貸越 19,719 31,496

うち、コールローン 6,062 2,552

担保差入有価証券 290 548

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 48,446 37,922

劣後ローン 396 476

活発な市場において取引されない有価証券 481 1,047

その他の貸出金および債権 144 242

合計 104,124 90,948

経過利息 177 164

減損 555 485

純額 103,746 90,627

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 1,663 1,748

定期預金および貸付金 257,627 245,148

合計 259,290 246,896

経過利息 807 897

純額 260,097 247,793

帳簿価額 363,843 338,420

顧客に対する貸出金および債権

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

顧客に対する貸出金および債権

顧客に対する債権 12,941 12,145

顧客に対するその他の貸出金 291,586 275,180

売戻し条件付契約に基づいて購入した有価証券 42,172 36,954

劣後ローン 496 494

活発な市場において取引されない有価証券 11,779 12,626

保険債権 1,114 1,098

再保険債権 224 235

関係会社当座勘定への貸付 403 400

当座貸越 16,286 15,833

合計 377,001 354,965

経過利息 1,433 1,330

減損 13,709 11,780

純額 364,725 344,515

ファイナンス・リース取引

不動産リース 7,552 7,255

設備リース、オペレーティング・リースおよび類似の取引 10,898 10,463

合計 18,450 17,718

経過利息 379 400
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減損 308 285

純額 18,521 17,833

帳簿価額 383,246 362,348

6.6　金融資産から控除された減損

（単位：百万ユーロ）
2009年
12月31日

範囲の変更 増加 戻入
為替換算
調整勘定

その他
の変動

2010年
12月31日

金融機関に対する貸出金および債権 485 91 (37) 25 (9) 555

顧客に対する貸出金
(1) 11,780 (39)4,531(2,781)187 31 13,709

　うち、集合的減損 3,379 (8) 453 (688) 98 (16) 3,250

ファイナンス・リース取引 285 (6) 231 (202) 1 309

満期保有金融資産

売却可能資産
(2) 2,424 4 165 (804)(149)16 1,656

その他の金融資産 143 36 (44) 1 (3) 133

金融資産の減損合計 15,117 (41)5,054(3,868)65 35 16,362

「範囲の変更」に含まれるもの：

(1) 「範囲の変更」の39百万ユーロの内訳は、事実上、2010年度に売却したBIMRの顧客に対する貸出金の減損（12百万ユー

ロ）ならびにSSFおよびクレディゲン（いずれも2010年度に連結の範囲から除外された。）に係る減損（18百万ユー

ロ）の除外である。

「戻入」に含まれるもの：

(2) かかる戻入は、事実上、有価証券またはUCITSの全部売却または一部売却である。

「その他の変動」に含まれるもの：

(1) これらの変動には、特に、クレディ・アグリコル・CIBが行った、銀行保証に対する引当金から顧客に対する貸出金の減

損への振替に相当する50百万ユーロ、およびエンポリキの負債（負債費用引当金）への分類変更による-14百万ユーロ

が含まれる。

(2) これらの変動には、主に売却可能有価証券の減損への振替（クレディ・アグリコル・CIBについては金融機関に対する

貸出金および債権の減損から7百万ユーロ、エンポリキについては顧客に対する貸出金の減損から6百万ユーロ）が含ま

れる。

（百万ユーロ）
2008年
12月31日

範囲の変更 増加 戻入
為替換算
調整勘定

その他
の変動

2009年
12月31日

金融機関に対する貸出金および債権 340 161 (17) 1 485

顧客に対する貸出金
(1) 9,212 (69)5,111(2,621)(26)173 11,780

　うち、集合的減損 2,498 1 1,098 (202) (21) 5 3,379

ファイナンス・リース取引
(1) 203 44 250 (197) (1) (14) 285

満期保有有価証券

売却可能資産
(2) 2,846 64 627 (1,130) 7 10 2,424

その他の金融資産 120 (7) 51 (20) (1) 143

金融資産の減損合計 12,721 32 6,200(3,985)(19)168 15,117

「その他の変動」に含まれるもの：

(1) 取得日現在のデュカートに対する貸出金および債権の公正価値に相当する140百万ユーロを含む。

(2) CA VITAのポートフォリオ内の有価証券の公正価値調整額19百万ユーロを含む。

「範囲の変更」に含まれるもの：

(1) エンポリキのサブ・グループの崩壊により生じたエンポリキ・リーシングによるファイナンス・リース取引に分類変

更された41百万ユーロを含む。

(2) サブ・グループの崩壊前にエンポリキにより連結範囲から除外された4社について認識された減損51百万ユーロを含

む。

「戻入」に含まれるもの：

(2) プレディカによる減損した有価証券の売却に係る933百万ユーロを含む。

6.7　金融機関および顧客に対する債務

銀行に対する債務

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日
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金融機関

預金 78,201 74,577

うち、当座預金 7,803 7,839

うち、コールマネー 12,002 10,993

担保受入有価証券 11,936 11,346

買戻し条件付契約に基づいて売却した有価証券 32,181 23,777

小計 122,318 109,700

経過利息 403 560

合計 122,721 110,260

クレディ・アグリコル内部取引

当座預金 3,092 4,823

定期預金および貸付金 28,278 18,227

小計 31,370 23,050

経過利息 477 487

合計 31,847 23,537

帳簿価額 154,568 133,797

顧客に対する債務

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

当座預金 100,214 91,071

特別貯蓄預金 214,220 206,418

顧客に対するその他の債務
(1) 123,666 111,162

買戻し条件付契約に基づいて売却した有価証券 59,593 52,193

直接保険債務 2,018 1,149

再保険債務 389 594

責任保険コミットメントに対して出再保険会社および再保険引受会社から

受領した預託金
7 5

合計 500,107 462,592

経過利息 1,253 1,488

帳簿価額 501,360 464,080

(1) 従前「未払費用、繰延収益およびその他の負債」の「その他の債務」（注記6.11を参照。）に計上されていた特定の

サービスに関連した保証預託金は、「顧客に対するその他の債務」に再配分された。保証預託金の純額は、2010年12月31

日現在、34百万ユーロであり、2009年12月31日現在、465百万ユーロであった。

6.8　満期保有金融資産

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日
(1)

政府短期証券および類似証券 21,101 17,949

債券およびその他の利付証券 200 3,337

合計 21,301 21,286

減損

正味帳簿価額 21,301 21,286

(1) 経過利息は分離表示されなくなった。したがって、2009年12月31日現在について公表された数値は、再分類されている。

6.9　発行済債務証券および劣後債務

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

債務証券

利付短期証券 265 260

短期金融商品 6,043 5,099

譲渡可能債務証券 104,330 109,258

債券
(1) 55,659 60,622
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その他の債務証券 2,653 3,144

合計 168,950 178,383

経過利息 1,387 987

帳簿価額 170,337 179,370

劣後債務

期限付劣後債務
(2) 21,394 18,783

永久劣後債務
(3) 16,105 18,367

相互保証預託金 119 112

参加型有価証券・ローン 199 200

合計 37,817 37,462

経過利息 669 1,020

帳簿価額 38,486 38,482

(1) カバード・ボンドの発行を含む。

(2) 期限前償還条項付劣後債「TSR」の発行を含む。

(3) 下位劣後債「TSS」、永久劣後債「TSDI」および複合資本商品「T3CJ」の発行ならびにSASリュ・ラ・ボエスィと合意し

た株主前払金を含む。

保険契約者に代わって当行グループ保険会社が保有している資産に関連する社債発行でユニット・リンク契約に含ま

れるものは控除されていない。これにより当行グループの連結財務書類に重大な影響が及ぶことはない。

2010年12月31日現在、下位劣後債残高は合計7,069百万ユーロとなった。

SASリュ・ラ・ボエスィからの株主前払金は、2010年12月31日現在、3,750百万ユーロとなった。

T3CJ債の残額は変わらず、1,839百万ユーロであった。

劣後債務発行

すべての銀行は資金の使途の発展に伴い、常に負債額および特質を調整している。

劣後債務は自己資本規制の管理の一部を担い、またクレディ・アグリコル・エス・エーのすべての業務の借

換に貢献している。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは様々な種類の劣後債務証券を発行しており、詳細は以下の

とおりである。

期限前償還条項付劣後債

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された期限前償還条項付劣後債（TSR）は通常、固定利率で年

4回もしくは年1回の利息支払がある。

それらはユーロ・ミディアム・ターム・ノート（EMTN）プログラムの下、フランス法に基づくフランス市場

または英国法に基づく国際市場において発行されている。

これらの債券は劣後条項において定義される順位において、従来の債券とは異なっている。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された債券については、フランス商法第L.228-97に従って、清

算の際に期限前償還条項付劣後債（TSR）は担保債権者および無担保債権者への支払が行われた後に、かつ発行

者に提供された参加型の特性を有する債務、当行が発行した利益参加型債券およびいかなる下位劣後債の前に返

済される。利息支払は通常劣後条項に規定されていない。もしある場合は、当行の管轄外で生じた事象を指す。

永久劣後債

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された永久劣後債（以下「TSDI」という。）は通常、固定利率

で年4回の利息支払がある。早期償還条項が契約によって定義されていない限り、発行者の清算もしくはクレディ

・アグリコル・エス・エーの定款に規定された発行者の存続期間が満了した場合にのみ償還可能である。劣後条

項は元金および利息に適用される場合がある。株主総会で該当する事業年度において配当可能な利益がなかった

と正式に言及された場合、その利札は停止されることがある。
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注：TSDIは株式、T3CJ、TSSおよび発行者により発行された利益参加型債券・有価証券よりも順位が高い。またTSR

とは同等の順位であり、他のすべての債務に劣後する。

下位劣後債（TSS）

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された下位劣後債は、早期償還条項が契約によって定義され

ていない限り、固定もしくは変動利率で永久的である。これは株式およびT3CJに優越するが、他のすべての劣後債

務に劣後する。利札は非累積型であり、クレディ・アグリコル・エス・エーによる支払は配当金、もしくはT3CJの

場合は利札でなされ、下位劣後債の利札を支払う義務が含まれている。また、ステップアップ条項付きのまたはス

テップアップ条項が付されていない償還オプションがある。

発行者の判断による早期償還

期限前償還条項付劣後債（TSR）、永久劣後債（TSDI）および下位劣後債（TSS）はそれぞれの債券の契約条

項に従って、規制当局の事前の承認と発行者のイニシアチブの下、公開買付、交換買付もしくは店頭を通じて市場

で買戻取引により早期償還することができる。

さらに特定の早期償還条項（コール・オプション）が含まれている契約に関して、規制当局の承認を得た後、

クレディ・アグリコル・エス・エーはその条項に従い、また、その債券の契約条項に定義されている日時に、償還

期限前に債券を償還することができる。

支払期日の早期到来

　既存の債務証券は、特定の状況下では直ちに支払期限となる。例えば、所定猶予期間の経過後も元利金が払われ

ず、クレディ・アグリコル・エス・エーが発行者として支払不能に陥った場合、支払期限が到来する。また、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーのその他契約上の義務の不履行の場合も同様である。

複合資本商品（T3CJ）

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行されたT3CJ（Titres de créances complexes de capital

jumelés）は地域金庫により占有されている民間投資である。T3CJはフランス商法第L.228-40号および第

L.228-41号に基づき発行されている債務証券であり、譲渡不可能である。

2003年度に1,839百万ユーロで発行されたもの（2010年12月31日現在、残高は変わらず）には、クレディ・ア

グリコル・エス・エーが事業年度で暫定的に黒字を算出しない限り利息が支払われない。

T3CJは、クレディ・アグリコル・エス・エーの意向でそのすべてを事前に払い戻すことができる。

カバード・ボンドの発行

中長期的な資金調達を増加させるため、当行グループは、その子会社であるクレディ・アグリコル・カバード

・ボンズを通じて、カバード・ボンドを発行している。

最初の発行は2009年1月であった。2010年12月31日までに9,857十億ユーロが調達されている。

6.10　当期税金資産・負債および繰延税金資産・負債

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

当期税金 2,511 1,079

繰延税金 5,220 5,005

当期税金資産および繰延税金資産合計 7,731 6,084

当期税金 1,233 1,212
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繰延税金 1,220 218

当期税金負債および繰延税金負債合計 2,453 1,430

繰延税金資産および繰延税金負債の純額の内訳は、以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

一時差異 4,828 6,233

未払費用損金不算入額 368 320

負債費用引当金損金不算入額 2,926 2,477

その他の一時差異
(1) 1,534 3,436

繰延税金／未実現損益引当金 250 (144)

売却可能金融資産 30 (340)

キャッシュ・フロー・ヘッジ 200 196

利益および損失／数理計算上の差異 20

繰延税金／収益 (1,078) (1,302)

繰延税金合計 4,000 4,787

(1) 2010年度において、繰延税金のうち繰越欠損金に起因する部分は、合計973百万ユーロである。

繰延税金資産は、納税企業体によって、貸借対照表上相殺されている。

6.11　未収収益および未払費用ならびにその他の資産および負債

未収収益、前払金およびその他の資産

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

その他の資産 55,469 62,224

棚卸資産およびその他 402 477

持続可能な開発貯蓄口座（LDD）の債券の共同管理 50 50

その他の債権 42,063 45,455

決済勘定 11,589 14,940

株主に対する債権－未払込資本金 19 25

その他の保険資産 342 342

再保険会社の責任準備金負担 1,004 935

未収収益および前払金 15,065 14,261

他の銀行からの未達項目 9,790 10,246

調整勘定および仮勘定 967 900

未収収益 1,530 1,326

前払費用 515 429

その他の未収収益および前払金 2,263 1,360

正味帳簿価額 70,534 76,485

未払費用、繰延収益およびその他の負債

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

その他の負債
(1) 45,899 54,096

決済勘定 14,029 21,280

その他の債務
(2) 31,643 32,030

売買目的有価証券に関連する負債 144 55

その他の保険債務 83 731

その他

未払費用および繰延収益 19,619 19,562

他の銀行への未達項目 8,978 11,087

調整勘定および仮勘定 3,173 2,046
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前受収益 2,146 1,987

未払費用 3,776 3,420

その他の未払費用および繰延収益 1,546 1,022

帳簿価額 65,518 73,658

(1) 経過利息を含む額である。

(2) 従前「その他の債務」に計上されていた特定のサービスに関連した保証預託金は、「顧客に対する債務」の「顧客に対

するその他の債務」（注記6.7を参照。）に再配分された。保証預託金の純額は、2010年12月31日現在、34百万ユーロであ

り、2009年12月31日現在、465百万ユーロであった。

6.12　売却目的保有非流動資産および関連する負債

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

売却目的保有非流動資産 1,581 598

売却目的保有非流動資産に係る負債 1,472
(2)

582
(1)

(1) この項目は全額、西アフリカのリテール・バンキング・ネットワークの売却に関するものである。

(2) この項目は、SCBカメルーン、クレディ・ウルグアイ・バンコおよびウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパ

ニーLtd.に関するものである。

6.13　投資不動産

（単位：百万ユーロ）
2009年
12月31日

範囲の
変更

増加
（取得）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他

の変動
(2)

2010年
12月31日現
在の残高

投資不動産

総額 2,773 178 (273) 119 2,797

償却および減損 (115) (11) 16 (36) (146)

帳簿価額
(1) 2,658 167 (257) 83 2,651

(1) 第三者に賃貸している投資不動産を含んでいる。

(2) －プレディカでは、クレディ・アグリコル・アシュランスの加入に続いて、投資不動産から事業に使用される不動産に

分類変更が行われ、-110百万ユーロが計上された。SCI当座勘定については、事業に使用される不動産から投資不動産

への分類変更が行われ、128百万ユーロが計上された。

　　－リース・ファイナンスのリース契約が満期または解約となり、その結果一時的に空きとなった投資不動産を含み、55百

万ユーロが計上された。

（単位：百万ユーロ）
2008年
12月31日

範囲の
変更

増加
（取得）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他
の変動

2009年
12月31日現
在の残高

投資不動産

総額 2,737 (5) 426 (410) 25 2,773

償却および減損 (108) 1 (9) 7 (6) (115)

帳簿価額
(1) 2,629 (4) 417 (403) 19 2,658

(1) 第三者に賃貸している投資不動産を含んでいる。

投資不動産は、専門の鑑定士によって評価されている。

専門の鑑定士の評価によると、償却原価で認識される投資不動産の市場価額は、2009年12月31日現在は4,580百

万ユーロであったのに対して、2010年12月31日現在は4,599百万ユーロであった。

6.14　有形固定資産および無形資産（のれんを除く。）

（単位：百万ユーロ）
2009年
12月31日

範囲の
変更

増加
（取得、
企業結合）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他の

変動
(2)

2010年
12月31日
残高

事業で使用している有形固定資産

総額 8,836 15 950 (828) 90 279 9,342
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減価償却費および減損
(1) (3,793)16 (667) 517 (40)(173)(4,140)

正味帳簿価額 5,043 31 283 (311) 50 106 5,202

無形資産

総額 3,667 27 329 (125) 23 139 4,060

償却および減損 (1,974)3 (398) 82 (13) (17)(2,317)

正味帳簿価額 1,693 30 (69) (43) 10 122 1,743

(1) 第三者に賃貸している資産の減価償却費を含んでいる。

(2) －満了または終了したファイナンス・リース契約に係る一時遊休資産279百万ユーロを含む。

　　－アムンディで、ソシエテ・ジェネラル・グループのネットワークにおける販売契約に係る無形資産の公正価値が161百

万ユーロと識別された。取得資産および引受負債の評価替により生じた無形資産は、他の同一の種類の無形資産と同

じ期間にわたり、同じ償却方法で償却される。

（単位：百万ユーロ）
2008年
12月31日

範囲の
変更

増加
（取得、
企業結合）

減少
（処分および
返済）

為替換算
調整勘定

その他の
変動

2009年
12月31日
残高

事業で使用している有形固定資産

総額 8,127 53 1,230
(3) (785) (10) 221 8,836

減価償却費および減損
(1) (3,452)(23) (680) 462 5 (105)(3,793)

正味帳簿価額 4,675 30 550 (323) (5) 116 5,043

無形資産

総額 3,026150 304 (60) (3) 250
(2) 3,367

償却および減損 (1,614)(40) (310) 10 1 (21)(1,974)

正味帳簿価額 1,412110 (6) (50) (2) 229 1,693

(1) 第三者に賃貸している資産の減価償却費を含んでいる。

(2) その他の変動における増減は、主にアゴス・エス・ピー・エーの商業契約へののれんの配分による-129百万ユーロ、

フォーソ・スウェーデンの商業契約へののれんの配分による＋32百万ユーロおよびナティクシスからCACEISに譲渡さ

れた顧客ポートフォリオへののれんの配分による＋95百万ユーロに起因している。取得資産および引受負債の評価替に

より生じた無形資産は、他の同一の種類の無形資産と同じ期間にわたり、同じ償却方法で償却される。

(3) エバーグリーンの不動産コンプレックスの取得に係る387百万ユーロを含む。

6.15　保険契約に係る責任準備金

保険責任準備金の内訳

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ） 生命 非生命 海外 債権者 合計

保険契約 101,334 2,227 8,509 1,302 113,372

裁量権のある有配当性を伴う投資契約 103,442 6,451 109,893

裁量権のある有配当性を伴わない投資契約 1,749 5,710 7,459

繰延配当負債
(1)

その他の責任準備金

責任準備金合計 206,525 2,227 20,670 1,302 230,724

繰延利益分配資産
(1) (1,353) (143) (1,496)

再保険会社の責任準備金負担 (444) (191) (100) (270) (1,005)

正味責任準備金
(2) 204,728 2,036 20,427 1,032 228,223

(1) 売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延資産0.8十億ユーロ（すなわち税引後0.5十億ユーロ）を含む（注記6.4　売

却可能金融資産を参照。）。

(2) 再保険会社の責任準備金負担およびその他の保険債務は、「未収収益、前払金およびその他の資産」として認識されてい

る。

2009年12月31日

（単位：百万ユーロ） 生命 非生命 海外 債権者 合計

保険契約 87,422 1,920 7,062 1,134 97,538

裁量権のある有配当性を伴う投資契約 103,743 5,056 108,799
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裁量権のある有配当性を伴わない投資契約 1,812 5,609 7,421

繰延配当負債
(1) 1,329 (15) 1,314

その他の責任準備金

責任準備金合計 194,306 1,920 17,712 1,134 215,072

再保険会社の責任準備金負担 (388) (155) (95) (296) (934)

正味責任準備金
(2) 193,918 1,765 17,617 838 214,138

(1) 売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延配当負債3.5十億ユーロ（すなわち税引後2.3十億ユーロ）を含む（注記

6.4　売却可能金融資産を参照。）。

(2) 再保険会社の責任準備金負担およびその他の保険債務は、「未収収益、前払金およびその他の資産」として認識されてい

る。

2010年12月31日現在の繰延配当資産および2009年12月31日現在の繰延配当負債の内訳は以下のとおりである。

繰延配当資産 2010年12月31日

売却可能有価証券の時価調整に係る繰延配当 (811)

売買有価証券の時価調整に係る繰延配当 (870)

その他の繰延配当（流動性リスク準備金取崩し） 185

合計
(1)(2) (1,496)

繰延配当負債 2009年12月31日

売却可能有価証券の時価調整に係る繰延配当 3,514

売買有価証券の時価調整に係る繰延配当 (2,095)

その他の繰延配当（流動性リスク準備金取崩し） (105)

合計
(1)(2) 1,314

(1) 2009年12月31日現在と比較して状況が反転した。すなわち、CAAグループ（UCITSの連結を除く。）については、その他の繰

延配当が2009年度の負債1.3十億ユーロから2010年12月31日現在における資産1.5十億ユーロに推移した。2010年度につ

いては、当行グループのポートフォリオのポジションが未実現利益から未実現損失に反転した。

(2) 2009年12月31日現在の売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延配当負債3.5十億ユーロ（すなわち税引後2.3十億

ユーロ)と比較した、2010年12月31日現在の売却可能有価証券の再評価に係る税引前繰延配当資産0.8十億ユーロ（すな

わち税引後0.5十億ユーロ）（注記6.4　売却可能金融資産を参照。）。

この資産の回収可能性は、2008年12月19日付国家会計審議会（CNC）勧告に従い、保険業務に関する注記1.3の

記載に沿って行われたテストにより判断された。

6.16　引当金

（単位：百万ユーロ）

2009年

12月31日

範囲の

変更
増加

取崩した

戻入額
戻入額

為替換算

調整勘定

その他の

変動
(4)

2010年

12月31日

住宅購入貯蓄制度 388 102 (22) 468

融資コミットメントの

実行リスク
565 163 (245)(149) 1 (71) 264

業務リスク
(1) 104 2 39 (48) (14) 83

退職給付および類似の給付
(2) 1,983 (3) 166 (366)(108) 21 82 1,775

訴訟 873 (2) 212 (64) (140) 17 94 990

株式投資 17 4 1 (4) 2 20

リストラクチャリング
(3) 45 2 (15) (14) 18

その他のリスク 923 4 379 (105)(258) 3 (72) 874

合計 4,898 5 1,064 (843)(709) 42 35 4,492

(1) 主にLCLおよび専門金融サービス（リース・ファイナンス、ファクタリングおよび投資家サービス）が占める。

(2) 「退職給付および類似の給付」は、主に確定給付型年金制度下の退職給付およびLCL競争力強化プランから発生する従業

員への債務引当金を含む。

(3) リストラクチャリングへの引当金は、Caceisバンク・ドイツランドに係る7百万ユーロ、LCLに係る5百万ユーロおよびク

レディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンスに係る3百万ユーロを含む。
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(4) その他の変動

－融資コミットメントの実行リスク：-71百万ユーロは、主に負債から資産への振替（顧客に対する貸出金の減損）によ

るものであり、その額はクレディ・アグリコル・CIBにおいて-50百万ユーロ、LCLにおいて-17百万ユーロであった。

－退職給付および類似の給付： 82百万ユーロは主に2010年12月31日における確定給付型年金制度に係るコミットメン

トの数理計算上の差益または差損に関連する。

－訴訟：94百万ユーロは、主にその他のリスクから訴訟への再分類によるものであり、クレディ・アグリコル・CIBにお

ける41百万ユーロ、カリパルマにおける39百万ユーロ、アムンディにおける10百万ユーロに係るものである。

－その他のリスク：-72百万ユーロは、特に顧客に対する貸出金の減損からその他のリスクへの振替による再分類を含

み、その額はクレディ・アグリコル・CIBにおいて-41百万ユーロ、カリパルマにおいて-39百万ユーロ、アムンディにお

いて-10百万ユーロ、また、エンポリキにおいて14百万ユーロである。

（単位：百万ユーロ）

2008年

12月31日

範囲の

変更
増加

取崩した

戻入額
戻入額

為替換算

調整勘定

その他の

変動

2009年

12月31日

住宅購入貯蓄制度 380 24 (17) 1 388

銀行保証の実行リスク 402 267 (23) (81) 565

業務リスク
(1) 82 7 46 (11) (24) 4 104

退職給付および類似の給付
(2) 2,156 13 153 (303) (74) 38 1,983

訴訟 945 (9) 195 (153)(135) 7 23 873

株式投資 12 10 3 (4) (4) 17

リストラクチャリング
(3) 9 39 (1) (2) 45

その他のリスク
(4) 1,225 4 256 (223)(300) (1) (38) 923

合計 5,211 25 983 (714)(637) 6 24 4,898

(1) 主に専門金融サービス（リース・ファイナンスおよびファクタリング）、資産運用およびLCLが占める。

(2) 「退職給付および類似の給付」は、注記7.4記載の確定給付型年金制度下の退職給付およびLCL競争力強化プランから発

生する従業員への債務引当金を含む。

(3) リストラクチャリングへの引当金は、ソフィンコに係る21百万ユーロ（主にソフィンコとフィナレフの統合において生

じた費用に関するものであり、将来の事業運営に関係するものではない。）を含む。また、CACEISバンク・ドイツランドに

より認識された13百万ユーロを含む。

(4) この項目は、主にパリ地方におけるLCLの新たな不動産基本計画に係る、その他のリスクに対する引当金を含む。

税務監査

2007年度および2008年度において、クレディ・アグリコル・CIBは2004年度および2005年度の税務監査を受け

た。

2008年12月末に受領した税額調整通知により生じた政府とのやりとりの結果、2010年12月に、これに応じた納

付通知に係る支払を行った。したがって、認識されていた引当金は取崩された。

クレディ・アグリコル・CIBは、税務監査後、2010年度末にイタリア税務当局が発行した2005年度に関する税額

調整通知を受領した。

クレディ・アグリコル・CIBは、これに対してその立場を主張し、全面的に異議申立てを行う予定である。

これに対して設定された引当金は、クレディ・アグリコル・CIBの税務部門が概算したリスク合計を考慮した

ものである。

プレディカは、2009年度において、2006年度および2007年度の税務監査を受けた。

2009年12月末において、プレディカは1つの引当金項目を対象とする税額調整通知を受けた。

この税額調整は、最近の市場における訴訟に関するものであり、プレディカはこれに対してその立場を主張し、

全面的に異議申立てを行った。この訴訟が解決されるまでの間、プレディカはこの税額調整について引当金繰入

額を計上した。

住宅購入貯蓄制度に係る引当金

貯蓄期間中に住宅購入貯蓄制度により積み立てられた預金

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日
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住宅購入貯蓄制度

4年未満

4年以上10年以下 48,177 44,624

10年超 20,862 21,316

住宅購入貯蓄制度合計 69,039 65,940

住宅購入貯蓄勘定合計 14,016 14,245

住宅購入貯蓄制度により積み立てられた預金合計 83,055 80,185

期間は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従い決定される。

顧客預金残高は、2010年12月31日付財務書類については2010年11月末時点の帳簿価額に、2009年12月31日付財

務書類については2009年11月末時点の帳簿価額に基づいており、政府の補助金は含まない。

住宅購入貯蓄制度の加入者に付与された貸出金残高

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

住宅購入貯蓄制度 94 128

住宅購入貯蓄勘定 327 360

住宅購入貯蓄契約の加入者に付与された貸出金残高合計 421 488

住宅購入貯蓄制度に係る引当金

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満

4年以上10年以下 47 56

10年超 381 185

住宅購入貯蓄制度合計 428 241

住宅購入貯蓄勘定合計 40 147

住宅購入貯蓄制度に係る引当金合計 468 388

期間は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従い決定される。

（単位：百万ユーロ）
2009年
12月31日

増加 戻入 その他の変動
2010年
12月31日

住宅購入貯蓄制度 241 187 428

住宅購入貯蓄勘定 147 (107) 40

住宅購入貯蓄制度に係る引当金合計 388 187 (107) 468

クレディ・アグリコル・グループ内部の財務組織では、地域金庫に積み立てられた住宅購入貯蓄制度および住

宅購入貯蓄勘定の預金の100％を、クレディ・アグリコル・エス・エーの負債に含めており、そのため、上記の表

に示された貯蓄預金は、これらの金額をすべて考慮している。反対に、クレディ・アグリコル・エス・エーは、こ

れらの残高の一部に関してのみ、リスクを想定している（2010年12月31日現在は、31.7％、2009年12月31日現在は

33.6％）。残高は、地域金庫に計上されており、実質的エクスポージャーに相当する金額のみが、クレディ・アグ

リコル・エス・エーの財務書類の引当金に計上されている。したがって、計上された引当金とクレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループの貸借対照表上の残高の比率は、住宅購入貯蓄リスクの引当金の水準を示すもので

はない。

6.17　株式

2010年12月31日現在の所有者構成
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2010年12月31日現在、資本および議決権の所有割合の内訳は以下のとおりである。

株主
2010年12月31日
現在の株式数

資本金
持分割合

議決権の
所有割合

SASリュ・ラ・ボエスィ 1,341,644,80255.86％ 56.08％

自己株式 9,324,6390.39％

従業員（ESOP） 110,342,2594.60％ 4.61％

一般 940,348,59139.15％　 39.31％

機関投資家 742,265,94230.90％ 31.03％

個人投資家 198,082,6498.25％ 8.28％

合計 2,401,660,291100.00％100.00％

SASリュ・ラ・ボエスィはクレディ・アグリコル地域金庫により全額出資されている。

自己株式は、ストック・オプションをカバーするためのクレディ・アグリコル・エス・エーの買戻しプログ

ラムおよびマーケットメイク契約の一部として保有されている。

株式の額面金額は3ユーロである。すべての株式は払込済である。

当行の認識では、直接的、間接的もしくは共同で資本および議決権を5％以上所有する株主はいない。

2010年度中、クレディ・アグリコル・エス・エーは合計723百万ユーロ（関連する増資の発行費用を除いた資

本剰余金である477百万ユーロが含まれる。）の2つの増資を行った。

・1つ目は、自社株主のスクリップ配当のオプション行使に伴う、2010年6月16日に新株66,413,282株の発行で

あった。

・2つ目の増資は、クレディ・アグリコル・グループの従業員用で、2010年7月29日の新株15,667,072株の発行

であった。

2010年12月31日にクレディ・アグリコル・エス・エーの資本金は7,204,980,873ユーロの株式となり、額面金

額3ユーロの普通株式2,401,660,291株に分割された。

優先株式

発行者 発行日
発行金額
（百万ドル）

発行金額
（百万ユーロ）

2010年12月31日
（百万ユーロ）

2009年12月31日
（百万ユーロ）

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年1月 1,500 1,123 1,041

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年7月 550 412 382

クレディ・アグリコル・プリファード

・ファンディング・エルエルシー
2003年12月 550 550 550

クレディ・リヨネ・プリファード・

キャピタル1・エルエルシー
2002年4月 750 750 750

合計 2,050 1,300 2,835 2,723

1株当たり利益

2010年12月31日2009年12月31日

当期純利益－当行グループの持分（単位：百万ユーロ） 1,263 1,125

流通している当期加重平均普通株式数 2,340,110,3602,256,391,306

調整比率

希薄化後1株当たり利益の計算に使用された加重平均普通株式数

基本的1株当たり利益（ユーロ） 0.540 0.499

現行の事業による基本的1株当たり利益（ユーロ） 0.531 0.429

非継続事業による基本的1株当たり利益（ユーロ） 0.009 0.070

希薄化後1株当たり利益（ユーロ） 0.540 0.499

現行の事業による希薄化後1株当たり利益（ユーロ） 0.531 0.429
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非継続事業による希薄化後1株当たり利益（ユーロ） 0.009 0.070

2010年度のクレディ・アグリコル・エス・エー株の平均価格の変更に伴い、クレディ・アグリコル・エス・

エーのすべてのストック・オプション制度は非希薄化効果をもたらす（注記7.6を参照。）。

クレディ・アグリコル・エス・エーによる希薄化株の発行がない場合、1株当たり利益は希薄化後1株当たり

利益と同じとなる。

配当金

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、株主総会の承認を条件として、2010年度について1株当た

り0.45ユーロの配当金を提案した。

株主に対して、配当金の支払方法として以下の2つの選択肢が提案された。

・現金

・株式（この場合、配当金の100％（1株当たり0.45ユーロ）に対して適用される。）

（単位：ユーロ） 2010年度提案2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 

1株当たり正味配当金 0.45 0.45 0.45 1.20 1.15 0.94

総配当金 0.45 0.45 0.45 1.20 1.15 0.94

当期中の支払配当金

支払った配当金の金額は、株主持分変動計算書に記載されている。2010年度の総額は、1,044百万ユーロであっ

た。617百万ユーロについてはクレディ・アグリコル・エス・エーの株式（すなわち、同株式66,413,282株の発

行）により支払われ、427百万ユーロについては現金で支払われた。

2010年度の利益処分および配当案

2010年度の利益処分案および配当案は、2011年5月18日に開催されたクレディ・アグリコル・エス・エーの定

時株主総会で、取締役会により提出される議案に記載されている。

2010年度については、クレディ・アグリコル・エス・エーは、552,359,190.86ユーロの純損失を計上した。利益

剰余金勘定の4,346,976,524.79ユーロを含めると、当期の分配可能利益は、合計3,794,617,333.93ユーロとなる。

取締役会は、株主総会において、配当金1,080,747,130.95ユーロ（1株当たり0.45ユーロ）の分配の承認を提案し

た。

6.18　契約上の満期別の金融資産および金融負債の内訳

貸借対照表上の金融資産および金融負債は満期日別に分けられる。

売買目的保有デリバティブ商品およびヘッジ手段のデリバティブ商品の満期は、契約上の満期日と一致する。

株式およびその他の証券は、本来満期がないため、「期間の定めなし」として分類されている。

2010年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

現金および中央銀行預け金 29,325 29,325

純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産

75,66543,663102,994124,10067,234413,656

ヘッジ手段のデリバティブ 2,624 1,5948,87210,279 156 23,525

売却可能金融資産 8,10418,56651,041116,54831,498225,757
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金融機関に対する貸出金および債権 141,50963,15291,77667,256 150 363,843

顧客に対する貸出金および債権 115,63741,596120,75699,2566,001383,246

ヘッジ対象のポートフォリオに係る評価調整 4,867 4,867

満期保有金融資産 1 2,0663,16716,067 21,301

満期別の金融資産合計 377,732170,637378,606433,506105,0391,465,520

中央銀行からの預り金 770 770

純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債

84,36532,35998,985127,854 23 343,586

ヘッジ手段のデリバティブ 2,220 2,1179,11212,124 46 25,619

銀行に対する債務 106,59815,09418,07814,693 105 154,568

顧客に対する債務 379,18855,00449,51311,6366,019501,360

債務証券 77,90936,77733,63522,016 170,337

劣後債務 283 187 4,72232,914 380 38,486

ヘッジ対象のポートフォリオに係る評価調整 1,838 1,838

満期別の金融負債合計 653,171141,538214,045221,2376,5731,236,564

2009年12月31日

（単位：百万ユーロ）
3ヶ月
以内

3ヶ月超
1年以内

1年超
5年以内

5年超
期間の定め
なし

合計

現金および中央銀行預け金 34,732 34,732

純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産

52,30151,897129,855129,89863,076427,027

ヘッジ手段のデリバティブ 3,416 1,4917,85510,329 26 23,117

売却可能金融資産 8,60615,63450,558101,41337,346213,558

金融機関に対する貸出金および債権 121,13758,17489,01168,9621,136338,420

顧客に対する貸出金および債権 96,19846,479118,92097,3523,399362,348

ヘッジ対象のポートフォリオに係る評価調整 4,835 4,835

満期保有金融資産 145 786 4,61815,641 96 21,286

満期別の金融資産合計 321,370174,461400,818423,595105,0791,425,322

中央銀行からの預り金 1,551 324 1,875

純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債

76,22430,853128,494130,622 126 366,319

ヘッジ手段のデリバティブ 2,567 2,0858,63011,193 68 24,543

銀行に対する債務 84,80220,69515,72210,7491,829133,797

顧客に対する債務 325,82163,95054,90215,1884,219464,080

債務証券 84,25442,32425,98626,678 128 179,370

劣後債務 885 705 4,93331,685 274 38,482

ヘッジ対象のポートフォリオに係る評価調整 1,889 1,889

満期別の金融負債合計 577,993160,936238,667226,1156,6451,210,356

注記7　従業員給付およびその他の報酬

7.1　従業員費用の分析

(単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

給与
(1) (5,381) (4,905)

確定拠出制度への拠出 (424) (333)

確定給付制度への拠出 (42) (46)

その他の社会保障費 (1,160) (1,101)

利益分配およびインセンティブ制度 (275) (196)

給与に関連する税金 (285) (311)

従業員費用合計 (7,567) (6,892)

(1) 給与には以下の株式報酬に関連する費用が含まれる。

－ストック・オプション制度に関し、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、2009年12月31日現在における

27百万ユーロと比較して、2010年12月31日現在においては21.2百万ユーロの費用を認識した。
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－市場専門家に対して支払う繰延変動報酬に関し、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、2010年12月31日

現在において81百万ユーロの費用を認識した。

ギリシャにおける公的年金制度に係る債務（エンポリキ・バンク）

エンポリキ・バンクの従業員補完年金制度（以下「TEAPETE」という。）は、ギリシャ法（以下「法」とい

う。）第3371/2005号および第3455/2006号に準拠している。これらの法律は、a）増加した社会保障積立金の支払

によるエンポリキ・バンクの不利益を軽減し、b）エンポリキ・バンクの年金数理計算上の損失推定値の透明性

を向上させた。

新しい法第3371/2005号の規定に従い、前記補完制度（IKA-ETEAMおよびETAT）にTEAPETE制度を組み込む費用

を割り出すため、独立した保険数理専門家により経済性調査が実施された。かかる調査は、2006年度第1四半期に

完了し、ギリシャの経済および財政省の当該委員会により承認され、法第3455/2006号により批准された。この調

査に従い、エンポリキ・バンクは、その退職した従業員に関して、IKA-ETEAMおよびETAT制度に合計786.3百万ユー

ロの特別拠出金を最初に一括して支払うかまたは10年間にわたり3.53％の利率で支払う。さらに、エンポリキ・

バンクは、2004年12月31日より前に雇用した従業員が退職するまで、ETEAM規制で規定されている拠出金の他に追

加の拠出金を支払わなければならない。追加の拠出金の支払に関する条件は、法第3371/2005号では規定されてい

ないが、省令IKA Ф 20203/19189/931/7.11.06により規定された。エンポリキ・バンクは、前述の経済報告書に示

された方法により支払を行っている。2009年12月31日現在の債務残高は、合計408.2百万ユーロであった。

労働組合は、この変更に反対し、訴訟を起こした。1つの訴訟において、アテネの第一審裁判所は、法第3455/2006

号は憲法違反であり、エンポリキ・バンク、労働組合およびTEAPETEとの間で締結された契約の終了は不当である

という判決を下した（判決第116/2008号）。エンポリキ・バンクはこの判決に対して上訴し、2009年3月24日に判

決が下された。訴訟中、ギリシャ政府は控訴審においてエンポリキ・バンクを支持した。裁判所は、エンポリキ・

バンクの控訴を退け（2009年6月30日に公示された判決第4007/2009号）、第一審の判決を支持した。エンポリキ

・バンクは、2009年12月にギリシャの最高裁判所に対して、別の上訴を申し立てている。現時点で、審理日は未定

である。判決による経済的な影響については、現在のところ見積ることができない。

次へ
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7.2　従業員数

従業員数 2010年12月31日2009年12月31日

フランス 40,994 41,535

フランス以外 46,526 47,637

合計 87,520 89,172

7.3　退職給付、確定拠出制度

フランスの雇用主は、様々な強制加入年金制度に拠出している。基金は独立した組織によって管理され、基金が

当期および過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な資産を保

有していない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、クレディ・

アグリコル・エス・エー・グループの企業には、支払うべき拠出金以外に負債はない。

当行グループには複数の強制加入確定拠出年金制度があり、このうち主要なものは、フランスの補完的年金制

度であるAGIRC/ARRCOで、また一部の補完的制度は特にUESクレディ・アグリコル・エス・エーのものである。

フランスの補完的年金制度の分析

事業部門 事業体
強制加入の

補完的年金制度

対象従業員数

(2010年12月31日

現在の推定)

対象従業員数

(2009年12月31日

現在の推定)

業務サポート機能
UESクレディ・アグリコル・

エス・エー
農業年金制度1.24％ 3,284 3,413

法人営業および投資銀行 クレディ・アグリコル・CIB「第83条」型年金制度 4,493 4,304

BGPI 「第83条」型年金制度 445 452

保険 プレディカ／CAA／CAAGIS農業年金制度1.24％ 1,260 791

パシフィカ／SIRCA 農業年金制度1.24％ 1,362 1,277

「第83条」型年金制度 11 11

(注) 従業員名簿上の従業員数

7.4　退職給付、確定給付制度

（単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

数理計算上の債務の変動

前年度12月31日現在の数理計算上の債務 2,160 2,110

為替差額 86 19

当期勤務費用 73 76

利息費用 88 75

従業員の拠出 11 10

給付制度の変更および清算 (38) 23

範囲の変更 70 39

給付支払額（必須） (285) (223)

数理計算上の（差益）／差損 66 31

当年度12月31日現在の数理計算上の債務 2,231 2,160

(単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

損益計算書で認識された費用純額の内訳

勤務費用 72 60

利息費用 87 74

資産に係る期待収益 (54) (49)

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 722/1332



過去勤務費用の償却 5 11

数理計算上の差益／（差損） 60

給付制度の変更、撤退および清算から生じた利益／（損失）の償却 (41) (3)

資産制限の変更による利益／（損失）

損益計算書で認識された費用純額 69 153

(単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

制度資産の公正価値および補填の権利の変動

前年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 1,008 961

為替差額 73 20

制度資産に係る期待収益 55 43

数理計算上の差益／（差損） 15 (5)

雇用主の拠出 98 42

従業員の拠出 11 8

給付制度の変更、撤退および清算 16

範囲の変更 24 23

給付制度に基づいて支払われた給付 (104) (100)

当年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 1,180 1,008

(単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

正味ポジション

期末の数理計算上の負債 2,231 2,160

未認識過去勤務費用（制度変更） (2) 19

資産の制限による影響

期末の資産の公正価値 1,180 1,008

期末の資産／（負債）の正味ポジション (1,053) (1,133)

(単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

認識収益費用計算書を通じて直ちに認識され包括利益として計上

された項目

退職給付制度により発生した数理計算上の差益／差損 52

資産制限調整（IFRIC第14号の影響を含む。）

当事業年度中に認識収益費用計算書を通じて直ちに認識された項目合計 52

期末における認識収益費用計算書の数理計算上の差益／差損合計 112

制度資産に関する情報 2010年12月31日2009年12月31日

資産の内訳

・債券の割合 83.6％ 77.0％

・株式の割合 9.6％ 15.7％

・その他資産の割合 6.8％ 7.3％

確定給付制度：主要な数理計算上の仮定 2010年12月31日2009年12月31日

割引率
(1) 3.65％から4.01％4.15％から5.5％

制度資産および補填の権利に係る期待収益率 3.50％から3.60％ 3.5％

制度資産および補填の権利に係る実際の収益率 3.50％から3.60％ 4.0％

予想昇給率
(2) 2.50％から5.20％1.5％から6.9％

医療費の変動率 n.m. 4.50％

(1) 割引率は、契約の平均期間、すなわち従業員の想定離職率で加重した、評価日から支払日までの間で算定された期間の

算術平均に基づいて決定される。

(2) 関連する従業員類型（管理職または非管理職）に依存する。

7.5　その他の従業員給付
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当行グループ内の様々な団体変動報酬制度の中でも、クレディ・アグリコル・エス・エー団体変動報酬（以下

「RVC」という。）は、任意のインセンティブ制度および強制的な利益分配制度を含む包括的な制度である。金額

は、クレディ・アグリコル・エス・エーの純利益（当行グループ帰属分）により測定された当行の業績に基づき

計算される。

純利益（当行グループ帰属分）が所定の水準に達することより、支払給与の総額の所定の割合に等しい受給資

格が生じる。

利益分配制度部分に係る金額は、標準的な法定の計算式に基づき算出され、任意のインセンティブに係る受給

金額を得るため、RVCの合計から差し引かれる。

その他の従業員給付制度：フランスにおいて、当行グループの主要な事業体は、長期勤続報奨を支払っている。

給付額は、慣例および締結されている団体労働協約に従い変動する。

7.6　株式報酬

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2003年5月21日および2006年5月17日の臨時株主総会におい

て承認された権限により、様々なストック・オプション制度を導入した。

2010年12月31日時点では、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会により7つのストック・オプション

制度が導入されている。2010年度において、新たに導入された制度はなかった。

2004年ストック・オプション制度

2004年6月23日に、取締役会は、2003年5月21日の臨時株主総会において承認された権限により、クレディ・アグ

リコル・エス・エーおよびその子会社の業務執行役員および特定の上級管理職を対象としたストック・オプ

ション制度を設立した。また、これらのオプションの一部は、当行グループ内のストック・オプション制度の統一

の一環としてこれまで行ってきた、BFTの子会社により付与されたストック・オプション制度の変更により生じ

たものである。この制度に基づき潜在的に発行される株式の総数は10,861,220株で、その価格は、20.48ユーロ

（取締役会開催日直前の20回の取引時間における平均相場価格に等しく、割引はない。）であった。

2005年ストック・オプション制度

2005年1月25日に、取締役会は、2003年5月21日の臨時株主総会において承認された権限により、クレディ・アグ

リコル・エス・エーの25,296のオプションを受益者に付与することで、子会社のCLスイスにおける既存の制度を

変更した。行使価格は、22.57ユーロ（取締役会開催日直前の20回の取引時間における平均相場価格に等しく、割

引はない。）であった。2005年7月19日および2005年11月16日に、取締役会は、2名の新従業員にストック・オプ

ションを付与した。1人目は20.99ユーロの行使価格で5,000のオプションを、2人目は24.47ユーロの行使価格で

15,000のオプションを受領した（行使価格は、各取締役会開催日直前の20回の取引時間における平均相場価格に

等しく、割引はない。）。

2006年ストック・オプション制度

クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時株主総会において承認された権限に

より、ストック・オプション制度の付与条件を決定し、この制度の実施に必要な権限を会長に付与した。

これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、クレディ・アグリコル・エス・エーおよびそ

の子会社の業務執行役員および特定の上級管理職を対象としたストック・オプション制度を設立した。当該制度

は1株当たり33.61ユーロの行使価格で1,745人の受益者に12,029,500のオプションを付与するものである。
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2007年ストック・オプション制度

2007年7月17日開催の会議において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時

株主総会で承認された権限により、当行グループに入社した6名の従業員を対象としたストック・オプション制

度を設立した。当該制度は1株当たり29.99ユーロの行使価格（取締役会開催日直前の20回の取引時間における平

均相場価格に等しく、割引はない。）で付与されるものである。

2008年ストック・オプション制度

2008年7月15日開催の会議において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2006年5月17日の臨時

株主総会で承認された権限により、当行グループに入社した3名の従業員を対象とし、2008年7月16日に発効する

ストック・オプション制度を設立した。当該制度は1株当たり14.42ユーロの行使価格で付与され、この価格は、

1）割引のない、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会開催日直前の20回の取引時間における平均相場

価格、または2）クレディ・アグリコル・エス・エーの自己株式の平均購入価格の80％のいずれか高いほうに等

しい。

2007年1月および2008年6月の資本取引後、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、2004年度、2005年

度、2006年度および2007年度に導入された制度に基づくオプション数と行使価格を調整した。

以下の表は、2010年12月31日現在で存在する制度の特徴および一般的条件を示している。

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度の説明

クレディ・アグリコル

・エス・エーのストッ

ク・オプション制度

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年合計

株主総会による制度の

承認日

2003年

5月21日

2003年

5月21日

2003年

5月21日

2003年

5月21日

2006年

5月17日

2006年

5月17日

2006年

5月17日

取締役会開催日
2004年

6月23日

2005年

1月25日

2005年

7月19日

2005年

11月16日

2006年

7月18日

2007年

7月17日

2008年

7月15日

オプションの付与日
2004年

7月5日

2005年

1月25日

2005年

7月19日

2005年

11月16日

2006年

10月6日

2007年

7月17日

2008年

7月16日

制度の期間 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年

ロックアップ期間 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年

最初の行使日
2008年

7月5日

2009年

1月25日

2009年

7月19日

2009年

11月16日

2010年

10月6日

2011年

7月17日

2012年

7月16日

失効日
2011年

7月5日

2012年

1月25日

2012年

7月19日

2012年

11月16日

2013年

10月5日

2014年

7月16日

2015年

7月15日

受益者数 1,488 17 1 1 1,745 6 3

付与されたオプション

数
11,843,79627,6005,45215,00013,116,803136,99274,00025,219,643

行使価格
18.78

ユーロ

20.70

ユーロ

19.25

ユーロ

24.57

ユーロ

30.83

ユーロ

27.91

ユーロ

14.42

ユーロ

業績条件 なし なし なし なし なし なし なし

当行グループから脱退

する場合の条件

離職 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失

解雇 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失 権利喪失

退職 維持 維持 維持 維持 維持 維持 維持

死亡 維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

維持
(1)

オプション数
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業務執行役員への付与

数
152,642 185,336 0 0

上位10名の被付与者へ

の付与数
621,471 44,150 861,262136,99274,000

2010年度における権利

行使
0

開始後の権利喪失およ

び行使
1,382,9172,532 15,0001,577,25332,233 3,009,935

2010年12月31日現在の

残存オプション数
10,460,87925,0685,452 0 11,539,550104,75974,00022,209,708

公正価値（購入価格に

対する割合）
18.00％18.30％18.30％18.30％28.60％22.70％24.30％

使用された評価方法
ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

ブラック・

ショールズ

(1) 死後6ヶ月以内に相続人が行使した場合

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度に関する統計

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

クレディ・アグリコル

・エス・エーのストッ

ク・オプション制度

2004年

7月5日

2005年

1月25日

2005年

7月19日

2005年

11月16日

2006年

10月6日

2007年

7月17日

2008年

7月16日
合計

2009年12月31日現在の

残存オプション数
10,460,87925,0685,452 0 11,539,550136,99274,00022,241,941

2010年度に消却された

オプション数
0 0 0 0 32,233 0 32,233

2010年度に行使された

オプション数
0

2010年12月31日現在の

残存オプション数
10,460,87925,0685,452 0 11,539,550104,75974,00022,209,708

クレディ・アグリコル・エス・エーのストック・オプション制度のヘッジ

2004年度ストック・オプション制度（満期：2011年度）および2006年度ストック・オプション制度（満期：

2013年度）は、既存の株式を購入できるクレディ・アグリコル・エス・エーのオプションによりヘッジされてい

る。

その他のストック・オプション制度は、クレディ・アグリコル・エス・エーが直接保有する自己株式により保

護されている。

ストック・オプション制度の評価に使用した主要な仮定

クレディ・アグリコル・エス・エーは、制度付与日におけるオプションの市場価額に基づき、同日に付与した

オプションを評価して、費用を認識する。権利確定期間中に修正され、費用の修正を生じさせる可能性のある唯一

の仮定は、受益者に関連するもの（離職時または解雇時に権利喪失するオプション）である。

ストック・オプション制度

付与日
2004年

7月5日

2005年

1月25日

2005年

7月19日

2005年

11月16日

2006年

10月6日

2007年

7月17日

2008年

7月16日

制度の予定期間 5年 5年 7年 7年 7年

権利喪失率 5％ 5％ 1.25％ 1.25％ 1.25％

予想配当率 3.34％ 3.22％ 3.03％ 4.20％ 6.37％

付与日のボラティリティ 25％ 25％ 28％ 28％ 40％
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クレディ・アグリコル・エス・エーのすべてのストック・オプション制度に対してブラック・ショールズ・

モデルが使用されている。

従業員持株制度の一環として従業員に提供されるストック・オプションおよび株式募集

2010年度における従業員を対象とした増資に対して、20,700名の従業員が申込みを行い、その総額は111百万

ユーロ（平均申込金額は5,374ユーロ）であった。株式の申込価格は、7.11ユーロ（米国では8.35ユーロ）であっ

た。この価格は、2010年5月24日から2010年6月18日（同日を含む。）までの間の証券取引所における20回の取引に

おける、クレディ・アグリコル・エス・エー株式の平均始値に等しく、20％（米国では15％）の割引が適用され

ている。

付与される給付の評価に用いられる計算は、将来におけるロックアップ株式の売却および同数の株式の現金購

入（融資により資金調達）に依拠した戦略に基づいたロックアップ費用の評価からなる。

この資金調達費用の評価に用いる平均利率は、5.9％（平均スプレッド分を引き上げた、5年物統合型長期国債

のリスクフリー利率）に設定されている。

したがって、ロックアップ費用は、割引前株価の22.5％と評価された。ロックアップ費用が引受割引額を上回っ

ていたため、2010年度において費用は計上されなかった。

7.7　業務執行役員の報酬

上位の業務執行役員には、業務執行委員会の全メンバー（すなわち、クレディ・アグリコル・エス・エーの最

高経営責任者および最高経営責任者代理、主要子会社の最高経営責任者ならびに当行グループの中核事業の責任

者）が含まれる。

2010年度に業務執行委員会のメンバーに支払われた報酬および給付は、以下のとおりであった。

・短期給付：固定報酬および変動報酬（社会保障費ならびに現物による給付を含む。）31百万ユーロ。

・退職給付：退職給付および当行グループの上級役員を対象とした補完的年金制度に係る5百万ユーロ。

・その他の長期給付：長期勤続賞与として付与された金額に重要性はない。

・雇用契約の終了に関する補償：かかる金額に重要性はない。

・株式報酬：該当なし。

2010年度において、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役としての勤務に対してクレディ・アグリコル

・エス・エーの取締役会のメンバーに支払われた取締役報酬は、合計1,125,125ユーロであった。

上記の金額には、2010年度登録書類の「Gouvernement d'entreprise」の項に記載の、クレディ・アグリコル・

エス・エーの最高経営責任者および最高経営責任者代理に支払われた報酬および給付金が含まれている。

注記8　融資および保証コミットメントならびにその他の保証

付与および受領したコミットメント

(単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

付与コミットメント

融資コミットメント 206,454 172,337

・金融機関に対する付与コミットメント 45,367 19,318

・顧客に対する付与コミットメント 161,087 153,019

　・確約信用枠 137,338 127,747

　　－荷為替信用状 12,439 9,560

　　－その他の確約信用枠 124,898 118,187
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　・顧客に対するその他の付与コミットメント 23,749 25,272

保証コミットメント 102,914 98,354

・金融機関 10,730 10,595

　・確約荷為替信用状 2,698 2,677

　・その他 8,032 7,918

・顧客 92,184 87,759

　・不動産保証 2,556 2,246

　・金融保証 11,899 11,220

　・その他の顧客向け保証 77,728 74,293

受領コミットメント

融資コミットメント 82,228 70,174

・金融機関からの受領コミットメント 69,794 64,490

・顧客からの受領コミットメント 12,434 5,684

保証コミットメント 211,940 183,786

・金融機関からの受領コミットメント 43,863 37,416

・顧客からの受領コミットメント 168,077 146,370

　・政府機関または政府系機関から受領した保証 22,873 17,368

　・受領したその他の保証 145,204 129,002

負債の担保として差し入れた資産

(単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

貸付有価証券 10,557 6,161

市場取引に係る預託金 18,393 19,243

買戻し条件付契約に基づいて売却した有価証券 158,307 143,584

合計 187,257 168,988

担保として保有する保証契約および受領資産

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが、担保として保有する保証契約および受領資産（売却または

再担保に供することが可能）の総額は、2010年12月31日時点で247.2十億ユーロとなり、その大半は、クレディ・

アグリコル・CIBとの間のものであった（109.4十億ユーロ）。これらの大半は、抵当権、担保または保証の受取り

からなる。これらは、主にレポ取引およびブローカレッジ取引を保証するために担保として供された有価証券に

関連する。クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、担保として受領した資産を102十億ユーロ有している。こ

れらの大半は、地域金庫からクレディ・アグリコル・エス・エーに担保として供された債権であり、これはクレ

ディ・アグリコル・エス・エーが外部のリファイナンス組織の中核としての役割を担っているためである。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの方針では、差し押さえた担保を可能な限り速やかに売却す

る。2010年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコル・エス・エーはそのような資

産は保有していない。

担保として受領し差し入れられた債権

クレディ・アグリコル・グループは、フランス経済融資機関（Société de financement de l'économie

française）（以下「SFEF」という。）により提供されているリファイナンス・ファシリティーに参加してい

る。この取引条件に基づき、地域金庫および一定の当行グループ子会社は、クレディ・アグリコル・エス・エーに

対し債権を担保として差し入れ、かかる債権は、SFEFから当行グループへの融資を保証するために、SFEFに差し入

れられる。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ内において、地域金庫により差し入れられた担保およ

びクレディ・アグリコル・エス・エーが受領した担保は、互いに完全に相殺し合うものではなく、これは地域金

庫が持分法適用会社であるためである。2010年度において、この取引の一環として、債権合計30.8十億ユーロが

SFEFに差し入れられた（2009年度は33.3十億ユーロ）。地域金庫および子会社は、これらの債権に付随するすべ
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てのリスクと経済価値を保持している。

2010年度にSFEFに担保として差し入れられた債権のうち、地域金庫により差し入れられた19十億ユーロを含む

30.8十億ユーロにより、SFEFは、クレディ・アグリコル・エス・エーに対し合計20十億ユーロの融資を行うこと

ができた。この金額のうち、13十億ユーロは前払金として地域金庫に貸付けられ、担保として差し入れられた債権

の金額に比例して分配された。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、リファイナンス取引において、クレディ・アグリコル・エ

ス・エーを通じフランス銀行に対し、2009年度は49.2十億ユーロの債権を提供したのに対し、2010年12月31日時

点では、54.5十億ユーロを提供した。最終的に、2010年12月31日に、9.7十億ユーロの債権が子会社からフランス銀

行に直接提供された。

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは、リファイナンス取引において、クレディ・アグリコル・エ

ス・エーを通じケッス・ドゥ・ルフィナンスモン・ドゥ・ラビタに対し、2009年度は17.8十億ユーロの債権を提

供したのに対し、2010年12月31日時点では、16.4十億ユーロを提供した。さらに、2010年12月31日時点では、8.3十

億ユーロの債権がLCLからケッス・ドゥ・ルフィナンスモン・ドゥ・ラビタに直接提供された。

注記9　金融商品の分類変更

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが適用した原則

当行グループは、2008年10月15日に欧州連合が採用したIAS第39号の修正の定める条件に従って、「売買目的保

有金融資産」の区分からの分類変更を決定し、実行した。それらは、分類変更日現在の公正価値で、新たな会計区

分に計上された。

クレディ・アグリコル・グループが行った分類変更

2008年10月15日に欧州連合が公表し採用したIAS第39号の修正に従って、2010年度においてクレディ・アグリ

コル・エス・エー・グループは、過年度と同様に、IAS第39号の修正によって認められている分類変更を行った。

これらの分類変更に関する情報は、以下に記載されている。

分類変更の内容、理由および金額

2010年度において、当行グループは、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの保有目的に変更があっ

た一定の金融資産につき、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」から「貸出金および債権」への分類

変更を行った。クレディ・アグリコル・エス・エー・グループは現在、これらの金融資産を予見可能な将来にお

いて保有し、当期中には売却しない予定である。

当期中に行われたこれらの分類変更は、シンジケート取引に関連している。

以下の表は、2010年度に分類変更された資産に関する分類変更日現在の公正価値および期末日現在の価額を示

している。以下の表はさらに、2010年度より前に分類変更された資産のうち当行グループの資産に依然として計

上されているものについて、2010年12月31日現在の価額を示している。

分類変更された

資産合計
2010年度に分類変更された資産 2009年度以前に分類変更された資産

(単位：百万ユーロ）

2010年12月

31日現在の

帳簿価額

2010年12月

31日現在の

見積

市場価額

分類

変更

価額

2010年12月

31日現在の

帳簿価額

2010年12月

31日現在の

見積

市場価額

2010年12月

31日現在の

帳簿価額

2010年12月

31日現在の

見積

市場価額

2009年12月

31日現在の

帳簿価額

2009年12月

31日現在の

見積

市場価額
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「貸出金および債権」に

分類変更された、純損益を

通じて公正価値で測定す

る金融資産

7,647 7,061 76 76 76 7,571 6,985 8,904 8,097

分類変更された資産合計 7,647 7,061 76 76 76 7,571 6,985 8,904 8,097

分類変更された資産に関連して純損益に認識された公正価値の変動

2010年度に分類変更された金融資産に関連して純損益に認識された公正価値の変動は、以下に開示されてい

る。

認識された公正価値の変動

(単位：百万ユーロ）
2010年度

（分類変更日現在） 2009年度

「貸出金および債権」に分類変更された純損益を通じて公正価値で測定す

る金融資産
(3)

分類変更された資産合計 (3)

分類変更された資産の分類変更日後における純利益への寄与

分類変更された資産の分類変更日後における当期純利益への寄与には、純損益またはその他の包括利益に認識

されたすべての利益、損失、収益および費用が含まれる。

分類変更日後における税引前利益への影響額

2010年度に

分類変更された資産 2010年度より前に分類変更された資産

2010年度の影響額

2009年12月31日現在の累

積影響額 2010年度の影響額

2010年12月31日現在の累

積影響額

(単位：百万ユーロ）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

実際に認識

された収益

および費用

資産が当初

の区分のま

まであった

と仮定した

場合（公正

価値の変

動）

「貸出金および債権」に分類変更され

た純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産 (19) (836) 47 238 28 (598)

分類変更された資産合計 (19) (836) 47 238 28 (598)

追加情報

分類変更日現在、2010年度に分類変更された金融資産に係る実効金利（割引前将来キャッシュ・フロー見積額

は80百万ユーロを含む。）は1.7％から2.2％の間である。

注記10　金融商品の公正価値

金融商品の公正価値は、独立第三者間取引において、取引の知識があり、取引の意思がある当事者の間で、資産

が交換され得るか、負債が決済され得る価額である。

以下の公正価値は、報告日現在の見積額である。それらは、翌期以降において市況またはその他の要素の展開に

より変動する可能性がある。

これらの算定結果は、最善の見積りである。これらは多くの評価モデルおよび仮定に基づいている。これらのモ

デルに不確実性が含まれる限り、対象金融商品を実際に売却または即時に決済する際に、表示されている公正価
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値で取引が実現しない可能性がある。

実際には、また継続企業の原則からも、これらの金融商品のすべてが必ずしも以下の見積価額で即時に決済さ

れるわけではない。

10.1　償却原価で測定される金融資産および負債の公正価値

2010年12月31日 2009年12月31日

(単位：百万ユーロ） 帳簿価額 見積市場価額 帳簿価額 見積市場価額

資産

金融機関に対する貸出金および債権 363,843367,849338,420344,533

顧客に対する貸出金および債権 383,246388,378362,348367,633

満期保有金融資産 21,301 21,807 21,286 22,368

負債

銀行に対する債務 154,568154,695133,797134,175

顧客に対する債務 501,360501,472464,080459,764

債務証券 170,337170,361179,370178,855

劣後債務 38,486 38,282 38,482 37,953

活発な市場（すなわち、相場があり、それが広く公表されている。）で取引されている金融商品については、公

正価値の最善の見積りは、かかる金融商品の市場価額である。

市場が存在せず、信頼性の高いデータがない場合、公正価値は、金融市場で使用されている評価手法と一致した

適切な手法を用いて算定され、それらは、比較可能な商品の市場価額、将来の割引キャッシュ・フローまたは評価

モデルである。

市場価額の見積りが必要な場合、割引キャッシュ・フロー法が通常最も使用される。

また、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループが、活発ではなくなった市場に上場されている一定の金

融商品の公正価値での評価に関してIASBが2008年10月31日に公表した専門家報告書を勘案したことは、留意され

るべきである。

一部の場合においては、市場価額は帳簿価額に近似する。これは、主として以下のものに生じる。

・変動金利資産または負債で、当該商品の金利が頻繁に自ずと市場金利に修正されるため金利の変動が公正価値

に重要な影響を及ぼさないもの。

・償還価額が市場価額に近似すると考えられる短期資産または負債。

・政府により価格が固定されている規制商品（例えば、規制預金口座）。

・要求払負債。

・信頼性のある観察可能なデータが存在しない取引。

10.2　公正価値で測定する金融商品に関する情報

公正価値ヒエラルキー別に分けられた公正価値で測定する金融商品

公正価値で測定する金融資産

以下に表示されている金額には経過利息が含まれており、減損は控除されている。
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(単位：百万ユーロ）

合計

2010年

12月31日

現在

同一商品の

活発な市場

における

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基

づく評価:

レベル2

観察不能な

データに基

づく評価:

レベル3

合計

2009年

12月31日

現在

同一商品の

活発な市場

における

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基

づく評価:

レベル2

観察不能な

データに基

づく評価:

レベル3

売買目的保有金融資産 368,94489,937268,66010,347385,16388,280284,35612,527

顧客に対する貸出金および

債権
435 435 318 318

買戻し条件付契約に基づいて

購入した有価証券
35,556 35,556 27,759 27,759

売買目的有価証券 95,53983,725 8,759 3,055103,13580,80919,985 2,341

政府短期証券および

類似証券
42,63342,630 3 43,03341,693 1,340

債券およびその他の

利付証券
27,81621,960 4,643 1,213 38,48625,549

(1)
12,164

(1) 773

株式およびその他の証券 25,09019,135 4,113 1,842 21,61613,567 6,481 1,568

デリバティブ商品 237,4146,212223,9107,292253,9517,471236,29410,186

当初認識時に純損益を通じて

公正価値で測定するものとし

て指定された金融資産

44,71231,55411,547 1,611 41,86434,714 6,010 1,140

ユニット・リンク契約 41,49630,86910,261 366 38,49232,875 5,540 77

当初認識時に純損益を通じて

公正価値で測定するものとし

て指定された有価証券

3,216 685 1,286 1,245 3,372 1,839 470 1,063

政府短期証券および

類似証券
8 8 9 9

債券およびその他の

利付証券
1,841 660 1,176 5 2,197 1,815 382

株式およびその他の証券 1,367 17 110 1,240 1,166 15 88 1,063

売却可能金融資産 225,757197,33126,883 1,543213,558130,73080,854 1,974

政府短期証券および類似証券 87,00886,846 157 5 64,52263,967
(1)

550
(1) 5

債券およびその他の利付証券 113,27591,99321,233 49 117,38044,23472,918 228

株式およびその他の証券 25,33418,492 5,353 1,489 31,51622,525 7,250 1,741

売却可能債権 140 140 140 4 136

ヘッジ手段のデリバティブ 23,525 129 23,396 23,117 2,665 20,452

公正価値で測定する

金融資産合計
662,938318,951330,48613,501663,702256,389391,67215,641

(1) 公表された財務書類に関して修正された金額。

公正価値で測定する金融負債

以下の金額には経過利息が含まれている。

(単位：百万ユーロ）

合計

2010年

12月31日

現在

同一商品の

活発な市場

における

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基

づく評価:

レベル2

観察不能な

データに基

づく評価:

レベル3

合計

2009年

12月31日

現在

同一商品の

活発な市場

における

相場価格:

レベル1

観察可能な

データに基

づく評価:

レベル2

観察不能な

データに基

づく評価:

レベル3

売買目的保有金融負債 343,5865,914333,6314,041366,3198,995350,0587,266

空売り有価証券 25,797 311 25,486 28,848 162 28,686

買戻し条件付契約に基づいて

売却した有価証券
54,601 54,601 56,264 1,245 55,019

債務証券 30,836 30,836 29,731 29,731

デリバティブ商品 232,3525,603222,7084,041251,4767,588236,6227,266

当初認識時に公正価値で測定

するものとして指定された金

融負債

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 732/1332



ヘッジ手段のデリバティブ 25,619 207 25,412 24,543 3,914 20,629

公正価値で測定する

金融負債合計
369,2056,121359,0434,041390,86212,909370,6877,266

評価手法に使用される市場データは、十分な数の市場参加者からデータを収集しているブローカーまたはプラ

イシング・サービス業者等、フロント・オフィスとは独立したいくつかの情報源から市場リスク部門が定期的に

（可能であれば毎日）データを入手できる場合に、観測可能とみなされている。市場リスク部門に報告する専門

のチームが、このようにして入手されたデータの妥当性を定期的に確認し、正式に記録する。

逆に、その評価に市場データと直接比較できない相関関係またはボラティリティのデータを必要とするバス

ケットの要素を伴う一部の複雑な商品は、観察不能として分類されることがある。

レベル間の振替

2009年度において、信用危機の間に一定の社債が、当該証券の流動性の欠如により、レベル2に分類変更された。

2010年度における信用状況および債券発行市場の改善を受けて、活発な市場に上場している社債について、レ

ベル1に分類変更が行われた。

レベル3のモデルで評価される金融商品

レベル3のモデルで評価されるこれらの商品のほとんどは、複雑な利付商品、仕組信用商品（観測不能な信用ス

プレッドがその測定に組み込まれている一部のコリレーション商品を含む。）、エクイティ・デリバティブ（複

数の原資産を有する一部の商品を含む。）またはリスク資本を連動対象とするか、より限定された場合であるが

外国為替およびコモディティ商品を連動対象とするハイブリッド契約および商品である。標準的な金融商品では

あるものの、償還期限が長い一部のものも、測定のために入手可能な市場データが契約上の償還期限よりも短い

償還期限のものに関するデータでしかなく、公正価値を測定するためにはこれに基づいて推定しなければならな

い場合、レベル3として分類されることがある。

2010年12月31日現在、観察不能データに基づいて測定する金融商品（レベル3）には主に以下が含まれていた。

・米国不動産を原資産とするCDOユニット。

・上記の米国不動産を原資産とするCDOの一部に係るヘッジ。

・企業の信用リスクに連動したCDO（コリレーション事業）。

・ベンチャー・キャピタル・ファンド。

・上記より割合は少ないが、SCI不動産会社およびSCPI不動産投資ファンドに対する持分ならびにその他の債券

デリバティブ、エクイティ・デリバティブおよび信用デリバティブ。

評価方法

米国の住宅を原資産とするスーパー・シニアCDOの測定に使用される方法は、2010年経営報告書（Rapport de

gestion）「Facteurs de risque」の「Risques particuliers induits par la crise financière」に記載さ

れている。

コーポレートCDOは価格決定モデルを用いて評価される。当該モデルでは、各取引の劣後水準に従って予想損失

を配分する。当該モデルでは、観察可能なデータ（クレジット・デフォルト・スワップのスプレッド）および

2008年以降観察可能性が著しく低下したデータ（社債の標準バスケットに基づくCDOに係る相関データ）の双方

を使用する。2009年以降、クレディ・アグリコル・CIBは、当該要素を考慮するために、モデルの調整を行った。よ

り具体的には、クレディ・アグリコル・CIBは、最も流動性の低いシニア・トランシェについて、そのエクスポー

ジャーに内在するリスクの評価に合わせて調整された評価要素を導入した。

ベンチャー・キャピタル・ファンド（FCPR）の公正価値は、株式投資ポートフォリオの評価に基づいて測定さ
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れる。

非上場企業への投資については、割引キャッシュ・フロー、株価収益率または純資産価額等の要素を用いたモ

デルに基づいて評価が行われる。

FCPRの純資産価額は、負債を考慮して修正表示された持株の評価額の合計から算出される。

レベル3に従って測定される金融商品の純変動額

レベル3に従って公正価値で測定する金融資産

売買目的保有金融資産  

(単位：百万ユーロ） 合計

債券および

その他の

利付

証券

株式

および

その他の証券

売買目的有価

証券

デリバ

ティブ

商品

期首残高（2010年1月1日） 15,641 773 1,568 2,341 10,186

当期利益または損失 (1,837) (92) 98 6 (1,849)

　純損益計上額
(1) (1,884) (92) 98 6 (1,849)

　その他の包括利益計上額
(2) 47

購入 1,684 557 267 824 414

売却 (1,324) (25) (42) (67) (1,073)

決済 (407) (399)

当期の範囲に関連した変更 (80)

振替 (176) (49) (49) 13

　レベル3への振替 788 136

　レベル3からの振替 (964) (49) (49) (123)

期末残高（2010年12月31日） 13,501 1,213 1,842 3,055 7,292

(1) 報告期間末現在保有する資産より純損益に計上された当期利益または損失は-1,512百万ユーロとなった。

(2) 報告期間末現在保有する資産より株主持分に計上された当期利益または損失は47百万ユーロとなった。

当初認識時に純損益を通じて公正価値で

測定するものとして指定された金融資産

(単位：百万ユーロ）
ユニット・リンク

契約の担保資産

債券および

その他の

利付証券

株式および

その他の証券

当初認識時に純損

益を通じて公正価

値で測定するもの

として指定された

有価証券

期首残高（2010年1月1日） 77 1,063 1,063

当期利益または損失 (31) 1 (14) (13)

　純損益計上額
(1) (31) 1 (14) (13)

　その他の包括利益計上額
(2)

購入 55 245 245

売却 (43) (54) (54)

決済

当期の範囲に関連した変更

振替 308 4 4

　レベル3への振替 363 4 4

　レベル3からの振替 (55)

期末残高（2010年12月31日） 366 5 1,240 1,245

(1) 報告期間末現在保有する資産より純損益に計上された当期利益または損失は-1,512百万ユーロとなった。

(2) 報告期間末現在保有する資産より株主持分に計上された当期利益または損失は47百万ユーロとなった。

売却可能金融資産

(単位：百万ユーロ）

政府短期証券

および

類似項目

債券および

その他の

利付証券

株式および

その他の証券
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期首残高（2010年1月1日） 5 228 1,741

当期利益または損失 17 33

　純損益計上額
(1) 1 2

　その他の包括利益計上額
(2) 16 31

購入 31 115

売却 (87)

決済 (8)

当期の範囲に関連した変更 (139) 59

振替 (80) (372)

　レベル3への振替 285

　レベル3からの振替 (80) (657)

期末残高（2010年12月31日） 5 49 1,489

(1) 報告期間末現在保有する資産より純損益に計上された当期利益または損失は-1,512百万ユーロとなった。

(2) 報告期間末現在保有する資産より株主持分に計上された当期利益または損失は47百万ユーロとなった。

レベル3の公正価値で測定される金融負債

売買目的保有金融負債

(単位：百万ユーロ） 合計 デリバティブ商品

期首残高（2010年1月1日） 7,266 7,266

当期利益または損失 (1,468) (1,468)

　純損益計上額
(1) (1,468) (1,468)

購入 414 414

売却 (1,939) (1,939)

決済 (156) (156)

振替 (76) (76)

　レベル3への振替 133 133

　レベル3からの振替 (209) (209)

期末残高（2010年12月31日） 4,041 4,041

(1) 報告期間末現在保有する負債より純損益に計上された当期利益または損失は、-1,148百万ユーロとなった。

期末現在の貸借対照表に計上されている資産および負債に係る当期の利益および損失（0.4十億ユーロの損

失）には、主に以下が含まれる。

・米国の不動産担保ローンを原資産とするCDOユニットおよび関連するヘッジの価値の変動による影響に係る認

識額（約1.8十億ユーロの利益）

・2008年度において観察不能となったデータに基づいて評価された、その他の金利、信用およびエクイティ・デ

リバティブ商品（特にコーポレートCDO）の価値の変動（2.3十億ユーロの損失）

しかし、これらの商品の公正価値（およびこれに関連する変動）のみ単独で理解すべきでない。これらの商品

は、他のより単純な商品により広くヘッジされており、それらは観察可能であるとみなされるデータに基づいて

個別に評価されている。これらのヘッジ手段の評価額（およびこれに関連する変動）は、大部分において、観察不

能であるとみなされるデータに基づいて測定される商品の評価額と対称を成すものであるが、上記の表には示さ

れていない。

当期中にレベル3から振り替えられた金融商品の公正価値は約1.2十億ユーロであった。これらの振替は主に、

時間の経過に伴い満期日に近づき一部の評価インプットの観察可能性が回復したことに起因していた。

レベル3に振り替えられた金融商品の公正価値は、921百万ユーロであった。これらの振替は、2010年度において

観測不能となった評価データの変更に関係している。

レベル3の評価手法で測定される金融商品の感応度分析
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2010年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBにおいて、合理的な代替的仮定に基づく、モデルに使用され

たパラメータに対する感応度は約209百万ユーロ（その大部分は非継続事業に関するものであり、米国の住宅担

保ローンを原資産とするCDOに係る108百万ユーロおよびコーポレートCDO事業に係る89百万ユーロが含まれてい

た。）であった。

感応度は、フロント・オフィスとは独立して、主にコンセンサス・データに基づいて測定されている。

・コーポレートCDO:デフォルト相関（観察不能インプット）に関する不確実性の程度は、コンセンサス・データ

の標準指数に対する標準偏差に基づいて決定される。

・スーパー・シニア・ABS CDOトランシェ:不確実性の程度は、所定のレート（損失シナリオにおける10％の変

動）に基づいて見積られる。

・エクイティ・デリバティブ: 方法は、コーポレートCDOについて使用されるものと同じ（コンセンサス・デー

タに対する標準偏差）であるが、配当ボラティリティ・インプットおよび標準相関インプットに対して適用さ

れる。

・債券デリバティブ:主な相関関係（金利／為替レートおよび為替レート／金利）に対して2％のショックが適

用される。

取引当初のマージンの見積り影響額

(単位：百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

1月1日現在の繰延利益 297 361

期中の新たな取引により生じた利益 51 93

期中に認識された純利益

償却、および取消／償還／満期到来取引 (107) (157)

期中に観察可能に分類変更されたインプットまたは商品による影響

12月31日現在の繰延利益 241 297

注記11　後発事象

イタリアにおけるクレディ・アグリコルの事業拡大へのさらに大きな前進

クレディ・アグリコルは、予定どおり、イタリアにおける事業拡大の戦略を遂行している。2010年2月17日にイ

ンテーザ・サンパオロ・エスピーエーとの間で締結した契約に従い、クレディ・アグリコルは、その75％所有子

会社であるカリパルマを通して、市場でカッサ・ディ・リスパルミオ・デッラ・スペツィアに対する79.9％の持

分を取得した。

カッサ・ディ・リスパルミオ・デッラ・スペツィアは、リグーリア州、トスカーナ州およびエミリア・ロマー

ニャ州で76の支店網を運営している。

このネットワークを拡大する目的で、今後数ヶ月のうちにインテーザ・サンパオロ・エスピーエーから96の支

店がカリパルマに譲渡される予定である。この2つの企業の取得価格は、738百万ユーロである。

この2つの取引に加えて、クレディ・アグリコル・グループは、イタリアにリテール・バンキングの支店902店

舗のネットワークを有することとなる。これにより、クレディ・アグリコル・グループは、リテール顧客の基盤を

約25％拡大して合計1.8百万の顧客を有することとなり、イタリアにおいて7番目に大きい銀行業務グループとな

る。イタリアにおいてすべての業務（銀行業務、保険、資産運用、法人営業および投資銀行、リースおよびファクタ

リングならびに専門金融サービス）を有し、クレディ・アグリコル・グループは、イタリアの銀行業において主

要な企業の1つとなった。

注記12　2010年12月31日現在の連結範囲
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クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ - 連
結範囲

(1) 国
連結方法
2010年
12月31日

支配割合（％） 持分割合（％）
2010年

12月31日

2009年

12月31日

2010年

12月31日

2009年

12月31日

国内リテール・バンキング
銀行および金融機関
バンク・シャリュ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
バンク・テミ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1
アルプ・プロヴァンス地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
アルザス・ヴォージュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
アキテーヌ地域金庫 フランス 持分法 29.3 29.3 29.3 29.3
アトランティック・ヴァンデ地域金庫 フランス 持分法 25.1 25.1 25.1 25.1
ブリ・ピカルディ地域金庫 フランス 持分法 25.7 25.2 25.7 25.2
中東部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
フランス中部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
ロワール中部地域金庫 フランス 持分法 27.7 27.7 27.7 27.7
中西部地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
シャンパーニュ・ブルゴーニュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
シャラント・マリティーム - ドゥー・セーヴル地域
金庫

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

シャラント－ペリゴール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
コートダモール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
アンジュー・メーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
サヴォワ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
フィニステール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
フランシュ－コンテ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
グアドループ地域金庫 フランス 持分法 27.2 27.2 27.2 27.2
イル・エ・ヴィレーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.1 25.0 25.1 25.0
ラングドック地域金庫 フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0
ロワール・オート－ロワール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
ロレーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
マルティニーク地域金庫 フランス 持分法 28.2 28.2 28.2 28.2
モルビアン地域金庫 フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0
フランス北部地域金庫 フランス 持分法 24.9 24.8 24.6 24.8
北ミディ－ピレネー地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
北東部地域金庫 フランス 持分法 26.0 26.0 26.0 26.0
ノルマンディー地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
ノルマンディー・セーヌ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
パリ・イル－ドゥ－フランス地域金庫 フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0
プロヴァンス - コート・ダジュール地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
ピレネー・ガスコーニュ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
レユニオン地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
シュド・メディテラネ地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
シュド・ローヌ－アルプ地域金庫 フランス 持分法 25.3 25.0 25.3 25.0
トゥールーズ・ミディ・トゥールーザン地域金庫 フランス 持分法 25.1 25.0 25.1 25.0
トゥレーヌ・ポワトゥ地域金庫 フランス 持分法 25.3 25.0 25.3 25.0
ヴァル・ドゥ・フランス地域金庫 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
コファン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
アンテルフィモ フランス 全部連結 99.0 99.0 94.1 94.1
LCL フランス 全部連結 95.1 95.1 95.1 95.1
メルカゲンテス スペイン 持分法 25.0 25.0 20.6 20.6
シルカム フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
リース・ファイナンス会社
ロカム フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
投資会社
ベルシー・パーティシパシオン フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0
CAサントル・フランス・デヴェロップモン フランス 持分法 25.0 25.0 20.8 20.8
CAコンシュマー・フィナンス・イモビリエ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
CADSデヴェロップモン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
カリクスト・アンヴェスティスモン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
コフィネップ フランス 持分法 26.0 26.0 26.0 26.0
クレディ・アグリコル・サントル・エスト・イモビ
リエ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

リモビリエール・ダ・コテ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
ノール・キャピタル・アンヴェスティスモン（旧パ
ルティシペックス）

フランス 持分法 29.8 31.4 26.8 28.1

ノール・エスト・シャンパーニュ・アグロ・パート
ネール

フランス 持分法 26.0 26.0 26.0 26.0

プレスティモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
セピ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
セクワナ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
ソカディフ フランス 持分法 25.2 25.0 23.0 22.9
ヴォバン・フィナンス フランス 持分法 29.8 25.0 26.8 25.1
保険

アシュランス・デュCAノール－パ－ドゥ－カレ 除外
(4)フランス 全部連結 64.8 54.3

その他
アドレ・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
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アルザス・エリート フランス 持分法 25.0 25.0 23.7 23.7
アンジュー・メーヌ・ジェスティオン 組入れ フランス 持分法 25.0 25.0
C.L. ヴァーヴァルトゥングス・ウント・ベーティリ
ガングスゲーゼルシャフト GmbH

ドイツ 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

CAアキテーヌ・アジョンス・イモビリエール 組入れ フランス 持分法 29.3 29.3

CAアキテーヌ・イモビリエ 組入れ フランス 持分法 29.3 29.3
CAパーティシパシオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
カーピモ4 フランス 持分法 25.0 25.0 24.8 24.8
カーピモ6 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
CALイモビリエ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
CAPアクシオン2 組入れ フランス 持分法 25.0 25.0
CAPオブリガテール 組入れ フランス 持分法 25.0 25.0
CAPレギュリエ1（旧CAPアクシオン） フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
CAPIサントル－エスト フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
カリアティドゥ・フィナンス フランス 持分法 24.9 24.8 21.7 21.8
サントル・フランス・ロカシオン・イモビリエール フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

クレアグリゼール 除外
(4)フランス 持分法 25.0 25.0

クレディ・リヨネ・デヴェロップモン・エコノミッ
ク（CLDE）

フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1

クレディ・リヨネ・ユロップ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1
クレディ・リヨネ・プリファード・キャピタル 米国 全部連結 100.0 100.0 0.0 0.0
クレエS.A.S. フランス 持分法 24.9 24.8 7.4 7.4
ユーロピモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
フィナンシエールPCA 組入れ フランス 持分法 25.0 25.0
フィナルモール・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
フォン・デディエ・エルスタール フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
フォン・ディヴェルシフィエ・サントル・ロワール フランス 持分法 27.7 27.7 27.7 27.7
フォルス・アルザス フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・アキテーヌ 除外
(3)フランス 持分法 29.3 29.3

フォルス・クレディ・アグリコル・コンシュマー・
フィナンス

フランス 持分法 25.0 25.0 25.1 25.0

フォルスCAMグアドループ・アヴニール 除外
(3)フランス 持分法 27.2 27.2

フォルス・シャラント・マリティーム・ドゥー・
セーヴル

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フォルス・イロワーズ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.1
フォルス・ラングドック（旧フォルス・ミディ） フランス 持分法 25.2 25.0 25.3 25.0
フォルス・ロレーヌ・デュオ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
フォルス・プロフィル20 フランス 持分法 25.0 25.0 25.1 25.1
フォルス・ラン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
フォルス・トゥールーズ・ディヴェルシフィエ フランス 持分法 25.1 25.0 25.1 25.0
フォルス4 フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
グリーン・アイランド フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
アンフォールシュド・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 22.2 22.1
モルビアン・ジェスティオン フランス 持分法 25.2 25.0 25.2 25.0
ナカラット フランス 持分法 24.9 24.8 7.6 7.6
NMPジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
ノール・ドゥ・フランス・イモビリエ フランス 持分法 24.9 24.8 24.6 24.8
オゼンヌ・アンスティチューシオネル フランス 持分法 25.1 25.0 25.3 25.3
PCA IMMO フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
PG IMMO フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
ピレネー・ガスコーニュ・ジェスティオン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0
S.A.S.イムノール フランス 持分法 24.9 24.8 24.6 24.8
SCIカピモ フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

SCIデュ・ヴィヴァレ 除外
(4)フランス 持分法 25.0 25.0

SCIユーラリアンス・ユロップ フランス 持分法 24.9 24.8 24.6 24.8

SCIオート・ファヴォンティンヌ 除外
(4)フランス 持分法 25.0 25.0

SCIレ・フォヴァン フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

SCIレ・パルミエ・デュ・プティ・ペルー 除外
(3)フランス 持分法 27.2 27.2

シカHL フランス 持分法 25.0 25.0 24.7 24.7
ソシエテ・イモビリエール・ドゥ・ピカルディ フランス 持分法 25.7 25.2 25.7 25.2
ソシエテ・ピカルド・ドゥ・デヴェロップモン フランス 持分法 25.7 25.2 25.7 25.2
シュド・ローヌ・アルプ・プラスモン 組入れ フランス 持分法 25.3 24.9
トゥールーズ31クール・テルム 組入れ フランス 持分法 25.1 25.1
トゥールーズ31オブリガシオン 組入れ フランス 持分法 25.1 25.1
ヴァル・ドゥ・フランス・ロンドゥモン 組入れ フランス 持分法 25.0 25.0
観光事業 - 不動産開発
フランシュ・コンテ・デヴェロップモン・フォンシ
エ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

フランシュ・コンテ・デヴェロップモン・イモビリ
エ

フランス 持分法 25.0 25.0 25.0 25.0

ノール・エスト・オプティモS.A.S. 組入れ フランス 持分法 26.0 26.0
S.A.フォンシエール・ドゥ・レラーブル フランス 持分法 24.9 24.8 24.6 24.8
S.A.S.アルカディム・フュジオン フランス 持分法 24.9 24.8 24.6 24.8
SCIクリスタル・ユロップ フランス 持分法 24.9 24.8 24.6 26.3
SCIクワルツ・ユロップ フランス 持分法 24.9 24.8 24.6 26.3

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 738/1332



国際リテール・バンキング
銀行および金融機関
バンカ・ポポレア・フリューラドリア・エス・ピー
・エー

イタリア 全部連結 79.1 79.1 59.3 59.3

バンクインテル スペイン 持分法 24.7 23.4 24.7 23.4
バンコア スペイン 持分法 30.0 30.0 28.7 28.6

バンク・インドスエズ・メール・ルージュ 除外
(2)ジブチ 全部連結 100.0 100.0

BES(バンコ・エスピリト・サント) ポルトガル 持分法 10.8 10.8 23.8 23.9
BNIマダガスカル マダガスカル全部連結 51.0 51.0 51.0 51.0
カリパルマ イタリア 全部連結 75.0 75.0 75.0 75.0
クレディ・アグリコル・エジプトS.A.E. エジプト 全部連結 60.5 60.2 60.2 59.9
クレディ・アグリコル・フィナンスモン スイス 持分法 41.0 45.0 36.6 39.6
クレディ・アグリコル・バンカ・スルビジャ a.d. 
ノヴィ・サッド

セルビア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・デュ・マロック モロッコ 全部連結 76.7 76.7 76.7 76.7
クレディ・ウルグアイ・バンコ ウルグアイ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
エンポリキ・バンク ギリシャ 全部連結 91.0 86.5 91.0 86.5
エンポリキ・バンク・アルバニア・エス・エー アルバニア 全部連結 100.0 100.0 91.0 86.5
エンポリキ・バンク・ブルガリアE.A.D. ブルガリア 全部連結 100.0 100.0 91.0 86.5
エンポリキ・バンク・サイプラス キプロス 全部連結 96.6 93.7 87.9 81.1
エンポリキ・バンク・ロメーニア・エス・エー ルーマニア 全部連結 99.6 99.4 90.7 86.0

ユーロッパバンク (5)ベルギー 持分法 5.0 5.0 21.9 21.6

JSCインデックス・バンクHVB ウクライナ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ルカス・バンク ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ルカス ・エス・エー ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
S.A.クレディ・アグリコル（ベルギー） ベルギー 持分法 5.0 5.0 21.9 21.6
SCBカメルーン カメルーン 全部連結 65.0 65.0 65.0 65.0
その他
ベルギー・クレディ・アグリコルS.A.S. ベルギー 持分法 10.0 10.0 32.8 32.4
ベスパー ポルトガル 持分法 32.6 32.6 32.6 32.6
エンポリキ・デベロップメント・アンド・リアル・
エステート・マネージメント

ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 91.0 86.5

エンポリキ・グループ・ファイナンスP.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 91.0 86.5
IUBホールディング フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

キートレード (5)ベルギー 持分法 5.0 5.0 21.9 21.6

専門金融サービス
銀行および金融機関
エトラン・アドミニストレイティブ・ディエント
ヴァーレニングB.V.

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

アゴス・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 61.0 61.0 61.0 61.0
アルソリア フランス 持分法 20.0 20.0 20.0 20.0
アンテラ・インカッソ B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
アスフィーボ・フィナンシェリンゲンB.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
BCフィナンス フランス 全部連結 55.0 55.0 55.0 55.0

CAコンシューマー・ファイナンス 除外
(4)フランス 全部連結 100.0 100.0

カルフール・サービツ・フィナンツィアリ・エス・
ピー・エー 除外

(2)イタリア 持分法 40.0 24.4

クレアルフィ フランス 全部連結 51.0 51.0 51.0 51.0
クレディボム ポルトガル 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
クレディコム・コンシューマー・ファイナンス・バ
ンク・エス・エー（旧エンポリキ・クレディコム）

ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディート・マートシャッピ "De Ijssel" B.V.オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディゲン・バンク 除外
(3)ハンガリー 全部連結 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナ
ンス（旧ソフィンコ）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナ
ンス・ネーデルランド（旧CAデヴロBV）

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・リフト・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 100.0 100.0 61.0 61.0
クレディトプラス・バンク AG ドイツ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
クレディアム・スロバキアa.s. スロバキア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ダン－アクティブ デンマーク 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
DMC グループ N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
DNV B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
EFLサービシズ ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロファクター AG（ドイツ） ドイツ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロファクター・フランス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロファクター・イタリア・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロファクター ・エス・エー/NV（ベルギー） ベルギー 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロファクターUK（英国） 英国 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロファクター ・エス・エー（ポルトガル） ポルトガル 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロフィンタス・フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロリーンリン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
FCフランス・エス・エー フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAバンク・ジャーマニーGmbH ドイツ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAバンクGmbH オーストリア比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAキャピタル・ベルジアム・エス・エー ベルギー 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
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FGA キャピタル・デンマーク A/S デンマーク 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGA キャピタル・ヘラス ・エス・エー ギリシャ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAキャピタルIFIC（旧フィディス・リテールIFICエ
ス・エー）

ポルトガル 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・アイルランドPlc アイルランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・ルックス・エス・エー
ルクセンブル
ク

比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAキャピタル・ネザーランズB.V. オランダ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAキャピタル・リ・リミテッド アイルランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAキャピタル・エス・ピー・エー イタリア 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAキャピタル・スペインEFC エス・エー スペイン 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAキャピタルUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGA ディストリビュイドラ（旧フィアット・ディス
トリビュイドラ・ポルトガル）

ポルトガル 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGA インシュランス・ヘラス ・エス・エー ギリシャ 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGA リーシング・ポルスカ（旧フィディス・リーシ
ング・ポルスカ Sp. Zo.o.）

ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0

FGAリーシングGmbH オーストリア比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAホールセールUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フィアット・バンク・ポルスカ ・エス・エー ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フィディス・ファイナンス・ポルスカ Sp. Zo.o. ポーランド 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フィディス・ファイナンス ・エス・エー スイス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フィナリア ベルギー 持分法 49.0 49.0 49.0 49.0
フィナンシェリングスマートシャッピ・マヒューコ
N.V.

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ AB スウェーデン全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フィナレフ AS ノルウェー 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フィナレフ OY フィンランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

フィナレフ・エス・エー 除外
(4)フランス 全部連結 100.0 100.0

フィナータ・バンク N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フィナータ・スパーレン N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フィナータ・ズイード－ネーデルランド B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
FLオートS.N.C フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FLロカシオンSNC フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フォーソ・デンマーク デンマーク 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フォーソ・フィンランド フィンランド比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フォーソ・ノルウェー ノルウェー 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フォーソ・スウェーデン スウェーデン比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
GAC - ソフィンコ・オート・ファイナンスCo. Ltd.組入れ 中国 持分法 50.0 50.0
IDMファイナンスB.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
IDM フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
IDM リース・マートシャッピ N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
イーベ・リース B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
インテルバンク N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
インター・ファクター・ヨーロッパ（エスパー
ニュ）

スペイン 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

J.J.P. アッケルマン・フィナンシェリンゲン B.V.オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
クレディト '78 B.V.（旧パッシブ・ポートフォリオ
B.V.）

オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ロゴス・フィナンツィアリア・エス・ピー・エー イタリア 全部連結 94.8 94.8 57.8 57.8
マヒューコ・フィナンシェリンゲン B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
マトリクス N.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
メナファイナンス フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
ニュー・シオ 組入れ 英国 全部連結 50.0 50.0
NVF ヴォールショットバンク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
レジオ・クレディトデスク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
リバンク オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
セデフ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

SSF（ソフィンコ・サウジ・フランシ） 除外
(3)サウジアラビ
ア

全部連結 100.0 65.2

チュニジ・ファクタリング 組入れ チュニジア 持分法 36.4 36.4
ヴォールディール・バンク B.V. オランダ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ワファサラフ モロッコ 持分法 49.0 49.0 49.0 49.0
リース・ファイナンス会社
オクシフィップ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
カレフリート・エス・エー ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
クリモト フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 99.9
クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファ
クタリング（旧クレディ・アグリコル・リーシン
グ）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・リーシング・イタリア イタリア 全部連結 100.0 100.0 78.7 78.7
クレディ・デュ・マロック・リーシング モロッコ 全部連結 100.0 100.0 84.5 84.4
クレディアム チェコ共和国全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
エンポリキ・リーシング・エス・エー ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

エンポリキ・レント 除外
(4)ギリシャ 全部連結 100.0 100.0
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エンポリキ・レント・ロング・ターム・リーシング
・オブ・ビークルズ・エス・エー（旧アンテナ）

組入れ ギリシャ 全部連結 99.6 99.6

エティカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーロペスキ・ファンデュス・リーシンギー (E.F.
L.)

ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

FALフリート・サービシズS.A.S. フランス 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAキャピタル・サービシズ・スペイン・エス・エー スペイン 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
FGAコントラクツUK Ltd. 英国 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
フィナムール フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
リーシーズ ・エス・ピー・エー イタリア 比例連結 50.0 50.0 50.0 50.0
リックスバイル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
リックスクールタージュ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
リックスクレディット フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9
NVA（ネゴス・ヴァロリザシオン・デ・ザクティフ） フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9

サヴァレント・エス・ピー・エー 除外
(4)イタリア 比例連結 50.0 50.0

スリバイル・ロング・デュレ（SLD） 除外
(4)フランス 全部連結 100.0 100.0

ユカリース フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユニフェルジ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ユニマ 除外
(4)フランス 全部連結 100.0 100.0

投資会社
アルジョンス・アンヴェスティスモンS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
アルジョンス・パーティシパシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ノーディック・コンシューマー・ファイナンス デンマーク 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
保険
アレ アイルランド全部連結 100.0 100.0 61.0 61.0
その他
CCDS（カルト・カドー・ディストリブシオン・セル
ヴィス）

フランス 持分法 49.0 49.0 49.0 49.0

クリオンティス フランス 全部連結 100.0 54.9 100.0 54.9
クレディLIFT フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
エダ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
EFLファイナンス・エス・エー ポーランド 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
エンポリキ・クレディコム・インシュランス・ブ
ローカーズ・エス・エー

ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GEIEアルジョンス・デヴェロップモン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

GEIEアルジョンス・マナジュモン 除外
(3)フランス 全部連結 100.0 100.0

ソフィリード 除外
(3)フランス 全部連結 100.0 100.0

ソフィリアンス 除外
(3)フランス 全部連結 100.0 100.0

ソフィンコ・パーティシパシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ヴァルリ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
資産運用、保険およびプライベート・バンキング
銀行および金融機関
アムンディ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
アムンディ（UK）Ltd.（旧CAアセット・マネージメ
ントLtd.）

英国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ AIホールディング（旧CAAM AIホール
ディング）

フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ AI S.A.S.（旧CAAM AI S.A.S.）フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
アムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ
Inc.（旧CAAM AI Inc.）

米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ
Ltd.（旧CAAM AI Ltd.）

バミューダ 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・フィナンス（旧セジェスパール・フィ
ナンス）

フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・グループ フランス 全部連結 73.6 73.6 73.6 73.6
アムンディ・ヘラス MFMC エス・エー（旧エンポリ
キ・アセット・マネージメントA.E.D.A.K.）

ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ホンコンLtd.（旧CAアセット・マネー
ジメント・ホンコンLtd.）

香港 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・アンテルメディアシオン（旧セジェス
パール・アンテルメディアシオン）

フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ジャパン（旧SGAMジャパン） 日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
アムンディ・ジャパン・ホールディング（旧SGAM
ノース・パシフィックLtd.）

日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ジャパン・セキュリティーズCy Ltd.
（旧CAAMセキュリティーズ・カンパニー・ジャパン
KK）

日本 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・ルクセンブルクS.A.（旧CAアセット・
マネージメント・ルクセンブルク）

ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・プライベート・エクイティ・ファンズ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
アムンディ・リアル・エステート・イタリア SGR エ
ス・ピー・エー（旧CAAM リアル・エステート・イタ
リアSGR）

イタリア 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ SGR エス・ピー・エー（旧CAAM SGR）イタリア 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
アムンディ・シンガポールLtd.（旧CAアセット・マ
ネージメント・シンガポールLtd.）

シンガポール全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
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BFTジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
BGPインドスエズ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ブルック・セキュリティーズInc. 除外
(4)米国 全部連結 100.0 85.0

クレディ・アグリコル（スイス）バーマス バハマ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
クレディ・アグリコル（スイス）エス・エー スイス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
クレディ・アグリコル・アセット・マネージメント
・ジャパンLtd. 除外

(4)日本 全部連結 100.0 73.6

クレディ・アグリコル・ルクセンブルク
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

CACEIS（バミューダ）Ltd. バミューダ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0
CACEIS（カナダ）Ltd. カナダ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0
CACEIS (USA) Inc. 米国 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0
CACEISバンク フランス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0
CACEIS バンク・ドイツランド GmbH ドイツ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISバンク・ルクセンブルク
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

CACEISコーポレート・トラスト フランス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0
CACEISファストネット フランス 全部連結 100.0 93.8 85.0 79.8
CACEISファストネット・イルランドLtd. アイルランド全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0
CACEISファストネット・スイス スイス 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0
CPR AM フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
クレディ・フォンシエ・ドゥ・モナコ モナコ 全部連結 70.1 70.1 67.4 67.4
クレーリア フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
E.P.E.M. Inc. 米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
エトワール・ジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
ファストネット・ベルジーク ベルギー 全部連結 52.2 52.2 44.4 44.4

ファストネット・ルクセンブルク
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 52.2 85.0 44.4

ファストネット・ペイ・バ オランダ 全部連結 52.2 52.2 44.3 44.3
フィナンツィアリア・インドスエズ・インターナ
ショナルLtd.

スイス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ファンド・チャネル
ルクセンブル
ク

持分法 50.0 50.0 36.8 36.8

ジェスティオン・プリヴェ・インドスエズ（G.P.I） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
IKS KB チェコ共和国全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

インベスター・サービス・ハウス・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

NH-CAアセット・マネージメントLtd.（旧ノンヒョッ
プ-CA）

大韓民国 持分法 40.0 40.0 29.4 29.4

オリンピア・キャピタル・アソシエーツL.P. 除外
(4)米国 全部連結 100.0 85.0

オリンピア・キャピタルInc. 除外
(4)米国 全部連結 100.0 85.0

オリンピア・キャピタルLtd.ケイマン ケイマン諸島全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

パルタンヴェスト・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

SGAM ドイツランド ドイツ 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
SGAMアイベリア 組入れ スペイン 全部連結 100.0 84.5

SGAM イタリア 除外
(4)イタリア 全部連結 100.0 73.6

SGAMルクセンブルク 除外
(4)ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 73.6

SGAMネゴシアシオン（RTO） 除外
(4)フランス 全部連結 100.0 73.6

SGAMシンガポールLtd. シンガポール全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
ソシエテ・ジェネラル・ジェスティオン（S2G） フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
ウィンチェスター・フィデューシアリー・サービシ
ズLtd.

バミューダ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパ
ニーLtd.

バミューダ 全部連結 100.0 100.0 85.0 85.0

投資会社
アムンディ・インベストメント・ソリューションズ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
アムンディ・インベストメント・ソリューションズ
・アメリカズ・ホールディングInc.（旧CASAMアメリ
カズInc.）

米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・インベストメント・ソリューションズ
・アメリカズLLC（旧CASAMアドバイザーズLLC）

米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

CACEIS エス・エー フランス 全部連結 85.0 85.0 85.0 85.0
CAI BPホールディング フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
リラ・キャピタルLLC 米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
保険
アシュランス・ミューチュエル・フェデラル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
BES セグロス ポルトガル 全部連結 50.0 50.0 56.0 56.0
BES ヴィーダ ポルトガル 全部連結 50.0 50.0 61.9 61.9
BFTオポチュニテ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
クレディ・アグリコル・アシキュラジオニ イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
CACIジェスティオン フランス 全部連結 100.0 100.0 99.0 88.0
CACI ライフ・リミテッド アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
CACIノン・ライフ・リミテッド アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
CACI RE アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
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クレディ・アグリコル・アシュランス（CAA） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
クレディ・アグリコル・アシュアランス・イタリア
・ホールディング

イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・クレディター・インシュラ
ンス（CACI）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ライフ・インシュランス・
カンパニー・ジャパンLtd.

日本 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ライフ・インシュランス・
ユロップ

ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 99.9 99.9

クレディ・アグリコル・リインシュランス・エス・
エー

ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・ヴィータ・エス・ピー・
エー

イタリア 全部連結 100.0 100.0 87.5 87.5

ドルシア・ヴィー イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
エドラム・オポチュニテ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
エンポリキ・ライフ ギリシャ 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
FCPRルーズベルト・アンヴェスティスモン 組入れ フランス 全部連結 100.0 100.0
フェデルヴァル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フィナレフ・アシュランス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フィナレフ・リスク・ディヴェール フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フィナレフ・ヴィ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フォンシエール・イペールシュド フランス 比例連結 51.4 51.4 51.4 51.4
GRD1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD10 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD11 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD12 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD14 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD16 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD17 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD18 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD19 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD20 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD4 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD5 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD7 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD8 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GRD9 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
メディカル・ドゥ・フランス フランス 全部連結 99.8 99.8 99.8 99.8
パシフィカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2005 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2006 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2006-2007 FCPR フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2007 FCPR A フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2007 FCPR C フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2008 FCPR A1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2008 FCPR A2 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2008 FCPR A3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカ2010 FCPR A1 組入れ フランス 全部連結 100.0 100.0
プレディカ2010 FCPR A2 組入れ フランス 全部連結 100.0 100.0
プレディカ2010 FCPR A3 組入れ フランス 全部連結 100.0 100.0
プレディカ・スコンデールI A1 組入れ フランス 全部連結 100.0 100.0
プレディカ・スコンデールI B1 組入れ フランス 全部連結 100.0 100.0
プレディカン・アクシオン・アメリーク フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカン・アクシオン・アジ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカン・アクシオン・ユロップ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカン・オポチュニテ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカン・ルフレックス100 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
プレディカン・ストラテジ 組入れ フランス 全部連結 100.0 100.0
SAS カージス 組入れ フランス 全部連結 50.0 62.8
スペース・ホールディング・（アイルランド）リミ
テッド

アイルランド全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

スペース・ルックス
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

ヴィア・ヴィタ イタリア 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
その他
アムンディ・オルタナティブ・インベストメンツ・
サービシズInc.（旧CAAM AI S Inc.）

米国 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

アムンディ・アイベリア S.G.I.I.C エス・エー（旧
CAAM FONDOS S.G.I.I.C）

スペイン 全部連結 100.0 100.0 84.5 84.5

アムンディ・イモビリエ フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6

CAAM ディストリビューション A.V. 除外
(4)スペイン 全部連結 100.0 84.5

CAAM エスパーナ S.L. 除外
(4)スペイン 全部連結 100.0 84.5

CAAM ファイナンシャル・ソリューションズ 除外
(4)フランス 全部連結 100.0 73.6
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イデアム フランス 全部連結 100.0 100.0 73.6 73.6
SCIラ・ボーム フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
セジェスパール・アンフォーマティーク・テクニー
ク・セルヴィス

フランス 全部連結 99.8 99.8 76.0 75.9

法人営業および投資銀行
銀行および金融機関
アグアダナ S.L. スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

Al BKサウジAlフランシ － BSF
サウジアラビ
ア

持分法 31.1 31.1 30.4 30.4

カリヨン・アルジェリ アルジェリア全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カリヨン・バンク・ポルスカ・エス・エー 除外
(3)ポーランド 全部連結 100.0 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・オーストラリアLtd.
（旧カリヨン・オーストラリアLtd.）

オーストラリ
ア

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・チャイナLtd.（旧カリ
ヨン・チャイナ・リミテッド）

中国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・マーチャント・バンク
・アジアLtd.（旧カリヨン・マーチャント・バンク
・アジアLtd.）

シンガポール全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・エス・エー フランス 全部連結 97.8 97.8 97.8 97.8
クレディ・アグリコル・CIB・サウジ・フランシLtd.
（旧カリヨン・サウジ・フランシ・リミテッド） 除外

(2)サウジアラビ
ア

比例連結 55.0 53.8

クレディ・アグリコル・CIB・サービシズ・プライ
ベートLtd.

組入れ インド 全部連結 100.0 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ZAOロシア（旧カリヨ
ン・ラスバンク・エス・エー）

ロシア 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・ヤティリム・バンカシ・
トゥルク A.S.（旧カリヨン・ヤティリム・バンカシ
・トゥルク）

トルコ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ヒマリアP.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インカSARL
ルクセンブル
ク

全部連結 65.0 65.0 63.6 63.6

LFインベストメンツ 米国 全部連結 99.0 99.0 96.8 96.8

リエネ BV
ルクセンブル
ク

全部連結 65.0 65.0 63.6 63.6

ニューエッジ・グループ フランス 比例連結 50.0 50.0 48.9 48.9
PJSCクレディ・アグリコル・CIB・ユークレーン（旧
カリヨン・バンク・ユークレーン）

ウクライナ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

株式ブローカー
シュヴルー/CLSAグローバル・ポートフォリオ・ト
レーディングPte Ltd.

組入れ シンガポール全部連結 100.0 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・エスパーニャ 
・エス・エー（旧CA シュヴルー・エスパーニャ・エ
ス・エー）

スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・インターナ
ショナルLtd.（旧CACインターナショナルLtd.）

英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・ノーディック
AB（旧CACノーディックAB）

スウェーデン全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・ノース・アメ
リカInc.（旧CACノース・アメリカInc.）

米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・シュヴルー・エス・エー
（旧CAシュヴルー）

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア
BV（東京）（旧カリヨン・セキュリティーズ・ジャ
パン）

日本 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

リース・ファイナンス会社
カーディナルイモ フランス 全部連結 49.6 49.6 48.5 48.5
フィナンシエール・イモビリエール・クレディ・ア
グリコル・CIB（旧フィナンシエール・イモビリエー
ル・カリヨン）

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

投資会社
バンコ・クレディ・アグリコル・ブラジル ・エス・
エー（旧バンコ・カリヨン・ブラジル）

ブラジル 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カフィ・ケドロス フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
カリセ P.l.c. 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
カリヨン・キャピタル・マーケット・インターナ
ショナル（CCMI）

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クリファップ フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
クリフィム フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
コンパニ・フランセーズ・ドゥ・ラジ（CFA） フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
クレディ・アグリコル・CIB・エア・ファイナンス・
エス・エー（旧カリヨン・エア・ファイナンス・エ
ス・エー）

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・キャピタル・マーケッ
ト・アジアBV（旧カリヨン・キャピタル・マーケッ
ト・アジアBV）

オランダ 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
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クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンス（ガーン
ジー）Ltd.

英国 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンシャル
Prod.（ガーンジー）Ltd.

英国 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

クレディ・アグリコル・CIB・グローバル・バンキン
グ（旧カリヨン・グローバル・バンキング）

フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・グローバル・パート
ナーズInc.グループ（旧カリヨン・グローバル・
パートナーズ・グループ）

米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ホールディングスLtd.
（旧カリヨン・ホールディングス）

英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・UK IH（旧カリヨン・
インベストメンツ）

英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・セキュリティーズUSA Inc.
（旧カリヨン・セキュリティーズUSA Inc.）

米国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・リヨネ・セキュリティーズ・アジアBV 香港 全部連結 100.0 100.0 96.7 96.7
ドゥメー・フィナンスS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ドゥメー・フィレモン 除外
(4)フランス 全部連結 100.0 97.8

エデラーEESV 除外
(3)オランダ 全部連結 90.0 78.2

エステール・フィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
フィナンヴェスト フランス 全部連結 98.3 98.3 96.1 96.1
フレティレック フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
I.P.F.O. フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
メスカ フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
サフェック スイス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
SNCション フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
保険
CAIRSアシュランス・エス・エー フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
その他
アルコア 香港 全部連結 98.8 98.8 96.6 96.6
エールズベリー 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
ブレッチリー・インベストメンツ・リミテッド 英国 全部連結 82.2 82.2 97.8 97.8
C.A.P.B.レヴァンテ スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
C.A.P.B.ノルテ スペイン 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

CAコンセイユ・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

カリクシス・フィナンス フランス 全部連結 100.0 89.8 97.8 87.8
カリオペ SRL イタリア 全部連結 100.0 90.0 65.5 59.0

ショレー 除外
(3)フランス 比例連結 34.0 33.2

クレディ・アグリコル・アジア・シップファイナン
スLtd.（旧カリヨン・アジア・シップファイナンス
・サービスLtd.）

香港 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

クレディ・アグリコル・CIB・ファイナンシャル・ソ
リューションズ（旧カリヨン・ファイナンシャル・
ソリューションズ）

フランス 全部連結 99.7 99.7 97.5 97.5

クレディ・アグリコル・CIB LP（旧カリヨンCLP） フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
クレディ・アグリコル・CIB・プリファード・ファン
ディングⅡ LLC（旧CAプリファード・ファンディン
グⅡ）

米国 全部連結 100.0 100.0 99.2 98.9

クレディ・アグリコル・CIB・プリファード・ファン
ディングLLC（旧CAプリファード・ファンディング）

米国 全部連結 100.0 100.0 99.4 98.9

DGADインターナショナルSARL
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

ユーロピアンNPL エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 60.0 60.0 65.5 65.5

イモビリエール・シリウス・エス・エー
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インドスエズ・ファイナンス・リミテッド 英国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インドスエズ・ホールディングSCAⅡ
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

インドスエズ・マネージメント・ルクセンブルクⅡ
ルクセンブル
ク

全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8

アイランド・リファイナンシングSRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5
コリア21stセンチュリーTR 大韓民国 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
LSFイタリアン・ファイナンスCpy SRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5
メリズマ フランス 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
サグランティーノ オランダ 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5
サグランティーノ・イタリー SRL イタリア 全部連結 100.0 100.0 65.5 65.5
SNCドゥメー フランス 全部連結 99.9 99.9 97.7 97.7

SPV LDF 65
ルクセンブル
ク

全部連結 64.9 65.0 63.5 63.6

UBAF フランス 比例連結 47.0 47.0 46.0 46.0
コーポレート・センター
クレディ・アグリコル・エス・エー
クレディ・アグリコル・エス・エー フランス 親会社 100.0 100.0 100.0 100.0
銀行および金融機関
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BFCアンティル・ギアナ フランス 全部連結 100.0 100.0 95.1 95.1
BFT（バンク・フィナンスモン・エ・トレゾルリ） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
コルシカ地域金庫 フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9
CLデヴェロップモン・ドゥ・ラ・コルス フランス 全部連結 99.9 99.9 99.9 99.9
クレディ・アグリコル・カバード・ボンズ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フィアーネット フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フォンカリス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
G.F.E.R（グループモン・ドゥ・フィナンスモン・デ
・ザントルプリーズ・レジオナル） 除外

(3)フランス 全部連結 100.0 99.9

インテーザ・サンパオロ・エス・ピー・エー 除外
(3)イタリア 持分法 5.8 5.6

投資会社
クレディ・アグリコル・キャピタル・アンヴェス
ティスモン・エ・フィナンス（CACIF）

フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

クレディ・アグリコル・プライベート・エクイティ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
デルフィナンス フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユーラゼオ フランス 持分法 25.0 24.7 19.2 18.8
IDIA-ソディカ（旧IDIAアグリキャピタル） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
その他

アエプリム 除外
(4)フランス 全部連結 100.0 100.0

CAブラジル DTVM ブラジル 全部連結 100.0 100.0 97.8 97.8
CAグラン・クリュ フランス 全部連結 100.0 100.0 82.5 82.5
CAプリファード・ファンディングLLC 米国 全部連結 100.0 100.0 6.5 6.5
セディカム フランス 全部連結 50.0 50.0 62.8 62.8
CPRホールディング（CPRH） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
CPRアンヴェスティスモン（INVT） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
クレディ・アグリコル・イモビリエ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
クレディ・アグリコル・イモビリエ・トランザクシ
オン 除外

(4)フランス 全部連結 100.0 100.0

フィナシック フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
GIEシルカ フランス 全部連結 100.0 100.0 99.3 99.3
S.A.S.エバーグリーン・モントルージュ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
SCI D2 CAM 組入れ フランス 全部連結 100.0 100.0
SCIマックス・イマン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
SCIパスツール3 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
SCIコンティヴェル フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
SCIラスパイユ フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
SIS（ソシエテ・イモビリエール・ドゥ・ラ・セー
ヌ）

フランス 全部連結 72.9 72.9 79.7 79.6

SNCカリスト・アシュール フランス 全部連結 100.0 100.0 99.9 99.9
UIヴァヴァン1 フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユニビアン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
ユニ-エディシオン フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
観光事業 - 不動産開発
CAイモビリエ・プロモシオン（旧ユニモ） フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
フランス・キャピタル・エス・エー フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
モネ-デクロワ・クールタージュS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
モネ-デクロワ・ジェスティオンS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
モネ-デクロワ・プロモシオンS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
モネ-デクロワ・レジダンスS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0
セレクシアS.A.S. フランス 全部連結 100.0 100.0 100.0 100.0

(1) 連結範囲への組入れ（組入れ）および連結範囲からの除外（除外）

(2) 当行グループ外の会社への売却および支配権の喪失による連結除外

(3) 重要性が乏しいことまたは事業の中止を理由とした連結除外

(4) 別の連結事業体と合併

(5) 公表されている連結範囲に関して支配比率を調整

組入れ（
*
）／除外（

*
）：以前は中間段階で連結

次へ
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B．クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類

(ⅰ) 貸借対照表（2010年12月31日現在）

2010年12月31日 2009年12月31日

資産 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

現金、短期金融市場および銀行間項目 139,78517,935,813 121,04015,530,642 

中央銀行預け金 3,396435,741 5,528709,298 

政府短期証券および類似証券 5 20,2622,599,817 15,8282,030,891 

金融機関に対する貸出金および債権 3 116,12714,900,255 99,68412,790,454 

クレディ・アグリコル内部取引 3 260,73533,454,908 248,27631,856,294 

顧客に対する貸出金および債権 4 2,475317,567 2,457315,258 

有価証券ポートフォリオ 33,9044,350,222 31,1573,997,755 

債券およびその他の利付証券 5 33,2894,271,312 29,5523,791,817 

株式およびその他の証券 5 615 78,911 1,605205,938 

固定資産 69,4708,913,696 69,8918,967,714 

株式投資およびその他の長期株式投資 6-7 11,3651,458,243 12,5321,607,981 

子会社および関連会社に対する投資 6-7 57,9107,430,432 57,1777,336,381 

無形資産 7 35 4,491 12 1,540 

有形固定資産 7 160 20,530 170 21,813 

株主に対する債権－未払込資本金

自己株式 92 11,805 132 16,937 

未収収益、前払金およびその他の資産 23,0082,952,156 45,9355,893,920 

その他の資産 8 4,180536,336 28,4183,646,314 

未収収益および前払金 8 18,8282,415,821 17,5172,247,606 

資産合計 529,46967,936,167 518,88866,578,519 

2010年12月31日 2009年12月31日

負債および株主持分 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

短期金融市場および銀行間項目 83,97410,774,704 70,8079,085,246 

中央銀行からの預り金 1 128 2 257 

銀行に対する債務 10 83,97310,774,576 70,8059,084,990 

クレディ・アグリコル内部取引 10 31,9114,094,500 23,5813,025,678 

顧客勘定 11 221,64428,439,142 208,90326,804,344 

債務証券 12 92,59311,880,608 93,64012,014,948 

未払費用、繰延収益およびその他の負債 19,6862,525,911 44,8295,752,009 

その他の負債 13 1,940248,921 26,8263,442,044 

未払費用および繰延収益 13 17,7462,276,989 18,0032,309,965 

引当金および劣後債務 43,1265,533,497 39,7465,099,809 

引当金 14-15-16 1,644210,942 1,468188,359 

劣後債務 18 41,4825,322,555 38,2784,911,450 

一般銀行業務リスク引当金 17 876 112,400 854 109,577 

株主持分（一般銀行業務リスク引当金

を除く）
19 35,6594,575,406 36,5284,686,908 

資本金 7,205924,474 6,959892,909 

資本剰余金 21,8302,801,007 21,3532,739,803 

準備金 2,827362,732 2,774355,932 

再評価差額金

法定引当金および投資助成金 2 257 3 385 

利益剰余金 4,347557,764 4,373561,100 

当期純利益 (552)(70,827)1,066136,778 

負債および株主持分合計 529,46967,936,167 518,88866,578,519 
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(ⅱ) オフバランスシート項目（2010年12月31日現在）

2010年12月31日 2009年12月31日

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

付与した保証およびコミットメント 56,2967,223,340 24,3853,128,839 

融資コミットメント 33,0684,242,955 5,364688,255 

保証コミットメント 22,4372,878,891 19,0212,440,585 

有価証券コミットメント 790 101,365 

受領した保証およびコミットメント 45,9595,896,999 36,9004,734,639 

融資コミットメント 43,1185,532,471 34,5204,429,261 

保証コミットメント 2,701346,565 2,375304,736 

有価証券コミットメント 140 17,963 5 642 

(ⅲ) 損益計算書（2010年12月31日終了事業年度）

2010年12月31日 2009年12月31日

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息および類似収益 25-26 12,9591,662,769 15,0921,936,455 

支払利息および類似費用 25 (14,043)(1,801,857)(16,083)(2,063,610)

株式からの収益 26 2,787357,600 3,345429,197 

受取報酬および手数料 27 790 101,365 929 119,200 

支払報酬および手数料 27 (1,337)(171,550)(1,197)(153,587)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商

品に係る純利益／（損失）
28 (60) (7,699) 280 35,927 

売却可能金融資産に係る純利益／（損失） 29 (138)(17,707) 219 28,100 

その他の銀行業務収益 30 98 12,574 142 18,220 

その他の銀行業務費用 30 (128)(16,424) (150)(19,247)

銀行業務純利益 928 119,072 2,577330,655 

営業費用 31 (734)(94,180) (639)(81,990)

有形固定資産および無形資産の減価償却費

および減損
(11) (1,411) (13) (1,668)

営業総利益 183 23,481 1,925246,997 

リスク費用 32 (17) (2,181) (41) (5,261)

営業利益 166 21,299 1,884241,736 

固定資産に係る純利益 33 (1,832)(235,064)(1,338)(171,679)

経常活動に係る税引前利益 (1,666)(213,764) 546 70,057 

特別項目純額

法人所得税 34 1,136145,760 544 69,801 

一般銀行業務リスク引当金および法定引当

金に対する配分純額
(22) (2,823) (24) (3,079)

当期純利益 (552)(70,827)1,066136,778 

(2) クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類に対する注記

注記1　法的および財務的背景－2010年度に発生した重大な事象

1.1　法的および財務的背景

クレディ・アグリコル・エス・エーは、7,204,981千ユーロの資本金（内訳は、1株当たり額面3ユーロの株式

2,401,660,291株）を有し、株式会社（société anonyme）の形態をとるフランスの有限責任会社である。

2010年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーの資本金は以下のとおり所有されている。

・55.86％がSASリュ・ラ・ボエスィにより所有。
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・43.75％が浮動株（従業員による所有を含む。）。

また、クレディ・アグリコル・エス・エーが所有する自己株式は、2009年12月31日現在における10,300,864株

に比べて、2010年12月31日現在においては9,324,639株であり、全体の0.39％に相当する。

クレディ・アグリコルの地域金庫は、フランス通貨金融法典において成文化された法令により地位および経営

手段が定められている協同組合である。またクレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫（クレディ・アグ

リコル・エス・エーが完全所有するコルシカ地域金庫を除く。）が発行した協同組合証券（Certificats Coopé

ratifs d'Associés）および／または協同投資証券（Certificats Coopératifs d'Investissement）の約25％

を所有している。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫の活動と連携し、地域金庫がクレディ・アグリコル・エス・

エーの名義で受け入れる資金を地域金庫に融資し、地域金庫の流動性余剰資金を集中管理し、フランス通貨金融

法典に基づき地域金庫を監督する法定の権利を行使する。かかる関係は、下記「1.2 クレディ・アグリコルの内

部資金調達構造」の項目において詳細が記載されている。

1984年1月24日に制定されフランス通貨金融法典に組み込まれたフランスの銀行法は、クレディ・アグリコル

・エス・エーの役割を中心的機関として定めている。この点において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、フ

ランス銀行ならびにフランスの金融健全性規制監督機構（旧与信機関・投資サービス会社委員会およびフラン

ス銀行委員会）に対して地域金庫を代表する。

クレディ・アグリコル・エス・エーの役割は、ネットワークのつながりと適切な機能を確保し、また、その流動

性および支払能力を保証するために策定された経営基準を遵守することである。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、地域金庫の組織および経営について管理上、技術上および財務上の監

督を行う。同社はまた、クレディ・アグリコルのネットワーク全体および各関連信用機関の両方の流動性および

支払能力を保証する。同様に、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーの債務を、かかる地域金庫の持分

の額を上限として保証する。

1.2　クレディ・アグリコルの内部資金調達構造

クレディ・アグリコル・グループとの提携においては、下記に記載する活動を行う資金調達に関する取決めを

守ることが求められる。

地域金庫の当座預金口座

各地域金庫はクレディ・アグリコル・エス・エーに当座預金口座を保有し、当行グループ内の内部金融取引に

よって生じる資金移動を記録する。かかる口座は貸方または借方残高となる。これは、「クレディ・アグリコル内

部取引－当座勘定」の項目として貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座

特別貯蓄口座（一般的な貯蓄口座、持続可能な開発に係る通帳式口座、住宅購入に関する貯蓄制度および貯蓄

口座、一般的な貯蓄制度、若者向け通帳式口座ならびにLivret A通帳式貯蓄口座）にて保有される資金は、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーに代わり地域金庫が受け入れる。これらの資金は、強制的にクレディ・アグリコ

ル・エス・エーに送金される。クレディ・アグリコル・エス・エーは、これらの資金を「顧客勘定」として貸借

対照表に計上する。

定期預金および貸付金

地域金庫はまた、クレディ・アグリコル・エス・エーに代わり、貯蓄資金（預金通帳口座、債券、特定の定期預
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金口座および関連する口座等）を受け入れる。これらの資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金され、

かかる項目で同社の貸借対照表に計上される。

特別貯蓄口座ならびに定期預金および貸付金は、クレディ・アグリコル・エス・エーから地域金庫への「貸付

金」（融資）に利用され、地域金庫はこれを中長期融資の資金源とすることができる。

4度にわたる内部財務改革が相次いで実施された。これらの改革により、満期および金利が受け入れた貯蓄資金

と正確に一致する「ミラー貸付金」を経由して、地域金庫が受け入れた資金の一定割合（当初15％、25％、次に

33％、最終的に50％（2001年12月31日以降有効））の「貸付金」（融資）の形で、資金を地域金庫に還元するこ

とが可能になった。かかる資金は地域金庫がその裁量で自由に使用することができる。

2004年1月1日以降、受け入れた（かつミラー貸付金を経由して還元されなかった）資金の集中管理によって発

生した利鞘は、地域金庫とクレディ・アグリコル・エス・エーとで分け合われ、再調達モデルを使用しかつ市場

金利を適用して決定される。

さらに、2004年1月1日以降に設定され、クレディ・アグリコル・エス・エーと地域金庫との間の金融関係に適

用される分野に該当する新規融資の50％は、クレディ・アグリコル・エス・エーと市場金利で取引される貸付金

の形で、借換えを行うことができる。

したがって、現在、2004年1月1日より前の金融規則に従った貸付金と新規則に従った貸付金の2種類の貸付金が

存在する。

クレディ・アグリコル・エス・エーはまた、地域金庫が利用することができる追加の融資を市場金利で行うこ

とができる。

地域金庫の流動性余剰資金の移転

地域金庫は、貨幣性預金（要求払い預金、集中管理されない定期預金および譲渡性預金）を、それらの顧客への

融資に使用することができる。余剰資金はクレディ・アグリコル・エス・エーに送金されなければならず、「ク

レディ・アグリコル内部取引」の項目で当座預金口座または定期預金口座に計上される。

地域金庫の余剰資本のクレディ・アグリコル・エス・エーへの投資

利用可能な余剰資本は、銀行間短期金融市場取引とすべての点で同じ性質を持つ3年から10年満期の商品の形

で、クレディ・アグリコル・エス・エーに投資されることがある。

外貨建て取引

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス銀行に対して地域金庫を代表し、外貨建て取引を集中的に管

理する。

クレディ・アグリコル・エス・エーにより発行された中長期債

これらは、主に、市場に売り出されるか、または地域金庫からそれらの顧客に販売される。これらは、クレディ・

アグリコル・エス・エーにより、発行される証券の種類により「債務証券」または「劣後債務」のいずれかの項

目で負債計上される。

流動性リスクおよびソルベンシー・リスクのヘッジ

2001年度に、クレディ・アグリコル・エス・エーの新規株式公開に先立ち、CNCA（後にクレディ・アグリコル

・エス・エーとなった。）は、地域金庫との間で、クレディ・アグリコル・グループ内の内部関係を管理する契約

を締結した。とりわけ、この契約は、困難な状況にある地域金庫を支援することでクレディ・アグリコル・エス・

エーが中核としてのその役割を果たすことができるようにするために、流動性リスクおよびソルベンシー・リス

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 750/1332



クを管理する基金（FRBLS）の設立を定めたものであった。かかる契約の主な規定は、2001年10月22日にクレディ

・アグリコル・エス・エーが証券取引委員会に提出した登録書類（R.01-453）の第3章に記載されている。

さらに、1988年にCNCAが相互会社として再編されて以来、地域金庫は、クレディ・アグリコル・エス・エーが支

払不能または同様の財政難に陥った場合に債権者が被り得る損失を補填することを約束している。かかる保証に

基づく地域金庫のコミットメントは、地域金庫の資本金と同額である。

1.3　2010年度に発生した重大な事象

2010年3月1日、クレディ・アグリコル全国連合（FNCA)の前事務局長のジャン－ポール・シフレ氏は、ジョル

ジュ・ポジェ氏の後任としてクレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者に就任した。

また、FNCAの前会長であるジャン－マリー・サンデール氏は、2010年5月のルネ・カロン氏の任期満了に伴い、

クレディ・アグリコル・エス・エーの会長に就任した。

エンポリキ・バンクは、2009年度から2013年度までの期間における事業再編および発展計画を最新のものに改

訂した。その目標は、依然として、持続可能な成長のための確固とした基盤を作るために収益性の問題に取り組

み、2012年までに黒字化を図るというものである。またクレディ・アグリコル・エス・エーは、2010年に、エンポ

リキの持分を957百万ユーロ増加させ、818百万ユーロの減損損失を計上した。

2010年3月24日、クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ユーロファクターが合併され、クレディ・アグ

リコル・グループの専門金融子会社であるクレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファクタリングが設

立された。フランスにおけるリースおよびファクタリングのリーディングカンパニーとして、クレディ・アグリ

コル・リーシング・アンド・ファクタリングは、11ヶ国のヨーロッパおよび北アフリカ諸国における13の事業体

に3,100人の従業員を有している。かかる活動状況を背景に、クレディ・アグリコル・リーシング・アンド・ファ

クタリングは、フランスにおけるリースおよびファクタリングの第1位の地位ならびにヨーロッパおよび北アフ

リカにおける主導的な地位（特にポーランドにおけるリースでの第1位およびドイツにおけるファクタリングで

の第4位）を強化した。

2010年4月1日、ソフィンコの株主総会およびフィナレフの株主総会において、これら2つの会社を合併し、フラ

ンスおよびヨーロッパにおける消費者金融の新たなリーディングカンパニーとなるクレディ・アグリコル・コ

ンシューマー・ファイナンスを設立することが承認された。21ヶ国で事業を行い、それらの多くの国で主導的な

地位にあり27百万人の顧客のポートフォリオを有するクレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス

は、ヨーロッパにおける消費者金融における新たなリーディングカンパニーである。

2010年5月4日、クレディ・アグリコル・エス・エーは、ウルグアイにおいてリテール・バンキング事業を営む

子会社のクレディ・ウルグアイ・バンコ・エス・エーの株式資本の100％を、クレディ・アグリコル・エス・

エーからバンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア・エス・エーに売却する契約に署名したことを発表し

た。

かかる売却は、ヨーロッパおよび地中海地域における国際的なリテール事業に再び焦点を合わせるというクレ

ディ・アグリコル・エス・エーの方針の一環である。これは、2008年にクレディ・アグリコル・エス・エーに

よって行われた増資の一部として発表されたプロセスである。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、2010年2月24日の取締役会による決定を受け、6月に従業員に対する株

式発行を行った。申込期間の終了までに、約21,000人のフランスおよび海外におけるクレディ・アグリコル・グ

ループの従業員が株式発行を引き受け、その引き受け金額は総額で109百万ユーロに至った。増資は2010年7月29

日に実施された。

事業計画の一つである「エバーグリーン」事業用地計画により、2010年度第4四半期にクレディ・アグリコル

・エス・エーのチームが初めてモントルージュに移転した。
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様々なクレディ・アグリコル・エス・エー・グループの事業体が同じ場所に集まることは、何よりもまず、

チーム間の協力の強化および当行グループの不動産費用の大幅な削減を目指したものである。

環境に配慮して用地を選ぶことは、当行グループの持続可能な発展方針の一環としてなされたものである。

クレディ・アグリコルは、2010年12月15日に、グループ・プロジェクトを提起した。これには、「ヨーロッパに

おけるフル・サービスのリテール・バンキング事業のマーケット・リーダー」になるという目標が含まれてい

る。クレディ・アグリコルは、リテール・バンキングとすべての専門事業（保険、資産管理、法人営業および投資

銀行）との相乗効果を高めることで、事業を行うすべての地域のすべての顧客にサービス提供することを目指し

ている。

2010年12月16日に開催されたクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会後、クレディ・アグリコル・エス

・エーは、インテーザ・サンパオロ・エス・ピー・エーの監督委員会代表を可能にしていたメカニズムを終了さ

せることを発表した。これは、2010年2月17日にインテーザ・サンパオロ・エス・ピー・エーとの間で締結した契

約によるもので、もともと2011年6月30日までに終了する予定であった。かかる決定により、インテーザ・サンパ

オロ・エス・ピー・エーに対する持分が持分法による連結区分から売却可能金融資産の区分へと財務書類上で

分類変更され、630百万ユーロの減損損失が計上された。

株式の使用価値は、現在、過去数ヶ月の平均株価に基づき計算されている。

2009年12月31日においては202の事業体であったのに比べて、2010年12月31日には1,323の事業体（39行の地域

金庫を含む。）がクレディ・アグリコル・エス・エーとの連結納税契約に署名している。

1.4　後発事象

2011年1月、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2010年5月に発表されたクレディ・ウルグアイ・バンコ・

エス・エーおよびCADISE & VALORエス・エーの株式資本の100％をバンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリ

ア・ウルグアイ・エス・エーに売却する取引を完了した。

注記2　会計原則および会計方針

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランスの銀行に適用される会計基準に準拠して財務書類を作成して

いる。

クレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類の表示は、2010年10月7日付ANC規則第2010-08号により金融機

関の単体財務書類の開示に関してなされた改訂内容およびCRBF（フランス銀行金融規制委員会）の管轄権内に

ある会社の個別の年次財務書類の作成および公表に関連してCRC（フランス会計規制委員会）規則第2000-03号

によりなされた改訂内容を反映した、CRB（フランス銀行規制委員会）規則第91-01号の規定に従っている。

前年度と比較して、会計方針および財務書類の表示において以下の事項が変更された。

・2010年1月1日以降、クレディ・アグリコル・エス・エーは、金融機関からの手数料および受取報酬、ならびに融

資枠の付与、または取得に関連した負担する取引費用の計上において、2009年12月3日付CRC規則第2009-03号を

適用している。かかる新規則の適用によるクレディ・アグリコル・エス・エーの当該期間の損益計算書または

貸借対照表への重要な影響はない。

・2010年1月1日以降、クレディ・アグリコル・エス・エーは、金融機関向け取引、関連当事者間取引およびオフバ

ランスシート取引において、ANC規則第2010-04号を適用している。かかる新規則の適用によるクレディ・アグ

リコル・エス・エーの当該期間の損益計算書または貸借対照表への重要な影響はなく、重要な潜在的減少また

は増加をもたらす取引でオフバランスシート項目に反映されていないものはない。
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2.1　貸出金および融資コミットメント

金融機関、クレディ・アグリコルのグループ事業体および顧客に対する貸出金および債権は、2002年12月12日

付CRC規則第2002-03号（改訂後）に準拠して会計処理されている。

貸出金および債権は、その当初の契約期間または性質に従って財務書類に表示される。

・銀行については、要求払い預金および定期預金

・クレディ・アグリコル内部の取引については、当座勘定、タームローンおよび貸付金

・顧客については、取引債権ならびにその他の顧客に対する貸出金および債権

規定に従って、顧客の区分には金融顧客との取引も含まれている。

劣後ローンおよび売戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、相手方の種類（銀行間、クレディ・アグ

リコル、顧客）により、様々な貸出金および債権の区分に含まれる。

債権の金額は貸借対照表上に額面価額で認識される。

CRC規則第2009-03号に従い、手数料および受取報酬ならびに負担する取引費用は、現在は貸出金の残存期間に

わたり繰り延べられており、そのため、これらは関連する貸出金の残高に含められている。

未収利息は、貸借対照表の貸出金および債権の適切な区分に認識され、損益計算書に受取利息および類似収益

として計上される。

オフバランスシートとして認識される融資コミットメントは、現金貸付に対する取消不能のコミットメントお

よび資金の実行が行われていない保証コミットメントである。

クレディ・アグリコル・エス・エーの地域金庫に対する債権は、これに対応する地域金庫による融資の受益者

に関して、クレディ・アグリコル・エス・エーの直接のリスクにはならない。しかしながら、これら債権は、地域

金庫の財務力に関して潜在的な間接的リスクとなる可能性がある。したがって、クレディ・アグリコル・エス・

エーは、地域金庫に対する債権につき減損を計上していない。

信用リスクの会計処理に関するCRC規則第2002-03号（改訂後）の適用により、クレディ・アグリコル・エス・

エーは、以下の規定に従って延滞リスクのある貸出金を認識している。

条件緩和債権

条件緩和債権とは、債務者が返済予定を遵守できるよう、銀行が当初の契約条件（期間、金利等）を変更する必

要があるような厳しい財政状態にある相手方に対する貸出金である。

その結果、以下の貸出金は条件緩和債権から除外される。

・支払能力の問題を示していない取引相手先と通常の取引ベースで条件が交渉された貸出金。

・オプションの適用または契約に当初から含まれていた契約上の条項（例えば支払延長および貸出期間の延

長）により、返済計画が変更された貸出金。

2010年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーは条件緩和債権を保有していない。

貸倒懸念債権

あらゆる種類の貸出金および債権につき、以下の事象のうちのいずれかから発生した信用リスクが識別された

場合には、保証付のものであっても、その債権は貸倒懸念債権として分類される。

・貸出金または債権が少なくとも3ヶ月（その特徴を考慮して、住宅担保ローンおよび不動産リースの場合は6ヶ

月ならびに地方自治体に対する債権の場合は9ヶ月）延滞している場合。

・貸出金または債権が延滞しているか否かにかかわらず、債務者の財務状態に識別されたリスクが存在する場

合。

・銀行および債務者が法的手続を取っている場合。
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当座貸越について、延滞期間は、債務者が承認された限度額を超過し、銀行がこれを認識した日、当座貸越残高

が内部統制手続の一環として銀行により設定された限度額を超過すると債務者が警告を受けた日、または債務者

が当座貸越の承認なしに金額を引き出した日から計算される。

一定の条件に従い、これらの基準の代わりに、当座貸越の全部または一部を返済するよう銀行が債務者に要求

した日から、銀行は延滞期間を計算することができる。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、貸倒懸念債権を以下のように区別している。

貸倒懸念債権

貸倒債権の区分に分類されないが、貸倒が懸念されるすべての債権は貸倒懸念債権として分類される。

貸倒債権

貸倒債権は、回収の見込みが著しく損なわれ、いずれ償却することになる可能性が高い債権である。

債権が貸倒債権に振り替えられた後は契約上の利息は認識されなくなる。

識別された信用リスクに起因する減損

貸出金が貸倒懸念として分類された場合、発生する可能性の高い損失と同額の減損損失がクレディ・アグリコ

ル・エス・エーによって資産から控除される。これらの減損損失は、債権の帳簿価額と、債務者の財務状態、事業

の見通しおよび保証（かかる保証の実行費用控除後）を考慮した約定金利により割り引かれた見積将来キャッ

シュ・フローとの差額に相当する。

類似の特性を有する少額の貸出金のポートフォリオについて発生する可能性がある損失は、個別評価ではな

く、統計的基準で見積られることがある。

オフバランスシートの項目について発生する可能性の高い損失は、引当金の設定対象となり、貸借対照表に負

債として認識される。

ディスカウントおよび減損の会計上の処理

条件緩和債権に関するディスカウントならびに貸倒懸念債権に対する減損損失は、損益計算書のリスク費用に

認識される。正常先に分類された条件緩和債権については、ディスカウントは貸出金の残存期間にわたり損益計

算書の純利息収益として償却される。貸倒懸念債権と分類された条件緩和債権ならびに条件緩和がされない貸倒

懸念債権については、減損損失および貸倒損失の戻入額はリスク費用に計上され、減損の戻入により生じる帳簿

価額の増加または時間の経過により生じたディスカウントの償却は純利息収益として認識される。

個別に貸出金に配分されない信用リスクにより生じる減損

また、クレディ・アグリコル・エス・エーは、貸出金に個別に配分されない顧客リスクをカバーするため、貸借

対照表の負債の部に引当金を計上している。これらは、バーゼルⅡのモデルに基づいて計算された引当金等であ

る。これらの引当金は、統計上または実績上で一部回収不能が生じる可能性が存在する、正常先または個別に減損

していないと分類された貸出金に係る特定のリスクをカバーすることを意図している。

2.2　証券ポートフォリオ

証券ポートフォリオの認識に関する規則は、とりわけCRC規則第2005-01号、CRC規則第2008-07号およびCRC規則

第2008-17号、ならびに利付証券に係る信用リスクおよび減損の決定に関して、CRC規則第2002-03号によって改訂

されたCRB規則第90-01号によって定められている。
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これらの有価証券は、政府短期証券（短期国債および類似証券）、債券およびその他の利付証券（譲渡性債務

証券および短期金融商品）ならびに株式およびその他の証券として、財務書類において資産クラス別に表示され

る。

これらは、購入時に会計ITシステムに識別されていた有価証券に関連する当初の保有の意図に応じて、規則に

より定義されたポートフォリオ（売買目的、売却可能、満期保有、ポートフォリオ、その他の長期有価証券ならび

に非連結子会社および関連会社に対する投資）に分類される。

2.2.1　売買目的有価証券

売買目的有価証券は当初以下のとおりであった有価証券である。

・近い将来において売却する意図で購入された、もしくは近い将来買い戻す意図で売却された有価証券。

・またはマーケット・メイキング業務の結果として銀行に保有されている有価証券。これらの有価証券の売買目

的有価証券としての分類は、市場機会を考慮した有価証券の有効な出来高および重要な取引量によって決ま

る。

これらの有価証券は、活発な市場で取引可能であり、結果として生じた市場価額が市場において独立した第三

者間で頻繁に行われる実際の取引を表していなければならない。

また、売買目的有価証券は以下を含んでいる。

・売買目的ポートフォリオの専門家による運用の一部として購入または売却された有価証券（一緒に管理され

短期的な利益獲得の意図がある先渡金融商品、有価証券またはその他の金融商品を含む。）。

・整備された金融商品の取引所または類似の取引所における裁定取引の一部として売却するコミットメントが

存在する有価証券。

CRC規則第2008-17号で規定されている場合を除き、売買目的有価証券は他の会計区分に分類変更できない。こ

れらは、売却、全額償還または償却され貸借対照表から除外されるまで売買目的有価証券として表示および測定

され続ける。

売買目的有価証券は、購入日に購入価格（取引費用を除き、経過利息を含む。）で認識される。

空売りにより売却された有価証券に関連する負債は、売手の貸借対照表の負債の部に売却価格（取引費用を除

く。）で認識される。

各期末現在、有価証券は直近の市場価額で測定される。価格変動により生じた全体の残高の差異は、損益計算書

の科目「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／（損失）」に計上される。

2.2.2　売却可能有価証券

この区分は、その他のどの区分にも入らない有価証券からなる。

有価証券は取得価格（取引費用を含む。）で計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーの売却可能有価証券のポートフォリオは、ほとんどがユーロおよびその他

の通貨建ての債券ならびに投資信託からなる。

・債券およびその他の利付証券

これらの有価証券は、取得原価（取得日現在の経過利息を含む。）で認識される。購入価格と償還価額の差額

は、償却原価法に従って有価証券の残存期間にわたり配分される。

収益は損益計算書の「債券およびその他の利付証券からの利息および類似収益」に計上される。

・株式およびその他の証券

株式は貸借対照表に購入価格（取引費用を含む。）で認識される。付随する配当金は、「株式等からの収益」
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に収益として計上される。

投資信託からの収益は、同じ科目の下で受領されたときに認識される。

期末に、売却可能有価証券は取得原価または市場価額のいずれか低いほうで測定される。ある項目または同質

の一組の有価証券の現在価値（例えば、報告期末における市場価額から算定される。）が帳簿価額より低い場合、

未実現損失として減損損失が計上される。潜在的利益は認識されない。

債券について、カウンターパーティー・リスクを考慮することを意図したリスク費用において認識される減損

は以下のように計上される。

・上場有価証券の場合、減損は市場価額に基づき、この市場価額は本質的に信用リスクを反映している。しかし、

クレディ・アグリコル・エス・エーが、発行体の財務状態に関して市場価額に反映されていない特定の情報を

有している場合、特定の減損損失が計上される。

・非上場有価証券の場合、減損は、識別された潜在的な損失に基づき顧客に対する貸出金および債権と同様に計

上される（注記2.1「貸出金および融資コミットメント－識別された信用リスクに起因する減損」を参照。）。

有価証券の売却は先入先出法で行われたものとみなされる。

減損損失および戻入ならびにこれらの有価証券に係る売却利益または損失は、「売却可能金融資産に係る純利

益／（損失）」に計上される。

2.2.3　満期保有有価証券

満期保有有価証券は、満期まで保有する明確な意図で取得またはこの区分に振替えられた、満期日が固定の債

券である。

この区分には、満期日まで保有し続けるためにクレディ・アグリコル・エス・エーが必要な財務能力を有して

おり、かつ、満期日まで保有する意図を阻害する可能性のある法的またはその他の制約の対象となっていない有

価証券のみが含まれている。

満期保有有価証券は、購入価格（取得原価および経過利息を含む。）で認識される。

購入価格と償還価格の差額は、当該有価証券の残存期間にわたり配分される。

市場価額が取得原価を下回った場合でも、満期保有有価証券について減損は計上されない。一方で、減損が有価

証券の発行体の固有のリスクにより生じた場合、信用リスクに係るCRC規則第2002-03号に従って「リスク費用」

の科目に減損が計上される。

満期保有有価証券が売却または他の区分に分類変更され、それが相当な金額であった場合、報告主体は、CRC規

則第2005-01号に従って、同規則およびCRC規則第2008-17号によって規定された例外を除き、当該年度および翌2

年度の間は、以前に購入した有価証券および今後購入する有価証券を満期保有有価証券として分類することが認

められなくなる。

2.2.4　ポートフォリオ有価証券

CRC規則第2000-02号に従って、この区分のポートフォリオ有価証券は、「中期においてキャピタル・ゲインを

確保することを唯一の目的とし、発行体の事業に対して長期的に投資する意図または経営に積極的に関与する意

図がない、通常の投資」からなる。

売買が構造化された枠組みの中で大規模かつ継続的に行われ、主に売却に係るキャピタル・ゲインの形で報告

主体が継続的な収益を創出する場合にのみ、有価証券をこの区分に含むことができる。

クレディ・アグリコル・エス・エーが保有する有価証券のうち、これらの条件を満たしているものについて

は、この区分に分類している。
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ポートフォリオ有価証券は、購入価格（取引費用を含む。）で計上される。

報告期末日において、これらの証券は、取得原価または使用価値のいずれか低いほうで測定される。使用価値は

発行体の全般的な見通しおよび証券の見積残存所有期間を考慮して決定される。

上場会社に関しては、使用価値は通常、株価の著しい変動の影響を軽減するため（有価証券の見積所有期間に

応じて）十分な長さの期間にわたる平均市場価額である。

減損損失は、各証券の品目に関して算定される未実現損失として計上され、未実現利益とは相殺されない。未実

現損失は、これらの証券に係る減損損失および戻入と共に、「売却可能金融資産に係る純利益／（損失）」の科

目に計上される。

未実現利益は認識されない。

2.2.5　関係会社に対する投資、非連結会社に対する投資およびその他の長期有価証券投資

・関係会社に対する投資は、独占的支配下にあり、連結可能な特定のグループに完全に連結され、または連結され

る可能性の高い会社に対する投資である。

・非連結子会社に対する投資は、とりわけ発行体に対して影響力を及ぼすまたは支配力を有することが可能にな

るために、その長期的な所有が報告主体にとって有益であると判断される投資（関係会社に対する投資を除

く。）である。

・その他の長期有価証券投資は、発行体との特別な関係を築くことにより長期の事業関係を促進する意図で保有

する有価証券からなるが、保有する議決権の割合が小さいことから発行体の経営に影響を与えない。

これらの有価証券は、購入価格（取引費用を含む。）で認識される。

年度末現在、当該有価証券の価値は使用価値に基づき個別に測定され、貸借対照表に取得原価または使用価値

のいずれか低いほうで計上される。

これらの有価証券の使用価値は、その保有する理由を考慮して、報告主体がこれらを購入しなければならない

場合に、これらを取得するために報告主体が支払のために準備するであろう価格である。

使用価値は、発行体の収益性および業績見通し、持分、経済状況、過去の月間平均株価または有価証券の評価計

算による価値などの様々な要因に基づき見積ることができる。

使用価値が取得原価より低い場合、これらの未実現損失について減損損失が計上されるが、未実現利益に対す

る相殺はなされない。

これらの有価証券に係る減損損失および戻入ならびに売却利益および損失は「固定資産に係る純利益／（損

失）」に計上される。

2.2.6　市場価額

様々な区分の有価証券の市場価額は以下のように測定および決定される。

・活発な市場で取引される有価証券は直近の価格で測定される。

・有価証券が取引される市場が活発でないとみなされたか、有価証券が非上場の場合、クレディ・アグリコル・

エス・エーは、評価手法を用いて関連する有価証券が取引されるであろう価値を決定する。まず第一に、これら

の手法は通常の競争条件において行われた最近の取引を考慮する。必要な場合には、クレディ・アグリコル・

エス・エーは、実際の市場取引において得られる価格の信頼できる見積りが提供されると実証されている場合

に、これらの有価証券の価格決定を行う市場参加者により一般に使用されている評価手法を用いる。

2.2.7　計上日
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クレディ・アグリコル・エス・エーは、満期保有有価証券に分類される有価証券を受渡日に計上する。その他

の有価証券は、種類または分類にかかわらず約定日に計上される。

2.2.8　買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券または売戻し条件付契約に基づき購入した有価証券

買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券は、引き続き貸借対照表に計上される。受取金額は買手への債務

となり、負債として計上される。

売戻し条件付契約に基づき購入した有価証券は、貸借対照表に計上されないが、支払金額は、売手に対する債権

となり、貸借対照表上に資産として計上される。

買戻し条件付契約に基づき売却した有価証券は、当初のポートフォリオに適用される会計原則に従う。

2.2.9　有価証券の分類変更

2008年12月10日付のCRC規則第2008-17号に従って、以下の有価証券の分類変更が現在認められている。

・例外的な市場の状況または利付証券が活発な市場で売買できなくなり、かつ事業体が予見可能な将来または満

期までの保有を意図し保有可能な場合は、「売買目的有価証券」から「売却可能有価証券」または「満期保有

有価証券」への分類変更が可能である。

・例外的な市場の状況または利付証券が活発な市場で売買できなくなった場合は、「売却可能有価証券」から

「満期保有有価証券」への分類変更が可能である。

2010年において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、CRC規則第2008-17号に認められた分類変更を行わな

かった。

2.2.10　自己株式の買戻し

ストック・オプション制度をカバーするために保有する株式およびストック・オプションを含む、クレディ・

アグリコル・エス・エーが買い戻した自己株式は、貸借対照表上の特定の項目の下に資産として認識される。

減損は、現在価値が購入価格よりも低い場合に計上される。

2.3　固定資産

クレディ・アグリコル・エス・エーは、資産の減価償却、償却および減損に関連する2002年12月12日付CRC規則

第2002-10号を適用している。

その結果、クレディ・アグリコル・エス・エーは、すべての有形固定資産に構成要素別の会計処理を適用して

いる。この規則に従って、減価償却可能額には、有形固定資産の潜在的な残存価額が考慮される。

CRC規則第2004-06号に従って、固定資産の取得原価は、購入価格に加えて関連費用（すなわち、資産が使用に供

されるかまたは利用可能になるまでに直接または間接的に関連する費用）から成っている。

土地は、取得原価で計上される。

建物および設備は、取得原価から、その使用開始時以降の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額

で計上される。

購入したソフトウェアは、取得原価から、その取得後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額で

測定される。
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自社製作のソフトウェアは、原価から、その完成後に計上された減価償却累計額および減損損失累計額を控除

した額で測定される。

ソフトウェアを除き、無形資産は償却されない。無形資産は、減損の対象となることがある。

固定資産はその見積耐用年数にわたり減価償却される。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、固定資産に関する構成要素別の会計処理の適用に伴い、以下の構成要

素および減価償却耐用年数を採用した。当該減価償却耐用年数は資産の種類およびその所在地により修正されて

いる。

構成要素 減価償却耐用年数

土地 減価償却しない

構築物 30年から80年

非構築物 20年から40年

工場設備 10年から25年

器具備品 5年から15年

コンピューター機器 4年から7年（加速度的償却法または定額法）

専門機器 4年から5年（加速度的償却法または定額法）

固定資産の価値に関して入手可能な情報に基づき、クレディ・アグリコル・エス・エーは、減損テストによる

現行の償却可能価額の変更はないと結論付けた。

2.4　銀行および顧客に対する債務

銀行、クレディ・アグリコル・エス・エーの子会社、関連会社および顧客に対する債務は、当初の期間および内

容に従って財務書類に表示される。

・銀行から受け入れる要求払預金または定期預金

・クレディ・アグリコルの内部取引に関する当座勘定、定期預金および借入金

・顧客（特に金融機関顧客を含む。）から受け入れる特別貯蓄預金およびその他の預金

買戻し条件付契約（主に証書または有価証券）は、契約相手先の種類により様々な区分に含まれる。

これらの預金に係る経過利息は、経過利息として認識され、損益に計上される。

2.5　債務証券

債務証券は、負債の「劣後債務」に含まれる劣後債務証券を除き、その種類に応じて利付短期証券、銀行間およ

びその他の譲渡性債務証券および債券に表示される。

経過利息は、未払利息として認識され、損益に計上される。

債券に係る発行プレミアムおよび償還プレミアムは、債券の残存期間にわたり償却される。これに対応する費

用は「債券およびその他の利付証券に係る支払利息および類似費用」に計上される。

償還プレミアムは、以下の2つの方法により償還することができる。

・1993年1月1日より前に発行した債券、または償還プレミアムが発行価格の10％未満の債券については、比例

ベースで、経過利息に基づく方法

・1993年1月1日以降に発行した債券で、償還プレミアムが発行価格の10％以上の債券については、償却原価に基

づく方法

また、クレディ・アグリコル・エス・エーは、個別の財務書類において借入費用を償却している。

地域金庫に支払われる金融サービスに係る報酬および手数料は、「支払報酬および手数料」に計上される。
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2.6　引当金

クレディ・アグリコル・エス・エーは、負債に関連するCRC規則第2000-06号を、同規則の範囲に該当する引当

金の認識および測定に関して適用している。

引当金には、融資コミットメント、年金給付、早期退職給付、訴訟および様々なリスクに関連する引当金が含ま

れている。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、外貨を購入することにより外貨建債権に対する引当金を一部ヘッジ

し、為替変動による引当金への影響を限定している。

住宅購入貯蓄制度の不均衡リスクに対する引当金は、住宅購入貯蓄制度に不利な変動が生じた際にクレディ・

アグリコル・エス・エー・グループの債務をカバーするためのものである。かかる債務とは、(ⅰ)貯蓄契約つい

てその開始時から未確定の期間にわたり固定金利を支払う義務、および(ⅱ)住宅購入貯蓄制度の加入者に対して

当該契約の開始時に設定した金利で貸出金を供与する義務である。引当金は、各住宅購入貯蓄制度およびすべて

の住宅購入貯蓄勘定について計算され、各制度間の債務の相殺は行われない。

これらの債務額は、特に以下のものを考慮して計算される。

・加入者行動モデル、および将来供与される貸出金の金額および期間の見積り。これらの見積りは、長期にわたる

実績に基づいている。

・市場金利のイールド・カーブおよび合理的に予測可能な動向。

この引当金は、2007年12月14日付CRC規則第2007-01号に従って計算されている。

2.7　一般銀行業務リスク引当金

第4欧州指令および資本に関連する1990年2月23日付のCRBF規則第90-02号に従って、かかる引当金は、発生が不

確実ではあるが、銀行業務に関連する費用またはリスクに対応するため、経営者の裁量によりクレディ・アグリ

コル・エス・エーによって設定されている。

引当金は、期中において、これらのリスクの発生した際に取り崩される。

2010年12月31日現在、一般銀行業務リスク引当金は銀行流動性リスクおよびソルベンシー・リスクに対する引

当金に相当しており、これにより、クレディ・アグリコル・エス・エーはクレディ・アグリコル・ネットワーク

の中核としての役割を果たすことができる。

2.8　先渡金融商品およびオプションに係る取引

先渡の金利、為替または資本性商品を伴うヘッジ取引および市場取引は、CRB規則第88-02号および第90-15号

（改正後）ならびにフランス銀行委員会指令第94-04号（改正後）に従って計上される。

これらの取引に関連するコミットメントの名目価額が、オフバランスで計上される。この金額は未決済取引規

模を表している。

これらの取引に関する利益および損失は、商品の種類および戦略別に計上される。

ヘッジ取引

ヘッジ取引に係る実現利益または損失は、ヘッジ対象に係る収益および費用の認識と対称的に、同じ勘定科目

で純損益に計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーの金利リスク全般のヘッジおよび管理に使用される先渡金融商品に係る
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収益および費用は、「受取(支払)利息および類似項目－マクロ・ヘッジ取引に係る純利益（損失）」に比例ベー

スで計上される。未実現利益および損失は計上されない。

市場取引

証券取引所もしくは類似の市場または店頭において取引される商品、またはCRB規則第90-15号（改正後）の定

義における売買目的ポートフォリオに含まれる商品は、報告日の公正価値で測定される。

活発な市場が存在する場合、商品は、当該市場における相場価格で計上される。活発な市場が存在しない場合、

公正価値は、内部評価手法およびモデルを用いて決定される。

整備されたまたは類似の取引所で取引されている商品の実現損益および未実現損益は、損益に計上される。

非流動的市場（店頭市場）で取引されている商品または個別単独で保有する未決済ポジションを構成する商

品に係る利益および損失は、決済時、または（商品の種類に応じて）時の経過に応じて純損益に計上される。報告

日に、未実現損失に対して引当金が計上される。

かかる商品に関する利益および損失ならびに引当金の変動額は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測

定する金融商品に係る純利益／（損失）」に計上される。

2.9　外国為替取引

外貨建債権債務、ならびにオフバランスシート・コミットメントに含まれる先渡外国為替取引は、決算日また

は同日の直近日の為替レートで換算される。

費用および収益は、取引日の為替レートで計上される。未収収益および未払費用は、決算日の為替レートで計上

される。

支店に配分された資本金、在外支店の固定資産、ならびにユーロで購入した外貨建の売却可能および満期保有

の有価証券および持分証券は、取引日にユーロに換算される。売却可能有価証券に係る為替差損益のみが純損益

に計上される。

ただし、クレディ・アグリコル・エス・エーのフランス国外の持分に影響を及ぼす為替レートの恒久的な下落

が生じた場合、引当金を計上することがある。

各報告日において、先渡外国為替取引は、当該日の先渡為替レートで測定される。認識された利益または損失

は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／（損失）－外国為替取引および

同種の金融商品に係る利益／（損失）」に計上される。

CRBF規則第89-01号に従い、クレディ・アグリコル・エス・エーは、多通貨会計を導入し、これにより通貨ポジ

ションの監視および為替リスクのエクスポージャーの測定が可能となった。

クレディ・アグリコル・エス・エーの外貨に対するオペレーティング・エクスポージャー総額は、2010年12月

31日現在、1,303百万ユーロであった。

2.10　フランス国外の支店の統合

各支店は、それぞれが所在する国々において施行されている会計規則に従った個別の会計記録を保持してい

る。

各報告日において、各支店の貸借対照表および損益計算書は、フランスの会計規則に準拠するよう修正され、

ユーロに換算され、内部取引の相殺消去後に本店の決算に統合される。

ユーロへの換算のルールは以下のとおりである。

・資本以外の貸借対照表項目は、決算日の為替レートで換算される。
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・資本は、取引日の為替レートで換算される。

・収益および費用は、期中平均為替レートで換算される。

換算による差益または差損は、貸借対照表の「未収収益、前払金およびその他の資産」または「未払費用、繰延

収益およびその他の負債」に計上される。

2.11　オフバランスシート・コミットメント

オフバランスシート項目は、付与された融資コミットメントおよび保証コミットメントならびに受領した融資

コミットメントおよび保証コミットメントの未実行部分を反映している。

付与されたコミットメントが使用され、それがクレディ・アグリコル・エス・エーの損失につながる可能性が

高い場合、当該コミットメントに対して引当金が計上される。

表示されているオフバランスシート項目は、先渡金融商品または外国為替取引に関連するコミットメントにつ

いて含めていない。同様に、これらには、担保として差し入れられた政府短期証券、類似の有価証券およびその他

の有価証券に関して受領したコミットメントも含めていない。

これらの項目の詳細は、財務書類に対する注記23および注記24に記載されている。

2.12　従業員利益分配制度およびインセンティブ制度

従業員利益分配制度は、従業員の権利が確定した年度において、損益計算書に認識される。

インセンティブ制度は、2008年6月25日付契約（2009年6月25日および2010年6月22日改正）が適用されている。

従業員利益分配制度およびインセンティブ制度に係る費用は、「従業員費用」に含まれる。

2.13　退職給付

2.13.1　退職給付および早期退職給付－確定給付制度

2004年1月1日より、クレディ・アグリコル・エス・エーは、年金給付債務および類似の給付債務の認識および

評価に関連して、2003年4月1日付CNC勧告第2003-R.01号を適用している。

この勧告に従い、クレディ・アグリコル・エス・エーは、確定給付制度の区分に該当する年金給付債務および

類似の給付債務を賄うために引当金を設定している。

このため、退職給付引当金が、貸借対照表の負債の部の「引当金」に計上される。この引当金の金額は、報告日

現在の勤務従業員に対するクレディ・アグリコル・エス・エーの負債に相当し、2005年1月1日に発効したクレ

ディ・アグリコル・エス・エーの新たな労働協約に準拠している。

さらに、クレディ・アグリコル・エス・エーの債務となる補完年金給付に対して、これらの給付に係る数理計

算上の負債に基づいて計算される引当金が設定される。当該引当金も、貸借対照表の負債の部の「引当金」に記

載される。

勧告に従い、これらの債務は、予測単位積増方式により、一連の数理計算上、財務上および人口統計上の仮定に

基づいて記載される。この方式では、各勤務期間の費用、すなわち当期に権利確定した従業員給付に対応する金額

が計上される。この費用は割引後の将来給付に基づいて計算される。

数理計算上の差益および差損は直ちに損益計算書に計上されるため、引当金の金額は以下と等しくなる。

・勧告が推奨する数理計算に従って計算した、報告期末現在の確定給付債務の現在価値。

・（該当する場合）制度資産の公正価値を控除。その代表的なものとして適格な保険契約が挙げられる。このよ
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うな保険契約により債務がすべてカバーされている場合には、保険契約の公正価値が、対応する債務の価値

（すなわち、対応する数理計算上の負債額）であるとみなされる。

2.13.2　年金制度－確定拠出制度

雇用主は、様々な強制加入年金制度に拠出している。制度資産は独立した組織によって管理され、基金が当期お

よび過年度において提供された従業員の勤務に対応する従業員給付をすべて賄うために十分な資産を保有して

いない場合でも、拠出する企業には追加拠出を行う法的または推定的義務がない。したがって、クレディ・アグリ

コル・エス・エーには、報告期間における継続中の拠出金以外に負債はない。

これらの年金制度に関する拠出金額は「従業員費用」に認識される。

2.14　ストック・オプションおよび従業員持株制度に基づき従業員に提供される新株予約権

ストック・オプション制度

特定の区分の従業員に対して付与されるストック・オプションは、行使された場合に計上される。かかる行使

は、資本増加に関する要件に従って計上される株式発行、または「自己株式の買戻し」に記載の条件に従って計

上されている過去にクレディ・アグリコル・エス・エーが買い戻した自己株式の従業員への交付を伴う。

従業員持株制度に基づき従業員に提供される新株予約権の制度

従業員持株制度に基づき従業員に提供される新株予約権は、最高で20％割り引いた価格で提供され、権利確定

期間は定められていないが、5年間は権利が行使できないロックアップ期間が設けられている。かかる新株予約権

は、資本増加に関する要件に従って認識される。

2.15　特別損益

これは、その性質が例外的で、クレディ・アグリコル・エス・エーの経常的な業務の一部を形成しない取引に

関連する収益および費用からなる。

2.16　法人所得税

通常は、納税額のみが個別の財務書類に計上される。

損益計算書に表示される税金費用は、当該報告期間における法人所得税納税額に相当する。これには、利益に対

する社会保険納付金3.3％が含まれている。

有価証券ポートフォリオおよび債権からの収益に対する税額控除は、当期に関連する法人所得税の支払に実質

的に使用される場合、関連する収益と同じ項目に認識される。対応する税金費用は、損益計算書の「法人所得税」

の項目に計上される。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、1990年度より連結納税制度を適用している。2010年12月31日現在、

1,323の企業がクレディ・アグリコル・エス・エーと連結納税契約を締結している。この契約に基づき、連結納税

制度の一部である会社はそれぞれの財務書類に、仮に連結納税制度が適用されていなかった場合の納税額を認識

する。

注記3　金融機関に対する貸出金および債権－残存期間別の分析
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2010年12月31日
2009年

12月31日

（百万ユーロ）

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年

以内

1年超

5年

以内

5年超
元本

合計

経過

利息
合計 合計

金融機関

貸出金および債権：

-要求払 12,027 12,027 12,027 17,223

-定期 23,83710,93252,5059,51496,788219 97,007 75,478

担保有価証券

売戻し条件付買入有価証券

劣後ローン 2 1,7595,3267,087 12 7,099 6,990

合計 35,86410,93454,26414,840115,902231116,13399,691

減損 (6) (7)

正味帳簿価額 116,12799,684

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 1,662 1,662 1 1,663 1,748

定期預金および貸付金
(1)(2) 56,06357,14478,84766,192258,246811259,057246,528

売戻し条件付買入有価証券
(1)

劣後ローン
(2) 15 15 15

合計 57,72557,14478,84766,207259,923812260,735248,276

減損

正味帳簿価額 260,735248,276

(1) 「売戻し条件付買入有価証券」は、現在「クレディ・アグリコル内部取引」の項目で個別に表示されており、「定期預

金および貸付金」の項目では既に表示されていない。2009年度におけるこれらの項目の金額はゼロであった。

(2) 「劣後ローン」は、現在「クレディ・アグリコル内部取引」の項目で個別に表示されており、「定期預金および貸付

金」の項目では既に表示されていない。2009年度におけるこれらの項目の金額は15百万ユーロであった。

注記4　顧客に対する貸出金および債権－残存期間別の分析

2010年12月31日
2009年

12月31日

（百万ユーロ）

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年

以内

1年超

5年

以内

5年超
元本

合計

経過

利息
合計 合計

顧客に対する貸出金および債権

顧客債権

顧客に対するその他の貸出金 283 116 822 1,0852,30644 2,350 2,368

売戻し条件付買入有価証券

当座貸越 128 128 128 92

減損 (3) (3)

正味帳簿価額 2,475 2,457

4.1　顧客に対する貸出金および債権－地域別分析

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 2,391 2,339

その他のEU諸国 35 62

上記以外の欧州諸国

北アメリカ 8 7

中央・南アメリカ
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アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を除く。）

日本

割当られていない国および国際機関

元本合計 2,434 2,408

経過利息 44 52

減損 (3) (3)

正味帳簿価額 2,475 2,457

4.2　顧客に対する貸出金および債権－貸倒懸念債権および減損：地域別分析

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ）

残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

フランス（海外の領地

を含む。）
2,434 3 (3) 2,388 3 (3)

その他のEU諸国 36 64

上記以外の欧州諸国

北アメリカ 8 8

中央・南アメリカ

アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を

除く。）

日本

割当られていない国お

よび国際機関

合計 2,478 3 (3) 2,460 3 (3)

4.3　顧客に対する貸出金および債権－顧客タイプ別分析

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ）

残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

残高

総額

うち、

貸倒懸念

債権

うち、

貸倒債権

貸倒懸念

債権に係

る減損

貸倒債権

に係る

減損

個人顧客 134 235

農家

その他の中小企業

金融機関 1,018 768

企業 1,323 3 (3) 1,456 3 (3)

地方自治体 3 1

その他の顧客

合計 2,478 3 (3) 2,460 3 (3)

注記5　売買目的有価証券、売却可能有価証券、満期保有有価証券および株式ポートフォリオ有価証券

2010年12月31日
2009年

12月31日

（百万ユーロ）

売買目的 売却可能
株式ポート

フォリオ

有価証券

満期保有
合計 合計

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 765/1332



政府短期証券および類似証券： 1,269 18,401 19,67015,296

　－うち、残存プレミアム(純額)

　－うち、残存ディスカウント（純額）

経過利息 707 707 534

減損 (115) (115) (2)

正味帳簿価額 1,269 18,993 20,26215,828

債券およびその他の利付証券
(1)
：

　公的機関による発行 824 723 1,547 2,793

　その他の発行体 673 30,795 31,46826,571

　－うち、残存プレミアム(純額)

　－うち、残存ディスカウント(純額)

経過利息 381 381 206

減損 (107) (107) (18)

正味帳簿価額 1,497 31,792 33,28929,552

株式およびその他の証券 11 516 99 626 1,610

経過利息

減損 (5) (6) (11) (5)

正味帳簿価額 11 511 93 615 1,605

正味帳簿価額合計 2,777 51,296 93 54,16646,985

見積価額 2,777 51,593 93 54,46346,623

(1) うち、2010年12月31日現在、劣後債務7,055百万ユーロ（2009年12月31日現在、5,791百万ユーロ）。

5.1　売買目的有価証券、売却可能有価証券、満期保有有価証券および株式ポートフォリオ有価証券（政府短期証

券を除く。）－取引相手先の主要区分別の内訳

（百万ユーロ）

2010年12月31日

残高

2009年12月31日

残高

政府および中央銀行（中央政府を含む。） 1,547 2,793

信用機関 27,395 25,469

金融機関 1,676 1,455

地方自治体

企業、保険会社およびその他の顧客 3,023 1,257

その他および割当てられていない機関

元本合計 33,641 30,974

経過利息 381 206

減損 (118) (23)

正味帳簿価額 33,904 31,157

5.2 債券および株式における上場有価証券および非上場有価証券の内訳

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ）

債券およ

びその他

の利付証

券

政府短期

証券およ

び類似

証券

株式およ

びその他

の証券

合計

債券およ

びその他

の利付証

券

政府短期

証券およ

び類似

証券

株式およ

びその他

の証券

合計

債券および株式： 33,01519,670626 53,31029,36415,2961,61046,270

　うち、上場有価証券 18,96919,471102 38,54212,99214,439103 27,534

　うち、非上場有価証券
(1) 14,046199 524 14,76916,372857 1,50718,736

経過利息 381 707 1,088 206 534 740

減損 (107)(115)(11) (233)(18) (2) (5) (25)

正味帳簿価額 33,28920,262615 54,16629,55215,8281,60546,985

(1) 投資信託の内訳は、次の通りである。フランスの投資信託は、11百万ユーロ（うち、フランスの非分配型ファンドは7百万
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ユーロ）。外国投資信託は、27百万ユーロ（うち、外国の非分配型ファンドは1百万ユーロ）。

投資信託の種類別の内訳（2010年12月31日現在） 

（百万ユーロ） 帳簿価額 純資産価額

ＭＭＦ

債券ファンド

株式ファンド 6 14

その他の投資信託 32 34

合計 38 48

5.3 政府短期証券、債券およびその他の利付証券－残存期間別分析

2010年12月31日
2009年

12月31日

（百万ユーロ）

3ヶ月以内

3ヶ月超

1年

以内

1年超

5年

以内

5年超
元本

合計

経過

利息
合計 合計

債券およびその他の利付証券

総額 3,5292,05411,95015,48233,015381 33,396 29,570

減損 (107) (18)

正味帳簿価額 33,289 29,552

政府短期証券および類似証券

総額 2,18917,48119,670707 20,377 15,830

減損 (115) (2)

正味帳簿価額 20,262 15,828

5.4 政府短期証券、債券およびその他の利付証券－地域別分析

2010年12月31日

残高

2009年12月31日

残高

（百万ユーロ）

残高合計

貸倒懸念貸出

金および貸倒

懸念債権

残高合計

貸倒懸念貸出

金および貸倒

懸念債権

フランス（海外の領地を含む。） 34,340 30,528

その他のEU諸国 15,500 12,829

上記以外の欧州諸国 590 115

北アメリカ 1,447 1,066

中央・南アメリカ 41

アフリカおよび中東

アジア太平洋（日本を除く。） 808 81

日本

元本合計 52,685 44,660

経過利息 1,088 740

減損 (221) (20)

正味帳簿価額 53,552 45,380

次へ
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注記6　持分法適用会社および子会社

(単位：百万原通貨) (単位：百万ユーロ) (単位：百万ユーロ)

会社名 住所 通貨

資本金

2010年

12月31日

資本金以外の

株主持分

2010年

12月31日

所有割合

2010年

12月31日

(%)

投資の帳簿価額
当行により実

施され未返済

の貸出金およ

び債権残高

当行により

付与された

保証および

その他のコ

ミットメン

ト

2010年12月31日

終了事業年度の

銀行業務純益ま

たは収益（VAT

控除後）

2010年12

月31日終

了事業年

度の純利

益

当事業

年度に

おける

当行の

受取配

当金
総額 正味額

帳簿価額がクレディ・アグリコル・エス・エーの資本金の1％を超える投資

1) 銀行業務を行う子会社への投資（50％超を所有）

バンコ・ビ

セル

832コリエン

テス, 1°ピ

ソ, ロザリ

オ, サンタ

・フェ、アル

ゼンチン

アル

ゼン

チン

・ペ

ソ

N.A. N.A.100.0 237 N.A. N.A. N.A. N.A.N.A.

カリパルマ

43100　ユニ

バーシタ、n

°1パルマ、

イタリア

ユー

ロ
785 2,581

(1) 75.0 4,452 4,452 2,939 1,562
(1)

300
(1) 128

クレディ・

アグリコル

・バンカ・

スルビジャ

4-6　ブレー

ス・リニカ

ラ, 21000、

ノビ・サッ

ド、セルビア

共和国

セル

ビア

・

ディ

ナー

ル

12,095(1,710)
(1) 100.0 239 81 122 10 73

(1)
(14)

(1)

クレディ・

デュ・マ

ロック

48-58 ムハ

ンマド5世大

通り、カサブ

ランカ、モ

ロッコ

モ

ロッ

コ・

ディ

ルハ

ム

865 1,280
(1) 76.7 275 275 608 233

(1)
37
(1) 15

エンポリキ

・バンク・

オブ・グ

リース

11 ソフォク

レス通り、

10235、 アテ

ネ、ギリシャ

ユー

ロ
512 122

(1) 91.0 4,044 1,328 8,639 3,662 1,245
(1)

(586)
(1)

EFLエス・

エー

1　オラット

・ウオス

キッチ, 53

605 、ウオク

ロー、ポーラ

ンド

ポー

ラン

ド・

ズロ

チ

674 102
(1) 100.0 355 355 359 368 179

(1)
35
(1) 27

JSCイン

デックス・

バンク

42/4 プシュ

キンスカ通

り、キエフ、

01004、ウク

ライナ

ウク

ライ

ナ・

フリ

ヴ

ニャ

1,050 (4)
(1) 100.0 290 114 141 98

(1)
(28)

(1)

ルカス・エ

ス・エー

1　オラット

・ウオス

キッチ, 53

605、ウオク

ロー、ポーラ

ンド

ポー

ラン

ド・

ズロ

チ

1 344
(1) 76.3 426 426 825 64 43

(1)
 43

(1) 33
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クレディ・

アグリコル

・コーポ

レート・ア

ンド・イン

ベストメン

ト・バンク

9 プレジダ

ン－ポール

－ドゥメー

ル河岸、

92400、クー

ルブヴォワ

ユー

ロ
6,056 834

(1) 97.3 16,26216,262 19,727 4,671447,272
(1)

720
(1)

アムンディ

・グループ

90 パス

トゥール大

通り - イ

マーブル・

コタンタン、

75015、パリ

ユー

ロ
417 1,639

(1) 73.6 3,341 3,341 1,093 (35)
(1)

(31)
(1) 205

クレディ・

アグリコル

・リーシン

グ・アンド

・ファクタ

リング

1-3 パッ

サー－ドゥ

－ブーロー

ニュ通り、

92861、イ

シィ－レ－

ムリノー

ユー

ロ
195 193

(1) 100.0 839 839 3,393 249 43
(1)

(32)
(1) 32

クレディ・

リヨネ

18 レピュブ

リック通り、

69002、リヨ

ン

ユー

ロ
1,8481,275

(1) 95.1 10,89710,897 10,511 5,785
(1)

459
(1) 434

フォンカリ

ス

91-93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユー

ロ
225 128

(1) 100.0 320 320 430 12
(1)

3
(1) 3

バンク・

ドゥ・ジェ

スティオン

・プリヴェ

・インドス

エズ

20 ボーム通

り、75008、パ

リ

ユー

ロ
83 36

(1) 100.0 198 198 151 127
(1)

10
(1) 9

2) 銀行業務を行う関係会社への投資（10％から50％を所有）

BES

Avenida de

Libertade

195-1250

Lisbon

Portugal

ユー

ロ
3,5002,633

(1) 10.8 631 631 5,118
(1)

522
(1) 17

バンクイン

テル

パセオ・デ

・ラ・カス

テラナ、 29,

28046、マド

リード、スペ

イン

ユー

ロ
142 2,156

(1) 24.7 1,280 1,083 2,529
(1)

254
(1) 24

クレディ・

アグリコル

・エジプト

SAE

4-6　ハッサ

ン通り、ザマ

レック、カイ

ロ、エジプト

エジ

プト

・ポ

ンド

1,148 538
(1) 47.0 258 258 226

(1)
49
(1) 19

クレディ・

ロジュモン

50 セバスト

ポル大通り、

75003、パリ

ユー

ロ
1,254 101

(1) 16.5 215 215 165 424
(1)

120
(1) 19

アルプ・プ

ロヴァンス

地域金庫

BP 99、エス

プラナード

・デ・リー

ス、13642、ア

ルル、Cedex

ユー

ロ
114 1,08025.0 210 210 6,890 414 66 4
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アルザス・

ヴォージュ

地域金庫

1 ラ・ガー

ル広場、BP 

440、67008、

ストラス

ブール、

Cedex

ユー

ロ
48 807 25.0 131 131 5,418 280 70 5

アンジュー

・エ・メー

ヌ地域金庫

40 プレマル

ティーヌ通

り、72000、ル

・マン

ユー

ロ
211 1,41825.0 234 234 8,053 442 108 8

アキテーヌ

地域金庫

304 プレジ

ダン－ウィ

ルソン大通

り、33076、ボ

ルドー、

Cedex

ユー

ロ
129 1,81225.0 310 310 8,764 502 125 8

アトラン

ティーク・

ヴァンデ地

域金庫

ルート・

ドゥ・パリ、

44949、ナン

ト、Cedex

ユー

ロ
113 1,22125.0 196 196 9,942 414 111 8

ブリ・ピカ

ルディー地

域金庫

500 サン－

フュシアン

通り、80095、

アミアン

ユー

ロ
277 1,72225.0 391 391 10,218 571 162 16

サントル・

エスト地域

金庫

1 ピエール

－ドゥ－ト

リュシ－

ドゥ－レイ

通り、69541、

シャンパー

ニュ－オ－

モン－ドー

ル

ユー

ロ
191 2,44725.0 323 323 11,140 717 233 18

サントル・

フランス地

域金庫

3 リベラシ

オン通り、

63045、クレ

ルモン－

フェラン、

Cedex 9

ユー

ロ
146 2,09125.0 318 318 9,321 499 137 10

サントル・

ロワール地

域金庫

8 コレー

ジュ通り、

18920、ブー

ルジュ、

Cedex

ユー

ロ
56 1,00625.0 175 175 7,536 388 92 6

サントル・

ウエスト地

域金庫

29 ヴァン

トー大通り、

BP 509、

87044、リ

モージュ、

Cedex

ユー

ロ
58 575 25.0 89 89 3,301 196 45 3

シャンパー

ニュ・ブル

ゴーニュ地

域金庫

269 フォー

ブール・ク

ロンセル、

10000、トロ

ワ

ユー

ロ
112 826 25.0 114 114 5,701 5 356 89 6

シャラント

－マリ

ティーム -

ドゥー－

セーヴル地

域金庫

12 ギュイエ

－マイエ大

通り、17100、

サント

ユー

ロ
53 922 25.0 130 130 5,567 336 92 6
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シャラント

・ペリゴー

ル地域金庫

エパニャッ

ク通り、BP 

21、16800、ソ

ワイヨー

ユー

ロ
96 544 25.0 77 77 3,476 238 56 4

コート・ダ

ルモール地

域金庫

ラ－クロワ

－チュアル、

22440、プル

フラガン

ユー

ロ
92 707 25.0 118 118 4,399 228 62 5

ノルマン

ディー地域

金庫

15 エスプラ

ナード・ブ

リヨー－

ドゥ－ロー

ジャルディ

エール、

14050、カー

ン、Cedex

ユー

ロ
131 1,25525.0 205 205 7,641 400 88 6

サヴォワ地

域金庫

PAE レ・グ

レザン、4 プ

レ－フェラ

ン通り、

74985、アヌ

シー、Cedex

09

ユー

ロ
188 997 25.0 152 152 13,167 467 125 9

フィニス

テール地域

金庫

7 ルート・

デュ・ロ

シュ、29555、

カンペール、

Cedex 9

ユー

ロ
100 787 25.0 135 135 5,190 269 59 4

フランシュ

－コンテ地

域金庫

11 エリゼ－

キュズニエ

通り、25084、

ブザンソン、

Cedex 9

ユー

ロ
78 681 25.0 109 109 7,199 272 61 3

イル－エ－

ヴィレーヌ

地域金庫

19 プレ－ペ

ルシェ通り、

BP 2025X、

35040、レン

ヌ、Cedex

ユー

ロ
92 747 25.0 122 122 6,002 257 67 5

ロワール・

オート－ロ

ワール地域

金庫

94 ベルグソ

ン通り、

42000、サン

－テチエン

ヌ

ユー

ロ
31 845 25.0 131 131 5,084 268 69 5

ロレーヌ地

域金庫

56-58 アン

ドレ－マル

ロー通り、

54017、メッ

ツ、Cedex

ユー

ロ
32 791 25.0 115 115 5,339 249 66 4

ラングドッ

ク地域金庫

モンペリエ

レ－モーラ

ン通り、

34977、ラッ

ト、Cedex

ユー

ロ
203 1,58425.0 239 239 11,473 660 171 12

モルビアン

地域金庫

ケランガン

通り、56956、

ヴァンヌ、

Cedex 9

ユー

ロ
82 575 25.0 92 92 4,384 234 55 4

ノール・

ドゥ・フラ

ンス地域金

庫

10 フォシュ

通り、59020、

リール

ユー

ロ
179 2,17025.0 378 378 10,531 610 202 18
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ノール・ミ

ディ－ピレ

ネー地域金

庫

219 フラン

ソワ－ヴェ

ルディエ通

り、81000、ア

ルビ

ユー

ロ
125 1,19425.0 181 181 6,850 428 100 7

ノール－エ

スト地域金

庫

25 リベルジ

エ通り、

51100、ラン

ス

ユー

ロ
220 1,68625.0 270 270 10,653 363 53 5

ノルマン

ディー・

セーヌ地域

金庫

シテ・ドゥ

・ラグリク

ルチュール、

BP 800、

76230、ボワ

－ギュイ

ヨーム、

Cedex

ユー

ロ
92 1,01125.0 162 162 6,821 365 100 7

パリ・エ・

イル－ドゥ

－フランス

地域金庫

26 ラペ河

岸、75012、パ

リ

ユー

ロ
114 2,90725.0 488 488 16,789 918 287 19

プロヴァン

ス・コート

・ダジュー

ル地域金庫

ポール・ア

レーヌ－レ

・ネガディ

通り、83002、

ドラギニャ

ン

ユー

ロ
83 1,18825.0 166 166 8,164 476 110 8

ピレネー・

ガスコー

ニュ地域金

庫

11 プレジダ

ン・ケネ

ディ大通り、

BP 329、

65003、タル

ブ、Cedex

ユー

ロ
59 1,02125.0 139 139 6,579 340 97 7

レユニオン

地域金庫

パルク・

ジャン－

ドゥーカン

ビエール、

97462、サ

ンードゥニ、

Cedex

ユー

ロ
48 459 25.0 73 73 3,343 176 30 3

シュド・

ローヌ－ア

ルプ地域金

庫

15-17 ポー

ル－クロー

デル通り、BP

67、38041、グ

ルノーブル、

Cedex 09

ユー

ロ
71 1,01525.0 138 138 7,638 442 105 7

トゥールー

ズ・エ・ミ

ディ・

トゥールー

ザン地域金

庫

6-7 ジャン

ヌ・ダルク

広場、31000、

トゥールー

ズ

ユー

ロ
74 632 25.0 110 110 3,799 255 55 4

トゥレーヌ

・エ・ポワ

トゥ地域金

庫

18 サルバ

ドール－ア

ランド通り、

86000、ポワ

ティエ

ユー

ロ
99 927 25.0 168 168 5,264 304 65 5

ヴァル・

ドゥ・フラ

ンス地域金

庫

1 ダニエル

－ブテ通り、

28000、シャ

ルトル

ユー

ロ
43 727 25.0 104 104 3,631 258 67 5

3) その他の子会社への投資（50％超を所有）
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クレディ・

アグリコル

・アシュラ

ンス

50-56 プロ

セシオン通

り、75015、パ

リ

ユー

ロ
1,1637,054

(1) 100.0 8,205 8,205 923 588 3
(1)

683
(1) 881

クレディ・

アグリコル

・キャピタ

ル・アン

ヴェスティ

スモン・エ

・フィナン

ス

100 モンパ

ルナス大通

り、ラ・クー

ポル、75014、

パリ

ユー

ロ
688 436

(1) 100.0 1,145 1,145 522 1
(1)

(49)
(1)

クレディ・

アグリコル

・イモビリ

エ

91-93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユー

ロ
125 47

(1) 100.0 296 296 80 24
(1)

(11)
(1)

デルフィナ

ンス

91-93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユー

ロ
151 84

(1) 100.0 171 171 12
(1)

16
(1) 15

SCI D2 CAM

91-93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユー

ロ
112 100.0 112 112

エバーグ

リーン・モ

ントルー

ジュ

91-93 パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユー

ロ
180 (2)

(1) 100.0 180 180 35 (2)
(1)

クレディ・

アグリコル

・コンシュ

マー・フィ

ナンス

128-130 ラ

スパイユ大

通り、75006、

パリ

ユー

ロ
347 1,996

(1) 100.0 5,638 5,638 36,159 2,003 2,233
(1)

113
(1) 357

CPRホール

ディング

CASGS QP プ

ロヴァンス、

83 シェンヌ

大通り、

BP48、78042、

ギュイヤン

クール

ユー

ロ
78 29

(1) 100.0 256 209 17
(1)

97
(1)

CACEIS

1-3 ヴァル

ベール広場、

75013、パリ

ユー

ロ
602 849

(1) 85.0 1,380 1,380 51 11
(1)

84
(1) 41

フィナシッ

ク

91-93、パス

トゥール大

通り、75015、

パリ

ユー

ロ
35 32

(1) 100.0 73 73 3 1

4) その他の投資（10％から50％を所有）

ベスパー

62 ルア・サ

オ・ベルナ

ルド、

1200-826、リ

スボン、ポル

トガル

ユー

ロ
1,563 232

(1) 22.9 473 473 35
(1)

28
(1)

ユーラゼオ

32 モンソー

通り、75008、

パリ

ユー

ロ
177 3,315

(1) 18.6 497 497 103
(1)

6
(1) 12
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帳簿価額がクレディ・ア

グリコル・エス・エーの

資本金の1％未満であるま

たはクレディ・アグリコ

ル・エス・エーによる所

有が当該会社の10％未満

である投資

ユー

ロ
3,377 2,534 19,418 6,969 235

子会社および関係会社合

計
72,85668,482360,52019,627

出資性貸付金および経過

利息

ユー

ロ
795 793

帳簿価額 73,65169,275360,52019,627

(1) 2009年度の数値。

6.1　株式持分の見積価額

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額 見積価額 帳簿価額 見積価額

関係会社に対する投資

非上場 56,07374,46055,10759,253

上場 4,578 2,129 3,566 1,697

出資性貸付金 693 693 754 725

経過利息 344

減損 (3,434) (2,594)

正味帳簿価額 57,91077,28257,17761,675

株式投資およびその他の長期有価証券

株式投資

非上場 6,906 7,011 6,922 6,992

上場 5,298 4,067 5,653 5,275

出資性貸付金 95 93 96 3

経過利息 7 9

減損 (942) (149)

株式投資の小計 11,36411,17112,53112,270

その他の長期有価証券

非上場 1 1 1 1

上場

出資性貸付金

経過利息

減損

その他の長期有価証券の小計 1 1 1 1

正味帳簿価額 11,36511,17212,53212,271

株式投資合計 69,27588,45469,70973,946

見積価額には、出資性貸付金および経過利息が含まれている。これらは、有価証券の使用価値に基づいて算定されており、使

用価値は必ずしも市場価額ではない。

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ） 帳簿価額 見積価額 帳簿価額 見積価額

総額合計

非上場 62,980 62,031

上場 9,876 9,219

合計 72,856 71,250

注記7　固定資産の変動
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7.1　金融固定資産

（百万ユーロ）

2010年

1月1日

増加

(取得)

減少

(処分)

(期日)

その他の変動
(1)

2010年

12月31日

関係会社に対する投資

総額 58,6732,478 (505) 5 60,651

出資性貸付金 754 702 (763) 693

経過利息 344 (344)

減損 (2,594)(967) 16 111 (3,434)

正味帳簿価額 57,1772,213(1,596) 116 57,910

株式投資

総額 12,575 240 (611) 12,204

出資性貸付金 96 2 (3) 95

経過利息 9 6 (9) 6

減損 (149) (820) 127 (99) (941)

その他の長期有価証券

総額 1 1

出資性貸付金

経過利息

減損

正味帳簿価額 12,532 (572) (496) (99) 11,365

合計 69,7091,641(2,092) 17 69,275

(1) その他の変動は、外貨で計上される固定資産の価値への為替レートの変動による影響を含む。

7.2　無形資産および有形固定資産

（百万ユーロ）

2010年

1月1日

増加

(取得)

減少

(処分)

(期日)

その他の変動
(1)

2010年

12月31日

有形固定資産

総額 344 1 (2) (1) 342

減価償却費および減損 (174) (7) (1) (182)

正味帳簿価額 170 (6) (2) (2) 160

無形資産

総額 39 14 13 66

減価償却費、償却費および減損 (27) (4) (31)

正味帳簿価額 12 10 13 35

合計 182 4 (2) 11 195

(1) その他の変動は、外貨で計上される固定資産の価値への為替レートの変動による影響を含む。

注記8　未収収益、前払金およびその他の資産

2010年12月31日現在、クレディ・アグリコル・エス・エーは、9,324,639株の自己株式を所有し、うち、売却可能

の分類が92,585,499ユーロ、売買目的の分類が35,544,970ユーロである。

かかる自己株式の市場価額は1株当たり9.504ユーロである。

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

その他の資産
(1)

買建金融オプション 598 613

棚卸資産およびその他
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その他の債権
(2) 3,532 27,755

持続可能な開発貯蓄口座(LDD)の債券の共同管理 50 50

決済勘定

正味帳簿価額 4,180 28,418

株主に対する債権－未払込資本金

株主に対する債権－未払込資本金

正味帳簿価額

未収収益および前払金

その他の銀行への未達項目 5,941 4,604

調整勘定 7,197 6,912

金融商品に係る未実現損失および繰延損失 288 347

先渡金融商品に係るコミットメントの未収収益 4,008 4,100

その他の未収収益 278 244

前払費用 691 890

社債発行に係るプレミアムおよび割引 142 135

繰延費用 278 275

その他 5 10

正味帳簿価額 18,828 17,517

未収収益、前払金およびその他の資産合計 23,008 45,935

(1) 経過利息を含む金額である。

(2) 本項目は、2009年に、主に、その他の債権とその他の債務に計上された担保に係る勘定を純額計上したことにより減少し

ている。（注記13）

注記9　資産から控除された減損

（百万ユーロ）

2010年

1月1日

現在残高

減損損失 戻入 増加
その他の

変動

2010年

12月31日

現在残高

現金、短期金融市場

および銀行間項目
10 163 (53) 120

顧客に対する貸出金および債権 3 3

有価証券ポートフォリオ 23 196 (80) 15 154

固定資産 2,743 1,788 (155) 4,376

その他の資産 17 (3) 14

合計 2,779 2,163 (291) 15 4,667

注記10　銀行に対する債務－残存期間別の分析

2010年12月31日
2009年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月以内

3ヶ月超1

年以内

1年超5年

以内
5年超 元本合計 経過利息 合計 合計

金融機関

預金：

・要求払 12,894 12,894 14 12,90811,174

・定期 17,1622,2257,47915,28342,149 294 42,44337,727

担保有価証券 2,0674,0104,35210,429 171 10,60011,106

買戻し条件付き

売却有価証券
4,888 121 37 12,95618,002 20 18,02210,798

帳簿価額 34,9444,41311,52632,59183,474 499 83,97370,805

クレディ・アグリコル内部取引

当座勘定 3,183 3,183 1 3,1844,917
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定期預金および借入金
(1) 8,0484,50610,6385,05628,248 479 28,72718,664

買戻し条件付き

売却有価証券
(1)

帳簿価額 11,2314,50610,6385,05631,431 480 31,91123,581

合計 46,1758,91922,16437,647114,905979115,88494,387

(1) 「買戻し条件付き売却有価証券」は、現在「クレディ・アグリコル内部取引」の項目で個別に表示されており、「定期

預金および借入金」の項目では既に表示されていない。2009年度におけるこれらの項目の金額はゼロであった。

注記11　顧客勘定－残存期間別の分析

2010年12月31日
2009年

12月31日

（百万ユーロ）
3ヶ月以内

3ヶ月超1

年以内

1年超5年

以内
5年超 元本合計 経過利息 合計 合計

当座勘定－貸方 1,432 1,432 1,4321,387

特別貯蓄預金 139,80714,08518,4333,325175,650 175,650167,371

・要求払 99,569 1 99,570 99,57080,971

・定期 40,23814,08418,4333,32576,080 76,08086,400

顧客に対するその他の債務 7,4462,54621,1211,53732,650 698 33,34832,029

・要求払 379 379 379

・定期 7,0672,54621,1211,53732,271 698 32,96932,029

買戻し条件付き

売却有価証券
7,977 50 3,17911,206 8 11,2148,116

帳簿価額 156,66216,68139,5548,041220,938706221,644208,903

11.1　顧客勘定－地域別の分析

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

フランス（海外の領地を含む。） 216,147 205,682

その他のEU諸国 2,508 766

その他の欧州諸国

北アメリカ 1,160 655

中米・南アメリカ 8

アフリカおよび中東 1,123 1,062

アジア太平洋地域（日本を除く。）

日本

割当てられていない国および国際機関 45

元本合計 220,938 208,218

経過利息 706 685

帳簿価額 221,644 208,903

11.2　顧客勘定－顧客タイプ別の分析

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

個人顧客 158,839 152,575

農家 11,421 11,204

その他の中小企業 10,292 9,226

金融機関 33,063 29,582

企業 5,215 3,701

地方自治体 109 85

その他の顧客 1,999 1,845
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元本合計 220,938 208,218

経過利息 706 685

帳簿価額 221,644 208,903

注記12　債務証券－残存期間別の分析

2010年12月31日
2009年

12月31日

（百万ユーロ）

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超

元本

合計

経過

利息
合計 合計

利付証券

銀行間有価証券

譲渡性債務証券 33,53711,9231,014 211 46,686 54 46,73945,050

債券 1,1676,13819,76617,98245,053 801 45,85448,590

その他の債務証券

帳簿価額 34,70418,06120,78018,19391,738 855 92,59393,640

12.1　債券（発行通貨別）

（百万ユーロ）

残存期間

1年以内

残存期間

１年超5年

以内

残存期間

5年超

2010年

12月31日

現在残高

2009年

12月31日

現在残高

ユーロ 5,05314,38617,350 36,789 42,860

固定金利 3,3557,13912,542 23,036 41,764

変動金利 1,6987,2474,808 13,753 1,096

その他のEU諸国の通貨 668 290 958 845

固定金利 845

変動金利 668 290 958

米ドル 1,5122,466 254 4,232 3,187

固定金利 1,220 30 1,250 3,152

変動金利 1,5121,246 224 2,982 35

日本円 895 368 1,263 353

固定金利 644 276 920 353

変動金利 251 92 343

その他の通貨 72 1,729 10 1,811 773

固定金利 72 1,033 10 1,115 773

変動金利 696 696

元本合計 7,30519,76617,982 45,053 48,018

固定金利 3,42710,03612,858 26,321 46,887

変動金利 3,8789,7305,124 18,732 1,131

経過利息 801 572

帳簿価額 45,854 48,590

注記13　未払費用、繰延収益およびその他の負債

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

その他の負債
(1)

交換取引 (売買目的有価証券)

株式貸借取引に関連する負債 190 381

売建金融オプション 123 91

決済・取引勘定 
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その他の債務
(2) 1,523 26,349

有価証券に対する未払金 104 5

帳簿価額 1,940 26,826

未払費用および繰延収益

その他の銀行への未達項目 5,301 5,849

調整勘定 6,283 6,310

金融商品に係る未実現利益および繰延利益 163 156

前受収益 2,240 2,182

先渡金融商品に係るコミットメントの未払費用 3,000 2,815

その他の未払費用 626 559

その他 133 132

帳簿価額 17,746 18,003

合計 19,686 44,829

(1) 経過利息を含む金額である。

(2) 本項目は、2009年に、主に、その他の債権とその他の債務に計上された担保に係る勘定を純額計上したことにより減少し

ている。（注記8）

注記14　引当金

（百万ユーロ）

2010年
1月1日

現在残高
減損損失

取崩した

戻入額

未使用

戻入額

その他

の変動

2010年
12月31日

現在残高

引当金

　退職給付および類似の給付 263 16 (69) 29 239

　従業員へのその他の負債 8 4 (7) 5

　融資コミットメントの実行リスク 67 15 (3) 79

　税金訴訟
(1) 52 52

　その他の訴訟 38 6 (4) (11) 29

　信用リスク
(2)

　法人所得税
(3) 265 64 (22) 307

　株式投資
(4) 2 (2)

　業務リスク
(5) 3 18 (21)

　住宅購入貯蓄制度赤字リスク
(6) 281 84 (22) 343

　その他
(7) 489 301 (15) (185) 590

帳簿価額 1,468 508 (40) (321) 29 1,644

(1) 受領した税額調整通知に関する引当金。

(2) これらの引当金は、集合的な基準、主にバーゼルⅡのモデルによる評価に基づき決定される。

(3) 主に、連結納税制度による子会社の税金負債からなる。

(4) ジョイント・ベンチャー、EIG、資本性金融商品の不動産リスクを含む。

(5) かかる引当金は、会計システム、さらに全般的には、すべての取引に係る業務システムにおける業務設計、組織および業

務実行から生じるリスクに対する引当てである。

(6) 下記注記15を参照。

(7) EIG投資リスクへの引当金を含む。

注記15　住宅購入貯蓄制度

住宅購入貯蓄制度に基づき貯蓄期間中に徴収される預金

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満 18,035

4年から10年 23,875 40,387

10年超 19,772 18,141

住宅購入貯蓄制度合計 61,682 58,528
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住宅購入貯蓄勘定合計 12,408 12,538

住宅購入貯蓄制度に基づき徴収される預金総額 74,090 71,066

住宅購入貯蓄制度に対する引当金

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

住宅購入貯蓄制度

4年未満

4年から10年 32 40

10年超 280 134

住宅購入貯蓄制度合計 312 174

住宅購入貯蓄勘定合計 31 107

住宅購入貯蓄制度に対する引当金総額 343 281

引当金の変動

（百万ユーロ） 2010年1月1日 減損損失 戻入額 2010年12月31日

住宅購入貯蓄制度 174 138 312

住宅購入貯蓄勘定 107 (76) 31

住宅購入貯蓄制度に対する引当金総額 281 138 (76) 343

注記16　従業員に対する負債－退職給付、確定給付制度

数理計算上の債務の変動

（百万ユーロ） 2010年度 2009年度

1月1日現在の数理計算上の債務 271 247

当期勤務費用 16 16

割引効果 13 12

従業員の拠出

制度の変更／縮小／清算 (38)

取得、処分（連結範囲の変更） 28 (3)

早期退職給付金

給付支払額 (53) (19)

数理計算上の利益／（損失） (4) 18

12月31日現在の数理計算上の債務 233 271

損益計算書に認識された費用の内訳

（百万ユーロ） 2010年度 2009年度

当該期間における勤務費用 16 16

割引効果 13 12

当該期間における制度資産に係る期待収益 (7) (6)

過去勤務費用の償却 16

その他の利益／（損失） (38)

損益計算書に認識された費用純額 (16) 38

制度資産の公正価値の変動

（百万ユーロ） 2010年度 2009年度

当年度1月1日現在の資産／補填の権利の公正価値 191 165

制度資産に係る期待収益 7 6

数理計算上の制度資産に係る利益／（損失） 6 2

雇用主の拠出 41 39

従業員の拠出
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制度の変更／縮小／清算

取得、処分（連結範囲の変更） 26 (2)

早期退職給付金

支払われた給付金額 (52) (19)

当年度12月31日現在の資産／補填の権利の公正価値 219 191

引当金の変動

（百万ユーロ） 2010年度 2009年度

1月1日現在の（引当金）／資産 (79) (81)

雇用主の拠出 41 39

取得、処分（連結範囲の変更） 8 1

雇用主による直接支払額

損益計算書に認識された費用純額 16 (38)

12月31日現在の（引当金）／資産 (14) (79)

注記17　一般銀行業務リスク引当金

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

一般銀行業務リスク引当金 876 854

帳簿価額 876 854

注記18　劣後債務－残存期間別分析

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ）

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 元本合計

経過利息

(2)
合計 合計

期限付劣後債務 196 4,52318,21522,934 30223,236 19,277

　ユーロ 196 4,52316,10820,827 28321,110 16,838

　その他の欧州連合通貨 523 523 1 524 507

　米ドル 1,5841,584 18 1,602 1,932

　スイス・フラン

　日本円

　その他の通貨

利益参加型有価証券・ローン

その他の期限付劣後ローン 313

永久劣後債務
(1) 17,91517,915 33118,246 18,688

　ユーロ 12,39312,393 22112,614 13,394

　米ドル 3,2563,256 27 3,283 3,045

地方金庫の預託勘定

相互保証預託金

帳簿価額 196 4,52336,13040,849 63341,482 38,278

(1) 永久劣後債務の残存期間は5年超に含まれている。

(2) 2010年12月31日に、期限付劣後借入債務に係る経過利息は「期限付劣後借入債務」に分類変更された（2009年12月31日

においては経過利息は「その他の劣後タームローン」に含まれていた。）。

注記19　株主持分の変動（利益処分前）

（百万ユーロ）

資本金

資本剰余金、

準備金および

利益剰余金

為替差額金お

よび再評価差

額金

法定引当金

および

投資助成金

純利益 株主持分合計

2008年12月31日現在の残高 6,679 28,590 3 249 35,521
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2008年度に支払われた株式配当

金または利息
(145) (145)

資本金の変動 280 280

資本剰余金および準備金の変動 670 670

親会社の2008年度純利益処分額 249 (249)

利益剰余金の減少 (864) (864)

2009年度純利益 1,066 1,066

その他の変動

2009年12月31日現在の残高 6,959 28,500 3 1,066 36,528

2009年度に支払われた株式配当

金または利息
(1)

(423) (423)

資本金の変動 246 246

資本剰余金および準備金の

変動
(2)

530 530

親会社の2009年度純利益処分額 1,066 (1,066)

利益剰余金の減少
(3) (669) (669)

2010年度純利益 (552) (552)

その他の変動 (1) (1)

2010年12月31日現在の残高 7,205 29,004 2 (552) 35,659

(1) 表示金額は、2009年度における配当の現金による支払いに関係する。

(2) 増資に関連する資本剰余金477百万ユーロおよび法定準備金の53百万ユーロの増加を含む。

(3) 手形配当による616百万ユーロの減少および法定準備金の増加による53百万ユーロの減少を含む。

注記20　資本構成

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

株主持分 35,659 36,528

一般銀行業務リスク引当金 876 854

劣後債務および利益参加型有価証券 41,482 38,278

相互保証預託金

資本合計 78,017 75,660

注記21　子会社および関係会社との取引

2010年12月31日現在の残高2009年12月31日現在の残高

（百万ユーロ）

子会社および関係会社

との取引

子会社および関係会社

との取引

債権 374,870 342,413

銀行および信用機関 358,411 325,361

顧客 2,109 1,709

債券およびその他の利付証券 14,350 15,343

債務 113,728 72,284

銀行および信用金融機関 83,525 46,308

顧客 882 1,120

債務証券および劣後債務 29,321 24,856

付与コミットメント 52,672 22,142

銀行に付与される融資コミットメント 33,045 5,359

顧客に付与される融資コミットメント

銀行に付与される保証 15,857 12,610

顧客に付与される保証 3,770 4,173

売戻しオプションにより取得される有価証券

その他の付与コミットメント
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注記22　外貨建て取引

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ） 資産 負債 資産 負債

ユーロ建て 485,595 474,081 480,906 466,129

その他の欧州連合通貨建て 3,018 4,216 2,666 4,349

スイス・フラン建て 10,369 5,302 5,786 2,384

米ドル建て 12,486 24,370 10,981 24,295

円建て 587 114 601 89

その他の通貨建て 1,245 467 1,126 420

総額 513,300 508,550 502,066 497,666

経過利息およびその他の未収収益 21,012 20,919 19,601 21,222

減損 (4,843) (2,779)

合計 529,469 529,469 518,888 518,888

注記23　外国為替取引、貸付および借入

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ） 受領予定 引渡予定 受領予定 引渡予定

外貨建て 152 164 383 396

ユーロ建て 54 41 46 31

直物為替取引 206 205 429 427

外貨建て 40,166 11,524 43,881 8,763

ユーロ建て 2,217 30,761 1,715 37,530

外国為替先物取引 42,383 42,285 45,596 46,293

外貨建ての貸付および借入 2,830 324 224 208

外貨建ての貸付および借入 2,830 324 224 208

合計 45,419 42,814 46,249 46,928

注記24　先渡金融商品

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ）

ヘッジ

取引
その他 合計 合計

先物および先渡 654,792 471,9761,126,768 1,067,120

取引所取引
(1) 1,048 1,048 7,874

金利先物 1,048 1,048 7,874

通貨先物

株式および株式インデックス商品

その他先物

店頭取引
(1) 654,792 470,9281,125,720 1,059,246

金利スワップ 652,579 470,9281,123,507 1,057,534

その他の金利先渡 60

通貨先渡

金利先渡契約

株式および株式インデックス商品 2,213 2,213 1,652

その他の先渡契約

オプション 11,780 13,609 25,389 33,557
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取引所取引 106 106 7,748

金利先物

　・買建て 2,456

　・売建て 4,652

株式および株式インデックス商品

　・買建て 53 53 395

　・売建て 53 53 116

通貨先物

　・買建て

　・売建て

その他先物

　・買建て 129

　・売建て

店頭取引 11,674 13,609 25,283 25,809

金利スワップション

　・買建て 500 150 650 890

　・売建て 150 150 390

その他の金利先渡

　・買建て 11,130 4,438 15,568 17,156

　・売建て 4,438 4,438 4,526

通貨先渡

　・買建て 1,859 1,859 954

　・売建て 1,859 1,859 955

株式および株式インデックス商品

　・買建て 44 715 759 938

　・売建て

その他先渡

　・買建て

　・売建て

クレジット・デリバティブ 6,054 1,824 7,878 8,205

クレジット・デリバティブ契約

　・買建て 927 927 1,017

　・売建て 6,054 897 6,951 7,188

合計 672,626 487,4091,160,035 1,108,882

本注記には通貨に係るコミットメント（先渡為替取引および通貨スワップ）は含まれていない。かかる商品に関する情報は、

注記24.1および注記24.2に記載されている。

(1) 先物および先渡に係る表示金額は、ロング・ポジションおよびショート・ポジションの総額（金利スワップおよび金利

スワップション）、または買いと売りの契約金額の総額（その他の契約）に相当する。

24.1 先渡金融商品－残存期間別分析

合計

2010年12月31日
うち、店頭取引 うち、取引所取引

（百万ユーロ） 1年以内
1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超 1年以内

1年超

5年以内
5年超

先物 1,048 1,048

通貨オプション 3,045 673 3,045 673

金利オプション 209 590 209 590

通貨先物

金利先渡契約

金利スワップ 609,783262,303251,420609,783262,303251,420

通貨スワップおよびそ

の他の通貨商品
5,72015,64910,2675,72015,64910,267
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その他の金利オプショ

ン
3,9388,6247,4463,9388,6247,446

金利先渡

株式および株式イン

デックス先物および先

渡

111 161 1,942 111 161 1,942

株式および株式イン

デックス・オプション
161 124 580 55 124 580 106

株式、株式インデックス

および貴金属デリバ

ティブ

クレジット・デリバ

ティブ
6,054 668 1,1556,054 668 1,155

小計 629,860288,411273,400628,705288,411273,4001,154

先渡通貨取引 51,949 895 189 51,949 895 189

合計 681,809289,306273,589680,654289,306273,5891,154

24.2 先渡金融商品－公正価値

2010年12月31日 2009年12月31日

公正価値
想定元本

公正価値
想定元本

（百万ユーロ） プラス マイナス プラス マイナス

先物 1,048 7,874

通貨オプション 22 22 3,718 13 13 1,909

通貨先物

金利オプション 311 261 799 162 144 8,388

金利先渡契約

金利スワップ 24,275 24,2901,123,50624,19823,0381,057,534

通貨スワップ 541 240 31,636 323 745 71,570

金利先渡 60

その他の金利オプション 637 456 20,006 706 495 21,682

クレジット・デリバティブ 73 73 7,878 32 33 8,205

株式、株式インデックスおよび貴

金属デリバティブ
155 21 3,080 187 19 3,230

小計 26,014 25,3631,191,67125,62124,4871,180,452

先渡通貨取引 3,683 3,992 53,033 2,850 2,909 20,659

合計 29,697 29,3551,244,70428,47127,3961,201,111

注記25　受取利息および類似収益純額

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

銀行間取引 4,284 5,028

クレディ・アグリコル内部取引 6,397 7,806

顧客との取引 392 407

債券およびその他の利付証券 1,813 1,576

マクロ・ヘッジ取引による純利益

債務証券
(1) 40

その他の受取利息および類似収益
(1) 33 275

受取利息および類似収益 12,959 15,092

銀行との取引 (3,934) (4,906)

クレディ・アグリコル内部取引 (1,102) (1,145)

顧客との取引 (5,970) (6,226)
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債券およびその他の利付証券
(2) (859) (3,183)

マクロ・ヘッジ取引による純費用 (310) (615)

債務証券
(2) (1,865)

その他の支払利息および類似費用 (3) (8)

支払利息および類似費用 (14,043) (16,083)

受取利息および類似収益純額 (1,084) (991)

(1) 「債務証券」に係る「受取利息および類似収益」は、現在個別に表示されており、「その他の受取利息および類似収

益」の項目では既に表示されていない。2009年度におけるこれらの項目の金額は251百万ユーロであった。

(2) 「債務証券」に係る「支払利息および類似費用」は、現在個別に表示されており、「債券およびその他の利付証券に係

る支払利息および類似費用」の項目では既に表示されていない。2009年度におけるこれらの項目の金額は2,467百万

ユーロの損失であった。

注記26　有価証券からの収益

（百万ユーロ）

2010年

12月31日

2009年

12月31日

売却可能有価証券 1,272 871

持続可能な開発貯蓄口座（LDD） 2 10

満期保有有価証券 1

その他の有価証券取引 539 694

債券からの収益 1,813 1,576

非連結子会社および関係会社に対する投資ならびにその

他の長期有価証券
2,770 3,326

売却可能有価証券およびポートフォリオ有価証券 17 19

その他の有価証券取引

株式からの収益 2,787 3,345

有価証券からの総収益 4,600 4,921

注記27　受取報酬および手数料純額

2010年12月31日 2009年12月31日

（百万ユーロ） 収益 費用 純額 収益 費用 純額

銀行間取引 95 (10) 85 73 (15) 58

クレディ・アグリコル内部取引 492 (1,075)(583) 658 (976)(318)

顧客との取引 (3) (3)

有価証券取引 3 (11) (8) 11 (14) (3)

外国為替取引

先渡金融取引およびその他のオフバランス取引 (4) (4) (3) (3)

金融サービス 179 (216) (37) 180 (179) 1

手数料および報酬リスク引当金 21 (18) 3 7 (10) (3)

受取（支払）報酬および手数料純額合計
 

790 (1,337)(547) 929 (1,197)(268)

注記28　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の純利益（損失）

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

売買目的有価証券による利益（損失） 50 187

外国為替取引および類似金融商品による利益（損失） (27) 94

その他の先渡金融商品に係る利益（損失） (83) (1)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の純利益（損失） (60) 280

注記29　売却可能有価証券およびポートフォリオ有価証券に係る純利益（損失）
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（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

売却可能有価証券

減損損失 (341) (91)

減損の戻入 132 154

損失／戻入純額 (209) 63

売却益 97 192

売却損 (19) (49)

売却益（損）純額 78 143

売却可能有価証券に係る純利益（損失） (131) 206

ポートフォリオ有価証券

減損損失 (7) (7)

減損の戻入 20

損失／戻入純額 (7) 13

売却益

売却損

売却益（損）純額

ポートフォリオ有価証券に係る純利益（損失） (7) 13

売却可能有価証券およびポートフォリオ有価証券に係る純利益（損失） (138) 219

注記30　その他の銀行業務収益および費用

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

その他の収益 17 23

ジョイント・ベンチャーの持分 15

チャージ・バックおよび費用の分類変更 63 103

引当金の戻入額 18 1

リース・ファイナンスおよび類似取引

その他の銀行業務収益 98 142

その他の費用 (114) (130)

ジョイント・ベンチャーの持分 (5) (18)

チャージ・バックおよび費用の分類変更

引当金繰入額 (9) (2)

リース・ファイナンスおよび類似取引

その他の銀行業務費用 (128) (150)

その他の銀行業務収益／（費用）合計 (30) (8)

注記31　営業費用

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

従業員費用
(1)

給与 (275) (255)

社会保障費 (167) (144)

　－うち：確定拠出型退職給付制度への拠出 (3) (1)

利益配分およびインセンティブ制度 (29) (18)

給与関連税 (34) (30)

従業員費用合計 (505) (447)

従業員費用のチャージ・バックおよび分類変更 140 135

従業員費用純額 (365) (312)

管理費用
(2)

収益または給与関連以外に係る税金 (34) (30)

外部サービス (445) (419)
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その他の管理費用 1

管理費用合計 (479) (448)

管理費用のチャージ・バックおよび分類変更 110 121

管理費用純額 (369) (327)

営業費用合計 (734) (639)

(1) クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの業務執行役員会のメンバーに対する報酬額は、2009年12月31日現在が

18百万ユーロであったのに対して、2010年12月31日現在は21百万ユーロであった。

(2) 法定監査人に支払われる報酬に関する情報は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類に対する

注記に記載されている。

31.1 区分別の従業員数

（従業員の平均人数） 2010年12月31日2009年12月31日

マネージャー 2,791 2,700

マネージャー以外の従業員 542 575

合計 3,333 3,275

　うち：フランス 3,316 3,259

　　　　フランス国外 17 16

　うち：出向中である従業員 1,151 1,160

注記32　リスク費用

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

引当金繰入額および減損 (49) (81)

貸倒懸念貸出金および債権に係る減損 (2)

その他の引当金繰入額および減損 (49) (79)

引当金および減損の戻入額 29 74

貸倒懸念貸出金および債権に係る減損の戻入額 1 1

その他の引当金および減損の戻入額 28 73

引当金および減損の変動 (20) (7)

貸倒債権の償却－未引当

貸倒債権の償却－引当済 (3) (38)

条件緩和債権の割引

償却された貸倒債権の回収額 6 4

業務リスクに係る損失

リスク費用 (17) (41)

注記33　固定資産に係る純利益

金融固定資産

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

減損損失 (1,788) (1,742)

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期有価証券 (1,788) (1,742)

減損の戻入額 157 997

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期有価証券 157 997

減損損失／戻入額 (1,631) (745)

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期有価証券 (1,631) (745)

売却益 2 302
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満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期有価証券 2 302

売却損 (206) (928)

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期有価証券 (203) (928)

株式投資による債権の損失 (3)

売却益／（損）純額 (204) (626)

満期保有有価証券

関係会社に対する投資、株式投資およびその他の長期有価証券 (204) (626)

利益（損失）純額 (1,835) (1,371)

有形固定資産および無形資産

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

売却益 3 33

売却損

純利益（損失） 3 33

固定資産に係る純利益（損失） (1,832) (1,338)

注記34　法人所得税

（百万ユーロ） 2010年12月31日2009年12月31日

法人所得税
(1) 1,177 562

連結納税スキームに基づく税金に対する引当金繰入額純額 (41) (18)

正味残高 1,136 544

(1) 税務上の利益は主にクレディ・アグリコル・エス・エーが、連結納税グループの代表として、連結納税スキームの対象で

ある子会社から徴収した税金で構成される。

注記35　非協力的な国々または地域における進出

クレディ・アグリコル・エス・エーが直接または間接的に支配する事業体によって実行される投資プロジェ

クトおよび投資回収プロジェクトは、クレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会で定められ、当行グループ

の業務執行陣によって導入される戦略方針を遵守しなければならない。

当行グループの手順書により、クレディ・アグリコル・エス・エーの事業部門および業務サポート本部による

関与範囲の両方に関する枠組みが定められている。この手順に従い、取引から期待する経済的および財務的成果

が確実に得られるよう、グループ財務部門および戦略開発部門が助言を求められる。また、当該部門は、計画され

ている取引の適切性および当行グループの戦略方針との整合性が確実に保たれるよう取り計らう。グループ・リ

スク管理および恒常的統制部門、法令遵守部門および法務部門はすべて、それぞれの権限の範囲内で提言を行う

ことで、役割を担っている。

この原則は、個別の委員会の責任で、すべての子会社に適用され、すべての新しい商品および業務がこの原則の

対象となる。

クレディ・アグリコル・エス・エーは、フランス租税法第238-0 A条に定義されている非協力的な国々または

地域に直接的にも間接的にも進出している。

これらの事業に関する2010年12月31日現在の情報が以下に記載されている。
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国名 会社名 事象 法的形態

免許の内容

（該当する

場合）

資本持分

（％）
事業内容

ブルネイ
アムンディ・シンガポール・リミテッド ブルネイ

支店
支店 73.62％支店

リベリア

パーピュラ・インベストメンツ・コーポレーション
2011年1月

24日解散

有限責任

会社
97.77％船舶金融

ネザートン・ホールディングCorp.
2011年1月

24日解散

有限責任

会社
97.77％船舶金融

デル・シッピング・エス・エー
2011年1月

24日解散

有限責任

会社
97.77％船舶金融

ぺデスタル・インベストメンツ・コーポレーション
2011年1月

24日解散

有限責任

会社
97.77％船舶金融

ソラナム・シッピング・コーポレーション
2011年1月

24日解散

有限責任

会社
97.77％船舶金融

パナマ パークライト・インターナショナル・エス・エー
2011年1月

13日解散
株式会社 97.77％船舶金融

フィリピン

CLSA (フィリピン) Inc 現地法人 97.77％
ブローカレッ

ジ業務

CLSA エクスチェンジ・キャピタルInc 現地法人 58.66％投資会社

クレディ・アグリコル・CIB マニラ支店 支店 銀行業 97.77％支店

フィリピン・ディストレスド・アセッツ・アジア・

パシフィック (SPV-AMC) 1 Inc
現地法人 97.77％

減損した貸出

金の管理

フィリピン・ディストレスド・アセッツ・アジア・

パシフィック (SPV-AMC) 2 Inc
現地法人 62.57％

減損した貸出

金の管理

上記の事業体は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの恒常的統制部門の監督下にあるため、クレ

ディ・アグリコル・エス・エーの2011年度登録書類の取締役会会長の報告書（Rapport du Président du

Conseil d'administration）に記載されているように、法令遵守違反リスクの防止および管理の点で当行グルー

プの手順（具体的には、マネー・ロンダリングの防止およびテロ組織への資金供与の撲滅の上で必要な精励が含

まれる。）に従わなければならない。

2010年12月15日、リベリアおよびパナマにおける船舶金融会社の解散を承認するための株主総会が開催された

（リベリアにおける5社およびパナマにおける1社）。これらは、2011年1月13日および24日に清算および抹消され

た。

注：本注記において使用されている非協力的な国々または地域の一覧は、2010年2月12日に経済・産業・雇用大

臣の命令により発表されたものである。
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 792/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 793/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 794/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 795/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 796/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 797/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 798/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 799/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 800/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 801/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 802/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 803/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 804/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 805/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 806/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 807/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 808/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 809/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 810/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 811/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 812/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 813/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 814/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 815/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 816/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 817/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 818/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 819/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 820/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 821/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 822/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 823/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 824/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 825/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 826/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 827/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 828/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 829/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 830/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 831/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 832/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 833/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 834/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 835/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 836/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 837/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 838/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 839/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 840/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 841/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 842/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 843/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 844/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 845/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 846/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 847/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 848/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 849/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 850/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 851/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 852/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 853/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 854/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 855/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 856/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 857/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 858/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 859/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 860/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 861/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 862/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 863/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 864/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 865/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 866/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 867/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 868/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 869/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 870/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 871/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 872/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 873/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 874/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 875/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 876/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 877/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 878/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 879/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 880/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 881/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 882/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 883/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 884/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 885/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 886/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 887/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 888/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 889/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 890/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 891/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 892/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 893/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 894/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 895/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 896/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 897/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 898/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 899/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 900/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 901/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 902/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 903/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 904/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 905/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 906/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 907/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 908/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 909/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 910/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 911/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 912/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 913/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 914/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 915/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 916/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 917/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 918/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 919/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 920/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 921/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 922/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 923/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 924/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 925/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 926/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 927/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 928/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 929/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 930/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 931/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 932/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 933/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 934/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 935/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 936/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 937/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 938/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 939/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 940/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 941/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 942/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 943/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 944/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 945/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 946/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 947/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 948/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 949/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 950/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 951/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 952/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 953/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 954/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 955/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 956/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 957/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 958/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 959/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 960/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 961/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 962/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 963/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 964/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 965/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 966/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 967/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 968/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 969/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 970/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 971/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 972/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 973/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 974/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 975/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 976/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 977/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 978/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 979/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 980/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 981/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 982/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 983/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 984/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 985/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 986/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 987/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 988/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 989/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 990/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 991/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 992/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 993/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 994/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 995/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 996/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 997/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 998/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

 999/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1000/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1001/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1002/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1003/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1004/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1005/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1006/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1007/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1008/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1009/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1010/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1011/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1012/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1013/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1014/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1015/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1016/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1017/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1018/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1019/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1020/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1021/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1022/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1023/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1024/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1025/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1026/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1027/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1028/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1029/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1030/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1031/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1032/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1033/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1034/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1035/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1036/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1037/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1038/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1039/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1040/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1041/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1042/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1043/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1044/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1045/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1046/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1047/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1048/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1049/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1050/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1051/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1052/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1053/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1054/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1055/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1056/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1057/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1058/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1059/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1060/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1061/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1062/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1063/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1064/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1065/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1066/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1067/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1068/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1069/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1070/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1071/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1072/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1073/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1074/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1075/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1076/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1077/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1078/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1079/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1080/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1081/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1082/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1083/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1084/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1085/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1086/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1087/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1088/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1089/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1090/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1091/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1092/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1093/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1094/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1095/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1096/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1097/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1098/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1099/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1100/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1101/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1102/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1103/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1104/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1105/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1106/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1107/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1108/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1109/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1110/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1111/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1112/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1113/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1114/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1115/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1116/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1117/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1118/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1119/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1120/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1121/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1122/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1123/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1124/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1125/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1126/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1127/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1128/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1129/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1130/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1131/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1132/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1133/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1134/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1135/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1136/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1137/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1138/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1139/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1140/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1141/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1142/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1143/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1144/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1145/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1146/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1147/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1148/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1149/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1150/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1151/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1152/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1153/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1154/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1155/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1156/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1157/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1158/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1159/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1160/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1161/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1162/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1163/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1164/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1165/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1166/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1167/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1168/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1169/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1170/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1171/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1172/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1173/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1174/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1175/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1176/1332



次へ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1177/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1178/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1179/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1180/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1181/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1182/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1183/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1184/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1185/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1186/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1187/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1188/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1189/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1190/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1191/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1192/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1193/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1194/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1195/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1196/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1197/1332



EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1198/1332



EDINET提出書類
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２ 【主な資産・負債及び収支の内容】

「第6　経理の状況―1　財務書類―(1)　2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結

財務書類―(3)　連結財務書類に対する注記」および「第6　経理の状況―1　財務書類―(1)　2012年12月31日お

よび2011年12月31日に終了した会計年度―B.　クレディ・アグリコル・エス・エー財務書類―(2)　クレディ・

アグリコル・エス・エー財務書類に対する注記」を参照。

３ 【その他】

(1) 後発事象

最近の動向

発行済みの優先債券および劣後債券

2012年12月31日から2013年5月14日までの間において、発行者（フランスにおいて一般に公正妥当と認めら

れる会計原則に従って報告を行う親会社のみ）の、2013年5月14日から1年より後に償還期限が到来する「発行

済債券」の額面金額（純額）について、5,600百万ユーロを超える増加はなく、また、2013年5月14日から1年よ

り後に償還期限が到来する「劣後債券」の額面金額（純額）について、500百万ユーロを超える減少はなかっ

た。

特定の複合デリバティブの評価に関する誤り

クレディ・アグリコル・エス・エーの2012年12月31日現在および2012年12月31日に終了した事業年度に係

る連結財務書類には、特定の複合デリバティブの評価に関する誤りが含まれている。かかる誤りを訂正すると、

クレディ・アグリコル・エス・エーの2012年度における連結の収益、営業総利益および当期純損失－当行グ

ループの持分は、それぞれ、当初公表された16,315百万ユーロ、4,278百万ユーロおよびマイナス6,471百万ユー

ロに対して、16,440百万ユーロ、4,403百万ユーロおよびマイナス6,389百万ユーロとなった。クレディ・アグリ

コル・エス・エーの2012年12月31日現在の連結の株主持分－当行グループの持分および株主持分合計は、それ

ぞれ、当初公表された39.7十億ユーロおよび45.2十億ユーロに対して、39.6十億ユーロおよび45.1十億ユーロ

となった。本書に記載された2012年度の財務情報は修正再表示されていない。

2013年3月31日現在のクレディ・アグリコル・エス・エーの財務レビュー

2013年度第1四半期

主要事業における収益および利益の回復

2013年度第1四半期におけるクレディ・アグリコル・エス・エー

事業部門の収益：4.8十億ユーロ（前年同期比9.0％減）

自行債券の再評価およびCVA（信用評価調整）／DVA（負債評価調整）を除く当期純利益－当行グループの持

分：726百万ユーロ

当期純利益－当行グループの持分：469百万ユーロ（前年同期比50.8％増）

コアTier 1比率：

金融コングロマリット規制の暫定適用前：9.7％（50ベーシス・ポイント増）

暫定規制の適用後：8.5％

クレディ・アグリコル・エス・エー

EDINET提出書類
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2013年5月6日に開催されたクレディ・アグリコル・エス・エーの取締役会は、ジャン－マリー・サンデールが

議長を務め、2013年度第1四半期の財務書類について審議した。

当期純利益－当行グループの持分は、債券発行の再評価およびIFRS第13号（CVA/DVA）の適用による影響の勘

案前は726百万ユーロであった。これらの事由の勘案後は469百万ユーロであった。新たな会計基準の適用に起因

するこれらの変動要素を除き、報告された業績は、例外的な事由の影響を受けなかった。

クレディ・アグリコル・エス・エーの最高経営責任者であるジャン－ポール・シフレによると、報告された業

績は、良好でない経済状況において、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの主要事業における収益お

よび利益が回復したこと、リスク費用を一貫して抑制したことならびに費用を着実に減少させたことを反映して

いる。

2013年度第1四半期において、リテール・バンキングは好調な業績を残し、当行グループの支店ネットワーク

（地域金庫、LCLおよび在外銀行）のすべてにおいて、前年同期比で、オンバランスシートの顧客預金が5.5％およ

び貸出しが0.5％増加した。また、貯蓄（アムンディおよびプライベート・バンキング）事業セグメントおよび保

険事業セグメントの事業は安定しており、当四半期において14十億ユーロを超える正味新規流入が得られ、また、

資産管理および生命保険の両分野で市場シェアを拡大した。これらの事業の総収益は、2012年度第1四半期と比較

して緩やかに15百万ユーロ増加した。

消費者金融ならびに法人営業および投資銀行における収益は、2012年12月に終了したリストラクチャリング計

画の影響を受けて、2012年度第1四半期と比較して減少した。2013年度第1四半期におけるこれらの事業部門の収

益は、意図的な事業縮小および2012年度第1四半期に比べて勢いの弱い債券市場により、悪影響を受けた。

リスク費用は、引き続き全体的に抑制された。リスク費用は、年換算で、残高の68ベーシス・ポイントとなり、

2012年度第2四半期および第3四半期（それぞれ64ベーシス・ポイントおよび60ベーシス・ポイント）とほぼ同

じであったが、アゴス・デュカートのために引当金の計上が増加した2012年度第1四半期および第4四半期と比べ

ると低かった。2013年度第1四半期において、イタリアの消費者金融子会社に対する引当金は、2013年度の予想

（232百万ユーロ）に沿った水準に戻った。リテール・バンキングにおいて、リスク費用の推移は、LCLにおける

2013年度の予想に沿っており（2012年度第1四半期の34ベーシス・ポイントと比較して37ベーシス・ポイン

ト）、また、カリパルマにおいては2012年度第4四半期と比較して変動しなかった。法人営業および投資銀行にお

いて、リスク費用は、28ベーシス・ポイントと依然としてかなり低く、その大半は集合的引当金に対する正味引当

金費用であった。

営業費用は、2012年度第1四半期と比較して減少した。これは第1四半期において、税金が前年同期比で25百万

ユーロ増加したことに鑑みると特筆すべきことである。当四半期における実質的な減少は125百万ユーロで、当四

半期の原価基準に対して-4.2％であった。かかる減少に寄与した主要な事業部門は、専門金融サービスならびに

法人営業および投資銀行であり、リストラクチャリング計画の指針に従い、各々、5％および11％の人員削減を

行った。費用は、情報システム、購買および不動産の主要な3分野での最適化を通じてクレディ・アグリコル・エ

ス・エーの営業費用を2016年までに650百万ユーロ削減することを目的とするMUSTプログラムの段階的な実施に

よって、引き続き削減される。

ソルベンシーの分野において、クレディ・アグリコル・エス・エーは、その比率の本質的な強化を継続した。第

1四半期に効力が発生したエンポリキの連結除外により、2013年3月末におけるクレディ・アグリコル・エス・

エーのコアTier 1比率は、2012年12月末時点より0.5％上昇するはずであった。しかしながら、2013年度において、

バーゼル3の成立前に暫定的な金融コングロマリット規制が適用される。かかる規制によりコアTier 1比率は113

ベーシス・ポイントの悪影響を受け、結果的に8.5％低下した。かかる数値は、2012年度の年次業績で開示されて

いる「スイッチ」メカニズムの拡大の前、かつ2014年から実施されるバーゼル3の適用前の、低い値である。

クレディ・アグリコル・グループの流動性ポジションは、引き続き強化されている。当行グループの貸借対照

表上の現金（銀行預入れ）は、2013年3月31日現在、1,048十億ユーロであり、長期資金使途のための長期資金調達

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1278/1332



源の余剰資金は、第1四半期末現在、48十億ユーロであった。流動性準備金により、短期市場資金は十分に

（165％）補填された。さらに、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2013年3月末現在、12十億ユーロに設定さ

れている年間の中長期市場発行プログラムの45％を完了した。当行グループの支店ネットワークを通じて行われ

た発行および特別子会社により調達された追加資金は、第1四半期において4十億ユーロを計上した。

クレディ・アグリコル・エス・エー連結業績

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
* 変動

収益 3,853 5,219 (26.2％)

営業費用 (2,879) (2,984) (3.5％)

営業総利益 974 2,235 (56.5％)

リスク費用 (765) (943) (18.9％)

営業利益 209 1,292 (83.9％)

持分法適用会社 347 415 (16.2％)

その他の資産に係る純利益／（損失） 20 (5) nm

のれんの変動額 - - -

税引前利益 576 1,702 (66.2％)

税金 (26) (471) (94.5％)

非継続事業からの純利益／（損失） 6 (907) nm

当期純利益 556 324 +71.6％

少数株主持分損益 87 13 6.8倍

当期純利益－当行グループの持分 469 311 +50.7％
＊
　2012年度第1四半期の数値は、IFRS第5号に基づくエンポリキ、シュヴルーおよびCLSAの再分類に関連して修正
再表示されており、また、限定された数の複合デリバティブ取引の評価の変更を含む。

2013年度第1四半期におけるクレディ・アグリコル・エス・エーの収益は、3,853百万ユーロであった。かかる

金額は、債券発行および初日CVA/DVAの再評価に関連する修正再表示の後は4,260百万ユーロとなり、2012年度第1

四半期の数値と比較するには、これに2012年度に実施されたハイブリッド債務の買戻しによる864百万ユーロの

利益を含めなければならない。事業部門からの収益の推移を分析すると、471百万ユーロすなわち9.0％の減少で

あった。リテール・バンキング事業部門および貯蓄事業部門からの収益は、これらの事業部門の安定した業績お

よび回復を反映して、処分益および引当金の戻入額などの特別項目に関連する修正再表示の後、わずかに（15百

万ユーロ）増加した。専門金融における収益（96百万ユーロの減少）ならびに法人営業および投資銀行における

収益（228百万ユーロの減少）は、リストラクチャリング計画で意図された事業の縮小を反映している。また、法

人営業および投資銀行は、2012年度第1四半期に比べて脆弱な債券市場の影響を受けた。

営業費用は、2012年度第1四半期に対して減少し、2,879百万ユーロとなった。これは、第1四半期において税金

が前年同期比で25百万ユーロ増加したことに鑑みると特筆すべきことである。当四半期における実質的な減少は

125百万ユーロで、当四半期の原価基準に対して-4.2％であった。かかる減少に寄与した主要な事業部門は、専門

金融サービスならびに法人営業および投資銀行であり、リストラクチャリング計画の指針に従い、各々、5％およ

び11％の人員削減を行った。

リスク費用は、引き続き抑制され、全体で765百万ユーロとなり、2012年度第1四半期から18.9％減少した。リス

ク費用は、年換算で、残高の68ベーシス・ポイントとなり、2012年度第2四半期および第3四半期（それぞれ64ベー

シス・ポイントおよび60ベーシス・ポイント）とほぼ同じであったが、アゴス・デュカートのために引当金の計

上が増加した2012年度第1四半期および第4四半期と比べると低かった。2013年度第1四半期において、この消費者

金融子会社に対する引当金は、232百万ユーロであった。リテール・バンキングにおいて、リスク費用の推移は、

LCLにおける予想に沿っており（2012年度第1四半期の34ベーシス・ポイントと比較して37ベーシス・ポイン

ト）、また、カリパルマにおいては2012年度第4四半期と比較して変動しなかった。法人営業および投資銀行にお
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いて、リスク費用は、28ベーシス・ポイントと依然としてかなり低く、その大半は、主に集合的引当金に対する正

味引当金費用であった。

減損した貸出金（クレディ・アグリコル内部取引、経過利息およびファイナンス・リースを除く。）は16.4十

億ユーロとなり、顧客ローンおよび銀行間ローンの合計残高の3.6％であった（2012年3月31日現在は3.2％（エ

ンポリキ、シュヴルーおよびCLSAの除外に関連する修正再表示後の数値））。減損した貸出金は、2012年3月31日

現在の57.8％（修正再表示後）に対して最大で57.4％まで個別引当金により補填された。減損した貸出金のカバ

レッジ比率は、集合的引当金を含み、74.9％であった。

持分法適用会社の利益は、もっぱら地域金庫によるものであり、347百万ユーロとなった。

総じて、2013年度第1四半期におけるクレディ・アグリコル・エス・エーの当期純利益－当行グループの持分

は、469百万ユーロとなった。債券発行および初日CVA/DVAの再評価に関連して修正再表示された後、純利益は、

2012年度第1四半期における327百万ユーロの純利益（債券発行の再評価に関連する修正再表示後）と比較して、

726百万ユーロとなった。

ソルベンシー

ソルベンシー分野では、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2013年度第1四半期において、その比率の本質

的な強化を継続した。第1四半期に効力が発生したエンポリキの連結除外（リスク加重資産の15.5十億ユーロの

減少）により、2013年3月末におけるクレディ・アグリコル・エス・エーのコアTier 1比率は、2012年12月末時点

より0.5％上昇するはずであった。

しかしながら、2013年度において、バーゼル3の成立前に暫定的な金融コングロマリット規制が適用される。従

前は資本合計から控除されていた保険会社の株式は、今後は分母に加重され、エクイティ・エクスポージャーと

して扱われる（370％の加重）。かかる規制によりコアTier 1比率は113ベーシス・ポイントの悪影響を受け、結

果的に8.5％低下した。かかる数値は、2012年度の年次業績で開示されている「スイッチ」メカニズムの拡大の

前、かつ2014年から実施されるCRD4規則（バーゼル3）の適用前の、低い値である。

全体的な比率は、2012年12月末時点の13.2％および2012年3月末時点の13.9％と比較して、2013年3月末現在は

15.1％であった。

流動性

クレディ・アグリコル・グループの貸借対照表上の現金（銀行預入れ）は、2013年3月末現在、1,048十億ユー

ロであった。

当行グループが市場の取引相手先から調達し、369日以内に償還される未払債務に相当する短期債務（レポ取

引と逆レポ取引の相殺決済および中央銀行からの借換えを除く。）は、2013年3月31日現在、139十億ユーロであっ

た。第1四半期において、短期資金調達の総額は7十億ユーロ増加して178十億ユーロとなり、当四半期において貸

借対照表上の流動資産は8十億ユーロ増加して226十億ユーロとなった。

長期資金使途のための長期資金調達源の余剰資金は、2013年3月31日現在、48十億ユーロであり、2012年12月31

日現在に比べてわずかに増加した。2013年3月31日現在の長期資金調達源は、合計で870十億ユーロであり、その内

訳は、長期市場資金、顧客関連資金および資本（ならびに類似の項目）である。かかる金額は、前四半期から9十億

ユーロ増加した。顧客関連資産（売買目的資産）に関する資金調達需要は、当四半期において8十億ユーロ増加

し、822十億ユーロとなった。

2013年3月31日現在の準備金（ヘアカット後）は、2012年12月31日現在（230十億ユーロ）とほぼ同じ229十億

ユーロであった。かかる金額により、短期市場資金は十分に（165％）補填された。利用可能な準備金（ヘアカッ

ト後）の内訳は、114十億ユーロの中央銀行からの借換えにも利用できる流動市場証券、53十億ユーロの中央銀行

預り金（現金および強制準備金を除く。）および62十億ユーロの中央銀行からの借換えに利用できる資産であ
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る。

中長期の資金調達に関して、クレディ・アグリコル・エス・エーは、2013年1月1日以降、5.4十億ユーロを調達

しており、したがって、2013年の中長期市場発行プログラムの45％が完了している。また、支店ネットワークおよ

び特別子会社は、2013年度第1四半期において、4十億ユーロを調達している。

事業部門別業績

1．フランス国内リテール・バンキング

2013年度第1四半期において、フランス国内リテール・バンキングは好調であった。支店ネットワークは強い勢

いを維持し、オンバランスシートの預金は、2013年3月31日現在、前年同期比で5.4％増加し、416.2十億ユーロと

なった。かかる安定した業績は、通帳式口座の伸びを反映しており、新規預金の純額は前年同期比で11.6％および

2013年度第1四半期のみで3.4％増加した。定期預金の増加もまたオンバランスシートの預金の著しい伸びの一因

であり、2012年3月31日現在と比較して8.3％増加した。同時に、オフバランスシートの預金は引き続き回復してお

り、前向きな市場の影響および生命保険の利息改定により、前年同期比で1.3％増加した。その金額は、2013年3月

31日現在、318.1十億ユーロであった。貸出金は、2012年度全体で1.4％増加した後、2012年3月31日現在の水準から

0.4％上昇した。その金額は、2013年3月31日現在483.1十億ユーロであった。

預貸率は、2013年3月31日現在124％であり、2012年12月31日現在とほぼ同じで、2012年3月31日現在より3パーセ

ント・ポイント上昇した。

地域金庫の営業利益への寄与は、2013年度第1四半期において367百万ユーロであり、2012年度第1四半期に計上

された372百万ユーロから1.4％減少した。第1四半期における報告された当期純利益－当行グループの持分は、

SACAMアンテルナシオナルの株式の減損（2012年度第4四半期に設定された引当金への-12百万ユーロの追加計

上）後、また、住宅購入貯蓄計画に対する引当金の影響を受けて、343百万ユーロとなった。

LCLの寄与は、2013年度第1四半期において、前年同期比で15.4％減少し、172百万ユーロであった。2012年度第1

四半期に計上された住宅購入貯蓄計画（HPSP）に対する引当金および小切手画像処理（CIE）に関する罰金に対

する引当金の戻入額に関連して修正再表示された後、かかる減少は2.0％となった。

総じて、2013年度第1四半期における、事業部門の活動による当期純利益－当行グループの持分は、547百万ユー

ロとなり、2012年度第1四半期と比較して2.8％減少した。住宅購入貯蓄計画に対する引当金、SACAMアンテルナシ

オナルの株式の減損および小切手画像処理に関する罰金の影響を除くと、事業部門の当期純利益－当行グループ

の持分は、2012年度第1四半期から1.6％減少した。

1.1－クレディ・アグリコル地域金庫

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
変動

収益 3,527 3,419 +3.2％
*

営業費用 (1,866) (1,833) +1.8％

リスク費用 (404) (333) +21.4％

営業利益 1,257 1,253 +0.3％

コスト比率 52.9％ 53.6％ (0.7pp)

持分法で計上された当期純利益（約25％） 214 227 (5.7％)

準備金に対する持分の変動 129 145 (11.2％)

当期純利益－当行グループの持分（約25％） 343 372 (7.7％)
＊
　SACAMアンテルナシオナルの株式の減損（収益における-45百万ユーロ）およびHPSPに対する引当金を除く
と、前年同期比+6.6％。
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2013年度第1四半期において、地域金庫は、事業を行うすべての分野で均衡の取れた成長を実現する戦略を継続

した。

貯蓄預金は、引き続き強い勢いで伸び、顧客資産は前年同期比で3.4％増加し、575.3十億ユーロとなった。かか

る伸びは、オンバランスシートの預金によってさらに高まり、残高は、2013年3月末現在、前年同期比で5.3％増加

し、334.3十億ユーロとなった。オンバランスシートの預金は、定期預金（7.0％増加）および通帳式口座（12.5％

増加）（制限付口座（Livret AおよびLDD）がほとんどである。）が好調の主な要因である。通帳式口座は、12ヶ

月間で15.9十億ユーロの預金を受け入れ、そのうち2013年度第1四半期においては3.2十億ユーロであり、これは

2012年3月末と比較して34.3％の増加である。地域金庫は同時に、オフバランスシートの預金についても安定した

勢いを維持し、2013年3月末現在、前年同期比で1.0％増加し、241.0十億ユーロとなった。かかる業績は、主に生命

保険によるものであり、顧客資金は前年同期比で2.7％増加した。

貸出金残高は、不安定な経済を背景とした需要の顕著な落込みにより、2013年3月31日現在、前年同期比0.1％増

の394.1十億ユーロに留まった。住宅ローンの残高は、2012年度全体で2.2％増加した後、1.5％の伸びに減速した。

預貸率は、制限付通帳式口座の預金供託金庫における中央管理の増加にもかかわらず、2013年3月末現在126％

となり、これは2012年12月末と比較して同水準であり、2012年3月31日からは3パーセント・ポイントの改善であ

る。

地域金庫の収益（グループ内部取引について修正再表示後）は、2013年度第1四半期において3,527百万ユーロ

となり、2012年度第1四半期に対して3.2％増加した。かかる増加は、預金の大きな伸び、借換状況の改善および保

険事業における収益の伸びによるものである。

費用の増加は、2013年度第1四半期において、前年同期比で1.8％抑制された。これは、改正財政法および社会保

障財政法の一部として2012年に実施された新たな税金を含み、かかる税金は、2012年度第2四半期現在で地域金庫

の業績に影響を与え始めた。

リスク費用は、2013年度第1四半期において404百万ユーロを計上し、非常に低い基準の比較ではあるが2012年

度第1四半期に比べて21.4％増加した。残高に対するリスク費用は、2012年度第1四半期から2013年度第1四半期ま

での間に6ベーシス・ポイント増加した。かかるリスク費用の増加は、限られた数の地域金庫および少数の貸出金

に集中していた。減損した貸出金の比率は、とりわけ法人顧客向け貸出金に起因して、前年同期比10ベーシス・ポ

イント増の2.5％であったが、集合的引当金を含むカバレッジ比率は、2013年3月末現在106.7％と依然として高

かった。

営業利益は、営業収益の大きな伸びがリスク費用の増加を相殺して、2012年度第1四半期から0.3％増加し、2013

年度第1四半期において1,257百万ユーロであった。

当期純利益－クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの持分への地域金庫の寄与は、2013年度第1四半

期において343百万ユーロであり、2012年度第1四半期より7.7％低かった。SACAMアンテルナシオナルの株式の減

損および住宅購入貯蓄計画に対する引当金による悪影響を除くと、当期純利益－当行グループの持分は367百万

ユーロであり、2012年度第1四半期からわずかに1.4％減少した。

1.2－LCL

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
変動

収益 975 1,012 (3.7％)

営業費用 (613) (616) (0.5％)

営業総利益 362 396 (8.6％)

リスク費用 (89) (78) 14.0％

営業利益 273 318 (14.2％)

持分法適用会社 - - -

その他の資産に係る純利益／（損失） 5 (1) nm
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のれんの変動額 - -

税引前利益 278 317 (12.0％)

税金 (97) (102) (5.0％)

非継続事業からの純利益（税引後）

当期純利益 181 215 (15.4％)

少数株主持分損益 9 11 (15.1％)

当期純利益－当行グループの持分 172 204 (15.4％)

2013年度第1四半期においては、預金の増加と貸出しの控えめな伸びの複合という、2012年度に見られた傾向が

持続した。

顧客資産は、事業の強い勢いに牽引され、前年同期比で4.2％増加し、159十億ユーロとなった。オンバランス

シートの預金は、主に、通帳式口座預金の8.5％の伸びにより、2012年3月31日現在より6.0％増加した。オフバラン

スシートの預金は、主に、極めて大きな伸びを見せた生命保険における新規積立金（1年間で7.3％増）により、前

年同期比で2.3％増加した。

貸出金残高は、前年同期比で1.8％増加し、2013年3月末現在、89.0十億ユーロとなった。かかる傾向の主要因は、

住宅ローンの増加（2012年3月から2013年3月までの間に2.8％増加）であった。

その結果、LCLの預貸率は、1年前の116％からわずかに改善し、2013年3月末において115％となり、2012年12月末

時点とほぼ同じであった。

2013年度第1四半期における収益は、前年同期比で3.7％減少した。2012年度第1四半期と異なり、収益には、劣後

債務の買戻しによる重要な手取金は含まれなかった。しかしながら、仲介マージンは明るい傾向を見せた。

2012年度第1四半期および2013年度第1四半期における住宅貯蓄計画の影響ならびに2012年度第1四半期に計上

された小切手画像処理に関する引当金の戻入額を除くと、収益は、わずかに0.4％減少した。

費用は、引き続き抑制され、2012年度第1四半期に対して0.5％減少した。住宅購入貯蓄計画に対する引当金およ

び小切手画像処理に関する引当金の戻入額に関連する修正再表示の後、コスト比率は62.1％となり、2012年度第1

四半期とほぼ同じであった。

2013年度第1四半期におけるリスク費用は、2012年度第1四半期と比較して、残高の14.0％増加した。残高に対す

るリスク費用の比率は、2012年3月から2013年3月までの間に3ベーシス・ポイント上昇した。2013年3月31日現在

における貸出金残高合計に占める減損した貸出金の割合は、2012年3月31日現在および2012年12月31日現在の

2.4％から2.5％に増加した。減損した貸出金のカバレッジ比率（集合的引当金を含む。）は2013年3月末現在にお

いて73.8％であった。

総じて、営業利益は8.6％減少し、当期純利益－当行グループの持分は、2012年度第1四半期から15.4％減少し、

172百万ユーロとなった。住宅購入貯蓄計画に対する引当金および2012年度第1四半期に計上された小切手画像処

理に関する引当金の戻入額に関連する修正再表示の後、当期純利益－当行グループの持分は、2012年度第1四半期

と比較して2.0％減少した。

2．国際リテール・バンキング

2013年度第1四半期における当期純利益－当行グループの持分は、2012年度第1四半期における829百万ユーロ

の損失と比較して、28百万ユーロであり、これには、2013年2月1日に売却が完了したギリシャにおける子会社であ

るエンポリキが含まれている。

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
* 変動

収益 595 593 +0.2％

営業費用 (386) (392) (1.6％)
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営業総利益 209 201 +3.5％

リスク費用 (197) (117) +67.2％

営業利益 12 84 (85.8％)

持分法適用会社 - 24 (98.3％)

その他の資産に係る純利益 17 2 7.7倍

税引前利益 29 110 (73.4％)

税金 (1) (42) (97.6％)

非継続事業からの純利益／（損失）（税引後） 3 (904) nm

当期純利益 31 (836) nm

少数株主持分損益 3 (7) nm

当期純利益－当行グループの持分 28 (829) nm
＊
　IFRS第5号に基づくエンポリキの再分類に関連して修正再表示されている。

イタリアでは、悪化しつつある状況においても、カリパルマの事業の勢いは好調であり、十分な運営効率を維

持した。

2013年3月末現在、支店ネットワークのマーケティング努力により、オンバランスシートの預金の伸びは安定し

ていた。その金額は、2013年3月末現在、合計で35.8十億ユーロであり、ほとんどが小規模企業および中小企業の事

業部門に集中していた。同時に、市場の縮小により、貸出金残高は2.0％減少した。

2013年度第1四半期における収益は、前年同期比で3.3％減少した。選別されたローン組成に係るマージンなら

びに受取報酬および手数料は安定していた。同期間における費用は、2012年度第1四半期から2013年度第1四半期

までの間の283のフルタイム当量の削減ならびにカリパルマの業務過程および組織の見直しを反映して、2.8％減

少した。2013年度第1四半期におけるリスク費用は、前年同期比で44.2％増加して105百万ユーロとなったが、2012

年度第4四半期と比較すると15.5％減少した。かかる金額は、2012年におけるイタリア銀行による銀行業界全体に

わたる監査を受けた現地会計の影響（ほぼ予想どおりである。）を含まない。これは、リスク費用に39百万ユーロ

の影響を及ぼしたが、うち35百万ユーロは、2012年度第4四半期にクレディ・アグリコル・エス・エーのコーポ

レート・センターが計上した引当金によって補填された。カリパルマの2013年度第1四半期における不良債権率

は9.1％であり、かかる債権は、集合的引当金を含む引当金によって45.5％が補填された。

当期純利益－当行グループの持分に対するカリパルマの寄与は、イタリア銀行に対する引当金に関連する修正

再表示後、2013年度第1四半期において28百万ユーロとなり、2012年度第4四半期から9.8％の減少であった。

カリトを含むカリパルマ・グループの寄与は、38百万ユーロであった。

3．専門金融サービス

専門金融サービスは、2013年度第1四半期において黒字に転換し、当期純利益－当行グループの持分は、2012年

度第1四半期における28百万ユーロの損失と比較して20百万ユーロであった。勢いのない経済状況の中、リストラ

クチャリング計画の一環として、事業の取引高は再度意図的に制限された。収益は、2012年度第1四半期より

10.4％減少した。費用は、リストラクチャリング計画の最初の影響を受けて、5.8％減少した。リスク費用は、主に

イタリアにおけるアゴスの状況を反映して、依然として多額ではあるが、大きく減少した。

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
変動

収益 825 921 (10.4％)

営業費用 (386) (410) (5.8％)

営業総利益 439 511 (14.1％)

リスク費用 (430) (625) (31.1％)

営業利益 9 (114) nm

持分法適用会社 6 5 43.2％

その他の資産に係る純利益 - - nm
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のれんの変動額 - - nm

税引前利益 15 (109) nm

税金 (15) (3) nm

非継続事業からの純利益 - - nm

当期純利益 0 (112) nm

少数株主持分損益 (20) (84) (76.2％)

当期純利益－当行グループの持分 20 (28) nm

消費者金融事業は、消費者金融市場の軟化およびリストラクチャリング計画に基づき実施された措置の複合

的な影響を受けつつ、事業活動および流動性支出の抑制の影響を反映して、前四半期とほぼ同じであった。その結

果、クレディ・アグリコル・コンシューマー・ファイナンス（CACF）の連結貸付残高は、前年同期比で7.7％減少

したものの安定化しており、2012年12月31日以降は0.3％しか減少していない。その金額は、2012年12月31日現在

の47.6十億ユーロおよび2012年3月31日現在の51十億ユーロと比較して、2013年3月31日現在は47.1十億ユーロで

あった。アゴス・デュカートの残高は意図的に抑制され、1年間で1.4十億ユーロ減少した。2013年3月31日現在の

顧客残高は、2012年12月31日現在より0.4十億ユーロ減少した。運用資産額は、2013年3月31日現在、73十億ユーロ

であった。その地域別内訳は、前四半期とほぼ同じで、残高の38％がフランス、34％がイタリア、そして28％がその

他の国々である。

7四半期間に及ぶ減少の後、CACFの収益は、マージンの増加により、2012年度第4四半期と比較して2.2％増加し

た。営業費用は、リストラクチャリング計画による最初の費用節減の効果があり、2012年度第1四半期より5.8％減

少した。

イタリア以外では、リスク費用は引き続き管理され、アゴスを除くCACFの数値は、2012年度第4四半期における

137ベーシス・ポイントと比較して、2013年度第1四半期において140ベーシス・ポイントであった。アゴスのリス

ク費用は、第4四半期に追加の引当金が計上された後で急減した。その金額は、2012年度第4四半期における416百

万ユーロ（残高の341ベーシス・ポイント）と比較して、2013年度第1四半期においては232百万ユーロ（残高の

195ベーシス・ポイント）であった。

CACFの当期純利益－当行グループの持分は好転し、合計で8.5百万ユーロとなった。

リース・ファイナンスおよびファクタリングの事業は引き続き、リストラクチャリング計画に対応し、取引量

が全体的に減少したが、マージンが多額であったことで一部相殺された。リース・ファイナンスの残高は、2012年

3月31日現在の17.9十億ユーロと比較して、2013年3月31日現在は16.4十億ユーロであった。ファクタリングにお

いて、2013年度第1四半期におけるファクタリング取引量は、フランス国内および国外において、前年同期比で3％

減少し、13.6十億ユーロとなった。2013年度第1四半期における収益および営業費用は、前年同期比で5.8％減少し

た。

4．貯蓄管理および保険

この事業部門には、資産運用、保険、プライベート・バンキングおよび資産運用が含まれる。

2013年3月31日現在の運用資金は、2012年12月31日現在と比較して25.0十億ユーロ増加し、事業部門全体で14.2

十億ユーロのプラスの正味新規流入があったが、うち11.1十億ユーロはアムンディ、2.2十億ユーロは生命保険、

0.9十億ユーロはプライベート・バンキングに係るものであった。堅調な業績に加え、同事業部門は、市場および

為替によるプラスの影響額10.8十億ユーロにより、利益を享受した。運用資金総額は、2013年3月31日現在、

1,109.4十億ユーロで、当四半期において2.3％の増加であった。同事業部門の当期純利益－当行グループの持分

は、2013年度第1四半期において403百万ユーロとなり、収益に資産運用における売却益60百万ユーロが含まれて

いた2012年度第1四半期と比較して11.5％の減少であった。

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1285/1332



（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
変動

収益 1,275 1,387 (8.0％)

営業費用 (609) (588) +3.7％

営業総利益 666 799 (16.7％)

リスク費用 (1) (51) ns

営業利益 665 748 (11.1％)

持分法適用会社 6 2 3.8倍

その他の資産に係る純利益 - - ns

のれんの変動額 - - ns

税引前利益 671 750 (10.4％)

税金 (228) (241) (5.1％)

非継続事業からの純利益 - -

当期純利益 443 509 (13.0％)

少数株主持分損益 40 54 (25.4％)

当期純利益－当行グループの持分 403 455 (11.5％)

資産運用において、アムンディは堅調な業績を達成し、正味新規流入は11.1十億ユーロとなり、欧州における

この分野のトップ
(1)
となった。この顕著な業績により、アムンディは市場シェアを拡大し、特にフランスにおい

て、2013年3月31日現在26.7％
(2)
まで上昇したが、これは2011年12月31日現在と比較して2パーセント・ポイント

の増加であった。新規流入の堅調な増加は、機関（+10.7十億ユーロ）および法人顧客（+2.8十億ユーロ）による

ものであったが、仕組商品以外のすべての資産クラスに影響を及ぼした。反対に、銀行支店ネットワークからの資

金流出は続き、その金額は第1四半期において-2.4十億ユーロとなった。市場および為替による影響額は7.7十億

ユーロとなり、これにより運用資産は増加し、2013年3月末現在746.2十億ユーロとなった。2013年度第1四半期に

おける運用資産は、前四半期比で2.6％増、前年同期比で8.3％増であった。アムンディは、引き続きその国際的な

存在感を強化する戦略に従っており、台湾およびスウェーデンに営業所を開設した。

(1)　出典：リッパーFMIファンド・ファイル－2013年2月28日現在の欧州籍オープン・エンド型ファンド（マン

デートおよび専用ファンドを除く。）の数値。

(2)　出典：ユーロ・パフォーマンス－2013年3月31日現在のフランス籍オープン・エンド型ファンド（マンデー

トおよび専用ファンドを除く。）の数値。

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
変動

収益 350 420 (16.7％)

営業費用 (192) (187) +2.5％

営業総利益 158 233 (32.2％)

税金 (57) (77) (26.2％)

当期純利益 108 158 (31.5％)

当期純利益－当行グループの持分 79 116 (31.7％)

2013年度第1四半期において、アムンディは、高水準の業績を維持し、当期純利益は108百万ユーロ、当期純利益

－当行グループの持分は79百万ユーロであった。2012年度第1四半期におけるハミルトン・レインの売却につい

て修正再表示後、2013年度の当期純利益－当行グループの持分は6百万ユーロ増加した。

米国における少数株主持分投資の売却による特別利益60百万ユーロについて修正再表示後、2013年度第1四半

期の収益は、主に業績ベースの手数料収入の季節性により、前年同期比で2.8％減少した。費用は、同期間において

2.5％増加し、2012年度下半期に適用された税金および社会保障費を除いた場合はわずか1.2％の増加であった。

2013年度第1四半期における営業総利益は、前年同期比で8.7％減少し、158百万ユーロとなり、2013年度第1四半期

のコスト比率は、2012年度の同期間の55.0％と比較して、54.9％と依然として競争力を維持していた（いずれの
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項目も、2012年度第1四半期に計上された売却益について修正再表示されている。）。

資産サービシングでは、CACEISは、年初より目覚ましい成長を遂げた。その結果、第1四半期において、管理資産

について前年同期比で7.3％増の2,542十億ユーロ、預り資産について同期間において16.0％増の1,277十億ユー

ロとなった。

資産サービシングからの収益は、利鞘への圧力およびトレジャリー業務からの収益減（いずれも金利縮小によ

り悪影響を受けている。）の両方による影響で、2012年度第1四半期から2013年度第1四半期の間に7.2％減少し

た。営業費用は、厳格に抑制され、同期間において0.4％増加した。コスト比率は71.0％で、2012年度第1四半期と比

較して5.3パーセント・ポイント上昇したものの、依然として業界で最も低いレベルの比率であった。総じて、当

四半期の当期純利益－当行グループの持分は34百万ユーロとなり、2012年度第1四半期と比較して18.6％の減少

であった。

プライベート・バンキングでは、脆弱な経済情勢において回復を示した。2013年3月31日現在のプライベート

・バンキングにおける運用資産は、正味新規流入0.9十億ユーロならびに市場および為替によるプラスの影響額

1.9十億ユーロにより、2012年3月31日現在と比較して4.5％増加し、135十億ユーロとなった。

この堅調な増加に加えて、2012年度における非中核運用資産の売却後、ラテンアメリカ以外のすべての地域に

おいて、プラスの資金流入が回復した。その結果、2013年3月31日現在における運用資産は、フランス国内において

前年同期比で3.9％増加し、60.9十億ユーロとなった。海外では、同期間において5.0％増加し、74.1十億ユーロと

なった。

2013年度第1四半期における収益は、2012年度第1四半期と比較して4.9％増加し、費用は抑制されていた

（+1.3％）。当期純利益－当行グループの持分は、2012年度第1四半期から7.5％増加し、36百万ユーロとなった。

保険事業では、2013年度第1四半期における保険料収入は8.1十億ユーロであった。

生命保険では、フランス国内および海外の両方において、第1四半期は良好であった。2013年度第1四半期におけ

る保険料収入は、フランス国内において合計5.7十億ユーロとなり、前年同期比で30.7％の増加となったが、かか

る増加は市場平均を上回るものであった
(1)
。海外では、保険料収入は、同期間において50.4％増加した

(2)
。生命保

険における運用資金は、前年同期比で4.3％増加し、228.2十億ユーロとなった
(2)
。ユーロ建て資金は総額186.2十

億ユーロとなり、前年同期比で4.1％の増加であった
（2）

が、ユニット・リンク口座の残高は、同期間において

5.5％増加し、42.0十億ユーロとなった
(2)
。正味新規流入は、2013年度第1四半期において、総額2.2十億ユーロと

なり、うち1.9十億ユーロはフランスにおけるものであった。

フランス国内の損害保険では、事業の勢いは引き続き好調で、保険料収入は、2013年度第1四半期において前年

同期比で7.5％増加し、同期間における増加の市場平均である3.5％を上回った
(1)
。2013年3月末現在、寄与額に対

する保険金比率(すべての期間について再保険後)は引き続き抑制され、70.5％であった。

信用保険事業では、第1四半期において、保険料収入が前年同期の218百万ユーロと比較して220百万ユーロで、

安定していた。

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
変動

収益 541 575 (5.9％)

営業費用 (142) (127) +11.9％

営業総利益 399 448 (10.9％)

リスク費用 - (52) nm

税金 (144) (130) +10.8％

当期純利益 255 266 (4.1％)

当期純利益－当行グループの持分 254 264 (3.9％)

2013年度第1四半期における保険事業部門の当期純利益－当行グループの持分は、バーゼル3の規制環境下で当

行グループの資本構成を最適化するための取引に関連した追加の資金調達費用を含めて、254百万ユーロとなっ
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た。この取引に関連した費用は、収益に計上され、第1四半期において25百万ユーロとなった。営業費用は、2012年

度第1四半期と比較して、2013年度第1四半期において11.9％減少した。2012年度第1四半期に行われたギリシャ国

債の交換（PSI）による損失に関連した一時的な費用削減について修正再表示後、費用は抑制され、横ばいであっ

た。PSIによる損失について、特定の税金が控除され（12百万ユーロの費用削減）、2012年度第2四半期において

BESヴィーダが連結範囲から除外されたことにより、利益を享受した。総じて、2013年度第1四半期のコスト比率

は、26.3％となった。

最後に、クレディ・アグリコル・アシュランスは、引き続きフランス経済に投資し、2013年度第1四半期におい

て約1.8十億ユーロを投入し、うち700百万ユーロは革新的投資であった。

(1)　出典：FFSA（2013年3月末現在の数値）

(2)　2012年度の数値は、2012年度第2四半期にBESに売却されたBESヴィーダに関して修正再表示されている。

5．法人営業および投資銀行業務

2012年度に実施したレバレッジ解消努力に続き、その一流のフランチャイズを通じて、法人営業および投資銀

行業務は、その組成転売型モデルの開発を進めている。

2013年度第1四半期における継続事業からの収益
＊
は、前年同期の1,304百万ユーロと比較して、995百万ユーロ

となった。大体において、かかる減少の要因は、キャピタル・マーケッツ業務における収益が特に高かった2012年

度第1四半期との比較基準が好ましくなかったことであった。しかしながら、クレディ・アグリコル・CIBは、その

競争力を維持することに成功していた。

同期間において、恒常為替レート・ベースで、費用は4.9％減少したが、これは人員削減および変動報酬の削減

によるものであった。法人営業および投資銀行全体のリスク費用は、残高の28ベーシス・ポイント（2012年度第4

四半期は33ベーシス・ポイント、2012年度第1四半期は16ベーシス・ポイント）であった。

総じて、法人営業および投資銀行業務における継続事業の当期純利益－当行グループの持分
＊
は、225百万ユー

ロとなった。

非継続事業の当期における影響はごくわずかであった。2013年度第1四半期における当期純利益－当行グルー

プの持分は、2百万ユーロの損失となった。

継続事業

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期
＊

2012年度

第1四半期
＊ 変動

＊

収益 995 1,304 (23.7％)

営業費用 (627) (672) (6.6％)

営業総利益 368 632 (41.9％)

リスク費用 (95) (31) (3.1倍)

営業利益 273 601 (54.6％)

持分法適用会社 34 40 (15.0％)

その他の資産に係る純利益 - nm

税引前利益 307 641 (52.2％)

税金 (79) (172) (54.4％)

非継続事業からの純利益 3 - nm

当期純利益 231 469 (50.8％)

少数株主持分損益 6 10 (46.8％)

当期純利益－当行グループの持分 225 459 (49.8％)
＊
　2012年度の数値は、IFRS第5号に基づくシュヴルーおよびCLSAの計上、リストラクチャリング計画による影響
額ならびにローン・ヘッジに関連して修正再表示されている。2013年度第1四半期の数値は、ローン・ヘッジ

による影響額（収益における+25百万ユーロ）、IFRS第13号による影響額（収益において）ならびに初日DVA

（+250百万ユーロ）およびCVA（-296百万ユーロ）ならびに継続DVA（+33百万ユーロ）に関連して修正再表
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示されている。

2013年5月6日、クレディ・アグリコル・CIBおよびケプラー・キャピタル・マーケッツは、ケプラーに対するク

レディ・アグリコル・シュヴルーの売却を完了した旨を発表した。実際、CAシュヴルーの売却による財務的影響

は、-192百万ユーロとなり、2012年度の業績に計上された。当該売却による2013年度第1四半期の決算への影響は

なかった。

ファイナンス業務

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期
＊

2012年度

第1四半期
＊ 変動

＊

収益 478 556 (14.0％)

営業費用 (233) (231) 1.0％

営業総利益 245 325 (24.7％)

リスク費用 (91) (27) (3.4倍)

営業利益 154 298 (48.3％)

持分法適用会社 34 40 (14.6％)

その他の資産に係る純利益 - - nm

税引前利益 188 338 (44.4％)

税金 (41) (90) (54.4％)

非継続事業からの純利益 - - nm

当期純利益 147 248 (40.8％)

少数株主持分損益 3 5 (46.3％)

当期純利益－当行グループの持分 144 243 (40.7％)
＊
　2012年度の数値は、リストラクチャリング計画による影響額およびローン・ヘッジに関連して修正再表示さ
れている。2013年度第1四半期の数値は、ローン・ヘッジによる影響額（収益における+25百万ユーロ）に関

連して修正再表示されている。

2012年度において、ポートフォリオおよび流動性が削減された後、ファイナンス業務からの収益は減少した。

2012年度第1四半期中の売却貸出金に係る費用31百万ユーロおよびローン・ヘッジ（2013年度第1四半期におい

て25百万ユーロ（前年度第1四半期は10百万ユーロ）のプラスの影響をもたらした。）について修正再表示後、収

益は、前年度第1四半期から14％減少した。

このような緊迫した状況の中で、ストラクチャード・ファイナンスでは、すべてのセグメントにおいて良好な

回復を示した。商業銀行業務では、軟化した市場においてもその地位を維持した。その結果、クレディ・アグリコ

ル・CIBは、フランス国内におけるシンジケーション事業のリーダーとしての立場を維持し、またEMEA地域および

西欧において第3位から第1位
(1)
に上昇した。

(1)　出典：トムソン・ファイナンシャル

リスク費用は、特に低水準であった2012年度第1四半期と比較して、増加した。これは主に、集合的引当金に関連

するものであった。ファイナンス業務のリスク費用は、残高の34ベーシス・ポイント（前四半期は40ベーシス・

ポイント）であった。

キャピタル・マーケッツおよび投資銀行業務

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期
＊

2012年度

第1四半期
＊ 変動

＊

収益 517 748 (30.9％)

営業費用 (394) (441) (10.6％)

営業総利益 123 307 (60.1％)

リスク費用 (4) (4) (2.5％)
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営業利益 119 303 (60.8％)

持分法適用会社 - - nm

その他の資産に係る純利益 - - nm

税引前利益 119 303 (60.9％)

税金 (38) (82) (54.4％)

非継続事業からの純利益 3 - -

当期純利益 84 221 (61.9％)

少数株主持分損益 3 5 (47.2％)

当期純利益－当行グループの持分 81 216 (62.3％)
＊
　2012年度の数値は、IFRS第5号に基づくCAシュヴルーおよびCLSAの計上ならびにリストラクチャリング計画に
よる影響額に関連して修正再表示されている。2013年度第1四半期の数値は、IFRS第13号による影響額（収益

において）ならびに初日DVA（+250百万ユーロ）およびCVA（-296百万ユーロ）ならびに継続DVA（+33百万

ユーロ）に関連して修正再表示されている。

キャピタル・マーケッツおよび投資銀行業務における収益は、極めて有利な市況による利益を享受した2012年

度第1四半期と比較して、前年同期比では減少したものの、2012年度第4四半期から9.8％増加した。

債券業務の収益は、特に債券事業および起債における堅調な業績を反映し、また株式事業は、IFRS第5号に基づ

くCLSAおよびシュヴルーの計上後、数四半期にわたり比較的安定していた。

2013年1月1日以降、クレディ・アグリコル・CIBは、IFRS第13号に基づいてCVA（信用評価調整）およびDVA（負

債評価調整）を計上している。この基準の初度適用による影響額は、2013年1月1日現在、CVAについて-296百万

ユーロ、DVAについて250百万ユーロであった。継続DVAは、第1四半期において33百万ユーロとなった。キャピタル

・マーケッツおよび投資銀行業務の損益計算書は、これらの項目について修正再表示されている。

さらに、仕組債発行の再評価に係る発行者スプレッドは、従前はキャピタル・マーケッツおよび投資銀行業務

に計上されていたが、現在はコーポレート・センターに計上されている。

市場リスクは引き続き低い水準であり、VaRは抑えられ、2013年3月31日現在、10百万ユーロと低い水準であっ

た。

非継続事業

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
＊ 変動

＊

収益 54 20 2.7倍

営業費用 (43) (81) (47.0％)

営業総利益 11 (61) nm

リスク費用 (18) (12) 52.9％

営業利益 (7) (73) (90.2％)

持分法適用会社 - - nm

その他の資産に係る純利益 - - nm

税引前利益 (7) (73) (90.2％)

税金 3 25 (87.1％)

非継続事業からの純利益 - - -

当期純利益 (4) (48) (91.9％)

少数株主持分損益 (2) (12) (83.7％)

当期純利益－当行グループの持分 (2) (36) (94.7％)

＊
　リストラクチャリング計画による影響額に関連して修正再表示されている。

非継続事業は、引き続き収益に対してプラスに寄与した。第1四半期における収益は、54百万ユーロとなり、これ

にはリストラクチャリング計画に基づき非継続事業に再分類された事業に係る20百万ユーロが含まれている。
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法人営業および投資銀行業務が撤退したセグメントにおける人員削減により、費用は大幅に減少した。

総じて、第1四半期における非継続事業による利益への正味の影響はわずかであった。

6．コーポレート・センター

（百万ユーロ）
2013年度

第1四半期

2012年度

第1四半期
＊ 変動

収益 (878) (499) +76.3％

営業費用 (215) (225) (4.9％)

営業総利益 (1,093) (724) +51.0％

リスク費用 65 10 6.2倍

営業利益 (1,028) (714) +44.1％

持分法適用会社 (42) (28) +56.8％

その他の資産に係る純利益／（損失） (2) (6) (70.2％)

税引前利益 (1,072) (748) +43.7％

税金 390 224 +74.6％

非継続事業からの純利益／（損失） - (1) nm

当期純利益 (682) (526) +30.2％

少数株主持分損益 51 46 +8.8％

当期純利益－当行グループの持分 (733) (480) +28.4％

＊
　2012年度の数値は、2012年度第1四半期におけるハイブリッド債務の買戻しの影響額に関連して修正再表示さ
れている。

2013年度第1四半期における収益は、主にCACIBおよびユニット・リンク保険契約の発行者スプレッドによるマ

イナス影響合計361百万ユーロ（前年度同四半期は25百万ユーロの損失）ならびに流動性マージンに係る費用の

増加を反映している。これには、2012年12月にクレディ・アグリコル・アシュランスが発行したハイブリッド債

務1.7十億ユーロのクレディ・アグリコル・エス・エーによる引受けに関連した受取利息（2013年度第1四半期

より、四半期ごとに25百万ユーロ）およびバンクインテル株式の売却益32百万ユーロも含まれる。営業費用は、ク

レディ・アグリコル・エス・エーの企業体内における人員削減により、2012年3月末から2013年3月末までの間に

4.9％減少した。最後に、当四半期のリスク費用には、イタリア銀行によるカリパルマの監査に関連して2012年度

第4四半期にコーポレート・センターが計上した引当金35百万ユーロの戻入れが含まれる。

総じて、2013年度第1四半期における同事業部門の当期純利益－当行グループの持分は、前年度第1四半期の

-480百万ユーロ（2012年度第1四半期に計上されたハイブリッド債務の買戻しに係る利益を除く。）と比較して、

-733百万ユーロとなった。

追加情報

最近の事象

プレスリリース、2013年5月6日

欧州の主要な地方ブローカーであるケプラー・シュヴルーの設立：ケプラー・キャピタル・マーケッツによる

クレディ・アグリコル・シュヴルーの買収

2013年5月6日、パリ
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クレディ・アグリコル・CIBおよびユニクレディット、さらなる連携強化のために拡大された会社に出資

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク（以下「クレディ・アグリコル

・CIB」という。）およびケプラー・キャピタル・マーケッツ（以下「ケプラー」という。）は、ケプラーによる

クレディ・アグリコル・シュヴルー（以下「CAシュヴルー」という。）買収のための法的なクロージングが完了

したことを発表した。本日の発表は、7月17日付のクレディ・アグリコル・CIBとケプラーとの間の「独占交渉」

についての発表に続くものである。

CAシュヴルーおよびケプラーは、欧州トップの独立系株式ブローカレッジとなることを目的として、合併を進

める。かかる合併は、2011年にケプラーがユニクレディットと締結した戦略的同盟を経た自然の流れであり、プ

ラットフォームを一層強化させるものである。株式ブローカレッジ業界全体における統合の時代の中、ケプラー

・シュヴルーは、欧州全域にわたる広域な実績を有する、優れた利害対立のない多地域ブローカーとなる。

クレディ・アグリコル・CIBは、新グループの株式の15％を保有し、資金調達を通じて当該グループの長期的

パートナー、また、戦略的株主となる。ユニクレディットもまた、クロージングの際に統合グループの株式の5％を

取得する。一方、ケプラーの経営陣および従業員は、およそ40％の株式を保有することで、会社の経営管理権を確

保する。ケプラーのその他の株主は、引き続きブラックフィン・キャピタル・パートナーズ、ラ・ケス・デ・デ

ポ、グルッポ・バンカ・レオナルドおよびクレディ・ミューチュエル・アルケアとなる。

資金調達後、当該グループにはおよそ140百万ユーロ、バーゼルⅡ資本比率25％もの株主資本が投入される。契

約の一環として、クレディ・アグリコル・CIBはケプラー・シュヴルーに対して長期的な資金供給を行う。

機関投資家にとっては、ケプラー・シュヴルーは、欧州大陸における主要な株式ブローカレッジプロバイダー

となる。当該グループは、欧州株式リサーチにおいておよそ700銘柄の株をカバーする最大の実績を有することと

なる。かかる取引は、当該グループの欧州諸国および業界のリサーチならびに戦略、経済、テーマ別、小型株および

社会的責任投資商品の特出したフランチャイズにおける首位的地位を一層強化させる。新会社は企業情報提供に

おいて他の追随を許さず、欧州最大の販売力とともに有数の売買執行プラットフォームを有することとなる。ケ

プラー・シュヴルーは欧州内の10ヶ所の金融センターにおいて存在感を有し、北米においても確固とした地位を

維持する予定である。

クレディ・アグリコル・CIBとケプラー・シュヴルーとの間の戦略的同盟によって、クレディ・アグリコルの

法人顧客は、高度なリサーチおよび1,200を超える世界中の機関投資家に対するエクイティ・キャピタル・マー

ケッツ（ECM）取引に関する分配プラットフォームより利益を得ることが可能となる。クレディ・アグリコル・

CIBとのかかる同盟は、2011年にケプラーがユニクレディットと締結した良好なパートナーシップと同様に形成

される見込みである。新会社は、フランス最大手の法人向け証券会社となる。

クレディ・アグリコル地域金庫の小口顧客および銀行のその他のネットワークは、引き続き従来と同等の売買

執行業務を享受し、従来よりも広範なプラットフォームから利益を得る。

ケプラーおよびユニクレディットが2011年にそれぞれ締結した戦略的同盟は、現在の動向によって強化されて

いる。ユニクレディットの顧客は、ECM取引に関して同等の売買執行を享受し、拡大した分配プラットフォームか

ら利益を得る。ケプラーによるシュヴルーの獲得は、ケプラーとユニクレディットとの間の戦略的同盟がもたら

した革新的なビジネス・モデルが、ユニクレディットの法人顧客にとって飛躍的な躍進であることをさらに裏付

けるものである。

本日の発表について、クレディ・アグリコル・CIBのCEOであるジャン－イヴ・オシェは次のとおりコメントし

ている。「これはブローカーと欧州の大手銀行2行の間の革新的で長期的な提携である。ケプラー・シュヴルー

は、機関投資家、法人顧客および小口顧客にとって非常に魅力的な提案である。」
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ケプラーのCEOであるローラン・キランは、「私は、我々が欧州大陸で一番のブローカレッジ業務をもたらす過

程にあると信じている。我々は、ユニクレディットとの間で我々がすでに構築した良好なECMパートナーシップと

同様に、クレディ・アグリコル・CIBと強固なパートナーシップを構築できたことを喜ばしく思っている。」と付

け加えている。

シュヴルーのCEOであるジェレミー・グッドマンはまた、「我々は、欧州の主要な現地ブローカーを設立する計

画が今や現実となったことを喜ばしく思っており、業界の主力企業の中で最も独特で優れたリサーチ実績を我々

の機関投資家および法人顧客に提供できることを楽しみにしている。」とコメントした。

ユニクレディットのジェネラル・マネージャー代理であるジャン－ピエール・ムスティエは、「ユニクレ

ディットは、我々の顧客に一層強固なプラットフォームを提供するこの合併を歓迎する。合併した企業に出資す

ることは、我々のケプラー・シュヴルーとの関係を強化し、リサーチおよび分配業務においてケプラーとの良好

なパートナーシップを強固にする。」と付け加えた。

プレスリリース、2013年5月8日

クレディ・アグリコル・エス・エーおよびバンコ・ポポラーレがアゴス・デュカートに関する契約を締結

エヴリー、2013年5月8日

火曜日に、コンシューマー・ファイナンス、クレディ・アグリコル・エス・エー、CAコンシューマー・ファイナ

ンスおよびバンコ・ポポラーレは、18十億ユーロの運用貸付残高を有するイタリアの消費者金融市場における

トップ企業であり、その61％をCAコンシューマー・ファイナンスおよび39％をバンコ・ポポラーレに保有されて

いるアゴス・デュカートに関する契約を締結した。

本契約は、以下の要点を含む。

・会社の450百万ユーロの増資。そのうち300百万ユーロは2社の株主が、その保有株式に比例して引き受ける株

式発行の形をとり、残りは劣後ローンの形をとる。

・2014年のアゴス・デュカートの赤字解消を確実にする新たな事業計画の採用。

・金融市場におけるアゴス・デュカートの資金調達の多様化。

本契約をもって、アゴス・デュカートにおけるリスク費用の増加を背景に、2012年の春に初めて講じられた一

連の措置を完了する。

「第3　事業の状況―7　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析―最近の動向および展望」お

よび「第6　経理の状況―1　財務書類―(1) 2012年12月31日および2011年12月31日に終了した会計年度―A.　連結

財務書類―(3) 連結財務書類に対する注記」の注記11を参照。

(2) 訴訟

2012年12月31日現在、「第3　事業の状況―3　対処すべき課題―訴訟および例外的事由」に記載したもの以外

に、当行は重要な訴訟に関与していない。

４ 【フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】

a．日本とIFRSとの連結会計原則の相違

クレディ・アグリコル・エス・エー・グループの連結財務書類は、欧州連合が採択したIFRSに準拠して作成さ

EDINET提出書類

クレディ・アグリコル・エス・エー(E26732)

有価証券届出書（通常方式）

1293/1332



れている。これらは日本において一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「日本の会計原則」という。）と

は、いくつかの点で異なる。直近期の財務書類に関する主な相違点は以下のとおりである。

(1) 連結の範囲

IFRSでは、連結財務書類には、持株会社およびグループによって支配されている会社（一定の特別目的事業

体を含む。）（すなわち子会社）の財務書類が含まれている。

「支配」は、親会社が、他の会社から利益を得る目的でその会社の財務および経営に関する方針を左右する

力を有する場合に存在する。

企業が他の企業体を支配しているか否かを判断するにあたり、他の企業体により保有されている潜在的議

決権を含め、行使可能または転換可能な潜在的議決権の存在と効果を考慮している。共同支配の経営、資産ま

たは事業体の持分を認識するために比例連結法が用いられる。合弁の場合は、比例連結法の代わりに持分法を

適用して、共同支配事業体に対する持分を認識する。

企業がSPEを実質的に支配している場合には、当該SPEは当該企業に連結されることになる。

日本では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、支配を有する会社の財務書類は連結される。他の企

業の財務上または営業上もしくは事業上の意思決定機関を支配している場合には、親会社は当該他の企業に

対して支配を有しているといえる。

日本ではまた、特別目的会社については、「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直し

に係る具体的な取扱い」において、特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別

目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその

目的に従って遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者および当該特別目的会社に資産を譲

渡した会社から独立しているものとみなされ、子会社に該当しない。ただし、連結範囲の見直しにより、上述の

出資者に関しては、2013年4月1日以後開始する事業年度から特別目的会社は連結の対象に含まれることと

なっている。

日本では、比例連結法は認められていないため、共同支配事業体は持分法により会計処理される。

(2) 会計方針の統一

IFRSでは、連結財務書類は、同一環境下で行われた同一の性質の取引や事象について、統一的な会計方針を

用いて作成される。グループのメンバーが、同一環境下で行われた同一の性質の取引や事象に関して連結財務

書類で採用している会計方針とは異なるものを使用している場合、連結財務書類作成時に適切な修正が行わ

れる。

日本の会計原則では、連結財務書類を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、

親会社および子会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一しなければならない。ただし、

実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、

2008年4月1日以後開始する事業年度から在外子会社の財務書類がIFRSまたは米国会計基準（US GAAP）に準

拠して作成されている場合は、一定の項目の修正（のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の

費用処理、研究開発費の支出時費用処理など）を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。

関連会社についても、原則的に、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社（その子会

社を含む。）および持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一す

ることが望ましいとされている。2008年3月10日に、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」および

実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」が公表された。企業会計基準

第16号では、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社および持分法を適用する被投資会

社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一することと規定された。ただし、実務対応報告第
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24号により、在外関連会社については、当面の間、実務対応報告第18号で規定される在外子会社に対する当面

の取扱いに準じて行うことができる。企業会計基準第16号および実務対応報告第24号は、2010年4月1日以後開

始する事業年度から適用される。

(3) 企業結合

IFRSでは、企業結合は取得法で会計処理することが要求されている。取得者が、被取得者の支配を獲得した

取得日に、取得者は、その識別可能な資産および負債は公正価値でのれんと区別して連結財務書類に計上され

る。取得原価は、移転された対価、取得日の公正価値で測定された全ての非支配持分の総計により測定される。

発生した買収コストは費用処理される。

日本では、2006年4月1日以後開始する事業年度より、「企業結合に係る会計基準」に従い、企業結合は原則

としてパーチェス法により会計処理され、一定の厳格な条件の下で持分の結合と識別される限られた場合の

み、持分プーリング法により会計処理される。パーチェス法による会計処理では、企業結合の対価は時価で測

定される。企業結合に直接要し、取得の対価性が認められる外部のアドバイザーに支払った特定の報酬・手数

料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。

IFRSとのコンバージェンスの観点から、2008年12月26日に、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基

準」の公表により従前の企業結合の会計基準が改正され、企業結合の会計方法として持分プーリング法の適

用が認められなくなった。同基準は、2010年4月1日以後実施される企業結合から適用される。

(4) のれんの当初認識と非支配持分の測定方法

取得企業は、次の(a)が(b)を超過する額として測定される取得日時点ののれんを認識する。

(a) 次の総計

(ⅰ) 通常、取得日における公正価値による測定が要求される移転された対価

(ⅱ) 下記に従って測定された被取得企業のすべての非支配持分の金額

(ⅲ) 段階的に実施される企業結合の場合には，取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の

取得日における公正価値

(b) 取得した識別可能な資産および引き受けた負債の取得日における正味の金額

IFRS第3号Rでは、非支配持分の測定について次の2つの方法のうちいずれかの方法の選択適用が認められて

いる。

1)非支配持分を取得日に公正価値により測定する（いわゆる、全部のれんアプローチ）。

2)非支配持分を識別可能取得資産の純額に対する比例持分割合相当額により測定する（いわゆる、購入の

れんアプローチ）。

日本では、のれんは取得原価が取得した資産または引き受けた負債に配分された純額を超過する額として

算定される（いわゆる、購入のれんアプローチ）。子会社の資産および負債は取得日において公正価値により

測定され、少数株主持分は取得日における純資産の公正価値の少数株主持分割合相当額で計上される（いわ

ゆる、全部時価評価法）。

企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に基づき、少数株主持分は純資産

の部に計上される。連結損益計算書上では、少数株主損益は純利益前の個別項目として表示され、純利益には

親会社に帰属する純利益のみが含まれる。

(5) のれんの償却

IFRSでは、のれんは、年1回もしくは事象や状況の変化が減損の可能性を示唆する場合はより頻繁に、減損テ

ストが実施され、減損されない。
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日本では、のれんは20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり定額法その他の合理的方法により償却され、必

要に応じて減損処理の対象となる。負ののれんは負債に計上され、20年以内の取得の実態に基づいた適切な期

間に合理的な方法で償却される。ただし、負ののれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該負ののれんが生

じた事業年度の利益として計上することができる。

IFRSとのコンバージェンスの観点から、2008年12月26日に、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基

準」の公表により従前の企業結合の会計基準が改正され、2010年4月1日以後実施される企業結合から適用さ

れる。同基準に従い、負ののれんが生じると見込まれる場合には、取得企業は、すべての識別可能資産および負

債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているか見直す。その見直し後

もなお負ののれんが生じる場合には、その負ののれんが生じた事業年度の利益として処理されることになる。

ただし、のれんについては、企業会計基準第21号適用後においても、20年以内の期間にわたり償却されている

ため、IFRSとの相違は現状では解消されていない。

(6) 段階取得

IFRSでは、段階取得による企業結合の場合、取得企業は取得日に取得前に保有していた被取得企業に対する

持分を公正価値により再評価し、再評価差額は損益に認識する。さらに、取得企業が被取得企業への持分の価

値の変動をその他包括利益に認識していた場合には、その認識額については取得企業が従来から保有してい

た持分を直接処分する場合に求められる会計処理と同じ基準により認識される。

非支配持分の測定については、「のれんの当初認識と非支配持分の測定方法」を参照のこと。

日本では、連結財務書類上、支配を獲得するに至った取引のすべてについて、企業結合の完全所有日の時価

で取得原価を測定する。当該取得原価と、支配獲得までの個々の取引の原価合計との差額は損益として計上す

る。

少数株主持分の測定については、「のれんの当初認識と非支配持分の測定方法」を参照のこと。

(7) 金融商品の評価

IAS第39号「金融商品：認識と測定」に基づき金融資産および金融負債は以下のように測定される。

・トレーディング目的として分類される金融資産および金融負債は公正価値で測定し、公正価値の変動は

純損益に認識される。

・純損益を通じて公正価値で測定すると指定された金融資産および金融負債は公正価値で測定し、利得お

よび損失は純損益に認識される。純損益を通じて公正価値で測定する金融商品として指定できるのは、そ

の指定が(a)測定または認識の不一致を解消または著しく減少させる場合、(b)公正価値に基づいて管理

し評価する金融資産グループまたは金融負債グループもしくはその両方に適用される場合、または(c)主

契約と密接な関係がないことが明らかな組込デリバティブを含む金融商品に関係する場合に限られてい

る。 

・売却可能（以下「AFS」という。）金融資産は、貸借対照表上、公正価値で測定される。減損損失および外

貨建貨幣性AFS金融資産の償却原価の換算から生じる外国為替差額は、実効金利法を適用して計算した利

息とともに純損益に認識されている。AFS金融資産の公正価値のその他の変動は、売却により累積利得ま

たは損失が純損益に認識されるまでは、資本の区分項目として計上されている。

・貸付金および債権は、実効金利法を用いて、償却原価で測定される。

・満期保有投資は、実効金利法を用いて、償却原価で測定される。

・トレーディング目的または純損益を通じて公正価値で測定すると指定された金融負債以外の金融負債

は、実効金利法を用いて、償却原価で測定される。

日本では、企業会計基準第10号「金融商品会計に関する会計基準」に従い、金融資産および金融負債は以下
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のように測定される。

・売買目的有価証券は、公正価値で測定し、公正価値の変動は損益認識される。

・個別財務書類においては、子会社株式および関連会社株式は、取得原価で計上される。

・満期保有目的の債券は取得原価または償却原価で測定される。 

・売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券（「売却可能有

価証券（その他有価証券）」）は、公正価値で測定し、公正価値の変動額は、a)純資産に計上され、売却、

減損あるいは回収時に損益計算書へ計上される、もしくはb)個々の証券について、公正価値が原価を上回

る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。

・公正価値を測定することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。(1)

社債その他の債券である時は、取得原価または償却原価で計上する。(2)社債その他の債券以外の有価証

券は取得原価をもって計上する。

・貸付金および債権は取得原価または償却原価で測定される。

・金融負債は債務額で測定される。ただし社債については償却原価法で評価される。

・IFRSで認められる公正価値オプションに関する会計基準はない。

(8) 金融資産の減損

IFRSでは、報告企業が、満期保有目的、売却可能または貸付金および債権に分類される金融資産または金融

資産グループが減損しているという客観的証拠の有無について各報告日に評価する。

貸付金および債権：貸付金および債権に分類される金融資産または金融資産グループに減損損失が生じて

いるという客観的証拠がある場合、損失の額は、資産または資産グループの帳簿価額と資産または資産グルー

プから生じる将来キャッシュ・フローの見積額を当初認識時に当該金融資産に適用される実効金利で割り引

いた現在価値との差額として測定される。

売却可能金融資産：売却可能に分類される金融資産の公正価値の減少が直接資本に認識されていて、当該

資産が減損している客観的証拠がある場合、損失の累計額は資本から除かれ、純損益に認識されることにな

る。損失は、金融資産の償却原価とその直近の公正価値との差額として測定される。売却可能な資本性金融商

品に係る減損損失の戻入は行えないが、売却可能な負債性商品に係る減損損失は、その後の事象に客観的に関

連して公正価値が増加した場合に戻入が行われる。資本性金融商品に対する投資の取得価額を下回る公正価

値の著しい下落または長期的にわたる下落が減損の客観的証拠となる。

日本では、公正価値が入手可能な金融資産（売買目的有価証券を除く。）について、償却原価で計上される

金融資産（貸付金および債権を除く。）の公正価値が帳簿価額（償却原価）を下回って著しく下落した場合、

当該資産の帳簿価額は公正価値まで減額される。

損失の額は当期純利益に認識される。減損損失の戻入は認められない。

同様に、売却可能有価証券（その他有価証券）について、公正価値が取得原価を下回って著しく下落した場

合、純資産に認識された累積未実現損失は、純資産から除去され、当期純利益に認識される。

(9) 金融資産の認識の中止

IFRSでは、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受取る契約上の権利が消滅し、または、金融資産が譲

渡され、かつ、その譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。譲渡においては、報

告主体は、(a)資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、または(b)資産のキャッシュ

・フローを受取る契約上の権利を保持するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支払う契約上の義務を引

受けること（一定の要件を満たす場合）、のいずれかが要求される。譲渡が行われた後、会社は、譲渡した資産

の所有に係るリスクおよび経済価値をどの程度保持しているかを評価する。実質的に全てのリスクおよび経
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済価値を保持している場合は、その資産は引続き貸借対照表に計上される。実質的に全てのリスクおよび経済

価値が移転された場合は、当該資産の認識は中止される。実質的に全てのリスクおよび経済価値が保持も移転

もされない場合は、会社はその資産の支配を引続き保持しているかどうかについて評価をする。支配を保持し

ていない場合は、当該資産の認識は中止される。一方、会社が当該資産の支配を保持している場合、継続的関与

の範囲に応じて、引続きその資産の認識を継続することとなる。

日本では、金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該

金融資産の認識の中止がなされる。

(10) 金融商品の分類変更

2008年10月に、一定の条件のもと、トレーディング目的保有および売却可能区分からの金融資産の分類変更

を認めるIAS第39号の改訂がIASBにより発行された。貸付金および債権の定義（支払額が固定的または決定可

能で、活発な市場において相場がない非デリバティブ金融資産）を満たすトレーディング目的保有金融資産

および売却可能金融資産は、企業が当該金融商品を予見可能な将来または満期まで保有する意思および能力

がある場合、貸付金および債権に分類変更することができる。さらに、貸付金および債権の定義を満たさない

トレーディング目的保有金融資産は、ごく稀な状況で、売却可能金融資産または満期保有目的投資に変更され

る可能性がある。分類変更は、分類変更時に公正価値で行われる。当該公正価値は、適宜、当該資産の新たな取

得原価または償却原価となる。

日本では、売買目的または売却可能（その他有価証券）から満期保有目的への分類変更は認められず、売買

目的から売却可能（その他有価証券）への分類変更については、限られた状況（事業体の経営者がトレー

ディング業務の廃止を決定した場合に、当該事業体は売買目的として分類した有価証券をすべて、売却可能

（その他有価証券）に分類変更することができる。）においてのみ、2008年12月以前であれば、認められてい

る。

2008年12月に、日本の企業会計基準委員会は、実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当

面の取扱い」を公表した。実務対応報告第26号は、債券の以下の分類変更を認めている。

・稀な状況（時価の変動により利益を得ることを目的とした保有ではなくなった場合）においてのみ、売

買目的から売却可能（その他有価証券）への分類変更。

・稀な状況（満期保有目的の定義を満たし、時価の変動により利益を得ることを目的とした保有ではなく

なった場合）においてのみ、売買目的または売却可能（その他有価証券）から満期保有目的への分類変

更。

実務対応報告第26号は、2008年12月5日（実務対応報告第26号の公表日）から2010年3月31日まで適用され

る。ただし、事業体は、経営管理上、実務対応報告第26号公表日前において、最近の市場環境を踏まえてトレー

ディング取引の対象としないという意思決定および／または満期まで保有するという意思決定を既に行って

おり、それを確認できる場合には、当該意思決定を行った時点（ただし、当該意思決定が2008年10月1日前に行

われているときは、2008年10月1日に行ったものとみなす。）から、実務対応報告第26号を適用することができ

る。 

(11) ヘッジ会計

IAS第39号に基づき、下記のタイプのヘッジ関係が認められている。

公正価値ヘッジ－公正価値ヘッジにおいては、ヘッジ手段の利得または損失は純損益に認識されている。

ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象に関する利得または損失は純損益に認識され、ヘッジ対象の帳簿

価額が調整されている。

キャッシュ・フロー・ヘッジ－デリバティブ金融商品が、認識された資産もしくは負債または発生の可能
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性の高い予定取引からのキャッシュ・フローの変動のヘッジとして指定される場合、ヘッジ手段の利得また

は損失の有効部分は、資本の部に直接認識され、また非有効部分は、純損益に認識されている。

在外営業活動に対する純投資のヘッジ－在外営業活動に対する純投資をヘッジしている場合、有効なヘッ

ジと判断されるヘッジ手段から生じる為替換算差額は、資本に直接認識されている。非有効部分については、

純損益に認識されている。

日本では、デリバティブ取引について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満たす場合には、原

則として、「繰延ヘッジ会計」（時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に

係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法）を適用し、ヘッジ対象である資産または負

債に係る相場変動等を会計基準に基づき所得に反映させることができる場合には、「時価ヘッジ会計」

（ヘッジ対象である資産または負債に係る相場変動等の損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に

認識する。）を適用できる。

(12) 退職後給付

IFRSでは、確定給付制度においては、制度負債は、予測単位積増方式を用いた数理計算に基づき測定され、制

度負債と同様の期間および同様の通貨の優良社債の直接利回りを反映した金利で割引かれている。制度資産

は、公正価値で測定されている。当該制度資産が負債を超える場合は資産（超過額）として、不足する場合は

負債（不足額）として、それぞれ貸借対照表に計上されている。当期勤務費用、縮小および過去勤務費用は、制

度資産に対する期待運用収益から制度負債の割引額戻入分を控除した残額とともに、営業費用として計上さ

れている。数理計算上の差異は、次の会計方針のうちいずれかを選択適用することができる。

・方法1（回廊アプローチ）：一定の「回廊」の範囲内の数理計算上の差異は認識せず、「回廊」の範囲を

超える数理計算上の差異は即時費用処理する方法

・方法2：数理計算上の差異に係る全ての損益を損益計算書に認識する方法

・方法3：数理計算上の差異に係る全ての損益をその他包括利益で認識する方法

日本では、確定給付退職給付制度について、過去勤務費用、数理計算上の差異および会計基準変更時差異の

遅延認識が認められているため、退職給付債務額に未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異を加

減した額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する。なお、当該未認識費用もしく

は損失について一括して損益処理することも選択可能である。数理計算上の差異は、原則として各期の発生額

について平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理しなければならない。

過去勤務費用と数理計算上の差異の費用処理年数は別個に設定することが可能である。

数理計算上の差異の当期発生額を翌期から費用処理する方法は許容されている。なお、連結財務書類上、

2013年4月1日以後開始する事業年度からは、未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用はその他の

包括利益に含めて計上され、当期に費用処理された部分については、その他の包括利益の調整（組替調整）が

なされる。

(13) 有給休暇引当金

IFRSでは、IAS第19号「従業員給付」に従って、有給休暇引当金を計上することが要求されている。

日本においては、該当する規定はない。

(14) リース

IAS第17号「リース」に基づき、リース契約は、資産の所有に伴う実質的に全てのリスクおよび経済価値が

借手に移転する場合、ファイナンス・リースとして分類されている。リースがファイナンス・リースである

か、オペレーティング・リースであるかは、契約の形式よりも取引の実質を見て判断される。リース期間の開
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始時点において、リース資産の公正価値と最低リース料総額の現在価値のいずれか低い方の金額で、資産およ

び負債として計上される。

なお、日本基準のような簡便的な取扱いは定められていない。

日本では、ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファ

イナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものである。解

約不能リース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75％以上または解約不能のリース期間中のリース

料総額の現在価値が、リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90％

以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、借手の財務書類に資産計上し、対応す

るリース債務を負債に計上する。ただし、少額（リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権

移転外ファイナンス・リース）または短期（1年以内）のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。2007年3月30日に企業会計基準第13号「リース取引に関

する会計基準」の公表により従前のリース会計基準が改正され、2008年4月1日以降開始する事業年度から適

用されている。この改正後基準の下では、それまで賃貸借取引に準じた会計処理が認められていた所有権移転

外ファイナンス・リースについても、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース物件およびこれに係る債務

をリース資産およびリース債務として財務書類に計上することとなった。ただし、リース取引開始日が企業会

計基準第13号適用初年度開始前のリース取引で、所有権移転外ファイナンス・リースの場合、引き続き通常の

賃貸借取引に準じた会計処理を適用できる。この場合は、借手の財務書類に、引き続き通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を適用している旨および資産計上されたと仮定した場合の一定の注記開示が必要と

される。

(15) 無形資産および有形固定資産の減損

IFRSでは、各報告日において当該報告企業体は、有形固定資産または無形資産の減損の兆候の有無について

評価している。そのような兆候が存在する場合、企業体は当該資産の回収可能価額および減損損失を見積って

いる。のれんについては、年1回もしくは事象や状況の変化が減損の兆候を示す場合はより頻繁に、減損テスト

が実施される。無形資産（のれんを除く。）または有形固定資産に係る減損損失の戻入は、回復の都度、認識さ

れている。ただし、増加した帳簿価額は、減損損失計上前の帳簿価額を超えてはならない。なお、のれんに係る

減損損失の戻入は行われない。

日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産の減損の兆候が認められ、かつ割引前将来

キャッシュ・フローの総額（20年以内の合理的な期間に基づく）が帳簿価額を下回ると見積られる場合にお

いて、回収可能価額（正味売却価額と使用価値（継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将

来キャッシュ・フローの現在価値）のいずれか高い方の金額）と帳簿価額の差額につき減損損失として認識

する。減損損失の戻入は認められない。

(16) 引当金の計上基準

IFRSでは、引当金は、以下の要件すべてを満たす場合に認識しなければならない。

- 企業が過去の事象の結果とし現在の債務（法的または推定的）を有している。

- 当該債務を決済するために経済的利益を具体化するであろう資源の流出が必要となる可能性が高い。

- 当該債務の金額について信頼性のある見積りができる。

貨幣の時間価値による影響が重要な場合には、引当金額は債務の決済に必要と見込まれる支出の現在価値

としなければならない。

日本では、以下の全てを満たす場合に引当金を認識しなければならない。

- 将来の特定の費用または損失に関連している。
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- その発生が過去の事象に起因する。

- 発生の可能性が高い。

- その金額を合理的に見積もることができる。

日本において、引当金の割引計算について該当する基準はない。資産除去債務は割引価値で算定する。割引

率は、貨幣の時間的価値を反映した税引前のリスクフリーレートである。

(17) コミットメントおよび実行手数料

IFRSでは、コミットメントおよび実行手数料は、融資枠残高に対する割合により決定されている。特定の融

資協定が締結される可能性が低い場合、この手数料は融資枠の契約期間にわたり損益として認識され、その他

の場合は、貸付が実行されるまで繰延べられ、実行の際に実効金利に対する調整として認識されている。

日本では、コミットメントおよび実行手数料は、発生主義に基づき、当期に対応する部分を収益として認識

する。

(18) セグメント情報－IFRS 8

IFRSでは、企業にその報告セグメントについての財務情報および記述的情報を要求している。報告セグメン

トとは、事業セグメントまたは特定の要件を満たした事業セグメントの集合である。事業セグメントとは、個

別の財務情報が入手可能な企業の構成要素である。当該財務情報は最高業務意思決定者が資源の配分方法を

決定する際、また業績を評価する際に定期的に評価される。通常、財務情報は、事業セグメントの業績を評価す

る際および事業セグメントへの資源の配分方法を決定する際に内部的に使用されるものと同じ基準で報告す

ることが求められる。

日本では、セグメント情報の作成に用いる会計処理方法は外部向け報告用の会計方針と同一であり、事業の

種類別（すなわち、同種の製品・サービスのグループ別）セグメント情報、国または地域別により区分した所

在地別セグメント情報、および海外における収益についての情報が開示される。2008年3月21日付けで、企業会

計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が公表された。この基準は、IFRSと同様のマネジ

メント・アプローチを導入したものであり、2010年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。

(19) 遡及修正（会計方針の変更および誤謬の訂正）

IFRSでは、過年度の誤謬の訂正は、基本的に過年度の財務書類を訂正して遡及的に反映される。IFRSの初度

適用による会計方針の変更は、特定の移行規定がIFRSで設けられている場合はその規定に従っている。会計方

針の任意の変更およびIFRSの初度適用による変更で特定の移行規定が設けられていない場合は、遡及的に適

用されている。

日本では、2009年12月4日に企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が公表

され、会計上の変更や誤謬の訂正による影響額は、原則として遡及的に反映することとなった。2011年4月1日

以降開始する事業年度の期首以降に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正から適用されている。会

計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合には、その経過的な取り扱いに従う。2011年3月31日

以前に開始する事業年度における会計上の変更や誤謬の訂正による影響額は、それが生じた期間に反映しな

ければならない。

ｂ．日本とフランスとの単体の会計原則の相違（フランスの単体の会計原則に係るもの）

当行の個別財務書類は、フランスの金融機関が適用している会計原則に従って作成されている。これらは日本

の会計原則とは、いくつかの点で異なる。直近期の財務書類に関する主な相違点は以下のとおりである。
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(1) 資産の減損

フランスの会計原則では、貸付金および債権に関して、延滞貸付金は、借手が契約条件の一部またはすべて

を遵守しないリスクがあると銀行が考えているような貸付金として定義される。これは、(a)1回またはそれ以

上の約定返済の不履行期間が3ヶ月（不動産貸付金および地方自治体に対する貸付金の場合は6ヶ月）超の貸

付金や、(b)法的手続が既に開始されている貸付金が該当する。特定の貸付金が延滞貸付金に分類された場合、

当該貸付金の債務者に対するその他のあらゆる貸付金およびコミットメントは、自動的に同じ分類となる。

フランスの会計原則では、償却可能な固定資産については、決算日時点で潜在的な減損の兆候がないかどう

かを確認するため、減損テストを行う。非償却資産については、毎年減損テストが行われる。減損の兆候がある

場合には、新たな回収可能額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見された場合、減損損失が貸借対照表で

認識される。この損失は、見積回収可能額に変更があった場合、あるいは減損の兆候がなくなった場合に戻し

入れが行われる。

フランスの会計原則に基づく資産の使用価値は、日本の会計原則における割引後将来キャッシュ・フロー

と類似している。また、資産の公正価値の最善の証拠は、ⅰ)拘束力のある売買契約における価格、ⅱ)市場価

格、ⅲ)決算日現在、取引の知識がある自発的な当事者の間で独立第三者間取引による資産の売却から得られ

る金額について、事業体が入手することのできる最善の情報とされている。一度認識された減損損失は、その

後当該資産（のれんを除く）の減損の理由が存在しなくなったか減少した場合には、戻し入れられる。

日本の会計原則では、固定資産の減損に関する会計基準として、「固定資産の減損に係る会計基準」が適用

されている。当該基準では、長期性資産の割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当

該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止されている。

(2) 有価証券

フランスの会計原則では、「有価証券」という用語は、銀行間市場で取引される有価証券、財務省証券や譲

渡性預金、債券およびその他の固定利付証券（固定金利であるか変動金利であるかを問わない。）、ならびに

株式およびその他の変動利付証券を意味する。

CRC規則第2005-01号の適用により、有価証券は以下のとおり分類される。

(ⅰ)「トレーディング勘定の有価証券」

このカテゴリーには、短期間で売却するか買戻すことを目的に売買する有価証券や、マーケット・メイ

キング取引の結果として保有している有価証券が含まれる。これらの有価証券は、活発な市場で取引可能

であり、かつ市場価格が正常な競争環境で定期的に行われる実際の取引の価格を反映している場合、市場

価格で評価される。これら有価証券の市場価格の変動は、損益計算書および貸借対照表に認識される。

(ⅱ)「売却可能有価証券」

このカテゴリーには、その他のカテゴリーのいずれにも分類されない有価証券が含まれる。株式、債券

およびその他の固定利付証券は、取得原価（未収利息を除く。）と、推定市場価値（通常、株式市場価格に

基づき決定される。）の低価法で評価される。

(ⅲ)「中期的に売却可能な持分証券」は、長期的な利益獲得を念頭においた発行体の事業開発への投資で

はなく、中期的な利益獲得を念頭に置いたポートフォリオ管理を目的とする投資で構成される。これらの

有価証券は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。

(ⅳ)「満期保有目的負債証券」は、既定の満期がある固定利付証券（主に債券、銀行間市場で取引される有

価証券、財務省証券やその他譲渡性預金）のうち、満期まで保有するという当行の意思があるものに関連

している。これらの有価証券の取得原価と償還価格の差額は、利息法を用いて損益計算書に認識される。

貸借対照表では、当該証券の残存期間にわたり、当該証券の帳簿価額がその償還価額まで償却される。
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(ⅴ)「長期投資目的で保有される持分証券」は、当行が、発行体の経営に積極的に参加することではなく、

発行体と特別な関係を築くことにより長期的な事業関係の構築を促進することを意図しながら、長期的

視点で十分な利益を獲得することを目的に長期保有する意図を持っているような株式および関連商品で

ある。この種の有価証券は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。

(ⅵ)「子会社及び関連会社への投資」は、当行の経営に対する重要な影響力を持っている関連会社に対す

る投資や、当行の事業開発上戦略的と考えられる投資を含む。当該影響力は、当行が少なくとも10％の所

有持分を保有している場合に存在するものとみなされる。この種の有価証券は、取得原価と公正価値との

低価法で個別に計上される。

クレジットリスクが生じた場合、「売却可能」または「満期保有目的」のポートフォリオ内で保有する固

定利付証券は、貸付金および債権またはコミットメントに適用される基準と同じ基準に基づき、延滞貸付金に

分類される。取引先リスクにさらされている有価証券が不良債権に分類され、関連引当金の額を個別に特定で

きる場合、対応する費用は「リスク費用」に含まれる。

日本の会計原則では、有価証券は経営者の保有目的およびその能力により以下のように分類および会計処

理される。

(1) 売買目的有価証券

短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有される。時価で計上され、評価差額は当期の

損益として計上される。

(2) 満期保有目的の債券

満期まで保有する積極的な意思とその能力に基づいて、満期までの保有が見込まれる債券。償却原価法

に基づいて算定された価額で計上される。

(3) その他有価証券

上記のいずれにも分類されない有価証券。時価で計上され、評価差額は、税効果を調整の上、純資産の部

に計上される。

その他有価証券で市場価格のないものについては取得原価で計上される。

著しい時価の下落が生じた場合には、有価証券の帳簿価額は時価まで減額され、かかる評価差額は当期

の損失として処理される。

(3) 自己株式

フランスの会計原則では、自己株式は資産として計上され、必要に応じて引当金の設定対象となる。従業員

割当を目的として取得された自己株式は、市場価格に基づく減損の対象とはならない。

日本の会計原則では、自己株式は取得原価により、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して

控除する形式で表示される。

(4) 年金その他の退職後給付

フランスの会計原則では、法定財務書類上に年金およびその他の退職後給付を認識することは要求されて

いない。しかし、2000年7月6日に公表されたCNC緊急委員会意見書2000-Aおよびプランコンタブルジェネラル

第351-1条の適用により、退職後給付を法定財務書類上に認識することを選択することができる。

日本の会計原則では、個別財務書類と連結財務書類の両方において退職後給付を認識することが要求され

ている。

(5) リスクおよび費用引当金

フランスの会計原則では、銀行取引と無関係な項目に対する当該引当金は、以下の場合に限り計上できる。
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－期末日において第三者に対する債務を有している場合

－第三者へ経済的資源を提供しなければならない可能性が高い場合

－かつ見返りとして提供物と同等の経済的便益を当該第三者から得られる見込みがない場合

日本の会計原則では、将来の特定の費用または損失について、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の

可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合に、当期の負担に属する金額を当期の費用また

は損失として引当金に繰り入れる。

(6) 法人所得税の会計処理

フランスの会計原則では、繰延税金資産および負債の計上は選択可能であるが、当期税金は認識する必要が

ある。当行は個別財務書類では、繰延税金資産および負債の計上の選択はしていない。

日本の会計原則では、税金費用は税引前利益に基づいて計上され、個別財務書類と連結財務書類の両方にお

いて繰延税金の計上が行われる。

第７ 【外国為替相場の推移】

日本円とユーロとの間の為替相場は、最近5年間および最近6ヶ月間において、2紙以上の日刊新聞紙に掲載され

ているため、本項の記載を省略する。

第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

該当事項なし。

第９ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

該当事項なし。

２ 【その他の参考情報】

該当事項なし。
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第三部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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第四部 【特別情報】

第１ 【最近の財務書類】

該当事項なし。
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第２ 【有価証券の様式】

　該当事項なし。

第３ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

　該当事項なし。
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連結財務書類に対する法定監査人の監査報告書

　これは、フランス語で発行された法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便

宜のためにのみ提供されるものである。法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フラン

ス法によってこれに記載することが明確に要求されている情報が含まれている。この情報は、以下に連結財

務書類に関する意見を記しており、また、一定の会計上および監査上の重要な事項に係る監査人の評価につ

いて述べた説明文を含む。これらの評価は、連結財務書類全体に対する監査意見を表明する目的で検討され

たものであり、連結財務書類と切り離して個別の勘定科目または情報について個々の保証を与えるもので

はない。

　この報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して解釈されるもの

とする。

2012年12月31日終了事業年度

株主各位

　私どもは、貴行株主総会の委任に従い、2012年12月31日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。

・　添付のクレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類の監査

・　私どもの評価の正当性

・　法律により要求される特定の検証

　連結財務書類は、取締役会の承認を受けている。私どもの役割は、私どもの監査に基づいて、これらの連結

財務書類について意見を表明することにある。

Ⅰ. 連結財務書類に対する意見

　私どもは、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。この基準は、連結財務

書類に重要な虚偽の表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私どもが手続を計画し、実施

することを要求している。監査は、連結財務書類に含まれる金額と開示情報について監査証拠を入手するた

め、試査およびその他の抽出方法を用いた手続を実施することを含んでいる。監査は、経営者が採用した会

計方針の適切性、実施した会計上の見積りの妥当性および全体としての連結財務書類の表示を評価するこ

とも含んでいる。私どもは、監査意見表明のための基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。

　私どもは、連結財務書類は、欧州連合が採択している国際財務報告基準に準拠して、2012年12月31日現在の

貴行グループの資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について、真実かつ

公正な概観を与えているものと認める。

Ⅱ. 私どもの評価の正当性
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　私どもは、評価の正当性について、フランス商法（Code de commerce）の第L.823-9条の要件に従い、以下

の事項について株主の皆様の注意を喚起する。

・貴行グループは、事業活動に固有の識別された信用リスクを補うために、減損引当金を計上する。私ども

は、これらのリスクの識別および評価、ならびに必要と認められる減損額の決定のため、経営者によって実

施された手続を検討し、また、これらの会計上の見積りが連結財務書類の注記1.3に記載された原則に準拠

して文書化された方法に基づいていることを検証した。

・連結財務書類の注記1.3および10.2に記載のとおり、貴行グループは、活発な市場において取引されてい

ない特定の金融商品の公正価値を評価するために、内部モデルを使用している。私どもは、これらのモデル

に関する内部統制、使用された仮定およびかかる金融商品に関するリスクを管理するための手法について

検討した。

・連結財務書類の注記2.1に記載のとおり、貴行グループは、予定している複数の子会社の売却の影響を見

積もった。私どもは、このために使用された仮定について検討し、これらの会計上の見積りが財務書類に記

載された原則と整合する文書化された手続に基づいていることを検証した。私どもはまた、連結財務書類の

注記における表示が適切であることを検証した。

・連結財務書類の注記1.4、2.2および2.5に記載のとおり、貴行グループは、のれんおよび関連会社株式への

投資に係る減損テストを実施した。私どもは、これらのテストに関連する実施状況、使用された主なパラ

メーターおよび仮定を検討し、連結財務書類の注記における表示が適切であることを検証した。

・連結財務書類の注記1.3に記載のとおり、純損益を通じて公正価値で会計処理する発行債券の公正価値を

決定するために、貴行グループは、自己信用リスクの影響の測定を行った。私どもは、この目的のために使用

された方法および仮定の適切性を検討し、これらの会計上の見積りが財務書類に記載された原則と整合す

る文書化された手続に基づいていることを検証した。

・連結財務書類の作成過程の一環として、貴行グループは、連結財務書類の注記1.3の説明のとおり、特に非

連結持分証券の評価および減損、年金および将来の従業員給付契約、業務リスク引当金、法的リスク引当金

ならびに繰延税金資産に関連して他の会計上の見積りを行った。私どもは、使用された方法および仮定を検

討し、会計上の見積りが連結財務書類の注記1.3に記載された原則に準拠して適切に文書化されていること

を認証した。

　これらの評価は、連結財務書類全体に対する監査の一環として実施され、したがって、本報告書の第Ⅰ部に

て表明されている私どもの監査意見の形成に寄与している。

Ⅲ. 特定の検証

　私どもは、また、法律で要求されているとおり、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、

貴行グループの経営者報告書に記載された情報を検証した。

　その公正な表示および連結財務書類との整合性について、私どもが報告すべき事項はない。

ヌイイー－シュール－セーヌおよびパリ－ラ・デファンス　2013年3月14日

法定監査人  
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Rapport des Commissaires aux comptes

sur les comptes consolid®s

Exercice clos le 31 d®cembre 2012

Aux Actionnaires,

En ex®cution de la mission qui nous a ®t® confi®e par votre Assembl®e g®n®rale, nous vous pr®sentons notre rapport relatif 
à l'exercice clos le 31 d®cembre 2012, sur :

? le contrôle des comptes consolid®s de la soci®t® Cr®dit Agricole S.A., tels qu'ils sont joints au pr®sent rapport ;

? la justification de nos appr®ciations ; 

? la v®rification sp®cifique pr®vue par la loi.

Les comptes consolid®s ont ®t® arr°t®s par le Conseil d'administration.  Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes consolid®s

Nous avons effectu® notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requi¯rent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolid®s ne comportent pas
d'anomalies significatives.  Un audit consiste à v®rifier, par sondages ou au moyen d'autres m®thodes de s®lection, les ®l®
ments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolid®s.  Il consiste ®galement à appr®cier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la pr®sentation d'ensemble des comptes.  Nous
estimons que les ®l®ments que nous avons collect®s sont suffisants et appropri®s pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes consolid®s de l'exercice sont, au regard du r®f®rentiel IFRS tel qu'adopt® dans l'Union
europ®enne, r®guliers et sinc¯res et donnent une image fid¯le du patrimoine, de la situation financi¯re, ainsi que du r®sultat
de l'ensemble constitu® par les personnes et entit®s comprises dans la consolidation. 

II. Justification des appr®ciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appr®ciations,
nous portons à votre connaissance les ®l®ments suivants :

? votre groupe constitue des d®pr®ciations pour couvrir les risques de cr®dit inh®rents à ses activit®s.  Nous avons examin®
le dispositif mis en place par la direction pour identifier et ®valuer ces risques ainsi que pour d®terminer le montant des d
®pr®ciations qu'elle estime n®cessaires, et nous avons v®rifi® que les estimations comptables qui en r®sultent s'appuient
sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans la note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers ;  

? comme indiqu® dans les notes 1.3 et 10.2 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe utilise des mod¯les internes pour
la d®termination de la juste valeur de certains instruments financiers non cot®s sur un march® actif.  Nos travaux ont
consist® à examiner le dispositif de contrôle des mod¯les utilis®s, les hypoth¯ses retenues et les modalit®s de prise en
compte des risques associ®s à ces instruments ;

? comme indiqu® dans la note 2.1 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe a proc®d® à l'estimation des impacts des op
®rations de cession en cours de certaines entit®s.  Nous avons examin® les hypoth¯ses retenues et v®rifi® que les
estimations comptables qui en r®sultent s'appuient sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans
les ®tats financiers.  Nous nous sommes ®galement assur®s du caract¯re appropri® de la pr®sentation qui en est faite dans
les ®tats financiers;

? comme indiqu® dans les notes 1.4, 2.2 et 2.5 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe a proc®d® à des tests de d®pr®
ciation de la valeur des ®carts d'acquisition et des participations dans les entreprises mises en ®quivalence.  Nous avons
examin® les modalit®s de mise en œuvre de ces tests, ainsi que les principaux  param¯tres et les hypoth¯ses utilis®s et
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nous nous sommes assur®s du caract¯re appropri® de la pr®sentation qui en est faite dans les notes annexes aux ®tats 
financiers; 

? comme indiqu® dans la note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe a proc®d®, pour d®terminer la juste valeur
des ®missions comptabilis®es à la juste valeur par r®sultat, à des estimations du risque de cr®dit ®metteur du Groupe.
 Nous avons examin® les m®thodes et les hypoth¯ses retenues et v®rifi® que les estimations comptables qui en r®sultent
s'appuient sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans les ®tats financiers;

? votre Groupe proc¯de à d'autres estimations dans le cadre habituel de la pr®paration de ses comptes  consolid®s, comme
expos® en note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers, qui portent, notamment, sur la valorisation et les d®pr®ciations de
titres de capitaux propres non consolid®s, les engagements li®s aux r®gimes de retraites et avantages sociaux futurs, les
provisions pour risques op®rationnels, les provisions pour risques juridiques et les actifs d'impôts diff®r®s.  Nos travaux
ont consist® à examiner les m®thodes et les hypoth¯ses retenues et à v®rifier que les estimations comptables qui en r®
sultent s'appuient sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans la note 1.3 de l'annexe aux ®tats
financiers.

Les appr®ciations ainsi port®es s'inscrivent dans le cadre de notre d®marche d'audit des comptes consolid®s, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribu® à la formation de notre opinion exprim®e dans la premi¯re partie de ce rapport.

III. V®rification sp®cifique

Nous avons ®galement proc®d®, conform®ment aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la v®rification
sp®cifique pr®vue par la loi des informations relatives au Groupe, donn®es dans le rapport de gestion. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sinc®rit® et leur concordance avec les comptes consolid®s.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La D®fense, le 14 mars 2013

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Catherine Pariset

ERNST & YOUNG et Autres

Val®rie Meeus
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連結財務書類に対する法定監査人の監査報告書

　これは、フランス語で発行された法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のた

めにのみ提供されるものである。法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法によって

これに記載することが明確に要求されている情報が含まれている。この情報は、以下に連結財務書類に関する意

見を記しており、また、一定の会計上および監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた説明文を含

む。これらの評価は、連結財務書類全体に対する監査意見を表明する目的で検討されたものであり、連結財務書類

と切り離して個別の勘定科目または情報について個々の保証を与えるものではない。

　この報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して解釈されるものとす

る。

2011年12月31日終了事業年度

株主各位

　私どもは、貴行株主総会の委任に従い、2011年12月31日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。

・　添付のクレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類の監査

・　私どもの評価の正当性

・　法律により要求される特定の検証

　連結財務書類は、取締役会の承認を受けている。私どもの役割は、私どもの監査に基づいて、これらの連結財務書

類について意見を表明することにある。

Ⅰ. 連結財務書類に対する意見

　私どもは、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。この基準は、連結財務書類

に重要な虚偽の表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私どもが手続を計画し、実施すること

を要求している。監査は、連結財務書類に含まれる金額と開示情報について監査証拠を入手するため、試査および

その他の抽出方法を用いた手続を実施することを含んでいる。監査は、経営者が採用した会計方針の適切性、実施

した会計上の見積りの妥当性および全体としての連結財務書類の表示を評価することも含んでいる。私どもは、

監査意見表明のための基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　私どもは、連結財務書類は、欧州連合が採択している国際財務報告基準に準拠して、2011年12月31日現在の貴行

グループの資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について、真実かつ公正な概

観を与えているものと認める。

Ⅱ. 私どもの評価の正当性

　2011年12月31日現在の連結財務書類に反映される会計上の見積りは、経済危機および流動性危機を伴うユーロ

圏の一部の国々におけるソブリン債務危機（特にギリシャにおいて顕著であった。）の結果として生じた経済の

先行き不透明という不確実性を背景にして作成されたものである。こうした背景のもと、私どもは、評価の正当性

について、フランス商法（Code de commerce）の第L.823-9条の要件に従い、以下の事項について株主の皆様の注

意を喚起する。

・貴行グループは、事業活動に固有の識別された信用リスクを補うために、減損引当金を計上する。私どもは、こ

れらのリスクの識別および評価、ならびに必要と認められる減損額の決定のため、経営者によって実施された

手続を検討し、また、これらの会計上の見積りが連結財務書類の注記1.3に記載された原則に準拠して文書化さ

れた方法に基づいていることを検証した。

・連結財務書類の注記1.3、6.7および10.2に記載のとおり、貴行グループは、活発な市場において取引されていな

い特定の金融商品（2011年のギリシャ国債を含む。）の公正価値を評価するために、内部モデルを使用してい

る。私どもは、これらのモデルに関する内部統制、使用された仮定およびかかる金融商品に関するリスクを管理
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するための手法について検討した。

・連結財務書類の注記2.1に記載のとおり、貴行グループは、主に子会社であるエンポリキ・バンクを通してギリ

シャにおける経済危機の影響にさらされている。現在入手可能な情報に基づき、私どもは、関連するリスクを評

価するために経営者により実施された手続を検討し、関連する会計上の見積りの適切性および連結財務書類に

含まれる開示を評価した。

・連結財務書類の注記1.3に記載のとおり、純損益を通じて公正価値で会計処理する発行債券の公正価値を決定

するために、貴行グループは、自己信用リスクの影響の測定を行った。私どもは、この目的のために使用された

方法および仮定の適切性を検討し、これらの会計上の見積りが財務書類に記載された原則と整合する文書化さ

れた手続に基づいていることを検証した。

・連結財務書類の注記1.3、2.2および2.5に記載のとおり、貴行グループは、のれんおよび関連会社株式への投資

に係る減損テストを実施した。私どもは、これらのテストに関連する実施状況、使用された主なパラメーターお

よび仮定を検討し、連結財務書類の注記における表示が適切であることを検証した。

・連結財務書類の作成過程の一環として、貴行グループは、連結財務書類の注記1.3の説明のとおり、特に非連結

持分証券の評価および減損、年金および将来の従業員給付契約、業務リスク引当金、法的リスク引当金、繰延税

金資産および繰延利益分配準備金の認識ならびに資産の回収可能性の正当性などに関連して他の会計上の見

積りを行った。2011年度において、貴行グループは、連結財務書類の注記2.1および4.6に記載のリストラクチャ

リング引当金を計上した。私どもは、使用された方法および仮定を検討し、会計上の見積りが連結財務書類の注

記1.3に記載された原則に準拠して適切に文書化されていることを認証した。

　これらの評価は、連結財務書類全体に対する監査の一環として実施され、したがって、本報告書の第Ⅰ部にて表

明されている私どもの監査意見の形成に寄与している。

Ⅲ. 特定の検証

　私どもは、また、法律で要求されているとおり、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、貴行グ

ループの経営者報告書に記載された情報を検証した。その公正な表示および連結財務書類との整合性について、

私どもが報告すべき事項はない。

ヌイイー－シュール－セーヌおよびパリ－ラ・デファンス　2012年3月14日

法定監査人  

 
プライスウォーターハウスクーパース

オーディット
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Rapport des Commissaires aux comptes

sur les comptes consolid®s

Exercice clos le 31 d®cembre 2011

Aux actionnaires,

En ex®cution de la mission qui nous a ®t® confi®e par votre Assembl®e g®n®rale, nous vous pr®sentons notre rapport relatif 
à l'exercice clos le 31 d®cembre 2011, sur :

? le contrôle des comptes consolid®s de la soci®t® Cr®dit Agricole S.A., tels qu'ils sont joints au pr®sent rapport ;

? la justification de nos appr®ciations ; 

? la v®rification sp®cifique pr®vue par la loi.

Les comptes consolid®s ont ®t® arr°t®s par le conseil d'administration.  II nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes consolid®s

Nous avons effectu® notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requi¯rent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolid®s ne comportent pas
d'anomalies significatives.  Un audit consiste à v®rifier, par sondages ou au moyen d'autres m®thodes de s®lection, les ®l®
ments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolid®s.  II consiste ®galement à appr®cier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la pr®sentation d'ensemble des comptes.  Nous
estimons que les ®l®ments que nous avons collect®s sont suffisants et appropri®s pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes consolid®s de l'exercice sont, au regard du r®f®rentiel IFRS tel qu'adopt® dans l'Union
europ®enne, r®guliers et sinc¯res et donnent une image fid¯le du patrimoine, de la situation financi¯re, ainsi que du r®sultat
de l'ensemble constitu® par les personnes et entit®s comprises dans la consolidation. 

II. Justification des appr®ciations

Les estimations comptables concourant à la pr®paration des ®tats financiers au 31 d®cembre 2011 ont ®t® r®alis®es dans un
environnement incertain, li® à la crise des finances publiques de certains pays de la zone euro (et en particulier de la Gr¯
ce), qui est accompagn®e d'une crise ®conomique et d'une crise de liquidit®, qui rend difficile l'appr®hension des
perspective ®conomiques.  C'est dans ce contexte que, en application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de
commerce relatives à la justification de nos appr®ciations, nous portons à votre connaissance les ®l®ments suivants :

? Votre Groupe constitue des d®pr®ciations pour couvrir les risques de cr®dit inh®rents à ses activit®s.  Nous avons examin®
le dispositif mis en place par la direction pour identifier et ®valuer ces risques ainsi que pour d®terminer le montant des d
®pr®ciations qu'elle estime n®cessaires, et nous avons v®rifi® que les estimations comptables qui en r®sultent s'appuient
sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans la note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers.  

? Comme indiqu® dans les notes 1.3, 6.7 et 10.2 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe utilise des mod¯les internes
pour la d®termination de la juste valeur de certains instruments financiers non cot®s sur un march® actif, dont la dette
souveraine grecque en 2011.  Nos travaux ont consist® à examiner le dispositif de contrôle des mod¯les utilis®s, les
hypoth¯ses retenues et les modalit®s de prise en compte des risques associ®s à ces instruments.

? Comme indiqu® dans la note 2.1 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe est expos® à la situation ®conomique et
financi¯re en Gr¯ce, notamment au travers de sa filiale Emporiki Bank.  Sur la base des ®l®ments disponibles à ce jour,
nos travaux ont consist® à examiner le dispositif mis en place par la direction pour en ®valuer les risques et à appr®cier le
caract¯re appropri® des estimations comptables qui en d®coulent ainsi que la pr®sentation qui en est faite dans les notes
annexes aux ®tats financiers.
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? Comme indiqu® dans les notes 1.3, 2.2 et 2.5 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe a proc®d® à des tests de d®pr®
ciation de la valeur des ®carts d'acquisition et des participations dans les entreprises mises en ®quivalence.  Nous avons 
examin® les modalit®s de mise en œuvre de ces tests, ainsi que les principaux  param¯tres et hypoth¯ses utilis®s et nous
nous sommes assur®s du caract¯re appropri® de la pr®sentation qui en est faite dans les notes annexes aux ®tats
financiers. 

? Comme indiqu® dans la note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe a proc®d® pour d®terminer la juste valeur
des ®missions comptabilis®es à la juste valeur par r®sultat, à des estimations du risque de cr®dit ®metteur du Groupe.
 Nous avons examin® les m®thodes et hypoth¯ses retenues et v®rifi® que les estimations comptables qui en r®sultent
s'appuient sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans les ®tats financiers.

? Votre Groupe proc¯de à d'autres estimations dans le cadre habituel de la pr®paration de ses comptes  consolid®s, comme
expos® en note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers, qui portent, notamment, sur la valorisation et les d®pr®ciations de
titres de capitaux propres non consolid®s, les engagements li®s aux r®gimes de retraites et avantages sociaux futurs, les
provisions pour risques op®rationnels, les provisions pour risques juridiques, les actifs d'impôts diff®r®s et la
comptabilisation d'un actif de participation aux b®n®fices diff®r®e des assur®s et la justification de son caract¯re
recouvrable.  Votre groupe a ®galement proc®d® en 2011 à l'estimation de provisions pour restructuration comme expos®
en notes 2.1 et 4.6 de l'annexe aux ®tats financiers.  Nos travaux ont consist® à examiner les m®thodes et les hypoth¯ses
retenues et à v®rifier que les estimations comptables qui en r®sultent s'appuient sur des m®thodes document®es
conformes aux principes d®crits dans la note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers.

Les appr®ciations ainsi port®es s'inscrivent dans le cadre de notre d®marche d'audit des comptes consolid®s, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribu® à la formation de notre opinion exprim®e dans la premi¯re partie de ce rapport.

III. V®rification sp®cifique

Nous avons ®galement proc®d®, conform®ment aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la v®rification
sp®cifique pr®vue par la loi des informations relatives au groupe, donn®es dans le rapport de gestion. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sinc®rit® et leur concordance avec les comptes consolid®s.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La D®fense, le 14 mars 2012

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Catherine Pariset

ERNST & YOUNG et Autres

Val®rie Meeus
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連結財務書類に対する法定監査人の監査報告書

　これは、フランス語で発行された法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のた

めにのみ提供されるものである。法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法によって

これに記載することが明確に要求されている情報が含まれている。この情報は、以下に連結財務書類に関する意

見を記しており、また、一定の会計上および監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた説明文を含

む。これらの評価は、連結財務書類全体に対する監査意見を表明する目的で検討されたものであり、連結財務書類

と切り離して個別の勘定科目または情報について個々の保証を与えるものではない。

　この報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して解釈されるものとす

る。

2010年12月31日終了事業年度

株主各位

　私どもは、貴行株主総会の委任に従い、2010年12月31日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。

・　添付のクレディ・アグリコル・エス・エーの連結財務書類の監査

・　私どもの評価の正当性

・　法律により要求される特定の検証

　連結財務書類は、取締役会の承認を受けている。私どもの役割は、私どもの監査に基づいて、これらの連結財務書

類について意見を表明することにある。

Ⅰ. 連結財務書類に対する意見

　私どもは、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。この基準は、連結財務書類

に重要な虚偽の表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私どもが手続を計画し、実施すること

を要求している。監査は、連結財務書類に含まれる金額と開示情報について監査証拠を入手するため、試査および

その他の抽出方法を用いた手続を実施することを含んでいる。監査は、経営者が採用した会計方針の適切性、実施

した会計上の見積りの妥当性および全体としての連結財務書類の表示を評価することも含んでいる。私どもは、

監査意見表明のための基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　私どもは、連結財務書類は、欧州連合が採択している国際財務報告基準に準拠して、2010年12月31日現在の貴行

グループの資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について、真実かつ公正な概

観を与えているものと認める。

　私どもの上述の意見を制限することなく、私どもは、連結財務書類の注記1.1に記載の事項について、注意を喚起

する。同注記は、確定退職給付制度における数理計算上の差益/差損の認識に対する会計処理方法の変更ならびに

新たに適用された基準および解釈指針、特に改訂IAS第27号「連結および個別財務書類」およびIFRS第3号「企業

結合」について記載している。

Ⅱ. 私どもの評価の正当性

　私どもは、評価の正当性について、フランス商法（Code de Commerce）の第L.823-9条の要件に従い、以下の事項

について株主の皆様の注意を喚起する。

・貴行グループは、事業活動に固有の識別された信用リスクを補うために、減損引当金を計上する。私どもは、こ

れらのリスクの識別および評価、ならびに必要と認められる減損額の決定のため、経営者によって実施された

手続を検討し、また、これらの会計上の見積りが連結財務書類の注記1.3に記載された原則に準拠して文書化さ

れた方法に基づいていることを検証した。

・連結財務書類の注記1.3および10.2に記載のとおり、貴行グループは、活発な市場において取引されていない特

定の金融商品の公正価値を評価するために、内部モデルを使用している。私どもは、これらのモデルに関する内
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部統制、使用された仮定およびかかる金融商品に関するリスクを管理するための手法について検討した。

・連結財務書類の注記1.3に記載のとおり、貴行グループは、純損益を通じて公正価値で会計処理する発行債券の

評価額に対する自己信用リスクの変動を分析するために、見積りを作成した。私どもは、この目的のために使用

されたパラメーターの適切性を監査した。

・連結財務書類の注記1.3、2.3および2.6に記載のとおり、貴行グループは、のれんおよび関連会社株式への投資

に係る減損テストを実施した。私どもは、これらのテストに関連する実施状況、使用された主なパラメーターお

よび仮定を検討し、連結財務書類の注記における表示が適切であることを検証した。

・連結財務書類の作成過程の一環として、貴行グループは、連結財務書類の注記1.3の説明のとおり、特に非連結

持分証券の評価および減損、年金および将来の従業員給付契約、業務リスク引当金、法的リスク引当金、繰延税

金資産および繰延利益分配準備金の認識ならびに資産の回収可能性の正当性などに関連して他の会計上の見

積りを行った。私どもは、使用された方法および仮定を検討し、会計上の見積りが連結財務書類の注記1.3に記

載された原則に準拠して適切に文書化されていることを認証した。

　これらの評価は、連結財務書類全体に対する監査の一環として実施され、したがって、本報告書の第Ⅰ部にて表

明されている私どもの監査意見の形成に寄与している。

Ⅲ. 特定の検証

　私どもは、また、法律で要求されているとおり、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、貴行グ

ループの経営者報告書に記載された情報を検証した。

　その公正な表示および連結財務書類との整合性について、私どもが報告すべき事項はない。

ヌイイー－シュール－セーヌ　2011年3月16日

法定監査人

プライスウォーターハウスクーパース

オーディット

アーンスト・アンド・ヤング・

エ・オートル

カトリーヌ・パリゼ ピエール・ユルステル
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Rapport des Commissaires aux comptes

sur les comptes consolid®s

Exercice clos le 31 d®cembre 2010

Aux actionnaires,

En ex®cution de la mission qui nous a ®t® confi®e par votre Assembl®e g®n®rale, nous vous pr®sentons notre rapport relatif 
à l'exercice clos le 31 d®cembre 2010, sur :

? le contrôle des comptes consolid®s de la soci®t® Cr®dit Agricole S.A., tels qu'ils sont joints au pr®sent rapport ;

? la justification de nos appr®ciations ; 

? la v®rification sp®cifique pr®vue par la loi.

Les comptes consolid®s ont ®t® arr°t®s par le Conseil d'administration.  II nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.

? I. Opinion sur les comptes consolid®s

Nous avons effectu® notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requi¯rent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolid®s ne comportent pas
d'anomalies significatives.  Un audit consiste à v®rifier, par sondages ou au moyen d'autres m®thodes de s®lection, les ®l®
ments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolid®s.  II consiste ®galement à appr®cier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la pr®sentation d'ensemble des comptes.  Nous
estimons que les ®l®ments que nous avons collect®s sont suffisants et appropri®s pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes consolid®s de l'exercice sont, au regard du r®f®rentiel IFRS tel qu'adopt® dans l'Union
europ®enne, r®guliers et sinc¯res et donnent une image fid¯le du patrimoine, de la situation financi¯re, ainsi que du r®sultat
de l'ensemble constitu® par les personnes et entit®s comprises dans la consolidation. 

Sans remettre en cause l'opinion exprim®e ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.1 de l'annexe qui d®crit le
changement de m®thode de comptabilisation des ®carts actuariels des r®gimes à prestations d®finies post®rieurs à l'emploi
ainsi que les nouvelles normes et interpr®tations applicables, notamment la r®vision des normes IAS 27 "Ētats financiers
consolid®s et individuels" et IFRS 3 "Regroupements d'entreprises".

? II. Justification des appr®ciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appr®ciations,
nous portons à votre connaissance les ®l®ments suivants :

? Votre Groupe constitue des d®pr®ciations pour couvrir les risques de cr®dit inh®rents à ses activit®s.  Nous avons examin®
le dispositif mis en place par la Direction pour identifier et ®valuer ces risques ainsi que pour d®terminer le montant des
d®pr®ciations qu'elle estime n®cessaires, et nous avons v®rifi® que les estimations comptables qui en r®sultent s'appuient
sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans la note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers.  

? Comme indiqu® dans les notes 1.3 et 10.2 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe utilise des mod¯les internes pour
la d®termination de la juste valeur de certains instruments financiers non cot®s sur un march® actif.  Nos travaux ont
consist® à examiner le dispositif de contrôle des mod¯les utilis®s, les hypoth¯ses retenues et les modalit®s de prise en
compte des risques associ®s à ces instruments.

? Comme indiqu® dans la note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe a proc®d® à des estimations pour int®grer
la variation de son propre risque de cr®dit dans la valorisation des ®missions comptabilis®es à la juste valeur par r®sultat.
 Nous avons v®rifi® le caract¯re appropri® des param¯tres retenus à cet effet.  
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? Comme indiqu® dans les notes 1.3, 2.3 et 2.6 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Groupe a proc®d® à des tests de d®pr®
ciation de la valeur des ®carts d'acquisition et des participations dans les entreprises mises en ®quivalence.  Nous avons 
examin® les modalit®s de mise en œuvre de ces tests, ainsi que les principaux  param¯tres et hypoth¯ses utilis®s et nous
nous sommes assur®s du caract¯re appropri® de la pr®sentation qui en est faite dans les notes annexes aux ®tats
financiers. 

? Votre Groupe proc¯de à d'autres estimations dans le cadre habituel de la pr®paration de ses comptes  consolid®s, comme
expos® en note 1.3 de l'annexe aux ®tats financiers, qui portent, notamment, sur la valorisation et les d®pr®ciations de
titres de capitaux propres non consolid®s, les engagements li®s aux r®gimes de retraites et avantages sociaux futurs, les
provisions pour risques op®rationnels, les provisions pour risques juridiques, les actifs d'impôts diff®r®s et la
comptabilisation d'un actif de participation aux b®n®fices diff®r®e des assur®s et la justification de son caract¯re
recouvrable.  Nos travaux ont consist® à examiner les m®thodes et hypoth¯ses retenues et à v®rifier que les estimations
comptables qui en r®sultent s'appuient sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans la note 1.3
de l'annexe aux ®tats financiers.

Les appr®ciations ainsi port®es s'inscrivent dans le cadre de notre d®marche d'audit des comptes consolid®s, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribu® à la formation de notre opinion exprim®e dans la premi¯re partie de ce rapport.

? III. V®rification sp®cifique

Nous avons ®galement proc®d®, conform®ment aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la v®rification
sp®cifique pr®vue par la loi des informations relatives au Groupe, donn®es dans le rapport de gestion. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sinc®rit® et leur concordance avec les comptes consolid®s.

Neuilly-sur-Seine, le 16 mars 2011

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Catherine Pariset

ERNST & YOUNG et Autres

Pierre Hurstel
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親会社の財務書類に対する法定監査人の監査報告書

　これは、フランス語で発行された法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便

宜のためにのみ提供されるものである。法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フラン

ス法によってこれに記載することが明確に要求されている情報が含まれている。この情報は、以下に親会社

の財務書類に関する意見を記しており、また、一定の会計上および監査上の重要な事項に係る監査人の評価

について述べた説明文を含む。これらの評価は、親会社の財務書類全体に対する監査意見を表明する目的で

検討されたものであり、親会社の財務書類と切り離して個別の勘定科目または情報について個々の保証を

与えるものではない。

　この報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して解釈されるもの

とする。

2012年12月31日終了事業年度

株主各位

　私どもは、貴行株主総会の委任に従い、2012年12月31日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。

・　添付のクレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類の監査

・　私どもの評価の正当性

・　法律により要求される特定の検証および情報

　これらの財務書類は、取締役会の承認を受けている。私どもの役割は、私どもの監査に基づいて、これらの

財務書類について意見を表明することにある。

Ⅰ. 財務書類に対する意見

　私どもは、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。この基準は、財務書類

に重要な虚偽の表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私どもが手続を計画し、実施する

ことを要求している。監査は、財務書類に含まれる金額と開示情報について監査証拠を入手するため、試査

およびその他の抽出方法を用いた手続を実施することを含んでいる。監査は、経営者が採用した会計方針の

適切性、実施した会計上の見積りの妥当性および全体としての財務書類の表示を評価することも含んでい

る。私どもは、監査意見表明のための基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　私どもは、財務書類は、フランスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して、2012年12月31

日現在の貴行の資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について、真実かつ

公正な概観を与えているものと認める。

Ⅱ. 私どもの評価の正当性

　私どもは、評価の正当性について、フランス商法（Code de commerce）の第L.823-9条の要件に従い、以下
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の事項について株主の皆様の注意を喚起する。

・財務書類の作成過程の一環として、貴行は、特に非連結会社および参加持分に対する投資、貸付金等、その

他の長期投資、ならびに年金および将来の従業員給付引当金の評価に関連して、会計上の見積りを実施して

いる。私どもは使用された仮定を検討し、これらの会計上の見積りが、財務書類の注記2に記載された原則に

準拠した、文書化された方法に基づいていることを検証した。

・これらの評価は、親会社の財務書類全体に対する監査の一環として実施され、したがって、本報告書の第

Ⅰ部にて表明されている私どもの監査意見の形成に寄与している。

Ⅲ. 特定の検証と情報

　私どもはまた、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、フランスの法律により要求され

ている特定の検証を実施した。

　私どもは、取締役会の経営者報告書ならびに財政状態および財務書類に関する株主宛の文書に記載された

情報の公正な表示および財務書類との整合性について、特段、報告すべき事項はない。

　私どもは、取締役が受領した報酬および給付ならびにその他取締役の利益となる契約に関するフランス商

法（Code de commerce）の第L.225-102-1条の要件に従って開示された情報に関して、財務書類またはこれ

らの財務書類を作成するために使用された前提情報との整合性、また該当する場合には、貴行を支配する会

社あるいは貴行によって支配されている会社から貴行が入手した情報との整合性を検証した。このような

手続に基づいて、私どもは、この情報の正確性と公正な表示を証明する。

　フランスの法律に従って、私どもは、投資および支配持分の購入に関する必要な情報、ならびに主な株主の

情報が経営者報告書に正しく開示されていることを検証した。

ヌイイー－シュール－セーヌおよびパリ－ラ・デファンス　2013年3月14日

法定監査人  

プライスウォーターハウスクーパース

オーディット

アーンスト・アンド・ヤング・

エ・オートル

カトリーヌ・パリゼ ヴァレリ・メーウス
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Rapport des Commissaires aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 d®cembre 2012

Aux Actionnaires,

En ex®cution de la mission qui nous a ®t® confi®e par votre Assembl®e g®n®rale, nous vous pr®sentons notre rapport relatif 
à l'exercice clos le 31 d®cembre 2012, sur :

? le contrôle des comptes annuels de la soci®t® Cr®dit Agricole S.A., tels qu'ils sont joints au pr®sent rapport ;

? la justification de nos appr®ciations ; 

? les v®rifications et informations sp®cifiques pr®vues par la loi.

Les comptes annuels ont ®t® arr°t®s par le Conseil d'administration.  Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectu® notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requi¯rent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.  Un audit consiste à v®rifier, par sondages ou au moyen d'autres m®thodes de s®lection, les ®l®
ments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.  Il consiste ®galement à appr®cier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la pr®sentation d'ensemble des comptes.  Nous
estimons que les ®l®ments que nous avons collect®s sont suffisants et appropri®s pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des r¯gles et principes comptables franais, r®guliers et sinc¯res et
donnent une image fid¯le du r®sultat des op®rations de l'exercice ®coul® ainsi que de la situation financi¯re et du patrimoine
de la soci®t® à la fin de cet exercice. 

II. Justification des appr®ciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appr®ciations,
nous portons à votre connaissance les ®l®ments suivants :

? votre Soci®t® proc¯de à des estimations dans le cadre habituel de la pr®paration des comptes annuels, qui portent,
notamment, sur la valorisation des participations, des autres titres d®tenus à long terme et des parts dans les entreprises li
®es, l'®valuation des pr°ts et des avances consentis et l'®valuation des engagements de retraite comptabilis®s.  Nous avons
revu les hypoth¯ses retenues et v®rifi® que ces estimations comptables s'appuient sur des m®thodes document®es
conformes aux principes d®crits dans la note 2 de l'annexe aux comptes annuels ;

? les appr®ciations ainsi port®es s'inscrivent dans le cadre de notre d®marche d'audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribu® à la formation de notre opinion exprim®e dans la premi¯re partie de ce rapport.

III. V®rifications et informations sp®cifiques

Nous avons ®galement proc®d®, conform®ment aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux v®
rifications sp®cifiques pr®vues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sinc®rit® et la concordance avec les comptes annuels des informations
donn®es dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adress®s aux actionnaires sur la
situation financi¯re et les comptes annuels.
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Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de commerce sur les 
r®mun®rations et avantages vers®s aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous 
avons v®rifi® leur concordance avec les comptes ou avec les donn®es ayant servi à l'®tablissement de ces comptes et, le cas 
®ch®ant, avec les ®l®ments recueillis par votre Soci®t® aupr¯s des soci®t®s contrôlant votre Soci®t® ou contrôl®es par elle.
 Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sinc®rit® de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assur®s que les diverses informations relatives à l'identit® des d®tenteurs du
capital et des droits de vote vous ont ®t® communiqu®es dans le rapport de gestion.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La D®fense, le 14 mars 2013

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Catherine Pariset

ERNST & YOUNG et Autres

Val®rie Meeus
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親会社の財務書類に対する法定監査人の監査報告書

　これは、フランス語で発行された法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のた

めにのみ提供されるものである。法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法によって

これに記載することが明確に要求されている情報が含まれている。この情報は、以下に親会社の財務書類に関す

る意見を記しており、また、一定の会計上および監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた説明文

を含む。これらの評価は、親会社の財務書類全体に対する監査意見を表明する目的で検討されたものであり、親会

社の財務書類と切り離して個別の勘定科目または情報について個々の保証を与えるものではない。

　この報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して解釈されるものとす

る。

2011年12月31日終了事業年度

株主各位

　私どもは、貴行株主総会の委任に従い、2011年12月31日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。

・　添付のクレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類の監査

・　私どもの評価の正当性

・　法律により要求される特定の検証および情報

　これらの財務書類は、取締役会の承認を受けている。私どもの役割は、私どもの監査に基づいて、これらの財務書

類について意見を表明することにある。

Ⅰ. 財務書類に対する意見

　私どもは、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。この基準は、財務書類に重

要な虚偽の表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私どもが手続を計画し、実施することを要

求している。監査は、財務書類に含まれる金額と開示情報について監査証拠を入手するため、試査およびその他の

抽出方法を用いた手続を実施することを含んでいる。監査は、経営者が採用した会計方針の適切性、実施した会計

上の見積りの妥当性および全体としての財務書類の表示を評価することも含んでいる。私どもは、監査意見表明

のための基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　私どもは、財務書類は、フランスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して、2011年12月31日現

在の貴行の資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について、真実かつ公正な概

観を与えているものと認める。

Ⅱ. 私どもの評価の正当性

　2011年12月31日現在の財務書類に反映される会計上の見積りは、経済危機および流動性危機を伴うユーロ圏の

一部の国々におけるソブリン債務危機（特にギリシャにおいて顕著であった。）の結果として生じた経済の先行

き不透明という不確実性を背景にして作成されたものである。こうした背景のもと、私どもは、評価の正当性につ

いて、フランス商法（Code de commerce）の第L.823-9条の要件に従い、以下の事項について株主の皆様の注意を

喚起する。

会計上の見積り

・財務書類の注記1.3および1.4に記載のとおり、貴行は、主に子会社であるエンポリキ・バンクを通してギリ

シャにおける経済危機の影響にさらされている。現在入手可能な情報に基づき、私どもは、関連するリスクを評

価するために経営者により実施された手続を検討し、関連する会計上の見積りの適切性および財務書類に含ま

れる開示を評価した。
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・財務書類の作成過程の一環として、貴行は、特に非連結会社および参加持分に対する投資、貸付金等、その他の

長期投資、ならびに年金および将来の従業員給付引当金の評価に関連して、会計上の見積りを実施している。私

どもは使用された仮定を検討し、これらの会計上の見積りが、財務書類の注記2に記載された原則に準拠した、

文書化された方法に基づいていることを検証した。

　これらの評価は、親会社の財務書類全体に対する監査の一環として実施され、したがって、本報告書の第Ⅰ部に

て表明されている私どもの監査意見の形成に寄与している。

Ⅲ. 特定の検証と情報

　私どもはまた、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、フランスの法律により要求されている

特定の検証を実施した。

　私どもは、取締役会の経営者報告書ならびに財政状態および財務書類に関する株主宛の文書に記載された情報

の公正な表示および財務書類との整合性について、特段、報告すべき事項はない。

　私どもは、取締役が受領した報酬および給付ならびにその他取締役の利益となる契約に関するフランス商法（

Code de commerce）の第L.225-102-1条の要件に従って開示された情報に関して、財務書類またはこれらの財務

書類を作成するために使用された前提情報との整合性、また該当する場合には、貴行を支配する会社あるいは貴

行によって支配されている会社から貴行が入手した情報との整合性を検証した。このような手続に基づいて、私

どもは、この情報の正確性と公正な表示を証明する。

　フランスの法律に従って、私どもは、投資および支配持分の購入に関する必要な情報、ならびに主な株主の情報

が経営者報告書に正しく開示されていることを検証した。

ヌイイー－シュール－セーヌおよびパリ－ラ・デファンス　2012年3月14日

法定監査人  

 
プライスウォーターハウスクーパース

オーディット

アーンスト・アンド・ヤング・

エ・オートル

 カトリーヌ・パリゼ ヴァレリ・メーウス
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Rapport des Commissaires aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 d®cembre 2011

Aux actionnaires,

En ex®cution de la mission qui nous a ®t® confi®e par votre Assembl®e g®n®rale, nous vous pr®sentons notre rapport relatif 
à l'exercice clos le 31 d®cembre 2011, sur :

? le contrôle des comptes annuels de la soci®t® Cr®dit Agricole S.A., tels qu'ils sont joints au pr®sent rapport ;

? la justification de nos appr®ciations ; 

? les v®rifications et informations sp®cifiques pr®vues par la loi.

Les comptes annuels ont ®t® arr°t®s par le Conseil d'administration.  II nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectu® notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requi¯rent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.  Un audit consiste à v®rifier, par sondages ou au moyen d'autres m®thodes de s®lection, les ®l®
ments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.  II consiste ®galement à appr®cier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la pr®sentation d'ensemble des comptes.  Nous
estimons que les ®l®ments que nous avons collect®s sont suffisants et appropri®s pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des r¯gles et principes comptables franais, r®guliers et sinc¯res et
donnent une image fid¯le du r®sultat des op®rations de l'exercice ®coul® ainsi que de la situation financi¯re et du patrimoine
de la Soci®t® à la fin de cet exercice. 

II. Justification des appr®ciations

Les estimations comptables concourant à la pr®paration des ®tats financiers au 31 d®cembre 2011 ont ®t® r®alis®es dans un
environnement incertain, li® à la crise des finances publiques de certains pays de la zone euro (et en particulier de la Gr¯
ce), qui est accompagn®e d'une crise ®conomique et d'une crise de liquidit®, qui rend difficile l'appr®hension des
perspective ®conomiques.  C'est dans ce contexte que, en application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de
commerce relatives à la justification de nos appr®ciations, nous portons à votre connaissance les ®l®ments suivants :

Estimations comptables

? Comme indiqu® dans les notes 1.3 et 1.4 de l'annexe aux ®tats financiers, votre Soci®t® est expos® à la situation ®
conomique et financi¯re en Gr¯ce, notamment au travers de sa filiale Emporiki Bank.  Sur la base des ®l®ments
disponibles à ce jour, nos travaux ont consist® à examiner le dispositif mis en place par la Direction pour ®valuer les
risques attach®s et à appr®cier le caract¯re appropri® des estimations comptables qui en d®coulent ainsi que la pr®
sentation qui en est faite dans l'annexe aux compte annuels.

? Votre Soci®t® proc¯de à des estimations dans le cadre habituel de la pr®paration des comptes annuels, qui portent,
notamment, sur la valorisation des participations, des autres titres d®tenus à long terme et des parts dans les entreprises li
®es, l'evaluation des pr°ts et avances consentis et l'®valuation des engagements de retraite comptabilis®s.  Nous avons
revu les hypoth¯ses retenues et v®ritfi® que ces estimations comptables s'appuient sur des m®thodes document®es
conformes aux principes d®crits dans la note 2 de l'annexe aux comptes annuels.

Les appr®ciations ainsi port®es s'inscrivent dans le cadre de notre d®marche d'audit des comptes annuels, pris dans leur
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ensemble, et ont donc contribu® à la formation de notre opinion exprim®e dans la premi¯re partie de ce rapport.

III. V®rifications et informations sp®cifiques

Nous avons ®galement proc®d®, conform®ment aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux v®
rifications sp®cifiques pr®vues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sinc®rit® et la concordance avec les comptes annuels des informations
donn®es dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adress®s aux actionnaires sur la
situation financi¯re et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de commerce sur les
r®mun®rations et avantages vers®s aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous
avons v®rifi® leur concordance avec les comptes ou avec les donn®es ayant servi à l'®tablissement de ces comptes et, le cas 
®ch®ant, avec les ®l®ments recueillis par votre Soci®t® aupr¯s des soci®t®s contrôlant votre Soci®t® ou contrôl®es par elle.
 Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sinc®rit® de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assur®s que les diverses informations relatives à l'identit® des d®tenteurs du
capital et des droits de vote vous ont ®t® communiqu®es dans le rapport de gestion.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La D®fense, le 14 mars 2012

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Catherine Pariset

ERNST & YOUNG et Autres

Val®rie Meeus
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個別財務書類に対する法定監査人の監査報告書

　これは、フランス語で発行された法定監査人の監査報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜のた

めにのみ提供されるものである。法定監査人の監査報告書には、限定・無限定にかかわらず、フランス法によって

これに記載することが明確に要求されている情報が含まれている。この情報は、以下に個別財務書類に関する意

見を記しており、また、一定の会計上および監査上の重要な事項に係る監査人の評価について述べた説明文を含

む。これらの評価は、個別財務書類全体に対する監査意見を表明する目的で検討されたものであり、個別財務書類

と切り離して個別の勘定科目または情報について個々の保証を与えるものではない。

　この報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して解釈されるものとす

る。

2010年12月31日終了事業年度

株主各位

　私どもは、貴行株主総会の委任に従い、2010年12月31日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。

・　添付のクレディ・アグリコル・エス・エーの財務書類の監査

・　私どもの評価の正当性

・　法律により要求される特定の検証および情報

　これらの財務書類は、取締役会の承認を受けている。私どもの役割は、私どもの監査に基づいて、これらの財務書

類について意見を表明することにある。

Ⅰ. 財務書類に対する意見

　私どもは、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して監査を実施した。この基準は、財務書類に重

要な虚偽の表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私どもが手続を計画し、実施することを要

求している。監査は、財務書類に含まれる金額と開示情報について監査証拠を入手するため、試査およびその他の

抽出方法を用いた手続を実施することを含んでいる。監査は、経営者が採用した会計方針の適切性、実施した会計

上の見積りの妥当性および全体としての財務書類の表示を評価することも含んでいる。私どもは、監査意見表明

のための基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　私どもは、財務書類は、フランスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して、2010年12月31日現

在の貴行の資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績について、真実かつ公正な概

観を与えているものと認める。

　私どもの意見を制限することなく、私どもは、財務書類の注記2に記載の事項について、注意を喚起する。同注記

は、2010年度現在新たに適用された基準および解釈指針に基づく会計方針の変更ならびに財務書類の表示につい

て記載している。

Ⅱ. 私どもの評価の正当性

　私どもは、評価の正当性について、フランス商法（Code de Commerce）の第L.823-9条の要件に従い、以下の事項

について株主の皆様の注意を喚起する。

会計上の見積り

・財務書類の作成過程の一環として、貴行は、特に非連結会社および参加持分に対する投資、その他の長期投資、

ならびに年金および将来の従業員給付引当金の評価に関連して、会計上の見積りを実施している。私どもは使

用された仮定を検討し、これらの会計上の見積りが、財務書類の注記2に記載された原則に準拠した、文書化さ

れた方法に基づいていることを検証した。
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　これらの評価は、個別財務書類全体に対する監査の一環として実施され、したがって、本報告書の第Ⅰ部にて表

明されている私どもの監査意見の形成に寄与している。

Ⅲ. 特定の検証と情報

　私どもはまた、フランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して、フランスの法律により要求されている

特定の検証を実施した。

　私どもは、取締役会の経営者報告書ならびに財政状態および財務書類に関する株主宛の文書に記載された情報

の公正な表示および財務書類との整合性について、特段、報告すべき事項はない。

　私どもは、取締役が受領した報酬および給付ならびにその他取締役の利益となる契約に関するフランス商法（

Code de Commerce）の第L.225-102-1条の要件に従って開示された情報に関して、財務書類またはこれらの財務

書類を作成するために使用された前提情報との整合性、また該当する場合には、貴行を支配する会社あるいは貴

行によって支配されている会社から貴行が入手した情報との整合性を検証した。このような手続に基づいて、私

どもは、この情報の正確性と公正な表示を証明する。

　フランスの法律に従って、私どもは、投資および支配持分の購入に関する必要な情報、ならびに主な株主の情報

が経営者報告書に正しく開示されていることを検証した。

ヌイイー－シュール－セーヌ　2011年3月16日

法定監査人

プライスウォーターハウスクーパース

オーディット

アーンスト・アンド・ヤング・

エ・オートル

カトリーヌ・パリゼ ピエール・ユルステル

次へ
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Rapport des Commissaires aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 d®cembre 2010

Aux actionnaires,

En ex®cution de la mission qui nous a ®t® confi®e par votre Assembl®e g®n®rale, nous vous pr®sentons notre rapport relatif 
à l'exercice clos le 31 d®cembre 2010, sur :

? le contrôle des comptes annuels de la soci®t® Cr®dit Agricole S.A., tels qu'ils sont joints au pr®sent rapport ;

? la justification de nos appr®ciations ; 

? les v®rifications et informations sp®cifiques pr®vues par la loi.

Les comptes annuels ont ®t® arr°t®s par le Conseil d'administration.  II nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.

? I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectu® notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requi¯rent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.  Un audit consiste à v®rifier, par sondages ou au moyen d'autres m®thodes de s®lection, les ®l®
ments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.  II consiste ®galement à appr®cier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la pr®sentation d'ensemble des comptes.  Nous
estimons que les ®l®ments que nous avons collect®s sont suffisants et appropri®s pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des r¯gles et principes comptables franais, r®guliers et sinc¯res et
donnent une image fid¯le du r®sultat des op®rations de l'exercice ®coul® ainsi que de la situation financi¯re et du patrimoine
de la soci®t® à la fin de cet exercice. 

Sans remettre en cause l'opinion exprim®e ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2 de l'annexe aux comptes
annuels qui expose les changements de m®thode comptable et de pr®sentation relatifs aux nouveaux textes et r¯glements
applicables à compter de l'exercice 2010.

? II. Justification des appr®ciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appr®ciations,
nous portons à votre connaissance les ®l®ments suivants :

Estimations comptables

? Votre soci®t® proc¯de à des estimations dans le cadre habituel de la pr®paration de ses comptes annuels, qui portent,
notamment, sur la valorisation des participations, des autres titres d®tenus à long terme et des parts dans les entreprises li
®es et l'®valuation des engagements de retraite comptabilis®s.  Nous avons revu les hypoth¯ses retenues et v®ritfi® que
ces estimations comptables s'appuient sur des m®thodes document®es conformes aux principes d®crits dans la note 2 de
l'annexe aux comptes annuels.

Les appr®ciations ainsi port®es s'inscrivent dans le cadre de notre d®marche d'audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribu® à la formation de notre opinion exprim®e dans la premi¯re partie de ce rapport.

? III. V®rifications et informations sp®cifiques

Nous avons ®galement proc®d®, conform®ment aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux v®
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rifications sp®cifiques pr®vues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sinc®rit® et la concordance avec les comptes annuels des informations
donn®es dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adress®s aux actionnaires sur la
situation financi¯re et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de commerce sur les
r®mun®rations et avantages vers®s aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous
avons v®rifi® leur concordance avec les comptes ou avec les donn®es ayant servi à l'®tablissement de ces comptes et, le cas 
®ch®ant, avec les ®l®ments recueillis par votre soci®t® aupr¯s des soci®t®s contrôlant votre soci®t® ou contrôl®es par elle.
 Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sinc®rit® de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assur®s que les diverses informations relatives aux prises de participation et de
contrôle et à l'identit® des d®tenteurs du capital vous ont ®t® communiqu®es dans le rapport de gestion.

Neuilly-sur-Seine, le 16 mars 2011

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Catherine Pariset

ERNST & YOUNG et Autres

Pierre Hurstel
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